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ま
え
が
き

　　
本
書
は
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
五
年
三
月
の
五
年
閒
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た

「
三
敎
交
涉
の
硏
究
」
共
同
硏
究
班
の
硏
究
成
果
報
吿
書
で
あ
る
。
本
共
同
硏
究
班
は
、
當
初
の
一
年
餘
り
は
、
先
行
硏
究
班
で
讀
み

殘
し
た
唐
・
神
淸
『
北
山
錄
』
の
會
讀
を
行
い
、
そ
の
後
は
、
元
・
劉
大
彬
編
『
茅
山
志
』
卷
二
十
以
降
の
金
石
篇
に
收
め
ら
れ
た
諸

資
料
の
會
讀
に
移
行
し
た
。
こ
の
會
讀
を
通
じ
て
、
六
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
の
江
南
に
お
け
る
道
敎
の
一
大
中
心
地
で
あ
り
、
そ

の
後
も
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
り
續
け
た
茅
山
の
道
敎
の
諸
側
面
、
お
よ
び
關
連
す
る
三
敎
閒
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
涉
に
關
す
る
共
通

認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
報
吿
書
に
收
め
ら
れ
た
二
十
二
篇
の
論
文
は
、
班
員
各
自
の
專
門
領
域
に
應
じ
て
多
樣
で
は
あ
る

が
、
中
國
の
宗
敎
、
思
想
、
學
術
、
文
學
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
三
敎
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
果
し
た
役
割
お
よ

び
中
國
社
會
に
お
け
る
三
敎
閒
の
複
雜
な
關
り
を
、
共
同
硏
究
で
得
ら
れ
た
共
通
の
認
識
を
踏
ま
え
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
三
敎
と
い
う
言
葉
を
何
の
注
釋
も
な
し
に
使
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
い
う
三
敎
と
は
、
儒
敎
、
佛
敎
、
道
敎
の
中
國
を
代

表
す
る
三
つ
の
「
敎
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
三
敎
」
と
い
う
言
葉
が
い
つ
の
頃
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
の
か
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、

管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
魏
晉
に
ま
で
遡
る
用
例
は
な
い
。
確
實
な
例
と
し
て
は
、
南
朝
で
は
、
梁
・
陶
弘
景
の
「
茅
山
長
沙
館
碑
」
に

「
夫
れ
萬
象
森
羅
は
兩
儀
の
育
を
離
れ
ず
。
百
法
紛
湊
す
る
も
、
三
敎
の
境
を
越
ゆ
る
こ
と
無
し
」
と
い
い
、
梁
・
武
帝
に
「
會
三
敎

詩
」
（『
藝
文
類
聚
』
卷
七
六
。『
廣
弘
明
集
』
卷
三
〇
、
統
歸
篇
で
は
「
述
三
敎
詩
」
に
作
る
）
が
傳
え
ら
れ
、
ま
た
北
朝
で
は
、
周
の
武

帝
が
韋
夐
に
命
じ
て
三
敎
の
優
劣
を
辯
別
さ
せ
、「
三
敎
序
」
を
奏
上
さ
せ
た
（『
周
書
』
卷
三
一
、
韋
夐
傳
）
こ
と
や
同
じ
く
北
周
の

衞
元
嵩
に
「
齊
三
敎
論
」
七
卷
が
あ
っ
た
（『
舊
唐
書
』
藝
文
志
）
こ
と
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
儒
佛
道
を
意
味
す
る
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「
三
敎
」
と
い
う
槪
念
が
普
及
す
る
の
は
、
槪
ね
六
世
紀
以
降
の
こ
と
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
道

敎
の
敎
理
が
次
第
に
整
備
さ
れ
、
佛
敎
と
竝
び
う
る
だ
け
の
力
を
獲
得
し
始
め
た
時
期
と
一
致
す
る
。
こ
の
頃
か
ら
、「
敎
」
と
い
え

ば
、
儒
敎
、
佛
敎
、
道
敎
の
三
つ
が
人
々
の
意
識
に
觀
念
聯
合
と
し
て
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
國
に
お
け
る
「
敎
」
は
、
明
治
以
降
の
學
術
用
語
と
し
て
の
「
宗
敎
」
よ
り
も
か
な
り
廣
い
槪
念
で
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
近
代
的
な
「
宗
敎
」
の
定
義
に
儒
敎
、
佛
敎
、
道
敎
の
三
敎
が
該
當
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
も
と
よ
り

重
要
で
は
あ
る
が
、
中
國
人
自
身
が
何
を
「
敎
」
と
認
識
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
歷
史
に
卽
し
て
三
敎
を
考
え
る
場
合

に
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。
儒
敎
、
佛
敎
、
道
敎
が
竝
存
し
た
後
漢
末
年
以
降
、
最
初
は
儒
佛
の
閒
で
、
や
が
て
佛
道
の
閒
で
激
し
い

論
爭
が
鬪
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
南
北
朝
か
ら
隋
初
唐
に
か
け
て
は
、
こ
の
三
者
の
閒
で
い
わ
ゆ
る
三
敎
論
爭
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
の
主
要
な
論
爭
點
の
ひ
と
つ
は
、
三
者
の
ど
れ
が
「
敎
」
に
該
當
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
北
周
・
道
安
の
『
二
敎
論
』
は
、
北
周
・
武
帝
の
排
佛
の
意
圖
を
挫
く
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
二

敎
論
』
の
「
二
敎
」
と
は
儒
敎
と
佛
敎
の
二
者
を
意
味
す
る
。
道
安
は
こ
の
中
で
、
今
の
世
の
中
に
は
、
儒
敎
、
佛
敎
、
道
敎
の
三
敎

が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
實
は
道
敎
は
「
敎
」
で
は
な
く
、
佛
敎
と
儒
敎
の
二
つ
だ
け
が
「
敎
」
と
し
て
の
資
格
を
具
え
る
。
し
か

も
、
儒
敎
は
か
ら
だ
（
形
）
の
救
濟
を
說
く
「
外
敎
」
に
過
ぎ
な
い
が
、
佛
敎
は
た
ま
し
い
（
神
）
の
救
濟
を
說
く
「
內
敎
」
で
あ
り
、

こ
れ
以
外
の
『
漢
書
』
藝
文
志
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
九
流
」
は
、
全
て
「
儒
家
者
流
（
儒
敎
）
」
の
も
と
に
一
括
り
に
す
べ
き
存
在

に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
『
二
敎
論
』
を
承
け
て
よ
り
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は
、
唐
・
法
琳
で
あ
る
。
法
琳
は

『
辯
正
論
』
の
中
で
、「
敎
」
を
稱
し
う
る
絕
對
條
件
と
し
て
敎
主
の
存
在
を
擧
げ
、
し
か
も
そ
の
敎
主
は
帝
王
に
類
す
る
高
貴
な
存

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
佛
敎
に
は
淨
飯
王
の
太
子
で
あ
っ
た
釋
迦
牟
尼
が
、
儒
敎
に
は
三
皇
五
帝
が
敎
主
と
し
て

存
在
す
る
が
、
道
敎
に
は
、
こ
の
よ
う
な
敎
主
の
資
格
を
有
す
る
者
が
存
在
し
な
い
の
で
、「
敎
」
た
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
佛
敎
の
立
場
か
ら
す
る
「
敎
」
の
定
義
に
對
抗
し
て
、「
敎
」
た
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
道
敎
は
ど
の
よ
う
に
反
論
し
た
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　　まえがき

の
で
あ
ろ
う
か
。
初
唐
の
道
士
孟
安
排
は
、『
道
敎
義
樞
』
に
附
し
た
序
文
の
中
で
、
ま
ず
、
元
始
天
尊
の
根
源
性
と
實
在
、
天
尊

に
よ
る
世
界
の
創
造
と
至
上
の
敎
え
た
る
道
敎
の
開
示
お
よ
び
救
濟
な
ど
の
道
敎
敎
理
の
根
幹
に
つ
い
て
諸
經
を
引
い
て
明
ら
か
に

し
た
上
で
、
魏
晉
以
來
の
殊
途
同
歸
論
を
越
え
て
、
元
始
天
尊
を
こ
の
世
界
に
お
け
る
唯
一
の
敎
主
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

『
易
』
に
代
表
さ
れ
る
儒
敎
の
經
典
も
、
子
史
に
記
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
學
術
も
、
は
た
ま
た
外
國
の
敎
え
た
る
佛
敎
も
、
全
て
天
尊
の

敎
え
に
發
す
る
も
の
と
し
て
、
道
敎
の
も
と
に
一
元
的
に
包
括
し
よ
う
と
す
る
三
敎
一
致
論
を
展
開
し
て
い
る
。「
至
道
の
敎
方
を
顯

わ
し
、
大
義
の
樞
要
を
し
め標
さ
ん
」
と
す
る
こ
の
書
を
「
道
敎
義
樞
」
と
名
付
け
た
の
は
、
究
極
の
「
敎
」
と
し
て
の
道
敎
の
存
在
を

明
確
に
主
張
し
よ
う
と
い
う
意
圖
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
唐
・
周
固
樸
の
『
大
道
論
』
垂
敎
章
は
、「
上
古
に
は

敎
無
し
。
敎
は
三
皇
五
帝
よ
り
有
り
」
と
し
た
上
で
、「
自
然
」「
神
明
」「
正
眞
」「
返
俗
」「
訓
世
」
の
五
敎
を
立
て
、「
自
然
」「
神

明
」
二
敎
に
は
師
資
は
無
く
、「
正
眞
」
の
敎
に
至
っ
て
、
始
め
て
无
上
虛
皇
が
師
と
な
り
元
始
天
尊
が
傳
授
し
て
、
三
皇
五
帝
に
傳

え
ら
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
返
俗
」「
訓
世
」
の
二
敎
を
そ
れ
ぞ
れ
老
子
、
孔
子
の
敎
え
に
當
て
て
、
一
種
の
敎
相
判
釋
を
示
し
て

い
る
。
三
皇
五
帝
よ
り
地
上
の
敎
え
が
始
ま
る
と
い
う
周
固
樸
の
主
張
は
、
前
の
法
琳
の
道
敎
に
は
敎
主
が
存
在
し
な
い
と
い
う
論

難
を
意
識
し
て
、
道
敎
の
「
敎
」
と
し
て
の
系
譜
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
宋
・
張
君
房
が
『
雲
笈
七
籤
』
を

編
纂
し
た
際
に
、
卷
三
「
道
敎
本
始
部
」
に
「
道
敎
序
」
と
し
て
、
そ
れ
と
明
記
せ
ず
に
『
大
道
論
』
垂
敎
章
を
載
せ
た
の
は
、
か
か

る
「
敎
」
を
め
ぐ
る
論
爭
に
終
始
符
を
打
ち
う
る
論
理
を
見
い
出
し
た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

　
こ
う
し
た
「
敎
」
た
り
う
る
か
ど
う
か
の
激
し
い
爭
い
か
ら
離
れ
て
、
中
國
古
來
の
聖
人
の
「
敎
」
と
し
て
の
確
た
る
地
位
を
近

代
ま
で
無
條
件
に
保
持
し
て
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
儒
敎
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以
降
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
は
、
儒

敎
の
み
が
「
宗
敎
」
と
し
て
の
適
格
性
を
問
わ
れ
る
と
い
う
逆
轉
が
生
じ
た
。
今
日
の
學
界
に
あ
っ
て
も
、
儒
敎
を
「
宗
敎
」
と
認

め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
共
通
の
認
識
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
秦
諸
子
百
家
の
ひ
と
つ
に

過
ぎ
な
か
っ
た
儒
家
が
、
春
秋
戰
國
時
代
の
激
し
い
思
想
鬪
爭
を
勝
ち
拔
き
、
や
が
て
漢
帝
國
の
祭
政
兩
面
を
支
え
る
國
家
イ
デ
オ
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ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
敎
に
變
化
し
て
い
く
過
程
で
、
先
行
す
る
戰
國
諸
國
と
り
わ
け
秦
や
齊
の
地
方
的
祭
祀
や
祭
神
を
取
り
込
み
な

が
ら
、
複
雜
な
儀
禮
や
祭
祀
の
體
系
を
構
築
し
て
き
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
祖
先
祭
祀
な
ど
儒
家
の
本
來
有
す
る
宗
敎
的
側
面
と

あ
い
ま
っ
て
、
儒
敎
を
「
宗
敎
」
の
ひ
と
つ
と
見
な
す
說
は
億
單
に
は
否
定
で
き
な
い
。
と
い
う
よ
り
「
宗
敎
」
と
し
て
認
め
て
も

問
題
は
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
魏
晉
と
り
わ
け
六
朝
後
半
期
以
降
の
中
國
の
歷
史
の
中
で
は
、
も
は
や
三
敎
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
二
敎
と
は
無
緣

の
存
在
で
は
あ
り
え
ず
、
三
敎
の
交
涉
と
い
う
視
點
を
拔
き
に
し
て
は
、
宗
敎
も
思
想
も
文
學
も
あ
る
い
は
廣
く
學
術
、
文
化
一
般

も
そ
の
實
態
を
理
解
で
き
な
い
情
況
に
あ
っ
た
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
見
解
の
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
專
門
分
野
の
細

分
化
が
進
む
な
か
で
、
三
敎
そ
れ
ぞ
れ
の
硏
究
に
攜
わ
る
者
に
は
、
今
や
專
門
の
垣
根
を
越
え
た
よ
り
高
い
視
點
を
意
識
的
に
構
築

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
を
「
三
敎
交
涉
論
叢
」
と
題
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
中
國
文
化
の
核
を

な
す
三
敎
相
互
の
關
係
を
廣
汎
な
視
點
か
ら
讀
み
解
い
て
み
た
い
と
い
う
思
い
に
よ
る
。
本
書
に
收
め
ら
れ
た
二
十
二
篇
の
論
文
が

そ
の
よ
う
な
要
請
に
ど
の
程
度
應
え
ら
れ
て
い
る
か
、
大
方
の
ご
批
判
に
待
ち
た
い
。

　
な
お
、
本
書
の
編
輯
に
際
し
て
は
、
事
務
的
處
理
を
佐
野
誠
子
助
手
に
、
索
引
デ
ー
タ
の
マ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
作
業
を
金
志
玹
氏
に

お
願
い
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
〇
〇
五
年
三
月

麥

谷

邦

夫
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六
朝
靈
寶
經
に
見
え
る
葛
仙
公
　

神
　
塚
　
　
淑
　
子
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
六
朝
中
期
以
降
、
江
南
の
地
に
お
い
て
盛
ん
に
な
る
道
敎
經
典
作
成
の
動
き
の
中
で
、
多
數
の
靈
寶
經
が
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
中

心
を
な
す
の
は
、
陸
修
靜
「
靈
寶
經
目
」
に
名
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
敦
煌
寫
本
の
宋
文
明
「
通
門
論
」
（
ペ

リ
オ
二
八
六
一
の
二
、
お
よ
び
ペ
リ
オ
二
二
五
六
）
の
初
め
の
方
に
見
え
る
「
靈
寶
經
目
」
に
は
、
靈
寶
經
を
「
元
始
舊
經
」
と
「
新
經
」

の
二
つ
に
大
き
く
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
る
經
典
名
と
そ
の
卷
數
が
（「
元
始
舊
經
」
の
場
合
は
そ
の
經
典
が
「
已
出
」
か
「
未
出
」

か
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
）
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
經
典
が
、
現
存
す
る
道
藏
本
や
敦
煌
寫
本
の
ど
れ
に
相
當
す
る
の
か
、
ま

た
、
そ
れ
ら
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
淵

忍
爾
氏
、
小
林
正
美
氏
、
Ｓ
・
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
氏
、
王
承
文
氏
ら
に
よ
っ
て
硏
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た（

１
）。

こ
れ
ら
の
硏
究
に
よ
っ

て
、
六
朝
時
代
の
靈
寶
經
の
具
體
的
な
事
柄
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
硏
究
者
の
閒
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
點
も
多

く
、
依
然
と
し
て
、
い
く
つ
も
の
謎
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
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靈
寶
經
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
は
葛
仙
公
（
葛
玄
）
が
登
場
す
る
。
葛
仙
公
は
、『
抱
朴
子
』
の
著
者
葛
洪
、
お
よ
び
『
眞
誥
』
卷
十

九
に
靈
寶
經
の
「
造
構
」
者
と
し
て
名
が
出
て
く
る
葛
巢
甫
の
祖
先
に
あ
た
る
人
で
あ
る
。
陸
修
靜
「
靈
寶
經
目
」
で
は
、「
元
始
舊

經
」
に
つ
い
て
、「
十
部
妙
經
三
十
六
棄
、
皆
金
を
剋
し
て
字
を
爲
し
、
玉
億
の
上
に
書
き
、
其
の
篇
目
を
紫
微
宮
南
軒
に
題
す
。
太

玄
都
玉
京
山
も
亦
具
さ
に
其
の
文
を
記
す
」
と
あ
る
の
に
對
し
、「
新
經
」
に
つ
い
て
は
、「
葛
仙
公
の
受
く
る
所
の
敎
戒
訣
要
、
及

び
行
業
を
說
く
の
新
經
」
と
い
う
說
明
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
葛
仙
公
は
靈
寶
經
が
地
上
の
人
閒
世
界
に
示
さ
れ
た
時
の
受
經
者

と
し
て
の
役
割
を
擔
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
實
際
、『
道
敎
義
樞
』
な
ど
に
は
天
上
世
界
の
眞
人
か
ら
地
上
の
葛
仙
公
に
靈
寶
經
が
授

け
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
傳
授
の
系
譜
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
葛
仙
公
が
靈
寶
經
の
中
で
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
靈
寶
經
硏
究
の
上
で
一
つ
の
重
要
な
視
點
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
葛
仙
公
が
登
場
す
る
靈
寶
經
に
つ
い

て
、『
眞
誥
』
な
ど
上
淸
派
文
獻
の
記
述
と
の
關
連
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
檢
討
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
々
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　　
　
　
一
　
靈
寶
經
の
傳
授
の
系
譜

　　
靈
寶
經
の
傳
授
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、『
道
敎
義
樞
』
卷
二
「
三
洞
義
第
五
」
の
中
の
「
洞
玄
」
の
記
述
が
一
つ
の
目
安
と
な
る
。

「
洞
玄
は
是
れ
靈
寶
君
の
出
だ
す
所
、
高
上
大
聖
の
撰
す
る
所
な
り
」
で
始
ま
る
そ
の
記
述
は
、
ま
ず
、
元
始
天
王
が
西
王
母
に
「
太

上
紫
微
宮
中
の
金
格
玉
書
、
靈
寶
眞
文
篇
目
十
部
妙
經
、
合
わ
せ
て
三
十
六
卷
」
の
こ
と
を
吿
げ
た
こ
と
と
、「
洞
玄
經
は
萬
劫
に
一

た
び
（
世
に
）
出
る
」
こ
と
な
ど
を
記
し
、
續
い
て
、
黃
帝
、
帝
嚳
、
夏
禹
ら
が
授
け
ら
れ
た
靈
寶
の
法
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、「
靈
寶
經
目
」
に
言
う
「
元
始
舊
經
」
十
部
三
十
六
卷
の
こ
と
と
、
江
南
の
地
に
傳
承
さ
れ
て
い
た
靈
寶
の
語
を
冠
す
る
諸

道
術
に
ま
つ
わ
る
話
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
、『
道
敎
義
樞
』
で
は
『
眞
一
自
然
經
』
に
云
う
と
し
て
、
太
極
眞
人
徐
來
勒
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か
ら
始
ま
る
傳
授
の
系
譜
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
眞
一
自
然
經
）
又
云
、
徐
來
勒
等
三
眞
以
己
卯
年
正
月
一
日
日
中
時
、
於
會
稽
上
虞
山
傳
仙
公
葛
玄
。
玄
字
孝
先
、
於
天
台

山
傳
鄭
思
遠
・
吳
主
孫
權
等
。
仙
公
昇
天
、
合
以
所
得
三
洞
眞
經
一
通
傳
弟
子
、
一
通
藏
名
山
、
一
通
付
家
門
子
孫
、
與
從
弟

少
傅
奚
、
奚
子
護
軍
悌
、
悌
子
洪
。
洪
又
於
馬
跡
山
詣
思
遠
盟
受
。
洪
號
抱
朴
子
、
以
晉
建
元
二
年
三
月
三
日
、
於
羅
浮
山
付

弟
子
海
安
君
望
世
等
。
至
從
孫
巢
甫
、
以
晉
隆
安
之
末
、
傳
道
士
任
延
慶
・
徐
靈
期
之
徒
、
相
傳
於
世
、
于
今
不
絕
。
（『
道
敎

義
樞
』
卷
二
、
六
ａ
―
ｂ
）

　
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
『
眞
一
自
然
經
』
と
は
、「
靈
寶
經
目
」
の
『
太
上
太
極
太
虛
上
眞
人
演
太
上
靈
寶
威
儀
洞
玄
眞
一
自
然
經
訣

上
』
に
擬
せ
ら
れ
る
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
と
關
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る（

２
）。

こ
の
寫
本
の
末
尾
に
は
、
次
の
よ
う
な
傳
授
の
系

譜
が
記
さ
れ
て
い
る
。

太
極
眞
人
稱
徐
來
勒
、
以
己
卯
年
正
月
一
日
日
中
時
、
於
會
稽
上
虞
山
、
傳
太
極
左
仙
公
葛
玄
、
字
孝
先
。
玄
於
天
台
山
傳
鄭

思
遠
・
沙
門
竺
法
蘭
・
釋
道
微
・
吳
先
主
孫
權
。
思
遠
後
於
馬
跡
山
傳
葛
洪
。
仙
公
之
從
孫
也
。
號
曰
抱
朴
子
、
著
外
內
書
典
。

鄭
君
于
時
說
、
先
師
仙
公
吿
曰
（
衍
字
？
）
我
曰
、
所
受
上
淸
三
洞
太
眞
道
經
、
吾
去
世
之
日
、
一
通
副
名
山
洞
臺
、
一
通
傳
弟

子
、
一
通
付
吾
家
門
子
弟
、
世
世
緣
（
錄
？
）
傳
至
人
。
門
宗
子
弟
、
竝
務
五
經
、
馳
騁
世
業
、
志
在
流
俗
、
無
堪
任
錄
傳
者
、

吾
當
以
一
通
封
付
名
山
五
嶽
、
及
傳
子
弟
（
弟
子
？
）
而
已
。
吾
去
世
後
、
家
門
子
弟
、
若
有
好
道
思
存
仙
度
者
、
子
可
以
吾
今

上
淸
道
業
衆
經
傳
之
。
當
緣
子
度
道
、
明
識
吾
言
。
抱
朴
子
君
、
建
元
六
年
三
月
三
日
、
於
羅
浮
山
付
、
世
世
傳
好
之
子
弟
。

　
以
上
に
擧
げ
た
『
道
敎
義
樞
』
の
文
と
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
の
文
を
照
合
す
る
と
、『
道
敎
義
樞
』
の
「
至
從
孫
巢
甫
」
以

下
の
記
述
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、『
眞
一
自
然
經
』
の
原
文
で
は
な
く
、
後
の
付
加
と
考
え
ら
れ
る（

３
）。『

雲
笈
七
籤
』
卷

六
「
三
洞
經
敎
部
」
に
も
、「『
眞
一
自
然
經
』
に
云
う
」
と
し
て
靈
寶
經
の
傳
授
に
關
す
る
文
を
載
せ
る
が
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
、
こ
こ

に
擧
げ
た
『
道
敎
義
樞
』
の
文
と
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
の
文
を
合
體
し
て
整
理
し
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
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以
上
の
文
に
よ
れ
ば
、
靈
寶
經
の
傳
授
の
系
譜
は
、
次
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

太
極
眞
人

-

太
極
左
仙
公
葛
玄

-

-

葛
奚

-

葛
悌@

@R


鄭
思
遠

沙
門
竺
法
蘭

釋
道
微

吳
主
孫
權

-

葛
洪

-

海
安
君
望
世

-

葛
巢
甫

- {
　 任

延
慶

徐
靈
期

　
こ
の
傳
授
の
系
譜
に
お
い
て
、
靈
寶
經
が
天
上
世
界
か
ら
地
上
世
界
に
傳
え
ら
れ
た
、
そ
の
接
點
に
位
置
し
て
い
る
の
は
太
極
左

仙
公
葛
玄
（
葛
仙
公
）
で
あ
る
。

　
靈
寶
經
の
中
に
は
葛
仙
公
が
出
て
く
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。「
靈
寶
經
目
」
に
名
が
見
え
る
靈
寶
經
の
う
ち
、
葛
仙
公
が
登
場

す
る
も
の
を
列
擧
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る（

４
）。

１
『
洞
玄
靈
寶
玉
京
山
步
虛
經
』
（
道
藏
第
一
○
五
九
册
）

２
『
太
上
無
極
大
道
自
然
眞
一
五
稱
符
上
經
』
（
道
藏
第
三
五
二
册
、
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
四
○
）

３
『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
（
道
藏
第
一
七
七
册
）
・『
太
上
玄
一
眞
人
說
勸
誡
法
輪
妙
經
』
（
道
藏
第
一
七
七
册
）
・

　
『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
（
道
藏
第
二
○
二
册
）
・『
太
上
玄
一
眞
人
說
妙
通
轉
神
入
定
經
』
（
道
藏
第
一
七
七
册
）

４
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
（
道
藏
第
一
八
三
册
）

５
『
上
淸
太
極
隱
注
玉
經
寶
訣
』
（
道
藏
第
一
九
四
册
）

６
『
太
上
太
極
太
虛
上
眞
人
演
太
上
靈
寶
威
儀
洞
玄
眞
一
自
然
經
訣
上
』（
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
三
五
六
、
同
二
四
五
二
、
同
二
四
○
三
）

７
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
（
道
藏
第
二
九
五
册
）
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８
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
（
道
藏
第
一
七
七
册
、
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
六
八
、
同
二
四
○
○
）

９
『
太
極
左
仙
公
請
問
經
』
（
敦
煌
寫
本
ス
タ
イ
ン
一
三
五
一
）
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
宿
緣
經
』
（
道
藏
第
七
五
八
册
）

10
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
（
道
藏
第
七
五
八
册
、
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
四
）

　
以
上
の
う
ち
、
１
・
２
・
３
は
「
靈
寶
經
目
」
に
言
う
「
元
始
舊
經
」、
４
か
ら
10
ま
で
は
「
新
經
」
で
あ
る
。「
新
經
」
に
つ
い

て
、「
靈
寶
經
目
」
に
「
葛
仙
公
の
受
く
る
所
の
敎
戒
訣
要
、
及
び
行
業
を
說
く
の
新
經
」
と
說
明
し
て
い
る
の
に
よ
れ
ば
、「
新
經
」

に
葛
仙
公
が
登
場
す
る
の
は
順
當
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
實
際
に
は
「
元
始
舊
經
」
の
方
に
も
葛
仙
公
が
出
て
く
る
。
１
・
２
・

５
・
６
・
７
の
經
典
に
お
い
て
は
、
葛
仙
公
は
お
お
む
ね
老
君
、「
道
」、
太
極
眞
人
ら
が
說
い
た
敎
え
に
つ
い
て
補
足
說
明
を
す
る

と
い
う
役
回
り
で
登
場
し
て
い
る
。
２
の
『
太
上
無
極
大
道
自
然
眞
一
五
稱
符
經
』
で
は
、
仙
公
は
老
君
が
語
っ
た
言
葉
を
說
明
す

る
役
割
で
十
數
カ
所
に
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
靈
寶
の
力
に
よ
っ
て
「
天
下
淸
安
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
老
君
の
言

葉
に
對
し
て
、「
仙
公
曰
、
古
者
以
來
、
至
道
皆
授
國
王
。
道
士
有
仙
名
者
、
乃
當
値
見
是
經
耳
。
崇
奉
必
得
神
仙
、
白
日
昇
天
、
王

侯
供
養
、
保
全
身
命
、
益
壽
算
、
保
宗
廟
、
安
國
家
、
永
享
元
吉
、
吾
言
至
矣
」
（
卷
上
、
二
ｂ
）
な
ど
と
、
注
記
の
形
で
仙
公
が
出

て
く
る
。
ま
た
、
７
の
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
に
は
、
太
極
眞
人
が
語
る
靈
寶
齋
に
關
す
る
敎
え
に
つ
い
て
補

足
說
明
す
る
「
仙
公
曰
く
」
で
始
ま
る
短
い
注
記
が
數
カ
所
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
８
・
９
の
經
典
で
は
、
仙
公
は
自
ら
進

ん
で
太
極
眞
人
に
敎
え
を
請
い
、
質
問
を
發
し
て
敎
え
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
經
典
で
は
單
な
る
補
足
說
明
者
の
役

割
を
脫
し
て
、
經
典
の
構
成
上
、
缺
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
登
場
人
物
の
一
人
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
立
場
は
、
太
極
眞

人
が
主
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
仙
公
は
從
で
あ
り
脇
役
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
10
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
で
は
、

太
極
眞
人
は
登
場
せ
ず
、
仙
公
が
主
人
公
と
な
っ
て
下
位
の
仙
人
た
ち
か
ら
質
問
を
受
け
て
語
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
專
ら
仙
公
を
中
心
と
し
て
書
か
れ
た
經
典
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
に
擧
げ
た
十
點
の
經
典
の
う
ち
、
２
・
４
・
５
を
除
く
す
べ
て
の
經
典
に
、
何
ら
か
の
形
で
靈
寶
經
の
傳
授
の
系
譜
に
關
す
る
記
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載
が
あ
る
。
ま
ず
、
６
の
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
に
す
で
に
引
用
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
１
の
『
洞

玄
靈
寶
玉
京
山
步
虛
經
』
に
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
內
容
の
文
が
載
っ
て
い
る
。
３
の
四
つ
の
經
典（

５
）は

、
次
節
に
述
べ
る
よ
う
に
、
太

極
眞
人
か
ら
仙
公
へ
の
傳
授
に
つ
い
て
は
詳
し
く
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
あ
と
へ
の
系
譜
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
７
の
『
太

極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
は
、
經
の
末
尾
に
「
先
師
仙
公
」
の
こ
と
を
語
る
「
南
嶽
先
生
鄭
君
」
（
鄭
思
遠
）
の
言
葉
と

「
抱
朴
子
」
の
言
葉
を
載
せ
て
い
る
。「
南
嶽
先
生
鄭
君
」
の
言
葉
は
、
上
に
擧
げ
た
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
の
文
と
一
部
重
な

る
。
８
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
も
、
こ
れ
と
同
樣
に
、
經
の
末
尾
に
「
仙
公
、
弟
子
の
鄭
思
遠
に
吿
げ
て
曰

く
」
と
し
て
、
仙
公
が
語
っ
た
自
分
の
修
行
の
過
程
と
將
來
に
向
け
て
の
三
通
の
書
の
傳
授
方
法
を
載
せ
る
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本

稿
第
五
節
參
照
）
。
９
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
宿
緣
經
』
で
は
、
太
極
眞
人
が
自
分
の
師
と
自
分
自
身
の
名
字
の
こ
と
を
語
っ
て
い

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
10
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
は
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仙
公
が
主
人
公
の
經
典
で
あ
る
が
、

仙
公
の
前
世
の
こ
と
が
詳
し
く
記
さ
れ
、
そ
の
中
に
釋
道
微
・
竺
法
蘭
・
鄭
思
遠
・
張
泰
ら
が
仙
公
の
弟
子
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
が

說
明
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
靈
寶
經
の
傳
授
の
系
譜
に
關
し
て
は
、
各
經
典
に
よ
っ
て
內
容
的
に
大
き
く
齟
齬
す
る
よ
う
な
記
載
は
な
い
も
の

の
、
そ
の
記
述
の
し
か
た
は
詳
略
一
樣
で
は
な
い
。
太
極
眞
人
か
ら
葛
仙
公
へ
の
傳
授
に
關
し
て
は
３
の
四
つ
の
經
典
中
の
第
一
經

典
『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
が
最
も
詳
し
く
、
ま
た
、
葛
仙
公
自
身
、
お
よ
び
、
葛
仙
公
と
弟
子
た
ち
と
の
關
係
に

つ
い
て
は
、
10
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
が
最
も
詳
し
い
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
第
二
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は

こ
れ
ら
の
經
典
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

6



　　六朝靈寶經に見える葛仙公

　
　
　
二
　
太
極
眞
人
か
ら
葛
仙
公
へ
の
傳
授

　　
ま
ず
、
太
極
眞
人
か
ら
葛
仙
公
へ
の
傳
授
に
つ
い
て
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
內
容
の
槪
略
を
紹
介
し
て
、
そ

の
特
徵
を
見
て
い
き
た
い
。「
元
始
舊
經
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
は
全
六
葉
の
短
い
經

典
で
、
次
の
よ
う
な
內
容
の
も
の
で
あ
る
。

　
太
極
左
仙
公
が
天
台
山
で
靜
齋
し
燒
香
懺
謝
し
て
道
を
念
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
百
日
た
っ
て
神
明
が
髣
髴
と
し
、
雲
の
光
が

齋
堂
を
照
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
天
眞
と
は
る
か
に
應
じ
あ
っ
て
い
る
と
感
じ
た
仙
公
は
さ
ら
に
勵
ん
だ
と
こ
ろ
、
一
年
も
た

た
な
い
う
ち
に
感
通
し
、
降
臨
を
受
け
た
。
元
正
の
月
、
庚
寅
の
日
の
夜
の
こ
と
、
八
景
玉
輿
が
空
に
浮
か
ん
で
到
來
し
、
龍
、

鸞
、
鳳
、
獅
子
、
白
鶴
、
仙
童
玉
女
千
萬
人
を
伴
っ
て
、
三
人
の
眞
人
が
降
り
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
人
の
眞
人
と
は
、
太
上

玄
一
第
一
眞
人
鬱
羅
翹
と
太
上
玄
一
第
二
眞
人
光
妙
音
と
太
上
玄
一
第
三
眞
人
眞
定
光
で
あ
り
、
三
眞
人
の
項
か
ら
は
圓
光
が

放
た
れ
十
方
を
照
ら
し
て
い
た
。
左
右
の
侍
官
が
華
旛
を
持
ち
、
香
を
焚
い
て
、
空
靑
の
案
、
八
色
の
巾
を
用
意
し
て
、『
眞
一

勸
誡
法
輪
妙
經
』
を
請
う
た
。
仙
公
は
稽
首
作
禮
し
、
恐
縮
し
つ
つ
も
戒
言
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。

　
そ
れ
を
受
け
て
太
上
玄
一
第
一
眞
人
鬱
羅
翹
は
仙
公
に
、「
身
を
捨
て
て
生
あ
る
他
者
を
濟
度
し
て
き
た
積
年
の
行
い
が
認

め
ら
れ
て
、
あ
な
た
の
名
は
金
闕
上
淸
宮
に
記
さ
れ
た
。
太
上
は
太
極
眞
人
徐
來
勒
に
命
じ
て
、
あ
な
た
を
保
し
て
三
洞
大
法

師
と
し
た
。
今
、
ま
た
太
上
は
私
に
命
じ
て
、
あ
な
た
の
た
め
に
第
一
度
師
と
な
ら
せ
た
。
私
は
あ
な
た
に
『
開
度
法
輪
勸
戒

要
訣
』
を
吿
げ
、
宿
命
先
身
の
罪
福
が
今
の
報
を
も
た
ら
す
こ
と
を
敎
え
る
」
と
言
っ
た
。

　
次
に
、
太
上
玄
一
第
二
眞
人
光
妙
音
が
仙
公
に
、「
あ
な
た
は
輪
轉
生
死
を
く
り
か
え
す
中
で
常
に
善
と
緣
を
結
び
、
道
を
念

じ
長
齋
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
、
あ
な
た
の
名
は
上
淸
に
記
さ
れ
、
太
上
は
私
に
命
じ
て
あ
な
た
の
第
二
度
師

と
な
ら
せ
た
。
私
は
あ
な
た
に
『
三
塗
五
苦
生
死
命
根
勸
戒
要
訣
』
を
吿
げ
、
魂
神
の
苦
痛
が
ど
こ
か
ら
來
る
の
か
を
敎
え
る
」
7



と
言
っ
た
。

　
つ
い
で
、
太
上
玄
一
第
三
眞
人
眞
定
光
が
仙
公
に
、「
あ
な
た
の
七
世
の
祖
は
窮
乏
者
を
救
い
、
仁
德
は
鳥
獸
に
ま
で
及
ぶ
ほ

ど
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
福
が
後
生
に
流
れ
、
あ
な
た
の
身
を
潤
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
な
た
自
身
も
苦
難
に
耐
え
て
努
力
を

重
ね
て
き
た
の
で
、
項
に
奇
光
が
生
じ
、
仙
卿
の
位
を
與
え
ら
れ
た
。
太
上
は
今
、
私
に
命
じ
て
あ
な
た
の
第
三
度
師
と
な
ら

せ
た
。
私
は
あ
な
た
に
『
無
量
妙
通
轉
神
入
定
勸
戒
要
訣
』
を
吿
げ
る
」
と
言
っ
た
。

　
續
い
て
、
太
上
玄
一
眞
人
は
、「
天
地
が
建
立
し
、
空
洞
か
ら
始
・
元
・
玄
の
三
氣
が
生
じ
、
三
氣
か
ら
萬
物
が
生
じ
た
。
無

數
劫
よ
り
以
來
、
四
方
無
極
世
界
の
す
べ
て
の
眞
人
は
皆
、
師
か
ら
上
淸
三
洞
寶
經
を
奉
受
し
て
道
を
得
た
。
儒
敎
の
學
問
で

も
師
の
敎
え
を
受
け
て
は
じ
め
て
明
逹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
し
て
や
上
淸
の
道
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
あ
な
た
が
太
極
の

宮
に
登
る
た
め
に
は
、
三
師
の
勸
戒
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
言
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
太
上
玄
一
眞
人
は
、「『
太
上
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
は
四
萬
劫
に
一
た
び
世
に
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
太
上

虛
皇
は
昔
、
太
上
大
道
君
に
傳
え
、
道
君
は
太
微
天
帝
君
に
傳
え
、
天
帝
君
は
後
聖
金
闕
上
帝
君
に
傳
え
、
仙
卿
・
仙
公
・
仙

王
で
す
で
に
眞
人
に
な
っ
た
者
だ
け
に
こ
れ
を
付
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
こ
の
經
は
仙
童
仙
女
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
六
合

紫
房
の
中
に
大
切
に
藏
さ
れ
て
い
る
。
仙
公
の
質
を
持
つ
者
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
經
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
輕
々
し
く
漏

し
、
聖
文
を
毀
謗
す
れ
ば
、
重
い
罪
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
よ
く
よ
く
愼
む
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。

　
最
後
に
、
太
上
玄
一
眞
人
は
仙
公
に
、「
私
た
ち
は
昔
、
太
上
無
極
大
道
君
か
ら
『
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
を
受
け
、
師
を
奉

じ
經
を
奉
じ
て
勵
み
續
け
、
太
上
玄
一
眞
人
の
位
に
登
っ
た
。
今
、
師
に
命
じ
ら
れ
て
あ
な
た
の
た
め
に
（
第
一
・
第
二
・
第

三
の
）
三
人
の
度
師
と
な
っ
た
。
あ
な
た
は
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
？

も
し
で
き
る
の
な
ら
、
私

た
ち
は
あ
な
た
に
經
を
說
こ
う
」
と
言
っ
た
。

　
そ
こ
で
仙
公
は
稽
首
禮
謝
し
、
太
上
玄
一
眞
人
で
あ
る
三
人
の
度
師
に
、「
私
は
幸
い
に
も
天
顏
を
拜
し
、
敎
え
を
受
け
る
こ

8



　　六朝靈寶經に見える葛仙公

と
が
で
き
ま
し
た
。
闇
昧
な
私
の
任
に
堪
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
不
退
轉
の
決
意
で
お
敎
え
を
尊
奉
す
る
こ
と
を
誓

い
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。

　
以
上
が
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
內
容
の
槪
略
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
葛
仙
公
の
も
と
に
降
臨
し
た
の
は
、
三

人
の
太
上
玄
一
眞
人
で
あ
る
。
太
極
眞
人
徐
來
勒
は
葛
仙
公
が
三
洞
大
法
師
と
な
る
こ
と
を
保
證
す
る
役
割
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
て
、

こ
の
場
に
は
降
臨
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
三
人
の
太
上
玄
一
眞
人
の
こ
と
を
總
稱
し
て
、
こ
の
經
典
の
冒
頭
で
「
太
上
高
玄
太

極
三
宮
法
師
玄
一
眞
人
」
と
表
現
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
三
人
の
太
上
玄
一
眞
人
も
や
は
り
太
極
宮（

６
）の

眞
人
で
あ
り
、
廣
い
意
味

の
太
極
眞
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
洞
玄
靈
寶
玉
京
山
步
虛
經
』
に
は
、「
太
上
太
極
五
眞
人
於
會
稽
山
（「
上
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）

虞
山
、
授
葛
仙
公
洞
玄
靈
寶
經
、
各
吟
一
頌
」
（
八
ａ
）
と
あ
り
、
太
上
太
極
眞
人
・
太
上
玄
一
第
一
眞
人
・
太
上
玄
一
第
二
眞
人
・

太
上
玄
一
第
三
眞
人
・
正
一
眞
人
無
上
三
天
法
師
張
天
師
の
五
眞
人
の
頌
を
載
せ
て
い
る
が（

７
）、

こ
れ
も
、
三
人
の
太
上
玄
一
眞
人
が

太
極
宮
の
眞
人
（
太
極
眞
人
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
太
極
眞
人
の
徐
來
勒
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
、「
新
經
」
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
宿
緣
經
』
（
一
三
ｂ
）
に
、「
蓋
し
眞
人
の
名
字

も
亦
た
究
め
難
し
。
此
の
名
字
は
多
く
是
れ
隱
語
な
り
。
我
が
名
は
徐
來
勒
、
字
は
洪
元
甫
」
と
見
え
る
。
そ
の
文
の
直
前
に
は
、

「
夫
れ
道
を
學
ぶ
に
は
宜
し
く
先
師
を
知
る
べ
し
。
我
が
師
は
是
れ
太
上
玉
晨
大
道
虛
皇
、
道
の
至
尊
な
り
。
…
…
我
が
師
の
名
は
波

悅
宗
、
字
は
維
那
訶
」
と
あ
り
、
太
極
眞
人
徐
來
勒
の
さ
ら
に
師
で
あ
る
太
上
玉
晨
大
道
虛
皇
の
名
字
も
記
さ
れ
て
い
る（

８
）。

太
極
眞

人
の
師
の
名
字
が
こ
の
よ
う
に
梵
語
的
・
西
域
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
靈
寶
經
の
作
者
が

佛
敎
を
肯
定
的
に
捉
え
、
自
分
た
ち
の
思
想
を
積
極
的
に
佛
敎
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

９
）。

上
に
擧
げ
た
箇

所
の
中
で
、
太
上
玄
一
第
一
眞
人
が
鬱
羅
翹
と
い
う
梵
語
的
な
名
前
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
第
二
眞
人
の
光
妙
音
、
第
三
眞
人
の

眞
定
光
と
い
う
名
前
が
佛
典
の
漢
譯
調
で
あ
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
に
擧
げ
た
箇
所
に
見
え
る
三
人
の
太
上
玄
一
眞
人
が
吿
げ
た
三
つ
の
要
訣
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
法
輪
經
』
の
第
二
・
第
三
・
第

9



四
の
經
典
、
す
な
わ
ち
『
太
上
玄
一
眞
人
說
勸
誡
法
輪
妙
經
』『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』『
太
上
玄
一
眞
人
說
妙
通
轉

神
入
定
經
』
の
要
訣
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
經
典
の
內
容
は
、
釋
尊
の
四
門
出
遊
の
話
を
ふ
ま
え
る
な

ど
、
い
ず
れ
も
漢
譯
佛
典
の
影
響
が
顯
著
な
も
の
で
あ
る
。

　
上
に
要
約
し
た
『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
記
述
に
つ
い
て
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
上
淸
派
の
宗
敎
活
動
の

影
響
が
强
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
道
を
求
め
て
修
行
す
る
者
の
も
と
に
天
上
の
眞
人
が
降
臨
し
て
經
典
を
授
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
上
淸
派
の
眞
人
の
傳
記
で
、
上
淸
經
の
形
成
と
も
關
わ
り
の
深
い
「
內
傳
」
類
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る（

10
）。

そ
し
て
、

太
極
眞
人
と
い
う
名
も
、
す
で
に
『
南
嶽
魏
夫
人
傳
』
や
『
淸
靈
眞
人
裴
君
傳
』
な
ど
の
「
內
傳
」
類
に
見
え
る
。『
南
嶽
魏
夫
人
傳
』

に
は
魏
華
存
が
太
極
眞
人
安
度
明
や
東
華
大
神
方
諸
靑
童
ら
の
降
臨
を
受
け
た
と
い
う
話
が
見
え
、『
淸
靈
眞
人
裴
君
傳
』
に
は
太
極

宮
に
太
極
四
眞
人
が
い
る
と
い
う
記
述
が
あ
る（

11
）。

ま
た
、『
眞
誥
』
に
も
太
極
眞
人
が
し
ば
し
ば
出
て
き
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、「
老

君
は
太
上
の
弟
子
な
り
。
年
七
歲
に
し
て
長
生
の
要
を
知
る
。
是
を
以
て
太
極
眞
人
と
爲
る
」
（
卷
五
、
一
ｂ
）
、「
太
極
に
四
眞
人
有

り
。
老
君
は
其
の
左
に
處
り
、
神
虎
の
符
を
佩
び
、
流
金
の
鈴
を
帶
び
、
紫
毛
の
節
を
執
り
、
金
精
の
巾
を
巾
る
」
（
卷
五
、
一
ｂ
）
、

あ
る
い
は
「
太
極
眞
人
云
う
、
道
德
經
五
千
文
を
讀
む
こ
と
萬
遍
な
れ
ば
、
則
ち
雲
駕
來
迎
す
。
萬
遍
畢
り
て
未
だ
去
ら
ざ
る
者
は
、

一
月
に
二
た
び
之
を
讀
む
の
み
に
し
て
、
雲
駕
の
至
る
を
須
ち
て
去
る
」
（
卷
九
、
二
三
ａ
）
な
ど
と
見
え
、
老
君
や
老
子
道
德
經
と

結
び
つ
け
た
說
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
に
お
け
る
太
極
眞

人
と
い
う
神
格
の
名
と
、
そ
の
神
格
が
人
閒
世
界
に
降
臨
し
て
敎
え
を
授
け
る
と
い
う
構
造
は
、
上
淸
派
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る（

12
）。

　
ち
な
み
に
、
神
格
の
名
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
上
に
擧
げ
た
文
中
に
、『
太
上
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
神
々
の
世
界
に
お
け
る

傳
授
と
し
て
、
太
上
大
道
君
↓
太
微
天
帝
君
↓
後
聖
金
闕
上
帝
君
と
い
う
系
譜
が
出
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
傳
授
の
系
譜
は
上
淸
經

の
傳
授
の
系
譜
と
し
て
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の
で
あ
る（

13
）。
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　　六朝靈寶經に見える葛仙公

　
ま
た
、
上
に
擧
げ
た
中
に
、
左
仙
公
に
眞
人
の
降
臨
が
あ
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
七
世
の
祖
の
福
德
が
子
孫
の
左
仙
公
の
身

に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
も
、
上
淸
派
の
宗
敎
活
動
の
影
響
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
太
上
玄
一
第
三
眞
人

眞
定
光
が
仙
公
に
語
っ
た
言
葉
は
、「
子
は
七
世
に
惠
有
り
、
口
を
割
き
て
窮
を
救
い
、
仁
は
鳥
獸
に
及
ぶ
。
福
は
後
代
に
流
れ
、
子

の
身
を
潤
灑
す
」
（
三
ａ
―
ｂ
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、『
眞
誥
』
に
見
え
る
許
邁
・
許
謐
兄
弟
の
七
世
の
祖
、
許
肇
（
子

阿
）
に
つ
い
て
述
べ
た
、「
吾
が
七
世
の
父
許
子
阿
は
、
仁
を
積
み
德
を
著
し
、
陰
　
鳥
獸
を
和
す
。
凶
荒
の
年
に
遇
い
、
人
民
飢
饉

す
。
之
に
加
え
て
疫
癘
あ
り
、
百
に
一
口
を
遺
す
。
阿
は
乃
ち
家
財
を
施
散
し
、
其
の
衆
庶
を
拯
い
、
親
し
く
方
藥
を
營
み
、
外
舍

に
懃
勞
す
。
…
…
凶
年
を
度
脫
し
、
阿
に
賴
り
て
全
き
者
、
四
百
八
人
な
り
。
仁
德
墜
ち
ず
、
後
當
に
我
等
に
鍾
ま
る
べ
し
」
（『
眞

誥
』
卷
四
、
一
一
ａ
―
ｂ
）
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。『
眞
誥
』
で
は
七
世
の
祖
、
許
肇
の
こ
の
よ
う
な
德
行
の

恩
惠
が
子
孫
に
流
れ
た
結
果
、
許
氏
一
族
の
中
で
「
應
に
度
世
を
得
べ
き
者
五
人
、
登
升
す
る
者
三
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と

述
べ
て
い
る
（
同
上
）
。
許
氏
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
上
淸
派
の
宗
敎
活
動
の
起
點
と
な
っ
た
茅
山
の
神
降
ろ
し
を
主
催
し
た
人
た
ち

で
あ
り
、
許
氏
一
族
の
得
道
昇
仙
の
根
據
の
一
つ
と
し
て
、
七
世
の
祖
が
立
て
た
功
德
を
擧
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
太

上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
著
者
が
仙
公
の
七
世
の
祖（

14
）の

こ
と
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
許
氏
の
こ
と
を
强
く
意
識
し
、

葛
玄
が
太
極
左
仙
公
の
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
許
氏
と
同
樣
に
葛
氏
に
も
七
世
の
祖
の
仁
德
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
主
張
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仙
公
葛
玄
と
抱
朴
子
葛
洪
を
輩
出
し
た
葛
氏
と
上
淸
派
の
許
氏
は
と
も
に
丹
陽
郡
句
容
縣
の

土
着
豪
族
で
、
何
代
に
も
わ
た
っ
て
姻
戚
關
係
を
結
ん
で
い
る
關
係
に
あ
っ
た（

15
）。

上
淸
派
の
宗
敎
活
動
の
出
發
點
と
な
っ
た
茅
山
の

神
降
ろ
し
の
記
錄
文
書
を
許
謐
・
許
翽
か
ら
受
け
繼
い
だ
許
黃
民
（
許
翽
の
子
。
三
六
一
―
四
二
九
）
は
、「
抱
朴
子
の
第
二
兄
孫
」
に

あ
た
る
と
い
う
葛
萬
安
の
娘
を
妻
と
し
て
い
る（

16
）。

ま
た
、『
眞
誥
』
卷
十
九
に
は
、
葛
巢
甫
が
「
靈
寶
を
造
構
」
し
、
そ
れ
が
大
い
に

流
行
し
た
こ
と
、
そ
の
流
行
を
妬
ん
だ
王
靈
期
が
許
黃
民
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
上
淸
經
を
授
け
て
も
ら
い
、
上
淸
經
に
手
を
加
え
て

11



世
に
出
し
、
そ
れ
が
ま
た
大
い
に
人
氣
を
博
し
て
江
南
の
地
に
流
布
し
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

17
）。

葛
巢
甫
は
前
節
に
擧
げ

た
『
道
敎
義
樞
』
卷
二
で
は
抱
朴
子
葛
洪
の
從
孫
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
葛
巢
甫
と
葛
萬
安
は
同
じ
世
代
の
親
族
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
東
晉
末
頃
、
靈
寶
經
と
上
淸
經
は
句
容
の
葛
氏
と
許
氏
と
い
う
、
地
理
的
に
も
血
緣
的
に
も
き
わ
め
て
近
い
閒

柄
に
あ
る
人
た
ち
が
深
く
關
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
靈
寶
經
に
お
い
て
葛
仙
公
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
考

察
す
る
際
に
は
、
葛
氏
と
許
氏
の
こ
の
關
係
を
常
に
念
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　

　
こ
の
よ
う
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
に
見
え
る
太
極
眞
人
の
葛
仙
公
へ
の
降
臨
の
記
述
は
、「
內
傳
」
類
や
上

淸
經
と
の
關
連
性
が
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
。『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
作
者
は
上
淸
派
の
宗
敎
活
動
に
刺
激
を
受

け
、
太
極
眞
人
が
葛
仙
公
に
降
臨
し
た
と
い
う
構
想
を
作
り
上
げ
、
こ
の
記
述
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
太
極
眞
人
の
葛
仙
公
へ
の
降
臨
に
つ
い
て
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
ほ
か
に
、『
洞
玄
靈
寶
玉

京
山
步
虛
經
』
に
若
干
異
な
っ
た
記
載
が
あ
る
。『
洞
玄
靈
寶
玉
京
山
步
虛
經
』
で
は
、
上
に
も
少
し
觸
れ
た
よ
う
に
、
葛
仙
公
は
太

上
玄
一
第
一
眞
人
・
太
上
玄
一
第
二
眞
人
・
太
上
玄
一
第
三
眞
人
の
ほ
か
に
太
上
太
極
眞
人
と
正
一
眞
人
無
上
三
天
法
師
張
天
師
を

あ
わ
せ
た
「
太
上
太
極
五
眞
人
」
か
ら
「
洞
玄
靈
寶
經
」
を
授
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
正
一
眞
人
無
上
三
天

法
師
張
天
師
が
太
極
眞
人
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
た
の
は
、
天
師
道
と
の
關
わ
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
靈
寶
經
の
作
者
と
天
師
道

と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
・
第
五
節
で
觸
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　　
　
　
三
　
葛
仙
公
の
「
本
行
因
緣
」

　　
葛
玄
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
抱
朴
子
』
や
『
神
仙
傳
』
に
い
く
つ
か
の
記
述
が
見
え
る
。『
抱
朴
子
』
金

丹
篇
に
は
、
後
漢
末
に
亂
を
避
け
て
江
南
に
移
り
住
ん
だ
左
慈
か
ら
葛
玄
は
金
丹
術
に
關
す
る
經
典
を
傳
授
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
經
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　　六朝靈寶經に見える葛仙公

典
や
道
術
は
葛
玄
か
ら
鄭
隱
（
思
遠
）
へ
、
そ
し
て
鄭
隱
か
ら
葛
洪
へ
と
傳
授
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

18
）。

葛
玄
が
行
っ
た
道

術
と
し
て
は
、『
抱
朴
子
』
に
は
「
閉
炁
胎
息
」
の
術
（
釋
滯
篇
）
や
「
分
形
の
道
」
（
地
眞
篇
）
な
ど
が
見
え
、『
神
仙
傳
』
に
は
符
を

用
い
て
行
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
邪
鬼
退
治
や
治
病
の
話
、
吳
の
孫
權
の
前
で
行
っ
た
雨
を
降
ら
せ
る
術
や
分
身
の
術
な
ど
、
多
く
の
話

が
書
か
れ
て
い
る
。
三
國
吳
の
時
代
の
道
術
に
秀
で
た
人
物
と
し
て
葛
玄
の
名
は
知
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
傳
承
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
葛
玄
の
こ
と
を
「
仙
公
」
と
稱
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
『
抱
朴
子
』
の
中
に
、「
わ
が
從
祖
仙
公
」
（
金
丹
篇
・
釋
滯

篇
）
、「
葛
仙
公
」
（
地
眞
篇
）
な
ど
と
見
え
る
。

　
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
靈
寶
經
で
は
、
葛
玄
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
詳
し
い
記
述
が
あ
る
の
は

『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
で
あ
る（

19
）。「

新
經
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
の
經
典
は
、
經
名
が
示
す
よ
う
に
、
葛
玄
の
「
本
行
因
緣
」
、

す
な
わ
ち
、
前
世
の
行
い
と
そ
の
應
報
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
段
落
に
分
け
て
順
を
追
っ
て
見
て
い
き

た
い
。
初
め
の
場
面
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
（
冒
頭
―
二
ａ
九
行
目
の
槪
要
）
。

吳
の
赤
烏
三
年
正
月
一
日
、
仙
公
が
勞
盛
山
に
登
っ
て
靜
齋
念
道
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
日
中
の
時
に
地
仙
道
士
三
十
三
人
が
や
っ

て
き
て
、
仙
公
に
質
問
し
た
。「
私
た
ち
は
道
を
學
ん
で
す
で
に
六
百
年
に
も
な
り
ま
す
が
、
今
な
お
山
林
の
閒
で
う
ろ
う
ろ
し

て
お
り
ま
す
。
先
生
は
道
を
學
び
始
め
て
閒
も
な
い
の
に
、
太
極
左
仙
公
の
位
を
得
て
、
玉
京
に
登
り
金
闕
に
入
っ
て
、
無
上

虛
皇
に
拜
禮
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
體
ど
ん
な
功
德
に
よ
っ
て
天
界
の
こ
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
職
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
因
緣
の
根
本
を
敎
え
て
く
だ
さ
い
」
と
。
仙
公
は
答
え
た
。「
そ
も
そ
も
一
氣
は
虛
無
か
ら
生
じ
、
二
儀

は
一
氣
か
ら
分
か
れ
て
、
淸
ら
か
な
も
の
が
天
に
な
り
、
濁
っ
た
も
の
が
地
と
な
っ
た
。
人
は
中
氣
を
受
け
て
生
ま
れ
、
天
地

と
と
も
に
三
才
と
な
っ
た
。
初
め
は
凡
聖
・
壽
夭
の
差
は
な
く
、
混
混
沌
沌
と
し
て
、
道
を
修
め
な
く
て
も
人
々
は
自
ず
か
ら

道
の
中
に
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
混
沌
が
鑿
た
れ
大
朴
が
散
じ
る
と
、
人
々
は
道
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
た
ち
は
前
世

に
お
い
て
道
を
學
び
經
を
受
け
た
が
、
善
功
が
少
な
く
、
た
だ
自
分
の
身
を
濟
度
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、
他
者
を
濟
度
す
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る
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
。
た
だ
自
分
だ
け
が
道
を
求
め
て
、
人
が
道
を
得
る
こ
と
を
思
わ
ず
、
大
經
の
深
遠
な
言
葉
を
信
じ

ず
、
齋
戒
に
努
め
ず
、
三
洞
法
師
を
尊
ば
ず
、
小
乘
を
好
ん
で
い
た
。
だ
か
ら
、
地
仙
の
道
を
得
て
、
長
生
不
死
に
な
っ
た
が
、

三
界
を
超
え
出
て
十
方
に
遊
び
、
太
上
の
玉
京
金
闕
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
も
し
、
速
や
か
に
法
輪
を
昇
ら
せ

て
上
淸
の
諸
天
に
飛
行
し
た
い
と
思
う
の
な
ら
、
功
を
立
て
て
、
國
土
人
民
を
災
厄
の
苦
し
み
か
ら
救
濟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
功
德
が
滿
ち
た
な
ら
ば
、
太
上
が
あ
な
た
た
ち
を
迎
え
に
來
る
だ
ろ
う
。
地
仙
や
尸
解
仙
に
な
っ
て
世

に
稱
せ
ら
れ
て
も
、
經
傳
に
名
を
書
せ
ら
れ
る
者
は
少
な
い
の
だ
」
と
。

　
以
上
は
、
仙
公
と
地
仙
道
士
の
最
初
の
問
答
の
場
面
で
あ
る
。
冒
頭
に
は
、
こ
の
場
面
の
時
と
場
所
が
吳
の
赤
烏
三
年
（
二
四
○

年
）
正
月
一
日
、
勞
盛
山
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
葛
玄
の
事
跡
に
つ
い
て
記
し
た
陶
弘
景
の
「
吳
太
極
左
宮
葛
仙
公
之
碑
」
（『
華
陽

陶
隱
居
集
』
卷
下
。
道
藏
第
七
二
六
册
）
、
元
の
譚
嗣
先
『
太
極
葛
仙
公
傳
』
（
道
藏
第
二
○
一
册
）
な
ど
に
よ
る
と
、
葛
玄
は
赤
烏
七

年
（
二
四
四
年
）
八
月
十
五
日
に
仙
去
し
た
と
い
う
（『
太
極
葛
仙
公
傳
』
で
は
「
年
八
十
一
」
と
す
る
）
か
ら
、
そ
れ
に
從
え
ば
、
そ
の
四

年
前
と
い
う
設
定
に
な
る
。
こ
の
「
赤
烏
三
年
正
月
一
日
日
中
の
時
」
と
い
う
時
閒
と
「
勞
盛
山
」
と
い
う
場
所
、
そ
し
て
、「
地
仙

道
士
三
十
三
人
」
が
登
場
す
る
と
い
う
場
面
設
定
は
、『
洞
玄
靈
寶
千
眞
科
』
（
道
藏
第
一
○
五
二
册
）
の
冒
頭
部
の
記
述
と
同
じ
で
あ

り
、
後
の
戒
律
書
の
場
面
設
定
に
も
影
響
を
與
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

20
）。

　
上
の
文
中
で
、
仙
公
は
、
自
分
の
身
を
濟
度
す
る
こ
と
（「
度
身
」）
と
他
者
を
濟
度
す
る
こ
と
（「
度
人
」）
と
を
對
比
さ
せ
、「
度

人
」
を
念
じ
、「
齋
戒
」
に
努
め
、「
三
洞
法
師
」
を
尊
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
「
國
土
民
人
の
災
厄
疾
苦
」
を
救
う
こ
と
が
天
仙
と
し
て

の
高
い
位
を
得
る
道
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、「
度
身
」
は
「
小
乘
」
の
道
で
あ
り
、
地
仙
・
尸
解
仙
の
道
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
到
逹
で
き
る
仙
界
の
位
の
上
下
に
應
じ
て
修
道
方
法
を
ラ
ン
ク
付
け
す
る
こ
と
は
、
內
傳

類
や
『
眞
誥
』
な
ど
上
淸
派
の
文
獻
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る（

21
）。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
用
い
つ
つ
、
そ
の
中

身
に
は
、
大
乘
・
小
乘
の
觀
念（

22
）や

齋
戒
な
ど
新
し
い
要
素
を
入
れ
て
い
る
。
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　　六朝靈寶經に見える葛仙公

　
續
い
て
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
は
葛
仙
公
の
長
い
前
世
物
語
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
そ
の
初
め
の
部
分
（
二
ａ
九
行
目

―
三
ａ
五
行
目
）
の
槪
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
時
、
紀
法
成
と
い
う
名
の
仙
人
が
い
た
。
仙
公
は
彼
を
見
る
と
、「
彼
は
私
の
前
世
の
弟
子
だ
。
ま
だ
宿
命
の
根
本
を
わ

か
っ
て
い
な
い
。
彼
に
前
世
の
時
の
こ
と
を
わ
か
ら
せ
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
法
成
が
「
私
は
愚
か
者
で
前
世
の
行
い
が
わ

か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
お
敎
え
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
す
る
と
、
仙
公
は
「
昔
、
帝
堯
の
世
に
、
お
前
は
私
に
從
っ
て

嵩
高
山
で
學
ん
だ
が
、
志
が
小
さ
く
、
い
つ
も
私
の
言
う
こ
と
が
で
た
ら
め
で
望
み
が
遠
す
ぎ
る
と
譏
っ
て
い
た
。
ま
た
、
許

由
・
巢
父
が
堯
の
禪
讓
を
辭
し
、
箕
山
に
隱
れ
た
こ
と
を
笑
っ
て
い
た
。
私
は
い
つ
も
お
前
に
上
淸
の
道
を
學
ぶ
こ
と
を
勸
め

た
が
、
お
前
は
從
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
許
由
は
早
く
に
太
極
宮
に
昇
り
、
私
は
今
、
左
仙
公
の
任
に
登
っ
た
が
、
お
前

は
地
仙
の
ま
ま
で
不
死
を
得
た
だ
け
だ
。
今
こ
そ
、
私
の
言
葉
が
眞
實
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
法

成
は
恥
じ
入
り
、
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
心
に
悟
り
、「
昔
は
お
敎
え
を
奉
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ど
う
か
雲

車
の
お
そ
ば
に
仕
え
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
、
宿
緣
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。

仙
公
は
「
お
前
は
天
に
昇
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
私
に
隨
っ
て
太
極
宮
に
行
き
、
玉
京
金
闕
で
太
上
に
朝
禮
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
」
と
言
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
紀
法
成
と
い
う
名
の
仙
人
が
登
場
し
て
い
る
。
靈
寶
經
の
中
に
、
こ
の
よ
う
に
架
空
の
人
名
を
持
つ
仙
人
や
修
行
者
が

出
て
く
る
例
と
し
て
は
、「
元
始
舊
經
」
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
赤
書
玉
訣
妙
經
』
（
道
藏
第
一
七
八
册
）
卷
上
（
一
ａ
）
の
「
精
進
學
士

王
龍
賜
」、
同
・
卷
下
（
一
ｂ
）
の
「
精
進
賢
者
王
福
度
」
と
そ
の
娘
「
阿
丘
曾
」、「
新
經
」
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品

經
』
（
三
ａ
）
の
「
太
極
侍
經
仙
人
劉
文
靜
」
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
上
の
話
の
中
で
、
許
由
が
太
極
宮
に
昇
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
古
の
著
名
人
が
今
、
仙
や
鬼
の
世
界
で
ど
の
よ
う
な
位
に
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
關
心
を
持
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
像

力
を
め
ぐ
ら
し
た
の
は
、
上
淸
派
の
人
々
で
あ
っ
た
。『
眞
誥
』
の
隨
所
に
具
體
的
な
人
名
を
擧
げ
た
記
述
が
見
ら
れ
る（

23
）。
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『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
で
は
、
そ
の
後
、
紀
法
成
か
ら
「
そ
の
ほ
か
に
ま
だ
宿
世
の
本
行
が
あ
っ
た
ら
敎
え
て
く
だ
さ

い
」
と
言
わ
れ
た
仙
公
が
、
自
分
の
過
去
世
の
こ
と
を
長
々
と
語
り
始
め
る
。
そ
の
言
葉
の
大
半
は
、「
罪
福
輪
轉
」
の
法
に
從
っ
て

六
道
輪
廻
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
單
調
な
記
述
で
あ
る
（
三
ａ
五
行
目
―
五
ａ
四
行
目
）
。
そ
の
生
ま
れ
變
わ
り
の
順
序
だ

け
を
原
文
の
語
で
記
せ
ば
、
貴
人
↓
地
獄
↓
小
人
↓
福
堂
↓
富
家
↓
地
獄
↓
下
使
↓
福
堂
↓
貴
人
↓
地
獄
↓
猪
羊
↓
下
賤
人
↓
地
獄

↓
牛
↓
中
人
↓
福
舍
↓
貴
家
↓
地
獄
↓
福
堂
↓
貴
人
↓
天
堂
↓
貴
人
↓
福
堂
↓
中
士
↓
女
人
↓
男
子
↓
天
堂
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
過
去
の
輪
廻
轉
生
の
履
歷
を
列
擧
す
る
と
い
う
記
述
の
し
か
た
は
、「
元
始
舊
經
」
の
『
太
上
靈
寶
諸
天
內
音
自
然
玉
字
』

（
道
藏
第
四
九
册
）
卷
四
（
二
一
ｂ
―
二
三
ｂ
）
に
見
え
る
「
天
眞
皇
人
」
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る（

24
）。『

太
上
靈
寶
諸
天
內
音
自
然
玉
字
』

の
中
で
「
天
眞
皇
人
」
は
、
元
始
天
尊
か
ら
命
じ
ら
れ
て
、
天
の
祕
密
で
あ
る
「
諸
天
內
音
」
を
解
釋
す
る
と
い
う
役
目
を
負
っ
て

お
り
、「
元
始
舊
經
」
に
お
け
る
重
要
な
神
格
の
一
人
で
あ
る
。「
天
眞
皇
人
」
と
い
う
神
格
の
傳
記
が
、
過
去
世
の
輪
廻
轉
生
の
履

歷
を
列
擧
す
る
と
い
う
形
で
記
さ
れ
た
の
は
、
億
劫
に
わ
た
る
長
大
な
時
閒
の
上
に
繰
り
廣
げ
ら
れ
る
輪
廻
轉
生
と
そ
れ
を
支
配
す

る
因
果
應
報
の
法
則
と
い
う
佛
敎
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
罪
福
輪
轉
」
の
法
を
靈
寶
經
が
吸
收
し
、
そ
の
敎
理
の
中
心
に
据
え
た

こ
と
を
示
し
て
い
る（

25
）。『

太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
で
葛
仙
公
の
過
去
世
の
生
ま
れ
變
わ
り
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
の
も
、
葛
玄
が

太
極
左
仙
公
と
い
う
天
上
の
仙
界
の
位
を
得
る
に
至
っ
た
原
因
が
、
は
る
か
遠
く
の
過
去
世
か
ら
の
行
業
の
集
積
の
上
に
あ
る
こ
と

を
表
わ
す
た
め
で
あ
る
。

　
上
の
部
分
に
引
き
續
い
て
、
葛
仙
公
は
天
堂
に
生
ま
れ
變
わ
っ
た
後
の
こ
と
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
（
五
ａ
四
行
目
―

五
ｂ
八
行
目
の
槪
要
）
。

つ
い
で
國
王
の
家
に
生
ま
れ
、
太
子
と
な
っ
た
。
そ
の
時
、
道
士
や
儒
學
者
を
招
引
し
て
、
道
を
講
じ
齋
を
修
め
、
國
は
安
ら
か

に
治
ま
っ
た
。
時
に
三
人
の
侍
臣
が
い
て
、
後
生
は
道
士
に
な
り
た
い
と
發
願
し
、
私
は
隱
士
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
。
釋
道

微
と
竺
法
蘭
は
沙
門
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
鄭
思
遠
と
張
泰
は
道
士
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
、
皆
、
昇
仙
度
世
を
志
し
た
。
死
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　　六朝靈寶經に見える葛仙公

ん
で
天
堂
に
昇
っ
た
後
、
次
の
世
で
、
私
は
隱
士
に
、
釋
道
微
と
竺
法
蘭
は
沙
門
に
、
鄭
思
遠
と
張
泰
は
道
士
に
な
っ
た
。
私

は
後
に
人
々
の
た
め
に
師
と
な
り
、
大
乘
の
行
い
を
志
し
、
常
に
齋
戒
讀
經
し
、
大
法
師
の
所
へ
行
っ
て
三
洞
大
經
を
受
け
て
、

さ
ら
に
道
に
勵
ん
だ
。
因
緣
は
ま
だ
盡
き
ず
、
死
ん
で
太
陰
を
過
り
、
た
だ
ち
に
賢
人
の
家
に
生
ま
れ
て
、
ま
た
道
士
沙
門
と

な
り
、
同
學
の
も
の
と
師
徒
と
な
り
、
ま
た
、
大
經
を
受
け
て
齋
戒
行
道
し
た
。
そ
こ
で
、
上
聖
が
私
に
目
を
向
け
、
眞
人
が

降
っ
て
私
に
敎
え
た
の
だ
。
そ
の
時
の
竺
法
蘭
・
釋
道
微
・
張
泰
・
鄭
思
遠
は
こ
と
ご
と
く
侍
坐
し
、
今
日
、
私
に
隨
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
宿
世
の
緣
願
に
よ
る
の
だ
。

　
こ
の
葛
仙
公
の
言
葉
に
は
、
本
稿
第
一
節
に
記
し
た
靈
寶
經
の
傳
授
の
系
譜
の
中
に
葛
玄
の
弟
子
と
し
て
名
が
見
え
る
鄭
思
遠
・

竺
法
蘭
・
釋
道
微
と
、
そ
の
ほ
か
に
張
泰
と
い
う
人
物
が
出
て
く
る（

26
）。

こ
の
四
人
の
う
ち
、
釋
道
微
に
つ
い
て
は
、
實
在
し
た
の
か

ど
う
か
を
含
め
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
鄭
思
遠
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
抱
朴
子
』
に
見
え
る
葛
玄
の
弟
子
、
葛
洪
の
師

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
葛
仙
公
の
弟
子
と
し
て
登
場
す
る
の
は
當
然
と
言
え
よ
う
。
張
泰
は
、『
神
仙
傳
』
葛
玄
傳
に
葛
玄
の
弟
子
と

し
て
名
が
見
え
る
「
張
大
言
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
竺
法
蘭
は
、
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
靈
寶
經
と
支
謙
の

譯
經
と
の
深
い
關
わ
り
か
ら
考
え
て
、
後
漢
の
明
帝
の
時
に
攝
摩
騰
と
と
も
に
洛
陽
に
や
っ
て
き
た
竺
法
蘭
で
は
な
く
て
、『
出
三
藏

記
集
』
卷
一
三
支
謙
傳
に
見
え
る
竺
法
蘭
道
人
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る（

27
）。

支
謙
は
吳
主
孫
權
の
時
、
孫
權
に
命
じ
ら
れ
て
博

士
と
な
っ
て
「
東
宮
に
輔
導
」
し
、
の
ち
、「
穹
隆
山
に
隱
れ
て
、
世
務
に
交
わ
ら
ず
、
竺
法
蘭
道
人
に
從
っ
て
更
に
五
戒
を
練
」
っ

た
と
い
う
（『
出
三
藏
記
集
』
卷
一
三
）
。
葛
洪
の
祖
父
葛
系
（
奚
）
は
吳
に
仕
え
て
大
鴻
臚
に
ま
で
至
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、「
太
子
少

傅
」
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
（『
抱
朴
子
』
自
敍
篇
）
。
第
一
節
に
擧
げ
た
『
道
敎
義
樞
』
に
引
く
『
眞
一
自
然
經
』
に
見

え
る
葛
玄
の
「
從
弟
少
傅
奚
」
で
あ
る
。
過
去
世
の
輪
廻
轉
生
を
語
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
葛
仙
公
の
言
葉
は
も
ち

ろ
ん
虛
構
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
「
太
子
」
や
「
竺
法
蘭
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
は
、
葛
氏
の
家
に
傳
え
ら
れ
た
吳
の
時
代
の

葛
玄
に
ま
つ
わ
る
傳
承
と
何
ら
か
の
關
わ
り
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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上
に
擧
げ
た
葛
仙
公
の
言
葉
で
、
葛
仙
公
は
前
世
に
お
い
て
「
隱
士
」
と
な
り
、
ま
た
「
道
士
沙
門
」
と
な
っ
て
人
々
の
た
め
に

師
と
な
り
、「
大
乘
」
を
志
し
、「
齋
戒
讀
經
」
し
、「
大
法
師
」
か
ら
「
三
洞
大
經
」
を
受
け
た
と
あ
る
。
こ
こ
で
葛
仙
公
が
、
鄭
思

遠
と
張
泰
の
よ
う
な
「
道
士
」
で
も
な
く
、
釋
道
微
と
竺
法
蘭
の
よ
う
な
「
沙
門
」
で
も
な
く
て
、「
隱
士
」「
道
士
沙
門
」
と
な
っ
た

と
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
佛
敎
で
も
な
く
、
從
來
の
一
般
的
な
道
敎
（
道
術
）
で
も
な
く
、
佛
敎
と
道
敎
（
道
術
）
を
包
攝
し
、
そ
れ

ら
を
超
越
し
た
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
葛
仙
公
は
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る（

28
）。

　
以
上
で
葛
仙
公
の
長
い
言
葉
は
終
わ
り
、
そ
の
後
、
そ
の
場
に
い
た
人
た
ち
が
仙
公
を
讚
え
る
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、
葛
仙
公

の
「
本
行
因
緣
」
の
話
は
終
わ
る
。

　　
　
　
四
　
仙
公
と
天
師
張
道
陵
と
靑
童
君

　　
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
は
、
以
上
に
見
て
き
た
葛
仙
公
の
「
本
行
因
緣
」
の
話
の
後
、
さ
ら
に
三
つ
の
短
い
話
を
載
せ

て
い
る
。
第
一
は
地
仙
の
住
む
洞
天
に
關
す
る
話
、
第
二
は
張
道
陵
に
關
す
る
話
、
第
三
は
靑
童
君
が
登
場
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の

三
つ
の
話
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
仙
公
に
ま
つ
わ
る
と
り
と
め
の
な
い
話
を
付
錄
的
に
收
め
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

實
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
話
か
ら
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
が
ど
の
よ
う
な
狀
況
の
中
で
ど
う
い
う
目
的
で
書
か
れ
た
の
か
、

こ
の
經
典
の
作
者
と
上
淸
派
や
天
師
道
と
の
關
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思
え

る
。
難
解
な
箇
所
も
あ
る
が
、
譯
を
試
み
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
第
一
の
話
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
六
ａ
七
行
目
―
六
ｂ
一
〇
行
目
）
。

仙
人
が
尋
ね
た
。「
以
前
に
上
人
（
葛
仙
公
）
と
一
緖
に
洞
庭
に
入
り
、
天
王
の
別
宮
を
見
ま
し
た
。
初
め
、
苞
山
に
登
っ
た
時
、

一
群
の
仙
人
た
ち
が
上
人
と
見
物
し
な
が
ら
遊
ぶ
こ
と
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
體
、
ど
う
い
う
仙
人
た
ち
で
、
こ
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れ
ほ
ど
大
勢
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
仙
公
が
答
え
た
。「
あ
の
仙
人
た
ち
は
皆
、
諸
名
山
の
洞
臺
の
仙
人
だ
。
そ
れ
ほ
ど
多

い
と
は
言
え
な
い
。
あ
な
た
は
崑
崙
・
蓬
萊
・
鍾
山
・
嵩
高
・
須
彌
・
人
鳥
な
ど
の
大
山
の
洞
室
を
見
た
こ
と
が
な
い
か
？
そ

こ
に
は
仙
人
は
無
數
に
い
る
の
だ
」
と
。
仙
人
が
言
っ
た
。「
洞
庭
は
ど
こ
に
通
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と
。
仙
公
が
答

え
た
。「
こ
の
（
崑
崙
な
ど
の
）
諸
大
山
お
よ
び
大
海
の
北
酆
山
、
岱
宗
五
嶽
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
所
に
通
じ
て
い
る
の
だ
」
と
。

五
人
の
仙
人
が
言
っ
た
。「
句
曲
山
に
歸
り
ま
す
。
あ
そ
こ
は
上
人
の
郷
里
で
す
か
？
」
と
。
仙
公
が
答
え
た
。「
句
曲
山
は
私

が
い
つ
も
仰
ぎ
見
て
い
る
山
で
、
や
は
り
江
左
の
佳
山
だ
。
九
泉
の
洞
庭
の
西
掖
門
で
も
あ
る
。
そ
の
下
の
洞
臺
は
四
十
里
四

方
で
、
宮
室
に
は
太
陽
が
輝
い
て
い
る
。
三
十
六
小
天
の
ひ
と
つ
だ
。
穢
れ
た
氣
を
受
け
て
い
な
い
道
士
だ
け
が
、
こ
こ
に
棲

む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
常
に
聖
人
が
い
る
。
昔
、
茅
先
生
は
道
を
得
て
、
今
、
か
の
山
の
洞
宮
に
い
る
。
山
上
の
中
空
の
所

を
空
洞
と
名
付
け
、
そ
こ
に
は
玄
界
の
宮
觀
が
立
て
ら
れ
仙
人
を
住
ま
わ
せ
て
い
る
」
と
。

　
こ
の
話
の
前
半
は
太
湖
の
苞
山
（
包
山（
29
））
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
後
半
は
句
曲
山
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
全

體
を
通
じ
て
見
る
と
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
上
に
記
さ
れ
た
包
山
の
洞
室
に
お
け
る
「
靈
寶
五
符
」
に
ま
つ
わ
る
傳
承
と
、『
眞

誥
』
（
主
に
卷
一
一
・
卷
一
二
）
に
見
え
る
句
曲
山
（
茅
山
）
の
華
陽
洞
天
な
ど
の
洞
天
に
住
む
地
仙
に
關
す
る
記
述
と
を
合
わ
せ
た
よ

う
な
內
容
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
仙
人
が
葛
仙
公
の
こ
と
を
「
上
人
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、『
眞
誥
』
で
靑
童
君
の
こ
と
を
「
東
宮
上
人
」
と
稱
す
る
（
卷

一
二
、
一
二
ｂ
）
の
と
同
樣
の
呼
び
方
で
あ
る
。
靑
童
君
は
、『
眞
誥
』
に
お
い
て
、
洞
天
に
住
む
地
仙
た
ち
の
最
高
統
率
者
と
さ
れ
て

お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
第
三
の
話
に
詳
し
く
出
て
く
る
。
次
に
、
こ
の
仙
人
が
「
洞
庭
」
に
入
り
、「
天
王
別
宮
」
を
見
た
と
か

「
苞
山
」
に
登
っ
た
と
か
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
上
に
見
え
る
、
包
山
隱
居
（
龍
威
丈
人
）
が
吳
王
闔
閭

に
命
じ
ら
れ
て
包
山
の
洞
室
の
源
を
探
り
に
出
か
け
、
玉
房
の
中
の
机
上
に
一
卷
の
赤
素
書
（
靈
寶
天
文
）
を
見
つ
け
た
と
い
う
話
と

關
連
し
て
い
る
。
包
山
隱
居
が
入
っ
て
い
っ
た
洞
室
の
入
り
口
に
は
、「
天
后
別
宮
」
と
題
し
て
あ
っ
た
と
い
う（

30
）。

包
山
は
太
湖
中
に
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あ
る
島
の
名
で
、
洞
庭
は
包
山
の
中
の
石
室
で
あ
る（

31
）。『

眞
誥
』
に
は
、「
天
后
は
林
屋
洞
中
の
眞
君
、
位
は
太
湖
苞
山
の
下
に
在
り
。

龍
威
丈
人
の
入
り
て
靈
寶
五
符
を
得
る
所
の
處
な
り
」
（
卷
一
一
、
一
ｂ
。
陶
弘
景
注
）
と
あ
る
の
が
こ
れ
に
對
應
し
て
い
る
。
ま
た
、

上
の
文
で
、
苞
山
で
仙
人
た
ち
が
見
物
し
な
が
ら
遊
ぶ
（
原
文
は
「
看
戲
」）
と
あ
る
が
、
地
仙
の
住
む
名
山
が
「
看
戲
」
に
ふ
さ
わ
し

い
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
眞
誥
』
に
「
小
茅
山
三
會
水
處
、
極
可
看
戲
」
（
卷
一
八
、
一
ａ
）
と
い
う
文
が
見
え
る
。
名
山
の

洞
臺
に
仙
人
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
崑
崙
・
蓬
萊
・
鍾
山
・
嵩
高
・
須
彌
・
人
鳥
な
ど
の
山
名
も
、
す
べ
て
『
眞
誥
』
に
見

え
る
。
ま
た
、「
洞
庭
」
が
あ
ら
ゆ
る
所
に
通
じ
て
い
る
と
あ
る
が
、
名
山
の
諸
洞
天
が
地
中
の
道
に
よ
っ
て
通
じ
合
っ
て
い
る
と
い

う
觀
念
も
、
や
は
り
『
眞
誥
』
に
强
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、「
此
の
山
（
句
曲
山
）
の
洞
虛
內
觀
は
、
內
に
靈
府
有
り
、
洞
庭

四
も
に
開
け
、
穴
岫
長
く
連
な
る
。
古
人
謂
い
て
金
壇
の
虛
臺
、
天
后
の
便
闕
、
淸
虛
の
東
窗
、
林
屋
の
隔
沓
と
爲
す
。
衆
洞
相
い

通
じ
、
陰
路
の
適
く
所
、
七
塗
九
源
、
四
方
交
逹
す
。
眞
洞
仙
館
な
り
」
（
卷
一
一
、
一
ｂ
）
、「
句
曲
の
洞
天
、
東
は
林
屋
に
通
じ
、

北
は
岱
宗
に
通
じ
、
西
は
峨
嵋
に
通
じ
、
南
は
羅
浮
に
通
ず
」
（
卷
一
一
、
七
ａ
）
な
ど
と
見
え
る
。

　
後
半
の
仙
公
の
言
葉
の
中
に
、
句
曲
山
が
「
九
泉
の
洞
庭
の
西
掖
門
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
『
眞
誥
』

に
、
包
公
（
陶
弘
景
の
注
に
よ
れ
ば
、
包
公
と
は
鮑
靚
の
こ
と
）
の
言
葉
と
し
て
「
此
の
山
（
茅
山
）
は
洞
庭
の
西
門
に
し
て
、
太
湖
の
包

山
中
に
通
ず
」
（
卷
一
一
、
一
七
ａ
）
と
あ
る
の
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
ま
た
、「
掖
門
」
と
い
う
語
も
『
眞
誥
』
に
見
え
る
（
卷
一
一
、

一
二
ｂ
・
一
七
ｂ
な
ど
）
。
し
か
し
、「
九
泉
」
の
語
を
「
洞
庭
」
に
冠
す
る
表
現
は
『
眞
誥
』
に
は
見
え
ず
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷

上
の
方
に
出
て
く
る
。
龍
威
丈
人
が
包
山
の
洞
室
を
め
ぐ
っ
て
い
た
時
に
、「
九
泉
洞
庭
之
墟
」
と
題
さ
れ
た
玉
柱
が
あ
っ
た
と
い
う

の
が
そ
れ
で
あ
る（

32
）。

ま
た
、
後
半
の
仙
公
の
言
葉
に
、
句
曲
山
の
洞
臺
（
洞
宮
）
が
三
十
六
小
天
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
か
、
洞
宮
中
に

は
光
が
射
し
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
出
て
く
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
句
曲
山
の
洞
宮
、
す
な
わ
ち
華
陽
洞
天
の
こ
と
は
『
眞
誥
』

に
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
三
十
六
小
天
や
日
の
光
の
こ
と
は
、「
大
天
の
內
、
地
中
の
洞
天
三
十
六
所
有
り
。
其
の
第
八
は
是
れ

句
曲
山
の
洞
、
週
廻
一
百
五
十
里
、
名
づ
け
て
金
壇
華
陽
の
天
と
曰
う
。
…
…
東
西
四
十
五
里
、
南
北
三
十
五
里
、
正
方
平
。
…
…
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其
の
內
は
陰
暉
夜
光
日
精
の
根
有
り
、
此
の
空
內
を
照
ら
す
。
明
ら
か
な
る
こ
と
日
月
と
竝
ぶ
」
（
卷
一
一
、
五
ｂ
―
六
ａ
）
な
ど
と

書
か
れ
て
い
る
。
穢
氣
を
受
け
て
い
な
い
人
だ
け
が
洞
天
に
住
め
る
と
い
う
こ
と
も
『
眞
誥
』
に
見
え
る
（
卷
一
四
、
三
ｂ
）
。
ま
た
、

茅
先
生
が
句
曲
山
の
洞
宮
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
『
眞
誥
』
に
「
此
れ
（
句
曲
山
の
洞
宮
）
は
自
ら
是
れ
司
命
（
大
茅
君
）
の

別
宮
」
（
卷
一
二
、
四
ａ
）
と
出
て
く
る
。
ま
た
、
最
後
の
所
に
、
山
上
の
中
空
の
所
を
空
洞
と
名
付
け
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
似
た

表
現
は
、『
紫
陽
眞
人
內
傳
』
に
「
山
腹
中
の
空
虛
、
是
れ
洞
庭
と
爲
す
」
（
一
二
ｂ
）
と
見
え
る
。

　
以
上
、
や
や
煩
瑣
に
わ
た
っ
た
が
、
こ
の
話
が
ふ
ま
え
て
い
る
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
お
よ
び
『
眞
誥
』
の
記
述
と
の
關
係
に
つ
い

て
指
摘
し
た
。
太
湖
包
山
の
洞
室
で
吳
王
闔
閭
の
時
に
靈
寶
五
符
が
發
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
や
、
句
曲
山
の
華
陽
洞
天
な
ど
名
山

の
洞
室
が
地
中
に
お
い
て
つ
な
が
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
多
く
の
地
仙
た
ち
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
洞
天
の
宗
敎
的
世
界
觀
な
ど
、
い

ず
れ
も
江
南
の
地
に
關
わ
る
傳
承
や
觀
念
が
、
こ
こ
の
仙
公
と
仙
人
の
會
話
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
話
の

中
に
は
「
靈
寶
五
符
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、「
苞
山
」
や
「
天
王
別
宮
」
と
い
う
語
を
用
い
た
だ
け
で
「
靈
寶
五
符
」
の
こ

と
が
書
き
手
に
も
讀
み
手
に
も
連
想
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
狀
況
の
中
で
、
仙
公
と
仙
人
の
會
話
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
苞
山
と
地
中
の
道
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
句
曲
山
の
こ
と
を
、
仙
公
が
自
分
の
「
郷
里
」
の
山

と
し
て
語
っ
て
い
る
。
葛
玄
は
丹
陽
郡
句
容
縣
の
人
で
あ
る
か
ら
、
句
曲
山
の
こ
と
を
「
郷
里
」
の
山
だ
と
言
う
の
は
少
し
も
不
思

議
は
な
い
が
、
靈
寶
經
よ
り
も
先
に
、
句
曲
山
の
華
陽
洞
天
と
地
仙
た
ち
の
こ
と
を
縷
々
語
っ
た
の
は
、
三
茅
君
や
紫
陽
眞
人
ら
許

氏
に
降
臨
し
た
上
淸
派
の
眞
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
葛
仙
公
の
言
葉
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
淸
派
の
眞
人
た
ち
は
、
葛
玄
の
仙
界
に
お
け
る
地
位
を
低
く
位
置
づ
け
た
。「
葛
玄
を
問
う
。
玄
は
變
幻

に
善
き
も
身
を
用
い
る
に
拙
し
。
今
は
正
だ
不
死
を
得
る
の
み
。
僊
人
に
非
ざ
る
な
り
」
（『
眞
誥
』
卷
一
二
、
三
ａ
）
な
ど
と
あ
る
の

が
そ
れ
で
あ
り
、
左
慈
や
鮑
靚
な
ど
葛
玄
に
つ
な
が
る
人
々
も
同
樣
で
あ
る
（『
眞
誥
』
卷
一
二
、
三
ｂ
・
二
ｂ
）
。
し
か
も
、『
眞
誥
』

で
は
葛
玄
と
左
慈
・
鮑
靚
を
低
く
位
置
づ
け
る
こ
と
を
通
し
て
、
許
氏
の
仙
界
に
お
け
る
地
位
の
高
さ
を
相
對
的
に
印
象
づ
け
よ
う

21



と
す
る
意
圖
が
感
じ
ら
れ
る（

33
）。

こ
う
し
た
こ
と
を
す
べ
て
知
っ
た
上
で
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
對
し
て
は
あ
か
ら
さ
ま
に
異
議
を

唱
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
上
淸
派
の
提
唱
し
た
洞
天
の
宗
敎
的
世
界
觀
の
方
を
吸
收
し
て
、
あ
た
か
も
自
ら
の
說
の
よ
う
に
仙
公
に
語

ら
せ
て
い
る
の
が
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
こ
こ
の
記
述
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
前
半
の
話
で
示

唆
さ
れ
て
い
る
「
靈
寶
五
符
」
は
、『
抱
朴
子
』
辨
問
篇
に
見
え
る
「
靈
寶
の
方（

34
）」

と
つ
な
が
り
、
靈
寶
經
（
元
始
舊
經
）
の
中
核
と

な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
來
、
葛
氏
仙
公
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
半
の
話
で
示
唆
し
、
苞
山
と
句
曲
山

が
地
中
の
道
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仙
公
が
語
る
句
曲
山
の
話
に
說
得
性
を
持
た
せ
る
と
い
う
效
果

を
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
の
巧
み
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
二
の
張
道
陵
に
關
す
る
話
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
七
ａ
一
行
目
―
九
行
目
）
。

仙
人
が
質
問
し
た
。「
近
頃
、
崑
崙
山
の
玄
圃
宮
に
登
り
、
侍
坐
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
正
一
眞
人
三
天
法
師
張
道
陵
が
座

か
ら
降
り
て
酆
都
に
行
き
、
三
界
の
神
々
を
お
迎
え
し
、
諸
天
の
神
々
に
稽
首
し
て
、
ご
機
嫌
を
う
か
が
っ
て
い
る
の
が
見
え

ま
し
た
。
龍
の
乘
り
物
は
虛
空
に
輝
き
、（
正
一
眞
人
三
天
法
師
張
道
陵
は
）
う
な
じ
に
圓
光
を
背
負
い
、
體
に
は
自
然
の
光
が

生
じ
、
き
ら
き
ら
と
美
し
く
輝
い
て
い
ま
し
た
。
前
世
に
ど
ん
な
功
德
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
道
を
得
た
の
で
す

か
。
ど
う
か
お
聞
か
せ
下
さ
い
」
と
。
仙
公
は
答
え
た
。「
天
師
が
本
行
（
前
世
の
行
い
）
と
し
て
經
て
き
た
こ
と
も
、
や
は
り

（
私
と
同
樣
に
）
劫
を
重
ね
て
努
め
勵
ん
だ
の
だ
。
齋
戒
讀
經
し
、
道
を
弘
め
大
い
に
人
々
を
濟
度
し
、
高
く
玄
眞
の
道
を
模
範

と
し
て
、
奧
深
い
道
を
存
分
に
味
わ
い
、
何
度
も
生
ま
れ
變
わ
っ
て
道
を
求
め
た
こ
と
は
、
私
よ
り
以
上
だ
。
そ
の
志
を
具
に

述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
經
に
基
づ
い
て
大
道
を
行
っ
た
の
で
、
三
天
法
師
の
任
、
太
上
正
一
眞
人
の
號
を
得
た
の
だ
。

な
ん
と
偉
大
な
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
。

　
第
二
の
話
で
は
、
こ
の
よ
う
に
正
一
眞
人
三
天
法
師
張
道
陵
の
こ
と
が
話
題
と
な
り
、
仙
公
が
張
道
陵
を
賞
贊
す
る
と
い
う
內
容
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に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
張
道
陵
は
佛
と
同
じ
よ
う
に
後
光
が
差
し
、
金
色
に
輝
い
て
い
る
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

張
道
陵
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
劫
を
經
て
輪
廻
を
繰
り
返
す
中
で
「
齋
戒
讀
經
」「
弘
道
大
度
」
を
行
い
、「
大
經
」
を
實
踐

し
て
き
た
か
ら
だ
と
仙
公
は
說
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仙
公
は
張
道
陵
の
得
道
の
理
由
を
、
前
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
仙
公
自
身

の
「
本
行
」
と
同
じ
こ
と
を
、
張
道
陵
も
行
っ
た
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
張
道
陵
の
こ
と
が
話
題
に
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
見
て
唐
突
な
感
じ
が
す
る
が
、
こ
れ
は
次
の
第
三
の
話
に
「
天
師
」
が
出
て
く
る
こ
と
の
伏
線

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
が
天
師
道
と
身
近
な
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
三
の
話
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
七
ａ
九
行
目
―
末
尾
）
。

　
そ
の
時
、
東
華
靑
童
と
多
く
の
仙
人
た
ち
は
、
皆
、
嵩
高
山
の
洞
室
で
靜
齋
詠
經
し
て
い
た
。
道
を
學
ぶ
者
た
ち
は
、
仙
公

が
諸
々
の
本
行
を
說
く
の
を
聞
い
て
、
大
法
を
思
念
し
自
ら
勵
ま
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
靑
童
が
、「
仙
公
の
妙
な
る
言
葉
は
、

深
遠
で
要
點
を
つ
い
て
い
る
。
ま
こ
と
に
尊
ぶ
べ
き
も
の
だ
」
と
言
う
と
、
仙
人
た
ち
は
靑
童
に
拜
禮
を
し
、「
こ
の
お
言
葉
に

從
い
た
く
存
じ
ま
す
」
と
言
っ
た
。

　
靑
童
は
（
仙
公
に
）
言
っ
た
。「
私
は
以
前
に
あ
な
た
に
手
紙
を
出
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
返
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
感
謝
の

至
り
で
、
一
時
も
忘
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
太
上
か
ら
仙
界
の
位
階
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
眞
っ
先
に
敬

意
を
表
し
に
參
る
べ
き
で
す
が
、
日
頃
の
懇
ろ
な
好
み
に
甘
え
て
、
ま
だ
お
祝
い
を
申
し
上
げ
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
は
い
つ
も

心
が
落
ち
着
き
ま
せ
ん
。
ど
う
か
私
の
氣
持
ち
に
背
か
な
い
で
下
さ
い
」
と
。
仙
公
が
言
っ
た
。「
以
前
に
あ
な
た
の
手
紙
を
頂

戴
し
、
過
分
の
お
言
葉
を
受
け
ま
し
た
。
私
は
深
く
恐
縮
し
、
た
だ
虛
し
く
た
た
ず
む
ば
か
り
で
、
何
も
申
し
上
げ
る
こ
と
も
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
德
の
乏
し
き
身
で
あ
り
な
が
ら
、
忝
な
く
も
上
聖
の
お
召
し
に
あ
ず
か
る
こ
と
な
り
、
赫
赫
た
る
辭
令
を
前
に

し
て
、
と
て
も
そ
の
任
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
恥
じ
て
お
り
ま
す
。
あ
な
た
と
と
も
に
道
の
世
界
に
遊
び
、
三
界
を
め
ぐ
り
、
こ
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の
虛
空
に
逍
遙
す
る
こ
と
を
常
々
念
じ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
氣
持
ち
は
眞
實
の
も
の
で
す
。
公
の
世
界
の
儀
禮
的
な
敬
意
な

ど
、
ど
う
し
て
必
要
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
私
は
ま
も
な
く
仙
界
の
任
務
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
別
れ
の
日
が
近

づ
い
て
お
り
ま
す
。
戀
恨
の
情
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
」
と
。
靑
童
が
答
え
て
言
っ
た
。「
こ
の
上
な
い
お
言
葉
に
感

謝
し
ま
す
。
ど
う
か
今
後
も
く
れ
ぐ
れ
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
。

　
仙
公
が
言
っ
た
。「
天
師
が
言
わ
れ
た
。『
每
月
、
一
日
と
十
五
日
に
靜
室
で
齋
を
行
い
、
授
か
っ
た
道
經
と
諸
仙
人
の
道
迹

を
讀
む
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
皆
、
後
聖
の
民
と
な
る
で
あ
ろ
う
』
と
。
こ
の
（
後
聖
の
太
平
の
）
世
に
生
ま
れ
あ
わ
す
の

は
、
何
と
樂
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。『
丁
卯
の
日
に
靖
中
で
東
華
靑
童
君
に
禮
し
、
北
を
向
い
て
三
拜
し
、
祈
願
し
て
い
る
神

仙
の
こ
と
を
求
め
な
さ
い
。
又
、
本
命
の
日
に
は
讀
經
し
、
人
事
に
交
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
』。
こ
れ
ら
は
皆
、
神
仙
を

求
め
る
た
め
の
要
言
で
あ
る
。
道
家
に
は
こ
う
い
っ
た
類
の
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
各
人
が
奉
じ
る
も
の
に
合
わ
せ
れ
ば

よ
い
。
大
事
な
要
訣
は
ま
ご
こ
ろ

丹
情
に
あ
る
。
玄
敎
ど
お
り
に
行
い
、
願
を
持
ち
續
け
れ
ば
す
べ
て
う
ま
く
い
く
」
と
。

　
こ
の
第
三
の
話
で
は
、
二
つ
の
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
靑
童
君
（
東
華
靑
童
）
と
仙
公
が
仲
の
よ
い
友
人
關
係
に
あ

り
、
兩
者
の
閒
で
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
い
う
虛
構
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
靑
童
君
は
上
淸
派
の
宗
敎
的
世
界

觀
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
神
格
で
あ
る
。
上
淸
派
で
は
終
末
の
大
災
厄
を
經
た
の
ち
、
壬
辰
の
歲
に
後
聖
金
闕
帝
君
が

地
上
に
降
臨
し
、
太
平
の
世
が
出
現
す
る
と
說
い
た
が
、
靑
童
君
は
そ
の
後
聖
金
闕
帝
君
の
上
相
で
あ
り
、
地
上
に
お
い
て
は
、
洞

天
に
住
む
地
仙
た
ち
の
最
高
統
率
者
と
し
て
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。『
眞
誥
』
に
靑
童
君
は
別
號
を
「
東
海
小
童
」
と
呼

ぶ
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
靑
童
君
と
い
う
神
格
は
東
晉
の
頃
に
廣
く
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
東
海
小
童
信
仰
と
關
連
し
て
出
て

き
た
と
推
測
で
き
る（

35
）。

こ
こ
で
、
靑
童
君
と
仙
公
と
の
閒
に
手
紙
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
葛
玄
が
生
前
に
海

中
の
神
島
か
ら
「
葛
仙
公
に
寄
す
」
と
題
さ
れ
た
書
一
函
を
屆
け
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
と
關
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
逸
話

と
い
う
の
は
、
陶
弘
景
「
吳
太
極
左
宮
葛
仙
公
之
碑
」
（『
華
陽
陶
隱
居
集
』
卷
下
）
に
、「
時
に
人
有
り
、
海
に
漂
い
風
に
隨
い
、
眇
漭
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と
し
て
垠
無
し
。
忽
ち
神
島
に
値
い
、
人
に
あ見
い
て
書
一
函
を
授
け
ら
る
。
題
し
て
葛
仙
公
に
寄
す
と
曰
い
、
吳
に
歸
り
て
之
を
逹

せ
し
む
。
是
れ
に
由
り
代
を
擧
げ
て
翕
然
と
し
て
號
し
て
仙
公
と
爲
す
。
故
に
抱
朴
の
著
書
に
も
亦
た
余
の
從
祖
仙
公
と
云
う
。
乃

ち
抱
朴
の
三
代
の
從
祖
な
り
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
葛
玄
が
仙
公
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
海
中
の
神
島
か

ら
屆
け
ら
れ
た
書
に
由
來
す
る
と
說
明
す
る
逸
話
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
逸
話
と
似
た
話
は
、『
神
仙
傳
』
葛
玄
傳
に
も
見
え
、

そ
こ
で
は
、
廟
神
が
賈
人
に
託
し
て
一
封
の
書
を
會
稽
の
葛
玄
に
屆
け
、
そ
の
後
ま
も
な
く
葛
玄
は
尸
解
し
て
世
を
去
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る（

36
）。

の
ち
に
、
元
の
譚
嗣
先
『
太
極
葛
仙
公
傳
』
（
二
二
ａ
）
で
は
、
こ
の
『
神
仙
傳
』
の
話
を
も
と
に
し
て
、
や

や
文
を
變
え
て
、
廟
神
か
ら
託
さ
れ
た
書
に
は
「
太
極
左
宮
仙
公
」
と
題
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
、『
太
極
葛
仙
公
傳
』
の
こ

の
箇
所
の
注
に
引
く
賈
善
翔
『
高
道
傳
』
に
は
「
乃
ち
東
華
小
童
君
の
書
な
り
。
字
は
皆
、
科
斗
古
文
な
り
」
と
あ
る
。『
太
極
葛
仙

公
傳
』
と
『
高
道
傳
』
に
お
い
て
「
太
極
左
宮
仙
公
」
と
「
東
華
小
童
君
」
（
す
な
わ
ち
靑
童
君
）
と
い
う
語
が
出
て
く
る
の
は
、
む
し

ろ
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
こ
こ
の
記
述
を
も
含
め
た
靈
寶
經
の
影
響
か
と
思
わ
れ
る
が
、
葛
玄
が
仙
公
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
由
來
を
海
中
の
「
神
島
」、
ひ
い
て
は
、
そ
こ
に
住
む
神
仙
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
傳
承
は
早
く
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
を

下
地
と
し
て
、
こ
こ
の
靑
童
君
と
仙
公
が
手
紙
の
や
り
と
り
を
し
た
と
い
う
發
想
が
出
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
は
、
靑
童
君
を
こ
こ
に
登
場
さ
せ
た
時
、
當
然
、
上
淸
派
の
靑
童
君
の
こ
と
を
强
く
意

識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
太
極
左
仙
公
と
し
て
近
く
天
上
世
界
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
葛
仙
公
と
靑
童
君
と
の
閒

の
手
紙
の
や
り
と
り
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
仙
の
統
率
者
と
し
て
地
上
に
留
ま
り
續
け
る
靑
童
君
よ
り
も
仙
公
の
方
が
、
仙

界
の
地
位
に
お
い
て
は
優
位
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
表
し
方
は
露
骨
で
は
な
く
、
む
し
ろ

仙
公
と
靑
童
君
の
友
情
を
强
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
第
三
の
話
で
注
目
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
事
柄
は
、
最
後
の
段
落
の
、
仙
公
と
天
師
（
張
道
陵
）
と
靑
童
君
の
三
者
を
登
場
さ
せ
た
記

述
の
し
か
た
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
が
天
師
道
・
上
淸
派
と
ど
う
い
う
關
係
に
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
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と
で
あ
る
。
天
師
の
言
葉
に
は
、
上
淸
派
の
終
末
論
を
ふ
ま
え
た
も
の
が
見
え
る
。「
後
聖
の
民
」
と
い
う
の
は
、
上
淸
派
の
終
末
論

に
お
い
て
、
大
災
厄
の
の
ち
に
後
聖
金
闕
帝
君
が
地
上
に
降
臨
し
て
で
き
る
太
平
の
世
の
民
を
指
す
。『
眞
誥
』
に
は
、「
案
ず
る
に

苞
玄
玉
籙
白
億
靑
經
に
云
う
、
二
十
四
神
を
存
せ
ず
三
八
景
の
名
字
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
太
平
の
民
と
爲
る
を
得
ず
、
亦
た
後
聖
の

臣
と
爲
る
を
得
ず
。
…
…
〔
陶
弘
景
注
〕
此
れ
楊
の
何
れ
の
眞
に
諮
う
に
因
る
や
を
知
ら
ず
。
若
し
東
卿
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
紫
微
南

眞
な
り
」
（
卷
九
、
二
ｂ
）
と
見
え
る
。
上
淸
派
の
宗
敎
的
世
界
觀
に
お
い
て
は
、
こ
の
終
末
の
大
災
厄
を
生
き
殘
っ
て
、「
太
平
聖
君

を
見
」
（『
眞
誥
』
卷
一
一
、
一
三
ｂ
）
、
後
聖
の
民
と
な
る
た
め
の
方
法
が
一
つ
の
緊
急
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る（

37
）の

で

あ
る
が
、
今
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
天
師
の
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
齋
と
讀
經
に
よ
っ
て
「
後
聖
の
民
」
と
な
れ
る
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
次
に
見
え
る
「
丁
卯
の
日
」「
本
命
の
日
」
の
事
柄
も
、
文
脈
か
ら
見
て
天
師
の
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。「
丁
卯
の
日
」
に
靖
中
で
東
華
靑
童
君
に
祈
願
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
『
眞
誥
』
に
關
連
記
事
が
見
え
る
。「
東
海

靑
童
君
は
常
に
丁
卯
の
日
を
以
て
方
諸
東
華
臺
に
登
り
て
四
望
す
。
子
、
此
の
日
を
以
て
常
に
日
に
向
か
い
て
再
拜
す
べ
し
。
日
出

に
之
を
行
い
、
此
れ
に
因
り
て
以
て
日
精
を
服
す
べ
し
。
…
…
右
、
紫
虛
元
君
の
出
す
所
な
り
」
（『
眞
誥
』
卷
九
、
一
五
ｂ
）
と
あ
る

の
が
そ
れ
で
あ
る
。
靑
童
君
に
向
か
っ
て
再
拜
す
る
の
は
、
靑
童
君
が
地
仙
た
ち
の
統
率
者
と
し
て
、
後
聖
の
世
に
生
き
殘
る
資
格

を
持
つ
者
を
選
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
こ
こ
の
天
師
の
言
葉
は
、『
眞
誥
』
で
は
東
卿
司
命
君
や
紫
虛
元
君
（
魏
華
存
）

ら
上
淸
派
の
眞
人
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
言
葉
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
終
末
を
生
き
殘
る
た
め

の
方
法
に
つ
い
て
は
、
上
淸
派
の
場
合
は
上
に
擧
げ
た
引
用
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
存
思
の
道
術
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め

て
い
た
の
に
對
し
て
、
こ
こ
で
は
齋
や
讀
經
や
祈
願
な
ど
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
終
末
論
の
枠
組
み
（「
後

聖
」
の
太
平
の
世
と
い
う
觀
念
や
、
終
末
論
の
中
で
の
靑
童
君
の
役
割
な
ど
）
の
點
で
は
、
明
ら
か
に
上
淸
派
の
考
え
方
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

し
か
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
に
天
師
が
語
っ
た
と
い
う
こ
と
を
仙
公
が
言
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
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　　六朝靈寶經に見える葛仙公

語
り
方
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
前
節
以
來
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
に
は
『
眞
誥
』
な
ど
に
見
え
る
上
淸
派
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
觀
念
を
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
仙
公
の
言
葉
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
箇
所
が
隨
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶

本
行
因
緣
經
』
の
作
者
が
上
淸
派
の
宗
敎
活
動
に
刺
激
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
多
く
を
吸
收
し
て
こ
の
經
典
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
な
葛
氏
と
許
氏
の
關
係
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
東
晉
中
期
、
茅
山
の
許
氏
の
山
館
で
行
わ
れ
た
神
降
ろ
し
に
お
い
て
上
淸
派
の
眞
人
た
ち
が
語
っ
た
言
葉
に

對
し
て
、
同
郷
の
葛
氏
は
當
然
、
無
關
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
葛
玄
と
葛
洪
と
い
う
二
人
の
著
名
人
を

出
し
た
葛
氏
は
、
宗
敎
（
道
術
）
の
分
野
に
お
け
る
い
わ
ば
名
門
の
家
で
あ
っ
た
。
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
靈
寶

經
の
出
現
の
背
後
に
は
、
葛
氏
と
許
氏
の
閒
の
、
句
容
の
地
に
お
け
る
宗
敎
上
の
主
導
權
爭
い
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う（

38
）。『

太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
は
、
上
に
述
べ
た
葛
仙
公
と
靑
童
君
と
の
閒
の
手
紙
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、

葛
仙
公
の
方
が
靑
童
君
よ
り
も
上
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
こ
と
を
言
い
つ
つ
も
兩
者
の
友
好
關
係
を
强
調
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら

う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
上
淸
派
の
眞
人
に
よ
っ
て
仙
界
の
地
位
を
保
證
さ
れ
た
許
氏
よ
り
も
仙
公
を
出
し
た
葛
氏
の
方
が
優
位
で

あ
る
と
暗
示
し
つ
つ
も
、
兩
方
が
協
力
し
合
う
關
係
に
あ
る
こ
と
を
よ
り
强
く
前
面
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
は
、
上
淸
派
の
動
き
を
强
く
意
識
し
、
上
淸
派
が
提
唱
し
た
新
し
い
觀
念
を
吸
收
し
て
、
そ

れ
を
包
攝
し
た
上
位
の
も
の
と
し
て
自
己
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
點
に
お
い
て
、
や
は
り
、
許
氏
に
對
抗
す
る
も
の
と
し
て

の
「
葛
氏
」
に
や
は
り
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
だ
わ
り
方
は
、
排
他
的
な
對
抗
意
識
で
は
な
く
、
上
淸
派
の
も
の
を

吸
收
し
て
自
己
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
、
も
う
少
し
餘
裕
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
次
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
は
、
天
師
道
に
對
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
靈
寶
經
に
お
い

て
天
師
張
道
陵
が
登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
從
來
の
硏
究
で
は
二
通
り
の
捉
え
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
は
、
仙
公
が
出
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て
く
る
靈
寶
經
は
天
師
道
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
小
林
正
美
氏
の
捉
え
方
で
あ
る（

39
）。

小
林
氏
は
「
靈
寶
經
目
」
の
「
元

始
舊
經
」
と
「
新
經
」
の
枠
を
取
り
外
し
て
、
靈
寶
經
を
「
元
始
系
靈
寶
經
」
（
元
始
天
尊
が
出
て
く
る
も
の
）
と
「
仙
公
系
靈
寶
經
」

（
仙
公
が
出
て
く
る
も
の
）
に
分
け
、「
元
始
系
靈
寶
經
」
は
葛
氏
道
（
小
林
氏
は
靈
寶
派
と
い
う
語
は
使
わ
ず
に
、
葛
玄
・
葛
洪
の
道
流
を
葛

氏
道
と
呼
び
、
葛
巢
甫
も
そ
れ
に
含
め
て
い
る
）
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、「
仙
公
系
靈
寶
經
」
は
劉
宋
期
の
天
師
道
三
洞
派
（
の
ち
に

は
小
林
氏
は
こ
れ
を
單
に
「
天
師
道
」
と
稱
し
て
い
る
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
小
林
氏
の
說
で
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行

因
緣
經
』
は
「
仙
公
系
靈
寶
經
」
で
あ
り
、
天
師
道
の
人
々
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
經
典
の
中
で
天
師
張
道

陵
が
登
場
し
最
大
限
の
尊
崇
を
受
け
て
い
る
の
は
當
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
靈
寶
經
に
お
い
て
天
師
張
道
陵
が
登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
捉
え
方
は
、
靈
寶
經
を
作
っ
た
靈
寶
派
の
人
々
は
張

道
陵
の
傳
統
的
な
地
位
を
保
持
し
つ
つ
そ
れ
を
靈
寶
經
の
新
し
い
神
學
體
系
（
こ
の
神
學
體
系
に
お
い
て
葛
玄
は
實
質
上
、「
人
閒
世
界
に

お
け
る
創
敎
者
」
の
位
置
づ
け
に
あ
る
）
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
靈
寶
經
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
す
る
王
承
文
氏

の
捉
え
方
で
あ
る（

40
）。

王
承
文
氏
は
主
と
し
て
靈
寶
經
に
說
か
れ
た
齋
法
が
漢
魏
天
師
道
の
齋
法
を
繼
承
發
展
さ
せ
た
面
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
か
ら
こ
の
こ
と
を
說
明
し
、「
古
靈
寶
經
は
天
師
道
の
敎
主
張
道
陵
を
靈
寶
經
の
傳
授
者
の
一
人
に
作
り
上
げ
、
靈
寶
經
の

敎
法
を
天
師
道
の
敎
法
の
創
新
で
あ
る
と
し
、
靈
寶
の
敎
法
は
天
師
道
の
敎
法
を
包
攝
し
、
そ
れ
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
」

（『
敦
煌
古
靈
寶
經
與
晉
唐
道
敎
』
八
二
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
仙
公
が
登
場
す
る
「
元
始
舊
經
」
の
一
つ
で
あ
る
『
太
上
無
極
大
道
自
然

眞
一
五
稱
符
上
經
』
を
考
察
し
て
、
こ
の
經
典
は
天
師
道
の
信
者
に
對
し
て
靈
寶
の
敎
義
に
改
宗
さ
せ
る
た
め
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
說
を
出
し
た
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
氏
の
捉
え
方
も（

41
）、

王
承
文
氏
の
捉
え
方
と
同
じ
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
二
通
り
の
捉
え
方
の
相
違
點
は
、
要
す
る
に
、
仙
公
が
登
場
す
る
靈
寶
經
を
作
っ
た
人
々
が
、
天
師
道
の
人
々
で
あ
っ
た
と

見
る
か
、
そ
れ
と
も
、「
元
始
舊
經
」
を
作
っ
た
の
と
同
じ
く
葛
氏
と
深
く
關
わ
る
靈
寶
派
の
人
々
で
あ
っ
た
と
見
る
か
と
い
う
違
い

で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
、
靈
寶
經
（
特
に
仙
公
が
登
場
す
る
靈
寶
經
）
が
舊
來
の
天
師
道
の
敎
法
に
對
し
て
改
革
を
提
起
す
る
も
の
で
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あ
っ
た
と
見
な
す
點
で
は
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
本
題
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
に
戾
ろ
う
。
前
節
か
ら
本
節
に
わ
た
っ
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
經
典
の
主

人
公
は
言
う
ま
で
も
な
く
葛
仙
公
で
あ
る
。
葛
仙
公
が
さ
ま
ざ
ま
な
仙
人
た
ち
の
質
問
を
受
け
て
答
え
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、

葛
玄
の
前
世
物
語
が
詳
し
く
書
か
れ
た
り
、
鄭
思
遠
の
名
が
出
て
き
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
經
典
全
體
を
通

し
て
、
葛
玄
と
そ
の
道
術
の
流
れ
へ
の
こ
だ
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
經
典
を
作
っ
た
の
は
、
や
は
り
葛
氏
の
流
れ
を
引
く

人
（
葛
巢
甫
の
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
繼
承
者
）
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

42
）。『

太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の

最
後
の
と
こ
ろ
で
、
天
師
が
語
っ
た
（
語
っ
た
內
容
は
上
淸
派
の
敎
義
を
含
む
）
と
い
う
こ
と
を
仙
公
が
言
う
と
い
う
、
二
重
構
造
の
語

り
方
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
、
こ
の
經
典
を
書
い
た
人
が
、
仙
公
と
い
う
存
在
に
こ
だ
わ
る
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
こ
で
天
師
の
名
を
持
ち
だ
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
第
二
の
話
で
、
正
一
眞
人
三
天
法
師
張
道
陵
を
最
大
限
に
賞
贊
し
て
い

た
こ
と
か
ら
見
て
、
明
ら
か
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
は
天
師
張
道
陵
を
尊
崇
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
經
典
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
仙
公
の
方
に
あ
り
、
仙
公
を
表
に
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
從
來
の
天
師
道
を
革
新
す
る
新

し
い
敎
義
（
上
淸
派
の
敎
義
や
佛
敎
思
想
を
も
包
攝
し
た
「
靈
寶
」
の
敎
義
）
を
說
こ
う
と
し
た
人
た
ち
だ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
二
重
構
造

の
語
り
方
は
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
た
が
っ
て
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
考
察
に
よ
る
限
り
、
靈
寶
經
に
お

い
て
天
師
張
道
陵
が
登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
捉
え
方
（
ひ
い
て
は
、
仙
公
が
登
場
す
る
靈
寶
經
の
作
者
の
捉
え
方
）
に
つ
い
て
は
、
王

承
文
氏
の
方
が
說
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
が
天
師
道
と
身
近
な
と
こ

ろ
に
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
天
師
道
と
身
近
な
と
こ
ろ
に
い
た
と
い
う
點
で
は
、
上
淸
派
の
人
た
ち
も
同
じ

で
あ
る
。
上
淸
派
の
人
た
ち
も
、
一
面
に
お
い
て
は
天
師
道
の
敎
法
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た（

43
）。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
、
江
南

の
地
の
人
々
の
閒
に
天
師
道
が
か
な
り
浸
透
し
て
き
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
舊
來
の
天
師
道
の
敎

法
だ
け
で
は
滿
足
で
き
な
い
人
々
が
い
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
中
か
ら
、
東
晉
中
期
以
降
に
上
淸
派
が
興
起
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し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
靈
寶
經
作
成
の
動
き
が
起
こ
っ
た
。
も
し
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
作
者
を
「
天
師

道
の
人
々
」
と
い
う
語
で
捉
え
て
し
ま
う
と
、
こ
う
し
た
宗
敎
史
的
・
思
想
史
的
な
流
れ
を
十
分
に
は
說
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
五
　
葛
仙
公
か
ら
鄭
思
遠
へ
の
言
葉

　　
本
節
で
は
、
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ
た
言
葉
を
載
せ
る
靈
寶
經
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ
た
言
葉

を
載
せ
る
靈
寶
經
は
、
第
一
節
冒
頭
に
擧
げ
た
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
（
お
よ
び
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
內
容
の
『
洞
玄
靈
寶
玉
京
山
步

虛
經
』）
の
ほ
か
に
は
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
と
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
で
あ
り
、
ど
ち
ら

も
「
新
經
」
に
屬
す
る
。

　
ま
ず
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
の
方
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
經
典
の
末
尾
に
は
、
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ

た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
載
せ
て
い
る
（
一
八
ａ
―
ｂ
）
。

仙
公
が
弟
子
の
鄭
思
遠
に
吿
げ
た
。「
私
は
若
い
時
か
ら
名
山
に
遊
び
、
險
し
い
所
に
も
足
を
運
ん
だ
。
禽
獸
の
左
右
に
身
を
置

き
、
あ
ら
ゆ
る
辛
苦
に
襲
わ
れ
た
が
、
我
慢
し
て
辛
い
こ
と
は
忘
れ
、
自
分
の
⻝
べ
る
物
は
少
な
く
し
て
人
に
惠
み
、
我
が
身
を

後
に
し
て
人
を
滿
足
さ
せ
、
道
を
懷
き
世
を
安
ん
じ
、
常
に
慈
愛
を
修
め
、
道
を
念
じ
眞
を
存
し
、
し
ば
ら
く
の
閒
も
怠
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
年
の
齋
直
が
ま
だ
終
わ
ら
な
い
冬
至
の
日
、
天
眞
が
私
を
見
て
降
臨
さ
れ
、
大
經
上
仙
の
道
を
授
け
ら
れ

た
。
天
眞
は
私
に
大
齋
長
靜
を
行
わ
せ
、
經
を
按
じ
て
施
誦
さ
せ
た
。
順
序
に
從
っ
て
學
べ
ば
、
最
後
に
は
眞
人
に
な
れ
る
の

だ
。
私
が
昔
授
け
ら
れ
た
經
道
は
、
太
上
が
尊
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、
中
仙
が
學
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
歷
劫

以
來
、
常
に
上
仙
・
仙
公
・
仙
王
・
仙
卿
に
傳
え
ら
れ
て
き
た
。
私
ひ
と
り
（
に
傳
え
ら
れ
た
も
の
）
で
は
な
い
の
だ
。
私
は
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先
の
世
に
お
い
て
あ
な
た
と
共
に
願
を
發
し
、
善
行
を
行
い
、
努
め
勵
ん
で
怠
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
玄
都
に
仙
名
を
有
す
る
に

至
っ
た
。
今
、
あ
な
た
と
私
は
師
友
の
閒
柄
で
あ
る
か
ら
、
あ
な
た
に
こ
れ
を
授
け
る
の
だ
。
私
が
世
を
去
っ
て
後
は
、
道
を
樂

し
み
、
慈
し
み
の
心
を
持
つ
居
士
が
、
吾
が
門
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
は
今
の
道
業
の
子
細
を
記
し
た
書
一
通
を
そ

の
人
に
付
し
、
法
と
し
て
、
世
々
、
錄
傳
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
皆
、
私
の
前
世
に
お
い
て
彼
に
宿
恩
が
あ
る
か
ら
、
因
緣

に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
す
る
の
だ
。
あ
な
た
は
一
通
を
科
に
依
っ
て
、
弟
子
の
中
の
優
れ
た
人
に
傳
付
し
な
さ
い
。
も
し
、
そ

う
い
う
人
が
い
な
け
れ
ば
、
一
通
は
封
し
て
五
嶽
名
山
に
付
し
な
さ
い
。
こ
れ
は
太
極
眞
人
の
口
訣
だ
。
あ
な
た
は
こ
れ
を
祕

密
に
し
て
、
く
れ
ぐ
れ
も
愼
重
に
し
、
い
つ
も
こ
の
こ
と
を
心
に
か
け
て
お
く
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
。

　
こ
の
葛
仙
公
の
言
葉
は
、
第
二
節
で
見
た
太
極
眞
人
の
降
臨
の
話
や
第
三
節
で
見
た
葛
仙
公
の
「
本
行
因
緣
」
の
話
と
い
く
つ
か

の
點
で
相
應
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
の
葛
仙
公
の
言
葉
で
は
葛
仙
公
が
天
眞
の
降
臨
を
受
け
た
場
所
が
ど
こ
で
あ
る
か
出
て

こ
な
い
が
、
こ
の
經
典
の
冒
頭
の
部
分
に
は
、
葛
仙
公
が
靜
齋
念
道
し
て
い
た
の
は
天
台
山
で
あ
っ
た
と
あ
り
（
一
ａ
）
、
同
じ
く
、

冒
頭
の
部
分
に
、
太
極
眞
人
は
太
上
虛
皇
道
君
の
命
を
受
け
て
葛
仙
公
の
「
師
保
」
と
な
っ
た
と
あ
る
（
一
ｂ
）
の
は
、『
太
上
洞
玄
靈

寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
記
述
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
の
葛
仙
公
の
言
葉
で
、
仙
公
と
鄭
思
遠
が
先
の
世
に
お
い
て
と
も
に

願
を
發
し
、
師
友
の
關
係
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
の
內
容
と
相
應
じ
て
い
る
。
ま
た
、
葛
仙

公
の
山
中
で
の
修
道
は
、「
損
口
惠
施
、
後
身
成
人
」
と
い
う
大
乘
的
精
神
を
實
踐
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
も
、『
太

上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
と
同
じ
で
あ
る
。
　
　
　
　

　
上
の
葛
仙
公
の
言
葉
の
中
で
、「
吾
が
門
」
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
「
道
を
樂
し
み
、
慈
し
み
の
心
を
持
つ
居
士
」
に
一
通
を
付
す

よ
う
に
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
葛
洪
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
葛
仙
公
が
わ
ざ
わ
ざ
、
こ
の
よ
う
に
「
吾
が
門
」
の
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
靈
寶
經
は
本
來
、
葛
氏
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
作
者
の
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
次
に
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
で
は
、
や
は
り
經
典
の
末
尾
に
、
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
（
二
三
ａ
）
。

31



南
嶽
先
生
鄭
君
が
言
っ
た
。「
吾
が
先
師
仙
公
は
常
に
此
の
書
を
祕
し
、
至
眞
で
な
け
れ
ば
傳
え
な
か
っ
た
。
萬
金
も
珍
と
す
る

に
足
ら
な
い
の
だ
。
仙
人
は
口
で
次
々
に
傳
授
し
て
き
た
が
、
今
は
こ
れ
を
書
き
記
す
。
仙
公
は
、『
書
一
通
は
、
封
し
て
名
山

に
還
し
、
一
通
は
弟
子
に
傳
え
、
一
通
は
家
門
の
子
孫
に
付
し
、
世
々
、
道
を
知
る
者
に
錄
傳
し
な
さ
い
。
靈
寶
本
經
と
と
も

に
こ
れ
を
授
け
な
さ
い
。
道
家
の
要
妙
だ
』
と
言
わ
れ
た
」
と
。

　
こ
の
文
で
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
と
同
じ
よ
う
に
、
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ
た
傳
授
の
お
き
て
が
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
書
一
通
は
「
家
門
の
子
孫
に
付
」
す
よ
う
に
と
あ
る
。「
靈
寶
本
經
と
と
も
に
こ
れ
を
授
け
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、「
此
の
書
」
と
い
う
の
は
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
を
指
し
、
そ
れ
を
靈
寶
の
本
經
で
あ

る
「
元
始
舊
經
」
と
と
も
に
授
け
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
の
方
で
は
「
道
業

の
事
事
、
一
通
」
と
な
っ
て
い
て
や
や
曖
昧
で
あ
る
が
、
直
接
的
に
は
や
は
り
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
そ
の
も

の
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。「
靈
寶
經
目
」
に
は
「
新
經
」
の
こ
と
を
、「
葛
仙
公
の
受
く
る
所
の
敎
戒
訣
要
、
及
び
行
業
を
說
く
」
と

說
明
し
て
い
る
が
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
と
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
に
は
ま
さ
に
、
葛
仙

公
が
太
極
眞
人
か
ら
受
け
た
、
齋
戒
な
ど
の
道
業
に
關
わ
る
「
敎
戒
訣
要
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
名
山
と
弟
子
と
家
門
の

子
孫
に
一
通
ず
つ
付
す
る
よ
う
に
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
お
よ
び
『
洞
玄
靈
寶
玉
京
山
步
虛
經
』

で
は
、「
上
淸
三
洞
太
眞
道
經
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
通
ず
つ
付
す
と
い
う
記
述
に
な
っ
て
い
て
、「
敎
戒
訣
要
」
だ
け
で
は
な
く
擴
大
さ

れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
葛
仙
公
の
言
葉
と
し
て
、
傳
授
の
對
象
に
「
家
門
の
子
弟
」
が
わ
ざ
わ
ざ
言
及
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
で
は
、
上
に
擧
げ
た
文
に
續
け
て
、
さ
ら
に
「
抱
朴
子
曰

く
、
洪
意
謂
ら
く
…
…
」
と
し
て
、
齋
の
行
い
方
に
關
す
る
文
が
、
葛
洪
が
語
っ
た
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
葛
仙
公
が
傳
授
の
對
象
を
嚴
選
し
て
傳
え
よ
う
と
し
た
「
敎
戒
訣
要
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
直
接
的
に
は
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
と
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
の
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內
容
そ
の
も
の
、
そ
し
て
廣
く
は
「
新
經
」、
さ
ら
に
は
靈
寶
經
全
體
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧

本
願
大
戒
上
品
經
』
と
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
事
柄
だ
け
を
取
り
上
げ
て
見
て
お
き
た

い
。『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
か
ら
は
、「
因
緣
」
の
根
本
に
つ
い
て
の
問
題
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經

要
訣
』
か
ら
は
、
諸
道
經
の
位
置
づ
け
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
い
ず
れ
も
、
靈
寶
經
全
體
も
し
く
は
「
新
經
」
の
性
格
に
關
わ
る

重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
は
、
願
を
立
て
戒
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
が
中
心
主
題
と
し
て
說
か
れ
て
い
る
が
、
そ

の
冒
頭
部
分
に
、
仙
公
が
「
人
生
宿
世
因
緣
本
行
の
由
」
を
太
極
眞
人
に
質
問
し
た
の
に
對
し
て
、
太
上
高
玄
眞
人
に
う
な
が
さ
れ
て

太
極
眞
人
が
答
え
た
言
葉
が
載
っ
て
い
る
（
二
ａ
―
三
ａ
）
。
そ
れ
は
ま
ず
、「
夫
れ
道
は
無
な
る
も
、
彌
絡
し
て
窮
ま
り
無
し
。
子
、

之
を
尋
ね
ん
と
欲
す
れ
ば
、
近
く
我
が
身
に
在
り
て
乃
ち
復
有
な
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
り
、「
萬
物
芸
芸
、
譬
え
ば
幻
の
ご
と

し
。
皆
當
に
空
に
歸
す
べ
し
、
人
身
も
亦
然
り
。
身
死
し
神
逝
く
は
、
之
を
諭
う
る
こ
と
屋
の
如
し
。
屋
壞
れ
ば
則
ち
人
立
た
ず
、
身

敗
れ
ば
則
ち
神
居
ら
ず
」
と
し
て
、
人
の
死
と
身
・
神
の
問
題
に
及
ぶ
。
普
通
の
場
合
は
、
萬
物
皆
空
の
道
理
に
則
り
、
人
の
死
と

と
も
に
身
は
壞
れ
神
は
去
る
が
、
そ
れ
を
と
ど
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
方
法
が
次
に
說
か
れ
る
。「
當
に
念

を
制
し
て
以
て
志
を
定
め
、
身
を
靜
め
て
以
て
神
を
安
ん
じ
、
氣
を
寶
と
し
て
以
て
精
を
存
し
、
思
慮
兼
忘
し
、
冥
想
內
視
す
れ
ば
、

則
ち
身
神
竝
一
な
り
。
身
神
竝
一
な
れ
ば
、
眞
身
爲
る
に
近
し
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、「
定
志
」
「
安
神
」「
寶
氣
存
精
」「
兼

忘
」「
冥
想
內
視
」
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
、「
身
神
竝
一
」
に
至
り
、「
眞
身
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
も
そ
も
、
人
が
「
眞
身
」
を
得
て
解
脫
す
る
か
、
そ
れ
と
も
輪
廻
轉
生
を
繰
り
返
す
か
は
、
す
べ
て
「
宿
世
の
本
行
」
に
よ
る
の

で
あ
り
、
皆
、
人
の
「
行
願
」
の
結
果
で
あ
り
、
要
は
そ
の
人
の
「
心
」
に
よ
る
の
だ
と
す
る
。「
此
れ
實
に
宿
世
の
本
行
に
由
る
。

念
を
積
み
感
を
累
ね
、
功
　
一
切
を
濟
し
、
德
　
萬
物
を
蔭
い
、
因
緣
輪
轉
し
、
罪
福
相
對
し
、
生
死
相
滅
し
、
貴
賤
相
使
し
、
賢

愚
相
傾
け
、
貧
富
相
欺
き
、
善
惡
相
顯
れ
、
其
の
苦
無
量
な
り
。
皆
、
人
の
行
願
の
得
る
所
な
り
。
道
に
非
ず
、
天
に
非
ず
、
地
に
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非
ず
、
人
に
非
ず
、
萬
物
の
爲
す
所
に
非
ず
、
正
に
心
に
由
る
の
み
」
と
い
う
よ
う
に
、
罪
福
因
果
の
報
い
を
得
る
こ
と
に
な
る
の

は
、
道
・
天
・
地
・
人
・
萬
物
の
ど
の
力
に
よ
る
の
で
も
な
く
て
、
自
分
自
身
の
「
心
」
に
由
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
言
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
有
道
の
士
は
、
諸
を
我
が
身
に
取
り
、
人
に
求
む
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
願
を
立
て
戒
を
守

る
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
太
極
眞
人
は
仙
公
に
、「
智
慧
本
願
大
戒
上
品
」
を
說
く
と
い
う
筋
立

て
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
、
太
極
眞
人
の
言
葉
と
し
て
說
か
れ
た
事
柄
は
、「
元
始
舊
經
」
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
（
道
藏
第

二
○
二
册
）
の
一
部
分
（
三
三
ｂ
―
三
四
ｂ
）
と
よ
く
似
て
い
る
。
そ
れ
は
元
始
天
尊
が
太
上
道
君
の
質
問
に
答
え
、
因
果
應
報
と
祖
先

供
養
の
問
題
に
絡
ん
で
「
始
生
父
母
（
眞
父
母
）
」
の
こ
と
を
說
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、「
氣
氣
相
續
き
、
種
種
緣

を
生
じ
、
善
惡
禍
福
、
各
お
の
命
根
あ
り
。
天
に
非
ず
、
地
に
非
ず
、
亦
又
た
人
に
非
ず
、
正
に
心
に
由
る
」、「
故
に
我
れ
形
を
受

く
る
も
、
亦
た
我
が
形
に
非
ず
、
之
に
寄
せ
て
屋
宅
と
爲
す
」、「
行
い
を
立
て
て
道
に
合
す
れ
ば
、
則
ち
身
神
一
た
り
。
身
神
竝
一

な
れ
ば
、
則
ち
眞
身
と
爲
り
、
始
生
父
母
に
歸
し
て
道
を
爲
す
な
り
」
な
ど
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
と
似
た
表

現
が
見
え
る（

44
）。『

太
上
洞
玄
靈
寶
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
の
方
は
、「
眞
身
」
か
ら
「
眞
父
母
」
の
こ
と
に
、
さ
ら
に
は
祖
先
供
養

の
問
題
に
話
が
展
開
し
て
い
て
、
重
點
の
置
か
れ
方
は
同
じ
で
は
な
い
が
、「
心
」
を
因
果
の
根
本
と
す
る
捉
え
方
や
、「
身
神
竝
一
」

「
眞
身
」
と
い
う
語
で
解
脫
と
い
う
觀
念
を
捉
え
る
こ
と
な
ど
、
兩
者
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
理
論
的
な
事
柄
を
元
始
天
尊
の
敎

え
と
し
て
說
い
た
の
が
、「
元
始
舊
經
」
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
「
願
」

と
「
戒
」
に
關
す
る
「
訣
要
」
を
、
よ
り
具
體
的
に
太
極
眞
人
が
說
い
た
の
が
、「
新
經
」
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品

經
』
で
あ
る
と
い
う
關
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
元
始
舊
經
」
と
「
新
經
」
は
密
接
で
あ
り
、
一
體
の
關
係
に
あ
る
。

上
に
擧
げ
た
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
の
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ
た
言
葉
の
中
に
、
葛
仙
公
に
授
け
ら
れ
た
經

道
は
歷
劫
以
來
、
常
に
上
仙
・
仙
公
・
仙
王
・
仙
卿
に
傳
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
私
ひ
と
り
に
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
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い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
も
、「
元
始
舊
經
」
は
「
開
劫
」
の
時
に
元
始
天
尊
に
よ
っ
て
「
度
人
」
の
た
め
に
說
か
れ
た
敎
え
で
あ
る

と
い
う
觀
念
と
關
わ
り
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

45
）。

　
次
に
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
に
お
け
る
諸
道
經
の
位
置
づ
け
を
見
て
お
き
た
い
。
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う

に
、
仙
公
が
登
場
す
る
靈
寶
經
に
は
、
道
德
經
や
大
洞
眞
經
、
三
皇
天
文
な
ど
の
諸
道
經
の
名
が
多
く
引
か
れ
て
い
る（

46
）。『

太
極
眞
人

敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
の
場
合
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經

要
訣
』
に
は
「
太
極
眞
人
曰
く
」
と
し
て
、
靈
寶
齋
法
の
行
い
方
が
具
體
的
に
說
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
文
の
閒
に
、「（
左
）
仙

公
曰
く
」
で
始
ま
る
補
足
說
明
が
六
箇
所
、「
鄭
先
生
曰
く
」
で
始
ま
る
補
足
說
明
が
一
箇
所
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
靈
寶
齋
に
お

い
て
は
「
轉
經
」
が
一
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
關
連
し
て
、
ど
の
よ
う
な
經
典
が
重
要
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（
一
二
ａ
―
一
三
ａ
）
。
そ
れ
は
「
太
極
眞
人
曰
く
、
賢
者
、
無
爲
の
大
法
を
修
め
ん
と
欲

す
れ
ば
、
是
れ
經
　
轉
ず
可
し
。
及
び
、
諸
眞
人
の
經
傳
も
亦
た
善
し
」
で
始
ま
り
、
道
德
經
五
千
文
と
大
洞
眞
經
三
十
九
章
と
靈

寶
經
に
對
す
る
評
價
が
順
次
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
道
德
經
五
千
文
に
つ
い
て
は
、「
唯
だ
道
德
五
千
文
は
、
至
尊
無
上
正
眞
の
大
經
な

り
。
大
な
る
こ
と
包
ま
ざ
る
無
く
、
細
な
る
こ
と
入
ら
ざ
る
無
く
、
道
德
の
大
宗
な
り
。
夫
の
已
に
道
を
得
た
る
眞
人
を
歷
觀
す
る

に
、
五
千
文
を
學
ば
ざ
る
者
な
し
。
尹
喜
・
松
・
羡
の
徒
、
是
れ
な
り
。
所
謂
大
乘
の
經
な
り
」
と
、
き
わ
め
て
高
い
評
價
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
道
德
經
五
千
文
と
同
じ
く
「
大
乘
」
の
經
典
で
あ
り
、
昇
仙
度
世
の
た
め
に
缺
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
最

上
級
の
高
い
評
價
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
靈
寶
經
に
對
し
て
で
あ
る
。「
靈
寶
經
は
是
れ
道
家
の
至
經
、
大
乘
の
玄
宗
な
り
。
俯
仰

の
品
有
り
。
十
方
の
已
に
道
を
得
た
る
の
眞
人
、
恆
に
之
が
爲
に
禮
を
作
し
、
燒
香
散
華
す
。
衆
道
の
本
眞
な
り
。
道
士
、
靈
寶
を

奉
仰
し
、
朝
拜
齋
戒
し
、
法
を
案
じ
て
之
を
修
す
れ
ば
、
皆
道
を
得
し
む
。
豈
然
ら
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
此
の
經
、
若
し
向
か
い

て
長
生
を
獲
、
昇
仙
度
世
す
る
に
至
ら
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
、
故
の
ご
と
く
塵
壤
に
墮
す
れ
ば
、
天
地
に
仙
人
有
る
無
き
な
り
」
と

あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
道
德
經
五
千
文
を
靈
寶
經
と
同
等
の
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
姿
勢
は
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
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諸
經
要
訣
』
の
他
の
箇
所
に
も
、「
太
極
眞
人
曰
く
、
靈
寶
經
は
衆
經
の
宗
に
し
て
、
以
て
言
宣
し
難
し
。
五
千
文
は
衆
經
に
微
妙
に

し
て
、
大
歸
　
義
一
な
り
」
（
一
九
ａ
―
ｂ
）
、「
太
極
眞
人
曰
く
、
五
千
文
仙
人
傳
授
の
科
は
、
素
よ
り
靈
寶
と
同
限
な
り
。
高
才

至
士
の
諷
誦
を
好
み
自
然
飛
仙
の
道
を
求
め
る
者
は
、
法
信
紋
繒
五
千
尺
を
具
し
、
靈
寶
と
一
時
に
名
山
峰
に
お
い
て
之
を
受
く
」

（
一
三
ａ
―
ｂ
）
な
ど
と
見
え
る（

47
）。

　
一
方
、
上
淸
經
の
大
洞
眞
經
三
十
九
章
に
つ
い
て
は（

48
）、

道
德
經
五
千
文
・
靈
寶
經
と
は
や
や
異
な
る
評
價
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
又

　
大
洞
眞
經
三
十
九
章
は
人
閒
に
て
之
を
誦
す
る
を
得
ず
。
爾
る
所
以
は
、
是
れ
眞
道
幽
昇
の
經
な
り
。
諸
天
帝
王
、
下
り
迎
え
て
香

花
を
散
じ
、
六
天
大
魔
王
の
官
屬
、
侍
衞
し
て
慶
を
稱
し
、
皆
來
た
り
稽
首
し
て
事
を
受
け
、
山
海
神
靈
も
己
に
從
っ
て
役
使
せ
ざ
る

者
な
し
。
之
を
詠
ず
る
こ
と
一
句
に
し
て
、
諸
天
　
爲
に
禮
を
設
く
。
況
や
鬼
神
を
や
。
故
に
人
閒
に
て
妄
り
に
施
行
す
可
か
ら
ず
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
洞
眞
經
三
十
九
章
は
「
眞
道
幽
昇
の
經
」
で
あ
り
、
天
界
の
神
々
や
鬼
魔
、
山
海
の
諸
神
靈

に
對
し
て
働
き
か
け
る
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
人
閒
に
お
い
て
妄
り
に
誦
し
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
洞
眞
經

三
十
九
章
を
尊
重
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
の
他
の
箇
所
に
、「
天
地
に
終

始
有
り
。
故
に
大
小
劫
有
り
、
諸
經
も
亦
た
之
に
隨
っ
て
滅
盡
す
。
後
代
の
聖
人
、
更
に
法
を
出
す
。
唯
だ
道
德
五
千
文
・
大
洞
眞

經
・
靈
寶
は
不
滅
不
盡
に
し
て
、
傳
吿
す
る
こ
と
無
窮
な
り
」
（
二
〇
ａ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
大
洞
眞
經
は
道
德
經
五
千
文
・
靈
寶
經

と
と
も
に
、
劫
末
に
も
滅
び
な
い
最
も
價
値
あ
る
經
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
人
閒
で
妄
り
に
誦
し
て
は

い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
尊
重
の
さ
れ
方
が
道
德
經
五
千
文
や
靈
寶
經
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
の
違
い
を
も
っ
と
端
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
、「
新
經
」
の
一
つ
の
『
太
極
左
仙
公
請
問
經
』
（
敦
煌
寫
本
ス
タ
イ
ン
一
三
五
一
）

で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
高
上
老
子
（
太
上
太
極
高
上
老
子
無
上
法
師
）
が
五
千
文
と
洞
眞
と
洞
玄
（
靈
寶
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所

が
あ
る（

49
）。

五
千
文
と
洞
玄
に
つ
い
て
は
、「
五
千
文
は
是
れ
道
德
の
祖
宗
、
眞
中
の
眞
な
り
。
穢
賤
を
億
ば
ず
し
て
、
終
始
輪
讀
す
可

し
。
妙
義
を
敷
演
す
れ
ば
、
則
ち
王
侯
は
治
を
致
し
、
齋
し
て
之
を
誦
す
れ
ば
、
則
ち
身
は
飛
仙
を
得
て
、
七
祖
は
慶
を
獲
、
胎
を
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反
し
て
形
を
受
け
、
上
は
天
堂
に
生
ま
れ
、
下
は
人
中
王
侯
の
門
に
生
ま
る
。
皆
　
口
訣
を
須
つ
」、「
洞
玄
步
虛
詠
は
、
乃
ち
上
淸

の
高
旨
、
蕭
條
と
し
て
玄
暢
、
微
妙
の
至
り
な
り
。
文
は
亦
た
終
始
脩
詠
し
て
以
て
齋
戒
す
る
を
得
」
と
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
齋
に

用
い
て
終
始
輪
讀
・
誦
詠
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
洞
眞
に
つ
い
て
は
、「
洞
眞
は
、
道
成
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
之

を
誦
し
て
以
て
雲
龍
を
致
す
可
し
。
人
閒
に
之
を
詠
ず
る
を
得
ず
。
人
閒
に
之
を
詠
ず
れ
ば
、
大
魔
王
　
之
を
敗
る
な
り
」「
洞
眞
は

終
う
る
可
く
し
て
始
む
可
か
ら
ず
。
之
を
始
む
る
者
は
、
道
を
得
る
者
有
る
こ
と
眇
し
」
と
あ
る
。
洞
眞
と
は
大
洞
眞
經
三
十
九
章

を
中
心
と
す
る
上
淸
經
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
道
が
完
成
す
る
そ
の
最
終
段
階
で
は
詠
じ
て
も
よ
い
が
、
修
道
の
始
め
の
段
階
で
は

詠
じ
て
は
い
け
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
人
閒
で
こ
れ
を
詠
じ
る
と
大
魔
王
が
邪
魔
を
す
る
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
大
洞
眞
經
三
十
九
章
に
は
、
上
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
鬼
魔
に
働
き
か
け
る
特
殊
な
言
葉
が
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
妄
り
に
唱
え
る
と
、
鬼
魔
が
人
に
害
を
及
ぼ
す
と
い
う
觀
念
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う（

50
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
齋
な
ど
の
儀
式
や
修
道
の
場
に
お
い
て
、
詠
誦
の
た
め
に
常
時
用
い
る
こ
と
が
で
き
て
大
き
な
效
用
が
期
待
で
き

る
の
は
道
德
經
五
千
文
と
靈
寶
經
で
あ
り
、
大
洞
眞
經
三
十
九
章
の
方
は
、
修
道
の
最
終
段
階
（
昇
仙
直
前
）
だ
け
に
詠
誦
で
き
る
も

の
と
し
て
區
別
さ
れ
て
い
る
。
大
洞
眞
經
三
十
九
章
は
天
界
の
祕
密
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
對
し
て
は
地
上
の
人
閒
が
輕
々

し
く
近
づ
い
て
は
い
け
な
い
も
の
、
非
常
に
神
聖
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
妄
り
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
淸
派
の
經
典
で
あ
る
大
洞
眞
經
三
十
九
章
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
特
別
な
神
聖
性
を
理
由
に
、
祭
り
上
げ
ら

れ
敬
遠
さ
れ
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
道
德
經
五
千
文
と
大
洞
眞
經
と
靈
寶
經
を
最
高
の
經
典
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、
人
々
が

い
つ
も
詠
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
道
德
經
五
千
文
と
靈
寶
經
だ
け
で
あ
る
と
す
る
位
置
づ
け
の
し
か
た
に
は
、『
太
極
眞
人
敷
靈

寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
の
作
者
（
編
者
）
の
、
上
淸
派
の
經
典
に
對
す
る
、
い
さ
さ
か
屈
折
し
た
心
理
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
に
記
さ
れ
た
靈
寶
齋
法
が
、
天
師
道
の
齋
法
を
繼
承
し
發
展
さ
せ
た
部
分
が
多
い
こ
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と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
硏
究
が
あ
る（

51
）。

天
師
道
の
要
素
を
吸
收
し
、
か
つ
、
靈
寶
の
新
し
い
要
素
を
そ
の
上
に
付
加

し
て
齋
法
の
形
を
整
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
文
章
化
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
が
こ
の
經
典
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。『
太
極

眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
に
お
い
て
、
道
德
經
五
千
文
を
靈
寶
經
と
同
等
の
も
の
と
し
て
高
い
評
價
を
し
て
い
る
の
は
、

天
師
道
に
對
す
る
こ
う
し
た
姿
勢
と
一
連
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
に
記
さ
れ
た
靈
寶
齋

法
は
、
現
實
に
そ
れ
を
行
う
人
々
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
靈
寶
齋
法
が
對
象
と
し
て
想
定
し
た
人
々
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
道
德
經
五
千
文
を
尊
重
し
て
き
た
天
師
道
の
信
者
た
ち
も
多
く

含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
天
師
道
の
信
者
で
あ
っ
た
人
た
ち
に
對
し
て
は
、
道
德
經
五
千
文
の
尊
崇
を
そ
の
ま
ま
繼

續
さ
せ
る
と
と
も
に
靈
寶
經
を
も
同
樣
に
尊
崇
さ
せ
、
ま
た
、
天
師
道
の
信
者
で
な
か
っ
た
人
た
ち
に
對
し
て
は
、
新
た
に
道
德
經

五
千
文
と
靈
寶
經
の
兩
者
を
常
時
詠
誦
で
き
る
誦
經
の
た
め
の
經
典
と
し
て
尊
崇
さ
せ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
人
た
ち
を
靈
寶
齋
法
が

最
高
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
方
向
に
導
く
目
的
で
こ
の
經
典
が
ま
と
め
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

　
以
上
、
本
節
で
は
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ
た
言
葉
の
內
容
、
お
よ
び
、
そ
の
言
葉
を
載
せ
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒

上
品
經
』
か
ら
は
「
因
緣
」
の
根
本
に
つ
い
て
の
問
題
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
か
ら
は
諸
道
經
の
位
置
づ
け
の

問
題
を
取
り
上
げ
て
見
て
き
た
。
人
の
罪
福
因
緣
の
根
本
と
し
て
「
心
」
に
注
目
し
た
上
で
「
願
」
と
「
戒
」
の
重
要
性
を
說
い
た

り
、
轉
經
を
伴
う
靈
寶
齋
の
記
述
に
關
連
し
て
、
詠
誦
す
べ
き
經
典
は
何
で
あ
る
の
か
を
說
く
な
ど
、
こ
れ
ら
「
新
經
」
の
內
容
は
、

「
元
始
舊
經
」
に
比
べ
て
、
實
際
の
信
者
集
團
を
念
頭
に
置
い
た
具
體
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を

說
い
た
「
書
」
は
、
本
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
「
家
門
の
子
孫
に
付
」
し
て
「
元
始
舊
經
」
と
と
も

に
授
け
る
よ
う
に
、
葛
仙
公
が
鄭
思
遠
に
語
っ
た
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
、
靈
寶
經
（「
元
始
舊
經
」
と

「
新
經
」
を
あ
わ
せ
て
）
を
葛
氏
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
强
い
意
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
を
行
っ
た
人
々
は
、
そ
の

軸
足
を
、
天
師
道
の
方
に
で
は
な
く
、「
葛
氏
」
と
「
靈
寶
」
の
方
に
置
い
て
い
た
と
見
る
の
が
、
自
然
な
捉
え
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
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れ
る
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
本
稿
で
は
、
葛
玄
（
葛
仙
公
）
に
關
す
る
記
述
に
焦
點
を
當
て
て
靈
寶
經
の
考
察
を
行
っ
た
。「
開
劫
」
の
時
に
元
始
天
尊
に
よ
っ

て
「
度
人
」
の
た
め
に
說
か
れ
た
敎
え
で
あ
る
「
元
始
舊
經
」
に
對
し
て
、「
靈
寶
經
目
」
に
よ
れ
ば
、「
新
經
」
は
、
そ
の
敎
え
を
地

上
の
人
々
が
實
踐
す
る
た
め
の
「
敎
戒
訣
要
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
新
經
」
を
葛
仙
公
が
太
極
眞
人
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う

設
定
の
も
と
で
、
靈
寶
經
の
全
體
は
成
り
立
っ
て
い
る
。『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
で
、「
靈
寶
本
經
」
（「
元
始
舊

經
」）
と
と
も
に
こ
の
要
訣
を
授
け
る
よ
う
に
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
元
始
舊
經
」
と
「
新
經
」
（「
敎
戒
訣
要
」）

は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
元
始
舊
經
」
は
天
上
世
界
に
超
然
と
常
在
す
る
神
聖
な
も

の
で
あ
る
が
、
地
上
の
人
々
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
實
踐
の
た
め
の
具
體
的
な
指
針
で
あ
る
「
敎
戒
訣
要
」
の
方
が
、
實
質
的
に
は

大
切
な
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
靈
寶
經
の
構
想
全
體
の
中
で
葛
仙
公
の
擔
う
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

　
そ
の
葛
仙
公
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
靈
寶
經
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
太
極
眞
人
か
ら
の
傳
授
の
場
面
、
山
中
で
修
行

中
に
地
仙
た
ち
に
語
っ
た
長
い
前
世
物
語
、
仙
公
が
語
る
天
師
張
道
陵
に
關
す
る
事
柄
、
仙
公
と
靑
童
君
と
の
關
係
、
仙
公
が
弟
子

の
鄭
思
遠
に
語
っ
た
言
葉
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
葛
仙
公
の
こ
と
を
記
す
靈
寶
經
が
「
新
經
」
だ
け
で
は
な
く
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞

一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
の
よ
う
な
「
元
始
舊
經
」
に
も
一
部
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、『
太

上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
主
と
し
て
「
新
經
」
の
方
に
葛
仙
公
の
こ
と
が
數
多
く
記
述
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
葛
仙
公
が
登
場
す
る
靈
寶
經
を
ま
と
め
た
人
た
ち
は
、
思
想
的
に
は
上
淸
派
の
提
唱
し
た
宗
敎
觀
念

や
佛
敎
思
想
を
吸
收
し
、
現
實
の
敎
團
組
織
や
儀
禮
面
で
は
舊
來
の
天
師
道
の
そ
れ
を
包
攝
し
て
、「
葛
氏
」
と
「
靈
寶
」
に
主
軸
を
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置
く
立
場
か
ら
宗
敎
改
革
を
行
お
う
と
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、
當
然
、
上
淸
經
の
作
成
者

や
天
師
道
の
敎
法
を
奉
じ
る
人
た
ち
と
身
近
な
所
に
お
り
、
江
南
佛
敎
に
も
深
い
關
心
を
寄
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
人
た
ち
が
、「
靈
寶
本
經
」
で
あ
る
「
元
始
舊
經
」
を
最
も
中
心
に
置
い
て
、
上
淸
經
や
佛
敎
思
想
、
さ
ら
に
は
老
子
道
德
經

を
重
ん
じ
る
天
師
道
の
敎
法
や
儀
禮
な
ど
を
す
べ
て
統
合
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
の
統
合
の
か
な
め
の
位
置
に
置
い
た
の
が
葛
仙
公

で
あ
っ
た
。
統
合
の
か
な
め
と
し
て
「
葛
氏
」
を
登
場
さ
せ
、
宗
敎
と
し
て
の
思
想
・
儀
禮
の
中
心
に
「
靈
寶
」
を
置
い
て
い
る
點

か
ら
言
っ
て
、
こ
れ
ら
の
經
典
を
ま
と
め
る
主
導
力
と
な
っ
た
の
は
「
靈
寶
派
」
の
人
た
ち
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
を
す
る
の
が
、

少
な
く
と
も
本
稿
で
考
察
し
た
範
圍
に
お
い
て
は
、
妥
當
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
統
合
の
機
運
は
ど
の
よ
う
な
時
代

的
背
景
の
も
と
に
出
現
し
た
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
は
陸
修
靜
の
動
き
と
ど
の
よ
う
に
關
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

別
の
機
會
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
１
）O

fuchiN
inji“O

n
K

u
Ling-pao-ching”

(A
C

TA
A

S
IAT

IC
A

27,1974)、
大
淵
忍
爾
『
道
敎
と
そ
の
經
典
』（
創
文
社
、
一
九
九
七
年
）

第
二
章
「
靈
寶
經
の
基
礎
的
硏
究
」、
小
林
正
美
「
劉
宋
に
お
け
る
靈
寶
經
の
形
成
」（『
東
洋
文
化
』
第
六
二
號
、
一
九
八
二
年
。
の
ち
、

『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』、
創
文
社
、
一
九
九
○
年
、
所
收
）、S

tephen
R

.B
okenkam

p
“S

ources
ofthe

Ling-pao
S

criptures”
(Tantric

and

Taoist
studies

in
honour

of
R

.A
.

S
tein,

ed.
by

M
.

S
trickm

ann,
Institut

B
elge

des
H

autes
É

tudes
C

hinoises,
B

ruxelles,
1983）、

王
承
文
『
敦
煌
古
靈
寶
經
與
晉
唐
道
敎
』（
中
華
書
局
、
二
○
○
二
年
）。

（
２
）
大
淵
忍
爾
『
敦
煌
道
經
・
圖
錄
編
』（
福
武
書
店
、
一
九
七
九
年
）
一
一
九
頁
―
一
二
一
頁
、
同
『
敦
煌
道
經
・
目
錄
編
』（
福
武
書
店
、
一

九
七
八
年
）
七
七
頁
―
七
九
頁
參
照
。
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（
３
）
注
（
１
）
所
揭
大
淵
書
九
一
頁
。
大
淵
氏
は
こ
の
部
分
を
『
玄
門
大
義
』
の
作
者
が
加
え
た
文
と
す
る
。

（
４
）
「
靈
寶
經
目
」
に
名
が
見
え
る
經
典
が
、
現
在
の
道
藏
本
や
敦
煌
寫
本
の
ど
れ
に
相
當
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
所
揭
大
淵
書
一
二

二
頁
―
一
五
七
頁
參
照
。

（
５
）
大
淵
忍
爾
氏
の
硏
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
經
典
は
本
來
は
一
連
の
も
の
で
、「
靈
寶
經
目
」
の
「
元
始
舊
經
」
第
六
篇
目
に
見
え
る
「
法
輪

罪
福
一
卷
」
に
相
當
し
、
敦
煌
寫
本
の
ス
タ
イ
ン
一
六
〇
五
と
同
一
九
〇
六
が
こ
れ
に
對
應
す
る
。
注
（
１
）
所
揭
大
淵
書
一
四
一
頁
―
一

四
二
頁
參
照
。

（
６
）
太
極
宮
に
つ
い
て
は
、『
眞
誥
』
卷
五
（
一
五
ａ
）
に
「
崑
崙
上
有
九
府
、
是
爲
九
宮
。
太
極
爲
太
宮
也
」
と
見
え
る
。

（
７
）
『
洞
玄
靈
寶
玉
京
山
步
虛
經
』
の
「
太
上
太
極
五
眞
人
頌
」
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
』（
二
三
ｂ
―
二
五
ａ
）
に
も
、「
五
眞
人
頌
」
と

し
て
載
っ
て
い
る
。

（
８
）
法
琳
『
破
邪
論
』
に
引
く
『
靈
寶
法
輪
經
』
で
は
、
こ
れ
は
葛
仙
公
の
師
の
名
字
と
さ
れ
て
い
る
。『
破
邪
論
』
卷
上
「
靈
寶
法
輪
經
云
、
葛

仙
公
生
始
數
日
、
有
外
國
沙
門
、
見
仙
公
兩
手
抱
持
而
語
仙
公
父
母
曰
、
此
兒
是
西
方
善
思
菩
薩
、
今
來
漢
地
敎
化
衆
生
、
當
遊
仙
道
白
日

昇
天
。
仙
公
自
語
子
弟
云
、
吾
師
姓
波
閱
宗
、
字
維
那
訶
、
西
域
人
也
」（
大
正
藏
五
二
、
四
七
七
ｃ
）

（
９
）
注
（
１
）
所
揭
王
承
文
書
四
三
頁
―
四
四
頁
參
照
。

（
10
）
小
南
一
郞
「「
漢
武
帝
內
傳
」
の
成
立
（
下
）」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
五
三
册
、
一
九
八
一
年
。
の
ち
、『
中
國
の
神
話
と
物
語
り
』、
岩
波

書
店
、
一
九
八
四
年
、
所
收
）
第
七
節
、
拙
著
『
六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
第
一
篇
第
三
章
「
上
淸
經
の
形
成
と

そ
の
文
體
」
一
五
八
頁
―
一
六
五
頁
參
照
。

（
11
）
『
南
嶽
魏
夫
人
傳
』（
顧
氏
文
房
小
說
本
）「
夫
人
心
期
幽
靈
、
精
誠
彌
篤
。
二
子
粗
立
、
乃
離
隔
室
、
于
齋
于
別
寢
。
將
逾
三
月
、
忽
有
太
極

眞
人
安
度
明
・
東
華
大
神
方
諸
靑
童
・
扶
桑
碧
阿
陽
谷
神
王
・
景
林
眞
人
・
小
有
仙
王
淸
虛
眞
人
王
褒
來
降
」。『
淸
靈
眞
人
裴
君
傳
』（『
雲

笈
七
籤
』
卷
一
○
五
、
一
〇
ａ
）「
乃
乘
飛
雲
中
輦
、
復
北
遊
詣
太
極
宮
、
見
太
極
四
眞
人
」。『
太
上
洞
玄
靈
寶
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
に
見

え
る
太
極
眞
人
の
葛
仙
公
へ
の
降
臨
と
い
う
構
想
が
『
南
嶽
魏
夫
人
傳
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
注
（
１
）
所

揭
大
淵
書
二
一
一
頁
注
（
20
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
12
）
玄
一
眞
人
と
い
う
語
は
、『
眞
誥
』
に
一
例
の
み
、「（
范
伯
慈
）
後
服
還
丹
、
白
日
昇
天
。
今
爲
玄
一
眞
人
」（
卷
一
四
、
一
二
ａ
）
と
見
え
る
。
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（
13
）
注
（
10
）
所
揭
拙
著
第
一
篇
第
三
章
「
上
淸
經
の
形
成
と
そ
の
文
體
」
一
六
八
頁
―
一
六
九
頁
參
照
。

（
14
）
葛
仙
公
の
七
世
の
祖
に
つ
い
て
は
、
陶
弘
景
「
吳
太
極
左
宮
葛
仙
公
之
碑
」（『
華
陽
陶
隱
居
集
』
卷
下
）
に
、「
仙
公
姓
葛
諱
玄
字
孝
先
、
丹

陽
句
容
都
郷
吉
陽
里
人
也
。
本
屬
琅
耶
。
後
漢
驃
騎
僮
侯
廬
、
讓
國
於
弟
、
來
居
此
土
。
七
代
祖
艾
、
卽
驃
騎
之
弟
、
襲
封
僮
侯
」
と
見
え

る
。
な
お
、
こ
の
驃
騎
僮
侯
葛
廬
と
そ
の
弟
の
こ
と
は
、『
抱
朴
子
』
自
敍
篇
に
も
見
え
、
そ
こ
で
は
弟
の
名
が
「
文
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
15
）
吉
川
忠
夫
「
抱
朴
子
の
世
界
（
上
）」（『
史
林
』
第
四
七
卷
第
五
號
、
一
九
六
四
年
）、
注
（
１
）
所
揭
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
論
文
參
照
。
前
注

に
引
用
し
た
陶
弘
景
「
吳
太
極
左
宮
葛
仙
公
之
碑
」
に
葛
氏
の
本
貫
が
記
さ
れ
て
い
る
。
許
氏
に
つ
い
て
は
、『
眞
誥
』
卷
二
○
（
四
ｂ
）
に

「
謹
按
、
許
長
史
六
世
祖
、
名
光
、
字
少
張
、
卽
司
徒
許
敬
之
第
五
子
也
。
…
…
光
懼
患
及
、
以
中
平
二
年
乙
丑
歲
、
來
渡
江
、
居
丹
陽
之
句

容
縣
都
郷
吉
楊
里
」
と
見
え
る
。

（
16
）
『
眞
誥
』
卷
二
○
（
一
〇
ｂ
）「
掾
子
黃
民
、
字
玄
文
、
升
平
五
年
辛
酉
生
。
…
…
妻
西
陽
令
葛
萬
安
女
。〔
陶
弘
景
注
；
萬
安
是
抱
朴
子
第

二
兄
孫
也
〕」。

（
17
）
『
眞
誥
』
卷
一
九
（
一
一
ｂ
―
一
二
ａ
）「
復
有
王
靈
期
者
、
才
思
綺
拔
、
志
規
敷
道
、
見
葛
巢
甫
造
構
靈
寶
、
風
敎
大
行
、
深
所
忿
嫉
、
於

是
詣
許
丞
、
求
受
上
經
。
丞
不
相
允
、
王
凍
露
霜
雪
、
幾
至
性
命
。
許
感
其
誠
到
、
遂
復
授
之
。
王
得
經
欣
躍
、
退
還
尋
究
、
知
至
法
不
可

宣
行
、
要
言
難
以
顯
泄
、
乃
竊
加
損
益
、
盛
其
藻
麗
、
依
王
魏
諸
傳
題
目
、
張
開
造
制
、
以
備
其
錄
、
幷
增
重
詭
信
、
崇
貴
其
道
。
凡
五
十

餘
篇
。
…
…
今
世
中
相
傳
流
布
、
京
師
及
江
東
數
郡
、
略
無
人
不
有
。
但
江
外
尙
未
多
爾
」。

（
18
）
『
抱
朴
子
』
金
丹
篇
「
昔
左
元
放
於
天
柱
山
中
精
思
、
而
神
人
授
之
金
丹
仙
經
。
會
漢
末
亂
、
不
遑
合
作
、
而
避
地
來
渡
江
東
、
志
欲
投
名

山
以
修
斯
道
。
余
從
祖
仙
公
、
又
從
元
放
受
之
。
凡
受
太
淸
丹
經
三
卷
及
九
鼎
丹
經
一
卷
金
液
丹
經
一
卷
。
余
師
鄭
君
者
、
則
余
從
祖
仙
公

之
弟
子
也
。
又
於
從
祖
受
之
、
而
家
貧
無
用
買
藥
。
余
親
事
之
、
灑
掃
積
久
、
乃
於
馬
迹
山
中
立
壇
盟
受
之
、
幷
諸
口
訣
訣
之
不
書
者
。
江

東
先
無
此
書
。
書
出
於
左
元
放
、
元
放
以
授
余
從
祖
、
從
祖
以
授
鄭
君
、
鄭
君
以
授
余
。
故
他
道
士
了
無
知
者
也
」。

（
19
）
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
四
「
太
上
洞
玄
靈
寶
仙
人
請
問
本
行
因
緣
衆
聖
難
經
第
十
五
」
は
、
道
藏
本
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
因
緣
經
』
と

ほ
ぼ
同
じ
內
容
で
あ
る
が
、
若
干
、
文
字
の
相
違
が
あ
る
。
以
下
の
記
述
は
、
道
藏
本
に
よ
る
。

（
20
）
『
洞
玄
靈
寶
千
眞
科
』（
一
ａ
）「
爾
時
太
極
左
仙
公
以
吳
赤
烏
三
年
正
月
一
日
、
登
勞
盛
山
、
精
思
念
道
。
是
日
中
時
、
有
地
仙
道
士
三
十

三
人
、
詣
坐
燒
香
。
儵
爾
之
時
、
乃
有
天
鈞
伎
樂
萬
鍾
樂
作
…
…
」。『
洞
玄
靈
寶
千
眞
科
』
に
つ
い
て
は
、
都
築
晶
子
「
道
觀
に
お
け
る
戒
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律
の
成
立
―『
洞
玄
靈
寶
千
眞
科
』
と
『
四
分
律
刪
繁
補
缺
行
事
鈔
』―
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』、
道
氣
社
、
二
○
○
二

年
）
參
照
。

（
21
）
た
と
え
ば
、『
紫
陽
眞
人
內
傳
』（
五
ａ
―
ｂ
）
な
ど
。
そ
こ
で
も
「
太
極
眞
人
と
友
と
爲
」
る
こ
と
は
「
上
仙
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）
靈
寶
經
に
お
け
る
大
乘
、
あ
る
い
は
、
大
乘
・
小
乘
の
語
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
所
揭
大
淵
書
一
九
一
頁
―
一
九
五
頁
參
照
。

（
23
）
注
（
10
）
所
揭
拙
著
第
一
篇
第
一
章
「『
眞
誥
』
に
つ
い
て
」
三
三
頁
―
五
二
頁
參
照
。

（
24
）
拙
稿
「
六
朝
靈
寶
經
に
見
え
る
本
生
譚
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』、
道
氣
社
、
二
○
○
二
年
）
參
照
。

（
25
）
拙
稿
「
靈
寶
經
と
初
期
江
南
道
敎
―
因
果
應
報
思
想
を
中
心
に
―
」（『
東
方
宗
敎
』
第
九
一
號
、
一
九
九
八
年
）
參
照
。

（
26
）
こ
の
四
人
の
名
を
、
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
四
「
太
上
洞
玄
靈
寶
仙
人
請
問
本
行
因
緣
衆
聖
難
經
第
十
五
」
に
は
「
其
道
微
・
竺
法
開
・

鄭
思
遠
・
張
泰
」
に
作
り
、
法
琳
『
破
邪
論
』
に
引
く
『
仙
人
請
問
衆
聖
難
經
』（
大
正
藏
五
二
、
四
七
七
ｃ
）
に
は
「
釋
道
微
・
竺
法
開
・

張
太
・
鄭
思
遠
」
に
作
る
。

（
27
）
注
（
１
）
所
揭
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
論
文
四
六
六
頁
―
四
六
七
頁
。

（
28
）
こ
の
よ
う
な
記
述
に
、
葛
仙
公
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
靈
寶
經
が
佛
敎
を
包
攝
し
つ
つ
佛
敎
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
意
圖

が
見
ら
れ
る
こ
と
、
注
（
１
）
所
揭
王
承
文
書
四
五
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

（
29
）
「
苞
山
」
を
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
四
は
「
茅
山
」
に
作
る
が
、
道
藏
本
の
ま
ま
で
讀
ん
だ
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
洞
庭
」
や
「
天

王
別
宮
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
太
湖
の
包
山
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
30
）
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
上
（
七
ａ
―
八
ａ
）
「
吳
王
闔
閭
十
有
二
年
孟
春
正
月
、
…
…
包
山
隱
居
爲
使
者
、
號
曰
龍
威
丈
人
、
令
極
洞
室

之
所
深
、
履
洪
穴
之
源
。
…
…
隱
居
於
是
帶
燭
載
火
、
晝
夜
行
邁
、
一
百
七
十
四
日
而
返
。
旣
還
具
說
云
、
不
知
其
所
極
、
隱
居
當
步
行
可

七
千
餘
里
、
忽
遇
群
孔
雜
穴
、
千
徑
百
路
、
沙
道
亂
來
、
俱
會
一
處
。
…
…
於
是
顧
盻
無
人
、
瞻
望
城
傍
、
見
題
門
上
曰
天
后
別
宮
、
題
戶

上
曰
太
陰
之
堂
」。

（
31
）
左
思
「
吳
都
賦
」（『
文
選
』
卷
五
）
に
「
指
包
山
而
爲
期
、
集
洞
庭
而
淹
留
」
と
あ
り
、
そ
の
李
善
注
に
「
王
逸
曰
、
太
湖
在
秣
陵
東
。
湖

中
有
包
山
、
山
中
有
如
石
室
、
俗
謂
洞
庭
」
と
あ
る
。

（
32
）
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
上
（
九
ａ
）「
隱
居
廻
匝
、
相
去
可
四
五
十
里
、
四
面
有
玉
柱
、
爲
揭
題
曰
、
九
泉
洞
庭
之
墟
。
其
閒
植
林
樹
成
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行
、
綠
葉
紫
榮
、
玄
草
白
華
、
皆
不
知
其
名
也
」。

（
33
）
『
眞
誥
』
卷
一
二
（
二
ｂ
―
三
ｂ
）
に
は
、
鮑
靚
に
つ
い
て
、「
靚
所
受
學
、
本
自
薄
淺
、
質
又
撓
滯
、
故
不
得
多
也
」
と
記
し
た
す
ぐ
後

に
、
許
謐
の
七
世
の
祖
許
肇
に
つ
い
て
、「
許
肇
字
子
阿
者
、
有
賑
死
之
仁
、
拯
飢
之
德
、
故
令
雲
蔭
流
後
、
陰
功
垂
澤
。
是
以
今
得
有
好
尙

仙
眞
之
心
者
、
亦
有
由
而
然
也
」
と
讚
え
、
ま
た
そ
の
直
後
に
、
葛
玄
と
左
慈
の
評
價
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
34
）
『
抱
朴
子
』
辨
問
篇
「
靈
寶
經
有
正
機
平
衡
飛
龜
授
袟
凡
三
篇
、
皆
仙
術
也
。
吳
王
伐
石
以
治
宮
室
、
而
於
合
石
之
中
、
得
紫
文
金
億
之
書
、

不
能
讀
之
。
使
使
者
持
以
問
仲
尼
、
…
…
仲
尼
以
視
之
曰
、
此
乃
靈
寶
之
方
、
長
生
之
法
、
禹
之
所
服
、
隱
在
水
邦
、
年
齊
天
地
、
朝
於
紫

庭
者
也
。
禹
將
仙
化
、
封
之
名
山
石
函
之
中
、
乃
今
赤
雀
銜
之
、
殆
天
授
也
」。

（
35
）
注
（
10
）
所
揭
拙
著
第
一
篇
第
二
章
「
方
諸
靑
童
君
を
め
ぐ
っ
て
」
參
照
。

（
36
）
『
神
仙
傳
』
葛
玄
傳
「
又
玄
遊
會
稽
、
有
賈
人
從
中
國
過
神
廟
。
廟
神
使
主
簿
敎
語
賈
人
曰
、
欲
附
一
封
書
與
葛
公
、
可
爲
致
之
。
主
簿
因

以
函
書
鄭
賈
人
船
頭
、
如
釘
著
不
可
取
。
及
逹
會
稽
、
卽
以
報
玄
。
玄
自
取
之
、
卽
得
。
語
弟
子
張
大
言
曰
、
吾
爲
天
子
所
逼
留
、
不
遑
作

大
藥
。
今
當
尸
解
、
八
月
十
三
日
日
中
時
當
發
」。

（
37
）
注
（
10
）
所
揭
拙
著
第
一
篇
第
一
章
「『
眞
誥
』
に
つ
い
て
」
八
九
頁
―
一
○
一
頁
參
照
。

（
38
）
注
（
１
）
所
揭
ボ
ー
ケ
ン
カ
ン
プ
論
文
四
四
八
頁
參
照
。

（
39
）
小
林
正
美
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』（
注
（
１
）
所
揭
）、
同
『
中
國
の
道
敎
』（
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
40
）
注
（
１
）
所
揭
王
承
文
書
第
四
章
「
古
靈
寶
經
對
漢
晉
天
師
道
敎
法
的
整
合
及
其
分
界
」（
特
に
そ
の
第
一
節
「
古
靈
寶
經
中
所
見
的
天
師

張
道
陵
」）。

（
41
）S

tephen
R

.B
okenkam

p
“T

he
S

alvation
ofLaozi:

Im
ages

ofthe
S

age
in

the
Lingbao

S
criptures,the

G
e

X
uan

P
reface,and

the

‘Y
ao

B
oduo

S
tele’of496C

.E
.”

（
李
焯
然
・
陳
萬
成
主
編
『
道
苑
繽
紛
錄
』、
商
務
印
書
館
〔
香
港
〕、
二
○
○
二
年
）pp296-299.

（
42
）S
tephen

R
.B

okenkam
p

“T
he

P
rehistory

ofLaozi:
H

is
P

riorC
areeras

a
W

om
an

in
the

Lingbao
S

criptures”(C
ahierd’E

xtr
êm

e-

A
sie

14,
2004)

で
は
、
な
ぜ
葛
玄
が
（
葛
氏
道
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
以
上
に
）
天
師
道
に
と
っ
て
重
要
な
の
か
疑
問
で
あ
る
と
し
て
、

「
仙
公
系
靈
寶
經
」
は
天
師
道
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
る
小
林
說
に
疑
義
を
提
出
し
て
い
る
。

（
43
）
た
と
え
ば
、『
眞
誥
』
に
は
許
氏
が
祭
酒
の
力
を
借
り
て
病
氣
を
治
そ
う
と
し
た
り
、
冢
注
の
氣
を
解
く
た
め
に
上
章
す
る
と
い
う
よ
う
な
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　　六朝靈寶經に見える葛仙公

記
事
が
見
え
、
一
面
に
お
い
て
は
天
師
道
の
敎
法
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。『
眞
誥
』
卷
八
（
八
ａ
）「
高
齡
反
化

晚
而
祭
酒
弱
、
道
氣
不
交
、
靈
助
無
主
」、
同
・
卷
八
（
八
ｂ
）「
許
長
史
將
欲
理
之
耶
。
若
翻
然
奉
張
諱
道
者
、
我
當
與
其
一
符
、
使
服

之
」、
同
・
卷
一
○
（
一
四
ｂ
）「
今
當
爲
攝
制
冢
注
之
氣
。
爾
旣
小
佳
、
亦
可
上
冢
訟
章
。
我
當
爲
關
奏
之
也
。
於
是
注
氣
絕
矣
」
な
ど
。

（
44
）
『
太
上
洞
玄
靈
寶
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
の
こ
の
部
分
の
記
述
は
、『
無
上
祕
要
』
卷
五
に
「
洞
玄
諸
天
內
音
經
に
出
づ
」
と
し
て
引
用

す
る
文
と
重
な
る
。
麥
谷
邦
夫
「
眞
父
母
考
―
道
敎
に
お
け
る
眞
父
母
の
槪
念
と
孝
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
中
國
中
世
社
會
と

宗
敎
』、
道
氣
社
、
二
○
○
二
年
）
參
照
。

（
45
）
拙
稿
「
靈
寶
經
に
お
け
る
經
典
神
聖
化
の
論
理
―
元
始
舊
經
の
「
開
劫
度
人
」
說
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部
硏
究
論
集
』
一

五
三
〔
哲
學
五
一
〕、
二
○
○
五
年
）
參
照
。

（
46
）
注
（
１
）
所
揭
小
林
書
一
七
二
頁
―
一
七
五
頁
、
注
（
１
）
所
揭
大
淵
書
一
六
五
頁
―
一
七
一
頁
參
照
。

（
47
）
注
（
１
）
所
揭
小
林
書
第
二
編
第
二
章
附
「『
老
子
道
德
經
序
訣
』」
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要

訣
』
の
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、『
老
子
道
德
經
序
訣
』
の
文
と
よ
く
似
て
い
る
。『
老
子
道
德
經
序
訣
』
の
第
四
段
に
は
、「
道
士
鄭
思
遠
曰
、

余
家
師
葛
仙
公
受
太
極
眞
人
徐
來
勒
道
德
經
上
下
棄
。
仙
公
曩
者
所
好
、
加
親
見
眞
人
、
敎
以
口
訣
。
云
、
此
文
、
道
之
祖
宗
也
。
誦
詠
萬

遍
、
夷
心
注
玄
者
、
皆
必
升
仙
。
尤
尊
是
書
、
日
夕
朝
拜
。
朝
拜
願
念
、
具
如
靈
寶
法
矣
。
學
仙
君
子
、
宜
弘
之
焉
」
と
あ
っ
て
、
葛
仙
公

が
太
極
眞
人
徐
來
勒
か
ら
道
德
經
を
受
け
口
訣
を
敎
え
ら
れ
た
こ
と
、
道
德
經
を
靈
寶
の
法
と
同
じ
よ
う
に
朝
拜
す
べ
き
こ
と
が
、
鄭
思
遠

の
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
老
子
道
德
經
序
訣
』
の
テ
キ
ス
ト
と
分
段
は
、
大
淵
忍
爾
「
老
子
道
德
經
序
訣
の
成
立
」、『
道
敎
史

の
硏
究
』
岡
山
大
學
共
濟
會
書
籍
部
、
一
九
六
四
年
に
よ
る
）。『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
の
作
者
（
編
者
）
と
同
じ
立
場

の
人
に
よ
っ
て
、『
老
子
道
德
經
序
訣
』
の
こ
の
文
が
書
か
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
小
林
氏
は
『
老
子
道
德
經
序
訣
』
の
こ
の
文
の

作
者
は
天
師
道
三
洞
派
で
あ
る
と
し
、
天
師
道
三
洞
派
が
葛
氏
道
の
人
々
を
天
師
道
に
歸
信
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
文
を
書
い
た
と
解

釋
し
て
い
る
（
同
書
二
九
二
頁
）
が
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
に
は
捉
え
て
い
な
い
。

（
48
）
大
洞
眞
經
三
十
九
章
が
上
淸
派
の
誦
經
の
た
め
の
中
心
經
典
で
あ
っ
た
こ
と
、
麥
谷
邦
夫
「『
大
洞
眞
經
三
十
九
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
吉
川

忠
夫
編
『
中
國
古
道
敎
史
硏
究
』、
同
朋
舍
出
版
、
一
九
九
二
年
）
參
照
。

（
49
）
大
淵
忍
爾
『
敦
煌
道
經
・
圖
錄
編
』（
注
（
２
）
所
揭
）
八
七
頁
。
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（
50
）
上
淸
經
の
韻
文
の
中
に
、
鬼
魔
の
隱
諱
（
一
般
の
人
々
に
は
知
り
得
な
い
鬼
魔
の
本
名
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
洞
眞
太
上

說
智
慧
消
魔
眞
經
』
な
ど
に
も
見
え
る
。
注
（
10
）
所
揭
拙
著
第
一
篇
第
四
章
「
魔
の
觀
念
と
消
魔
の
思
想
」
二
四
七
頁
―
二
四
九
頁
參
照
。

ま
た
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
の
別
の
箇
所
（
一
九
ｂ
）
に
も
、
洞
眞
經
に
つ
い
て
「
其
山
川
萬
物
名
有
世
上
同
者
、
非

世
之
山
川
萬
物
也
。
皆
自
然
物
、
可
聞
難
辯
」
と
あ
る
。

（
51
）
注
（
１
）
所
揭
王
承
文
書
第
四
章
「
古
靈
寶
經
對
漢
晉
天
師
道
敎
法
的
整
合
及
其
分
界
」、
小
林
正
美
「
靈
寶
齋
法
の
成
立
と
展
開
」（『
東

方
宗
敎
』
第
一
○
三
號
、
二
○
○
四
年
）
參
照
。
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六
朝
後
半
期
に
お
け
る
科
戒
の
成
立

上
淸
經
を
中
心
に

　

都
　
築
　
　
晶
　
子
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
東
晉
末
の
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
江
南
社
會
で
展
開
さ
れ
た
新
し
い
道
敎
運
動
は
、
上
淸
派
と
靈
寶
派
の
二
つ
の
流
れ

を
生
み
だ
し
た
。
南
朝
時
代
に
入
る
と
、
こ
の
新
し
い
道
敎
の
據
點
と
し
て
主
に
山
中
に
道
館
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
南
朝
時

代
の
道
館
の
具
體
像
は
判
然
と
し
な
い
が
、
六
世
紀
初
め
の
茅
山
の
崇
元
館
に
は
常
に
七
、
八
人
の
道
士
が
居
り
、
遠
近
の
男
女
が

集
ま
っ
て
周
圍
數
里
に
十
餘
坊
の
廨
舍
が
建
っ
て
い
た
と
い
う
（『
眞
誥
』
卷
一
一
、
一
五
ｂ
、
陶
弘
景
注
）
。
確
か
な
時
期
は
不
明
だ

が
、
遲
く
と
も
隋
末
唐
初
に
は
、
出
家
し
た
道
士
が
共
住
す
る
新
た
な
形
態
の
道
觀
が
確
立
し
、
道
士
が
一
定
の
規
律
の
も
と
に
行

動
し
、
生
活
を
營
む
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
道
敎
全
體
が
道
館
・
道
觀
を
中
心
に
し
て
組
織
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
漢

末
の
五
斗
米
道
に
起
源
す
る
「
治
」、
在
家
の
道
士
、
あ
る
い
は
山
中
で
孤
立
し
て
修
行
す
る
道
士
な
ど
も
存
在
し
た
。
道
敎
は
い
わ

ば
重
層
的
な
形
で
廣
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
唐
代
で
は
道
觀
が
道
敎
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る（

１
）。
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こ
う
し
た
道
敎
の
動
向
を
背
景
に
、
道
館
・
道
觀
に
共
住
す
る
道
士
を
律
す
る
戒
律
も
ま
た
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

隋
末
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
い
う
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
（
道
藏
七
六
〇
―
一
册
、
以
下
『
科
戒
營
始
』
と
略
す
）
は
、
出

家
し
た
道
士
が
共
住
す
る
道
觀
を
想
定
し
た
戒
律
集
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
三
洞
の

大
經
を
尋
ぬ
る
に
、
率
ね
威
儀
・
科
戒
を
備
う
。
若
し
く
は
道
士
、
若
し
く
は
女
官
、
擧
動
施
爲
、
坐
起
臥
息
、
衣
服
飮
⻝
、
住
止

居
處
は
經
旨
に
具
わ
ら
ざ
る
莫
し
。
其
の
立
觀
度
人
、
造
像
寫
經
、
供
養
禮
拜
、
燒
香
明
燈
、
讀
誦
講
說
、
傳
授
啓
請
、
齋
戒
軌
儀
、

修
行
法
相
は
事
事
に
則
あ
り
」
（
卷
一
、
一
ａ
）
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
道
觀
の
威
儀
・
科
戒
は
、
道
士
の
行
動
や
生
活
す
べ
て
に
わ

た
る
規
範
、
ま
た
道
觀
の
建
築
樣
式
や
祭
祀
・
儀
禮
・
修
道
の
規
則
な
ど
の
廣
範
圍
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
一
體
、
こ
う
し
た
道
觀
の
戒
律
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
經
て
成
立
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
最
近
で
は
、
リ

ビ
ア
・
コ
ー
ン
氏
が
キ
リ
ス
ト
敎
の
修
道
院
お
よ
び
佛
敎
の
僧
院
と
の
比
較
と
い
う
視
點
か
ら
、
隋
唐
時
代
の
道
觀
に
つ
い
て
制
度

化
さ
れ
た
戒
律
集
と
も
い
う
べ
き
『
科
戒
營
始
』
を
題
材
に
し
て
論
じ
て
い
る（

２
）。

こ
の
視
點
は
興
味
深
い
が
、
六
朝
時
代
の
上
淸
派
、

靈
寶
派
の
新
し
い
道
敎
に
固
有
な
道
館
・
道
觀
の
秩
序
形
成
の
論
理
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、

道
觀
の
戒
律
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
な
お
考
察
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
課
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
本
論
で
は
あ
ら
か
じ
め
問
題
を
限
定
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
道
觀
の
戒
律
に
は
『
科
戒
營
始
』

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
上
淸
經
、
靈
寶
經
の
兩
方
の
敎
義
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
成
立
の
過
程
を
辿
る
た
め
に
は
、
上
淸
經
、

靈
寶
經
の
兩
面
か
ら
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
上
淸
經
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い（

３
）。

　
ま
た
、
大
淵
忍
爾
氏
に
よ
れ
ば
、
上
淸
經
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
初
期
の
戒
律
集
と
し
て
、
す
で
に
散
佚
し
た
『
太
眞
科
』、
道

藏
所
收
の
『
太
上
九
眞
明
科
』
（
道
藏
一
〇
五
二
册
、
以
下
『
九
眞
明
科
』
と
略
す
）
、『
太
眞
玉
帝
四
極
明
科
經
』
（
道
藏
七
七
―
八
册
、

以
下
『
四
極
明
科
』
と
略
す
）
が
あ
る（

４
）。『

洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
（
道
藏
一
〇
三
四
―
五
册
、
以
下
、『
太
霄
琅
書
』
と
略
す
）
の
「
太
眞
九

科
」
に
、「
太
上
太
眞
王
、
科
を
制
し
諸
法
を
成
し
、
布
き
て
衆
經
に
在
り
。
或
い
は
前
、
或
い
は
後
、
覽
る
者
別
た
ず
」
（
卷
五
、
六
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ａ
）
、
つ
ま
り
「
科
」
や
「
法
」
は
多
く
の
經
典
の
な
か
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
て
い
て
分
か
り
に
く
い
と
い

う
。『
科
戒
營
始
』
の
冒
頭
に
も
、
三
洞
の
大
經
に
は
「
威
儀
・
科
戒
」
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
が
、「
但
文
字
浩
漫
、
披
按
頓
周
」

文
字
數
が
餘
り
に
多
く
、
し
ら
べ
る
に
は
餘
り
に
廣
範
圍
で
あ
る
た
め
、
樣
々
な
混
亂
や
對
立
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
た
め
「
三
洞

奉
道
科
戒
」
を
編
纂
し
た
と
述
べ
て
い
る（

５
）。

つ
ま
り
、
科
・
法
、
威
儀
・
科
戒
と
い
っ
た
戒
律
は
、
も
と
も
と
經
典
の
記
述
の
な
か

に
紛
れ
込
ん
で
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
淸
經
と
『
太
眞
科
』『
九
眞
明
科
』『
四
極
明
科
』
の
關
係
は
錯
綜
し
て
お

り
、
そ
の
成
立
の
前
後
關
係
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
上
淸
經
に
記
述
さ
れ
て
い
る
戒
律
そ
の
も
の
を
對
象
と
し
た
い
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
上
淸
經
は
在
俗
の
修
道
を
說
い
た
も
の
。
そ
の
規
範
・
規
則
も
在
俗
の
修
道
者
を
對
象
と
し
て
い

る
が
、
そ
の
大
半
は
經
典
の
傳
授
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
傳
授
が
ゆ
る
さ
れ
る
年
限
と
人
數
、
必
ず
師
か
ら
弟
子
に
傳
授
さ
る
べ

き
こ
と
、
傳
授
の
儀
式
と
法
信
、
法
信
の
分
配
、
經
典
の
內
容
を
祕
匿
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
、
違
背
し
た
と
き
の
罰
が
付
さ

れ
て
い
る
。
經
典
の
傳
授
は
道
敎
の
敎
義
の
核
心
に
關
わ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
問
題
は
別
の
機
會
に
讓
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の

他
の
在
俗
の
修
道
者
に
科
せ
ら
れ
た
戒
律
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
道
觀
の
戒
律
は
「
科
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。『
科
戒
營
始
』
は
「
科
に
曰
く
」
と
始
ま
る
條
文
か
ら
構
成
さ
れ
、『
四
極

明
科
』
も
ま
た
同
じ
構
成
に
な
っ
て
い
る
。「
科
」
は
た
と
え
ば
經
典
の
傳
授
を
め
ぐ
る
規
則
を
條
を
立
て
て
述
べ
、
末
尾
に
違
背
し

た
と
き
の
罰
、
そ
れ
も
修
道
者
だ
け
で
な
く
そ
の
祖
先
と
子
孫
に
科
せ
ら
れ
る
生
前
・
死
後
の
罰
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
科
」

と
は
禁
忌
に
違
背
し
た
と
き
の
罰
則
規
定
に
ほ
か
な
ら
ず
、
世
俗
の
「
科
」
が
法
律
の
條
を
い
い
、
あ
る
い
は
法
律
に
背
い
た
刑
罰

を
科
す
こ
と
を
い
う
の
と
共
通
し
て
い
る（

６
）。

も
っ
と
も
、『
九
眞
明
科
』
に
「
科
は
以
て
罪
を
禁
ず
。
科
を
見
て
改
む
る
を
知
り
、
改

む
る
を
知
れ
ば
則
ち
天
地
に
虧
く
る
こ
と
な
し
云
々
」
（
一
九
ａ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
科
は
單
に
罰
則
だ
け
で
な
く
、
規
範
と
し
て
の

意
義
も
付
與
さ
れ
て
い
る
。

　
一
體
、
こ
の
「
科
」
は
上
述
し
て
き
た
よ
う
に
威
儀
、
科
戒
、
科
、
法
、
こ
の
他
に
も
科
禁
、
經
戒
、
儀
範
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
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表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、『
科
戒
營
始
』
の
序
文
に
「
指
修
・
時
要
凡
そ
五
百
十
二
條
、
儀
範
八
章
、
分
ち
て
三
卷
と
爲
す
」
（
卷

一
、
一
ｂ
）
と
あ
り
、
祭
祀
・
儀
禮
の
次
第
を
述
べ
た
八
章
（
誦
經
、
講
經
、
法
次
、
法
服
圖
、
常
朝
、
中
齋
、
中
會
、
度
人
の
各
儀
）
は

「
儀
範
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
「
登
壇
入
靜
、
各
お
の
威
儀
を
異
に
す
」
（
卷
一
、
一
ａ
）
と
い
う
よ
う
に
、
祭
祀
・
儀
禮
を
「
威

儀
」
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、「
凡
そ
道
士
・
女
官
の
綱
紀
た
る
者
は
、
須
く
法
に
依
り
て
奉
行
し
、
勤
め
て
科
戒
を
宣
し
て

徒
衆
に
敎
示
す
べ
し
」
（
卷
二
、
一
四
ｂ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
科
戒
は
綱
紀
に
關
わ
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て

く
る
な
ら
ば
、『
科
戒
營
始
』
は
科
戒
と
儀
範
・
威
儀
を
な
お
曖
昧
で
あ
る
に
せ
よ
區
別
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
關
心
は

祭
祀
・
儀
禮
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
士
の
生
活
に
關
わ
る
規
範
に
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
上
淸
經
お
よ
び
道
觀
の
戒
律
を
「
科
戒
」
と

よ
ん
で
お
き
た
い（

７
）。

　　
　
　
一
　
修
道
の
空
閒
と
科
戒

　　
　
（
１
）
修
道
の
空
閒

　
そ
れ
で
は
、
上
淸
經
に
お
け
る
修
道
の
空
閒
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
科

戒
と
道
觀
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
、
上
淸
經
の
科
戒
も
ま
た
そ
の
修
道
の
空
閒
と
切
り
離
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
上
淸
經
の
修
道
す
る
場
は
、
槪
ね
次
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

屋
―
密
屋

堂
―
齋
堂

齋
―
齋
中
、
齋
室
、
齋
堂

房
―
房
、
寢
房
、
別
房
、
密
房
、
幽
房
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室
―
室
、
密
室
、
靜
室
、
別
室
、
隱
靜
別
室
、
別
室
寂
處
、
冥
室
、
寂
室
、
幽
室
、
正
室
、
曲
室
、
閑
室
、
齋
室
、
室
中
所
臥
潔

　
　
處
、
所
住
室
內
、
寢
室
、
寢
靜
之
室
、
寢
靜
之
室
牀
上

寢
―
寢
房
、
寢
室
、
寢
室
牀
上
、
寢
牀
、
寢
床
、
寢
靜
之
室
、
寢
靜
之
室
牀
上
、
寢
處
、
別
寢

そ
の
他
―
別
靜
、
中
庭
、
隱
寂
之
地
、
所
坐
臥
席
、
別
處
、
隱
靜
別
處

　
　
＊
た
と
え
ば
「
寢
室
」
は
寢
と
室
の
兩
方
に
分
類
し
て
お
り
、
一
部
重
複
す
る
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
山
居
に
つ
い
て
は
省
略
し
た
。

　
一
般
に
は
、
家
屋
の
前
面
に
あ
る
の
が
「
堂
」、
そ
の
奧
に
あ
る
の
が
「
室
」、
そ
の
兩
傍
に
あ
る
の
が
「
房
」
で
あ
る
が
、
室
と

房
と
は
明
確
な
區
分
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

８
）。

た
だ
し
、
室
・
房
は
日
常
の
空
閒
で
あ
り
、「
別
室
」「
別
房
」
の
よ
う
に
日
常
の

室
・
房
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
「
靜
室
」
の
よ
う
に
日
常
の
空
閒
か
ら
離
れ
た
別
棟
と
し
て
設
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る（
９
）。『

洞
眞
太
上
飛
行
羽
經
九
眞
昇
玄
上
記
』
（
道
藏
一
〇
三
三
册
、
以
下
、『
九
眞
昇
玄
上
記
』
と
略
す
）
に
「
密
房
・
曲
室
」
（
五
ａ
）

と
あ
る
よ
う
に
密
閉
さ
れ
た
空
閒
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
寂
・
閑
・
幽
・
冥
と
冠
せ
ら
れ
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
し
た
空
閒
で
あ
ろ
う
。

「
寢
」
は
「
牀
」
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
寢
室
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
「
寢
靜
」
が
靜
室
を
指
す
よ
う
に（

10
）、

寢
牀

を
備
え
た
別
室
、
別
房
な
ど
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。「
齋
堂
」
「
齋
室
」
「
齋
中
」
は
、
上
淸
經
の
な
か
で
は
わ
ず
か
し
か
用
い

ら
れ
て
い
な
い
が（

11
）、「

齋
堂
」
と
い
う
表
現
は
靈
寶
經
に
散
見
し
て
お
り
、
も
と
も
と
靈
寶
經
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
茅
山
の
陶
弘
景
は
鬱
崗
山
に
「
鬱
崗
齋
室
」
を
築
き
、
そ
の
弟
子
・
周
子
良
の
姨
母
の
廨
舍
に
は
「
齋
堂
」
が
設
け
ら
れ
、
上
淸

經
で
も
か
な
り
遲
れ
て
成
立
し
た
『
太
霄
琅
書
』
で
は
「
齋
堂
」
の
建
立
を
說
い
て
お
り（

12
）、「

齋
」
は
や
や
遲
れ
て
上
淸
派
の
閒
で
も

重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
た
と
え
ば
『
洞
眞
上
淸
靑
要
紫
書
金
根
衆
經
』
（
道
藏
一
〇
二
六
―
七
册
、
以
下
『
靑
要
紫
書
金
根
衆
經
』
と
略
す
）
で
は
、

修
道
の
場
は
、
室
、
靜
室
、
寂
室
、
別
室
、
別
室
寂
處
、
房
、
別
房
、
寢
房
、
中
庭
、
隱
寂
之
地
な
ど
と
多
樣
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、

室
、
房
、
寢
は
相
互
に
置
換
で
き
る
空
閒
で
あ
っ
た
。
陸
修
靜
の
『
陸
先
生
道
門
科
略
』
に
は
信
徒
の
家
に
靜
室
を
付
設
す
る
こ
と
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を
述
べ
、
ま
た
『
眞
誥
』
の
舞
臺
と
な
っ
た
丹
陽
句
容
の
許
氏
の
家
に
は
靜
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
修
道
者
の
家
に
は
嚴

格
に
靜
室
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
靜
室
に
相
當
す
る
室
や
房
で
あ
れ
ば
轉
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味

で
、
修
道
の
場
を
靜
室
と
よ
ん
で
お
き
た
い
。
こ
の
靜
室
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
氏
の
詳
細
な
硏
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち

入
ら
な
い（

13
）。

た
だ
、
靜
室
は
淸
淨
な
、
陸
修
靜
に
よ
れ
ば
「
常
に
神
の
居
る
が
若
く
し
」、
陶
弘
景
に
よ
れ
ば
「
神
光
靈
炁
の
室
宇
に

見
ゆ
る
あ
り（

14
）」

と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
神
の
顯
現
す
る
空
閒
で
あ
っ
た
こ
と
を
强
調
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
靜
室
に
お
け
る
修
道
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
た
と
え
ば
『
上
淸
太
上

帝
君
九
眞
中
經
』
（
道
藏
一
〇
四
二
册
、
以
下
『
九
眞
中
經
』
と
略
す
）
に
、「
存
奔
日
月
道
」
を
說
明
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

靜
室
に
隱
止
す
る
を
得
ん
と
欲
す
る
は
、
唯
だ
日
月
の
始
め
て
暉
く
處
を
見
せ
し
め
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
人
事
を
絕
た
ず
、
外

物
と
相
い
干
す
が
若
き
者
は
、
此
の
道
を
行
う
を
得
ざ
る
な
り
。
（
卷
下
、
五
ｂ
）

　
こ
の
よ
う
な
文
言
は
、
上
淸
經
に
繰
り
返
し
現
れ
る
。
た
と
え
ば
『
靑
要
紫
書
金
根
衆
經
』
に
、「
上
淸
玉
霞
紫
暎
內
觀
上
法
」
に

つ
い
て
「
凡
そ
此
の
道
を
行
う
は
、
未
だ
至
ら
ざ
る
こ
と
三
日
、
皆
な
蘭
香
を
沐
浴
し
、
別
房
に
淸
齋
し
、
人
事
に
交
わ
ら
ず
、
眞

靈
を
靜
思
し
、
霄
晨
に
對
景
す
」
（
卷
上
、
九
ｂ
）
、
ま
た
『
洞
眞
太
一
帝
君
太
丹
隱
書
洞
眞
玄
經
』
（
道
藏
一
〇
三
〇
册
、
以
下
、『
太

丹
隱
書
』
と
略
す
）
に
、「
子
、
當
に
淸
潔
齋
淨
し
、
外
事
を
斷
絕
し
…
…
五
香
を
沐
浴
し
、
別
靜
一
室
に
、
左
右
に
燒
香
し
、
以
て
眞

炁
を
期
す
べ
し
」
（
六
ａ
―
ｂ
）
と
。
靜
室
で
の
修
道
で
は
ま
ず
齋
戒
沐
浴
し
、「
不
交
人
事
」「
斷
絕
外
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
俗

の
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
と
の
接
觸
を
斷
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

15
）。

　
も
っ
と
も
、『
九
眞
昇
玄
上
記
』
に
、
世
俗
に
あ
っ
て
「
眞
法
」
を
修
め
る
日
付
け
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
も
し
山
林
に
棲

ん
で
「
人
事
を
內
外
に
斷
ち
、
粒
⻝
を
割
き
て
以
て
腸
を
淸
め
、
接
手
し
て
心
を
正
し
、
合
手
し
て
晨
を
含
め
ば
、
皆
な
當
に
日
日

に
施
行
し
、
自
ず
か
ら
本
經
の
如
か
る
べ
し
」、
だ
が
、「
今
の
書
く
所
（
日
付
け
）
は
、
蓋
し
人
閒
は
事
多
く
、
日
日
淸
閑
に
し
て
以

て
こ
れ
を
行
う
を
得
ざ
れ
ば
な
り
」
（
一
二
ｂ
―
一
三
ａ
）
と
い
う
。
山
居
す
れ
ば
「
斷
人
事
於
內
外
」、
日
々
修
道
で
き
る
が
、
世
俗
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に
あ
っ
て
は
「
人
閒
多
事
」、
日
々
修
道
に
專
念
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（

16
）。

　
ま
た
、
修
道
す
る
姿
は
人
に
見
せ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
步
綱
の
術
を
行
う
の
に
「
皆
な
人
に
見
せ
て
事
を
行
う
を
好

ま
ざ
る
な
り
」
（『
洞
眞
上
淸
太
微
帝
君
步
天
綱
飛
地
紀
金
億
玉
字
上
經
』
九
ａ
、
道
藏
一
〇
二
七
册
、
以
下
、『
金
億
玉
字
上
經
』
と
略
す
）
、

ま
た
存
思
す
る
の
に
、「
要
は
密
房
・
曲
室
に
在
り
て
、
其
の
存
思
す
る
を
見
る
こ
と
有
ら
し
む
る
勿
き
を
言
う
な
り
」
（『
九
眞
昇
玄

上
記
』
五
ａ
―
ｂ
）
。
修
道
す
る
姿
を
見
せ
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
、『
九
眞
昇
玄
上
記
』
で
は
續
け
て
「
爾
る
所
以
は
、
存
思
の
時
、

玉
童
・
玉
女
、
將
に
側
に
在
り
て
焉
を
鑒
ん
と
す
」
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
『
上
淸
瓊
宮
靈
飛
六
甲
左
右
上
符
』
（
道
藏
三
七

册
、
以
下
、『
六
甲
左
右
上
符
』
と
略
す
）
に
、
こ
う
說
明
し
て
い
る
。

初
め
存
思
の
時
、
當
に
平
坐
し
て
、
膝
上
に
按
手
す
べ
し
。
人
を
し
て
見
せ
し
む
る
こ
と
勿
か
れ
。
見
せ
れ
ば
則
ち
眞
光
は
一

な
ら
ず
、
思
慮
は
蕩
散
す
。
念
念
は
心
に
在
り
、
他
想
す
る
を
得
ず
。
當
に
須
く
こ
れ
を
愼
む
べ
し
。
（
三
ａ
）

　
人
に
見
ら
れ
れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
氣
が
散
っ
て
ひ
た
す
ら
存
思
に
集
中
で
き
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
修
道
は
靜
室
な
ど
の
閉
ざ
さ
れ
た
、
孤
立
し
た
空
閒
で
行
い
、
必
ず
齋
戒
沐
浴
し
、
世
俗
と
の
關
わ
り
を
斷
ち
、

人
々
に
修
道
す
る
姿
を
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
上
淸
經
の
說
く
修
道
の
禁
忌
は
、
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。

　
　
（
２
）
滑
穢
の
禁
忌

⻝
物
・
血
・
死
・
性

　
『
洞
眞
太
上
紫
度
炎
光
神
元
變
經
』
（
道
藏
一
〇
三
〇
册
、
以
下
、『
紫
度
炎
光
神
元
變
經
』
と
略
す
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

若
し
未
だ
能
く
隱
處
し
て
遠
く
山
林
に
よ託
ら
ざ
れ
ば
、
故
よ
り
人
中
に
在
り
て
、
燈
を
別
室
に
安
ん
ず
。
異
炁
の
人
を
し
て
滑

を
履
み
穢
を
冒
さ
し
む
る
を
得
ず
。
神
眞
に
干
忓
す
れ
ば
、
則
ち
靈
光
は
現
れ
ず
。
（
二
三
ｂ
）

　
山
居
で
き
な
け
れ
ば
、
俗
世
に
在
っ
て
「
別
室
」
に
燈
明
を
と
も
す
。
別
室
で
は
「
異
炁
の
人
」
に
滑
穢
を
犯
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
神
々
と
眞
人
に
悖
る
こ
と
に
な
り
、
靈
光
は
現
れ
な
い
と
い
う
。
こ
の
滑
穢
の
禁
忌
は
、
經
典
の
傳
授
を
め
ぐ
る
科
戒
に
次
い

で
、
上
淸
經
に
繰
り
返
し
說
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
禁
忌
に
違
背
す
る
と
仙
道
が
成
就
し
な
い
こ
と
を
い
う
が
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
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上
淸
經
が
罰
を
科
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
滑
穢
の
禁
忌
が
上
淸
經
に
お
い
て
「
科
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か

ど
う
か
な
お
曖
昧
だ
が
、『
太
眞
科
』『
九
眞
明
科
』『
四
極
明
科
』
で
は
明
確
に
「
科
」
と
み
な
し
て
複
數
の
條
文
を
立
て
て
お
り
、

違
背
し
た
と
き
の
罰
も
科
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
淸
經
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
單
な
る
禁
忌
だ
っ
た
も
の
が
、
科
戒
の

書
で
は
「
科
」
と
し
て
體
系
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
滑
穢
の
禁
忌
に
つ
い
て
、
も
う
し
ば
ら
く
み
て
い
こ
う
。
た
と
え
ば
、『
洞
眞
太
上
八
素
眞
經
服
⻝
日
月
皇
華
訣
』
（
道
藏
一

〇
二
八
册
）
に
「
此
の
道
を
行
う
は
、
滑
穢
を
愼
む
。
五
葷
を
⻝
ら
う
こ
と
勿
れ
。
五
藏
を
し
て
淸
香
た
ら
し
む
れ
ば
、
必
ず
眞
靈
を

納
む
る
な
り
」
（
六
ａ
）
、『
九
眞
中
經
』
の
「
太
一
玄
水
雲
華
漿
法
」
に
「
服
藥
の
後
、
死
屍
・
臭
血
を
見
、
五
辛
及
び
一
切
の
肉
を

⻝
ら
う
を
禁
ず
」
（
卷
下
、
二
二
ｂ
）
、『
太
上
三
天
正
法
經
』
（
道
藏
八
七
六
册
、
以
下
『
三
天
正
法
經
』
と
略
す
）
に
「
凡
そ
三
天
正
法

を
受
く
る
に
、
妄
り
に
滑
穢
に
入
り
、
哭
泣
悲
淚
し
、
死
喪
を
弔
問
す
る
を
得
ず
」
（
九
ａ)

、『
六
甲
左
右
上
符
』
に
「
旣
に
六
十
玉

女
符
を
服
せ
ば
、
…
…
滑
穢
に
し
て
死
喪
の
家
を
經
る
を
忌
む
。
…
…
五
辛
及
び
六
畜
の
肉
を
⻝
ら
う
を
禁
ず
。
及
び
婦
人
に
接
近

す
る
は
尤
も
こ
れ
を
禁
ず
る
こ
と
甚
だ
し
」
（
二
一
ａ
）
等
々
、
上
淸
經
に
說
く
滑
穢
の
禁
忌
は
枚
擧
に
暇
な
い
。
つ
ま
り
、「
行
此

之
道
」「
服
藥
後
」「
服
六
十
玉
女
符
」
な
ど
の
修
道
の
途
中
で
は
、
五
葷
・
五
辛
、
六
畜
の
肉
な
ど
の
⻝
物
、
哭
泣
・
死
屍
・
弔
問
な

ど
死
に
關
わ
る
事
柄
、
そ
し
て
臭
血
は
、
滑
穢
と
し
て
禁
ぜ
ら
れ
、
ま
た
性
も
禁
忌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
少
し
詳
し
く
立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
⻝
物
で
は
上
述
し
た
五
葷
・
五
辛
、
六
畜
の
肉
の
他
、
生
魚
・
犬
肉
・
生
菜
（『
上
淸
九

眞
中
經
內
訣
』
二
ａ
、
道
藏
五
八
九
册
）
、
含
血
の
肉
（『
上
淸
玉
帝
七
聖
玄
紀
廻
天
九
霄
經
』
三
一
ａ
、
道
藏
一
〇
四
三
册
、
以
下
、『
九
霄
經
』

と
略
す
）
、
生
血
、
葫
蒜
（『
皇
天
上
淸
金
闕
帝
君
靈
書
紫
文
上
經
』
一
四
ａ
、
道
藏
三
四
二
册
、
以
下
、『
靈
書
紫
文
上
經
』
と
略
す
）
、
と
き

に
酒
（『
上
淸
九
眞
中
經
內
訣
』
二
ａ
）
な
ど
が
禁
忌
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
く
に
死
の
禁
忌
は
嚴
重
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
上
淸
太
上
黃
素
四
十
四
方
經
』
（
道
藏
一
〇
四
三
册
、
以
下
、『
黃
素
四
十
四
方

經
』
と
略
す
）
に
こ
う
述
べ
る
。
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凡
そ
太
一
の
事
を
修
め
、
及
び
上
法
存
神
の
道
を
行
う
は
、
愼
み
て
尸
マ
マ反
・
血
穢
の
物
を
見
る
べ
か
ら
ず
。
一
死
尸
を
見
れ
ば
則

ち
一
年
、
事
を
行
う
を
得
ず
。
…
…
若
し
マ

マ
一
年
の
尸
を
見
る
と
き者
は
、
則
ち
功
を
罰
し
事
を
斷
ず
る
こ
と
各
お
の
三
年
な
り
。
若

し
二
十
四
尸
を
遇
見
す
る
者
は
、
皆
な
復
た
太
一
を
修
め
仙
を
求
む
る
を
得
ざ
る
な
り
。
（
九
ｂ
）

　
ま
た
『
太
丹
隱
書
』。「
太
一
の
道
」
は
血
腥
・
音
臊
・
滑
穢
の
炁
、
泣
涕
・
哭
聲
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
四
十
九
尸

を
見
れ
ば
長
生
き
で
き
ず
に
修
道
半
ば
で
絕
命
し
、
二
十
四
尸
を
見
れ
ば
死
後
「
太
陰
」
を
經
て
よ
う
や
く
仙
と
な
る
と
（
六
ｂ
―
七

ａ
）
。
死
骸
を
見
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
死
に
關
わ
る
こ
と
を
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
も
い
う
。『
黃
素
四
十
四
方
經
』
に
、
道
士

は
「
生
を
學
ぶ
の
法
」
を
受
け
た
ら
「
稱
し
て
死
事
に
及
ぶ
を
得
ず
」
（
八
ｂ
）
と
。

　
こ
う
し
た
滑
穢
を
禁
忌
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、『
靈
書
紫
文
上
經
』
で
は
、
生
血
、
葷
菜
、
葫
蒜
の
皮
葉
や
六
畜
の

毛
を
燒
く
こ
と
を
禁
忌
と
し
、「
皆
な
胎
氣
を
伐
亂
し
、
臭
い
は
嬰
神
を
傷
む
」
（
一
四
ａ
）
、
つ
ま
り
そ
の
臭
氣
が
胎
氣
・
嬰
神
を
傷

め
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
も
そ
も
「
謂
穢
氣
爲
臭
也
」
（『
尙
書
』
盤
庚
中
、
孔
穎
逹
疏
）
と
い
う
よ
う
に
、
穢
氣
は
臭
い
で
あ
っ

た
。
ま
た
『
太
丹
隱
書
』
で
は
、
泣
涕
・
哭
聲
は
太
一
帝
君
を
悲
擾
・
凝
結
さ
せ
、
こ
の
た
め
身
體
中
の
「
九
炁
」「
三
一
」
が
滯
っ

て
「
生
炁
泄
出
、
而
故
炁
運
入
」
し
、
や
が
て
は
死
に
至
る
。「
是
を
以
て
眞
人
は
哭
音
を
謂
い
て
死
絕
の
聲
と
爲
し
、
泣
涕
を
謂
い

て
漏
精
の
津
と
爲
す
」
と
。
さ
ら
に
、
死
骸
を
見
れ
ば
そ
れ
が
目
に
燒
き
付
い
て
人
の
思
い
に
ま
と
わ
り
つ
き
、「
絳
宮
」
に
刻
ま
れ

て
忘
れ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
だ
と
も
い
う（

17
）。

ま
た
性
の
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
九
眞
明
科
』
に
「
凡
そ
學
者
の
上
淸
寶
經
・

三
洞
祕
文
を
受
く
る
は
、
婦
人
を
帶
近
し
て
陰
陽
の
事
を
行
な
う
を
得
ず
。
皆
な
眞
氣
を
混
淬
す
」
（
一
〇
ａ
）
、
つ
ま
り
陰
陽
の
事

が
「
眞
氣
」
を
濁
ら
せ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
滑
穢
を
禁
忌
と
す
る
理
由
は
經
典
に
よ
っ
て
表
現
が
異
な
る
が
、
お
お
よ
そ
滑

穢
が
修
道
者
の
身
體
中
の
神
あ
る
い
は
氣
を
傷
め
る
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
大
過
あ
る
ま
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
衣
服
、
頭
巾
、
履
物
、
寢
具
な
ど
じ
か
に
身
に
つ
け
る
も
の
を
め
ぐ
る
禁
忌
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
滑
穢
の
禁
忌
と

い
っ
て
よ
い
が
、
上
述
し
て
き
た
禁
忌
と
は
や
や
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
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（
３
）
滑
穢
の
禁
忌

衣
服
・
頭
巾
・
履
物
・
寢
具

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
衣
服
は
淸
潔
に
保
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。『
九
眞
中
經
』
に
、「
履
屣
の
類
は
常
に
新
鮮
た
ら
し
め
、
巾
褐
・

衣
服
は
常
に
淨
潔
た
ら
し
め
よ
」
（
卷
上
、
一
五
ｂ
）
と
い
い
、
ま
た
こ
う
說
明
す
る
。「
七
魄
の
餘
氣
」「
三
魂
の
餘
神
」
が
そ
れ
ぞ

れ
「
龍
虎
」
と
「
五
靈
之
雲
」
に
姿
を
變
え
て
履
物
の
下
や
頭
巾
の
中
に
宿
り
、
人
を
守
っ
て
い
る
。「
履
屣
の
下
、
土
あ
ら
し
め
ざ

る
は
糞
壤
の
氣
を
忌
め
ば
な
り
。
衣
服
の
內
外
、
垢
穢
あ
ら
し
め
ざ
る
は
洿
慢
の
薰
を
忌
め
ば
な
り
」
（
卷
下
、
一
ｂ
―
二
ａ
）
。
身

に
つ
け
る
衣
服
、
頭
巾
、
履
物
を
常
に
淸
潔
に
保
つ
の
は
、
修
道
者
が
身
體
中
に
神
を
宿
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
衣
服
、
頭
巾
、
履
物
な
ど
の
貸
借
も
ま
た
禁
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
太
丹
隱
書
』。

太
一
を
存
す
る
はな
ん
じ兆の
形
と
正
に
同
じ
う
す
。
衣
服
も
亦
た
同
じ
き
な
り
。
是
を
以
て
兆
の
身
、
常
に
當
に
齋
潔
し
て
修
盛
し
、

以
て
太
一
に
會
景
す
る
を
求
む
べ
き
な
り
。
衣
服
・
巾
物
は
、
一
に
不
同
炁
者
に
假
借
す
る
を
得
ず
。
（
二
一
ｂ
）

　
ま
た
、『
三
天
正
法
經
』
に
は
こ
う
述
べ
る
。

凡
そ
三
天
正
法
を
受
く
る
は
、
妄
り
に
陰
家
と
牀
を
共
に
し
て
坐
起
し
、
及
び
外
炁
不
同
之
人
の
共
に
衣
服
を
著
け
、
及
び
被

を
同
じ
く
し
て
臥
息
し
、
屐
履
の
屬
の
更
に
相
い
交
關
す
る
を
得
ず
。
（
九
ａ
―
ｂ
）

　
上
淸
經
に
は
、
衣
服
、
頭
巾
、
履
物
、
さ
ら
に
寢
具
な
ど
を
人
と
貸
借
し
た
り
、
共
有
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
の
よ
う
な
文
言
が

散
見
す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
身
に
ま
と
う
も
の
を
貸
借
・
共
有
し
て
は
な
ら
な
い
人
々
を
指
し
て
「
不
同
炁
者
」「
外
炁

不
同
之
人
」
と
よ
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
九
眞
昇
玄
上
記
』
に
「
又
た
喪
を
弔
い
尸
に
臨
み
、
穢
を
經
、
邪
に
つ
か淹
る
べ
か
ら
ず
。

衣
被
・
巾
履
は
一
切
錯
越
し
て
以
て
非
類
に
假
借
す
る
こ
と
勿
れ
」
と
說
き
、
こ
の
「
類
」
と
は
「
同
志
契
者
」
を
い
う
と
あ
る（

18
）（

五

ｂ
）
。
續
け
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

我
が
同
好
に
非
ざ
れ
ば
、
與
に
席
を
同
じ
う
し
て
坐
せ
ず
。
我
が
同
盟
に
非
ざ
れ
ば
、
與
に
牢
を
同
じ
う
し
て
⻝
ら
わ
ず
。
道
俗

は
以
て
殊
に
す
。
六
天
を
崇
奉
し
及
び
山
川
の
魔
神
に
事
う
る
者
あ
れ
ば
、
其
の
室
に
居
ら
ず
、
其
の
饌
を
饗
け
ず
、
其
の
衣
を
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著
く
る
こ
と
勿
れ
、
其
の
巾
を
冠
る
こ
と
勿
れ
。
蓋
し
其
の
尸
穢
の
下
氣
を
避
け
、
其
の
邪
風
の
往
來
を
遏
む
る
な
り
。（
五
ｂ
）

　
同
志
契
者
、
同
好
、
同
盟
は
修
道
者
仲
閒
。
そ
れ
以
外
の
者
を
指
す
「
不
同
炁
者
」、「
外
炁
不
同
之
人
」、「
非
類
」
と
い
う
表
現

は
上
淸
經
に
繰
り
返
し
現
れ
、
こ
の
他
に
も
「
異
炁
之
人
」
（『
紫
度
炎
光
神
元
變
經
』
二
三
ｂ
）
、「
不
同
志
之
人
」、「
非
己
之
炁
」

（『
黃
素
四
十
四
方
經
』
八
ａ
、
一
〇
ａ
）
等
々
と
よ
ん
で
い
る
。
一
方
、
修
道
者
仲
閒
に
つ
い
て
『
上
淸
太
上
九
眞
中
經
絳
生
神
丹
訣
』

（
道
藏
一
〇
四
二
册
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

諸
思
七
元
存
九
晨
之
道
、
寢
る
所
の
牀
席
は
、
他
人
と
同
に
止
ま
ら
ず
、
衣
服
も
亦
た
然
り
。
男
女
の
席
を
同
じ
う
し
て
や
す息
む

者
は
、
罪
を
北
玄
の
籍
に
つ
ら列
ぬ
。
汙
穢
を
犯
す
が
若
き
者
は
、
殃
注
を
地
獄
に
招
く
な
り
。
師
友
同
氣
は
相
い
雜
り
て
止
ま
る

も
、
犯
と
爲
さ
ざ
る
な
り
。
（
六
ａ
）

　
と
す
れ
ば
、「
師
友
同
氣
」
で
あ
れ
ば
、
寢
具
や
衣
服
を
と
も
に
し
て
よ
く
、
た
と
え
男
女
が
同
席
し
て
も
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。『
四
極
明
科
』
に
も
、「
入
室
誦
經
」
は
「
若
し
男
女
の
同
學
な
る
あ
れ
ば
、
亦
た
室
を
同
じ
う
す
る
を
得
。

但
、
男
女
は
牀
を
異
に
」
せ
よ
と
い
う
（
卷
四
、
一
〇
ｂ
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
修
道
者
仲
閒
を
同
氣
、
そ
れ
以
外
の
者
を
異
氣
と
、「
氣
」
に
よ
っ
て
區
別
す
る
背
景
に
は
、
上
淸
經
の
氣
を
根
本

と
す
る
敎
義
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
世
人
多
く
穢
炁
に
混
わ
る
」
（『
洞
眞
上
淸
神
州
七
轉
七
變
舞
天
經
』
二
八
ｂ
、
道
藏

一
〇
三
〇
册
）
の
で
あ
っ
て
、
異
炁
之
人
、
不
同
炁
者
、
外
炁
不
同
之
人
、
非
己
之
炁
は
こ
の
穢
炁
に
ま
み
れ
た
世
俗
の
人
で
あ
り
、

と
き
と
し
て
『
九
眞
昇
玄
上
記
』
の
い
う
よ
う
な
邪
敎
の
信
徒
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
先
述
し
た
『
太
丹
隱
書
』
に
い
う
よ
う
に
、

修
道
は
身
體
を
神
と
一
體
化
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
衣
服
は
こ
の
身
體
に
等
し
い
。
常
に
身
體
を
淸
潔
に
し
て
裝
い
を
整
え
て
お

く
だ
け
で
な
く
、
じ
か
に
身
に
ま
と
う
衣
服
、
頭
巾
、
さ
ら
に
は
履
物
、
寢
具
も
ま
た
不
同
炁
者
と
貸
借
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
も
し
そ
の
穢
氣
が
付
着
す
れ
ば
、
身
體
中
の
神
を
傷
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
一
方
、「
同
氣
」
で
あ
れ
ば
こ
の
禁
忌
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
淸
經
で
は
閉
ざ
さ
れ
た
、
孤
立
し
た
修
道
を
說
い
た
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が
、「
同
氣
」
で
あ
れ
ば
共
に
修
道
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
五
世
紀
初
め
、
陶
弘
景
は
弟
子
を
率
い
て
茅

山
に
道
館
を
築
く
が
、
こ
の
師
弟
の
共
同
體
は
「
山
中
同
炁
」
と
よ
ば
れ
て
い
る（

19
）。

同
氣
で
あ
れ
ば
、
共
住
も
ま
た
可
能
と
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
滑
穢
の
禁
忌
は
、
上
淸
經
の
敎
義
、
つ
ま
り
存
思
に
よ
る
神
と
の
一
體
化
、
あ
る
い
は
氣
を

根
本
に
据
え
た
敎
義
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
時
代
は
下
る
が
『
科
戒
營
始
』
卷
三
「
法
服
品
」
に
「
凡
そ
道
士
・
女
官
、
體
は

經
戒
・
符
籙
を
佩
び
、
天
書
は
身
に
在
り
、
眞
人
は
形
に
附
し
、
道
氣
は
營
衞
し
、
仙
靈
は
依
託
す
」
（
八
ａ
）
と
端
的
に
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
修
道
者
の
身
體
は
尊
い
經
典
、
眞
人
、
道
氣
、
仙
靈
が
纏
わ
っ
て
い
た
。「
身
、
滑
穢
を
履
み
て
、
形
影
香
ら
ず
、
內
に

淸
虛
な
く
、
外
に
蘭
芳
な
く
ん
ば
、
道
は
眞
を
降
さ
ず
、
神
は
房
に
居
ら
ず
云
々
」
（『
九
霄
經
』
三
一
ａ
）
、
つ
ま
り
身
體
に
滑
穢
を

付
着
さ
せ
れ
ば
、
道
、
眞
、
神
、
氣
と
の
一
體
化
は
不
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
滑
穢
の
禁
忌
は
、
た
と
え
ば
先
述
し
た
『
九
眞

中
經
』
に
「
常
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
齋
戒
の
よ
う
な
一
定
の
期
閒
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
修
道
者
の
日
常
的
、
恆
常
的
な
規
範
と
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
世
俗
で
の
暮
ら
し
は
常
に
滑
穢
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
上
淸
經
に
は
そ
れ
を
祓
う
方
法
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
靑

要
紫
書
金
根
衆
經
』
に
は
、「
兆
の
身
、
父
母
・
伯
叔
・
兄
弟
、
世
上
に
死
亡
し
、
兆
の
身
、
未
だ
絕
跡
す
る
を
得
ず
、
故
よ
り
人
中

に
在
り
て
身
ず
か
ら
死
穢
を
履
む
者
」
（
卷
上
、
二
〇
ｂ
）
に
對
し
て
、
そ
の
死
穢
を
祓
う
方
法
を
傳
授
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
上
淸
經
で
は
山
居
し
て
「
斷
人
事
於
內
外
」
す
れ
ば
日
々
修
道
に
專
念
で
き
る
こ
と
を
說
く
。
さ
ら
に

ま
た
、
山
居
す
れ
ば
滑
穢
の
禁
忌
か
ら
も
免
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
た
と
え
ば
步
綱
の
術
。『
金
億
玉
字
上
經
』
に
槪
ね
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
世
俗
の
道
路
は
「
飛
塵
濁
亂
、
洿
穢
同
迹
」、
こ
の
た
め
步
綱
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
車
に
乘
っ
て
い
て
「
流
血
死

尸
」
を
見
な
け
れ
ば
步
綱
を
行
っ
て
よ
い
。「
若
し
山
林
に
長
齋
し
て
人
閒
に
絕
軌
し
、
或
い
は
巖
居
隱
處
し
て
服
⻝
斷
穀
す
る
と
き者

は
、
塵
途
を
涉
る
の
忌
を
問
わ
ざ
る
な
り
」
と（

20
）（

九
ａ
）
。
山
居
す
れ
ば
、
滑
穢
の
禁
忌
は
回
避
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
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た
と
え
ば
、『
眞
誥
』
の
「
陳
安
世
口
訣
」
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
文
言
に
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る

道
士
は
「
非
道
士
者
」
に

結
髮
す
る
姿
を
見
せ
た
り
、
飮
⻝
に
觸
ら
せ
た
り
、
履
物
を
移
動
さ
せ
た
り
、
寢
具
を
用
い
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、「
道
士
の

山
林
に
棲
み
て
身
を
幽
め
る
所
以
の
者
は
、
皆
な
玆
の
囂
穢
を
遠
ざ
け
、
人
閒
の
業
を
絕
放
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
是
れ
外
物
凡

百
の
其
の
性
命
を
犯
す
を
恐
る
る
な
り
」
（
卷
一
〇
、
二
四
ｂ
）
。
陶
弘
景
も
ま
た
、
靜
室
で
神
々
に
祈
願
す
る
の
に
「
世
中
に
在
る

は
、
當
に
先
に
淸
齋
す
る
こ
と
一
日
た
る
べ
し
、
山
林
に
長
靜
す
る
は
、
正
に
沐
浴
し
て
新
淨
の
衣
を
著
く
る
の
み
」
（『
登
眞
隱
訣
』

卷
下
、
二
五
ｂ
、
陶
弘
景
注
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
滑
穢
の
觀
念
は
道
敎
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
上
淸
經
の
科
戒
と
な
っ
た
滑
穢
の
禁
忌
の
淵
源
を
さ
ら
に

探
っ
て
み
た
い
。

　　
　
　
二
　
滑
穢
の
系
譜

　　
　
（
１
）『
眞
誥
』
と
『
抱
朴
子
內
篇
』

　
上
淸
經
に
說
く
滑
穢
の
禁
忌
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
出
發
點
と
な
っ
た
『
眞
誥
』
に
も
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
⻝
物
で

は
、
六
畜
の
肉
、
五
辛
が
禁
ぜ
ら
れ
、
と
く
に
豚
の
肉
、
犬
の
頭
肉
、
血
物
は
嚴
禁
と
さ
れ
た（

21
）。

死
に
つ
い
て
も
、『
太
丹
隱
書
』
に

「
謂
哭
音
爲
死
絕
之
音
」
（
六
ｂ
）
と
い
う
が
、『
眞
誥
』
に
も
「
哭
者
亦
趣
死
之
音
」
（
卷
六
、
一
四
ｂ
）
と
類
似
し
た
表
現
が
み
え

る
。『
黃
素
四
十
四
方
經
』
で
は
「
死
事
」
に
言
及
す
る
こ
と
も
禁
じ
た
が
、『
眞
誥
』
で
も
「
臨
⻝
上
勿
道
死
事
」
（
卷
九
、
一
二
ｂ
）

と
い
う
。『
靑
要
紫
書
金
根
衆
經
』
に
肉
親
の
弔
問
に
よ
る
死
穢
を
祓
う
方
法
を
述
べ
る
が
、『
眞
誥
』
で
は
「
唯
だ
父
母
・
師
主
の

み
は
喪
に
臨
ま
ざ
る
を
得
ず
。
感
極
の
哀
を
致
し
、
性
命
の
傷
を
お吝
し
ま
ざ
る
の
み
」、
禁
忌
は
及
ば
な
い
と
い
う
（
卷
一
〇
、
二
五

ａ
）
。
ま
た
、
性
の
禁
忌
に
つ
い
て
、『
黃
素
四
十
四
方
經
』
に
「
庚
申
・
甲
寅
」
の
日
に
は
「
當
に
別
處
に
淸
齋
し
、
他
席
に
雜
わ
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ら
ず
、
愼
ん
で
夫
妻
の
相
い
見
え
、
及
び
牀
を
同
じ
う
し
て
寢
る
を
ゆ
る與
す
べ
か
ら
ず
」
（
一
八
ｂ
）
と
い
う
が
、『
眞
誥
』
に
も
こ
の

庚
申
・
甲
寅
の
日
の
禁
忌
が
み
え
、「
夫
妻
の
席
を
同
じ
う
し
、
及
び
言
語
面
會
す
る
を
與
す
べ
か
ら
ず
。
當
に
淸
齋
し
て
寢
ね
ざ
る

べ
し
」
（
卷
一
〇
、
二
〇
ａ
）
と
、
こ
れ
も
類
似
し
た
文
言
が
み
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
衣
服
な
ど
の
じ
か
に
身
に
ま
と
う
も
の
の
禁
忌

も
說
か
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
『
九
眞
昇
玄
上
記
』
で
は
そ
の
禁
忌
を
「
蓋
避
其
尸
穢
之
下
氣
、
遏
其
邪
風
之
往
來
也
」
（
五
ｂ
）
と

說
明
す
る
が
、『
眞
誥
』
も
ま
た
「
上
道
の
法
、
衣
巾
の
人
に
假
り
ず
、
器
皿
を
同
じ
う
せ
ざ
る
者
は
、
車
服
・
床
寢
も
こ
れ
を
共
に

せ
ざ
る
な
り
。
穢
垢
の
津
路
を
遏
め
、
其
の
邪
風
の
往
來
を
防
ぐ
所
以
の
み
」
（
卷
一
〇
、
七
ｂ
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、

上
淸
經
と
『
眞
誥
』
と
の
閒
に
は
共
通
す
る
禁
忌
の
文
言
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
上
淸
經
に
お
け
る
滑
穢
の
禁
忌
は
、
東
晉

後
半
の
神
降
ろ
し
の
時
點
で
す
で
に
敎
義
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、『
眞
誥
』
に
先
行
し
、『
眞
誥
』
の
人
々
と
深
い
關
わ
り
の
あ
っ
た
葛
洪
の
『
抱
朴
子
內
篇
』
は
滑
穢
の
禁
忌
を
ど
う

位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
抱
朴
子
內
篇
』
で
は
、
明
確
に
科
戒
と
し
て
體
系
化
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
齋
潔
・
禁
忌

の
勤
苦
は
、
金
丹
神
仙
藥
と
異
な
る
な
き
な
り
」
（
黃
白
篇
）
と
い
う
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
齋
潔
・
禁
忌
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
經

典
の
傳
授
に
關
わ
る
禁
忌
は
、
上
淸
經
に
述
べ
る
經
典
傳
授
の
「
科
」
の
條
件
を
ほ
ぼ
す
べ
て
備
え
て
い
る（

22
）。

葛
洪
が
ま
ず
「
禁
忌

の
至
急
」
と
す
る
の
は
日
常
の
道
德
、
規
範
と
も
い
う
べ
き
「
道
戒
」
で
あ
り
、
道
戒
に
違
背
す
れ
ば
司
命
が
壽
命
を
奪
う
か
ら
だ

と
い
う
（
微
旨
篇
）
。
上
淸
經
の
な
か
で
は
こ
の
道
戒
に
相
當
す
る
よ
う
な
道
德
、
規
範
を
說
く
も
の
は
き
わ
め
て
數
少
な
い
。
そ
れ

で
は
、
滑
穢
の
禁
忌
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
抱
朴
子
內
篇
』
金
丹
篇
に
、
鍊
丹
は
名
山
の
中
、
無
人
の
地
で
行
う
よ
う
に

述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
續
け
て
い
る
。

先
ず
齋
す
る
こ
と
百
日
、
五
香
を
沐
浴
し
、
致
し
て
精
潔
を
加
う
。
穢
污
に
近
づ
き
、
及
び
俗
人
と
往
來
す
る
こ
と
勿
れ
。
又

た
道
を
信
ぜ
ざ
る
者
を
し
て
こ
れ
を
知
ら
し
め
ず
。
神
藥
を
謗
毀
す
れ
ば
、
藥
成
ら
ず
。

　
丹
藥
を
鍊
る
に
は
、
名
山
の
奧
深
く
で
ま
ず
齋
戒
沐
浴
し
、
滑
穢
に
近
づ
か
ず
、
俗
人
と
往
來
せ
ず
、
ま
た
不
信
者
に
知
ら
れ
て

60



　　六朝後半期における科戒の成立

は
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
禁
忌
は
、『
抱
朴
子
內
篇
』
に
繰
り
返
し
現
れ
る
。「
必
ず
名
山
の
中
に
入
り
て
齋
戒
す
る
こ
と
百

日
、
五
辛
・
生
魚
を
⻝
ら
わ
ず
、
俗
人
と
相
い
見
え
ず
、
爾
し
て
乃
ち
大
藥
を
作
る
べ
し
」
（
金
丹
篇
）
、「
又
た
乘
蹻
（
の
術
）
は
須

く
長
齋
し
、
葷
菜
を
絕
ち
、
血
⻝
を
斷
つ
べ
し
」
（
雜
應
篇
）
等
々
。
と
く
に
鍊
丹
で
は
「
尤
も
利
口
の
愚
人
、
凡
俗
の
聞
見
を
忌
む
。

明
靈
こ
れ
が
爲
に
降
ら
ず
、
仙
藥
こ
れ
が
爲
に
成
ら
ず
。
小
禁
に
非
ざ
る
な
り
」
（
明
本
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
愚
人
、
俗
人
、
そ
し

て
不
信
者
に
見
聞
さ
せ
な
い
こ
と
は
重
大
な
禁
忌
で
あ
っ
た
。「
第
一
の
禁
は
、
俗
人
の
道
を
信
ぜ
ざ
る
者
を
し
て
、
こ
れ
を
謗
訕
評

毀
せ
し
む
る
こ
と
勿
れ
。
必
ず
成
ら
ざ
る
な
り
」、
と
い
う
の
も
神
々
が
鍊
丹
を
見
守
っ
て
お
り
、
鍊
丹
を
す
る
者
が
「
幽
僻
の
地
」

に
隱
れ
棲
ま
ず
、
世
俗
の
愚
人
に
目
擊
さ
せ
た
り
、
惡
人
に
誹
謗
さ
せ
た
り
す
れ
ば
、
神
々
の
責
め
を
う
け
、
あ
る
い
は
そ
の
佑
け

を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
丹
藥
は
で
き
な
い
、
と
（
金
丹
篇
）
。

　
こ
の
よ
う
に
『
抱
朴
子
內
篇
』
に
も
滑
穢
の
禁
忌
が
あ
り
、
世
俗
か
ら
孤
立
し
て
ひ
っ
そ
り
と
術
を
行
う
の
は
、
在
俗
・
山
居
の

違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
上
淸
經
に
も
共
通
す
る
。
た
だ
し
、『
抱
朴
子
內
篇
』
の
滑
穢
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
⻝
物
の
禁
忌
は
述
べ
て

も
上
淸
經
に
み
ら
れ
る
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
『
抱
朴
子
內
篇
』
が
世
俗
か
ら
鍊
丹
を
祕
匿
す
る
の

は
誹
謗
を
防
ぐ
た
め
だ
が
、
上
淸
經
で
は
存
思
の
妨
げ
に
な
り
、
修
道
者
に
神
々
が
纏
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
少
し
、
上
淸
經
と
『
抱
朴
子
內
篇
』
の
滑
穢
の
禁
忌
に
對
す
る
位
置
づ
け
の
違
い
を
み
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
上
淸
經
、『
眞

誥
』
に
散
見
す
る
死
穢
の
禁
忌
に
つ
い
て
、『
抱
朴
子
內
篇
』
は
觸
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
上
淸
經
で
も
、
山
居
で
あ
れ
ば
死
穢
を

回
避
で
き
る
と
み
な
し
て
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
『
金
億
玉
字
上
經
』
の
步
綱
の
術
で
は
、「
流
血
死
尸
」
を
見
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
が
、
山
中
の
修
道
者
は
こ
の
禁
忌
を
免
れ
る
。
こ
れ
も
先
述
し
た
よ
う
に
『
靑
要
紫
書
金
根
衆
經
』
に
は
、「
未
だ
跡
を
絕
つ
を

得
ず
、
故
よ
り
人
中
に
在
り
て
身
ず
か
ら
死
穢
を
履
む
者
」
（
卷
上
、
二
〇
ｂ
）
、「
世
路
を
遊
行
し
、
忽
か
に
道
次
に
死
尸
に
遇
見

し
、
穢
炁
の
身
を
干
す
」
者
（
卷
上
、
二
一
ｂ
）
の
死
穢
を
祓
う
方
法
を
述
べ
て
い
る
が
、「
人
中
」「
世
路
」
と
あ
る
よ
う
に
い
ず
れ

も
世
俗
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
の
禁
忌
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
在
俗
の
修
道
に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
ろ
う
。『
抱
朴
子
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內
篇
』
は
、
た
と
え
ば
「
道
を
爲
す
者
の
必
ず
山
林
に
入
る
は
、
誠
に
彼
の
腥
膻
を
遠
ざ
け
て
此
の
淸
淨
に
卽
か
ん
と
欲
す
る
な
り
」

（
明
本
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
に
山
林
の
淸
淨
と
世
俗
の
滑
穢
を
對
比
さ
せ
て
お
り
、
憶
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
死
の
禁
忌
に

つ
い
て
は
あ
え
て
述
べ
る
ま
で
も
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
ま
た
上
淸
經
で
は
⻝
物
な
ど
の
禁
忌
と
は
別
に
、
衣
服
な
ど
じ
か
に
身
に
ま
と
う
も
の
の
禁
忌
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
『
抱
朴
子

內
篇
』
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
身
に
ま
と
う
も
の
の
禁
忌
は
、
存
思
に
よ
る
神
と
の
一
體
化
を
め
ざ
し
た
上
淸
經
に
固
有

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
丹
藥
を
至
上
の
も
の
と
し
た
『
抱
朴
子
內
篇
』
か
ら
存
思
を
重
視
し
た
上
淸

經
へ
の
轉
換
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
上
淸
經
の
滑
穢
の
禁
忌
が
修
道
者
の
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
日
常
の
規
範
と
な
っ
て
い
た
の
に
對
し
、『
抱

朴
子
內
篇
』
の
滑
穢
の
禁
忌
は
齋
戒
と
結
び
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
齋
戒
の
期
閒
中
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、『
抱
朴
子
內
篇
』
の
滑
穢
の
禁
忌
は
、「
齋
戒
百
日
」「
長
齋
」
と
あ
る
よ
う
に
よ
り
長
い
期
閒
に
わ
た
っ
た
と
し
て
も
、
一

般
の
齋
戒
と
さ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
抱
朴
子
內
篇
』
と
上
淸
經
と
で
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
っ
た
。
滑
穢
の
禁
忌
は
山
居
と
在
俗
、
鍊
丹
と
存
思
の
違

い
な
ど
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、『
抱
朴
子
內
篇
』
と
上
淸
經
は
、
と
も
に
世
俗
か
ら
は
孤
立

し
た
淸
淨
な
空
閒
で
齋
戒
沐
浴
し
て
ひ
そ
か
に
術
を
行
う
こ
と
を
說
き
、
そ
の
一
面
で
は
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

の
意
味
で
、
山
林
の
聖
な
る
空
閒
が
世
俗
の
家
の
奧
院
に
再
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
禮
の
齋
戒

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
滑
穢
の
禁
忌
と
い
う
神
と
接
す
る
と
き
の
作
法
は
、
さ
ら
に
古
く
ま
で
遡
る
。『
禮
記
』
に
よ
れ
ば
、
山
川
・
宗

廟
の
祭
祀
に
先
立
つ
十
日
閒
は
齋
戒
の
期
閒
と
な
り
、
初
め
の
七
日
閒
は
「
散
齋
」、
次
の
三
日
閒
は
「
致
齋
」
を
行
う
。『
禮
記
』
祭

義
篇
に
散
齋
、
致
齋
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。
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內
に
致
齊
し
、
外
に
散
齊
す
。
齊
の
日
、
其
の
居
處
を
思
い
、
其
の
笑
語
を
思
い
、
其
の
志
意
を
思
い
、
其
の
樂
し
む
所
を
思

い
、
其
の
嗜
む
所
を
思
う
。
齊
す
る
こ
と
三
日
、
乃
ち
其
の
爲
に
齊
す
る
所
の
者
を
見
ゆ
。

　
鄭
玄
の
注
に
「
散
齊
七
日
、
不
御
、
不
樂
、
不
弔
耳
」
と
あ
り
、
散
齋
の
七
日
閒
は
性
、
音
樂
、
弔
問
を
禁
じ
た（

23
）。

孔
穎
逹
の
疏
に

「
致
齊
、
思
念
其
親
、
精
意
純
熟
目
想
之
、
若
見
其
所
爲
齊
之
親
也
」
と
あ
り
、
致
齋
で
は
ひ
た
す
ら
親
の
生
前
の
姿
を
眼
に
思
い
浮

か
べ
、
三
日
が
過
ぎ
る
と
親
の
姿
が
見
え
る
か
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

　
ま
た
、『
周
禮
』
秋
官
・
蜡
氏
に
、「
凡
そ
國
の
大
祭
祀
は
、
州
里
に
令
し
て
不
蠲
を
除
き
、
刑
者
・
任
人
及
び
凶
服
者
を
禁
ず
」、

鄭
玄
の
注
で
は
「
此
れ
禁
除
す
る
所
の
者
は
、
皆
な
人
の
薉
惡
す
る
所
を
見
る
を
欲
せ
ざ
る
が
爲
な
り
」、
賈
公
彥
の
疏
で
は
「
祭
者
、

皆
齊
。
齊
者
、
潔
淸
。
穢
惡
を
見
る
を
欲
せ
ざ
る
な
り
」
と
。
國
家
祭
祀
の
と
き
に
は
、
不
潔
な
も
の
（
不
蠲
）
、
肉
刑
を
う
け
た
者

（
刑
者
）
、
勞
役
刑
に
就
い
て
い
る
者
（
任
人
）
、
喪
服
を
着
て
い
る
者
（
凶
服
者（
24
））
、
つ
ま
り
鄭
玄
と
賈
公
彥
の
注
疏
に
よ
れ
ば
「
穢

惡
」
を
禁
ず
る
。
さ
ら
に
、
續
け
て
本
文
に
「
若
し
道
路
に
死
す
る
者
あ
れ
ば
、
則
ち
令
し
て
埋
め
て
楬
を
置
き
、
其
の
日
月
を
書

く
云
々
」
と
あ
り
、
死
骸
も
ま
た
穢
惡
と
と
も
に
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
禮
記
』
で
は
、
齋
戒
中
の
⻝
物
の
禁
忌
に
つ
い
て
具
體
的
に
言
及
し
て
い
な
い
。『
論
語
』
郷
黨
篇
に
「
齊
は
必
ず
⻝
を
變
ず
」、

ま
た
何
晏
の
注
に
引
く
孔
安
國
の
も
の
と
さ
れ
る
說
に
「
齊
、
薰
物
を
禁
ず
」
と
い
う
。
さ
ら
に
『
莊
子
』
人
閒
世
篇
に
み
え
る
顏

回
の
「
回
の
家
は
貧
な
り
。
唯
だ
酒
を
飮
ま
ず
、
葷
を
茹
わ
ざ
る
こ
と者
數
月
な
り
。
此
く
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
以
て
齋
と
爲
す
べ
き
か
」

と
い
う
言
葉
か
ら
、
酒
と
葷
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
禮
記
』
に
お
け
る
齋
戒
は
、「
路
寢
」「
正
寢
」
で
行
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
『
禮
記
』
祭
統
篇
に
、
宗
廟
の
祭
祀
で
は
「
君
は
外
に

致
齊
し
、
夫
人
は
內
に
致
齊
す
」
と
い
い
、
孔
穎
逹
の
疏
に
「
外
は
君
の
路
寢
を
謂
い
、
內
は
夫
人
の
正
寢
を
謂
う
。
是
れ
致
齊
は

竝
び
に
皆
な
正
寢
に
於
い
て
す
。
其
の
實
、
散
齊
も
亦
た
然
り
」
と
あ
る
。「
路
寢
」
は
ま
た
「
正
寢
」
で
あ
り
、『
詩
經
』
の
毛
亨
の

傳
に
よ
れ
ば
、「
君
は
朝
を
路
寢
に
聽
き
、
夫
人
は
內
事
を
正
寢
に
聽
く
」
（『
詩
經
』
衞
風
・
碩
人
）
の
で
あ
っ
て
、
建
物
の
正
殿
、
つ
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ま
り
公
の
空
閒
に
お
い
て
散
齋
も
致
齋
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
禮
に
お
け
る
齋
戒
と
祭
祀
で
は
、
⻝
物
、
性
、
死
、
刑
な
ど
の
滑
穢
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。『
禮
記
』
祭
統
篇
に

「
齊
な
る
者
は
、
精
明
の
至
な
り
。
然
る
後
に
以
て
神
明
に
交
わ
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
齋
戒
は
祖
先
の
鬼
神
に
せ
よ
、
天

地
・
山
川
の
神
々
に
せ
よ
、「
神
明
に
交
わ
る
」
と
き
の
作
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（

25
）。

　
こ
の
禮
の
齋
戒
は
、
歷
代
の
王
朝
に
繼
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
後
漢
代
で
は
天
地
七
日
、
宗
廟
・
山
川
五
日
、
小
祠
三
日
の
齋
戒
期

閒
、
期
閒
中
に
生
じ
た
滑
穢
に
對
す
る
處
置
が
定
め
ら
れ
て
い
た（

26
）。

葛
洪
と
同
時
代
の
會
稽
山
陰
・
賀
循
の
「
祭
儀
」
に
次
の
よ
う

に
い
う（

27
）。

將
に
祭
ら
ん
と
す
る
や
、
期
に
さ
き前
ん
ず
る
こ
と
十
日
、
散
齋
す
。「
不
御
、
不
樂
、
不
弔
」
な
り
。
前
ん
ず
る
こ
と
三
日
、
沐
浴

改
服
し
て
、
齋
室
に
居
り
、
外
事
に
交
わ
ら
ず
、
葷
辛
を
⻝
ら
わ
ず
、
志
を
靜
か
に
し
心
を
虛
し
う
し
て
、
親
の
存
す
る
を
思

う
。
（『
通
典
』
卷
四
八
、
吉
禮
七
・
諸
侯
大
夫
士
宗
廟
）

　
散
齋
で
は
『
禮
記
』
に
い
う
「
不
御
、
不
樂
、
不
弔
」
の
禁
忌
を
守
り
、
致
齋
で
は
沐
浴
し
て
服
裝
を
改
め
、
齋
室
に
こ
も
り
、
外

事
に
關
わ
ら
ず
、
葷
辛
の
菜
を
⻝
ら
わ
ず
、『
禮
記
』
に
あ
る
よ
う
に
ひ
た
す
ら
親
の
生
前
の
姿
に
思
い
を
い
た
す
の
で
あ
る
。
賀
循

は
「
不
御
、
不
樂
、
不
弔
」、「
不
交
外
事
、
不
⻝
葷
辛
」
を
禁
忌
と
し
て
い
る
が
、
當
然
な
が
ら
死
の
禁
忌
も
あ
っ
た
。
東
晉
・
孝
武

帝
の
太
元
十
一
年
（
三
八
六
）
九
月
に
、
皇
女
が
死
去
し
た
た
め
に
そ
の
ま
ま
祭
祀
を
營
む
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
中
書

侍
郞
・
范
寗
は
『
儀
禮
』
喪
服
の
傳
に
「
宮
中
に
死
す
る
者
あ
れ
ば
、
三
月
祭
り
を
擧
げ
ず
」
と
あ
る
の
を
引
い
て
中
止
す
べ
き
こ

と
を
上
奏
し
て
い
る
（『
晉
書
』
卷
一
九
、
禮
志
上
）
。

　
こ
の
齋
戒
中
の
禁
忌
に
つ
い
て
の
詳
し
い
說
明
は
、
上
淸
經
の
時
代
よ
り
か
な
り
下
る
が
、
唐
代
半
ば
の
開
元
禮
に
み
え
る
。『
大

唐
開
元
禮
』
卷
三
、
序
例
下
・
齋
戒
に
、
大
祀
の
と
き
の
齋
官
の
齋
戒
に
つ
い
て
、
散
齋
は
「
惟
だ
弔
喪
問
疾
す
る
を
得
ず
、
刑
殺
の

文
書
に
判
署
せ
ず
、
罪
人
を
決
罰
せ
ず
、
樂
を
作
さ
ず
、
穢
惡
の
事
に
預
か
ら
ざ
る
の
み
」、
致
齋
は
「
惟
だ
祀
事
の
み
行
う
を
得
、
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其
の
餘
は
悉
く
斷
つ
」
と
い
う
。
ま
た
祠
所
に
向
か
う
途
中
で
「
凶
穢
・
衰
絰
」
を
見
る
の
は
禁
じ
ら
れ
、
祭
所
で
「
哭
泣
の
聲
」

が
聞
こ
え
た
ら
一
時
中
止
と
な
っ
た
。
齋
官
は
齋
戒
の
と
き
『
禮
記
』『
周
禮
』
と
同
樣
、
死
、
刑
な
ど
の
滑
穢
を
禁
忌
と
し
た
の
で

あ
る
。

　
そ
れ
で
は
一
體
、
こ
の
齋
戒
は
ど
の
よ
う
な
空
閒
で
營
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
『
禮
記
』
で
は
、
齋
戒
は
正

寢
・
路
寢
と
よ
ぶ
正
殿
で
行
っ
た
。
六
朝
時
代
で
は
宮
中
の
正
殿
は
太
極
殿
と
よ
ば
れ
、
皇
帝
は
致
齋
を
「
太
極
殿
の
幄
坐
」
で
行
っ

た（
28
）。

こ
の
皇
帝
の
齋
戒
も
ま
た
、
開
元
禮
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
四
日
閒
の
散
齋
を
「
別
殿
」
で
行
い
、
三
日
閒
の

致
齋
の
う
ち
二
日
は
「
太
極
殿
」
で
、
一
日
は
「
行
宮
」
で
行
う
。
太
極
殿
の
西
序
と
室
內
に
幄
を
設
け
、
致
齋
の
初
日
に
侍
中
が

御
座
の
皇
帝
に
「
請
う
ら
く
は
降
り
て
齋
室
に
就
か
ん
こ
と
を
」
と
奏
し
、
皇
帝
は
御
座
を
降
っ
て
「
入
室
」
す
る
（『
大
唐
開
元
禮
』

卷
四
、
吉
禮
・
皇
帝
冬
至
祀
圜
丘
・
齋
戒
）
。
太
極
殿
に
幄
で
圍
っ
た
假
席
を
設
け
て
「
齋
室
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
行
宮
」
は
『
新

唐
書
』
卷
十
四
、
禮
樂
志
四
に
、「
皇
帝
謁
陵
、
行
宮
距
陵
十
里
、
設
坐
於
齋
室
」
と
あ
り
、
陵
の
近
く
に
置
か
れ
た
行
宮
に
も
齋
室

が
設
け
ら
れ
た
。

　
一
方
、
齋
官
は
散
齋
の
と
き
は
夜
は
「
家
の
正
寢
に
宿
止
」
し
、
致
齋
の
と
き
は
三
公
は
尙
書
省
で
、
そ
れ
以
外
の
官
僚
は
皇
城

內
の
所
屬
の
官
署
で
、
官
署
が
な
い
者
は
太
常
の
郊
社
署
と
太
廟
署
の
「
齋
坊
」
で
齋
戒
し
た
（『
大
唐
開
元
禮
』
卷
三
、
序
例
下
・
齋

戒
）
。『
大
唐
開
元
禮
』
卷
七
十
一
、
吉
禮
・
諸
里
祭
社
稷
に
、
里
社
の
祭
祀
で
は
社
正
と
社
人
は
「
各
淸
齋
、
一
宿
於
家
之
正
寢
」、

注
記
に
「
正
寢
な
る
者
は
家
の
前
堂
の
待
賓
の
所
を
謂
う
」
と
あ
り
、
家
の
「
正
寢
」
と
は
自
宅
の
建
物
の
い
わ
ゆ
る
「
堂
」
で
あ

り
、
賓
客
を
も
て
な
す
公
の
空
閒
を
指
す
。
こ
の
よ
う
に
散
齋
で
は
、
皇
帝
は
別
殿
で
、
官
僚
は
自
邸
の
堂
で
齋
戒
す
る
。
致
齋
で

は
、
皇
帝
は
太
極
殿
に
設
け
ら
れ
た
齋
室
で
、
官
僚
は
各
自
の
所
屬
す
る
官
署
な
ど
で
齋
戒
し
た
。
國
家
祭
祀
の
禮
で
は
、
神
に
接

す
る
皇
帝
、
官
僚
は
い
ず
れ
も
公
の
空
閒
で
齋
戒
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
上
淸
經
に
み
ら
れ
る
滑
穢
の
觀
念
は
直
接
に
は
『
抱
朴
子
內
篇
』
に
、
さ
ら
に
は
禮
の
齋
戒
に
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連
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
國
家
祭
祀
の
次
元
で
は
、
國
家
が
扱
う
刑
が
加
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
上
淸
經
で
滑
穢
を
禁
忌

と
す
る
の
は
神
々
と
交
わ
る
と
き
の
作
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
古
く
か
ら
禮
の
齋
戒
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
禮
の
滑
穢

の
禁
忌
は
祭
祀
と
齋
戒
の
期
閒
に
限
ら
れ
る
が
、
上
淸
經
で
は
そ
の
敎
義
に
基
づ
い
て
日
常
的
、
恆
常
的
な
規
範
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
神
と
接
す
る
場
は
、
禮
で
は
朝
廷
の
正
殿
、
士
大
夫
の
家
の
堂
で
あ
り
、
い
わ
ば
公
の
空
閒
で
あ
る
が
、
上
淸
經
で
は
こ
の

堂
の
奧
に
あ
る
室
・
房
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
も
孤
立
し
た
靜
室
な
ど
の
私
の
空
閒
で
あ
っ
た
。
禮
の
致
齋
で
は
親
な
ど
の
神
明
に

ひ
た
す
ら
思
い
を
い
た
し
た
が
、
そ
の
姿
勢
は
存
思
に
も
似
て
い
る
。
上
淸
經
の
靜
室
で
は
存
思
し
て
神
と
一
體
化
し
た
。
公
と
私

の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
神
と
接
す
る
方
法
に
は
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
禮
の
滑
穢
の
觀
念
は
、
お
そ
ら
く
は
よ
り
廣
く
社
會
全
體
に
根
ざ
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
殘

念
な
が
ら
民
閒
の
滑
穢
の
習
俗
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
錄
が
殘
っ
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
『
論
衡
』
四
諱
篇
に
、
齋
戒
中
の
人

が
「
婦
人
乳
子
」
を
忌
避
す
る
習
俗
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
腐
臭
」
と
關
わ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
當
時
の
民
閒
で
も
齋
戒
中

は
「
腐
臭
」
つ
ま
り
滑
穢
が
禁
忌
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

29
）。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
少
し
ば
か
り
「
齋
」
と
い
う
空
閒
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
東
晉
初
の
賀
循
、
唐
代
の
開
元
禮
は
致

齋
を
行
う
場
を
「
齋
室
」
と
よ
ん
で
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
上
淸
經
で
も
存
思
す
る
場
を
「
齋
室
」
「
齋
堂
」
と
よ
ぶ
こ
と
が

あ
り
、
陶
弘
景
は
「
鬱
崗
齋
室
」
を
設
け
、
そ
こ
で
「
隱
齋
」
を
行
っ
て
い
る
。
漢
代
の
官
署
に
は
長
官
の
私
的
な
生
活
空
閒
が
付

設
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
齋
室
」「
齋
舍
」
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
吉
川
忠
夫
氏
は
、
齋
室
・
齋
舍
で
長
官
が
罪
を
懺
悔
し
自
省

し
た
例
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
罪
の
懺
悔
吿
白
の
場
で
あ
っ
た
道
敎
の
靜
室
と
何
ら
か
の
脈
絡
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る（
30
）。

六
朝
時
代
に
入
る
と
、
士
大
夫
の
私
邸
に
も
齋
、
齋
室
、
齋
屋
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
南
齊
の
琅
邪
出

身
の
王
延
之
は
、「
淸
貧
」
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
「
居
宇
穿
漏
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
明
帝
は
た
だ
ち
に
「
三

66



　　六朝後半期における科戒の成立

閒
の
齋
屋
」
を
建
て
さ
せ
た
と
い
う
（『
南
齊
書
』
卷
三
二
、
王
延
之
傳
）
。
こ
こ
で
の
齋
屋
は
居
宇
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば

住
ま
い
で
あ
る
。
六
朝
時
代
の
士
大
夫
の
齋
、
齋
室
、
齋
屋
は
、
大
半
が
日
常
の
空
閒
、
も
し
く
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
し
か
し
「
齋
」
の
空
閒
に
は
、
住
ま
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
禮
の
致
齋
、
上
淸
經
の
存
思
、
五
斗
米
道
の
罪
の
懺
悔
な
ど
、

神
に
接
す
る
場
と
い
う
意
義
も
ま
た
付
與
さ
れ
て
い
た
。『
六
臣
註
文
選
』
卷
三
十
・
雜
詩
下
に
所
收
さ
れ
た
謝
靈
運
の
「
齋
中
讀
書
」

と
い
う
五
言
詩
の
表
題
の
下
に
、
唐
の
李
善
は
「
永
嘉
郡
齋
也
」、
同
じ
く
處
士
張
銑
は
「
齋
、
靜
室
也
」
と
注
記
し
て
い
る
。「
永

嘉
郡
齋
」
と
は
永
嘉
郡
の
官
署
に
あ
る
齋
で
あ
る
と
い
う（

31
）。

す
な
わ
ち
、「
齋
」
と
い
う
場
に
お
い
て
禮
と
道
敎
は
重
な
り
あ
い
、
皇

帝
、
士
大
夫
、
道
敎
徒
、
さ
ら
に
は
佛
敎
徒
も
ま
た
、
こ
の
場
に
お
い
て
交
錯
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
淸
經
の
靜
室
、
齋

室
と
そ
こ
で
の
修
道
は
、
こ
う
し
た
廣
が
り
と
時
代
性
を
背
景
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
の
問
題
は
、「
齋

堂
」
を
重
視
し
た
靈
寶
經
と
の
關
連
か
ら
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　　
　
　
結
び
に
か
え
て

　　
以
上
、
上
淸
經
に
散
見
す
る
滑
穢
の
禁
忌
は
、
古
い
時
代
か
ら
神
に
接
す
る
と
き
の
作
法
と
し
て
連
綿
と
し
て
繼
承
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
國
家
祭
祀
の
次
元
、
さ
ら
に
は
社
會
全
體
に
も
根
强
く
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
滑
穢
の
禁
忌
は
、
禮
で
は
齋

戒
の
一
定
期
閒
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
上
淸
經
は
そ
の
敎
義
體
系

存
思
に
よ
る
神
と
の
一
體
化
、
そ
の
背
後
に
あ
る
氣
の
觀
念

の
な
か
に
織
り
込
み
、
こ
の
禁
忌
を
日
常
的
な
規
範
に
轉
化
さ
せ
、
さ
ら
に
科
戒
と
し
て
制
度
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
滑
穢
の
禁
忌
は
、
公
・
私
、
山
林
・
世
俗
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
神
々
の
降
り
た
つ
空
閒
を
淸
淨
に

保
つ
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
滑
穢
の
禁
忌
は
出
家
し
た
道
士
が
共
住
す
る
道
觀
の
科
戒
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
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う
か
。
し
ば
ら
く
、『
科
戒
營
始
』
に
そ
っ
て
槪
觀
し
て
お
き
た
い
。『
科
戒
營
始
』
卷
一
「
置
觀
品
」
に
よ
れ
ば
、
道
觀
は
天
上
の
仙

界
に
起
源
を
も
ち
、「
旣
に
福
地
爲
れ
ば
、
卽
ち
是
れ
仙
居
」
（
一
三
ａ
）
と
い
う
よ
う
に
仙
界
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
道
觀
は
つ
ま

り
は
眞
仙
の
住
ま
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
山
林
の
再
現
で
あ
り
、
靜
室
を
擴
延
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
道
觀

は
何
よ
り
も
淸
淨
な
、
滑
穢
を
排
除
し
た
空
閒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

32
）。

　
『
科
戒
營
始
』
の
科
戒
は
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
道
觀
に
お
け
る
道
士
の
生
活
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
⻝
物

に
つ
い
て
は
酒
、
肉
、
葷
辛
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
（
卷
一
、
一
一
ｂ
）
。
齋
⻝
用
に
「
五
辛
」
以
外
の
野
菜
を
栽
培
す
る
よ
う
に
も
い

う
（
卷
一
、
一
九
ａ
）
。
ま
た
死
に
つ
い
て
。
道
士
が
死
去
し
た
と
き
に
、
正
一
符
籙
と
券
契
は
函
に
盛
っ
て
隨
葬
し
て
い
い
が
、
そ

の
他
の
經
典
は
隨
葬
し
て
は
な
ら
な
い
。「
所
以
の
者
は
、
眞
經
は
寶
重
に
し
て
靈
官
侍
奉
す
。
尸
朽
の
穢
、
寧
ぞ
こ
れ
に
近
づ
く
べ

け
ん
や
。
此
れ
最
も
至
愼
な
り
。
違
え
ば
魂
は
三
官
に
謫
せ
ら
れ
、
殃
は
七
世
の
子
孫
に
及
ば
ん
」
（
卷
五
、
三
ａ
―
ｂ
）
。
た
と
え

道
士
の
尸
朽
で
あ
っ
て
も
、
滑
穢
の
禁
忌
の
對
象
と
な
り
、
嚴
罰
が
科
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
道
士
が
身
に
ま
と
う
法
衣
に
つ
い
て
。

科
に
曰
く
、
道
士
・
女
官
の
法
衣
は
、
皆
な
穢
惡
を
冒
犯
し
、
他
人
に
假
借
す
る
を
得
ず
。
須
く
箱
篋
に
藏
揲
す
べ
し
。
冠
・

履
も
亦
た
然
り
。
違
え
ば
筭
を
奪
う
こ
と
一
千
二
百
。
（
卷
五
、
八
ａ
）

　
こ
の
よ
う
に
、
上
淸
經
に
說
か
れ
た
滑
穢
の
禁
忌
は
、
道
觀
に
お
け
る
道
士
の
⻝
事
、
埋
葬
、
法
衣
な
ど
の
規
範
と
も
な
り
、
制

度
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
『
科
戒
營
始
』
に
描
き
だ
さ
れ
た
よ
う
な
出
家
と
共
住
の
道
觀
に
お
け
る
科
戒
は
、
靈
寶
經
の
流
れ
も
視
野
に
入

れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
在
俗
の
孤
立
し
た
修
道
を
說
い
た
上
淸
經
と
、
出
家
と
共
住
を
旨
と
し
た
道
觀
と
の
閒
に
は

か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
り
、
上
淸
派
が
道
觀
道
敎
と
い
う
形
態
を
と
る
た
め
に
は
大
き
な
轉
換
が
あ
っ
た
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
。
從

來
の
硏
究
で
は
、
佛
敎
の
影
響
、
統
一
國
家
に
よ
る
大
規
模
な
道
觀
の
造
營
な
ど
を
想
定
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
契
機
が
あ
っ
た
こ

と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、
上
淸
經
の
敎
義
自
體
に
も
、
そ
の
敎
義
と
は
矛
盾
す
る
の
だ
が
、
山
居
ひ
い
て
は
出
家
、
同
氣
ひ
い
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て
は
共
住
と
い
う
契
機
を
內
在
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

注

（
１
）
拙
稿
「
六
朝
後
半
期
に
お
け
る
道
館
の
成
立
―
山
中
修
道
―
」（『
小
田
義
久
博
士
還
曆
記
念
　
東
洋
史
論
集
』、
龍
谷
大
學
東
洋
史
學
硏
究

會
、
一
九
九
五
年
、
所
收
）、「
唐
代
中
期
の
道
觀
―
空
閒
・
經
濟
・
戒
律
―
」（
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
敎
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、

所
收
）
參
照
。

（
２
）Livia

K
ohn

M
onastic

Life
in

M
edievalD

aoism
:

A
C

ross-C
ulturalP

erspective
,U

niversity
ofH

aw
ai‘iP

ress,2003.

（
３
）
こ
こ
で
い
う
上
淸
經
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
卷
五
「
上
淸
大
洞
眞
經
目
」
に
み
え
る
三
十
四
種
の
經
典
を

い
う
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
出
家
道
士
が
共
住
す
る
道
館
・
道
觀
を
前
提
と
し
て
い
な
い
經
典
を
對
象
と
す
る
。
經
目
の
「
上
淸
太
霄
琅

書
瓊
文
帝
章
」
は
道
藏
本
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』（
道
藏
一
〇
三
四
―
五
册
）
に
相
當
す
る
が
、
道
藏
本
は
明
ら
か
に
道
觀
の
存
在
を
前
提

と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
も
の
と
す
る
。
神
塚
淑
子
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
上
淸
經
は
東
晉
半
ば
か
ら
六
朝
末
の
相
當
長

い
期
閒
に
わ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
神
塚
淑
子
『
六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
一
四
九
―
二
一
〇
頁
參
照
。

（
４
）
大
淵
忍
爾
『
道
敎
と
そ
の
經
典
』（
創
文
社
、
一
九
九
七
年
）
第
五
章
、
第
七
章
。

（
５
）
原
文
「
但
文
字
浩
漫
、
披
按
頓
周
。
或
一
時
雖
見
、
過
後
便
忘
、
或
見
而
不
行
、
或
行
而
不
遍
、
或
各
率
乃
心
、
任
情
所
施
。
登
壇
入
靜
、

各
異
威
儀
、
禮
懺
讀
經
、
人
爲
軌
則
。
遞
相
指
斥
、
罕
共
遵
行
、
遂
使
晚
學
初
門
莫
詳
孰
是
。
…
…
」（
卷
一
、
一
ａ
―
ｂ
）。

（
６
）
『
釋
名
』
釋
典
藝
に
「
科
、
課
也
。
課
其
不
如
法
者
罪
責
之
也
」
と
い
う
。
程
樹
德
『
九
朝
律
考
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
）
に
隋
代
ま

で
の
「
科
」
に
つ
い
て
用
例
が
み
え
る
（
二
九
―
三
〇
頁
參
照
）。
ま
た
、
滋
賀
秀
三
『
中
國
法
制
史
論
集
―
法
典
と
刑
罰
―
』（
創
文
社
、

二
〇
〇
三
年
）
五
六
―
七
一
頁
參
照
。

（
７
）
科
戒
と
い
う
表
現
は
、
道
敎
の
經
典
に
散
見
す
る
。『
周
氏
冥
通
記
』
卷
一
の
陶
弘
景
注
に
「
科
戒
云
、
上
牀
脫
履
、
令
正
背
牀
。
蓋
爲
如

此
。
凡
道
士
應
恆
著
眠
、
衣
服
狀
如
小
單
衣
法
、
亦
不
得
露
髻
寢
也
」（
一
四
ａ
）
と
あ
る
。
ま
た
『
陸
先
生
道
門
科
略
』
の
注
記
に
「
愚
僞
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道
士
旣
無
科
戒
可
據
、
無
以
辯
劾
虛
實
、
唯
有
誤
敗
」（
九
ａ
）
と
あ
り
、
儀
禮
や
生
活
に
關
わ
る
「
科
」
を
科
戒
と
い
う
。
ま
た
同
じ
く
注

記
に
「
夫
受
道
之
人
、
內
執
戒
律
、
外
持
威
儀
、
依
科
避
禁
、
遵
承
敎
令
」（
七
ｂ
）
と
も
い
い
、
戒
律
、
威
儀
、
科
、
敎
令
を
區
分
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
注
記
の
部
分
が
陸
修
靜
の
記
述
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

（
８
）
建
物
の
各
區
分
の
名
稱
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
一
九
七
六
年
）
一
五
五
―
一
九
八

頁
參
照
。

（
９
）
陸
修
靜
『
陸
先
生
道
門
科
略
』
に
「
奉
道
之
家
、
靖
室
是
致
誠
之
所
、
其
外
別
絕
、
不
連
他
屋
」（
四
ｂ)

と
あ
る
。
吉
川
忠
夫
「『
靜
室
』

考
」（『
東
方
學
報
』
京
都
五
九
册
、
一
九
八
七
年
）
參
照
。

（
10
）
吉
川
忠
夫
前
揭
論
文
參
照
。

（
11
）
「
齋
室
」
は
『
上
淸
玉
帝
七
聖
玄
紀
廻
天
九
霄
經
』（
道
藏
一
〇
四
三
册
、
六
ｂ
な
ど
）、「
齋
堂
」
は
『
上
淸
金
眞
玉
光
八
景
飛
經
』（
道
藏

一
〇
四
二
册
、
五
ｂ
）、「
齋
中
」
は
『
上
淸
高
上
玉
晨
鳳
臺
曲
素
上
經
』（
道
藏
一
〇
四
一
册
、
二
ｂ
）
に
み
え
る
。

（
12
）
『
華
陽
陶
隱
居
集
』
卷
下
「
許
長
史
舊
館
壇
碑
」「（
天
監
）
十
四
年
、
別
創
鬱
崗
齋
室
、
追
玄
洲
之
蹤
」（
一
ｂ
）。『
周
氏
冥
通
記
』
卷
一

「
右
此
周
（
子
良
）
去
時
、
先
生
正
在
鬱
崗
隱
齋
」（
八
ａ
）。『
周
氏
冥
通
記
』
卷
一
「
堂
屋
四
閒
、
東
二
閒
作
齋
堂
、
西
二
閒
姨
母
住
」（
一

一
ｂ
、
陶
弘
景
注
）。『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
卷
七
「
受
經
營
十
事
訣
第
二
十
五
」
に
齋
堂
の
結
構
を
述
べ
る
（
五
ｂ
）。

（
13
）
吉
川
忠
夫
前
揭
論
文
參
照
。

（
14
）
『
陸
先
生
道
門
科
略
』「（
靖
室
）
其
中
淸
虛
、
不
雜
餘
物
、
開
閉
門
戶
、
不
妄
觸
突
、
灑
掃
精
肅
、
常
若
神
居
」（
四
ｂ)

、『
眞
誥
』
卷
一
九

「（
馬
朗
・
馬
罕
淨
室
）
恆
使
有
心
奴
子
二
人
、
常
侍
直
香
火
、
洒
掃
拂
拭
、
每
有
神
光
靈
炁
見
於
室
宇
」（
一
三
ｂ
）。

（
15
）
そ
の
他
の
例
を
擧
げ
て
お
く
。『
洞
眞
太
上
說
智
慧
消
魔
眞
經
』（
道
藏
一
〇
三
二
册
）「
若
長
齋
正
室
、
注
心
誦
畢
、
皆
當
斷
絕
外
物
、
不

得
中
息
」（
卷
一
、
三
ａ
）、『
上
淸
高
上
滅
魔
洞
景
金
元
玉
淸
隱
書
經
』（
道
藏
一
〇
三
八
册
）「
長
齋
之
士
、
絕
交
人
事
、
體
淸
服
潔
、
隱
靜

別
處
、
亦
可
日
日
誦
習
」（
九
ｂ
）、『
洞
眞
上
淸
靑
要
紫
書
金
根
衆
經
』（
道
藏
一
〇
二
六
―
七
册
）「（
紫
書
訣
言
）
是
其
日
、
沐
浴
淸
齋
別

室
寂
處
、
不
關
人
事
、
夜
半
露
出
中
庭
」（
卷
上
、
一
一
ａ
）
な
ど
。

（
16
）
『
皇
天
上
淸
金
闕
帝
君
靈
書
紫
文
上
經
』（
道
藏
三
四
二
册
）
に
同
趣
旨
の
文
言
が
み
え
る
。「
若
道
士
休
粮
山
林
、
長
齋
五
嶽
、
絕
塵
人
閒
、

遠
思
淸
眞
者
、
得
日
日
飮
日
根
之
霞
、
呑
太
陽
之
精
、
則
立
覺
體
生
玉
澤
、
面
有
流
光
也
。
如
其
外
累
人
事
、
未
獲
靜
形
、
浮
遊
世
路
、
心
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拘
榮
網
者
、
要
以
月
朔
、
月
三
日
、
月
五
日
、
月
七
日
、
月
九
日
、
月
十
三
日
、
十
五
日
、
十
七
日
、
十
九
日
、
二
十
五
日
、
實
（
文
物
出

版
社
等
『
道
藏
』
景
印
本
で
は
「
案
」）
而
爲
之
如
上
法
、
一
月
之
中
十
過
也
」（
五
ｂ
）。

（
17
）
原
文
「
夫
太
一
之
道
、
尤
忌
見
血
腥
・
音
臊
・
滑
穢
之
炁
。
若
泣
涕
墮
落
、
則
帝
君
悲
擾
、
哭
聲
發
口
、
則
太
一
凝
結
。
太
一
凝
結
者
、
九

炁
止
而
不
變
、
三
一
悲
而
不
攝
。
九
炁
不
變
、
則
三
一
亦
結
、
結
滯
日
積
、
則
生
炁
泄
出
、
而
故
炁
運
入
、
故
炁
運
入
、
將
病
將
死
之
始
也
。

是
以
眞
人
謂
哭
音
爲
死
絕
之
聲
、
謂
泣
涕
爲
漏
精
之
津
、
可
不
愼
避
之
哉
。
…
…
以
爲
死
尸
之
形
、
旣
眄
於
兩
眼
、
尸
鬼
之
胎
、
亦
滯
纏
於

人
思
。
人
思
所
存
、
記
於
絳
宮
、
絳
宮
所
識
、
雖
忘
猶
存
。
宜
漸
歸
身
顯
尸
、
塞
思
記
之
眼
故
也
。
子
厚
愼
之
哉
。
見
血
尸
喪
滑
穢
・
哀
哭

泣
涕
、
皆
太
一
之
至
忌
也
」（
六
ｂ
―
七
ａ
）。

（
18
）
『
南
齊
書
』
卷
五
四
高
逸
・
杜
京
產
傳
に
「（
杜
京
產
）
與
同
郡
顧
歡
同
契
、
始
寧
東
山
開
舍
授
學
」
と
あ
る
。「
同
志
契
」
は
同
志
と
い
っ

た
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
19
）
『
周
氏
冥
通
記
』
卷
一
に
、
眞
人
が
「
科
」
を
周
子
良
に
吿
げ
て
「（
吾
言
）
勿
示
世
中
悠
悠
之
人
。
山
中
同
炁
、
知
之
無
嫌
」
と
い
う
（
一

一
ａ
―
ｂ
）。

（
20
）
原
文
「
步
行
世
路
、
與
俗
人
同
沙
（
涉
か
）
阡
陌
之
道
者
、
其
中
飛
塵
濁
亂
、
洿
穢
同
迹
、
皆
不
得
步
綱
。
若
雖
處
世
俗
、
俱
行
道
路
、
乘
車

而
目
不
見
流
血
死
尸
者
、
可
步
綱
也
。
若
山
林
長
齋
、
絕
軌
人
閒
、
或
巖
居
隱
處
、
服
⻝
斷
穀
者
、
不
問
涉
塵
途
之
忌
也
」（
八
ｂ
―
九
ａ
）。

（
21
）
「（
守
玄
白
之
道
）
尤
禁
六
畜
肉
・
五
辛
之
味
」（
卷
一
〇
、
二
ｂ
）、「
黃
仙
君
口
訣
。
服
⻝
藥
物
、
不
欲
⻝
蒜
及
石
榴
子
、
猪
肝
・
犬
頭
肉

至
忌
」（
卷
一
〇
、
二
二
ｂ
―
二
三
ａ
）、「
女
仙
程
偉
妻
口
訣
。
服
⻝
勿
⻝
血
物
。
⻝
血
物
、
使
不
得
去
三
尸
。
乾
肉
可
耳
」（
卷
一
〇
、
二

四
ａ
）。

（
22
）
『
抱
朴
子
內
篇
』
に
み
え
る
經
典
の
傳
授
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
『
六
朝
精
神
史
硏
究
』
第
十
一
章
　
師
受
考
（
同
朋
舍
出
版
、
一
九
八

四
年
）
に
詳
し
い
。

（
23
）
『
禮
記
』
祭
統
篇
に
「
及
其
將
齊
也
、
防
其
邪
物
、
訖
其
嗜
欲
、
耳
不
聽
樂
」
と
あ
り
、「
不
樂
」
は
音
樂
を
聽
か
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。

（
24
）
鄭
玄
の
注
に
「
蠲
、
讀
如
吉
圭
惟
饎
之
圭
。
圭
、
絜
也
。
刑
者
、
黥
劓
之
屬
。
任
人
、
司
圜
所
收
敎
罷
民
也
。
凶
服
、
服
衰
絰
也
」
と
あ
る
。

『
周
禮
』
秋
官
・
司
圜
に
「
司
圜
、
掌
收
敎
罷
民
。
凡
害
人
者
、
弗
使
冠
飾
而
加
明
刑
焉
。
任
之
以
事
而
收
敎
之
」、
鄭
司
農
の
注
に
「
罷
民
、
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謂
惡
人
不
從
化
、
爲
百
姓
所
患
苦
、
而
未
入
五
刑
者
也
。
故
曰
、
凡
害
人
者
、
不
使
冠
飾
、
任
之
以
事
。
若
今
時
罰
作
矣
」
と
あ
り
、
任
人

つ
ま
り
罷
民
は
、
何
ら
か
の
勞
役
刑
に
就
い
て
い
る
者
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）
ち
な
み
に
、
北
魏
の
靈
太
后
が
寺
院
に
幸
じ
て
お
伴
を
率
い
て
九
層
の
佛
圖
（
塔
）
に
登
っ
た
折
、
崔
光
が
上
書
し
て
「
禮
、
將
祭
宗
廟
、

必
散
齋
七
日
、
致
齋
三
日
、
然
後
入
祀
、
神
明
可
得
而
通
。（
佛
圖
）
今
雖
容
像
未
建
、
已
爲
神
明
之
宅
」
と
述
べ
、
靈
太
后
の
行
爲
を
「
懼

或
忘
愼
、
非
飮
酒
茹
葷
而
已
」
と
禮
の
齋
戒
の
理
念
か
ら
批
判
し
て
い
る
（『
魏
書
』
卷
六
七
、
崔
光
傳
）。
上
淸
經
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
、

佛
塔
が
禮
の
齋
戒
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

（
26
）
『
後
漢
書
』
志
四
・
禮
儀
上
に
「
齋
日
內
有
汙
染
、
解
齋
、
副
倅
行
禮
。
先
齋
一
日
、
有
汙
穢
災
變
、
齋
祀
如
儀
。
大
喪
、
唯
天
郊
越
紼
而

齋
、
地
以
下
皆
百
日
後
乃
齋
」
と
あ
る
。

（
27
）
『
晉
書
』
卷
六
八
、
賀
循
傳
に
「
其
先
慶
普
、
漢
世
傳
禮
、
世
所
謂
慶
氏
學
。
族
高
祖
純
…
…
漢
安
帝
時
爲
侍
中
、
避
安
帝
父
諱
、
改
爲
賀

氏
」
と
あ
り
、
賀
循
の
家
は
か
つ
て
禮
を
家
學
と
し
て
い
た
。

（
28
）
た
と
え
ば
、『
宋
書
』
卷
十
四
、
禮
志
一
に
「
南
郊
、
皇
帝
散
齋
七
日
、
致
齋
三
日
、
官
掌
淸
者
亦
如
之
。
致
齋
之
朝
、
御
太
極
殿
幄
坐
」
と

あ
る
。

（
29
）
や
は
り
『
論
衡
』
四
諱
篇
に
、「
二
曰
諱
被
刑
爲
徒
、
不
上
丘
墓
」
と
あ
り
、
刑
者
を
め
ぐ
る
禁
忌
を
述
べ
て
い
る
。

（
30
）
吉
川
忠
夫
「
中
國
六
朝
時
代
に
お
け
る
宗
敎
の
問
題
」（『
思
想
』
一
九
九
四
年
四
月
號
）。

（
31
）
赤
井
益
久
「
郡
齋
詩
に
つ
い
て
」（
同
氏
著
『
中
唐
詩
壇
の
硏
究
』
所
收
、
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）
參
照
。
赤
井
氏
に

よ
れ
ば
、
六
朝
詩
の
齋
は
書
齋
、
閑
暇
の
折
り
の
居
所
を
指
す
が
、
道
術
の
修
行
や
祈
禱
を
行
っ
た
靜
室
の
機
能
も
具
有
し
て
い
る
と
い
う
。

（
32
）
前
揭
注
（
１
）
拙
稿
「
唐
代
中
期
の
道
觀
」
參
照
。
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六
朝
か
ら
唐
の
道
敎
文
獻
に
見
ら
れ
る
夷
狄
と
外
道
　

山
　
田
　
　
俊
　
　

　　　　
　
　
序
　
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」

　　
六
朝
か
ら
唐
の
道
敎
文
獻
に
は
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
い
う
表
現
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
本
來
は
『
莊
子
』「
德
充
符
篇
」
に

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り（

１
）、「

聖
人
」
は
肉
體
は
人
の
形
で
も
、
心
に
は
人
の
情
欲
を
持
た
な
い
も
の
だ
と
、
世
俗
に
と
ら
わ
れ
な
い

「
聖
人
」
の
心
の
あ
り
方
を
表
現
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る（

２
）。「

無
人
之
情
」
は
積
極
的
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
り
、

郭
象
注
、
成
玄
英
疏
も
こ
の
點
は
同
樣
で
あ
る（

３
）。

　
逆
に
言
え
ば
、
通
常
の
人
の
心
に
は
常
に
「
情
」
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
假
に
、
現
實
の
人
閒
こ
そ
に
意
味
を

見
出
そ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、「
人
之
情
」
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
は
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
觀
點
か

ら
、
同
じ
表
現
を
用
い
つ
つ
も
、「
情
」
が
缺
け
て
い
る
狀
態
を
銳
く
批
判
す
る
の
が
、
道
敎
文
獻
に
見
ら
れ
る
「
有
人
之
形
、
無
人

之
情
」
と
い
う
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
は
道
敎
文
獻
獨
自
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
三
敎
の
密
接
な

交
流
が
有
る
樣
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
表
現
を
手
が
か
り
に
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
道
敎
文
獻
に
見
ら
れ
る
夷
狄
・
外
道
の
問
題
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を
考
え
て
み
た
い（

４
）。

　　
　
　
一
　
靈
寶
經
の
場
合

　　
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
の
表
現
は
、
六
朝
で
は
靈
寶
經
が
好
ん
で
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

５
）。

そ
し
て
、
靈
寶
經
の
例
で
は
、

「
當
還
生
邊
夷
之
國
、
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
（『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
三
ａ
）
の
樣
に
、「
邊
夷
之
國
」
に
轉
生
す
る

こ
と
が
「
人
之
情
」
の
喪
失
を
意
味
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
、「
邊
夷
」
に
轉
生
す
る
こ
と
も
含
め
て
、
靈
寶
經
の
例
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
太
上
洞
眞
智
慧
上
品
大
誡
』
「
智
慧
十
善
勸
助
上
品
大
誡
」
の
第
五
戒
律
に
は
、

五
は
、
勸
め
て
法
師
法
服
を
助
け
し
む
。
人
を
し
て
世
世
長
雅
に
、
中
國
に
逍
遙
し
、
邊
夷
に
墮
ち
ず
、
男
女
端
正
に
し
て
、
冠

冕
玉
珮
せ
し
む
。
（『
太
上
洞
眞
智
慧
上
品
大
誡
』
八
ｂ
）

と
あ
る（

６
）。

人
々
が
「
中
國
」
に
生
ま
れ
「
邊
夷
」
に
轉
生
し
な
い
樣
に
修
道
者
は
一
段
高
い
境
地
か
ら
そ
れ
を
願
う
べ
き
だ
と
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
樣
の
例
は
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
も
「
若
見
夷
狄
、
當
願
一
切
得
生
中
國
、
不
生
邊

境
」
（
六
ｂ
）
と
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
現
實
の
衆
生
の
中
に
は
「
中
國
」
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
出
來
ず
、「
邊
夷
」
に
轉
生
し
て
し
ま

う
者
逹
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、「
邊
夷
」
に
轉
生
す
る
原
因
は
ど
の
樣
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。『
洞
玄
靈
寶
長
夜
之
府
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』
は
「
善
善
相
係
、
惡
惡
相
續
、
往
返
相
加
、
以
致
不
絕
」
（
一
四
ａ
）
と
、
善
因
善

果
、
惡
因
惡
果
の
原
則
を
述
べ
、
そ
の
因
果
の
過
程
で
ひ
と
た
び
「
人
道
」
か
ら
外
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
自
覺
す
る
こ
と
が
無
け

れ
ば
畜
生
道
に
落
ち
、
そ
の
後
た
と
え
人
に
生
ま
れ
變
わ
っ
た
と
し
て
も
、
或
い
は
「
癡
愚
」
の
人
と
な
り
、
或
い
は
「
邊
夷
」
に
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生
ま
れ
、「
六
疾
」
を
病
む
等
の
狀
況
が
一
生
續
く
こ
と
に
な
る
と
述
べ
る
（
一
四
ａ
）
。
畜
生
道
か
ら
「
邊
夷
」
へ
と
い
う
順
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
上
で
、

是
に
於
い
て
飛
天
神
人す
な
わ而ち
頌
を
な作
し
て
曰
く
、
世
に
生
じ
て
善
念
せ
ず
、
酷
く
師
寶
を
虐
攻
せ
ば
、
死
し
て
萬
痛
毒
を
受
け
、

萬
劫
に
人
道
を
失
す
。
苦
酷
し
て
忠
良
を
謟
い
、
讒
謗
し
て
賢
人
を
擊
む
れ
ば
、
世
に
生
じ
て
邊
夷
に
處
り
、
死
し
て
牛
馬
身

を
受
く
。
慳
貪
に
し
て
惟
だ
得
ん
こ
と
を
欲
し
、
衆
生
に
施
す
を
念
わ
ざ
れ
ば
、
死
し
て
魂
は
餓
鬼
と
な
り
、
後
に
六
畜
形
に

生
ず
。
（『
洞
玄
靈
寶
長
夜
之
府
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』
一
四
ｂ
）

と
述
べ
、「
忠
良
」「
賢
人
」
を
責
め
誹
謗
し
た
場
合
に
、
そ
の
業
報
と
し
て
「
邊
夷
」
に
轉
生
し
、
更
に
畜
生
道
に
落
ち
る
と
述
べ

て
い
る
。
畜
生
道
と
「
邊
夷
」
の
順
が
前
段
と
は
逆
だ
が
、
兩
者
は
常
に
隣
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
又
、『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
を
見
る
と
、

西
極
世
界
飛
天
人
曰
く
、
斯
の
罪
人
た
る
や
、
其
の
人
前
身
行
う
所
は
道
な
ら
ず
、
師
命
に
違
負
し
、
三
寶
を
輕
忽
し
、
口
は

是
な
る
も
心
は
非
に
し
て
、
根
を
攻
め
主
を
伐
ち
、
罵
詈
呪
誓
し
、
神
鬼
を
既
喚
し
、
飮
酒
は
量
を
過
ぎ
、
貪
慾
は
已
む
な
く
、

或
は
善
を
毀
ち
惡
を
譽
え
、
賢
人
を
謗
擊
し
、
忠
良
を
謟
害
し
、
人
の
命
を
滅
ぼ
す
。
怨
魂
の
彌
訴
す
る
と
こ
ろ
、
斯
の
罪
は

深
重
た
り
て
、
今
對
を
招
く
を
致
す
。
諸
苦
備
經
し
、
萬
劫
に
し
て
、
當
に
邊
夷
の
國
に
還
生
す
べ
し
。
人
の
形
有
る
も
、
人

の
情
無
し
。
（『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
二
ｂ
―
三
ａ
）

と
有
り
、「
師
命
」「
三
寶
」
と
言
っ
た
正
統
な
敎
え
を
否
定
し
、
邪
道
で
あ
ろ
う
「
神
鬼
」
を
信
仰
し
、「
賢
人
」「
忠
良
」
を
誹
謗
す

る
こ
と
で
「
邊
夷
」
に
落
ち
、「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
又
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
宿
緣
經
』
で
は
、
先
ず
「
十
惡
」
が
列
擧
さ
れ
、
そ
れ
を
犯
し
た
者
は
、
死
後
に
先
ず
地
獄
に
落
ち
、

そ
の
後
、
重
勞
働
を
課
せ
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、

旣
に
竟
ら
ば
、
當
に
世
に
下
生
し
、
常
に
下
賤
の
人
と
な
り
、
或
い
は
僕
使
と
な作
る
べ
し
。
人
の
形
有
る
も
、
人
の
情
無
し
。
或
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は
邊
夷
異
國
に
生
じ
、
或
い
は
生
れ
な
が
ら
業
疾
あ
り
。
（『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
宿
緣
經
』
四
ａ
）

轉
生
の
後
に
は
、「
下
賤
」「
僕
使
」
と
な
り
、「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
又
「
邊
夷
」
に
生
ま
れ

る
か
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
病
に
苦
し
む
者
と
も
さ
れ
て
い
る
。「
邊
夷
」
と
「
業
疾
」
が
竝
列
さ
れ
て
い
る
の
は
先
に
見
た
と
お
り
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
、
同
じ
境
遇
の
者
逹
を
、
或
い
は
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
、
或
い
は
「
生
邊
夷
異
國
」
と
述
べ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
樣
に
、
六
朝
の
靈
寶
經
で
は
、
具
體
的
な
原
因
に
よ
り
「
邊
夷
」
に
生
を
受
け
る
と
さ
れ
、
彼
ら
は
「
邊
夷
」
と
い
う
「
場
」

に
生
じ
た
時
點
で
、
そ
の
存
在
自
體
が
旣
に
中
華
の
民
と
は
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
故
、
戒
律
或
い
は

「
十
惡
」
に
對
す
る
戒
め
と
い
う
、
勸
戒
の
性
格
が
こ
れ
ら
の
經
典
で
は
强
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
「
邊
夷
」
に
一
旦
轉
生
し
て
し
ま
っ
た
者
逹
は
、
そ
の
後
救
濟
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
洞
玄
靈

寶
長
夜
之
府
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』
は
「
一
失
善
路
、
永
乖
賢
域
、
冥
冥
長
夜
、
何
時
得
脫
」
（
一
四
ａ
）
と
し
、
更
に
「
萬
劫
當
還
生

邊
夷
之
國
、
有
人
之
形
、
無
人
之
情
。
永
去
人
道
、
長
淪
罪
門
、
流
曳
五
苦
八
難
之
中
、
不
得
開
度
、
億
劫
無
還
」
（
九
ａ
）
と
も
述

べ
、
一
旦
「
善
路
」「
人
道
」
を
踏
み
外
し
た
な
ら
ば
、
二
度
と
「
賢
域
」「
人
道
」
に
轉
生
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
と
す
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
先
ず
「
十
戒
」
を
守
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
譯
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
先
に
見
た
『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
の
續
き
の
部
分
に
は
次
の
樣
に
有
る
。

道
曰
く
、
斯
の
人
を
し
て
其
の
宿
行
を
思
い
、
其
の
患
う
所
を
念
い
、
之
を
改
め
善
を
爲
さ
し
む
べ
し
。
內
に
法
輪
を
著
わ
し
、

授
く
る
に
勸
戒
を
以
て
し
、
中
國
に
還
生
す
る
を
得
さ
し
む
。
吾
が
此
の
道
を
修
む
れ
ば
、
其
の
宿
對
を
解
す
。
善
を
作
す
を
思

念
し
、
廣
く
福
田
を
建
て
、
更
に
開
度
を
受
く
れ
ば
、
吾
が
西
門
よ
り
入
り
、
諸
天
人
に
見
え
、
其
の
先
功
の
業
を
受
け
、
永

く
無
量
の
報
を
享
く
る
な
り
。
（『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
三
ａ
）

苦
し
む
衆
生
を
哀
れ
ん
だ
「
道
」
に
よ
り
「
戒
」
が
授
け
ら
れ
、
そ
れ
に
從
う
こ
と
で
「
宿
對
」
を
解
消
し
、「
中
國
」
へ
と
轉
生
す
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る
こ
と
へ
の
道
が
開
か
れ
る
と
有
る
。
卽
ち
、
超
越
的
な
「
道
」
の
救
濟
行
爲
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
慈
悲
に
よ
り
衆
生
は
一
切
の

宿
業
を
淸
算
す
る
形
で
「
中
國
」
へ
の
轉
生
が
可
能
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

７
）。

又
、『
太
上
靈
寶
諸
天
內
音
自
然
玉
字
』
に

は
、「
不
慈
不
孝
、
傷
害
衆
生
」
の
罪
を
犯
し
た
者
逹
は
、
死
後
、
先
ず
地
獄
に
落
ち
、
次
い
で
「
六
畜
」
か
ら
「
邊
夷
」
へ
と
轉
生

し
た
後
、
ほ
と
ん
ど
無
限
に
近
い
遙
か
な
時
閒
を
か
け
て
「
賤
人
」
↓
「
人
」
↓
「
善
人
」
と
轉
生
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
徐
々
に
境

遇
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
（
卷
四
、
二
二
ａ
）
。「
善
人
」
へ
の
轉
生
は
時
閒
の
經
過
が
可
能
と
す
る
譯
だ
が
、
現
實
の

衆
生
に
と
り
、
こ
の
無
限
に
近
い
長
遠
な
時
閒
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
ず
、
事
實
上
は
「
邊
夷
」
に
轉
生
し
て
し
ま
え
ば
、「
人
」

へ
の
轉
生
は
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
と
な
ろ
う
。
又
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
罪
根
上
品
大
戒
經
』
に
は
、「
邊
夷
之
國
」
に
落
ち

た
後
、「
七
萬
劫
」
の
時
を
經
た
時
點
で
「
善
人
之
門
」
に
轉
生
す
る
機
會
が
與
え
ら
れ
、
そ
の
時
點
で
諸
神
に
契
信
を
捧
げ
る
こ
と

で
「
善
人
之
門
」
へ
の
轉
生
が
可
能
と
な
る
と
有
る
が
（
卷
下
、
八
ａ
）
、
や
は
り
「
七
萬
劫
」
と
い
う
時
閒
は
絕
望
的
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
の
靈
寶
經
の
諸
例
か
ら
、「
邊
夷
」
に
轉
生
す
る
こ
と
が
卽
ち
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
い
う
狀
態
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
勸
戒
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
狀
態
か
ら
の
脫
出
は
不
可
能
で
あ
る

か
、
或
い
は
遙
か
な
時
閒
を
か
け
て
神
の
力
に
よ
る
救
濟
で
か
ろ
う
じ
て
可
能
と
な
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
最
後
に
、
以
上
の
諸
例
で
は
「
邊
夷
」
の
具
體
的
地
區
は
明
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
又
、
そ
の
地
域
を
具
體
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
內
容
に
も
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　　
　
　
二
　
道
敎
と
佛
敎
の
「
八
難
」

　　
本
節
で
は
、「
邊
夷
」
に
生
じ
る
と
い
う
觀
念
が
道
敎
の
「
八
難
」
と
關
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
併
せ
て
佛
敎
の
「
八
難
」

と
の
關
わ
り
を
槪
觀
し
て
お
き
た
い
。
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道
敎
の
「
八
難
」
に
は
幾
種
か
有
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
類
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
上
淸
派
經
典
『
上
淸
衆
眞
敎
戒
德
行
經
』
に

は
、
悟
り
へ
の
妨
げ
と
な
る
八
種
の
障
碍
が
言
わ
れ
て
い
る
。

夫
れ
人
の
三
惡
道
を
離
れ
、
人
と
爲
る
を
得
る
の
難
き
な
り
。
旣
に
人
と
爲
る
を
得
る
も
、
女
を
去
り
男
と
爲
る
の
難
き
な
り
。

旣
に
男
と
爲
る
を
得
る
も
、
六
情
四
體
の
完
具
す
る
の
難
き
な
り
。
六
情
の
旣
に
具
わ
る
も
、
中
國
に
生
ず
る
を
得
る
の
難
き

な
り
。
旣
に
中
國
に
處
る
も
、
有
道
の
父
母
國
君
に
あ値
う
の
難
き
な
り
。
旣
に
有
道
の
君
に
あ値
う
を
得
る
も
、
學
道
の
家
に
生

ま
れ
、
慈
仁
善
心
有
る
の
難
き
な
り
。
善
心
の
旣
に
發
す
る
も
、
道
德
長
生
者
を
信
ず
る
の
難
き
な
り
。
旣
に
道
德
長
生
を
信

ず
る
も
、
太
平
壬
辰
の
運
に
あ値
う
の
難
き
な
り
。
（『
上
淸
衆
眞
敎
戒
德
行
經
』
卷
上
、
一
ｂ
）

本
經
は
『
眞
誥
』
と
相
出
入
す
る
文
が
多
く
、
そ
れ
は
又
『
四
十
二
章
經
』
と
も
共
通
し
、『
四
十
二
章
經
』
第
三
十
六
章
に
は
「
六

情
已
具
、
生
中
國
難
」
と
見
ら
れ
る（

８
）。

旣
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
樣
に
、『
眞
誥
』
の
前
後
す
る
箇
所
が
『
四
十
二
章
經
』
と
關
連
し
て

い
る
こ
と
か
ら
し
て
、『
眞
誥
』
は
『
四
十
二
章
經
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う（

９
）。

こ
れ
も
旣
に
指
摘
の
有
る
と
こ
ろ
だ
が
、
本
來

『
四
十
二
章
經
』
に
見
ら
れ
る
「
中
國
」
は
佛
敎
が
布
敎
さ
れ
る
中
核
地
區
を
意
味
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
道
典
に
取
り

入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
所
謂
中
國
を
指
す
こ
と
に
な
っ
た（

10
）。

從
っ
て
、「
生
中
國
」
に
對
置
さ
れ
る
、
轉
生
が
忌
み
嫌
わ
れ
る
地
區
も
自

ず
と
佛
敎
と
道
敎
と
で
は
變
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
靈
寶
經
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
樣
の
「
八
難
」
が
見
ら
れ
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
誡
業
本
行
上
品
妙
經
』
は
、「
一
品
受
身
出
邊
夷
難
」
（
一

四
ａ
）
と
言
い
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
編
纂
と
さ
れ
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
往
生
救
苦
妙
經
』
に
は
「
六
情
具
足
、
得
生
中
國
、
四
」

（
五
ａ
）
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
三
塗
五
苦
拔
度
生
死
妙
經
』
に
も
「
四
者
得
生
中
國
」
（
四
ａ
）
と
見
ら
れ
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』

は
「
四
、
六
根
旣
具
足
、
得
生
中
國
難
」
（
卷
下
、
一
〇
ａ
）
と
言
い
、『
太
上
慈
悲
道
場
消
災
九
幽
法
懺（

11
）』

に
は
「
旣
得
完
具
、
生
于

中
國
難
」
（
卷
一
、
三
ａ
）
と
有
る
。
又
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
に
は
「
三
鰥
寡
孤
獨
、
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
（
卷
上
、
七
ｂ
）

と
有
り
、「
邊
夷
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
有
る
。
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こ
れ
ら
の
例
を
見
れ
ば
、
六
朝
か
ら
唐
に
か
け
て
の
道
敎
文
獻
の
「
八
難
」
に
は
、「
た
と
え
心
身
健
常
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中

國
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と
が
一
難
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
ど
こ
に
生
ま
れ
る
の
か
と
言
え
ば
、『
太

上
洞
玄
靈
寶
誡
業
本
行
上
品
妙
經
』
の
例
が
示
す
樣
に
「
邊
夷
」
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
心
身
健
常
で
あ
り
な
が
ら
「
邊
夷
」
に

生
ま
れ
て
し
ま
え
ば
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
の
例
が
示
す
樣
に
、「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
な
る
。
卽
ち
、「
得
生
中
國
難
」、

「
邊
夷
」、「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
の
三
つ
は
相
互
に
關
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
道
敎
の
「
八
難
」
の
基
本
的
枠
組
み
は
佛
典
か
ら
の
借
用
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
佛
敎
の
「
八
難
」
は
周
知
の
如
く
、
佛
法
を
見

聞
し
得
な
い
八
種
の
狀
況
を
言
う
も
の
で
あ
り
、「
一
、
地
獄
道
、
二
、
畜
生
道
、
三
、
餓
鬼
道
、
四
、
長
壽
天
、
五
、
邊
地
」
等
に

生
じ
た
場
合
、
そ
し
て
、「
六
、
六
情
が
不
完
全
、
七
、
心
識
が
邪
で
あ
る
、
八
、
佛
に
出
會
わ
な
い
」
で
あ
る（

12
）。

こ
れ
ら
佛
敎
の

「
八
難
」
に
も
同
じ
く
「
邊
地
」
と
有
り
、
こ
こ
に
生
じ
た
者
逹
は
佛
法
を
見
聞
し
得
ず
、『
增
壹
阿
含
經
』
は
「
誹
謗
賢
聖
、
造
諸

邪
業
」
（
大
正
藏
二
、
七
四
七
ａ
）
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
佛
典
が
述
べ
る
「
邊
地
」
が
具
體
的
に
何
處
を
指
す
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
も

周
知
の
如
く
「
北
方
鬱
單
越
國
」
を
指
す
。「
鬱
單
越
國
」
は
理
想
的
國
土
と
し
て
描
寫
さ
れ
て
お
り（

13
）、

そ
の
た
め
、
例
え
ば
『
大
方

便
佛
報
恩
經
』
が
「
有
鬱
單
越
、
無
有
佛
法
、
亦
不
得
戒
、
以
福
報
障
故
、
幷
愚
癡
故
、
不
受
聖
法
」
（
大
正
藏
三
、
一
六
〇
ｃ
）
と
述

べ
る
樣
に
、
理
想
的
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
彼
ら
に
は
佛
法
を
信
奉
す
る
氣
持
ち
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　
道
典
の
「
八
難
」
に
言
わ
れ
る
「
生
邊
夷
」
自
體
は
佛
典
の
「
八
難
」
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
の
者
逹
は
禽
獸
に

も
等
し
い
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
靈
寶
經
に
見
ら
れ
た
、
正
し
い
敎
え
を
否
定
し
た
こ
と
が
原
因
で
「
邊

夷
」
に
轉
生
し
た
と
い
う
考
え
方
は
、
佛
典
の
「
邊
地
」
の
衆
生
が
「
賢
聖
を
誹
謗
」
す
る
と
い
う
表
現
と
類
似
す
る
も
の
の
、
兩

者
の
意
味
合
い
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
又
、
佛
典
の
「
邊
地
」
が
「
鬱
單
越
國
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
靈
寶
經
等
の
「
邊
夷
」
も
同
樣
に
北
方
を
指
す
も
の
で
は
な
い

か
と
の
見
方
も
有
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
南
北
朝
で
は
異
民
族
統
治
の
北
方
に
對
す
る
南
朝
側
の
蔑
視
が
存
在
し
、
南
朝
が
北
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方
を
「
五
胡
」
と
稱
し
、
や
が
て
「
索
虜
」
と
稱
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
る（

14
）。

し
か
し
、
靈
寶
經
の
十
方
を
基
盤
と
す
る
世

界
觀
に
於
い
て
北
方
は
「
棄
賢
世
界
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
は
佛
典
の
「
鬱
單
越
國
」
を
踏
ま
え
た
理
想
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る（

15
）。

從
っ
て
、
上
來
見
て
き
た
よ
う
な
消
極
的
意
味
合
い
で
の
「
邊
夷
」
が
北
方
と
し
て
觀
念
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
傳
統
的
な
夷
夏
論
と
の
關
わ
り

　　
こ
こ
で
、
中
國
の
傳
統
的
思
想
が
ど
の
樣
な
夷
夏
に
關
わ
る
議
論
を
準
備
し
て
い
た
の
か
を
、
先
行
硏
究
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が

ら
少
し
眺
め
て
お
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
、
夷
狄
に
對
し
て
中
國
が
何
ら
か
の
攘
夷
的
發
想
を
持
つ
の
は
や
む
を
え
な
い
。
代
表
的
な
も
の
は
『
春
秋
』
に
見
ら

れ
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
『
春
秋
左
氏
傳
』
は
理
念
の
次
元
で
夷
と
夏
の
閒
に
越
え
が
た
い
差
異
を
設
定
し（

16
）、『

公
羊
傳
』
は
兩

者
の
差
異
を
習
俗
・
禮
制
・
道
義
性
の
問
題
と
し
、
相
互
轉
換
を
理
論
上
可
能
と
し
つ
つ
も
、
體
面
に
こ
だ
わ
る
華
夏
諸
國
に
と
っ

て
、
夷
狄
へ
の
下
落
は
大
き
な
規
制
力
を
持
ち
得
た
と
さ
れ
る（

17
）。

こ
う
し
た
春
秋
學
に
見
ら
れ
る
、
夷
狄
に
墮
ち
る
こ
と
に
よ
る
强

い
勸
戒
の
觀
念
は
、
强
固
な
影
響
力
を
持
っ
て
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
夷
狄
を
否
定
的
に
扱
う
理
由
と
し
て
は
、
華
夏
と
の
文
化
的
斷
絕
を
先
ず
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
司
馬
相
如
は
「
而
夷
狄
殊

俗
之
國
、
遼
絕
異
黨
之
地
、
舟
輿
不
通
、
人
迹
罕
至
、
政
敎
未
加
、
流
風
猶
微
」
（『
史
記
』「
司
馬
相
如
列
傳
」）
と
し
、
夷
狄
と
華
夏

と
の
閒
の
流
通
の
斷
絕
に
よ
り
、
華
夏
の
「
政
敎
」
は
施
さ
れ
ず
、
そ
の
德
化
が
及
ぶ
こ
と
も
僅
か
で
あ
る
と
す
る
。
班
固
『
漢
書
』

も
又
「
且
自
三
代
之
盛
、
夷
狄
不
與
正
朔
服
色
」
（「
韓
安
國
傳
」）
と
、「
三
代
」
以
來
「
正
朔
」
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
の
韓
安

國
の
言
を
載
せ
、「
匈
奴
」
に
限
定
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、「
且
夷
狄
譬
如
禽
獸
」
（「
匈
奴
傳
上
」）
と
、「
夷
狄
」
は
「
禽
獸
の
如
」

き
と
有
り
、
又
、「
夷
狄
之
人
貪
而
好
利
、
被
髮
左
衽
、
人
面
獸
心
。
其
與
中
國
殊
章
服
、
異
習
俗
、
飮
⻝
不
同
、
言
語
不
通
、
…
…
是
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故
聖
王
禽
獸
畜
之
、
不
與
約
誓
、
不
就
攻
伐
。
…
…
政
敎
不
及
其
人
、
正
朔
不
加
其
國
」
（「
匈
奴
傳
下
」）
と
、
人
の
面
貎
を
持
っ
て

は
い
る
も
の
の
心
は
獸
の
如
く
、
そ
の
文
化
は
全
く
中
國
と
は
異
な
り
、
從
っ
て
「
聖
王
」
は
か
れ
ら
を
獸
扱
い
し
た
と
有
る
。
こ

れ
等
は
何
れ
も
夷
狄
が
中
華
文
化
の
恩
惠
に
浴
さ
な
い
た
め
、
外
面
的
に
は
人
の
如
く
も
、
精
神
的
に
は
獸
の
如
き
存
在
で
あ
る
こ

と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
范
曄
『
後
漢
書
』
は
「
贊
曰
、
逷
矣
西
胡
、
天
之
外
區
。
土
物
琛
麗
、
人
性
淫
虛
。
不
率
華
禮
、
莫
有
典

書
」
（「
西
域
傳
」）
と
し
、「
天
之
外
區
」
で
あ
る
「
西
胡
」
の
「
人
性
」
は
「
淫
虛
」
で
あ
る
と
し
、
中
華
の
傳
統
文
化
の
恩
惠
に
浴

さ
な
い
こ
と
を
述
べ
、「
天
之
外
區
」
と
い
う
そ
の
「
場
」
に
原
因
を
求
め
て
い
る
。

　
『
後
漢
書
』
が
「
場
」
の
觀
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
は
、
夷
狄
が
存
在
す
る
「
場
」
と
、
そ
こ
に
集
ま
る
「
氣
」
に
夷
狄
を
生
み

出
す
原
因
が
あ
る
と
す
る
理
解
に
基
づ
く
。
こ
の
考
え
方
も
古
く
、『
白
虎
通
』「
王
者
不
臣
」
に
は
「
夷
狄
者
、
與
中
國
絕
域
異
俗
、

非
中
和
氣
所
生
、
非
禮
義
所
能
化
」
（
卷
七
、「
王
者
不
臣
」）
と
、「
夷
狄
」
は
「
中
國
」
と
は
異
な
り
「
中
和
の
氣
」
が
生
み
出
し
た

も
の
で
は
な
い
た
め
、
中
華
の
「
禮
義
」
に
よ
る
敎
化
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
又
、
晉
・
袁
宏
『
後
漢
紀
』
に
は
、「
夷
狄
者
四

方
之
異
氣
也
。
蹲
夷
踞
肆
、
與
烏
鳥
無
異
。
雜
居
中
國
、
則
錯
亂
天
氣
」
（
卷
一
二
、「
孝
章
皇
帝
紀
下
」）
と
有
り
、「
夷
狄
」
は
「
四

方
之
異
氣
」
が
生
み
出
し
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
、「
夷
狄
」
は
「
烏
鳥
」
と
異
な
ら
ず
、「
中
國
」
に
同
居
す
る
と
「
中
國
」
の

「
氣
」
が
「
錯
亂
」
し
て
し
ま
う
と
す
る
。『
晉
書
』
は
「
史
臣
曰
、
夫
宵
形
稟
氣
、
是
稱
萬
物
之
靈
。
繫
土
隨
方
、
迺
有
羣
分
之
異
。

蹈
仁
義
者
爲
中
㝢
、
肆
凶
獷
者
爲
外
夷
」
（「
四
夷
」）
と
述
べ
、「
中
・
夷
」
の
差
異
は
、
そ
の
生
ま
れ
た
「
場
」
の
違
い
に
由
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
生
じ
る
「
場
」
に
よ
り
受
け
る
「
氣
」
の
違
い
に
由
る
と
さ
れ
る
。「
外
夷
」
と
い
う
「
場
」
の
「
氣
」
を
受
け
て

生
じ
た
者
は
、「
外
夷
」
の
民
と
し
て
生
き
て
い
く
他
に
道
は
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
記
述
を
見
る
時
、
六
朝
の
道
典
に
見
ら
れ
た
「
邊
夷
」
の
記
述
と
共
通
點
が
多
い
こ
と
に
氣
付
か
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
春
秋
に
見
ら
れ
る
强
い
勸
戒
性
と
道
典
に
見
ら
れ
る
戒
律
、
道
典
で
畜
生
道
へ
の
轉
生
と
「
邊
夷
」
へ
の
轉
生
が
隣
接
し
て

い
た
こ
と
と
、「
同
之
禽
獸
」
（『
後
漢
書
』「
西
羌
傳
」）
、「
性
同
禽
獸
」
（『
魏
書
』「
獠
」）
の
樣
に
、
夷
狄
自
體
が
「
禽
獸
」
と
關
連
付
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け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
其
他
國
異
域
四
方
、
福
德
所
不
逮
地
」
（『
太
上
諸
天
靈
書
度
命
妙
經
』
一
〇
ａ
）
と
、「
福
德
」
の
及

ば
な
い
地
が
「
邊
夷
」
で
あ
る
と
い
う
觀
念
は
、
明
ら
か
に
、
德
治
と
い
う
立
場
か
ら
華
・
夷
の
差
を
設
定
す
る
傳
統
的
立
場
に
立

つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
邊
夷
」
へ
の
轉
生
と
い
う
考
え
方
は
、
無
論
佛
敎
の
因
緣
轉
生
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
同

時
に
、
邊
地
の
夷
狄
は
罪
あ
っ
て
流
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
傳
統
的
觀
念
の
存
在
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い（

18
）。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
六
朝
の
靈
寶
經
に
見
ら
れ
る
「
邊
夷
」
に
關
す
る
議
論
は
、
在
來
思
想
の
立
場
に
基
づ
く
漠
と
し
た

夷
狄
の
イ
メ
ー
ジ
を
軸
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
論
後
段
で
觸
れ
る
こ
と
と
の
關
わ
り
か
ら
言
え
ば
、
佛
敎
に
對
す
る
批
判
意
識
は

そ
こ
に
は
介
在
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
代
以
降
の
佛
敎
を
强
く
意
識
し
た
夷
狄
・
外
道
の
理
解
と
比
較
す
る

こ
と
で
よ
り
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う（

19
）。

　　
　
　
四
　
唐
代
の
道
敎
經
典

　　
唐
代
の
道
典
で
注
目
す
べ
き
は
、「
邊
夷
」
等
の
觀
念
が
外
道
を
始
め
と
す
る
幾
つ
か
の
觀
念
と
結
び
付
け
ら
れ
、
よ
り
具
體
的
に

描
寫
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
は
、
佛
敎
を
强
く
意
識
す
る
樣
に
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る
。

　
　
（
１
）
夷
狄
の
具
體
的
地
區

『
太
上
一
乘
海
空
智
藏
經
』
の
場
合

　
七
世
紀
中
頃
に
編
纂
さ
れ
、
佛
敎
思
想
も
十
分
に
意
識
し
た
『
太
上
一
乘
海
空
智
藏
經
』
（
以
下
『
海
空
經
』
と
略
す
）
に
は
次
の
樣

に
有
る（

20
）。

若
し
衆
生
有
り
て
、
三
寶
物
を
以
て
、
己
の
た
も有
つ
が
ご

と
似
如
く
隨
意
に
取
用
し
、
時
な
ら
ず
し
て
取
り
、
⻝
噉
し
て
足
る
こ
と
な

く
、
相
共
に
出
家
し
以
て
知
識
と
な
る
。
是
の
如
き
の
人
、
後
生
人
天
中
に
生
ず
る
を
遠
離
し
、
常
に
邊
夷
に
受
け
、
永
え
に

法
を
聞
か
ず
。
死
し
て
三
塗
に
墮
ち
、
懺
侮
の
地
無
し
。
（『
海
空
經
』
卷
一
〇
、
一
二
ａ
）
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こ
こ
で
は
、「
三
寶
物
」
を
我
が
物
の
如
く
に
扱
い
、
飽
き
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
出
家
し
た
場
合
、「
邊
夷
」
に
轉
生
し
、「
法
」

を
聞
く
機
會
も
與
え
ら
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
死
後
は
「
三
塗
」
に
落
ち
、「
懺
悔
」
の
機
會
も
與
え
ら
れ
な
い
と
有
る
。
こ
こ
に
見
ら

れ
る
「
邊
夷
」
に
墮
ち
る
原
因
は
六
朝
の
道
典
に
見
ら
れ
た
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。『
海
空
經
』
の
こ
の
部
分
は
『
像
法

決
疑
經
』
に
基
づ
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（

21
）。

そ
の
部
分
で
は
同
樣
に
「
衆
僧
物
」
に
對
す
る
扱
い
の
不
適
切
が
も
た
ら
す
報
い

と
し
て
、「
法
」
を
聞
く
機
會
が
絕
た
れ
、
懺
悔
の
機
會
も
與
え
ら
な
い
と
さ
れ
、
基
本
的
內
容
は
『
海
空
經
』
と
同
じ
だ
が
、
そ
こ

に
は
「
邊
夷
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
。
卽
ち
『
海
空
經
』
の
編
者
が
翻
案
の
際
に
「
邊
夷
」
の
觀
念
を
導
入
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
又

『
海
空
經
』
は
、

爾
時
復
た
天
龍
鬼
神
、
虛
空
龍
鬼
、
猛
馬
八
威
、
羌
胡
氐
老
、
若
し
く
は
人
、
非
人
有
り
、
悉
共
に
聲
を
同
じ
く
し
、
是
の
如

く
讚
え
て
言
う
、
善
き
か
な
善
き
か
な
。
…
…
大
慈
天
尊
、
我
等
生
じ
て
邊
地
に
居
り
、
人
の
形
有
る
も
、
種
智
を
具
え
ざ
る

を
哀
愍
せ
よ
。
（
同
卷
五
、
六
ｂ
―
七
ａ
）

こ
こ
で
は
、「
天
龍
鬼
神
、
虛
空
龍
鬼
、
猛
馬
八
威
、
羌
胡
氐
老
、
若
人
非
人
」
逹
が
、「
天
尊
」
の
說
法
を
耳
に
し
、
そ
れ
を
稱
え
た

後
で
、「
哀
愍
我
等
、
生
居
邊
地
、
有
人
之
形
、
不
具
種
智
」
と
述
べ
る
。
こ
の
發
言
は
「
羌
胡
氐
老
」
が
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
邊
地
」
に
生
ま
れ
、
人
の
形
は
有
る
も
の
の
、「
種
智
を
具
な
え
」
て
い
な
い
者
逹
と
は
「
羌

胡
氐
老
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
海
空
經
』
の
こ
の
部
分
は
『
大
般
涅
槃
經
』
「
現
病
品
第
十
八
」
に
基
づ
く（

22
）。

そ
し
て
、『
海
空

經
』
で
「
天
龍
鬼
神
、
虛
空
龍
鬼
、
猛
馬
八
威
、
羌
胡
氐
老
」
と
有
る
部
分
は
、『
涅
槃
經
』
で
は
、「
天
龍
鬼
神
、
乾
闥
婆
、
阿
修

羅
、
迦
樓
羅
、
緊
那
羅
、
摩
睺
羅
伽
、
羅
刹
、
健
陀
、
憂
摩
陀
、
阿
婆
魔
羅
」
（
大
正
藏
一
二
、
六
七
一
ｃ
）
と
な
っ
て
お
り
、「
天
龍

鬼
神
」
以
外
は
『
海
空
經
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
涅
槃
經
』
に
は
「
邊
地
」
に
相
當
す
る
語
も
無
く
、
や
は
り

「
邊
地
」
の
觀
念
を
導
入
し
た
の
は
、『
海
空
經
』
編
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
羌
胡
氐
老
」
と
結
び
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。「
天
龍
鬼

神
」
は
多
く
の
佛
典
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、「
羌
胡
氐
老
」
は
西
方
を
連
想
さ
せ
る
夷
狄
と
し
て
『
海
空
經
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
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と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
佛
敎
と
も
結
び
付
く
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る（

23
）。『

海
空
經
』
の
編
者
が
獨
自
の
見
解
に
基
づ
い
て
「
邊
地
」
の

觀
念
を
導
入
し
、
そ
の
地
が
「
羌
胡
氐
老
」
と
さ
れ
た
上
で
、
佛
敎
と
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
樣
々
な
「
外
道
」

『
太
上
妙
法
本
相
經
』
の
場
合

　
唐
初
に
整
理
再
編
纂
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
太
上
妙
法
本
相
經
』
（
以
下
『
本
相
經
』
と
略
す
）
に
は
「
外
道
」
關
連
の
記
述
が
多

い（
24
）。

卷
五
は
、「
愚
俗
」
は
先
ず
地
獄
に
墮
ち
、
そ
の
後
「
畜
中
」
に
轉
生
し
、
再
度
「
下
愚
」
に
轉
生
し
「
有
人
之
形
、
無
人
之

情
」
と
な
る
と
述
べ
る（

25
）。「

畜
中
」
か
ら
轉
生
す
る
と
さ
れ
て
い
る
點
、「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
有
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
斷
す

れ
ば
、
こ
の
「
下
愚
」
に
生
ま
れ
落
ち
る
の
は
「
邊
夷
」
へ
の
轉
生
が
念
頭
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
の
直
前
に
、「
或

有
外
道
、
聞
桑
出
其
紋
錦
、
輒
共
拓
野
之
中
、
折
木
而
搜
。
釿
斧
盡
鈍
、
乃
至
柯
究
而
不
可
得
」
（『
本
相
經
』
卷
五
、
ペ
リ
オ
二
四
二

九
）
と
「
外
道
」
が
話
題
と
さ
れ（

26
）、

續
く
段
で
「
外
道
野
母
」
が
登
場
し
、「
外
道
」「
魔
僞
」
に
關
わ
る
記
述
で
「
人
身
難
得
、
經
法

難
聞
、
聖
軆
叵
値
」
（
同
）
と
「
八
難
」
を
踏
ま
え
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
等
の
狀
況
か
ら
、
こ
の
「
下
愚
」
が
實
は
「
外
道
」
で

あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
卽
ち
六
朝
ま
で
の
夷
狄
に
關
わ
る
觀
念
が
、「
外
道
」
と
結
び
付
け
ら
れ
る
形
で
『
本

相
經
』
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、『
本
相
經
』
に
は
「
外
道
」
が
數
多
く
登
場
し
、
彼
等
の
所
在
地
區
が
か
な
り
具
體
的
に
描
寫
さ
れ
て
い
る
。

答
え
て
曰
く
、
斯
の
如
き
十
二
外
道
、
道
を
始
め
し
時
、
皆
な
邪
妄
の
因
を
起
し
、
以
て
不
正
の
師
に
遭
い
、
不
正
の
氣
を
受

く
。
其
の
氣
は
精
を
成
し
、
遂
に
邪
中
に
落
ち
、
其
の
神
以
て
附
か
れ
、
名
づ
け
て
外
道
と
な
す
の
み
。
…
…
東
虞
は
東
海
中
原

の
人
な
り
。
少
き
よ
り
道
業
を
脩
め
、
志
は
神
仙
に
あ存
る
も
、
中
に
六
師
の
法
に
遭
い
、
因
り
て
外
を
行
い
、
遂
に
名
づ
け
て

外
道
と
な
す
な
り
。
而
し
て
西
虞
は
西
海
金
倉
の
人
な
り
。
少
き
よ
り
上
道
を
好
み
、
家
業
に
務
め
ざ
る
も
、
中
に
野
母
の
敎

に
遭
い
、
習
い
て
止
ま
ず
、
其
の
法
を
脩
行
し
、
遂
に
邪
精
に
染
ま
る
。
其
の
脩
の
不
正
な
れ
ば
、
邪
氣
の
以
て
附
し
、
其
の

神
は
染
着
さ
る
。
自
か
ら
眞
仙
と
謂
う
も
、
卽
ち
名
づ
け
て
外
道
と
な
す
な
り
。
南
來
は
南
海
陽
澤
の
人
な
り
。
少
き
よ
り
道
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法
にし
た
が述い
、
志
は
朱
紫
を
わ
け契
る
も
、
中
に
三
志
の
敎
に
遭
い
、
樂
み
て
行
用
す
れ
ば
、
其
の
氣
の
附
著
し
、
遂
に
外
と
な
す
な

り
。
北
來
は
北
海
倉
池
の
人
な
り
。
少
き
よ
り
道
敎
に
染
ま
る
も
、
長
じ
て
邪
師
の
法
に
遭
い
、
隨
い
て
之
を
行
い
、
自
か
ら

正
眞
の
道
と
お
も謂
い
、
習
い
て
之
を
行
い
、
遂
に
邪
中
に
入
り
、
名
づ
け
て
外
と
な
す
な
り
。
野
母
は
西
方
長
引
の
人
な
り
。
少

き
よ
り
道
業
を
脩
め
、
王
俗
に
務
め
ざ
る
も
、
中
に
邪
僻
の
敎
に
遭
い
、
因
り
て
之
を
習
い
、
卽
ち
外
中
に
落
つ
。
正
敎
をつ
つ
し祗

ま
ず
、
邪
氣
の
附
着
し
、
其
の
精
は
神
を
化
す
。
法
效
す
べ
き
が
如
き
も
、
卽
き
て
之
に
染
ま
ら
ば
、
皆
な
外
道
と
名
づ
く
る

な
り
。
不
鉤
は
北
方
寒
池
の
人
な
り
。
少
き
よ
り
道
業
を
好
み
、
流
俗
と
群
れ
ざ
る
も
、
中
に
邪
師
の
敎
に
遭
い
、
專
ら
之
を

脩
め
、
遂
に
邪
氣
の
其
の
神
に
附
入
す
る
を
致
し
、
な
ら效
う
べ
き
も
、
因
り
て
之
を
行
い
、
名
づ
け
て
邪
道
と
な
す
な
り
。
獨
挽

は
東
方
無
極
の
人
な
り
。
少
き
よ
り
道
法
を
好
み
、
志
を
正
眞
に
專
ら
に
す
る
も
、
中
に
邪
師
の
敎
に
遭
い
、
な
ら法
い
て
之
を
行

い
、
遂
に
邪
中
に
致
る
。
是
を
以
て
、
其
法
は
遭
い
易
く
、
其
の
師
は
あ値
い
が
た叵
し
。
（
同
卷
次
未
詳
、
ペ
リ
オ
二
三
九
六
）

こ
こ
で
の
「
外
道
」
は
「
東
虞
」、「
西
虞
」、「
南
來
」、「
北
來
」、「
野
母
者
、
西
方
長
引
人
」、「
不
鉤
者
、
北
方
寒
池
人
」、「
獨
挽
者
、

東
方
無
極
人
」
と
有
り
、
事
實
上
は
傳
統
的
な
四
夷
の
觀
念
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ

ら
「
外
道
」
は
そ
の
修
道
の
過
程
で
邪
な
敎
え
に
出
會
っ
た
結
果
「
外
道
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
り
、
そ
の
生
存
の
場

よ
り
は
師
承
關
係
の
方
に
、
卽
ち
、
敎
え
の
中
身
に
そ
の
原
因
を
見
て
い
る
點
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
「
外
道
」
は
本
來

は
「
外
道
」
な
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
お
き
な
が
ら
、
修
道
の
過
程
で
「
邪
氣
」
に
觸
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
「
神
」
が
本
來

の
在
り
方
を
阻
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
、「
外
道
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
卽
ち
、「
外
道
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
本
來
性

の
問
題
で
は
な
く
、
言
わ
ば
、
後
天
的
な
氣
質
の
變
化
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
「
外
道
」
は
、
そ
の
正
體
が
不
明
な
も
の
が
多
い
が
、「
野
母
」
の
出
身
地
と
さ
れ
る
「
長
引
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、

唐
・
尹
文
操
『
太
上
混
元
眞
錄
』
に
「
其
時
天
西
北
有
絕
滅
之
國
、
去
崐
崘
山
九
十
萬
里
、
國
名
長
引
」
（
一
ｂ
）
と
、
化
胡
の
文
脈

で
「
西
北
」
の
國
と
さ
れ
て
い
る
例
を
確
認
で
き
る
。「
野
母
」
は
『
本
相
經
』
卷
五
に
於
い
て
「
野
母
之
徒
者
九
十
有
五
、
亦
稱
眞
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道
。
天
上
天
下
、
唯
我
最
尊
、
宣
揚
道
敎
、
憂
勤
不
停
」
（『
本
相
經
』
卷
五
、
ペ
リ
オ
二
四
二
九
）。
と
見
ら
れ
、
明
ら
か
に
佛
敎
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
野
母
」
は
同
卷
に
於
い
て
、
日
中
よ
り
「
炬
火
」
を
持
し
、
そ
れ
に
よ
り
「
暗
冥
」
な
る
衆
生
を
導
こ
う

と
す
る
行
爲
に
出
て
い
る
が（

27
）、

こ
の
箇
所
は
『
法
句
譬
喩
經
』
の
「
バ
ラ
モ
ン

梵
志
道
士
」
に
關
す
る
記
述
を
ほ
ぼ
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る（

28
）。

卽
ち
、
佛
敎
に
於
け
る
非
正
統
者
で
あ
る
「
梵
志
道
士
」
を
、『
本
相
經
』
は
「
外
道
」
と
し
て
取
り
込
み
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
佛

敎
を
意
味
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、「
西
虞
」
に
つ
い
て
は
、『
管
子
』
に
「
西
服
流
沙
西
虞
、
而
秦
戎
始
從
」

（
小
匡
）
と
有
り
、
中
國
西
方
の
砂
漠
の
彼
方
の
異
民
族
の
地
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
卷
五
に
は
「
六
師
」
の
語

が
見
ら
れ
、
そ
の
具
體
的
內
容
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
或
い
は
佛
典
に
み
ら
れ
る
「
六
師
外
道
」
を
踏
ま
え
る
も
の
と
思
わ
れ
、

そ
こ
で
は
「
六
師
不
眞
、
逮
乎
滅
身
」
（『
本
相
經
』
卷
五
、
ペ
リ
オ
二
四
二
九
）
と
言
わ
れ
、「
六
師
」
は
「
滅
身
」
を
も
た
ら
す
と
さ

れ
て
い
る
。「
滅
身
」
の
語
は
、
次
の
『
玉
淸
經
』
の
例
に
も
窺
え
る
樣
に
、
こ
の
時
期
の
道
典
で
は
佛
敎
を
批
判
的
に
意
味
す
る
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

29
）。

卽
ち
、
佛
典
に
登
場
す
る
「
外
道
」
の
語
を
用
い
つ
つ
、
そ
れ
で
佛
敎
そ
の
も
の
を
意

味
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
經
で
は
「
外
道
」
と
さ
れ
る
の
は
ひ
と
り
西
方
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ

ら
は
何
れ
も
佛
敎
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
３
）
外
道
と
し
て
の
佛
敎
と
そ
の
救
濟

『
太
上
大
道
玉
淸
經
』
の
場
合

　
唐
初
の
成
立
と
思
わ
れ
る
『
太
上
大
道
玉
淸
經
』
（
以
下
『
玉
淸
經
』
と
略
す
）
の
例
を
最
後
に
見
て
お
く（

30
）。

上
品
の
人
、
身
先
に
犯
す
こ
と
無
し
。
身
旣
に
犯
す
こ
と
無
け
れ
ば
、
亦
た
持
す
る
所
無
し
。
中
品
の
人
、
心
に
上
下
す
る
有

り
。
境
を
覩
れ
ば
卽
ち
變
ず
。
戒
を
以
て
自
か
ら
制
し
、
放
逸
せ
し
め
ず
。
此
の
如
き
の
人
、
或
い
は
十
戒
・
五
戒
を
受
け
、

以
て
自
か
ら
防
護
す
。
下
品
の
人
、
惡
心
は
萬
般
、
禁
制
す
べ
き
こ
と
難
し
。
下
品
の
中
、
復
た
二
種
有
り
。
上
品
は
、
身
は

戒
を
奉
ぜ
ん
と
欲
し
、
或
い
は
一
百
九
十
九
戒
を
受
け
、
或
い
は
觀
身
三
百
大
戒
を
受
け
、
或
い
は
千
二
百
威
儀
の
戒
を
受
け
、
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以
て
自
か
ら
防
保
し
、
越
逸
す
る
こ
と
無
か
ら
し
む
。
下
品
下
は
、
身
は
禽
獸
と
同
じ
く
、
人
形
有
る
と
雖
も
人
心
無
し
。
縱

い
其
の
戒
を
受
く
る
も
、
終
に
益
す
る
所
無
し
。
（『
玉
淸
經
』
卷
一
、
八
ａ
）

「
上
品
」
の
者
は
逸
脫
す
る
こ
と
が
無
い
た
め
戒
は
不
要
。「
中
品
」
の
者
は
、
狀
況
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
戒
律
で
そ
の
逸
脫
を
防

ぐ
必
要
が
有
る
。「
下
品
」
の
者
は
戒
律
を
以
て
し
て
も
完
全
な
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
困
難
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
下
品
」
を
更
に

「
上
下
」
の
二
種
に
分
け
、「
下
の
上
」
の
者
は
戒
を
奉
持
し
、
自
ら
「
防
保
」
す
れ
ば
「
越
逸
」
さ
せ
な
く
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
し
、「
下
の
下
」
は
、「
禽
獸
」
と
變
わ
ら
ず
、「
雖
有
人
形
而
無
人
心
」
で
あ
り
、
戒
律
は
役
に
立
た
な
い
と
し
て
い
る
。「
下

品
下
」
が
具
體
的
に
ど
の
樣
な
者
逹
な
の
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、「
禽
獸
」
と
變
わ
ら
な
い
と
い
う
表
現
、「
雖
有
人

形
而
無
人
心
」
等
の
記
述
か
ら
、
六
朝
以
來
の
「
邊
夷
」
の
觀
念
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
閒
違
い
な
い
。

　
續
く
段
で
は
、
次
の
樣
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
且
ら
く
第
二
中
戒
を
授
く
、
十
種
科
禁
入
道
の
初
門
な
り
。
…
…
…
第
三
戒
は
、
君
主
に
反
逆
し
家
國
を
謀
害
す
る
を
得
ず
。

此
の
戒
最
も
重
し
。
何
を
以
て
の
故
に
。
是
の
諸
國
王
、
皆
な
是
れ
應
化
し
て
推
運
し
、
天
下
を
惣
統
し
、
一
切
人
民
の
機
要
す

る
所
な
り
。
一
旦
主
無
け
れ
ば
、
其
の
死
を
得
ず
。
其
の
義
を
以
て
の
故
に
、
汝
等
當
に
知
る
べ
し
、
…
…
…
君
主
に
反
逆
す

る
は
、
死
し
て
地
獄
に
入
り
、
萬
劫
に
苦
を
受
け
、
邊
地
無
主
の
域
に
出
生
し
、
常
に
攻
劫
せ
ら
れ
、
晨
に
夕
に
恐
怖
す
、
と
。

（
同
卷
一
、
八
ａ
―
九
ａ
）

こ
こ
で
は
、「
中
戒
」
と
有
り
、
且
つ
そ
の
內
容
が
十
戒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
見
た
「
中
品
之
人
」
に
對
す
る
「
十
戒
」
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
、
且
つ
、「
入
道
初
門
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
修
道
者
の
た
め
の
戒
律
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
第
三
の

「
不
得
反
逆
君
主
、
謀
害
家
國
」
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
第
三
戒
を
破
っ
た
者
は
「
邊
地
無
主
之
域
」
に
轉
生
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
三
戒
を
破
る
こ
と
が
「
反
逆
君
主
、
謀
害
家
國
」
に
相
當
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
上
來
見
て
き
た
道

典
に
、「
邊
地
無
主
之
域
」
に
生
じ
る
こ
と
は
卽
ち
「
雖
有
人
形
而
無
人
心
」
と
し
て
轉
生
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
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「
中
品
之
人
」
が
「
反
逆
君
主
、
謀
害
家
國
」
等
の
罪
を
犯
し
「
邊
地
無
主
之
域
」
に
生
じ
る
こ
と
は
、
卽
ち
「
下
品
下
」
へ
と
轉
生

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
卷
七
「
道
化
四
夷
品
第
十
七
」
で
は
、「
黑
水
之
北
」
の
出
自
と
さ
れ
る
夷
狄
が
「
王
國
」
へ
の
侵
攻
に
失
敗
し
た
の
を
契

機
に
「
王
國
」
に
歸
依
し
よ
う
と
す
る
。「
黑
水
之
北
」
は
西
方
を
連
想
さ
せ
る
語
だ
が（

31
）、

彼
等
は
次
の
樣
に
述
べ
る
。

我
等
邊
隅
　
正
朔
を
治
め
ず
、
三
才
は
濁
氣
に
し
て
、
二
像
は
醜
形
、
雜
類
の
種
、
恩
美
を
識
ら
ず
。
生
有
り
と
曰
う
と
雖
も
、

實
に
正
氣
に
は
非
ら
ず
。
忽
と
し
て
兇
頑
を
起
こ
し
、
心
にし
た
が率い
て
義
な
ら
ず
、す
な
わ而ち
獸
心
を
興
し
、
大
國
を
塵
穢
す
。
（
同
卷

七
、
五
ａ
）

彼
ら
が
住
む
「
邊
隅
」
の
地
は
「
正
朔
」
も
無
く
、「
濁
氣
」
に
滿
ち
、
彼
等
自
身
も
「
雜
類
の
種
」
で
あ
り
、「
正
氣
」
を
備
え
て
い

な
い
と
言
う
。
旣
に
見
た
樣
に
、「
正
朔
」
が
無
く
、「
正
氣
」
な
ら
ざ
る
氣
か
ら
な
る
と
い
う
の
は
、
夷
狄
に
關
す
る
傳
統
的
觀
念

を
踏
ま
え
る
。
彼
等
の
首
領
の
一
人
「
浮
提
竺
乾
之
王
・
釋
頭
分
」
自
身
も
、
自
ら
を
「
邊
戎
淺
識
」
（
同
卷
七
、
七
ｂ
）
と
述
べ
て

い
る
が
、
彼
ら
に
對
し
て
「
寒
林
大
師
」
は
、

汝
等
諸
夷
、
慾
界
に
出
生
し
、
質
を
邊
戎
に
受
け
、
人
心
に
慈
無
く
、
荒
涼
弊
惡
、
性
は
便
ち
戕
害
に
し
て
生
を
好
ま
ず
。
血
を

飮
み
毛
を
茹
い
、
形
骸
は
臊
腥
に
し
て
、
神
は
濁
氣
に
凝
り
、
體
は
偏
精
に
結
び
、
本
を
拔
き
源
を
塞
ぎ
、
本
を
抑
へ
末
を
崇

び
、
性
は
財
貨
を
重
ん
じ
、
大
道
を
珍
と
せ
ず
。
劫
を
積
む
こ
と
此
の
如
く
、
獨
り
今
時
の
み
に
非
ら
ず
。
（
同
卷
七
、
一
一
ａ
）

彼
ら
は
「
慾
界
」
に
轉
生
す
る
こ
と
で
「
邊
戎
」
と
し
て
の
「
質
」
を
受
け
、
心
に
は
「
慈
」
が
無
く
、「
神
」
に
は
「
濁
氣
」
が

凝
り
固
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。「
神
」
と
そ
れ
に
纏
わ
り
付
く
「
濁
氣
」
と
い
う
發
想
は
『
本
相
經
』
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
わ
れ
る
「
慾
界
」
は
卷
六
「
滅
魔
品
」
に
見
ら
れ
る
「
色
慾
二
界
六
郡
邪
仙
」
（
同
卷
六
、
一
六
ｂ
）
の
語
が
示
す
樣
に
、「
邪

仙
」
の
住
む
場
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
「
下
方
色
慾
二
界
直
腳
魔
邪
」
（
同
卷
六
、
一
七
ｂ
）
と
も
言
わ
れ
、
彼
ら
が
修
め
た
敎
え

は
「
下
二
界
邊
地
衆
生
」
の
た
め
の
「
小
伎
」
と
さ
れ
て
い
る
（
同
卷
六
、
一
九
ａ
）
。
こ
れ
は
後
に
見
る
「
古
先
生
」
の
場
合
と
同
じ
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く
佛
敎
を
指
す
も
の
で
あ
る
。「
慾
界
」
が
直
ち
に
「
邊
戎
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
點
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
卽
ち
、
傳
統
的

な
夷
狄
の
觀
念
と
、
佛
敎
に
由
來
す
る
三
界
の
う
ち
の
「
慾
界
」
の
觀
念
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、

眞
師
答
え
て
言
う
、
…
…
…
諸
戎
狄
等
、
初
め
に
逆
心
を
建
て
、
凶
險
を
招
集
し
…
…
…
是
の
諸
戎
夷
、
元
來
悔
罪
す
る
も
、
道

を
聞
く
を
圖
ら
ず
。
生
會
に
簉
る
と
雖
も
、
死
氣
は
消
え
ず
、
身
神
は
拘
わ
れ
、
形
は
空
し
く
魂
無
き
な
り
。
是
の
因
緣
を
以

て
、
之
を
し
て
低
倒
し
、
迷
昏
睡
熟
た
ら
し
む
。
此
を
爲
さ
ん
や
。
爾
時
眞
師
、
此
の
語
を
說
き
已
り
、
大
衆
一
時
に
諸
夷
を

顧
視
す
る
に
、
忽
と
し
て
地
に
黑
氣
を
烝
す
る
を
見
る
。
平
高
一
丈
、
諸
夷
を
蔽
覆
す
。
色
は
聚
墨
の
如
く
、
黯
と
し
て
分
別

無
し
。
…
…
…
眞
師
吿
げ
て
曰
く
、
…
…
…
此
の
黑
氣
は
、
名
づ
け
て
陰
氣
と
曰
い
、
又
た
殺
氣
と
名
づ
け
、
又
た
怨
氣
と
名

づ
け
、
又
た
尸
氣
と
名
づ
け
、
又
た
濁
氣
と
名
づ
く
。
（
同
卷
七
、
二
五
ａ
）

「
諸
夷
」
は
そ
も
そ
も
自
ら
「
逆
心
」
を
建
て
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
「
死
氣
」
が
「
身
神
」
に
纏
わ
り
付
き
「
形
空
無
魂
」
と

な
っ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
形
空
無
魂
」
は
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
と
同
樣
の
狀
態
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
「
死
氣
」
は
「
陰
氣
」「
殺
氣
」「
怨
氣
」「
濁
氣
」
等
と
も
呼
ば
れ
、「
夷
」
が
「
夷
」
で
あ
る
の
は
、
後
天
的
に
「
神
」
に

纏
わ
り
付
く
「
氣
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
具
體
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
本
相
經
』
と
同
樣
に
夷
狄
と
い
う
存
在
を
、
氣
質

の
問
題
と
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
心
の
問
題
か
ら
說
明
し
て
い
る
と
言
え
る
。「
邊
戎
」
が
「
慾
界
」
と
同
置
さ
れ
、
夷
狄
の
存
在
形

態
の
說
明
に
質
の
レ
ベ
ル
で
の
「
濁
氣
」
が
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、『
玉
淸
經
』
は
、
男
女
が
邪
心
と
な
り
「
滅
法
」
に
泥
ん
だ
結
果
、「
正
眞
之
道
」
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
、
最
終
的
に

は
「
雖
有
人
身
而
無
人
心
」
と
い
う
狀
況
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
（
卷
一
、
一
二
ａ
―
ｂ
）
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
滅

法
」
と
は
、「
邊
地
」
に
住
む
衆
生
が
敎
化
し
難
い
「
雜
畜
之
種
」「
下
根
」
の
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
神
變
」
を
見
せ
、「
譬
喩
」

の
敎
え
に
よ
っ
て
導
く
と
い
う
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
役
を
任
さ
れ
た
の
が
「
天
尊
」
の
弟
子
の
「
古
先
生
」
で
あ
り
、
そ

の
敎
え
が
「
三
乘
滅
度
」
の
法
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
卷
一
、
三
〇
ａ
―
ｂ
）
。
道
敎
思
想
史
上
、
こ
の
「
古
先
生
」
が
佛
陀
を
意
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味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
旣
に
確
認
さ
れ
て
お
り（

32
）、「

雜
畜
之
種
」
は
「
邊
夷
」
の
民
を
意
味
し
、「
下
根
」
が
戒
律
を
破
っ
た
結
果

轉
落
す
る
境
地
で
あ
る
こ
と
は
先
に
見
た
。
そ
し
て
、「
天
尊
吿
曰
、
汝
彼
國
土
、
地
氣
陰
惡
、
所
生
人
民
、
亦
復
如
是
。
何
以
故
。

此
名
金
方
雜
類
衆
生
、
生
此
邊
地
、
不
聞
正
法
、
唯
聞
三
乘
譬
喩
之
說
、
不
知
大
道
祕
密
之
藏
、
天
書
雲
篆
、
龍
章
鳳
彩
、
頓
敎
成

眞
、
生
身
入
妙
之
法
」
（『
玉
淸
經
』
卷
一
、
三
一
ａ
）
と
有
る
、「
地
の
氣
」
が
「
陰
惡
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
邊
夷
」
に
關
わ
る

觀
念
で
あ
り
、「
金
方
雜
類
衆
生
」
も
西
方
を
示
す
傳
統
的
觀
念
に
基
づ
く（

33
）。

そ
し
て
、
こ
こ
に
生
ま
れ
た
者
逹
に
は
「
正
法
」
を
聞

く
機
會
が
與
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
も
、「
邊
夷
」
は
德
化
の
及
ば
な
い
地
區
で
あ
る
と
い
う
傳
統
的
觀
念
を
踏
ま
え
る
と
同
時

に
、「
八
難
」
の
觀
念
を
も
踏
ま
え
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
彼
ら
が
聞
き
得
る
の
は
方
便
と
し
て
の
「
三
乘
譬
喩
之
說
」
の

み
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
滅
法
」、「
滅
度
」
の
敎
え
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
質
と
し
て
劣
る
「
邊
夷
」
の
者
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
方

便
の
敎
え
と
し
て
の
佛
敎
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
邪
敎
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、「
滅
」
の
敎
え
と
し
て
嚴
し
く
批

判
さ
れ
て
い
る
外
道
逹
が
「
十
號
」「
調
御
」「
梵
天
」「
能
仁
」「
天
人
大
師
」
と
稱
さ
れ
、
そ
の
敎
え
の
特
質
が
「
極
樂
」「
身
坐
蓮

花
」
等
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
（『
玉
淸
經
』
卷
三
、
二
〇
ａ
―
ｂ
）
、
そ
れ
が
佛
敎
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
下
品
下
」
で
あ
る
衆
生
が
生
じ
る
場
所
は
西
域
「
邊
夷
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
彼
ら
が
耳
に
す
る
敎
え
は
「
滅
法
」
と
し
て
の
佛
敎
で

あ
り
、
そ
れ
は
「
正
法
」
な
ら
ざ
る
「
方
便
」
と
し
て
の
「
邪
敎
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
衆
生
は
本
來
普
遍
的
「
神
」
を
具
有
し
て
い
る
の
に
も
關
わ
ら
ず
、
或
い
は
業
報
に
よ
り
「
邊
夷
」
へ
と
轉
生
し
、
そ
の
地
の
「
陰

惡
」
の
氣
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
來
性
が
阻
害
さ
れ
る
。
或
い
は
、「
死
氣
」「
濁
氣
」
に
「
神
」
が
捉
わ
れ
る
こ
と
で
、「
外
道
」
へ

と
墮
ち
て
行
く
。
こ
れ
が
唐
代
の
道
敎
經
典
に
見
ら
れ
る
「
雖
有
人
形
而
無
人
心
」「
形
空
無
魂
」
等
と
表
現
さ
れ
る
狀
態
と
言
え
よ

う
。
そ
こ
に
は
佛
敎
に
對
す
る
强
烈
な
批
判
精
神
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
無
上
內
祕
眞
藏
經
』
は
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
成
立
と
さ
れ
る
道
典
だ
が（

34
）、

全
て
の
衆
生
が
「
一
華
を
同
じ
く
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稟
し
」
（
卷
二
、
三
ａ
）
て
い
る
と
い
う
本
質
的
同
質
性
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
業
報
」
に
よ
っ
て
夷
夏
の
差
異
が
生
じ
る
と
明
言
し

て
い
る
（
卷
二
、
三
ａ
）
。
又
、
時
代
が
前
後
す
る
が
、
梁
代
成
立
と
さ
れ
て
い
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
業
報
因
緣
經
』
は
、「
性
」「
神
」

が
本
來
「
淸
淨
」
で
あ
る
こ
と
を
據
り
所
に
、
全
て
の
衆
生
は
一
念
發
心
す
れ
ば
「
淸
淨
」
と
な
り
得
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ

の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
衆
生
の
た
め
に
「
元
始
上
帝
」
は
「
夏
・
夷
」
の
地
に
出
現
し
說
法
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
卷
三
、
一
四
ａ

―
ｂ
）
。
本
論
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
夷
と
し
て
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
淸
淨
」
な
る
「
性
」「
神
本
」
は
「
夏
」

と
何
ら
變
わ
り
が
無
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
道
典
で
は
佛
敎
批
判
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
根
源
的
同
一
性
で
あ
る
「
神
」「
神
性
」
を
本
來
性
と
す
る
所
に
業
報
の

理
論
が
加
わ
る
こ
と
で
、
現
實
態
と
し
て
の
差
異
が
生
じ
、
そ
の
一
形
態
が
夷
狄
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
卽
ち
、

夷
狄
と
い
う
存
在
形
態
は
、
現
實
態
の
次
元
で
本
來
性
が
阻
害
さ
れ
た
狀
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
、
六

朝
の
終
わ
り
頃
に
見
え
始
め
、
唐
代
に
至
る
頃
に
は
、
佛
敎
批
判
と
一
體
と
な
る
こ
と
で
定
着
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　　
　
　
結
語

　　
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
を
說
き
、「
情
」
の
存
在
を
肯
定
す
る
例
は
六
朝
の
靈
寶
經
か
ら
確
認
出
來
た
譯
だ
が
、
靈
寶
經
で
は

一
般
に
「
情
」
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
例
え
ば
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
は
、
人
は
「
澄
淸
」
な
る
「
神

本
」
を
受
け
な
が
ら
も
、
形
が
「
六
情
」
に
染
ま
る
こ
と
で
「
弊
穢
」
に
泥
ん
で
い
く
と
す
る
（
卷
一
ａ
―
ｂ
）
。
唐
の
『
海
空
經
』

も
「
三
塗
」
に
墮
ち
る
原
因
は
「
六
根
六
觸
六
情
六
染
」
の
「
四
大
結
」
で
あ
る
と
す
る
（
卷
一
、
二
四
ａ
）
。
卽
ち
、「
情
」
は
迷
い

を
生
み
出
す
原
因
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
全
體
的
な
傾
向
の
中
で
、「
情
」
の
存
在
こ
そ
が
中
華
の
民
を
特
徵
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
特
異
な
も
の
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と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
こ
の
言
わ
ば
例
外
的
な
「
情
」
の
用
い
方
は
、
例
え
ば
『
玉
淸
經
』
が
「
有
情
、
無
情
」
の
全
て
の
存
在

が
「
道
」
を
受
け
て
生
ま
れ
る
（
卷
二
、
一
一
ａ
）
と
言
う
時
の
、「
有
情
」
の
例
に
近
い
。
卽
ち
『
詩
經
』「
大
序
」
の
例
を
引
く
ま

で
も
な
く
、
人
の
心
の
働
き
有
る
所
に
常
に
伴
う
も
の
と
し
て
の
「
情
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
在
來
思
想
に
は
普
遍
的
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
見
た
『
莊
子
』
の
「
聖
人
」
の
在
り
方
、
或
い
は
『
世
說
新
語
』「
文
學
」
に
見
ら
れ
る
「
聖
人
」
に
は

「
情
」
が
無
い
等
の
立
場
は
、
正
に
こ
れ
に
對
置
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
だ
が
、
そ
れ
が
「
情
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
野
放
し
に
す
る
譯
に
は
い
か
な
い
。
靈
寶
經
で
あ
る
『
太
上
洞
眞
智
慧
上
品
大
誡
』

は
、
來
世
の
男
女
は
、「
人
形
」
を
備
え
て
い
て
も
「
六
情
が
不
純
」
で
あ
れ
ば
、「
經
敎
」
を
見
た
り
「
法
音
」
を
聞
い
た
り
す
る

こ
と
は
出
來
な
い
と
述
べ
る
（
六
ｂ
）
。
中
華
の
民
（
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
）
は
「
人
形
」
を
備
え
「
人
情
」
も
備
え
て
い

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
先
の
「
情
」
の
在
り
方
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。
一
方
の

「
邊
夷
」
の
者
は
そ
れ
以
前
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
情
」
の
不
在
は
心
の
不
在
を
同
時
に
意
味
す
る
こ
と
に
な
る

は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
卽
ち
本
來
的
在
り
方
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
狀
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う（

35
）。

　
こ
う
し
た
心
性
論
に
立
ち
入
っ
て
の
夷
狄
に
關
す
る
議
論
は
、
唐
以
前
で
は
そ
れ
程
多
く
の
文
獻
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

一
方
、
北
宋
以
降
の
士
大
夫
の
夷
狄
に
關
す
る
議
論
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
現
實
の
異
民
族
問
題
に
對
す
る
正
反
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
の
論
議
が
多
い
が
、
主
と
し
て
華
を
陽
或
い
は
中
和
、
夷
狄
を
陰
の
存
在
と
し
た
上
で
、
後
天
的
文
化
敎
化
に
よ
っ
て
、
矯
正

を
可
能
と
す
る
立
場
と
そ
れ
を
不
可
能
と
す
る
立
場
と
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
心
性
問
題
に
立
ち
入
っ
た
議
論
を
し
て
い
る
も

の
と
し
て
は
、
例
え
ば
程
明
道
は
「
中
の
理
は
至
れ
る
か
。
獨
陰
は
生
ぜ
ず
、
獨
陽
は
生
ぜ
ず
、
偏
れ
ば
則
ち
禽
獸
と
爲
り
、
夷
狄

と
爲
り
、
中
た
れ
ば
則
ち
人
と
爲
る
」
（
中
華
書
局
版
『
二
程
集
』
卷
一
一
）
と
、
陰
陽
の
偏
り
が
「
夷
狄
」
を
生
み
出
す
と
し
、
程
伊

川
は
「
後
世
人
理
は
全
廢
す
。
小
し
く
失
さ
ば
則
ち
夷
狄
に
入
り
、
大
い
に
失
さ
ば
則
ち
禽
獸
に
入
る
」
（
同
卷
一
七
）
と
、「
理
」
が

少
し
く
失
わ
れ
れ
ば
「
夷
狄
」
と
な
り
、
そ
れ
が
極
度
に
失
す
る
と
「
禽
獸
」
と
な
る
と
す
る
。
氣
質
の
偏
り
に
よ
り
「
天
理
」
の
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本
來
的
在
り
方
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
本
來
性
の
同
一
性
を
踏
ま
え
た
上
で
の
氣
質
の
偏
り

に
よ
っ
て
、
夷
夏
の
問
題
を
考
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　
一
方
の
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
」
に
類
似
す
る
表
現
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
北
宋
・
邵
雍
『
伊
川
擊
壤
集
』
卷
十
八
「
人
靈
吟
」

に
「
天
地
の
萬
物
を
生
じ
、
其
の
閒
　
人
は
最
も
靈
た
り
。
旣
に
人
の
靈
た
れ
ば
、
須
く
人
の
情
有
る
べ
し
。
若
し
人
の
情
無
く
ん

ば
、
徒
ら
に
人
の
形
有
る
の
み
」
（『
伊
川
擊
壤
集
』「
人
靈
吟
」）
と
、
天
地
の
閒
で
も
っ
と
も
「
靈
」
な
る
存
在
で
あ
る
人
は
、「
人
の

形
」
を
備
え
て
い
れ
ば
、
必
ず
「
人
の
情
」
が
そ
こ
に
伴
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
、「
情
」
の
伴
わ
な
い
「
形
」
は
全
く
無
意
味
で
あ

る
と
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
又
、
呂
本
中
に
師
事
し
た
北
宋
・
李
樗
の
『
毛
詩
』
注
釋
が
「
其
の
成
體
の
本
よ
り
之
を
觀
れ
ば
、
則

ち
人
の
形
有
る
も
人
の
道
無
き
は
、
之
を
不
成
人
と
謂
う
も
可
な
り
」
（『
毛
詩
集
解
』
卷
七
）
と
、
總
體
と
し
て
の
「
人
」
と
い
う
觀

點
か
ら
言
え
ば
、「
人
の
形
」
と
「
人
の
道
」
の
雙
方
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
も
、
同
じ
發
想
に
立
つ
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
夷
狄
の
觀
念
は
存
在
し
な
い
が
、「
人
」
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
付
け
る
も
の
と
し
て
、「
形
」
と
「
情
」
の

雙
方
が
備
わ
っ
て
い
る
必
要
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
狀
況
を
見
る
時
、
唐
代
ま
で
の
道
敎
の
夷
狄
に
關
す
る
議
論
と
、
近
世
以
降
の
議
論
と
に
は
一
部
通
底
す
る
觀
念
が
存

在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
は
な
い
か
。

注

（
１
）
「
有
人
之
形
、
無
人
之
情
。
有
人
之
形
、
故
羣
於
人
。
無
人
之
情
、
故
是
非
不
得
於
身
。
眇
乎
小
哉
、
所
以
屬
於
人
也
。
謷
乎
大
哉
、
獨
成

其
天
」（『
莊
子
』「
德
充
符
篇
」）。

（
２
）
例
え
ば
、
張
岱
年
氏
『
中
國
哲
學
大
綱
』
四
六
八
頁
以
下
（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
を
參
照
。

93



（
３
）
郭
象
注
「
視
其
形
貎
若
人
、
掘
若
槁
木
之
枝
」、
成
玄
英
疏
「
聖
人
同
塵
在
世
、
有
生
處
之
形
容
。
體
道
虛
忘
、
無
是
非
之
情
慮
」。『
南
華
眞

經
義
海
纂
微
』
が
引
く
諸
注
釋
も
同
樣
で
あ
る
。

（
４
）
こ
の
問
題
を
論
ず
る
な
ら
ば
、『
化
胡
經
』
に
も
言
及
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。
化
胡
に
つ
い
て
は
『
玉
淸
經
』
の
箇
所
で
も
觸
れ
る
が
、

『
化
胡
經
』
と
い
う
特
殊
な
經
典
に
凝
縮
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
紙
幅
の
關
係
か
ら
割
愛
し
た
。
但
し
、
前
田
繁
樹
氏
『
初
期

道
敎
經
典
の
形
成
』「
第
二
編
　
老
子
化
胡
經
の
硏
究
」（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
に
於
い
て
、『
化
胡
經
』
を
巡
る
佛
・
道
二
敎
は
本
來

そ
れ
程
判
然
と
區
別
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
西
戎
敎
化
の
た
め
に
佛
敎
を
措
定
し
た
の
が
佛
敎
側
な
の
か
道
敎
側
な
の
か
不
明

で
あ
る
こ
と
（
引
用
者
：
ど
ち
ら
も
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
）、
佛
敎
に
對
す
る
道
敎
の
優
位
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
有
っ
て
も
、
佛
敎
を
異

端
邪
說
と
し
て
排
除
す
る
發
想
は
無
か
っ
た
こ
と
、
等
々
の
指
摘
で
、
本
論
と
關
わ
る
部
分
は
ほ
ぼ
論
じ
盡
く
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
六
朝
の
靈
寶
經
の
例
と
し
て
は
、『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
本
行
宿
緣
經
』
、『
太
上
靈
寶
諸
天
內
音
自

然
玉
字
』
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
罪
根
上
品
大
戒
經
』
、『
洞
玄
靈
寶
長
夜
之
府
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』
、『
洞
玄
靈
寶
玄
一
眞
人
說
生
死
輪

轉
因
緣
經
』
等
に
見
ら
れ
、
唐
代
の
例
と
し
て
は
『
太
上
洞
玄
靈
寶
十
師
度
人
妙
經
』
、『
太
上
一
乘
海
空
智
藏
經
』
、『
太
上
妙
法
本
相

經
』
、『
太
上
大
道
玉
淸
經
』
等
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
經
典
に
つ
い
て
は
、E

rik
Z

ürcher,“B
uddhistInfluence

on
E

arly
Taoism

:
A

S
urvey

ofS
cripturalE

vidence.”
T

’oung
P

ao,Vol.
LX

V
I.1-3,1980に

指
摘
が
あ
る
。

（
６
）
「
智
慧
十
善
勸
助
上
品
大
誡
」
と
同
內
容
の
戒
律
に
つ
い
て
は
、
楠
山
春
樹
氏
「
道
敎
に
お
け
る
十
戒
」（『
道
家
思
想
と
道
敎
』
所
收
。
平

河
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
を
參
照
。

（
７
）
こ
の
救
濟
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
唐
初
道
敎
思
想
史
硏
究
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
九
九
年
）
を
參
照
。

（
８
）
『
高
麗
大
藏
經
』
版
『
四
十
二
章
經
』
第
三
十
六
章
、『
眞
誥
』
卷
六
、
六
ｂ
―
七
ａ
。
三
者
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
義
豐
氏
『
道
敎
と

佛
敎
　
第
三
』（
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
三
年
）
八
頁
以
下
、
同
『
道
敎
と
佛
敎
　
第
二
』（
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
三
年
）
一
三
一
頁
以
下
、

任
繼
愈
氏
主
編
『
道
藏
提
要
（
修
訂
本
）』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
三
四
一
頁
を
參
照
。

（
９
）
吉
川
忠
夫
・
麥
谷
邦
夫
兩
氏
編
『
眞
誥
硏
究
（
譯
注
篇
）』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
參
照
。
尙
、『
眞
誥
』
と
『
四

十
二
章
經
』
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
は
王
家
葵
氏
『
陶
弘
景
叢
考
』（
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
三
年
）「
第
三
章
第
三
節
　
四
、『
眞
誥
』

與
『
四
十
二
章
經
』」
が
立
ち
入
っ
た
考
察
を
試
み
て
い
る
。
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　　六朝から唐の道敎文獻に見られる夷狄と外道

（
10
）
前
傾Z

ürcher

論
文
を
參
照
。

（
11
）
本
經
の
冒
頭
に
は
李
含
光
の
序
が
有
り
、
文
中
に
『
昇
玄
經
』、『
業
報
因
緣
經
』
等
が
引
か
れ
、「
海
空
智
藏
眞
人
」
等
の
語
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
唐
代
以
降
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
東
晉
・
僧
伽
提
婆
譯
『
增
壹
阿
含
經
』
（
大
正
藏
二
、
七
四
七
ａ
―
ｂ
）
の
例
が
典
型
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
端
的
な
も
の
と
し
て
は
東
晉
・

竺
曇
無
蘭
譯
『
五
苦
章
句
經
』
（
大
正
藏
一
七
、
五
四
四
ａ
―
ｂ
）
等
に
見
ら
れ
る
。

（
13
）
拙
稿
「
道
敎
の
國
土
觀
―「
棄
賢
世
界
」
と
そ
の
周
邊
―
」（『
九
州
中
國
學
會
報
』
第
三
九
卷
、
二
〇
〇
一
年
）
で
、「
鬱
單
越
國
」
と
道
敎

と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
。

（
14
）
宮
崎
巿
定
氏
『
九
品
官
人
法
の
硏
究
　
科
擧
前
史
』（
同
朋
舍
、
一
九
八
八
年
）
五
五
三
頁
を
參
照
。

（
15
）
前
揭
拙
稿
「
道
敎
の
國
土
觀
」
を
參
照
。

（
16
）
小
倉
芳
彥
氏
『
中
國
古
代
政
治
思
想
硏
究
』（
靑
木
書
店
、
一
九
八
七
年
）
一
四
三
頁
、
日
原
利
國
氏
『
春
秋
公
羊
傳
の
硏
究
』（
創
文
社
、

一
九
七
六
年
）
二
三
六
頁
、
中
嶋
隆
藏
先
生
『
六
朝
思
想
の
硏
究
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
八
五
年
）
二
五
五
頁
以
下
等
を
參
照
。

（
17
）
前
揭
日
原
氏
著
二
六
三
頁
、
二
六
五
頁
を
參
照
。
前
揭
小
倉
氏
著
は
、『
穀
梁
傳
』
を
材
料
に
、「
戎
」「
狄
」
の
語
は
、「
非
禮
」「
非
義
」
な

る
も
の
に
對
す
る
一
般
的
な
呼
稱
と
化
し
て
い
る
と
述
べ
る
（
一
五
〇
頁
）。

（
18
）
例
え
ば
『
國
語
』「
周
語
上
」
に
は
「
猶
有
散
・
遷
・
懈
慢
、
而
著
在
刑
辟
、
流
在
裔
土
、
於
是
乎
有
蠻
、
夷
之
國
、
有
斧
鉞
、
刀
墨
之
民
」

と
有
り
、
邊
土
の
夷
狄
は
罪
あ
っ
て
流
さ
れ
た
も
の
と
の
理
解
が
有
る
。
小
倉
氏
前
揭
著
一
五
五
頁
、
越
智
重
明
氏
「
華
夷
思
想
と
天
下
」

（『
久
留
米
大
學
論
叢
』
第
三
七
卷
第
二
號
、
一
九
八
八
年
）
等
を
參
照
。

（
19
）
前
揭
前
田
氏
著
は
、「
初
期
道
敎
經
典
」
に
於
い
て
、
道
敎
は
佛
敎
に
對
し
て
共
感
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
一
七
頁
、

三
七
四
頁
、
三
八
八
頁
等
）。

（
20
）
『
海
空
經
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
中
嶋
隆
藏
先
生
『
雲
笈
七
籤
の
基
礎
的
硏
究
』（
硏
文
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
一
四
八
頁
を
參
照
。

（
21
）
『
像
法
決
疑
經
』
（
大
正
藏
八
五
、
一
三
三
七
ｃ
）。
兩
者
の
對
照
に
つ
い
て
は
、
神
塚
淑
子
氏
『
六
朝
隋
唐
期
道
敎
經
典
に
見
え
る
佛
敎
槪

念
の
硏
究
』（
平
成
十
一
年
度
―
平
成
十
二
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
基
盤
硏
究
（
Ｃ
）（
２
））
硏
究
成
果
報
吿
書
、
二
〇
〇
一
年
）
を

參
照
。
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（
22
）
『
大
般
涅
槃
經
』
（
大
正
藏
一
二
、
六
七
一
ｃ
―
六
七
二
ａ
）。
尙
、
前
揭
神
塚
氏
報
吿
書
參
照
。

（
23
）
「
羌
胡
氐
老
」
と
西
方
の
繫
が
り
と
し
て
は
、
傳
統
的
に
は
、『
毛
詩
』
鄭
箋
に
「
箋
云
、
氐
、
羌
、
夷
狄
國
、
在
西
方
者
也
」（「
商
頌
・
殷

武
」）
と
有
る
。
又
、「
氐
老
」
と
い
う
表
現
は
、『
禮
記
』「
曲
禮
下
」
に
「
其
在
東
夷
、
北
狄
、
西
戎
、
南
蠻
、
雖
大
曰
子
、
於
內
自
稱
曰

不
穀
、
於
外
自
稱
王
老
〔
正
義
、
…
…
崔
云
、
方
伯
牧
稱
天
子
之
老
、
四
夷
之
長
稱
曰
王
老
〕」
と
見
ら
れ
、
初
期
上
淸
派
經
典
『
上
淸
外
國

放
品
靑
童
內
文
』
に
も
「
胡
老
、
越
老
、
氐
老
、
羌
老
」（
卷
上
、
四
ｂ
以
下
）
と
あ
り
、『
雲
笈
七
籤
』
卷
二
二
も
こ
れ
を
引
く
。
佛
敎
と

の
關
わ
り
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
三
破
論
』
に
「
三
破
論
云
、
…
…
今
中
國
有
奉
佛
者
、
必
是
羌
胡
之
種
。
若
言
非
耶
、
何
以
奉
佛
」（『
弘

明
集
』
劉
勰
「
滅
惑
論
」、
大
正
藏
五
二
、
五
一
ａ
）
と
見
ら
れ
、
佛
敎
に
批
判
的
な
立
場
の
者
が
佛
敎
と
結
び
つ
け
て
「
羌
胡
」
と
述
べ
て

い
る
例
を
確
認
で
き
る
。

（
24
）
『
本
相
經
』
は
、『
笑
道
論
』
等
に
引
用
が
確
認
さ
れ
る
六
朝
の
道
典
を
基
に
六
〇
〇
年
代
半
ば
以
前
に
編
纂
さ
れ
、
六
三
〇
年
代
以
降
六

八
〇
年
前
後
ま
で
の
閒
に
さ
ら
に
再
整
理
さ
れ
て
現
存
の
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）
「
愚
俗
競
信
朋
黨
世
界
、
俎
或
男
女
、
不
可
記
錄
。
生
延
假
期
、
死
受
嬰
苦
、
呑
錐
噉
火
、
脩
履
劍
樹
、
八
逹
交
風
、
聚
散
身
形
。
千
秋
萬

歲
、
無
有
止
息
。
其
罪
旣
畢
、
生
落
畜
中
、
或
爲
驢
馬
、
或
爲
牛
羊
、
或
爲
獐
鹿
、
或
爲
猪
犬
。
衆
罪
償
畢
、
生
落
下
愚
、
有
人
之
形
、
無

人
之
情
」（
卷
五
、
ペ
リ
オ
二
四
二
九
）。

（
26
）
蠶
が
桑
の
葉
を
⻝
べ
絹
を
吐
き
出
す
こ
と
を
「
外
道
」
が
知
ら
な
い
と
い
う
記
述
は
、『
顏
子
家
訓
』「
歸
心
」、
梁
・
元
帝
『
金
樓
子
』
卷
五

「
志
怪
篇
第
十
二
」、『
玄
中
記
』（『
藝
文
類
聚
』
卷
六
五
「
蠶
」
所
引
）
等
と
、「
胡
人
」「
外
國
」
人
の
反
應
と
し
て
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

（
27
）
「
野
母
答
曰
、
我
見
衆
生
暗
冥
久
故
、
雖
晝
如
巨
夜
、
不
覩
其
四
方
。
是
以
照
之
、
冀
衆
生
等
悉
蒙
光
明
之
利
、
得
逹
至
道
。
故
火
照
曜
」

（『
本
相
經
』
卷
五
、
ペ
リ
オ
二
四
二
九
）。

（
28
）
『
法
句
譬
喩
經
』
（
大
正
藏
四
、
五
七
八
ｃ
）。

（
29
）
佛
敎
が
「
死
」
に
至
る
敎
え
で
あ
る
と
い
う
觀
念
は
無
論
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「（
三
破
）
論
云
、
泥
洹
是
死
。
未
見
學
死
而
得

長
生
。
此
滅
種
之
化
也
」（『
弘
明
集
』
釋
僧
順
「
答
道
士
假
稱
張
融
三
破
論
」、
大
正
藏
五
二
、
五
一
ｃ
）。

（
30
）
『
玉
淸
經
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
前
揭
拙
著
「
第
三
編
第
二
章
第
一
節
　
『
玉
淸
經
』
の
成
立
」
を
參
照
。
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（
31
）
「
黑
水
」
の
語
は
『
尙
書
』「
禹
貢
」
に
數
例
見
ら
れ
、
具
體
的
に
何
處
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
が
（
池
田
末
利
氏
　
全
釋

漢
文
大
系
『
尙
書
』（
集
英
社
、
一
九
七
六
年
）
一
四
〇
頁
、
一
四
五
頁
）、
何
れ
も
西
方
の
境
界
を
意
味
す
る
。
又
、
袁
珂
氏
が
こ
の
『
尙

書
』
を
踏
ま
え
る
と
す
る
「
黑
水
」
の
例
が
『
山
海
經
』
に
も
見
ら
れ
る
（
袁
珂
氏
『
山
海
經
校
釋
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
三
年
）
三
四
八

頁
）。
又
、『
二
敎
論
』
に
は
「
天
分
十
二
野
極
流
沙
。
地
列
九
州
西
窮
黑
水
」（
大
正
藏
五
二
、
一
四
二
ａ
）
と
有
り
、
中
國
の
西
の
果
て
に

「
黑
水
」
が
有
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）
前
揭
前
田
氏
著
「
第
三
編
第
三
章
　
佛
道
論
爭
に
於
け
る
『
老
子
西
昇
經
』」
及
び
前
揭
拙
著
五
三
六
頁
以
下
を
參
照
。

（
33
）
「
西
羌
之
本
、
出
自
三
苗
、
姜
姓
之
別
也
。
…
…
…
堪
耐
寒
苦
、
同
之
禽
獸
。
雖
婦
人
產
子
、
亦
不
避
風
雪
。
性
堅
剛
勇
猛
、
得
西
方
金
行

之
氣
焉
」（『
後
漢
書
』「
西
羌
傳
」）。

（
34
）
中
嶋
隆
藏
先
生
注
（
20
）
著
一
七
八
頁
を
參
照
。

（
35
）
朱
昭
之
「
難
顧
道
士
夷
夏
論
」
が
、「
夷
虐
夏
溫
」
と
い
う
夷
夏
の
違
い
に
關
す
る
一
般
理
解
に
對
し
て
、「
推
檢
性
情
、
華
夷
一
揆
」（『
弘

明
集
』、
大
正
藏
五
二
、
四
四
ａ
）
と
、
佛
敎
の
立
場
か
ら
「
夷
」
と
「
華
」
の
性
情
に
違
い
は
無
い
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
同
時
期
の
逆
の

立
場
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
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『
道
敎
義
樞
』
と
南
北
朝
隋
初
唐
期
の
道
敎
敎
理
學
　

麥
　
谷
　
　
邦
　
夫
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
『
道
敎
義
樞
』
は
、「
至
道
の
敎
方
を
顯
わ
し
、
大
義
の
樞
要
を
し
め標
さ
ん
」
と
の
意
圖
の
も
と
に
、
初
唐
の
道
士
孟
安
排
が
先
行
す

る
大
部
の
道
敎
敎
理
書
『
玄
門
大
義
』
に
基
づ
い
て
撰
述
し
た
も
の
で
あ
る
。『
玄
門
大
義
』
な
き
今
日
、
本
書
は
初
唐
に
お
け
る
道

敎
敎
理
を
傳
え
る
代
表
的
な
書
物
の
一
つ
で
あ
る
。
本
書
の
性
格
を
億
單
に
特
徵
づ
け
る
な
ら
ば
、
佛
敎
敎
義
學
の
方
法
論
を
借
り

て
道
敎
敎
理
を
綜
合
的
體
系
的
に
組
織
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
南
北
朝
期
に
は
、
佛
敎
と
の
交
涉
の
過
程
を
通
し
て
、
佛
敎
敎
理
の
影
響
を
直
接
あ
る
い
は
閒
接
に
受
け
た
多
く
の
道
敎
經
典
が

撰
述
さ
れ
た
。
ま
た
、
北
周
の
武
帝
に
よ
る
通
道
觀
の
設
置
や
そ
れ
を
承
け
た
隋
の
玄
都
觀
に
お
け
る
儒
道
佛
三
敎
敎
理
の
綜
合
的

硏
究
は
、
道
敎
敎
理
の
體
系
化
の
機
運
を
大
い
に
刺
戟
促
進
し
た
。
か
か
る
時
代
的
背
景
の
も
と
で
、
旣
撰
の
道
敎
經
典
の
み
を
經

證
と
し
て
體
系
的
な
道
敎
敎
理
を
構
成
し
た
最
初
の
敎
理
書
が
『
玄
門
大
義
』
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
構
成
、
方
法
、
敎

理
な
ど
の
全
般
に
わ
た
っ
て
佛
敎
敎
義
學
の
顯
著
な
影
響
の
迹
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
、
道
敎
自
ら
の
經
典
に
基
づ
く
獨
自
の
敎
理

99



を
構
成
し
得
た
こ
と
は
、
道
敎
敎
理
が
單
な
る
佛
敎
敎
理
の
模
倣
の
段
階
を
脫
し
て
、
圓
熟
の
域
へ
第
一
步
を
蹈
み
出
し
た
も
の
と

い
え
よ
う
。『
道
敎
義
樞
』
は
後
述
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
『
玄
門
大
義
』
を
忠
實
に
節
略
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
敎
理

に
對
す
る
分
析
は
、
隋
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
道
敎
敎
理
の
展
開
お
よ
び
そ
の
體
系
化
の
試
み
を
迹
づ
け
る
上
で
極
め
て
有
意
義
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
現
在
、『
道
敎
義
樞
』
は
正
統
道
藏
七
六
二
―
三
册
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
本
來
は
全
十
卷
三
十
七
義
か
ら
な
り
、
そ
の
細
目
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

卷
一
　
道
德
義
　
法
身
義
　
三
寶
義
　
位
業
義

卷
二
　
三
洞
義
　
七
部
義
　
十
二
部
義

卷
三
　
兩
半
義
　
道
意
義
　
十
善
義
　
因
果
義

卷
四
　
五
廕
義
　
六
情
義
　
三
業
義
　
十
惡
義

卷
五
　
三
一
義
　
二
觀
義
　
三
乘
義

卷
六
　
六
通
義
　
四
逹
義
　
六
度
義
　
四
等
義

卷
七
　
三
界
義
　
五
道
義
　
混
元
義

卷
八
　
理
敎
義
　
境
智
義
　
自
然
義
　
道
性
義

卷
九
　
福
田
義
　
淨
土
義
　
三
世
義
　
五
濁
義

卷
十
　
動
寂
義
　
感
應
義
　
有
無
義
　
假
實
義

　
こ
の
う
ち
、
卷
五
、
二
觀
義
の
後
半
か
ら
卷
六
末
ま
で
は
、
現
行
本
に
は
缺
落
し
て
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
現
行

本
中
に
も
往
々
譌
誤
脫
落
が
見
ら
れ
、
文
意
の
把
握
が
困
難
な
部
分
も
相
當
に
あ
る
。

　
本
書
に
關
し
て
は
、
す
で
に
先
人
の
書
誌
的
あ
る
い
は
佛
敎
敎
理
と
の
關
係
を
中
心
に
し
た
硏
究
な
ど
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
道
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敎
敎
理
の
展
開
に
重
點
を
置
い
て
考
究
を
進
め
、
隋
唐
道
敎
思
想
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い（

１
）。

　　
　
　
一
　
『
道
敎
義
樞
』
と
『
玄
門
大
義
』

　　
『
道
敎
義
樞
』
の
內
容
に
立
入
る
前
に
、
本
書
撰
述
の
經
緯
と
本
書
が
基
づ
い
た
『
玄
門
大
義
』
お
よ
び
そ
の
他
の
先
行
諸
書
と

の
關
係
に
言
及
し
て
、
本
書
の
性
格
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
撰
述
の
經
緯
に
つ
い
て
は
、
孟
安
排
自
身
が
序
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

其
れ
支
公
十
番
の
辯
、
鍾
生
四
本
の
談
有
り
。
玄
虛
を
事
と
す
と
雖
も
、
空
し
く
勝
負
を
論
ず
。
王
家
の
八
竝
、
宋
氏
の
四
非
、

赭
道
正
の
玄
章
、
劉
先
生
の
通
論
は
、こ
と
ご
と
咸
く
主
客
を
存
し
、
從
り
て
往
還
を
競
う
も
、
二
觀
三
乘
、
六
通
四
等
、
衆
經
の
要
旨

に
至
り
て
は
、
祕
し
て
未
だ
申
べ
ず
。
惟
だ
玄
門
大
義
の
み
、
盛
ん
に
斯
の
致
を
論
ず
。
但
し
、
そ
の
文
浩
博
な
る
を
以
て
、
學

者
能
く
精
硏
す
る
な罕
し
。
遂
に
修
證
を
し
て
位
業
の
階
差
に
迷
い
、
談
講
を
し
て
理
敎
の
深
淺
に
昧
か
ら
使
む
。
今
、
此
の
論

に
依
准
し
て
、
繁
冗
を
芟
夷
し
、
廣
く
衆
經
を
引
き
て
、
事
を
以
て
之
れ
を
類
し
、
名
づ
け
て
道
敎
義
樞
と
曰
う
。
至
道
の
敎

方
を
顯
わ
し
、
大
義
の
樞
要
を
し
め標
す
な
り
。
勒
し
て
十
卷
を
成
し
、
凡
そ
三
十
七
條
あ
り
。
夫
の
大
笑
の
流
を
し
て
蕭
然
と
し

て
法
を
悟
り
、
勤
行
の
士
を
し
て
玄
宗
を
指
示
せ
俾
め
ん
。
そ
れ
善
か
ら
ず
や
、
そ
れ
善
か
ら
ず
や
。
（
序
、
四
ｂ
―
五
ａ
）

　
こ
の
よ
う
に
、
古
く
は
支
遁
、
鍾
會
等
の
玄
談
を
單
に
勝
負
を
爭
う
た
め
の
空
論
と
し
て
斥
け
、
近
く
は
赭
道
正
（
諸
糅
）
や
劉
先

生
（
劉
進
喜
）
の
「
玄
章
」
や
「
通
論
」
を
主
客
を
立
て
て
宗
論
を
鬪
わ
す
も
の
で
、
敎
理
の
闡
明
と
い
う
點
で
は
見
る
べ
き
も
の
が
無

い
と
考
え
た
孟
安
排
は
、
二
觀
三
乘
、
六
通
四
等
と
い
っ
た
法
相
名
目
に
代
表
さ
れ
る
高
度
な
道
敎
敎
理
を
專
述
す
る
も
の
と
し
て

『
玄
門
大
義
』
を
評
價
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
內
容
が
浩
博
に
過
ぎ
て
、
か
え
っ
て
敎
理
の
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
と
考
え
た
孟
安

排
は
、
繁
冗
な
部
分
を
削
除
し
、
廣
く
經
證
を
引
き
、
事
項
別
に
分
類
し
て
『
道
敎
義
樞
』
十
卷
三
十
七
條
を
編
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
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こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、『
玄
門
大
義
』
の
「
繁
冗
」
を
ど
の
よ
う
に
「
芟
夷
」
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

『
道
敎
義
樞
』
と
『
玄
門
大
義
』
の
閒
に
は
ど
の
程
度
の
同
一
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
從
來
の
硏
究
に
據
れ
ば
、『
玄

門
大
義
』
と
『
道
敎
義
樞
』
と
の
閒
に
は
約
五
十
年
乃
至
百
年
の
時
閒
的
隔
た
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る（

２
）。

從
っ
て
、
兩
者
の
關
係
如

何
で
は
、『
道
敎
義
樞
』
の
說
く
道
敎
敎
理
の
成
立
時
期
が
少
な
く
と
も
五
十
年
は
早
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
道
敎
思
想
史
の
展

開
を
考
え
る
う
え
で
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
兩
者
の
關
係
お
よ
び
關
連
諸
書
と
の
關
係
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

　
『
道
敎
義
樞
』
が
基
に
し
た
『
玄
門
大
義
』
は
、
す
で
に
亡
佚
し
て
そ
の
完
本
は
傳
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
道
藏
七
六
〇
册
に
收
め

ら
れ
る
『
洞
玄
靈
寶
玄
門
大
義
』
一
卷
は
そ
の
殘
卷
で
あ
り
、
幸
い
な
こ
と
に
十
二
部
に
關
す
る
部
分
を
傳
え
て
い
る
。
從
っ
て
、

『
道
敎
義
樞
』
の
十
二
部
義
と
對
照
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』
が
『
玄
門
大
義
』
を
ど
の
よ
う
に
節
略
し
た
の
か
を

具
體
的
に
迹
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、『
玄
門
大
義
』
の
異
本
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
七
世
紀
後
半
の
蜀
の
道
士
王
懸
河

の
『
三
洞
珠
囊
』
（
道
藏
七
八
〇
―
八
四
册
）
に
引
く
『
玄
門
論
』
が
あ
り
、
又
、
北
宋
張
君
房
撰
の
『
雲
笈
七
籤
』
（
道
藏
六
七
七
―
七

〇
二
册
）
卷
六
所
引
の
『
道
門
大
論
』
お
よ
び
同
卷
四
十
九
所
引
の
『
玄
門
大
論
』
は
、
と
も
に
『
玄
門
論
』
と
同
一
の
書
と
考
え
ら

れ
て
い
る（

３
）。

こ
の
內
、『
道
門
大
論
』
は
『
道
敎
義
樞
』
の
三
洞
義
、
七
部
義
に
對
應
し
、『
玄
門
大
論
』
は
同
じ
く
三
一
義
と
對
應

す
る
。
從
っ
て
、
こ
の
兩
者
の
對
照
比
較
を
通
し
て
も
、『
道
敎
義
樞
』
と
『
玄
門
大
義
』
と
の
關
係
を
閒
接
的
に
で
は
あ
る
が
具
體

的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
『
玄
門
大
義
』
あ
る
い
は
そ
の
異
本
と
さ
れ
る
『
玄
（
道
）
門
大
論
』
に
つ
い
て
は
、『
道
藏
闕
經
目
錄
』
（
道
藏
一
〇
五
六

册
）
に
「
玄
門
大
論
…
…
二
十
卷
」
と
あ
り
、
ま
た
、『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
は
「
玄
門
論
第
十
三
位
業
品
云
」「
玄
門
論
第
二
十
云
」

な
ど
と
引
用
が
あ
る
。『
三
洞
珠
囊
』
の
體
例
で
は
經
名
の
後
の
「
第
□
□
」
と
い
う
序
數
は
卷
數
を
示
す
か
ら
、『
玄
門
（
大
）
論
』

は
本
來
二
十
卷
以
上
の
大
部
の
書
で
、
そ
の
中
は
品
立
て
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
撰
述
年
代
に
つ
い
て
は
、
北
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周
武
帝
の
命
で
編
ま
れ
た
『
無
上
祕
要
』
一
百
卷
の
後
を
承
け
て
、
隋
の
大
業
年
閒
（
六
〇
五
―
六
一
七
）
に
諸
葛
穎
が
編
纂
し
た
道

敎
類
書
『
玄
門
寶
海
』
一
百
二
十
卷
と
關
連
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る（

４
）。

　
こ
の
ほ
か
、『
道
敎
義
樞
』
に
先
行
す
る
敎
理
書
で
現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ
も
『
三
洞
珠
囊
』
に
何
條
か

引
用
さ
れ
る
梁
の
道
士
宋
文
明
の
『
通
門
論
』
が
あ
る
。
ペ
リ
オ
二
八
六
一
ノ
二
、
二
二
五
六
、
三
〇
〇
一
は
と
も
に
大
淵
忍
爾
氏

に
よ
っ
て
『
通
門
論
』
に
擬
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が（

５
）、

後
述
の
よ
う
に
『
玄
門
大
義
』『
玄
門
大
論
』『
道
敎
義
樞
』
と
極
め
て
近

似
し
た
部
分
を
有
す
る
敎
理
書
の
殘
卷
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
玄
門
大
義
』
と
『
道
敎
義
樞
』
と
の
關
係
を
、
上
記
諸
書
と
の
關
連
の

も
と
で
具
體
的
に
檢
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
道
藏
太
玄
部
所
收
の
『
洞
玄
靈
寶
玄
門
大
義
』
と
の
關
係
を
見
る
と
、『
道
敎
義
樞
』
の
十
二
部
義
と
對
應
す
る
。
兩
者
の

閒
の
細
か
い
字
句
の
異
同
の
對
照
作
業
は
す
で
に
吉
岡
義
豐
氏
が
行
っ
て
い
る
の
で（

６
）、

こ
こ
で
は
そ
の
要
點
だ
け
を
擧
げ
る
こ
と
に

す
る
。『
玄
門
大
義
』
の
十
二
部
義
は
、
全
體
を
正
義
第
一
、
釋
名
第
二
、
出
體
第
三
、
明
同
異
第
四
、
明
次
第
第
五
、
詳
釋
第
六
の

六
大
門
に
分
門
し
た
う
え
で
、
詳
釋
の
中
を
さ
ら
に
釋
本
文
第
一
か
ら
釋
表
奏
第
十
二
ま
で
の
小
門
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
。
こ

れ
に
對
し
て
、『
道
敎
義
樞
』
は
ま
ず
「
義
曰
」
と
し
て
一
門
の
要
旨
を
億
單
に
述
べ
た
あ
と
、「
釋
曰
」
と
し
て
科
段
を
立
て
て
詳
述

す
る
形
式
を
と
る
。
こ
の
う
ち
『
玄
門
大
義
』
と
字
句
行
文
に
わ
た
っ
て
對
應
す
る
の
は
「
釋
曰
」
の
部
分
で
あ
る
。『
道
敎
義
樞
』

は
ま
ず
『
玄
門
大
義
』
の
釋
名
第
二
の
約
五
分
の
四
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
が
、
そ
の
あ
と
出
體
第
三
か
ら
明
次
第
第
五
ま
で
は
全

て
省
略
し
、
次
い
で
詳
釋
第
六
の
約
半
分
を
處
々
省
略
し
な
が
ら
、
適
宜
つ
な
ぎ
の
語
句
を
補
っ
て
綴
合
し
て
い
る
。『
道
敎
義
樞
』

獨
自
の
部
分
と
い
え
ば
、
わ
ず
か
に
「
義
曰
」
の
部
分
數
行
と
つ
な
ぎ
の
語
句
、
お
よ
び
「
威
儀
」
の
部
分
に
經
證
と
し
て
引
用
す

る
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
一
條
の
み
で
あ
る
。「
屍
解
」
の
部
分
に
數
行
『
玄
門
大
義
』
に
無
い
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
玄

門
大
義
』
が
「
位
業
義
に
明
か
す
が
如
し
」
と
し
て
省
略
し
た
部
分
に
相
當
す
る
。
恐
ら
く
『
道
敎
義
樞
』
は
『
玄
門
大
義
』
位
業

義
か
ら
該
當
部
分
を
拔
き
出
し
て
補
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
十
二
部
義
に
關
し
て
い
え
ば
、『
道
敎
義
樞
』
は
『
玄
門
大
義
』
が
數
門
に
分
か
っ
て
詳
述
す
る
の
を
分
門
で
は
な

く
科
段
に
分
け
る
こ
と
で
億
略
化
し
、『
玄
門
大
義
』
の
文
章
の
必
要
な
部
分
だ
け
を
そ
の
ま
ま
拔
き
出
し
て
綴
合
し
、
そ
の
結
果
行

文
不
良
と
な
る
部
分
に
は
つ
な
ぎ
の
語
句
を
補
っ
て
全
體
を
整
え
る
と
い
う
方
法
を
用
い
た
こ
と
が
判
る
。
從
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』

十
二
部
義
は
基
本
的
に
『
玄
門
大
義
』
十
二
部
義
の
忠
實
な
節
略
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う（

７
）。

　
と
こ
ろ
で
、
大
淵
氏
が
梁
の
宋
文
明
の
『
通
門
論
』
に
擬
定
さ
れ
た
ペ
リ
オ
二
二
五
六
お
よ
び
三
〇
〇
一
は
、
そ
の
文
中
に
「
宋

法
師
云
」
と
し
て
宋
文
明
の
說
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
、『
通
門
論
』
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
卷
末
に
は

「
開
元
二
年
十
一
月
廿
五
日
道
士
索
洞
久
敬
寫
」
と
い
う
記
が
あ
り
、
七
一
四
年
の
寫
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
從
っ
て
、
八
世

紀
前
半
に
は
廣
く
流
布
し
て
い
た
『
通
門
論
』
系
統
の
道
敎
敎
理
書
の
殘
卷
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
敍
述
の
便
宜
上
大
淵

氏
に
從
っ
て
『
擬
通
門
論
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
『
擬
通
門
論
』
の
後
半
は
こ
れ
ま
た
十
二
部
の
解
說
で
あ
っ
て
、『
道
敎
義

樞
』
お
よ
び
『
玄
門
大
義
』
の
十
二
部
義
と
比
較
し
て
み
る
と
、
大
體
に
お
い
て
『
玄
門
大
義
』
と
一
致
す
る
。
兩
者
の
關
係
は
大

淵
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
玄
門
大
義
』
が
『
擬
通
門
論
』
に
基
づ
い
た
と
思
わ
れ
る（

８
）。

と
こ
ろ
で
、『
道
敎
義
樞
』『
玄
門
大
義
』

『
擬
通
門
論
』
の
三
者
を
相
互
に
比
較
對
照
し
て
み
る
と
、『
道
敎
義
樞
』
と
『
擬
通
門
論
』
と
が
一
致
し
、
こ
の
兩
者
と
『
玄
門
大

義
』
と
が
對
立
す
る
と
い
う
部
分
が
何
箇
所
か
み
ら
れ
る（

９
）。

具
體
的
に
い
え
ば
、「
本
文
」
に
關
し
て
、『
擬
通
門
論
』
と
『
道
敎
義

樞
』
と
は
と
も
に
小
篆
の
作
者
を
程
邈
、
隸
書
の
作
者
を
盱
陽
と
す
る
の
に
對
し
て
、『
玄
門
大
義
』
は
小
篆
を
李
斯
、
隸
書
を
程
邈

の
作
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
方
法
」
に
お
い
て
、『
玄
門
大
義
』
は
ま
ず
「
一
は
、
麤
⻝
、
…
…
九
は
、
胎
⻝
」
と
九
法
の
項
目
を
列

擧
し
た
あ
と
で
、「
麤
⻝
は
耽
嗜
を
止
む
」
以
下
九
法
の
具
體
的
效
用
を
說
く
と
い
う
三
段
構
え
の
敍
述
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し

て
、『
擬
通
門
論
』
は
「
一
は
、
麤
⻝
。
麻
麥
の
類
な
り
。
耽
嗜
を
去
る
」
と
一
氣
に
項
目
、
內
容
、
效
用
を
說
明
し
て
し
ま
う
。『
道

敎
義
樞
』
は
こ
の
兩
者
の
中
閒
形
式
を
取
り
、「
一
は
、
麤
⻝
。
麻
麥
な
り
」
と
九
法
の
項
目
と
內
容
を
述
べ
た
あ
と
に
、
あ
ら
た
め

て
「
麤
⻝
は
諸
耽
嗜
を
止
む
」
と
そ
の
效
用
に
言
及
す
る
。
ま
た
、「
衆
術
」
で
は
、『
擬
通
門
論
』
と
『
道
敎
義
樞
』
の
記
述
が
槪
ね
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同
一
で
あ
る
の
に
對
し
て
、『
玄
門
大
義
』
の
敍
述
は
極
め
て
億
略
で
、
特
に
「
尸
解
」
の
部
分
で
は
「
位
業
義
に
明
か
す
が
如
し
」

と
し
て
省
略
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
十
二
部
義
は
基
本
的
に
は
『
玄
門
大
義
』
に
據
り
な
が
ら
、
事
實
關
係
の
一
部
（
小
篆
、
隸
書
の
作

者
）
や
行
文
敍
述
の
億
略
化
、
あ
る
い
は
『
玄
門
大
義
』
の
記
述
が
億
略
に
す
ぎ
る
部
分
の
補
完
な
ど
に
際
し
て
は
『
擬
通
門
論
』
に

依
據
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
我
々
が
手
に
し
う
る
こ
れ
ら
諸
書
の
テ
キ
ス
ト
は
い
ず
れ
も
孤
本
ば
か
り
で
あ
る

か
ら
、
斷
定
的
な
結
論
を
導
く
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
諸
例
か
ら
み
る
限
り
、『
玄
門
大
義
』
を
節
略

し
て
『
道
敎
義
樞
』
を
編
む
際
に
、
孟
安
排
は
『
擬
通
門
論
』
な
ど
の
他
の
敎
理
書
を
も
參
照
し
た
と
考
え
て
大
過
無
い
で
あ
ろ
う
。

『
玄
門
大
義
』
と
『
擬
通
門
論
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
種
々
興
味
深
い
問
題
が
存
す
る
が
、
本
題
か
ら
外
れ
る
の

で
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。

　
次
に
、『
道
敎
義
樞
』
三
一
義
と
『
雲
笈
七
籤
』
卷
四
十
九
所
引
の
『
玄
門
大
論
』
三
一
訣
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
語
句

の
異
同
に
つ
い
て
は
吉
岡
論
文
に
讓
り
、
そ
の
要
點
の
み
を
擧
げ
る
。『
道
敎
義
樞
』
の
「
三
一
修
守
義
」
以
前
の
部
分
は
、『
玄
門

大
論
』
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
節
略
綴
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
文
不
良
と
な
る
部
分
に
は
つ
な
ぎ
の
語
句
を
補
っ
て
い
る
こ
と
は
十
二

部
義
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、『
玄
門
大
論
』
が
科
段
を
立
て
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
、『
道
敎
義
樞
』
が
科
段
を
立
て
て

內
容
の
理
解
を
容
易
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
點
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、『
道
敎
義
樞
』
が
省
略
し
た
部
分
は
、
主
と
し
て
繁
雜
な
四

句
分
別
を
展
開
し
て
い
る
箇
所
や
、『
玄
門
大
論
』
が
批
判
し
て
い
る
先
師
の
說
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
。
經
證
に
つ
い
て
は
、
こ
こ

で
は
補
っ
た
も
の
は
一
條
も
な
く
、
か
え
っ
て
『
玄
門
大
論
』
の
序
に
引
く
二
條
の
う
ち
『
老
子
』
を
削
除
し
て
い
る
。「
三
一
修
守

義
」
以
下
の
部
分
は
『
玄
門
大
論
』
に
は
對
應
す
る
部
分
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
『
雲
笈
七
籤
』
自
體
が
『
玄
門
大
論
』
三
一
訣

の
抄
錄
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
從
っ
て
、「
三
一
修
守
義
」
以
下
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
樣
で
、『
道
敎
義
樞
』
は
恐
ら
く

『
玄
門
大
義
』
を
忠
實
に
節
略
し
た
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
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次
に
、『
道
敎
義
樞
』
三
洞
義
、
七
部
義
と
『
雲
笈
七
籤
』
卷
六
に
引
用
す
る
『
道
門
大
論
』
と
の
關
係
で
あ
る
が
、『
雲
笈
七
籤
』

所
引
の
『
道
門
大
論
』
が
忠
實
な
引
用
と
は
考
え
難
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
上
述
の
例
ほ
ど
明
確
な
對
應
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

『
道
敎
義
樞
』
が
大
體
に
お
い
て
『
道
門
大
論
』
を
節
略
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
經
證
に
つ
い
て
は
上
記

の
事
情
か
ら
斷
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
兩
者
の
比
較
に
よ
る
限
り
、
三
洞
義
で
三
條
、
七
部
義
で
一
條
『
道
敎
義
樞
』
の
方

が
多
く
引
用
す
る
。

　
以
上
は
、
十
二
部
義
、
三
一
義
、
三
洞
義
、
七
部
義
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
『
玄
門
大
義
』
あ
る
い
は
そ
の
異
本
と
さ
れ
る
『
玄

門
大
論
』『
道
門
大
論
』
と
の
比
較
對
照
を
行
っ
た
結
果
知
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
道
德
義
お
よ
び
十
惡
義
に
關

し
て
『
玄
門
大
義
』
と
の
關
係
を
閒
接
的
に
示
す
資
料
が
あ
る
。

　
唐
末
の
道
士
杜
光
庭
の
編
に
な
る
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
（
道
藏
四
四
〇
―
四
四
八
册
）
は
、
唐
代
道
敎
敎
理
學
の
成
果
を
援
用
し
て

玄
宗
の
注
お
よ
び
疏
を
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
卷
五
「
釋
疏
題
明
道
德
義
」
は
、
道
德
義
を
釋
名
、
明
體
、
明
用
の
三
段
に

分
か
っ
て
解
說
し
た
あ
と
、
成
玄
英
疏
の
五
種
釋
を
基
に
し
た
と
思
わ
れ
る
五
種
釋
を
展
開
し
、
さ
ら
に
本
迹
、
理
敎
、
境
智
、
人

法
、
生
成
、
有
無
、
因
果
の
七
義
を
擧
げ
て
「
道
德
」
の
意
義
を
明
か
し
、
最
後
に
「
經
」
の
義
を
解
釋
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
五

種
釋
以
前
と
、
五
種
釋
よ
り
あ
と
七
義
以
前
の
か
な
り
の
部
分
の
記
述
が
、
語
句
行
文
に
わ
た
っ
て
『
道
敎
義
樞
』
道
德
義
と
一
致

す
る
。
ま
た
、『
廣
聖
義
』
卷
三
十
六
の
第
五
十
章
「
人
之
生
動
之
死
地
、
十
有
三
」
の
句
の
義
は
、
そ
の
記
述
の
大
體
が
『
道
敎
義

樞
』
十
惡
義
と
對
應
し
、
特
に
罪
の
四
緣
に
つ
い
て
の
記
述
は
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
『
道
敎
義
樞
』
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と

は
、『
廣
聖
義
』
が
『
道
敎
義
樞
』
に
據
っ
た
か
、
あ
る
い
は
兩
者
が
共
通
の
何
か

こ
の
場
合
は
當
然
『
玄
門
大
義
』
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う

に
據
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
、『
廣
聖
義
』
の
「
釋
疏
題
明
道
德
義
」
の
記
述
が
『
道
敎
義
樞
』
と
の
共

通
部
分
を
閒
に
挾
み
な
が
ら
、
遙
か
に
詳
細
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
『
廣
聖
義
』
は
『
玄
門
大
義
』
に
依
據
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、『
道
敎
義
樞
』
と
『
廣
聖
義
』
と
の
語
句
が
相
當
の
部
分
で
一
致
を
見
る
こ
と
は
、
こ
の
兩
者
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が
そ
れ
ぞ
れ
『
玄
門
大
義
』
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る（

10
）。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
一
應
の
結
論
を
導
く
な
ら
ば
、
孟
安
排
の
『
道
敎
義
樞
』
編
纂
の
方
法
は
、
原
則
的
に
は
『
玄
門
大
義
』
を
語

句
行
文
と
も
に
忠
實
に
節
略
綴
合
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、『
擬
通
門
論
』
な
ど
の
『
玄
門
大
義
』
以
外
の
敎
理
書
や

『
玄
門
大
義
』
の
異
本
で
あ
る
『
玄
門
論
』
な
ど
も
參
照
し
て
、
事
實
の
訂
正
や
敍
述
の
億
略
化
、
補
完
を
行
う
と
同
時
に
、
若
干
の

經
證
を
も
補
っ
て
い
る（

11
）。

た
だ
、
敍
述
の
體
例
は
、『
玄
門
大
義
』
が
一
義
の
中
を
數
門
に
分
か
ち
、
さ
ら
に
そ
の
中
を
小
門
に
分

か
っ
て
い
る
の
に
對
し
、
科
段
を
立
て
る
だ
け
と
大
幅
に
億
略
化
し
て
い
る
。『
道
敎
義
樞
』
の
三
十
七
義
の
立
て
方
も
、『
玄
門
大

義
』
に
は
本
來
、
三
洞
、
七
部
、
十
二
部
、
三
一
、
位
業
義
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
『
玄
門
大
義
』
の
そ
れ
を
繼
承
し
た

か
、
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
を
三
十
七
取
上
げ
る
か
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、『
道
敎
義
樞
』
と
い
う

書
物
、
少
な
く
と
も
そ
の
「
釋
」
の
部
分
は
、
對
比
し
う
る
例
か
ら
見
る
限
り
『
玄
門
大
義
』
と
ほ
ぼ
同
內
容
で
あ
り
、
孟
安
排
が

獨
自
に
補
っ
た
部
分
は
皆
無
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
道
敎
義
樞
』
に
は
各
所
に
「
舊
云
」「
今
明
」「
今
謂
」「
今
難
」「
今
尋
」

な
ど
の
語
を
冠
し
た
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
孟
安
排
が
『
玄
門
大
義
』
に
附
加
し
て
舊
說
を
紹
介
し
、
ま
た
獨
自
の
說
を
述
べ
た

も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、「
舊
云
」
や
「
今
謂
」
を
冠
し
た
行
論
は
『
玄
門
大
義
』
や
『
大
論
』
に
も
同
樣
に
見
え
て
お
り
、

こ
れ
ら
も
恐
ら
く
は
『
玄
門
大
義
』
そ
の
も
の
に
本
來
備
わ
っ
て
い
た
記
述
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』
を
通
し
て
知
ら
れ

る
道
敎
敎
理
は
、
基
本
的
に
は
隋
末
に
編
ま
れ
た
『
玄
門
大
義
』
の
敎
理
で
あ
り
、
孟
安
排
が
『
道
敎
義
樞
』
を
編
ん
だ
時
期
の
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う（

12
）。

た
だ
し
、『
道
敎
義
樞
』
中
に
は
高
宗
期
の
道
經
で
あ
る
『
海
空
智
藏
經
』
の
引
用
が
あ
り
、
善
導

敎
學
の
用
語
の
使
用
が
指
摘
さ
れ（

13
）、

ま
た
湛
然
の
思
想
と
の
關
連
が
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、『
道
敎
義
樞
』
と
『
玄
門
大
義
』
の
同

一
性
は
あ
く
ま
で
も
全
體
を
通
じ
て
の
一
般
的
推
定
で
あ
っ
て
、
個
々
の
要
素
の
新
舊
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
檢
討
を
加
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

107



　
　
　
二
　
『
道
敎
義
樞
』
の
道
敎
敎
理

　　
本
節
で
は
、
ま
ず
序
文
の
分
析
を
通
じ
て
編
者
孟
安
排
の
基
本
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
あ
と
で
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理

に
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
旣
述
の
如
く
、『
道
敎
義
樞
』
が
『
玄
門
大
義
』
の
ほ
ぼ
忠
實
な
節
略
で
あ
り
、
そ
こ
に
展
開
さ

れ
る
敎
理
と
孟
安
排
自
身
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
の
分
析

に
當
た
っ
て
は
、
三
十
七
義
の
全
て
に
順
次
言
及
す
る
の
で
は
な
く
、
道
敎
思
想
の
展
開
と
の
關
連
で
重
要
な
記
述
を
含
む
義
を
適

宜
組
合
せ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　　
　
（
一
）
孟
安
排
の
基
本
的
立
場

　
『
道
敎
義
樞
』
は
、
個
々
の
法
相
名
目
を
解
說
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
敎
敎
理
を
闡
明
し
よ
う
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な

方
法
は
、
道
敎
敎
理
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素
に
つ
い
て
は
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
る
が
、
一
方
、
そ
れ
ら
相
互
の
有
機
的
連
關
や
敎

理
の
總
體
に
つ
い
て
の
統
一
的
理
解
と
い
う
點
で
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
機
能
し
な
い
と
い
う
憾
み
が
あ
る
。
孟
安
排
自
身
こ
の
よ

う
な
構
成
上
の
問
題
點
に
は
氣
が
付
い
て
い
た
よ
う
で
、
比
較
的
長
文
の
序
を
冒
頭
に
付
し
て
道
敎
敎
理
の
總
論
的
記
述
を
行
う
と

と
も
に
、
彼
自
身
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
は
『
玄
門
大
義
』
の
ほ
ぼ
忠
實

な
節
略
を
旨
と
し
て
お
り
、
孟
安
排
自
身
の
敎
理
理
解
の
入
る
餘
地
は
皆
無
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
序
の
分
析
を
通
じ
て
孟
安
排
自
身
の
據
っ
て
立
つ
基
本
的
立
場
と
そ
の
思
想
史
的
意
義
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
序
の
冒
頭
に
言
う
。

夫
れ
道
は
、
至
虛
至
寂
、
甚
眞
甚
妙
に
し
て
、
虛
と
し
て
通
ぜ
ざ
る
無
く
、
寂
と
し
て
應
ぜ
ざ
る
無
し
。
是
に
於
い
て
、
元
始

天
尊
有
り
、
氣
に
應
じ
て
象
を
成
し
、
寂
よ
り
し
て
動
き
、
眞
よ
り
應
を
起
こ
し
、
混
沌
の
際
、
窈
冥
の
中
よ
り
出
で
、
元
和
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を
含
養
し
、
陰
陽
を
化
貸
す
る
な
り
。
故
に
老
君
道
經
に
云
く
、
窈
冥
の
中
に
精
有
り
、
恍
惚
の
中
に
象
有
り
、
と
。
又
云
く
、

物
有
り
て
混
成
し
、
天
地
に
先
だ
ち
て
生
ず
。
寂
た
り
寥
た
り
、
獨
立
し
て
改
め
ず
、
周
行
し
て
つ
か殆
れ
ず
、
以
て
天
下
の
母
と

爲
る
べ
し
、
と
。
蓋
し
、
元
始
天
尊
、
混
沌
の
閒
に
於
い
て
、
氣
に
應
じ
て
象
を
成
す
を
明
か
す
な
り
。
故
に
物
有
り
て
混
成

す
る
な
り
。
靈
寶
無
量
度
人
經
に
云
く
、
渺
渺
た
る
億
劫
、
混
沌
の
中
、
上
に
復
た
色
無
く
、
下
に
復
た
淵
無
し
。
金
剛
、
天

を
乘
せ
、
形
無
く
影
無
し
。
赤
明
、
圖
を
開
き
、
運
度
自
然
な
り
。
元
始
安
鎭
し
、
五
篇
を
敷
落
す
、
と
。
故
に
知
る
、
元
始
天

尊
は
、
金
剛
の
妙
質
を
以
て
、
天
氣
を
乘
運
し
、
化
を
布
き
て
陶
鈞
し
、
分
度
自
然
に
し
て
、
儀
象
女
圖
敷
鎭
す
る
を
致
す
を
。

（
序
、
一
ａ
―
ｂ
）

　
こ
こ
で
孟
安
排
は
、
道
德
義
に
見
え
る
陸
先
生
の
言
葉
を
蹈
ま
え
て
根
源
的
理
法
と
し
て
の
「
道
」
に
ま
ず
は
言
及
す
る
が
、
す

ぐ
に
敍
述
の
中
心
を
「
道
」
の
宗
敎
的
表
象
で
あ
り
、
こ
の
世
界
の
創
造
者
か
つ
至
上
の
敎
え
の
開
示
者
で
あ
り
、
道
敎
の
最
高
神

で
あ
る
元
始
天
尊
に
移
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、
彼
は
引
き
續
い
て
『
隋
書
』
經
籍
志
・
道
經
總
敍
、『
靈
寶
經
』、『
度
人
本
行
經
』、

『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
を
引
い
て
、
元
始
天
尊
に
よ
る
開
劫
度
人
の
由
緣
、
傳
敎
の
次
第
、
世
人
の
修
道
供
養
の
方
法
な
ど
を
明
ら
か

に
し
、
最
後
に
「
是
れ
知
る
、
元
始
天
尊
は
、
妙
氣
よ
り
生
じ
、
忽
焉
と
し
て
像
有
り
。
應
化
窮
り
無
く
、
迹
を
顯
わ
し
形
に
託
し
、

因
無
く
待
無
く
、
法
を
演
べ
敎
え
を
開
き
て
、
始
め
有
り
終
り
有
る
を
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
序
の
前
半
は
元
始
天
尊
を

中
心
と
す
る
記
述
に
專
ら
當
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
道
敎
義
樞
』
の
本
文
中
に
元
始
天
尊
お
よ
び
そ
こ
に
發
す
る
敎
法
の
流
れ

を
系
統
的
に
述
べ
る
部
分
が
な
い
の
を
補
い
、『
道
敎
義
樞
』
全
體
を
統
べ
る
總
論
と
し
よ
う
と
す
る
意
圖
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。

孟
安
排
が
こ
の
よ
う
な
意
圖
を
も
つ
に
至
っ
た
動
機
を
考
え
て
み
る
に
、
そ
こ
に
は
初
唐
に
お
け
る
道
佛
兩
敎
閒
の
熾
烈
な
論
爭
が

背
景
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
初
唐
に
お
け
る
道
敎
攻
擊
の
先
鋒
で
あ
っ
た
法
琳
は
、『
辯
正
論
』
卷
二
（
大
正
藏
五
二
、
四
九
九
ａ
―
ｂ
）
に
お
い
て
道
敎
の
「
敎
」

と
し
て
の
適
格
性
を
否
定
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
の
論
理
の
中
核
は
、「
凡
そ
敎
え
を
立
つ
る
の
法
は
、
先
ず
須
く
主
有
る
べ
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し
。
道
家
は
旣
に
あ
き的
ら
か
な
主
無
け
れ
ば
、
云
何
が
道
敎
と
稱
す
る
を
得
ん
や
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
法
琳
は
續
け
て
「
道
家

に
的
ら
か
な
主
無
」
き
理
由
を
三
條
擧
げ
る
。
第
一
に
、
中
國
古
來
の
敎
え
は
三
皇
五
帝
の
敎
え
で
あ
っ
て
、
か
の
周
公
、
孔
子
す

ら
自
ら
を
傳
敎
者
と
し
て
敎
主
を
自
稱
し
な
い
こ
と
。
第
二
に
、『
漢
書
』
藝
文
志
は
九
流
の
第
二
に
道
流
を
擧
げ
る
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
も
「
流
（
學
派
）
」
で
あ
っ
て
「
敎
え
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
そ
れ
は
、
老
子
は
帝
王
で
は
な
い
か
ら
敎
主
た
る
資
格

を
持
た
な
い
う
え
に
、
三
皇
五
帝
以
來
周
公
孔
子
に
至
る
ま
で
、
元
始
天
尊
な
ど
と
い
う
神
が
い
て
道
敎
の
敎
主
と
な
っ
た
な
ど
と

は
言
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
傳
承
は
す
べ
て
三
張
の
僞
經
に
發
す
る
か
ら
。
第
三
に
、
道
安
の
『
二
敎
論
』
が
儒
敎
と
佛
敎
を

立
て
る
の
み
で
道
敎
を
立
て
て
い
な
い
よ
う
に
、
儒
敎
は
三
皇
五
帝
を
敎
主
と
す
る
世
敎
で
あ
り
、
佛
敎
は
佛
を
敎
主
と
す
る
出
世

敎
で
あ
っ
て
、
敎
え
は
こ
の
儒
佛
二
敎
に
盡
き
て
お
り
、
こ
の
他
に
別
に
道
敎
な
ど
と
い
う
も
の
を
立
て
る
必
要
が
無
い
。
し
か
も
、

河
上
公
も
言
う
よ
う
に
、
道
と
は
道
理
で
あ
り
、
淳
和
の
氣
で
あ
っ
て
、
形
相
な
ど
は
も
た
な
い
か
ら
、
元
始
天
尊
な
る
神
格
が
天

上
に
存
す
る
筈
も
な
い
。
以
上
が
法
琳
の
道
敎
の
「
敎
」
た
る
ゆ
え
ん
に
對
す
る
否
定
の
論
理
の
大
要
で
あ
る
。

　
六
朝
か
ら
初
唐
に
か
け
て
、
佛
敎
側
か
ら
は
樣
々
な
道
敎
攻
擊
が
仕
掛
け
ら
れ
た
。
ま
ず
、
道
敎
は
自
己
一
身
の
度
脫
の
み
を
追

求
し
、
衆
生
の
濟
度
を
顧
み
な
い
小
乘
聲
聞
の
敎
え
に
す
ぎ
な
い
と
の
攻
擊（

14
）。

續
い
て
は
、「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
道
敎
敎
義
に
對

し
て
の
、
道
敎
は
「
氣
」
と
い
う
形
而
下
の
存
在
を
究
極
至
上
の
も
の
と
す
る
低
次
元
の
敎
え
で
あ
る
と
の
非
難（

15
）。

そ
し
て
、
前
述

の
法
琳
に
よ
る
、
道
敎
は
敎
主
も
も
た
ず
「
敎
」
た
る
資
格
に
缺
け
る
僞
敎
で
あ
る
と
の
、
道
敎
存
立
の
本
質
に
關
わ
る
攻
擊
な
ど

が
行
わ
れ
た
。
孟
安
排
の
序
は
、
こ
の
法
琳
の
非
難
攻
擊
を
意
識
し
、
道
敎
が
元
始
天
尊
を
敎
主
と
す
る
正
眞
正
銘
の
「
敎
」
で
あ

る
こ
と
を
宣
明
し
て
い
る
と
見
て
閒
違
い
あ
る
ま
い（

16
）。

特
に
、『
老
子
』
第
十
四
章
、
第
二
十
一
章
を
引
い
て
元
始
天
尊
の
根
源
性
を

示
そ
う
と
す
る
の
は
、
元
始
天
尊
に
言
及
す
る
の
は
三
張
の
僞
經
の
み
と
の
法
琳
の
非
難
を
蹈
ま
え
、
佛
敎
側
も
そ
の
價
値
を
認
め

る
『
老
子
』
を
根
據
に
反
論
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
か
か
る
觀
點
か
ら
見
る
と
き
、
本
書
を
『
道
敎
義
樞
』
と
題
し
た
こ
と

に
も
、
道
敎
の
「
敎
」
た
る
こ
と
を
强
調
せ
ん
と
の
意
圖
が
祕
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う（

17
）。
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さ
て
、
孟
安
排
は
序
の
前
半
に
お
い
て
、
元
始
天
尊
の
根
源
性
と
實
在
、
天
尊
に
よ
る
世
界
の
創
造
と
至
上
の
敎
え
た
る
道
敎
の

開
示
お
よ
び
救
濟
な
ど
の
道
敎
敎
理
の
根
幹
に
つ
い
て
諸
經
を
引
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
次
に
儒
佛
二
敎
に
對
す
る
見
解
を

述
べ
る
。

元
始
天
尊
、
玄
に
昇
り
妙
に
入
る
に
お
よ洎
び
、
形
像
旣
に
著
わ
れ
、
文
敎
大
い
に
行
わ
れ
、
玄
言
天
下
に
滿
ち
、
奧
義
寶
藏
に
盈

つ
。
是
に
於
い
て
、
繫
・
象
そ
の
深
旨
を
探
り
、
子
・
史
そ
の
微
詞
を
竊
み
、
翻
譯
の
流
は
、
實
に
そ
の
要
を
宗
と
す
。
所
以

に
儒
書
・
道
敎
は
、
事
或
い
は
相
通
じ
、
了
義
・
玄
章
は
、
理
そ
の
一
に
歸
す
。
能
く
そ
の
本
を
知
れ
ば
、
則
ち
彼
我
俱
に
忘

れ
、
但
だ
そ
の
末
を
識
る
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
是
非
斯
に
起
こ
る
。
而
し
て
世
人
は
末
を
逐
う
者
衆
く
、
本
に
歸
す
る
者
稀
な

り
。
紛
競
を
胸
中
に
息
め
令
め
ん
と
欲
す
る
も
、
固
よ
り
可
な
ら
ざ
る
な
り
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
三
敎
一
致
の
論
は
、
魏
晉
以
來
の
殊
途
同
歸
論
を
越
え
て
、
元
始
天
尊
を
こ
の
世
界
に
お
け
る
唯
一
の
敎
主
と

位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、『
易
』
に
代
表
さ
れ
る
儒
敎
の
經
典
も
、
子
史
に
記
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
學
術
も
、
は
た
ま
た
外
國
の
敎
え

た
る
佛
敎
も
、
全
て
天
尊
の
敎
え
に
發
す
る
も
の
と
し
て
、
道
敎
の
も
と
に
一
元
的
に
包
括
し
よ
う
と
す
る
氣
宇
壯
大
な
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
道
敎
の
主
體
性
の
も
と
に
儒
佛
二
敎
を
包
括
し
よ
う
と
い
う
三
敎
一
致
論
は
、
立
場
を
異
に
す
る

と
は
い
え
、
緻
密
な
論
理
構
成
に
よ
っ
て
佛
敎
を
主
體
と
す
る
三
敎
一
致
論
を
提
唱
し
た
宗
密
の
『
原
人
論
』
に
先
立
つ
も
の
と
し

て
注
目
に
値
し
よ
う
。
半
面
、
こ
の
よ
う
な
三
敎
一
致
論
は
、
佛
敎
敎
理
を
拔
き
に
し
て
は
成
立
ち
得
な
い
狀
況
に
立
ち
至
っ
て
い

た
當
時
の
道
敎
敎
理
學
の
現
狀
を
矛
盾
な
く
肯
定
す
る
と
と
も
に
、
佛
敎
敎
理
の
導
入
を
よ
り
一
層
容
易
に
す
る
た
め
の
理
論
的
根

據
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　　
　
（
二
）
道
德
義
、
自
然
義

　
道
德
義
「
釋
」
冒
頭
の
次
の
記
述
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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道
と
は
、
理
な
り
、
通
な
り
、
導
な
り
。
德
と
は
、
得
な
り
、
成
な
り
、
不
喪
な
り
。
理
と
言
う
は
、
理
は
實
に
虛
無
な
る
を
謂

う
。
…
…
通
と
言
う
は
、
能
く
通
じ
て
萬
法
を
生
じ
、
變
通
し
て
壅
が
る
無
き
を
謂
う
。
…
…
道
（
導
）
と
言
う
は
、
執
を
導

き
て
忘
れ
令
め
、
凡
をみ
ち
び引き
て
聖
た
ら
令
む
る
を
謂
う
。
…
…
德
に
得
と
言
う
は
、
道
果
を
得
る
を
謂
う
。
…
…
成
と
言
う
は
、

衆
生
を
成
濟
し
、
極
道
を
成
さ
令
む
る
を
謂
う
。
此
れ
果
に
就
き
て
名
を
爲
す
。
亦
た
空
行
を
成
す
に
資
る
。
此
れ
因
に
就
き

て
目
を
爲
す
。
…
…
不
喪
と
言
う
は
、
上
德
は
德
を
失
わ
ざ
る
を
謂
う
。
故
に
不
喪
と
云
う
な
り
。
…
…
然
れ
ど
も
、
道
德
は

玄
絕
、
自
ら
應
に
名
無
か
る
べ
し
。
敎
え
を
開
き
凡
を
引
か
ん
と
し
、
强
い
て
稱
謂
を
立
つ
。
故
に
彼
の
無
名
の
名
に
寄
せ
て
、

正
理
を
表
宣
し
、
名
の
無
名
な
る
を
識
り
て
、
は
じ方
め
て
玄
敎
を
了
せ
令
む
。
（
卷
一
、
一
ａ
―
ｂ
）

　
こ
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
道
は
理
な
り
」
と
い
う
定
義
で
あ
る
。「
道
は
理
な
り
」
と
い
う
訓
詁
そ
の
も
の
は
古
く
『
莊

子
』
繕
性
篇
に
見
え
る（

18
）。

し
か
し
、『
莊
子
』
の
い
う
「
理
」
は
、『
管
子
』
君
臣
上
篇
や
『
韓
非
子
』
解
老
篇
な
ど
で
「
道
」
に
關
連

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
理
」
と
同
じ
く
、
筋
目
あ
る
い
は
秩
序
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り（

19
）、「

理
と
は
實
に
虛
無
な
る
を
謂
う
」
と
い

う
『
道
敎
義
樞
』
の
よ
う
な
意
味
は
も
た
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
六
朝
時
代
を
通
じ
て
最
も
一
般
的
な
「
道
」
の
道
敎
敎
理
上
の
定
義
は
、「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
道
」
と
「（
元
）
氣
」
と
の
一
體
性
の
主
張
は
、
す
で
に
『
想
爾
注
』
を
初
め
と
す
る
六
朝
期
の
道
敎
經
典
に
現
れ
る
「
道

氣
」
と
い
う
語
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
明
確
な
定
義
が
下
さ
れ
る
の
は
六
朝
後
半
期
の
『
三
破

論
』
や
『
養
生
服
氣
經
』
な
ど
に
お
い
て
で
あ
る（

20
）。

こ
の
「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
形
而
下
の
「
氣
」
を
究

極
の
も
の
と
す
る
道
敎
は
低
次
元
の
敎
え
で
あ
っ
て
、
常
住
不
滅
の
理
を
體
と
す
る
佛
敎
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
攻
擊
が
加
え
ら
れ
、

さ
ら
に
は
元
始
天
尊
の
無
因
無
待
性
へ
の
批
判
や
自
然
と
因
緣
と
の
關
係
如
何
な
ど
へ
と
論
爭
が
擴
大
し
て
い
っ
た（

21
）。

こ
う
し
た
論

爭
過
程
で
佛
敎
側
へ
の
對
應
に
苦
し
ん
だ
道
敎
側
は
、「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
定
義
が
ア
キ
レ
ス
腱
で
あ
る
こ
と
に
氣
付
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
か
く
て
、「
道
は
理
な
り
」
と
い
う
『
莊
子
』
の
古
典
的
訓
詁
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
理
」
に
本
來
無
か
っ
た
常
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住
不
滅
の
體
と
い
っ
た
佛
敎
的
解
釋
を
擔
わ
せ
て
、
佛
敎
側
に
對
抗
す
る
切
札
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
理
は
實
に
虛

無
な
り
」
と
い
う
定
義
は
、
經
證
と
し
て
引
く
『
消
魔
經
』
が
「
夫
れ
道
は
無
な
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
道
は
理
な

り
」「
道
は
無
な
り
」
と
い
う
二
つ
の
定
義
を
基
に
二
次
的
に
導
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
て
、「
道
は
理
な
り
」
に
續
く
「
通
な
り
」「
導
な
り
」
と
い
う
定
義
も
、
訓
詁
そ
の
も
の
は
別
に
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た

だ
し
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
「
通
と
は
、
能
く
通
じ
て
萬
法
を
生
じ
、
變
通
し
て
壅
が
る
無
し
」「
導
と
は
、
執
を
導
き
て
忘
れ
令
め
、

凡
を
引
き
て
聖
た
ら
令
む
」
と
い
う
解
釋
は
、「
理
は
實
に
虛
な
り
」
と
相
俟
っ
て
、
常
住
不
變
の
體
、
變
幻
自
在
の
用
、
衆
生
濟
度

の
能
を
備
え
る
も
の
が
「
道
」
で
あ
る
と
い
う
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
の
根
幹
を
宣
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
道
は
理
な

り
、
通
な
り
」
と
い
う
定
義
は
、『
道
敎
義
樞
』
の
基
づ
く
『
玄
門
大
義
』
の
作
成
に
か
か
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
重
玄
派
の

重
要
な
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
初
唐
期
に
は
廣
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
道
佛
兩
敎
の
資
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
初
唐
の
重
玄
派
の
道
士
成
玄
英
は
そ
の
『
老
子
』
第
六
十
二
章
の
疏
で
「
道
と
は
、
虛
通
の
妙
理
に
し
て
、
衆
生
の
正
性
な

り
」
と
言
い（

22
）、

ま
た
、
同
じ
く
重
玄
派
に
屬
す
る
高
宗
期
の
道
士
李
榮
も
そ
の
『
老
子
』
第
一
章
の
注
（『
道
德
眞
經
註
』、
道
藏
四
三
〇

册
）
の
中
で
、「
道
と
は
虛
極
の
理
な
り
」、
同
じ
く
第
二
十
一
章
で
は
、「
道
と
は
理
な
り
」
な
ど
と
言
う
。
こ
れ
ら
重
玄
派
の
『
老

子
』
解
釋
は
や
が
て
玄
宗
の
注
お
よ
び
疏
に
取
込
ま
れ
て
、
唐
代
の
『
老
子
』
解
釋
の
主
流
を
な
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、『
道
敎
義

樞
』
の
道
德
義
が
こ
れ
ら
と
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
顏
師
古
の
名
を
記
す
『
老

子
』
解
釋
書
で
あ
る
『
玄
言
新
記
』
明
老
部
に
は
、「
道
と
は
、
理
な
り
、
通
な
り
。
…
…
道
と
は
、
物
を
通
ず
る
も
の
な
り
。
…
…

道
は
是
れ
眞
境
の
理
な
り
。
…
…
理
境
擁
（
壅
）
が
る
無
し
、
故
に
之
れ
を
通
と
謂
う
」
と
あ
り（

23
）、

こ
れ
も
唐
代
の
道
敎
敎
理
書
と
い

わ
れ
る
『
三
論
元
旨
』
に
も
同
樣
な
解
釋
が
見
ら
れ
る（

24
）。

　
一
方
、
佛
敎
側
の
資
料
と
し
て
は
、
法
琳
の
『
辯
正
論
』
卷
五
に
、
正
し
く
上
記
の
「
道
」
の
定
義
を
逆
用
し
た
道
敎
批
判
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
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儒
生
請
う
て
曰
く
、
靈
寶
等
の
經
に
、
太
上
大
道
有
り
、
天
地
に
先
だ
ち
て
鬱
勃
た
る
洞
虛
の
中
、
煒
燁
た
る
玉
淸
の
上
に
生
ず
。

是
れ
佛
の
師
に
し
て
、
能
く
佛
を
生
ず
。
周
時
の
老
聃
を
言
わ
ざ
る
な
り
。
は爲
た
定
ず
是
な
る
や
。
願
わ
く
は
そ
の
說
を
聞
か

ん
、
と
。
開
士
喩
し
て
曰
く
、
五
帝
の
前
、
未
だ
道
有
る
を
聞
か
ず
。
…
…
今
を
窮
め
古
を
は
か討
る
に
、
道
と
は
爲
た
誰
ぞ
。
…
…

道
な
る
者
は
、
理
な
り
、
通
な
り
、
和
な
り
、
同
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
陰
陽
運
通
し
て
、
三
才
位
す
。
上
下
交
泰
し
て
、
萬

物
生
ず
。
陰
陽
の
道
理
有
り
て
、
能
く
通
じ
て
人
物
を
生
ず
。
天
和
し
地
同
ず
れ
ば
、
則
ち
群
萌
し
て
類
動
く
な
り
。
…
…
故

に
知
る
、
天
地
有
ら
ざ
れ
ば
、
道
何
く
よ
り
か
生
ぜ
ん
。
陰
陽
有
ら
ざ
れ
ば
、
道
何
に
由
り
て
か
靈
な
ら
ん
。
豈
に
造
化
の
前

に
、
道
已
に
先
ん
じ
て
出
づ
る
を
得
ん
や
。
…
…
豈
に
頭
に
金
冠
を
戴
き
、
身
に
黃
褐
を
き披
、
鬢
に
素
髮
を
垂
ら
し
、
手
に
玉

璋
を
把
り
、
別
に
天
尊
と
號
し
て
、
大
羅
の
上
に
居
り
、
獨
り
大
道
と
名
づ
け
て
、
玉
京
の
中
に
治
す
る
も
の
有
ら
ん
や
。
（
大

正
藏
五
二
、
五
二
三
ｂ
―
ｃ
）

　
こ
の
よ
う
に
、
法
琳
は
、「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
從
來
の
主
張
を
捨
て
、「
道
は
理
な
り
、
通
な
り
」
と
い
う
新
解
釋
を
打
ち
出
し

た
道
敎
側
の
論
理
を
彼
一
流
の
や
り
方
で
逆
手
に
と
り
、
ど
う
解
釋
を
變
え
た
と
こ
ろ
で
、「
道
」
あ
る
い
は
元
始
天
尊
な
ど
と
號
す

る
神
格
な
ど
は
無
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
法
琳
は
隋
末
に
一
時
道
士
と
成
っ
て
道
觀
に
住
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
時
に

こ
の
よ
う
な
道
敎
側
の
主
張
を
知
り
得
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
傅
奕
、
李
仲
卿
、
劉
進
喜
等
と
の
論
爭
の
中
で
知
っ
た
も
の
か
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
高
祖
か
ら
太
宗
の
初
年
頃
ま
で
に
は
、「
道
は
理
な
り
、
通
な
り
」
と
い
う
主
張
が
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
よ
う
。
そ
れ
に
つ
れ
て
こ
の
定
義
が
次
第
に
佛
敎
側
に
も
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
せ
る
形
跡
が
有
る
。
そ
れ
は
武
后

期
の
僧
と
い
わ
れ
る
玄
嶷
の
『
甄
正
論
』
の
次
の
記
事
で
あ
る
。『
甄
正
論
』
は
道
敎
を
代
表
す
る
滯
俗
公
子
を
佛
敎
側
を
代
表
す
る

甄
正
先
生
が
敎
え
諭
す
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
甄
正
先
生
の
言
葉
に
言
う
。

又
云
う
、
正
眞
大
道
と
。
正
と
は
、
不
偏
の
義
な
り
。
眞
と
は
非
假
の
狀
な
り
。
大
と
は
、
廣
博
の
名
な
り
。
道
と
は
、
虛
通
の

理
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
此
れ
を
行
う
の
道
は
、
正
に
し
て
偏
な
ら
ず
、
眞
に
し
て
假
な
ら
ず
、
大
に
し
て
能
く
廣
し
、
と
。
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推
し
て
之
れ
を
檢
す
る
に
、
竝
び
に
是
れ
假
號
な
り
。
道
は
通
理
に
し
て
、
本
と
識
性
無
し
。
人
に
由
り
て
之
れ
を
行
え
ば
、
偏

な
る
べ
く
正
な
る
べ
し
。
故
に
云
う
、
道
は
左
す
べ
く
右
す
べ
し
、
と
。
定
性
無
き
を
明
か
す
な
り
。
眞
假
の
狀
は
、
人
の
之

れ
を
目
す
る
所
。
理
中
に
在
り
て
は
、
何
か
眞
何
か
假
な
る
。
此
れ
眞
に
非
ざ
る
な
り
。
廣
狹
の
相
は
、
之
れ
を
繫
く
る
こ
と

心
に
在
り
。
心
外
に
道
無
く
、
又
大
な
ら
ず
。
（
大
正
藏
五
二
、
五
六
六
ｂ
）

こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
「
道
」
が
「
通
理
」
で
あ
る
こ
と
が
、
兩
者
に
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
お
り
、
論
爭
點
は
正
偏
、
眞
假
、
大
廣

と
い
っ
た
別
の
敎
義
問
題
に
移
っ
て
い
る
。
最
も
、
玄
嶷
の
前
身
は
道
士
で
あ
る
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
佛
敎
側
一
般
に
擴
大

し
て
考
え
る
に
は
難
點
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
道
は
理
な
り
」
と
い
う
定
義
が
七
世
期
末
に
は
道
佛
を
問
わ
ず
廣
く
行
わ
れ
、

そ
の
土
俵
の
上
で
さ
ら
に
別
の
論
爭
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
か
く
し
て
、「
道
」
の
體
を
め
ぐ
る
論

爭
は
い
さ
さ
か
鎭
靜
化
し
、
か
の
定
義
の
思
想
史
的
役
割
も
終
り
を
吿
げ
た
と
見
え
て
、
玄
宗
の
『
老
子
』
の
注
お
よ
び
疏
、
そ
れ

を
敷
衍
す
る
唐
末
の
杜
光
庭
の
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
で
は
、
し
ば
し
ば
「
道
」
と
「
氣
」
と
の
一
體
性
と
い
う
、
道
敎
敎
理
が
本

來
的
に
有
し
て
い
る
基
盤
的
思
想
へ
の
回
歸
を
見
せ
て
い
る（

25
）。

こ
れ
以
後
、「
道
は
理
な
り
」
と
い
う
定
義
は
次
第
に
顧
み
ら
れ
な
く

な
り
、
宋
代
に
は
『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
、
總
敍
道
德
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
道
」
の
解
釋
か
ら
佛
敎
色
が
一
掃
さ
れ
て
い

く
。『
玄
門
大
義
』
が
顧
み
ら
れ
ず
に
散
佚
し
て
い
っ
た
の
は
、
か
か
る
道
敎
敎
理
學
の
佛
敎
敎
理
學
か
ら
の
相
對
的
離
脫
に
と
も
な

う
必
然
の
結
果
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、『
道
敎
義
樞
』
が
「
道
」
を
「
理
」「
通
」「
導
」
の
三
義
を
以
て
說
き
、
そ
れ
を
常
住
不
變
の
體
、
變
幻
自
在
の
用
、
衆
生

濟
度
の
能
に
當
て
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
次
い
で
『
道
敎
義
樞
』
は
「
德
」
を
「
得
」「
成
」「
不
喪
」
の
三
義
で
說
き
、
特
に
前

二
義
に
つ
い
て
、「
得
と
は
道
果
を
得
る
な
り
」「
成
と
は
衆
生
を
成
濟
し
、
極
道
を
成
ぜ
し
む
る
な
り
。
…
…
亦
た
空
行
を
成
ず
る

に
資
る
な
り
」
と
述
べ
て
、「
道
」
の
衆
生
敎
化
と
濟
度
と
の
具
體
的
は
た
ら
き
を
强
調
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
が
、
道
敎
は
自
己
一
身
の
度
脫
の
み
を
求
め
、
衆
生
の
濟
度
を
顧
み
な
い
小
乘
聲
聞
の
敎
え
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
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佛
敎
側
の
批
判
を
十
分
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
「
道
德
は
玄
絕
、
自
ら
應
に
名
無
か

る
べ
し
。
敎
え
を
開
き
凡
をみ
ち
び引か
ん
と
し
、
强
い
て
稱
謂
を
立
つ
。
名
の
無
名
な
る
を
識
り
て
、
は
じ方
め
て
玄
敎
を
了
せ
令
む
」
と
述

べ
て
、
道
敎
が
「
理
」
と
「
敎
」
と
を
と
も
に
備
え
た
宗
敎
で
あ
る
こ
と
を
强
調
す
る
。
こ
れ
は
、
後
の
理
敎
義
に
お
い
て
重
ね
て

「
理
敎
と
は
、
敎
の
敎
爲
る
を
明
か
し
、
言
は
則
ち
言
無
き
を
示
す
」
（
卷
八
、
一
ａ
）
、「
理
と
は
旨
趣
を
義
と
爲
し
、
敎
は
是
れ
化

導
を
義
と
爲
す
」
（
同
一
ｂ
）
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
道
敎
が
宗
敎
的
眞
理
を
闡
明
し
、
衆
生
の
濟
度
を
擔
い
得
る
自

利
利
他
兼
修
の
宗
敎
で
あ
る
こ
と
を
、
敎
理
構
成
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
「
道
德
義
」
は
道
の
定
義
に
續
い
て
、
道
の
體
用
に
關
す
る
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、「
虛
寂
」
を
道
の
體
と
す
る

陸
先
生
の
說
と
「
智
慧
」
を
體
と
す
る
玄
靖
法
師
の
說
を
揭
げ
、
次
い
で
體
の
有
無
に
つ
い
て
の
玄
靖
法
師
の
說
を
擧
げ
た
う
え
で
、

そ
の
體
は
「
空
を
離
れ
有
を
離
れ
、
陰
に
非
ず
陽
に
非
ず
、
視
聽
も
得
ず
、
摶
觸
も
辯
ず
る
莫
」
く
、
そ
の
用
は
「
能
く
權
能
く
實
、

左
す
べ
く
右
す
べ
く
、
小
を
以
て
大
を
容
れ
、
大
に
し
て
能
く
小
に
居
る
」
（
卷
一
、
一
ａ
―
ｂ
）
と
言
う
。
こ
れ
は
一
見
し
て
佛
敎

敎
理
に
お
け
る
體
用
の
論
に
觸
發
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
陸
先
生
と
は
恐
ら
く
宋
の
陸
修
靜
を
指
し
、
玄

靖
法
師
と
は
梁
の
臧
玄
靖
で
あ
る
か
ら
、
道
敎
側
に
お
け
る
體
用
論
は
早
け
れ
ば
宋
、
遲
く
と
も
梁
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

『
道
敎
義
樞
』
は
各
所
に
三
論
學
派
の
影
響
が
見
ら
れ
、「
道
德
義
」
の
こ
の
部
分
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら（

26
）、

こ
の
よ
う
な
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
六
朝
末
か
ら
隋
に
か
け
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。
三
論
學
派
の
影
響
は
初
唐
の
重
玄
派
の
著
作

に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
成
玄
英
は
そ
の
『
老
子
疏
』
の
中
で
「
道
德
義
」
と
同
樣
な
論
を
展
開
し
、
さ
ら
に
は

本
迹
に
も
度
々
言
及
し
て
い
る（

27
）。

　
隋
か
ら
初
唐
に
か
け
て
、
重
玄
派
の
道
士
た
ち
は
一
方
で
『
玄
門
大
義
』
な
ど
に
お
い
て
そ
の
敎
理
學
を
高
度
に
展
開
す
る
と
と

も
に
、
一
方
で
そ
の
成
果
を
經
典
作
成
の
中
に
還
元
し
て
い
っ
た
。
こ
の
事
は
、
隋
の
道
士
李
仲
卿
、
劉
進
喜
の
手
に
成
る
と
さ
れ

る
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
說
く
敎
義
が
多
く
の
點
で
『
道
敎
義
樞
』
す
な
わ
ち
『
玄
門
大
義
』
と
同
一
で
あ
る
こ
と
に
典
型
的
に
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窺
え
る（

28
）。

ま
た
、
道
の
體
用
、
本
迹
に
關
す
る
敎
理
も
次
第
に
深
め
ら
れ
て
い
き
、
玄
宗
の
『
老
子
』
の
注
や
疏
に
影
響
を
與
え
る

と
と
も
に
、
玄
宗
朝
の
道
士
張
果
の
『
道
體
論
』
（
道
藏
七
〇
四
册
）
や
『
三
論
元
旨
』
（
道
藏
七
〇
四
册
）
道
宗
章
と
い
っ
た
そ
れ
に

關
す
る
專
論
、
お
よ
び
『
太
上
九
要
心
印
妙
經
』
（
道
藏
一
一
二
册
）
と
い
っ
た
經
典
を
生
み
出
す
に
至
っ
た（

29
）。

こ
の
閒
に
お
け
る
道

敎
敎
理
學
の
進
步
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
張
果
の
『
道
體
論
』
や
司
馬
承
禎
の
『
坐
忘
論
』
な
ど
で
は
、
も
は
や

佛
敎
敎
理
の
影
響
の
影
を
あ
か
ら
さ
ま
に
看
取
さ
せ
る
經
典
を
經
證
と
す
る
こ
と
な
く
、『
老
子
』『
莊
子
』『
西
昇
經
』
と
い
っ
た
極

く
限
ら
れ
た
經
典
に
依
據
し
な
が
ら
、『
道
敎
義
樞
』
よ
り
さ
ら
に
高
度
な
論
を
展
開
し
う
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
礎

の
上
に
立
っ
て
こ
そ
、
前
述
の
『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
、
總
敍
道
德
に
お
け
る
佛
敎
色
を
拂
拭
し
た
道
敎
敎
理
の
展
開
が
可
能
に
な
っ

た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
道
の
本
體
論
と
關
連
し
て
、
初
唐
の
道
佛
論
爭
で
は
『
老
子
』
第
二
十
五
章
の
「
道
法
自
然
」
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
、

道
と
自
然
と
の
關
係
如
何
が
重
要
な
爭
點
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
た
。『
集
古
今
佛
道
論
衡
』
卷
丙
（
大
正
藏
五
二
、
三
八
一
ａ
以
下
）
の

傳
え
る
所
に
よ
れ
ば
、
武
德
八
年
（
六
二
五
）
に
帝
前
で
行
わ
れ
た
三
敎
對
論
に
お
い
て
、
慧
乘
と
李
仲
卿
と
の
閒
で
こ
の
問
題
に
關

す
る
論
爭
が
鬪
わ
さ
れ
た
。
そ
の
要
旨
は
、
道
敎
側
が
、
道
は
至
極
至
大
で
あ
り
、
道
よ
り
根
源
的
な
存
在
は
無
い
こ
と
を
主
張
し

た
の
に
對
し
て
、
慧
乘
は
『
老
子
』
第
二
十
五
章
に
「
道
は
自
然
に
法
る
」
と
あ
る
の
は
、
道
の
上
位
に
自
然
が
あ
る
こ
と
を
い
う

も
の
で
あ
り
、
道
敎
側
の
主
張
は
成
立
た
な
い
と
論
難
し
た
。
こ
れ
に
對
し
て
李
仲
卿
は
、
河
上
公
注
の
「
道
の
性
は
自
然
に
し
て
、

法
る
所
無
し
」
と
い
う
解
釋
に
よ
っ
て
、「
道
は
自
然
に
法
る
」
と
は
、
道
の
上
位
に
自
然
が
あ
る
の
で
な
く
、
道
の
在
り
方
を
い
っ

た
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
慧
乘
と
同
樣
の
論
難
は
ま
た
法
琳
の
『
辯
正
論
』
卷
二
（
大
正
藏
五
二
、
四
九
九
ｂ
以
下
）
に
見
え

る
。
そ
こ
で
は
儒
生
が
「
道
は
自
然
を
以
て
宗
と
爲
し
、
虛
無
を
本
と
爲
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
、
道
が
自
然
に
基
づ
き
、
あ
る

い
は
自
然
よ
り
生
ず
る
と
說
く
道
經
を
擧
げ
て
問
う
た
の
に
對
し
、
通
人
の
口
を
借
り
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
道
は
自
ら
生

ず
る
の
で
は
な
く
、
自
然
か
ら
生
ず
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
が
道
の
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
自
然
が
本
で
あ
り
常
で
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あ
り
、
道
は
迹
で
あ
り
無
常
で
あ
っ
て
、
道
こ
そ
が
至
上
至
極
、
常
住
不
變
の
存
在
で
あ
る
と
す
る
道
敎
敎
理
は
成
立
た
な
い
と
批

判
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
卷
六
に
お
い
て
は
、

た

と
縱
使
い
道
有
る
も
、
自
ら
生
ず
る
能
わ
ず
、
自
然
從
り
生
じ
、
自
然
從
り
出
づ
る
な
り
。
道
、
自
然
に
本
づ
け
ば
、
則
ち
道
に

待
つ
所
有
り
。
旣
に
他
に
因
り
て
有
れ
ば
、
卽
ち
是
れ
無
常
な
り
。
故
に
老
子
云
く
、
…
…
道
は
自
然
に
法
る
、
と
。
王
弼
云

く
、
天
地
の
道
は
、
竝
び
に
相
違
わ
ざ
る
を
言
う
な
り
。
故
に
法
る
と
稱
す
る
な
り
、
と
。
自
然
は
無
稱
窮
極
の
辭
、
道
は
是

れ
智
慧
靈
知
の
號
な
り
。
用
智
は
無
智
に
及
ば
ず
、
有
形
は
無
形
に
及
ば
ず
、
道
は
是
れ
有
義
に
し
て
、
自
然
の
無
義
に
及
ば

ざ
る
な
り
。
（
大
正
藏
五
二
、
五
三
七
ａ
）

と
述
べ
て
、
努
め
て
道
の
常
本
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
後
半
の
部
分
は
例
に
よ
っ
て
王
弼
注
の
相

當
强
引
な
解
釋
に
基
づ
く
こ
じ
つ
け
の
趣
が
强
い
が（

30
）、『

老
子
』
と
そ
の
代
表
的
な
注
釋
者
の
說
に
借
り
て
の
論
難
に
は
、
佛
敎
敎
理

か
ら
す
る
も
の
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
說
得
力
が
有
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
佛
敎
側
の
論
難
に
對
す
る
道
敎
側
の
反
論
は
前
述
の
李
仲
卿
の
論
に
見
ら
れ
た
が
、
玄
宗
の
『
道
德
眞
經
疏
』
（
道
藏
三

五
八
册
）
の
次
の
說
は
、
道
敎
側
の
最
終
的
な
解
答
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

言
う
こ
こ
ろ
は
、
道
の
法
爲
る
自
然
に
し
て
、
復
た
自
然
に
倣
う
に
は
非
ざ
る
な
り
。
若
し
惑
者
の
難
の
如
く
、
道
を
以
て
自

然
に
の
つ
と

法
效
る
と
せ
ば
、
是
れ
則
ち
域
中
に
五
大
有
り
て
、
四
大
に
は
非
ざ
る
な
り
。
又
西
昇
經
を
引
き
て
、
虛
無
、
自
然
を
生

じ
、
自
然
、
道
を
生
ず
と
云
わ
ば
、
則
ち
道
を
以
て
虛
無
の
孫
、
自
然
の
子
と
爲
し
、
妄
り
に
先
後
の
義
を
生
じ
、
以
て
尊
卑

の
目
を
定
め
、
源
を
塞
ぎ
本
を
拔
く
。
倒
置
す
る
こ
と
何
ぞ
深
き
や
。
且
ら
く
常
試
み
に
論
じ
て
曰
く
、
虛
無
は
、
妙
本
の
體

な
り
。
體
は
有
物
に
非
ず
、
故
に
虛
無
と
曰
う
。
自
然
は
、
妙
本
の
性
な
り
。
性
は
造
作
に
非
ず
、
故
に
自
然
と
曰
う
。
道
は
、

妙
本
の
功
用
に
し
て
、
所
謂
る
强
名
な
り
。
通
じ
て
生
ず
る
に
非
ざ
る
無
し
、
故
に
之
れ
を
道
と
謂
う
。
幻
體
名
を
用
う
れ
ば
、

卽
ち
之
れ
を
虛
無
、
自
然
、
道
と
謂
う
の
み
。
そ
の
所
以
を
尋
ぬ
れ
ば
、
卽
ち
一
の
妙
本
に
し
て
、
復
た
何
の
相
い
法
效
る
所
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な
ら
ん
や
。
則
ち
惑
者
の
難
は
夫
の
玄
鍵
に
詣
ら
ざ
る
を
知
る
。
（
卷
三
、
一
八
ａ
―
一
九
ａ
）

　
こ
の
よ
う
に
玄
宗
疏
は
道
お
よ
び
自
然
を
虛
無
を
體
と
す
る
妙
本
の
强
名
お
よ
び
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
體
を
つ
き

つ
め
れ
ば
と
も
に
同
一
の
妙
本
に
歸
着
す
る
の
だ
と
し
て
、
道
と
自
然
と
に
そ
れ
ぞ
れ
體
を
認
め
て
先
後
尊
卑
を
論
ず
る
も
の
を
惑

者
と
し
て
斥
け
て
い
る
。
こ
の
惑
者
と
言
う
の
は
、
第
一
に
前
述
の
佛
敎
側
の
論
者
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
佛

敎
側
の
こ
の
よ
う
な
論
難
を
招
く
要
素
は
、
玄
宗
疏
自
體
が
引
用
す
る
『
西
昇
經
』
を
初
め
と
し
て
、
前
述
の
『
辯
正
論
』
卷
二
で

儒
生
が
引
く
『
昇
玄
內
敎
經
』
の
「
夫
れ
道
は
玄
妙
に
し
て
、
自
然
よ
り
出
で
、
無
生
よ
り
生
じ
、
無
先
に
先
だ
つ
」
と
い
っ
た
敎

說
そ
の
も
の
に
內
藏
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
佛
敎
敎
理
を
借
り
て
敎
理
構
成
を
行
っ
た
隋
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
重
玄
派
の
中

に
は
、
佛
敎
敎
理
に
引
き
ず
ら
れ
て
道
と
自
然
と
の
閒
に
先
後
尊
卑
を
立
て
た
も
の
が
有
り
、
玄
宗
疏
は
こ
れ
ら
道
敎
側
の
異
說
を

も
批
判
の
對
象
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
道
は
自
然
に
法
る
」
に
對
す
る
初
唐
の
重
玄
派
道
士
成
玄
英
の
疏
に
は
、「
次
に
須
く

自
然
の
妙
理
に
法
る
べ
し
。
則
ち
重
玄
の
域
な
り
。
道
は
是
れ
迹
に
し
て
、
自
然
は
是
れ
本
な
り
。
本
を
以
て
迹
を
收
む
。
故
に
義

と
し
て
法
る
と
言
う
な
り
」
と
あ
っ
て
、
自
然
と
道
と
を
本
迹
の
關
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
度
人
經

四
注
』
卷
五
「
上
无
復
祖
、
唯
道
爲
身
」
（
七
ｂ
）
に
對
す
る
成
玄
英
注
に
も
同
樣
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
重
玄
派
の

系
譜
に
連
な
る
玄
宗
疏
が
同
じ
重
玄
派
の
先
師
の
說
を
超
克
し
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
、
成
疏
か
ら
玄
宗
疏
に
至
る
約
一
世
紀
の
閒

に
お
け
る
道
敎
敎
理
學
の
展
開
、
特
に
佛
敎
敎
理
學
の
直
接
的
導
入
か
ら
、
そ
れ
を
十
分
に
消
化
し
た
う
え
で
の
獨
自
の
敎
理
の
形

成
へ
と
い
う
變
遷
の
迹
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
道
と
自
然
を
め
ぐ
る
問
題
を
見
て
き
た
つ
い
で
に
『
道
敎
義
樞
』
の
自
然
義
と
そ
れ
に
關
連
す
る
問
題
を
次
に
見
て
い
こ
う
。『
道

敎
義
樞
』
自
然
義
は
「
義
曰
」
の
部
分
で
ま
ず
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
然
と
は
、
本
と
自
性
無
し
。
旣
に
自
性
無
け
れ
ば
、
何
の
作
者
か
有
ら
ん
。
作
者
旣
に
無
け
れ
ば
、
復
た
何
の
法
か
有
ら
ん
。

此
れ
則
ち
自
無
く
他
無
く
、
物
無
く
我
無
し
。
豈
に
定
執
を
得
て
、
以
て
常
計
と
爲
さ
ん
や
。
絕
待
自
然
も
て
、
宜
し
く
此
れ
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を
治
す
べ
し
。
（
卷
八
、
四
ａ
）

こ
の
よ
う
に
、
自
然
義
の
要
旨
は
、
自
然
と
は
そ
れ
自
體
に
固
有
な
不
變
の
性
質
を
も
た
ず
、
物
我
自
他
の
對
待
を
絕
し
た
も
の
で
あ

る
と
規
定
し
、
こ
の
絕
對
の
自
然
の
在
り
方
を
悟
り
そ
れ
に
則
る
こ
と
で
、
我
執
を
除
き
窮
極
の
道
に
至
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
自
然
義
は
續
い
て
釋
の
部
分
で
「
因
緣
を
示
す
に
は
、
强
い
て
自
然
と
名
づ
け
、
假
設
し
て
敎
と
爲
す
」
と
述
べ
た
う
え

で
、
自
然
を
自
と
然
に
開
い
て
、
自
他
不
自
不
他
を
絕
し
、
然
不
然
自
然
他
然
を
超
え
た
も
の
が
眞
の
自
然
で
あ
る
こ
と
を
『
中
論
』

觀
因
緣
品
、
觀
作
作
者
品
、
觀
有
無
品
な
ど
に
見
え
る
論
理
を
蹈
ま
え
て
述
べ（

31
）、『

太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
二
、
附
囑
品
の
「
是
の
世

閒
法
、
及
び
出
世
閒
法
は
、
皆
假
の
施
設
に
し
て
、
悉
く
是
れ
因
緣
な
り
。
方
便
道
を
開
き
、
衆
生
を
化
せ
ん
が
爲
に
、
强
い
て
名

字
を
立
つ
る
の
み
」
を
引
い
て
そ
の
記
述
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
、
釋
の
部
分
の
論
理
展
開
は
空
虛
で
意
味
が
無
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
た
だ
、
自
然
と
は
因
緣
を
明
か
す
た
め
の
方
便
道
、
假
の
敎
え
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

　
從
來
、
佛
敎
敎
理
と
道
敎
敎
理
の
最
大
の
相
違
點
は
、
そ
の
宗
旨
を
因
緣
說
に
お
く
か
自
然
說
に
お
く
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
甄

鸞
『
笑
道
論
』
序
（
大
正
藏
五
二
、
一
四
三
ｃ
）
の
、「
佛
は
因
緣
を
以
て
宗
と
爲
し
、
道
は
自
然
を
以
て
義
と
爲
す
」
と
い
う
記
述
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る（

32
）。

そ
し
て
、
六
朝
後
半
期
の
道
佛
論
爭
に
お
い
て
、
因
緣
と
自
然
と
の
關
係
は
や
は
り
最
大
の
爭
點
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
佛
敎
側
の
道
敎
攻
擊
は
、
天
尊
を
初
め
と
す
る
天
上
の
諸
神
の
無
因
無
待
性
と
地
上
の
人
閒
の
修
行
得
果
（
因
緣
說
の
肯
定
）
と

の
敎
理
上
の
矛
盾
點
に
集
中
的
に
加
え
ら
れ
た（

33
）。

こ
れ
に
對
し
て
、
そ
の
成
立
の
歷
史
的
經
緯
か
ら
、
生
成
論
や
天
神
論
な
ど
の
中

核
的
部
分
で
は
道
家
の
自
然
說
に
依
據
し
、
救
濟
論
や
修
養
論
な
ど
で
は
古
來
の
素
朴
な
因
果
說
や
佛
敎
の
因
緣
論
な
ど
を
包
攝
し

て
敎
理
形
成
を
行
っ
て
き
た
道
敎
側
は
、
體
系
的
な
敎
理
形
成
を
行
う
に
當
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
點
を
何
と
か
し
て
克
服
す

る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。『
道
敎
義
樞
』
自
然
義
の
說
や
、
十
二
部
義
の
凡
聖
神
の
體
を
自
然
と
學
得
の
二
つ
に
分
け
た
う
え
で
、

窮
極
に
お
い
て
は
兩
者
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
說
は
、
こ
う
し
た
要
請
に
對
す
る
一
つ
の
典
型
的
な
解
答
で
あ
っ
た
。

　
『
道
敎
義
樞
』
自
然
義
は
因
緣
を
主
と
し
自
然
を
從
と
す
る
兩
者
の
調
和
論
で
あ
る
が
、
唐
代
道
敎
敎
理
學
の
主
流
は
や
が
て
因
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緣
と
自
然
と
を
對
等
に
調
和
す
る
方
向
へ
向
う
。
例
え
ば
、『
太
上
妙
法
本
相
經
』
に
は（

34
）、

夫
れ
物
は
、
要
ず
そ
の
朴
を
散
じ
、
そ
の
古
を
謝
す
る
を
須
ち
て
、
乃
ち
之
れ
を
彰
わ
す
べ
き
の
み
。
…
…
故
に
朴
を
立
て
て

因
緣
の
果
を
成
ず
。
因
緣
有
り
と
雖
も
、
そ
れ
自
然
の
感
に
非
ざ
れ
ば
、
因
緣
何
に
從
り
て
か
成
ぜ
ん
。
故
に
自
然
は
一
に
し
て

執
す
る
に
非
ず
。
若
し
そ
の
一
に
執
す
れ
ば
、
萬
物
則
ち
功
從
い
て
興
る
莫
し
。
是
を
以
て
眞
人
は
、
因
緣
を
知
り
、
因
緣
を

脩
む
。
之
れ
を
因
緣
に
行
ず
、
故
に
自
然
に
し
て
運
起
る
な
り
。
將
に
因
緣
中
に
自
然
有
る
を
知
ら
ん
と
す
。
（
大
淵
『
圖
錄
』、

五
九
八
頁
）

と
述
べ
て
、
因
緣
と
自
然
と
を
不
可
分
の
關
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
玄
宗
朝
頃
に
は
完
全
に
定
着

し
て
い
た
と
み
え
て
、『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
（
道
藏
七
六
〇
册
）
の
序
文
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

蓋
し
方
圓
動
靜
、
黑
白
燥
濕
は
、
自
然
の
理
性
に
し
て
、
易
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
管
を
吹
き
絃
を
操
り
、
文
を
修
め
武
を
學

ぶ
は
、
因
緣
習
用
に
し
て
、
廢
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
そ
れ
自
然
は
、
性
の
質
な
り
。
因
緣
は
、
性
の
用
な
り
。
因
緣
以
て
之

れ
を
修
め
、
自
然
以
て
之
れ
を
成
す
。
（
序
、
二
ａ
）

こ
こ
で
は
自
然
と
因
緣
と
を
性
の
質
と
用
の
兩
面
と
し
て
捉
え
、
兩
者
を
矛
盾
の
無
い
不
可
分
の
關
係
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て

い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
玄
宗
朝
の
道
士
張
果
の
『
道
體
論
』
（
道
藏
七
〇
四
册
）
で
は
、

問
う
て
曰
く
、
道
、
物
の
體
を
化
す
。
自
然
・
因
緣
と
、
は爲
た
一
な
る
や
爲
た
二
な
る
や
、
と
。
答
え
て
曰
く
、
造
化
と
は
、
卽

ち
是
れ
自
然
に
し
て
因
緣
な
り
。
自
然
に
し
て
因
緣
と
は
、
卽
ち
是
れ
と住
ど
ま
ら
ざ
る
を
本
と
爲
す
。
そ
の
物
を
生
ず
る
の
功

に
取
り
て
、
之
れ
を
造
化
と
謂
う
。
化
は
外
に
な造
ら
ず
。
日
日
自
然
に
し
て
、
自
ら
化
し
て
迹
變
ず
る
を
、
稱
し
て
因
緣
と
曰

う
。
之
れ
を
わ差
く
れ
ば
則
ち
異
な
り
、
之
れ
を
混
ず
れ
ば
則
ち
同
じ
。
何
を
以
て
か
之
れ
を
言
う
。
理
は
頓
に
階
せ
ず
、
事
は

假
待
に
因
る
。
假
待
の
主
は
、
因
緣
を
以
て
宗
と
爲
す
。
緣
行
旣
に
備
り
て
、
之
れ
を
自
然
に
歸
す
れ
ば
、
則
ち
心
、
外
に
取

ら
ず
、
豈
に
自
ら
取
ら
ん
や
。
外
自
取
ら
ん
や
。
外
自
兼
ね
て
忘
る
れ
ば
、
內
融
け
て
一
と
爲
る
。
（
二
七
ａ
）
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と
言
っ
て
、
造
化
の
契
機
を
自
然
と
し
、
變
轉
の
諸
相
を
因
緣
と
し
て
捉
え
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
自
然
を
核
に
兩
者
の
關
係
を
規

定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
三
論
元
旨
』
眞
源
章
で
は
、

そ
れ
自
然
と
は
、
无
爲
の
性
に
し
て
、
他
因
に
假
り
ず
。
故
に
自
然
と
曰
う
。
修
行
の
人
は
、
有
爲
に
因
り
て
无
爲
に
逹
し
、
有

生
に
因
り
て
无
生
に
逹
す
。
自
緣
を
了
し
、
自
然
に
契
す
れ
ば
、
則
ち
无
生
の
性
逹
す
。
（
九
ｂ
）

と
言
い
、
ま
た
、
天
神
と
體
內
神
の
一
體
性
を
說
く
中
で
、

故
に
自
然
の
中
に
因
緣
有
り
、
因
緣
の
中
に
自
然
有
り
。
自
然
は
因
緣
を
離
れ
ず
、
因
緣
は
自
然
を
離
れ
ず
。
而
し
て
能
く
之

れ
を
異
に
し
て
同
じ
く
す
る
者
な
り
。
然
ら
ば
、
夫
の
一
切
の
因
緣
は
、
悉
く
是
れ
自
然
の
因
緣
な
り
。
（
一
四
ｂ
）

と
述
べ
て
、
自
然
と
因
緣
の
相
卽
不
離
の
關
係
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
朝
後
半
期
の
佛
敎
側
の
批
判
に
端
を
發
し
た

自
然
因
緣
の
論
は
、
敎
理
體
系
上
の
整
合
性
を
求
め
る
道
敎
側
の
試
み
の
中
で（

35
）、

佛
敎
敎
理
に
依
據
し
て
因
緣
の
優
位
を
說
く
『
太

玄
眞
一
本
際
經
』
や
『
玄
門
大
義
』『
道
敎
義
樞
』
の
段
階
か
ら
、
徐
々
に
因
緣
と
自
然
の
對
等
な
關
係
に
お
け
る
相
卽
不
離
を
說
く

方
向
へ
と
轉
換
し
、
玄
宗
期
に
は
道
敎
側
の
共
通
な
認
識
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　　
　
（
三
）
法
身
義
、
三
一
義
　

　
『
道
敎
義
樞
』
は
道
德
義
に
續
い
て
法
身
義
を
配
す
る
。
法
身
義
の
宗
旨
は
、「
義
」
の
部
分
に
、

法
身
と
は
、
至
道
の
淳
精
、
至
眞
の
妙
體
に
し
て
、
そ
の
四
德
を
表
わ
し
、
彼
の
十
方
に
應
じ
、
機
に
動
寂
の
閒
に
赴
き
、
物

を
分
化
の
際
に
度
す
。
此
れ
其
の
致
な
り
。
（
卷
一
、
三
ａ
）

と
い
う
よ
う
に
、
法
身
を
初
め
と
す
る
二
身
、
三
身
、
四
身
と
い
っ
た
佛
敎
の
身
相
を
借
り
て
道
（
天
尊
）
の
法
體
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
應
化
と
衆
生
濟
度
の
諸
相
を
說
く
も
の
で
あ
る
。「
義
」
を
開
く
「
釋
」
は
續
い
て
、

法
は
是
れ
軌
儀
、
身
は
氣
象
爲
り
。
至
人
の
氣
象
は
軌
る
べ
し
。
故
に
法
身
と
曰
う
。
そ
の
應
化
の
身
相
を
原
ぬ
る
に
、
稱
號
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甚
だ
多
し
。
本
跡
を
總
括
す
る
に
、
具
さ
に
六
種
と
爲
す
。
本
に
三
稱
有
り
、
跡
に
三
名
有
り
。
（
卷
一
、
三
ｂ
）

と
規
定
し
て
、
道
身
、
眞
身
、
法
身
の
本
の
三
稱
と
應
身
、
分
身
、
化
身
の
跡
の
三
名
と
を
擧
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
經
證
を
引
い
て
個
々

の
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
六
身
說
は
佛
敎
側
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
道
敎
側
が
獨
自
に
構
成
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
身
相
の
經
證
と
し
て
引
く
諸
經
の
う
ち
、『
本
際
經
』
の
み
が
全
て
の
項
で
引
用
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も

『
本
際
經
』
に
は
本
身
、
迹
身
も
見
え
て
い
る
か
ら
、『
道
敎
義
樞
』
（
＝
『
玄
門
大
義
』）
は
『
本
際
經
』
と
共
通
の
敎
理
を
說
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る（

36
）。

こ
の
身
相
說
に
關
し
て
は
、
初
唐
の
敎
理
書
で
は
共
通
の
理
解
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、『
道
敎
義

樞
』
と
は
異
な
る
も
の
が
各
所
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
唐
の
天
皇
す
な
わ
ち
高
宗
と
茅
山
派
の
天
師
潘
師
正
と
の
問
答
を
傳
え
る

『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
（
道
藏
七
六
二
册
）
卷
中
に
は
、
法
身
、
本
身
、
道
身
、
眞
身
、
迹
身
、
應
身
、
分
身
、
化
身
の
天
尊
八
身
說

を
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
異
本
で
あ
る
『
太
上
決
疑
經
』
な
ど
を
引
い
て
詳
細
に
說
い
て
い
る（

37
）。

し
か
し
、『
道
門
經
法
相
承
次

序
』
に
は
『
道
敎
義
樞
』
法
身
義
の
最
大
の
特
徵
と
も
言
え
る
、
法
身
を
本
迹
に
分
け
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
三
身
を
配
す
る
と
い
う

發
想
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
玄
宗
期
の
『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
の
序
で
は
、
眞
身
、
應
身
、
法
身
、
化
身
、
報
身
の
五
身
說

を
說
い
て
い
る（

38
）。

　
法
身
義
の
後
半
は
、
各
身
の
體
の
色
心
の
有
無
や
法
具
足
の
常
樂
我
淨
の
四
德
、
法
身
の
本
有
今
有
の
論
な
ど
を
展
開
し
て
い
る

が
、
特
に
四
德
や
法
身
の
本
有
今
有
の
論
は
『
涅
槃
經
』
の
佛
性
に
關
す
る
說
を
承
け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
法
身
と
佛
性
と
が

オ
ー
バ
ー
・
ラ
ッ
プ
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
は
道
身
と
道
性
と
を
と
も
に
眞
道
の
異
名
と
す
る
『
太
玄
眞
一
本

際
經
』
の
說
と
も
共
通
す
る
視
點
で
あ
り（

39
）、

後
の
道
性
義
と
と
も
に
道
敎
側
の
佛
性
論
に
對
す
る
理
解
の
程
度
を
知
る
う
え
で
興
味

深
い
。

　
法
身
義
に
お
い
て
道
敎
敎
理
と
し
て
の
獨
自
性
が
看
取
さ
れ
る
の
は
、
本
跡
體
義
の
次
の
部
分
で
あ
ろ
う
。

道
敎
の
經
に
據
り
て
、
法
身
の
正
理
を
究
む
る
に
、
本
跡
を
通
じ
て
異
な
ら
ず
同
じ
か
ら
ず
。
跡
の
三
身
に
は
、
其
の
別
體
有
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る
も
、
本
の
三
稱
は
、
體
一
に
し
て
義
殊
な
る
な
り
。
其
の
精
智
淳
常
な
る
を
以
て
眞
身
と
曰
い
、﹇
神
﹈
淨
に
し
て
虛
通
す
る

を
道
﹇
身
﹈
と
曰
い
、
氣
象
德
に
酬
す
る
、
是
れ
を
報
身
と
曰
う
。
氣
精
神
に
就
け
ば
、
乃
ち
三
義
を
成
し
て
、
究
詰
す
べ
か

ら
ざ
る
も
、
惟
だ
是
れ
一
源
な
る
の
み
。
（
卷
一
、
五
ａ
）

こ
こ
で
は
、
跡
の
三
身
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
別
體
が
あ
る
が
、
本
の
三
身
は
精
神
氣
の
い
わ
ゆ
る
三
奇
に
配
し
て
三
義
を
立
て
る
だ
け

で
、
そ
の
窮
極
の
體
は
同
一
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
說
は
、
六
朝
後
半
期
に
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
三
一
說

に
法
身
說
を
配
當
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
も
そ
れ
以
前
の
道
敎
敎
理
と
新
し
い
要
素
と
を
矛
盾
無
く
綜
合

し
體
系
化
し
よ
う
と
す
る
『
玄
門
大
義
』、『
道
敎
義
樞
』
の
立
場
が
遺
憾
な
く
發
揮
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
三
一
に
關
す
る
專
論
が
三
一
義
で
あ
る
。
そ
の
「
釋
」
の
冒
頭
に
言
う
。

精
神
炁
の
三
、
混
じ
て
一
と
爲
る
。
精
は
、
虛
妙
智
照
を
功
と
爲
す
。
神
は
、
无
方
絕
類
を
用
と
爲
す
。
氣
は
、
方
所
形
相
の

法
な
り
。
亦
た
夷
希
微
と
曰
う
。
夷
は
平
、
希
は
遠
、
微
は
細
な
り
。
夷
は
卽
ち
是
れ
精
な
り
。
精
智
圓
照
し
、
平
等
无
偏
な

る
を
以
て
な
り
。
希
は
卽
ち
是
れ
神
な
り
。
神
用
窮
ま
ら
ず
、
遠
通
无
極
な
る
を
以
て
な
り
。
微
は
卽
ち
是
れ
炁
な
り
。
炁
の

妙
本
に
於
け
る
や
、
義
に
麤
に
非
ざ
る
も
の
有
る
を
以
て
な
り
。

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
精
神
氣
の
三
一
を
『
老
子
』
第
十
四
章
の
夷
希
微
に
結
び
つ
け
る
解
釋
は
、
早
く
梁
の
臧
玄
靖
の
『
老

子
』
解
釋
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る（

40
）。

し
か
も
、
そ
こ
で
は
こ
の
三
一
が
混
じ
て
一
聖
人
と
な
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
天
尊
の

法
體
を
成
す
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
法
身
義
の
說
の
基
を
も
な
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
臧
玄
靖
の
說
は
成
玄
英
の
『
老

子
解
題
序
訣
義
疏
』
に
引
き
繼
が
れ
、
そ
こ
で
は
『
九
天
生
神
章
經
』
の
玄
元
始
三
氣
が
聖
人
の
體
を
成
す
と
の
說
と
併
記
さ
れ
て
、

精
神
氣
の
三
一
と
玄
元
始
の
三
氣
と
『
老
子
』
の
夷
希
微
が
關
係
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

41
）。

こ
の
點
に
關
し
て
は
、
法

琳
の
『
辯
正
論
』
卷
六
に
、
古
來
の
名
儒
及
び
河
上
公
注
は
『
老
子
』
の
夷
希
微
を
精
神
氣
に
當
て
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、

案
ず
る
に
生
神
章
に
云
く
、
老
子
は
﹇
玄
﹈
元
始
三
氣
を
以
て
、
合
し
て
一
と
爲
す
。
是
れ
至
人
の
法
體
な
り
。
精
は
是
れ
精
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靈
、
神
は
是
れ
變
化
、
氣
は
是
れ
氣
象
な
り
。
陸
億
寂
、
臧
矜
、
顧
歡
、
諸
糅
、
孟
智
周
等
の
老
子
義
の
如
き
は
云
う
、
此
の

三
氣
を
合
し
て
、
以
て
聖
體
を
爲
す
、
と
。
又
云
く
、
自
然
を
通
相
の
體
と
爲
し
、
三
氣
を
別
相
の
體
と
爲
す
、
と
。
（
大
正
藏

五
二
、
五
三
六
ｃ
）

と
言
っ
て
い
る
。
法
琳
の
言
う
よ
う
な
精
神
氣
を
夷
希
微
に
當
て
る
解
釋
は
少
な
く
と
も
現
行
の
河
上
公
注
に
は
見
出
せ
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
解
釋
が
か
な
り
早
く
か
ら
一
般
に
行
わ
れ
、
又
、
玄
元
始
の
三
氣
で
聖
人
（
天
尊
）
の
法
體
を
考
え
る
解
釋
が
陸
修
靜
を

筆
頭
と
す
る
六
朝
中
後
半
期
の
道
士
の
閒
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
記
述
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
重
玄
派
の
手
に
な
る
と

思
わ
れ
る
『
玄
門
大
義
』
の
三
一
義
が
玄
元
始
三
氣
と
三
一
と
の
對
應
を
說
か
な
い
の
は
疑
問
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、『
抱
朴
子
』
地
眞
篇
や
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
（
道
藏
一
八
三
册
）
に
說
く
三
一
や
『
黃
庭
內
景
經
』
系
の
三
元
な
ど

東
晉
期
の
道
經
に
見
え
る
三
一
は
、
い
ず
れ
も
存
思
服
氣
の
術
に
關
連
し
た
身
體
神
を
意
味
す
る
方
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
精
神
氣

の
三
一
や
『
老
子
』
の
夷
希
微
と
は
無
關
係
で
あ
っ
た（

42
）。

し
か
し
、
前
の
『
辯
正
論
』
の
傳
え
る
と
こ
ろ
が
事
實
と
す
れ
ば
、
宋
の

陸
修
靜
の
頃
か
ら
『
老
子
』
の
解
釋
と
關
連
し
て
精
神
氣
と
夷
希
微
の
對
應
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り（

43
）、『

老
子
』
本
文
の
「
此
の

三
者
は
致
詰
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
混
じ
て
一
と
爲
す
」
に
基
づ
い
て
、
精
神
氣
が
三
一
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
道
（
天
尊
）
の

法
體
を
追
求
す
る
中
か
ら
臧
玄
靖
の
『
老
子
』
注
の
よ
う
な
三
義
一
體
の
解
釋
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
道
敎
義
樞
』
が
三
一

體
義
の
段
で
、「
三
一
は
是
れ
妙
極
の
理
に
し
て
、
大
智
の
源
な
り
。
圓
神
不
測
に
し
て
、
氣
を
布
き
て
生
長
し
、
貸
成
し
て
棄
つ
る

靡
し
。
三
を
兼
ね
て
義
と
爲
し
、
一
に
卽
し
て
體
と
爲
す
」
（
卷
五
、
一
ｂ
）
と
い
う
徐
法
師
の
說
を
引
い
て
、
精
の
絕
累
を
神
、
精

の
妙
體
を
氣
、
神
の
智
照
を
精
、
神
の
妙
體
を
氣
、
氣
の
智
照
を
精
、
氣
の
絕
累
を
神
と
規
定
し
、
智
照
、
妙
體
、
絕
累
を
媒
介
項

と
す
る
精
神
氣
の
三
位
一
體
の
關
係
を
構
想
す
る
の
は
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
實
質
的
意
義
を
持
ち
う
る
か
は
問
題
で
あ
る
に
し
て
も
、

上
述
の
『
老
子
』
解
釋
の
基
礎
の
上
に
佛
敎
敎
理
學
の
方
法
論
を
援
用
し
て
、
三
義
一
體
說
を
よ
り
精
緻
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
も

の
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
點
で
は
、
道
敎
敎
理
學
の
展
開
と
『
老
子
』
解
釋
と
は
相
互
に
不
可
分
の
關
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
三
一
の
意
義
が
上
述
の
よ
う
に
、
東
晉
期
の
呪
術
的
、
身
體
神
的
な
も
の
か
ら
、
宋
以
後
の
『
老
子
』
解
釋
と
結
ん

だ
思
辯
的
な
も
の
へ
と
變
遷
し
て
い
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
延
長
上
で
道
敎
敎
理
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
『
玄
門
大
義
』『
道
敎

義
樞
』
は
、
三
一
に
含
ま
れ
る
新
舊
二
つ
の
層
を
ど
の
よ
う
に
處
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
一
義
の
構
成
を
通
觀
す
る

と
、
前
半
の
最
も
中
心
的
な
部
分
に
お
い
て
は
『
老
子
』
解
釋
か
ら
展
開
し
た
新
し
い
層
を
前
面
に
立
て
、
そ
の
古
い
層
は
後
半
の

修
養
法
の
中
に
位
置
づ
け
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
そ
の
修
養
法
を
說
く
三
一
修
守
義
の
段
は
、
三
一
の
實
踐
敎
理
上
の
宗
旨
は
精

神
の
靜
定
を
得
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
そ
の
方
法
と
し
て
方
便
、
正
觀
、
轉
緣
の
三
を
擧
げ
る
。
そ
し
て
、
方
便
に
は
鳴
鼓
、
咽
液
、

拘
魂
制
魄
と
い
っ
た
も
っ
と
も
古
い
呪
術
的
な
層
を
、
正
觀
に
は
存
三
守
一
の
法
卽
ち
『
抱
朴
子
』
段
階
の
體
內
三
一
神
の
存
思
と

い
う
三
一
の
古
い
層
を
、
轉
緣
に
は
氣
觀
か
ら
神
觀
へ
進
む
と
い
う
佛
敎
の
觀
法
を
取
入
れ
た
最
新
の
層
を
配
す
る
。
こ
の
よ
う
な

敎
理
構
成
の
方
法
は
、
呪
術
か
ら
哲
學
的
解
釋
、
さ
ら
に
は
佛
敎
敎
理
の
導
入
へ
と
進
ん
だ
歷
史
的
な
發
展
の
諸
段
階
を
敎
理
構
成

の
時
點
に
お
い
て
全
て
包
括
し
、
共
時
的
な
相
に
お
い
て
體
系
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
道
敎
敎
理
の
中
の
古
い

層
を
歷
史
的
な
遺
物
と
し
て
捨
て
去
る
こ
と
な
く
、
全
て
取
込
ん
で
體
系
化
し
よ
う
と
い
う
の
が
、『
道
敎
義
樞
』
ひ
い
て
は
『
玄
門

大
義
』
の
最
大
の
特
色
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
の
記
述
の
中
に
も
繰
り
返
し
見
出
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　　
　
（
四
）
位
業
義
、
三
界
義
、
五
道
義
、
混
元
義
、
淨
土
義

　
位
業
義
は
修
行
證
果
の
階
位
と
轉
生
す
る
境
土
の
階
差
、
す
な
わ
ち
道
敎
の
宗
敎
的
世
界
像
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
位
業
義
は

ま
ず
諸
師
の
五
位
說
、
六
位
說
、
三
位
七
名
說
、
界
內
外
二
位
說
な
ど
を
紹
介
し
た
う
え
で
、「
諸
家
の
解
釋
旣
に
異
な
り
、
依
據
す

べ
き
こ
と
難
し
」
（
卷
一
、
一
四
ａ
）
と
し
て
、『
玄
門
論
』
中
の
搖
亮
、
玄
靖
二
法
師
の
說
に
從
う
こ
と
を
言
明
し
て
い
る（

44
）。

ま
ず
、

位
業
義
の
要
旨
を
示
そ
う
。

　
位
業
に
は
大
別
し
て
感
生
位
（
稟
生
位
）
と
證
仙
位
の
二
系
列
が
有
る
。
感
生
位
（
稟
生
位
）
と
い
う
の
は
得
道
證
果
に
よ
っ
て
感
生
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す
る
い
わ
ゆ
る
所
生
土
の
こ
と
で
あ
り
、
人
中
位
、
界
內
有
欲
觀
感
生
位
三
十
二
品
、
界
外
無
欲
觀
感
生
位
二
十
七
品
に
大
別
さ
れ

る
。
界
外
と
は
三
淸
天
、
界
內
は
四
種
民
天
、
無
色
界
四
天
、
色
界
十
八
天
、
欲
界
六
天
を
意
味
す
る
。
界
外
三
淸
位
は
平
等
無
欲

善
を
修
す
る
こ
と
で
感
生
す
る
。
界
內
三
十
二
品
は
さ
ら
に
二
位
に
細
分
さ
れ
る
。
斷
習
氣
有
欲
善
に
よ
っ
て
感
生
す
る
三
界
中
閒

四
民
天
位
、
淨
三
業
有
欲
善
に
よ
っ
て
感
生
す
る
界
內
二
十
八
天
位
で
あ
る（

45
）。

人
中
位
は
五
戒
有
欲
善
に
よ
っ
て
感
生
す
る
。
人
中

の
下
に
は
さ
ら
に
三
惡
道
が
存
す
る
が
、
位
業
は
善
行
を
修
め
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
位
業
義
で
は
說
か
な
い
。
次
に
證
仙

位
と
は
、
證
果
の
深
淺
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
仙
界
に
お
け
る
位
階
を
示
し
、
十
轉
位
、
九
宮
位
、
三
淸
位
、
極
果
位
の
四
位
に
分
け

ら
れ
る
。
こ
れ
と
證
果
の
深
淺
を
示
す
發
心
に
始
ま
り
、
伏
道
心
、
知
眞
心
、
出
離
心
、
無
上
心
に
至
る
五
心
と
が
對
應
す
る
。
發

心
、
伏
道
心
の
前
二
心
は
十
轉
位
に
、
知
眞
、
出
離
、
無
上
の
三
心
は
そ
れ
ぞ
れ
九
宮
、
三
淸
、
極
果
の
三
位
に
對
應
し
、
前
三
位

は
因
、
第
四
位
が
果
に
當
た
る
。

　
十
轉
位
は
一
轉
位
と
九
轉
位
に
分
か
れ
、
一
轉
位
は
發
心
に
對
應
し
て
遊
散
位
と
も
言
い
、
九
轉
位
は
伏
道
心
に
對
應
し
て
尸
解

位
と
も
稱
す
る
。
發
心
と
は
「
生
死
を
破
裂
し
て
、
道
場
に
廻
向
し
、
迷
よ
り
悟
に
返
り
、
俗
を
轉
じ
て
道
に
入
る
」
（
卷
一
、
一
四

ｂ
）
の
意
で
、
初
發
自
然
心
と
も
稱
さ
れ
る
。『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
上
品
大
戒
』
（
大
淵
『
圖
錄
』、
三
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
十
轉
位
は

ま
た
飛
天
と
も
稱
さ
れ
る
が
、「
未
だ
眞
知
の
道
を
得
ざ
る
」
伏
位
と
さ
れ
る
。
伏
道
心
に
對
す
る
九
轉
位
は
下
か
ら
順
に
武
解
、
文

解
、
尸
解
各
三
轉
位
に
分
け
ら
れ
る
。
武
解
と
は
ま
た
鬼
帥
あ
る
い
は
鬼
官
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
生
前
に
忠
孝
な
ど
の
德
が
有
っ

た
も
の
が
、
死
後
冥
界
の
役
人
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
、
二
百
年
每
に
昇
進
す
る
。
文
解
は
ま
た
地
下
主
者
と
も
い
い
、
生
前
道
敎

を
信
じ
、
善
行
の
有
っ
た
も
の
が
、
死
後
洞
天
中
に
再
生
し
て
仙
人
の
給
仕
な
ど
に
當
た
る
も
の
で
、
世
の
散
吏
に
相
當
し
、
百
四

十
年
每
に
昇
進
す
る
。
尸
解
と
は
一
旦
死
ぬ
が
冥
界
に
は
赴
か
ず
に
そ
の
ま
ま
再
生
し
て
仙
人
と
成
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
十
轉
位

は
「
伏
結
の
招
く
所
に
し
て
、
位
存
す
る
も
空
な
る
に
似
、
未
だ
眞
解
に
登
ら
ず
、
始
め
て
初
門
に
在
り
て
、
竝
び
に
乘
位
に
非
ざ

る
」
（
卷
一
、
一
六
ａ
）
も
の
で
あ
る
が
、
根
の
利
鈍
、
悟
り
の
深
淺
に
よ
っ
て
順
次
昇
進
し
、
九
宮
位
に
登
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
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　證　仙　位 聖眞仙 三乘 三　位 五　心

極果位 无上心
三淸位 聖九品 聖 大乘
二十七品 眞九品 眞 中乘 出離心
（一乘道） 仙九品 仙 小乘

上三宮 飛仙 大乘

九宮位 中三宮 天仙 中乘 眞成位 知眞心

下三宮 地仙 小乘

尸解
三轉

十轉位 文解 尸解位 伏心
（九轉） 三轉 （伏位）

武解 飛天
三轉

（一轉） 遊散位 發心
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　三　十　六　天 界　名 界　內　外 感　生　位

36.大羅天
35.淸微天 界　　外 界外三淸位
34.禹餘天 三淸天 無欲觀感生
33.大赤天 二十七品 平等無欲善感生

32.太極平育賈奕天
31.龍變梵度天 四種民天 三界中閒四民天位
30.太釋玉隆騰勝天 斷習氣有欲善感生
29.太虛无上常融天
28.秀樂禁上天
27.翰寵妙成天 無色界 （心　業　淨　者）
26.淵通元洞天 四　天
25.皓庭霄度天
24.无極曇誓天
23.上揲阮樂天
22.无思江由天
21.太黃翁重天
20.始皇孝芒天
19.顯定極風天
18.太安皇崖天 界　　內
17.元載孔昇天 色　界 有欲觀感生 三界二十八天位
16.太煥極瑤天 十八天 三十二品 淨三業有欲善感生
15.玄明恭慶天 （身　業　淨　者）
14.觀明端靖天
13.虛明堂曜天
12.竺落皇笳天
11.耀明宗飄天
10.玄明恭華天

9.赤明和陽天
8.太極濛翳天
7.虛无越衡天
6.上明七曜摩夷天
5.元明文擧天
4.玄胎平育天 欲　界
3.淸明何童天 六　天 （口　業　淨　者）

2.太明玉完天
1.太黃皇曾天

人　　中　　位
六　道 五戒有欲善感生

三　　惡　　道

（
天
名
は
『
度
人
經
』
に
よ
る
）
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九
宮
位
と
は
、
上
中
下
各
三
宮
を
い
い
、
上
宮
を
飛
仙
、
大
乘
、
中
宮
を
天
仙
、
中
乘
、
下
宮
を
地
仙
、
小
乘
と
す
る（

46
）。

ま
た
、

地
仙
は
色
界
の
上
六
天
、
天
仙
は
無
色
界
四
天
、
飛
仙
は
四
種
民
天
に
住
し
、
大
劫
が
運
っ
て
世
界
が
崩
壞
す
る
際
に
は
、
飛
仙
の

み
が
そ
の
災
を
免
れ
て
、
次
の
劫
時
の
種
民
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
界
外
三
淸
位
と
は
、
太
淸
仙
九
品
、
上
淸
眞
九
品
、
玉
淸
聖
九
品
の
二
十
七
品
を
い
い
、
こ
れ
ら
は
等
し
く
一
乘
道
を
感
ず
る
も

の
で
あ
る
が
、
觀
に
深
淺
が
あ
る
の
で
差
等
を
開
く
の
で
あ
る（

47
）。

　
感
生
位
と
證
仙
位
の
關
係
は
、
三
淸
位
は
觀
の
深
淺
の
區
別
だ
け
で
感
生
處
の
區
別
は
な
く
、
九
宮
位
の
上
三
宮
は
四
種
民
天
に
、

中
三
宮
は
無
色
界
四
天
に
、
下
三
宮
は
色
界
の
上
六
天
に
、
十
轉
位
の
う
ち
尸
解
位
は
色
界
の
下
十
二
天
に
、
遊
散
位
は
欲
界
六
天

に
對
應
す
る
。
し
か
し
、
感
生
位
と
證
仙
位
と
は
本
來
意
味
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
完
全
な
對
應
關
係
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

以
上
が
位
業
義
の
位
業
に
關
す
る
部
分
の
大
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
圖
表
化
す
れ
ば
前
頁
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
次
に
、
位
業
義
は
修
道
の
具
體
的
方
法
と
し
て
、
願
と
行
と
を
擧
げ
る
。
そ
し
て
、
願
を
自
己
の
悟
り
と
衆
生
の
濟
度
の
雙
方
を
願

う
大
乘
願
と
、
自
己
の
悟
り
の
み
を
求
め
る
小
乘
願
と
に
分
け
、
行
と
し
て
は
術
、
戒
、
定
、
慧
の
四
種
を
擧
げ
て
說
明
し
て
い
る
。

　
位
業
義
の
か
か
る
敎
理
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
感
生
位
を
界
外
無
欲
觀
感
生
位
と
界
內
有
欲
觀
感
生
位
と
に
二

分
す
る
點
で
あ
ろ
う
。
こ
の
界
內
界
外
と
い
う
語
が
智
顗
の
天
台
敎
學
に
由
來
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
指
摘
が
有
る
が（

48
）、

無

欲
觀
感
生
と
か
有
欲
觀
感
生
と
か
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
『
道
敎
義
樞
』
の
記
述
だ
け
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
點
で
參
考

と
な
る
の
は
、『
老
子
』
第
一
章
「
常
無
欲
以
觀
其
妙
、
常
有
欲
以
觀
其
徼
」
に
對
す
る
成
玄
英
の
次
の
說
で
あ
る
。

此
の
兩
者
は
、
同
出
に
し
て
異
名
な
り
。
兩
と
は
無
欲
有
欲
二
觀
を
謂
う
な
り
。
同
出
と
は
一
道
に
出
づ
る
を
謂
う
な
り
。
異
名

と
は
徼
妙
の
別
な
り
。
夫
の
所
觀
の
境
を
原
ぬ
る
に
唯
一
な
る
も
、
能
觀
の
智
に
殊
有
り
。
二
觀
旣
に
そ
れ
同
じ
か
ら
ず
、
徼

妙
ゆ

え
所
以
に
名
異
な
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
無
欲
觀
、
有
欲
觀
と
は
『
老
子
』
第
一
章
の
解
釋
に
基
づ
く
觀
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
能
觀
の
智
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の
深
淺
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
所
生
土
の
違
い
を
示
す
界
外
無
欲
觀
感
生
、
界
內
有
欲
觀
感
生
と
し
て
位
業
義
に
導
入

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

49
）。

ま
た
、
證
果
の
深
淺
を
示
す
五
心
も
『
老
子
』
第
二
十
七
章
「
善
結
、
無
繩
約
不
可
解
」
の
成
玄
英
の
疏
に
、

上
士
逹
人
は
、
物
を
先
に
し
て
己
れ
を
後
に
し
、
大
弘
願
を
發
し
て
、
衆
生
を
化
度
す
。
誓
心
堅
固
に
し
て
、
結
契
た
が爽
う
無
し
。

旣
に
世
の
繩
索
の
約
束
に
非
ず
、
故
に
解
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
誓
心
は
多
端
な
る
も
、
要
は
五
に
過
ぎ
ず
。

と
し
て
、
以
下
に
五
心
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
階
位
を
『
道
敎
義
樞
』
と
對
應
す
る
形
で
述
べ
て
い
る（

50
）。

こ
の
こ
と
は
、
成
玄

英
は
恐
ら
く
『
玄
門
大
義
』
な
ど
に
據
っ
た
と
思
わ
れ
る
に
し
ろ
、
そ
の
『
玄
門
大
義
』
な
ど
の
五
心
が
『
老
子
』
解
釋
と
の
關
連

で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
强
く
示
唆
す
る
。
こ
こ
で
も
、
三
一
義
と
同
樣
、
當
時
の
道
敎
敎
理
學
が
『
老
子
』
解
釋
を

一
つ
の
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
證
仙
位
を
仙
眞
聖
の
三
位
に
分
け
、
聖
を
最
上
に
置
く
の
は
、
道
敎
本
來
の
敎
說
で
は
な
く
、
六
朝
中
期
の
道
敎
が
、
元
來
眞
仙

聖
の
順
位
で
眞
を
最
高
位
に
置
い
て
い
た
も
の
を
、
佛
敎
と
の
論
爭
の
過
程
で
聖
人
を
最
高
位
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
が
有
る（

51
）。

文
獻
に
徵
し
得
る
そ
の
最
も
古
い
例
は
宋
の
袁
粲
の
顧
歡
『
夷
夏
論
』
批
判
に
對
す
る
顧
歡
の
駁

論
と
い
わ
れ
る
が
、『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
引
く
宋
文
明
の
『
通
門
論
』
は
そ
れ
を
承
け
、
ま
た
、
聖
眞
仙
の
三
淸
位
の
感
生
處
に
は

差
等
が
無
い
と
す
る
位
業
義
と
同
類
の
記
述
が
『
擬
通
門
論
』
に
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て（

52
）、

聖
眞
仙
と
三
淸
境
を
結
び
つ
け
る

こ
の
よ
う
な
敎
理
は
梁
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
十
轉
位
中
に
見
え
る
文
解
、
武
解
の
槪
念
は
、
神
仙
思
想
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
尸
解
仙
の
一
變
形
と
考
え
ら
れ
る
。
神
仙
思
想

は
本
來
永
遠
不
滅
の
肉
體
の
實
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
死
後
の
世
界
に
は
無
關
心
で
あ
り
、
ま
し
て
死
後
に
再
生
す
る

な
ど
と
い
う
考
え
は
も
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
實
と
の
妥
協
を
圖
る
中
で
、
刀
杖
を
屍
に
化
し
て
一
旦
死
ん
だ
か
に
見
せ
て
實

は
仙
人
と
な
る
と
い
う
尸
解
仙
の
存
在
が
主
張
さ
れ
、
東
晉
か
ら
宋
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、
佛
敎
の
死
者
の
世
界
や
死
者
へ
の
追

善
供
養
の
思
想
に
觸
發
さ
れ
て
、
道
敎
側
で
も
酆
都
を
中
心
と
す
る
死
者
の
世
界
と
凡
人
の
死
後
に
お
け
る
再
生
昇
仙
と
が
說
か
れ
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
死
後
冥
界
の
役
人
（
鬼
帥
）
と
な
る
武
解
と
、
同
じ
く
冥
界
の
支
配
を
脫
し
て
仙
人
の
住
む
洞
天
の
中
で

そ
の
給
仕
（
地
下
主
者
）
と
な
る
文
解
と
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ら
か
ら
順
次
昇
進
し
て
九
宮
に
も
登
り
得
る
と
い
う
神
仙
思
想
が
構
想

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
か
る
神
仙
思
想
が
道
敎
敎
理
の
中
で
定
着
す
る
の
は
や
は
り
齊
梁
の
頃
で
あ
る（

53
）。

　
さ
て
次
に
道
敎
の
天
界
說
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
佛
敎
の
三
界
二
十
八
天
說
に
觸
發
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

當
初
、
四
方
に
八
天
づ
つ
を
配
す
る
三
十
二
天
說
と
そ
の
上
に
在
っ
て
三
十
二
天
全
體
を
包
羅
す
る
大
羅
天
が
『
元
始
无
量
度
人
上

品
妙
經
』
や
『
洞
玄
靈
寶
諸
天
內
音
自
然
玉
字
』
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
北
魏
に
お
け
る
種
民
思
想
の
展
開
と
佛

敎
の
重
層
的
な
天
界
說
へ
の
順
應
と
が
、
螺
旋
狀
の
天
界
構
造
說
と
北
方
の
四
天
を
種
民
天
に
當
て
る
說
を
生
ん
だ
。
一
方
、『
三
天

正
法
經
』『
三
天
內
解
經
』『
九
天
生
神
章
經
』
な
ど
の
三
天
九
天
說
の
中
で
說
か
れ
た
三
淸
境
（
天
）
が
三
十
二
天
の
上
に
加
上
さ

れ
、
大
羅
天
を
最
上
天
と
す
る
重
層
的
な
構
造
を
持
つ
三
十
六
天
說
が
形
成
さ
れ
た
。『
道
敎
義
樞
』
の
天
界
說
は
大
羅
天
の
存
在
を

强
調
し
な
い
點
を
除
い
て
は
、
ほ
ぼ
完
成
さ
れ
た
三
十
六
天
說
に
近
い
と
見
て
良
か
ろ
う
。
以
上
が
『
道
敎
義
樞
』
以
前
の
天
界
說

の
展
開
に
關
す
る
大
ま
か
な
見
通
し
で
あ
る
が
、
次
に
今
少
し
詳
し
く
そ
の
跡
を
辿
っ
て
み
た
い
。

　
中
國
の
古
典
的
な
天
界
說
は
、
一
方
で
素
朴
な
九
重
天
の
觀
念
を
有
す
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
五
方
の
帝
の
祭
祀
や
九
天
分
野

說
と
結
合
し
た
、
方
位
觀
念
と
不
可
分
の
平
面
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
禮
記
』
月
令
や
『
淮
南
子
』
天
文
篇
な
ど
か

ら
知
ら
れ
る
。
六
朝
初
期
の
古
道
經
と
思
わ
れ
る
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
や
『
元
始
五
老
赤
書
玉
篇
眞
文
經
』
（
道
藏
二
六
册
）
な
ど

は
、
佛
敎
の
十
方
世
界
の
槪
念
を
加
味
し
た
と
は
い
え
、
五
方
天
說
を
基
盤
と
し
た
平
面
的
な
十
方
天
說
を
說
い
て
、
古
典
的
觀
念

を
保
持
し
て
い
る
。
一
方
、『
九
天
生
神
章
經
』
は
生
成
論
と
關
連
し
て
時
系
列
的
な
天
說
を
展
開
し
て
い
る
が
、
天
界
の
構
造
そ
の

も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
は
明
確
で
は
な
い（

54
）。

た
だ
、
北
周
の
甄
鸞
の
『
笑
道
論
』
第
三
十
二
「
五
德
重
天
」
で
は
、『
三

天
正
法
經
』
の
九
天
說
を
重
層
構
造
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
、
南
北
朝
後
期
に
は
、『
九
天
生
神
章
經
』
系
の
九
天
說
を
重
層
的
に
考

え
る
說
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
佛
敎
の
三
界
二
十
八
天
說
を
基
に
構
成
さ
れ
た
『
度
人
經
』
の
三
十
二
天
說
は
、
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齊
の
嚴
東
の
注
に
依
れ
ば
、
四
方
に
八
天
づ
つ
平
面
的
に
配
當
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
引

く
『
玄
門
論
』
は
「（『
度
人
經
』
の
）
三
十
二
天
は
、
竝
び
に
空
无
の
中
に
在
り
、
十
方
に
周
廻
し
、
は
じ起
む
る
に
東
北
扶
搖
臺
自
り

し
、
羊
角
し
て
上
る
」
（
三
一
ａ
）
と
い
い
、
三
十
二
天
を
螺
旋
狀
に
上
昇
す
る
構
造
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
か
か
る
解
釋
の
相
違
に

關
し
て
、
同
じ
く
『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
引
く
宋
文
明
の
『
靈
寶
雜
問
』
は
、

三
界
三
十
二
天
は
、
靈
寶
內
音
の
如
き
に
依
れ
ば
、
分
置
し
て
四
方
に
在
り
。
定
志
經
圖
は
正
に
三
重
に
作
る
。
今
義
疏
中
に

解
釋
し
て
云
く
、
羊
角
の
如
く
し
て
上
る
、
と
。
二
事
と
竝
び
に
違
う
は
、
何
ぞ
や
。
答
え
て
曰
く
、
此
れ
乃
ち
二
事
兩
通
す

る
所
以
な
り
。
羊
角
と
は
、
猶
お
莊
子
の
義
の
如
き
な
り
。
（
三
〇
ａ
）

と
い
う
。
こ
れ
に
依
れ
ば
、『
靈
寶
諸
天
內
音
』
は
『
度
人
經
』
の
嚴
東
注
と
同
じ
く
、
八
天
ず
つ
四
方
に
平
面
的
に
配
置
し
て
い
た

の
に
對
し
て
、『
定
志
經
圖
』
は
三
重
の
重
層
構
造
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
二
說
を
會
通
す
る
た
め
に
宋
文
明
の
『
靈
寶
經
義

疏
』
が（

55
）、『

莊
子
』
逍
遙
遊
篇
の
「
鵬
は
…
…
扶
搖
を
摶
ち
羊
角
し
て
上
が
る
こ
と
九
萬
里
」
に
基
づ
い
て
螺
旋
狀
に
上
昇
す
る
構
造

を
提
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
か
く
、『
度
人
經
』
や
『
諸
天
內
音
』
が
三
十
二
天
說
を
提
唱
し
た
當
初
は
、『
太
上
靈
寶
五
符

序
』『
元
始
五
老
赤
書
玉
篇
眞
文
經
』
同
樣
、
中
國
の
傳
統
的
な
天
の
槪
念
に
從
っ
て
、
八
天
づ
つ
四
方
に
配
置
す
る
平
面
的
な
構
造

が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
佛
敎
の
重
層
的
天
界
說
へ
の
理
解
が
進
む
に
つ
れ
て
、『
定
志
經
』
の
よ
う
に
三
重
の
重
層

的
構
造
（
恐
ら
く
三
界
說
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
）
と
す
る
說
が
生
れ
、
梁
の
宋
文
明
に
至
っ
て
、
兩
說
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に

螺
旋
構
造
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
閒
、
道
敎
側
に
於
い
て
、
天
界
五
重
說
や
八
十
一
天
、
六
十
六
大
梵
、
五
億
重
天
な
ど
の
種
々
の

天
界
說
が
說
か
れ
、
そ
の
構
造
に
關
し
て
も
平
面
重
層
樣
々
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
笑
道
論
』
三
十
「
偸
佛
經
因
果
」
で
こ
れ
ら
の
天

說
に
觸
れ
、「
未
だ
識
ら
ず
、
此
の
天
は
は爲
た
同
じ
き
や
爲
た
別
な
る
や
、
爲
た
重
な
る
や
爲
た
橫
ざ
ま
な
る
や
、
爲
た
高
き
や
爲
た

下
き
や
、
爲
た
虛
な
る
や
爲
た
實
な
る
や
」
（
大
正
藏
五
二
、
五
四
五
ｃ
）
と
詰
問
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か

し
、『
道
敎
義
樞
』
は
位
業
義
に
お
い
て
も
三
界
義
に
お
い
て
も
、
螺
旋
構
造
說
に
は
全
く
觸
れ
な
い
。
た
だ
、『
道
敎
義
樞
』
の
位
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業
義
を
見
る
限
り
は
、
天
界
は
重
層
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
天
界
說
は
『
度
人
經
』
の
成
玄
英
注
や
、『
道
門
經

法
相
承
次
序
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
初
唐
の
重
層
的
天
界
構
造
說
と
同
一
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
敎
の
天
界
說
は
、

佛
敎
の
三
界
二
十
八
天
說
に
八
天
を
加
上
し
、
平
面
構
造
說
か
ら
螺
旋
構
造
說
を
經
て
重
層
構
造
說
へ
と
い
う
展
開
過
程
を
辿
っ
た
。

『
道
敎
義
樞
』
の
天
界
說
は
お
そ
ら
く
そ
の
最
終
段
階
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
ろ
う（

56
）。

　
位
業
義
に
關
連
し
て
、
三
界
義
お
よ
び
五
道
義
に
目
を
轉
じ
て
み
よ
う
。
三
界
義
は
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
を
合
し
て
二
十
八
天
と

す
る
佛
敎
の
三
界
說
を
承
け
、
こ
れ
に
四
種
民
天
を
加
え
た
三
十
二
天
說
に
ま
で
は
言
及
す
る
が
、
三
淸
天
お
よ
び
大
羅
天
に
は
全

く
觸
れ
な
い
。
三
界
義
の
最
大
の
特
色
は
、
三
界
を
應
化
、
輪
廻
、
流
來
、
返
出
の
四
種
に
分
か
つ
點
に
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
應
化

の
三
界
と
は
、
三
十
二
天
が
住
境
に
應
じ
て
化
現
す
る
も
の
で
、
一
天
あ
る
い
は
一
塵
の
中
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
佛
敎
で
、
菩

薩
が
神
通
力
に
よ
っ
て
十
方
世
界
を
一
房
の
う
ち
に
現
出
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
流
來
、
返
出
の
三
界
は
、
衆
生
が

三
界
に
輪
廻
し
あ
る
い
は
三
界
か
ら
解
脫
す
る
契
機
を
指
し
て
い
う
も
の
で
、
兩
半
義
に
詳
述
さ
れ
る
『
定
志
經
』
の
說
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
三
界
義
は
專
ら
輪
廻
の
三
界
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
一
部
譌
誤
が
有
る
ら
し
く
記
述
に
矛
盾
が
存
す
る
。
輪
廻
の
三

界
と
は
報
得
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
、
純
惡
業
は
三
徒
の
報
、
善
惡
雜
業
は
人
中
の
報
、
純
善
業
は
十
八
天
の
報
、
不
動
業
は
十
九

天
以
上
三
十
二
天
の
報
を
得
る
と
す
る
。
と
く
に
若
有
若
無
觀
を
修
め
た
も
の
は
無
色
界
四
天
に
生
じ
、
さ
ら
に
氣
觀
を
修
め
、
四

等
を
修
め
て
餘
習
を
除
け
ば
、
四
民
天
に
生
ず
る
と
い
う
。
た
だ
、
三
界
義
は
專
ら
報
得
を
言
う
の
み
で
、
輪
廻
と
い
う
重
要
な
槪

念
に
つ
い
て
は
見
る
べ
き
記
述
が
無
い
。

　
さ
て
、
三
界
も
含
ん
だ
さ
ら
に
廣
い
世
界
で
の
輪
廻
を
說
く
の
が
佛
敎
の
五
道
說
で
あ
る
が
、『
道
敎
義
樞
』
の
五
道
義
は
地
獄
に

道
敎
敎
理
の
一
端
を
覗
か
せ
る
ほ
か
は
、
全
く
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
佛
敎
の
そ
れ
を
祖
述
し
て
い
る（

57
）。

ま
た
、
そ
の
記
述
も
三
界

義
同
樣
極
め
て
億
略
で
、
あ
る
い
は
誤
脫
が
有
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
五
道
義
は
、
地
獄
に
二
種
有
り
と
し
て
、
北
酆
地
獄
と
五
嶽
地

獄
を
擧
げ
る
。
北
酆
地
獄
は
『
抱
朴
子
』
對
俗
篇
に
「（
仙
道
を
得
れ
ば
）
勢
以
て
羅
酆
を
總
攝
す
べ
し
」
と
初
見
す
る
「
羅
酆
」
と
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同
じ
で
、
北
方
癸
地
に
あ
る
死
者
の
寄
り
集
う
山
で
あ
り
、
羅
酆
都
、
酆
都
、
北
酆
と
も
呼
ば
れ
る
。『
眞
誥
』
稽
神
樞
第
三
や
同
闡

幽
微
第
一
に
は
こ
の
羅
酆
山
に
關
す
る
詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
據
れ
ば
、
こ
の
山
に
は
紂
絕
陰
天
宮
を
初
め
と
す
る
六

宮
が
有
り
、
鬼
官
の
大
帝
で
あ
る
北
帝
君
（
北
大
帝
）
を
中
心
に
四
明
公
な
ど
の
整
然
た
る
官
僚
組
織
の
も
と
に
運
營
さ
れ
て
い
る
。

二
宮
ご
と
に
一
官
が
置
か
れ
、
全
部
で
三
官
有
り
、
死
者
は
全
て
こ
こ
で
生
前
の
行
爲
の
善
惡
に
つ
い
て
審
判
を
受
け
る
。
生
前
善

行
が
有
っ
た
り
仙
道
を
修
め
た
こ
と
の
有
る
も
の
は
、
淸
鬼
、
善
爽
の
鬼
と
さ
れ
、
文
官
は
地
下
主
者
、
武
官
は
鬼
帥
と
な
り
、
三

官
の
統
制
を
離
れ
て
洞
天
內
に
住
し
、
一
定
の
年
數
を
か
け
て
再
生
昇
仙
し
、
最
後
に
は
神
仙
へ
と
昇
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
れ
以
外
の
も
の
は
、
三
官
の
統
制
下
に
あ
っ
て
永
久
に
死
者
と
し
て
の
生
活
を
送
る
。
こ
の
よ
う
に
羅
酆
都
は
死
者
を
裁

く
閻
魔
の
廳
に
相
當
す
る
が
、
未
だ
佛
敎
の
地
獄
の
よ
う
な
悲
慘
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
東
晉
期

に
は
泰
山
治
鬼
說
と
は
別
に
羅
酆
山
治
鬼
說
が
說
か
れ
始
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
羅
酆
が
佛
敎
の
地
獄
說
と
習
合
し
て
道

敎
の
地
獄
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
梁
の
陶
弘
景
の
『
眞
誥
』
注
に
北
帝
君
と
閻
羅
王
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
や
、『
太
眞
科
』
（『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
、
二
十
四
獄
品
所
引
）
に
羅
酆
山
の
山
上
山
中
山
下
に
各
八
地
獄
が
有
り
、「
獄
に
十
二
掾
吏

有
り
、
金
頭
鐵
面
。
巨
天
力
士
各
二
千
四
百
人
、
金
槌
鐵
杖
を
把
り
て
、
死
魂
を
玄
科
し
、
以
て
罪
罰
を
治
す
」
（
一
七
ａ
）
な
ど
と

い
う
こ
と
か
ら
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
五
嶽
地
獄
は
『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
、
三
十
二
牢
獄
品
の
中
に
見
え
る
も
の
が
そ
れ
に
當
た
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
も
、
當
時
の
地
獄
說
に
は
『
太
上
洞
玄
靈
寶
業
報
因
緣
經
』
な
ど
に
見
え
る
九
幽
十
八
地
獄
が
有
り
、
決
し

て
『
道
敎
義
樞
』
の
言
う
よ
う
に
二
種
に
は
止
ま
ら
な
い
。『
道
敎
義
樞
』
は
あ
る
い
は
『
大
乘
義
章
』
卷
八
、
六
道
義
が
、
地
獄
を

正
地
獄
と
邊
地
獄
の
二
種
と
す
る
の
を
承
け
て
三
種
に
分
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
大
羅
天
を
初
め
と
す
る
三
十
六
天
や
世
界
の
生
成
、
構
造
に
關
す
る
敎
理
を
說
く
の
が
混
元
義
で
あ
る
。
混
元
義
は
ま
ず
、

『
易
緯
乾
鑿
度
』
や
『
列
子
』
天
瑞
篇
の
五
運
說
を
基
に
構
成
さ
れ
た
『
洞
眞
經
』
を
經
證
と
し
て
、
太
易
（
道
體
）
↓
太
初
（
元
氣
）

↓
太
始
↓
太
素
↓
太
極
と
い
う
五
運
說
を
示
し
、
こ
の
萬
物
が
混
然
一
體
と
な
っ
て
未
だ
何
物
も
分
化
し
て
い
な
い
狀
態
を
混
元
と
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呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
混
元
か
ら
陰
陽
、
三
才
、
五
常
、
萬
物
が
生
成
さ
れ
る
と
い
う
傳
統
的
生
成
論
を
示
す
。
次
い
で
釋

天
地
で
は
、
混
元
の
一
氣
が
大
羅
天
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
玄
元
始
三
氣
が
生
じ
、
三
淸
天
が
化
成
し
、
さ
ら
に
こ
の
三
氣
が
各
三
氣

を
生
じ
て
九
氣
と
な
り
九
天
が
化
成
し
、
こ
の
九
天
が
各
三
天
を
生
じ
て
二
十
七
天
が
出
來
、
最
初
の
九
天
と
合
せ
て
三
十
六
天
と

な
る
と
い
う
天
界
生
成
說
を
別
に
說
く（

58
）。

こ
れ
に
依
れ
ば
、
大
羅
天
は
三
十
六
天
の
內
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
、『
道
敎
義
樞
』
は
三
十

七
天
說
に
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
位
業
義
や
三
界
義
の
記
述
と
矛
盾
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ

と
に
な
る
の
か
と
い
え
ば
、『
道
敎
義
樞
』
位
業
義
や
三
界
義
で
は
、『
度
人
經
』
な
ど
の
三
界
二
十
八
天
＋
四
種
民
天
の
三
十
二
天

說
に
三
淸
天
を
加
え
、
最
上
に
大
羅
天
を
据
え
る
三
十
六
天
說
に
據
る
の
に
對
し
、
混
元
義
で
は
、
大
羅
天
を
考
え
ず
に
い
き
な
り

三
天
か
ら
始
ま
る
『
九
天
生
神
章
經
』
系
の
三
十
六
天
說
に
、
最
初
に
擧
げ
た
混
元
の
一
氣
か
ら
の
傳
統
的
生
成
論
を
結
び
つ
け
て
、

一
天
（
氣
）
↓
三
天
（
氣
）
↓
九
天
↓
二
十
七
天
と
い
う
生
成
論
に
し
た
た
め
に
三
十
七
天
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
當
時
の

道
敎
敎
理
の
中
に
は
三
十
七
天
說
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
構
成
上
の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。
宋
文
明
『
道

德
義
淵
』
の
說
の
如
く
、『
度
人
經
』
系
の
三
十
二
天
說
と
『
九
天
生
神
章
經
』
系
の
三
十
六
天
說
は
位
階
を
示
す
も
の
と
生
成
を
示

す
も
の
と
い
う
本
來
系
統
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た（

59
）。

し
か
し
、
佛
敎
敎
理
と
の
對
抗
上
、
天
の
數
は
多
い
ほ
ど
良
い
と
考
え
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
位
階
を
示
す
三
十
二
天
說
に
生
成
論
の
三
十
六
天
說
の
三
淸
天
が
加
え
ら
れ
、
最
上
に
大
羅
天
が
置
か
れ

て
、
位
階
を
示
す
天
も
生
成
論
系
の
天
と
同
數
の
三
十
六
天
に
增
や
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
道
敎
義
樞
』
の
混
元
義
は
こ
の
よ
う

な
歷
史
的
經
緯
を
無
視
し
て
位
階
を
示
す
大
羅
天
を
生
成
論
に
持
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
成
立
事
情
の
異
な
る
も

の
を
巧
み
に
體
系
化
し
て
き
た
『
道
敎
義
樞
』
も
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
破
綻
を
見
せ
た
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
淨
土
義
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
淨
土
義
は
淨
土
に
は
仙
人
土
、
眞
人
土
、
聖
人
土
、
天
尊
土
、
衆
生
土
の
五
が
有
る
と
す

る
。
こ
の
う
ち
、
仙
人
、
眞
人
、
聖
人
土
は
太
淸
、
上
淸
、
玉
淸
の
三
淸
天
と
同
樣
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
天
尊
土
は
天
尊

が
化
主
と
な
る
淨
土
、
衆
生
土
は
衆
生
が
業
緣
に
よ
っ
て
感
生
す
る
淨
土
で
あ
る
。
こ
の
解
說
を
見
る
か
ぎ
り
、
淨
土
義
の
い
う
五
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淨
土
は
、
要
す
る
に
三
淸
天
、
大
羅
天
、
四
種
民
天
以
下
の
三
十
二
天
を
そ
れ
ぞ
れ
言
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
淨
土

義
全
體
の
記
述
も
三
界
義
、
五
道
義
同
樣
極
め
て
億
略
で
、
十
分
な
敎
理
展
開
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、

『
道
敎
義
樞
』
と
同
系
統
の
敎
義
を
說
く
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
各
處
で
淨
土
に
言
及
し
、
卷
六
で
は
「
淨
土
の
體
に
凡
そ
五
種
有

り
」
と
し
て
究
竟
平
等
淨
土
、
畢
竟
眞
性
淨
土
、
化
物
方
便
淨
土
、
業
報
差
別
淨
土
、
世
閒
嚴
飾
淨
土
を
擧
げ
て
詳
し
い
解
說
を
行
う

と
と
も
に
、
无
上
自
然
道
意
↓
二
觀
↓
三
捨
↓
四
等
…
…
と
い
う
淨
土
の
正
因
を
擧
げ
る
な
ど
、
敎
義
全
體
の
中
で
も
重
要
な
も
の

と
し
て
扱
っ
て
い
る
。『
道
敎
義
樞
』
は
十
二
部
義
の
解
釋
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と
同
一
の
立
場
に

は
立
た
な
い
が
、
經
證
と
し
て
最
も
多
く
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
を
引
い
て
い
る
の
も
事
實
で
あ
り
、
淨
土
に
關
す
る
こ
の
兩
者
の

落
差
は
不
可
解
で
あ
る
。『
玄
門
大
義
』
か
ら
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
、『
道
敎
義
樞
』
が
意
圖
的
に
過
度
に
節
略
し
た
の
か
、
そ

れ
と
も
脫
落
が
有
る
の
か
、
今
俄
か
に
は
決
め
難
い
。
し
か
し
、『
道
敎
義
樞
』
を
通
觀
す
る
と
、
先
行
道
敎
敎
理
に
對
應
す
る
も
の

が
無
く
、
し
か
も
三
論
學
派
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
は
な
い
法
相
名
目
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
億
略
な
記
述
し
か
行
っ
て
い
な
い
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
。
な
お
、
淨
土
義
の
構
成
に
關
し
て
は
、
淨
土
を
五
種
に
分
け
、
そ
の
中
に
衆
生
土
を
入
れ
る
點
、
次
い
で
淨
土

の
體
を
問
題
に
す
る
點
な
ど
、『
大
乘
玄
論
』
卷
五
、
敎
迹
義
の
淨
土
の
項
に
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

　　
　
（
五
）
三
洞
義
、
七
部
義
、
十
二
部
義
　

　
こ
の
三
義
は
、
敎
主
、
經
典
、
敎
理
の
系
統
的
位
置
づ
け
、
分
類
に
關
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
道
敎
の
敎
相
判
釋
と
で
も
言

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
義
が
ほ
ぼ
全
面
的
に
『
玄
門
大
義
』
に
依
據
し
、
あ
る
い
は
『
玄
門
大
論
』『
道
門
大
論
』
に
近
似
す

る
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
三
洞
、
四
輔
、
十
二
部
と
い
っ
た
分
類
の
成
立
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
專
論
が
有
る

の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
に
從
い
、
體
系
的
敎
理
構
成
の
中
で
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
か
に
焦
點
を
絞
っ
て
論
ず

る
こ
と
と
す
る
。
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ま
ず
、『
道
敎
義
樞
』
三
洞
義
、
七
部
義
の
大
要
を
揭
げ
て
お
こ
う
。
洞
眞
、
洞
玄
、
洞
神
の
三
洞
の
敎
法
は
、
い
ず
れ
も
凡
人
を

聖
人
た
ら
し
め
る
も
の
で
、
結
局
は
一
大
乘
の
敎
え
で
あ
る
。
そ
の
敎
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
本
迹
が
有
り
、
洞
眞
の
本
は
混
沌
太
无
元

高
上
玉
皇
之
氣
、
迹
は
敎
主
た
る
天
寶
君
、
洞
玄
の
本
は
赤
混
太
无
元
（
无
）
上
玉
皇
之
氣
、
迹
は
敎
主
靈
寶
君
、
洞
神
の
本
は
冥

寂
玄
通
（
元
）
无
上
玉
虛
之
氣
、
迹
は
敎
主
神
寶
君
で
あ
る
。
こ
の
三
寶
君
は
そ
れ
ぞ
れ
玉
淸
、
上
淸
、
太
淸
の
三
淸
境
に
住
す
る
。

こ
の
三
洞
、
三
寶
、
三
淸
境
は
元
來
同
一
の
氣
が
感
に
應
じ
緣
に
よ
っ
て
化
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
法
體
は
大
洞
の
智
用
で
あ

り
、
精
神
氣
の
三
一
で
あ
る
。
今
そ
の
關
係
を
圖
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

混
沌
太
无
元
高
上
玉
皇
之
氣

-

天
寶
君
―
洞
眞
部
―
玉
淸
境
（
天
）

一
氣

-- -
赤
混
太
无
元
（
无
）
上
玉
虛
之
氣

-

靈
寶
君
―
洞
玄
部
―
上
淸
境
（
天
）

冥
寂
玄
通
（
元
）
无
上
玉
虛
之
氣

-

神
寶
君
―
洞
神
部
―
太
淸
境
（
天
）

　
次
に
、
三
洞
の
經
法
を
補
佐
す
る
の
が
太
玄
、
太
平
、
太
淸
、
正
一
の
四
輔
で
あ
り
、
三
洞
と
合
せ
て
七
部
と
い
う
。
そ
の
關
係

は
、
太
玄
部
は
洞
眞
部
を
、
太
平
部
は
洞
玄
部
を
、
太
淸
部
は
洞
神
部
を
補
佐
し
、
正
一
部
の
み
は
三
洞
を
通
貫
し
て
補
佐
す
る
。
七

部
の
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
主
要
な
經
典
は
、
洞
眞
部
は
上
淸
經
、
洞
玄
部
は
靈
寶
經
、
洞
神
部
は
三
皇
文
、
太
玄
部
は
老
君
所
說

の
太
玄
經
、
太
平
部
は
太
上
所
說
の
太
平
經
、
太
淸
部
は
老
君
所
說
の
太
淸
經
、
正
一
部
は
太
上
所
說
の
正
一
經
で
あ
る
。
か
く
述

べ
た
後
、
七
部
義
は
三
洞
四
輔
の
對
應
關
係
を
次
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
。

太
淸
の
洞
神
を
輔
す
る
所
以
の
者
は
、
洞
神
の
鬼
神
を
召
制
す
る
は
、
必
ず
太
淸
の
、
太
一
を
存
守
し
、
金
丹
を
服
御
し
、
此
の

道
を
助
け
成
す
を
須
ち
て
、
神
用
乃
ち
申
ぶ
れ
ば
な
り
。
洞
玄
は
、
天
を
和
し
地
を
安
ん
じ
、
國
を
保
ち
民
を
寧
ん
ず
。
太
平

の
宗
敎
も
、
亦
た
復
た
斯
く
の
如
け
れ
ば
な
り
。
洞
眞
は
、
變
化
无
方
、
神
力
自
在
な
り
。
故
に
太
玄
の
空
を
明
か
し
、
道
の

此
の
行
を
成
ず
る
を
ま須
つ
。
重
玄
の
心
旣
に
朗
ら
か
な
れ
ば
、
萬
變
の
道
斯
ち
成
ず
る
な
り
。
故
に
三
十
九
章
は
、
无
生
の
說

を
と號
き
、
西
昇
の
妙
典
は
、
善
く
无
爲
の
宗
、
无
爲
の
果
に
入
る
を
示
す
。
旣
に
﹇
重
﹈
玄
を
體
す
れ
ば
、
斯
ち
无
生
の
道
を
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致
し
、
卽
ち
洞
遣
方
め
て
成
る
。
正
一
の
徧
く
三
乘
を
陳
ぶ
る
は
、
其
の
經
通
じ
て
三
乘
の
致
を
明
か
す
を
以
て
な
り
。
…
…

言
う
こ
こ
ろ
は
、
末
俗
は
鈍
根
に
し
て
、
三
乘
に
迷
え
ば
、
正
一
徧
く
申
明
す
る
な
り
。
又
三
洞
は
總
じ
て
一
乘
の
敎
と
爲
す
。

故
に
正
一
に
云
う
、
三
洞
は
三
な
り
と
雖
も
、
兼
ね
て
之
れ
を
つ
つ該
め
ば
、
一
乘
道
な
り
、
と
。
太
玄
を
大
乘
と
爲
し
、
太
平
を

中
乘
と
爲
し
、
太
淸
を
小
乘
と
爲
し
、
正
一
は
三
乘
を
通
ず
る
な
り
、
と
。
（
卷
二
、
一
二
ａ
―
ｂ
）

　
『
道
敎
義
樞
』
は
以
上
の
よ
う
に
、
三
寶
、
三
淸
、
三
洞
、
四
輔
、
三
乘
等
の
關
係
を
總
括
す
る
が
、
こ
こ
に
取
上
げ
ら
れ
る
個
々

の
名
數
は
、
六
朝
期
の
長
い
期
閒
を
通
じ
、
し
か
も
樣
々
な
立
場
の
人
々
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
來
的
に
こ

の
よ
う
な
體
系
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
三
洞
の
槪
念
は
、
未
だ
葛
洪
の
『
抱
朴
子
』
段
階
で
は
見
え
て
お
ら
ず
、
宋
の
陸
修
靜
の
撰
進
し
た
『
三
洞
經
書
目
錄
』
に
初
見
さ

れ
る
。
し
か
も
、『
九
天
生
神
章
經
』
で
は
、
三
洞
の
名
稱
が
大
洞
、
洞
玄
、
洞
神
と
な
っ
て
お
り
、
洞
眞
の
名
は
見
え
て
い
な
い
。

大
洞
と
い
う
の
は
、
陸
修
靜
も
そ
の
祖
師
の
一
人
に
擧
げ
ら
れ
る
上
淸
派
が
所
依
の
經
典
と
す
る
『
大
洞
眞
經
三
十
九
章
』
の
大
洞

で
あ
り
、
後
に
洞
玄
、
洞
神
と
の
統
一
を
と
る
た
め
洞
眞
と
改
稱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

60
）。

從
っ
て
、『
大
洞
眞
經
三
十
九
章
』
を
主
要

經
典
と
す
る
洞
眞
部
を
筆
頭
と
す
る
三
洞
の
分
類
は
、
上
淸
派
に
よ
る
敎
判
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
洞
と

三
寶
君
、
三
淸
天
、
三
元
三
氣
等
を
結
び
つ
け
て
、
世
界
お
よ
び
人
閒
の
生
成
、
道
敎
敎
理
の
淵
源
等
を
說
く
の
が
『
九
天
生
神
章

經
』
で
あ
る（

61
）。

そ
こ
で
は
、

大
洞
（
洞
眞
）
―
天
寶
君
―
混
洞
太
无
元
高
上
玉
皇
之
氣
―
玉
淸
―
玄
氣

洞
玄

―
靈
寶
君
―
赤
混
太
无
元
上
玉
虛
之
氣

―
上
淸
―
元
氣

洞
神

―
神
寶
君
―
冥
寂
玄
通
元
上
玉
虛
之
氣

―
太
淸
―
始
氣

の
對
應
が
說
か
れ
三
氣
（
天
）
か
ら
九
氣
（
天
）
へ
と
い
う
三
の
倍
數
に
よ
る
世
界
の
生
成
說
と
そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
開
示
さ
れ

た
三
洞
の
敎
法
と
い
う
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
四
輔
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
次
い
で
、『
道
敎
義
樞
』
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に
先
立
っ
て
三
洞
を
三
乘
に
配
し
た
の
は
、『
道
敎
義
樞
』
や
『
玄
門
大
論
』
が
經
證
と
し
て
引
く
『
洞
眞
太
上
倉
元
上
錄
』
で
あ
り
、

正
統
道
藏
一
〇
三
一
册
に
收
め
る
の
が
そ
れ
に
當
た
ろ
う
。
こ
の
『
倉
元
上
錄
』
は
三
洞
、
三
淸
、
三
乘
を
對
應
さ
せ
十
二
部
に
も

言
及
す
る
が
、
や
は
り
四
輔
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。

　
一
方
、
三
洞
に
四
輔
を
配
す
る
七
部
の
槪
念
は
、
三
洞
說
に
か
な
り
後
れ
て
出
現
し
た
。『
道
敎
義
樞
』
の
言
及
す
る
孟
法
師
の

『
玉
緯
七
部
經
目
錄
』
は
、
七
部
分
類
に
よ
る
書
目
の
最
初
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
孟
法
師
は
梁
の
大
孟
法
師
孟
安
排
あ
る
い
は

小
孟
法
師
孟
智
周
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
七
部
の
構
想
は
梁
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、『
道
敎
義
樞
』
は

七
部
義
に
お
い
て
は
專
ら
正
一
經
を
重
要
な
部
分
の
經
證
と
し
て
用
い
て
お
り
、
特
に
正
一
部
が
三
乘
を
遍
く
申
明
す
る
一
乘
道
に

立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
全
く
『
正
一
經
』
に
よ
っ
て
い
る
。
從
っ
て
、
正
一
部
を
統
一
の
核
と
す
る
七
部
の
構
想
は
、
恐

ら
く
『
正
一
經
』
を
所
依
と
す
る
天
師
道
系
の
一
派
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
成
立
の
背
景
を
異
に
す
る
三
洞
、
七
部
を
『
道
敎
義
樞
』
は
ど
の
よ
う
に
體
系
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。『
道
敎
義
樞
』
は
、
三
洞
義
で
は
三
洞
を
直
接
三
乘
と
對
比
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
專
ら
一
乘
道
で
あ
る
こ
と
を
强
調
す
る
。
こ
れ

に
對
し
て
七
部
義
で
は
、
太
玄
、
太
平
、
太
淸
を
そ
れ
ぞ
れ
聖
業
、
眞
業
、
仙
業
と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
大
中
小
乘
に
配
比
し
て
い

る
。
四
輔
は
三
洞
を
補
佐
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
太
玄
、
太
平
、
太
淸
が
三
乘
に
配
さ
れ
る
以
上
、
閒
接
的
に
は
三
洞
と
三
乘
の

對
比
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
に
出
さ
れ
ず
一
乘
道
で
あ
る
こ
と
が
こ
と
さ
ら
に
强
調
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
根
本
經
典
で
あ
る
三
洞
で
は
な
く
、
四
輔
に
お
い
て
聖
眞
仙
業
、
大
中
小
乘
の
別
を
主
張
す
る
『
道
敎
義
樞
』
の
說
は

い
さ
さ
か
不
可
解
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
に
擧
げ
た
『
洞
眞
太
上
倉
元
上
錄
』
や
『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
卷
上
、『
太
上
洞
玄

靈
寶
業
報
因
緣
經
』
卷
十
、
敍
敎
品
等
で
は
、
三
寶
君
、
三
元
氣
、
三
淸
境
、
三
洞
、
三
氣
、
三
乘
の
對
應
が
說
か
れ
、
三
洞
を
三
乘

に
配
す
る
の
は
初
唐
の
敎
理
學
で
は
定
說
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
洞
眞
部
は
『
大
洞
眞
經
』
を
初
め
と
す
る
上
淸
經
が
主
內
容
を
な
す
。
從
っ
て
、
こ
の
洞
眞
部
を
上
位
に
お
く
三
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洞
說
は
、
上
淸
派
の
敎
判
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
洞
說
は
早
く
宋
代
に
は
出
現
し
、
梁
代
に
は
定
着
し
て

い
た
。
一
方
、
四
輔
は
正
一
部
だ
け
が
特
殊
な
位
置
に
置
か
れ
て
三
洞
を
通
貫
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
一
經
に
依
據
す

る
一
派
の
敎
判
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
た
梁
代
に
は
定
着
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、『
道
敎
義
樞
』

お
よ
び
そ
れ
が
基
と
し
た
で
あ
ろ
う
『
玄
門
大
義
』
は
重
玄
派
の
手
に
な
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
上
淸
派
あ
る
い
は
正
一
派
と
は

異
な
っ
た
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
重
玄
派
の
出
現
に
先
立
っ
て
、
三
洞
四
輔
の
說
が
定
着
し
て
い
た
た
め
、
重
玄
派
は
三
洞
四
輔

說
を
一
應
そ
の
ま
ま
繼
承
す
る
形
で
『
玄
門
大
義
』
の
敎
理
構
成
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、『
道
敎
義
樞
』
が
太
玄

部
の
項
で
「
太
玄
と
は
、
重
玄
を
宗
と
す
。
老
君
の
所
說
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、
重
玄
派
が
最
も
重
視
し
た
の
は
『
老
子
』『
妙
眞

經
』『
西
昇
經
』
等
を
主
內
容
と
す
る
太
玄
部
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
玄
門
大
義
』
が
從
來
の
太
玄
の
解
釋
を
捨
て
て
新
し
い
重
玄

の
槪
念
で
太
玄
を
解
釋
し
た
こ
と
は
、
七
部
義
の
次
の
記
述
に
窺
え
る
。

太
玄
と
は
、
舊
に
云
く
（『
雲
笈
七
籤
』
所
引
の
『
道
門
大
論
』
は
孟
法
師
の
所
說
と
す
る
）
、
老
君
旣
に
太
玄
の
郷
に
隱
る
、
亦
た
未

だ
此
れ
是
れ
何
所
な
る
や
を
詳
ら
か
に
せ
ず
。
必
ず
や
跡
を
攝
め
て
本
に
還
り
、
玄
の
又
玄
を
遣
り
て
、
名
を
太
玄
に
寄
す
る

に
非
ず
や
、
と
。
今
明
か
す
ら
く
、
此
の
經
太
玄
と
名
づ
く
る
は
、
當
に
是
れ
重
玄
の
致
を
崇
ぶ
な
り
。
玄
義
遠
大
な
る
が
故

に
太
玄
と
曰
う
な
り
。
（
卷
二
、
八
ａ
）

　
こ
こ
に
擧
げ
る
舊
說
と
似
た
も
の
は
、『
三
洞
珠
囊
』
卷
八
に
引
く
太
玄
部
卷
八
の
『
老
子
傳
授
經
戒
儀
注
訣
』
に
、「
太
玄
と
は
、

太
宗
極
主
の
都
す
る
所
な
り
。
老
子
此
に
都
し
、
化
し
て
十
方
に
應
ず
」
（
六
ａ
）
と
あ
っ
て
、
太
玄
は
太
玄
都
の
意
に
解
さ
れ
て

い
る
。『
玄
門
大
義
』
は
こ
の
よ
う
な
說
を
斥
け
て
、
重
玄
の
致
を
明
か
す
が
故
に
太
玄
と
名
づ
け
る
の
だ
と
い
う
よ
り
哲
學
的
な
解

釋
を
提
示
し
、
太
玄
部
の
價
値
の
高
い
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う（

62
）。

上
淸
經
、
正
一
經
が
上
位
を
占
め
る
形
で
定
着

し
た
三
洞
四
輔
の
敎
判
に
對
し
、
本
來
三
洞
と
三
乘
の
對
應
を
說
く
べ
き
で
あ
る
の
に
、
專
ら
四
輔
の
三
太
と
三
乘
の
對
應
を
說
き
、

太
玄
に
大
乘
を
配
す
る
の
も
、
太
玄
部
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
前
に
引
い
た
七
部
義
の
文
章
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の
中
で
、『
大
洞
眞
經
』
と
『
西
昇
經
』
の
敎
說
を
補
完
の
關
係
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
同
價
値
に
近
い
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の

も
、
同
樣
の
意
圖
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
玄
門
大
義
』
は
ま
ず
太
玄
の
解
釋
に
重
玄
と
い
う
新
し
い
槪
念
を
導

入
し
、
そ
れ
を
大
乘
に
配
す
る
こ
と
で
太
玄
部
の
價
値
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

一
往
は
二
乘
を
以
て
方
便
と
爲
し
、
大
乘
を
究
竟
と
爲
す
。
次
に
三
乘
を
以
て
方
便
と
爲
し
、
一
乘
を
究
竟
と
爲
す
。
窮
論
す

れ
ば
、
一
と
三
と
は
、
竝
び
に
方
便
と
爲
し
、
非
一
非
三
、
是
れ
を
究
竟
と
な
す
。
（
卷
二
、
一
三
ｂ
）

と
述
べ
て
、
本
來
正
一
派
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
た
一
乘
道
の
主
張
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
究
極
に
お
い
て
は
三
洞
四
輔
の
區
別

や
價
値
の
差
を
超
え
た
所
に
道
敎
の
眞
理
が
存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
は
七
部
義
に
お
い
て
『
法
華

經
』
の
一
乘
道
の
敎
說
を
援
用
し
て
、
從
來
の
三
洞
四
輔
の
敎
判
、
價
値
體
系
を
打
破
し
、
閒
接
的
に
太
玄
部
の
地
位
を
高
め
よ
う

と
す
る
意
圖
に
基
づ
く
敎
理
構
成
を
行
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
十
二
部
義
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
十
二
部
義
と
は
三
洞
そ
れ
ぞ
れ
を
さ
ら
に
、
本
文
、
神
符
、
玉
訣
、
靈
圖
、
譜
錄
、
戒

律
、
威
儀
、
方
法
、
衆
術
、
記
傳
、
讚
頌
、
章
表
の
十
二
に
細
分
す
る
も
の
で
あ
る（

63
）。

十
二
部
の
成
立
は
、『
擬
通
門
論
』
に
陸
先
生

の
說
と
し
て
十
二
部
を
擧
げ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
、
三
洞
分
類
同
樣
、
陸
修
靜
の
『
三
洞
經
書
目
錄
』
に
始
ま
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、『
道
敎
義
樞
』
の
十
二
部
義
は
、
旣
述
の
よ
う
に
全
く
『
玄
門
大
義
』
の
抄
文
で
あ
る
。
以
下
、
十
二
部
義
で
注
目
さ
れ

る
點
を
二
三
擧
げ
て
み
よ
う
。

　
十
二
部
義
は
、
威
儀
の
項
で
齋
に
言
及
し
、
齋
に
は
極
道
と
濟
度
の
二
義
が
有
る
と
し
て
い
る
。
極
道
と
は
經
證
に
引
く
『
洞
神

經
』
と
『
本
際
經
』
に
よ
れ
ば
、「
心
齋
坐
忘
」
の
謂
で
あ
る
。
ま
た
、
濟
度
と
は
、
金
籙
齋
、
玉
籙
齋
、
黃
籙
齋
の
三
籙
と
、
三

皇
、
自
然
、
上
淸
、
指
敎
、
塗
炭
、
明
眞
、
三
元
各
齋
の
七
品
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
三
籙
は
、
金
籙
が
「
上
は
天
災
を
消
し
、
帝
王
を

保
鎭
す
」、
玉
籙
が
「
人
民
を
救
度
し
、
福
を
請
い
過
を
謝
す
」、
黃
籙
が
「
下
は
地
獄
九
玄
の
苦
を
拔
く
」
も
の
と
さ
れ
、
鎭
護
國

家
、
衆
生
濟
度
、
死
者
追
善
を
擔
う
最
も
重
要
な
齋
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
、
七
品
は
そ
れ
を
補
助
す
る
さ
ら
に
目
的
の
細
分
化
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さ
れ
た
齋
と
さ
れ
て
い
る
。
道
敎
の
齋
を
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
鎭
護
國
家
、
衆
生
濟
度
、
死
者
追
善
の
三
要
素
で
規
定
す
る
の
は
、

『
玄
門
大
義
』『
道
敎
義
樞
』
を
以
て
嚆
矢
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
道
敎
の
齋
に
關
す
る
代
表
的
な
論
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
、『
辯
正
論
』
卷
二
（
大
正
藏
五
二
、
四
九
七
ａ
）
に
、
こ
の
威
儀
の
項
の
齋
に
關
す
る
部
分
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
、
道
敎
攻

擊
の
枕
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
十
分
に
知
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
道
敎
の
齋
を
極
道
と
濟
度
の
二
種
に
分
か
つ
こ
と
は
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
業
報
因
緣
經
』
卷
四
、
持
齋
品
に
も
見
え
て

お
り
、
極
道
を
さ
ら
に
忘
心
と
滅
心
の
二
門
に
分
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

忘
心
と
は
、
始
終
意
を
運
ら
し
、
行
坐
に
形
を
忘
れ
、
寂
と
し
て
死
灰
の
若
く
、
槁
木
に
同
じ
く
す
。
想
を
滅
し
念
を
滅
し
、
惟

だ
一
な
る
の
み
。
滅
心
と
は
、
隨
い
念
じ
隨
い
忘
れ
、
神
め
ぐ行
り
て
系
せ
ず
、
心
を
寂
に
歸
し
、
直
ち
に
道
場
に
至
る
。
（
七
ｂ
）

こ
の
よ
う
な
心
齋
坐
忘
あ
る
い
は
忘
心
滅
心
と
い
う
心
の
靜
定
に
よ
る
悟
脫
の
主
張
は
、
や
が
て
佛
敎
の
坐
禪
、
觀
法
と
結
び
つ
い

て
、
玄
宗
期
の
司
馬
承
禎
の
『
坐
忘
論
』
に
理
論
化
さ
れ
る
が
、『
玄
門
大
義
』
（
＝
『
道
敎
義
樞
』）
の
段
階
で
は
、
佛
敎
側
の
塗
炭

齋
攻
擊
に
對
抗
す
る
た
め
に
、『
莊
子
』
の
說
を
借
り
て
、
佛
敎
の
坐
禪
、
觀
法
に
相
當
す
る
も
の
が
道
敎
に
も
存
す
る
こ
と
を
主
張

す
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
濟
度
の
三
籙
七
品
に
は
詳
し
い
說
明
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
極
道
に
は
そ
れ
が
無
い
こ
と
は
、

そ
う
し
た
狀
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
齋
の
種
類
、
名
稱
に
つ
い
て
は
、
當
時
は
樣
々
な
說
が
行
わ
れ
て
お
り
、
統
一
的
な
見
解
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
陸

修
靜
撰
と
題
す
る
『
洞
玄
靈
寶
五
感
文
』
（
道
藏
一
〇
〇
四
册
）
は
、
上
淸
齋
二
法
、
靈
寶
齋
九
法
、
塗
炭
齋
に
大
別
し
、
靈
寶
齋
九

法
と
し
て
金
籙
、
黃
籙
、
明
眞
、
三
元
、
八
節
、
自
然
、
洞
神
（
三
皇
）
、
太
一
、
指
敎
の
九
齋
を
擧
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、

『
雲
笈
七
籤
』
卷
三
十
七
、
齋
戒
の
六
種
齋
の
條
に
引
く
『
道
門
大
論
』
は
、
上
淸
齋
二
法
、
靈
寶
齋
六
法
、
洞
神
（
三
皇
）
齋
、
太
一

齋
、
指
敎
齋
、
塗
炭
齋
の
六
齋
に
大
別
し
、
靈
寶
齋
六
法
と
し
て
金
籙
、
黃
籙
、
明
眞
、
三
元
、
八
節
、
自
然
の
六
齋
を
別
に
擧
げ

る
。
こ
の
靈
寶
六
齋
は
『
擬
通
門
論
』
の
擧
げ
る
も
の
と
一
致
す
る
。
一
方
、『
無
上
祕
要
』
は
靈
寶
、
三
皇
（
洞
神
）
、
塗
炭
、
盟
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眞
（
明
眞
）
、
三
元
、
金
籙
、
黃
籙
、
太
眞
の
各
齋
品
を
立
て
て
い
る
が
、
靈
寶
齋
宿
啓
儀
品
で
は
、『
金
籙
經
』『
玉
籙
經
』『
明
眞

經
』
な
ど
を
引
き
、
靈
寶
齋
と
他
の
齋
と
の
關
係
が
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
業
報
因
緣
經
』
は
太
眞
、
金
籙
、
黃

籙
、
明
眞
、
自
然
、
三
元
、
塗
炭
、
洞
神
（
三
皇
）
、
神
呪
の
九
齋
を
擧
げ
る
。
さ
ら
に
、
前
引
『
雲
笈
七
籤
』
の
十
二
齋
の
項
で
は

『
玄
門
大
論
』
を
引
い
て
、『
玄
門
大
義
』
の
三
籙
七
品
の
十
齋
に
八
節
齋
、
靖
齋
の
二
齋
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
齋
に
關

す
る
各
書
の
說
が
ま
ち
ま
ち
な
の
は
、
重
玄
派
、
上
淸
派
、
靈
寶
派
と
い
っ
た
道
敎
各
派
の
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か

な
る
ま
い
。
例
え
ば
、『
雲
笈
七
籤
』
卷
三
十
七
に
引
く
『
道
門
大
論
』
は
上
淸
派
の
も
の
と
い
わ
れ
る
が（

64
）、「

上
淸
の
、
群
を
絕
し

て
一
人や
す
ら宴い
、
氣
を
靜
め
形
を
わ
す遺
る
る
の
心
齋
を
除
く
の
外
、
自
餘
は
皆
是
れ
國
王
民
人
、
學
眞
の
道
士
の
爲
に
、
先
祖
を
拔
度
し
、

み
づ
か

己
躬
ら
過
を
謝
し
、
災
を
攘
い
福
を
致
す
の
齋
な
り
」
（
四
ａ
）
と
い
っ
て
、
上
淸
齋
の
み
を
極
道
の
心
齋
と
し
て
高
く
評
價
し
、
他

は
全
て
濟
度
の
齋
と
す
る
の
は
、
上
淸
派
の
敎
說
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、『
玄
門
大
義
』
が
上
淸
齋
を
濟
度
の
齋
に
配

す
る
の
は
靈
寶
經
に
親
近
な
重
玄
派
の
、
ま
た
『
業
報
因
緣
經
』
が
上
淸
齋
に
言
及
し
な
い
の
は
靈
寶
派
の
立
場
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
玄
門
大
義
』
（
＝
『
道
敎
義
樞
』）
が
鎭
護
國
家
を
齋
の
第
一
の
目
的
と
す
る
の
は
、
北
朝

に
お
け
る
國
家
道
敎
、
國
家
佛
敎
の
傳
統
を
引
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
心
齋
が
强
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
後
に
上
淸
派
の
天
師
司

馬
承
禎
が
「
坐
忘
論
」
と
し
て
心
齋
論
を
大
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
個
人
的
內
面
的
宗
敎
の
性
格
が
强
い
上
淸
派
を
初
め

と
す
る
南
方
道
敎
の
敎
理
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
記
傳
の
項
に
お
い
て
、「
凡
そ
聖
神
の
體
に
、
略
し
て
二
事
有
り
。
一
は
自
然
、
二
は
學
得
な
り
」
と
述
べ
、『
大
洞
經
』
の

「
三
十
九
眞
、
二
十
四
帝
、
百
八
十
道
君
、
天
尊
上
聖
も
、
亦
た
自
然
の
妙
炁
、
應
化
の
作
す
所
有
り
、
亦
た
修
習
後
成
有
り
。
自
然
・

學
得
は
、
ま
さ合
に
一
爲
る
べ
し
」
（
二
三
ａ
）
を
引
い
て
、
聖
人
、
神
人
の
自
然
、
學
得
の
別
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て
は
、

自
然
義
の
所
で
億
單
に
觸
れ
た
が
、
今
少
し
補
っ
て
お
こ
う
。
旣
述
の
ご
と
く
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
『
笑
道
論
』
な
ど
の
天
尊
神

人
の
無
因
無
待
性
の
批
判
を
蹈
ま
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
敎
思
想
自
體
の
展
開
に
卽
し
て
言
う
な
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ら
ば
、
嵇
康
の
『
養
生
論
』
に
お
け
る
神
仙
不
可
學
の
主
張
と
、
葛
洪
『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
先
天
的
要
素
を
前
提
と
し
た
う
え
で

の
神
仙
可
學
の
主
張
が
こ
の
よ
う
な
說
の
思
想
的
源
流
を
な
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
兩
者
の
主
張
を
承
け
た

う
え
で
、
よ
り
『
道
敎
義
樞
』
の
說
に
近
い
論
を
展
開
す
る
の
が
、『
眞
誥
』
卷
五
、
甄
命
授
第
一
に
揭
げ
る
淸
靈
眞
人
裴
玄
仁
の
次

の
誥
授
で
あ
る
。

君
曰
く
、
人
生
れ
な
が
ら
に
し
て
骨
錄
有
れ
ば
、
必
ず
篤
志
有
り
。
道
之
れ
を
し
て
然
ら
使
む
。
靑
光
先
生
、
谷
希
子
、
南
嶽

松
子
、
長
里
先
生
、
墨
羽
の
徒
の
若
如
き
は
、
皆
太
極
眞
人
の
友
と
す
る
所
爲
り
。
或
い
は
太
上
天
帝
の
念
ず
る
所
の
者
爲
り
。

雲
を
興
し
龍
に
駕
し
て
以
て
之
れ
を
迎
う
。
故
に
道
を
學
ば
ず
し
て
、
仙
自
ら
來
る
な
り
。
此
れ
を
過
ぎ
て
よ
り
以
下
は
、
皆

篤
志
を
ま須
つ
な
り
。
（
一
二
ａ
）

こ
こ
で
は
、
神
仙
に
一
應
先
天
的
要
素
を
必
要
と
し
な
が
ら
、『
抱
朴
子
』
の
太
一
元
君
で
あ
れ
老
君
で
あ
れ
習
學
を
必
須
と
す
る
と

い
う
金
丹
篇
の
主
張
を
一
步
進
め
て
、
習
學
を
必
要
と
せ
ぬ
靑
光
先
生
等
と
そ
れ
以
外
の
篤
志
を
抱
い
て
習
學
を
必
要
と
す
る
者
と

の
二
種
類
の
存
在
を
述
べ
て
い
る
。
陶
弘
景
の
注
は
こ
の
說
に
對
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
六
朝
中
期
に
お
い
て
神
仙
を
自
然

と
學
得
に
分
け
る
か
か
る
說
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
系
統
の
議
論
は
神
仙
可
學
不
可
學
論
と
し
て
繼
續
し
、
唐

の
吳
筠
の
『
神
仙
可
學
論
』
に
至
っ
て
一
應
の
決
着
を
見
る
。

　
こ
う
し
た
道
敎
內
部
で
の
論
を
一
方
に
蹈
ま
え
つ
つ
、
六
朝
後
半
期
に
お
け
る
佛
敎
側
の
批
判
に
對
す
る
解
答
が
次
第
に
用
意
さ

れ
て
い
っ
た
。『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
九
の
次
の
議
論
は
、
全
面
的
に
佛
敎
敎
理
に
依
據
し
た
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

太
微
帝
君
…
…
又
曰
く
、
敢
え
て
問
う
、
道
身
は
は爲
た
因
有
り
や
、
爲
た
因
无
き
や
。
若
し
因
有
れ
ば
、
世
閒
法
に
同
じ
。
因

緣
生
な
る
が
故
に
。
故
に
是
れ
无
常
な
り
。
若
し
无
因
生
な
れ
ば
、
復
た
耶
（
邪
）
見
に
墮
す
。
異
道
の
謂
な
り
。
若
し
是
れ

道
身
因
從
り
生
ぜ
ず
し
て
、
自
然
に
有
ら
ば
、
一
切
衆
生
、
道
を
脩
め
ざ
る
者
も
、
應
に
皆
道
を
成
ず
べ
し
。
是
く
の
如
き
二

義
は
、
云
何
が
了
す
べ
き
。
…
…
道
君
答
え
て
曰
く
、
…
…
天
尊
大
聖
は
、
此
の
實
性
は
畢
竟
无
性
な
る
を
了
し
、
道
源
に
洞
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會
し
、
體
を
混
じ
一
に
冥
す
。
故
に
得
道
と
名
づ
く
。
身
は
道
と
一
た
り
。
故
に
道
身
と
名
づ
く
。
此
の
正
觀
を
習
う
、
之
れ

を
名
づ
け
て
因
と
曰
う
。
亦
た
習
う
所
无
し
、
故
に
非
因
と
名
づ
く
。
故
に
正
道
は
因
從
り
生
ず
る
に
非
ず
、
亦
た
因
无
き
に

非
ず
。
體
は
是
れ
果
に
非
ず
、
亦
た
非
果
に
非
ず
。
常
に
非
ず
非
常
に
非
ず
、
滅
に
非
ず
非
滅
に
非
ず
。
…
…
是
く
の
如
き
身

は
、
住
す
る
に
住
す
る
所
无
く
、
住
せ
ざ
る
所
无
し
。
是
れ
を
正
道
眞
實
の
身
と
名
づ
く
。
（
大
淵
『
圖
錄
』、
三
四
四
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
道
身
の
因
緣
生
な
る
か
自
然
生
な
る
か
、
自
然
生
な
ら
ば
衆
生
は
道
を
修
め
ず
に
道
身
を
獲
得
で
き
る
か
と
い
う
、

『
笑
道
論
』
と
全
く
同
一
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
に
對
し
て
、
三
論
學
派
の
中
道
觀
に
相
當
す
る
正
觀
を
修
す
る
點
で
は
有
因
、

そ
の
修
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
點
で
は
無
因
、
從
っ
て
、
道
身
は
非
因
非
非
因
、
非
果
非
非
果
で
あ
り
、
常
滅
を
超
え
た
も
の
で
あ
る

と
の
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
論
學
派
の
論
法
に
よ
っ
て
、
因
緣
、
自
然
の
立
場
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
こ
の
他
に
も
卷
七
、
譬
喩
品
で
、
煩
惱
に
沈
む
凡
夫
は
正
觀
を
修
す
る
こ
と
が
得
道
の
必
須
の
條
件
で
あ
る

が
、
自
然
の
正
理
を
懸
悟
す
る
も
の
は
正
觀
等
の
方
便
を
必
要
と
せ
ぬ
事
を
說
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は

隋
に
お
け
る
北
方
の
道
敎
敎
理
學
が
佛
敎
、
特
に
三
論
學
派
の
敎
義
に
よ
っ
て
、
自
然
、
因
緣
（
後
學
）
の
問
題
に
敎
理
上
の
解
決
を

與
え
よ
う
と
努
力
し
た
迹
を
示
し
て
い
る
。『
玄
門
大
義
』
（
＝
『
道
敎
義
樞
』）
は
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の

敎
理
を
蹈
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
玄
門
大
義
』
の
引
く
『
大
洞
經
』
に
は
佛
敎
敎
理
の
影
響
は
見
え
な
い
。
ま
た
、『
一
切
道
經

音
義
妙
門
由
起
』
明
經
法
に
引
く
『
靈
寶
眞
文
度
人
本
行
經
』
が
元
始
五
老
等
の
後
學
に
あ
ら
ざ
る
神
と
後
聖
君
等
の
後
學
の
神
と

を
分
け
、『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
卷
二
、
造
像
品
が
神
々
を
自
然
の
氣
が
凝
結
し
た
結
氣
、
鬼
神
か
ら
昇
進
し
た
報
生
、

後
學
に
よ
る
業
因
に
分
け
る
の
等
は
、
道
佛
論
爭
を
蹈
ま
え
た
う
え
で
、
神
仙
可
學
不
可
學
論
を
理
論
的
核
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も

の
と
言
え
よ
う
。
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（
六
）
兩
半
義
、
道
意
義
、
道
性
義
、
二
觀
義
　

　
こ
の
四
義
は
、
人
閒
の
識
業
の
由
來
と
解
脫
、
修
道
の
契
機
、
悟
道
の
本
來
的
可
能
性
の
有
無
、
悟
道
の
た
め
の
觀
法
等
を
說
く

一
連
の
も
の
で
あ
る
。

　
兩
半
義
は
人
閒
の
識
業
の
發
生
と
三
界
六
道
へ
の
沈
淪
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
離
脫
の
方
法
と
を
說
き
、
內
容
的

に
は
『
定
志
經
』
の
敎
義
の
解
釋
に
終
始
す
る
。
そ
の
『
定
志
經
』
と
は
、
道
藏
一
六
七
册
に
收
め
る
『
太
上
靈
寶
智
慧
定
志
通
微

經
』
に
相
當
す
る
。『
定
志
經
』
は
『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
引
く
梁
の
宋
文
明
の
『
靈
寶
雜
問
』
中
に
『
定
志
經
圖
』
が
擧
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
く
梁
代
に
は
存
在
し
た
經
典
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
道
敎
義
樞
』
に
引
く
『
定
志
經
』
の
文
と
現
行
の

『
太
上
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
の
文
は
全
く
同
一
で
あ
る
か
ら
、
現
行
本
の
中
核
部
分
は
『
道
敎
義
樞
』
編
纂
當
時
の
も
の
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
說
く
所
に
よ
る
と
、
造
化
の
初
め
に
お
い
て
、
氤
氳
の
氣
が
凝
結
し
て
人
閒
の
神
本
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
神

本
は
本
來
淸
澄
で
あ
る
が
、
形
體
が
備
わ
る
と
六
情
に
染
り
、
一
旦
六
情
に
染
る
と
所
見
に
惑
い
所
着
に
昧
み
、
因
緣
の
連
關
に
と

ら
わ
れ
て
罪
垢
を
積
み
、
か
く
て
三
界
六
道
に
輪
廻
し
て
、
本
來
の
淸
虛
な
狀
態
に
復
歸
で
き
な
く
な
る
。
現
世
の
衆
生
は
か
く
し

て
全
て
迷
妄
の
世
界
に
沈
淪
す
る
が
、
自
ら
が
そ
の
よ
う
な
世
界
に
在
る
こ
と
に
す
ら
氣
付
か
な
い
。
こ
の
衆
生
の
苦
惱
を
救
う
べ

く
、
靈
寶
天
尊
が
開
示
し
た
の
が
『
定
志
經
』
な
の
だ
と
い
う
。

　
こ
の
『
定
志
經
』
の
本
旨
は
、「
思
微
定
志
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
玄
宗
朝
の
道
士
張
萬
福
の
『
傳
授
三
洞
經
戒
法
籙
略
說
』
卷

下
の
解
釋
に
よ
れ
ば
、「
思
微
と
は
、
昔
生
を
受
く
る
の
初
、
神
本
淸
淨
な
り
し
を
念
ず
る
な
り
。
定
志
と
は
、
諸
の
妄
想
を
除
き
、

思
惟
を
絕
す
る
な
り
」
（
五
ａ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
關
す
る
天
尊
の
口
訣
が
「
兩
半
成
一
、
其
義
有
五
」
で

あ
り
、
そ
れ
を
敷
衍
し
た
「
亦
た
彼
の
淸
虛
の
炁
に
於
て
、
氤
氳
の
交
わ
り
て
、
分
半
下
降
し
、
此
の
四
半
に
就
く
に
因
り
て
、
合

し
て
一
と
爲
る
に
あ
ら
ず
や
」「
亦
た
此
の
假
一
に
惑
い
て
惡
を
爲
す
者
は
、
自
然
の
炁
を
招
き
て
、
三
塗
に
淪
む
を
致
す
に
あ
ら
ず

や
」「
亦
た
善
を
爲
し
て
此
の
四
半
を
離
れ
、
太
虛
に
還
り
登
り
て
、
我
が
淸
虛
の
炁
を
復
し
、
我
が
兩
半
を
反
し
て
、
自
然
に
處
る
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に
あ
ら
ず
や
」
と
い
う
左
玄
眞
人
、
右
玄
眞
人
の
「
三
不
亦
」
の
句
で
あ
る
。
兩
半
義
は
こ
れ
ら
の
語
句
を
め
ぐ
る
解
釋
を
中
心
に

展
開
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
兩
半
義
の
要
略
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
世
界
の
原
初
に
は
「
淸
虛
の
炁
」
の
み
が
有
っ
て
、
そ
れ
が
人
閒
の

「
神
本
」
を
形
成
す
る
。
從
っ
て
、「
神
本
」
は
本
來
淸
虛
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
こ
の
「
淸
虛
の
炁
」
か
ら
「
氤
氳
の
炁
」
が
妄

起
す
る
。
こ
れ
を
界
外
の
一
半
と
い
う
。
こ
れ
に
對
し
て
、「
无
色
界
染
」「
色
界
染
」「
欲
界
染
」「
三
惡
道
染
」
の
四
染
を
界
內
の

四
半
（
四
染
）
と
い
い
、
界
外
の
一
半
と
界
內
の
四
半
と
が
合
し
て
「
流
來
の
通
欲
」
を
形
成
す
る
。
こ
れ
を
「
兩
半
合
一
」
と
い

う
。
第
一
不
亦
は
こ
の
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
通
欲
か
ら
初
起
の
別
欲
が
生
じ
、
習
因
相
連
な
っ
て
三
界
六
道
へ
の
沈

淪
が
起
こ
る
。
こ
れ
が
第
二
不
亦
の
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
世
の
衆
生
た
る
も
の
は
、
五
戒
な
ど
の
善
を
修
め
て
惡
道
の
半
を
離

れ
、
續
い
て
口
業
を
淨
め
て
欲
界
の
半
を
、
身
業
を
淨
め
て
色
界
の
半
を
、
心
業
を
淨
め
て
无
色
界
の
半
を
離
れ
る
。
か
く
界
內
の

四
半
を
離
れ
た
な
ら
ば
、
今
度
は
无
欲
觀
を
修
め
て
界
外
の
一
半
を
離
れ
、
自
然
正
眞
道
果
を
得
て
本
來
の
淸
虛
の
炁
に
復
歸
す
る
。

こ
れ
を
反
出
と
い
い
、
第
三
不
亦
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
兩
半
義
の
大
要
で
あ
る
が
、
兩
半
義
は
『
定
志
經
』
の
極
め
て
億
單
な
口
訣
を
主
と
し
て
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
四
、

道
性
品
の
敎
說
に
基
づ
い
て
敷
衍
解
釋
し
て
い
る
。
こ
の
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
道
性
品
は（

65
）、

仙
人
豆
子
明
等
が
本
來
道
性
を
備
え

た
衆
生
が
烟
熅
の
初
め
よ
り
い
か
に
し
て
三
界
に
沈
淪
し
、
ま
た
い
か
に
し
て
道
意
を
發
し
、
觀
行
を
修
め
て
道
果
に
登
り
う
る
の

か
と
問
う
た
の
に
對
し
て
、
道
君
が
天
尊
の
所
說
と
し
て
敎
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
據
れ
ば
烟
熅
の
氣
か
ら
人
が
生
れ
る
が
、

そ
の
初
一
念
に
お
い
て
す
で
に
顚
倒
想
を
生
じ
、
諸
根
を
具
え
る
に
つ
れ
て
色
聚
、
識
聚
、
想
聚
、
行
聚
を
次
々
に
生
じ
て
三
途
に

沈
淪
し
て
逃
れ
ら
れ
な
く
な
る
。
三
界
の
い
ず
こ
に
轉
生
す
る
か
は
善
業
惱
業
の
兩
半
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
衆
生
は
觀
行
を
修
習
し

て
染
滯
を
の
ぞ
き
、
實
相
の
境
に
ま
ず
悟
入
す
べ
き
で
、
こ
れ
を
初
發
道
意
の
想
と
い
う
。
こ
の
後
は
續
い
て
廻
向
正
道
心
、
觀
、

伏
行
を
修
め
る
こ
と
で
三
界
種
民
位
を
越
え
て
三
淸
境
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
非
有
非
無
の
中
道
正
觀
を
修
め
て
明
淨
觀
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に
至
る
と
法
身
を
見
て
眞
一
に
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
說
は
、
明
ら
か
に
『
定
志
經
』

の
三
不
亦
を
蹈
ま
え
て
、
そ
れ
を
佛
敎
敎
理
を
援
用
し
て
解
說
敷
衍
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
兩
半
の
意
義
に
つ
い
て

は
、『
道
敎
義
樞
』
が
界
外
の
一
半
と
界
內
の
四
半
を
も
っ
て
解
釋
す
る
の
に
對
し
て
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
善
業
惱
業
の
二
業
を

兩
半
に
當
て
て
い
る
。
し
か
も
、
卷
九
に
お
い
て
は
、
三
論
の
半
字
敎
萬
字
敎
の
半
字
敎
を
兩
半
に
當
て
る
な
ど（

66
）、『

太
玄
眞
一
本
際

經
』
と
『
道
敎
義
樞
』
の
閒
に
は
兩
半
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
か
な
り
の
相
違
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
顚
倒
想
か
ら
識
業
を
生
じ
て
三

界
に
沈
淪
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
業
緣
を
淨
化
し
觀
行
を
修
す
る
こ
と
で
淸
虛
に
復
歸
す
る
と
い
う
全
體
構
造
に
關
し
て
は
兩
者
の
閒

に
齟
齬
は
無
い
。
ま
た
、
兩
半
義
は
冒
頭
で
、
陰
陽
二
氣
を
兩
半
と
し
、
太
陰
、
少
陰
、
太
陽
、
少
陽
と
沖
和
の
氣
を
五
義
と
す
る

舊
說
を
否
定
し
、
界
外
無
染
と
界
內
四
染
を
五
義
と
す
る
說
を
示
す
。
こ
の
點
も
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と
共
通
で
あ
る
が
、『
定
志

經
』
の
兩
半
、
五
義
と
言
っ
た
槪
念
の
解
釋
に
つ
い
て
は
定
說
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（

67
）。

こ
う
し
た
狀
況
下
で
、『
太

玄
眞
一
本
際
經
』
の
骨
格
に
よ
り
な
が
ら
、
界
內
、
界
外
や
流
來
の
通
欲
、
初
起
の
別
欲
と
い
っ
た
佛
敎
用
語
を
用
い
て
兩
半
に
新

義
を
導
入
し
た
の
が
『
道
敎
義
樞
』
の
兩
半
義
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
兩
半
な
る
語
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
三
論
と
關
係
し
た
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
用
例
等
か
ら
、
三
論
に
求
め
よ

う
と
す
る
說
も
有
る
が（

68
）、

兩
半
な
る
語
は
純
粹
に
道
敎
敎
理
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
初
見
と
思
わ
れ
る
の
は
、『
抱
朴
子
』

微
旨
篇
の
次
の
文
章
で
あ
る
。

或
る
ひ
と
曰
く
、
願
わ
く
は
眞
人
の
守
身
鍊
形
の
術
を
聞
か
ん
と
。
抱
朴
子
曰
く
、
深
き
か
な
問
い
や
。
夫
れ
始
靑
の
下
月
と

日
と
、
兩
半
同
に
昇
り
て
合
し
て
一
と
成
る
。
彼
の
玉
池
を
出
で
て
金
室
に
入
り
、
大
き
さ
は
彈
丸
の
如
く
黃
な
る
こ
と
橘
の

如
し
。
中
に
嘉
味
有
り
て
甘
き
こ
と
蜜
の
如
し
。
子
能
く
之
れ
を
得
て
謹
み
て
失
う
勿
れ
。
…
…
之
れ
を
命
門
に
立
つ
れ
ば
形

卒
せ
ず
。
淵
乎
と
し
て
妙
、
致
詰
し
難
し
、
と
。
此
れ
先
師
の
口
訣
な
り
。
之
れ
を
知
る
者
は
、
萬
鬼
五
兵
を
畏
れ
ず
。

こ
れ
は
服
氣
存
思
の
術
に
關
す
る
口
訣
で
あ
る
が（

69
）、『

定
志
經
』
の
「
兩
半
成
一
」
が
『
抱
朴
子
』
の
「
兩
半
同
昇
合
成
一
」
を
蹈
ま
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え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
口
訣
が
房
中
術
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
初
唐
の
孫
思
邈
の
『
千
金
要
方
』

卷
二
十
七
、
房
中
補
益
第
八
の
次
の
記
事
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

仙
經
に
曰
く
、
人
を
し
て
長
生
不
老
な
ら
し
め
ん
に
は
、
先
づ
女
と
戲
れ
て
玉
漿
を
飮
め
。
…
…
も使
し
男
女
感
動
せ
ば
、
左
手

を
以
て
握
り
持
ち
、
丹
田
中
に
赤
氣
有
り
、
內
は
黃
に
し
て
外
は
白
、
變
じ
て
日
月
と
爲
り
、
丹
田
中
に
俳
佪
し
、
俱
に
泥
垣

に
入
り
、
兩
半
合
し
て
一
を
成
す
を
思
い
え
が存
き
、
因
り
て
氣
を
閉
じ
て
深
く
內
れ
、
出
入
す
る
勿
れ
。
…
…
日
月
の
想
を
思
い

え
が作
く
に
、
ま
さ合
に
徑
は
三
寸
許
り
な
る
べ
し
。
兩
半
形
を
放
ち
て
一
な
る
を
、
日
月
相
お
お駅
う
者
と
謂
う
な
り
。

　
こ
の
よ
う
に
、
日
月
す
な
わ
ち
陰
陽
の
二
氣
が
合
し
て
一
體
と
な
る
樣
を
存
思
す
る
こ
と
で
長
生
を
得
よ
う
と
す
る
道
術
の
口
訣

が
「
兩
半
成
一
」
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
兩
半
の
原
義
は
本
來
陰
陽
あ
る
い
は
日
月
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、『
太
玄
眞
一
本
際

經
』
や
『
道
敎
義
樞
』
の
ご
と
き
佛
敎
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
は
何
の
關
係
も
無
か
っ
た
。『
定
志
經
』
は
こ
の
道
術
の
口
訣
を

借
り
て
、
識
業
の
由
來
と
三
界
輪
廻
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
解
脫
と
い
う
佛
敎
的
敎
理
を
象
徵
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
そ
の
敎
義
內
容
は
未
だ
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
ま
ず
『
道
敎
義
樞
』
が
否
定
し
た
前
述
の
舊
說
の
よ
う
な
、
道

敎
敎
理
の
よ
り
古
い
層
に
立
ち
、
兩
半
お
よ
び
五
義
を
陰
陽
中
和
の
氣
で
一
貫
さ
せ
よ
う
と
す
る
解
釋
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
對
し
て
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と
『
道
敎
義
樞
』
と
は
佛
敎
敎
理
を
全
面
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
、『
定
志
經
』
を
全
く
新

た
に
解
釋
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
兩
者
の
閒
に
も
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
が
佛
敎
敎
理
に
『
定
志
經
』
の
兩
半
、
五

義
な
ど
を
當
嵌
る
と
い
う
傾
向
が
强
い
の
に
對
し
て
、『
道
敎
義
樞
』
は
佛
敎
敎
理
を
借
り
て
『
定
志
經
』
に
新
た
な
解
釋
を
附
與
し

よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
前
述
の
界
內
外
や
通
別
欲
の
槪
念
を
導
入
し
た
兩
半
の
新
解
釋
等
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
と
同
時

に
、『
道
敎
義
樞
』
は
三
界
義
、
六
情
義
、
十
惡
義
等
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
『
定
志
經
』
の
敎
說
を
借
り
て
敎
理
構
成
を
行
っ
て
お

り
、
識
業
や
三
界
へ
の
沈
淪
に
關
す
る
敎
理
に
は
、『
定
志
經
』
の
敎
義
が
大
き
く
寄
與
し
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、『
盟
威
經
』『
昇

玄
經
』『
洞
淵
神
呪
經
』『
智
慧
消
魔
經
』『
業
報
因
緣
經
』『
三
論
元
旨
』
と
い
っ
た
、『
道
敎
義
樞
』
に
前
後
す
る
經
論
に
も
廣
く
兩

150



　　『道敎義樞』と南北朝隋初唐期の道敎敎理學

半
成
一
の
敎
理
が
見
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
道
敎
敎
理
の
中
で
相
當
に
重
視
さ
れ
て
い
た
槪
念
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る（

70
）。

　
兩
半
義
に
續
く
道
意
義
は
、「
義
曰
」
の
部
分
で
ま
ず
、「
道
意
と
は
、
入
道
の
初
心
、
歸
眞
の
妙
趣
な
り
。
生
死
の
累
を
斷
ち
、

慧
鑒
の
明
を
成
じ
、
有
欲
の
津
を
絕
し
、
无
爲
の
果
を
證
す
」
（
卷
三
、
五
ａ
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
兩
半
義
で
示
さ
れ
た
三
界

の
輪
廻
か
ら
の
解
脫
と
自
然
淸
虛
へ
の
復
歸
の
た
め
の
第
一
の
契
機
た
る
發
心
と
、
そ
れ
に
續
く
各
段
階
に
應
じ
た
悟
り
の
心
に
つ

い
て
說
く
の
が
道
意
義
で
あ
る
。
道
意
義
は
ま
ず
、
自
然
道
意
、
硏
習
道
意
、
知
眞
道
意
、
出
離
道
意
、
无
上
道
意
の
五
種
道
意
を

擧
げ
る
。
自
然
道
意
と
は
「
初
め
て
自
然
の
心
を
發
す
る
な
り
。
上
は
道
果
を
求
め
、
下
は
衆
生
を
化
せ
ん
と
の
大
願
な
り
」
と
規

定
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
己
の
解
脫
と
衆
生
の
濟
度
と
を
兼
ね
ん
と
す
る
い
わ
ゆ
る
大
乘
心
を
發
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
硏
習
道
意

と
は
、「
硏
習
し
て
以
て
諸
の
煩
惑
を
解
伏
せ
ん
」
と
す
る
心
、
知
心
道
意
は
「
眞
智
を
習
行
し
、
能
く
眞
理
を
鑒
ん
」
と
す
る
心
、

出
離
道
意
と
は
「
三
界
を
出
離
し
て
、
道
場
に
至
ら
ん
」
と
す
る
心
、
无
上
道
意
と
は
「
諸
知
過
つ
莫
く
、
更
に
勝
る
無
き
」
心
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、「
大
慈
を
本
と
爲
し
、
群
品
を
普
濟
し
て
、
咸
く
眞
に
歸
せ
し
め
ん
」
と
す
る
「
无
上
道
心
」
に
歸
着
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
の
道
意
義
が
衆
生
の
濟
度
を
强
調
す
る
の
は
、
佛
敎
の
大
乘
思
想
の
影
響
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟

た
な
い
が
、
同
時
に
、
道
敎
は
小
乘
聲
聞
の
敎
え
と
い
う
佛
敎
側
の
道
敎
批
判
を
蹈
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。
ひ
と
り
『
道
敎
義
樞
』
の
み
な
ら
ず
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』『
昇
玄
經
』『
海
空
智
藏
經
』『
業
報
因
緣
經
』
等
の
六
朝
末
か
ら

初
唐
に
か
け
て
の
道
經
に
、
自
然
道
意
、
无
上
正
眞
道
意
、
无
上
正
眞
道
果
と
い
っ
た
語
が
頻
用
さ
れ
、
特
に
自
然
道
意
を
發
す
る

こ
と
が
强
調
さ
れ
る
の
も
、
當
時
の
道
敎
敎
理
學
の
目
標
が
奈
邊
に
存
し
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
兩
半
義
、
道
意
義
に
お
い
て
、
識
業
の
由
因
と
解
脫
の
契
機
を
明
ら
か
に
し
た
『
道
敎
義
樞
』
は
、
道
性
義
で
萬
物
に
は

悟
道
の
本
來
的
契
機

道
性

が
賦
與
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
說
く
。
こ
の
道
性
論
が
佛
敎
の
佛
性
論
に
觸
發
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
道
性
義
に
は
佛
性
論
と
の
關
係
で
極
め
て
注
目
す
べ
き
觀
點
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
草
木
果
石

有
道
性
說
で
あ
る
。「
義
」
は
ま
ず
、
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道
性
と
は
、
理
は
眞
極
に
存
し
、
義
は
實
に
圓
通
す
。
復
た
一
源
に
冥
寂
す
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
亦
た
萬
物
に
備
周
す
。
煩
惑

の
覆
う
所
に
し
て
、
暫
く
凡
因
に
滯
す
る
も
、
障
累
若
し
消
え
な
ば
、
聖
果
に
還
り
登
る
。
此
れ
其
の
致
な
り
。
（
卷
八
、
五
ａ
）

と
言
い
、
道
性
が
萬
物
に
周
く
備
る
こ
と
を
言
う
。
道
性
の
語
義
は
佛
敎
の
法
性
か
ら
佛
性
ま
で
に
相
當
す
る
幅
廣
い
も
の
で
は
あ

る
が
、
こ
こ
で
い
う
道
性
は
明
ら
か
に
佛
性
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
。
續
い
て
道
性
體
義
の
部
分
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

道
性
體
義
と
は
、
顯
時
に
は
說
き
て
道
果
と
爲
し
、
隱
時
に
は
名
づ
け
て
道
性
と
爲
す
。
道
性
は
淸
虛
自
然
を
以
て
體
と
爲
せ

ば
、
一
切
含
識
、
乃
至
畜
生
果
木
石
は
、
皆
道
性
を
有
す
。
諸
法
の
正
性
を
究
竟
す
る
に
、
不
有
不
無
、
不
因
不
果
、
不
色
不

心
、
無
得
無
失
な
り
。
能
く
此
の
性
を
了
す
れ
ば
、
卽
ち
正
道
を
成
ず
。
自
然
眞
空
は
、
卽
ち
是
れ
道
性
な
り
。
（
同
六
ａ
―
ｂ
）

こ
こ
で
道
性
の
體
を
淸
虛
自
然
と
す
る
の
は
、
兩
半
義
で
問
題
と
さ
れ
た
界
內
外
の
兩
半
を
離
れ
た
淸
虛
自
然
の
氣
を
體
と
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
切
萬
物
の
生
成
は
こ
の
淸
虛
自
然
の
氣
か
ら
始
ま
る
か
ら
に
は
、
一
切
萬
物
に
は
淸
虛
自
然
の
氣
が
潛
在

し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
有
識
の
も
の
は
勿
論
、
木
石
等
の
無
識
の
も
の
に
も
當
然
道
性
が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
部
分
で
の
『
道

敎
義
樞
』
の
論
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
續
く
部
分
で
、
衆
生
の
本
は
本
來
淸
淨
で
あ
る
が
、
顚
倒
が
妄
起

し
て
滯
染
が
生
ず
る
こ
と
、
し
か
し
、
道
を
修
め
る
こ
と
で
至
道
を
成
就
で
き
る
と
い
う
兩
半
義
の
論
理
を
再
說
す
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
『
道
敎
義
樞
』
の
道
性
義
が
『
涅
槃
經
』
の
佛
性
論
を
基
盤
と
し
、
道
性
の
有
無
、
因
果
の
論
は
吉
藏
の
『
大
乘
玄
論
』
卷
三
、
佛

性
義
を
、
ま
た
、
五
種
道
性
の
論
は
同
じ
く
吉
藏
の
『
中
觀
論
疏
』
な
ど
を
蹈
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
以
上（

71
）、『

道
敎
義
樞
』
の
無

識
有
道
性
說
が
吉
藏
の
『
大
乘
玄
論
』
佛
性
義
中
の
草
木
有
佛
性
說
を
視
野
に
收
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
た
だ
、
吉
藏

の
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
三
論
敎
理
の
敷
衍
展
開
の
中
で
、
理
論
上
の
可
能
性
と
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
道
敎
義
樞
』
の

無
識
有
道
性
說
と
の
閒
に
は
行
論
上
の
共
通
點
は
見
ら
れ
な
い（

72
）。

佛
敎
側
に
お
い
て
、
草
木
瓦
石
に
も
佛
性
の
存
在
を
認
め
る
明
確

で
積
極
的
な
主
張
が
行
わ
れ
る
の
は
、
天
台
の
九
祖
荊
溪
湛
然
（
七
一
一
―
七
八
二
）
の
『
止
觀
輔
行
傳
口
訣
』
や
『
金
剛
錍
（
金
剛
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論
）
』
以
降
の
こ
と
と
さ
れ
る（

73
）。

そ
こ
で
、『
道
敎
義
樞
』
の
無
識
有
道
性
說
を
湛
然
の
思
想
の
影
響
と
す
る
見
方
が
生
ず
る
こ
と
に

な
っ
た（

74
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
觀
點
に
立
つ
と
、
前
述
の
『
道
敎
義
樞
』
と
『
玄
門
大
義
』
の
一
體
性
、『
玄
門
大
義
』『
道
敎
義

樞
』
と
三
論
、
天
台
敎
理
と
の
親
近
性
、『
道
敎
義
樞
』
に
お
け
る
華
嚴
敎
理
の
無
視
と
い
っ
た
問
題
相
互
を
整
合
的
に
解
決
す
る
こ

と
が
困
難
に
な
る
。
そ
こ
で
以
下
に
、
道
敎
敎
理
の
展
開
そ
の
も
の
の
中
に
無
識
有
道
性
說
を
形
成
し
得
る
獨
自
の
要
素
が
無
か
っ

た
か
ど
う
か
を
ま
ず
檢
討
し
て
み
た
い
。

　
道
が
萬
物
に
遍
在
す
る
と
い
う
の
は
、
道
家
の
哲
學
お
よ
び
そ
れ
を
繼
承
し
た
道
敎
の
敎
理
に
元
來
固
有
の
思
想
で
あ
っ
た
。『
莊

子
』
知
北
遊
篇
に
お
け
る
莊
周
と
東
郭
子
と
の
次
の
問
答
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

東
郭
子
、
莊
子
に
問
い
て
曰
く
、
所
謂
道
は
惡
く
に
か
在
る
、
と
。
莊
子
曰
く
、
在
ら
ざ
る
所
无
し
、
と
。
東
郭
子
曰
く
、
期
し

て
而
る
後
に
可
な
り
、
と
。
莊
子
曰
く
、
螻
蟻
に
在
り
、
と
。
曰
く
、
何
ぞ
そ
れ
下
れ
る
や
、
と
。
曰
く
、
稊
稗
に
在
り
、
と
。

曰
く
、
何
ぞ
そ
れ
愈
い
よ
下
れ
る
や
、
と
。
曰
く
、
瓦
甓
に
在
り
、
と
。
曰
く
、
何
ぞ
そ
れ
愈
い
よ
甚
だ
し
き
や
、
と
。
曰
く
屎

溺
に
在
り
、
と
。
東
郭
子
應
え
ず
。

こ
こ
に
明
確
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
は
螻
蟻
の
如
き
下
等
な
動
物
か
ら
、
稊
稗
の
よ
う
な
無
識
の
も
の
、
は
た
ま
た
屎
溺
の
如

き
汚
穢
な
も
の
に
ま
で
遍
く
內
在
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
道
の
普
遍
的
內
在
の
思
想
は
、
漢
代
を
通
じ
て
元
氣
の
哲
學
、
生
成

論
と
結
合
し
、
道
の
吐
出
し
た
元
氣
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
萬
物
に
は
、
本
來
的
に
道
が
含
ま
れ
る
と
い
う
『
老
子
』
河
上
公
注
や
、

道
と
氣
と
太
上
老
君
と
の
一
體
性
お
よ
び
そ
の
人
身
中
へ
の
遍
在
を
說
く
『
想
爾
注
』
の
敎
義
を
生
み
出
し
た（

75
）。

こ
の
道
が
氣
を
介

し
て
萬
物
に
遍
在
す
る
と
い
う
思
想
が
、「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
思
想
や
そ
の
實
體
槪
念
と
し
て
の
「
道
氣
」
を
生
み
、
六
朝
か
ら

隋
初
唐
の
道
敎
敎
理
の
中
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
こ
と
は
道
德
義
の
項
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。『
道
敎
義
樞
』
が

經
證
と
し
て
引
く
六
朝
期
の
古
道
經
で
あ
る
『
西
昇
經
』
に
は
、「
道
は
獨
り
我
に
在
る
の
み
に
非
ず
、
萬
物
皆
之
れ
を
有
す
」
と
い

い
、
同
じ
く
六
朝
期
の
道
經
で
あ
る
『
太
上
消
魔
寶
眞
安
志
智
慧
本
願
大
戒
上
品
』
に
は
、「
そ
れ
道
は
无
な
り
。
…
…
子
之
れ
を
尋
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ね
ん
と
欲
す
れ
ば
、
近
く
は
我
が
身
に
在
り
」
（
大
淵
『
圖
錄
』、
七
八
頁
）
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
か
く
、
道
敎
側
に
お
い
て
は
、
道

の
萬
物
へ
の
普
遍
的
內
在
を
說
く
敎
理
が
六
朝
中
期
に
は
す
で
に
確
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
、『
涅
槃
經
』
の
「
一
切
衆
生
、
悉
有
佛

性
」
と
い
う
佛
性
論
が
か
か
る
思
想
的
土
壤
に
移
植
さ
れ
た
時
、『
道
敎
義
樞
』
の
「
一
切
含
識
、
乃
至
畜
生
果
木
石
は
、
皆
道
性
を

有
す
」
と
い
う
道
性
論
に
、
佛
敎
敎
理
を
離
れ
て
獨
自
に
轉
化
す
る
可
能
性
が
與
え
ら
れ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
『
涅
槃
經
』
の
佛
性
論
を
全
面
的
に
導
入
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
で
あ
る
。『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
卷
四

に
道
性
品
を
立
て
て
道
性
に
つ
い
て
說
く
が（

76
）、

そ
の
內
容
は
『
涅
槃
經
』
の
域
を
未
だ
超
え
て
い
な
い
。
こ
れ
に
續
い
て
『
辯
正
論
』

に
も
引
か
れ
る
『
太
上
妙
法
本
相
經
』
は
廣
說
普
衆
捨
品
第
二
十
一
に
お
い
て
、「
夫
れ
一
切
萬
物
、
有
生
の
性
は
、
皆
之
れ
を
道
炁

よ
り
受
く
。
何
ぞ
獨
り
水
石
に
の
み
入
ら
ざ
る
や
」
と
の
問
い
を
立
て
、
こ
れ
に
對
し
て
、「
水
の
性
は
百
入
し
、
萬
物
を
利
潤
す
。

石
の
姓
（
性
の
誤
寫
な
ら
ん
）
は
質
堅
く
、
人
心
を
た
だ政
す
を
主
る
。
…
…
是
を
以
て
、
水
石
は
尙
ぶ
可
く
、
道
と
性
を
合
す
。
豈
に
道

に
受
け
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
」
（
大
淵
『
圖
錄
』、
五
九
一
頁
）
と
答
え
て
、
衆
生
の
性
同
樣
、
水
石
の
性
も
道
炁
か
ら
受
け
た
も
の
で
、

道
の
性
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
說
い
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
萬
物
の
性
あ
る
い
は
水
石
の
性
は
法
性
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
道

炁
あ
る
い
は
道
の
性
と
同
じ
と
さ
れ
る
こ
と
は
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
に
お
け
る
道
性
と
衆
生
性
と
の
同
一
性
の
主
張
を
一
步
進
め

て
、
無
識
有
道
性
說
に
よ
り
近
付
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
道
性
論
の
展
開
を
承
け
て
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
卷
上
に
載

せ
る
唐
の
天
皇
す
な
わ
ち
高
宗（

77
）と

上
淸
派
の
天
師
潘
師
正
と
の
問
答
が
交
わ
さ
れ
る
。

唐
の
天
皇
問
い
て
曰
く
、
道
家
の
階
梯
證
果
は
、
竟
に
何
處
に
在
る
や
、
と
。

天
師
答
え
て
曰
く
、
竊
か
に
以
え
ら
く
、
法
性
は
常
に
湛
と
し
て
、
眞
理
は
唯
だ
寂
た
り
。
混
成
し
て
物
有
り
と
雖
も
、
而
れ
ど

も
虛
廓
に
し
て
眹
無
し
。
機
感
の
及
ぶ
所
、
冥
然
と
し
て
已
に
周
し
。
敎
に
因
り
て
名
を
立
つ
る
も
、
そ
の
義
は
量
无
し
。
そ

れ
道
と
は
、
圓
通
の
妙
稱
な
り
。
聖
と
は
、
玄
覺
の
至
名
な
り
。
一
切
有
形
は
、
皆
道
性
を
含
む
。
然
れ
ど
も
、
得
道
に
多
少

有
り
、
通
覺
に
深
淺
有
り
。
俗
に
通
ず
る
も
眞
に
通
ぜ
ざ
れ
ば
、
未
だ
得
道
と
爲
さ
ず
。
近
き
を
覺
る
も
遠
き
を
覺
ら
ざ
れ
ば
、
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聖
人
と
名
づ
く
る
に
非
ず
。
（
一
〇
ｂ
―
一
一
ａ
）

潘
師
正
は
こ
れ
に
續
け
て
、
未
通
未
覺
の
物
を
通
覺
さ
せ
大
覺
を
成
じ
さ
せ
る
の
で
、
道
を
號
し
て
圓
通
と
い
う
の
だ
と
言
っ
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、「
一
切
有
形
、
皆
含
道
性
」
と
い
う
の
は
、
一
切
萬
物
に
は
悟
道
の
た
め
の
本
來
的
契
機
と
し
て
の
道
性
が

含
ま
れ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遲
く
と
も
七
世
紀
後
半
の
高
宗
朝
に
は
、
無
識
有
道
性
說

が
相
當
の
重
み
を
も
っ
て
道
敎
敎
理
中
で
說
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
說
が
主
張
さ
れ
る
直
接
の
契
機
が
假
に
吉
藏
の
草
木

成
佛
說
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
道
敎
側
で
そ
れ
を
受
容
し
肉
付
け
す
る
論
理
的
思
想
的
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
六
朝
以
來
の
道
の
萬

物
へ
の
遍
在
を
說
く
道
氣
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
閒
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
、
道
敎
側
に
お
け
る
無
識
有
道
性
說
の
明
確
な
主

張
は
、
佛
敎
側
に
お
け
る
無
識
有
佛
性
說
の
確
立
に
約
半
世
紀
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』
の
道
性
說
の
中

核
部
分
が
ど
の
程
度
『
玄
門
大
義
』
を
承
け
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
假
に
無
識
有
道
性
說
が
孟
安
排
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
と

し
て
も
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
述
を
七
世
紀
後
半
と
す
る
後
述
の
結
論
と
抵
觸
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、『
道
敎
義
樞
』
は
前
引
の
道
性
體
義
の
後
半
で
、『
西
昇
經
』
第
三
十
四
章
の
「
道
は
獨
り
我
に
在
る
の
み
に
非
ず
、

萬
物
皆
之
れ
を
有
す
」
を
引
い
て
、「
是
れ
有
知
に
據
り
て
、
異
（
無
）
識
を
論
ぜ
ざ
る
な
り
。
今
未
だ
此
の
釋
に
安
ん
ぜ
ず
」
（
七

ａ
）
と
言
い
、
改
め
て
佛
敎
敎
理
學
の
方
法
論
を
援
用
し
て
無
識
有
道
性
說
の
證
明
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、『
西
昇
經
』
の
「
萬

物
」
を
有
識
に
限
定
す
べ
き
根
據
は
、『
西
昇
經
集
註
』
（
道
藏
四
四
九
―
五
〇
）
に
引
く
北
魏
の
韋
節
（
處
玄
）
を
初
め
と
す
る
南
北

朝
末
か
ら
唐
代
の
諸
家
の
說
に
は
見
出
せ
な
い
。
道
敎
敎
理
の
展
開
に
卽
す
る
限
り
、『
莊
子
』
の
萬
物
に
お
け
る
道
の
普
遍
的
內
在

說
か
ら
南
北
朝
の
道
氣
論
ま
で
を
僅
か
二
句
十
字
に
凝
縮
さ
せ
た
『
西
昇
經
』
は
、
文
字
通
り
有
識
無
識
を
包
括
し
た
一
切
萬
物
に

お
け
る
道
の
內
在
を
說
く
も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
道
敎
義
樞
』
が
敢
え
て
有
識
の
み
に
限
定
す
る

の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、『
道
敎
義
樞
』
は
佛
敎
敎
理
學
の
方
法
論
を
援
用
し
て
無
識
有

道
性
說
を
展
開
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
一
般
に
一
切
萬
物
を
意
味
す
る
と
了
解
さ
れ
る
『
西
昇
經
』
の
說
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を
有
識
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
以
下
の
論
證
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
理
敎
、
境
智
、
有

無
、
假
實
と
言
っ
た
諸
義
に
お
け
る
佛
敎
敎
理
學
の
方
法
論
の
誇
示
と
性
格
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
つ
い
て

は
本
書
一
六
六
頁
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
道
敎
側
の
か
か
る
無
識
有
道
性
論
が
佛
敎
側
に
い
か
な
る
影
響
を
與
え
た
の
か
あ
る
い
は
與
え
な
か
っ
た

の
か
。
筆
者
に
は
明
確
な
結
論
を
下
す
だ
け
の
準
備
は
無
い
。
し
か
し
、
八
世
紀
初
唐
の
撰
と
さ
れ
る
『
寶
藏
論
』
が
明
ら
か
に
『
莊

子
』
知
北
遊
篇
の
思
想
を
挺
子
に
草
木
成
佛
說
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
と（

78
）、

道
敎
側
の
無
識
有
道
性
說
が
何
等
か
の
形
で
影

響
力
を
有
し
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
て
も
良
か
ろ
う
。
道
家
道
敎
の
思
想
敎
理
に
も
造
詣
の
深
か
っ
た
湛
然
も
、
一
方
に
道
敎
の
無
識

有
道
性
說
を
視
野
に
收
め
つ
つ
、
智
顗
の
「
色
香
中
道
」
說
を
理
論
的
根
據
と
し
て
獨
自
に
佛
性
論
を
深
化
さ
せ
た
可
能
性
が
大
で

あ
る
と
言
え
よ
う（

79
）。

　
さ
て
最
後
に
、
二
觀
義
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
二
觀
義
は
三
一
義
、
位
業
義
、
兩
半
義
、
三
界
義
、
道
意
義
な
ど
と
そ
れ
ぞ

れ
關
連
す
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
が
、
殘
念
な
こ
と
に
現
行
本
で
は
そ
の
半
ば
以
上
が
缺
落
し
て
い
る
。
殘
っ
た
前
半
部
は
ま
ず
二

觀
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

二
觀
と
は
、
定
慧
の
深
境
に
し
て
、
空
有
の
妙
門
な
り
。
用
い
て
以
て
心
を
調
え
、
直
ち
に
重
玄
の
致
に
趣
き
、
之
れ
に
因
り

て
慮
を
蕩
し
て
、
終
に
雙
遣
の
津
に
歸
す
。
旣
に
此
れ
に
從
り
て
以
て
眞
を
得
、
固
よ
り
斯
れ
に
因
り
て
法
を
解
す
。
此
れ
其

の
致
な
り
。
（
卷
五
、
三
ｂ
）

こ
こ
の
二
觀
と
は
、
氣
觀
、
神
觀
の
二
種
の
觀
法
を
い
い
、
氣
觀
は
定
、
神
觀
は
慧
に
相
當
す
る
。
こ
の
二
種
の
觀
法
に
よ
っ
て
空

有
の
二
滯
を
離
れ
た
非
有
非
空
の
境
地
に
至
り
、
さ
ら
に
非
有
非
空
に
す
ら
と
ら
わ
れ
な
い
重
玄
雙
遣
の
境
地
に
到
逹
す
る
の
だ
と

い
う
。
二
觀
義
の
こ
の
よ
う
な
敎
理
が
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
に
依
據
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
例
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
四
、
道
性
品
（
大
淵
『
圖
錄
』、
三
一
五
頁
以
下
）
は
、
兩
半
を
出
離
し
て
淸
虛
自
然
に
復
歸
し
、
無
常
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道
果
を
得
る
た
め
の
方
便
と
し
て
觀
行
の
二
種
を
擧
げ
、
特
に
三
論
の
中
道
觀
に
相
當
す
る
正
觀
を
修
め
る
こ
と
を
强
調
し
て
い
る
。

ま
た
、
卷
六
（
同
、
三
二
五
、
三
二
七
頁
）
で
は
、
淨
土
の
因
に
關
し
て
、
初
發
自
然
道
意
を
正
因
と
す
る
と
と
も
に
、
次
い
で
氣
觀
、

神
觀
の
二
觀
を
擧
げ
て
定
慧
と
し
、
以
下
三
捨
、
四
等
、
五
念
か
ら
十
戒
、
十
四
持
身
の
法
に
至
る
行
を
擧
げ
、「
二
觀
を
修
習
す
れ

ば
、
乃
ち
大
乘
无
上
の
道
を
悟
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
卷
二
、
付
囑
品
（
同
、
三
〇
二
頁
）
で
は
、
初
學
必
修
の
十
事
を
擧
げ
、
そ
れ

ら
を
修
し
了
っ
て
始
め
て
正
觀
に
入
り
、
兼
忘
重
玄
の
道
を
悟
る
と
い
う
。
卷
七
、
譬
喩
品
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
太
極
眞
人
の
次

の
說
を
示
す
。

一
切
凡
夫
は
、
烟
熅
の
際
從
り
し
て
、
愚
癡
を
起
こ
し
、
諸
有
に
染
着
す
。
功
勤
を
積
む
と
雖
も
、
滯
无
き
こ
と
能
わ
ず
。
故

に
空
を
脩
め
て
、
そ
の
有
滯
を
除
か
し
む
。
有
滯
淨
な
り
と
雖
も
、
猶
お
空
に
滯
す
。
…
…
故
に
正
觀
を
示
し
て
、
此
の
空
を

空
ず
。
空
有
雙
淨
な
る
が
故
に
兼
忘
と
曰
う
。
是
れ
を
初
入
正
觀
の
相
と
名
づ
く
。
（
同
、
三
三
九
頁
）

こ
れ
に
續
け
て
、
重
玄
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
。

正
觀
の
人
は
、
前
に
諸
有
を
空
じ
、
有
に
於
て
着
无
し
。
次
に
空
を
遣
り
、
空
心
も
亦
た
淨
な
り
。
乃
ち
兼
忘
と
曰
う
。
…
…

心
未
だ
純
淨
な
ら
ず
。
對
治
有
る
が
故
に
。
…
…
是
く
の
如
く
行
ず
る
者
は
、
空
に
於
て
有
に
於
て
、
滯
着
す
る
所
无
し
。
之

れ
を
名
づ
け
て
玄
と
爲
す
。
又
此
の
玄
を
遣
り
て
、
都
て
得
る
所
无
し
、
故
に
重
玄
と
名
づ
く
。
衆
妙
の
門
な
り
。
（
同
前
）

か
く
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
、
三
論
學
派
の
有
無
中
道
三
觀
を
取
入
れ
て
、
有
に
滯
せ
ず
空
に
滯
せ
ざ
る
非
有
非
空
の
境
地
を
正

觀
と
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
空
有
に
滯
着
し
な
い
と
す
る
意
識
す
ら
捨
て
去
っ
た
眞
の
無
滯
の
境
地
を
重
玄
と
し
、
そ
れ
に
至
る
觀
法

と
し
て
氣
觀
神
觀
の
二
觀
を
考
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
に
あ
っ
て
は
、
氣
觀
神
觀
と
正
觀
と
の
關
係

が
必
ず
し
も
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　
『
道
敎
義
樞
』
は
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
か
か
る
說
を
承
け
て
二
觀
義
を
展
開
し
、
よ
り
具
體
的
な
記
述
を
し
て
い
る
。
氣
觀
體

義
の
部
分
で
は
、「
有
を
觀
ず
る
を
氣
觀
と
爲
し
、
无
を
觀
ず
る
を
神
觀
と
爲
す
」、「
神
觀
は
是
れ
界
外
の
修
む
る
所
、
氣
觀
は
是
れ
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界
內
の
習
う
所
」
（
四
ａ
）
と
い
う
二
說
を
擧
げ
る
。
前
說
に
よ
れ
ば
、
氣
觀
神
觀
は
三
論
で
い
う
有
觀
無
觀
と
同
義
に
な
る
。
こ
れ

に
對
し
て
『
道
敎
義
樞
』
は
、「
今
明
か
す
ら
く
」
と
し
て
自
說
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
氣
觀
は
定
に
當
た
り
、
空
有
を
通
ず

る
も
の
で
、
妙
有
を
本
旨
と
す
る
。
神
觀
は
慧
に
當
た
り
、
有
無
を
通
ず
る
も
の
で
、
眞
空
を
主
旨
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
の
考
え
る
氣
神
二
觀
は
單
な
る
有
無
二
觀
の
言
換
え
で
は
な
く
、
空
有
を
超
え
た
非
空
非
有
の
妙
有
、
有

無
を
超
え
た
非
有
非
無
の
眞
空
を
觀
ず
る
も
の
で
、
と
も
に
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
い
う
正
觀
に
相
當
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
、
氣
觀
が
界
內
の
所
習
、
神
觀
が
界
外
の
所
修
と
い
う
說
が
引
か
れ
、
一
方
、
位
業
義
に
お
い
て
界
內
有
欲
觀
感
生
、

界
外
無
欲
觀
感
生
が
說
か
れ
る
點
か
ら
す
れ
ば
、
氣
觀
は
有
欲
觀
、
神
觀
は
無
欲
觀
と
同
一
と
考
え
ら
れ
る
。
又
三
界
義
に
お
い
て

は
、
若
有
若
無
觀
を
修
め
れ
ば
無
色
界
四
天
に
生
ず
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
氣
觀
を
修
め
る
こ
と
に
益
々
努
め
れ
ば
、
餘
習
を
除

い
て
四
種
民
天
に
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
說
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
度
人
經
四
註
』
の
成
玄
英
注
に
は
、「
學
者
、
修
め
て
此
の
天

（
色
界
の
最
上
で
あ
る
无
極
曇
誓
天
）
に
至
ら
ば
、
唯
だ
心
識
存
す
る
の
み
に
し
て
、
以
て
炁
觀
に
入
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
彼
此
參

考
す
れ
ば
、
氣
觀
と
は
四
種
民
天
以
下
の
界
內
有
識
の
人
天
が
修
め
る
べ
き
妙
有
有
欲
の
觀
法
で
あ
り
、
神
觀
は
界
外
三
淸
天
の
天

人
が
修
め
て
無
上
道
果
を
證
す
る
た
め
の
眞
空
無
欲
の
觀
法
を
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
同
時
に
、
氣
神
二
觀
は
界
內
外
に
お
け
る

正
觀
の
別
稱
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
二
觀
義
は
二
觀
の
解
說
に
續
け
て
五
種
三
觀
に
言
及
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
半
部
分
は
缺

落
し
て
い
る
た
め
、
假
法
、
實
法
、
偏
空
の
三
觀
と
有
、
無
、
中
道
の
三
觀
の
二
種
の
み
し
か
知
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
氣
神
二
觀
と

五
種
三
觀
と
の
敎
理
上
の
關
連
も
不
明
で
あ
る（

80
）。

た
だ
、
唐
末
杜
光
庭
の
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
卷
六
に
は
、「
道
は
三
乘
の
法
を
以

て
、
階
級
ご
と
に
人
を
化
す
。
初
發
心
よ
り
、
極
道
に
至
り
、
凡
を
捨
て
て
聖
を
證
す
。
故
に
一
十
四
等
觀
行
の
門
有
り
」
と
し
て
、

小
乘
、
中
乘
、
大
乘
、
聖
何
の
四
門
を
立
て
て
各
種
の
觀
を
擧
げ
て
い
る（

81
）。

そ
の
う
ち
、
小
乘
門
の
假
法
、
實
法
、
偏
空
三
觀
の
み

は
『
道
敎
義
樞
』
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
中
乘
門
以
下
は
四
觀
三
觀
樣
々
で
、
有
無
中
道
の
三
觀
も
擧
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、

『
道
敎
義
樞
』
と
は
構
想
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
廣
聖
義
』
は
旣
述
の
如
く
あ
る
部
分
で
は
『
玄
門
大
義
』
を
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そ
の
ま
ま
襲
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
書
で
あ
る
が
、
觀
法
に
關
し
て
は
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
し
て
見
る
と
、
隋
か
ら
初

唐
に
か
け
て
の
重
玄
派
系
の
道
敎
敎
理
の
中
で
は
、
未
だ
觀
法
に
關
す
る
定
說
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

82
）。

　　
　
（
七
）
そ
の
他
の
諸
義
　

　
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
言
及
し
な
か
っ
た
諸
義
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
主
要
な
義
門
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徵
を
擧
げ
る
こ
と
に

す
る
。

　
ま
ず
三
寶
義
で
あ
る
が
、『
道
敎
義
樞
』
の
三
寶
義
は
佛
敎
の
佛
法
僧
の
三
寶
を
道
經
師
に
言
換
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、

『
無
上
祕
要
』
の
三
寶
品
は
、『
九
天
生
神
章
經
』
の
三
寶
君
、『
太
極
左
仙
公
請
問
經
』
の
道
經
師
、『
老
子
』
の
慈
儉
不
敢
爲
天
下

先
の
三
種
を
併
記
し
て
お
り
、
北
周
段
階
で
は
必
ず
し
も
道
經
師
の
佛
敎
的
三
寶
說
の
み
が
强
調
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
知

ら
れ
る
。『
道
敎
義
樞
』
段
階
で
は
三
寶
君
は
完
全
に
脫
落
し
、『
老
子
』
の
三
寶
は
背
景
に
退
き
、
專
ら
佛
敎
的
な
三
寶
が
取
上
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
師
法
が
特
に
强
調
さ
れ
る
點
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
點
は
、
福
田
義
に
お
い
て
も
、
福
田
の
意
義
が
最

も
明
ら
か
に
な
る
の
は
師
法
に
よ
っ
て
だ
と
說
く
の
と
一
致
す
る
。

　
こ
の
師
法
の
師
に
つ
い
て
、『
道
敎
義
樞
』
は
孟
法
師
の
「
師
と
は
和
な
り
、
衆
な
り
」
と
い
う
解
釋
と
『
明
威
經
』
の
師
を
事
和

と
理
和
に
分
か
つ
解
釋
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
佛
敎
が
僧
を
サ
ン
ガ
と
し
、
そ
の
性
格
に
よ
っ
て
事
和
僧
と
理
和
僧
に
分
か
つ
の

を
眞
似
た
も
の
で
あ
る（

83
）。

し
か
し
、『
道
敎
義
樞
』
は
か
か
る
說
を
擧
げ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
師
を
文
字
通
り
師
資
相

承
の
師
、
つ
ま
り
口
訣
を
傳
授
す
る
明
師
の
意
に
解
し
て
お
り
、
サ
ン
ガ
に
相
當
す
る
修
道
者
の
集
團
と
は
考
え
て
い
な
い
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
『
抱
朴
子
』
以
來
の
、
道
あ
る
い
は
經
典
、
口
訣
は
必
ず
明
師
か
ら
盟
誓
し
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
傳
統
的

立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。『
道
敎
義
樞
』
は
こ
の
よ
う
な
傳
統
的
土
着
的
觀
念
に
强
固
に
囚
わ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
佛
敎
敎
理
を
そ

の
ま
ま
導
入
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
敎
理
上
の
不
整
合
が
往
々
生
ず
る
由
因
が
あ
る
。
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理
敎
義
、
境
智
義
。
こ
の
二
義
は
そ
の
名
か
ら
し
て
直
ち
に
佛
敎
敎
理
そ
の
も
の
に
由
來
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ
の
內
容

に
卽
し
て
見
て
も
、
特
に
境
智
義
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
三
論
學
派
、
特
に
吉
藏
の
『
三
論
玄
義
』『
大
乘
玄
論
』
に
依
據
し
て
敎
理
構
成

を
行
っ
て
い
る（

84
）。

こ
の
二
義
は
當
時
の
道
敎
經
典
の
中
で
は
餘
り
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
從
っ
て
、
經
證
は
理
敎
義
が
『
道
德
經
』

『
昇
玄
經
』
を
各
一
條
引
く
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
內
容
は
理
境
と
は
直
接
關
係
が
無
い
。
ま
た
、
境
智
義
で
は
全
く
經
證
を

擧
げ
ず
、
三
智
に
關
す
る
宋
法
師
の
說
を
一
條
引
く
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
初
唐
以
降
の
重
玄
派
に
お
い
て
は
、『
老
子
』
あ
る
い
は

『
莊
子
』
の
成
玄
英
疏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
敎
、
境
智
の
論
が
實
際
に
援
用
さ
れ
て
は
い
る（

85
）。

し
か
し
、
そ
れ
も
極
く
限
ら
れ
た

範
圍
に
お
い
て
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
五
濁
義
は
、
煩
惱
、
見
、
命
、
生
死
（
衆
生
）
、
時
運
（
業
）
濁
の
次
序
を
說
き
、
惱
、
見
二
濁
は
心
を
體
と
し
、
命
、
生
死
二
濁
は

色
心
を
體
と
し
、
時
運
濁
は
假
實
法
の
總
體
を
體
本
と
す
る
と
い
う（

86
）。

佛
敎
の
五
濁
は
一
貫
し
て
、
劫
、
煩
惱
、
衆
生
、
見
、
命
濁

の
次
序
を
と
り
、
劫
濁
を
通
と
し
、
煩
惱
、
見
濁
を
五
濁
の
自
體
と
し
、
衆
生
、
命
の
二
濁
は
煩
惱
、
見
の
二
濁
か
ら
生
ず
る
と
す

る
の
が
普
通
で
あ
る
。
從
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』
の
五
濁
の
解
釋
は
か
な
り
佛
敎
の
五
濁
と
は
相
違
す
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
例
え

ば
劫
濁
を
假
實
法
の
總
體
と
し
て
獨
自
の
體
を
立
て
な
い
點
や
、
命
（
衆
生
）
濁
に
關
し
て
色
心
連
持
を
い
う
點
な
ど
は
智
顗
の
『
妙

法
蓮
華
經
文
句
』
卷
四
下
（
大
正
藏
三
四
、
五
二
ｃ
以
下
）
の
說
に
近
く
、
佛
敎
敎
理
を
も
十
分
蹈
ま
え
て
は
い
る
。
ま
た
、
五
濁
義
の

特
徵
は
、
專
ら
劫
運
交
會
す
る
際
に
お
け
る
陽
九
百
六
の
災
に
力
點
が
お
か
れ
、
他
の
四
濁
に
關
し
て
は
何
ら
具
體
的
記
述
を
し
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
五
濁
義
が
道
敎
の
劫
運
の
思
想
を
明
か
し
、
同
時
に
佛
敎
敎
理
に
對
抗
す
る
目
的
で
佛
敎
の
法
相

名
目
を
借
り
て
立
て
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
經
證
に
關
し
て
も
、
劫
運
に
關
す
る
も
の
し
か
擧
げ
て
お
ら
ず
、
こ
の
點
か
ら
も
五

濁
の
道
敎
敎
理
に
占
め
る
地
位
が
極
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
の
擧
げ
る

五
濁
は
『
道
敎
義
樞
』
の
そ
れ
と
名
稱
次
序
と
も
に
一
致
せ
ず
、
當
時
の
道
敎
敎
理
で
は
五
濁
が
未
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る（

87
）。
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動
寂
義
、
感
應
義
。
こ
の
二
義
は
と
も
に
道
の
本
迹
體
用
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
。
動
寂
義
は
三
論
的
論
理
を
驅
使
し
て
論
を
展

開
す
る
が
、
こ
れ
も
道
敎
的
基
盤
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
單
な
る
模
倣
に
止
ま
っ
て
い
て
、
見
る
べ
き
程
の
內
容
を
も

た
な
い
。
感
應
義
で
は
、
感
應
を
そ
れ
ぞ
れ
正
感
、
附
感
、
普
感
、
偏
感
、
顯
感
、
隱
感
の
六
感
と
炁
應
、
形
應
、
文
應
、
聖
應
、
賢

應
、
襲
應
の
六
應
と
に
開
い
て
論
を
進
め
る
。
そ
の
特
徵
は
、
修
道
者
の
具
體
的
な
得
道
の
態
樣
と
道
の
具
體
的
顯
現
の
仕
方
と
を

そ
れ
ぞ
れ
六
種
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
て
感
應
を
論
ず
る
點
に
あ
り
、
修
道
者
と
道
と
の
閒
の
交
互
の
感
應
を
問
題
に
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
は
吉
藏
の
『
大
乘
玄
論
』
や
智
顗
の
『
妙
法
蓮
華
經
文
句
』
な
ど
の
感
應
に
關
す
る
論
が
、
佛
菩
薩
と
衆
生
と
の
閒

の
感
應
の
機
緣
や
時
閒
的
系
列
あ
る
い
は
機
應
の
冥
顯
な
ど
の
精
緻
な
論
理
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
に
比
し
て
、
甚
だ
し
く
具
體

的
か
つ
沒
論
理
的
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
藏
や
智
顗
の
敎
理
學
を
蹈
ま
え
る
『
道
敎
義
樞
』
が
そ
れ
を
無
視
す
る

形
で
感
應
義
を
構
成
す
る
の
は
、『
易
』
を
初
め
と
す
る
古
典
的
な
感
應
論
が
確
乎
と
し
て
存
在
す
る
中
で
、
中
國
獨
自
の
傳
統
が
存

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
出
來
る
限
り
そ
れ
に
依
據
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
有
し
た
た
め
で
あ
ろ
う（

88
）。

　
有
無
義
、
假
實
義
。
こ
の
二
義
は
こ
れ
ま
た
三
論
學
派
が
好
ん
で
取
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、『
義
樞
』
も
全
面
的
に
そ
れ
に
依
據
す

る
。
た
だ
、
假
實
義
に
引
く
臧
玄
靖
の
說
が
、
五
塵
を
五
氣
に
置
き
換
え
、
單
氣
、
共
氣
、
亦
單
亦
共
の
三
種
に
分
か
つ
の
な
ど
に

獨
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
理
敎
、
境
智
、
有
無
、
假
實
と
い
っ
た
諸
義
は
、
梁
代
以
降
、
地
論
や
三
論

の
盛
行
に
刺
戟
さ
れ
て
道
敎
側
で
も
同
樣
な
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
義
は
、
道
德
義
、
兩
半
義
な
ど

の
よ
う
に
基
盤
的
道
敎
敎
理
の
上
に
佛
敎
敎
理
を
導
入
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
は
單
な
る
佛
敎
敎
理
の
模
倣
に
終

始
し
、
あ
る
い
は
十
分
な
展
開
を
果
せ
ず
に
各
所
に
破
綻
の
跡
を
覗
か
せ
る
と
い
う
結
果
に
終
っ
て
お
り
、
こ
の
あ
た
り
に
『
玄
門

大
義
』『
道
敎
義
樞
』
段
階
の
道
敎
敎
理
の
限
界
が
見
ら
れ
よ
う
。
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三
　
『
道
敎
義
樞
』
の
撰
者
と
撰
述
年
代

　　
『
道
敎
義
樞
』
の
撰
者
靑
溪
道
士
孟
安
排
そ
の
人
と
彼
に
よ
る
『
道
敎
義
樞
』
撰
述
時
期
に
つ
い
て
は
、
從
來
、
種
々
の
觀
點
か

ら
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
一
に
孟
安
排
に
關
す
る
依
據
す
る
に
足
る
傳
記
資
料
の
不
足
に
起
因
す
る
が
、
同
時
に

梁
の
大
孟
法
師
孟
安
排
の
存
在
と
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
內
容
そ
の
も
の
と
が
諸
說
紛
亂
の
一
因
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、

孟
安
排
そ
の
人
に
つ
い
て
は
、
大
淵
忍
爾
氏
が
陳
國
符
氏
が
否
定
的
に
言
及
し
た
聖
曆
二
年
（
六
九
九
）
陳
子
昂
撰
の
「
荊
州
大
崇
福

觀
記
碑
」
中
に
見
え
る
則
天
武
后
朝
の
道
士
孟
安
排
に
比
定
し
、
荊
州
近
邊
の
遠
安
（
臨
沮
）
縣
の
靑
溪
が
古
來
道
士
の
修
行
の
場
と

し
て
著
名
な
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
述
を
大
約
七
百
年
頃
と
さ
れ
た
。
一
方
、
鎌
田
氏
は
、『
道
敎
義
樞
』
敎
理
の

思
想
史
的
檢
討
を
通
し
て
八
世
紀
の
荊
溪
湛
然
の
影
響
を
認
め
、
ま
た
、
天
台
山
近
邊
に
も
靑
溪
と
稱
さ
れ
る
場
所
が
存
在
す
る
こ

と
を
指
摘
し
、
八
世
紀
の
前
半
に
天
台
山
と
關
係
の
深
い
道
士
に
よ
っ
て
『
道
敎
義
樞
』
が
撰
述
さ
れ
、
梁
の
孟
安
排
に
假
託
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
大
淵
、
鎌
田
兩
氏
に
先
立
っ
て
、
吉
岡
氏
は
『
道
敎
義
樞
』
撰
述
の
目
的
を
顯
慶
年
閒
に
度
々
行
わ
れ

た
道
佛
論
爭
に
觸
發
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
撰
述
時
期
は
顯
慶
年
閒
を
遠
く
去
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
七
世
紀
中
頃
、
高
宗
朝

の
初
年
の
撰
述
と
さ
れ
た（

89
）。

こ
の
よ
う
に
、
論
者
に
よ
っ
て
論
證
の
過
程
も
結
論
も
樣
々
で
あ
る
。
筆
者
は
大
淵
說
が
結
論
的
に
は

ほ
ぼ
妥
當
で
あ
る
と
考
え
る
が
、「
荊
州
大
崇
福
觀
記
」
は
偶
々
孟
安
排
の
名
を
傳
え
る
に
過
ぎ
ず
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
者
孟
安
排

と
連
な
る
線
は
荊
州
の
近
く
に
靑
溪
が
存
在
す
る
と
い
う
點
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
か
ら
直
ち
に
結
論
を
導
く
こ
と
に
は
躊
躇

を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
旣
述
の
『
道
敎
義
樞
』
敎
理
の
檢
討
の
結
果
な
ど
を
蹈
ま
え
て
孟
安
排
と
『
道
敎
義
樞
』
撰
述

の
時
期
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
靑
溪
道
士
の
靑
溪
で
あ
る
が
、
吉
岡
氏
は
初
唐
の
道
佛
論
爭
の
佛
敎
側
の
論
客
法
琳
が
、
隋
の
開
皇
末
年
に
隱
棲
し
た
靑

溪
山
鬼
谷
洞
と
の
關
係
を
指
摘
さ
れ
、
大
淵
氏
は
『
水
經
注
』
沮
水
注
や
『
太
平
寰
宇
記
』
卷
一
百
四
十
七
、
山
南
東
道
峽
州
遠
安
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縣
の
條
な
ど
を
引
い
て
荊
州
の
靑
溪
山
を
靑
溪
に
比
定
さ
れ
た
。
法
琳
が
隱
棲
し
た
の
は
こ
の
荊
州
の
靑
溪
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
晉

の
郭
璞
の
遊
仙
詩
や
前
の
『
太
平
寰
宇
記
』
に
靑
溪
山
と
鬼
谷
子
と
の
關
係
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
閒
違
い
は
な
い（

90
）。

一
方
、

鎌
田
氏
は
『
道
敎
義
樞
』
敎
理
中
に
見
え
る
天
台
敎
學
の
影
響
か
ら
し
て
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
者
を
天
台
山
と
關
係
の
深
い
道
士
と

考
え
、『
天
台
方
外
志
』
や
杜
光
庭
『
道
敎
靈
驗
記
』
卷
十
三
所
收
靑
田
縣
靑
溪
觀
鍾
驗
な
ど
に
見
え
る
天
台
山
系
あ
る
い
は
隣
接
す

る
括
蒼
山
系
の
淸
（
靑
）
溪
を
靑
溪
道
士
の
靑
溪
と
推
定
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
靑
溪
と
い
う
語
は
普
通
名
詞
と
し
て
も
廣
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
靑
溪
を
稱
す
る
土
地
も
一
に
は
止
ま
ら
な
い
か
ら
、

孟
安
排
の
靑
溪
を
特
定
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る（

91
）。

た
だ
、『
道
敎
義
樞
』
中
に
見
ら
れ
る
天
台
敎
學
の
影
響
か
ら
、
靑
溪

を
天
台
山
近
邊
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
無
い
。『
道
敎
義
樞
』
は
基
本
的
に
『
玄
門
大
義
』
の
忠
實
な
節
略
で
あ
っ
て
、

そ
の
天
台
思
想
の
影
響
も
『
玄
門
大
義
』
が
受
け
た
可
能
性
が
强
い
の
が
そ
の
第
一
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
荊
州
の
靑
溪
山
の
あ

る
遠
安
縣
か
ら
沮
水
を
約
三
十
公
里
下
っ
た
當
陽
縣
の
南
西
に
は
玉
泉
山
が
あ
る
。
こ
の
玉
泉
山
は
、
隋
の
開
皇
十
二
年
（
五
九
二
）

に
智
顗
が
來
山
し
て
修
禪
し
、
翌
年
に
は
『
法
華
玄
義
』
を
講
じ
、
十
四
年
に
は
『
摩
訶
止
觀
』
を
講
じ
て
著
名
に
な
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る（

92
）。

智
顗
は
後
に
弟
子
の
法
粲
、
道
慧
ら
に
玉
泉
山
を
委
ね
た
が
、
以
後
玉
泉
山
は
荊
州
に
お
け
る
天
台
宗
の
中
心
地
で
あ
っ

た
。『
道
敎
義
樞
』
の
天
台
敎
學
の
影
響
が
よ
し
ん
ば
孟
安
排
に
關
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
地
理
的
條
件
を
考

え
れ
ば
、
孟
安
排
が
荊
州
靑
溪
山
の
道
士
で
あ
っ
て
も
な
ん
ら
支
障
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
が
第
二
の
理
由
で
あ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
し
て
、
一
ま
ず
孟
安
排
を
荊
州
靑
溪
山
の
道
士
で
高
宗
朝
か
ら
武
后
朝
に
活
躍
し
た
と
考
え
て
お
こ
う
。

　
さ
て
次
に
、
孟
安
排
を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
、『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
內
容
と
齟
齬
を
生
じ
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

る
。
そ
の
最
大
の
問
題
點
は
、
鎌
田
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
荊
溪
湛
然
の
影
響
で
あ
る
が
、
就
中
、
草
木
果
石
有
道
性
說
が
こ
の

問
題
を
解
決
す
る
鍵
で
あ
ろ
う（

93
）。

し
か
し
、
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
道
性
義
の
項
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
道
敎
側
に
お
い
て
は
高
宗

期
に
は
か
か
る
道
性
論
が
說
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
湛
然
を
初
め
と
す
る
八
世
紀
の
佛
性
論
の
影
響
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
そ
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れ
と
と
も
に
、
八
世
紀
初
頭
に
最
盛
期
を
迎
え
た
華
嚴
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
の
も
、
そ
れ
が
衰
退
し
た
時
期
に
『
道
敎
義
樞
』

が
書
か
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、『
道
敎
義
樞
』
が
元
來
七
世
紀
前
半
の
『
玄
門
大
義
』
に
基
づ
き
、
華
嚴
隆
盛
以
前
に
撰
述

さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　
そ
れ
で
は
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
述
時
期
を
ど
こ
に
措
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
序
中
に
引
く
『
隋
書
』
經
籍
志
・
道
經
總
序
が
撰

進
さ
れ
た
の
は
高
宗
の
顯
慶
元
年
（
六
五
六
）
で
あ
り
、
ま
た
、
本
文
中
に
經
證
と
し
て
高
宗
朝
の
道
士
黎
元
興
、
方
惠
長
の
作
と
さ

れ
る
『
海
空
經
』
を
引
く
か
ら
、
少
な
く
と
も
顯
慶
元
年
以
前
に
遡
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
下
限
で
あ
る
が
、「
孟
安
排
の
基
本
的

立
場
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
序
は
法
琳
の
『
辯
正
論
』
に
お
け
る
道
敎
の
敎
否
定
、
敎
主
の
不
在
批
判
な
ど
を
强

く
意
識
し
て
、
元
始
天
尊
の
根
源
性
と
實
在
、
天
尊
に
よ
る
世
界
創
造
と
至
上
の
敎
え
た
る
道
敎
の
開
示
お
よ
び
救
濟
な
ど
の
道
敎

敎
理
の
根
幹
を
明
ら
か
に
し
、
佛
敎
側
の
道
敎
批
判
に
理
論
的
に
對
抗
し
よ
う
と
す
る
意
圖
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
し
て
み

る
と
、
吉
岡
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
初
唐
に
お
け
る
道
佛
論
爭
が
最
も
激
し
か
っ
た
時
を
遠
く
去
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

少
な
く
と
も
武
后
朝
で
は
道
佛
の
次
序
問
題
が
爭
わ
れ
、
玄
嶷
の
『
甄
正
論
』
が
書
か
れ
る
な
ど
、
未
だ
道
佛
二
敎
の
閒
に
銳
い
抗

爭
が
あ
っ
た（

94
）。

し
か
し
、
八
世
紀
の
玄
宗
朝
に
お
い
て
は
、
道
佛
二
敎
融
和
の
傾
向
が
强
ま
り
、
以
後
道
佛
論
爭
は
下
火
に
な
っ
て

い
く
。
か
か
る
點
か
ら
み
て
も
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
述
は
高
宗
朝
か
ら
武
后
朝
に
か
け
て
の
七
世
紀
後
半
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ

ろ
う（

95
）。

偶
々
こ
の
時
期
に
靑
溪
山
に
近
い
荊
州
の
大
崇
福
觀
の
創
建
に
關
與
し
た
孟
安
排
な
る
道
士
の
存
在
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
、

彼
と
『
道
敎
義
樞
』
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
相
當
の
合
理
性
を
賦
與
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
現
在
の
段
階
で
は
、『
道
敎
義

樞
』
は
武
后
朝
に
活
躍
し
た
荊
州
の
靑
溪
山
の
道
士
孟
安
排
に
よ
っ
て
、
七
世
紀
の
後
半
に
撰
述
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
當

な
結
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　　
『
道
敎
義
樞
』
は
、
い
わ
ゆ
る
重
玄
派
の
手
で
隋
末
に
編
ま
れ
た
大
部
の
道
敎
敎
理
書
『
玄
門
大
義
』
を
ほ
ぼ
忠
實
に
節
略
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
撰
述
の
意
圖
は
、
道
敎
敎
理
の
樞
要
を
分
か
り
や
す
く
解
說
し
、
道
敎
批
判
者
に
道
敎
敎
理
の
體
系

を
誇
示
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
を
分
析
し
て
い
く
と
、
六
朝
中
期
以
降
隋
初
唐
に
至
る
時
期
の
道
敎

敎
理
展
開
の
諸
相
と
、
佛
敎
敎
理
學
を
軸
と
し
た
道
敎
敎
理
の
體
系
化
の
試
み
の
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、『
道

敎
義
樞
』
は
隋
初
唐
期
の
道
敎
敎
理
書
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
道
敎
敎
理
の
大
き
な
轉
換
期
に
貴
重
な
證
言
を
提
供
す
る
も
の

と
い
え
る
。
本
論
で
は
、
主
と
し
て
道
敎
敎
理
學
の
展
開
の
面
に
重
點
を
置
い
て
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
の
檢
討
を
か
な
り
廣
範
に

行
っ
て
き
た
。
未
だ
不
十
分
な
部
分
も
多
い
が
最
後
に
そ
の
全
體
的
特
徵
を
纏
め
て
結
び
に
代
え
た
い
。

　
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
に
關
し
て
、
ま
ず
第
一
に
擧
げ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
六
朝
末
か
ら
初
唐
に
か
け
て
『
老
子
』
解
釋
に

新
境
地
を
開
い
た
い
わ
ゆ
る
重
玄
派
の
敎
理
學
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
重
玄
派
の
學
統
に
つ
い
て
は
、
杜

光
庭
の
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
梁
の
臧
玄
靖
、
孟
智
周
、
宋
文
明
、
陳
の
諸
糅
、
隋
の
劉
進

喜
、
唐
の
成
玄
英
、
蔡
子
晃
、
黃
玄
賾
、
李
榮
、
車
玄
弼
、
張
惠
超
、
黎
元
興
ら
の
多
數
の
道
士
の
名
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

『
道
敎
義
樞
』
は
『
玄
門
大
義
』
の
ほ
ぼ
忠
實
な
節
略
本
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
臧
法
師
（
玄
靖
）
、
宋
法
師
（
文
明
）
、
孟

法
師
（
智
周
？
）
と
い
っ
た
梁
の
諸
師
の
說
が
多
く
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
重
玄
派
は
『
老
子
』
解
釋
に
地
論
、
三
論
、
天
台
の
敎
理

學
を
援
用
し
て
新
風
を
立
て
た
の
で
あ
る
が
、『
玄
門
大
義
』
（
＝
『
道
敎
義
樞
』）
は
こ
の
重
玄
派
の
方
法
論
を
道
敎
敎
理
全
體
に
擴

大
適
用
し
て
、
體
系
的
道
敎
敎
理
を
構
築
し
た
。
從
っ
て
、『
玄
門
大
義
』
（
＝
『
道
敎
義
樞
』）
の
道
敎
敎
理
學
は
六
朝
末
か
ら
隋
に

か
け
て
の
重
玄
派
敎
理
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後
の
重
玄
派
敎
理
に
は
當
然
時
代
的
進
展
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
成
玄
英
や
李
榮
と
い
っ
た
唐
の
太
宗
か
ら
高
宗
朝
に
活
躍
し
た
重
玄
派
道
士
の
『
老
子
』
解
釋
を
通
し
て
知
ら
れ
る
敎
理
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と
『
道
敎
義
樞
』
の
そ
れ
と
の
閒
に
は
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
多
く
の
共
通
點
と
同
時
に
か
な
り
の
相
違
點
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と

と
も
に
、『
道
敎
義
樞
』
敎
理
の
か
か
る
特
質
が
、
高
宗
か
ら
玄
宗
期
に
編
ま
れ
た
『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
や
『
一
切
道
經
音
義
妙

門
由
起
』
と
い
っ
た
他
の
道
敎
敎
理
書
と
の
閒
に
大
幅
な
敎
理
上
の
相
違
を
生
む
要
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
の
點
は
、
上
述
の
こ
と
と
關
連
し
て
、
佛
敎
敎
理
學
の
方
法
論
を
全
面
的
に
導
入
し
て
敎
理
構
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
隋
の
吉
藏
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
三
論
學
派
が
、
六
朝
末
の
佛
敎
敎
理
學
に
精
緻
な
方
法
論
を
提
供
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
實

で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
道
敎
敎
理
學
が
佛
敎
の
そ
れ
に
對
抗
し
て
い
く
に
は
、
そ
の
方
法
論
を
導
入
す
る
の
が
最
も
有
效
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
梁
の
重
玄
派
の
先
師
た
ち
が
、
道
や
三
一
、
三
寶
と
い
っ
た
槪
念
の
解
釋
に
ま
ず
導
入
し
、

そ
れ
を
承
け
て
『
玄
門
大
義
』
や
『
道
敎
義
樞
』
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
佛
敎
敎
理
學
を
援
用
し
て
敎
理
構
成
を
圖
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

『
道
敎
義
樞
』
三
十
七
義
の
名
目
中
で
、
道
敎
固
有
の
も
の
が
道
德
、
三
洞
、
七
部
、
十
二
部
、
混
元
、
自
然
の
六
義
し
か
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
內
容
に
至
っ
て
は
、
大
部
分
が
佛
敎
敎
理
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
た
だ
、『
道
敎
義
樞
』
に
關
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
敎
理
構
成
に
際
し
て
、
經
證
と
し
て
用
い
ら
れ
る

道
敎
經
典
が
非
常
に
豐
富
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佛
敎
敎
理
の
一
時
的
な
攝
取
と
そ
の
道
敎
經
典
化
が
旣
に
お
お
む
ね
完

了
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
か
る
狀
況
下
で
、
有
無
、
假
實
、
理
敎
、
境
智
な
ど
の
一
部
の
義
門
を
除
け
ば
、『
道
敎
義
樞
』

は
道
敎
經
典
と
諸
師
の
說
だ
け
に
基
づ
い
て
敎
理
構
成
を
行
っ
て
お
り
、
佛
敎
敎
理
の
一
時
的
攝
取
の
段
階
を
超
え
て
、
閒
接
的
受

容
か
ら
道
敎
的
展
開
の
段
階
に
到
逹
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
構
成
の
大
枠
は
客
觀
的
に
は
佛
敎
敎

理
の
體
系
を
援
用
し
て
は
い
て
も
、
そ
の
內
容
は
主
觀
的
に
は
ほ
ぼ
完
全
に
道
敎
敎
理
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
當
時
の
宗
敎
、
哲
學

界
に
お
い
て
は
、
佛
敎
敎
理
學
で
用
い
ら
れ
る
槪
念
、
用
語
が
あ
た
か
も
現
代
の
哲
學
界
に
お
け
る
西
洋
哲
學
の
そ
れ
に
相
當
し
た

の
で
あ
り
、
佛
敎
敎
理
學
の
援
用
は
普
遍
的
な
道
敎
敎
理
の
構
成
に
と
っ
て
不
可
缺
な
狀
況
に
あ
っ
た
。
從
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』
の

敎
理
を
佛
敎
敎
理
の
單
な
る
模
倣
と
し
て
一
槪
に
片
付
け
去
る
こ
と
は
不
適
當
で
あ
る
。
上
來
、
詳
細
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
こ
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に
は
道
敎
獨
自
の
敎
理
が
新
し
い
衣
を
纏
い
つ
つ
も
儼
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
道
性
義
に
お
け
る
草
木
果
石
有
道
性
說
の
よ
う

に
、
道
敎
敎
理
の
側
か
ら
佛
敎
敎
理
の
展
開
を
促
す
よ
う
な
要
素
も
存
在
し
た
こ
と
は
、
十
分
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
第
三
の
點
は
、
時
代
的
地
域
的
宗
派
的
差
異
な
ど
に
起
因
す
る
呪
術
か
ら
宗
敎
哲
學
に
わ
た
る
廣
範
な
道
敎
敎
理
の
諸
相
を
一
元

的
に
體
系
化
し
よ
う
と
い
う
明
確
な
意
圖
の
も
と
に
敎
理
構
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
を
三
一
義
に
お
け

る
三
一
の
解
釋
、
位
業
義
や
三
洞
義
、
七
部
義
の
構
成
な
ど
に
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
『
道
敎
義
樞
』
は
從
來
か
ら
存
在
す
る
道
敎

敎
理
の
歷
史
的
發
展
段
階
に
對
應
す
る
諸
相
を
ほ
と
ん
ど
否
定
す
る
こ
と
な
く
全
て
包
括
し
、
佛
敎
敎
理
學
の
方
法
論
を
軸
に
敷
衍

す
る
と
と
も
に
、
共
時
的
な
層
に
お
い
て
綜
合
し
體
系
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
體
系
化
の
試
み
は
一
朝
一
夕
に
は
成

就
し
難
い
。
天
界
構
造
論
を
め
ぐ
る
道
家
本
來
の
平
面
的
構
造
論
と
佛
敎
の
重
層
的
構
造
論
を
調
和
し
よ
う
と
す
る
梁
の
宋
文
明
の

試
み
や
、
北
周
の
通
道
觀
や
隋
の
玄
都
觀
な
ど
に
お
け
る
三
敎
一
致
の
觀
點
か
ら
す
る
敎
理
硏
究
の
成
果
、
隋
の
統
一
以
後
の
南
北

兩
地
の
學
術
の
交
流
と
い
っ
た
前
提
の
も
と
に
、
始
め
て
こ
の
よ
う
な
體
系
化
の
試
み
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
最
初
に
實
現
し
た
の
が
『
玄
門
大
義
』
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
道
敎
義
樞
』
に
受
繼
が
れ
た
の
で
あ
る
。
北
周
の
『
無

上
祕
要
』
や
初
唐
の
王
懸
河
の
『
三
洞
珠
囊
』
と
い
っ
た
類
書
は
、
敎
理
上
の
分
類
項
を
立
て
な
が
ら
も
單
に
當
時
存
在
し
た
道
經

を
羅
列
す
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
の
閒
に
存
在
す
る
敎
理
上
の
矛
盾
を
解
決
し
體
系
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。『
玄
門
大
義
』

と
同
時
期
に
同
系
の
人
々
の
手
で
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
玄
門
寶
海
』
も
そ
の
よ
う
な
類
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
玄
門

大
義
』
は
恐
ら
く
こ
の
『
玄
門
寶
海
』
に
集
成
さ
れ
た
道
經
や
諸
師
の
說
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
貫
く
大
綱
を
提
供
す
る
目
的

を
も
っ
て
撰
述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
道
敎
義
樞
』
は
恐
ら
く
煩
瑣
な
敎
理
を
展
開
し
て
い
た
『
玄
門
大
義
』
の
浩
翰
を
嫌
っ
て
、
こ
れ
を
節
略
し
て
十
卷
三
十
七
義

に
纏
め
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
正
統
道
藏
一
〇
三
七
册
に
收
め
ら
れ
る
『
上
淸
太
上
開
天
龍
蹻
經
』
は
、
ま
さ
に
『
道
敎
義
樞
』

の
主
要
な
敎
理
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
て
構
成
さ
れ
た
道
經
で
あ
る
。
こ
の
經
は
、
黃
帝
が
昇
仙
し
た
後
、
雲
臺
山
に
寧
君
を
尋
ね
て
、
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三
洞
、
十
二
部
、
法
身
、
三
淸
、
三
界
、
感
生
、
地
獄
、
三
一
、
氣
觀
な
ど
の
敎
理
を
誥
授
さ
れ
る
形
式
を
と
る
。
そ
の
敎
理
は
『
道

敎
義
樞
』
と
共
通
す
る
も
の
が
多
く
、
氣
觀
の
部
分
な
ど
は
三
界
義
と
全
く
同
文
の
部
分
も
あ
り
、
ま
た
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と

同
文
の
部
分
も
あ
る
。
こ
の
經
は
「
上
淸
」
と
標
題
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
恐
ら
く
唐
代
の
上
淸
派
が
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
に

別
稱
を
付
し
て
攝
取
し
た
の
と
同
樣
、『
玄
門
大
義
』
あ
る
い
は
『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
を
攝
取
し
て
、
孟
安
排
同
樣
の
意
識
の
下
で

さ
ら
に
億
略
な
經
典
形
式
に
纏
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
は
こ
の
よ
う
な
形
で
重
玄
派
以
外
の
人
々
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
成
玄
英
の
『
老
子
』
疏
、
玄
宗
の
『
老
子
』
注
、
疏
や
杜
光
庭
の
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
な
ど
に

は
『
玄
門
大
義
』
の
影
響
が
見
ら
れ
、
ひ
い
て
は
張
果
の
『
道
體
論
』
や
『
三
論
元
旨
』
と
い
っ
た
道
敎
敎
理
書
の
先
驅
的
使
命
を

も
果
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、『
玄
門
大
義
』『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
硏
究
は
、
唐
代
道
敎
敎
理
硏
究
の
重
要
な
礎
と
な
る
。

し
か
し
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』『
昇
玄
經
』『
本
相
經
』
な
ど
の
隋
か
ら
初
唐
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
道
經
や
こ
の
時
期
の
道
敎
敎
理

學
一
般
の
硏
究
が
不
十
分
な
現
況
下
に
あ
っ
て
は
、
多
く
の
未
解
決
の
問
題
を
殘
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
天
台
思
想
な
ど

に
及
ぼ
し
た
道
家
道
敎
思
想
に
關
す
る
硏
究
も
、
逆
の
面
か
ら
『
道
敎
義
樞
』
を
初
め
と
す
る
こ
の
時
期
の
道
敎
敎
理
學
の
解
明
に

資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
將
來
の
課
題
で
あ
る
。

（
一
九
八
三
、
六
、
一
五
稿
）

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
本
來
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
に
お
い
て
福
永
光
司
先
生
が
主
催
さ
れ
た
「
隋
唐
時
代
の
道
敎
と
佛
敎
」
硏
究
班
（
一

九
七
九
年
―
一
九
八
二
年
）
の
硏
究
報
吿
書
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
般
の
事
情
か
ら
こ
の
報
吿
書
の
出
版
が
遲
延

を
重
ね
る
な
か
、
福
永
先
生
の
ご
紹
介
で
、
本
稿
の
骨
子
を
中
國
語
譯
し
た
も
の
を
『
日
本
學
者
論
中
國
哲
學
』（
辛
冠
潔
編
、
中
華
書
局
、
一

九
八
六
年
）
に
「
南
北
朝
隋
初
唐
道
敎
敎
義
學
管
窺
―
以
《
道
敎
義
樞
》
爲
綫
索
」
と
し
て
公
表
す
る
機
會
を
得
た
が
、
殘
念
な
が
ら
、
報
吿
書

そ
の
も
の
は
結
局
出
版
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
他
の
報
吿
原
稿
が
別
の
形
で
公
表
さ
れ
て
い
く
中
、
福
永
先
生
の
ご
意
向
も
あ
り
、
ま
た
、
骨

子
は
中
文
譯
と
し
て
公
表
し
て
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
二
十
年
餘
の
長
き
に
わ
た
っ
て
机
中
に
眠
り
續
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
閒
、
道
敎
の
敎
理
、
思
想
に
關
す
る
硏
究
は
大
い
に
進
展
し
、
本
稿
が
扱
か
っ
た
『
道
敎
義
樞
』
お
よ
び
そ
の
周
邊
の
經
典
に
つ
い
て
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も
、
國
內
外
で
多
く
の
硏
究
成
果
が
公
表
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
王
宗
昱
氏
の
『《
道
敎
義
樞
》
硏
究
』
が
二
〇
〇
一
年
に
上
海
文
化
出

版
社
か
ら
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、『
道
敎
義
樞
』
の
硏
究
に
と
っ
て
は
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
情
況
の
中
で
、
本
稿
も
當
然

新
た
な
知
見
を
加
え
て
書
き
直
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
今
回
は
、
あ
え
て
舊
稿
の
ま
ま
手
を
加
え
ず
に
梓
に
上
す
こ
と
と
し
た
。
先
の

中
國
語
譯
が
紙
數
の
關
係
で
內
容
的
に
完
全
な
翻
譯
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
私
が
人
文
科

學
硏
究
所
に
席
を
得
て
最
初
に
着
手
し
た
硏
究
班
の
報
吿
で
あ
り
、
私
の
そ
の
後
の
硏
究
の
方
向
性
を
決
定
し
た
論
稿
で
も
あ
っ
て
、
往
時
の

作
業
ノ
ー
ト
を
取
り
出
せ
ば
す
ぐ
に
蘇
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
や
情
景
、
當
時
の
文
體
な
ど
を
そ
の
ま
ま
に
公
表
し
て
お
き
た
い
と
思
う
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
福
永
先
生
の
三
回
忌
が
過
ぎ
た
こ
の
時
期
を
逃
す
と
、
何
時
ま
で
た
っ
て
も
私
の
中
で
區
切
が
つ
か
な
い
と
い
う
思
い
に

驅
ら
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
本
稿
は
一
九
八
三
年
當
時
の
知
見
に
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
硏
究
成
果
は
一
切
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と

を
お
斷
り
し
て
お
く
。

注

（
１
）
『
道
敎
義
樞
』
に
關
す
る
專
論
と
し
て
は
、
吉
岡
義
豐
「
初
唐
に
お
け
る
道
佛
論
爭
の
一
資
料
『
道
敎
義
樞
』
の
硏
究
」（『
道
敎
と
佛
敎
　

第
一
』
所
收
、
日
本
學
術
振
興
會
、
一
九
五
九
年
）、
鎌
田
茂
雄
「
道
敎
敎
理
の
形
成
に
お
よ
ぼ
し
た
佛
敎
思
想
の
影
響
―
道
敎
義
樞
を
中
心

と
し
て
―
」（『
東
京
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
第
三
一
册
、
一
九
六
三
年
）
が
有
り
、
關
連
論
文
と
し
て
は
、
福
井
康
順
『
道
敎
の
基

礎
的
硏
究
』
第
一
章
（
書
籍
文
物
刊
行
會
、
一
九
五
八
年
）、
大
淵
忍
爾
「
道
藏
の
成
立
」（『
東
方
學
』
第
三
八
號
、
一
九
六
九
年
）、
鎌
田

茂
雄
『
中
國
佛
敎
思
想
史
硏
究
』
第
一
章
（
春
秋
社
、
一
九
六
八
年
）
な
ど
が
有
る
。
ま
た
、
本
書
の
主
要
語
彙
索
引
に
中
嶋
隆
藏
篇
『
道

敎
義
樞
索
引
稿
』（
自
家
版
、
一
九
八
一
年
）
が
有
る
。

（
２
）
『
玄
門
大
義
』
の
撰
述
年
代
は
、
槪
ね
隋
の
大
業
年
閒
頃
と
さ
れ
る
（
吉
岡
義
豐
『
道
敎
と
佛
敎
　
第
一
』
三
一
五
頁
）。
一
方
、『
道
敎
義

樞
』
の
撰
述
年
代
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
氏
は
七
世
紀
中
ご
ろ
、
高
宗
朝
の
初
年
と
し
（
前
揭
書
）、
福
永
光
司
「
鬼
道
と
神
道
と
眞
道
と
聖

道
」（『
思
想
』
一
九
八
〇
年
九
月
號
）
も
高
宗
朝
と
す
る
。
ま
た
、
鎌
田
茂
雄
氏
は
八
世
紀
前
半
、
玄
宗
朝
の
頃
と
し
（
注
（
１
）
所
揭
論
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文
）、
大
淵
氏
は
大
約
七
〇
〇
年
頃
、
武
后
朝
と
さ
れ
る
（
注
（
１
）
所
揭
論
文
）。

（
３
）
砂
山
稔
「
道
敎
重
玄
派
表
微
」（『
集
刊
東
洋
學
』
第
三
四
號
、
一
九
七
五
年
）
に
據
れ
ば
、『
玄
門
大
義
』
は
當
初
道
敎
重
玄
派
の
手
に
な
っ

た
が
、
こ
れ
が
茅
山
派
に
攝
取
さ
れ
た
際
に
『
玄
門
論
』
あ
る
い
は
『
玄
門
大
論
』
の
異
稱
を
生
じ
、
そ
れ
が
宋
代
の
避
諱
に
よ
っ
て
『
道

門
大
論
』
と
改
稱
さ
れ
た
と
推
定
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
點
に
關
し
て
は
な
お
疑
い
を
存
す
る
餘
地
が
あ
ろ
う
。

（
４
）
注
（
１
）
所
揭
吉
岡
論
文
を
參
照
。

（
５
）
大
淵
忍
爾
『
敦
煌
道
經
　
目
錄
篇
』（
福
武
書
店
、
一
九
七
八
年
）、
三
三
二
頁
。

（
６
）
注
（
１
）
所
揭
吉
岡
論
文
を
參
照
。

（
７
）
『
雲
笈
七
籤
』
卷
三
十
七
齋
戒
に
は
、『
道
門
大
論
』『
玄
門
大
論
』
を
引
用
す
る
。
こ
の
う
ち
、『
道
門
大
論
』
の
十
二
齋
は
十
二
部
義
の
威

儀
に
、『
玄
門
大
論
』
の
齋
九
⻝
法
は
十
二
部
義
の
方
法
と
對
應
す
る
。

（
８
）
大
淵
忍
爾
「
敦
煌
殘
卷
三
則
」（『
福
井
博
士
頌
壽
記
念
東
洋
思
想
論
集
』、
同
書
刊
行
會
、
一
九
六
〇
年
）
を
參
照
。

（
９
）
そ
の
よ
う
な
顯
著
な
例
を
比
較
し
て
お
く
。

　
　
　
　
擬
通
門
論

　
本
文
一
條
有
二
義
、
…
…
變
文
有
六
。

…
…
四
者
、
周
時
史
？
（
籀
）
變
古
文

爲
大
篆
。
五
者
、
秦
時
程
邈
變
大
篆
爲

小
篆
、
六
者
、
秦
後
肝
（
盱
）
陽
變
小

篆
爲
隸
書
。
此
爲
六
也
。
…
…

　　　
第
八
部
方
法
。
…
…
二
者
變
易
、
大

略
有
九
。
一
者
、
麤
⻝
。
麻
麥
之
類
也
。

去
耽
嗜
。
二
者
、
蔬
⻝
。
菜
茹
之
類
。
省

　
　
　
　
道
敎
義
樞
「
十
二
部
義
」

　
今
汎
論
古
今
變
文
、凡
有
六
種
、…
…

四
者
、
周
時
史
籀
變
古
文
爲
大
篆
。
五

者
、
秦
時
程
邈
變
大
篆
爲
小
篆
。
六
者
、

秦
後
盱
陽
變
小
篆
爲
隸
書
。
又
云
、
漢

謂
隸
書
曰
佐
書
。
或
言
程
邈
獄
中
所
造
、

出
於
徒
隸
。
故
以
隸
爲
名
。
是
爲
六
文

也
。
…
…

　
方
法
者
、
大
略
有
九
。
一
者
、
麤
⻝
。

麻
麥
也
。
二
者
、
蔬
⻝
。
菜
茹
也
。
三

者
、
節
⻝
。
中
⻝
也
。
四
者
、
服
餌
。
符

　
　
　
　
洞
玄
靈
寶
玄
門
大
義

　
今
汎
論
古
今
變
文
、凡
有
六
種
、…
…

四
者
、
周
時
史
籀
變
古
文
爲
大
篆
。
五

者
、
秦
時
李
斯
變
大
篆
爲
小
篆
。
六
者
、

秦
後
程
邈
變
小
篆
爲
隸
書
。
有
云
、
漢

謂
隸
書
曰
佐
書
。
此
乃
程
邈
獄
中
所
造
、

出
捉
徒
隸
。
故
以
隸
爲
名
。
此
卽
爲
六

也
。
…
…

　
　
釋
方
法
第
八
。

　
舊
云
、
大
略
有
九
。
一
者
、
麤
⻝
。
二

者
、蔬
⻝
。三
者
、節
⻝
。四
者
、服
精
。
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肥
腴
也
。
三
者
、
節
⻝
。
中
﹇
⻝
﹈
之

類
。
除
煩
濁
也
。
四
者
、
服
精
。
符
水

及
丹
英
。
具
身
神
、
軀
成
英
華
也
。
五

者
、
服
牙
。
五
方
雲
牙
變
爲
牙
也
。
六

者
、﹇
服
﹈
光
。
日
月
七
元
三
光
化
爲
光

也
。
七
者
、
服
六
炁
。
六
覺
之
炁
、
卽

天
地
四
方
之
妙
炁
化
爲
六
炁
、
遊
乎
六

方
。
八
者
、
服
元
炁
。
一
切
所
稟
、
三
光

之
炁
、
太
和
之
精
、
在
乎
太
虛
、
化
爲

元
炁
、
與
天
合
爲
軆
者
也
。
九
者
、
胎

⻝
。
我
自
所
得
元
精
之
和
、
爲
胞
胎
之

元
。
卽
淸
虛
四
軆
之
炁
、
不
復
關
外
。
變

爲
盟
（
嬰
）
童
、
與
道
混
合
爲
一
也
。
此

之
變
化
、
念
念
改
易
。
不
復
待
捨
身
而

受
、
往
來
生
死
也
。
…
…

　　　　　
第
九
部
衆
術
、
有
二
義
。
…
…
二
者
、

變
化
有
三
事
。
一
者
、
白
日
昇
天
、
功
成

道
備
、
三
萬
六
千
神
及
三
一
帝
一
、
混

水
及
丹
英
也
。
五
者
、
服
芽
。
五
方
雲

芽
也
。
六
者
、
服
光
。
日
月
七
元
三
光

也
。
七
者
、
服
炁
。
六
覺
之
炁
、
天
地
四

方
之
妙
炁
也
。
八
者
、
服
元
炁
。
一
切

所
稟
、
三
元
之
炁
、
太
和
之
精
、
在
乎

太
虛
也
。
九
者
、
胎
⻝
。
我
自
所
得
元

精
之
和
、
爲
胞
胎
之
元
。
卽
淸
虛
降
四

體
之
炁
、
不
復
關
外
也
。
麤
⻝
止
諸
耽

嗜
。
蔬
⻝
省
諸
肥
腴
。
節
⻝
除
煩
惱
濁
。

保
精
、
所
以
具
身
神
、
體
成
英
華
。
服

芽
、
所
以
變
爲
芽
。
服
光
、
所
以
變
爲

光
。
服
六
炁
、
所
以
化
爲
六
炁
、
遊
乎

十
方
。
服
元
炁
、﹇
所
以
﹈
化
爲
元
炁
、

與
天
地
合
體
。
⻝
胎
炁
、
所
以
反
爲
嬰

童
、
與
道
混
合
爲
一
也
。
此
之
變
化
、
迭

運
改
易
、
不
復
捨
身
而
更
受
身
、
往
來

生
死
也
。
…
…

　　　
衆
術
者
、
…
…
論
其
變
化
、
凡
有
三

種
。
一
者
、
白
日
昇
天
、
謂
功
成
道
備
、

三
萬
六
千
神
及
三
一
帝
一
、
混
合
爲
體
、

五
者
、
服
芽
。
六
者
、
服
光
。
七
者
、
服

氣
。
八
者
、
元
氣
。
九
者
、
胎
⻝
。
麤
⻝

者
、
麻
麥
也
。
蔬
⻝
者
、
菜
茹
也
。
節

⻝
者
、
中
⻝
也
。
服
精
者
、
符
水
及
丹

英
也
。
服
芽
者
、
五
方
雲
芽
也
。
服
光

者
、
日
月
七
元
三
光
也
。
服
氣
者
、
六

覺
之
氣
、
天
地
四
方
之
妙
氣
也
。
服
元

氣
者
、
一
切
稟
三
元
之
氣
、
太
和
之
精
、

在
于
太
虛
也
。
胎
⻝
者
、
我
自
所
得
元

精
之
和
、
爲
胞
胎
之
元
。
卽
淸
虛
降
四

體
之
氣
、
不
復
關
外
也
。
麤
⻝
、
止
諸

耽
嗜
。
蔬
⻝
、
節
諸
肥
腴
。
節
⻝
、
除

煩
濁
。
服
精
、
其
身
神
體
成
英
華
。
服

芽
、
變
爲
芽
。
服
光
、
化
爲
光
。
服
六

氣
、
化
爲
六
氣
、
遊
乎
十
方
。
服
元
炁
、

化
爲
元
氣
、
與
天
地
合
體
。
服
胎
氣
、
反

爲
嬰
童
、
與
道
混
合
爲
一
也
。
此
之
變

化
、
運
數
改
易
、
不
復
待
捨
身
而
更
受

身
、
往
來
生
死
也
。
…
…

　
　
　
釋
衆
術
第
九
。

　
…
…
論
其
變
化
、
凡
有
三
種
。
一
者
、

白
日
昇
天
。
二
者
、
尸
解
。
三
者
、
滅
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合
爲
軆
、
軆
成
妙
一
。
故
能
與
身
俱
逝
、

卽
身
飛
天
也
。
又
大
洞
諸
經
及
人
鳥
山
、

不
須
御
而
得
雲
轝
迎
者
、
其
身
亦
已
化
。

又
上
詣
朱
陵
受
鍊
也
。
二
者
、
尸
解
。

有
上
下
。
上
品
者
、
以
刀
劍
代
爲
死
尸
、

俄
爾
升
化
、
欻
失
所
在
、
乃
在
虛
空
也
。

下
者
、
以
竹
木
代
尸
、
隱
形
而
去
。
或

遺
皮
殼
、
或
受
殯
葬
。
死
而
不
亡
、
後

開
棺
中
、
値
有
杖
履
者
也
。
此
或
可
遊

五
嶽
、
或
可
升
天
。
南
宮
有
流
火
之
庭
、

金
門
有
治
練
之
池
也
。
凡
而
內
飛
登
天

者
、
亦
先
詣
火
庭
練
池
、
練
其
形
神
也
。

死
而
升
天
者
、
亦
先
詣
池
庭
、
練
其
鬼

骸
、
練
魂
骸
者
、
升
仙
則
更
生
福
堂
。
升

仙
降
隋
其
功
業
也
。
三
者
、
滅
度
。
形

不
灰
也
。
死
則
暫
遊
太
陰
、
亦
謂
尸
外

（
解
、
以
下
同
）、
死
則
太
一
守
尸
、
三

魂
營
骨
、
七
魄
衞
肉
。
胎
靈
結
炁
、
不
久

而
受
化
更
生
也
。
此
滅
度
尸
外
中
、
復

有
文
外
武
外
。
皆
死
補
天
地
水
三
官
之

任
。
文
外
則
百
四
十
年
一
進
、
武
外
則

二
百
八
十
年
一
進
也
。

成
乎
妙
一
。
故
能
與
神
俱
遊
、
卽
身
而

昇
天
也
。
二
者
、
屍
解
。
或
以
刀
劍
竹
木

代
尸
、
俄
爾
昇
擧
、
欻
失
所
在
、
或
遺
皮

殼
、
或
受
殯
埋
。
後
開
棺
中
、
但
有
杖

舄
。
或
遊
五
嶽
、
或
可
昇
天
。
南
宮
有

流
火
之
庭
、
金
門
有
冶
鍊
之
水
也
。
凡

生
而
內
飛
登
天
者
、
亦
先
詣
火
庭
、
鍊

其
形
神
。
死
而
昇
天
者
、
亦
先
詣
庭
池
、

鍊
其
魂
骸
。
皆
隋
其
功
業
也
。
三
者
、
滅

度
。
尸
形
不
灰
、
如
太
一
守
尸
、
或
經

年
歲
、
尸
還
成
人
也
。

度
。
形
不
灰
也
。
白
日
昇
天
者
、
功
成

道
備
。
三
萬
六
千
神
及
三
一
帝
一
、
混

合
爲
體
、
體
成
妙
一
。
故
能
與
神
俱
遊
、

卽
身
而
昇
天
也
。
又
誦
大
洞
經
及
人
鳥

山
、
不
須
服
御
而
得
雲
輿
迎
者
、
其
身

亦
已
化
。
又
上
詣
朱
陵
受
鍊
也
。
二
尸

解
者
、
如
位
業
義
明
。
三
滅
度
者
、
如

太
一
守
尸
、
或
經
年
歲
、
尸
還
成
人
也
。
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（
10
）
三
寶
義
に
お
け
る
「
經
」
の
訓
詁
「
經
卽
訓
法
訓
常
、
言
由
言
徑
」
と
そ
の
說
明
は
、
成
玄
英
の
『
老
子
解
題
序
訣
義
疏
』
に
詳
し
く
述
べ

ら
れ
、『
廣
聖
義
』
卷
五
は
そ
れ
を
承
け
て
い
る
。
ま
た
、『
老
子
』
第
一
章
の
玄
宗
疏
な
ど
に
も
見
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
「
經
」

の
意
義
に
關
す
る
論
が
『
玄
門
大
義
』
中
に
あ
っ
て
、
重
玄
派
系
統
の
人
々
の
共
通
の
認
識
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
同
樣

の
事
例
は
三
一
義
に
お
け
る
三
一
の
解
釋
や
位
業
義
に
お
け
る
五
心
の
槪
念
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
11
）
『
道
敎
義
樞
』
は
三
洞
義
中
に
一
箇
所
『
玄
門
大
義
』
の
名
を
擧
げ
、
位
業
義
お
よ
び
七
部
義
で
各
一
條
『
玄
門
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、『
玄
門
論
』
に
は
『
玄
門
大
義
』
に
無
い
記
述
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

（
12
）
鎌
田
氏
は
注
（
１
）
所
揭
論
文
で
、『
道
敎
義
樞
』
の
敎
理
に
荊
溪
湛
然
の
天
台
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
し
、『
道
敎
義
樞
』
の
成
立
を

八
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
た
が
、
一
方
で
、
當
時
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
華
嚴
思
想
の
影
響
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
疑
っ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
道
敎
義
樞
』
の
傳
え
る
敎
理
が
隋
末
の
『
玄
門
大
義
』
の
敎
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
華
嚴
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
な
い
の
は
當

然
で
あ
り
、
逆
に
湛
然
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
た
點
の
再
檢
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
に
言
及
す
る
。

（
13
）
注
（
２
）
所
揭
福
永
論
文
は
、
十
二
部
義
に
見
え
る
「
散
善
」
な
る
語
を
善
導
の
淨
土
敎
學
か
ら
の
借
用
と
見
て
い
る
。

（
14
）
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
注
（
２
）
所
揭
福
永
論
文
を
參
照
。

（
15
）
『
弘
明
集
』
卷
八
、
釋
僧
順
「
答
道
士
假
稱
張
融
三
破
論
」
や
同
じ
く
劉
勰
の
「
滅
惑
論
」
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
點
に
關
し
て
は
、
拙
論
「
道
家
・
道
敎
に
お
け
る
氣
」（『
氣
の
思
想
』
所
收
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七
八
年
）
お
よ
び
「
道
敎
的

生
成
論
の
形
成
と
展
開
―
『
氣
の
思
想
』
補
論
」（『
中
哲
文
學
會
報
』
第
四
號
、
一
九
七
九
年
）
を
參
照
。

（
16
）
こ
の
よ
う
な
初
唐
に
お
け
る
道
敎
の
「
敎
」
を
め
ぐ
る
論
爭
を
蹈
ま
え
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
周
固
樸
の
「
大
道
論
』（
道
藏

七
〇
四
册
）
が
あ
る
。
周
固
樸
の
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、「
大
道
論
』
の
內
容
か
ら
見
る
限
り
、
重
玄
派
に
連
な
る
人
物
と
思
わ
れ
、
恐

ら
く
唐
中
期
以
降
の
人
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
垂
敎
章
」
は
、「
上
古
に
は
敎
無
し
。
敎
は
三
皇
五
帝
よ
り
有
り
」
と
し
た
う
え
で
、「
自
然
」

「
神
明
」「
正
眞
」「
返
俗
」「
訓
世
」
の
五
敎
を
立
て
、「
自
然
」「
神
明
」
二
敎
に
は
師
資
は
無
く
、「
正
眞
」
の
敎
に
至
っ
て
、
始
め
て
无

上
虛
皇
が
師
と
な
り
元
始
天
尊
が
傳
授
し
て
、
三
皇
五
帝
に
傳
え
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
が
こ
の
世
界
に
お
け
る
最
初
の
敎
え
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
三
皇
五
帝
よ
り
地
上
の
敎
え
が
始
ま
る
と
い
う
の
は
、
前
の
法
琳
の
難
論
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
「
返
俗
」「
訓
世
」
の
二

敎
を
そ
れ
ぞ
れ
老
子
、
孔
子
の
敎
え
に
當
て
て
、
一
種
の
判
釋
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
垂
敎
章
」
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
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『
雲
笈
七
籤
』
卷
六
、
道
敎
本
始
部
の
「
道
敎
序
」
は
、
出
處
を
示
さ
な
い
が
「
垂
敎
章
」
と
同
文
で
あ
る
。
張
君
房
は
「
垂
敎
章
」
を
道
敎

の
「
敎
」
に
關
す
る
代
表
的
解
說
と
考
え
て
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
17
）
注
（
１
）
所
揭
吉
岡
論
文
が
推
測
す
る
よ
う
に
、『
道
敎
義
樞
』
が
三
十
七
義
を
立
て
る
の
は
、『
笑
道
論
』
三
十
六
條
に
對
抗
す
る
も
の
で

あ
り
、
序
に
言
う
「
夫
の
大
笑
の
流
を
し
て
、
蕭
然
と
し
て
法
を
悟
ら
し
む
」
と
い
う
記
述
が
初
唐
の
道
佛
論
爭
に
お
け
る
佛
敎
側
を
意
識

す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
推
定
は
よ
り
確
實
性
を
も
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、『
雲
笈
七
籤
』
卷
三
「
道
敎
所

起
」
は
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
の
引
用
で
あ
る
が
、
一
部
に
注
目
す
べ
き
書
き
換
え
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
三
寶
君
以
下
の
道
經
出

世
の
由
來
を
述
べ
た
後
に
、「
其
老
君
道
德
經
乃
是
大
乘
部
攝
、
正
當
三
輔
之
經
、
未
入
三
洞
之
敎
。
今
人
學
多
浮
淺
、
唯
誦
道
德
、
不
識

眞
經
、
卽
謂
道
敎
起
自
莊
周
、
始
乎
柱
下
。
眷
言
弱
喪
、
深
所
哀
哉
。
蠡
酌
管
闚
、
一
至
於
此
」
と
い
う
。
こ
の
『
道
德
經
』
の
地
位
に
關

す
る
記
述
は
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
の
「
其
老
子
道
德
經
乃
是
大
乘
部
攝
、
正
當
三
輔
之
經
、
未
入
三
洞
之
敎
。
今
人
學
多
浮
淺
、
唯

誦
道
德
、
不
識
眞
經
、
卽
謂
道
敎
起
自
莊
周
、
殊
不
知
始
乎
柱
下
也
。
眷
言
弱
喪
、
深
可
哀
哉
。
蠡
酌
管
闚
、
一
至
於
此
」
を
も
と
に
意
圖

的
に
改
變
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
相
承
次
序
』
の
記
述
で
は
、
一
般
が
道
敎
は
莊
周
に
始
ま
る
と
考
え
て
い
て
、
そ
れ
が
實
は
老
聃

に
始
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、『
雲
笈
七
籤
』
の
記
述
で
は
、
一
般
が
道
敎
の

起
源
を
莊
周
お
よ
び
老
聃
に
求
め
る
の
は
誤
り
で
、
そ
れ
は
三
寶
君
以
下
元
始
天
尊
に
至
る
神
が
み
な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
た
の
は
、
單
な
る
テ
キ
ス
ト
の
引
き
違
え
で
は
な
く
、
元
始
天
尊
を
敎
主
と
す
る
道
敎
の
體
系
を
主
張
す
る

必
要
性
に
迫
ら
れ
た
必
然
的
意
圖
的
な
書
き
換
え
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
18
）
『
莊
子
』
繕
性
篇
「
夫
德
、
和
也
。
道
、
理
也
。
德
無
不
容
、
仁
也
。
道
無
不
理
、
義
也
。
義
明
而
物
親
、
忠
也
。
中
純
實
而
反
乎
情
、
樂

也
。
信
行
容
體
而
順
乎
文
、
禮
也
」。

（
19
）
『
管
子
』
君
臣
上
篇
「
是
故
別
交
正
分
之
謂
理
、
順
理
而
不
失
之
謂
道
。
道
德
定
而
民
有
軌
矣
」。『
韓
非
子
』
解
老
篇
「
道
者
、
萬
物
之
所

然
也
、
萬
理
之
所
稽
也
。
理
者
、
成
物
之
文
也
。
道
者
、
萬
物
之
所
以
成
也
」。

（
20
）
『
三
破
論
』
に
「
道
は
氣
な
り
」「
道
は
氣
を
以
て
宗
と
爲
す
」
な
ど
と
い
う
主
張
が
有
っ
た
こ
と
は
、『
弘
明
集
』
卷
八
所
收
の
釋
僧
順
「
答

道
士
假
稱
張
融
三
破
論
」
や
同
劉
勰
「
滅
惑
論
」
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（
注
（
15
）
參
照
）。
ま
た
、『
辯
正
論
』
卷
六
（
大
正
藏
五
二
、

五
三
七
ａ
）
に
引
く
『
養
生
服
氣
經
』（『
三
洞
珠
囊
』
卷
四
に
引
く
『
道
基
吐
納
經
』
も
同
文
）
に
は
、「
道
者
、
氣
也
。
寶
氣
則
得
道
、
得
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道
則
長
久
。
神
者
、
精
也
。
寶
精
則
神
明
、
神
明
則
長
生
也
」
な
ど
と
あ
る
。

（
21
）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
注
（
15
）
所
揭
麥
谷
一
九
七
九
論
文
を
參
照
。

（
22
）
成
玄
英
の
『
老
子
疏
』
は
、『
道
德
眞
經
玄
德
纂
疏
』（
道
藏
四
〇
七
―
一
三
册
）
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
が
、
藤
原
高
男
「
輯
校
贊
道
德
經

疏
」（『
高
松
高
專
紀
要
』
第
二
號
、
一
九
六
七
年
）
が
參
照
に
は
便
利
で
あ
る
。

（
23
）
ペ
リ
オ
二
四
六
三
『
玄
言
新
記
』
明
老
部
（
大
淵
忍
爾
『
敦
煌
道
經
　
圖
錄
篇
』
五
〇
四
頁
）。

（
24
）
『
三
論
元
旨
』（
道
藏
七
〇
四
册
）
道
宗
章
「
夫
道
之
宗
也
、
幽
微
奧
妙
。
理
之
極
也
、
靈
運
潛
通
。
體
而
一
焉
、
應
乎
萬
矣
。
…
…
通
行
之

要
、
寄
在
虛
妄
、
虛
而
通
之
、
眞
宗
道
也
。
神
、
心
也
。
性
、
理
也
。
卽
道
理
也
」。
な
お
、『
三
論
元
旨
』
に
つ
い
て
は
鎌
田
茂
雄
『
中
國

佛
敎
思
想
史
硏
究
』
二
一
八
頁
以
下
を
參
照
。

（
25
）
『
廣
聖
義
』
卷
三
十
七
、
第
五
十
二
章
の
注
疏
義
な
ど
で
は
、
精
神
の
淸
靜
、
塵
欲
の
除
去
な
ど
の
理
論
的
前
提
と
し
て
し
ば
し
ば
「
道
氣
」

な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
情
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
26
）
『
道
敎
義
樞
』
と
三
論
學
派
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
を
參
照
。

（
27
）
『
老
子
』
第
二
十
一
章
「
道
之
爲
物
、
惟
恍
惟
惚
」、
成
玄
英
疏
「
言
至
道
之
爲
物
也
、
不
有
而
有
、
雖
有
不
有
、
不
無
而
無
、
雖
無
不
無
。

有
物
不
定
、
故
言
恍
惚
。
所
以
言
物
者
、
欲
明
道
不
離
物
、
物
不
離
道
、
道
外
無
物
、
物
外
無
道
、
用
卽
道
物
、
體
卽
物
道
。
亦
明
悟
卽
物

道
、
迷
卽
道
物
。
道
物
不
一
不
異
、
而
異
而
一
、
不
一
而
一
、
而
物
而
道
、
一
而
不
一
、
非
道
非
物
、
非
物
故
一
、
不
一
而
物
、
故
不
一
一

也
」。
ま
た
、
同
第
五
十
二
章
「
天
下
有
始
、
以
爲
天
下
物
」
の
成
疏
で
は
、
道
の
本
迹
、
本
末
に
關
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

（
28
）
杜
光
庭
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
卷
五
「
釋
疏
題
明
道
德
義
」
の
「
宗
趣
指
歸
」
の
部
分
は
、
梁
か
ら
唐
に
か
け
て
の
重
玄
派
の
道
士
を
擧
げ

る
。
そ
れ
は
、
梁
の
孟
智
周
、
臧
玄
靖
、
陳
の
諸
糅
、
隋
の
劉
進
喜
、
唐
の
成
玄
英
、
蔡
子
晃
、
黃
玄
賾
、
李
榮
、
車
玄
弼
、
張
惠
超
、
黎

元
興
の
十
一
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
老
子
』
解
釋
に
か
か
わ
っ
た
も
の
だ
け
で
あ
り
、
重
玄
派
の
道
士
が
こ
れ
の
み
に
止
ま
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
、
劉
進
喜
は
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』、
李
榮
は
『
洗
浴
經
』、
黎
元
興
は
『
海
空
智
藏
經
』
の
撰
述
に

關
與
し
た
と
傳
え
ら
れ
（『
甄
正
論
』
卷
下
）、
重
玄
派
の
道
士
が
敎
理
學
の
確
立
と
經
典
作
成
に
よ
る
そ
の
一
般
へ
の
普
及
と
の
兩
面
で
活

躍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
お
よ
び
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と
『
道
敎
義
樞
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、

砂
山
稔
「『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
に
つ
い
て
」（
金
谷
治
編
『
中
國
に
お
け
る
人
閒
性
の
探
求
』
所
收
、
創
文
社
、
一
九
八
三
年
）、
同
「
本
際
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經
剳
記
」（『
東
方
宗
敎
』
第
六
一
號
、
一
九
八
三
年
）
に
論
述
が
あ
る
。

（
29
）
『
太
上
九
要
心
印
妙
經
』
は
、
玄
宗
朝
の
道
士
張
果
の
序
を
付
す
。
恐
ら
く
張
果
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
30
）
こ
の
部
分
の
王
弼
注
に
は
、
元
來
「
道
不
違
自
然
、
乃
得
其
性
。
法
自
然
者
、
在
方
而
法
方
、
在
圓
而
法
圓
、
於
自
然
無
所
違
也
。
自
然
者
、

無
稱
之
言
、
窮
極
之
辭
也
。
用
智
不
及
無
知
、
而
形
魄
不
及
精
象
、
精
象
不
及
無
物
、
有
儀
不
及
無
儀
。
故
轉
相
法
也
。
道
順
自
然
、
天
故

資
焉
。
地
法
於
道
、
地
故
則
焉
。
地
法
於
天
、
人
故
象
焉
。
所
以
爲
主
、
其
一
之
者
、
主
也
」
と
あ
っ
て
、
方
に
在
っ
て
は
方
、
圓
に
在
っ

て
は
圓
と
自
ら
與
え
ら
れ
た
性
に
從
う
こ
と
が
自
然
に
法
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
道
の
上
位
槪
念
と
し
て
の
自
然
を

主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
31
）
自
然
義
の
無
自
性
說
が
『
中
論
』
の
影
響
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
に
億
單
な
指
摘
が
見
え
る
。
自
然
義
が
自
然
を
自

と
然
に
開
き
、
自
を
自
他
の
自
と
し
て
論
を
展
開
す
る
の
は
、『
中
論
』
が
自
性
、
他
性
の
關
係
を
說
く
の
に
觸
發
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
論
理
の
こ
じ
つ
け
の
感
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
32
）
中
嶋
隆
藏
「
六
朝
後
半
よ
り
隋
唐
初
期
に
至
る
道
家
の
自
然
觀
」（『
東
洋
文
化
』
第
六
號
、
一
九
八
二
年
）
は
、
道
佛
二
敎
を
自
然
と
因
緣

の
立
場
に
振
分
け
よ
う
と
す
る
試
み
の
萌
芽
を
『
弘
明
集
』
卷
七
所
收
の
釋
僧
敏
「
戎
華
論
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
。

（
33
）
『
笑
道
論
』
三
（
大
正
藏
五
二
、
一
四
五
ｂ
）
の
「
何
者
、
元
始
天
王
及
太
上
道
君
、
諸
天
神
人
、
皆
結
自
然
淸
元
之
氣
而
化
爲
之
、
本
非

修
戒
而
成
者
也
。
彼
本
不
因
持
戒
而
成
者
、
何
得
令
我
獨
行
善
法
而
望
得
之
乎
」
と
い
っ
た
批
判
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
蹈
ま
え
た

論
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
、『
道
敎
義
樞
』
の
ほ
か
に
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』（
道
藏
七
六
〇
―
一
册
）
卷
二
、
造
像
品
や
『
一

切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』（
同
七
六
〇
册
）
明
經
法
な
ど
が
有
る
。

（
34
）
道
藏
七
六
四
―
五
册
に
收
め
る
『
太
上
妙
法
本
相
經
』
は
殘
卷
で
こ
の
部
分
の
記
述
に
缺
け
る
。
い
ま
、
ペ
リ
オ
二
三
八
八
（
大
淵
忍
爾

『
敦
煌
道
經
　
圖
錄
篇
』、
福
武
書
店
、
一
九
七
九
年
。
以
下
、
大
淵
『
圖
錄
』
と
略
稱
す
る
）
に
據
っ
た
。

（
35
）
ち
な
み
に
、
北
周
武
帝
時
の
撰
と
さ
れ
る
『
無
上
祕
要
』（
道
藏
七
六
八
―
七
九
册
）
卷
一
百
は
特
に
入
自
然
品
を
立
て
て
自
然
に
關
す
る

記
述
を
も
つ
經
典
を
集
め
て
は
い
る
が
、
そ
こ
で
は
未
だ
自
然
と
因
緣
の
調
和
を
圖
ろ
う
と
す
る
意
圖
に
基
づ
く
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
こ

の
よ
う
な
試
み
は
、
や
は
り
隋
か
ら
初
唐
に
か
け
て
の
佛
敎
敎
理
學
の
援
用
を
軸
と
す
る
體
系
的
道
敎
敎
理
構
成
の
試
み
の
產
物
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
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（
36
）
ペ
リ
オ
三
二
八
〇
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
九
に
、「
帝
君
又
問
、
如
是
本
身
、
爲
悉
共
有
、
但
是
一
身
、
爲
各
各
有
。
…
…
太
上
曰
、
…
…

如
是
本
身
、
亦
復
如
是
、
體
非
一
多
、
性
无
鄣
㝵
。
…
…
帝
君
又
問
、
生
身
迹
身
、
是
應
作
耶
。
…
…
太
上
答
曰
、
如
是
如
是
。
生
之
與
迹
、

竝
稱
機
緣
。
利
益
不
差
、
卽
名
爲
應
。
體
則
无
別
、
隋
義
異
名
」（
大
淵
『
圖
錄
』、
三
四
三
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
續
く
偈
で
は
、
道

身
、
本
身
、
生
身
（
迹
身
）、
現
身
の
關
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
身
相
說
が
『
道
敎
義
樞
』
同
樣
本
迹
兩

系
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
28
）
所
揭
砂
山
稔
「『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
に
つ
い
て
」
を
參
照
。

（
37
）
『
相
承
次
序
』
が
經
證
と
し
て
引
く
『
太
上
決
疑
經
』『
太
上
洞
極
勝
無
等
道
集
經
』『
太
上
開
演
祕
密
藏
經
』
が
そ
れ
ぞ
れ
『
太
玄
眞
一

本
際
經
』
卷
二
、
八
、
九
の
異
本
で
あ
る
こ
と
は
、W
u

C
hiyu

（
吳
其
昱
）“P

en–tsiK
ing

太
玄
眞
一
本
際
經Livre

du
term

e
originel:

O
uvrage

taoiste
ińeditdu

V
II e

siècle”,P
aris,C

entre
N

ationalde
la

R
echerche

S
cientifique,1960

の
解
說
お
よ
び
注
（
28
）
所
揭

砂
山
稔
「
本
際
經
剳
記
」
を
參
照
。

（
38
）
『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
序
「（
元
始
天
尊
）…
…
然
五
身
旣
分
、
三
代
斯
別
。
…
…
所
謂
眞
身
者
、
至
道
之
體
也
。
應
身
者
、
元
始
天

尊
、
太
上
道
君
也
。
法
身
者
、
眞
精
布
氣
、
化
生
萬
物
也
。
化
身
者
、
堀
然
獨
化
、
天
寶
君
等
也
。
報
身
者
、
由
積
勤
累
德
、
廣
建
福
田
、

樂
靜
信
等
也
。
然
元
始
天
尊
、
太
上
道
君
、
高
上
老
子
、
應
號
雖
異
、
本
源
不
殊
」（
序
、
一
ｂ
―
二
ａ
）。

（
39
）
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
二
、
付
囑
品
「
靑
童
君
曰
、
云
何
名
爲
念
道
之
相
。
天
尊
曰
、
…
…
念
有
二
種
。
一
念
生
身
、
…
…
二
念
法
身
、
猶

如
虛
空
、
圓
滿
淸
淨
。
卽
是
眞
道
。
亦
名
道
身
、
亦
名
道
性
。
常
以
正
念
、
不
聞
餘
心
、
是
名
念
道
」（
大
淵
『
圖
錄
』、
三
〇
三
―
三
頁
）。

（
40
）
『
老
子
』
第
十
四
章
成
玄
英
疏
「
臧
曰
、
夫
言
夷
希
微
者
、
謂
精
神
氣
也
。
精
者
、
靈
智
之
名
。
神
者
、
不
測
之
用
。
氣
者
、
形
相
之
目
。

總
此
三
法
、
爲
一
聖
人
。
…
…
所
謂
三
一
者
也
」。

（
41
）
成
玄
英
『
老
子
解
題
序
訣
義
疏
』「
第
三
法
體
者
、
案
九
天
生
神
經
云
、
聖
人
以
玄
元
始
三
氣
爲
體
。
言
同
三
天
之
妙
氣
也
。
臧
宗
道
亦
用

三
一
爲
聖
人
應
身
。
所
言
三
一
者
、
一
精
二
神
三
氣
也
。
精
者
、
靈
智
慧
照
之
心
。
神
者
無
方
不
測
之
用
。
氣
者
、
色
象
形
相
之
法
也
。
經

云
、
視
之
不
見
、
名
曰
夷
、
精
也
。
聽
之
不
聞
、
名
曰
希
、
神
也
。
摶
之
不
得
、
名
曰
微
、
氣
也
。
總
此
三
法
爲
一
聖
體
。
經
云
、
此
三
者
、

不
可
致
詰
。
故
混
而
爲
一
也
。
但
老
君
以
三
一
爲
身
。
身
有
眞
應
之
別
」（
大
淵
『
圖
錄
』、
四
六
二
頁
）。

（
42
）
『
抱
朴
子
』
地
眞
篇
「
餘
聞
之
師
云
、
人
能
知
一
、
萬
事
畢
。
…
…
道
起
於
一
、
其
貴
無
偶
、
各
居
一
處
、
以
象
天
地
人
。
故
曰
三
一
也
。
…
…

老
君
曰
、
忽
兮
恍
兮
、
其
中
有
象
。
恍
兮
忽
兮
、
其
中
有
物
。
一
之
謂
也
。
故
仙
經
曰
、
子
欲
長
生
、
守
一
當
明
。
思
一
至
飢
、
一
與
之
糧
。
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思
一
至
渴
、
一
與
之
漿
。
一
有
姓
字
服
色
。
男
長
九
分
、
女
長
六
分
。
或
在
臍
下
二
寸
四
分
下
丹
田
中
、
或
在
心
下
絳
宮
金
闕
中
丹
田
也
。

或
在
人
兩
眉
閒
、
卻
行
一
寸
爲
明
堂
、
二
寸
爲
洞
房
、
三
寸
爲
上
丹
田
也
」。『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
上
「
中
黃
老
君
曰
、
子
旣
知
身
藏
之

神
名
、
又
當
知
天
地
父
母
赤
子
之
家
。
…
…
有
欲
知
天
地
父
母
赤
子
三
一
也
。
天
一
在
華
蓋
下
、
人
一
在
斗
戶
、
地
一
在
日
月
所
遊
。
三
一

煌
煌
如
明
珠
。
子
不
守
之
、
生
復
何
求
。
…
…
第
三
守
地
一
、
名
曰
丹
田
。
皓
白
如
雪
、
五
色
玄
黃
。
道
母
所
居
、
溺
水
胞
中
。
第
四
守
人

一
、
名
曰
絳
宮
。
南
極
太
一
、
赤
子
小
童
。
右
月
左
日
、
魂
魄
合
幷
。
第
五
守
天
一
、
名
曰
紫
宮
。
大
如
混
雞
子
、
九
色
玄
黃
。
交
結
星
曆
、

身
上
紀
綱
」（
二
二
ｂ
―
二
三
ａ
）。『
黃
庭
內
景
經
』
に
つ
い
て
は
拙
論
「『
黃
庭
內
景
經
』
試
論
」（『
東
洋
文
化
』
第
六
二
號
、
一
九
八
二

年
）
を
參
照
。

（
43
）
精
神
氣
の
三
奇
に
關
し
て
は
、
福
井
文
雅
「
儒
道
佛
三
敎
に
お
け
る
氣
」（『
氣
の
思
想
』
所
收
、
一
九
七
八
年
）
お
よ
び
注
（
15
）
所
揭
麥

谷
一
九
七
九
論
文
を
參
照
。

（
44
）
『
道
敎
義
樞
』
位
業
義
が
こ
こ
で
『
玄
門
論
』
に
載
せ
る
二
法
師
の
說
を
依
據
と
す
る
の
は
、『
玄
門
大
義
』
に
は
こ
の
說
を
載
せ
て
い
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
位
業
義
は
こ
の
ほ
か
に
も
高
宗
期
の
善
導
の
淨
土
敎
學
で
用
い
る
散
定
二
心
や
散
善
な
ど
の
語
を
用
い
て
お
り
（
注

（
２
）
所
揭
福
永
論
文
）、
又
十
轉
位
に
つ
い
て
高
宗
期
の
道
經
で
あ
る
『
海
空
智
藏
經
』
の
十
轉
義
に
言
及
し
、
こ
れ
は
悟
道
の
段
階
を
示

す
も
の
で
仙
界
の
位
階
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
態
々
斷
る
な
ど
、『
道
敎
義
樞
』
撰
述
段
階
の
付
加
と
思
わ
れ
る
部
分
が
多
い
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

（
45
）
淨
三
業
有
欲
善
と
は
、
後
に
引
く
宋
法
師
の
說
に
具
體
的
な
解
說
が
あ
る
。
今
そ
の
典
據
と
思
わ
れ
る
『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
引
く
宋
文
明

の
『
道
德
義
淵
』
を
擧
げ
て
お
く
。「
持
十
戒
、
口
業
淨
者
、
登
欲
界
。
身
業
淨
〔
者
〕、
登
色
界
。
心
業
淨
者
、
登
無
色
界
。
入
九
品
行
者
、

登
種
民
天
也
」（
二
六
ｂ
）。

（
46
）
『
眞
誥
』（
道
藏
六
三
七
―
四
〇
册
）
卷
五
、
甄
命
授
第
一
に
見
え
る
淸
靈
眞
人
裴
玄
仁
の
誥
授
に
、「
崑
崙
上
有
九
府
、
是
爲
九
宮
。
太
極

爲
太
宮
也
。
諸
仙
人
俱
是
九
宮
之
官
僚
耳
。
至
於
眞
人
、
乃
九
宮
之
公
卿
大
夫
。
仙
官
有
上
下
、
各
有
次
秩
。
仙
有
左
右
府
、
而
有
左
右
公
、

左
右
卿
、
左
右
大
夫
、
左
右
御
史
也
。
明
大
洞
爲
仙
卿
、
服
金
丹
爲
大
夫
、
服
衆
芝
爲
御
史
。
若
得
太
極
隱
芝
服
之
、
便
爲
左
右
仙
公
及
眞

人
矣
」（
一
五
ａ
―
ｂ
）、「
有
尸
解
乃
過
者
、
乃
有
數
種
、
竝
是
仙
之
數
也
。
尸
解
之
仙
、
不
得
御
華
蓋
、
乘
飛
龍
、
登
太
極
、
遊
九
宮
也
」

（
一
五
ｂ
）、「
仙
道
之
妙
、
皆
有
方
也
。
能
盡
此
道
、
便
爲
九
宮
眞
人
。
不
但
登
仙
而
已
」（
四
ｂ
）
な
ど
と
あ
り
、
九
宮
を
官
僚
組
織
を
も
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つ
仙
府
と
す
る
と
と
も
に
、
昇
仙
の
方
法
の
差
に
よ
っ
て
仙
位
が
異
な
る
こ
と
を
い
い
、
位
業
義
の
說
の
原
初
的
な
形
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
九
宮
位
の
發
想
に
は
『
大
洞
眞
經
』
な
ど
の
泥
丸
九
宮
說
も
廣
い
意
味
で
關
與
し
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
神
仙
說
の

影
の
濃
い
敎
說
を
基
に
そ
の
內
容
の
高
度
化
を
圖
っ
た
も
の
が
位
業
義
の
九
宮
位
で
あ
ろ
う
。

（
47
）
こ
の
仙
眞
聖
二
十
七
品
說
が
顧
歡
の
袁
粲
に
對
す
る
駁
論
に
見
え
、
宋
末
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
注
（
２
）
所
揭
福
永
論
文
に
指
摘

が
あ
る
。

（
48
）
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
。

（
49
）
有
欲
觀
、
無
欲
觀
そ
の
も
の
の
形
成
に
は
、
三
論
學
派
の
有
無
中
道
三
觀
の
敎
說
が
大
き
く
關
與
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
位
業
義
末

に
引
く
玄
靖
法
師
の
說
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
50
）
『
老
子
』
第
三
十
七
章
成
疏
「
一
者
、
發
心
。
二
者
、
伏
心
。
三
者
、
知
眞
心
。
四
者
、
出
離
心
。
五
者
、
无
上
心
。
第
一
發
心
者
、
謂
發
自

然
道
意
、
入
於
法
門
也
。
第
二
伏
心
者
、
謂
伏
諸
障
惑
也
。
就
伏
心
有
文
﹇
武
﹈
尸
三
解
、
解
有
三
品
、
總
成
九
品
。
通
前
發
心
爲
十
轉
行

也
。
第
三
知
眞
心
者
、
有
九
品
。
卽
生
彼
九
宮
也
。
第
四
出
離
心
者
、
有
三
品
。
卽
生
彼
三
淸
。
所
謂
仙
眞
聖
也
。
第
五
无
上
心
者
、
謂
直

登
道
果
、
乃
至
大
羅
也
。
善
結
者
、
結
此
五
種
心
、
終
始
無
替
也
。
此
明
結
願
堅
固
也
」。
成
疏
は
无
上
心
に
つ
い
て
「
大
羅
に
至
る
」
と
言

う
が
、『
道
敎
義
樞
』
位
業
義
は
全
く
大
羅
天
に
言
及
し
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
た
だ
、
混
元
義
に
お
い
て
一
例
だ
け
大
羅
天
に
言
及

す
る
が
、
そ
れ
も
『
太
眞
科
』
の
引
用
で
あ
っ
て
、『
道
敎
義
樞
』
が
大
羅
天
に
積
極
的
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
51
）
注
（
２
）
所
揭
福
永
論
文
を
參
照
。

（
52
）
『
擬
通
門
論
』「
聖
人
位
亦
在
上
淸
、
亦
在
世
閒
。
仙
人
亦
在
玉
淸
、
亦
在
上
淸
、
亦
在
世
閒
。
…
…
此
境
界
、
更
相
通
、
更
相
交
耳
」（
大

淵
『
圖
錄
』、
七
三
三
頁
）。

（
53
）
東
晉
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
『
度
人
經
』
は
死
者
の
濟
度
を
說
く
最
も
古
い
道
經
の
一
つ
で
あ
り
、『
眞
誥
』
卷
十
三
、
稽
神
樞
第
三
、
同

卷
十
六
、
闡
幽
微
第
二
に
は
地
下
主
者
、
鬼
帥
を
そ
れ
ぞ
れ
三
等
に
分
け
、
そ
の
閒
で
轉
々
昇
進
す
る
こ
と
、
ま
た
、
北
酆
（
羅
酆
都
）
を

中
心
と
す
る
冥
界
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
拙
論
「
初
期
道
敎
に
お
け
る
救
濟
思
想
」（『
東
洋
文
化
』
第
五
七
號
、
一
九

七
七
年
）
を
參
照
。

（
54
）
『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
に
引
く
宋
文
明
『
道
德
義
淵
』
に
は
「
此
三
十
二
天
、
則
專
主
人
福
果
、
異
乎
九
天
及
三
十
六
天
」
と
あ
り
、『
度
人
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經
』
や
『
太
眞
科
』
な
ど
の
三
十
二
天
說
と
『
九
天
生
神
章
經
』
の
九
天
に
發
す
る
三
十
六
天
說
と
が
本
來
系
統
を
異
に
す
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
度
人
經
』
系
の
三
十
二
天
の
名
稱
と
『
九
天
生
神
章
經
』
系
の
三
十
六
天
を
說
く
『
無
上
祕
要
』
卷
十
六
、
衆
聖

本
迹
品
下
の
三
十
六
天
王
の
名
稱
が
全
く
異
な
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
玄
嶷
『
甄
正
論
』
卷
上
に
は
「
謹
案
道
家
三

十
二
天
、
略
無
大
羅
之
號
。
卽
明
元
无
大
羅
之
天
。
此
亦
妄
造
」（
大
正
藏
五
二
、
五
六
二
ａ
）
と
あ
り
、
大
羅
天
が
三
十
二
天
說
に
本
來

備
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
度
人
經
』
や
『
諸
天
內
音
』
に
は
旣
に
「
大
羅
」
の
號
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
し
か
も
、『
度
人
經
四
註
』
の
齊
の
嚴
東
の
注
に
は
「
大
羅
之
天
、
在
衆
天
之
上
。
…
…
明
道
旣
彰
、
大
羅
之
天
、
卽
鬱
然
澄
淸
。
七
羅

之
樹
、
各
生
一
方
、
彌
覆
一
天
。
八
樹
彌
覆
八
天
、
包
羅
衆
天
、
故
曰
大
羅
」（
卷
二
、
一
〇
ｂ
「
上
極
无
上
、
大
羅
玉
淸
」
注
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
八
天
と
は
八
方
天
の
意
で
あ
る
か
ら
、
嚴
東
段
階
で
は
大
羅
天
は
八
方
に
各
四
天
づ
つ
平
面
的
に
展
開
す
る
三
十
二
天
を
包
羅

す
る
最
上
最
大
の
天
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
三
淸
境
の
導
入
と
重
層
構
造
論
へ
の
移
行
と
と
も
に
、
大
羅
天
は

三
十
六
天
の
最
上
天
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
辯
正
論
』
卷
二
（
大
正
藏
五
二
、
四
九
八
ｂ
）
は
か
か
る
大
羅

天
に
明
確
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
期
は
隋
末
か
ら
唐
極
初
が
一
應
の
下
限
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
55
）
『
靈
寶
雜
問
』
に
い
う
『
義
疏
』
と
は
、『
太
平
御
覽
』
卷
六
六
六
に
引
く
『
道
學
傳
』（『
御
覽
』
は
『
老
子
聖
紀
』
と
し
て
標
出
す
る
が
、

『
道
學
傳
』
の
誤
り
で
あ
る
）
宋
文
明
傳
に
見
え
る
『
靈
寶
經
義
疏
』
で
あ
ろ
う
。

（
56
）
『
雲
笈
七
籤
』
卷
二
十
一
、
天
地
部
に
引
く
『
玄
門
論
』
が
明
ら
か
に
重
層
的
な
三
十
六
天
說
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
推
定
を
補
完

す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
雲
笈
七
籤
』
は
螺
旋
あ
る
い
は
平
面
構
造
の
天
界
說
に
も
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
根
强
く
存
在
し

續
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
57
）
道
敎
の
冥
界
あ
る
い
は
地
獄
に
つ
い
て
は
、
澤
田
瑞
穗
『
地
獄
變
』（
法
藏
館
、
一
九
六
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
58
）
道
敎
の
生
成
論
の
系
統
に
つ
い
て
は
、
注
（
15
）
所
揭
麥
谷
一
九
七
九
論
文
を
參
照
。

（
59
）
『
三
洞
珠
囊
』
卷
七
、
二
十
四
氣
品
に
引
く
宋
文
明
『
通
門
論
』
に
は
「
少
陰
太
陰
少
陽
太
陽
、
亦
與
中
和
之
氣
、
合
以
成
五
氣
。
五
氣
就

前
玄
元
始
三
氣
、
成
數
爲
八
。
卽
大
洞
經
云
、
三
元
各
八
、
合
爲
二
十
四
氣
。
衆
生
品
族
、
於
是
而
生
也
。
此
氣
散
之
爲
雲
霧
、
合
之
爲
形

影
、
出
之
爲
分
化
、
入
之
爲
眞
一
。
又
此
氣
之
本
、
謂
元
始
大
梵
之
氣
、
分
而
爲
三
、
卽
成
上
三
天
也
」（
一
五
ｂ
）
と
あ
る
が
、
元
始
大
梵

之
氣
が
大
羅
天
と
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
宋
文
明
は
、
注
（
55
）
で
述
べ
た
よ
う
に
三
十
二
天
說
と
九
天
系
の
三
十
六
天
說
を
は
っ
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き
り
區
別
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
一
氣
か
ら
三
氣
（
天
）
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
三
天
に
先
立
つ
一
天
は
考

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
60
）
福
井
康
順
『
道
敎
の
基
礎
的
硏
究
』
一
四
五
頁
以
下
を
參
照
。

（
61
）
『
九
天
生
神
章
經
』
に
は
、『
靈
寶
自
然
九
天
生
神
三
寶
大
有
金
書
』（
道
藏
七
三
册
）、『
洞
玄
靈
寶
自
然
九
天
生
神
章
經
』（
道
藏
一
六
五

册
）
お
よ
び
『
雲
笈
七
籤
』
卷
十
六
に
引
く
『
靈
寶
洞
玄
自
然
九
天
生
神
章
經
』
の
三
本
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
字
句
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
洞
眞
部
所
收
の
テ
キ
ス
ト
に
據
っ
た
。

（
62
）
重
玄
な
る
語
の
哲
學
的
宗
敎
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
、
砂
山
稔
「
成
玄
英
の
思
想
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
三
二
集
、
一
九
八

〇
年
）
を
參
照
。

（
63
）
十
二
部
が
『
洞
眞
太
上
倉
元
上
錄
』
に
十
二
事
と
し
て
見
え
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
ま
た
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
三
、
聖
行
品
に

も
十
二
事
と
し
て
見
え
る
。
た
だ
し
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
玉
訣
を
寶
訣
、
衆
術
を
術
數
に
作
り
、『
擬
通
門
論
』
や
そ
こ
に
擧
げ
ら
れ

た
陸
先
生
の
十
二
部
說
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
な
ど
と
は
異
な
る
。『
玄
門
大
義
』（
＝
『
道
敎
義
樞
』）
は
こ
こ
で
も
『
太
玄
眞
一
本
際

經
』
に
は
據
ら
ず
、『
擬
通
門
論
』
と
同
じ
立
場
に
立
つ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
64
）
注
（
３
）
所
揭
砂
山
論
文
を
參
照
。

（
65
）
大
淵
『
圖
錄
』、
三
一
四
―
三
一
六
頁
。

（
66
）
同
前
、
三
四
五
頁
ノ
一
。「
若
諸
神
尊
所
說
諸
法
、
同
表
一
道
、
无
淺
深
者
。
云
何
而
得
有
圓
滿
敎
及
未
具
了
差
別
趣
耶
。
道
君
吿
曰
、
若
於

大
聖
諸
有
所
言
、
皆
是
正
觀
。
一
切
智
心
、
无
非
畢
竟
、
悉
是
了
義
。
隨
衆
生
故
、
半
滿
不
同
。
爲
鈍
根
者
、
或
時
說
有
、
或
時
說
空
、
或

時
說
常
、
或
說
无
常
。
是
名
兩
半
。
前
後
異
說
、
不
得
一
時
。
隨
病
發
故
。
偏
示
一
義
、
是
名
爲
半
。
前
病
除
已
、
復
顯
一
藥
。
用
具
足
故
、

名
之
爲
滿
。
了
兩
半
已
、
入
一
中
道
、
乃
名
具
足
圓
滿
之
相
」。

（
67
）
『
上
淸
道
寶
經
』（
道
藏
一
〇
三
六
―
七
册
）
は
時
代
不
詳
で
は
あ
る
が
、
そ
の
卷
一
、
經
品
は
『
定
志
經
』
の
「
兩
半
成
一
」
を
「
有
无
爲

兩
半
、
不
有
不
无
爲
一
正
道
」
と
完
全
に
三
論
の
有
無
中
道
で
解
し
て
い
る
。

（
68
）
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
の
說
。

（
69
）
唐
末
閭
丘
方
遠
編
『
太
平
經
鈔
』
壬
部
に
は
、「
夫
大
神
不
過
天
與
地
、
大
明
不
過
日
與
月
、
尙
皆
兩
半
共
成
一
。
…
…
天
地
之
道
、
乃
一
陰
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一
陽
、
各
出
半
力
、
合
爲
一
、
乃
後
共
成
一
」（
王
明
『
太
平
經
合
校
』、
七
一
五
頁
）
と
あ
り
、
陰
陽
に
統
括
さ
れ
る
天
地
、
日
月
な
ど
の

二
元
的
要
素
の
合
一
を
「
兩
半
共
成
一
」
と
表
現
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
記
述
が
後
漢
期
の
『
太
平
經
』
壬
部
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
な

ら
、『
抱
朴
子
』
に
先
立
つ
最
古
の
用
例
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
唐
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
『
元
氣
論
』（『
雲
笈
七
籤
』
卷
五
六
所
引
）
は
、

こ
の
『
抱
朴
子
』
の
口
訣
を
『
九
皇
上
經
』
と
し
て
引
用
し
、
そ
の
注
に
云
く
と
し
て
、「
交
梨
火
棗
、
生
在
人
體
中
。
其
大
如
彈
丸
、
其
黃

如
橘
。
其
味
甚
甜
、
其
甜
如
蜜
。
不
遠
不
近
、
在
於
心
室
。
心
室
者
、
神
之
舍
、
氣
之
宅
。
精
之
生
魂
之
魄
。
玉
池
者
、
口
中
舌
上
所
出
之

液
。
液
與
神
氣
一
合
、
謂
兩
半
合
一
也
」
な
る
文
を
引
く
。『
抱
朴
子
』
段
階
で
は
口
訣
で
あ
っ
た
も
の
が
、
道
經
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
服

氣
存
思
あ
る
い
は
房
中
術
と
廣
い
範
圍
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
70
）
『
盟
威
經
』「
衆
生
根
麤
、
去
道
奢
（
賖
）
邈
、
大
道
慈
愍
、
立
法
訓
治
、
趣
令
心
開
、
兩
半
成
一
。
一
成
无
敗
、
與
常
道
合
眞
」（『
道
敎
義

樞
』
卷
二
、
八
ｂ
）、『
太
上
洞
玄
靈
寶
昇
玄
內
敎
經
』
卷
六
、
開
緣
品
「
夫
眞
道
者
、
无
不
无
、
有
不
有
、
生
不
生
、
滅
不
滅
。
…
…
一
不

一
、
異
不
異
。
能
覺
兩
半
者
、
豈
不
體
之
乎
。
子
當
祕
之
、
勿
授
不
眞
也
」（
大
淵
『
圖
錄
』、
二
五
五
頁
）、『
太
上
洞
淵
神
呪
經
』（
道
藏
一

七
〇
―
三
册
）
卷
一
二
、
衆
聖
護
身
消
災
品
「
汝
等
眞
仙
、
…
…
使
有
心
者
、
脫
諸
障
惱
、
現
世
安
樂
、
…
…
不
染
三
縛
、
守
其
眞
一
、
返

我
兩
半
、
冥
合
自
然
」（
二
ｂ
）、『
洞
眞
太
上
說
智
慧
消
魔
眞
經
』（
道
藏
一
〇
三
二
册
）
卷
三
、
守
一
品
「
源
一
自
然
、
玄
二
成
象
、
兩
炁

流
潤
、
和
合
三
三
、
三
一
周
布
、
聖
普
同
年
、
盛
德
充
盈
、
兩
半
生
生
、
兩
半
成
一
、
一
一
无
窮
。
棄
德
好
色
、
不
顧
種
人
、
恣
欲
逞
情
、

非
智
慧
也
」（
一
二
ａ
）。『
太
上
業
報
因
緣
經
』
卷
八
、
生
神
品
「
吾
今
爲
汝
、
剖
析
因
緣
。
欲
使
當
來
、
悟
其
元
炁
。
人
始
受
身
、
皆
從
虛

无
自
然
中
來
。
迴
黃
轉
白
、
構
氣
凝
精
、
而
元
父
生
神
、
玄
母
成
形
。
承
天
順
地
、
合
化
陰
陽
、
兩
半
因
緣
、
稟
其
骨
肉
、
莫
不
資
其
昔
業
、

會
遇
今
緣
、
取
象
乾
坤
、
含
懷
日
月
、
陰
陽
變
化
、
神
識
往
來
。
萬
化
之
中
、
人
最
爲
貴
」（
大
淵
『
圖
錄
』、
一
六
六
頁
）、『
三
論
元
旨
』

虛
妄
章
「
衆
生
沈
淪
苦
海
、
莫
不
因
心
而
然
。
滅
妄
歸
眞
、
自
然
之
源
妙
矣
。
一
者
生
氤
氳
、
氤
氳
生
於
兩
半
」（
五
ｂ
）。
こ
の
ほ
か
に
も
、

『
周
易
』
繫
辭
上
第
十
二
章
の
正
義
に
「
故
自
形
外
已
上
者
、
謂
之
道
也
。
自
形
內
而
下
者
、
謂
之
器
也
。
形
雖
諸
道
器
兩
畔
之
際
、
形
在

器
、
不
在
道
。
旣
有
形
質
、
可
爲
器
用
」
と
兩
畔
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
敎
敎
理
と
は
直
接
關
係
し
な
い
が
、
唐
代
の
義

疏
の
中
で
も
對
立
す
る
二
要
素
を
表
わ
す
槪
念
と
し
て
兩
畔
（
半
）
な
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
的
狀
況
と
し
て
注
目
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。

（
71
）
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
お
よ
び
同
氏
『
宗
密
敎
學
の
思
想
史
的
硏
究
』（
東
京
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所
、
一
九
七
五

182



　　『道敎義樞』と南北朝隋初唐期の道敎敎理學

年
）
一
二
〇
頁
を
參
照
。
ま
た
、
道
性
思
想
の
形
成
と
佛
性
論
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
一
九
六
九
書
に
論
が
あ
る
。

（
72
）
『
大
乘
玄
論
』
卷
三
、
佛
性
義
に
お
い
て
、
吉
藏
は
通
別
二
門
を
立
て
、
通
門
に
お
い
て
は
草
木
成
佛
を
認
め
る
が
、
別
門
に
お
い
て
は
認

め
て
い
な
い
。
こ
の
吉
藏
の
草
木
成
佛
說
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
中
嶋
隆
藏
「
吉
藏
の
草
木
成
佛
思
想
」（『
中
國
に
お
け
る
人
閒
性
の
探
求
』

所
收
）
を
參
照
。

（
73
）
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
お
よ
び
福
永
光
司
「
一
切
衆
生
と
草
木
土
石
」（『
佛
敎
史
學
硏
究
』
第
三
卷
第
二
號
、
一
九
八
一
年
）
を
參
照
。

（
74
）
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
の
說
。

（
75
）
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
注
（
15
）
所
揭
麥
谷
一
九
七
八
論
文
に
論
じ
て
あ
る
。

（
76
）
道
性
な
る
語
が
初
見
さ
れ
る
の
は
、『
老
子
』
第
二
十
五
章
「
道
法
自
然
」
の
河
上
公
注
「
道
性
自
然
、
无
所
法
也
」、
あ
る
い
は
『
老
子
』

第
三
十
七
章
「
道
常
无
爲
而
无
不
爲
」
の
想
爾
注
「
道
性
不
爲
惡
事
、
故
能
神
」、
同
じ
く
「
无
名
之
樸
亦
將
不
欲
」
の
「
道
性
於
俗
閒
都
无

所
欲
、
王
者
亦
當
法
之
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
河
上
公
注
』
や
『
想
爾
注
』
の
道
性
は
佛
性
や
法
性
と
は
何
の
關
係
も
無
い
が
、
佛
性
論
を

導
入
す
る
際
に
典
據
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
は
、『
辯
正
論
』
卷
三
、
十
喩
九
箴
篇
の
三
に
、
沙
門
の
制
に
關
し

て
「
淸
虛
恬
漠
、
順
道
性
也
」
と
あ
る
の
を
、
佛
性
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
古
い
例
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
河
上
公
注
』
等
と
同
樣
、
佛

性
と
は
無
關
係
の
道
の
本
來
の
在
り
方
と
い
う
意
味
の
道
性
で
あ
る
。

（
77
）
高
宗
が
天
皇
と
稱
し
た
こ
と
は
『
舊
唐
書
』
高
宗
本
紀
下
咸
享
五
年
（
六
七
四
）
條
な
ど
に
見
え
る
。

（
78
）
『
寶
藏
論
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
茂
雄
「
寶
藏
論
の
思
想
史
的
意
義
」（『
宗
敎
硏
究
』
一
七
一
、
一
九
六
二
年
）
を
參
照
。

（
79
）
注
（
73
）
所
揭
福
永
論
文
は
、
湛
然
の
佛
性
論
形
成
に
お
け
る
『
莊
子
』
を
初
め
と
す
る
道
家
思
想
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
80
）
『
道
敎
義
樞
』
の
五
種
三
觀
と
佛
敎
敎
理
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。

（
81
）
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
卷
六
「
小
乘
初
門
有
三
觀
法
。
一
曰
假
法
觀
、
謂
對
持
也
。
二
曰
實
法
觀
、
謂
心
照
也
。
三
曰
遍
空
觀
、
入
無
爲
也
。

中
乘
法
門
觀
行
有
四
。
一
曰
無
常
觀
、
二
曰
入
常
觀
、
三
曰
入
非
無
常
觀
、
四
曰
入
非
常
觀
。
大
乘
門
中
觀
行
亦
四
。
一
曰
妙
有
觀
、
二
曰

妙
無
觀
、
三
曰
重
玄
觀
、
四
曰
非
重
玄
觀
。
聖
何
門
中
復
有
三
觀
。
一
曰
眞
空
觀
、
二
曰
眞
洞
觀
、
三
曰
眞
無
觀
。
以
此
觀
行
、
修
鍊
其
心
、

從
有
入
無
、
階
麤
極
妙
、
得
妙
而
忘
其
妙
、
乃
契
於
無
爲
之
門
爾
」（
一
〇
ａ
以
下
）。

（
82
）
ち
な
み
に
、『
三
論
元
旨
』
に
は
神
炁
二
觀
の
ほ
か
に
、「
神
を
會
し
性
を
通
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
」
の
ま
ず
修
む
べ
き
攝
心
觀
、
次
い
で
修
む
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べ
き
忘
心
觀
の
二
觀
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
83
）
こ
れ
の
も
と
に
な
る
敎
說
は
『
涅
槃
經
』
卷
二
十
六
、
師
子
吼
菩
薩
品
（
大
正
藏
一
二
、
七
七
八
ｂ
）
に
見
え
る
。『
道
敎
義
樞
』
の
說
が

慧
遠
『
大
乘
義
章
』
卷
十
や
寶
藏
『
華
嚴
經
明
法
品
內
立
三
寶
章
』
と
類
似
す
る
と
の
指
摘
は
注
（
１
）
所
揭
鎌
田
論
文
に
見
ら
れ
る
。
ま

た
、『
道
敎
義
樞
』
は
經
寶
の
經
を
「
經
と
は
卽
ち
法
と
訓
じ
常
と
訓
じ
、
由
を
言
い
徑
を
言
う
（
經
卽
訓
法
訓
常
、
言
由
言
經
）」
と
解
す

る
が
、
こ
の
よ
う
な
訓
詁
は
智
顗
の
『
觀
無
量
壽
經
疏
』（
大
正
藏
三
七
、
一
八
六
ｃ
）
に
「
經
と
は
、
法
と
訓
じ
常
と
訓
ず
。
聖
人
の
金
口

に
由
る
、
故
に
經
と
言
う
な
り
（
經
者
訓
法
訓
常
。
由
聖
人
金
口
、
故
言
經
也
）」
と
あ
り
、
こ
の
點
に
も
『
義
樞
」
と
天
台
と
の
同
時
代
性

が
見
て
取
れ
る
。
な
お
、
こ
の
訓
詁
は
成
玄
英
の
『
老
子
解
題
序
訣
義
疏
」
に
、「
但
經
之
義
訓
…
…
略
爲
四
釋
。
所
言
四
者
、
一
由
、
二

徑
、
三
法
、
四
常
。
第
一
訓
由
者
、
言
三
世
天
尊
、
十
方
太
上
、
莫
不
因
由
此
經
、
而
得
成
道
。
第
二
訓
徑
者
、
言
能
開
通
萬
物
、
導
逹
四

生
、
作
學
者
之
津
梁
、
寔
脩
眞
之
要
徑
。
第
三
訓
法
者
、
旨
趣
玄
妙
、
能
所
淸
微
、
可
以
軌
則
蒼
生
、
楷
模
衆
聖
也
。
第
四
訓
常
者
、
言
非

但
理
致
深
遠
、
湛
寂
嶷
然
、
抑
亦
萬
代
百
王
、
不
刊
之
術
。
具
斯
四
義
、
故
稱
爲
經
也
」
と
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、『
玄
門
大
義
』
に
は

同
樣
の
記
述
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
卷
五
、
釋
疏
題
明
道
德
義
に
ほ
ぼ
同
文
が
引
か
れ
て

い
る
こ
と
も
、
道
德
義
同
樣
こ
れ
が
『
玄
門
大
義
』
の
文
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、『
老
子
』
第
一
章
の
玄
宗
疏
も
こ
の
訓
詁

を
擧
げ
て
お
り
、
重
玄
派
系
統
の
共
通
し
た
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
84
）
『
三
論
玄
義
』（
大
正
藏
四
五
、
一
四
ａ
）
あ
る
い
は
『
大
乘
玄
論
』
卷
四
、
二
智
義
論
境
智
門
（
大
正
藏
四
五
、
五
五
ｂ
以
下
）
な
ど
に
見

ら
れ
る
境
智
の
說
を
蹈
ま
え
て
い
よ
う
。

（
85
）
『
老
子
』
第
三
十
三
章
、
六
十
三
章
な
ど
の
成
玄
英
疏
に
は
境
智
の
論
が
、
ま
た
、
同
じ
く
第
十
一
章
の
李
榮
注
、
第
二
十
三
章
の
玄
宗
疏

や
杜
光
庭
の
義
な
ど
に
は
理
敎
の
論
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
『
老
子
』
解
釋
と
重
玄
派
の
敎
理
と
の
密
接
な
對
應
關
係
が
看
取
さ
れ
る
。

（
86
）
『
道
敎
義
樞
』
は
最
初
に
五
濁
の
名
稱
と
し
て
、
煩
惱
、
見
、
命
、
生
死
、
時
運
を
擧
げ
る
が
、
以
下
の
記
述
の
中
で
は
し
ば
し
ば
生
死
濁

の
代
り
に
衆
生
濁
、
時
運
濁
の
代
り
に
劫
濁
と
い
う
佛
敎
本
來
の
名
稱
を
用
い
て
お
り
、
五
濁
義
の
道
敎
敎
理
と
し
て
の
底
の
淺
さ
を
露
呈

し
て
い
る
。

（
87
）
『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
卷
下
「
五
濁
。
一
見
濁
、
邪
見
。
二
劫
濁
、
日
月
短
促
。
三
衆
生
濁
、
精
神
不
明
。
四
煩
惱
濁
、
嗔
恚
鬪
爭
。
五
命

濁
、
短
壽
」（
七
ａ
）。
こ
の
ほ
か
に
、『
義
樞
』
と
似
た
も
の
に
は
、『
道
典
論
』（
道
藏
七
六
四
册
）
の
命
、
見
、
惱
、
生
、
時
濁
が
あ
る
。
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　　『道敎義樞』と南北朝隋初唐期の道敎敎理學

（
88
）
『
老
子
』
第
四
十
九
章
「
信
者
、
吾
信
之
、
不
信
者
、
吾
亦
信
之
」
の
成
玄
英
疏
は
、
道
と
修
道
者
と
の
關
係
を
扱
い
、
應
を
通
、
別
の
二

種
に
分
け
て
說
い
て
い
る
。
こ
の
點
か
ら
見
れ
ば
、
重
玄
派
內
で
は
佛
敎
の
感
應
義
に
對
應
す
る
論
も
有
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、『
道
敎
義

樞
』
は
そ
れ
に
は
全
く
觸
れ
て
い
な
い
。

（
89
）
注
（
１
）
所
揭
大
淵
、
鎌
田
、
吉
岡
各
論
文
を
參
照
。

（
90
）
郭
璞
「
遊
仙
詩
」
二
（『
文
選
』
卷
二
一
）「
靑
谿
千
餘
仞
、
中
有
一
道
士
、
雲
生
梁
棟
閒
、
風
出
窗
戶
裏
、
借
問
此
何
誰
、
云
是
鬼
谷
子
、
翹

迹
企
潁
陽
、
臨
河
思
洗
耳
、
閶
闔
西
南
來
、
潛
波
渙
鱗
起
、
靈
妃
顧
我
笑
、
粲
然
啓
玉
齒
、
蹇
脩
時
不
存
、
要
之
將
誰
始
」、
李
善
注
「
庾
仲

雍
荊
州
記
曰
、
臨
沮
縣
有
靑
溪
山
。
山
東
有
泉
、
泉
側
有
道
士
精
舍
。
郭
景
純
嘗
作
臨
沮
縣
。
故
遊
仙
詩
嗟
靑
溪
之
美
」。
ち
な
み
に
、『
同

治
遠
安
縣
志
』
に
は
、
靑
溪
山
寺
の
側
に
法
琳
洞
が
存
す
る
と
あ
る
が
、
法
琳
を
宋
の
人
と
し
て
い
る
。

（
91
）
普
通
名
詞
の
例
は
、
唐
睿
宗
「
賜
岱
嶽
觀
敕
」（『
全
唐
文
』
卷
一
九
）
に
「
翠
嶺
萬
尋
、
靑
溪
千
仞
」、
李
榮
「
道
德
眞
經
註
序
」（
道
藏
四

二
九
册
）
に
「
臣
榮
…
…
淹
留
丹
桂
、
夙
徹
耳
於
薰
風
。
舞
詠
靑
溪
、
空
曝
背
於
唐
日
」
な
ど
と
あ
る
。
又
、
建
康
郊
外
に
は
有
名
な
靑
溪

が
あ
る
。

（
92
）
こ
の
こ
と
に
關
し
て
は
、『
摩
訶
止
觀
』
一
上
や
灌
頂
の
『
隋
天
台
智
者
大
師
別
傳
』
な
ど
に
記
事
が
見
え
る
。

（
93
）
鎌
田
論
文
は
、
感
應
義
に
お
い
て
觀
と
應
を
開
い
て
說
い
て
い
る
點
、
境
智
義
に
お
い
て
「
內
外
不
二
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
も
湛
然
の
影

響
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
感
應
義
の
六
觀
六
應
は
、「
舊
義
有
六
觀
六
應
」
と
し
て
引
か
れ
る
も
の
で
、
少
な
く
と
も
孟
安
排
以
前
の

說
で
あ
る
。
ま
た
、
感
應
を
感
と
應
に
開
く
の
も
、
自
然
義
で
自
然
を
自
と
然
に
開
く
の
と
同
樣
、
必
ず
し
も
湛
然
の
影
響
と
考
え
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、「
內
外
不
二
」
の
語
は
た
し
か
に
湛
然
が
十
不
二
門
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
境
を
外
、
智
を
內
と
し
て
境
智
の

不
殊
冥
一
を
說
く
の
は
、『
老
子
』
第
六
十
三
章
「
事
無
事
」
の
成
玄
英
の
疏
な
ど
に
も
見
え
て
お
り
、
思
想
的
に
は
重
玄
派
敎
理
に
そ
の

淵
源
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

（
94
）
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
小
林
太
巿
郞
「
唐
廷
に
お
け
る
密
敎
と
道
敎
と
の
角
遂
」（『
小
林
太
巿
郞
著
作
集
』
第
七
卷
、
淡
交
社
、
一
九
七
四

年
）
を
參
照
。

（
95
）
注
（
２
）
所
揭
福
永
論
文
は
、『
道
敎
義
樞
』
位
業
義
中
に
善
導
（
六
一
三
―
八
一
）
の
淨
土
敎
學
で
用
い
ら
れ
る
散
善
の
語
の
存
在
を
指

摘
し
、『
道
敎
義
樞
』
の
撰
述
を
高
宗
朝
と
推
定
す
る
。
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『
五
老
寶
經
』
小
考
　

垣
　
內
　
　
智
　
之
　
　

　　　　
　
　
問
題
の
所
在

　　
六
朝
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
道
敎
經
典
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
成
立
の
經
緯
に
つ
い
て
傳
說
的
な
記
述
以
外
に
手
が
か
り
が

乏
し
く
、
そ
の
成
立
時
期
や
以
後
の
履
歷
の
特
定
に
困
難
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
上
淸
經
典
に
つ
い
て
言
え
ば
、『
大
洞
眞
經
』
な
ど

ご
く
一
部
の
經
典
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
時
期
を
特
定
し
、
內
容
面
に
も
踏
み
込
む
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が（

１
）、

そ
の
周
邊
に

存
在
し
た
で
あ
ろ
う
經
典
群
に
つ
い
て
は
、「
上
淸
大
洞
眞
經
目
」
（『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
卷
五
）
な
ど
の
資
料
に
見
え
る

經
題
を
手
が
か
り
に
し
て
存
否
を
推
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
現
存
す
る
經
典
が
ど
れ
だ
け
當
時
の
姿
を
傳
え
て
い
る
か
に
つ

い
て
、
內
容
面
に
お
け
る
解
明
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
を
將
來
時
期
や
譯
者
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
い

佛
典
に
お
け
る
事
情
に
比
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
差
は
歷
然
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
の
道
敎
思
想
を
解
明
す
る
に
は
、
當
時
に
存
在
し
た
經
典
の
狀
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に

は
、『
眞
誥
』
や
『
無
上
祕
要
』
を
座
標
軸
と
し
て
現
存
す
る
經
典
の
內
容
を
精
査
し
、
複
數
の
經
典
を
結
び
つ
け
る
記
述
を
見
出
し
、
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そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
經
典
相
互
の
關
係
を
確
認
し
て
い
く
作
業
が
缺
か
せ
な
い
。
こ
う
し
た
作
業
は
手
續
き
が
煩
雜
で
あ
る
う

え
に
、
推
論
を
重
ね
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も
あ
る
た
め
、
根
據
が
一
つ
成
り
立
た
な
く
な
る
と
す
べ
て
に
影
響
が
及
ぶ
と
い
う
危
險

性
を
孕
む
も
の
で
は
あ
る
が
、
推
論
の
根
據
を
示
し
て
お
く
こ
と
だ
け
で
も
、
今
後
の
硏
究
に
と
っ
て
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
大
洞
眞
經
』
に
次
ぐ
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
な
が
ら
、
現
行
本
の
錯
綜
し
た
體
裁
ゆ
え
に
か
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
集
中
的
に
檢
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
五
老
寶
經
』
を
主
た
る
檢
討
對
象
と
し
て
、
そ
の
構
成
を
分
析
す
る
作
業
に
取

り
組
ん
で
み
た
い
。

　　
　
　
一
　
中
央
黃
老
君

　　
本
稿
に
お
い
て
『
五
老
寶
經
』
と
呼
稱
す
る
の
は
、
道
藏
正
一
部
所
收
『
洞
眞
高
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
檢
五
老
寶
經
』
、「
中
央
黃

老
君
譔
」
と
標
さ
れ
る
全
十
六
章（

２
）、

不
分
卷
の
經
典
で
あ
る（

３
）。

序
に
相
當
す
る
卷
頭
の
章
の
ほ
か
は
そ
れ
ぞ
れ
に
章
題
が
與
え
ら
れ

て
お
り
、
一
應
の
統
一
性
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
旣
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、『
洞
眞
太
一
帝
君
太
丹
隱
書
洞
眞
玄

經
』
と
重
な
り
合
う
部
分
が
多
い
な
ど
、
そ
の
內
容
は
樣
々
な
要
素
が
複
雜
に
混
じ
り
合
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
の
原
初
の
す
が
た
を
推
定
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
撰
者
と
さ
れ

る
中
央
黃
老
君
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
『
眞
誥
』
卷
五
「
甄
命
授
第
一
」
に
は
、「
此
の
二
條
の
事
は
『
九
眞
中
經
』
に
出
づ
。
卽
ち
是
れ
中
央
黃
老
君
を
論
ず
る
な
り
。
黃

老
は
太
虛
眞
人
南
嶽
赤
君
の
師
爲
り
。
裴
は
旣
に
赤
君
を
師
と
す
。
其
の
本
始
を
崇
び
て
、
其
の
德
位
を
陳
ぶ
る
所
以
な
り
」
（
卷

五
、
二
ａ
一
）
と
い
う
注
と
と
も
に
、
中
央
黃
老
君
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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　　『五老寶經』小考

君
曰
は
く
、
老
君
は
太
上
の
弟
子
な
り
。
年
七
歲
に
し
て
長
生
の
要
を
知
り
、
是
を
以
て
太
極
眞
人
と
爲
る（

４
）。

君
曰
は
く
、
太
極
に
四
眞
人
有
り
。
老
君
は
其
の
左
に
處
り
、
神
虎
の
符
を
佩
び
、
流
金
の
鈴
を
帶
び
、
紫
毛
の
節
を
執
り
、
金

精
の
巾
を
き巾
る
。
行
く
に
は
則
ち
扶
華
晨
蓋
、
三
素
の
雲
に
乘
る
。
（『
眞
誥
』
卷
五
、
一
ｂ
七
）

注
に
よ
る
と
、
中
央
黃
老
君
は
、
裴
君
（
裴
玄
仁
）
が
師
と
仰
ぐ
赤
松
子
の
、
そ
の
ま
た
師
に
當
た
る
と
言
う
。
ま
た
本
文
で
は
、
黃

老
君
は
太
上
の
弟
子
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
條
に
付
さ
れ
た
注
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
言
う
太
上
と
は
太
上
高
聖
玉
晨
大
道
君

を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
裴
君
の
言
葉
は
、
太
上
高
聖
玉
晨
大
道
君
―
中
央
黃
老
君
―
赤
松
子
―
裴
玄
仁
と
い
う
系
譜
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
注
に
言
う
『
九
眞
中
經
』
に
つ
い
て
、
同
じ
「
甄
命
授
第
一
」
に
は
、「
君
曰
は
く
、
道
に
『
九
眞
中
經
』
有
り
。
老
君
の
祕
言

な
り
。
世
に
在
り
」
（
卷
五
、
二
ａ
四
）
と
あ
り
、
中
央
黃
老
君
の
言
葉
を
收
め
た
『
九
眞
中
經
』
が
、
旣
に
書
物
と
し
て
の
實
體
を

も
っ
て
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
方
、『
眞
誥
』
の
記
述
に
對
應
す
る
よ
う
に
、
現
行
の
『
九
眞
中
經
』、
す
な
わ

ち
正
一
部
『
上
淸
太
上
帝
君
九
眞
中
經
』
は
「
太
虛
眞
人
南
嶽
上
仙
赤
松
子
傳
」
と
標
さ
れ
て
お
り
、
卷
上
の
冒
頭
に
は
、
こ
こ
に

引
い
た
『
眞
誥
』
の
二
條
と
同
趣
旨
の
文
が
よ
り
詳
し
い
表
現
で
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
赤
松
子
が
自
ら
の
師
で
あ
る
中
央
黃
老
君

の
所
說
を
傳
え
た
も
の
が
『
九
眞
中
經
』
で
あ
り
、『
眞
誥
』
に
お
け
る
裴
君
の
所
說
は
、
師
の
言
葉
を
傳
え
る
前
に
、
師
た
る
中
央

黃
老
君
に
つ
い
て
說
明
し
た
赤
松
子
の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
引
い
た
裴
君
の
所
說
の
う
ち
、
太
上
高
聖
玉
晨
大
道
君
か
ら
中
央
黃
老
君
へ
と
つ
な
が
る
系
譜
に
つ
い
て
は
、『
祕
要
』
卷

三
十
二
「
衆
聖
傳
經
品
」
に
「『
洞
眞
靈
飛
六
甲
內
文
經
』
に
出
づ
」
と
し
て
引
か
れ
る
文
（
卷
三
二
、
三
ａ
七
）
に
お
い
て
、
太
上
玉

晨
高
聖
道
君（

５
）か

ら
太
極
四
眞
人
に
該
經
が
授
け
ら
れ
た
と
す
る
說
に
合
致
す
る
。
ま
た
、
中
央
黃
老
君
が
太
極
四
眞
人
の
一
人
（
左

位
）
に
數
え
ら
れ
る
と
い
う
說
に
つ
い
て
は
、『
眞
靈
位
業
圖
』
に
お
い
て
、「（
第
三
）
左
位
」
に
太
極
左
眞
人
中
央
黃
老
君
が
太
極

左
眞
人
紫
陽
左
仙
公
中
華
公
子
と
と
も
に
擧
げ
ら
れ
、
同
じ
く
「
右
位
」
の
太
極
右
眞
人
西
梁
子
文
・
太
極
右
眞
人
安
度
明
と
合
わ

189



せ
て
四
人
が
數
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
符
合
す
る
な
ど
、
裴
君
の
所
說
と
同
じ
考
え
が
、
あ
る
程
度
の
廣
が
り
を
も
っ
て
受
容

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
た
だ
、『
祕
要
』
に
は
、
皇
初
紫
靈
君
―
中
央
黃
老
君
―
上
相
靑
童
君
と
い
う
經
典
授
受
の
過
程
を
述
べ
た
文
（
卷
三
二
、
一
〇
ａ
一

〇
「
出
『
洞
眞
太
上
飛
行
羽
經
』」）
も
引
か
れ
る
な
ど
、
敎
え
の
系
統
に
異
說
が
存
在
し
た
形
跡
も
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
中
央
黃

老
君
に
對
す
る
見
方
も
一
樣
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
諸
說
に
お
い
て
、
黃
老
君
が
經
典
傳
授
の
過
程
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
す
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
點
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

君
曰
は
く
、
大
洞
の
道
は
至
精
至
妙
、
是
れ
無
英
守
素
眞
人
の
經
な
り
。
其
れ
之
を
讀
む
者
は
、
雲
に
乘
り
龍
に
駕
せ
ざ
る
無

し
。
昔
、
中
央
黃
老
君
此
の
經
を
隱
祕
し
、
世
は
之
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
子
若
し
之
を
知
ら
ば
、
祕
し
て
傳
ふ
る
勿
か
れ
。
又

た
昔
、
周
君
兄
弟
三
人
、
竝
び
に
少
く
し
て
道
を
好
み
、
常
山
中
に
在
り
て
積
む
こ
と
九
十
七
年
、
精
思
し
て
感
ぜ
ざ
る
所
無

き
に
、
忽
然
と
し
て
老
公
に
ま
み見
ゆ
。
頭
首
は
皓
白
な
り
。
…
…
之
に
就
き
て
道
を
請
ふ
に
、
公
は
乃
ち
素
書
七
卷
を
出
だ
し
て
、

以
て
與
へ
て
之
を
誦
せ
し
む
。
（『
眞
誥
』
卷
五
、
六
ａ
四
）

同
じ
く
「
甄
命
授
第
一
」
に
見
え
る
こ
の
記
事
で
は
、「
大
洞
の
道
」
は
無
英
守
素
眞
人
の
經
で
あ
り
、
か
つ
て
は
中
央
黃
老
君
に

よ
っ
て
祕
匿
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
周
君
兄
弟
三
人
に
經
を
授
け
た
の
が
「
老
公
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
無
英
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
經
典
を
、
非
道
の
人
に
泄
れ
ぬ
よ
う
黃
老
君
が
祕
匿
し
て
い
た
と
受
け
取
れ
る
が
、『
紫
陽
眞

人
內
傳
』
な
ど
に
よ
れ
ば
事
情
は
逆
で
あ
る
。

　
『
紫
陽
眞
人
內
傳
』
は
、
若
い
頃
か
ら
仙
道
に
志
し
て
い
た
周
義
山
が
各
地
で
仙
人
に
出
會
い
、
道
を
得
て
紫
陽
眞
人
と
な
る
ま
で

の
過
程
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
仙
人
に
會
う
た
め
に
各
地
を
旅
し
て
い
た
周
義
山
が
、
黃
老
君
か
ら
「
子
は
洞
房
の
內
を
存
し
て

白
元
君
に
見
ゆ
る
や
」
と
尋
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
周
義
山
は
「
嘗
て
白
元
君
に
見
ゆ
」
と
答
え
る
が
、
黃
老
君
は
「
子
は

白
元
君
に
見
ゆ
る
も
、
未
だ
无
英
君
に
見
え
ず
」
と
述
べ
、
無
英
君
を
存
思
で
き
る
ま
で
更
に
修
行
す
る
よ
う
に
諭
す
。
周
義
山
は
、
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更
に
諸
山
を
遍
歷
し
、
最
後
に
登
っ
た
空
山
に
お
い
て
、
無
英
君
が
白
元
君
や
黃
老
君
と
と
も
に
居
ま
す
と
こ
ろ
に
出
會
う
。
そ
し

て
、
再
び
洞
房
宮
の
存
思
を
行
な
っ
て
み
る
と
、
空
山
で
出
會
っ
た
無
英
・
黃
老
・
白
元
と
同
じ
姿
を
し
た
神
々
が
、
自
ら
の
頭
の

な
か
の
宮
殿
に
宿
っ
て
い
る
樣
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
後
に
無
英
・
黃
老
か
ら
『
大
洞
眞
經
三
十
九
篇
』
を
授
け
ら
れ
た
。
こ
れ

が
『
紫
陽
眞
人
內
傳
』
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

　
『
紫
陽
眞
人
內
傳
』
で
は
、
無
英
君
は
上
元
赤
子
の
祖
父
、
白
元
君
は
上
元
赤
子
の
父
と
さ
れ
、
無
英
君
と
白
元
君
が
父
子
關
係
に

あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
黃
老
君
に
つ
い
て
は
「
中
央
黃
老
君
は
是
れ
太
極
四
眞
王
の
師
老
な
り
」
（
一
一
ａ
八
）
と
述
べ
ら
れ

る
の
み
で
、
無
英
・
白
元
と
の
關
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
た
だ
、「
若
し
白
元
に
見
ゆ
れ
ば
下
眞
と
爲
る
を
得
、
壽
は
三
千
。
若

し
无
英
に
見
ゆ
れ
ば
、
中
眞
と
爲
る
を
得
、
壽
は
萬
年
。
若
し
黃
老
に
見
ゆ
れ
ば
天
と
相
い
傾
く
」
（
一
一
ｂ
一
）
と
、
明
ら
か
に
黃

老
君
を
無
英
君
よ
り
上
位
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
中
央
黃
老
君
を
主
神
と
し
、
無
英
・
白
元
父
子
を
言

わ
ば
そ
の
脇
侍
と
す
る
構
圖
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
周
義
山
が
無
英
・
黃
老
か
ら
『
大
洞
眞
經
』
を

授
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
本
來
、
黃
老
君
が
保
持
し
て
い
た
經
典
を
脇
侍
で
あ
る
無
英
君
を
通
じ
て
授
け
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
。

　
『
大
洞
眞
經
』
の
傳
授
に
お
い
て
中
央
黃
老
君
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
の
卷
頭
に
置
か
れ
る
朱

自
英
（
九
七
六
―
一
〇
二
九
）
述
と
さ
れ
る
序
文
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

故
に
上
淸
三
十
九
帝
皇
は
眞
を
廻
ら
し
て
下
映
し
、
兆
の
身
中
の
三
十
九
戶
に
入
る
。
是
に
於
い
て
各
お
の
其
の
貫
く
所
の
戶

に
由
り
て
、
經
一
章
を
著
す
。
…
…
故
に
中
央
黃
老
元
素
道
君
は
彼
の
列
聖
の
奧
旨
を
總
べ
、
大
洞
の
眞
經
を
集
成
す
。
故
に

三
十
九
章
と
曰
ふ
な
り
。
又
た
徊
風
帝
一
・
高
元
雄
一
・
五
老
雌
一
有
り
、
是
の
三
經
は
三
十
九
章
の
尊
經
を
輔
く
る
所
以
な

る
の
み
。
夫
れ
道
に
三
奇
有
り
。
第
一
の
奇
は
大
洞
眞
經
三
十
九
章
、
第
二
の
奇
は
五
老
雌
一
寶
經
、
第
三
の
奇
は
素
靈
大
有

妙
經
な
り
。
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故
に
三
十
九
章
は
乃
ち
九
天
の
奇
訣
、
上
元
太
素
君
金
書
の
首
經
な
り
。
一
に
三
天
龍
書
と
名
づ
け
、
一
に
九
天
太
眞
道
經
と

名
づ
く
。
此
の
經
の
作
る
や
、
乃
ち
玄
微
十
方
の
元
始
天
王
の
運
ら
す
所
の
炁
自
り
撰
集
す
る
な
り
。
西
王
母
は
元
始
天
王
從

り
道
を
受
け
、
乃
ち
共
に
北
元
天
の
中
、
錄
那
邪
國
、
靈
鏡
人
鳥
の
山
、
闍
萊
の
岫
に
刻
む
。
乃
ち
虛
室
の
中
に
於
い
て
九
玄

正
一
の
炁
を
聚
め
て
、
結
び
て
書
を
成
す
。
字
の
徑
は
一
丈
、
今
に
于
い
て
存
す
。
元
始
天
王
は
又
た
以
て
上
淸
八
眞
に
傳
へ
、

中
央
黃
老
君
は
、
下
方
の
當
に
眞
人
と
爲
り
て
三
辰
に
上
昇
す
べ
き
者
に
敎
授
せ
し
む
。
中
央
黃
老
君
は
此
の
經
を
隱
禁
し
、

世
に
知
る
者
無
し
。
故
に
人
閒
地
上
、
五
嶽
天
中
に
永
く
此
の
經
無
し
。
上
淸
天
眞
の
尤
も
寶
祕
す
る
所
な
り
。
（『
大
洞
眞
經
』

序
、
一
ｂ
一
）

も
と
は
分
段
せ
ず
、
連
續
し
た
文
章
と
し
て
收
め
ら
れ
て
い
る
が
、
引
用
に
お
い
て
改
段
し
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
內
容
が
大
き
く

轉
換
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
大
洞
眞
經
』
に
つ
い
て
、
前
半
で
は
、
上
淸
三
十
九
帝
皇
が
修
行
者
の
身
中
の
三
十
九
戶
に
下
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
經
を
一
章
ず
つ
著
し
た
も
の
を
、
中
央
黃
老
君
が
三
十
九
章
に
ま
と
め
上
げ
た
と
す
る
の
に
對
し
、
後
半
で
は
、
元
始

天
王
か
ら
上
淸
八
眞
に
傳
え
ら
れ
、
中
央
黃
老
君
が
俗
世
の
修
行
者
に
敎
授
さ
せ
る
と
い
う
過
程
を
述
べ
て
お
り
、
明
ら
か
に
別
の

說
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
相
容
れ
な
い
兩
說
を
併
記
し
た
理
由
を
序
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
實
は
、
こ
の
後
半
部
分
の
大
半
は
『
五
老
寶
經
』
に
も
見

ら
れ
、
い
ず
れ
か
が
他
方
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。『
五
老
寶
經
』
の
成
立
年
を
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、

朱
自
英
が
『
五
老
寶
經
』
の
文
を
引
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
兩
者
を
對
照
す
る
と
、
敍
述
の
順
序
と
い
う
點
で
明
ら
か
に
「
大

洞
眞
經
序
」
の
方
が
整
っ
て
い
る
こ
と
、
引
用
に
お
い
て
傍
線
を
施
し
た
箇
所
が
『
五
老
寶
經
』
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
す

れ
ば
、「
大
洞
眞
經
序
」
の
文
章
が
先
に
存
在
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
假
に
朱
自
英
の
文
に
基
づ
い
た
部
分

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
行
の
『
五
老
寶
經
』
の
成
立
が
朱
自
英
の
活
躍
時
期
で
あ
る
西
曆
一
千
年
前
後
よ
り
遡
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、「
大
洞
眞
經
序
」
は
、
こ
の
引
用
後
半
部
が
『
五
老
寶
經
』
と
重
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
降
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
、『
五
老
寶
經
』
と
『
洞
眞
太
上
素
靈
洞
元
大
有
妙
經
』
に
見
ら
れ
る
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
具
體
的
に
言
え
ば
、
引
用
の
末

尾
か
ら
二
行
後
の
「
上
皇
の
道
標
」
（
序
、
二
ｂ
三
）
を
起
點
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
十
二
行
後
の
「
悉
く
九
眞
明
科
に
依
る
」
（
三

ａ
五
）
ま
で
は
、『
大
有
妙
經
』
に
お
い
て
『
大
洞
眞
經
』
に
つ
い
て
解
說
し
た
文
章
（
三
ａ
七
―
三
ｂ
九
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
文

末
ま
で
の
文
は
、『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て
二
箇
所
（
七
ａ
九
―
七
ｂ
四
、
一
一
ｂ
一
〇
―
一
二
ａ
四
）
に
分
か
れ
て
見
ら
れ
る
。
更
に
引

用
前
半
に
見
え
る
「
道
に
三
奇
有
り
。
…
…
大
有
妙
經
な
り
」
の
部
分
も
『
大
有
妙
經
』
（
四
四
ｂ
二
―
ｂ
四
）
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
冒
頭
の
對
句
を
多
用
し
た
文
章
が
假
に
朱
自
英
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
僅
か
十
行

ほ
ど
、
ど
う
長
く
見
て
も
十
數
行
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
は
引
用
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
大
洞
眞
經
序
」
に
同
文
が
見
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
朱
自
英
の
時
代
に
下
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
引
用
後
半
部
が
『
五
老
寶
經
』
よ
り
も
整
っ
て
い
る
と
い
う
事
實
に
つ
い
て
は
更
に
檢
討
が
必
要
で
あ
る
が
、「
九
玄

正
一
の
炁
を
聚
め
」
た
云
々
と
す
る
說
が
『
五
老
寶
經
』
だ
け
で
な
く
、『
祕
要
』
卷
三
十
三
に
見
ら
れ
る
文
（
卷
三
三
、
一
ａ
一
〇
、

出
『
洞
眞
八
素
眞
經
』）
に
も
類
似
す
る
表
現
で
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
五
老
寶
經
』
な
ど
の
經
典
が
書
物
と
し
て
實
體
を
も

つ
以
前
に
、
經
典
が
如
何
に
し
て
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
の
傳
承
が
存
在
し
、
そ
の
傳
承
が
後
に
、
同
じ
土
臺
に
立
つ
複
數
の
經
典

に
共
通
し
て
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
共
通
の
傳
承
が
豫
め
文
字
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分

に
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
大
洞
眞
經
序
」
が
こ
う
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
資
料
を
元
に
し
つ
つ
改
變
さ

れ
た
文
が
『
五
老
寶
經
』
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
一
應
の
說
明
は
つ
く
。

　
中
央
黃
老
君
も
こ
う
し
た
傳
承
の
な
か
で
、
經
典
の
授
受
に
關
わ
る
重
要
な
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
若
干
の
變
容
を
經
な
が

ら
も
、
複
數
の
經
典
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
五
老
寶
經
』
が
、
そ
の
中
央
黃
老
君
を
撰
者
と
し
て
標
し

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
經
典
自
體
を
、
中
央
黃
老
君
が
授
受
に
關
與
し
た
諸
經
典
の
中
心
的
存
在
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
圖
の

193



表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　　
　
　
二
　
十
二
願
八
閒

　　
『
五
老
寶
經
』
冒
頭
に
置
か
れ
る
、
章
題
の
與
え
ら
れ
て
い
な
い
一
章
は
、
先
行
す
る
複
數
の
書
物
か
ら
文
章
を
拾
い
集
め
た
よ

う
な
體
裁
に
な
っ
て
お
り
、
旣
に
指
摘
し
た
と
お
り
、「
大
洞
眞
經
序
」
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
章
全
體
を
貫
く
主

張
と
い
う
も
の
が
見
え
に
く
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
冒
頭
部
分
に
は
、
編
集
の
意
圖
が
表
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

夫
れ
洞
眞
高
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
檢
五
老
寶
經
、
上
願
十
二
玄
母
八
閒
、
九
轉
五
回
變
化
雌
雄
、
中
央
黃
老
大
洞
眞
經
三
十
九

章
は
、
乃
ち
祕
せ
ら
れ
て
九
天
の
上
、
大
有
の
宮
、
太
玄
靈
室
、
玉
房
の
中
に
在
り
。
紫
雲
も
て
億
を
爲
り
て
以
て
其
の
文
を

譔
し
、
靑
綠
も
て
字
を
爲
り
て
以
て
其
の
章
を
書
す
。
（『
五
老
寶
經
』
一
ａ
三
）

　
こ
こ
で
は
、『
五
老
寶
經
』
を
指
す
と
見
ら
れ
る
實
に
複
雜
な
呼
稱
を
提
示
し
た
う
え
で
、
續
い
て
『
大
洞
眞
經
』
の
名
を
擧
げ
、

兩
經
が
と
も
に
天
界
の
同
じ
場
所
に
祕
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。『
大
洞
眞
經
』
が
諸
經
典
の
な
か
で
早
期
に
成
立
し
、
權

威
を
有
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
諸
資
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
か
ら
、
同
じ
場
所
に
藏
さ
れ
て
い
る
と
す
る
言
葉
の
裏
に

は
、『
大
洞
眞
經
』
と
の
共
通
點
を
强
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
大
洞
眞
經
』
と
同
等
の
權
威
を
有
す
る
經
典
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

し
よ
う
と
す
る
意
圖
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
引
用
部
に
お
い
て
『
大
洞
眞
經
』
に
中
央
黃
老
君
の
名
を
冠
し
て
「
中
央
黃
老

大
洞
眞
經
三
十
九
章
」
と
呼
稱
し
て
い
る
の
も（

６
）、『

五
老
寶
經
』
が
そ
れ
自
體
を
「
中
央
黃
老
君
譔
」
と
標
し
て
い
る
こ
と
と
と
考
え

合
わ
せ
れ
ば
、
と
も
に
中
央
黃
老
君
に
關
係
す
る
經
典
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
や
は
り
『
五
老
寶
經
』
と
『
大
洞
眞
經
』

と
が
密
接
な
關
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
强
調
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
『
大
洞
眞
經
』
と
の
密
接
な
關
係
を
强
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
權
威
を
借
り
よ
う
と
い
う
發
想
は
、
前
引
「
大
洞
眞
經
序
」
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に
お
い
て
『
大
有
妙
經
』
に
基
づ
い
て
提
示
さ
れ
て
い
た
上
淸
三
奇
說
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
說
、
す
な
わ
ち
『
大
洞
眞
經
三
十
九
章
』・

『
五
老
雌
一
寶
經
』・『
素
靈
大
有
妙
經
』
を
三
奇
と
し
て
尊
ぶ
說
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
三
奇
說
に
つ
い
て
は
『
大
洞
眞
經
』
に

對
す
る
『
大
有
妙
經
』
の
後
出
性
の
表
れ
と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
、『
五
老
寶
經
』
の
冒
頭
部
に
見
ら
れ
る
表
現
の
存
在
も
、
同
樣
に

『
大
洞
眞
經
』
に
對
す
る
『
五
老
寶
經
』
の
後
出
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う（

７
）。

し
か
し
な
が
ら
、
經
の
成
立
の
先
後
に
つ
い
て
は

確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
說
が
提
示
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
後
出
の
經
典
の
權
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
圖

だ
け
で
な
く
、
一
方
で
は
、『
大
洞
眞
經
』
を
取
り
卷
く
經
典
群
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
大
洞
眞
經
』
自
體
の
權
威
を
よ
り
高

め
よ
う
と
す
る
、
言
わ
ば
『
大
洞
眞
經
』
側
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
か
く
『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て
は
、
第
一
章
・
第
二
章
を
中
心
と
し
て
、
隨
所
に
『
大
洞
眞
經
』
と
の
關
係
に
言
及
す
る
言

葉
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
第
三
章
「
九
天
太
眞
道
德
經
篇
目
」
に
は
『
大
洞
眞
經
』
各
章
に
見
ら
れ
る
三
十
九
の
道
經
の
題
目
が
列
擧

さ
れ
て
い
る
な
ど
、『
大
洞
眞
經
』
と
の
關
係
を
重
視
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
姿
勢
が
第
一
章
か
ら
第
三
章
に

お
い
て
特
に
顯
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
付
隨
的
な
も
の
で
は
な
く
、『
五
老
寶
經
』
の
基
本
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、『
大
有
妙
經
』
に
は
、
三
奇
說
へ
の
言
及
が
も
う
一
箇
所
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
三
奇
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

詳
說
し
て
い
る
な
か
で
、
第
二
奇
文
と
さ
れ
る
『
五
老
寶
經
』
を
、『
五
老
寶
經
』
の
冒
頭
と
同
樣
の
複
雜
な
呼
稱
で
提
示
し
て
い
る
。

高
上
玉
檢
雌
一
五
老
寶
經
、
上
願
十
二
玄
母
八
閒
、
九
轉
五
廻
變
化
雌
雄
は
第
二
奇
文
な
り
。
（『
大
有
妙
經
』
三
ｂ
一
〇
）

　
こ
の
二
箇
所
に
見
ら
れ
る
複
雜
な
呼
稱
の
う
ち
、
現
行
本
『
五
老
寶
經
』
の
具
名
で
あ
る
『
洞
眞
高
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
檢
五
老
寶

經
』
に
通
ず
る
「
高
上
玉
檢
雌
一
五
老
寶
經
」・「
洞
眞
高
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
檢
五
老
寶
經
」
は
經
を
指
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
語
、
す
な
わ
ち
上
願
十
二
玄
母
八
閒
、
九
轉
五
回
變
化
雌
雄
と
い
う
十
六
文
字
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
次
に
擧
げ
た
『
五
老
寶
經
』
の
章
題
一
覽
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
こ
れ
ら
十
六
文
字
の
う
ち
、
上
願
十
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二
玄
母
八
閒
に
類
似
す
る
表
現
が
第
五
章
の
章
題
に
見
ら
れ
、
ま
た
、
變
化
雌
雄
と
い
う
語
が
第
十
二
章
の
章
題
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
一
、﹇
序
﹈
（
一
ａ
一
―
八
ｂ
八
）

　
　
二
、
中
央
黃
老
君
所
撰
玉
經
訣
（
八
ｂ
九
―
一
七
ｂ
六
）

　
　
三
、
九
天
太
眞
道
德
經
篇
目
（
一
七
ｂ
七
―
一
九
ｂ
九
）

　
　
四
、
太
一
帝
君
大
回
五
通
上
仙
法
（
一
九
ｂ
一
〇
―
二
〇
ｂ
一
）

　
　
五
、
太
丹
隱
玄
玉
晨
金
華
玉
經
十
二
願
八
閒
（
二
〇
ｂ
二
―
二
四
ｂ
三
）

　
　
六
、
中
央
黃
老
君
大
丹
先
進
洞
房
內
經
法
（
二
四
ｂ
四
―
二
七
ａ
五
）

　
　
七
、
太
素
眞
人
隱
朝
禮
願
上
仙
經
法
（
二
七
ａ
六
―
二
九
ｂ
九
）

　
　
八
、
太
素
眞
人
敎
始
學
者
辟
惡
夢
法
（
二
九
ｂ
一
〇
―
三
一
ｂ
一
）

　
　
九
、
玉
晨
明
鏡
金
華
洞
房
雌
一
五
老
寶
經
法
（
三
一
ｂ
二
―
三
七
ａ
九
）

　
　
十
、
太
一
帝
君
洞
眞
玄
經
存
五
神
法
（
三
七
ａ
一
〇
―
四
二
ｂ
二
）

　
十
一
、
大
洞
雌
一
帝
君
呼
引
日
月
之
道
（
四
二
ｂ
三
―
四
三
ｂ
三
）

　
十
二
、
大
洞
雌
一
帝
君
變
化
雌
雄
之
道
（
四
三
ｂ
四
―
四
七
ａ
四
）

　
十
三
、
五
老
雌
一
解
胞
胎
死
結
上
仙
法
（
四
七
ａ
五
―
五
〇
ｂ
二
）

　
十
四
、
大
洞
雌
一
哺
養
帝
君
太
一
百
神
上
仙
法
（
五
〇
ｂ
三
―
五
三
ａ
一
〇
）

　
十
五
、
大
洞
雌
一
太
極
帝
君
鎭
生
五
藏
上
經
法
（
五
三
ｂ
一
―
五
七
ｂ
七
）

　
十
六
、
大
洞
西
華
玉
堂
仙
母
金
丹
法
（
五
七
ｂ
八
―
五
八
ｂ
一
〇
）

　
上
願
十
二
玄
母
八
閒
に
類
似
す
る
、
十
二
願
八
閒
と
い
う
語
を
章
題
に
含
む
第
五
章
は
、
九
天
帝
君
と
九
靈
玄
母
に
對
す
る
願
い

を
列
擧
し
た
章
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
十
二
願
と
は
、
願
天
・
願
地
・
願
風
・
願
雲
の
四
つ
か
ら
な
る
上
願
、
願
陰
・
願
陽
・
願
太
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空
・
願
太
无
か
ら
な
る
中
願
、
願
太
虛
・
願
大
有
・
願
自
生
・
願
神
生
か
ら
な
る
下
願
、
合
計
十
二
の
九
天
帝
君
に
對
す
る
願
い
の

總
稱
で
あ
る
。
上
願
は
自
ら
の
長
生
、
中
願
は
七
祖
が
福
を
受
け
る
こ
と
、
下
願
は
禍
が
去
り
福
が
來
た
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ

る
。
一
方
の
八
閒
と
は
、
九
靈
玄
母
に
對
し
て
、「
我
と
俱
に
生
氣
の
閒
に
生
」
き
る
こ
と
な
ど
八
つ
の
願
い
を
唱
え
る
方
法
で
あ
り
、

こ
れ
も
自
ら
が
天
界
を
飛
翔
す
る
こ
と
や
七
祖
が
福
を
受
け
る
こ
と
な
ど
を
そ
の
願
い
の
內
容
と
し
て
い
る
。
章
の
構
成
と
し
て
は
、

最
後
に
一
段
下
げ
の
注
記（

８
）が

あ
る
以
外
は
唱
え
る
べ
き
願
い
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
至
っ
て
億
潔
な
內
容
と
な
っ
て
お

り
、
願
い
の
數
を
示
す
表
現
に
よ
っ
て
章
全
體
を
指
し
て
い
る
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
願
十
二
玄
母
八
閒
と

い
う
八
文
字
は
第
五
章
を
指
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
經
題
に
付
加
さ
れ
る
語
の
う
ち
、「
九
轉
五
回
」
（『
大
有
妙
經
』
に
從
え
ば
「
五
廻
」）
と
い
う
語
だ
け
は
章
題
に
見
ら
れ
な
い

の
だ
が
、「
變
化
雌
雄
」
の
語
を
章
題
に
含
む
第
十
二
章
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
存
思
法
が
說
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

乃
ち
五
女
九
男
は
、
皆
な
裸
身
に
し
て
衣
無
く
、
而
し
て
形
貎
は
竝
び
に
嬰
兒
始
生
の
狀
の
如
し
。
其
の
五
女
九
男
、
口
中
よ

り
又
た
白
炁
を
吐
き
、
互
相
に
纏
薰
し
、
兆
の
一
身
に
於
い
て
、
鬱
鬱
と
し
て
霧
の
ご
と
く
合
す
る
こ
と
、
良
久
。
是
に
於
い

て
、
五
女
九
男
、
兆
の
一
身
を
幷
は
せ
、
共
に
混
合
し
て
、
都
て
化
し
て
一
白
炁
を
作
す
。
圓
き
こ
と
日
光
の
團
團
の
狀
の
如

し
。
須
臾
に
し
て
、
圓
光
白
炁
は
、
歘
と
し
て
更
に
變
じ
て
二
小
兒
と
爲
る
。
其
の
一
兒
は
是
れ
男
、
一
兒
は
是
れ
女
な
り
。
竝

び
に
初
生
の
嬰
孩
の
、び
よ
う
び
よ
う

眇
眇
の
狀
の
如
し
。
男
は
號
し
て
九
元
の
眞
と
曰
ひ
、
女
は
號
し
て
皇
上
の
魂
と
曰
ふ
。
男
は
名
拘
制
、

字
三
陽
。
女
は
名
上
歸
、
字
帝
子
。
須
臾
に
し
て
、
又
た
存
見
す
ら
く
、
男
兒
拘
制
、
女
兒
上
歸
、
竝
び
に
各
お
の
立
ち
て
日

と
月
の
中
に
在
り
。
男
は
日
中
に
在
り
、
女
は
月
中
に
在
り
。
其
の
日
月
の
皇
天
に
懸
か
る
や
、
日
は
東
方
に
在
り
て
、
月
は

西
方
に
在
り
。
其
の
時
に
當
た
る
や
、
惚
惚
恍
恍
と
し
て
、
自
ら
覺
る
に
兆
は
復
た
一
身
無
く
、
已
に
共
に
化
し
て
さ

き
向
者
の
白

炁
と
爲
る
な
り
。
（『
五
老
寶
經
』
四
四
ａ
七
）

五
位
の
女
性
の
神
と
九
位
の
男
性
の
神
が
白
い
氣
を
吐
い
て
修
行
者
を
包
み
込
み
、
や
が
て
そ
の
白
氣
が
九
元
の
眞
と
皇
上
の
魂
と
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い
う
二
位
の
神
に
變
化
し
て
、
男
性
の
神
で
あ
る
九
元
の
眞
は
太
陽
の
中
に
、
女
性
の
神
で
あ
る
皇
上
の
魂
は
月
の
中
に
宿
る
。
こ

れ
が
こ
の
存
思
の
大
ま
か
な
流
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
對
象
と
な
る
五
女
九
男
、
合
計
十
四
位
の
神
々
、
そ
れ
に
白
氣
か
ら
生
ま
れ
る
二

位
の
神
々
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
部
分
で
名
前
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
『
大
洞
眞
經
』
に
見
ら
れ
る
神
々

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
神
に
つ
い
て
、『
大
洞
眞
經
』
に
登
場
す
る
神
と
の
對
應
關
係
を
示
す
と
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
太
素
三
元
君
と
い
う
、『
大
洞
眞
經
』
に
見
ら
れ
な
い
神
も
登
場
す
る
と
は
言
え（

９
）、

こ
れ
だ
け
共
通
の
神
々
が
登
場
す
る
と
い
う
事

實
は
、
こ
の
存
思
法
を
提
示
す
る
に
當
た
っ
て
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
神
々
の
世
界
が
、『
大
洞
眞
經
』
に
お
け
る
そ
れ
と
、
總
體
に

お
い
て
は
同
樣
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
右
表
に
お
い
て
、『
大
洞
眞
經
』
三
十
九
章
の
い
ず
れ
の
章
に
そ
の

神
が
登
場
す
る
か
を
示
し
た
數
字
が
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
神
々
が
登
場
す
る
順
序
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。『
大
洞
眞
經
』
に
お
い
て
は
、
相
互
に
關
係
の
深
い
神
々
が
連
續
し
て
登
場
す
る
と
い
う
特
徵
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
神
々

の
登
場
順
が
大
き
く
異
な
る
と
い
う
事
實
は
、
神
々
相
互
の
關
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
點
に
お
い
て
、
こ
の
存
思
法
と

『
大
洞
眞
經
』
と
の
閒
に
は
大
き
な
溝
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
神
々
相
互
の
關
係
に
つ
い
て
の
檢
討
は
後
に
讓
る
と
し
て
、
こ
の
存
思
法
を
引
い
た
の
は
、『
五
老
寶
經
』
卷
頭
な
ど
に
お

い
て
經
題
に
付
加
さ
れ
て
い
る
九
轉
五
回
と
い
う
語
と
、
存
思
に
登
場
す
る
五
女
九
男
と
の
閒
に
、
數
字
の
類
似
を
認
め
た
か
ら
で

あ
る
。
九
轉
五
回
は
「
九
と
五
と
が
轉
回
す
る
」
意
に
讀
む
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、
五
女
九
男
の
神
々
が
混
合
し
て
白
氣
と
な
る
樣

子
を
表
す
語
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
も
、
九
轉
五
回
の
語
は
二
例
と
も
變
化
雌
雄
と
い
う
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
、
五
女
九
男
の
神
々
の
存
思
が
「
變
化
雌
雄
混
合
男
女
之
法
」
（
四
五
ａ
九
）
と
呼
稱
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
對
照
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
推
測
が
的
は
ず
れ
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
上
願
十
二
玄
母
八
閒
の
八
文
字
が
第

五
章
を
指
し
て
い
た
の
と
同
樣
、
九
轉
五
回
變
化
雌
雄
と
い
う
八
文
字
が
第
十
二
章
を
指
し
て
い
る
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、『
五
老
寶
經
』
冒
頭
な
ど
に
見
ら
れ
る
複
雜
な
呼
稱
は
、
經
題
を
示
し
た
上
で
、
特
定
の
章
を
指
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　　『五老寶經』小考

　
神
　
號
　

性
別

『
大
洞
眞
經
』
と
の
對
應

三
素
元
君

女

22

紫
素
左
元
君

翳
鬱
無
刃

安
來
上

女

23

黃
素
中
元
君

圓
華
黃
刃

太
張
上

女

24

白
素
右
元
君

啓
明
蕭
刃

金
門
上

太
素
三
元
君

女

太
一

男

２

太
一
尊
神

務
猷
收

歸
會
昌

无
英

男

４

左
無
英
公
子

玄
充
叔

合
符
子

白
元

男

５

右
白
元
洞
陽
君

鬱
靈
標

玄
夷
絕

司
命

男

６

中
央
司
命
丈
人
君

理
明
初

玄
度
卿

桃
康
君

男

７

命
門
桃
君

孩
道
康

合
精
延

帝
君

男

２

帝
君

絳
凌
梵

履
昌
靈

玄
父

男

35

上
玄
元
父

高
同
生

左
回
明

玄
母

女

35

下
玄
玄
母

叔
火
王

右
回
光

太
微
少
童

男

１

太
微
小
童

干
卿
精

會
元
子

太
一
重
冥
玄
君

男

35

帝
皇
太
一

重
冥
空

幽
寥
無

九
元
之
眞

男

20

九
元
之
眞

拘
制

三
陽

皇
上
之
魂

女

21

皇
一
之
魂
女

上
歸

帝
子

章

神
號

名

字

し
示
す
語
を
付
加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
殊
更
に
こ
う
し
た
表

現
を
用
い
た
所
以
は
、
經
題
の
提
示
の
み
に
よ
っ
て
は

傳
え
き
れ
な
い
情
報
、
す
な
わ
ち
該
經
の
主
た
る
敎
說

な
り
、
主
た
る
修
行
法
な
り
が
、
い
ず
こ
に
存
す
る
か

を
表
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、

現
行
本
に
お
い
て
は
第
五
章
と
第
十
二
章
に
置
か
れ

て
い
る
十
二
願
八
閒
と
變
化
雌
雄
の
說
こ
そ
が
『
五

老
寶
經
』
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
複
雜
な
呼
稱

が
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
經
の
主
要
部
分
は
、
同
時
に
そ
の
部
分
が
該
經
の

成
立
初
期
に
お
い
て
旣
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
可
能

性
を
强
く
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
前
述
の
と
お
り
、

第
五
章
は
願
文
を
列
擧
し
た
も
の
、
一
方
の
第
十
二
章

は
多
く
の
神
々
の
存
思
を
說
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

性
格
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
五
章
に
も
司
命
や
桃
康
と
い
っ
た
神
號
は
見
ら
れ
る
が
、
肝
心
の
九
天
帝
君
と
九
靈
玄
母
が
ど

の
よ
う
な
神
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
情
報
が
乏
し
く
兩
章
の
關
連
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、

當
初
か
ら
一
連
の
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
可
能
性
は
低
く
、
兩
章
が
中
心
と
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
、
別
個
に
成
立
し
た
說
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
る
と
い
う
過
程
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
次
の
よ
う
に
第
五
章
に
つ
い
て
、
第
十
二
章
と
結
び
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つ
け
ず
に
言
及
す
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
過
程
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
。

大
洞
眞
經
を
讀
ま
ん
と
欲
せ
ば
、
當
に
先
に
高
上
帝
君
十
二
願
、
玉
淸
玄
母
八
門
行
閒
を
讀
み
、
次
に
又
た
中
央
黃
老
洞
房
五

神
經
を
讀
む
べ
し
。
三
年
に
し
て
乃
ち
大
洞
眞
經
を
受
讀
す
る
を
得
。
（『
五
老
寶
經
』
四
ａ
七
）

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
異
な
る
說
に
お
い
て
も
十
二
願
八
閒
が
中
核
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
五
章
の
方
が
第
十
二
章
よ
り

早
く
『
五
老
寶
經
』
に
採
り
入
れ
ら
れ
、
中
核
と
呼
ぶ
に
相
應
し
い
地
位
を
確
立
し
て
い
た
可
能
性
を
强
く
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
擧
げ
た
例
で
は
八
閒
に
つ
い
て
八
門
行
閒
と
い
う
異
な
る
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
八
つ
の
願
い
を

八
閒
と
稱
す
る
理
由
に
つ
い
て
『
五
老
寶
經
』
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
何
故
こ
の
よ
う
な
語
を
用
い
る
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

た
だ
、『
洞
眞
太
上
八
道
命
籍
經
』
と
い
う
道
典
に
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
り
、
參
考
に
な
る
。

八
道
命
籍
は
、
一
に
八
閒
と
名
づ
く
、
一
に
八
逹
と
名
づ
け
、
又
た
八
解
と
名
づ
く
。
纏
を
解
き
結
を
釋
き
、
罪
を
謝
し
福
を

延
ぶ
妙
經
な
り
。
太
素
三
元
君
、
自
然
の
章
を
受
け
て
、
太
上
靈
都
紫
房
の
內
に
封
ず
。
（『
八
道
命
籍
經
』
卷
一
、
一
ａ
三
）

　
『
八
道
命
籍
經
』
は
、
そ
こ
に
說
か
れ
る
一
道
命
籍
か
ら
八
道
命
籍
ま
で
の
八
つ
が
、『
九
眞
中
經
』
の
一
道
祕
言
か
ら
八
道
祕
言

に
對
應
す
る
こ
と
か
ら
、『
九
眞
中
經
』
の
系
列
に
屬
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
八
閒
は
八
道
命
籍
の
異
名
と
さ

れ
て
い
る
。
十
二
願
八
閒
に
お
け
る
八
閒
と
八
道
命
籍
と
の
閒
に
內
容
面
で
の
對
應
關
係
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
同
經
卷
下
に
は
、

上
願
・
中
願
・
下
願
そ
れ
ぞ
れ
に
五
つ
の
願
い
を
列
擧
し
た
、
言
わ
ば
十
五
願
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
十
二
願
と
同
樣
の
發
想
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
八
閒
に
つ
い
て
も
八
道
命
籍
、
更
に
は
八
道
祕
言
と
同
樣
の
發

想
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
補
强
す
る
資
料
を
見
出
し
て
い
な
い
が
、
八
閒
が

黃
老
君
の
祕
言
と
さ
れ
る
『
九
眞
中
經
』
と
の
關
係
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
な
ら
ば
、『
五
老
寶
經
』
の
成
立
を
考
え
る
う
え

で
、
大
き
な
示
唆
を
與
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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　　『五老寶經』小考

　
　
　
三
　
金
華
玉
經

　　
『
五
老
寶
經
』
の
中
核
で
あ
る
第
五
章
は
「
太
丹
隱
玄
玉
晨
金
華
玉
經
十
二
願
八
閒
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、「
十
二
願
八
閒
」
は

そ
の
主
要
な
內
容
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
章
題
は
「『
金
華
玉
經
』
の
十
二
願
八
閒
說
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。『
金
華
玉
經
』

と
い
う
獨
立
し
た
經
典
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
第
五
章
と
同
文
が
「『
洞
眞
隱
元
五
晨
金
華
玉
經
』
に
出
づ（

10
）」

と
し
て
『
祕
要
』
卷
七

十
四
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
旣
に
獨
立
し
た
經
典
と
し
て
存
在
し
て
い
た
『
金
華
玉
經
』

を
『
五
老
寶
經
』
が
第
五
章
に
取
り
込
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
に
、
こ
の
一
章
を
『
金
華
玉
經
』
と
い
う
經
典
と
し
て
獨
立
さ

せ
た
か
、
い
ず
れ
か
の
操
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　
一
方
、
道
藏
洞
眞
部
に
は
『
大
洞
金
華
玉
經
』
（
以
下
、
混
亂
を
避
け
る
た
め
に
道
藏
本
を
『
大
洞
金
華
』
と
略
稱
す
る
）
と
題
す
る
獨

立
し
た
經
典
が
收
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
『
五
老
寶
經
』
第
五
章
の
全
文
に
對
應
す
る
文
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、『
大
洞

金
華
』
の
後
半
の
二
章
は
、『
大
洞
眞
經
』「
徊
風
混
合
帝
一
祕
訣
」
に
見
ら
れ
る
修
行
法
を
圖
解
し
た
も
の
と
、
頭
部
九
宮
の
存
思

法
を
圖
解
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
經
典
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
修
行
の
際
の
手
引
書
と
い
っ
た
體
裁
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ

れ
が
複
數
の
經
典
に
對
す
る
手
引
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
祕
要
』
が
出
典
と
し
て
擧
げ
る
『
金
華
玉
經
』
は
、
こ
れ
と
は

か
な
り
體
裁
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、『
五
老
寶
經
』・『
祕
要
』・『
大
洞
金
華
』
の
三
者
を
對
照
す
る
と
、

『
五
老
寶
經
』
が
章
の
末
尾
に
置
く
十
一
行
分
の
注
記
が
、『
祕
要
』
と
『
大
洞
金
華
』
で
は
途
中
の
同
じ
位
置
に
插
入
さ
れ
て
お
り
、

『
祕
要
』
が
基
づ
い
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
五
老
寶
經
』
よ
り
『
大
洞
金
華
』
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
實
は
、『
大
洞
金
華
』
の
冒
頭
か
ら
三
十
三
行
分
が
『
五
老
寶
經
』
第
二
章
の
冒
頭
に
對
應
す
る
の
だ
が
、『
五
老
寶
經
』
で
は
途

中
に
出
處
不
明
の
文
が
混
入
し
て
お
り
（
一
〇
ｂ
二
―
一
〇
ｂ
九
）
、
そ
の
う
え
、『
大
洞
金
華
』
と
の
對
應
箇
所
の
後
に
「
大
洞
眞
經

序
」
と
重
な
る
文
章
が
二
箇
所
に
分
か
れ
て
見
ら
れ
る
。
な
か
で
も
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
と
お
り
、「
夫
れ
大
洞
の
經
は
乃
ち
九
天
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の
奇
訣
」
で
は
じ
ま
る
一
段
（
一
一
ｂ
五
―
一
二
ａ
四
）
は
敍
述
が
亂
れ
て
お
り
、
も
と
の
文
を
切
り
刻
ん
で
か
ら
順
序
を
變
え
て
貼

り
合
わ
せ
た
よ
う
な
體
裁
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
は
、『
大
洞
眞
經
』
に
關
す
る
樣
々
な
說
が
い
く
つ
も
竝
列
さ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
複
數
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
引
い
た
說
を
竝
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
と
て
も
統
一
の
と
れ
た
敍
述
と
は
言
え
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
章
に
つ
い
て
も
、
元
の
テ
キ
ス
ト
は
『
大
洞
金
華
』
に
近
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
總
合
す
れ
ば
、『
大
洞
金
華
』
の
前
半
部
分
と
ほ
ぼ
同
樣
の
體
裁
を
も
つ
書
物
が
ま
ず
存
在
し
、
そ
れ
を
『
祕
要
』・

『
五
老
寶
經
』・『
大
洞
金
華
』
の
三
者
が
引
い
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
ほ
か
な
か
ろ
う
。
先
行
す
る
書
物
か
ら
、『
祕
要
』
は
十

二
願
八
閒
の
部
分
の
み
を
引
用
し
た
の
に
對
し
、『
五
老
寶
經
』
と
『
大
洞
金
華
』
は
、
そ
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
經
典
の
傳
授
に
當

た
っ
て
の
心
得
を
記
し
た
部
分
を
併
せ
て
引
い
た
。『
五
老
寶
經
』
は
更
に
そ
の
心
得
に
、
他
の
書
物
か
ら
の
引
用
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
一
章
に
仕
立
て
上
げ
、
第
二
章
に
据
え
た
。
他
方
、『
大
洞
金
華
』
は
、
十
二
願
八
閒
を
記
し
た
後
に
、
他
の
經
典
に

つ
い
て
の
圖
解
を
書
き
加
え
た
修
行
の
手
引
書
と
し
て
作
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
構
成
面
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
つ
じ

つ
ま
が
合
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
三
書
に
先
行
し
て
い
た
書
物
は
、『
五
老
寶
經
』
が
第
五
章
を
「
太
丹
隱
玄
玉
晨
金
華
玉
經
」
と
題
し
て
い
る
こ
と
、『
祕
要
』

が
出
典
を
『
洞
眞
隱
元
五
晨
金
華
玉
經
』
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
隱
玄
（
或
い
は
隱
元
）
や
玉
晨
（
或
い
は
五
晨
）
と
い
う
語

を
冠
し
た
『
金
華
玉
經
』
と
呼
稱
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
假
に
『
玉
晨
金
華
』
と
呼
稱
し
て
お
く
）
。『
大
洞

金
華
』
で
は
、『
玉
晨
金
華
』
を
手
引
書
の
冒
頭
に
引
い
て
い
た
た
め
に
、
や
が
て
一
書
全
體
が
『
大
洞
金
華
玉
經
』
と
命
名
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
複
數
の
經
典
に
對
す
る
手
引
書
が
『
金
華
玉
經
』
と
題
さ
れ
て
い
る
理
由
も
說
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、『
五
老
寶
經
』
に
は
金
華
の
語
を
題
目
に
含
む
章
が
も
う
一
つ
あ
る
。
第
九
章
「
玉
晨
明
鏡
金
華
洞
房
雌
一
五
老
寶
經

法
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
の
章
と
第
五
章
の
關
係
、
更
に
は
『
玉
晨
金
華
』
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
第
九
章
の
う
ち
、
三
素
元
君
（
白
素
右
元
君
・
黃
素
中
央
元
君
・
紫
素
左
元
君
）
に
つ
い
て
、
そ
の
服
や
冠
の
色
お
よ
び
保
持
し
て
い
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　　『五老寶經』小考

る
經
典
の
名
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
の
み
が
、『
祕
要
』
卷
十
七
に
「『
洞
眞
玉
晨
明
鏡
雌
一
寶
經
』
に
出
づ
」
と
し
て
引
か
れ

て
い
る
。
出
典
の
經
題
に
は
、
明
鏡
や
雌
一
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
第
九
章
冒
頭
に
あ
る
一
段
下
げ
の
注
記
に
は
、
こ
の

經
が
樣
々
な
異
名
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

此
の
經
は
一
に
三
元
玉
晨
經
と
名
づ
け
、
一
に
雌
一
隱
玄
經
と
名
づ
く
。
皆
な
天
眞
高
仙
、
常
に
存
修
す
る
所
な
り
。
（『
五
老

寶
經
』
三
一
ｂ
二
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
經
の
異
名
に
つ
い
て
の
指
摘
は
『
祕
要
』
卷
三
十
（
二
ｂ
一
〇
）
に
も
引
か
れ
て
お
り
、
こ
の
注
記
が
遲
く
と
も

『
祕
要
』
成
立
ま
で
に
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
擧
げ
ら
れ
て
い
る
異
名
に
玉
晨
や
隱
玄

と
い
っ
た
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
十
二
願
八
閒
を
含
む
『
玉
晨
金
華
』
も
こ
れ
と
同
じ
經
典
と
見
な
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
さ
て
、『
五
老
寶
經
』
が
十
二
願
八
閒
を
中
核
に
据
え
た
こ
と
は
、
該
經
が
そ
の
出
發
點
に
お
い
て
『
玉
晨
金
華
』
に
基
づ
い
て
い

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
金
華
の
語
を
經
題
に
含
ま
な
い
『
五
老
寶
經
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う

事
實
は
、『
五
老
寶
經
』
が
『
玉
晨
金
華
』
と
は
性
格
を
異
に
す
る
經
典
へ
と
變
容
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て
、『
玉
晨
金
華
』
に
基
づ
い
た
箇
所
と
そ
れ
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
主
張
に

ど
の
よ
う
な
共
通
點
と
相
違
點
が
存
在
す
る
か
を
整
理
す
る
こ
と
が
、『
五
老
寶
經
』
の
成
り
立
ち
を
解
明
す
る
う
え
で
缺
く
こ
と
の

で
き
な
い
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
。

　　
　
　
四
　
太
素
三
元
君

　　
前
述
の
と
お
り
、『
五
老
寶
經
』
で
は
十
二
願
八
閒
が
列
擧
さ
れ
た
後
に
、
一
段
下
げ
で
億
潔
な
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
注
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記
は
、
插
入
場
所
は
異
な
る
も
の
の
、『
祕
要
』
お
よ
び
『
大
洞
金
華
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
玉
晨
金
華
』
の
段
階
で
旣
に

十
二
願
八
閒
に
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

兆
別
室
に
在
り
て
、
常
に
當
に
是
の
經
を
讀
み
て
、
須
臾
も
忘
れ
ざ
る
べ
し
。
此
れ
內
に
帝
君
に
願
ひ
、
善
八
門
を
開
く
爲
の
者

な
り
。
今
、
五
嶽
諸
仙
、
及
び
神
州
仙
女
は
、
猶
ほ
瓊
漿
を
酌
し
て
、
珍
果
を
挹
る
。
大
願
を
說
き
て
、
八
閒
を
陳
べ
、
太
素

に
朝
し
、
三
元
を
奉
ず
れ
ば
、
霄
晨
に
志
し
、
玉
眞
と
爲
り
、
七
世
を
拔
き
、
廣
寒
に
入
る
。
豈
に
況
ん
や
世
中
の
庸
猥
、
五

濁
の
微
賤
な
る
者
な
ら
ん
や
。
豈
にお
こ
た替り
て
修
め
ず
、
聞
き
て
爲
さ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
（『
五
老
寶
經
』
二
四
ａ
三
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
大
願
を
說
き
て
、
八
閒
を
陳
べ
」
る
と
い
う
表
現
で
十
二
願
八
閒
に
言
及
す
る
の
に
續
い
て
、「
太
素
に

朝
し
、
三
元
を
奉
ず
」
る
こ
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。「
朝
太
素
」
と
呼
ば
れ
る
法
は
『
上
淸
握
中
訣
』
卷
中
に
見
ら
れ
る

が
（
四
ｂ
七
）
、
こ
れ
は
、
早
く
は
『
眞
誥
』
卷
九
に
「
四
朝
太
素
三
元
君
法
」
と
し
て
見
ら
れ
る
も
の
と
一
致
す
る
。

洞
訣
を
受
け
、
太
丹
隱
書
を
施
行
し
、
三
元
洞
房
を
存
す
る
者
は
、
常
に
月
月
、
太
素
三
元
君
に
朝
せ
よ
。
正
月
九
日
、
二
月

八
日
、
三
月
七
日
、
四
月
六
日
、
五
月
五
日
、
六
月
四
日
、
七
月
三
日
、
八
月
二
日
、
九
月
一
日
、
十
月
十
日
、
十
一
月
十
一

日
、
十
二
月
十
二
日
の
夜
を
以
て
、
寢
靜
の
室
に
於
い
て
、
北
向
し
、
六
た
び（

11
）再

拜
し
て
訖
る（

12
）。

稽
首
し
て
跪
づ
き
て
曰
は
く
、

「
謹
み
て
啓
す
、
太
上
大
道
高
虛
玉
晨
太
素
紫
宮
八
靈
三
元
君
、
中
央
黃
老
、
無
英
、
白
元
太
帝
、
五
老
高
眞
上
仙
太
極
皇
精
三

皇
君
よ
、
大
洞
三
景
弟
子
の
某
は
、
謹
み
て
吉
日
の
夜
を
以
て
、
天
關
九
た
び
開
く
閒
に
、
太
上
玉
皇
眞
君
に
上
聞
す
。
乞
ふ

ら
く
は
、
世
上
に
長
生
し
、
壽
の
無
億
年
な
る
を
得
ん
。
時
に
黃
晨
緣
蓋
龍
轅
に
乘
り
て
、
上
の
か
た
紫
庭
に
詣
り
、
萬
神
を

役
使
し
、
四
明
に
侍
衞
せ
ん
こ
と
を
」。
畢
る
。
人
を
し
て
知
ら
し
む
る
勿
れ
。（
此
の
一
條
は
掾
の
寫
し
）

　
　
右
は
「
四
朝
太
素
三
元
君
法
」。
吉
日
の
夜
半
時
を
以
て
す
。
（『
眞
誥
』
卷
九
、
一
四
ｂ
三
）

　
『
五
老
寶
經
』
が
、『
眞
誥
』
に
見
ら
れ
る
こ
の
法
を
念
頭
に
置
い
て
先
の
注
を
記
し
た
こ
と
は
、
類
似
す
る
法
が
第
七
章
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。「
太
素
眞
人
隱
朝
禮
願
上
仙
經
法
」
と
題
さ
れ
る
こ
の
法
に
お
い
て
は
、「
朝
太
素
三
元
君
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　　『五老寶經』小考

法
」
と
祝
の
內
容
が
同
じ
で
あ
り
、
明
ら
か
に
『
眞
誥
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
法
を
行
う
べ
き
日
付
を
正
月
十
日
・
二
月
九
日
と
い
う
ふ
う
に
、『
眞
誥
』
と
は
一
日
ず
つ
ず
ら
し
て
設
定
す
る
な
ど
細
か

な
差
異
が
あ
る
ほ
か
、
冒
頭
に
お
い
て
、
こ
の
法
を
行
う
べ
き
對
象
者
を
『
玉
晨
金
華
』
を
讀
む
者
に
置
き
換
え
る
と
い
う
大
き
な

變
更
を
行
っ
て
い
る
。

大
洞
上
訣
を
受
け
、
雌
一
を
施
行
し
、
大
丹
隱
玄
玉
晨
金
華
經
を
讀
む
者
は
、
當
に
月
月
密
か
に
太
素
三
元
君
に
朝
す
べ
し
。

（『
五
老
寶
經
』
二
七
ａ
六
）

ま
さ
に
「
朝
太
素
」
の
應
用
と
も
言
う
べ
き
改
變
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
第
五
章
末
尾
の
注
記
に
沿
っ
た
內
容
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
と
同
樣
の
改
變
例
を
『
科
戒
營
始
』「
上
淸
大
洞
眞
經
目
」
に
も
名
前
が
見
え
る
『
上
淸
三
元
玉
檢
三
元
布
經
』

に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
卷
末
に
置
か
れ
る
「
三
元
隱
朝
內
仙
上
法
」
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
冒
頭
を
「
凡
そ
三
元
玉

檢
を
受
け
、
三
元
の
道
を
修
行
す
る
に
、
當
に
密
室
に
於
い
て
太
素
三
元
君
に
朝
す
べ
し
」
（
四
七
ａ
二
）
と
い
う
表
現
に
變
更
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、『
三
元
布
經
』
の
前
半
に
收
め
ら
れ
る
『
上
元
檢
天
大
錄
』
な
ど
玉
檢
の
文
を
讀
む
者
が
行
う
べ
き
法
と
し
て
提
示

し
て
い
る
。
一
方
、
法
を
行
う
べ
き
日
に
つ
い
て
は
、
正
月
十
日
・
二
月
九
日
と
、『
五
老
寶
經
』
と
完
全
に
一
致
す
る
日
付
を
擧
げ

て
い
る
。

　
同
じ
法
を
元
に
し
た
類
似
の
改
變
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
實
は
兩
經
の
密
接
な
關
係
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
實
は
、『
五
老
寶
經
』

第
一
章
に
お
い
て
太
素
三
元
君
な
ど
の
神
々
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
文
章
の
な
か
で
、
僅
か
二
十
三
文
字
で
あ
る
が
、『
三
元
布
經
』

に
も
見
ら
れ
る
一
文
が
存
在
す
る
（
五
ｂ
一
〇
）
。
ま
た
、「
朝
太
素
」
の
改
變
例
が
見
ら
れ
る
第
七
章
の
後
半
に
置
か
れ
る
、
太
素
三

元
君
が
詠
じ
た
と
さ
れ
る
歌
（
二
九
ａ
六
）
と
同
じ
も
の
も
『
三
元
布
經
』
に
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
二
箇
所
の
引
用
が
、『
三

元
布
經
』
に
お
い
て
は
「
三
元
內
存
招
眞
降
靈
上
法
」
（
四
〇
ａ
五
）
と
い
う
一
章
に
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
、『
祕
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要
』
卷
九
十
三
に
ま
と
め
て
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば（

13
）、『

五
老
寶
經
』
が
『
三
元
布
經
』
に
基
づ
い
た
と
見
る
の
が
妥
當
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
二
例
の
改
變
例
に
つ
い
て
も
、『
三
元
布
經
』
が
『
眞
誥
』
か
ら
引
い
て
改
變
し
た
も
の

を
、
更
に
『
五
老
寶
經
』
が
改
變
し
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
こ
の
祝
の
內
容
を
確
認
す
る
と
、
太
素
三
元
君
を
主
た
る
祈
願
の
對
象
と
し
つ
つ
、
中
央
黃
老
な
ど
の
神
々

も
そ
の
對
象
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
十
二
願
八
閒
に
お
け
る
祈
り
の
對
象
で
あ
る
肝
心
の
九
天
帝
君
と
九

靈
玄
母
と
が
祈
願
の
對
象
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず（

14
）、

兩
神
と
太
素
三
元
君
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
そ
も
そ
も
太
素
三
元
君
は
、
所
謂
「
魏
夫
人
內
傳（

15
）」

に
お
い
て
、
中
央
黃
老
君
ら
と
と
も
に
魏
華
存
に
玉
札
金
文
を
授
け
た
神
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
神
が
經
典
授
受
の
過
程
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
認
識
が
廣
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と

は
、『
上
淸
金
眞
玉
光
八
景
飛
經
』・『
太
上
玉
佩
金
璫
太
極
金
書
上
經
』・『
上
淸
高
上
金
元
羽
章
玉
淸
隱
書
經（

16
）』

と
い
っ
た
經
典
に

お
い
て
も
、
そ
の
經
の
來
歷
を
述
べ
る
な
か
で
太
素
三
元
君
の
關
與
に
觸
れ
て
い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
玉
晨
金

華
』
を
讀
み
、
十
二
願
八
閒
を
唱
え
る
に
當
た
っ
て
は
、
太
素
三
元
君
に
拜
禮
す
べ
し
と
い
う
主
張
も
、
太
素
三
元
君
が
『
玉
晨
金

華
』
の
傳
授
に
關
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
太
素
三
元
君
に
朝
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
『
五
老
寶
經
』
に
は
言
及
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
現
在
と
な
っ
て
は
『
玉
晨
金
華
』
の
全
貎
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

不
明
と
言
う
ほ
か
な
い
。
た
だ
、
太
素
三
元
君
は
『
五
老
寶
經
』
の
な
か
で
は
中
心
的
な
神
格
で
あ
り
、
數
多
く
の
言
及
を
同
經
中

に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
、
經
の
撰
者
と
さ
れ
る
中
央
黃
老
君
と
太
素
三
元
君
と
を
親
族
と
し
て
結
び
つ
け
る
言
葉
が

散
見
さ
れ
る
點
が
注
目
さ
れ
る
。

夫
れ
元
君
と
稱
す
る
は
、
皆
な
女
子
の
神
な
り
。
雌
一
洞
房
三
素
元
君
な
る
者
、
是
れ
な
り
。
當
に
先
に
洞
房
三
素
元
君
を
存

念
し
、
三
年
に
し
て
乃
ち
大
洞
眞
經
を
受
讀
す
る
を
得
る
の
み
。
大
洞
の
眞
經
爲
る
所
以
の
者
は
、
謂
ら
く
三
元
君
を
存
念
す

る
こ
と
難
き
が
爲
な
り
。
能
く
微
玄
精
思
し
て
感
至
る
者
、
三
素
元
君
を
存
見
す
る
者
は
、
則
ち
眞
人
の
道
畢
は
る
。
白
素
元
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君
と
は
、
則
ち
是
れ
右
白
元
君
の
母
な
り
。
子
之
を
存
念
す
る
こ
と
至
精
な
れ
ば
、
仙
道
成
る
な
り
。
黃
素
元
君
と
は
、
是
れ

中
央
黃
老
君
の
母
な
り
。
子
之
を
存
見
せ
ば
、
則
ち
壽
は
萬
年
な
り
。
萬
年
の
外
、
乃
ち
三
玄
に
昇
る
の
み
。
紫
素
元
君
と
は
、

則
ち
是
れ
左
無
英
の
母
な
り
。
若
し
洞
房
を
存
思
し
て
、
歘
頓
に
三
元
君
に
見
ゆ
れ
ば
、
便
ち
卽
ち
白
日
昇
天
し
、
流
鈴
虎
符
を

佩
び
て
、
上
淸
に
遊
行
す
。
…
…
三
女
は
又
た
一
母
を
共
に
す
。
其
の
母
を
太
素
三
元
君
と
曰
ふ
な
り
。
太
素
三
元
君
は
、
實

は
一
女
子
の
み
。
（『
五
老
寶
經
』
五
ａ
四
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
太
素
三
元
君
が
祖
母
で
あ
り
、
そ
の
娘
で
あ
る
三
素
元
君
、
さ
ら
に
は
孫
の
世
代
の
無
英
・
黃
老
・
白
元
と
い
う

七
位
の
神
々
が
親
族
關
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
說
は
、
無
英
と
白
元
と
を
父
子
と
し
て
い
た
『
紫
陽
眞
人
內
傳
』
と
の
整
合

性
を
缺
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
無
英
・
黃
老
・
白
元
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
保
持
し
、
更
に
『
大
洞
眞
經
』
第
二
十
二
―
二
十
四
章

に
見
ら
れ
る
三
素
元
君
を
そ
の
上
位
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
そ
の
上
位
に
太
素
三
元
君
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
三
素
元
君
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
第
九
章
に
見
ら
れ
る
三
素
元
君
の
服
裝
な
ど
を
述
べ
た
箇
所
を
『
祕
要
』
が
引
い
て

い
る
が
、『
祕
要
』
で
は
こ
れ
に
續
い
て
、
三
素
元
君
だ
け
で
な
く
太
素
三
元
君
に
つ
い
て
も
冠
や
服
裝
に
つ
い
て
記
し
た
文
を
『
三

元
布
經
』
か
ら
引
い
て
い
る
。
た
だ
、
二
種
の
引
用
を
比
べ
て
み
る
と
、
三
素
元
君
の
冠
が
異
な
る
な
ど
細
か
い
相
違
點
が
あ
る
ほ

か
、
後
者
に
は
、
紫
素
元
君
を
長
女
、
黃
素
元
君
を
中
女
、
白
素
元
君
を
少
女
と
す
る
、『
五
老
寶
經
』
に
は
見
ら
れ
な
い
說
も
含
ま

れ
て
い
る
。
三
素
元
君
の
長
幼
の
序
を
明
ら
か
に
す
る
文
は
、
現
行
本
『
三
元
布
經
』
に
も
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
三
素
元
君
の
そ
れ

ぞ
れ
を
存
思
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
壽
命
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

白
素
元
君
の
眞
形
を
見
れ
ば
、
則
ち
壽
は
三
千
年
、
…
…
黃
素
元
君
の
眞
形
を
見
れ
ば
、
則
ち
壽
は
萬
年
。
…
…
紫
素
元
君
の

眞
形
を
見
る
を
得
れ
ば
、
則
ち
壽
は
三
萬
年
。
…
…
太
素
三
元
君
を
見
れ
ば
、
壽
は
天
地
と
相
い
傾
く
。
（『
三
元
布
經
』
四
六

ａ
一
〇
）

こ
の
說
も
『
五
老
寶
經
』
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
得
ら
れ
る
壽
命
の
長
短
が
存
思
の
對
象
で
あ
る
三
素
元
君
の
長
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幼
に
對
應
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
紫
陽
眞
人
內
傳
』
に
お
い
て
、
無
英
・
黃
老
・
白
元
に
對
す
る
存
思
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
壽
命
の
長
さ
を
述
べ
た
文
章
を
髣
髴
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
實
は
、『
三
元
布
經
』
に
は
無
英
・
黃
老
・
白
元
の
名

が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
通
り
、『
五
老
寶
經
』
が
太
素
三
元
君
や
三
素
元
君
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、『
三
元
布
經
』
に
依
據
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兩
經
の
閒
に
こ
う
し
た
異
な
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、『
五
老
寶
經
』
が
た
だ
漫
然
と
諸
說
を

羅
列
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
內
容
に
よ
っ
て
取
捨
選
擇
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
結
果
生
じ
た
元
の

資
料
と
の
差
異
に
こ
そ
、『
五
老
寶
經
』
の
獨
自
性
が
浮
か
び
上
が
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
三
元
布
經
』
に
も
見
ら

れ
た
母
娘
に
、
さ
ら
に
三
君
を
加
え
、
太
素
三
元
君
を
頂
點
と
す
る
三
世
代
の
親
族
關
係
を
述
べ
る
說
こ
そ
が
『
五
老
寶
經
』
の
獨

自
の
說
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
說
が
提
示
さ
れ
た
背
景
に
は
、『
大
洞
眞
經
』
を
中
心
と
す
る
敎
え
の
傳
授
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す

中
央
黃
老
君
と
太
素
三
元
君
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
意
圖
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
五
老
寶
經
』
は
黃
老
君
を
重
ん
ず
る
立
場

に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
母
親
の
世
代
に
お
い
て
も
黃
素
元
君
が
最
上
位
に
位
置
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

紫
素
元
君
が
長
女
で
あ
る
と
す
る
『
三
元
布
經
』
の
說
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。『
三
元
布
經
』
と
の
閒
に
分
岐
が
生

じ
て
い
る
の
も
、『
五
老
寶
經
』
が
基
本
姿
勢
を
貫
い
た
こ
と
に
よ
る
、
當
然
の
歸
結
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
五
　
今
後
の
課
題

結
び
に
代
え
て

　　
以
上
、『
五
老
寶
經
』
に
つ
い
て
、
主
に
構
成
面
で
の
問
題
を
中
心
に
檢
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、『
五
老
寶
經
』
と
い
う
經

典
が
現
行
本
の
よ
う
な
體
裁
に
ま
と
め
ら
れ
る
ま
で
に
、
ま
ず
『
玉
晨
金
華
』
に
基
づ
い
て
十
二
願
八
閒
が
中
核
に
据
え
ら
れ
、
そ

こ
に
樣
々
な
要
素
を
加
え
て
い
く
と
い
う
過
程
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
樣
々
な
要
素
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
該
經
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が
雜
多
な
要
素
の
集
ま
り
の
よ
う
に
見
え
る
の
も
事
實
で
は
あ
る
が
、『
大
洞
眞
經
』
の
尊
重
、
中
央
黃
老
君
や
太
素
三
元
君
の
重
視

と
い
っ
た
點
が
、
こ
の
經
の
基
本
的
立
場
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
旣
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
經
が
成
立
し
た
頃
に
周
邊
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
書
物
と
の
關
係
か
ら
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
探
っ
て
き
た

の
だ
が
、「
大
洞
眞
經
序
」
や
『
三
元
布
經
』
な
ど
、
從
來
、『
五
老
寶
經
』
と
の
關
係
が
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
書
物
を
中
心
に
檢

討
し
、
こ
の
經
と
大
き
く
重
な
り
あ
う
こ
と
が
旣
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
太
丹
隱
書
』
に
つ
い
て
は
、
特
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
稿

を
終
え
る
に
當
た
っ
て
、『
太
丹
隱
書
』
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
少
し
く
確
認
し
、
殘
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て
、『
太
丹
隱
書
』
と
同
文
が
見
ら
れ
る
箇
所
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
第
十
章
の
ほ
ぼ
全
文
、
お
よ
び
第
十

二
章
の
末
尾
約
十
五
行
が
そ
の
代
表
例
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
第
十
章
か
ら
第
十
二
章
に
か
け
て
は
、
章
と
章
と
の
繫

ぎ
目
に
見
ら
れ
る
注
に
お
い
て
、
第
十
章
か
ら
順
に
修
行
し
て
い
く
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
三
章
全
體
が
一
貫
し
て

行
う
べ
き
修
行
法
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
、
最
後
の
第
十
二
章
は
『
五
老
寶
經
』
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
中
核
と

も
言
う
べ
き
九
轉
五
回
變
化
雌
雄
を
說
く
章
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
五
女
九
男
の
混
合
の
說
を
補
强
す
る
か
の
よ
う
に
、『
太

丹
隱
書
』
か
ら
の
長
文
の
引
用
が
そ
の
周
邊
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
五
老
寶
經
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
連
續
す
る
章
が
密
接
に
關
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
何
箇
所
か
あ
る
。
そ
う
し
た

箇
所
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
說
か
れ
る
修
行
法
な
り
を
精
査
し
た
場
合
、
最
終
的
に
果
た
し
て
一
書
全
體
と
し
て
統
一
性
を
見
出

す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
、
つ
ま
り
、
現
行
本
が
果
た
し
て
一
つ
の
經
典
と
見
な
し
う
る
統
一
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
否
か

に
つ
い
て
檢
討
し
、
そ
の
う
え
で
、
周
邊
の
經
典
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
そ
の
成
書
時
期
の
特
定
を
進
め
て
い
く
こ
と
、
こ
の
二
點

を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注

（
１
）
麥
谷
邦
夫
「『
黃
帝
內
景
經
』
試
論
」（『
東
洋
文
化
』
六
二
、
一
九
八
二
年
）、
同
「『
大
洞
眞
經
三
十
九
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
國
古
道
敎

史
硏
究
』、
同
朋
舍
、
一
九
九
二
年
）、
神
塚
淑
子
『
六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
と
く
に
第
一
篇
第
三
章
「
上
淸
經

の
形
成
と
そ
の
文
體
」
な
ど
に
詳
細
な
考
察
が
あ
る
。

（
２
）
任
繼
愈
主
編
『
道
藏
提
要
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
で
は
、『
五
老
寶
經
』
を
十
四
章
に
分
け
て
い
る
（
一
〇
三
五
頁
）。

ど
の
よ
う
に
章
を
區
切
る
べ
き
か
判
然
と
し
な
い
箇
所
も
あ
り
、
一
章
と
目
さ
れ
る
も
の
で
も
複
數
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
本
稿
で
は
第
二
節
に
示
す
章
立
て
で
こ
の
經
典
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
ま
た
、
第
何
章
と
い
う
よ
う
に
標
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
便
宜
的
に
そ
れ
ぞ
れ
を
章
番
號
で
呼
ぶ
。

（
３
）
以
下
、
道
典
名
等
が
再
出
し
た
場
合
に
は
、
特
に
斷
る
こ
と
な
く
略
稱
を
用
い
る
。
な
お
、
道
典
の
引
用
に
は
す
べ
て
道
藏
本
を
使
用
し
、

卷
數
・
葉
數
・
葉
の
表
裏
・
行
數
を
數
字
と
記
號
で
示
し
て
お
い
た
。

（
４
）
『
上
淸
太
上
帝
君
九
眞
中
經
』「
太
上
帝
君
九
眞
中
經
內
訣
」
で
は
、「
弟
子
」
で
は
な
く
「
弟
」
に
作
る
（
卷
一
、
一
ａ
四
）。『
九
眞
中
經
』

の
同
文
の
一
部
を
引
く
『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
百
一
「
中
央
黃
老
君
紀
」
で
は
「
弟
子
」
に
作
る
（
一
二
ｂ
四
）。

（
５
）
「
高
聖
玉
晨
」
と
「
玉
晨
高
聖
」
と
混
亂
が
あ
る
も
の
の
、
同
じ
神
格
と
見
て
相
違
な
か
ろ
う
。
後
揭
の
「
魏
夫
人
內
傳
」
で
は
「
太
上
玉

晨
大
道
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
６
）
『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て
は
、『
大
洞
眞
經
』
の
成
立
に
中
央
黃
老
君
が
關
わ
っ
た
と
す
る
說
は
見
ら
れ
な
い
。

（
７
）
『
大
有
妙
經
』
に
お
い
て
『
五
老
寶
經
』
を
第
二
奇
と
し
て
い
る
こ
と
は
、『
大
有
妙
經
』
の
『
五
老
寶
經
』
に
對
す
る
後
出
性
を
う
か
が
わ

せ
る
が
、『
五
老
寶
經
』
第
二
章
の
末
尾
に
は
「『
太
素
上
靈
經
』
に
曰
は
く
」
と
す
る
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
が
假
に
『
大
有
妙
經
』
に
冠
せ

ら
れ
る
「
太
上
素
靈
」
と
い
う
語
の
書
き
誤
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
行
本
『
五
老
寶
經
』
の
成
立
以
前
に
『
大
有
妙
經
』
に
相
當
す
る
經

典
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
二
經
の
成
立
の
先
後
關
係
に
つ
い
て
の
斷
定
は
留
保
す
る
。

（
８
）
注
に
は
、
七
世
が
罪
を
得
て
い
る
限
り
、
自
ら
の
昇
仙
は
願
う
べ
く
も
な
い
こ
と
な
ど
が
說
か
れ
て
い
る
。
十
二
願
に
お
い
て
、
七
祖
の
受

福
が
中
願
に
、
自
ら
の
長
生
が
上
願
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
修
行
に
よ
っ
て
自
ら
の
長
生
の
み
な
ら
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　　『五老寶經』小考

ず
、「
祖
先
の
受
福
に
ま
で
お
よ
ぼ
す
」
と
い
う
發
想
で
は
な
く
、
祖
先
が
冥
界
で
罪
を
得
て
い
る
こ
と
が
、
修
行
者
に
と
っ
て
の
言
わ
ば

「
障
害
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
點
で
、
こ
の
注
記
は
思
想
的
に
も
興
味
深
い
。

（
９
）
第
八
章
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
「
上
元
太
素
三
元
君
道
經
第
八
」
と
い
う
經
名
の
一
部
と
し
て
、
ま
た
朱
自
英
述
と
さ
れ
る
「
大
洞
眞
經
序
」

序
の
な
か
に
は
見
ら
れ
る
が
、
本
文
に
は
登
場
し
な
い
。

（
10
）
「
洞
眞
」
と
「
太
丹
」
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
五
」
と
「
玉
」
は
い
ず
れ
か
が
筆
寫
の
際
の
誤
り
、「
隱
元
」
と
「
隱
玄
」
は
後
世
の
忌

避
に
よ
る
書
き
換
え
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
同
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
兩
者
が
同
一
經
典
を
指
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
11
）
『
上
淸
握
中
訣
』
に
は
「
六
」
の
字
が
な
い
。

（
12
）
『
眞
誥
』
に
お
い
て
、
こ
の
法
を
行
う
べ
き
と
さ
れ
る
日
付
は
、『
五
老
寶
經
』
第
四
章
「
太
一
帝
君
大
回
五
通
上
仙
法
」
に
見
ら
れ
る
も

の
と
完
全
に
一
致
す
る
。
そ
の
祈
り
の
方
法
な
ど
に
違
い
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
十
二
願
八
閒
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
、
十
二
願
八
閒
の
解
說
に
お
い
て
太
素
三
元
君
に
對
す
る
祈
願
に
觸
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、『
眞
誥
』
に
見
ら
れ
る
こ
の

修
行
法
と
十
二
願
八
閒
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
圖
が
感
じ
ら
れ
る
。

（
13
）
『
祕
要
』
卷
九
十
三
に
お
け
る
引
用
で
は
「『
洞
眞
七
十
四
方
變
化
上
經
』
に
出
づ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
出
典
を
示
す
記

述
が
缺
落
し
た
結
果
、
全
く
異
な
る
文
脈
の
文
章
と
合
わ
せ
て
『
七
十
四
方
經
』
か
ら
の
引
用
の
よ
う
な
體
裁
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の

よ
う
で
あ
り
、
實
際
に
は
『
三
元
布
經
』
か
ら
の
引
用
と
見
ら
れ
る
。

（
14
）
『
無
上
祕
要
』
卷
二
十
二
「
三
界
宮
府
品
」
で
は
、「
金
洞
素
靈
館
」
の
項
に
「
右
は
九
靈
金
母
太
素
三
元
君
の
居
る
所
な
り
」
と
い
う
說
明

が
あ
る
。「
玄
」
と
「
金
」
と
の
混
亂
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
が
九
靈
玄
母
と
太
素
三
元
君
と
を
併
稱
し
た
も
の
か
、
も
し
く
は

九
靈
玄
母
太
素
三
元
君
と
い
う
一
位
の
神
格
の
呼
稱
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て

は
兩
者
を
同
一
視
し
た
り
、
兩
者
の
密
接
な
關
係
を
指
摘
し
た
り
す
る
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、『
上
淸
三
元
玉
檢
三
元
布
經
』
で
は
、

太
素
元
君
と
九
天
玄
母
を
別
々
に
存
思
の
對
象
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
呼
稱
が
微
妙
に
異
な
る
が
、『
三
元
布
經
』
が
『
五
老
寶
經
』
周

邊
に
存
在
し
た
經
典
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、『
五
老
寶
經
』
に
お
い
て
も
九
靈
玄
母
と
太
素
三
元
君
を
、
密
接
な
關
係
に
あ
る
別
々

の
神
格
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（
15
）
「
魏
夫
人
內
傳
」
に
つ
い
て
は
、
顏
眞
卿
『
顏
魯
公
文
集
』
卷
九
「
晉
紫
虛
元
君
領
上
眞
司
命
南
嶽
夫
人
魏
夫
人
仙
壇
碑
銘
」
を
底
本
と
し
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て
、『
太
平
廣
記
』
卷
五
十
八
「
魏
夫
人
」
を
參
照
し
つ
つ
檢
討
し
た
。「
碑
銘
」
で
は
「
中
央
王
老
君
」
に
作
る
が
『
太
平
廣
記
』
が
「
中

央
黃
老
君
」
に
作
る
の
に
從
っ
た
。

（
16
）
こ
こ
に
擧
げ
た
三
經
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
卷
五
「
上
淸
大
洞
經
目
」
に
見
え
る
『
上
淸
太
上
隱
書
金
眞
玉
光
』

一
卷
、『
上
淸
玉
珮
金
璫
太
極
金
書
』
一
卷
、『
上
淸
高
上
滅
魔
洞
景
金
玄
玉
淸
隱
書
』
四
卷
の
全
部
、
ま
た
は
一
部
に
對
應
す
る
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
對
應
關
係
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
早
期
上
淸
經
に
數
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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成
玄
英
の
「
道
」
の
再
考
　

孫
　
　
路
　
易
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
唐
初
の
道
士
成
玄
英
の
思
想
は
當
時
の
思
想
界
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
以
降
の
中
國
思
想
に
お
い
て
も
大
き
な
影
響
力
を

持
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
て
お
り（

１
）、

そ
の
思
想
內
容
の
解
明
が
少
な
く
と
も
唐
宋
二
代
の
思
想
・
宗
敎
を
理
解
す
る
に
重
要
な
示
唆

を
與
え
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
道
士
と
し
て
の
成
玄
英
の
思
想
は
當
然
の
こ
と
だ
が
道
敎
の
最
も
基
本
的
且
つ
最
も
重
要
な
敎

理

「
道
」
に
對
す
る
詮
釋
を
目
的
と
し
て
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
成
玄
英
の
い
う
「
道
」
と
は
何
か
を
究
明
す
る

こ
と
が
卽
ち
彼
の
思
想
を
明
確
に
す
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
い
ま
ま
で
の
成
玄
英
の
思
想
に
關
す
る

論
考
に
よ
れ
ば
成
玄
英
の
「
道
」
は
槪
ね
次
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
「
道
」
は
人
閒
の
感
覺
や
思
惟
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
內
面
的
な
悟
入
や
非
理
性
的
體
驗
や
直
覺
に
よ
る
し
か
體
得
で
き
な
い
宇

宙
の
ま
た
は
萬
物
の
本
質
・
本
源
・
本
體
で
あ
り
、
絕
對
自
由
の
精
神
的
境
地
で
あ
り
、
最
高
の
眞
理
で
あ
る
。「
道
」
は
人
閒
を
初

め
と
す
る
自
然
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
物
に
普
遍
的
に
內
在
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
然
界
の
秩
序
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。
人
々
は
內
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面
的
な
悟
入
に
よ
っ
て
「
道
」
つ
ま
り
宇
宙
の
本
質
を
悟
り
そ
し
て
「
道
」
と
契
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
絕
對
精
神
的
自
由
の
身
に

な
り
至
善
の
生
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
が
卽
ち
「
聖
人
」
に
な
る
こ
と
で
あ
る（

２
）。

　
し
か
し
、
自
然
界
に
お
い
て
た
だ
「
聖
人
」
と
稱
す
る
極
少
數
の
人
閒
だ
け
が
「
道
」
に
契
合
し
て
い
る
つ
ま
り
「
道
」
に
從
っ

て
生
存
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
聖
人
」
以
外
の
人
閒
や
萬
物
が
皆
「
道
」
に
從
わ
な
く
て
も
な
お
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
か
か
る
狀
態
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
界
の
秩
序
が
保
た
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
も
し
人
閒
以
外
の
萬
物
が
皆
「
道
」
に
從
っ
て

生
成
變
化
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然
界
に
お
い
て
最
高
の
知
性
を
持
つ
人
閒
で
さ
え
も
な
か
な
か
體
得
し
得
な
い
「
道
」
を
、

萬
物
が
な
ぜ
體
得
で
き
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の
適
切
な
答
え
が
そ
れ
ら
の
論
考
の
成
玄
英
の
「
道
」
認
識
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
實
際
、
こ
の
問
題
は
成
玄
英
思
想
の
理
解
に
關
わ
る
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
道
敎
の
敎
理
そ
の
も
の
全
體
を
理
解
す
る

こ
と
に
關
わ
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
道
」
な
い
し
「
神
」
が
「
氣
」
を
媒
介
項
と
し
て
萬
物
に
普
遍
的
に
內
在
し
て

い
る
と
い
う
道
氣
論
こ
そ
道
敎
敎
理
の
精
髓
で
あ
り
、
そ
の
主
體
性
を
一
貫
し
て
支
え
て
き
た
脊
柱
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

３
）。

か
か

る
問
題
意
識
が
、
道
敎
史
ま
た
は
中
國
思
想
史
・
宗
敎
史
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
成
玄
英
の
「
道
」
に
對
し
て
の

解
釋
に
つ
い
て
再
度
考
察
す
る
こ
と
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

　
現
存
す
る
成
玄
英
の
著
書
は
『
南
華
眞
經
注
疏
』『
道
德
經
義
疏
』『
度
人
經
注
』
の
三
部
あ
る（

４
）。

從
來
の
硏
究
に
お
い
て
は
『
度

人
經
注
』
を
除
外
し
『
南
華
眞
經
注
疏
』
と
『
道
德
經
義
疏
』
の
內
容
を
混
同
し
て
成
玄
英
の
思
想
を
論
ず
る
傾
向
が
あ
る
が（

５
）、

本

稿
で
は
そ
の
三
部
を
そ
れ
ぞ
れ
獨
立
し
た
內
容
を
持
つ
著
作
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
お
け
る
「
道
」
に
關
す
る
論
述
を
比
較
し

つ
つ
成
玄
英
の
「
道
」
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
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　　成玄英の「道」の再考

　
　
　
一
　
「
氣
」
と
「
道
」

　　
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
い
て
は
「
道
」
と
「
氣
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
ま
ず
、
第
四
十
二
章
の
「
道
は
一
を
生
じ
、
一

は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
萬
物
を
生
ず
」
に
對
す
る
注

一
、
元
氣
也
、
二
、
陰
陽
也
、
三
、
天
地
人
也
、
萬
物
、
一
切
有
識
無
情
也
。
言
至
道
妙
本
、
體
絕
形
名
、
從
本
降
跡
、
肇
生
元

氣
、
又
從
元
氣
、
變
生
陰
陽
、
於
是
陽
氣
淸
浮
昇
而
爲
天
、
陰
氣
沈
濁
而
爲
地
。
二
氣
昇
降
、
和
氣
爲
人
、
□
有
三
才
、
次
生

萬
物
、
欲
明
道
能
善
貸
、
次
第
列
之
。
（
四
六
二
頁
）

が
擧
げ
ら
れ
る
。
こ
の
文
で
は
「
道
」
（「
本
」）
↓
「
元
氣
」
（「
跡
」）
↓
「
陰
陽
」
（「
天
地
」）
↓
「
人
」
（「
和
氣
」）
↓
「
萬
物
」
と

い
う
萬
物
の
生
成
順
次
を
示
し
た
。「
道
」
は
「
本
」
で
、「
元
氣
」
は
「
跡
」
で
あ
る
。「
本
」
と
「
跡
」
は
卽
ち
「
無
」
と
「
有
」
の

關
係
で
あ
る
。

　
第
四
十
章
の
「
天
下
の
萬
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
」
の
注
「
有
と
は
、
應
道
な
り
、
所
謂
元
一
の
氣
な
り
。
元
一
は

妙
本
た
り
、
所
謂
冥
寂
の
地
。
言
う
こ
こ
ろ
は
天
地
萬
物
は
、
皆
應
道
有
法
よ
り
生
ず
と
。
卽
ち
こ
の
應
道
は
、
妙
本
よ
り
自
ら
起

こ
り
、
妙
本
に
元
れ
ば
、
卽
ち
至
無
な
り
」
（
四
五
八
頁
）
で
は
、「
有
」
を
「
應
道
」「
元
一
の
氣
」
と
し
、「
無
」
を
「
元
一
」「
妙

本
」
と
す
る
。「
元
一
の
氣
」
は
卽
ち
「
元
氣
」
で
あ
る
。「
道
」
（「
妙
本
」）
は
「
無
」
で
あ
り
、「
元
氣
」
（「
跡
」）
は
「
有
」
で
あ

る
。「
無
」
的
な
存
在
と
「
有
」
的
な
存
在
は
次
の
二
點
に
お
い
て
異
な
る
。

一
、「
無
」
と
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
で
は
な
く
、「
無
色
、
無
聲
、
無
形
」
（
四
〇
二
頁
）
の
た
め
、
人
閒
の
感
覺
で
は
捉
え
ら
れ

な
い
存
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
對
し
て
、「
有
」
と
は
「
そ
れ
機
に
應
じ
て
跡
を
降
し
、
卽
ち
見
る
べ
く
聞
く
べ
し
」

（
四
〇
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
可
見
可
聞
」
つ
ま
り
人
閒
の
感
覺
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

二
、「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
は
「
無
始
無
終
」
的
な
存
在
で
あ
る
が
（
四
〇
四
頁
）
、
こ
れ
に
對
し
て
「
無
よ
り
有
出
づ
、
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以
て
生
ず
る
を
生
と
釋
し
、
有
よ
り
無
に
還
る
、
以
て
滅
ぶ
る
を
死
と
釋
す
る
な
り
」
（
四
七
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、「
有
」
的
な

存
在
は
、「
無
」
よ
り
生
ず
る
つ
ま
り
「
有
始
」、
ま
た
い
つ
か
は
消
滅
す
る
つ
ま
り
「
有
終
」
で
あ
る
。「
元
氣
」
以
降
「
萬
物
」

ま
で
は
「
有
」
的
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
皆
「
有
始
有
終
」
的
な
存
在
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
點
に
お
い
て
「
道
」
と
「
元
氣
」
は
同
一
の
槪
念
で
な
い
こ
と
が
明
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
一
は
道
な
り
」
（
四
五
五

頁
）
と
も
い
う
よ
う
に
、「
元
氣
」
も
「
道
」
と
稱
す
る
。
前
引
の
「
道
は
よ
く
貸
り
る
、
次
第
と
し
て
こ
れ
を
列
ぬ
」
と
い
う
表
現

を
見
れ
ば
、「
元
氣
」
に
止
ま
ら
ず
、「
元
氣
」
以
降
「
萬
物
」
ま
で
は
皆
「
道
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
故
に
そ
の
理
論

が
非
常
に
難
解
と
な
っ
た
が
、「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
は
「
氣
」
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
「
道
」
は
「
氣
」
で
あ
る
。

大
道
在
恍
惚
之
內
、
造
化
芒
昧
之
中
、
和
雜
淸
濁
、
變
成
陰
陽
二
氣
、
二
氣
凝
結
、
變
而
有
形
、
形
旣
成
就
、
變
而
生
育
、
且

從
無
出
有
、
變
而
爲
生
、
自
有
還
無
、
變
而
爲
死
。
而
生
來
死
往
、
變
化
循
環
、
亦
猶
春
秋
夏
冬
、
四
時
代
序
。
（
三
六
〇
頁
）

妙
本
一
氣
、
通
生
萬
物
、
甚
自
億
易
、
其
惟
道
乎
。
（
二
二
七
頁
）

の
二
文
を
見
れ
ば
、「
道
」
（「
妙
本
」）
は
「
一
氣
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
一
氣
」
は
「
陰
陽
」
二
氣
と
な
り
、「
陽
氣
は
下
降
し
、
陰

氣
は
上
昇
し
、
二
氣
は
交
通
し
て
、
遂
に
和
合
と
成
り
、
こ
の
和
氣
に
よ
り
て
物
生
ず
」
（
四
〇
八
頁
）
と
も
あ
る
よ
う
に
、「
陰
陽
」

二
氣
が
結
合
し
て
「
和
氣
」
と
な
り
、「
和
氣
」
に
よ
っ
て
萬
物
が
構
成
さ
れ
る
。「
無
よ
り
有
出
づ
、
變
じ
て
生
と
爲
し
、
有
よ
り

無
に
還
る
、
變
じ
て
死
と
爲
す
」
に
よ
れ
ば
、「
道
」
と
し
て
の
「
一
氣
」
は
「
無
」
で
あ
り
、「
和
氣
」
は
「
有
」
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
で
は
、「
陰
陽
」
は
「
無
」
な
の
か
そ
れ
と
も
「
有
」
な
の
か
、
こ
こ
で
は
明
確
で
な
い
。

　
實
際
、「
陰
陽
」
二
氣
は
、「
天
は
陽
氣
を
稟
け
、
淸
み
浮
か
ん
で
上
に
在
る
」「
地
は
陰
氣
を
稟
け
、
濁
り
沈
ん
で
下
に
在
る
」
（
二

八
六
頁
）
「
天
は
覆
い
地
は
載
せ
、
陰
陽
は
生
育
す
、
故
に
形
氣
の
中
最
大
の
者
な
り
」
（
五
一
四
頁
）
と
彼
は
い
う
よ
う
に
、
つ
ま
り

「
天
地
」
で
あ
る
。「
陰
陽
」
と
し
て
の
「
天
地
」
は
形
體
を
持
つ
物
の
中
で
は
最
大
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
天
官
と
は
、
日
月
星
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辰
を
謂
う
。
よ
く
四
方
を
照
臨
し
、
萬
物
を
綱
維
す
、
故
に
官
と
稱
す
る
な
り
。
地
官
と
は
、
金
木
水
火
土
を
謂
う
。
よ
く
動
植
を

維
持
し
、
群
品
を
運
載
す
、
ま
た
官
と
稱
す
る
な
り
」
（
二
二
〇
頁
）
と
い
う
文
で
は
、「
天
」
は
「
日
月
星
辰
」、「
地
」
は
「
金
木
水

火
土
」
の
五
行
、
と
い
う
具
體
的
な
內
容
を
示
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
陰
陽
」
は
「
有
」
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
「
無
」
の
狀
態
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
「
太
初
と
は
、
始
め
な
り
。
元
氣
始
め
て
萌
ば
え
、
こ
れ
を
太
初
と
謂
う
。
言
う
こ
こ
ろ

は
そ
の
氣
は
廣
大
た
り
、
よ
く
萬
物
の
始
本
を
爲
す
と
、
故
に
太
初
と
名
づ
く
。
太
初
の
時
、
た
だ
こ
の
無
有
る
の
み
、
未
だ
有
有

ら
ず
」
（
二
四
二
頁
）
と
あ
る
。「
無
」
は
「
氣
」
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
「
氣
」
を
「
元
氣
」
と
稱
し
て
「
陰
陽
」
二
氣
に
な
る
前
段

階
の
「
氣
」
で
あ
る
。「
陰
陽
」
二
氣
に
な
る
前
段
階
の
「
氣
」
は
「
一
氣
」
ま
た
は
「
道
」
（「
妙
本
」）
と
も
稱
す
る
か
ら
、「
一
氣
」

ま
た
は
「
道
」
は
卽
ち
「
元
氣
」
だ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
　

　
「
そ
れ
形
貎
聲
色
、
見
聞
す
べ
き
者
は
、
皆
物
た
る
な
り
」
（
三
六
九
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
推
せ
ば
、「
有
」
は
人
閒
の
感
覺
で
感

知
で
き
る
存
在
を
意
味
し
、「
無
」
は
感
知
で
き
な
い
存
在
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
は
『
道
德
經
義
疏
』
の
と
同
樣
で
あ
る

が
、「
こ
こ
で
知
る
、
天
地
萬
物
は
、
古
よ
り
以
て
も
と
よ
り
存
し
、
未
だ
有
ら
ざ
る
時
無
き
を
」
（
四
三
五
頁
）
と
い
う
文
を
見
る

と
、「
天
地
萬
物
」
が
「
無
始
無
終
」
的
な
存
在
の
よ
う
で
あ
る
。『
道
德
經
義
疏
』
で
は
「
二
儀
は
大
と
雖
も
、
な
お
劫
盡
く
の
期

有
る
」
（
三
八
九
頁
）
と
あ
り
、「
二
儀
」
つ
ま
り
「
陰
陽
」
（「
天
地
」）
は
消
滅
す
る
こ
と
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
天
地
」

は
「
有
始
有
終
」
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
、
成
玄
英
は
一
方
で
は
「
虛
通
の
至
道
、
無
始
無
終
、
古
よ
り
以
來
、
未
だ
天
地
有
ら
ず
、
五
氣
未
だ

兆
さ
ず
、
大
道
は
存
す
」
（
一
四
五
頁
）
と
い
う
が
、
も
う
一
方
で
は
「
故
に
初
始
を
覩
察
す
れ
ば
、
も
と
も
と
無
よ
り
生
じ
、
未
だ

生
ぜ
ざ
る
の
前
、
ま
た
形
質
無
く
、
形
質
無
き
の
前
、
ま
た
氣
無
し
」
（
三
五
九
頁
）
と
も
い
う
。
恐
ら
く
、「
道
」
は
「
天
地
」
よ
り

先
に
存
在
し
て
は
い
る
が
、「
道
」
と
し
て
の
「
元
氣
」
は
「
陰
陽
」
二
氣
つ
ま
り
「
天
地
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、「
陰
陽
」
二
氣

も
結
合
し
て
「
和
氣
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
こ
う
し
て
實
際
最
初
か
ら
「
道
」
が
存
在
す
る
と
同
時
に
形
體
を
持
つ
「
天
地
萬
物
」
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も
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
道
德
經
義
疏
』
で
は
「
道
」
（「
妙
本
」）
は
「
無
」
で
、「
元
氣
」
は
「
有
」
で
あ
っ
て
、「
道
」
は
「
氣
」
で
は
な
い
が
、『
南
華

眞
經
注
疏
』
で
は
「
道
」
と
「
元
氣
」
を
同
一
の
も
の
と
し
て
「
無
」
と
し
、「
陰
陽
」
二
氣
以
降
萬
物
ま
で
を
「
有
」
と
し
、「
道
」

は
「
氣
」
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、『
道
德
經
義
疏
』
と
『
南
華
眞
經
注
疏
』
の
內
容
は
根
本
的
な
所
で
違
っ
て
い
る

こ
と
が
明
確
で
あ
ろ
う
。

　
『
度
人
經
注
』
で
は
「
元
氣
」
と
い
う
語
が
現
れ
ず
、「
妙
氣
」
或
い
は
「
梵
氣
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。「
妙
氣
こ
れ
自
ら
成

り
、
ま
た
更
に
先
祖
有
ら
ず
。
…
…
。
道
は
虛
無
を
以
て
宗
と
爲
し
、
自
然
を
以
て
本
と
爲
し
、
道
を
以
て
身
と
爲
す
、
然
れ
ど
も
こ

の
三
者
悉
く
形
相
無
し
、
そ
の
理
を
尋
考
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
こ
れ
眞
空
た
り
、
眞
空
の
中
精
有
り
、
も
と
名
稱
無
し
。
…
…
、
そ
の

實
三
體
は
一
眞
に
俱
會
し
、
形
相
す
べ
て
無
く
、
よ
く
衆
妙
に
通
ず
、
故
に
上
に
ま
た
祖
無
し
と
云
う
」
（
卷
二
、
八
）
と
あ
り
、「
妙

氣
」
は
卽
ち
「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
で
あ
ろ
う
。「
梵
氣
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
「
梵
氣
は
流
行
し
、
…
…
、

五
常
の
氣
を
廻
運
す
、
故
に
四
時
順
序
、
變
化
生
成
す
る
を
得
。
五
常
と
は
五
行
な
り
、
金
木
水
火
土
こ
れ
な
り
。
…
…
。
こ
の
五

行
な
る
者
の
萬
物
を
生
成
す
る
は
、
皆
梵
氣
の
功
に
よ
る
な
り
、
天
地
の
常
に
行
う
の
道
な
り
」
（
卷
三
、
九
―
一
〇
）
と
あ
る
。「
梵

氣
」
は
卽
ち
「
有
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
だ
と
思
わ
れ
る
。「
道
」
は
「
氣
」
で
あ
る
こ
の
點
は
『
南
華
眞
經
注
疏
』
の
と
同

じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
漢
書
に
云
う
、
四
千
六
百
一
十
七
年
を
一
元
と
爲
す
と
。
數
は
三
元
に
盡
く
、
大
劫
の
終
と
爲
し
、
天
地

は
消
亡
す
る
な
り
」
（
卷
三
、
四
五
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
地
は
消
滅
す
る
こ
と
も
あ
る
と
し
て
い
る
こ
の
點
は
『
道
德
經
義
疏
』
の

と
同
じ
で
あ
る
。
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二
　
「
性
」
と
「
理
」
と
「
道
」

　　
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
い
て
は
、「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
氣
」
で
な
い
「
道
」
と
「
有
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
元
氣
」
以

降
萬
物
ま
で
の
「
氣
」
た
る
「
道
」
が
あ
る
。
行
論
の
便
宜
上
、「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
氣
」
で
な
い
「
道
」
だ
け
を
「
道
」

と
す
る
。
そ
の
存
在
論
に
お
け
る
萬
物
の
生
成
順
序
を
見
れ
ば
、「
道
」
は
最
も
根
源
的
な
存
在
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
最
も
根
源
的

な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
と
は
何
か
。

　
「
道
こ
れ
虛
無
の
理
境
」
（
三
七
五
頁
）
「
自
然
と
は
、
重
玄
の
極
道
な
り
」
（
四
二
一
頁
）
「
所
謂
無
極
の
大
道
は
、
こ
れ
衆
生
の

正
性
」
（
三
七
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
道
」
を
「
理
」「
自
然
」「
性
」
と
も
い
う
が
、「
そ
れ
玄
道
た
る
妙
本
、
大
智
慧
の
源
、
名

言
を
超
絕
し
、
諸
色
象
を
離
る
」
（
四
八
一
頁
）
と
い
う
文
で
は
「
道
」
を
「
大
智
慧
の
源
」
と
も
い
う
。『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は

「
道
」
を
「
性
」「
理
」「
自
然
」
と
は
い
う
が
、「
大
智
慧
の
源
」
と
い
う
言
い
方
は
し
な
い
。

　
「
心
は
神
な
り
。
氣
は
身
な
り
」
（
四
八
九
頁
）
「
そ
れ
身
は
虛
幻
と
雖
も
、
こ
れ
道
を
受
く
る
の
器
な
り
」
（
五
二
一
頁
）
と
成
玄

英
は
い
う
。
人
閒
の
身
體
は
「
氣
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
身
體
は
「
道
」
を
受
け
る
「
器
」
つ
ま
り
受
け
皿
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
體
は
「
道
」
を
受
け
て
は
い
る
が
、
身
體
が
「
道
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
成
玄
英
は
「
聖
人
」
の
身
體
は

「
三
一
」
で
構
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。「
聖
人
」
槪
念
に
は
、
普
通
の
人
閒
と
同
じ
身
體
を
持
ち
な
が
ら
「
道
」
を
體
得
し
た
人
と

い
う
意
味
と
三
界
を
越
え
た
存
在
と
し
て
「
道
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

　
普
通
の
人
閒
と
同
じ
身
體
を
持
つ
「
聖
人
」
が
「
三
一
」
で
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
閒
な
ら
誰
で
も
「
三
一
」
で
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
三
一
」
は
つ
ま
り
「
精
」「
神
」「
氣
」
の
三
者
が
一
つ
の
體
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。「
中
に
物
有

る
は
、
卽
ち
こ
れ
神
。
…
…
。
中
に
象
有
る
は
、
卽
ち
こ
れ
氣
。
…
…
。
言
う
こ
こ
ろ
は
道
は
種
種
に
變
現
す
と
」「
精
有
る
は
、
卽

ち
精
智
」「
三
一
の
中
に
於
て
、
偏
重
し
て
精
を
擧
ぐ
る
は
、
精
は
こ
れ
氣
色
、
神
用
の
本
た
る
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
」
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（
四
一
八
頁
）
と
彼
は
說
明
し
て
い
る
。「
精
」「
神
」「
氣
」
三
者
の
「
精
」
を
「
精
智
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
精
」
は
卽
ち
「
智
」
と

理
解
で
き
る
。「
智
」
は
「
體
」
で
、「
氣
」
と
「
神
」
は
「
智
」
の
「
用
」
で
あ
る
か
ら
、「
智
」
は
卽
ち
人
閒
身
體
が
受
け
た
「
道
」

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
道
こ
れ
虛
無
の
理
境
、
德
こ
れ
志
忘
の
妙
智
」
（
三
七
五
頁
）
と
「
道
こ
れ
德
の
體
、
德
こ
れ
道
の
用
」

（
四
二
二
頁
）
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、「
氣
」
を
受
け
て
形
體
を
有
す
る
物
體
の
段
階
で
は
、「
智
」
が
そ
の
物
體
の
「
德
」
に
な
る
が
、

そ
れ
は
「
道
」
の
「
用
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
道
」
は
「
智
」
の
源
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
意
味
で
「
道
」

は
「
大
智
慧
の
源
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
聖
人
は
、
卽
ち
天
地
と
德
を
合
す
る
者
な
り
。
…
…
。
し
か
も
身
先
ん
ず
る
は
、
三
界
を
超
ゆ
る
な
り
」
（
三
八
九
頁
）
と
い
う

文
で
は
「
聖
人
」
を
三
界
を
越
え
た
存
在
と
も
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
「
聖
人
」
は
「
聖
人
は
群
生
を
長
養
し
、
實

は
化
主
た
り
」
（
三
九
六
頁
）
「
獨
り
三
界
の
尊
に
居
り
、
天
人
の
化
主
と
成
る
」
（
三
九
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、「
化
主
」
つ
ま
り

天
地
萬
物
の
生
成
や
變
化
を
主
宰
す
る
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
ま
た

言
至
道
運
轉
天
地
、
陶
鑄
生
靈
、
而
視
聽
莫
尋
。
（
四
〇
三
頁
）

と
も
あ
り
、「
視
聽
莫
尋
」
の
「
至
道
」
つ
ま
り
感
覺
で
捉
え
ら
れ
な
い
「
道
」
は
「
天
地
」
（「
陰
陽
」）
を
動
か
し
て
萬
物
を
形
成
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
化
主
」
と
し
て
の
「
聖
人
」
は
卽
ち
「
道
」
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、「
元
氣
」
が
「
陰
陽
」
二
氣
と
な
る

の
も
、「
陰
陽
」
二
氣
が
結
合
し
て
萬
物
を
生
成
す
る
の
も
、
皆
「
道
」
に
よ
る
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
最
も
根
源
的
な
存
在
と
し

て
の
「
道
」
は
「
化
主
」
的
な
性
格
を
有
す
る
。

　
人
閒
の
身
體
に
お
い
て
は
、「
智
」
が
「
體
」
で
、「
神
」「
氣
」
は
「
智
」
の
「
用
」
で
あ
る
か
ら
、
身
體
を
主
宰
す
る
も
の
は

「
智
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
道
こ
れ
德
の
體
、
德
こ
れ
道
の
用
」
か
ら
見
れ
ば
、「
智
」
は
「
道
」
の
「
用
」
で
あ
る
か
ら
、「
道
」
が

「
智
」
を
主
宰
す
る
こ
と
に
な
る
。「
道
」
と
「
智
」
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
「
智
」
は
つ
ま
り
人
閒
身
體
に
お
け
る
「
性
」

「
理
」「
自
然
」
と
も
い
う
も
の
で
あ
る
。
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『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
、
萬
物
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は

夫
洪
爐
大
冶
、
鎔
鑄
金
鐵
、
隨
器
大
小
、
悉
皆
爲
之
。
…
…
。
亦
猶
自
然
大
冶
、
彫
刻
衆
形
、
鳥
獸
魚
蟲
、
種
種
皆
作
。
（
一
五

三
頁
）

夫
用
二
儀
造
化
、
一
爲
爐
冶
、
陶
鑄
群
物
、
錘
鍛
蒼
生
。
（
一
五
三
頁
）

と
あ
る
。「
自
然
」
は
一
つ
巨
大
な
鍛
冶
用
の
爐
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
、
鍛
冶
屋
が
種
々
の
金
屬
を
用
い
て
そ
れ
を
爐
で
溶
か
し
て

大
小
樣
々
な
器
具
を
作
り
出
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
二
儀
」
つ
ま
り
「
陰
陽
」
二
氣
を
用
い
て
「
自
然
」
と
稱
す
る
「
爐
」
で
人
閒

や
萬
物
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
造
物
者
は
、
自
然
の
洪
爐
な
り
。
し
か
も
造
物
者
は
、
無
物
な
り
。
よ
く
萬
物
を

造
化
す
、
故
に
こ
れ
を
造
物
と
謂
う
な
り
」
（
五
九
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、「
自
然
」
は
造
物
者
で
、「
造
化
」
は
制
作
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
の
文
の
「
造
物
者
は
、
無
物
な
り
」
の
一
句
に
注
目
し
た
い
。『
道
德
經
義
疏
』
で
は
「
無
物
と
は
、
妙
本
な
り
」
（
四
〇
三
頁
）

と
い
う
が
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
し
な
い
。

尋
夫
生
生
者
誰
乎
、
蓋
無
物
也
。
故
外
不
待
乎
物
、
內
不
資
乎
我
、
塊
然
而
生
、
獨
化
者
也
。
（
二
六
頁
）

夫
待
與
不
待
、
然
與
不
然
、
天
機
自
張
、
莫
知
其
宰
。
（
五
八
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、
造
物
者
と
い
っ
て
も
、
實
際
、
主
宰
的
な
性
格
を
持
つ
實
在
す
る
者
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、「
陰
陽
」
二
氣
が
結
合

し
て
「
和
氣
」
と
な
っ
て
、
そ
の
「
和
氣
」
の
自
ら
の
働
き
に
よ
っ
て
、
萬
物
や
人
閒
の
そ
の
樣
々
な
形
や
性
質
が
形
成
さ
れ
、
そ
し

て
萬
物
や
人
閒
に
樣
々
な
變
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
鍛
冶
屋
の
よ
う
な
意
志
を
持
っ
た
人
格
的
な
制
作
者
が
意
圖
的
に
樣
々

な
形
や
性
質
を
持
つ
物
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
制
作
過
程
を
「
造
化
」
と

い
い
、「
獨
化
」
と
も
い
う
。
ま
た
、「
若
し
自
然
に
非
ず
ん
ば
、
誰
か
よ
く
我
を
生
ぜ
ん
、
若
し
我
有
ら
ざ
れ
ば
、
誰
か
自
然
を
稟

け
ん
。
然
ら
ば
我
は
則
ち
自
然
、
自
然
は
則
ち
我
」
（
二
八
頁
）
と
彼
は
い
う
。
こ
の
表
現
を
見
れ
ば
、「
自
然
」
の
「
造
化
」
に
よ
っ
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て
作
り
出
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
物
は
ま
た
「
自
然
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
よ
っ
て
、「
自
然
」
槪
念
に
は
、（
一
）
自
然

界
全
體
、（
二
）
樣
々
な
形
や
性
質
を
持
つ
個
々
の
個
物
そ
の
も
の
、（
三
）
萬
物
の
生
成
や
變
化
を
も
た
ら
す
「
陰
陽
」
二
氣
の
働

き
、
と
い
う
三
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
と
『
道
德
經
義
疏
』
で
は
兩
方
と
も
「
道
」
は
卽
ち
「
自
然
」
卽
ち
「
理
」
卽
ち
「
性
」
だ
と
す
る
が
、『
南

華
眞
經
注
疏
』
の
「
そ
も
そ
も
自
然
と
は
、
然
る
所
以
を
知
ら
ず
し
て
然
り
。
…
…
。
故
に
知
る
、
自
然
と
は
性
な
る
を
」
（
三
九
八

頁
）
と
い
う
表
現
は
『
道
德
經
義
疏
』
に
は
な
い
。『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
お
け
る
「
性
」
は
「
素
分
一
た
び
定
ま
れ
ば
、
更
に
改
易

無
し
、
故
に
こ
れ
を
性
と
謂
う
」
（
二
四
三
頁
）
「
こ
の
故
に
形
性
一
た
び
成
れ
ば
、
終
に
中
途
亡
失
せ
ず
」
（
三
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う

に
、
つ
ま
り
、「
陰
陽
」
二
氣
で
構
成
さ
れ
た
物
の
、
形
や
屬
性
と
い
っ
た
一
旦
形
成
さ
れ
る
と
、
變
化
し
な
い
ま
た
は
そ
の
物
が
存

在
す
る
限
り
で
は
失
う
こ
と
が
な
い
も
の
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
「
性
」
は
卽
ち
物
の
生
ま
れ
付
き
の
固
有
屬
性
だ
と
考
え
て
よ
か

ろ
う
。
ま
た
、「
そ
も
そ
も
物
は
自
然
よ
り
稟
く
と
雖
も
、
ま
た
習
ひ
て
以
て
性
と
成
る
者
有
り
」
（
七
三
二
頁
）
と
も
い
う
よ
う
に
、

生
ま
れ
付
き
の
固
有
屬
性
に
限
ら
ず
、
學
習
に
よ
っ
て
習
得
し
た
後
天
的
能
力
を
も
「
性
」
と
す
る
。

　
固
有
屬
性
ま
た
は
後
天
的
能
力
は
形
を
持
つ
物
が
形
成
さ
れ
る
以
前
に
旣
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
成
玄
英
は
い
う
が
（
四
五
頁
）
、

そ
れ
は
人
閒
の
感
覺
や
思
考
で
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
知
る
由
が
な
く
、
人
閒
は
あ
く
ま
で
も
具
體
的
な
形
を
持
つ
物

の
「
性
」
し
か
認
識
で
き
な
い
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
「
道
」
が
非
常
に
重
要
な
槪
念
と
し
て
强
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
る
が
、
そ
の
具
體
的
內
容
が

な
い
。『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
お
け
る
存
在
論
は
「
道
」
槪
念
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
實
際
、「
元
氣
」「
陰
陽
」「
理
」「
性
」

「
自
然
」
の
諸
槪
念
で
構
築
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
『
度
人
經
注
』
で
は
、「
性
」
と
い
う
語
が
見
受
け
ら
れ
ず
、「
自
然
妙
氣
」「
理
合
自
然
」
（
卷
二
、
五
）
と
い
っ
た
表
現
を
見
れ

ば
、「
自
然
」
と
「
妙
氣
」
と
「
理
」
は
同
義
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
妙
氣
」
は
「
道
」
で
あ
る
か
ら
、「
理
」
は
卽
ち
「
道
」
で
あ
る
。
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三
　
「
心
」
と
「
道
」

　　
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
い
て
は
「
智
」
は
「
心
」
で
も
あ
り
、「
識
」
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
精
と
は
靈
智
の
名
」
（
四
〇
二
頁
）

は
『
老
子
道
德
經
義
疏
開
題
』
で
は
「
精
と
は
靈
智
慧
照
の
心
」
と
な
っ
て
お
り
、「
精
」
と
し
て
の
「
智
」
は
卽
ち
「
心
」
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
門
は
、
五
門
な
り
。
口
門
を
閉
づ
る
は
、
色
聲
香
味
觸
の
諸
塵
境
に
著
か
ざ
る
な
り
」
（
四
八
二
頁
）
と

い
う
表
現
か
ら
推
せ
ば
、「
色
聲
香
味
觸
」
を
感
覺
す
る
感
覺
器
官
と
し
て
の
口
耳
目
鼻
身
は
こ
こ
で
は
「
五
門
」
と
稱
す
る
が
、
卽

ち
「
五
根
」
で
も
あ
ろ
う
。「
眼
識
を
以
て
求
め
る
べ
か
ら
ず
」「
耳
根
を
以
て
聽
く
べ
か
ら
ず
」
（
四
〇
二
頁
）
の
二
文
を
見
れ
ば
、

「
根
」
は
ま
た
「
識
」
と
も
い
う
。「
心
識
を
以
て
知
る
べ
か
ら
ず
」
（
四
〇
五
頁
）
と
も
あ
り
、「
眼
識
」
と
「
眼
根
」
は
同
義
な
ら

ば
、「
心
識
」
は
卽
ち
「
心
根
」
で
あ
る
。
す
る
と
、「
六
根
」
は
卽
ち
「
口
耳
目
鼻
身
心
」
で
あ
り
、
ま
た
は
「
六
識
」
で
も
あ
る
と

見
て
よ
か
ろ
う
。

　
「
眼
耳
鼻
口
身
」
の
「
五
識
」
は
「
色
聲
香
味
觸
」
の
「
五
塵
」
と
對
を
な
し
、「
心
」
は
「
止
水
は
よ
く
人
を
う
つ鑑
し
、
聖
智
は
よ

く
萬
法
を
照
ら
す
」
（
三
八
四
頁
）
「
故
に
淵
靜
ま
れ
ば
則
ち
人
を
鑑
し
、
心
虛
し
く
す
れ
ば
則
ち
物
を
照
ら
す
」
（
三
九
一
頁
）
と
あ

る
よ
う
に
、「
法
」「
物
」
と
對
を
な
す
。
こ
れ
は
佛
敎
の
い
う
「
六
根
」
（
眼
耳
鼻
口
身
意
）
「
六
塵
」
（
色
聲
香
味
觸
法
）
と
一
致
す

る
。「
意
に
順
え
ば
善
と
爲
し
、
心
に
違
ら
え
ば
惡
と
名
づ
く
」
（
四
一
四
頁
）
と
い
う
表
現
は
「
意
」
と
「
心
」
が
同
義
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
た
だ
、「
聖
智
能
照
萬
法
」
の
「
能
」
と
い
う
語
は
氣
に
な
る
の
で
あ
る
。「
言
う
こ
こ
ろ
は
道
を
體
す
る
聖
人
は
、
境
と
智
冥
符

し
、
能
と
所
俱
會
す
と
」
（
五
三
一
頁
）
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
境
」
は
「
智
は
道
境
に
符
し
、
眞
源
を
了
逹
す
」
（
五
二
二
頁
）
と
も

あ
る
よ
う
に
つ
ま
り
「
道
境
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
能
」
と
「
所
」
は
「
體
」
と
「
用
」
の
關
係
で
あ
り
、「
境
智
冥
符
」
と
「
能
所
俱

會
」
は
同
義
で
あ
り
卽
ち
「
寂
に
卽
し
て
動
、
體
に
卽
し
て
用
」
（
四
七
三
頁
）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
聖
智
能
照
萬
法
」
の
「
能
」
は
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「
體
」
で
あ
る
。
ま
た
第
八
章
で
水
の
「
能
」
を
「
功
能
」
と
も
い
う
（
三
九
〇
頁
）
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、「
體
」
と
し
て
の
「
能
」
は

能
力
・
機
能
を
意
味
す
る
語
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、「
智
」
（「
心
」）
は
卽
ち
認
識
能
力
・
認
識
機
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
智
」

と
「
神
」
は
「
體
」
と
「
用
」
の
關
係
で
あ
る
か
ら
、「
智
」
（「
心
」）
が
認
識
能
力
・
認
識
機
能
で
あ
る
な
ら
ば
、「
神
」
は
卽
ち
認

識
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
心
識
」
を
認
識
能
力
・
認
識
機
能
と
す
る
な
ら
ば
、「
眼
耳
鼻
口
身
」
の
「
五
識
」
は
感
覺
機
能
と
な
ろ
う
。
機
能
・
能
力
は

「
體
」
で
あ
る
か
ら
、「
體
」
と
し
て
の
「
智
」
は
「
心
」
だ
け
つ
ま
り
認
識
機
能
・
認
識
能
力
の
み
を
意
味
す
る
語
で
は
な
く
、「
六

識
」
つ
ま
り
認
識
機
能
と
感
覺
機
能
を
意
味
す
る
語
だ
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
智
」
は
「
心
」
で
あ
る
が
、「
識
」
で
も
あ
る
。

　
外
物
の
刺
激
に
よ
っ
て
感
覺
機
能
が
作
用
し
外
物
を
感
覺
す
る
。
そ
の
得
た
感
覺
は
認
識
機
能
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識

さ
れ
、
外
物
像
が
割
り
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
認
識
さ
れ
た
外
物
に
對
し
て
反
應
を
す
る
。
こ
の
反
應
は
「
喜
」「
怒
」「
憎
」「
嫌
」「
愛
」

な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
「
情
」
と
稱
す
る
。

　
一
般
的
に
言
え
ば
、
儒
敎
で
は
「
喜
怒
哀
懼
愛
惡
欲
」
を
「
七
情
」
と
い
い
、
佛
敎
で
は
「
喜
怒
憂
懼
愛
憎
欲
」
を
「
七
情
」
と
い

う
が
、『
道
德
經
義
疏
』
で
は
「
情
」
を
「
五
情
」
（
三
九
五
頁
）
「
六
情
」
（
四
九
〇
頁
）
と
い
う
。「
情
」
に
「
欲
」
が
含
ま
れ
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
が
、『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
情
」
に
は
「
欲
」
が
入
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

欲
、
情
染
也
。
…
…
、
肆
情
染
滯
者
、
適
見
世
境
之
有
。
（
三
七
七
頁
）

と
い
う
よ
う
に
、「
情
」
が
「
染
滯
」
つ
ま
り
、
外
物
を
「
有
」
と
し
そ
れ
に
よ
っ
て
外
物
を
「
善
」
や
「
惡
」
と
「
分
別
」
し
且
つ

執
着
す
る
こ
と
を
「
欲
」
と
す
る
。
こ
れ
が
「
情
」
を
「
七
情
」
と
し
な
い
所
以
で
あ
ろ
う
。

　
「
情
」
は
「
心
」
の
外
物
に
對
す
る
反
應
で
あ
り
外
物
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
て
本
來
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
外
物
に

對
し
て
こ
れ
が
「
善
」、
あ
れ
が
「
惡
」
と
「
分
別
」
し
、
そ
し
て
そ
の
「
分
別
」
を
執
着
す
れ
ば
「
欲
」
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

「
身
を
治
め
る
者
は
情
を
銳
く
し
欲
を
貪
れ
ば
、
心
喪
し
神
昏
す
」
（
四
九
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
認
識
能
力
（「
心
」）
が
正
常
に
機
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能
し
得
な
く
な
り
、
認
識
（「
神
」）
が
混
亂
す
る
狀
態
に
陷
る
。
そ
こ
で
、「
そ
の
門
を
閉
ぢ
、
六
情
を
制
す
」
（
四
九
〇
頁
）
る
こ
と

を
主
張
す
る
。「
そ
の
門
を
閉
づ
る
」
は
卽
ち
「
眼
耳
鼻
口
身
」
の
「
五
門
」
を
閉
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

體
知
六
塵
虛
幻
、
根
（
六
根
）
亦
不
眞
、
內
無
能
染
之
心
、
外
無
可
染
之
境
、
旣
而
恣
目
之
所
見
、
極
耳
之
所
聞
、
而
恆
處
道

場
、
不
乖
眞
境
、
豈
曰
杜
耳
掩
目
而
稱
閉
塞
哉
。
見
無
可
見
之
相
、
聽
無
定
實
之
聲
、
視
聽
本
不
馳
心
、
斯
乃
閉
塞
之
妙
也
。

（
四
八
二
頁
）

と
も
い
う
よ
う
に
、
耳
や
目
な
ど
の
感
覺
能
力
を
作
用
さ
せ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
外
物
を
「
有
」
と
し
て
執
着
す
る
こ
と

を
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
い
て
は
「
智
」
は
能
力
・
機
能
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
能
力
・
機
能
は
物
質
性
を
有
す

る
。「
智
」
は
「
道
」
の
「
用
」
で
あ
っ
て
「
智
」
と
「
道
」
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、「
智
」
は
物
質
性
を
有
す
る
槪
念
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
。「
た
だ
道
氣
を
專
精
す
る
爲
に
、
柔
和
の
理
を
致
し
得
る
」
（
三
九
四
頁
）
と
あ
り
、「
道
氣
」
と
い
う
語
が
見
ら

れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
「
道
氣
」
は
「
神
氣
を
虛
玄
に
せ
し
む
、
故
に
よ
く
妙
理
を
覽
察
す
」
（
三
九
四
頁
）
の
「
神
氣
」
と
も
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
は
っ
き
り
「
精
氣
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
な
い
限
り
で
は
、「
智
」
は
物
質
的
な
槪
念
だ
と
斷
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
お
け
る
「
心
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
有
形
た
る
者
は
身
な
り
。
無
形
た
る
者
は
心
な
り
」

（
二
四
四
頁
）
「
こ
れ
を
視
れ
ど
も
見
え
ざ
る
は
、
無
形
な
り
」
（
一
四
五
頁
）
と
あ
っ
て
「
心
」
は
「
無
形
」
で
あ
る
。「
無
形
」
で
は

あ
る
が
、「
そ
れ
死
と
は
、
魂
氣
は
天
に
昇
り
、
骨
肉
は
土
に
歸
る
」
（
三
六
一
頁
）
「
魂
魄
は
天
に
往
く
、
骨
肉
は
土
に
歸
る
」
（
四

二
八
頁
）
と
あ
り
、「
金
木
水
火
土
」
が
「
有
形
」
の
身
（
骨
や
肉
）
を
構
成
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
死
ぬ
時
「
天
」
に
昇
る
「
魂

氣
」「
魂
魄
」
は
「
無
形
」
の
「
心
」
に
な
る
。
よ
っ
て
「
心
」
は
「
氣
」
で
あ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
「
神
靈
」「
精
神
」「
識
」「
智
」「
神
」
の
諸
語
は
「
心
」
と
同
義
で
あ
る
。「
精
智
神
識
の
心
、
重
玄
の

道
よ
り
生
ず
」
（
四
二
五
頁
）
で
は
「
精
智
神
識
」
を
「
心
」
と
し
、
ま
た
、「
そ
も
そ
も
人
の
識
性
は
、
明
暗
同
じ
か
ら
ず
」
（
一
四
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五
頁
）
「
心
の
明
闇
」
（
一
三
五
頁
）
「
そ
れ
智
の
明
闇
」
（
七
〇
頁
）
と
い
っ
た
表
現
を
見
れ
ば
、「
識
」「
神
」「
心
」「
智
」
は
實
際

同
一
の
槪
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　
「
心
」
の
作
用
は
「
目
は
見
耳
は
聽
き
、
足
は
行
き
心
は
知
る
」
（
三
六
八
頁
）
と
い
う
よ
う
に
「
知
」
で
あ
る
。「
人
の
爲
す
所
と

は
、
四
肢
百
體
お
の
お
の
用
を
御
す
る
こ
と
有
る
を
謂
ふ
な
り
。
…
…
目
は
色
に
お
い
て
知
る
」
（
一
三
五
頁
）
と
あ
り
、
目
の
能
力

は
色
を
知
る
こ
と
を
「
知
」
と
す
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、「
知
」
は
感
覺
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
と
理
解
で
き
る
が
、「
心
」
の
作

用
と
し
て
の
「
知
」
は

夫
耳
眼
應
於
聲
色
、
心
知
應
於
物
境
。
（
五
五
四
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
の
「
知
」
は
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
耳
は
聽
き
目
は
視
、
功
は
よ
く
用
を
御
す
」
（
二
九
頁
）
と
い

う
表
現
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、「
功
」
は
卽
ち
機
能
・
能
力
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
耳
や
目
や
鼻
な
ど
の
各
器
官
の
機
能
・
能
力
は

感
覺
で
あ
り
、「
心
」
の
機
能
・
能
力
は
認
識
で
あ
る
。
こ
の
點
で
は
『
道
德
經
義
疏
』
と
同
樣
で
あ
る
が
、『
道
德
經
義
疏
』
で
は

「
神
」
が
「
心
」
の
「
用
」
で
あ
る
に
對
し
て
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
「
心
」
と
「
神
」
は
同
義
語
で
あ
り
「
心
」
の
「
用
」
は

「
知
」
で
あ
る
。
ま
た
、『
道
德
經
義
疏
』
に
い
う
「
心
」
が
非
物
質
的
な
槪
念
「
道
」
の
「
用
」
で
あ
っ
て
物
質
的
な
槪
念
で
あ
る
か

否
か
は
不
明
だ
が
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
い
う
「
心
」
は
「
氣
」
で
あ
っ
て
物
質
的
な
槪
念
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
も
耳
や
目
な
ど
の
感
覺
器
官
と
外
界
と
の
關
係
は
「
外
」
的
な
も
の
と
し
、
耳
や
目
な
ど
と
「
心
」
と
の

關
係
は
「
內
」
的
な
も
の
と
す
る
。「
心
」
は
耳
や
目
を
通
し
て
し
か
外
物
を
認
識
で
き
ず
、
耳
や
目
な
ど
の
感
覺
に
よ
っ
て
得
た
外

物
に
關
す
る
聲
や
色
な
ど
の
斷
片
的
な
情
報
を
總
合
し
て
外
物
像
を
割
り
出
す
の
で
あ
る
。
今
度
は
「
心
」
が
そ
の
割
り
出
さ
れ
た

外
物
像
に
對
し
て
反
應
す
る
。
こ
の
反
應
は
「
情
」
と
稱
す
る
。「
情
」
に
よ
っ
て
外
物
が
「
分
別
」
さ
れ
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
は

『
道
德
經
義
疏
』
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
い
う
「
情
」
と
『
道
德
經
義
疏
』
に
い
う
「
情
」
の
內
容
は
異
な
る
の

で
あ
る
。
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『
道
德
經
義
疏
』
で
は
「
情
」
を
「
五
情
」「
六
情
」
と
す
る
が
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
、

衆
生
心
識
、
變
轉
無
窮
、
略
而
言
之
有
此
十
二
。
審
而
察
之
、
物
情
斯
見
矣
。
（
二
八
頁
）

と
あ
り
、「
衆
生
の
心
識
、
變
轉
す
る
こ
と
窮
ま
り
無
き
」
は
「
心
」
の
動
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
物
の
情
は
こ
こ
に
見
は
る
」
は

「
心
」
の
動
き
を
「
情
」
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
情
」
は
あ
ら
ゆ
る
內
面
の
心
的
活
動
を
意
味
し
、
感
情
や
思
慮

や
欲
望
な
ど
を
內
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
內
面
の
心
的
活
動
に
よ
っ
て
外
物
が
「
分
別
」
さ
れ
る
こ
と
は
本
來
、
事
物
を
識
別
す
る
こ
と
と
し
て
認
識
の
一
環
で
あ
っ
て
、

「
そ
も
そ
も
物
の
喜
怒
は
、
天
然
よ
り
稟
く
。
性
に
率
ひ
て
動
く
、
矯
僞
に
よ
る
に
非
ず
」
（
一
九
七
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
自
然
的
な

も
の
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
が
、
た
だ
、「
分
別
」
を
重
ん
じ
執
着
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
外
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
、「
無
分
別
」
つ
ま
り
「
分
別
」
を
重
ん
じ
執
着
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
度
人
經
注
』
で
は
、「
眞
聖
は
心
に
止
著
無
く
、
感
有
れ
ば
卽
ち
應
ず
」
（
卷
一
、
一
〇
）
と
「
眞
智
は
窮
ま
り
無
し
」
（
卷
一
、

一
四
）
の
二
文
の
「
心
無
止
」「
智
無
窮
」
に
よ
れ
ば
、「
心
」
は
卽
ち
「
智
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
慧
よ
く
空
を
照
ら
す
」
（
卷
四
、

二
九
）
と
あ
り
、「
慧
」
は
卽
ち
「
智
」
だ
と
す
れ
ば
、「
智
」
は
「
空
」
つ
ま
り
「
道
」
を
認
識
す
る
能
力
を
有
す
る
と
理
解
で
き

る
。
し
か
し
、「
情
」
や
「
意
」
が
見
受
け
ら
れ
ず
、「
情
」
と
「
心
」
が
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　　
　
　
四
　
「
無
爲
」
と
「
道
」

　　
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
無
爲
」
と
は
「
寂
に
し
て
動
、
無
爲
に
し
て
よ
く
事
を
涉
る
、
動
に
し
て
寂
、
事
に
處
り
て
無
爲

を
廢
せ
ず
、
こ
れ
す
な
わ
ち
無
爲
卽
爲
、
爲
卽
無
爲
な
り
」
（
三
八
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、「
寂
而
動
」「
動
而
寂
」
で
あ
る
。「
寂
而

動
」「
動
而
寂
」
は
卽
ち
「
寂
に
卽
し
て
動
、
體
に
卽
し
て
用
」
で
も
あ
る
。「
寂
」「
體
」
は
つ
ま
り
物
體
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
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能
・
能
力
で
あ
る
。「
動
」「
用
」
は
つ
ま
り
具
體
的
な
動
き
や
作
用
で
あ
り
、「
爲
」
（
爲
す
）
と
稱
す
る
も
の
で
あ
る
。
機
能
・
能
力

（「
體
」「
寂
」）
に
卽
し
た
つ
ま
り
基
づ
い
て
の
「
爲
」
（「
動
」「
用
」）
で
あ
る
な
ら
ば
す
べ
て
「
無
爲
」
と
稱
す
る
。「
萬
物
」
に
お
け

る
「
道
」
を
「
性
」
と
も
稱
す
る
か
ら
、「
無
爲
」
は
つ
ま
り
「
性
」
に
基
づ
い
て
の
行
爲
で
あ
る
。
ま
た
、
外
物
を
そ
の
「
性
」
に

適
し
て
存
在
さ
せ
る
の
も
「
無
爲
」
で
あ
る
。

　
從
っ
て
、
人
閒
は
自
身
の
「
性
」
を
認
識
す
る
ほ
か
に
外
物
の
「
性
」
を
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
節
の
「
萬
法
を
照
ら

す
」「
物
を
照
ら
す
」
は
事
物
を
認
識
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
物
を
照
ら
す
」
は
實
際
、
物
の
固
有
屬
性
と
し

て
の
機
能
・
能
力
を
認
識
す
る
こ
と
だ
と
理
解
し
た
方
が
よ
り
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。

有
無
二
名
、
相
因
而
生
、
推
窮
理
性
、
卽
體
而
空
、
旣
知
有
無
相
生
、
足
明
萬
法
無
實
。
（
三
七
九
頁
）

と
あ
る
。「
有
」
と
「
無
」
は
相
對
的
な
關
係
に
あ
る
も
の
で
、「
體
」
つ
ま
り
「
理
」「
性
」
に
お
い
て
言
え
ば
皆
「
空
」
で
あ
る
。

こ
の
「
空
」
は
存
在
し
な
い
ま
た
は
實
體
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
は
な
く
、「
卽
體
皆
寂
」
（
三
七
九
頁
）
と
も
あ
っ

て
つ
ま
り
「
寂
」
で
あ
る
。
ま
た
、「
旣
に
違
順
平
等
な
ら
ば
、
是
非
永
へ
に
息
む
」
（
五
一
二
頁
）
と
「
違
順
と
も
に
空
」
（
五
一
五

頁
）
の
二
文
を
見
れ
ば
、「
空
」
は
「
平
等
」
の
意
で
も
あ
る
。「
寂
」
は
「
體
」
で
あ
っ
て
物
體
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力

で
あ
る
か
ら
、「
言
う
こ
こ
ろ
は
至
理
は
平
等
た
り
、
甚
だ
分
別
無
し
と
」
（
四
八
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
平
等
」
つ
ま
り

「
善
惡
」
と
關
係
し
な
い
も
の
で
、「
善
」
や
「
惡
」
で
「
分
別
」
し
且
つ
執
着
す
べ
き
で
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
「
無
分
別
」
を
主

張
す
る
。
ま
た
、

而
知
者
能
體
知
諸
法
實
相
必
竟
空
寂
、
譬
懸
鏡
高
堂
、
物
來
斯
照
、
照
而
無
心
。
（
四
七
一
頁
）

と
い
う
表
現
を
見
れ
ば
、「
無
分
別
」
は
卽
ち
「
無
心
」
で
も
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

　
「
一
切
の
萬
物
、
至
道
に
恃
賴
し
て
生
成
を
得
る
」
（
四
四
四
頁
）
「
言
う
こ
こ
ろ
は
人
常
に
よ
く
無
欲
無
爲
、
至
虛
至
靜
な
る
者

は
、
卽
ち
よ
く
近
く
己
の
身
の
妙
道
を
鑑
み
、
遠
く
至
理
の
精
微
を
鑑
み
る
な
り
と
」
（
三
七
六
―
三
七
七
頁
）
と
彼
は
い
う
。
自
然
界
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に
お
け
る
萬
物
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力
を
有
す
る
が
故
に
存
在
し
得
る
存
在
で
あ
る
。
萬
物
の
機
能
・

能
力
は
そ
の
物
の
形
體
を
維
持
す
る
の
に
不
可
缺
な
本
質
的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
善
惡
」
や
「
是
非
」
と
區
別
し
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
觀
念
が
あ
れ
ば
こ
そ
自
分
自
身
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力
や
外
物
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力
を
鏡
が

物
を
映
す
よ
う
に
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
道
」
（「
性
」「
理
」）
を
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
「
近
く
己
の
身
の
妙
道
を
鑑
み
、
遠
く
至
理
の
精
微
を
鑑
み
る
な
り
」
の
「
己
の
身
の
妙
道
」
は
つ
ま
り
人
閒
自
身
の
「
性
」
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
至
理
の
精
微
」
の
「
至
理
」
は
「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
を
指
す
の
か
そ
れ
と
も
「
有
」
の
段
階
で
の
外
物

の
「
性
」
を
指
す
の
か
は
明
確
で
な
い
が
、「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
は
人
閒
の
感
覺
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
た
め
に
直

接
に
認
識
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
「
至
理
」
は
「
有
」
の
段
階
で
の
萬
物
の
「
性
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
「
至
理
」

は
卽
ち
「
有
」
の
段
階
で
の
外
物
の
「
性
」
で
あ
っ
て
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
と
は
何
か
。
も
し
「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
は
具
體
的
な
形

體
を
持
つ
物
體
に
存
在
し
な
い
か
ら
そ
れ
の
現
れ
と
し
て
の
作
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
が
故
に
認
識
で
き
な
い
も
の
と
し
、

「
有
」
の
段
階
で
の
物
の
「
道
」
（「
性
」「
理
」）
は
具
體
的
な
形
體
を
持
つ
物
體
に
存
在
し
、
そ
の
物
體
の
形
や
動
き
が
そ
れ
の
現
れ

と
し
て
の
作
用
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作
用
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
と
見
る
な
ら
ば
、「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
と
「
有
」

の
段
階
で
の
物
の
「
道
」
（「
性
」「
理
」）
は
「
體
」
と
「
用
」
の
關
係
に
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
實
際
同
一
の
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
は
非
物
質
的
な
も
の
で
あ
り

な
が
ら
も
物
體
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力
と
も
思
わ
せ
る
よ
う
な
內
容
を
有
す
る
槪
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、「
體
」
と
「
用
」
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
多
少
不
安
を
感
じ
る
。
ま
た
、「
智
」
が
物
質
的
な
槪
念
で
あ
る
か
そ
れ
と

も
非
物
質
的
な
槪
念
で
あ
る
か
が
明
確
で
な
い
限
り
、「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
と
「
有
」
の
段
階
で
の
物
の
「
道
」
（「
性
」「
理
」）

を
同
一
の
も
の
と
斷
定
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
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は
自
然
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
物
に
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
體
と
機
能
を
與
え
る
造
物
主
た
る
最
も
根
源
的
な
存
在
を
意
味
す
る
槪
念

だ
と
考
え
た
方
が
穩
當
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
無
」
の
段
階
で
の
「
道
」
は
槪
念
で
あ

る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
の
「
無
爲
」
と
は
「
無
爲
に
し
て
こ
れ
を
爲
す
は
、
性
に
率
ひ
て
動
く
な
り
」
（
二
三
四
頁
）
「
性
に
率
ひ

て
動
く
は
、
淳
朴
に
し
て
無
爲
な
り
」
（
六
一
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
、「
性
」
に
基
づ
い
て
の
行
爲
（
內
面
の
心
的
活
動
を
含

む
）
で
あ
る
。
一
見
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
け
る
「
無
爲
」
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
い
う

「
性
」
と
『
道
德
經
義
疏
』
に
い
う
「
性
」
は
そ
の
內
容
が
異
な
る
か
ら
、
そ
の
「
無
爲
」
の
內
容
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
も
「
能
知
の
智
は
、
所
知
の
境
を
照
す
。
境
と
智
冥
會
し
、
能
と
所
差
無
し
」
（
一
一
五
頁
）
と
い
う
が
、

こ
の
「
境
」
は
『
道
德
經
義
疏
』
に
い
う
「
道
境
」
つ
ま
り
萬
物
の
機
能
・
能
力
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
界
に
お
け

る
個
々
の
個
物
或
い
は
自
然
界
全
體
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
個
々
の
個
物
を
認
識
の
對
象
と
す
る
が
、

夫
目
之
張
視
也
、
不
知
所
以
視
而
視
、
而
視
有
明
暗
、
心
之
能
知
、
不
知
所
以
知
而
知
、
而
知
有
深
淺
。
目
不
能
視
而
不
可
彊

視
、
心
不
能
知
而
不
可
彊
知
。
（
四
五
九
頁
）

と
も
い
う
よ
う
に
、
各
個
人
に
お
い
て
感
覺
能
力
や
認
識
能
力
は
差
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
同
時
に
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
自
分

の
感
覺
能
力
と
認
識
能
力
に
基
づ
い
て
外
物
を
認
識
す
べ
き
だ
と
强
調
し
て
い
る
。
從
っ
て
、「
境
と
智
冥
會
し
、
能
と
所
差
無
し
」

は
外
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
か
か
る
認
識
は
萬
人
共
通
の
客
觀
的
な
認
識
で
は
な
い
こ

と
が
明
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

夫
智
必
對
境
、
非
境
不
當
。
境
旣
生
滅
不
定
、
知
亦
待
奪
無
常
。
（
一
三
五
頁
）

夫
以
有
限
之
小
智
、
求
無
窮
之
大
境
、
而
無
窮
之
大
境
未
周
、
有
限
之
智
已
喪
。
是
故
終
身
迷
亂
、
返
本
無
由
、
喪
己
企
物
而

不
自
得
也
。
（
三
三
二
頁
）
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と
彼
は
い
う
。「
境
」
は
極
ま
り
な
く
廣
大
で
、
ま
た
常
に
生
滅
變
化
す
る
が
故
に
、
生
涯
を
か
け
て
も
結
局
は
そ
の
全
體
像
を
摑
め

な
い
。「
無
窮
の
大
境
」
は
卽
ち
自
然
界
全
體
で
あ
り
「
道
」
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
人
が
そ
の
一
生
を
か
け
て
も
そ
れ
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
つ
ま
り
自
然
界
全
體
を
認
識
の
對
象
と
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
も
「
そ
れ
渾
沌
と
は
、
無
分
別
の
謂
な
り
」
（
二
四
九
頁
）
「
こ
れ
混
沌
た
る
無
分
を
以
て
、
一
道
に
冥
同

す
る
な
り
」
（
二
五
一
頁
）
と
い
う
。「
無
分
別
」
は
卽
ち
「
一
道
に
冥
同
す
る
」
で
あ
っ
て
、「
一
道
に
冥
同
す
る
」
は
「
道
」
に
契

合
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
道
」
は
「
性
」
で
あ
る
か
ら
、「
道
」
に
契
合
す
る
こ
と
は
卽
ち
「
性
に
率
ひ
て
動
く
」
で
あ
り
「
無
爲
」
で

あ
る
。
こ
の
點
は
『
道
德
經
義
疏
』
の
と
同
じ
で
あ
り
、
結
局
、「
無
爲
」
と
は
人
々
が
皆
ひ
た
す
ら
自
ら
の
「
性
」
に
基
づ
い
て
行

動
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
い
う
「
性
」
は
生
ま
れ
付
き
備
わ
る
固
有
屬
性
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
學
習
に
よ
っ
て
得
た
後
天
的
能
力
を
も
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
無
爲
」
と
『
道
德
經
義
疏
』
に
い
う
「
無
爲
」
は

そ
の
內
容
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
南
華
眞
經
注
疏
』
に
見
ら
れ
る
哲
學
理
論
は
「
元
氣
」「
陰
陽
」「
理
」「
性
」「
心
」「
情
」「
知
」「
無
爲
」
な
ど
の
槪
念
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
道
」
は
そ
の
理
論
に
お
い
て
一
つ
の
具
體
的
な
內
容
を
持
つ
槪
念
を
爲
し
て
い
な
い
。
そ
の
哲
學

理
論
の
全
內
容
が
「
道
」
と
は
何
か
の
說
明
と
な
っ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
『
度
人
經
注
』
に
お
け
る
「
無
爲
」
は
「
動
き
は
眞
常
の
理
に
合
し
、
…
…
、
自
然
に
歸
仰
す
」
（
卷
一
、
一
七
）
「
心
識
を
以
て

患
と
爲
す
、
若
し
よ
く
心
識
を
捨
除
す
れ
ば
、
以
て
無
爲
に
至
る
」
（
卷
二
、
五
一
）
に
伺
え
る
。「
捨
除
心
識
」
を
「
無
心
」、「
動
合

眞
常
理
」
を
「
率
性
而
動
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
無
爲
」
は
『
南
華
眞
經
注
疏
』
と
『
道
德
經
義
疏
』
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と

考
え
ら
れ
る
が
、『
度
人
經
注
』
に
い
う
「
理
」「
心
」「
精
」「
空
」
の
諸
語
の
具
體
的
な
內
容
が
明
確
で
な
い
か
ら
、
斷
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

231



　
　
　
結
び
に

　　
『
道
德
經
義
疏
』
と
『
南
華
眞
經
注
疏
』
の
兩
作
に
お
い
て
は
と
も
に
「
道
」
に
二
つ
の
意
味
を
與
え
て
い
る
。『
道
德
經
義
疏
』

で
は
萬
物
に
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
體
と
固
有
屬
性
を
與
え
る
「
氣
」
で
な
い
つ
ま
り
物
質
性
を
有
し
な
い
造
物
主
た
る
最
も
根
源
的

な
存
在
を
意
味
す
る
「
道
」
（「
無
」
的
な
存
在
）
と
、「
氣
」
で
構
成
さ
れ
た
人
閒
や
萬
物
に
內
在
す
る
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
屬
性

と
し
て
の
機
能
・
能
力
を
意
味
す
る
「
道
」
（「
有
」
的
な
存
在
）
と
の
二
つ
の
意
味
を
「
道
」
に
與
え
て
い
る
に
對
し
て
、『
南
華
眞

經
注
疏
』
で
は
最
も
元
始
的
な
「
元
氣
」
及
び
そ
の
「
元
氣
」
の
働
き
を
意
味
す
る
「
道
」
（「
無
」
的
な
存
在
。「
氣
」
で
あ
り
な
が
ら

「
理
」「
性
」
で
も
あ
る
が
、
形
體
を
有
し
な
い
）
と
、「
元
氣
」
の
分
化
と
し
て
の
「
陰
陽
」
二
氣
で
構
成
さ
れ
た
具
體
的
な
形
體
を
持
つ

人
閒
や
萬
物
そ
の
も
の
及
び
そ
れ
ら
の
も
の
に
內
在
す
る
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
屬
性
と
し
て
の
機
能
・
能
力
と
後
天
的
能
力
を
意

味
す
る
「
道
」
（「
有
」
的
な
存
在
。「
氣
」
で
あ
り
な
が
ら
「
理
」「
性
」
で
も
あ
る
が
、
形
體
を
有
す
る
）
と
の
二
つ
の
意
味
を
「
道
」
に
與

え
て
い
る
。
卽
ち
成
玄
英
の
い
う
「
道
」
に
は
少
な
く
と
も
か
か
る
四
つ
の
意
味
が
あ
る（

６
）。

だ
が
、
具
體
的
な
內
容
を
持
つ
槪
念
と

し
て
の
「
道
」
は
た
だ
『
道
德
經
義
疏
』
の
非
物
質
的
な
造
物
主
た
る
最
も
根
源
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
の
み
で
、
ほ
か
の
三

つ
の
「
道
」
は
「
氣
」「
性
」「
理
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
て
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
で
は
「
道
」
が
槪
念
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
は
人
閒
の
感
覺
や
思
惟
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
か
ら
實
際
認
識
の
對
象
と
し
て
い
な
い
。「
道
」

を
「
性
」
と
解
釋
す
る
そ
の
眞
の
狙
い
は
「
道
」
を
人
閒
や
萬
物
に
內
在
す
る
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
・
能
力
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
人
閒
に
お
い
て
「
道
」
に
契
合
す
る
と
は
、「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
と
契
合
す
る
こ
と
で
は
な
く
人
閒
に
內

在
す
る
機
能
・
能
力
と
し
て
の
「
性
」
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
從
來
の
成
玄
英
の
「
道
」
認
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
著
作
に
現
れ

て
い
る
「
道
」
と
い
う
語
を
、「
無
」
的
な
存
在
つ
ま
り
萬
物
を
生
成
變
化
す
る
最
も
根
源
的
根
本
的
な
存
在
を
意
味
す
る
槪
念
と
理

解
し
た
が
故
に
、「
道
」
は
內
面
の
悟
入
や
非
理
性
的
體
驗
や
直
覺
に
よ
る
し
か
體
得
で
き
ず
、「
道
」
に
契
合
す
る
こ
と
が
卽
ち
世
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界
の
本
質
・
根
源
を
體
得
す
る
こ
と
で
も
あ
り
絕
對
自
由
の
精
神
的
境
地
で
も
あ
る
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
性
」

は
萬
物
や
人
閒
に
內
在
す
る
そ
の
ぞ
れ
ぞ
れ
の
機
能
・
能
力
を
意
味
す
る
槪
念
だ
と
い
う
認
識
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
人
閒
以
外
の
萬
物
が
皆
ほ
ぼ
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
や
能
力
に
從
っ
て
生
成
變
化
し
て
い
る
が
故
に
自
然
界
の
秩
序
が
保
た
れ
て

い
る
。
人
閒
だ
け
が
そ
の
自
身
の
機
能
や
能
力
に
從
わ
ず
に
い
る
。
恐
ら
く
自
然
界
に
と
っ
て
人
閒
は
最
も
厄
介
な
存
在
で
あ
ろ
う
。

人
閒
は
高
い
知
性
を
持
つ
が
故
に
外
物
に
對
し
て
自
分
の
都
合
に
よ
っ
て
こ
れ
が
善
、
あ
れ
が
惡
と
分
別
し
且
つ
執
着
す
る
。
分
別

に
執
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
閒
が
外
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
く
自
身
を
も
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
で
き
な

い
と
い
う
狀
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
卽
ち
外
物
や
人
閒
自
身
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
は
ず
の
生
ま
れ
付
き
に
備
わ
る
感
覺

機
能
や
認
識
能
力
に
從
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
歪
ん
だ
認
識
を
得
、
そ
の
歪
ん
だ
認
識
に
よ
っ
て
行
動
す
る
が
故

に
、
外
物
を
破
壞
す
る
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
人
閒
自
身
も
至
善
の
生
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
ま
さ
に
自
然
破
壞
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
萬
物
の
機
能
・
能
力
は
そ
の
物
の
形
體
を
維
持
す
る
の
に
不
可
缺
な
本
質
的
な
要
素

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
「
善
惡
」
や
「
是
非
」
と
區
別
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
「
無
分
別
」
の
觀
念
が
あ
れ
ば
こ
そ
外
物
や
自
分
自

身
を
鏡
が
物
を
映
す
よ
う
に
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
し
得
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
「
無
分
別
」
の
觀
念
を
持
ち
且
つ
實
行
す
る
者
が
卽

ち
「
聖
人
」
だ
と
成
玄
英
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
道
德
經
義
疏
』
と
『
南
華
眞
經
注
疏
』
の
內
容
に
は
驚
く
ほ
ど
異
な
る
部
分
が
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
兩
作
に
お
い
て
い
ま
述

べ
た
こ
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
る
（『
度
人
經
注
』
の
內
容
が
甚
だ
不
明
確
で
こ
の
主
張
を
し
て
い
た
の
か
否
か
は
判
明
で
き
な
い
）
。
か
か

る
主
張
は
現
代
に
お
い
て
も
な
お
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。
た
だ
彼
の
い
う
「
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
す
る
」
こ
と
は
萬
人
共
通
の
客

觀
的
な
認
識
を
得
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
結
局
人
々
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
自
身
の
感
覺
能
力
や
認
識
能
力
に
よ
っ
て
得
た
認
識
に

基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
そ
の
思
想
の
限
界
が
現
れ
て
い
る
。

　
『
道
德
經
義
疏
』
と
『
南
華
眞
經
注
疏
』
を
一
つ
の
內
容
と
し
て
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
確
で
あ
り
、
ま
た
、『
度
人
經
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注
』
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
玄
英
思
想
の
變
化
の
形
跡
を
は
っ
き
り
把
握
で
き
な
い
可
能
性
が
生
ず
る
。『
度
人
經
注
』
で
は

「
道
」
を
「
氣
」
と
し
、「
理
」「
智
」「
精
」「
空
」「
無
爲
」
な
ど
の
語
を
使
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
元
氣
」
や
「
性
」
に
觸

れ
ず（

７
）、

ま
た
「
盡
性
窮
理
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
り
早
期
の
作
だ
と
推
測
で

き
る
。「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」
は
「
氣
」
だ
と
い
う
早
期
に
抱
い
た
考
え
方
は
『
道
德
經
義
疏
』
に
お
い
て
は
一
旦
放
棄

し
た
が
、『
南
華
眞
經
注
疏
』
と
い
う
最
終
段
階
の
作
で
は
再
び
復
活
し
た
と
い
う
變
化
過
程
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
蒙
文
通
「
校
理
『
老
子
成
玄
英
疏
』
敍
錄
」（『
道
書
輯
校
十
種
』、『
蒙
文
通
文
集
』
第
六
卷
に
所
收
、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
五
九

頁
、
砂
山
稔
「
成
玄
英
の
思
想
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
三
二
集
、
一
九
八
〇
年
）
一
二
五
頁
、
中
嶋
隆
藏
「
成
玄
英
の
『
中

一
』
思
想
と
そ
の
周
邊
」（
平
井
俊
榮
編
『
三
論
敎
學
の
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
三
八
頁
、
中
西
久
味
「
成
玄
英
と
三
論
敎
學

に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
中
國
思
想
史
硏
究
』
第
七
號
、
一
九
九
四
年
）
一
頁
な
ど
を
參
照
。

（
２
）
崔
珍
晳
「
成
玄
英
『
道
』
槪
念
分
析
」（『
道
家
文
化
硏
究
』
第
七
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
强
昱
「
成
玄
英
前
期
的
重
玄
學

思
想
」「『
莊
子
疏
』
成
玄
英
後
期
的
重
玄
學
思
想
」（『
從
魏
晉
玄
學
到
初
唐
重
玄
學
』
第
五
、
六
章
、
上
海
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）、

李
剛
「
成
玄
英
、
李
榮
の
重
玄
思
想
」（『
隋
唐
道
家
與
道
敎
』
第
二
章
、
廣
東
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
周
雅
淸
『
成
玄
英
思
想
硏

究
』（
新
文
豐
出
版
、
臺
北
、
二
〇
〇
三
年
）
及
び
前
揭
砂
山
稔
氏
と
中
西
久
味
氏
の
論
文
な
ど
を
參
照
。

（
３
）
麥
谷
邦
夫
「
道
と
氣
と
神
」（『
人
文
學
報
』
第
六
五
號
、
一
九
八
九
年
）
を
參
照
。
更
に
麥
谷
邦
夫
「
道
敎
的
生
成
論
の
形
成
と
展
開
」（『
中

哲
文
學
會
報
』
第
四
號
、
一
九
七
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
道
敎
で
は
「
道
」
が
萬
物
に
遍
在
す
る
と
い
う
主
張
は
「
道
は
氣
な
り
」
と
い
う
テ
ー

ゼ
に
よ
っ
て
再
解
釋
さ
れ
て
い
る
が
、
人
閒
生
成
論
に
お
い
て
は
「『
道
↓
元
氣
』
の
生
成
論
に
よ
る
も
の
と
三
氣
の
生
成
論
に
よ
る
も
の

と
の
二
系
統
が
竝
立
し
た
」（
九
三
頁
）
と
い
う
。
成
玄
英
の
生
成
論
は
そ
の
前
者
に
近
い
。

（
４
）
本
稿
で
は
、『
道
德
經
義
疏
』（
前
揭
『
蒙
文
通
文
集
』
第
六
卷
、
三
四
二
―
五
五
二
頁
。
中
に
、
蒙
文
通
の
「
校
理
『
老
子
成
玄
英
疏
』
敍
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　　成玄英の「道」の再考

錄
」、
蒙
默
の
「
整
理
後
記
」、
付
錄
一
の
「
校
記
」
と
付
錄
二
の
「
敦
煌
寫
本
成
玄
英
『
老
子
道
德
經
義
疏
開
題
』
殘
卷
」
を
含
む
）、『
度

人
經
注
』（『
正
統
道
藏
』
洞
眞
部
・
玉
訣
類
・
寒
字
號
『
元
始
無
量
度
人
上
品
妙
經
四
注
』
の
中
の
成
玄
英
注
）、『
南
華
眞
經
注
疏
』（
全
二

册
、
中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
）
を
用
い
る
。

（
５
）
注
（
２
）
で
擧
げ
た
諸
論
文
の
中
、
强
昱
氏
の
論
文
以
外
の
諸
論
は
皆
『
道
德
經
義
疏
』
の
內
容
と
『
南
華
眞
經
注
疏
』
の
內
容
を
混
同
し

て
「
道
」
を
論
じ
て
い
る
。
强
昱
氏
は
『
道
德
經
義
疏
』『
度
人
經
注
』
を
前
期
の
思
想
と
し
『
南
華
眞
經
注
疏
』
を
後
期
の
思
想
と
し
て
そ

の
三
作
の
內
容
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
分
け
て
論
じ
て
は
い
る
が
、
成
玄
英
の
「
道
」
を
「
世
界
の
本
質
」「
宇
宙
の
本
質
」
と
す
る
見
方
が

一
貫
し
て
い
る
。

（
６
）
『
度
人
經
注
』
に
も
「
無
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」（「
妙
氣
」）
と
「
有
」
的
な
存
在
と
し
て
の
「
道
」（「
梵
氣
」）
と
の
二
つ
の
意
味

を
す
る
「
道
」
が
あ
り
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
六
つ
の
意
味
が
あ
る
。
た
だ
『
度
人
經
注
』
に
お
け
る
「
理
」「
精
」「
空
」
な
ど
の
諸
語
の
內

容
が
明
確
で
な
い
た
め
、
そ
の
「
道
」
の
具
體
的
な
內
容
を
判
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
７
）
成
玄
英
の
思
想
を
解
く
鍵
は
「
道
」
を
「
性
」
に
置
き
換
え
る
所
に
あ
る
。
故
に
『
度
人
經
注
』
に
は
「
性
」
と
い
う
語
が
現
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
の
點
だ
け
で
も
そ
れ
は
か
な
り
早
期
の
作
だ
と
斷
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
强
昱
氏
は
『
度
人
經
注
』
の
「
元
始
妙
氣
」
と
い
う
語

を
「
元
始
の
妙
氣
」
と
讀
ま
ず
に
「
元
氣
」
と
言
い
換
え
、
あ
た
か
も
『
度
人
經
注
』
に
も
「
元
氣
」
と
い
う
語
が
あ
る
よ
う
に
論
を
展
開

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
度
人
經
注
』
が
『
道
德
經
義
疏
』
よ
り
後
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
斷
定
し
た
（
前
揭
書
、
二
五
七
―
九
頁
）。
こ
れ
は

誤
り
で
あ
ろ
う
。
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『
眞
龍
虎
九
仙
經
』
の
內
丹
思
想
　

坂
　
內
　
　
榮
　
夫
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
唐
代
に
撰
述
さ
れ
た
內
丹
思
想
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
文
獻
、『
眞
龍
虎
九
仙
經
』
（
以
下
『
九
仙
經
』
と
略
稱
す
る
）
な
る

經
典
が
『
正
統
道
藏
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
旣
に
先
學
に
よ
っ
て
硏
究
が
行
わ
れ
て
い
る（

１
）。

し
か
し
、
從

來
の
硏
究
は
そ
も
そ
も
の
硏
究
目
的
が
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
思
想
的
內
容
に
は
多
く
及
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、『
九
仙
經
』
は
唐

代
內
丹
思
想
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
注
目
す
べ
き
內
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
唐
代
宗
敎
思
想
史
を
硏
究
す
る
觀
點
か

ら
『
九
仙
經
』
に
着
目
し
、『
九
仙
經
』
に
見
え
る
內
丹
思
想
に
つ
い
て
檢
討
す
る
事
に
し
て
み
た
い
。

　　
　
　
一

　　
先
ず
『
九
仙
經
』
に
つ
い
て
の
、
基
本
的
な
目
錄
學
的
檢
討
か
ら
始
め
る
事
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
目
錄
學
的
檢
討
に
つ
い
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て
も
旣
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
行
論
に
必
要
な
事
柄
に
限
る
事
に
す
る
。

　
現
在
、『
九
仙
經（

２
）』

は
『
正
統
道
藏
』「
洞
眞
部
」「
方
法
類
」
に
單
行
本
『
眞
龍
虎
九
仙
經
』「
羅
葉
二
眞
人
註
」
と
し
て
收
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
幸
い
な
事
に
こ
れ
を
節
略
し
た
テ
キ
ス
ト
が
『
道
樞
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
則
ち
、『
九
仙
經
』
の
本
文
の

節
略
が
卷
五
「
黃
帝
問
篇
」
で
あ
り
、
注
釋
部
分
の
節
略
が
卷
三
十
一
「
九
仙
篇
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
九
仙
篇
」
で
は
注
釋

者
が
「
光
辯
天
師
、
葉
法
善
也
」「
永
元
眞
人
、
羅
公
遠
也
」「
六
通
國
師
、
一
行
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
單
行
本
『
眞

龍
虎
九
仙
經
』
の
「
羅
葉
二
眞
人
註
」
と
は
「
葉
法
善
」「
羅
公
遠
」
の
二
人
に
當
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
九
仙
篇
」
に
は

僧
一
行
の
注
釋
も
引
用
さ
れ
て
い
る
事
に
よ
り
、
現
行
本
に
は
缺
け
て
い
る
一
行
の
注
釋
が
復
元
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

『
道
樞
』
に
引
か
れ
て
い
る
「
九
仙
篇
」
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
と
言
う
事
が
で
き
る（

３
）。

　
次
に
、『
九
仙
經
』
の
歷
代
書
目
に
お
け
る
著
錄
狀
況
を
通
覽
し
て
み
る
と
、
狀
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
『
抱
朴
子
』
卷
十
九
「
遐
覽
篇
」「
道
經
有
三
皇
內
文
天
地
人
三
卷
、
元
文
上
中
下
三
卷
、
混
成
經
二
卷
、
…
…
九
仙
經
、
靈
卜

仙
經
、
十
二
化
經
」。

・
『
酉
陽
雜
俎
』
卷
二
　
玉
格
「
圖
籍
有
符
圖
七
千
章
。
雌
一
玉
檢
、
四
規
明
鏡
、
五
柱
中
經
、
…
…
六
陰
玉
女
經
、
白
虎
七
變

經
、
九
仙
經
、
十
上
化
經
」。

・
『
雲
笈
七
籤
』
卷
七
十
五
　
赤
松
子
服
雲
母
方
「
九
仙
經
云
、
雲
母
者
千
二
百
種
之
精
、
七
十
二
氣
雲
之
英
、
體
精
而
光
。
不

爲
水
毀
、
不
爲
火
焦
、
天
地
相
終
、
日
月
同
耀
。
採
雲
母
、
取
山
陽
面
者
爲
佳
也
」。

・
『
崇
文
總
目
』
卷
四
　
道
書
類
一
「
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
」。

・
『
郡
齋
讀
書
志
』
卷
十
六
　
神
仙
類
「
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
。
右
天
眞
皇
人
爲
黃
帝
說
。
一
行
・
羅
公
遠
・
葉
法
靜
注
。
論

水
火
龍
虎
造
金
丹
之
術
。
崇
文
書
也
。
按
九
仙
經
興
廢
記
云
、
此
經
黃
帝
留
峩
眉
山
石
壁
、
漢
武
帝
時
得
之
。
大
中
嘗
禁
絕
」。

・
『
宋
史
』
卷
二
〇
五
　
藝
文
志
　
神
仙
類
「
僧
一
行
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
」。
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・
『
通
志
』
諸
子
略
　
卷
六
十
七
　
道
家
二
　
經
「
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
。〈
唐
葉
靜
能
撰
・
羅
公
遠
・
僧
一
行
注
〉」。

　
　
　
　
　
　
　
　
卷
六
十
八
　
五
行
四
　
葬
書
「
九
仙
經
　
二
卷
」。

・
『
文
獻
通
考
』
卷
二
二
四
　
經
籍
考
　
神
仙
「
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
。
晁
氏
曰
、
…
…
以
下
引
『
郡
齋
讀
書
志
』」。

・
『
國
史
經
籍
志
』
卷
四
上
　
道
家
　
諸
經
「
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
。〈
唐
葉
靜
能
撰
・
羅
公
遠
・
僧
一
行
注
〉」。

　
以
上
、
歷
代
書
目
の
著
錄
狀
況
を
檢
討
し
て
み
る
と
、
先
ず
『
抱
朴
子
』
に
引
く
『
九
仙
經
』
が
現
在
に
傳
わ
る
『
眞
龍
虎
九
仙

經
』
か
ど
う
か
は
、
書
名
だ
け
で
は
判
斷
で
き
な
い（

４
）。

續
い
て
、
段
成
式
（
七
七
三
―
八
六
三
）
『
酉
陽
雜
俎
』「
玉
格
」
に
も
「
圖

籍
に
符
圖
七
千
章
有
り
」
と
說
明
が
加
え
ら
れ
た
後
に
道
經
が
列
擧
さ
れ
、
そ
の
中
に
『
九
仙
經
』
の
經
名
が
見
え
て
い
る
。
た
だ
、

『
酉
陽
雜
俎
』「
玉
格
」
に
見
え
る
道
經
は
、『
抱
朴
子
』「
遐
覽
篇
」
記
載
の
道
經
と
殆
ど
重
複
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
唐
代
の
狀
況

を
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。
次
に
、
書
目
で
は
な
い
が
『
雲
笈
七
籤
』
に
引
く
『
九
仙
經
』
も
、
そ
の
內
容
か

ら
見
る
限
り
、『
眞
龍
虎
九
仙
經
』
と
は
同
名
異
經
の
よ
う
で
あ
る
。
續
い
て
、『
崇
文
總
目
』
に
『
天
眞
皇
人
九
仙
經
』
が
見
え
て

い
る
。
現
行
本
『
九
仙
經
』
も
「
天
眞
皇
人
」
が
「
黃
帝
」
に
敎
え
を
吿
げ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
事
か
ら
、
こ
こ
に
見
え
る

『
九
仙
經
』
は
、
現
在
の
『
九
仙
經
』
に
繫
が
る
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

５
）。

次
に
、
書
目
の
中
で
『
九
仙
經
』
は
、『
郡
齋
讀
書
志
』
に

著
錄
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
郡
齋
讀
書
志
』
は
『
九
仙
經
』
に
つ
い
て
、
最
も
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
曰
く
、

天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
。
右
天
眞
皇
人
　
黃
帝
の
爲
に
說
く
。
一
行
・
羅
公
遠
・
葉
法
靜
注
。
水
火
龍
虎
金
丹
を
造
る
の
術
を

論
ず
。
崇
文
の
書
な
り
。
按
ず
る
に
九
仙
經
興
廢
記
に
云
ふ
、
此
經
は
黃
帝
　
峩
眉
山
石
壁
に
留
め
、
漢
武
帝
の
時
に
之
を
得

た
り
。
大
中
に
嘗
て
禁
絕
さ
る
。

以
上
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
事
か
ら
、『
郡
齋
讀
書
志
』
に
著
錄
さ
れ
た
『
九
仙
經
』
は
、
現
行
の
『
九
仙
經
』
に
繫
が
る
書
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
注
釋
者
名
も
「
一
行
・
羅
公
遠
・
葉
法
靜
（
善（

６
））

注
」
と
注
記
さ
れ
て
お
り
、『
道
樞
』「
九
仙
篇
」
に
記
さ

れ
て
い
る
注
釋
者
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
現
在
に
傳
わ
る
『
九
仙
經
』
は
そ
の
一
部
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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以
後
、『
九
仙
經
』
は
、『
宋
史
』「
藝
文
志
」「
神
仙
類
」、『
通
志
』「
諸
子
略
」「
道
家
二
」「
經
」、『
文
獻
通
考
』「
經
籍
考
」「
神

仙
」
な
ど
に
歷
代
著
錄
さ
れ
て
お
り
、
宋
代
・
元
代
に
は
存
在
し
て
い
た
事
が
確
認
で
き
る
。
明
代
に
入
っ
て
『
國
史
經
籍
志
』
に

も
著
錄
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
は
『
通
志
』
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
明
代
に
三
人
の
注
釋
の
加
え
ら
れ
た
『
九
仙
經
』
が
本
當

に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
聊
か
疑
問
で
あ
る
。

　
次
に
、『
九
仙
經
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
今
見
た
よ
う
に
目
錄
學
的
に
は
宋
代
の
存
在
は
確
實
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、『
酉
陽
雜
俎
』
の
記
述
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
唐
代
に
存
在
し
た
と
は
斷
定
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
宋
初
の

『
崇
文
總
目
』
に
著
錄
さ
れ
て
い
る
事
、
及
び
現
行
本
『
九
仙
經
』
の
本
文
及
び
注
釋
に

當
修
其
事
、
若
衆
患
起
、
以
氣
理
之
。
（
四
章
）

帝
曰
、
如
何
氣
理
。
天
眞
曰
…
…
。
（
六
章
）

葉
公
曰
、
…
…
能
理
衆
病
、
虛
者
補
、
顏
如
童
。
…
…
羅
公
曰
、
凡
用
水
火
理
病
患
、
皆
一
息
內
也
。
（
六
章
注
）

と
「
理
」
―
「
治
」
の
避
諱
が
見
え
て
い
る
事
か
ら
、
唐
代
の
成
立
で
あ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
行
本

『
九
仙
經
』
に
僧
一
行
の
注
釋
が
缺
落
し
て
い
る
點
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
他
は
な
い
。

　
最
後
に
、
注
釋
者
と
さ
れ
る
三
人
の
傳
記
的
事
實
に
つ
い
て
、
檢
討
し
て
お
く
事
に
す
る
。
ま
ず
、
一
行（

７
）か

ら
見
て
み
る
と
、
一

行
は
『
舊
唐
書
』
卷
一
九
一
「
方
伎
傳
」
や
『
宋
高
僧
傳
』
卷
五
「
義
解
篇
」
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
も
古
い
資
料
と
し

て
、
玄
宗
の
御
撰
「
一
行
碑
」
が
存
在
し
て
い
る（

８
）。

そ
れ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

玄
宗
皇
帝
　
自
ら
親
し
く
碑
銘
を
製
し
、
あ
は竝
せ
て
石
上
に
書
す
。
其
の
詞
に
曰
く
、
禪
師
幼
く
し
て
言
ふ
こ
と
希
な
る
も
、
言

へ
ば
必
ず
中
た
る
有
り
。
…
…
嵩
嶽
の
僧
寂
に
依
り
て
深
く
禪
門
を
究
め
、
常
陽
の
僧
眞
に
就
き
て
律
藏
を
纂
成
す
。
予
　
玄

德
を
聞
き
て
遠
く
來
儀
を
請
ふ
。
…
…
禪
師
　
朕
の
靈
（
昊
）
天
につ
つ
し欽みし
た
が若ふ
を
以
っ
て
の
故
に
開
元
の
曆
を
撰
し
、
勝
（
朕
）

の
敦
く
聖
道
を
崇
ぶ
を
以
っ
て
の
故
に
大
衍
の
贊
を
述
ぶ
。
又
た
金
剛
三
藏
にし
た
が於ひ
て
陀
羅
尼
祕
印
を
學
び
、
前
に
佛
壇
に
登
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り
、
法
王
の
寶
を
受
く
。
復
た
無
畏
三
藏
にし
た
が於ひ
て
、
盧
遮
那
佛
經
を
譯
し
、
後
の
佛
國
を
開
き
、
大
慈
の
願
を
滿
ず
。
…
…

（
開
元
）
十
五
年
前
九
月
、
華
嚴
寺
に
於
い
て
病
す
み亟
や
か
な
り
。
…
…
十
月
八
日
、
所
在
の
新
豐
に
隨
行
し
て
、
身
に
諸
の
患
な

く
口
に
一
語
な
く
し
て
、
忽
然
と
し
て
香
水
を
浴
し
、
潔
衣
に
換
へ
て
趺
坐
し
、
正
念
し
て
恬
如
と
し
て
寂
滅
す
。

嵩
嶽
の
（
普
）
寂
か
ら
禪
の
敎
え
を
受
け
、
常
（
當
）
陽
の
僧
（
惠
）
眞
に
律
を
學
び
、
金
剛
三
藏
か
ら
陀
羅
尼
祕
印
を
學
び
、
無
畏

三
藏
と
『
毘
盧
遮
那
佛
經
』
を
翻
譯
し
て
「
密
藏
を
傳
え
ら
れ
」
（『
宋
高
僧
傳
』「
義
解
篇
」）
た
と
言
う
。
な
お
、
こ
こ
に
言
う
普
寂

と
は
、
東
山
法
門
の
五
祖
弘
忍
下
、
北
宗
神
秀
の
弟
子
普
寂
で
あ
る
。
ま
た
、
一
行
が
普
寂
と
惠
眞
を
始
め
と
し
て
、
各
地
に
師
匠

を
求
め
て
遍
歷
し
て
學
問
に
勉
め
た
事
に
つ
い
て
は
、『
宋
高
僧
傳
』
卷
五
「
義
解
篇
」
に

普
寂
禪
師
の
大
い
に
禪
要
を
行
ひ
、
歸
心
す
る
者
衆
き
に
遇
ふ
に
因
り
、
乃
ち
世
の
幻
な
る
を
悟
り
、
寂
に
禮
し
て
師
と
爲

す
。
…
…
當
陽
に
往
き
て
僧
眞
に
値
ひ
、
律
藏
序
を
纂
成
す
る
に
因
り
、
深
く
毘
尼
に
逹
す
。
然
し
て
陰
陽
讖
緯
の
書
有
れ
ば
、

す
べ一
て
皆
な
詳
究
す
。
尋
い
で
算
術
を
訪
ぬ
る
こ
と
、
數
千
里
を
下
ら
ず
、
知
名
な
る
者
に
は
往
き
て
焉
に
と詢
ふ
。

と
よ
り
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
都
に
出
て
き
た
一
行
は
玄
宗
に
氣
に
入
ら
れ
て
諮
問
に
答
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が（

９
）、

開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
に
四
十
五
歲
で
死
去
し
（『
舊
唐
書
』「
方
伎
傳
」）
、「
大
慧
禪
師
」
と
謚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
大
衍

曆
」
を
作
成
し
た
事
は
、
科
學
者
と
し
て
の
一
行
の
業
績
と
し
て
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
道
士
の
葉
法
善
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
葉
法
善
に
つ
い
て
も
同
じ
く
『
舊
唐
書
』
卷
一
九
一
「
方
伎
傳
」
に
立
傳
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
一
行
と
同
樣
に
玄
宗
の
碑
文
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。『
御
製
葉
眞
人
碑（

10
）』

に
曰
く
、

師
諱
は
法
善
、
字
は
道
元
、
諸
梁
の
⻝
采
よ
り
是
れ
を
葉
公
と
謂
ひ
、
邑
も
亦
た
之
の
如
し
。
因
り
て
氏
に
な命
づ
く
れ
ば
、
則

ち
昔
の
南
陽
の
人
爲
り
。
曾
祖
道
興
、
祖
國
重
、
父
慧
明
、
歙
州
刺
史
を
贈
ら
る
。
…
…
則
ち
今
は
古
括
の
人
爲
り
。
隋
大
業

の
歲
、
歲
は
丙
子
に
在
る
に
至
り
、
法
師
は
是
に
生
ま
る
。
凡
そ
六
百
四
十
二
甲
子
、
我
が
開
元
の
歲
、
歲
は
庚
申
に
在
る
に

お
よ洎
び
形
解
し
て
雲
に
升
れ
ば
、
則
ち
春
秋
百
有
七
な
り
。
…
…
遂
に
乃
ち
杖
策
も
て
諸
名
山
に
游
び
、
遠
く
茅
君
を
訪
ね
、
嶽
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骨
の
上
起
し
、
目
瞳
正
方
に
し
て
、
冰
雪
綽
約
な
る
に
遇
ふ
。
机
然
と
し
て
微
笑
し
て
曰
く
、
爾
來
る
か
。
爾
の
名
は
已
に
仙

格
に
登
れ
ば
、
身
は
魔
試
に
逢
ふ
。
故
に
相
救
ひ
て
免
れ
し
む
。
當
に
人
を
輔
け
敎
を
弼
く
る
を
以
っ
て
意
と
爲
し
、
去
來
に

汲
汲
と
す
る
無
か
れ
。
是
れ
由
り
便
ち
靑
城
の
趙
元
陽
にし
た
が於ひ
て
遁
甲
步
玄
の
術
を
受
け
、
嵩
高
の
韋
善
俊
に
於
ひ
て
八
史
雲

蹻
の
道
を
傳
へ
ら
れ
、
羅
浮
・
括
蒼
に
宴
息
し
、
蓬
萊
・
方
丈
に
往
還
す
。
靈
圖
祕
訣
・
仙
符
眞
度
・
寶
籙
生
券
・
空
（
罕
？
）

傳
に
冥
感
あ
り
。
臨
目
す
れ
ば
萬
八
千
神
、
胎
を
咽
め
ば
千
二
百
息
、
或
い
は
水
府
に
潛
泳
し
、
或
い
は
火
房
に
飛
步
す
。
或

い
は
腹
を
剖
き
て
腸
を
濯
ひ
、
藥
勿
く
し
て
自
か
ら
復
す
。
…
…
或
い
は
鬼
物
を
徵
召
す
れ
ば
、
之
を
し
て
立
ど
こ
ろ
に
至
ら

し
め
、
羣
鬼
を
呵
叱
す
れ
ば
、
衆
神
を
奔
走
せ
し
む
る
こ
と
、
陪
隸
の
若
し
。
故
に
海
內
焉
を
稱
し
て
、
千
轉
萬
變
し
、
先
朝

焉
を
寵
し
て
、
一
晝
に
三
た
び
接
す
。
朕
は
藩
邸
に
在
り
て
、
屢
々
道
要
を
聞
く
。
宇
縣
に
臨
む
に
及
び
、
虛
し
く
昌
言
を
ま竚

つ
も
、
奸
臣
は
謀
を
よ寓
せ
、
凶
醜
僭
逆
す
れ
ば
、
未
だ
嘗
て
事
に
先
ん
じ
て
啓
沃
し
、す
み
や
か
亟
か
に
幽
贊
を
申
べ
ざ
る
な
し
。
故
に

特
に
紫
綬
を
加
へ
て
大
公
侯
の
封
を
以
っ
て
す
る
も
、
黃
中
に
確
固
と
し
て
、
軒
冕
の
賞
を
受
け
ず
。
德
博
く
し
て
施
し
、
道

尊
く
し
てか
が
や
く
光
く
者
と
謂
ふ
べ
し
。

祖
父
の
葉
國
重
、
父
の
葉
慧
明
と
三
代
續
い
た
道
士
の
家
系
で
あ
り
（『
舊
唐
書
』「
方
伎
傳
」）
、
隋
の
大
業
丙
子
の
歲
（
十
二
年
、
六

一
六
）
に
生
ま
れ
、
唐
開
元
庚
申
の
歲
（
八
年
、
七
二
〇
）
に
、
百
七
歲（

11
）の

長
壽
で
死
去
し
た
と
言
う
。
若
い
頃
か
ら
茅
君
に
命
を
助

け
ら
れ
、
そ
の
後
各
地
を
遍
歷
し
て
、
靑
城
山
の
趙
元
陽
か
ら
「
遁
甲
步
玄
の
術
」
を
授
け
ら
れ
、
嵩
高
山
の
韋
善
俊
か
ら
は
「
八

史
雲
蹻
の
道
」
を
授
け
ら
れ
た
の
を
始
め
と
し
て
、
多
く
の
道
敎
の
祕
訣
・
符
圖
等
を
授
け
ら
れ
、
多
彩
な
道
術
を
驅
使
す
る
ほ
か
、

特
に
鬼
神
を
頤
使
す
る
等
の
道
術
に
特
に
優
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
朝
廷
か
ら
は
高
宗
・
則
天
・
中
宗
・
睿
宗
・
玄
宗
と
五
代
五

十
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
厚
く
遇
さ
れ
（「
方
伎
傳
」）
、
玄
宗
に
對
し
て
も
反
逆
等
を
未
然
に
防
ぎ
、
君
主
を
補
佐
す
る
功
績
が
あ
っ

た
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
葉
法
善
も
一
行
と
同
じ
く
玄
宗
の
身
邊
に
仕
え
、
色
々
の
質
問
に
答
え
る
お
氣
に
入
り
の
道
士
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
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最
後
に
、
も
う
一
人
の
道
士
羅
公
遠
に
つ
い
て
見
る
事
に
し
よ
う
。
羅
公
遠
に
つ
い
て
は
傳
記
的
事
實
を
記
し
た
信
賴
で
き
る
資

料
が
な
く
、
幾
つ
か
殘
さ
れ
て
い
る
資
料
に
は
、
そ
の
幻
妙
な
道
術
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る（

12
）。

從
っ
て
、
羅
公
遠

の
生
涯
に
つ
い
て
確
實
な
事
は
殆
ど
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
や
む
を
得
ず
『
歷
世
眞
仙
大
道
通
鑑
』
卷
三
十
九
に
よ
る
と
、
そ

こ
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

道
士
羅
公
遠
、〈
一
名
、
思
遠
〉
鄂
州
の
人
な
り
。
一
に
云
ふ
、
彭
州
九
隴
縣
の
人
。
道
宇
を
漓
沅
化
に
修
め
、
常
に
靑
城
・
羅

川
閒
を
往
く
。
周
・
隋
・
唐
を
す歷
ぎ
て
年
數
百
歲
な
り
。
乍
ち
老
い
乍
ち
少
く
、
名
迹
を
韜
晦
す
。
…
…
劒
南
に
菓
有
り
、
之
を

日
熟
子
と
謂
ふ
。
張
果
と
葉
法
善
　
上
と
術
を
以
っ
て
之
を
取
り
て
曰
く
、
午
後
に
必
ず
至
ら
ん
。
其
の
日
爐
を
擁
し
、
公
遠

　
始
よ
り
與
に
坐
す
。
暮
に
抵
る
も
至
ら
ず
。
張
と
葉
　
相
顧
み
て
曰
く
、
是
れ
羅
君
の
せ
ざ
る
莫
き
や
。
公
遠
笑
ひ
て
爐
中

よ
り
一
火
筯
を
撥
出
す
。
斯
須
に
し
て
使
者
日
熟
子
を
持
ち
て
至
る
。
葉
　
之
を
詰
む
。
曰
く
、
京
城
に
到
る
も
、
烈
焰
天
を

亙
り
、
路
の
過
通
す
べ
き
無
し
、
稍
や
息
ひ
て
方
に
此
に
到
る
を
得
た
り
。
諸
公
皆
な
色
を
失
ふ
。
上
　
每
に
公
遠
と
法
善
・

金
剛
三
藏
を
召
し
て
法
を
試
ま
し
む
れ
ば
、
公
遠
常
に
勝
て
り
。
…
…
乾
元
初
め
（
七
五
八
―
六
〇
）
享
年
百
有
四
、
十
月
に
浮

雲
觀
に
解
す
。

蜀
の
漓
沅
治
で
修
行
し
、
北
周
・
隋
・
唐
の
時
代
を
生
き
て
年
齡
數
百
歲
と
稱
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
日
熟
子
」
の
逸
話
か

ら
想
像
す
る
に
、
他
の
二
人
と
同
じ
く
玄
宗
の
身
邊
に
あ
っ
て
、
皇
帝
の
諮
問
に
答
え
て
い
た
お
氣
に
入
り
の
人
物
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、『
仙
鑑
』
に
は
彼
の
修
め
た
道
術
に
つ
い
て
の
記
述
は
皆
無
で
あ
る
が
、『
太
平
廣
記
』
卷
二
十
二
「
羅
公
遠
」
に
は

玄
宗
　
復
た
長
生
を
以
っ
て
請
を
爲
す
。
對
へ
て
曰
く
、
經
に
之
れ
有
り
。
我
命
　
我
に
在
り
、
他
に
由
る
に
匪
ず
。
當
に
先
ず

內
に
求
め
て
外
に
得
べ
し
。
刳
心
滅
智
、
草
衣
木
⻝
は
至
尊
の
能
く
す
る
所
に
非
ず
。
因
り
て
三
峯
歌
八
首
を
以
っ
て
、
以
っ

て
進
む
。
其
の
大
旨
は
、
乃
ち
玄
素
黃
赤
の
使
、
還
嬰
泝
流
の
事
な
り
。
玄
宗
　
之
を
行
ひ
て
年
を
逾
へ
、
神
は
や逸
り
氣
さ
か旺
ん
に

し
て
、
春
秋
愈
い
よ
高
く
し
て
精
力
つ
か憊
れ
ず
。
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
玄
宗
に
長
生
の
祕
訣
を
述
べ
た
「
三
峯
歌（

13
）」

を
奉
っ
た
事
や
「
先
ず
內
に
求
め
て
外
に
得
べ
」
き

事
、
そ
し
て
敎
え
の
「
大
旨
」
は
「
玄
素
黃
赤
の
使
、
還
嬰
泝
流
の
事（

14
）」

と
あ
り
、
先
ず
心
を
修
め
て
後
、
體
內
に
氣
を
巡
ら
せ
て

內
丹
を
生
成
す
べ
き
を
伺
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
が
見
え
て
い
る
。
資
料
と
し
て
の
信
憑
性
に
問
題
は
存
在
す
る
た
め
、
歷
史
的
事
實

と
し
て
本
當
に
羅
公
遠
が
內
丹
思
想
を
述
べ
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
實
で
は
な
い
。
し
か
し
、
唐
末
・
五
代
の
段
階
で
は
、
羅
公
遠

の
思
想
と
し
て
內
丹
思
想
と
思
わ
れ
る
理
論
（「
還
嬰
泝
流
の
事
」）
を
述
べ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　　
　
　
二

　　
次
に
『
九
仙
經
』
の
內
丹
思
想
に
つ
い
て
見
て
み
る
事
に
す
る
。
本
書
は
全
部
で
二
十
五
章（

15
）か

ら
な
る
經
典
で
、
各
章
の
文
章
も

比
較
的
短
文
が
多
く
、
そ
の
內
容
も
象
徵
的
說
明
に
終
始
し
意
味
す
る
所
が
曖
昧
な
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
注
釋
も
そ
の
性
質
上
體

系
的
な
說
明
で
は
な
く
斷
片
的
な
場
合
が
多
く
、
內
容
も
實
踐
を
伴
う
爲
に
不
明
な
點
が
多
い
。
ま
た
、
葉
法
善
注
と
羅
公
遠
注
を

比
べ
る
と
、
羅
注
の
方
が
比
較
的
詳
細
で
具
體
的
な
說
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
更
に
殆
ど
全
て
の
章
に
わ
た
っ
て
注

釋
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
兩
注
が
共
通
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ほ
ど
內
容
に
大
差
の
な
い
注
釋
が
多
い
。
そ

こ
で
、
以
下
羅
公
遠
注
を
中
心
に
檢
討
し
て
い
く
事
に
す
る（

16
）。

ま
た
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
單
行
本
を
主
と
し
て
用
い
る
が
、
適
宜

『
道
樞
』「
九
仙
篇
」
も
參
照
す
る
事
に
す
る
。

　
『
九
仙
經
』
の
內
丹
思
想
に
つ
い
て
見
る
と
、
基
本
的
に
は
內
丹
の
通
例
通
り
、
先
ず
「
修
心
」
か
ら
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

天
眞
皇
人
　
黃
帝
に
語
り
て
曰
く
、
子
　
其
の
身
を
修
め
ん
と
欲
せ
ば
、
先
ず
須
ら
く
其
の
意
を
し
ず靜
む
べ
し
。
散
亂
す
る
こ
と

無
く
煩
怒
す
る
こ
と
無
く
、
著
を
起
こ
す
こ
と
無
く
妄
想
す
る
こ
と
無
く
、
貪
愛
す
る
こ
と
無
く
邪
婬
す
る
こ
と
無
く
放
逸
す
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る
こ
と
無
か
れ
。
內
に
其
の
神
を
安
ん
じ
、
外
は
其
の
慾
を
去
れ
。
當
に
其
の
事
を
修
む
る
に
、
若
し
衆
患
起
く
れ
ば
、
氣
を

以
っ
て
之
を
お
さ理
む
べ
し
。
（
一
―
四
章
）

諸
境
を
逐
ふ
を
得
ず
、
抽
掣
何
の
模
樣
あ
ら
ん
、
…
…
無
心
無
著
な
れ
ば
、
外
想
　
入
ら
ず
、
衆
禍
加
は
ら
ず
。
…
…
（
八
・

九
章
）

　
ま
ず
、
精
神
を
靜
め
て
集
中
し
、
怒
っ
た
り
外
物
に
執
着
を
起
こ
し
た
り
、
妄
想
や
貪
り
な
ど
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
つ

ま
り
、
精
神
を
安
定
さ
せ
欲
望
を
去
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、「
衆
患
」
が
起
き
た
な
ら
ば
、「
氣
」
に
よ
っ
て
「
衆
患
」
を
治
療
せ

よ
と
言
う
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
も
同
じ
よ
う
な
事
を
述
べ
て
お
り
、
自
分
の
外
の
對
象
物
に
心
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
自
然
に

呼
吸
し
、
無
心
で
か
つ
執
着
す
る
事
も
な
け
れ
ば
、
外
か
ら
煩
惱
も
入
り
込
ま
ず
、
禍
い
も
身
に
加
わ
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
內
丹
を
修
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
型
通
り
「
修
心
」
を
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
後
『
九
仙
經
』
は
、
存
視
法
に
よ
っ
て
自
分
の
肉
體
を
離
れ
て
神
仙
世
界
に
上
昇
す
る
事
な
ど
を
述
べ
る
が
（
十
・
十
一
章

等
）
、
十
三
章
で
は
今
ま
で
述
べ
た
術
は
「
此
法
爲
小
術
」
と
言
っ
て
斥
け
、
こ
れ
以
降
の
「
分
身
法
」
を
修
め
る
方
法
を
述
べ
て
い

る
。
從
っ
て
、
以
後
は
假
に
「
分
身
法
」
と
で
も
總
稱
さ
れ
る
べ
き
、
一
連
の
內
丹
法
を
說
明
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
そ

の
內
丹
理
論
に
つ
い
て
見
て
み
る
事
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
十
四
章
「
頂
上
藏
太
陽
、
四
十
五
數
足
」
に
對
し
、
羅
公
遠
の
注
は
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る（

17
）。

羅
公
曰
く
、
日
は
魂
な
り
、
陽
に
屬
す
。
月
は
魄
な
り
、
陰
に
屬
す
。
故
に
眞
仙
は
影
無
し
、
純
陽
な
れ
ば
な
り
。
又
た
日
華
を

呑
む
に
、
諸
家
互
ひ
に
說
同
じ
か
ら
ず
、
唯
だ
鼻
接
し
て
ひ
か搐
ざ
る
こ
と
有
る
者
妙
な
り
。
一
方
の
河
車
を
用
ひ
ざ
る
も
の
有
り
、

便
ち
玄
牝
よ
り
入
り
、
直
ち
に
頂
門（

18
）に

至
り
、
三
點
し
て
之
を
仰
げ
ば
、
卽
ち
頂
後
に
圓
光
の
如
き
あ
る
な
り
。
此
の
經
は
河

車
を
言
は
ず
、
定
め
て
用
ひ
ざ
る
な
り
。
日
に
四
十
五
度
、
四
十
五
日
に
至
る
。
一
陽
よ
り
立
春
に
至
る
や
、
陽
の
數
な
り
。

羅
公
遠
は
「
日
華
」
を
飮
み
込
む
道
術
は
色
々
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
と
言
い
、「
河
車
」
を
用
い
な
い
方
法
を
說
明
し
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て
い
る
。
ま
ず
、
太
陽
の
精
（「
日
華
」）
を
飮
み
込
み
鼻
（「
玄
牝
」）
か
ら
頂
門
（「
泥
丸
」）
に
移
動
さ
せ
、
三
點
（
三
回
う
な
ず
く
）
し

て
上
を
向
く
と
、
頭
の
上
に
圓
い
光
の
樣
な
も
の
が
發
生
す
る
と
い
う
。
そ
れ
を
、
一
日
四
十
五
回
全
部
で
四
十
五
日
閒
行
な
う
の

で
あ
る
。

　
次
の
十
五
章
で
は
眼
に
水
火
を
め
ぐ
ら
せ
る
事
を
述
べ
る
が
、
實
際
は
次
の
十
六
章
で
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
十
六
章

に
は
「
火
中
有
木
神
、
水
內
有
金
氣
、
水
火
五
藏
交
、
來
往
不
離
土
」
と
あ
り
、
こ
の
文
章
に
つ
い
て
羅
公
遠
は
次
の
よ
う
に
說
明

す
る（

19
）。羅

公
曰
く
、
眞
龍
虎
は
、
眼
は
五
輪
王
火
な
り
、
五
輪
王
水
有
り
、
水
は
得
難
し
、
先
ず
水
をあ
ら
は閃し
て
下
り
、
口
中
に
含
み
養

ふ
、
火
を
閃
し
て
下
り
て
よ
り
肝
に
入
る
。
肝
は
木
爲
り
、
木
色
は
靑
、
故
に
靑
龍
爲
る
な
り
。
水
は
肺
に
入
る
、
肺
は
金
爲

り
、
金
色
は
白
、
故
に
白
虎
爲
る
な
り
。
龍
火
は
左
よ
り
下
り
て
肝
に
入
り
、
右
を
穿
ち
て
出
卻
し
て
左
に
來
入
す
、
虎
水
は

右
よ
り
下
り
て
肺
に
入
り
、
肺
を
穿
ち
て
左
に
出
卻
し
て
右
に
入
る
は
、
五
藏
の
氣
交
は
る
な
り
。

　
目
に
は
五
輪
王
水
と
五
輪
王
火
が
あ
り
、
先
ず
目
か
ら
水
が
突
然
生
ま
れ
、
水
を
口
に
降
ろ
し
て
そ
こ
で
養
っ
て
お
く
。
そ
こ
か

ら
體
內
の
右
側
を
下
が
っ
て
肺
に
入
る
。
肺
は
白
虎
で
あ
る
。
そ
の
後
、
白
虎
の
水
は
肺
の
左
側
か
ら
出
て
ま
た
右
側
か
ら
肺
に
入

る
。
一
方
、
火
は
目
か
ら
體
內
の
左
側
を
下
が
っ
て
肝
臟
に
入
る
。
肝
臟
は
靑
龍
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
靑
龍
の
火
は
肝
臟
の
右
側
に

出
で
、
ま
た
左
側
か
ら
肝
臟
に
入
る
。
こ
れ
が
「
五
藏
の
氣
が
交
は
る
」
事
で
あ
る
と
言
う
。
以
上
の
道
術
が
、
本
文
に
あ
る
「
水

火
は
五
臟
に
交
は
る
」
意
味
で
あ
る
と
解
釋
し
て
い
る
。

　
後
の
內
丹
理
論
か
ら
考
え
る
と
、「
目
↓
肺
↓
肺
」「
目
↓
肝
臟
↓
肝
臟
」
と
龍
火
・
虎
水
が
移
動
し
て
い
る
だ
け
で
、
五
臟
の
閒
に

交
わ
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
龍
火
・
虎
水
が
肺
や
肝
臟
と
い
う
五
臟
（
の
う
ち
の
一
つ
の
臟
器
）
の

氣
と
交
わ
っ
て
い
る
事
に
は
相
違
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
後
の
よ
う
に
五
臟
の
閒
を
氣
が
巡
る
の
で
は
な
く
、
原
初
的
な
が
ら
「
水

火
は
五
臟
に
交
は
る
」
と
言
う
の
も
正
し
く
な
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
方
法
は
、
五
臟
閒
行
氣
の
原
初
的
形
態
を
示
し
て
い
る
の
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で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
目
か
ら
發
生
し
た
氣
を
肝
臟
と
肺
に
巡
ら
せ
た
後
、
十
七
章
で
は
「
然
後
想
眞
精
、
兩
腎
合
一
氣
、
心
血
下
結
成
、
方

成
嬰
兒
象
」
と
言
う
。
こ
の
說
明
は
、
羅
公
遠
に
よ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

羅
公
曰
く（

20
）、

眞
精
は
內
津
な
り
。
身
は
鼎
を
象
る
な
り
。
左
腳
は
右
足
を
お壓
し
、
兩
手
は
身
と
俱
に
し
、
復
た
虛
し
き
こ
と
鼎

の
如
く
し
三
足
な
り（

21
）、

凝
結
す
る
に
心
血
を
以
っ
て
し
、
之
を
蓋
ひ
之
を
結
び
、
方
に
嬰
孩
の
己
の
形
貎
と
異
る
無
き
が
如
き

を
成
す
を
想
ふ
。
其
の
孩
兒
結
就
す
と
雖
も
、
黃
芽
は
脾
上
に
生
じ
、
方
に
命
の
根
と
爲
る
な
り
。

體
內
の
津
液
で
あ
る
眞
精
を
存
視
し
、
兩
腎
の
氣
と
合
體
し
、
心
血
に
よ
り
凝
結
さ
せ
て
そ
れ
に
蓋
を
し
て
、「
精
海（

22
）」

の
中
で
自
分

と
全
く
同
じ
姿
形
を
し
た
「
嬰
孩
（
兒
）
」
（「
聖
胎
」
）
と
な
る
事
を
存
思
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
嬰
兒
」
は
脾
臟
に
生
じ
る
「
黃

芽
」
を
⻝
料
（「
聖
胎
之
⻝
」）
と
し
て
、
雀
の
卵
程
の
大
き
さ
か
ら
次
第
に
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る（

23
）。

　
こ
こ
で
、
後
の
內
丹
の
元
と
な
る
「
聖
胎
」
が
生
ま
れ
、
こ
の
「
聖
胎
」
を
養
う
こ
と
に
よ
り
內
丹
を
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
腎
臟
の
氣
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
「
聖
胎
」
と
、
先
の
白
虎
・
靑
龍
の
行
氣
と
は
、
理
論
的
に
は
直
接
繫
が
ら
な

い
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
。

　
次
の
十
八
章
は
、「
土
上
有
黃
芽
、
方
爲
己
之
命
」
と
「
黃
芽
」
を
⻝
料
と
し
て
「
聖
胎
」
が
成
長
す
る
事
を
言
い（

24
）、

十
九
章
で
は

次
の
段
階
と
し
て
「
日
初
入
照
水
、
百
度
日
踐
影
、
兩
腎
日
月
光
、
各
出
赤
曰
（
白
）
氣
」
と
兩
腎
が
日
月
と
な
り
、
左
右
そ
れ
ぞ

れ
か
ら
赤
白
の
氣
を
出
す
事
を
言
う
。
羅
公
遠
注
で
は
、
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る（

25
）。

羅
公
曰
く
、
凡
そ
聖
胎
を
結
ぶ
の
後
、
須
ら
く
聖
身
を
鍊
る
べ
し
。
每
日
　
日
出
で
て
卯
時
に
冥
心
靜
坐
す
。
右
腎
は
月
と
爲

る
を
想
ふ
。
月
は
赤
氣
を
出
し
、
赤
氣
は
水
に
入
り
て
白
に
變
じ
、
半
月
の
狀
の
如
く
、
聖
身
を
乘
せ
て
起
つ
。
左
腎
は
日
と

爲
る
を
想
ふ
。
日
中
よ
り
白
氣
を
出
し
、
白
氣
は
水
に
入
り
て
赤
に
變
じ
、
火
の
半
月
の
下
に
在
る
が
如
く
、
之
に
乘
せ
て
漸

漸
と
擧
起
し
、
金
堂
玉
闕
に
至
り
、
乃
ち
頂
上
を
お
お被
ふ
。
前
來
の
四
十
五
日
に
收
む
れ
ば
、
大
陽
　
之
を
照
ら
す
、
其
の
聖
胎
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の
纔
か
に
日
光
に
て

ら
照
著
さ
る
れ
ば
、
驚
き
て
水
中
に
投
ず
、
一
息
の
內
に
作
す
な
り
。
每
時
三
十
三
度
を
作
し
、
卯
よ
り
辰
巳

の
三
時
に
至
り
、
共
に
九
十
九
の
數
に
合
す
。

　
先
ず
、「
聖
胎
」
が
生
ま
れ
た
後
、
そ
れ
を
「
聖
身
」
に
ま
で
鍊
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
道
術
を
實

踐
す
る
必
要
が
あ
る
。
則
ち
、
左
腎
（
日
）
か
ら
出
た
白
氣
が
變
化
し
て
赤
い
炎
と
な
り
、
右
腎
（
月
）
か
ら
出
た
赤
氣
が
變
化
し
た
白

い
半
月
の
下
を
照
ら
す
。
次
に
、
先
程
鍊
成
さ
れ
た
「
聖
胎
」
が
半
月
に
乘
り
こ
む
と
、（「
河
車
」
に
よ
っ
て
）
段
々
と
上
に
昇
り
、

「
金
堂
玉
闕
」
（
泥
丸
宮
の
宮
殿
）
に
至
り
最
後
に
頭
の
上
を
覆
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
頂
上
に
輝
い
て
い
る
太
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ

る
と
（
十
四
章
）
、
驚
い
て
元
の
精
海
中
に
戾
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
は
一
息
の
內
に
行
い
、
卯
時
か
ら
巳
時
の
閒
に
全
部

で
九
十
九
回
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
う
す
る
事
に
よ
り
、「
聖
胎
」
か
ら
「
聖
身
」
に
鍊
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
、
先
の
「
聖
胎
」
が
「
精
海
」
か
ら
督
脈
を
通
っ
て
頭
・
頂
上
に
ま
で
登
る
と
い
う
、「
河
車
」
を
行
な
う
べ
き
事
が
說

明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
續
い
て
二
十
章
で
は
「
夜
夜
七
七
出
、
頂
門
自
有
應
、
十
月
與
身
等
、
冥
冥
爲
地
仙
」
と
い
う
。
こ
れ
は
『
道
樞
』「
黃
帝
問
篇
」

で
は
「
夜
則
七
七
、
出
于
頂
門
、
十
月
而
與
身
等
靈
、
斯
爲
地
仙
矣
」
と
分
か
り
や
す
く
書
き
改
め
て
い
る
。
羅
公
遠
注
は
以
下
の

よ
う
に
說
明
し
て
い
る（

26
）。

羅
公
曰
く
、
聖
身
は
（
夜
？
に
）
な就
り（

27
）、

夜
　
精
海
中
よ
り
紫
雲
の
起
來
す
る
に
乘
り
、
金
堂
玉
闕
中
に
至
り
、
一
一
遍
く
觀

て
、
頂
よ
り
足
に
至
り
備
さ
に
之
を
認
む
。
然
る
後
、
頂
門
よ
り
突
出
し
、
紫
雲
に
乘
り
て
定
息
す（

28
）。

息
つ極
く
れ
ば
方
に
下
り
、

金
堂
玉
闕
に
來
入
す
る
な
り
。
方
に
息
を
開
き
て
の
ち卻
に
再
び
息
を
と住
め
、
前
に
よ準
り
て
出
だ
す
。
斯
の
如
く
四
十
九
遍
な
り
。
十

月
に
滿
つ
れ
ば
、
當
に
其
の
二
身
の
大
小
長
短
形
貎
は
同
じ
か
る
べ
し
。
獵
步
離
身
も
隨
意
自
在
な
り
。

「
聖
胎
」
を
鍊
成
し
て
「
聖
身
」
が
で
き
あ
が
る
と
、
夜
閒
に
「
精
海
」
か
ら
や
っ
て
く
る
紫
雲
に
乘
り
、（「
泥
丸
宮
」
中
の
）「
金
堂

玉
闕
」
に
至
る
。「
金
堂
玉
闕
」
の
中
を
子
細
に
觀
覽
し
て
か
ら
、
頭
か
ら
足
先
ま
で
よ
く
よ
く
檢
分
し
た
後
、「
泥
丸
宮
」
か
ら
紫
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雲
が
出
て
上
に
昇
り
、「
聖
身
」
は
紫
雲
に
乘
っ
た
ま
ま
息
を
細
く
長
く
吐
き
出
す
。
息
が
盡
き
れ
ば
紫
雲
は
下
が
っ
て
（「
泥
丸
宮
」

中
の
）「
金
堂
玉
闕
」
に
戾
る
。
再
び
息
を
吸
っ
て
か
ら
息
を
止
め
て
、
前
の
よ
う
に
息
を
吐
き
出
す
。
こ
の
よ
う
に
四
十
九
回
行
な

う
。
十
月
閒
こ
れ
を
行
な
え
ば
自
分
と
全
く
同
じ
分
身
（「
二
身
」
）
が
生
ま
れ
、
肉
體
を
離
れ
て
出
か
け
た
り
「
獵
步
の
法（

29
）」

も
自

在
に
操
れ
る
「
地
仙
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
聖
胎
」
が
で
き
た
後
、
呼
吸
を
細
く
長
く
し
て
紫
雲
に
乘
っ
て
空
に
昇
り
、
ま
た
戾
る
と
い
う
修
行
を
十
月
閒
行
な
う
と
、
自

分
と
全
く
同
じ
「
二
身
」
が
完
成
し
、「
獵
步
の
法
」
も
「
離
身
法
」
も
自
在
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
二
身
」

は
十
三
章
「
分
身
法
」
の
事
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
二
身
」
は
、『
靈
法
畢
法
』「
超
脫
」
第
十
に
「
超
者
超

出
凡
軀
、
而
入
聖
品
。
脫
者
是
脫
去
俗
胎
、
而
爲
仙
子
」
と
言
わ
れ
る
、「
超
脫
」
狀
態
の
原
初
的
な
表
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
こ
の
點
に
關
し
て
は
後
述
す
る
）
。

　
次
に
、
二
十
三
章（

30
）で

は
「
鍊
五
臟
之
精
、
各
滿
九
九
數
、
金
鼎
收
其
氣
、
身
騰
而
昇
天
」
と
、
五
臟
の
精
氣
を
全
て
鍊
成
し
て
自

分
の
肉
體
（「
金
鼎
」
）
に
收
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
完
了
す
る
と
身
體
は
天
に
昇
る
の
で
あ
る
。
羅
公
遠
注
は
以
下
の
如
し（

31
）。

羅
公
曰
く
、
夫
れ
五
臟
の
氣
を
鍊
る
に
、
凡
そ
秋
七
月
に
は
水
生
じ
、
方
に
腎
を
鍊
る
。
十
月
立
冬
に
は
木
生
じ
、
方
に
肝
を

鍊
る
。
正
月
に
は
火
生
じ
、
方
に
心
を
鍊
る
。
四
月
に
は
金
生
じ
、
乃
ち
肺
を
鍊
る
。
土
は
四
季
に
旺
な
れ
ば
、
脾
氣
　
之
を

鍊
る
に
時
無
し
。
每
氣
八
十
一
日
、
五
氣
俱
に
な就
れ
ば
、
乃
ち
出
入
俱
に
自
在
な
り
。
或
い
は
左
右
手
の
五
指
の
內
よ
り
、
光

明
五
色
を
出
す
、
或
い
は
頂
門
或
い
は
足
下
、
五
雲
俱
に
さ
さ捧
げ
、
故
に
乃
ち
昇
天
す
。

一
年
の
各
季
節
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
對
應
す
る
臟
器
を
鍊
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
完
成
す
る
と
左
右
の
手
の
指
か
ら
五
色

の
光
を
發
し
、
足
元
や
頭
上
に
五
色
の
雲
が
や
っ
て
來
て
、
そ
れ
に
乘
っ
て
昇
天
す
る
の
で
あ
る
。

　
實
質
上
最
後
に
あ
た
る
二
十
四
章
で
は

聖
身
離
俗
塵
、
綿
綿
而
默
默
、
定
中
卻
投
胎
、
再
修
還
再
結
、
一
紀
變
四
身
、
漸
漸
準
前
化
、
現
之
應
無
盡
、
方
號
眞
變
易
、
此
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法
皆
順
成
、
斷
無
逆
化
也
。

と
言
う
。
こ
の
章
に
は
、
羅
公
遠
注
は
內
容
と
あ
ま
り
關
係
な
い
「
逆
化
」
に
つ
い
て
主
に
注
釋
を
加
え
て
、
神
仙
が
完
成
す
る
事

を
意
味
す
る
「
眞
變
易
」
等
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い（

32
）。

羅
公
遠
注
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

羅
公
曰
く
、
逆
化
せ
ず
と
は
、
焚
身
せ
ず
竝
び
に
三
尸
九
蟲
を
降
さ
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。
別
に
一
法
有
り
て
之
を
爲
す
、
鍊
形

焚
身
、
化
火
下
よ
り
頂
に
至
り
、
紅
焰
の
一
身
に
偏
き
が
如
き
を
想
ひ
、
三
尸
九
蟲
七
魄
の
俱
に
出
づ
る
を
想
ふ
な
り
。
乃
ち

逆
化
を
成
す
。
今
法
俱
に
得
道
な
り
。
三
尸
九
蟲
七
魄
、
竝
に
同
に
昇
天
す
る
な
り
。

從
っ
て
、
本
文
の
意
味
は
あ
ま
り
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
大
意
と
し
て
「
聖
身
」
は
俗
世
閒
を
去
り
、
そ
こ
で
靜
か
に
「
定
」

（
雜
念
を
去
り
、
精
神
集
中
す
る
事
）
を
行
な
っ
て
、
再
び
「
投
胎（

33
）」

し
て
內
丹
を
鍊
成
す
る
と
、
十
二
年
の
中
に
肉
體
が
四
つ
の
分
身

に
わ
か
れ
る
。
各
分
身
の
應
變
は
無
盡
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
眞
變
易
」
と
言
う
。
こ
の
方
法
は
「
順
成
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
逆

化
」
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
十
ヵ
月
「
聖
胎
」
を
養
っ
て
「
地
仙
」
と
な
っ
た
後
、
各
季
節
ご
と
に
五
臟
の
氣
を
鍊
っ
て
昇
天
（「
天
仙
」
に
な
る
事
か
）

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、
最
後
の
段
階
と
し
て
、
も
う
一
度
「
聖
胎
」
を
「
河
車
」
に
依
っ
て
修
め
、
十
二
年
過
ぎ
る
と
肉
體
が

四
つ
の
分
身
に
わ
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
身
の
變
幻
は
自
在
と
な
り
「
眞
變
易
」
を
遂
げ
た
神
仙
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
が
究
極
の
『
九
仙
經
』
の
考
え
る
神
仙
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
最
後
の
二
十
五
章
は
「
此
經
非
人
勿
傳
」
と
、
傳
授
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
に
、
こ
の
經
典
を
傳
授
し
て
は
な
ら
な
い
と
型
通
り

に
述
べ
て
、『
九
仙
經
』
を
終
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
十
四
章
か
ら
二
十
五
章
ま
で
、
ほ
ぼ
一
連
の
理
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
『
九
仙
經
』
の
內
丹
理
論
に
つ
い
て
、
槪
略

を
纏
め
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
事
が
で
き
よ
う
。

　
ま
ず
、
內
丹
の
準
備
段
階
と
し
て
「
修
心
」
を
行
い
、
そ
こ
で
精
神
を
靜
め
て
集
中
し
て
安
定
さ
せ
欲
望
を
去
る
（
八
・
九
章
）
。
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次
に
、
本
格
的
に
「
內
丹
」
を
製
作
に
か
か
る
。
太
陽
の
精
（「
日
華
」）
を
飮
み
込
み
鼻
か
ら
「
頂
門
」
（「
泥
丸
」）
に
移
動
さ
せ
、
三

點
（
三
回
う
な
ず
く
）
し
て
上
を
向
く
と
、
頭
上
に
圓
光
が
發
生
す
る
（
十
四
章
）
。
そ
こ
で
、
目
か
ら
は
「
五
輪
王
水
」
と
「
五
輪
王

火
」
が
生
じ
、
先
ず
水
の
方
を
口
に
降
し
て
そ
こ
で
集
め
、
體
內
の
右
側
を
降
ろ
し
て
肺
に
入
れ
る
。
そ
の
後
、「
白
虎
」
（
肺
）
の

水
は
、
左
側
か
ら
出
て
ま
た
右
側
か
ら
肺
に
入
る
。
同
樣
に
、
火
は
目
か
ら
體
內
の
左
側
を
下
が
っ
て
肝
臟
に
入
り
、「
靑
龍
」
（
肝

臟
）
の
火
は
肝
臟
の
右
側
に
出
で
、
ま
た
左
側
か
ら
肝
臟
に
入
る
。
こ
の
よ
う
に
五
臟
の
氣
を
交
わ
ら
せ
る
（
十
六
章
）
。
そ
の
後
、

體
內
の
津
液
で
あ
る
「
眞
精
」
を
存
視
し
、
兩
腎
の
氣
と
合
體
さ
せ
、「
精
海
」
（
下
丹
田
の
邊
り
）
の
中
で
自
分
と
全
く
同
じ
姿
形
を

し
た
「
嬰
兒
」
（「
聖
胎
」）
を
誕
生
さ
せ
る
（
十
七
章
）
。
次
に
、
左
腎
か
ら
で
た
白
氣
が
變
化
し
て
赤
い
炎
と
な
り
、
右
腎
か
ら
出
た

赤
氣
が
變
化
し
て
で
き
た
白
い
半
月
の
下
を
照
ら
す
。
そ
し
て
、
先
程
生
ま
れ
た
「
聖
胎
」
が
半
月
に
乘
り
こ
む
と
、（「
河
車
」
に

よ
っ
て
）
段
々
と
上
に
昇
り
、「
金
堂
玉
闕
」
（「
泥
丸
宮
」
の
宮
殿
）
に
至
り
、
最
後
に
頂
上
に
ま
で
到
逹
す
る
。
そ
こ
で
太
陽
の
光

に
照
ら
さ
れ
る
と
、
驚
い
て
始
め
の
「
精
海
中
」
に
戾
る
。
こ
れ
を
九
十
九
回
行
な
う
。
こ
う
し
て
「
聖
胎
」
か
ら
「
聖
身
」
に
鍊
成

し
て
い
く
（
十
九
章
）
。「
聖
身
」
が
で
き
あ
が
る
と
、
夜
閒
に
「
精
海
」
か
ら
や
っ
て
く
る
紫
雲
に
乘
り
、（「
泥
丸
宮
」
の
）「
金
堂

玉
闕
」
に
至
る
。
そ
の
中
を
子
細
に
觀
覽
し
て
か
ら
、
頭
か
ら
足
先
ま
で
よ
く
檢
分
し
た
後
、「
泥
丸
宮
」
か
ら
紫
雲
が
出
て
上
に
昇

り
、「
聖
身
」
は
紫
雲
に
乘
っ
た
ま
ま
息
を
細
く
長
く
吐
き
出
す
。
息
が
盡
き
れ
ば
「
金
堂
玉
闕
」
に
戾
る
。
再
び
息
を
吸
っ
て
か
ら

息
を
止
め
て
、
前
の
よ
う
に
息
を
吐
き
出
す
。
こ
の
よ
う
に
四
十
九
回
行
な
い
、
十
月
閒
こ
れ
を
行
な
え
ば
自
分
と
全
く
同
じ
分
身

が
生
ま
れ
て
、「
地
仙
」
と
な
る
事
が
で
き
る
（
二
十
章
）
。
そ
の
後
、
五
臟
の
精
氣
を
鍊
成
し
て
自
分
の
肉
體
（「
金
鼎
」）
に
收
め
、

そ
れ
が
完
了
す
る
と
身
體
は
天
に
昇
る
事
が
で
き
る
（
二
十
三
章
）
。
こ
の
よ
う
な
段
階
に
至
っ
た
後
、「
聖
身
」
は
俗
世
閒
を
去
っ

て
靜
か
に
し
て
い
て
、
そ
こ
で
精
神
集
中
を
行
な
っ
て
、
再
び
「
投
胎
」
し
內
丹
を
鍊
成
す
る
と
、
十
二
年
の
中
に
肉
體
が
四
つ
の

分
身
に
分
か
れ
る
。
各
分
身
の
應
變
は
無
盡
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
眞
變
易
」
と
言
う
（
二
十
四
章
）
。

　
『
九
仙
經
』
に
は
、
こ
の
樣
な
一
連
の
內
丹
理
論
が
說
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
注
釋
と
い
う
形
で
、
斷
片
的
な
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が
ら
上
述
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
注
釋
の
背
後
に
一
層
體
系
的
な
內
丹
理
論
の
存
在
を
想
定
す
る
事
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
『
九
仙
經
』
の
內
丹
思
想
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
點
を
幾
つ
か
擧
げ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
旣
に
指
摘
し
た

が
、
後
に
一
層
整
備
さ
れ
る
事
に
な
る
內
丹
理
論
の
原
初
的
形
態
と
思
わ
れ
る
理
論
が
見
え
て
い
る
點
で
あ
る
。
例
え
ば
、
十
六
・
十

七
章
で
「
龍
虎
」
に
よ
る
「
五
臟
閒
行
氣
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
後
世
に
見
え
る
よ
う
に
五
臟
の
閒
を
そ
れ
ぞ
れ
「
龍
虎
」
が

巡
る
の
で
は
な
く
、
單
に
五
臟
の
一
つ
と
「
龍
虎
」
が
交
わ
る
に
過
ぎ
な
い
點
、
そ
し
て
こ
の
「
龍
虎
」
が
た
だ
氣
を
巡
ら
せ
る
行

氣
に
止
ま
っ
て
、
後
世
に
言
う
「
龍
虎
交
媾
」
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
次
段
階
の
「
聖
胎
」
生
成
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
な
い
點
な

ど
、
い
か
に
も
ま
だ
未
發
逹
な
段
階
に
あ
る
事
を
思
わ
せ
る
。

　
ま
た
、
二
十
章
の
羅
公
遠
注
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
二
身
」
な
ど
も
、
先
に
少
し
觸
れ
た
通
り
『
靈
法
畢
法
』「
超
脫
」
第
十
に
述

べ
る
內
容
の
、
萌
芽
的
な
記
述
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
靈
法
畢
法
』
で
は
、「
內
丹
」
完
成
後
の
姿
と
し
て
、
自
分
の
身
體
か

ら
も
う
一
人
の
自
分
が
拔
け
出
し
て
、
神
仙
界
に
飛
翔
す
る
樣
子
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

平
身
し
て
高
升
を
須
ひ
ず
、
正
坐
し
て
歛
伸
（
神
）
を
須
ひ
ず
、
閉
目
冥
心
し
て
、
靜
か
に
朝
元
を
極
む
る
の
後
、
身
軀
は
空
中

に
在
る
が
如
し
。
神
氣
は
飄
然
と
し
て
、
制
御
を
爲
し
難
く
、
默
然
と
し
て
內
觀
し
、
明
朗
と
し
て
く
ら昧
か
ら
ず
、
山
川
は
秀
麗
と

し
て
、
樓
閣
は
依
稀
た
り
。
…
…
金
童
玉
女
、
自
身
を
扶
擁
し
、
或
い
は
火
龍
にま
た
が跨り
、
或
い
は
玄
鶴
に
乘
り
、
或
い
は
綵
鸞
に

跨
り
、
或
い
は
猛
虎
に
の騎
り
、
空
中
を
升
騰
し
て
、
下
よ
り
上
り
、
遇
ふ
所
の
處
、
樓
臺
觀
宇
、
盡
く
陳
ぶ
る
能
は
ず
、
神
祇
官

吏
も
備
さ
に
說
く
べ
か
ら
ず
。
又
た
一
處
に
到
り
、
女
樂
の
萬
行
、
官
僚
の
班
列
、
人
閒
帝
王
の
儀
の
如
く
、
聖
賢
畢
く
至
る
。

『
九
仙
經
』
に
見
え
る
「
二
身
」
法
も
、『
靈
法
畢
法
』
な
ど
で
整
理
さ
れ
た
形
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、「
超
脫
」
狀
態
の
原

初
的
な
形
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
『
九
仙
經
』
に
見
え
る
內
丹
理
論
に
關
し
て
、
そ
の
理
論
の
基
本
的
要
素
を
考
え
て
み
る
と
、
次
の
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　　『眞龍虎九仙經』の內丹思想

六
者
を
擧
げ
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
身
鼎
說
（「
眞
精
內
津
也
。
身
象
鼎
也
」
十
七
章
羅
注
、「
金
鼎
收
其
氣
、
身
騰
而
昇
天
」
二
十
三
章
）

（
2
）
修
心
思
想
（「
子
欲
修
其
身
、
先
靜
其
意
。
無
散
亂
無
煩
怒
、
無
起
著
無
妄
想
、
無
貪
愛
無
邪
婬
無
放
逸
。
內
安
其
神
、
外
去

其
慾
」
一
―
三
章
、「
冥
心
細
想
、
內
自
有
神
、
用
意
行
之
、
去
來
自
在
」
十
一
章
）

（
3
）
存
視
（「
然
後
想
眞
精
、
兩
腎
合
一
氣
、
心
血
下
結
成
、
方
成
嬰
兒
象
」
十
七
章
、「
方
想
成
嬰
孩
、
如
己
之
形
貎
無
異
也
」
十

七
章
羅
注
）

（
4
）
龍
虎
・
坎
離
・
心
腎
理
論
（「
夫
水
火
者
、
古
聖
大
藥
也
。
不
在
於
外
、
凡
人
身
上
有
水
有
火
、
雖
互
說
不
同
、
其
歸
一
也
。

心
爲
火
應
離
、
腎
爲
水
應
坎
、
凡
修
道
造
金
丹
、
須
憑
龍
虎
水
火
也
」
六
章
葉
注
）

（
5
）
五
臟
閒
行
氣
（「
龍
火
從
左
下
入
肝
、
穿
右
出
卻
來
入
左
、
虎
水
從
右
下
入
肺
、
穿
肺
左
出
卻
入
右
者
、
五
藏
氣
交
也
」
十
六

章
羅
注
）

（
6
）
周
天
說
（「
每
日
日
出
卯
時
、
冥
心
靜
坐
、
想
右
腎
爲
月
、
月
出
赤
氣
、
赤
氣
入
水
變
白
、
如
半
月
之
狀
、
乘
聖
身
起
。
想
左

腎
爲
日
、
日
中
出
白
氣
、
白
氣
入
水
變
赤
、
如
火
在
半
月
下
、
乘
之
漸
漸
擧
起
、
至
金
堂
玉
闕
、
乃
被
頂
上
」
十
九
章
羅
注
）

　
こ
の
（
１
）
身
鼎
說
（
２
）
修
心
思
想
（
３
）
存
視
（
４
）
龍
虎
・
坎
離
・
心
腎
理
論
（
５
）
五
臟
閒
行
氣
（
６
）
周
天
說
の
六
要

素
は
、
後
世
に
あ
っ
て
も
內
丹
を
作
る
に
際
し
て
の
基
本
的
要
素
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
幾
つ
か
は
、
後
世
內
丹
理
論
に

あ
っ
て
も
基
本
的
要
素
に
數
え
る
事
が
で
き
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
世
の
例
に
關
し
て
は
不
案
內
で
は
あ
る
が
、

例
え
ば
『
鍾
呂
傳
道
集
』
等
の
內
丹
理
論
書
を
思
い
起
こ
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
今
述
べ
た
各
要
素
は
明
白
に
存
在
し
て
い
る
。

（
1
）
身
鼎
說
（「
內
丹
之
藥
材
、
出
於
心
腎
、
是
皆
人
有
也
。
內
丹
之
藥
材
、
本
在
天
地
、
天
地
常
日
得
見
也
。
火
候
取
日
月
往
復

之
數
、
修
合
效
夫
婦
交
接
之
宜
」
論
丹
藥
第
九
、「
昔
者
金
精
下
入
丹
田
、
升
之
煉
形
、
而
體
骨
金
色
、
此
者
眞
鉛
升
之
內
府
、

而
體
出
白
光
」
論
抽
忝
第
十
一
）
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（
2
）
修
心
思
想
（「
蓋
以
易
動
者
片
心
、
難
伏
者
一
意
、
好
日
良
時
、
可
採
可
取
也
。
雖
知
淸
靜
之
地
、
奈
何
心
爲
事
役
、
志
以
情

移
、
時
比
電
光
、
寸
陰
可
惜
、
毫
末
有
差
、
而
天
地
懸
隔
、
積
年
累
月
、
而
不
見
功
、
其
失
在
心
亂
、
而
意
狂
者
也
」
論
內
觀

第
十
六
）

（
3
）
存
視
（「
初
以
交
合
、
配
陰
陽
而
定
坎
離
、
其
想
也
九
皇
眞
人
引
一
朱
衣
小
兒
上
升
、
九
皇
眞
母
引
一
皂
衣
少
女
下
降
、
相
見

於
黃
屋
之
前
、
有
一
黃
衣
老
嫗
接
引
如
人
閒
夫
婦
之
禮
、
盡
時
歡
悅
、
女
子
下
降
、
兒
子
上
升
、
如
人
閒
分
離
之
事
、
旣
畢
、

黃
嫗
抱
一
物
、
形
若
朱
橘
、
下
抛
入
黃
屋
、
以
金
器
盛
」
論
內
觀
第
十
六
）

（
4
）
龍
虎
・
坎
離
・
心
腎
理
論
（「
所
謂
眞
龍
出
於
離
宮
、
眞
虎
出
於
坎
位
、
離
坎
之
中
而
有
水
火
」
論
水
火
第
七
、「
龍
本
肝
之

象
、
虎
乃
肺
之
神
、
是
此
心
火
之
中
而
生
液
、
液
爲
眞
水
、
水
之
中
、
杳
杳
冥
冥
而
隱
眞
龍
、
龍
不
在
肝
而
出
自
離
當
（
位
？
）

者
何
也
。
是
此
腎
水
之
中
而
生
氣
、
氣
爲
眞
火
、
火
之
中
、
恍
恍
惚
惚
而
藏
眞
虎
、
虎
不
在
肺
而
生
於
坎
位
者
何
也
」
論
龍

虎
第
八
）

（
5
）
五
臟
閒
行
氣
（「
腎
氣
傳
肝
氣
、
肝
氣
傳
心
氣
、
心
氣
太
極
而
生
液
、
液
中
有
正
陽
之
氣
」
論
鉛
汞
第
十
）

（
6
）
周
天
說
（「
用
周
天
則
火
起
焚
身
、
勒
陽
關（

34
）則

還
元
煉
藥
」
論
水
火
第
七
「
肘
後
飛
金
精
、
還
精
入
泥
丸
、
抽
鉛
忝
汞
而
成
大

藥
者
、
大
河
車
也
」
論
河
車
第
十
二
、「
肘
後
飛
金
晶
。
自
尾
閭
穴
起
、
從
下
關
過
中
關
、
從
中
關
過
上
關
、
自
上
田
至
中
田
、

自
中
田
至
下
田
、
而
曰
大
河
車
也
」『
西
山
群
仙
會
眞
記
』
識
物
）

　
今
こ
こ
に
數
え
ら
れ
る
六
つ
の
要
素
が
、
後
の
全
て
の
內
丹
理
論
の
基
本
的
要
素
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
今
後

の
檢
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
事
か
ら
考
え
る
に
、
唐
代
の
成
立
と
思
わ
れ
る
『
九
仙
經
』
と
そ
の
注
釋
に

は
、
後
世
に
整
備
さ
れ
る
內
丹
理
論
の
基
本
的
要
素
と
數
え
る
事
の
で
き
る
幾
つ
か
が
、
旣
に
出
揃
っ
て
い
た
と
言
う
事
は
で
き
る
。

則
ち
、『
九
仙
經
』
の
段
階
で
、
內
丹
理
論
の
基
本
的
な
骨
格
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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　　『眞龍虎九仙經』の內丹思想

　
　
　
三

　　
今
こ
こ
で
考
え
た
よ
う
に
、『
九
仙
經
』
に
基
本
的
要
素
が
見
え
て
い
る
と
い
う
事
は
、
內
丹
理
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
旣
に
成

立
し
て
い
る
事
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
こ
で
最
後
に
檢
討
す
べ
き
事
柄
は
、『
九
仙
經
』
の
注
釋
者
が
、『
道
樞
』
に
あ
る
通
り
本
當

に
玄
宗
時
代
の
羅
公
遠
・
葉
法
善
そ
し
て
僧
一
行
で
あ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
し
、
本
當
に
羅
公
遠
・
葉
法
善
の
注
釋
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
內
丹
理
論
の
基
本
的
枠
組
み
は
唐
代
玄
宗
期
に
成
立
し
て
い
た
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
論
か
ら
先
に
言

え
ば
、
本
書
が
本
當
に
羅
公
遠
・
葉
法
善
の
注
釋
で
、
玄
宗
時
代
の
道
敎
經
典
で
あ
る
と
考
え
る
に
は
、
聊
か
の
躊
躇
を
覺
え
る
。

「
理
」
―
「
治
」
の
避
諱
か
ら
唐
代
の
書
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
同
じ
唐
代
の
假
託
で
は
な
く
玄
宗
期
の
も

の
で
あ
る
か
は
、
確
實
に
斷
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
玄
宗
期
の
著
作
で
あ
る
事
に
疑
念
を
抱
く
理
由
と
し
て
、
以
下
の
幾
つ
か

の
理
由
を
擧
げ
て
お
き
た
い
。

（
1
）
基
本
的
に
、
一
行
の
著
作
に
は
假
託
が
非
常
に
多
く
、
直
ち
に
信
用
す
る
に
は
不
安
が
殘
る
。
ま
た
、「
博
く
經
史
を
覽
て
、

尤
だ
曆
象
・
陰
陽
・
五
行
の
學
に
精
し
」
（『
舊
唐
書
』「
方
伎
傳
」）
と
言
っ
て
も
、
道
敎
の
內
丹
學
に
ま
で
知
識
が
及
ん
で
い

た
と
考
え
る
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
。

（
2
）
羅
公
遠
・
葉
法
善
の
二
人
の
道
士
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
著
作
を
殘
し
た
著
述
家
・
思
想
家
と
言
う
よ
り
、
玄
宗
期
に
不
思

議
な
道
術
を
行
な
う
著
名
な
道
士
と
し
て
當
時
か
ら
一
般
的
に
有
名
で
あ
っ
た
事
。
そ
の
上
、
羅
公
遠
は
ど
う
や
ら
內
丹
思

想
（「
玄
素
黃
赤
の
使
、
還
嬰
泝
流
の
事
」『
太
平
廣
記
』）
を
述
べ
た
道
士
ら
し
い
と
思
わ
れ
て
い
た
事
。

（
3
）
修
心
思
想
を
內
丹
理
論
の
前
段
階
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
が
始
ま
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
司
馬
承
禎
『
坐
忘
論
』
以

後
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
點
か
ら
す
る
と
、
同
時
代
人
の
羅
公
遠
・
葉
法
善
等
の
注
釋
に
こ
の
思
想
が
見
え
る
の
は
、
や
や

時
代
的
に
接
近
し
す
ぎ
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
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（
4
）
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
唐
代
前
半
の
內
丹
理
論
書
と
考
え
る
に
は
完
成
度
が
高
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
唐
末
・

五
代
崔
希
範
の
『
入
藥
鏡
篇（

35
）』

に
比
べ
て
も
、
理
論
的
に
完
成
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
感
を
拭
え
な
い
。

　
以
上
の
他
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、『
郡
齋
讀
書
志
』
に
見
え
て
い
た
「
天
眞
皇
人
九
仙
經
一
卷
。
…
…
大
中
に
嘗
て
禁
絕

さ
る
」
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
「
大
中
嘗
禁
絕
」
の
記
述
を
ど
う
考
え
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
大
中
年
閒
（
八
四
七
―
八
六
〇
）
に

『
九
仙
經
』
が
禁
絕
さ
れ
た
事
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
『
九
仙
經
』
禁
絕
事
件
に
關
し
て
は
、
他
の
資
料
で
直
接
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
內
容
や
時
代
背
景
等
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
は
穆
宗
・
敬
宗
・
武
宗
、
そ
し
て
宣
宗

の
諸
皇
帝
が
、
金
丹
を
服
藥
し
て
中
毒
死
し
た
事
件
に
關
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、『
郡
齋
讀
書
志
』
を
信
じ
る
限
り
、

大
中
年
閒
に
『
九
仙
經
』
が
禁
絕
さ
れ
た
と
言
う
事
は
、
そ
の
時
點
で
は
羅
公
遠
等
注
『
天
眞
皇
人
九
仙
經
』
が
確
實
に
存
在
し
た

事
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
狀
況
に
關
し
て
は
唐
代
『
酉
陽
雜
俎
』
の
記
述
が
必
ず
し
も
信
用
で
き
な
い
た
め
、
羅
公

遠
・
葉
法
善
・
一
行
注
『
九
仙
經
』
が
大
中
以
前
に
確
實
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
と
言
え
る
。
從
っ
て
、
こ

れ
か
ら
後
は
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
實
際
の
所
は
羅
公
遠
等
注
と
さ
れ
る
『
九
仙
經
』
は
、
大
中
年
閒
を
遡
る
こ
と
あ
ま
り
遠
く
な

い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
權
威
付
け
の
た
め
に
當
時
の
有
名
人
で
あ
っ
た
道
士
や
僧
侶
、
則
ち
羅
公
遠
・
葉
法
善
・
一
行
等

の
名
前
に
假
託
さ
れ
た（

36
）。

し
か
し
、
武
宗
を
始
め
と
す
る
諸
皇
帝
の
金
丹
中
毒
死
事
件
の
影
響
を
蒙
り
、「
金
丹
の
書
」
と
い
う
理
由

を
も
っ
て
大
中
年
閒
に
禁
絕
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
行
本
に
一
行
注
が
缺
落
し
て
い
る
事
も
、「
大
中
禁
絕
」
が

何
か
影
を
落
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
稿
に
お
い
て
見
て
き
た
『
九
仙
經
』
に
見
え
る
內
丹
理
論
は
、
玄
宗
期
の
著
作
と
考
え
る
に
は
あ
ま
り
に
も
理
論
的
に
整
い
す

ぎ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
少
な
く
と
も
唐
代
後
半
（
九
世
紀
前
半
こ
ろ
）
に
成
立
し
て
、
羅
公
遠
等
に
假

託
さ
れ
た
道
經
と
考
え
て
お
く
の
が
穩
當
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
次
第
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　　
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
唐
代
の
書
と
考
え
ら
れ
る
『
九
仙
經
』
の
羅
公
遠
等
の
注
釋
に
は
、
か
な
り
具
體
的
な
形
で
一
連
の

內
丹
生
成
理
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
事
は
、
背
後
に
體
系
的
な
內
丹
理
論
の
存
在
を
伺
わ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
內
丹
理
論
に
は
、
後
世
に
受
け
繼
が
れ
る
事
に
な
る
內
丹
理
論
の
基
本
的
要
素
の
幾
つ
か
を
見
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、『
九
仙
經
』
の
注
釋
者
が
『
道
樞
』
に
見
え
る
通
り
玄
宗
時
代
の
羅
公
遠
・
葉
法
善
・
一
行
の
三
人
で
あ
っ
た
か
、
と
言
う

事
に
關
し
て
は
疑
問
の
餘
地
が
殘
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
『
九
仙
經
』
の
注
釋
者
は
羅
公
遠
逹
に
假
託
さ
れ
た
も
の

で
、
實
際
の
成
立
は
恐
ら
く
唐
代
後
半
、
九
世
紀
前
半
こ
ろ
の
著
作
と
考
え
て
お
く
事
に
し
た
い
。
ま
た
、『
道
樞
』
に
引
用
さ
れ
て

い
る
、
僧
一
行
注
と
さ
れ
て
い
る
注
釋
に
關
し
て
は
、
今
回
は
檢
討
す
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
點
に
關
し
て
は
「
太
白
還
丹

篇
」
と
の
關
わ
り
を
含
め
て
、
ま
た
稿
を
改
め
て
檢
討
す
る
事
に
し
た
い
。

注

（
１
）
宮
澤
正
順
『
曾
慥
の
書
誌
的
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
２
）
『
九
仙
經
』
十
九
章
葉
注
「
竝
圖
於
後
、
學
者
切
須
審
詳
看
之
」、
同
二
十
五
章
羅
注
「
恐
後
不
曉
、
而
圖
於
後
」
と
あ
る
事
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、『
九
仙
經
』
に
は
元
々
は
圖
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
前
揭
宮
澤
正
順
『
曾
慥
の
書
誌
的
硏
究
』
參
照
。

（
４
）
『
道
藏
闕
經
目
錄
』
卷
上
に
『
洞
玄
靈
寶
九
仙
經
』『
洞
玄
靈
寶
太
上
九
仙
經
』
の
二
書
が
見
え
て
い
る
。
或
い
は
、
こ
れ
ら
の
書
で
あ
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
北
宋
の
人
、
蔡
襄
（
一
〇
一
二
―
一
〇
六
七
）
の
『
端
明
集
』
卷
三
十
四
「
雜
說
」
に
「
慶
歷
（
一
〇
四
一
―
一
〇
四
八
）
閒
、
予
在
館
閣
、
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嘗
見
九
仙
經
。
會
修
崇
文
總
目
、
凡
怪
誕
之
說
、
擯
而
不
取
、
故
家
無
傳
本
。
及
來
泉
山
、
抱
病
數
年
、
顓
讀
醫
方
藥
石
之
說
、
漸
入
修
生

之
要
、
以
精
氣
神
爲
妙
用
。
故
仙
經
丹
訣
亦
歷
覽
焉
。
然
取
其
可
以
資
身
者
、
若
神
仙
云
云
、
吾
不
與
也
已
」
と
い
う
『
九
仙
經
』
に
關
す

る
記
述
が
あ
る
。

（
６
）
『
道
樞
』「
九
仙
篇
」
の
記
述
を
考
え
る
と
、
晁
公
武
は
「
葉
法
善
」
の
叔
祖
「
葉
靜
能
」
と
「
葉
法
善
」
と
を
混
同
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）
一
行
に
つ
い
て
は
、
長
部
和
雄
『
一
行
禪
師
の
硏
究
』（
北
辰
堂
、
一
九
九
〇
年
再
刊
）
を
參
照
。

（
８
）
空
海
『
眞
言
付
法
傳
』「
沙
門
一
行
傳
」（『
大
日
本
佛
敎
全
書
』
第
一
〇
六
册
）。

（
９
）
玄
宗
に
禮
遇
さ
れ
て
い
た
事
は
、
一
行
が
「
天
師
」
と
稱
さ
れ
て
い
た
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。『
宋
高
僧
傳
』
卷
五
「
一
行
傳
」（
大
正

藏
五
〇
、
七
三
三
ｃ
）「
斯
須
叩
門
連
聲
云
、
天
師
一
行
和
尙
至
。
注
云
、
僧
號
天
師
、
始
見
於
此
、
言
天
子
師
也
」。

（
10
）
『
唐
葉
眞
人
傳
』（『
正
統
道
藏
』
五
五
七
册
）
所
收
。

（
11
）
餘
談
な
が
ら
、
大
業
十
二
年
に
生
ま
れ
開
元
八
年
に
死
去
し
た
と
す
る
と
、
單
純
計
算
す
れ
ば
百
五
歲
に
な
る
。
し
か
し
、
注
に
よ
る
と
閏

月
を
考
慮
し
て
日
數
を
計
算
す
る
と642x60

＝38,520

日
と
な
る
。
そ
れ
を
一
年360

日
で
割
る
と107

年
と
な
る
。

（
12
）
『
道
敎
靈
驗
記
』『
錄
異
記
』『
雲
笈
七
籤
』『
三
洞
羣
仙
錄
』『
太
平
廣
記
』
な
ど
に
羅
公
遠
の
資
料
は
存
在
す
る
が
、
そ
の
內
容
は
羅
公
遠

の
操
っ
た
道
術
を
述
べ
る
の
が
主
で
、
實
際
の
傳
記
に
關
す
る
記
述
は
殆
ど
見
え
な
い
。

（
13
）
『
元
氣
論
』（『
雲
笈
七
籤
』
卷
五
六
）
に
は
、「
羅
公
遠
三
岑
（
峯
）
歌
云
、
樹
衰
培
土
、
陽
衰
氣
補
、
含
育
元
氣
、
愼
莫
失
度
。
注
云
、
無

情
莫
若
木
、
木
至
衰
朽
、
卽
塵
土
培
之
、
尙
得
再
榮
。
又
見
以
嫩
枝
接
續
老
樹
、
亦
得
長
生
、
卻
爲
芳
嫩
。
用
意
推
理
、
陽
衰
氣
補
、
固
亦

宜
爾
。
衰
陽
以
元
氣
、
補
而
不
失
、
取
其
元
氣
津
液
、
返
于
身
中
、
卽
顏
復
童
矣
。
何
況
純
全
正
氣
未
散
、
元
和
純
一
、
遇
之
修
鍊
、
其
功

百
倍
、
切
忌
自
己
元
氣
流
奔
也
」
と
羅
公
遠
の
「
三
峯
歌
」
と
そ
の
注
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
こ
れ
は
「
聖
胎
」「
河
車
」
等
の
內
丹
理
論
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
15
）
こ
こ
に
書
い
て
い
る
『
九
仙
經
』
の
章
數
は
、
單
行
本
『
九
仙
經
』
の
一
節
每
に
數
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）
『
道
樞
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
行
の
注
釋
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
他
の
二
人
の
注
釋
と
は
少
し
異
質
の
注
釋
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

唐
代
內
丹
思
想
と
『
九
仙
經
』
一
行
注
に
つ
い
て
は
、「
太
白
還
丹
篇
」
と
の
關
わ
り
を
含
め
て
別
稿
で
檢
討
す
る
豫
定
な
の
で
、
本
稿
で

は
觸
れ
な
い
事
に
す
る
。
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（
17
）
葉
注
は
「
不
使
河
車
、
順
天
道
左
轉
、
自
玄
牝
隨
定
、
至
頂
後
也
」
と
ほ
ぼ
同
じ
事
を
言
っ
て
い
る
。

（
18
）
『
道
樞
』
卷
二
七
「
太
白
還
丹
篇
」「
頂
門
者
、
泥
丸
也
」
と
あ
る
。

（
19
）
葉
注
は
「
靑
龍
晝
先
行
、
白
虎
後
去
、
屬
陽
也
、
…
…
耕
種
脾
上
生
、
黃
芽
爲
命
根
」
と
龍
虎
が
晝
夜
で
順
番
が
逆
に
な
り
、
脾
臟
に
で
き

る
黃
芽
が
命
の
根
本
で
あ
る
事
を
言
う
。

（
20
）
十
七
章
に
は
葉
注
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、「
九
仙
篇
」
で
は
、
羅
公
遠
の
注
を
現
行
本
よ
り
詳
し
く
引
用
し
て
い
る
。「
永
元
眞
人

（
羅
公
遠
）
曰
、
吾
之
身
象
鼎
焉
。
以
左
足
壓
其
右
足
、
以
左
右
手
按
其
身
、
復
虛
如
鼎
三
足
焉
。
凝
結
其
心
血
以
蓋
之
、
於
是
想
之
而
成

嬰
兒
、
如
吾
之
形
、
其
初
若
雀
之
卵
、
首
目
手
足
皆
具
、
漸
漸
長
大
、
跪
坐
于
精
海
之
內
、
左
右
手
交
差
背
肩
、
仰
面
大
用
口
、
二
時
取
脾

之
上
所
生
黃
芽
、
以
爲
聖
胎
之
⻝
焉
」。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
考
え
る
と
、
現
行
本
に
引
か
れ
て
い
る
羅
・
葉
兩
注
は
完
全
な
注
で
は
な
く
、

節
略
或
い
は
缺
落
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）
單
行
本
は
「
後
如
鼎
虛
三
足
」
に
作
る
が
、『
道
樞
』「
九
仙
篇
」
に
「
復
虛
如
鼎
三
足
焉
」
と
作
る
の
に
よ
る
。

（
22
）
「
精
海
」
は
、『
道
樞
』「
太
白
還
丹
篇
」
に
「
臍
之
下
、
有
精
海
如
環
焉
」
と
言
う
。
下
丹
田
の
邊
り
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
23
）
十
八
章
本
文
に
も
「
土
上
有
黃
芽
、
方
爲
己
之
命
」
と
あ
る
。

（
24
）
葉
注
は
「
今
之
聖
胎
、
自
已
所
造
、
不
自
外
來
、
方
爲
聖
也
。
…
…
然
後
⻝
黃
芽
大
藥
、
黃
芽
大
藥
眞
龍
虎
丹
砂
、
以
爲
命
之
本
也
」
と
「
聖

胎
」
が
自
ら
の
內
に
生
ま
れ
、「
黃
芽
」
を
⻝
べ
て
成
長
す
る
た
め
、「
黃
芽
」
が
「
命
之
本
」
で
あ
る
事
を
言
う
。
ま
た
、
こ
の
注
釋
は
十

七
章
の
羅
注
と
重
複
す
る
說
明
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
章
に
は
羅
公
遠
注
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
25
）
葉
注
も
殆
ど
基
本
的
に
羅
注
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
葉
注
は
「
右
日
中
白
氣
、
化
爲
赤
火
如
圓
光
、
外
火
焰
也
」
と
炎
が
半
月
の
下
に
燃

え
る
の
で
は
な
く
、
半
月
の
周
り
を
全
體
に
覆
っ
て
輝
い
て
い
る
と
解
釋
し
て
い
る
。

（
26
）
葉
注
は
「
地
仙
者
、
勝
神
仙
也
。
出
入
一
如
神
仙
法
」
と
言
い
、「
地
仙
」
の
「
日
中
無
影
」
や
「
隱
形
」
等
に
つ
い
て
說
明
す
る
。

（
27
）
『
道
樞
』「
九
仙
篇
」
で
は
「
永
元
眞
人
曰
、
此
聖
身
旣
就
也
。
則
夜
自
精
海
、
乘
紫
雲
而
起
、
至
于
金
堂
玉
闕
…
…
」
と
述
べ
、
始
め
の

「
夜
」
字
が
な
い
。

（
28
）
「
定
息
」
と
は
時
代
は
下
る
が
、
恐
ら
く
以
下
の
よ
う
な
事
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。『
靈
法
畢
法
』「
朝
元
」
第
八
「
凡
定
息
之

法
、
不
在
强
留
而
緊
閉
、
使
綿
綿
若
存
、
用
之
不
勤
、
從
無
入
有
、
使
之
自
往
」。
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（
29
）
「
獵
步
」
に
つ
い
て
は
、『
道
樞
』「
太
白
還
丹
篇
」
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
聖
胎
旣
就
、
於
是
有
躐
步
之
法
、
想
其
嬰
兒
旣
出
、
以
日
計

月
、
其
行
步
日
倍
之
、
自
十
步
二
十
步
、
以
至
百
步
、
三
之
日
可
行
千
里
焉
。
嬰
兒
百
日
、
狀
如
八
歲
之
童
、
一
年
則
與
其
體
同
矣
」「
聖

胎
」
が
完
成
す
る
と
、「
嬰
兒
」（「
聖
胎
」）
が
日
々
急
速
に
成
長
し
、
日
ご
と
に
遠
方
ま
で
出
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
術
の
事
を
言
う
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

（
30
）
二
十
一
章
「
鍊
腎
臟
之
氣
、
出
入
於
耳
中
、
如
斯
一
百
日
、
方
住
江
海
內
」
は
、
二
十
三
章
で
「
五
臟
の
氣
」
を
全
て
鍊
る
事
を
言
う
の
と

重
複
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
羅
注
・
葉
注
と
も
「
水
仙
」
に
つ
い
て
注
釋
を
加
え
て
い
る
。
恐
ら
く
、
特
別
に
「
腎
臟
の
氣
」
だ
け
を
鍊
成

す
る
と
「
水
仙
」
に
な
れ
る
と
い
う
事
を
注
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
二
十
二
章
「
鍊
精
華
爲
劒
、
巡
遊
四
天
下
、
能
報
恩
與
冤
、

是
名
爲
烈
士
」
で
は
、
羅
公
遠
は
「
列
仙
俠
、
有
九
等
不
同
」
と
「
仙
俠
」
の
種
類
に
つ
い
て
述
べ
、
葉
法
善
は
「
鍊
劒
者
、
先
收
精
華
、

後
起
心
火
、
肺
爲
風
鞴
、
…
…
」
と
「
鍊
劒
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
て
、
內
丹
生
成
と
は
直
接
關
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
31
）
葉
注
は
「
凡
修
此
五
臟
氣
成
、
假
使
未
朝
上
帝
、
乘
之
遊
四
天
下
、
自
在
無
障
碍
也
」
と
五
臟
の
氣
を
鍊
成
す
れ
ば
、
天
地
の
閒
を
逍
遙
自

在
と
な
る
事
を
言
い
、
羅
注
と
基
本
的
に
同
じ
方
向
の
注
釋
を
つ
け
て
い
る
。

（
32
）
葉
注
も
「
用
三
昧
定
息
、
鬼
神
自
伏
也
。
或
用
三
昧
定
化
、
火
曰
焰
慧
地
也
。
或
移
舍
而
避
之
、
故
曰
順
成
、
斷
無
逆
化
也
。
凡
學
之
者
、

切
在
堅
心
也
」
と
「
三
昧
定
息
」「
三
昧
定
化
」「
移
舍
」
な
ど
を
用
い
る
と
說
明
を
加
え
て
い
る
も
の
の
、
具
體
的
な
功
法
に
つ
い
て
の
說

明
は
な
い
。

（
33
）
『
道
樞
』「
太
白
還
丹
篇
」「
投
胎
者
何
也
、
其
要
在
乎
識
外
境
而
已
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
の
場
合
は
十
九
章
に
「
河
車
」
を
行
な
っ

て
「
聖
胎
」
を
「
泥
丸
宮
」
に
ま
で
移
動
さ
せ
た
後
、「
其
聖
胎
、
纔
被
日
光
照
著
、
驚
投
水
中
」
と
「
聖
胎
」
が
「
精
海
」
に
戾
る
事
を
言

う
よ
う
で
あ
る
。

（
34
）
「
勒
陽
關
」
に
つ
い
て
は
、『
靈
寶
畢
法
』「
燒
煉
丹
藥
」
第
四
に
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
識
內
守
、
鼻
息
綿
綿
、
以
肚
腹
微
脅
臍
腎
、
覺
熱

太
甚
、
微
放
輕
勒
、
腹
臍
未
熱
緊
勒
、
漸
熱
卽
守
常
、
任
意
放
志
、
以
滿
乾
坤
、
曰
勒
陽
關
。
而
鍊
丹
藥
、
不
使
氣
上
行
、
以
同
眞
水
、
經
脾

宮
、
隨
呼
吸
搬
運
於
命
府
黃
庭
之
中
」。
こ
れ
に
よ
る
と
、
意
識
を
集
中
し
て
「
氣
」
を
下
腹
部
に
集
め
、
下
腹
部
が
熱
く
な
れ
ば
「
氣
」
の

通
り
道
（「
陽
關
」）
を
「
微
か
に
ゆ
る放
め
て
輕
く
お
さ勒
」
え
て
通
る
よ
う
に
し
、
熱
く
な
ら
な
け
れ
ば
關
門
を
「
し
め
お
さ

緊
勒
」
え
て
塞
ぎ
、「
氣
」
を
凝

縮
さ
せ
て
發
熱
さ
せ
る
道
術
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
氣
」
は
所
謂
る
「
眞
火
」
に
當
た
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
熱
く
な
っ
た
「
氣
」
を
「
眞
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　　『眞龍虎九仙經』の內丹思想

水
」
と
一
緖
に
「
黃
庭
宮
」
に
移
動
さ
せ
て
、「
內
丹
」
を
造
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

（
35
）
『
道
樞
』
卷
三
十
七
「
入
藥
鏡
」
上
篇
參
照
。

（
36
）
凡
そ
貞
元
年
閒
（
七
八
五
―
八
〇
四
）
の
あ
た
り
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
太
白
還
丹
篇
」
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
唐
代
に
お

け
る
內
丹
理
論
の
整
備
は
九
世
紀
前
半
頃
と
考
え
た
ら
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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道
敎
に
お
け
る
「
本
然
の
性
」
と
「
氣
質
の
性
」

二
つ
の
「
性
」
と
「
神
」
を
め
ぐ
っ
て

　

橫
　
手
　
　
裕
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
宋
代
以
降
に
道
敎
の
代
表
的
な
思
想
・
修
練
法
と
な
る
內
丹
說
は
「
性
命
雙
修
」
を
標
榜
す
る
が
、「
識
心
見
性
」、「
金
丹
＝
眞

性
」
を
說
く
初
期
全
眞
敎
を
は
じ
め
、
多
く
の
場
合
「
性
」
の
修
練
が
根
本
に
置
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、「
性
＝
神
」
（
一
般

に
「
命
＝
氣
」
と
一
對
と
さ
れ
る
）
と
い
う
關
係
が
一
種
の
公
式
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
元
・
王
玠
（
道
淵
、
混
然
子
、
十
四
世
紀

中
頃
）
『
崔
公
入
藥
鏡
注
解
』
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
正
文
）
是
の
性
命
、
神
氣
に
非
ず
。

（
注
）

•　性
•　は
•　卽
•　ち
•　神
•　な
•　り
、

•　命
•　は
•　卽
•　ち
•　氣
•　な
•　り
。
性
命
の
混
合
す
る
は
乃
ち
先
天
の
體
な
り
、
神
氣
の
運
化
す
る
は
乃
ち
後
天

の
用
な
り
。
故
に
、「
是
の
性
命
、
神
氣
に
非
ず
」
と
曰
う
な
り
。
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性
命
が
混
合
し
た
の
が
先
天
の
體
、
そ
れ
が
神
氣
と
し
て
運
化
す
る
と
後
天
の
用
だ
と
し
、
先
天
／
後
天
の
觀
點
か
ら
す
る
と
違
う
が

實
は
同
じ
な
の
だ
と
正
文
を
翻
し
て
說
明
す
る
が
、
唐
末
か
ら
宋
初
頃
の
文
獻
と
思
わ
れ
る
『
崔
公
入
藥
鏡
』
の
當
時
、
旣
に
「
性
＝

神
／
命
＝
氣
」
と
い
う
說
が
存
在
し
、
も
と
も
と
正
文
は
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
南
宋
・
白
玉
蟾
（
一
一
九
四
―
一
二
二
九
？
）
の
『
傳
道
集
』「
性
命
之
圖
」
（
ま
た
は
『
修
眞
十
書
雜
著
指
玄
篇
』
卷
一
「
性
命

圖
」）
に
は
、

•　神
•　は
•　是
•　れ
•　性

©
　
性
は
離
に
屬
す
　
／
　

•　氣
•　は
•　是
•　れ
•　命

©

　
命
は
坎
に
屬
す

と
端
的
に
述
べ
ら
れ
、
同
じ
く
『
海
瓊
白
眞
人
語
錄
』
卷
三
「
東
樓
小
參
文
」
に
は
、

心
は
氣
の
主
、
氣
は
形
の
根
。
形
は
是
れ
氣
の
宅
、
神
は
形
の
具
。
神
は
卽
ち
性
な
り
、
氣
は
卽
ち
命
な
り
。

と
あ
る
。
あ
る
い
は
、
元
・
李
道
純
（
淸
庵
、
瑩
蟾
子
、
十
三
世
紀
末
）
『
中
和
集
』
卷
四
「
性
命
論
」
に
は
、

夫
れ
性
は
、
先
天
至
神
一
靈
の
謂
な
り
。
命
は
、
先
天
至
精
一
氣
の
謂
な
り
。

と
の
言
い
方
で
述
べ
ら
れ
た
り
も
す
る
。

　
さ
て
、
宋
代
以
降
の
道
敎
で
は
、
三
敎
歸
一
說
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
儒
敎
の
方
で
は
宋
代
に
新
し
い
思
想

が
形
成
さ
れ
、
そ
の
流
れ
の
中
で
、「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
の
二
種
の
性
を
立
て
る
性
說
が
現
れ
た
。
そ
し
て
元
朝
後
期
以
降
、

朱
子
學
の
國
家
敎
學
化
に
と
も
な
い
、
こ
れ
は
い
わ
ば
性
說
の
公
式
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
狀
況
に
あ
っ
て
、
道

敎
に
お
い
て
こ
の
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
の
二
種
の
性
の
性
說
は
、
ど
う
扱
か
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ど
の
よ
う

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
論
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
た
だ
し
、
宋
元
代
以
降
の
全
て
の
道
敎
文
獻
を
網
羅
的
に
檢
討
す
る
の
は
當
面
不
可
能
な
の
で
、
今
回
は
ひ
と
ま
ず
、
元
朝
以
降
で

特
に
三
敎
歸
一
の
傾
向
の
强
い
道
士
（
あ
る
い
は
內
丹
家
）
と
し
て
比
較
的
有
名
で
、
し
か
も
影
響
の
小
さ
く
な
い
テ
キ
ス
ト
（
あ
る

い
は
人
物
）
を
中
心
的
な
考
察
の
對
象
と
し
、
全
體
的
な
見
通
し
お
よ
び
重
要
な
具
體
例
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
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　　道敎における「本然の性」と「氣質の性」

　
　
　
一
　
「
本
然
（
天
命
、
天
地
）
の
性
」
と
「
氣
質
の
性
」

　　
中
國
思
想
史
の
基
礎
知
識
と
し
て
周
知
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
は
二
種
の
性
を
立
て
る
說
の
來
歷
、
內
容
に
つ
い
て
、

一
通
り
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
は
じ
め
に
「
氣
質
の
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
本
來
的
な
性
で
あ
る
「
天
地
の
性
」
と
對

立
さ
せ
た
の
は
、
張
載
（
一
〇
二
二
―
七
七
）
で
あ
る
。『
正
蒙
』
誠
明
篇
に
い
う
。

形
あ
り
て
而
る
後
に
氣
質
の
性
有
り
。
善
く
之
に
反
ら
ば
、
則
ち
天
地
の
性
存
す
。
故
に
氣
質
の
性
は
、
君
子
性
と
せ
ざ
る
者

有
り
。

（
氣
が
形
を
も
っ
て
物
質
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
「
氣
質
の
性
」
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
狀
態
か
ら
う
ま
く
元
に
戾

れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
天
地
の
性
」
が
あ
る
。
ゆ
え
に
「
氣
質
の
性
」
は
、
君
子
の
な
か
に
は
そ
れ
を
性
と
し
な
い
者
が
あ
る（

１
））

張
載
は
い
わ
ゆ
る
氣
一
元
論
者
で
あ
る
。
彼
は
物
質
化
以
前
の
氣
の
原
初
狀
態
に
お
け
る
氣
の
性
は
純
粹
無
垢
で
、
完
全
な
る
善
で

あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
天
地
の
性
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
氣
は
凝
固
な
ど
に
よ
る
物
質
化
に
と
も
な
い
劣
化
し
て

ゆ
き
、
そ
こ
に
惡
が
萌
芽
す
る
。
そ
の
物
質
化
し
て
形
を
も
っ
た
氣
の
性
が
（
惡
を
內
包
し
て
く
る
）「
氣
質
の
性
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
よ
う
で
あ
る
。

　
張
載
に
す
ぐ
續
い
て
現
れ
る
程
頤
（
一
〇
三
三
―
一
一
〇
七
）
も
「
氣
質
の
性
」
と
い
う
こ
と
を
說
き
は
じ
め
た
一
人
で
あ
る
が
、
彼

は
氣
一
元
論
で
は
な
く
、「
理
」
も
考
慮
す
る
理
氣
論
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
に
說
か
れ
る
。

（
質
問
）「
性
相
い
近
き
な
り
、
習
い
相
い
遠
き
な
り
」
（『
論
語
』
陽
貨
）
に
つ
い
て
。
性
は
一
つ
な
の
に
、
ど
う
し
て
「
相
い

近
き
」
と
言
う
の
で
す
か
。
答
え
。
こ
れ
は
つ
ま
り
「
氣
質
の
性
」
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
般
の
會
話
で
性

がせ
わ
し
い
急
と
か
性
がお
つ
と
り
緩
と
か
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
本
性
に
ど
う
し
て
緩
だ
の
急
だ
の
が
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
性

と
は
、「
生
之
れ
を
性
と
謂
う
」
（『
孟
子
』
吿
子
）
だ
。
…
…
お
よ
そ
性
が
語
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
必
ず
そ
の
意
圖
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が
ど
う
い
う
こ
と
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
人
の
性
は
善
で
あ
る
」
と
言
う
場
合
は
、
性
の
本
に
つ
い
て
の

こ
と
で
あ
る
。「
生
之
れ
を
性
と
謂
う
」
は
、
そ
の
稟
受
し
た
も
の
（
＝
氣
）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
孔
子
は
「
性

相
い
近
き
」
と
言
う
が
、
も
し
性
の
本
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
「
相
い
近
き
」
な
ど
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
は

稟
受
し
た
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
吿
子
の
言
う
こ
と
も
た
し
か
に
正
し
い
が
、
孟
子
に
（
性
の
本
へ

の
方
向
に
む
け
て
）
問
い
た
だ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
彼
の
說
も
正
し
く
な
く
な
る
の
で
あ
る（

２
）。

（『
河
南
程
氏
遺
書
』
卷
一
八
）

彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
性
の
本
が
、
い
わ
ゆ
る
「
理
一
分
殊
」
で
各
自
が
も
つ
純
粹
な
善
な
る
「
理
」
で
あ
り
、
稟
受
し
た
氣
に
沿
っ

て
論
じ
ら
れ
た
も
の
が
、「
氣
質
の
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
程
頤
の
說
を
受
け
繼
ぎ
、
曖
昧
さ
を
拂
拭
し
て
二
つ
の
性
を
明
確
に
設
定
し
た
の
が
朱
熹
（
一
一
三
〇
―
一
二
〇
〇
）
で
あ
る
。

『
朱
子
語
類
』
卷
四
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

蜚
卿
が
「
氣
質
の
性
」
に
つ
い
て
問
う
た
。
答
え
。「
天
命
の
性
」
も
、
氣
質
で
な
け
れ
ば
宿
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
人
の

氣
稟
に
は
淸
濁
偏
正
の
違
い
が
あ
る
。
ゆ
え
に
「
天
命
の
性
」
の
正
し
い
あ
り
方
も
、
や
は
り
（
そ
れ
に
連
動
し
て
）
淺
深
厚
薄

の
違
い
が
生
じ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
れ
も
や
は
り
「
性
」
と
謂
わ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
だ
（
つ
ま
り
そ
れ
が
「
氣

質
の
性
」
と
い
う
も
の
な
の
だ（

３
））。

さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
の
性
說
の
歷
史
も
含
め
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

道
夫
が
問
う
た
。「
氣
質
」
の
說
は
、
誰
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
か
。
答
え
。
こ
れ
は
張
程
よ
り
起
こ
っ
た
の
だ
。
私
は
こ
れ
は

極
め
て
我
が
聖
門
に
貢
獻
し
、
後
學
の
助
け
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
理
論
を
讀
む
と
張
程
に
深
く
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。

彼
ら
以
前
に
こ
こ
ま
で
說
き
及
ん
だ
人
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
、
韓
退
之
は
『
原
性
』
の
中
で
（
性
の
）
三
品
を
說

い
て
お
り
、
そ
の
說
も
ま
た
正
し
い
の
だ
が
、
た
だ
そ
れ
が
「
氣
質
の
性
」
で
あ
る
と
は
は
っ
き
り
言
わ
な
か
っ
た
の
だ
。（
本

來
の
）
性
が
ど
う
し
て
三
品
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
孟
子
は
性
は
善
だ
と
說
い
た
が
、
た
だ
本
源
の
と
こ
ろ
を
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說
き
得
た
の
み
で
あ
り
、
そ
の
先
の
（
現
實
面
と
し
て
の
）「
氣
質
の
性
」
に
つ
い
て
說
き
得
な
か
っ
た
の
で
、
や
は
り
あ
れ
こ

れ
の
こ
ま
か
い
說
明
を
費
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。
諸
子
は
「
性
は
惡
」
と
か
「
性
は
善
惡
が
混
じ
た
も
の
」
と
說
い
た
が
、
も

し
張
程
の
說
が
早
く
現
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
數
多
く
の
說
は
自
ず
と
論
爭
の
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
。
ゆ
え
に
張

程
の
說
が
現
れ
た
な
ら
ば
、
諸
子
の
說
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る（

４
）。

（
同
卷
四
）

「
性
善
」
（
孟
子
）
、「
性
惡
」
（
荀
子
）
、「
性
は
善
惡
が
混
じ
た
も
の
」
（
揚
雄
）
、「
性
三
品
」
（
韓
愈
）
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
代
表

的
な
性
說
、
お
よ
び
張
（
載
）
程
（
頤
）
に
よ
る
「
氣
質
（
の
性
）」
の
觀
點
の
導
入
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
評
價
を
述
べ
て
い
る
。

張
載
の
「
天
地
の
性
／
氣
質
の
性
」
說
は
、
本
來
の
意
味
が
無
視
さ
れ
理
氣
二
元
論
の
枠
に
組
み
込
ま
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
と
も
あ
れ
こ
の
朱
熹
に
よ
っ
て
、
理
氣
論
に
基
づ
く
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
說
が
整
え
ら
れ
て
完
成
し
、
儒
敎
に
お
け

る
性
說
の
定
論
と
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　　
　
　
二
　
道
敎
文
獻
に
お
け
る
現
れ
方

　　
道
敎
文
獻
に
お
け
る
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
說
の
出
現
は
、
管
見
の
及
ぶ
範
圍
で
は
、
宋
代
に
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
元
代
で
も
稀
な
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
い
な
が
ら
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

性
な
る
者
は
、
先
天
一
點
の
至
靈
、
人
身
中
の
元
神
、
是
れ
な
り
。
…
…
是
の
故
に
、
人
の
生
ま
る
る
や
、
性
に
不
善
有
る
無

き
も
、
氣
質
に
於
い
て
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
稟
受
も
自
ず
か
ら
異
な
れ
り
。
故
に
「
本
然
の
性
」
有
り
、「
氣
質
の
性
」
有
り
。

「
本
然
の
性
」
は
、
知
覺
運
動
、
是
れ
な
り
。「
氣
質
の
性
」
は
、
貪
嗔
癡
愛
、
是
れ
な
り（

５
）。

（
王
玠
『
還
眞
集
』
卷
中
「
性
說
」）

「
性
＝
神
」
と
い
う
道
敎
側
の
公
式
が
基
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
對
し
朱
子
學
に
お
け
る
本
來
の
意
味
は
全
く
踏
み
外
し
て
い

る
。
こ
の
「
知
覺
運
動
」
を
「（
本
然
の
）
性
」
と
す
る
と
い
う
の
は
、
朱
子
か
ら
佛
敎
が
「
性
」
に
對
し
て
犯
し
て
い
る
誤
解
と
し
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て
批
判
さ
れ
る
說
で
あ
る（

６
）。

三
敎
融
合
の
意
圖
の
强
い
王
玠
に
し
て
は
上
手
く
な
い
扱
い
方
で
あ
る
が
、
他
に
彼
の
著
作
の
中
で
目

立
っ
て
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
を
論
じ
る
部
分
も
な
い
よ
う
で
あ
り
、
本
氣
で
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
靑
華
祕
文
』
（『
玉
淸
金
笥
靑
華
祕
文
金
寶
內
鍊
丹
訣
』
）
は
明
代
の
初
期
に
現
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
獻
で
あ
る
が（

７
）、

そ
の
卷
上
「
神

爲
主
論
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

夫
れ
神
は
、
元
神
有
り
、
慾
神
有
り
。
元
神
は
、
乃
ち
先
天
以
來
の
一
點
の
靈
光
な
り
。
慾
神
は
、「
氣
稟
の
性
」
な
り
。
元
神

は
乃
ち
「
先
天
の
性
」
な
り
。「
形
あ
り
て
而
る
後
に
氣
質
の
性
有
り
。
善
く
之
に
反
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
性
存
す
」
な
り（

８
）。

神
に
「
元
神
」
と
「
慾
神
」
の
二
種
類
が
あ
る
と
し
、「
元
神
」
は
「
先
天
の
性
」
＝
「
天
地
の
性
」、「
慾
神
」
は
「
氣
稟
の
性
」
＝

「
氣
質
の
性
」
に
當
た
る
と
し
て
い
る
。
前
揭
の
張
載
『
正
蒙
』
の
語
そ
の
も
の
を
引
き
合
い
に
出
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
儒
敎
の
二
種
の
性
說
を
最
も
端
的
に
表
す
言
葉
と
し
て
、
道
敎
で
性
を
論
ず
る
文
獻
で
は
以
後
も
再
三
目
に
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
明
代
後
半
の
陸
西
星
（
潛
虛
子
、
一
五
二
〇
―
一
六
〇
一
？
）
は
、「
性
」
や
「
神
」
に
對
す
る
議
論
が
比
較
的
詳
し
い
。
ま
ず
、『
玄

膚
論
』「
性
命
論
」
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

い
わ
ゆ
る
性
は
、
卽
ち
無
極
な
り
。
…
…
夫
れ
情
識
開
け
て
自
り
、
本
體
鑿
た
れ
り
。
張
子
曰
く
、「
形
あ
り
て
而
る
後
に
氣
質

の
性
有
り
。
善
く
之
に
反
れ
ば
、
則
ち
天
地
の
性
存
す
」
と
。
所
謂
る
情
識
は
、
卽
ち
「
氣
質
の
性
」
な
り
。
所
謂
る
本
體
は
、

卽
ち
「
天
地
の
性
」
な
り
。
…
…
故
に
脩
道
の
要
は
、
煉
性
に
先
ん
ず
る
は
莫
し
。
性
定
ま
り
て
、
氣
質
は
以
て
之
を
累
わ
す

に
足
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
本
體
あ
ら
わ見
る（

９
）。

彼
に
お
い
て
は
、
本
體
が
「
天
地
の
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
對
し
情
識
が
「
氣
質
の
性
」
と
さ
れ
て
い
る
。
次
の
記
述
で
は
、
性
は

上
記
の
本
體
の
「
天
地
の
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
元
神
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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元
神
は
性
爲
り
、
…
…
所
謂
る
元
神
は
、
思
慮
の
神
の
謂
に
非
る
な
り
。
父
母
未
生
以
前
の
靈
眞
な
り（

10
）。

（
同
「
元
精
元
炁
元

神
論
」）

ま
た
次
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
元
性
」
と
も
喚
び
う
る
よ
う
で
あ
る（

11
）。

元
性
元
神
、
以
て
異
な
る
有
り
や
。
曰
く
、
元
性
は
卽
ち
元
神
、
以
て
異
な
る
無
き
な
り
。
其
の
靈
通
し
て
測
る
莫
く
、
妙
應
し

て
方
無
き
を
以
て
、
故
に
之
を
名
づ
け
て
神
と
曰
う
。
之
を
元
と
謂
う
は
、
後
天
の
思
慮
よ
り
別
つ
所
以
な
り（

12
）。（

同
「
神
室
論
」）

　
明
末
の
成
立
と
思
わ
れ
る
『
性
命
圭
旨
』
（『
性
命
雙
修
萬
神
圭
旨
』
）
は
、
あ
る
儒
者
（
一
般
に
「
尹
眞
人
の
高
弟
」
と
呼
ば
れ
る
）
の

手
に
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
圖
版
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
、
內
丹
の
方
面
で
極
め
て
有
名
な
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
典
型
的

な
三
敎
歸
一
の
立
場
を
と
り
、
佛
敎
の
說
も
大
い
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
性
に
關
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

釋
氏
謂
う
な
ら
く
、
人
の
生
を
受
く
る
は
、
必
ず
父
精
母
血
と
前
生
の
識
神
、
三
相
合
し
て
從
り
而
る
後
に
胎
を
成
す
、
と
。
…
…

蓋
し
、
造
化
の
閒
に
、
箇
の
萬
古
移
ら
ざ
る
の
眞
宰
有
り
、
又
た
箇
の
時
と
推
移
す
る
の
氣
運
有
り
。
眞
宰
と
氣
運
合
す
、
是

を
「
天
命
の
性
」
と
謂
う
。「
天
命
の
性
」
は
、
元
神
な
り
。「
氣
質
の
性
」
は
、
識
神
な
り
。
故
に
儒
家
に
氣
質
を
變
化
せ
し
む

る
の
言
有
り
、
禪
宗
に
識
を
返
し
て
智
と
爲
す
の
法
有
り（

13
）。

（
元
集
「
八
識
歸
元
說
」）

極
め
て
端
的
に
、「
天
命
の
性
」
は
「
元
神
」
、「
氣
質
の
性
」
は
「
識
神
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
元
神
」
と
「
識
神
」
に
つ

い
て
は
、
ま
た
次
の
よ
う
な
說
明
が
み
ら
れ
る
。

今
人
は
、
妄
り
に
方
寸
中
に
、
箇
の
昭
昭
靈
靈
の
物
有
り
て
、
渾
然
と
し
て
物
と
體
を
同
じ
く
す
る
を
認
め
て
、
便
ち
元
神
是

に
在
り
と
お

も
以
爲
う
。
殊
に
知
ら
ず
、
此
は
卽
ち
死
死
生
生
の
識
神
な
り
て
、
劫
劫
輪
廻
の
種
子
な
る
の
み
。
故
に
景
岑
云
わ
く
、

「
學
道
の
人
の
眞
を
悟
ら
ざ
る
は
、
只
だ
從
前
よ
り
識
神
を
認
む
る
が
爲
な
り
。
無
量
劫
來
の
生
死
の
本
、
癡
人
は
喚
び
て
本
來

人
と
作
す
」
と（

14
）。

（
亨
集
「
第
一
節
口
訣
・
涵
養
本
原
救
護
命
寶
」）

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
景
岑
と
は
唐
代
の
禪
僧
、
長
沙
景
岑
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
つ
ま
り
佛
敎
に
由
來
す
る
「
識
神
」
說
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を
取
り
込
み
、
道
敎
の
「
元
神
」、
儒
敎
の
「
本
然
／
氣
質
の
性
」
と
合
わ
せ
、
儒
佛
道
三
つ
ど
も
え
の
性
說
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

　　
　
　
三
　
元
神
と
識
神

　　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
た
例
に
據
る
限
り
、「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
の
受
け
入
れ
ら
れ
方
と
し
て
は
、

　
　
本
然
の
性
　
↓
　
元
神

　
　
氣
質
の
性
　
↓
　
慾
神
、
情
識
、
識
神
、
そ
の
他

と
い
う
の
が
お
そ
ら
く
基
本
型
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
本
然
の
性
」
は
い
ず
れ
の
場
合
も
「
元
神
」
に
當
た
る

と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
方
で
「
氣
質
の
性
」
の
解
說
は
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
、「
元
神
」
と
「
識
神
」
を
對
に
す
る
形
は
元
末
〜
明
初
頃
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
明

末
の
『
性
命
圭
旨
』
の
頃
か
ら
か
、
遲
く
と
も
淸
初
以
降
は
「
神
兩
元
論
」
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
「
元
神
」
と
「
識
神
」
の
說
の
槪
要
に
つ
い
て
億

單
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
○
元
神

　
「
元
神
」
と
い
う
言
葉
自
體
は
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
が
古
く
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
元
來
は
や
は
り
宋
以
降
の

使
わ
れ
方
と
は
違
っ
た
意
味
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
太
淸
中
黃
眞
經
』
（『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
三
）
六
府
萬
神
章
第
十
七
に
は
次
の

よ
う
に
み
え
る
。

六
府
の
萬
神
は
恆
に
常
有
り
（
注
：
五
藏
六
府
、
百
關
九
節
に
は
、
神
百
萬
有
り
。
若
し
日
々
常
に
淸
淨
に
し
て
之
を
修
む
れ

270



　　道敎における「本然の性」と「氣質の性」

ば
、
卽
ち
當
に
自
ず
か
ら
見
ゆ
る
べ
し
）、
元
和
淨
治
す
れ
ば
穀
實
は
盡
く
。
大
腸
の
府
は
肺
堂
を
主
り
、
中
に

•　元
•　神
有
り
て
內

に
隱
藏
す
（
注
：
藏
府
旣
に
淨
け
れ
ば
、
萬
神
自
ず
か
ら
藏
る
。
故
に
太
明
經
曰
く
、
大
腸
は
肺
を
主
る
な
り
。
…
…
內
に
神

の
各
お
の
本
色
の
衣
冠
を
具
え
る
も
の
十
二
人
有
り
。
…
…（

15
））。

こ
こ
は
省
略
し
た
が
、
注
に
よ
れ
ば
「
元
和
」
は
「
元
氣
」、「
穀
實
」
は
「
穀
氣
」
だ
と
い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
こ
に
引
い
た
注
に

よ
れ
ば
、「
元
神
」
と
は
衣
冠
を
具
え
た
五
臟
六
腑
の
カ
ミ神

（
こ
こ
の
場
合
、
直
接
に
は
大
腸
の
神
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
體

內
神
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
次
の
『
元
氣
論
』
（『
雲
笈
七
籤
』
卷
五
六
）
に
見
え
る
文
章
に
な
る
と
、
少
し
意
味
が
違
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

上
淸
洞
眞
品
云
く
、
人
の
生
ま
る
る
や
、
天
地
の
元
氣
を
稟
け
、
神
と
爲
り
形
と
爲
り
、
元
一
の
氣
を
受
け
、
液
と
爲
り
精
と
爲

る
。
…
…
故
に
帝
一
回
風
の
道
は
、
百
脈
を
泝
流
し
、
上
は
泥
丸
を
補
い
、
下
は
元
氣
を
壯
に
す
。
腦
實
す
れ
ば
則
ち
神
は
全

く
、
神
全
け
れ
ば
則
ち
氣
は
全
く
、
氣
全
け
れ
ば
形
は
全
く
、
形
全
け
れ
ば
則
ち
百
關
內
に
調
い
、
八
邪
外
に
消
ゆ
。
元
氣
實

す
れ
ば
則
ち
髓
凝
り
て
骨
と
爲
り
、
腸
化
し
て
筋
と
爲
る
。
其
の
純
粹
の
眞
精
に
由
り
て
、

•　元
•　神
元
氣
は
身
形
を
離
れ
ず
、
故

に
能
く
長
生
す
る
な
り（

16
）。

こ
こ
の
「
神
」
は
、
泥
丸
・
腦
に
そ
の
は
た
ら
き
が
歸
せ
ら
れ
る
よ
う
な
「
神
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
元
神
元
氣
」
の
よ
う
に
「
元

氣
」
と
竝
列
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。「
形
」
と
對
に
す
る
感
覺
も
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
元
神
」
は
腦
を
そ
の
場
と
す
る

奧
深
い
精
神
も
し
く
は
知
覺
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
、
後
世
の
內
丹
說
の
「
元
神
」
に
か
な
り
近
い
意
味
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る（

17
）。

　
そ
の
後
、
宋
代
以
降
の
內
丹
說
で
は
、
神
・
氣
・
精
の
三
つ
を
人
閒
を
形
成
す
る
基
本
的
な
要
素
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
根
本

と
な
る
元
神
・
元
氣
・
元
精
の
存
在
を
說
き
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
北
宋
・
張
伯
端
の
撰
と
さ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
は

南
宋
半
ば
頃
の
成
立
の
『
金
丹
四
百
字
』
の
自
序
の
部
分
に
、
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煉
精
は
、
元
精
を
煉
る
。
淫
佚
の
精
に
非
ざ
る
な
り
。
煉
氣
は
、
元
氣
を
煉
る
。
口
鼻
呼
吸
の
氣
に
非
ざ
る
な
り
。
煉
神
は
、

•　元

•　神
を
煉
る
。
心
意
念
慮
の
神
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
此
の
神
氣
精
は
、
天
地
と
其
の
根
を
同
じ
く
し
、
萬
物
と
其
の
體
を
同
じ

く
す
る
な
り（

18
）。

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
說
が
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　
　
○
識
神

　
「
識
神
」
の
語
は
、
道
敎
で
は
元
來
は
純
粹
で
善
な
る
衆
生
の
精
神
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
唐
代
初
期
の
成
立
と
考
え
ら

れ
る
『
太
上
一
乘
海
空
智
藏
經
』
卷
一
「
序
品
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

當
に
知
る
べ
し
、
夫
の
一
切
の
六
道
四
生
の
業
性
、
始
め
に

•　識
•　神
有
り
、
皆
な
悉
く
淳
善
に
し
て
、
唯
一
不
雜
、
道
と
同
體
な

り
。
道
に
依
り
て
行
わ
ば
、
行
住
起
臥
、
語
嘿
⻝
息
、
皆
な
眞
理
に
合
す
。
魚
の
水
に
在
る
に
、
始
め
て
生
ま
る
る
の
初
、
便

ち
江
湖
に
習
い
、
敎
令
を
假
ら
ざ
る
が
如
し
。
亦
た
玉
の
質
は
本
よ
り
白
、
黛
の
色
は
本
よ
り
靑
、
火
の
性
は
本
よ
り
熱
、
水

の
性
は
本
よ
り
冷
な
り
て
、
習
學
に
關
わ
ら
ず
、
理
分
の
自
然
な
る
が
如
し
。
一
切
の
衆
生
の

•　識
•　神
も
、
亦
た
復
た
是
の
如
く
、

自
然
に
稟
け
、
自
ず
か
ら
道
性
に
應
じ
、
差
異
有
る
無
し（

19
）。

　
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
も
と
も
と
は
佛
敎
で
よ
く
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
筆
者
は
佛
敎
に
お
け
る
詳
細
な
敎
理
的
議
論
に

踏
み
込
む
能
力
は
な
い
が
、
輪
廻
の
主
體
と
な
るた
ま
し
い
魂
に
つ
い
て
の
漢
譯
語
と
し
て
、「
神
」
や
「
精
神
」
な
ど
と
と
も
に
か
な
り
古

く
か
ら
こ
の
「
識
神
」
の
語
が
使
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る（

20
）。

し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
後
世
の
道
敎
に
影
響
を
與
え
た
最
も
重
要
な
典

據
と
し
て
、
明
以
降
の
道
敎
內
の
用
例
か
ら
遡
っ
て
考
え
た
場
合
、
前
に
出
た
長
沙
景
岑
の
言
葉
に
行
き
着
く
と
言
っ
て
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
は
、
次
の
よ
う
な
「
主
人
（
公
）」
や
「
本
來
人
」
を
め
ぐ
る
問
答
に
續
い
て
發
せ
ら
れ

た
偈
の
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。

客
有
っ
て
來
た
り
謁
す
。
師
召
し
て
曰
く
、「
尙
書
」。
其
の
人
應
諾
す
。
師
曰
く
、「
是
れ
尙
書
の
本
命
な
ら
ず
」。
對
え
て
曰
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く
、「
卽
今
の
祗
對
を
離
卻
し
て
別
に
第
二
の
主
人
有
る
べ
か
ら
ず
」。
師
曰
く
、「
尙
書
を
喚
ん
で
至
尊
と
作
す
は
よ得
ろ
し
き

や
」。
彼
云
く
、「
恁
麼
に
總
て
祗
對
せ
ざ
る
時
、
是
れ
弟
子
の
主
人
な
る
莫
き
や
」。
師
曰
く
、「
但
だ
祗
對
す
る
と
祗
對
せ
ざ

る
の
時
の
み
に
非
ず
、
無
始
劫
來
、
是
れ
箇
の
生
死
の
根
本
な
り
」。
偈
有
り
て
曰
く
、「
學
道
の
人
の
眞
を
識
ら
ざ
る
は
、
只

だ
從
來
よ
り

•　識
•　神
を
認
む
る
が
爲
な
り
。
無
始
劫
來
の
生
死
の
本
、
癡
人
は
喚
び
て
本
來
人
と
作
す（

21
）」。

（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一

〇
長
沙
景
岑
章
）

「
本
命
」
は
本
來
の
面
目
、「
至
尊
」
は
天
子
、
と
ひ
と
ま
ず
理
解
し
て
よ
い
か
と
思
う（

22
）。

長
沙
は
こ
の
尙
書
が
自
己
の
主
人
公
と
考

え
て
い
る
よ
う
な
、
呼
ば
れ
て
す
ぐ
返
答
し
た
り
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
り
の
知
覺
の
は
た
ら
き
は
「
識
神
」
で
あ
っ
て
、「
本
來

人
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
の
佛
性
（
法
身
）
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
性
命
圭
旨
』
と
同
樣
、

內
丹
關
係
の
テ
キ
ス
ト
で
「
識
神
」
の
語
が
登
場
し
た
場
合
、
典
據
と
し
て
引
か
れ
る
の
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
こ
の
長
沙

の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
樣
に
、「
識
神
」
は
非
本
來
的
、
非
根
源
的
な
も
の
と
し
て
あ
ま
り
よ
い
扱
わ
れ
方
を
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
○
二
つ
の
神

　
そ
も
そ
も
、「
神
」
と
い
う
も
の
に
一
對
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
二
種
類
あ
り
と
す
る
說
は
、
い
つ
頃
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
北
宋
以
前
に
、
斷
片
的
に
存
在
し
た
可
能
性
の
あ
る
そ
の
種
の
說
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
了
解
し
て
い
な
い

が
、
少
な
く
と
も
今
問
題
に
し
て
い
る
「
元
神
」
と
、
も
う
一
つ
の
「
識
神
」
も
し
く
は
何
ら
か
の
日
常
的
な
精
神
の
は
た
ら
き
に

分
け
る
說
は
、
お
そ
ら
く
南
宋
の
白
玉
蟾
の
テ
キ
ス
ト
に
、
師
の
陳
楠
の
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
た
次
の
記
述
に
一
つ
の
重
要
な
淵
源

が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

人
身
に
は
只
だ
三
般
の
物
有
り
、
精
と
神
と
炁
と
を
常
に
保
全
す
。
其
の
精
は
是
れ
交
感
の
精
に
あ
ら
ず
、
迺
ち
是
れ
玉
皇
の

口
中
の
涎
な
り
。
其
の
炁
は
卽
ち
呼
吸
の
炁
に
非
ず
、
乃
ち
知
る
卻
っ
て
是
れ
太
素
の
煙
な
り
と
。
其
の
神
は
卽
ち
思
慮
の
神
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に
非
ず
、
元
始
と
相
い
比
肩
す
べ
き
も
の
な
り（

23
）。

（「
必
竟
恁
地
歌
」、『
修
眞
十
書
上
淸
集
』
卷
三
九
）

人
身
中
に
は
精
・
氣
・
神
の
三
つ
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
通
の
人
が
考
え
る
よ
う
な
「
交
感
の
精
」「
呼
吸
の
氣
」「
思
慮
の

神
」
で
は
な
く
、
玉
皇
の
唾
液
、
太
素
の
煙
霧
、
そ
し
て
道
敎
の
最
高
神
で
あ
る
元
始
天
尊
に
比
肩
し
う
る
最
高
の
智
慧
を
も
つ
神

だ
と
い
う
。
普
通
の
人
は
氣
づ
い
て
い
な
い
が
、
實
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
說
き
方
は
、
道
敎
で
は
以
後
の
時
代
に
ほ
と
ん
ど
定
說
の
よ
う
な
形
で
受
け
繼
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
前
揭
の

『
金
丹
四
百
字
』
自
序
の
記
述
も
無
論
そ
の
例
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
元
の
李
道
純
『
中
和
集
』
卷
三
「
金
丹
或
問
」
に
次
の
よ
う
に

い
う
。或

る
ひ
と
問
う
、
何
を
か
內
藥
と
謂
い
、
何
を
か
外
藥
と
謂
う
。
曰
く
、
鍊
精
、
鍊
氣
、
鍊
神
、
其
の
體
は
則
ち
一
な
る
も
、
其

の
用
は
二
有
り
。
交
感
の
精
、
呼
吸
の
氣
、
思
慮
の
神
、
皆
な
外
藥
な
り
。
先
天
の
至
精
、
虛
無
の
空
氣
、
不
壞
の
元
神
、
內

藥
な
り（

24
）。

ま
た
、
元
の
王
玠
『
還
眞
集
』
卷
上
「
人
身
三
寶
」
に
は
、
神
・
氣
・
精
を
圓
で
圍
ん
だ
圖
の
後
に
續
け
て
、

　
　
先
天
三
寶
爲
三
體
（
自
然
之
道
）
　
　
元
精
　
　
元
炁
　
　
元
神

　
　
後
天
三
寶
爲
三
用
（
有
爲
之
道
）
　
　
交
感
精
　
呼
吸
氣
　
思
慮
神

と
い
う
よ
う
に
、
先
天
／
後
天
を
對
に
す
る
形
で
竝
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
形
の
認
識
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
、
以
後
の
明
淸
時
代
に
お
け
る
內
丹
關
係
の
文
獻
で
基
本
と
さ
れ
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
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四
　
黃
裳
（
黃
元
吉
）
の
場
合

　　
と
こ
ろ
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
遲
く
と
も
淸
代
の
初
期
に
は
「
神
」
を
「
元
神
／
識
神
」
の
二
種
で
考
え
る
パ
タ
ー
ン
は
一
般
化

し
、
ほ
と
ん
ど
定
着
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
淸
代
の
著
名
な
道
士
も
し
く
は
內
丹
家
と
し
て
ま
ず
名

前
の
擧
が
る
劉
一
明（

25
）、

王
常
月（

26
）、

閔
一
得（

27
）、

柳
華
陽（

28
）、

李
西
月（

29
）と

い
っ
た
人
の
著
作
に
は
、
言
及
さ
れ
る
頻
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、

皆
そ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
た
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
た
と
え
ば
、
淸
代
成
立
の
內
丹
テ
キ
ス
ト
と
し
て
有
名

な
『
太
乙
金
華
宗
旨
』
は
、
そ
の
第
二
章
が
「
元
神
識
神
」
と
題
し
た
そ
の
專
論
と
も
言
え
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
二
つ
の
神
の
認
識
は
、
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
前
節
で
述
べ
た
二
種
の
神
と
し
て
の
「
元
神
／
思
慮
の
神
」
と
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
淸
代
の
內
丹
關
係
の
文
獻
の
大
部
分
に
お
い
て
、「
識
神
」
は
「
思
慮
の
神
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
神
＝
性
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
三
敎
歸
一
の
立
場
を
と
る
限
り
、
そ
こ
に
「
本
然
の
性
／
氣

質
の
性
」
の
關
係
が
絡
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、『
性
命
圭
旨
』
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
億
單
に
「
元
神
＝
本
然
の
性
」、「
識

神
＝
氣
質
の
性
」
と
重
ね
て
處
理
し
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
は
寧
ろ
少
な
い
よ
う
に
思
う（

30
）。「

元
神
」
と
「
本
然
の
性
」
は
と
も
か
く
、

元
を
た
ど
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
極
め
て
佛
敎
的
、
儒
敎
的
な
思
想
に
基
づ
く
「
識
神
」
と
「
氣
質
の
性
」
を
重
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
な

か
な
か
に
困
難
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
淸
代
道
敎
の
內
丹
說
の
諸
家
の
中
で
、
本
稿
で
は
特
に
黃
裳
と
い
う
人
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
黃

裳
は
十
九
世
紀
に
生
き
た
人
で
、
字
も
し
く
は
號
を
元
吉
と
い
い
、
黃
元
吉
の
呼
稱
で
よ
く
知
ら
れ
る
。
江
西
豐
城
の
人
だ
が
、
四
川

富
順
の
樂
育
堂
に
て
弟
子
に
內
丹
法
な
ど
を
講
じ
、
そ
の
記
錄
が
『
樂
育
堂
語
錄
』
、『
道
德
經
精
義
』
（
一
名
『
道
德
經
講
義
』）
な
ど

と
し
て
世
に
流
布
し
て
い
る（

31
）。

彼
の
言
葉
は
「
性
」
や
「
神
」
な
ど
の
用
語
に
つ
い
て
、
强
引
な
解
釋
や
曲
解
が
比
較
的
少
な
い
よ

う
に
感
ぜ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
見
事
に
整
合
性
を
も
っ
た
說
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
從
っ
て
、
道
敎
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の
內
丹
說
に
お
け
る
儒
家
の
性
說
の
組
み
入
れ
方
を
見
る
上
で
な
か
な
か
好
適
な
例
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以

下
に
、
こ
の
黃
裳
に
お
け
る
「
性
」
と
「
神
」
の
思
想
を
一
瞥
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
は
、
二
つ
の
性
と
し
て
の
「
氣
質
の
性
」
と
「（
眞
）
性
」
に
つ
い
て
。

…
…
之
を
要
す
る
に
、
性
は
本
と
物
事
無
く
、
實
に
非
ず
虛
に
非
ざ
る
な
り
。
虛
を
言
い
實
を
言
う
に
至
る
は
、
皆
な
是
れ
後

に
起
こ
る
の
塵
垢
、
性
の
分
上
の
事
に
關
わ
ら
ず
。
蓋
し
、「
氣
質
の
性
」
は
、
皆
な
物
欲
の
拘
滯
に
由
り
て
夾
雜
し
、
所
以
に

紛
紛
と
し
て
一
な
ら
ず
、
以
て
名
狀
し
難
き
を
以
て
な
り
。
若
し
眞
性
を
言
わ
ば
、
則
ち
空
の
み
。
孟
子
云
く
、「
夫
れ
道
は
一

の
み
」
と
。
之
を
二
に
す
れ
ば
則
ち
是
な
ら
ず
。
も若果
し
性
を
了
す
れ
ば
、
修
の
一
字
も
著
し
得
ざ
る
は
い說
う
ま
で
も
莫
く
、
卽

ち
悟
の
一
字
も
亦
た
い講
い
得
ず
。
蓋
し
性
は
本
と
迷
悟
無
き
を
以
て
な
り
。
云
う
所
の
明
暗
淸
濁
、
斷
續
眞
幻
は
、
皆
な

•　後
•　天

•　氣
•　質
の
純
駁
、
人
欲
の
生
滅
之
を
爲
せ
ば
な
り
て
、
性
の
眞
に
此
の
變
幻
離
奇
有
る
に
非
ざ
る
な
り（

32
）。

（『
樂
育
堂
語
錄
』
卷
五
、

一
六
條
）

本
來
は
虛
も
實
も
無
い
、
空
の
み
の
「（
眞
）
性
」
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
對
し
後
天
の
氣
質
の
純
駁
、
物
欲
、
人
欲
な
ど
に
よ
り
、
虛

實
や
明
暗
、
淸
濁
な
ど
の
あ
る
「
氣
質
の
性
」
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
は
本
來
の
性
と
は
關
わ
り
の
な
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
　
　
　

　
次
に
、「
氣
質
の
性
」
と
「
元
神
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
。

吾
は
故
に
し
よ
く
ん

生
們
に
、
玄
關
一
竅
の
大
開
せ
し
時
、
那
の
眞
靈
乾
諦
の
眞
人
（
前
後
の
文
脈
か
ら
ほ
ぼ
「
元
神
」
と
考
え
て
よ
い
ら
し

い（
33
））
を
尋
出
せ
よ
と
敎
う
る
な
り
。
此
の
個
の
眞
人
は
色
相
の
中
を
離
れ
ず
、
卻
っ
て
又
た
色
相
の
中
に
在
ら
ず
。
日
用
の
行

爲
は
、
槪
し
て
是
れ
か
れ他
が
主
張
を
作
す
。
但
だ

•　氣
•　質
の
拘
、
物
欲
の
蔽
に
因
り
て
、
一
た
び
動
機
有
ら
ば
、「
氣
質
の
性
」
の
障

碍
す
る
所
と
爲
ら
ざ
れ
ば
、
卽
ち
物
欲
の
私
の
牽
纏
す
る
所
と
爲
り
、
大
い
な
る
智
慧
の
有
る
に
非
れ
ば
、
其
の
幽
隱
を
て
ら燭
す

能
わ
ざ
る
な
り
。
吾
れ
し
よ
く
ん

生
們
に
示
す
、
す
べ須
か
ら
く
萬
緣
を
放
下
し
、
一
絲
掛
か
ら
ざ
る
の
際
に
於
い
て
、
靜
な
る
こ
と
久
し
く
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し
て
動
機
を
生
じ
、
想
像
に
從
ら
ず
し
て
來
た
り
、
作
爲
に
自
ら
ず
し
て
出
で
、
混
混
沌
沌
の
中
、
忽
と
一
點
の
靈
光
の
發
現

す
る
有
り
て
、
此
れ
ぞ
卽
ち
我
れ
の
元
神
な
り（

34
）。

（『
樂
育
堂
語
錄
』
卷
五
、
九
條
）

「
氣
質
の
性
」
は
、「
物
欲
の
私
」
と
と
も
に
「
元
神
」
の
出
現
や
そ
の
は
た
ら
き
を
妨
げ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、「（
本
然
の
）
性
」
と
「
心
」
と
の
關
係
お
よ
び
「
性
」
は
「
元
神
」
で
あ
る
（
と
な
る
）
こ
と
に
つ
い
て
。

又
た
古
に
云
え
る
を
聞
く
、
心
は
性
無
く
ん
ば
主
無
く
、
性
は
心
無
く
ん
ば
依
る
と
こ
ろ
無
し
、
と
。
心
は
性
を
載
せ
る
所
以
、

性
は
心
を
統
べ
る
所
以
な
り
。
是
に
知
る
、
心
の
高
明
廣
大
、
神
妙
無
窮
な
る
は
、
卽
ち
性
の
量
な
り
。
這
箇
の
眞
心
を
明
ら

か
に
し
得
れ
ば
、
卽
ち
性
を
明
ら
か
に
せ
し
な
り
。
但
だ

•　此
•　の
•　性
、

•　未
•　だ
•　人
•　身
•　に
•　在
•　ら
•　ざ
•　れ
•　ば
、

•　淸
•　空
•　に
•　盤
•　旋
•　し
•　て
•　元
•　氣
•　と
•　爲

•　り
、

•　旣
•　に
•　人
•　身
•　に
•　落
•　つ
•　れ
•　ば
•　元
•　神
•　と
•　爲
•　る
。（

35
）（『

樂
育
堂
語
錄
』
卷
一
、
五
條
）

　
そ
し
て
、「
神
」
に
は
二
つ
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

夫
れ
人
の
氣
を
受
け
る
の
初
め
、
父
母
媾
精
の
時
從
り
、
一
點
の
黍
珠
を
結
成
す
。
此
の
時
、
絪
絪
縕
縕
と
し
て
、
只
だ
一
團
の

太
和
の
氣
有
り
て
、
竝
び
に
一
點
の
知
識
も
無
し
。
然
る
に
至
神
至
妙
な
り
て
、
奇
を
極
め
變
を
盡
く
し
、
天
下
の
無
窮
の
事

業
を
作
出
し
出
し
來
た
る
は
、
都
て
此
の
一
點
の
含
靈
の
氣
の
神
に
由
る
な
り
。
…
…
故
に
、
元
神
と
曰
う
。
此
は
是
れ
天
の

賦
畀
せ
し
所
の
も
の
な
り
。
血
肉
の
軀
旣
に
成
り
、
十
月
に
し
て
胎
圓
か
と
な
る
に
到
り
得
て
、
岐
地
一
聲
あ
り
て
嬰
兒
落
成

す
。
此
の
時
、
識
神
始
め
て
具
わ
る
。
夫
れ
元
神
は
、
先
天
の
元
氣
、
天
地
人
物
一
樣
に
し
て
、
都
て
太
虛
の
中
に
藏
す
る
も
、

一
た
び
人
身
に
到
れ
ば
、
則
ち
人
身
の
虛
無
窟
子
の
內
に
隱
伏
す
。
此
は
是
れ
天
の
賦
す
る
所
の
者
な
り
。
識
神
の
若
き
に
至

り
て
は
、
乃
ち
人
身
の
精
靈
の
鬼
に
し
て
、
劫
劫
輪
廻
の
種
子
な
り
。
か
な
ら

必
要
ず
五
官
具
備
し
、
百
骸
毓
成
し
、
將
に
降
生
落
地

せ
ん
と
す
る
時
と
な
り
て
、
然
る
後
精
靈
の
魂
魄
、
は
じ方
め
て
依
附
す
る
と
こ
ろ
有
り
。
古
人
、
之
を

•　後
•　天
•　の
•　識
•　神
と
謂
う
。
形

魄
有
る
に
因
り
て
生
ず
る
者
は
此
な
り
。

•　此
•　れ
•　元
•　神
•　と
•　識
•　神
•　の
•　大
•　分
•　別
•　の
•　處
•　な
•　り
。
但
だ
生
有
り
て
の
後
、
元
識
兩
神
一
處
に

交
合
す
。
有
る
時
は
元
神
事
を
用
い
、
識
神
退
聽
す
れ
ば
、
則
ち
後
天
の
意
氣
動
く
と
雖
も
、
つ
ま要
り
は
皆
な
仁
義
禮
智
由
り
し

277



て
發
し
て
喜
怒
哀
樂
と
爲
る
。
識
神
亦
た
化
し
て
元
神
と
爲
る
者
は
此
な
り
。
有
る
時
は
識
神
事
を
用
い
、
元
神
隱
沒
し
て
見

わ
れ
ず
、
仁
義
禮
智
の
端
を
見
わ
す
と
雖
も
、
亦
た
皆
な
變
じ
て
私
恩
私
愛
私
憎
私
嫌
と
爲
る
。
元
神
亦
た
化
し
て
識
神
と
爲

る
者
は
此
な
り
。
之
を
總
ぶ
る
に
、
口
耳
一
身
の
爲
に
見
を
起
こ
す
者
は
、
皆
な
是
れ
識
神
な
り
。
一
た
び
識
神
事
を
用
う
る

に
到
れ
ば
、
焉
ん
ぞ
光
明
正
大
に
し
て
以
て
天
地
に
對
し
鬼
神
に
た
だ質
す
べ
き
の
事
業
の
出
來
す
る
有
ら
ん
や
。
惟
だ
混
混
沌
沌

の
中
、
忽
焉
と
一
感
し
て
動
ず
、
此
の
時
天
理
純
全
な
り
て
、
毫
も
後
天
の
識
神
を
挾
ま
ず
。
如
し
能
く
腳
根
を
穩
立
し
、
端

然
と
行
き
去
れ
ば
、
卽
ち
天
理
に
純
な
り
て
、
一
毫
の
人
欲
の
私
も
無
し
。
吾
れ
故
に
人
に
、
無
知
無
覺
の
時
に
玄
關
一
竅
を

尋
ね
よ
と
敎
う
。
…
…
之
を
要
す
る
に
、
無
思
無
慮
に
し
て
出
る
者
は
、
元
神
な
り
。
作
爲
見
解
有
り
て
、
色
身
自
り
生
ず
る

者
は
、
識
神
な
り
。
元
神
は
形
無
く
、
識
神
は
迹
有
り
。
一
は
虛
無
中
自
り
來
た
り
、
一
は
色
身
中
從
り
出
る（

36
）。

（『
道
德
經
精

義
』
卷
三
、
第
七
十
二
章
注
）

天
の
賦
す
る
所
に
し
て
先
天
な
る
「
元
神
」
と
、
後
天
な
る
「
識
神
」
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
區
別
と
は
た
ら
き
に
つ
い
て
詳

し
く
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
元
神
」
は
「
天
理
に
純
」
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
あ
る
。

…
…
然
る
に
心
を
盡
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
先
ず
性
を
知
る
べ
し
。
人
生
の
本
、
天
理
に
純
な
り
て
、
人
欲
を
雜
え
ざ
る
を

知
り
得
れ
ば
、
之
を
睿
知
と
謂
う（

37
）。

（『
道
德
經
精
義
』
卷
二
、
第
三
十
三
章
注
）

「
性
」
も
「
天
理
に
純
な
る
も
の
」
と
さ
れ
る
の
は
、「
元
神
」
と
同
樣
で
あ
る
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

神
は
、
心
中
の
知
覺
な
り
。
其
の
靈
明
を
以
て
、
故
に
之
を
神
と
謂
う
。
而
る
に
神
に
先
後
天
の
分
有
り
。

•　先
•　天
•　の
•　神
•　は
、

•　元
•　神

•　な
•　り
。

•　神
•　は
•　卽
•　ち
•　性
•　な
•　り
。

•　蓋
•　し
、

•　神
•　は
•　心
•　中
•　の
•　知
•　覺
•　爲
•　り
、

•　而
•　し
•　て
•　性
•　は
•　卽
•　ち
•　心
•　中
•　の
•　至
•　善
•　の
•　理
•　な
•　り
。
其
の
始
め
は
一
元

に
渾
た
る
も
、
生
有
る
の
初
め
、
知
覺
は
性
從
り
分
か
れ
て
出
る
。
如
え
ば
孩
提
は
愛
す
る
を
知
り
、い
さ
さ稍か
長
ず
れ
ば
敬
す
る

を
知
る
。
知
は
卽
ち
神
、
愛
は
卽
ち
性
な
り
。
見
神
は
卽
ち
見
性
を
以
て
し
、
神
と
性
は
未
だ
嘗
て
分
か
れ
ざ
る
な
り
。
…
…

278



　　道敎における「本然の性」と「氣質の性」

是
を
以
て
先
天
の
元
神
と
爲
す
。
性
は
も
と原
よ
り
神
の
外
に
在
ら
ざ
る
な
り
。
私
慾
に
蔽
わ
れ
て
自
り
、
神
は
其
の
初
め
を
失
い
、

性
も
亦
た
神
の
蔽
う
所
と
爲
る
。
神
の
發
す
る
所
、
常
に
性
と
反
せ
ば
、
此
を
後
天
の
神
と
爲
す
。
…
…
先
天
の
神
は
靜
、
後
天

の
神
は
動
、
先
天
の
神
は
ま
ど完
か
、
後
天
の
神
は
虧
く
。
先
天
の
神
は
明
、
後
天
の
神
は
昏
。

•　先
•　天
•　の
•　神
•　は
、

•　神
•　と
•　性
•　合
•　う
。

•　後

•　天
•　の
•　神
•　は
、

•　神
•　と
•　性
•　離
•　る
。（

38
）（『

樂
育
堂
語
錄
』
卷
四
、
二
四
條
）

「
先
天
の
神
」
は
「
元
神
」
＝
「
性
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
の
語
が
指
示
す
る
內
容
の
微
妙
な
差
異
を
示
唆
す
る
。
一
方
「
後
天

の
神
」
は
、
前
揭
も
し
く
は
次
の
引
用
文
な
ど
か
ら
す
る
と
「
識
神
」
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
性
」
か
ら
離
反
し
た
も
の
、

「
性
」
と
は
別
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

學
者
、
返
本
還
原
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
後
天
の
性
命
從
り
手
を
下
す
べ
し
。

•　後
•　天
•　氣
•　質
の
累
、
物
欲
の
私
は
、
か
な
ら

務
須
ず
消

除
淨
盡
す
べ
く
し
て
、
而
る
後
に
眞
性
眞
命あ
ら
わ見れ
ん
。
眞
性
眞
命
と
は
何
ぞ
や
。
夫
の
心
神
の
融
融
洩
洩
に
し
て
、
絕
え
て
抑

菀
（
鬱
）
無
き
者
は
、
眞
性
な
り
。
氣
機
の
活
活
潑
潑
に
し
て
、
絕
え
て
阻
滯
無
き
者
は
、
眞
命
な
り
。
總
じ
て
神
氣
の
二
者

に
外
な
ら
ざ
る
の
み
。
元
神
元
氣
は
是
れ
他
、
凡
神
凡
氣
も
亦
た
是
れ
他
、
只
だ
其
の
名
を
易
う
る
の
み
に
し
て
、
其
の
體
を

殊
に
せ
ず
。
古
佛
は
云
う
、
凡
夫
の
地
に
在
り
て
は
識
强
く
智
劣
る
、
故
に

•　識
•　性
と
名
づ
く
。
聖
賢
の
地
に
在
り
て
は
智
强
く

識
劣
る
、
故
に
正
覺
と
名
づ
く
、
と
。
爾
ら
、
須
く
正
覺
を
認
取
せ
よ
、

•　識
•　神
を
認
取
す
る
莫
れ
、
手
を
下
さ
ばそ
こ
で
は
じ
才
め
てあ
や
ま錯た

ざ
ら
ん
。
又
た
古
人
の
云
う
を
聞
く
、
心
は
本
と
無
知
な
り
、
識
に
由
る
が
故
に
知
あ
り
。
性
は
も
と
無
生
な
り
、
識
に
由
る

が
故
に
生
ず
、
と
。
生
有
れ
ば
卽
ち
滅
有
り
、
知
有
れ
ば
卽
ち
迷
有
り
。
生
滅
知
迷
は
、
乃
ち
人
身
の
輪
廻
の
種
子
、
皆

•　後
•　天

•　の
•　識
•　神
の
爲
す
所
に
し
て
、
元
神
に
非
ざ
る
な
り
。
元
神
は
則
ち
眞
空
に
し
て
不
空
、
妙
有
に
し
て
不
有
な
り
。
所
以
に
天
地

と
と
も與
に
し
て
長
存
す
。
苟
も
元
神
は
湛
寂
と
し
て
萬
古と
こ
し長え
に
明
る
き
を
知
ら
ず
、
卻
っ
て
空
空
と
し
て
著
す
る
無
き
を
疑
い
、

乃
ち
方
寸
中
の
昭
昭
靈
靈
た
る
一
物
を
認
取
し
、
元
神
是
に
在
り
と
お

も
以
爲
い
、
之
に
强
制
し
て
動
か
ざ
ら
し
め
、
之
を
束
縛
し
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て
靈
な
ら
ざ
ら
し
め
ば
、
是
れ
猶
お
賊
を
以
て
賊
を
攻
む
る
が
ご
と
く
し
て
、
愈
い
よ
分
投
の
錯
出
す
る
を
見
、
た直
だ
狂
猿
劣

馬
の
馴
ら
し
難
き
に
等
し
か
ら
ん
。
此
の
若
き
は
、
皆
な

•　後
•　天
•　の
•　識
•　性
を
採
煉
す
る
に
由
る
が
故
な
り
。
マ

マ
岑
景
云
く
、
學
道
の

人
の
眞
を
悟
ら
ざ
る
は
、
只
だ
當
初
に

•　識
•　神
を
認
め
る
に
因
る
な
り
、
と
。
一
念
の
た
が差
い
あ
れ
ば
、
禽
獸
に
お淪
つ
。
愼
ま
ざ
る

べ
け
ん
や（

39
）。

（『
樂
育
堂
語
錄
』
卷
四
、
一
〇
條
）

性
命
、
神
氣
の
關
係
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
先
天
に
屬
す
る
「
元
神
」
に
對
し
、
後
天
に
屬
す
る
「
識
神
」
は
、

ま
た
「
識
性
」
と
も
呼
び
得
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
後
天
氣
質
」
と
い
う
語
も
み
え
る
が
、「
氣
質
の
性
」
と
い
う
言
葉
は
關
係

し
て
こ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
黃
裳
は
「
神
」「
性
」
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
や
槪
念
の
異
同
や
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、

か
な
り
詳
し
い
解
說
を
行
っ
て
い
る
。「
先
天
／
後
天
」
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
か
ら
す
る
と
、「
後
天
」
の
側
に
「
識
神
」
お
よ
び
「
氣

質
」
が
入
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
「
識
神
」
の
同
義
と
し
て
「
識
性
」
の
語
ま
で
用
い
て
お
り
、
そ
こ
に
「
氣
質
の
性
」
が
重
ね
ら

れ
る
ま
で
あ
と
一
步
と
い
う
氣
も
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
行
わ
れ
な
い
。
前
揭
の
「
元
神
」―「
氣
質
の
性
」
の
關
係
も
、「
元
神
」

―「
識
神
」
の
關
係
と
似
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
や
は
り
い
さ
さ
か
違
う
描
き
方
が
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、「
識

神
」
＝
「
氣
質
の
性
」
と
す
る
こ
と
は
、
注
意
深
く
避
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ
は
先
行
思
想
を
で
き
る
限
り
正

確
に
理
解
し
て
消
化
し
、
そ
の
上
で
矛
盾
の
な
い
思
想
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
正
し
い
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
淸
末
か
ら
民
國
に
か
け
て
生
き
た
劉
名
瑞
（
一
八
三
九
―
一
九
三
二
）
と
い
う
道
士
が
い
る
。
彼
の
弟
子
の
趙
避
塵
は
、
西
洋
傳
來

の
解
剖
學
や
生
物
學
を
導
入
し
て
內
丹
說
を
解
說
す
る
斬
新
な
著
作
を
殘
し
た
が（

40
）、

そ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
劉
名
瑞
は
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傳
統
的
な
ス
タ
イ
ル
の
（
中
國
の
傳
統
思
想
・
學
術
の
み
で
敎
說
を
形
成
し
た
）
內
丹
家
と
し
て
は
最
後
に
位
置
す
る
う
ち
の
一
人

で
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
彼
も
三
敎
歸
一
の
主
張
の
强
い
人
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
の

說
を
無
視
せ
ず
受
け
入
れ
る
。

神
は
、
性
な
り
。
…
…
然
る
に
性
の
說
に
二
有
り
。「
天
地
の
性
」
有
り
、「
氣
質
の
性
」
有
り
。
父
母
未
生
以
前
は
、
卽
ち
「
天

地
の
性
」
な
り
、
萬
殊
の
一
本
な
る
者
な
り
。
父
母
旣
生
の
後
は
、
卽
ち
「
氣
質
の
性
」
な
り
、
一
本
の
萬
殊
な
る
者
な
り
。

「
天
地
の
性
」
は
善
、「
氣
質
の
性
」
は
惡
。
善
惡
混
淆
す
る
は
、
其
の
二
五
の
氣
の
剛
柔
緩
急
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
る
を
稟
く

る
を
以
て
な
る
の
み（

41
）。

（『
敲
蹻
洞
章
』
卷
上
「
神
氣
章
第
六
」）
　
　

そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ー
ト
な
質
問
に
答
え
て
言
う
。

問
う
て
曰
く
、「
本
然
の
性
」
と
「
氣
質
の
性
」
、
そ
の
辨
は
如
何
。
答
え
て
曰
く
、「
氣
質
の
性
」
は
、
之
を
父
母
に
得
、
之
に

種
う
る
と
稟
受
す
る
の
時
、
淸
濁
の
分
に
在
る
の
み
（
？
）。「
本
然
の
性
」
は
、
之
を
天
命
に
受
け
、
人
人
の
同
じ
く
す
る
所

な
り
て
、
眞
な
る
所
を
得
る
者
は
、
良
知
良
能
、
乃
ち
先
天
是
れ
な
り
。
氣
質
の
變
は
、
乃
ち

•　後
•　天
•　の
•　識
•　神
の
顯
化
、
所
謂
る

客
氣
な
る
者
、
是
れ
な
り
。
故
に
人
人
惑
異
す
。
凡
そ
「
氣
質
の
性
」
は
、
專
ら

•　識
•　性
に
化
し
、
漸
漸
と
日
々
增
し
、
等
等
一

な
ら
ず
、
其
の
善
惡
の
事
、
最
も
量
り
難
き
な
り
。
若
し
能
く
寡
欲
に
し
て
誠
を
存
す
れ
ば
、
氣
質
も
亦
た
變
じ
て

•　元
•　性
と
成

す
べ
く
、
此
從
り
深
造
せ
ば
、
自
ず
と
聖
賢
の
域
へ
と
入
ら
ん（

42
）。

（『
瀊
熻
易
考
』
卷
下
「
問
答
決
疑
說
」）

「
氣
質
の
性
」
と
「
識
性
」、「
識
神
」
は
イ
コ
ー
ル
で
は
結
べ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
密
接
に
連
動
さ
せ
ら
れ

て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
こ
れ
ら
の
關
係
を
確
認
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
劉
名
瑞
の
著
作
で
は
、「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
に
つ

い
て
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
た
解
說
は
な
い
。
結
局
こ
れ
ら
は
微
妙
な
說
明
で
終
っ
て
い
る
と
言
え
、
い
さ
さ
か
隔
靴
搔
痒
の
感
が
あ

る
。
道
敎
の
內
丹
說
に
お
い
て
、
三
敎
歸
一
の
主
張
と
「
性
」―「
神
」
の
關
係
の
摺
り
合
わ
せ
に
は
、
や
は
り
最
後
ま
で
苦
心
の
軌

跡
が
續
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。
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注

（
１
）
形
而
後
有
氣
質
之
性
。
善
反
之
、
則
天
地
之
性
存
焉
。
故
氣
質
之
性
、
君
子
有
弗
性
者
焉
。

（
２
）
性
相
近
也
、
習
相
遠
也
。
性
一
也
、
何
以
言
相
近
。
曰
、
此
只
是
言
氣
質
之
性
、
如
俗
言
性
急
性
緩
之
類
、
性
安
有
緩
急
。
此
言
性
者
、
生

之
謂
性
也
。
…
…
凡
言
性
處
、
須
看
他
立
意
如
何
。
且
如
言
人
性
善
、
性
之
本
也
。
生
之
謂
性
、
論
其
所
稟
也
。
孔
子
言
性
相
近
、
若
論
其

本
、
豈
可
言
相
近
。
只
論
其
所
稟
也
。
吿
子
所
云
固
是
、
爲
孟
子
問
他
、
他
說
便
不
是
也
。

（
３
）
蜚
卿
問
氣
質
之
性
。
曰
、
天
命
之
性
、
非
氣
質
則
無
所
寓
。
然
人
之
氣
稟
有
淸
濁
偏
正
之
殊
、
故
天
命
之
正
、
亦
有
淺
深
厚
薄
之
異
、
要
亦

不
可
不
謂
之
性
。

（
４
）
道
夫
問
、
氣
質
之
說
、
始
於
何
人
。
曰
、
此
起
於
張
程
、
某
以
爲
極
有
功
於
聖
門
、
有
補
於
後
學
、
讀
之
使
人
深
有
感
於
張
程
、
前
此
未
曾

有
人
說
到
此
。
如
韓
退
之
原
性
中
說
三
品
、
說
得
也
是
、
但
不
曾
分
明
說
是
氣
質
之
性
耳
。
性
那
裏
有
三
品
來
。
孟
子
說
性
善
、
但
說
得
本

原
處
、
下
面
卻
不
曾
說
得
氣
質
之
性
、
所
以
亦
費
分
疏
。
諸
子
說
性
惡
與
善
惡
混
。
使
張
程
之
說
早
出
、
則
這
許
多
說
話
自
不
用
紛
爭
。
故

張
程
之
說
立
、
則
諸
子
之
說
泯
矣
。

（
５
）
性
也
者
、
先
天
一
點
至
靈
、
人
身
中
元
神
是
也
。
…
…
是
故
人
之
生
也
、
性
無
有
不
善
、
而
於
氣
質
不
同
、
稟
受
自
異
。
故
有
本
然
之
性
、

有
氣
質
之
性
。
本
然
之
性
者
、
知
覺
運
動
是
也
。
氣
質
之
性
者
、
貪
嗔
癡
愛
是
也
。
…
…

（
６
）
『
朱
子
語
類
』
卷
一
二
六
「
釋
氏
」
に
い
う
、「
…
…
だ
か
ら
、
上
蔡
は
、『
佛
氏
の
い
う
性
と
は
、
ち
ょ
う
ど
聖
人
の
い
う
心
に
あ
た
る
。
佛

氏
の
い
う
心
は
、
ち
ょ
う
ど
聖
人
の
い
う
意
に
あ
た
る
』
と
言
っ
た
の
だ
。『
心
』
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
『
理
』
を
包
括
し
得
る
も
の
だ
。

佛
氏
は
も
と
も
と
こ
の
『
理
』
と
い
う
點
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、

•　知
•　覺
•　運
•　動
•　を
『

•　性
』

•　と
•　見
•　な
•　し
•　て
•　し
•　ま
•　っ
•　た
•　の
•　だ
。
…
…
こ

れ
は
ま
さ
し
く
吿
子
の
『
生
之
れ
を
性
と
謂
う
』
の
說
で
あ
る
（
…
…
故
上
蔡
云
、
佛
氏
所
謂
性
、
正
聖
人
所
謂
心
。
佛
氏
所
謂
心
、
正
聖

人
所
謂
意
。
心
只
是
該
得
這
理
。
佛
氏
元
不
曾
識
得
這
理
一
節
、
便
認
知
覺
運
動
做
性
。
…
…
此
正
吿
子
生
之
謂
性
之
說
也
）」。

（
７
）
『
靑
華
祕
文
』
は
、
道
藏
本
の
原
題
に
「
紫
陽
眞
人
張
平
叔
撰
」
と
北
宋
の
張
伯
端
に
よ
る
撰
述
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
旣

に
明
代
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
道
藏
精
華
第
六
集
之
一
『
悟
眞
篇
集
注
』
卷
首
「
悟
眞
篇
集
注
例
言
二
十
條
」（
淸
・
仇

兆
鰲
）「
玉
淸
金
笥
錄
、
列
於
道
藏
中
。
明
代
正
德
閒
（
一
五
〇
六
―
二
二
）、
江
浦
石
淮
、
得
之
道
士
李
朴
野
。
…
…
今
翫
其
書
、
…
…
全
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與
悟
眞
篇
相
左
。
且
書
中
所
論
氣
質
之
性
、
義
理
之
性
、
本
出
橫
渠
張
子
。
紫
陽
年
齒
在
橫
渠
之
先
、
不
應
引
用
此
語
、
故
知
非
仙
翁
所
作

也
」。
ま
た
、
明
・
王
世
貞
『
弇
州
四
部
稿
』
卷
一
五
八
「
玉
淸
金
笥
靑
華
祕
文
金
寶
煉
丹
」「
…
…
據
序
、
乃
提
學
僉
事
石
淮
著
、
而
謂
遇

劉
中
貴
得
所
藏
本
、
至
正
德
甲
戌
（
一
五
一
四
）
而
後
出
、
其
爲
贋
作
可
知
」。
た
だ
し
、
正
統
道
藏
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
完
成

（
一
四
四
五
）
よ
り
も
前
の
成
立
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
は
り
仇
兆
鰲
の
い
う
點
な
ど
か
ら
、
張
伯
端
撰
と
見
な
す
の
は
ま
ず
無
理

で
あ
る
。

（
８
）
夫
神
者
、
有
元
神
焉
、
有
慾
神
焉
。
元
神
者
、
乃
先
天
以
來
一
點
靈
光
也
。
慾
神
者
、
氣
稟
之
性
也
。
元
神
乃
先
天
之
性
也
。
形
而
後
有
氣

質
之
性
、
善
反
之
、
則
天
地
之
性
存
焉
。

（
９
）
所
謂
性
、
卽
無
極
也
。
…
…
夫
自
情
識
開
而
本
體
鑿
矣
。
張
子
曰
、
形
而
後
有
氣
質
之
性
、
善
反
之
、
則
天
地
之
性
存
焉
。
所
謂
情
識
、
卽

氣
質
之
性
也
。
所
謂
本
體
、
卽
天
地
之
性
也
。
…
…
故
脩
道
之
要
、
莫
先
於
煉
性
。
性
定
而
氣
質
者
不
足
以
累
之
、
則
本
體
見
矣
。

（
10
）
元
神
爲
性
、
…
…
所
謂
元
神
、
非
思
慮
之
神
之
謂
也
。
神
通
於
無
極
、
父
母
未
生
以
前
之
靈
眞
也
。

（
11
）
ま
た
同
「
質
性
論
」
で
は
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
を
「
本
性
／
質
性
」
と
呼
ぶ
。

（
12
）
元
性
元
神
、
有
以
異
乎
。
曰
、
元
性
卽
元
神
、
無
以
異
也
。
以
其
靈
通
而
莫
測
、
妙
應
而
無
方
、
故
名
之
曰
神
。
謂
之
元
者
、
所
以
別
於
後

天
之
思
慮
也
。

（
13
）
釋
氏
謂
、
人
之
受
生
、
必
從
父
精
母
血
、
與
前
生
之
識
神
、
三
相
合
而
後
成
胎
。
…
…
蓋
造
化
閒
有
箇
萬
古
不
移
之
眞
宰
、
又
有
箇
與
時
推

移
之
氣
運
。
眞
宰
與
氣
運
合
、
是
謂
天
命
之
性
。
天
命
之
性
者
、
元
神
也
。
氣
質
之
性
者
、
識
神
也
。
故
儒
家
有
變
化
氣
質
之
言
、
禪
宗
有

返
識
爲
智
之
法
。

（
14
）
今
人
妄
認
方
寸
中
、
有
箇
昭
昭
靈
靈
之
物
、
渾
然
與
物
同
體
、
便
以
爲
元
神
在
是
。
殊
不
知
此
卽
死
死
生
生
之
識
神
、
劫
劫
輪
廻
之
種
子
耳
。

故
景
岑
云
、
學
道
之
人
不
悟
眞
、
只
爲
從
前
認
識
神
。
無
量
劫
來
生
死
本
、
癡
人
喚
作
本
來
人
。

（
15
）
六
府
萬
神
恆
有
常
（
注
：
五
藏
六
府
、
百
關
九
節
、
有
神
百
萬
、
若
日
常
淸
淨
修
之
、
卽
當
自
見
）、
元
和
淨
治
穀
實
盡
。
大
腸
之
府
主
肺

堂
、
中
有
元
神
內
隱
藏
。（
注
：
藏
府
旣
淨
、
萬
神
自
藏
。
故
太
明
經
曰
、
大
腸
主
肺
也
、
…
…
內
有
神
各
具
本
色
衣
冠
十
二
人
。
…
…
）

（
16
）
上
淸
洞
眞
品
云
、
人
之
生
也
、
稟
天
地
之
元
氣
、
爲
神
爲
形
。
受
元
一
之
氣
、
爲
液
爲
精
。
…
…
故
帝
一
回
風
之
道
、
泝
流
百
脈
、
上
補
泥

丸
、
下
壯
元
氣
。
腦
實
則
神
全
、
神
全
則
氣
全
、
氣
全
則
形
全
、
形
全
則
百
關
調
於
內
、
八
邪
消
於
外
。
元
氣
實
則
髓
凝
爲
骨
、
腸
化
爲
筋
。
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其
由
純
粹
眞
精
、
元
神
元
氣
、
不
離
身
形
、
故
能
長
生
矣
。

（
17
）
た
だ
、『
元
氣
論
』
全
體
と
し
て
は
、「
神
」
の
語
は
や
は
り
體
內
神
を
意
味
す
る
場
合
が
多
い
。

（
18
）
煉
精
者
、
煉
元
精
、
非
淫
佚
之
精
。
煉
氣
者
、
煉
元
氣
、
非
口
鼻
呼
吸
之
氣
。
煉
神
者
、
煉
元
神
、
非
心
意
念
慮
之
神
。
故
此
神
氣
精
者
、

與
天
地
同
其
根
、
與
萬
物
同
其
體
。

（
19
）
當
知
夫
一
切
六
道
四
生
業
性
、
始
有
識
神
、
皆
悉
淳
善
、
唯
一
不
雜
、
與
道
同
體
。
依
道
而
行
、
行
住
起
臥
、
語
嘿
⻝
息
（
語
默
飮
⻝
）、
皆

合
眞
理
。
如
魚
在
水
、
始
生
之
初
、
便
習
江
湖
、
不
假
敎
令
。
亦
如
玉
質
本
白
、
黛
色
本
靑
、
火
性
本
熱
、
水
性
本
冷
、
不
關
習
學
、
理
分

自
然
（
理
本
自
然
）。
一
切
衆
生
識
神
、
亦
復
如
是
、
稟
乎
自
然
、
自
應
道
性
、
無
有
差
異
。

（
20
）
古
く
は
津
田
左
右
吉
「
神
滅
不
滅
の
論
爭
に
つ
い
て
（
１
）
〜
（
３
）」（『
東
洋
學
報
』
第
二
九
卷
第
一
號
〜
第
三
〇
卷
第
一
號
、
一
九
四
二

〜
四
三
年
）
に
か
な
り
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
近
年
で
は
、
河
野
訓
氏
の
「「
中
有
」「
神
」
漢
譯
考
」（『
東
ア
ジ
ア
佛
敎
硏
究
』
創
刊
號
、

二
〇
〇
三
年
）
が
參
考
に
な
る
。

（
21
）
有
客
來
謁
。
師
召
曰
、
尙
書
。
其
人
應
諾
。
師
曰
、
不
是
尙
書
本
命
。
對
曰
、
不
可
離
卻
卽
今
祗
對
別
有
第
二
主
人
。
師
曰
、
喚
尙
書
作
至

尊
得
麼
。
彼
云
、
恁
麼
總
不
祗
對
時
、
莫
是
弟
子
主
人
否
。
師
曰
、
非
但
祗
對
與
不
祗
對
時
、
無
始
劫
來
是
箇
生
死
根
本
。
有
偈
曰
、
學
道

之
人
不
識
眞
、
只
爲
從
來
認
識
神
。
無
始
劫
來
生
死
本
、
癡
人
喚
作
本
來
人
。

（
22
）
入
矢
義
高
監
修
『
景
德
傳
燈
錄
四
』（
禪
文
化
硏
究
所
、
一
九
九
七
年
）
一
三
頁
參
照
。

（
23
）
人
身
只
有
三
般
物
、
精
神
與
炁
常
保
全
。
其
精
不
是
交
感
精
、
迺
是
玉
皇
口
中
涎
。
其
炁
卽
非
呼
吸
炁
、
乃
知
卻
是
太
素
煙
。
其
神
卽
非
思

慮
神
、
可
與
元
始
相
比
肩
。

（
24
）
或
問
、
何
謂
內
藥
、
何
謂
外
藥
。
曰
、
鍊
精
、
鍊
氣
、
鍊
神
、
其
體
則
一
、
其
用
有
二
。
交
感
之
精
、
呼
吸
之
氣
、
思
慮
之
神
、
皆
外
藥
也
。

先
天
至
精
、
虛
無
空
氣
、
不
壞
元
神
、
內
藥
也
。

（
25
）
劉
一
明
も
、
そ
の
代
表
作
『
修
眞
辨
難
』『
修
眞
後
辨
』
を
中
心
に
、「
元
神
／
識
神
」
お
よ
び
「
本
然
の
性
／
氣
質
の
性
」
に
つ
い
て
の
解

說
が
比
較
的
詳
し
い
。
本
稿
で
も
彼
の
議
論
を
扱
う
こ
と
を
檢
討
し
た
が
、
時
閒
お
よ
び
能
力
に
餘
裕
が
無
く
、
斷
念
し
た
。

（
26
）
た
と
え
ば
『
碧
苑
壇
經
』
卷
中
（
藏
外
道
書
一
〇
―
一
九
四
下
）「
把

•　識
•　神
認
作

•　元
•　神
、
隨
他
而
轉
、
如
何
能
了
得
生
死
麼
。
云
々
」。

（
27
）
最
適
の
實
例
を
擧
げ
る
こ
と
は
俄
に
は
難
し
い
が
、
た
と
え
ば
閔
は
劉
一
明
『
修
眞
辨
難
』
の
說
を
基
本
的
に
受
け
入
れ
た
『（
棲
雲
山
悟
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　　道敎における「本然の性」と「氣質の性」

元
子
）
修
眞
辨
難
參
證
』
を
著
し
て
い
る
。

（
28
）
た
と
え
ば
『
慧
命
經
』
正
道
工
夫
直
論
第
十
一
「
往
南
華
花
世
界
（
注
）…
…
今
幸
得
慧
命
來
相
制
伏
、
變
種
性
爲
眞
性
、
煉

•　識
•　神
爲

•　元
•　神
、

猶
如
鉛
之
制
水
銀
一
般
、
則
水
銀
死
而
無
馳
弄
之
性
矣
」。

（
29
）
た
だ
し
李
西
月
の
場
合
、
詳
し
く
言
う
と
「
元
神
」「
識
神
」
に
「
眞
神
」
な
る
も
の
を
加
え
て
三
神
で
論
ず
る
。『
道
竅
談
』
十
六
章
「
先

天
直
指
」、
同
十
七
章
「
神
氣
精
論
」
參
照
。

（
30
）
『
性
命
圭
旨
』
以
外
で
は
、
た
と
え
ば
閔
一
得
の
弟
子
と
い
わ
れ
る
薛
陽
桂
の
『（
儼
若
思
齋
）
梅
華
問
答
編
』（『
古
書
隱
樓
藏
書
』
所
收
）

に
み
ら
れ
る
。

（
31
）
本
稿
で
は
、
黃
裳
の
言
葉
を
『
樂
育
堂
語
錄
』『
道
德
經
精
義
』
の
二
書
か
ら
引
く
が
、
テ
キ
ス
ト
は
と
も
に
臺
灣
自
由
出
版
社
道
藏
精
華

所
收
本
に
據
る
。
こ
の
二
書
は
他
に
藏
外
道
書
所
收
本
、
蔣
門
馬
校
注
『
道
德
經
講
義
・
樂
育
堂
語
錄
』（
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
三

年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
適
宜
參
照
し
た
。

（
32
）
…
…
要
之
、
性
本
無
物
事
、
非
實
非
虛
。
至
於
言
虛
言
實
、
皆
是
後
起
塵
垢
、
不
關
性
分
上
事
。
蓋
以
氣
質
之
性
皆
由
物
欲
爲
之
拘
滯
而
夾

雜
、
所
以
紛
紛
不
一
、
難
以
名
狀
。
若
言
眞
性
、
則
空
而
已
。
孟
子
云
、
夫
道
一
而
已
。
二
之
則
不
是
。
若
果
了
性
、
莫
說
修
之
一
字
著
不

得
、
卽
悟
之
一
字
亦
講
不
得
。
蓋
以
性
本
無
迷
悟
也
。
所
云
明
暗
淸
濁
、
斷
續
眞
幻
、
皆
後
天
氣
質
之
純
駁
、
人
欲
之
生
滅
爲
之
、
非
性
之

眞
有
此
變
幻
離
奇
也
。

（
33
）
『
樂
育
堂
語
錄
』
卷
一
、
二
四
條
に
み
え
る
「
陀
羅
尼
諦
眞
靈
乾
諦
薩
婆
訶
」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。

（
34
）
吾
故
敎
生
們
、
於
玄
關
一
竅
大
開
時
、
而
尋
出
那
眞
靈
乾
諦
之
眞
人
也
。
此
個
眞
人
不
離
色
相
之
中
、
卻
又
不
在
色
相
之
內
。
日
用
行
爲
、

槪
是
他
作
主
張
。
但
因
氣
質
之
拘
、
物
欲
之
蔽
、
一
有
動
機
、
不
爲
氣
質
之
性
所
障
碍
、
卽
爲
物
欲
之
私
所
牽
纏
、
非
有
大
智
慧
者
、
不
能

燭
其
幽
隱
也
。
吾
示
生
們
須
於
萬
緣
放
下
、
一
絲
不
掛
之
際
、
靜
久
而
生
動
機
、
不
從
想
像
而
來
、
不
自
作
爲
自
出
、
混
混
沌
沌
之
中
、
忽

有
一
點
靈
光
發
現
、
此
卽
我
之
元
神
也
。

（
35
）
又
聞
古
云
、
心
無
性
無
主
、
性
無
心
無
依
。
心
所
以
載
性
、
性
所
以
統
心
。
是
知
心
之
高
明
廣
大
、
神
妙
無
窮
者
、
卽
性
之
量
也
。
明
得
這

箇
眞
心
、
卽
明
性
矣
。
但
此
性
未
在
人
身
、
盤
旋
淸
空
爲
元
氣
、
旣
落
人
身
爲
元
神
。
　

（
36
）
夫
人
受
氣
之
初
、
從
父
母
媾
精
時
、
結
成
一
點
黍
珠
。
此
時
絪
絪
縕
縕
、
只
有
一
團
太
和
之
氣
、
竝
無
一
點
知
識
。
然
而
至
神
至
妙
、
極
奇
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盡
變
、
作
出
天
下
無
窮
事
業
出
來
、
都
由
此
一
點
含
靈
之
氣
之
神
。
…
…
故
曰
元
神
。
此
是
天
所
賦
畀
的
。
到
得
血
肉
之
軀
旣
成
、
十
月
胎

圓
、
岐
地
一
聲
、
嬰
兒
落
生
、
此
時
識
神
始
具
。
夫
元
神
者
、
先
天
之
元
氣
、
天
地
人
物
一
樣
、
都
藏
於
太
虛
中
。
一
到
人
身
、
則
隱
伏

於
人
身
虛
無
窟
子
之
內
。
此
是
天
所
賦
者
。
…
…
至
若
識
神
、
乃
人
身
精
靈
之
鬼
、
劫
劫
輪
廻
種
子
。
必
要
五
官
具
備
、
百
駭
毓
成
、
將
降

生
落
地
時
、
然
後
精
靈
之
魂
魄
、
方
有
依
附
。
古
人
謂
之
後
天
識
神
。
因
有
形
魄
而
生
者
此
也
。
此
元
神
識
神
之
大
分
別
處
也
。
但
有
生
之

後
、
元
識
兩
神
、
交
合
一
處
。
有
時
元
神
用
事
、
識
神
退
聽
、
則
後
天
之
意
氣
雖
動
、
要
皆
由
仁
義
禮
智
而
發
爲
喜
怒
哀
樂
。
識
神
亦
化
爲

元
神
者
此
也
。
有
時
識
神
用
事
、
元
神
隱
沒
不
見
、
雖
仁
義
禮
智
之
見
端
、
亦
皆
變
爲
私
恩
私
愛
私
憎
私
嫌
。
元
神
亦
化
爲
識
神
者
此
也
。

總
之
爲
口
耳
一
身
起
見
者
、
皆
是
識
神
。
一
到
識
神
用
事
、
焉
有
光
明
正
大
、
可
以
對
天
地
質
鬼
神
的
事
業
出
來
。
惟
混
混
沌
沌
中
、
忽
焉

一
感
而
動
、
此
時
天
理
純
全
、
毫
不
挾
後
天
識
見
、
如
能
穩
立
腳
根
、
端
然
行
去
、
卽
純
乎
天
理
、
而
無
一
毫
人
欲
之
私
。
吾
故
敎
人
於
無

知
無
覺
時
、
尋
玄
關
一
竅
。
…
…
要
之
、
無
思
無
慮
而
出
者
、
元
神
也
。
有
作
爲
見
解
、
自
色
身
而
生
者
、
識
神
也
。
元
神
無
形
、
識
神
有

迹
。
一
自
虛
無
中
來
、
一
從
色
身
中
出
。

（
37
）
…
…
然
欲
盡
心
、
必
先
知
性
。
知
得
人
生
之
本
、
純
乎
天
理
、
不
雜
人
欲
、
謂
之
睿
知
。

（
38
）
神
者
、
心
中
之
知
覺
也
。
以
其
靈
明
、
故
謂
之
神
。
而
神
有
先
後
天
之
分
。
先
天
神
、
元
神
也
。
神
卽
性
也
。
蓋
神
爲
心
中
之
知
覺
、
而
性

卽
心
中
至
善
之
理
。
其
始
渾
於
一
元
、
有
生
之
初
、
知
覺
從
性
分
而
出
。
如
孩
提
知
愛
、
稍
長
知
敬
。
知
卽
神
、
愛
卽
性
也
。
見
神
卽
以
見

性
、
神
與
性
未
嘗
分
也
。
…
…
是
以
爲
先
天
之
元
神
。
性
原
不
在
神
外
也
。
自
蔽
於
私
慾
、
而
神
失
其
初
矣
、
性
亦
爲
神
所
蔽
矣
。
神
之
所

發
、
常
與
性
反
、
此
爲
後
天
之
神
。
…
…
先
天
之
神
靜
、
後
天
之
神
動
。
先
天
之
神
完
、
後
天
之
神
虧
。
先
天
之
神
明
、
後
天
之
神
昏
。
先

天
之
神
、
神
與
性
合
。
後
天
之
神
、
神
與
性
離
。
　

（
39
）
學
者
欲
返
本
還
原
、
必
從
後
天
性
命
下
手
。
後
天
氣
質
之
累
、
物
欲
之
私
、
務
須
消
除
淨
盡
、
而
後
眞
性
眞
命
見
焉
。
眞
性
眞
命
者
何
。
夫

心
神
之
融
融
洩
洩
、
絕
無
抑
菀
者
、
眞
性
也
。
氣
機
之
活
活
潑
潑
、
絕
無
阻
滯
者
、
眞
命
也
。
總
不
外
神
氣
二
者
而
已
。
元
神
元
氣
是
他
、

凡
神
凡
氣
亦
是
他
、
只
易
其
名
、
不
殊
其
體
。
古
佛
云
、
在
凡
夫
地
、
識
强
智
劣
、
故
名
識
性
、
在
聖
賢
地
、
智
强
識
劣
、
故
名
正
覺
。
爾

等
須
認
取
正
覺
、
莫
認
取
識
神
、
下
手
才
不
錯
。
又
聞
古
人
云
、
心
本
無
知
、
由
識
故
知
。
性
本
無
生
、
由
識
故
生
。
有
生
卽
有
滅
、
有
知

卽
有
迷
。
生
滅
知
迷
、
乃
人
身
輪
廻
種
子
、
皆
後
天
識
神
所
爲
、
非
元
神
也
。
元
神
則
眞
空
不
空
、
妙
有
不
有
。
所
以
與
天
地
而
長
存
。
苟

不
知
元
神
湛
寂
、
萬
古
長
明
、
卻
疑
空
空
無
著
、
乃
認
取
方
寸
中
昭
昭
靈
靈
一
物
、
以
爲
元
神
在
是
、
强
制
之
使
不
動
、
束
縛
之
使
不
靈
、
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是
猶
以
賊
攻
賊
、
愈
見
分
投
錯
出
、
直
等
狂
猿
劣
馬
而
難
馴
。
若
此
者
、
皆
由
採
煉
後
天
之
識
性
故
也
。
マ

マ
岑
景
云
、
學
道
之
人
不
悟
眞
、
只

因
當
初
認
識
神
。
一
念
之
差
、
淪
於
禽
獸
、
可
不
愼
歟
。
　

（
40
）
拙
稿
「
劉
名
瑞
と
趙
避
塵
」（『
東
洋
史
硏
究
』
第
六
一
卷
第
一
號
、
二
〇
〇
二
年
）
參
照
。

（
41
）
神
者
、
性
也
。
…
…
然
性
之
說
有
二
。
有
天
地
之
性
、
有
氣
質
之
性
。
父
母
未
生
以
前
、
卽
天
地
之
性
、
萬
殊
一
本
者
也
。
父
母
旣
生
之
後
、

卽
氣
質
之
性
、
一
本
萬
殊
者
也
。
天
地
之
性
善
、
氣
質
之
性
惡
。
善
惡
混
淆
、
以
其
稟
二
五
之
氣
有
剛
柔
緩
急
之
不
同
耳
。

（
42
）
問
曰
、
本
然
之
性
與
氣
質
之
性
、
其
辨
何
如
。
答
曰
、
氣
質
之
性
、
得
之
於
父
母
、
種
之
與
稟
受
時
在
淸
濁
之
分
耳
。
本
然
之
性
者
、
受
之

於
天
命
、
人
人
所
同
、
得
所
眞
者
、
良
知
良
能
、
乃
先
天
是
也
。
氣
質
之
變
、
乃
後
天
識
神
顯
化
、
所
謂
之
客
氣
者
是
也
。
故
人
人
而
惑
異
。

凡
氣
質
之
性
、
專
化
識
性
、
漸
漸
日
增
、
等
等
不
一
、
其
善
惡
之
事
、
最
爲
難
量
也
。
若
能
寡
欲
存
誠
、
而
氣
質
亦
可
變
成
元
性
、
而
從
此

深
造
、
自
入
聖
賢
之
域
矣
。
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淸
代
道
敎
と
密
敎

龍
門
西
竺
心
宗

　

エ
ス
ポ
ジ
ト
　
モ
ニ
カ
　
　

梅
　
川
　
　
純
　
代
　
譯
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
本
稿
は
、
淸
代
に
お
け
る
道
敎
と
密
敎
の
關
係
、
そ
し
て
當
時
の
道
敎
、
儒
敎
お
よ
び
佛
敎
、
特
に
禪
宗
の
背
景
に
つ
い
て
の
論

考
で
あ
る
。
淸
代
に
お
け
る
道
敎
の
狀
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
ま
た
、
そ
の
役
割
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
淸
代
に

ど
の
よ
う
な
道
敎
經
典
が
著
さ
れ
た
の
か
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
點
と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
中
國
道
敎
の
歷
史
に
關
す
る
樣
々
な
手
引
書
や
昨
今
の
淸
代
道
敎
に
關
す
る
硏
究
を
紐
解
く
と
、
淸
代
道
敎
が
し
ば
し
ば
明
代
道

敎
と
共
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
一
般
的
に
は
、
こ
の
最
後
の
二
つ
の
王
朝
に
お
け
る
道
敎
は
衰
退
の
一
途
を
辿
り
、
消

滅
す
る
か
否
か
の
瀨
戶
際
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
議
論
に
上
る
の
は
、
當
時
の
道
敎
の
宮
廷
に
お
け
る
二
次
的
な
役

割
、
明
代
及
び
淸
代
に
共
通
す
る
宗
敎
統
制
の
政
策
、
そ
し
て
漸
進
的
な
道
敎
信
仰
の
通
俗
化
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
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民
閒
信
仰
と
言
っ
た
も
の
と
混
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
敎
は
次
第
に
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
っ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
だ
。
も
し
も
、
最
近
出
版
さ
れ
た
硏
究
書
の
中
で
、
こ
う
し
た
點
が
明
淸
期
に
お
け
る
道
敎
の
特
徵
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
當
時
の
道
敎
の
實
情
と
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
實
際
の
と
こ
ろ
情
報
源
の
殆
ど
は
、
宮
廷

や
そ
れ
を
取
り
卷
く
人
々
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
公
文
書
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

明
淸
期
に
中
國
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ
ス
會
の
宣
敎
師
に
よ
る
報
吿
は
、
彼
ら
と
宮
廷
と
の
關
係
や
、
宣
敎
師
の
儒
敎
に
對
す
る
獨
特
の

見
解
な
ど
を
反
映
し
、
そ
の
た
め
に
偏
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
結
果
的
に
宣
敎
師
は
、
論
理
的
で
道
德
的
な
儒
敎
の
敎
え
と
は

對
照
的
に
、
道
敎
と
佛
敎
は
主
流
か
ら
外
れ
た
、
迷
信
に
滿
ち
た
敎
え
で
あ
る
と
し
、
道
敎
と
佛
敎
に
對
す
る
儒
敎
的
な
見
解
を
傳

え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
宮
廷
以
外
の
資
料
、
例
え
ば
道
敎
徒
自
身
の
言
葉
を
傳
え
る
資
料
を
硏
究
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
の
よ
う
な
硏
究
は
、
手
付
か
ず
の
こ
と
が
多
い
こ
の
分
野
に
お
け
る
、
我
々
の
知
識
と
理
解
を
深
め
る
た

め
に
、
不
可
缺
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
淸
代
道
敎
が
道
敎
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
他
宗
敎
、
特
に
密
敎

と
ど
の
よ
う
な
關
係
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
側
面
に
示
唆
を
與
え
て
く
れ
る
文
獻
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
使
用
す

る
文
獻
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
い
わ
ゆ
る
淸
代
の
密
敎
に
つ
い
て
、
そ
し
て
淸
代
の
皇
帝
た
ち
が
密
敎
に
特
別
な
注
意
を
向

け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
億
單
に
觸
れ
て
お
き
た
い（

１
）。

　　
　
　
一
　
淸
代
に
お
け
る
密
敎

　　
淸
代
の
密
敎
と
は
、
唐
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
唐
代
密
敎
だ
け
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
（
藏
密
）
の
こ
と
も
指
す
。

チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
は
、
チ
ベ
ッ
ト
で
行
わ
れ
て
い
る
、
金
剛
乘
と
い
う
佛
敎
の
一
形
態
で
あ
り
、
ま
た
、
元
代
以
降
中
國
に
定
着
し
て
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　　淸代道敎と密敎

い
た
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
も
奉
じ
ら
れ
て
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
は
そ
の
後
も
隆
盛
を
誇
り
、
明
代
に
至
っ
て
も
中
國
か
ら
消
え
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
影
響
を
受
け
た
山
西
省
の
五
臺
山
が
、
有
名
な
巡
禮
地
で
あ
り
續
け
た
こ
と

に
よ
っ
て
も
見
て
取
れ
る（

２
）。

そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
に
對
す
る
庇
護
は
、
乾
隆
年
閒
（
一
七
三
六
―
一
七
九
五
）
に
最
高
潮
を
迎
え
る
。

乾
隆
帝
は
、
數
々
の
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
宗
派
の
中
で
も
、
一
般
に
黃
敎
と
し
て
知
ら
れ
る
ゲ
ル
ク
派
（dG

e
lugs

pa

）
へ
の
支
持
を
表

明
し
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
を
北
京
へ
と
招
待
し
た
。
乾
隆
帝
の
國
師
は
、
現
在
の
靑
海
省
と
甘
肅
省
に
あ
た
る
ア
ム
ド
（A

m
do

）
か
ら

や
っ
て
き
た
ラ
マ
僧
で
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
・
ロ
ル
ペ
・
ド
ル
ジ
ェ
（lC

ang
skya

R
olpa’irdo

rje

）
（
一
七
一
七
―
一
七
八
六
）
と
い
う
名
で

知
ら
れ
て
い
る（

３
）。

乾
隆
帝
は
こ
の
チ
ャ
ン
キ
ャ
・
ロ
ル
ペ
・
ド
ル
ジ
ェ
に
師
事
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
學
ん

だ
。
淸
代
の
宮
廷
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
重
要
性
と
い
う
問
題
に
關
し
て
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深
く
論
じ
な
い
が
、
參
考
文
獻

に
關
連
資
料
を
揭
載
し
て
お
く
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
ご
參
照
願
い
た
い
。
ま
た
、
淸
代
の
宗
敎
政
策
と
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
へ

の
支
持
に
關
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
隨
時
觸
れ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
う
し
た
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、

淸
代
道
敎
の
位
置
づ
け
と
、
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
と
の
關
わ
り
を
考
察
す
る
上
で
の
參
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
唐
代
の
密
敎
は
イ
ン
ド
傳
來
の
祕
密
佛
敎
だ
け
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
を
も
意
味
し
て
い
た
が
、
道
敎
は
そ
れ
に
對

し
て
反
應
し
た
の
か
、
し
た
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
反
應
し
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
外
來
の
宗
敎
に
對
し
て
道
敎
は
ど
の
よ
う
な
立

場
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
對
す
る
答
え
の
い
く
つ
か
は
、
第
十
一
代
龍
門
派
に
屬
す
る
閔
一
得
（
一
七
五
八
―
一

八
三
六
）
の
著
書
、『
金
蓋
心
燈
』
に
記
さ
れ
る
龍
門
派
の
歷
史
の
中
に
見
つ
け
ら
れ
そ
う
だ
。
そ
こ
で
、『
金
蓋
心
燈
』
の
中
か
ら
、

數
節
を
翻
譯
し
て
以
下
に
紹
介
し
て
い
く
。
特
に
、
金
蓋
山
龍
門
派
の
師
で
あ
る
著
者
、
閔
一
得
の
生
涯
に
關
す
る
部
分
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
密
敎
系
道
敎
の
形
成
と
、
龍
門
西
竺
心
宗
と
し
て
知
ら
れ
る
密
敎
系
道
敎
の
創
始
者
で
あ
る
鷄
足
道
者
と
の
關

係
が
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
察
を
始
め
る
前
に
、
淸
初
に
お
け
る
龍
門
派
が
何
を
象
徵
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

億
單
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
龍
門
西
竺
心
宗
が
興
っ
た
の
は
、
こ
の
龍
門
派
の
中
で
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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二
　
淸
代
に
お
け
る
道
敎

三
壇
大
戒
へ
の
門
と
し
て
の
龍
門
派

　　
全
眞
道
の
道
士
陳
銘
珪
（
一
八
二
四
―
一
八
八
一
）
は
『
長
春
道
敎
源
流
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
强
調
し
て
い
る（

４
）。

世
閒
で
は
、
龍
門
と
臨
濟
は
天
下
を
二
分
す
る
と
言
わ
れ
る
が
佛
敎
の
臨
濟
宗
と
道
敎
の
龍
門
派
の
こ
と
で
あ
る（

５
）。

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
龍
門
派
は
、
淸
代
道
敎
を
象
徵
す
る
ラ
ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
佛
敎
に
お
け
る
臨
濟
宗
と
同

じ
よ
う
に
、
龍
門
派
は
、
傳
戒
を
行
う
特
權
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
淸
代
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
受
戒
し
た
道
士
を
指
し
示
す
最
も

一
般
的
な
表
象
で
あ
り
續
け
た
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
道
敎
に
お
い
て
、
こ
の
宗
派
の
起
源
は
明

代
（
一
三
六
八
―
一
六
四
四
）
の
終
わ
り
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
當
時
、
宮
廷
に
お
け
る
正
一
道
の
壓
倒
的
優
位
の
下
で
、
全

眞
道
が
再
び
評
價
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
再
評
價
の
基
礎
は
、
淸
代
の
始
め
に
な
っ
て
定
着
す
る
。
淸
王
朝
は
、
統
治
權
を
ジ
ン
ギ

ス
カ
ン
か
ら
繼
承
し
た
と
す
る
、
異
民
族
王
朝
で
あ
る
。
そ
の
淸
王
朝
が
、
元
王
朝
の
支
持
し
た
全
眞
道
を
同
じ
よ
う
に
庇
護
し
た

の
は
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
全
眞
道
の
七
眞
の
う
ち
で
は
邱
處
機
（
一
一
四
八
―
一
二
二
七
）
が
最
も
有
名
だ
が
、
彼
は

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
に
會
う
た
め
に
中
央
ア
ジ
ア
へ
の
長
旅
を
敢
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
贊
美
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る（

６
）。

こ
の
二
人

の
會
見
の
後
、
全
眞
道
は
モ
ン
ゴ
ル
の
統
治
者
た
ち
か
ら
强
力
な
援
助
を
受
け
、
そ
の
發
展
の
た
め
の
樣
々
な
政
治
的
好
條
件
を
提

供
さ
れ
る
。
そ
し
て
全
眞
道
は
そ
の
黃
金
期
へ
と
突
入
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
邱
處
機
は
中
國
北
部
の
全
て
の
土
着
宗
敎
の

リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
全
て
の
「
出
家
者
」
の
監
督
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

７
）。

龍
門
派
の
設
立
も
、
こ
の
邱
處
機
に
歸
せ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
宮
廷
に
お
け
る
推
進
源
と
な
っ
た
の
は
王
常
月
（
崑
陽
、？
―
一
六
八
〇
）
で
あ
っ
た（

８
）。

　
王
常
月
は
淸
の
宮
廷
か
ら
、
全
眞
道
の
嚴
し
い
規
則
と
道
德
基
準
の
改
革
指
導
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
公
開
の
傳
戒
を

行
う
許
し
を
得
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
全
眞
龍
門
派
祖
庭
で
十
方
叢
林
系
で
も
あ
る
、
首
都
北
京
の
白
雲
觀
の
方
丈
と
し
て
、

王
常
月
は
一
六
五
六
年
か
ら
公
開
戒
壇
を
始
め
、
受
戒
者
た
ち
の
指
導
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
授
戒
會
の
內
容
は
王
常
月
に
よ
っ
て
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定
め
ら
れ
、
順
治
十
三
年
（
一
六
五
六
）
に
記
さ
れ
た
『
初
眞
戒
律
』
と
い
う
彼
の
著
作
や（

９
）、

後
に
彼
の
門
弟
た
ち
に
よ
っ
て
編
ま
れ

た
『
碧
苑
壇
經
』
と
い
う
書
物
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る（

10
）。

な
お
、『
碧
苑
壇
經
』
は
第
六
祖
の
慧
能
の
手
に
よ
る
禪
宗
文
獻
に
影

響
を
受
け
て
お
り
、
授
戒
を
行
う
際
の
戒
壇
の
こ
と
に
觸
れ
て
い
る（

11
）。

と
も
か
く
、
龍
門
派
の
名
の
下
に
王
常
月
に
よ
っ
て
改
定
さ

れ
た
授
戒
法
の
手
順
は
、「
三
壇
大
戒
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
普
通
、
佛
敎
僧
の
授
戒
を
意
味
す
る
こ
の
「
三
壇
大
戒
」
は（

12
）、

王
常
月
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
を
含
む
。

男
女
の
新
信
者
を
對
象
に
し
た
「
初
眞
戒
」
。
こ
れ
は
次
の
四
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。（
ａ
）
三
皈
依
戒
と
呼
ば
れ
る
、

道
、
經
、
師
の
三
寶
の
護
持（

13
）、（

ｂ
）
積
功
歸
根
五
戒
と
呼
ば
れ
る
、
俗
人
の
た
め
の
五
箇
條
の
重
要
な
規
範（

14
）、（

ｃ
）
そ
し

て
、
こ
の
五
戒
を
百
日
閒
續
け
た
後
に
許
さ
れ
る
、
虛
皇
天
尊
所
命
初
眞
十
戒
と
呼
ば
れ
る
、
新
信
徒
の
た
め
の
十
箇
條
の
規

範（
15
）、（

ｄ
）
そ
れ
か
ら
道
姑
、
信
女
な
ど
、
女
性
の
た
め
の
九
箇
條
の
規
範（

16
）。

第
二
に
「
中
極
戒
」
。
こ
れ
は
佛
敎
僧
の
戒
律
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
、
六
朝
時
代
か
ら
續
く
三
百
箇
條
か
ら
な
る
道
士
の
た

め
の
規
範
で
あ
る（

17
）。

そ
し
て
「
天
仙
大
戒
」
。
こ
の
大
戒
は
、
先
の
二
つ
の
戒
律
を
、
よ
り
敎
義
的
に
、
ま
た
觀
慧
、
つ
ま
り
瞑
想
に
よ
っ
て
叡
智

を
高
め
よ
う
と
い
う
視
點
か
ら
練
り
直
し
た
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る（

18
）。

こ
の
三
種
類
の
戒
律
を
全
て
授
か
っ
た
者
だ
け
が
、「
律
師
」
と
し
て
他
人
に
戒
を
授
け
る
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

最
後
の
天
仙
戒
を
受
け
て
い
な
い
者
は
、
傳
戒
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
王
常
月
に
始
ま
っ
た
北
京
の
白
雲
觀
の
方
丈
、
つ
ま
り
龍

門
派
の
「
律
師
」
と
い
う
傳
戒
の
特
權
を
持
つ
役
職
は
、
龍
門
派
の
方
丈
に
よ
っ
て
戒
律
を
う
け
た
道
士
た
ち
に
受
け
繼
が
れ
て
い
っ

た
。
こ
う
し
て
、
淸
朝
に
お
け
る
龍
門
派
の
影
響
は
廣
く
行
き
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
實
は
龍
門
派
の
創
立
と
そ
の

系
譜
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る（

19
）。
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三
　
龍
門
派
の
歷
史
と
思
想
に
關
す
る
基
本
資
料

閔
一
得
に
よ
る
『
金
蓋
心
燈
』
と
『
古
書
隱
樓
藏
書
』

　　
初
期
の
龍
門
派
に
關
す
る
基
本
資
料
は
、
王
常
月
の
作
と
傳
え
ら
れ
る
『
缽
鑑
』
と
い
う
文
獻
で
あ
る
。
こ
れ
は
旣
に
散
佚
し
た

か
、
或
い
は
架
空
の
書
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た（

20
）。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
「
龍
門
正
宗
派
の
礎
」
と
も
目

さ
れ
る
べ
き
『
缽
鑑
』
と
い
う
書
物
の
內
容
は
、『
金
蓋
心
燈
』
に
引
用
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
お
お
む
ね
今
日
に
傳
わ
っ
て
い
る
の

だ
。
龍
門
派
第
十
一
代
目
の
師
で
あ
る
閔
一
得
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
金
蓋
心
燈
』
に
は
、
江
南
で
活
躍
し
た
龍
門
派
の
道
士
た
ち

の
細
か
な
傳
記
が
含
ま
れ
て
お
り
、
明
淸
期
の
道
敎
に
光
を
當
て
る
上
で
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。『
金
蓋
心
燈
』
に
收
め
ら
れ
て

い
る
大
部
分
の
傳
記
に
は
、
著
名
な
鮑
廷
博（

21
）（

一
七
二
八
―
一
八
一
四
）
に
よ
る
註
が
つ
け
ら
れ
、
鮑
錕（

22
）（

？
―
一
八
一
四
）
に
よ
っ
て

校
訂
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
浙
江
省
湖
州
金
蓋
山
の
雲
巢
廟
に
あ
る
古
書
隱
樓
か
ら
一
八
二
一
年
に
始
め
て
刊
行
さ
れ

た
。
災
害
の
た
め
版
元
の
版
木
が
壞
れ
て
し
ま
い
、
補
遺
を
付
け
た
八
卷
本
の
體
裁
で
一
八
七
六
年
に
も
再
版
さ
れ
て
い
る（

23
）。

　
『
金
蓋
心
燈
』
の
版
木
が
所
藏
さ
れ（

24
）、

ま
た
後
に
壞
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
雲
巢
廟
は
今
日
も
浙
江
省
湖
州
の
街
の
近
く
に
存
續
し

て
い
る
。
圖
一
、
二
は
、『
道
統
源
流
』
（
一
九
二
九
年
）
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る（

25
）。

こ
れ
ら
の
圖
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ

は
「
古
梅
花
觀
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
村
人
た
ち
は
今
で
も
、
こ
の
廟
を
、
單
に
雲
巢
廟
と
呼
ぶ
。
こ
の
廟
は
一
九
八
七

年
に
再
び
開
か
れ
た
。
私
は
一
九
八
八
年
に
始
め
て
そ
の
地
を
訪
れ
た
が
、
多
く
の
建
物
に
損
傷
は
有
る
も
の
の
、
配
置
そ
の
も
の

は
「
湖
州
金
蓋
山
古
梅
花
觀
全
圖
」
（
圖
二
）
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
っ
た
。
呂
洞
賓
に
捧
げ
ら
れ
た
中
央
の

純
陽
宮
の
壁
に
、『
金
蓋
心
燈
』
の
中
に
見
ら
れ
る
碑
の
殘
片
を
發
見
し
た
。
碑
に
は
、
こ
の
宮
が
呂
洞
賓
に
奉
納
さ
れ
た
、
歷
史
的

な
事
情
が
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
別
の
壁
は
毛
主
席
へ
の
贊
歌
で
美
し
く
裝
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
圖
一
の
「
湖
州
金
蓋
山
全
圖
」

と
大
き
く
違
っ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、
な
ん
と
山
の
頂
上
に
大
き
な
テ
レ
ビ
ア
ン
テ
ナ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
こ
れ
で
は
竹
林
の
中
を
散
策
す
る
と
言
わ
れ
る
、
神
仙
た
ち
の
逍
遙
が
妨
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
そ
う
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　 圖一　湖州金蓋山全圖 　

　 圖二　湖州金蓋山古梅花觀全圖 　
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し
た
神
仙
た
ち
の
中
で
も
、
最
も
崇
拜
さ
れ
て
い
る
の
が
呂
洞
賓
な
の
で
あ
る（

26
）。

　
『
金
蓋
心
燈
』
の
再
版
に
寄
せ
ら
れ
た
沈
秉
成
に
よ
る
序
（
一
八
七
三
年
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

27
）。

（
閔
一
得
が
）
金
蓋
山
の
側
面
に
居
を
構
え
た
の
は
、
そ
こ
が
古
く
は
、
回
仙
（
呂
洞
賓
）
が
遊
ん
だ
地
で
あ
る
と
聞
い
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
（
閔
一
得
は
）『（
金
蓋
）
心
燈
』
と
い
う
一
書
を
著
し
た
。
こ
れ
は
佛
敎
の
「
傳
燈
」
と
い
う
意
味
を
取
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
道
譜
を
列
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
續
い
て
龍
門
宗
派
に
つ
い
て
述
べ
る（

28
）。

　
金
蓋
山
は
回
仙
、
つ
ま
り
呂
洞
賓
の
訪
れ
る
眞
の
聖
域
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
閔
一
得
は
こ
の
地
に
隱
遁
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
呂
洞
賓
が
訪
れ
た
の
は
テ
レ
ビ
ア
ン
テ
ナ
が
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
り
ず
っ
と
前
の
こ
と
だ
。
こ
う
し
て
、
閔
一
得
は
こ
の
金
蓋

山
と
こ
の
地
の
道
敎
の
傳
統
の
歷
史
を
書
き
と
め
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
圖
三
は
、『
金
蓋
心
燈
』
所
收
の
「
道
譜
源
流
圖
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
閔
一
得
は
、
ち
ょ
う
ど
禪
の
「
傳
燈
」
の
よ
う
に
、「
道
譜
」
を
圖
示
し
な
が
ら
、
系
圖
形
式
で
龍
門
派
の
起
源

と
發
展
を
記
し
て
い
る
。
道
祖
の
玄
玄
皇
帝
老
子
と
道
宗
の
祖
で
あ
る
呂
洞
賓
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
系
譜
は
龍
門
派
の
特
徵
的
な
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
傳
え
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
更
に
、
圖
四
の
『
金
蓋
心
燈
』
所
收
、「
龍
門
正
宗
流
傳
支
派
圖
」
を

ご
參
照
願
い
た
い
。
こ
こ
で
も
、
禪
の
「
傳
燈
」
と
同
樣
に
、
龍
門
正
宗
の
正
統
的
な
、
連
綿
と
し
た
傳
統
が
表
明
さ
れ
る
。
最
初

の
六
祖
に
續
く
第
七
祖
の
王
常
月
以
下
、
江
南
な
ど
中
國
各
地
の
支
派
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

29
）。

禪
の
「
傳
燈
」
に
あ
ま
り

に
も
似
て
い
る
の
で
、
閔
一
得
も
同
じ
よ
う
な
目
的
、
つ
ま
り
龍
門
派
の
傳
統
を
「
國
の
護
持
の
た
め
に
」
奬
勵
す
る
、
と
い
う
目

的
で
本
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
す
ら
思
え
て
く
る（

30
）。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
龍
門
派
の
空
想
的
な
系
譜
體
系
が
作
ら
れ
、
閔
一
得
の
示
し
た
指
針
の
も
と
、
學
者
や
門
弟
た
ち
に
よ
っ
て

後
世
へ
と
傳
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
官
界
か
ら
身
を
引
い
た
閔
一
得
は
、
江
南
の
正
統
的
龍
門
派
と
い
う
自
己
像
を
振
興
し
た
、
鍵
と

な
る
人
物
な
の
だ
。
閔
一
得
は
龍
門
派
を
、
規
格
化
さ
れ
た
傳
授
戒
法
と
道
院
規
則
、
そ
し
て
授
戒
儀
禮
に
關
す
る
淸
規
を
持
つ
、
首

都
に
お
け
る
制
度
化
さ
れ
た
道
敎
と
し
て
描
き
出
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
彼
は
龍
門
派
を
、
特
別
な
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　 圖三　道譜源流圖（『金蓋心燈』） 　

　 　
　 圖四　龍門正宗流傳支派圖（『金蓋心燈』） 　
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儀
式
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
い
た
內
丹
說
、
養
生
、
そ
し
て
道
德
を
實
ら
せ
る
敎
理
的
な
傳
統
と
し
て
も
表
現
し
て
い
る
の
だ
。
こ

う
し
た
こ
と
は
、
閔
一
得
に
よ
る
も
う
一
つ
の
著
作
、『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
よ
っ
て
立
證
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
中
に
は
、
密
敎
系
道
敎
で
あ
る
龍
門
西
竺
心
宗
に
關
す
る
文
獻
も
見
ら
れ
る
。

　
卿
希
泰
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
少
な
く
と
も
、
一
八
三
四
年
、
一
八
九
四
年
、
一
九
〇
四
年
、
そ
し
て
一
九
一
六
年
版

と
い
う
四
種
類
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う（

31
）。

こ
の
う
ち
、
一
九
〇
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
『
藏
外
道
書
』
に
收
め
ら
れ
て
最
も

よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
版
に
は
三
十
七
種
の
テ
キ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
い
る（

32
）。

卿
希
泰
が
一
八
三
四
年
版
と
す
る
も
の
は
、
お
そ

ら
く
金
蓋
山
に
所
藏
さ
れ
て
い
た
、
二
十
三
種
の
テ
キ
ス
ト
を
含
む
木
版
本
を
も
と
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
十
三
種

の
書
籍
は
、『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
も
收
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
八
三
四
年
版
は
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
と
い
う
書
名
で
は

な
く
、『
道
藏
續
編
』
と
さ
れ
て
お
り
、
世
の
中
に
は
殆
ど
出
回
ら
な
か
っ
た
。
民
國
年
閒
に
丁
福
保
（
守
一
子
、
一
八
七
四
―
一
九
五

二
）
は
こ
の
『
道
藏
續
編
』
の
寫
本
を
手
に
入
れ
、
活
版
印
刷
し
た（

33
）。

丁
福
保
本
は
、『
道
藏
續
編
初
集
』
と
い
う
名
で
上
海
醫
學
書

局
か
ら
四
册
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た（

34
）。

丁
福
保
本
を
一
九
〇
四
年
版
の
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
丁
福
保
本
、
つ

ま
り
『
道
藏
續
編
初
集
』
は
內
丹
に
關
す
る
文
獻
し
か
收
め
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
閔
一
得
の
傳
記
の
中
で
、『
道
藏
續

編
』
と
い
う
書
名
は
一
言
も
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
閔
一
得
の
傳

記
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
彼
の
著
作
は
、『
金
蓋
心
燈
』
と
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
の
二
種
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
同
じ
く
だ
り
か
ら
、
金
蓋
山
龍
門
派
の
傳
統
と
密
敎
系
道
敎
で
あ
る
龍
門
西
竺
心
宗
と
の
閒
に
關
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
で
は
、
ま
ず
『
金
蓋
心
燈
』
の
中
の
閔
一
得
の
傳
記
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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四
　
閔
一
得
の
傳
記

　　
閔
一
得
に
關
す
る
主
要
な
傳
記
は
一
八
二
一
年
に
記
さ
れ
た
『
金
蓋
心
燈
』
卷
八
に
續
く
補
遺
に
收
め
ら
れ
て
お
り
、「
閔
傳
附
」

と
題
さ
れ
て
い
る
。
多
少
の
異
同
が
見
受
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
同
じ
も
の
が
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
（
一
九
〇
四
年
版
）
に
も
收
め
ら
れ

て
い
る（

35
）。

さ
ら
に
、
一
九
一
六
年
以
降
に
編
集
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
の
最
終
版
に
は
、
閔
一
得
の
も
の
と
さ
れ

る
自
傳
が
含
ま
れ
て
い
る（

36
）。

こ
の
自
傳
に
關
し
て
は
今
後
の
よ
り
詳
細
な
硏
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
龍
門
正
宗
覺
雲
本
支
道

統
薪
傳
』
に
は
、
以
上
の
資
料
を
元
に
ま
と
め
ら
れ
た
閔
一
得
の
傳
記
が
收
め
ら
れ
て
い
る（

37
）。

そ
こ
で
、『
金
蓋
心
燈
』
の
補
遺
に
記

さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
三
種
類
の
傳
記
を
ま
ず
は
見
て
い
き
た
い
。

　
　
（
一
）
晏
端
書
に
よ
る
「
閔
懶
雲
先
生
傳
」
（『
金
蓋
心
燈
』
補
遺
、
一
ａ
―
三
ａ
）

　
閔
一
得
に
關
す
る
最
初
の
傳
記
は
、
翰
林
院
の
一
員
で
あ
っ
た
晏
端
書
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た（

38
）。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
閔
一
得
の
名
は

笤
尃
。
ま
た
補
之
、
小
艮
と
い
う
二
つ
の
字
を
持
ち
、
道
號
は
懶
雲
と
い
っ
た
。
彼
は
現
在
の
浙
江
省
湖
州
に
相
當
す
る
吳
興
と
い

う
町
の
豪
族
の
出
身
で
あ
っ
た
。
父
親
の
大
夏（

39
）は

、
科
擧
を
經
て
河
南
息
縣
令
の
職
に
つ
い
て
い
た
が
、
後
に
杭
州
の
敎
諭
へ
と
轉

職
す
る
こ
と
に
な
る
。
閔
一
得
は
、
九
歲
に
な
っ
て
も
步
行
が
困
難
で
あ
っ
た
ほ
ど
、
虛
弱
な
體
質
で
あ
っ
た
。
こ
の
體
質
の
た
め

に
、
彼
は
現
在
の
浙
江
省
天
台
付
近
に
あ
る
桐
柏
山
へ
赴
き
、
そ
こ
で
高
東
離
（
一
六
一
六
―
一
七
六
八
）
の
指
導
の
下（

40
）、

導
引
を
學

ん
だ
、
と
傳
記
は
記
し
て
い
る
。

　
龍
門
派
に
は
、
戒
偈
と
も
呼
ば
れ
る
系
詩
が
あ
る（

41
）。

受
戒
し
た
人
は
名
前
の
最
初
の
文
字
を
こ
う
し
た
系
詩
か
ら
取
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
法
脈
に
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
が
あ
り
、
名
前
／
派
名
に
付
け
ら
れ
た
文
字
が
詩
を
構
成
し
て
い
る
文
字
の
ど
こ
に
あ
る
か
を
數
え
る

こ
と
で
、
ど
の
代
に
所
屬
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ（

42
）。

こ
の
よ
う
な
系
詩
を
記
し
た
「
龍
門
派
字
譜
」
に
よ

れ
ば
、
閔
一
得
の
最
初
の
師
で
あ
っ
た
高
東
離
（
派
名
は
淸
昱
）
は
、
龍
門
派
の
第
十
代
目
に
あ
た
り
、
桐
柏
宮
の
住
持
を
務
め
て
い
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た
。『
道
統
源
流
』
下
卷
（
九
―
一
〇
）
に
收
め
ら
れ
て
い
る
傳
記
的
な
短
い
記
述
に
よ
る
と
、
高
東
離
は
一
六
九
二
年
に
龍
門
第
九
代

律
師
で
あ
っ
た
周
明
陽
（
一
六
二
八
―
一
七
一
一
）
を
杭
州
は
金
鼓
洞
に
尋
ね
、
そ
こ
で
戒
律
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う（

43
）。

そ
し
て
高
東

離
は
、
天
台
桐
柏
山
の
崇
道
觀
龍
門
宗
派
を
開
き
、
こ
の
道
觀
の
最
初
の
住
持
で
あ
っ
た
范
靑
雲
か
ら
桐
柏
宮
を
引
き
繼
い
だ
の
で

あ
る（

44
）。

更
に
、
高
東
離
の
師
に
あ
た
る
范
靑
雲
の
傳
記
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
桐
柏
宮
は
、
崇
道
觀
と
い
う
名
で
、
雍
正
帝
の

治
世
（
一
七
二
三
―
一
七
三
五
）
に
朝
廷
か
ら
の
敕
旨
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た（

45
）。

ち
な
み
に
、
南
宗
の
開
祖
で
あ
り
『
悟

眞
篇
』
の
著
者
と
し
て
も
著
名
な
張
伯
端
（
九
八
四
―
一
〇
八
二
）
も
、
こ
の
聖
域
と
關
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
張
伯
端
は
一
七
三
三

年
に
「
禪
仙
」
と
い
う
名
稱
を
公
式
に
授
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
彼
の
內
丹
及
び
禪
の
修
行
者
と
し
て
の
名
聲
に
對
し
て
贈

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

46
）。

と
も
か
く
、
こ
の
地
を
取
り
卷
く
道
敎
、
佛
敎
雙
方
と
の
關
係
性
は
、
桐
柏
宮
の
あ
る
桐
柏
山
が
佛
敎
僧

院
で
有
名
な
天
台
山
脈
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
地
理
的
な
問
題
が
要
因
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
閔
一
得
も
訪
れ
た
桐
柏
山
の
桐
柏
宮
は
、
今
日
も
な
お
存
在
し
て
い
る
。
一
九
八
六
年
に
始
め
て
そ
の
地
を
訪
れ
た

時
、
私
は
桐
柏
宮
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
小
さ
く
て
貧
相
な
道
庵
を
發
見
し
た
。
そ
こ
に
は
、
葉
高
行
と
い
う
道
姑
、
つ
ま
り
女
性
道

士
が
住
ん
で
い
た
。「
龍
門
派
字
譜
」
と
い
う
龍
門
派
詩
に
よ
れ
ば
、
高
行
と
い
う
派
名
の
「
高
」
は
第
二
十
七
代
目
に
屬
し
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る（

47
）。

彼
女
に
よ
れ
ば
、
い
に
し
え
の
祟
道
觀
は
、
一
九
五
八
年
に
政
府
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
天
台
地
方
の
貯
水

池
の
中
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
葉
高
行
は
私
を
伴
っ
て
、
そ
の
貯
水
池
の
向
こ
う
側
の
祟
道
觀
跡
に
案
內
し
て
く
れ
た（

48
）。

そ
こ
に
は
、
彼
女
の
師
で
あ
る
謝
崇
根
（
？
―
一
九
八
四
）
の
石
碑
も
建
て
ら
れ
て
い
た（

49
）。

彼
女
は
、
桐
柏
宮
の
傳
統
を
で
き
る
限
り

殘
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
閔
一
得
の
傳
記
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
桐
柏
宮
は
導
引
と
內
丹
を
繼
承
す
る
著
名
な
場
所
で

あ
る
。
葉
高
行
自
身
、
こ
う
し
た
技
法
を
村
の
少
人
數
の
若
者
た
ち
に
敎
え
て
い
た
。
彼
女
が
敎
え
て
い
た
の
は
、
師
匠
の
謝
崇
根
か

ら
彼
女
へ
と
傳
え
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
龍
門
五
息
功
」
つ
ま
り
龍
門
派
の
五
つ
の
息
と
呼
ば
れ
る
技
法
の
一
部
だ
っ
た
。
こ
の
技

法
は
、
主
に
身
體
を
整
え
る
調
身
、
心
を
整
え
る
調
心
、
そ
し
て
息
を
整
え
る
調
息
の
技
法
と
い
う
氣
功
法
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
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彼
女
は
、
結
跏
趺
座
を
組
ん
で
、
こ
の
技
法
に
お
け
る
至
高
の
ス
テ
ー
ジ
を
實
踐
し
な
が
ら
、
師
匠
の
謝
崇
根
の
寫
眞
を
何
枚
か
見

せ
て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
修
法
の
目
的
は
、
で
き
る
限
り
長
く
息
を
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
臟
の
鼓
動
が
途
絕
え
一
種
の
冬
眠

狀
態
に
入
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
原
息
」
と
い
う
狀
態
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
寫
眞
を
見
た
だ
け
で
は
、
そ
う

し
た
效
能
の
有
無
を
見
極
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
こ
う
し
た
技
法
が
本
當
に
獨
自
の
も
の
で
、
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
る
の

か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
龍
門
派
で
は
氣
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
い
う
道
敎
技
法
と
禪
の
瞑
想
法
で
あ

る
座
禪
を
組
み
合
せ
る
こ
と
で
、
張
伯
端
か
ら
續
く
古
の
技
法
を
維
持
し
て
き
た
の
だ
、
と
彼
女
は
誇
ら
し
げ
に
語
る
の
で
あ
っ
た
。

更
に
彼
女
は
、
桐
柏
宮
は
、
有
名
な
天
台
山
の
僧
院
で
あ
る
國
淸
寺
と
も
良
好
な
關
係
を
續
け
て
い
る
の
だ
、
と
强
調
し
た
。
そ
こ

で
、
我
々
は
數
時
閒
步
い
て
こ
の
寺
院
を
訪
れ
て
み
た
。
そ
し
て
本
當
に
、
そ
こ
の
僧
侶
た
ち
は
、
葉
高
行
が
時
々
醫
療
的
な
ア
ド

ヴ
ァ
イ
ス
を
く
れ
る
こ
と
に
深
く
感
謝
し
て
い
た
の
だ
。
實
は
、
彼
女
は
も
と
も
と
傳
統
中
醫
學
の
醫
者
と
し
て
働
い
て
い
て
、
實

際
の
と
こ
ろ
、
彼
女
の
小
さ
な
道
庵
は
、
彼
女
の
中
醫
學
と
鍼
灸
の
技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
天
台
山
の
僧

侶
た
ち
の
他
、
村
人
た
ち
の
た
め
に
盡
力
す
る
こ
と
で
、
彼
女
は
自
分
の
質
素
な
生
活
を
支
え
て
い
た
の
だ
。
私
は
、
彼
女
が
い
に

し
え
の
靈
飛
針
の
法
と
呼
ぶ
處
置
を
す
る
場
面
を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
に
收
め
た
。
壁
に
向
か
っ
て
寄
り
か
か
っ
て
い
る
患
者
の
素
足
の

ふ
く
ら
は
ぎ
あ
た
り
に
向
か
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
か
な
り
太
い
針
を
投
げ
つ
け
る
の
だ
。
し
か
し
、
彼
女
に
と
っ

て
は
呪
術
的
な
こ
の
方
法
は
、
經
驗
の
な
い
私
の
目
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
流
血
の
慘
事
と
し
て
映
っ
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

彼
女
の
小
さ
な
道
庵
に
あ
る
寶
は
、
師
匠
か
ら
傳
え
ら
れ
た
、
元
始
天
尊
、
靈
寶
天
尊
、
道
德
天
尊
の
三
淸
が
描
か
れ
た
美
し
い
卷

物
と
五
嶽
眞
形
圖
を
含
む
數
點
の
繪
畫
だ
け
だ
っ
た
。
ま
た
、
彼
女
は
、
閔
一
得
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
龍
門
正
宗
の
歷
史
を
何
も
知

ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
『
金
蓋
心
燈
』
の
コ
ピ
ー
を
贈
呈
す
る
と
、
非
常
に
喜
ん
で
い
た
。
そ
の
中
に
彼
女
の
支
派
の
話

が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
、
私
が
最
後
に
彼
女
の
元
を
訪
れ
た
時
、
彼
女
は
桐
柏
宮
の
保
存
と
擴
張
の
た
め
の

基
金
を
集
め
て
い
た
。
寄
贈
者
は
主
に
ア
メ
リ
カ
在
住
の
門
弟
た
ち
で
あ
っ
た
。
邊
鄙
な
桐
柏
山
ま
で
車
で
行
け
る
道
路
が
建
設
中
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で
あ
る
の
を
見
て
、
私
は
驚
か
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
彼
女
は
、
道
庵
の
再
建
に
あ
た
っ
て
の
計
畫
を
色
々
と
說
明
し
て
く
れ
た
。
ま

た
、
彼
女
の
門
弟
た
ち
を
訪
れ
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ
行
き
の
ビ
ザ
が
下
り
た
、
と
い
う
話
も
し
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
の

訪
問
か
ら
一
年
後
の
二
〇
〇
二
年
、
ア
メ
リ
カ
へ
到
着
し
た
翌
日
に
彼
女
が
急
逝
し
た
と
い
う
こ
と
を
、
彼
女
の
門
弟
の
一
人
か
ら

聞
い
た
の
だ
っ
た
。

　
話
が
桐
柏
宮
の
昨
今
と
へ
と
そ
れ
た
が
、
こ
の
あ
た
り
で
閔
一
得
の
傳
記
に
戾
り
た
い
。
閔
一
得
が
、
一
得
と
い
う
派
名
を
授
か

り
、
龍
門
派
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
、
例
の
貯
水
池
に
沈
ん
だ
桐
柏
宮
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
導

引
の
修
練
の
お
陰
で
彼
は
回
復
し
、
讀
書
と
宋
學
と
稱
さ
れ
る
性
理
學
に
沒
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。
全
て
の
彼
の
傳
記
で
强
調
さ
れ

る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
彼
の
勉
學
は
、
科
擧
の
た
め
で
は
な
く
、
彼
の
探
究
心
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
父
親
の
命
に
よ
っ

て
、
官
吏
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
へ
踏
み
出
し
、
州
司
馬
と
し
て
闐
南
（
現
在
の
雲
南
）
の
官
吏
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
後
、
彼
が
二
十

五
歲
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
父
親
の
死
後
し
ば
ら
く
し
て
、
彼
は
仕
官
の
道
を
斷
念
し
、
異
能
の
人
を
訪
ね
步
い
た
と
い
う
。
彼
が
め

ぐ
り
合
っ
た
偉
人
の
中
に
は
、
最
初
の
師
で
あ
る
高
東
離
の
第
一
の
弟
子
、
沈
輕
雲
（
一
七
〇
八
―
一
七
八
六
）
も
い
た（

50
）。

閔
一
得
は

三
敎
を
合
わ
せ
學
び
、
遂
に
高
東
離
の
眞
實
の
傳
を
授
か
っ
て
い
た
。
高
東
離
の
死
の
直
前
、
閔
一
得
は
最
後
の
訪
問
を
し
て
い
る
。

そ
の
時
の
高
東
離
の
遺
志
に
よ
っ
て
、
こ
れ
以
降
の
閔
一
得
は
沈
輕
雲
に
師
事
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
沈
輕
雲
と
閔
一
得
は
同
じ
龍
門
派
第
十
一
代
に
屬
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
經
緯
に
よ
っ
て
、
沈
輕
雲
が
閔
一
得

の
師
匠
と
な
っ
た
。
閔
一
得
の
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
は
、
彼
が
沈
輕
雲
か
ら
傳
え
ら
れ
た
樣
々
な
文
獻
が
收
め
ら
れ
て
い
る（

51
）。

そ

し
て
、
こ
の
二
人
の
特
別
な
關
係
を
示
す
た
め
に
、
こ
の
傳
記
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
强
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

沈
輕
雲
の
門
弟
た
ち
は
皆
優
秀
で
あ
っ
た
が
、
獨
り
閔
一
得
だ
け
が
そ
の
（
沈
輕
雲
の
）
敎
義
大
要
を
理
解
し
、
輕
雲
、
十
義

の
訓
を
常
に
守
っ
て
い
た
。
數
十
年
の
閒
、
彼
は
そ
の
敎
え
か
ら
少
し
も
そ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

52
）。

（
晏
端
書
「
閔
懶
雲
先
生

傳
」、『
金
蓋
心
燈
』
補
遺
、
一
ｂ
）
。
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沈
輕
雲
の
傳
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
十
義
の
訓
は
（
一
）
忍
辱
、（
二
）
仁
柔
、（
三
）
止
敬
、（
四
）
高
明
、（
五
）
退
讓
、（
六
）
剛
中
、

（
七
）
慧
辨
、（
八
）
勤
、（
九
）
信
、（
十
）
廉
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
義
は
、
戒
律
を
傳
え
、
道
士
た
ち
の
受
戒
の
制

定
を
中
心
に
す
る
龍
門
派
と
完
全
に
一
致
す
る（

53
）。

　
最
終
的
に
、
閔
一
得
は
現
在
の
湖
州
に
相
當
す
る
吳
興
の
街
、
つ
ま
り
彼
の
故
郷
へ
と
戾
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
陶
靖
菴
（
一
六

一
二
―
一
六
七
三
）
が
以
前
に
修
眞
を
行
っ
て
い
た
、
金
蓋
山
の
南
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る（

54
）。

一
七
八
六
年
の
沈
輕
雲
の
死
以
降
、
閔

一
得
は
こ
の
地
に
住
み
續
け
た
。
つ
ま
り
、
閔
一
得
は
二
十
九
歲
の
時
よ
り
、
道
を
修
め
る
た
め
に
こ
の
地
に
隱
遁
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
閔
一
得
の
傳
記
は
、
彼
が
隱
遁
し
は
じ
め
た
當
時
の
金
蓋
山
の
樣
子
を
說
明
し
て
い
る
。
そ
の
地
は
閑
散
と
し
て
、
道

敎
關
係
の
跡
地
も
廢
墟
と
化
し
て
い
た
と
。
こ
う
し
た
狀
況
に
直
面
し
、
法
嗣
の
衰
退
を
憂
え
て
、
閔
一
得
は
そ
の
壯
麗
さ
を
高
め
、

土
地
を
廣
げ
る
こ
と
で
こ
の
地
を
復
活
さ
せ
る
決
意
を
し
た
の
だ
っ
た
。
彼
が
書
を
著
し
、
八
卷
か
ら
な
る
『
金
蓋
心
燈
』
を
書
き

上
げ
た
の
も
、
こ
の
地
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
彼
の
仕
事
振
り
は
次
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
著
書
の
『
金
蓋
心
燈
』
八
卷
は
、
流
れ
に
沿
っ
て
そ
の
源
流
へ
遡
り
、
隱
れ
た
奧
深
い
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、

『
古
書
隱
樓
藏
書
』
二
十
八
種
と
『
還
源
篇
闡
微
』
は
、
儒
敎
、
佛
敎
の
精
華
を
以
っ
て
、
道
家
の
元
妙
を
解
き
明
か
し
た
。
全

て
の
言
葉
は
口
訣
で
あ
り
、
全
て
の
文
字
は
心
傳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
（
こ
う
し
た
敎
え
に
從
う
）
志
の
あ
る
も
の
を
正
し

い
順
序
に
よ
っ
て
漸
進
さ
せ
れ
ば
、
有
爲
か
ら
無
爲
に
到
逹
さ
せ
、
奧
義
を
理
解
で
き
な
い
狀
態
に
至
ら
せ
る
こ
と
は
な
い（

55
）。

（
同
前
二
ｂ
）

　
こ
の
最
後
の
文
章
は
閔
一
得
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
龍
門
派
の
內
丹
思
想
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
有
爲
か
ら
出
發

す
る
、
煉
丹
術
の
漸
進
的
な
方
法
に
對
す
る
說
明
と
結
び
付
け
ら
れ
た
、
三
敎
の
混
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
爲
を
含
む
こ
れ
ら

の
修
法
は
、
無
爲
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
最
終
的
に
は
無
爲
の
修
練
に
終
結
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
有
爲
と
い
う
表
現
は
、
行
氣
や

心
身
と
息
を
調
整
す
る
方
法
な
ど
、
氣
に
注
目
し
た
修
法
で
あ
る
命
功
に
當
て
は
ま
る
。
ま
た
、
無
爲
と
い
う
表
現
は
止
觀
、
止
念
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除
妄
や
見
性
と
い
っ
た
、
精
神
的
な
活
動
、
つ
ま
り
神
に
注
目
し
た
修
法
で
あ
る
性
功
に
當
て
は
ま
る
。
こ
う
し
た
修
練
の
結
果
は
、

閔
一
得
の
著
作
の
中
で
「
先
命
後
性
」
と
說
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
南
宋
內
丹
の
特
徵
で
も
あ
り
、
ま
た
閔
一
得
の
『
古
書
隱

樓
藏
書
』
に
含
ま
れ
る
い
く
つ
か
の
書
物
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
煉
丹
の
養
生
法
に
關
連
し
て
も
い
る（

56
）。

興
味
深
い
こ
と
に
、
有
爲
か

ら
無
爲
へ
と
い
う
筋
道
は
、「
龍
門
五
息
功
」
の
名
で
葉
高
行
が
師
の
謝
崇
根
か
ら
受
け
繼
い
だ
傳
統
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
て
、
こ
の
傳
記
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
終
っ
て
い
る
。

閔
一
得
は
乾
隆
戌
寅
（
一
七
五
八
年
）
十
二
月
の
二
日
に
生
ま
れ
、
道
光
丙
申
（
一
八
三
六
年
）
十
一
月
の
十
日
に
卒
す
。
七
十
九

歲
で
あ
っ
た（

57
）。

（
同
前
三
ａ
）

閔
一
得
の
生
涯
と
、
金
蓋
山
で
の
活
動
に
關
す
る
更
な
る
情
報
は
、『
金
蓋
心
燈
』
の
補
遺
に
收
め
ら
れ
る
、
殘
り
二
つ
の
傳
記
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
二
）
揚
維
崑（

58
）に

よ
る
「
閔
懶
雲
先
生
傳
」
（『
金
蓋
心
燈
』
補
遺
、
四
ａ
―
五
ａ
）

　
閔
一
得
の
門
弟
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
こ
の
傳
記
は
、
彼
の
呼
稱
と
身
體
的
狀
況
に
關
す
る
い
く
つ
か
の
追
加
情
報
を
備
え
て
い
る
。

閔
一
得
が
生
ま
れ
た
と
き
、
彼
の
父
で
あ
る
艮
甫
公
は
貝
懶
雲
と
名
乘
る
羽
の
服
を
着
た
人
（
つ
ま
り
神
仙
）
が
や
っ
て
く
る
夢

を
見
た（

59
）。

こ
の
た
め
に
、（
閔
一
得
は
）
自
ら
懶
雲
子
と
名
乘
っ
た
。
幼
い
頃
か
ら
、
彼
は
と
て
も
利
發
だ
っ
た
。（
あ
る
日
）
他

の
子
供
た
ち
と
遊
ん
で
い
る
時
に
彼
は
井
戶
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
、
誰
か
彼
を
抱
え
て
助
け
出
し
て
く
れ
た
人
が
い
た
よ
う

だ
っ
た
。
彼
は
元
來
痩
せ
こ
け
て
弱
々
し
か
っ
た
が
、
桐
柏
山
に
高
東
離
を
尋
ね
、
そ
こ
で
數
年
閒
を
過
ご
す
と
、
體
が
始
め

て
丈
夫
に
な
っ
た（

60
）。

（
揚
維
崑
「
閔
懶
雲
先
生
傳
」、『
金
蓋
心
燈
』
補
遺
、
四
ａ
）

　
第
一
の
傳
記
が
傳
え
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
官
吏
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
と
沈
輕
雲
へ
の
傾
倒
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
こ
の
第
二

の
傳
記
は
、
閔
一
得
が
沈
輕
雲
の
死
後
に
「
名
勝
を
訪
ね
、
南
か
ら
北
ま
で
、
吳
、
楚
、
燕
、
趙
を
巡
り
、
天
下
の
半
分
に
そ
の
足

跡
を
殘
す
」
こ
と
を
決
心
し
た
の
だ
と
傳
え
て
い
る
。
先
の
傳
記
の
記
述
者
と
は
對
照
的
に
、
閔
一
得
に
は
龍
門
西
竺
心
宗
と
呼
ば
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れ
る
第
十
代
、
十
一
代
の
龍
門
派
の
人
々
と
會
う
機
會
が
あ
っ
た
の
だ
と
揚
維
崑
は
言
う（

61
）。

龍
門
西
竺
心
宗
の
人
々
と
は
具
體
的
に
、

金
懷
懷（

62
）、

白
馬
李（

63
）、

李
蓬
頭（

64
）（

？
―
一
七
八
四
）
、
そ
し
て
龍
門
道
士（

65
）を

指
し
て
い
る
。
閔
一
得
の
龍
門
派
と
、
龍
門
西
竺
心
宗
と
い

う
二
つ
の
龍
門
支
派
の
密
接
な
關
係
は
、
閔
一
得
が
彼
ら
と
た
び
た
び
議
論
を
し
、「
多
く
の
部
分
で
合
意
し
た
」
と
い
う
記
述
に

よ
っ
て
强
調
さ
れ
て
い
る（

66
）。

こ
う
し
た
有
益
な
交
流
を
通
じ
て
閔
一
得
は
、
議
論
に
よ
っ
て
互
い
に
尊
敬
し
あ
う
に
至
っ
た
賢
士
た

ち
の
閒
で
名
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
話
の
後
、
閔
一
得
が
金
蓋
山
に
隱
棲
し
、
土
地
と
道
敎
寺
院
の
保
存
と
擴
大
に
貢
獻
し

た
と
い
う
話
を
こ
の
傳
記
は
傳
え
て
い
る（

67
）。

　
第
一
の
傳
記
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
傳
記
の
最
後
も
閔
一
得
の
著
作
二
つ
に
言
及
し
て
い
る
。『
金
蓋
心
燈
』
八
卷
と
二
十
餘
題
を

含
む
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
で
あ
る（

68
）。

　
　
（
三
）
沈
秉
成
に
よ
る
「
閔
懶
雲
先
生
傳
」
（『
金
蓋
心
燈
』
補
遺
、
六
ａ
―
七
ａ
）

　
似
た
よ
う
な
情
報
は
、
揚
維
崑
に
よ
る
傳
記
の
模
寫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
三
番
目
の
傳
記
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
指
摘
で

き
る
た
っ
た
一
つ
の
異
同
は
、
傳
記
の
最
後
の
部
分
に
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
傳
記
の
著
者
で
あ
る
沈
秉
成（

69
）（

一
八
二
一
―
一
八
九
四
）

は
、
閔
一
得
の
著
作
、
つ
ま
り
二
十
餘
題
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
『
古
書
隱
樓
藏
書（

70
）』

と
、『
金
蓋
心
燈
』
八
卷
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
書
は
、
閔
一
得
の
師
匠
の
宗
旨
を
述
べ
る
と
共
に
、
煉
丹
家
の
邪
說
を
排
除
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
閔
一
得
の
著
作
へ
の

言
及
の
後
、
こ
の
傳
記
は
閔
一
得
を
理
想
的
な
儒
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、
沈
秉
成
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
閔
一
得
は
）
正
直
で
忠
實
、
純
粹
で
落
ち
着
い
て
お
り
、
愼
み
深
く
ま
た
親
し
み
易
い
人
物
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
彼
の
論
に

は
、
儒
者
の
雰
圍
氣
が
伴
っ
て
い
た
。
道
光
十
六
年
（
一
八
三
六
）
七
十
九
歲
に
て
な
く
な
っ
た（

71
）。

（
沈
秉
成
「
閔
懶
雲
先
生
傳
」、

『
金
蓋
心
燈
』
補
遺
、
六
ｂ
―
七
ａ
）

　
以
上
の
三
つ
の
傳
記
か
ら
、
結
果
的
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
閔
一
得
は
浙
江
省
湖
州
に
相
當
す
る
吳
興
の
名
家
の
出
身

で
、
儒
者
の
よ
う
に
良
い
敎
育
を
受
け
、
貧
困
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
高
い
德
性
を
保
ち
續
け
、
廣
く
人
々
に
慕
わ
れ
て
い
た
。
彼
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の
道
敎
、
特
に
龍
門
派
と
の
最
初
の
關
わ
り
は
、
幼
年
時
代
か
ら
の
虛
弱
體
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
體
質
の
た
め
に
、
彼

は
高
東
離
か
ら
導
引
を
學
ん
だ
の
だ
。
短
い
官
吏
と
し
て
の
履
歷
の
後
、
閔
一
得
は
道
敎
の
修
養
に
打
ち
込
む
こ
と
を
選
び
、
金
蓋

山
に
隱
遁
す
る
。
過
去
、
繁
榮
し
て
い
た
龍
門
派
は
、
閔
一
得
の
時
代
に
は
衰
え
て
い
た
が
、
彼
の
活
動
の
お
陰
で
金
蓋
山
は
再
び

龍
門
派
の
聖
地
と
し
て
復
活
す
る
。
更
に
、
第
二
、
第
三
の
傳
記
に
よ
れ
ば
、
閔
一
得
は
龍
門
西
竺
心
宗
と
呼
ば
れ
る
密
敎
系
道
敎

の
徒
た
ち
と
親
密
な
關
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
そ
の
支
派
の
重
要
な
祖
師
た
ち
と
會
い
、
敎
義
上
の
見
解
を
共
有

し
て
い
た
と
言
う
。『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
に
寄
せ
ら
れ
た
閔
一
得
の
序
に
よ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
密
敎
系
道
敎
の
開
祖
で
あ
る
鷄

足
道
者
と
す
ら
會
っ
て
い
る
の
だ
。
で
は
、
こ
の
鷄
足
道
者
と
い
う
人
物
と
彼
に
關
す
る
文
獻
を
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　　
　
　
五
　
鷄
足
道
者
の
傳
記

　　
鷄
足
道
者
と
は
ど
う
い
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
次
の
二
文
獻
か
ら
、
彼
に
關
す
る
一
節
を
紹
介
し
よ
う
。
ま
ず
は
『
呂
祖
師

三
尼
醫
世
說
述
』
に
寄
せ
ら
れ
た
閔
一
得
の
序
、
續
い
て
『
金
蓋
心
燈
』
に
載
せ
ら
れ
た
鷄
足
道
者
の
傳
記
か
ら
の
引
用
で
あ
る（

72
）。

　
　
（
一
）
閔
一
得
に
よ
る
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
の
序（

73
）

　
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
收
め
ら
れ
た
こ
の
序
は
、
閔
一
得
獨
自
の
三
敎
融
合
を
强
調
し
て
い
る
點
で
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
融
合

は
、「
三
尼
醫
世
」
と
い
う
特
殊
な
用
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
人
の
聖
人
に
よ
る
世
の
中
を
治
療
す
る
た
め
の

法
と
で
も
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
三
尼
」
と
は
、
仲
尼
つ
ま
り
孔
子
、
靑
尼
つ
ま
り
老
子
、
そ
し
て
牟
尼
つ
ま
り
釋

迦
牟
尼
の
こ
と
で
あ
る（

74
）。「

三
尼
」
の
敎
義
に
つ
い
て
は
、
私
も
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
論
文
を
發
表
し
て
い
る
が
、
最
近
で
は
一
九

九
九
年
に
森
由
利
亞
氏
が
、
そ
し
て
二
〇
〇
三
年
に
は
中
國
の
蓋
建
民
氏
が
硏
究
を
發
表
さ
れ
て
い
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
深
く
語
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
興
味
の
あ
る
か
た
は
、
そ
ち
ら
を
ご
參
照
い
た
だ
き
た
い（

75
）。

さ
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し
あ
た
っ
て
、
今
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
閔
一
得
が
語
る
次
の
內
容
で
あ
る
。
一
七
九
三
年
、
三
十
五
歲
の
時
、
彼
は
雲
南
の
大
理

に
近
い
、
佛
敎
寺
院
で
有
名
な
鷄
足
山
へ
と
赴
い
た（

76
）。

そ
こ
の
龍
樹
山
房
に（

77
）、

世
に
住
ま
う
神
仙
と
さ
れ
て
い
た
鷄
足
道
者
を
尋
ね

た
の
だ
。

こ
の
神
仙
の
姓
は
黃
、
名
は
守
中
。
彼
は
西
域（

78
）の

月
支
（
月
氏（
79
）

）
の
人
で
あ
っ
た
。
元
の
頃
、
中
國
に
や
っ
て
き
て
、
長
く
鷄

足
山
に
住
ん
だ
た
め
、
こ
の
（
鷄
足
道
者
と
い
う
）
號
が
あ
る
。
順
治
十
六
年
（
一
六
五
九
）
に
都
へ
入
り
、
太
上
三
大
戒
を
授

か
り
た
い
と
王
崑
陽
律
師
に
求
め
た
。
初
め
、
彼
に
は
名
も
字
も
な
く
、
た
だ
、
自
ら
を
野
闥
婆
闍（

80
）と

稱
し
て
い
た
。
中
國
語

で
は
「
求
道
士
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
中
國
に
何
年
も
住
ん
で
い
た
の
で
、
律
師
は
黃
守
中
と
い
う
中
國
名
を
授
け
た
。
今

日
に
至
る
ま
で
、
闐
、
つ
ま
り
雲
南
の
人
々
は
彼
を
黃
眞
人
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
は
す
で
に
五
百
歲
以
上
で
あ
る
が
、
容
貎
は

あ
た
か
も
六
十
歲
く
ら
い
に
見
え
る
。
彼
は
炯
々
と
し
た
眸
を
持
ち
、
聲
は
響
き
渡
る
大
鐘
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
彼
の
机
に
多

く
の
本
は
な
い
。『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
の
他
に
は
、
た
だ
、『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た（

81
）。

（
閔
一
得

「
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
序
」
一
ｂ
）

　
こ
の
序
で
閔
一
得
も
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
鷄
足
道
者
の
密
敎
系
道
敎
が
『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
と
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說

述
』
の
二
册
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
點
は
重
要
だ
ろ
う
。
こ
の
二
文
獻
の
考
察
は
後
に
ま
わ
す
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
、
龍
門
派
の

密
敎
系
道
敎
、
つ
ま
り
龍
門
西
竺
心
宗
を
創
立
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
鷄
足
道
者
と
い
う
人
物
を
も
う
少
し
詳
し
く
知
る
た
め
に
、
彼

に
關
す
る
傳
記
へ
と
目
を
移
し
て
み
た
い
。

　
　
（
二
）
鷄
足
道
者
黃
律
師
傳
（『
金
蓋
心
燈
』
卷
六
上
、
一
ａ
―
二
ｂ
）

鷄
足
道
者
は
月
支
か
ら
來
た（

82
）。〈

注
：
鷄
足
は
闐
南
（
現
在
の
雲
南
）
の
山
の
名
前
。
月
支
は
西
方
の
國
の
名
前
で
古
の
氐
國
の

こ
と（

83
）。

懶
雲
子
が
言
う
に
は
、
闐
南
の
士
大
夫
の
傳
え
る
と
こ
ろ
で
は
「
元
初
に
は
已
に
こ
の
（
鷄
足
）
道
者
は
居
た
が
、
誰

も
彼
が
い
つ
の
時
代
に
來
た
の
か
を
知
ら
な
い
。」
と
の
こ
と（

84
）〉。

彼
は
鷄
足
山
に
留
ま
り
、
自
ら
を
「
野
怛
婆
闍
」
と
稱
し
た
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が
、
姓
も
名
も
字
も
號
な
く
、
中
國
語
で
は
「
求
道
士
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。（
彼
が
）
精
通
し
て
い
た
の
は
斗
法
だ
け
だ
っ

た
。
順
治
庚
子
〈
注
：
十
六
年
（
一
六
六
〇
）
〉
に
始
め
て
首
都
を
訪
れ
た
時
、
彼
は
演
鉢
（
堂（

85
））

を
參
觀
し
た
。
王
崑
陽
祖
師
は

彼
に
黃
と
い
う
姓
を
贈
り
、
守
中
と
名
付
け
た
。
更
に
王
律
師
は
（
鷄
足
道
者
に
）
言
っ
た
。「
お
前
は
、
世
に
在
る
こ
と
百
三

十
年
を
過
ぎ
た
な
ら
、
自
ず
か
ら
大
戒
を
得
る
だ
ろ
う
」
と（

86
）。

そ
し
て
（
王
律
師
）
は
（
鷄
足
道
者
に
雲
南
へ
）
戾
っ
て
、
斗

の
祕
法
を
護
持
す
る
よ
う
に
と
促
し
た
〈
注
：
『
鉢
鑑
』
も
鷄
足
道
者
が
自
ら
野
怛
婆
闍
と
稱
し
て
い
た
こ
と
を
載
せ
て
い
る

が
、（
そ
れ
は
）
上
文
が
記
し
て
い
る
內
容
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
〉。（
鷄
足
道
者
）
は
勤
勉
で
、
怠
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ

う
し
た
彼
の
事
跡
を
聞
き
及
ん
で
、
管
天
仙
が
（
鷄
足
道
者
）
に
師
事
し
、
太
淸
と
い
う
名
を
授
か
っ
た
。〈
注
：
管
天
仙
傳
は

次
の
篇
に
所
收
す
る
〉
庚
戌
の
年
〈
注
：
乾
隆
五
十
五
年
（
一
七
九
〇
）
、
ち
ょ
う
ど
順
治
庚
子
（
一
六
六
〇
）
か
ら
百
三
十
年

の
後
〉
私
〔
＝
閔
一
得
〕
は
大
戒
の
書
を
攜
え
て
（
鷄
足
道
者
に
）
會
い
に
い
っ
た
。
道
者
は
私
を
見
て
喜
び
、
こ
う
言
っ
た
。

「
こ
れ
を
交
換
す
れ
ば
〈
注
：
つ
ま
り
、
彼
の
西
竺
斗
法
と
懶
雲
子
の
大
戒
の
書
を
交
換
し
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
〉
お
互
い
得

が
あ
り
ま
す
」
と
。
そ
の
地
に
三
ヶ
月
留
ま
る
閒
に
、（
私
＝
閔
一
得
）
は
梵
音
を
會
得
し
た
。（
鷄
足
）
道
者
は
大
戒
の
書
を

手
に
し
て
、
王
崑
陽
の
像
を
懸
け
、（
鷄
足
道
者
は
そ
の
像
に
向
か
っ
て
）
淚
な
が
ら
に
拜
を
行
い
、
祈
り
を
捧
げ
た
。
そ
し
て

私
の
ほ
う
を
振
り
返
る
と
、
こ
う
言
っ
た
。「
お
前
は
代
わ
り
に
西
竺
の
至
寶
を
得
た
。
正
宗
を
恭
し
く
護
持
せ
よ
。
も
し
、
戒

律
（
の
護
持
）
が
失
わ
れ
れ
ば
、（
お
前
の
）
力
量
は
弱
ま
る
だ
ろ
う（

87
）。

王
律
師
の
靈
は
常
に
そ
こ
に
在
り
、
全
て
を
知
り
全
て

を
み
て
い
る
の
だ
」
と（

88
）。

私
（
閔
一
得
）
も
亦
た
泣
き
な
が
ら
拜
を
行
い
、
こ
れ
を
受
け
た
。〈
注
：
こ
れ
が
、（
鷄
足
）
道
者
が

黃
「
律
師
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
で
あ
る
。
わ
た
し
が
考
え
る
に
、
彼
（
懶
雲
子
、
つ
ま
り
閔
一
得
）
は
（
黃
律
師
の
）
斗
法
を
得
て

西
竺
心
宗
と
し
て
尊
奉
し
た
。
最
後
に
彼
は
、『
大
梵
先
天
梵
音
斗
咒
』
十
部
十
二
卷
を
編
纂
し
、
印
刷
し
て
世
に
傳
え
た
。
斗

法
の
中
で
、「
旗
哆
律
師（

89
）」

と
稱
さ
れ
る
人
こ
そ
が
、
黃
律
師
の
こ
と
で
あ
る
〉
私
（
閔
一
得
）
が
起
き
あ
が
る
と
、（
鷄
足
道

者
）
は
私
に
歸
る
よ
う
に
と
促
し
た
。〈
注
：
當
時
懶
雲
は
闐
南
、
つ
ま
り
雲
南
の
官
職
に
つ
い
て
い
た
の
で
、
彼
は
雲
南
の
自
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分
の
役
職
に
戾
っ
た
の
で
あ
る
〉
歸
る
途
中
、
總
制
の
富
公
〈
注
：
名
は
綱
〉
が
使
者
を
や
っ
て
（
鷄
足
道
者
を
）
迎
え
に
行

か
せ
た
が
、
使
者
は
戾
る
と
、「
先
生
（
鷄
足
道
者
）
は
亡
く
な
ら
れ
た
」
と
語
っ
た
。
私
は
「
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
」
と
い
っ

た
。
多
分
、
先
生
（
鷄
足
道
者
）
が
五
假
の
法（

90
）を

行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
戊
午
の
年
（
嘉
慶
三
年
、
一
七
九
八
）
、
先
生
（
鷄
足
道

者
）
を
四
川
の
靑
羊
宮
で
見
た
と
い
う
人
が
あ
っ
た（

91
）。

　　
　
　
六
　
鷄
足
道
者

人
物
像
と
そ
の
役
割

　　
以
上
に
鷄
足
道
者
の
傳
記
資
料
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
人
物
に
關
す
る
重
要
な
問
題
點
を
い
く
つ
か
指
摘
し
た
い
。

ま
た
、
こ
の
人
物
の
役
割
を
考
え
る
上
で
關
係
し
て
く
る
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
と
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
と
い
う
龍
門
西

竺
心
宗
の
流
傳
に
關
わ
る
二
文
獻
の
內
容
も
億
單
に
ま
と
め
て
い
く
。
ま
ず
、
鷄
足
道
者
の
傳
記
か
ら
見
い
だ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
は
、

次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
一
）
鷄
足
道
者
が
西
域
人
で
あ
る
こ
と

　
ま
ず
、
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
鷄
足
道
者
が
月
支
人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
。
鷄
足
道
者
は
、
西
方
國
か
ら

や
っ
て
き
た
と
い
う
傳
說
的
な
人
物
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
月
支
の
元
々
の
意
味
が
「（
チ
ベ
ッ
ト
で
は
ア
ム
ド
と
呼
ば
れ
る
甘
肅

と
靑
海
の
境
に
あ
た
る
）
南
甘
肅
、
祁
連
山
脈
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
鷄
足
道
者
は
甘
肅
、
靑
海
地
域
の
月
支
族
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
こ
の
傳
記
で
は
古
の
氐
國
に
つ
い
て
觸
れ
て
い
る
か
ら
、
鷄
足
道
者
は
チ
ベ
ッ
ト
系
で
あ
っ
た
と
考
え
る
向
き
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い（

92
）。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
唐
代
ま
で
、
月
支
は
中
央
ア
ジ
ア
と
西
北
イ
ン
ド
系
民
族
を
指
す
た
め
に
も
使
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る（

93
）。

恐
ら
く
、
中
國
人
に
と
っ
て
、
月
支
人
と
い
う
の
は
西
方
か
ら
や
っ
て
き
た
異
民
族
の
典
型
で
あ
り
、
ま
た
、
佛

敎
が
イ
ン
ド
か
ら
中
國
に
流
傳
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
重
要
な
經
路
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
關
わ
る
人
々
と
し
て
認
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識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
密
敎
經
典
、
特
に
陀
羅
尼
の
翻
譯
の
草
分
け
で
あ
る
竺
法
護
（D

harm
araks. a

三
一
三
年
以
降
に
沒
）
な

ど
は
、
敦
煌
出
身
の
、
恐
ら
く
は
中
國
に
歸
化
し
た
月
支
人
の
例
と
な
る（

94
）。

更
に
、
鷄
足
道
者
と
い
う
號
が
示
す
よ
う
に
、
彼
は
雲

南
、
と
り
わ
け
大
理
巿
近
く
の
鷄
足
山
と
も
關
わ
り
が
あ
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鷄
足
山
（K

ukkut. ap̄ada

）
は
佛
敎

の
重
要
な
イ
ン
ド
の
靈
地
の
名
で
、
そ
こ
で
は
摩
訶
迦
葉
尊
者
（M

ahākā́syapa

）
が
彌
勒
菩
薩
の
降
臨
を
待
っ
て
い
る
の
だ
、
と
さ

れ
て
い
る（

95
）。

そ
し
て
こ
の
場
所
で
、
摩
訶
迦
葉
が
佛
陀
か
ら
直
々
に
授
か
っ
た
金
縷
袈
裟
を
、
彌
勒
菩
薩
に
傳
授
す
る
の
だ
、
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
場
が
「
傳
衣
の
聖
域
」
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法

系
傳
授
と
し
て
の
「
傳
衣
」
を
行
う
こ
と
で
、
後
の
世
代
の
人
々
の
た
め
に
佛
法
を
再
生
さ
せ
る
の
で
あ
る（

96
）。

以
下
に
見
て
い
く
よ

う
に
、
道
敎
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
「
聖
域
」
と
鷄
足
道
者
と
い
う
人
物
と
の
結
び
つ
き
は
、
や
は
り
傳
戒
の
再
生
と
關

係
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
我
々
が
見
て
い
く
ケ
ー
ス
の
場
合
、
後
の
道
敎
徒
た
ち
に
傳
え
ら
れ
る
の
だ
が（

97
）。

　
ま
た
、
か
の
地
は
、
俗
に
「
阿
吒
力
（̄ac̄arya

）
密
敎
」
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
ン
ド
密
敎
と
も
關
係
し
て
い
る
だ
け
で
な
く（

98
）、

今
日

の
チ
ベ
ッ
ト
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
場
所
柄
上
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
と
も
關
係
が
あ
る（

99
）。

恐
ら
く
閔
一
得
は
、
雲
南
で
州
司
馬
と
し

て
仕
官
し
て
い
る
期
閒
に
、
こ
の
傳
統
と
親
し
む
機
會
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
他
、
鷄
足
道
者
の
出
自
が
チ
ベ
ッ
ト
で
あ
っ
た

ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
、
彼
が
元
代
に
中
國
入
り
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
淸
朝
政
府
と
そ
の
政
策
に
關
連
が
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る（

100
）。

モ
ン
ゴ
ル
人
た
ち
を
服
從
さ
せ
た
い
と
言
う
思
い
か
ら
、
淸
朝
初
期
の
皇
帝
た
ち
は
チ
ベ
ッ

ト
佛
敎
を
擁
護
す
る
こ
と
で
彼
ら
に
好
意
を
示
す
と
い
う
、
特
別
な
配
慮
を
は
ら
っ
て
い
た
。
皇
帝
た
ち
は
ラ
マ
僧
た
ち
を
接
待
し
、

彼
ら
に
儀
式
を
執
り
行
わ
せ
る
こ
と
で
、
ラ
マ
僧
た
ち
へ
の
支
持
を
表
明
し
た
。
何
よ
り
も
、
彼
ら
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
、
つ
ま
り
元

王
朝
の
後
繼
者
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
姿
勢
は
、
閔
一
得
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
鷄
足
道
者
と
の
神
祕
的

な
出
會
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
乾
隆
帝
の
治
世
（
一
七
三
六
―
一
七
九
五
）
に
絕
頂
期
を
迎
え
た
。
乾
隆
帝
は
、
帝
國
の
首
都
で
あ
る
北

京
を
ラ
マ
敎
王
國
の
宗
敎
的
な
首
都
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
一
族
と
關
り
が
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
は
、
樣
々
な
寺
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院
で
榮
え
た
。
こ
の
よ
う
な
寺
院
の
う
ち
、
最
も
有
名
な
の
が
雍
和
宮
で
、
乾
隆
帝
の
生
誕
地
と
さ
れ
て
い
る
。
乾
隆
帝
は
チ
ベ
ッ

ト
語
の
三
藏
經
典
を
モ
ン
ゴ
ル
語
と
滿
州
語
に
翻
譯
す
る
と
い
う
巨
大
な
事
業
の
支
援
も
し
た
。
更
に
、
乾
隆
帝
は
チ
ャ
ン
キ
ャ
・

ロ
ル
ペ
・
ド
ル
ジ
ェ
（
一
七
一
七
―
一
七
八
六
）
と
親
密
な
關
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
チ
ャ
ン
キ
ャ
・
ロ
ル
ペ
・
ド
ル
ジ
ェ
が
ア
ム
ド
か
ら

や
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
乾
隆
帝
を
始
め
淸
王
朝
自
體
が
、
ア
ム
ド
出
身
の
ラ
マ
僧
た
ち
を
非
常
に
重
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア

ム
ド
と
い
う
の
は
、
鷄
足
道
者
も
關
係
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
現
在
の
甘
肅
・
靑
海
地
域
に
あ
た
る
。
と
も
か
く
、
こ

う
し
た
ラ
マ
僧
た
ち
が
、
北
京
在
住
の
活
佛
（qutuytu

呼
圖
克
圖
）
、
つ
ま
り
生
き
佛
の
大
半
を
占
め
て
い
た
の
だ
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
閔
一
得
が
鷄
足
道
者
と
道
敎
の
龍
門
正
宗
と
を
關
連
づ
け
た
こ
と
に
は
、
や
は
り
政
治
的
な
動
機
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
こ
う
し
た
關
連
に
は
、
龍
門
正
宗
を
宮
廷
に
宣
傳
す
る

目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ム
ド
か
ら
や
っ
て
來
た
密
敎
の
權
威
た
る
ラ
マ
僧
、
と
い
う
假
面
に
包
ま
れ
た
鷄
足
道
者
は
、
や

は
り
ア
ム
ド
か
ら
や
っ
て
來
た
乾
隆
帝
の
國
師
、
ロ
ル
ペ
・
ド
ル
ジ
ェ
と
關
連
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
淸
王
朝
で
非

常
に
尊
重
さ
れ
た
ア
ム
ド
出
身
の
ラ
マ
僧
、
活
佛
た
ち
が
投
影
さ
れ
た
姿
こ
そ
が
、
鷄
足
道
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
更
に
、
野
怛
婆
闍
と
い
う
、
彼
の
元
々
の
號
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
號
は
、
中
國
語
の
求
道
士
と
い
う
意
味
に
相
當

す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
本
當
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
或
い
は
他
の
中
央
ア
ジ
ア
言
語
か
ら
の
翻
譯
で
あ

る
の
か
判
斷
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
の
野
怛
婆
闍
と
い
う
音
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ヤ
・
タ
・
バ
・
チ
ャ
／
ジ
ャ
の
如
き
音
を
想

起
さ
せ
る
が
、
中
國
語
の
求
道
士
と
折
り
合
い
を
付
け
ら
れ
る
要
素
は
全
く
な
い
。
一
方
で
こ
の
語
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
イ
ェ
・
ダ

グ
ポ
・
ジ
ェ
（*ye

bdag
po

rje

）
や
ヤ
ン
ダ
グ
ペ
・
ジ
ェ
（*yang

dag
pa’irje

）
と
い
っ
た
音
も
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
イ
ェ
・
ダ
グ
ポ
・

ジ
ェ
と
は
、「
起
源
の
主
宰
君
」、
つ
ま
り
起
源
を
主
宰
す
る
君
主
と
で
も
い
う
よ
う
な
意
味
に
、
そ
し
て
ヤ
ン
ダ
グ
・
ペ
ジ
ェ
と
は
、

眞
正
の
君
主
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
表
現
は
チ
ベ
ッ
ト
の
稱
號
の
中
に
は
見
當
た
ら
な
い
の
で
、
實

證
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
求
道
士
」
と
い
う
中
國
語
譯
に
從
え
ば
、「
道
を
說
く
君
主
」
と
か
、「
起
源
を
敎
え
る
君
主
」
と
い
っ
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た
よ
う
な
意
味
に
な
る
、
イ
ェ
・
テ
ン
ペ
・
ジ
ェ
（*ye

bstan
pa’irje

）
と
い
う
音
の
ほ
う
が
、
よ
り
說
得
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ど
ち
ら
の
稱
號
も
や
は
り
チ
ベ
ッ
ト
語
の
中
に
見
あ
た
ら
な
い
。
野
怛
婆
闍
と
い
う
語
の
漢
字
を
、
象
徵
的
に
解
釋
で
き

る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
も
し
か
し
た
ら
、「
野
怛
」
の
「
野
」
は
、『
外
國
方
品
』
の
中
で
氐
族

や
月
支
族
が
住
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
神
祕
的
な
國
、「
野
尼
」
を
仄
め
か
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い（

101
）。「

婆
」
は
バ
ラ
モ
ン
敎
（
婆
羅

門
敎
）
或
は
「
婆
伽
梵
」
（
い
わ
ゆ
る
簿
伽
梵
の
「
敎
外
別
傳
」）
を（

102
）、

そ
し
て
「
闍
」
は
阿
闍
梨
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
はāc̄arya

）
を
指

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
野
（
怛
）
婆
闍
」
と
い
う
語
は
、「
婆
羅
門
敎
或
は
婆
伽
婆
の
眞
傳
を
傳
え
ら
れ
し
者
に
關
わ
る
月
支

族
の
阿
闍
梨
」
と
い
う
觀
念
に
關
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
以
上
の
推
測
に
は
、
中
國
語
の
翻
譯
で
あ
る
求
道
士
の
、

「
求
」
に
相
當
す
る
動
詞
が
拔
け
て
い
る
。
鷄
足
道
者
を
阿
闍
梨（

103
）と

す
る
暗
示
は
、
彼
の
「

•　度
•　師
」
お
よ
び
「

•　旗
•　哆
•　律
•　師
」
と
い
う
名

稱
や
役
割
、
そ
し
て
彼
が
イ
ン
ド
の
祕
密
の
陀
羅
尼
經
典
を
傳
授
す
る
と
い
う
行
爲（

104
）に

適
っ
て
い
る
が
、
こ
の
解
釋
を
支
持
し
う
る

證
據
は
な
い
。
結
論
と
し
て
こ
こ
で
言
え
る
こ
と
は
、
鷄
足
道
者
の
人
物
像
と
、
野
怛
婆
闍
と
い
う
彼
の
號
は
、
彼
が
異
民
族
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
强
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鷄
足
道
者
が
異
民
族
の
出
自
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
元
來
「
梵
密
」
（S

anskritE
soterica）

の
受
領
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
梵
密
は
傳
統
的
に
、「
番
僧
」
に
よ
っ
て
西
域
か
ら
中
國
へ
と
傳
え
ら
れ
て
き
た
。
元
代
以
降
、
こ
の
「
番
僧
」
と
い
う
言

葉
は
、
イ
ン
ド
僧
の
み
な
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
僧
と
タ
ン
グ
ー
ト
僧
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
る（

105
）。

更
に
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
祕
密
經
典
は
中
國
人
意
識
の
中
で
は
唐
代
と
關
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
唐
代

の
祕
密
佛
敎
の
傳
統
が
鷄
足
道
者
を
通
じ
て
復
興
さ
れ
た
こ
と
は
驚
く
に
値
し
な
い
。
實
際
、
こ
の
鷄
足
道
者
と
い
う
人
物
は
、
イ

ン
ド
の
鷄
足
山
が
中
國
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
に
關
係
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
玄
奘
（
六
〇
〇
―
六
六
四
）
や
不
空
（
七
〇
五
―
七
七
四
）

と
い
っ
た
、
唐
代
の
僧
た
ち
に
ま
で
遡
る
イ
ン
ド
祕
密
佛
敎
の
流
傳
に
も
關
係
が
あ
る
の
だ
。
以
下
に
論
じ
て
い
く
よ
う
に
、
玄
奘

と
不
空
と
い
う
二
人
の
僧
は
、
鷄
足
道
者
に
よ
る
『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
の
流
傳
の
中
心
と
な
っ
て
い
る（

106
）。

鷄
足
道
者
の
傳
說
的
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な
人
物
像
と
、
彼
の
異
民
族
出
自
と
い
う
特
徵
は
、
唐
代
の
祕
密
佛
敎
の
復
興
と
、
そ
の
淸
代
龍
門
派
と
の
統
合
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
は
こ
の
祕
密
佛
敎
の
傳
統
の
復
興
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
チ
ベ
ッ

ト
は
、
祕
密
佛
敎
の
傳
統
の
起
源
の
地
で
あ
る
イ
ン
ド
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
鷄
足
道
者
が

西
域
の
月
支
人
で
あ
る
と
い
う
言
及
や
彼
の
獨
特
の
敎
義
は
、
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
解
釋
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
（
二
）
斗
法
の
專
門
家
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
の
受
領
者
と
し
て
の
鷄
足
道
者

　
第
二
に
、
斗
法
の
專
門
家
で
あ
り
、
ま
た
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
の
受
領
者
と
し
て
の
鷄
足
道
者
と
い
う
點
が
重
要
で
あ
る
。

彼
の
敎
え
に
鑑
み
る
と
、
鷄
足
道
者
は
斗
法
に
精
通
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
斗
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
內
容
が
ど

う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
と
說
明
さ
れ
て
い
な
い（

107
）。

し
か
し
、『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
收
め
ら
れ
た
樣
々
な
書
か

ら
、
こ
の
斗
法
は
、
い
わ
ゆ
る
伽
陀（

108
）（gāth̄a

）
正
宗
で
陀
羅
尼
を
暗
誦
す
る
こ
と
に
關
係
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
（『
藏

外
道
書
』
第
一
〇
册
所
收
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
所
載
『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』、
五
五
二
頁
參
照
）
。
ま
た
、
鷄
足
道
者
の
傳
記
に
よ
れ
ば
、
こ

の
斗
法
は
「『
大
梵
先
天
梵
音
斗
咒
』
十
部
十
二
卷
」
の
編
纂
と
關
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
書
の
編
纂
は
、
鷄
足
道
者
の
龍
門
西
竺
心
宗

系
を
傳
受
し
た
後
に
閔
一
得
が
行
っ
た
。
殘
念
な
が
ら
、『
古
書
隱
樓
藏
書
』
の
中
で
は
『
大
梵
先
天
梵
音
斗
咒
』
と
い
う
書
名
を
見

出
せ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
經
典
の
「
ブ
ラ
フ
マ
の
先
天
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
音
に
の
っ
と
っ
た
北
斗
七
星
に
捧
げ
る
陀
羅
尼
」
と

い
っ
た
よ
う
な
意
味
合
い
に
、
關
連
が
有
り
そ
う
な
テ
キ
ス
ト
は
幾
つ
か
收
め
ら
れ
て
い
る
。
陀
羅
尼
や
呪
術
を
諷
誦
す
る
の
は
乾

隆
帝
や
皇
帝
の
一
族
た
ち
に
高
く
評
價
さ
れ
て
い
た
。
實
際
、
乾
隆
帝
は
、
有
名
な
『
四
庫
全
書
』
な
ど
、
大
量
の
文
學
作
品
を
出

版
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
西
藏
大
藏
經
や
チ
ベ
ッ
ト
語
經
典
の
注
釋
な
ど
、
宗
敎
文
獻
の
出
版
に
も
盡
力
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、

西
藏
大
藏
經
に
收
め
ら
れ
て
い
た
全
て
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
陀
羅
尼
と
マ
ン
ト
ラ
を
選
集
と
し
て
出
版
す
る
こ
と
に
も
援
助
を

し
た
。
こ
の
選
集
は
チ
ベ
ッ
ト
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
中
國
語
と
滿
州
語
に
注
意
深
く
翻
譯
さ
れ
、『
禦
製
滿
漢
蒙
古
西
番
合
璧
大
藏
全

咒
』
と
題
さ
れ
て
一
七
七
三
年
に
八
十
册
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
そ
れ
ま
で
に
試
み
ら
れ
た
中
で
も
、
最
も
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複
雜
で
活
版
技
術
的
な
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た（

109
）。

ま
た
、
こ
の
支
援
は
陀
羅
尼
收
集
の
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
陀
羅

尼
の
暗
誦
を
重
視
し
た
文
獻
の
翻
譯
は
、
翻
譯
さ
れ
る
べ
き
數
々
の
經
典
の
中
で
も
最
初
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ

と
を
强
調
し
て
お
く（

110
）。

こ
う
し
た
、
陀
羅
尼
の
暗
誦
を
重
視
し
た
經
典
は
、
唐
王
朝
で
高
く
評
價
さ
れ
た
陀
羅
尼
密
敎
と
密
接
な
關

係
が
あ
っ
た（

111
）。

實
際
、
鷄
足
道
者
か
ら
傳
え
ら
れ
た
文
獻
は
、
偉
大
な
翻
譯
者
で
あ
る
玄
奘
（
六
〇
〇
―
六
六
四
）
と
、
唐
代
密
敎
の

偉
大
な
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
不
空
金
剛
（A

m
oghavajra

七
〇
五
―
七
七
四
）
に
よ
っ
て
譯
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る（

112
）。

こ
の
經
典
は

『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
（Vasu[n]dh̄ar̄a-dh̄aran. ī

）
と
い
う
名
で
、『
大
藏
經
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
（
第
二
〇
卷
、
密
敎
部
、
一
一
六
二

番
〔
一
一
六
三
―
一
一
六
五
番
〕）
。
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
は
、
今
も
存
在
し
て
い
る
。「’phags

pa
nor

gyirgyun
shes

bya

ba’igzungs

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
チ
ベ
ッ
ト
語
版
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
更
な
る
硏
究
が
必
要
で
あ
る
。
と
も
か
く
、

こ
の
經
典
が
玄
奘
や
不
空
と
い
っ
た
唐
代
の
重
要
な
人
物
た
ち
と
關
連
し
て
い
る
た
め
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
は
龍
門
正
宗
に
お

い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
閔
一
得
は
、
こ
の
經
典
を
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
收
め
、
彼
自
身
の
注
釋
を
つ
け
て
い
る
。

『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
流
傳
の
物
語
は
、
簿
伽
梵
（B

hagavat）
が
妙
月
（
ス
チ
ャ
ン
ド
ラS

ucandra

）
に
こ
の
敎
え
を
傳
え
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
。
例
え
ば
『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』
で
は
、
い
わ
ゆ
る
妙
月
長
者
は
、
伽
陀
正
宗
の
宗
祖
で
あ
り
、
鷄
足
道
者
が
そ
の
後

繼
ぎ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る（

113
）。

こ
の
妙
月
（
ス
チ
ャ
ン
ド
ラ
）
と
い
う
人
物
は
イ
ン
ド
佛
敎
の
中
で
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
對
照
的
に
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
傳
統
に
お
い
て
は
、
ス
チ
ャ
ン
ド
ラ
と
い
う
の
は
シ
ャ
ン
バ
ラ
の
王
に
他
な

ら
な
い
。
シ
ャ
ン
バ
ラ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
に
位
置
す
る
と
傳
え
ら
れ
る
傳
說
上
の
國
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
理
想
郷
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
。
こ
の
架
空
の
王
國
は
『
超
密
敎
時
輪
タ
ン
ト
ラ
』
（
カ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
タ
ン
ト
ラK

ālacakratantra）
の
實
施
と
關
連

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
タ
ン
ト
ラ
は
ゲ
ル
ク
派
の
傳
統
に
お
け
る
最
上
灌
頂
と
關
わ
る
重
要
な
も
の
で
、
こ
の
中
で
ス
チ
ャ
ン
ド

ラ
は
、
佛
陀
と
の
主
要
な
對
話
者
な
の
で
あ
る（

114
）。

こ
う
し
た
こ
と
も
ま
た
、
乾
隆
帝
が
全
て
の
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
宗
派
の
中
で
ゲ
ル

ク
派
を
擁
護
し
、
國
師
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
と
い
う
事
實
と
何
か
關
わ
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か（

115
）。
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　　淸代道敎と密敎

　
こ
の
よ
う
な
有
名
な
タ
ン
ト
ラ
の
灌
頂
と
關
連
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
「
度
師
」
或
い
は
「
旗
哆
律

師
」
で
あ
っ
た
鷄
足
道
者
が
所
有
し
て
い
た
『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
と
『
三
尼
醫
世
說
述
』
も
、
灌
頂
の
よ
う
な
祕
密
傳
度
儀
禮

（initiation/ordination

）
と
關
わ
っ
て
い
る
と
い
う
點
は
興
味
深
い（

116
）。

以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
こ
う
し
た
傳
度
儀
禮
は
「
天
仙
大

戒
」
と
い
う
名
で
、
龍
門
派
に
お
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
傳
度
儀
禮
の
龍
門
派
に
お
け
る
役
割
に
つ

い
て
は
、
更
な
る
硏
究
、
特
に
『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
に
記
さ
れ
る
儀
禮
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
陀
羅
尼
の
流
傳
に
關
す
る
硏

究
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
（
三
）
王
崑
陽
の
直
弟
子
、『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
の
受
領
者
と
し
て
の
鷄
足
道
者

　
最
後
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
傳
記
の
中
で
野
怛
婆
闍
、
つ
ま
り
鷄
足
道
者
が
、
北
京
の
白
雲
觀
に
お
け
る
龍
門
三
壇
大
戒

の
改
革
者
で
あ
り
同
時
に
そ
の
奬
勵
者
で
も
あ
っ
た
王
崑
陽
の
直
弟
子
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
傳
記
に
は
、
鷄
足
道

者
は
一
六
六
〇
年
、
ち
ょ
う
ど
王
崑
陽
が
三
壇
大
戒
の
儀
式
を
行
っ
て
い
る
時
に
北
京
に
や
っ
て
き
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

順
治
庚
子
十
六
年
（
一
六
六
〇
）
に
始
め
て
首
都
を
訪
れ
た
時
、
彼
は
演
缽
（
堂
）
を
參
觀
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、「
演
缽
」
と
い
う
特
殊
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
演
鉢
」
と
同
義
で
あ
り
、
字
義
的
に
は
、「
鉢
（
の
儀
）

を
お
こ
な
う
」
或
い
は
「
鉢
堂
で
敎
え
を
傳
え
る
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
王
常
月
に
歸
さ
れ
て
い
る
が
一
七
〇
六
年
に
設
立
さ
れ
た

石
碑
に
は
、
一
四
四
〇
年
に
鉢
堂
が
、
白
雲
觀
に
建
設
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鉢
堂
は
一
七
〇
六
年
に
再
建
さ
れ
て
い
る（

117
）。

こ
の
「
演
鉢
」
と
い
う
表
現
は
、『
初
眞
戒
律
』
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
、
四
〇
ｂ
―
四
一
ａ
）
に
「
開
壇
傳
戒
、
戒
後
行
持
、
演

鉢
一
百
日
」
と
見
ら
れ
、
百
日
閒
の
傳
戒
の
閒
に
、
王
崑
陽
律
師
か
ら
樣
々
な
敎
え
を
授
か
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
場
合

の
「
演
鉢
」
と
い
う
語
は
、「
演
缽
堂
＝C

lass
ofordination

training（
佛
敎
で
い
う
「
新
戒
堂
」
の
な
ぞ
り
と
思
わ
れ
る（
118
））
」
と
し
て

記
載
さ
れ
、
百
日
閒
に
渡
っ
て
行
わ
れ
る
、
受
戒
の
た
め
の
修
行
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

119
）。

さ
て
、
そ
の
「
演
鉢
堂
」
に
て
世

俗
か
ら
集
團
的
に
隔
離
さ
れ
る
閒
、
講
義
に
出
席
す
る
受
戒
者
た
ち
は
儀
禮
を
學
び
、
そ
し
て
苦
行
を
行
う
。
佛
敎
徒
の
寺
院
に
お
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け
る
傳
戒
を
ひ
な
型
と
し
た
こ
の
よ
う
な
道
敎
の
傳
戒
は
、「
三
壇
大
戒
」
或
は
「
三
堂
大
戒
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た（

120
）。

佛
敎
に
お

け
る
「
新
戒
堂
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
演
鉢
堂
」
と
い
う
語
も
ま
た
、
傳
戒
が
行
わ
れ
る
期
閒
と
場
所
の
兩
方
を
意
味
し
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
も
特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
更
に
、
演
鉢
と
い
う
表
現
は
、
禪
に
お
い
て
衣
鉢
を
傳
授
す
る
傳
衣
と
非
常
に
關
係

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
觸
れ
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
道
敎
の
場
合
、
衣
で
は
な
く
鉢
を
授
與
す
る
こ
と
に
よ
り
重
點
が
置
か

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佛
敎
に
お
い
て
も
道
敎
に
お
い
て
も
、
戒
を
授
か
る
受
戒
者
は
衣
と
鉢
を
與
え
ら
れ
、
こ
れ
ら

を
授
與
さ
れ
て
こ
そ
、
彼
等
は
正
統
な
「
道
士
」
（
な
い
し
「
僧
」）
に
な
る
で
あ
る（

121
）。

と
こ
ろ
が
、
禪
に
お
い
て
は
衣
を
傳
え
る
「
傳

衣
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
道
敎
で
は
鉢
を
傳
え
る
「
傳
鉢
」
や
「
演
鉢
」
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う（

122
）。

　
再
び
鷄
足
道
者
の
傳
記
に
目
を
戾
そ
う
。
傳
記
は
次
の
よ
う
に
續
い
て
い
る
。

王
崑
陽
祖
師
は
彼
に
黃
と
い
う
姓
を
贈
り
、
守
中
と
名
付
け
た
。

　
鷄
足
道
者
（
つ
ま
り
野
怛
婆
闍
）
の
場
合
、
王
崑
陽
の
授
戒
會
に
參
加
し
た
も
の
の
、
そ
の
時
に
は
天
仙
大
戒
の
眞
傳
を
傳
え
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
王
崑
陽
は
、
鷄
足
道
者
を
中
國
に
歸
化
し
た
人
物
で
あ
る
と
斷
じ
、
黃
と
い
う
中
國
姓
と
、
守
中

と
い
う
派
名
を
與
え
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
野
怛
婆
闍
は
、
第
八
代
龍
門
祖
師
と
し
て
、
ま
た
雲
南
の
鷄
足
山
西
竺
心
宗
の
開
祖

と
し
て
、
龍
門
宗
派
に
融
合
さ
れ
て
い
く
。
な
お
、
王
崑
陽
の
豫
言
に
よ
れ
ば
、
彼
が
最
後
の
大
戒
、
つ
ま
り
天
仙
大
戒
を
授
か
る

の
は
百
三
十
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
閔
一
得
が
も
っ
て
行
っ
た
大
戒
の
書
、
つ
ま
り
『
醫
世
說
述
』
の
傳
承
の

お
蔭
で
叶
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
文
獻
と
交
換
に
、
閔
一
得
は
鷄
足
道
者
か
ら
龍
門
西
竺
心
宗
入
門
の
た
め
の
祕
密
儀
禮
を

授
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
皇
極
仙
經
』
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
三
八
一
頁
）
の
中
に
、
こ
の
『
醫
世
說
述
』
が
北
京
の
白
雲
觀
に
お
け
る
三
壇
大
戒
と
關

連
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
記
述
が
殘
さ
れ
て
い
る（

123
）。

順
治
（
一
六
四
四
―
一
六
六
一
）
康
煕
（
一
六
六
二
―
一
七
二
二
）
年
閒
に
（
王
崑
陽
）
律
祖
は
五
度
缽
堂
を
開
い
て
、
太
上
三
大
戒
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　　淸代道敎と密敎

を
弟
子
三
千
餘
名
に
傳
え
た
。
傳
戒
衣
鉢
に（

124
）『

呂
祖
醫
世
說
述
』
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
三
千
部
あ
ま
り
が
受
戒
者
に
渡
っ

た
。
ま
こ
と
に
眞
道
の
偉
大
な
行
い
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
や
律
祖
の
戒
堂
は
首
都
の
白
雲
觀
に
開
か
れ
た
。
當
時
は
佛
敎
、
道

敎
兩
宗
の
傳
戒
に
は
王
朝
か
ら
の
敕
命
を
受
け
た
の
で
な
け
れ
ば
、
私
的
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
傳
え
ら
れ
た
も
の

の
中
に
は
、
律
と
書
と
手
卷
が
あ
っ
た（

125
）。

『
皇
極
仙
經
』
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
續
く
。

（
王
崑
陽
）
律
祖
か
ら
三
代
後
に
、（
こ
の
傳
戒
の
）
道
は
途
絕
え
て
し
ま
っ
た
。
今
の
嘉
慶
帝
の
御
世
（
一
七
九
六
―
一
八
二

〇
）
に
開
か
れ
た
演
鉢
（
堂
）
で
は
、
邱
祖
の
戒
律
の
本
は
最
早
傳
え
ら
れ
な
い
。
近
頃
の
傳
戒
で
は
『
淨
明
宗
敎
錄（

126
）』

の
中
に

そ
れ
を
求
め
て
い
る
が
、（
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
）
邱
祖
の
傳
え
る
と
こ
ろ
と
同
じ
と
こ
ろ
少
な
く
、
異
な
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

我
が
（
金
蓋
）
山
の
先
輩
た
ち
も
戒
律
を
守
っ
て
こ
の
（
邱
祖
の
）
傳
本
を
焚
い
て
し
ま
っ
た（

127
）。（

倖
い
に
も
）
書
は
抄
錄
本
が

殘
っ
て
い
る
が
、
手
卷
と
律
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た（

128
）。

　
以
上
の
內
容
は
、
王
崑
陽
の
指
導
の
下
で
行
わ
れ
て
い
た
過
去
の
授
戒
會
は
、
律
、
書
、
手
卷
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
正
統
な
形
式
を
も
は
や
留
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
幸
運
な
こ
と
に
、
そ
の
正
統
な
授
戒
會
の
記
憶
は

金
蓋
山
の
龍
門
正
宗
の
中
に
生
き
續
け
て
い
た
。
王
崑
陽
の
時
代
に
北
京
白
雲
觀
の
公
開
傳
戒
で
傳
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
大
戒

書
、『
醫
世
說
述
』
の
お
蔭
で
、
金
蓋
山
龍
門
派
は
傳
統
的
な
戒
律
を
傳
え
續
け
た
の
で
あ
る（

129
）。

　

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
鷄
足
道
者
の
傳
記
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、
祕
密
裏
に
傳
え
ら
れ
た
正
統
的
戒
律
の
例
と
し
て
の
『
醫
世
說
述
』
で
あ
る
。

鷄
足
道
者
の
傳
記
が
記
す
傳
戒
の
方
法
は
非
常
に
億
單
で
、
王
崑
陽
律
師
の
圖
像
を
掛
け
、
そ
の
前
で
眞
摯
に
ひ
れ
伏
す
だ
け
で
あ
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る
。
し
か
し
、
王
崑
陽
に
よ
っ
て
再
設
さ
れ
た
正
統
的
戒
律
の
流
傳
は
、
閔
一
得
の
所
持
し
て
い
た
こ
の
『
醫
世
說
述
』
の
お
蔭
で
、

そ
し
て
彼
が
そ
れ
を
鷄
足
道
者
に
傳
え
た
た
め
に
、
再
開
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
こ
う
し
た
傳
戒
は
祕
密
に

行
わ
れ
、「
演
鉢
堂
」
で
は
執
り
行
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
傳
戒
は
、
佛
敎
に
お
け
る
受
菩
薩
戒
に
近
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ

る
。
實
際
、
こ
う
し
た
訓
戒
は
授
戒
會
の
閒
、
資
格
の
あ
る
師
か
ら
施
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
釋
迦
の
圖
像
の
前
で
受
戒
者
が
億

單
な
拜
を
行
う
自
誓
受
戒
に
よ
っ
て
も
實
踐
さ
れ
て
い
た（

130
）。

佛
敎
の
受
菩
薩
戒
の
相
對
物
と
し
て
の
、
道
敎
に
お
け
る
こ
の
種
の
傳

戒
（
い
わ
ゆ
る
天
仙
大
戒
）
は
、
金
蓋
山
の
龍
門
派
が
獨
自
の
傳
戒
を
傳
え
て
き
た
方
法
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
『
淨

明
宗
敎
錄
』
な
ど
に
基
づ
い
た
標
準
的
公
開
傳
戒
に
對
立
す
る
も
の
と
し
て
、
私
的
な
祕
密
傳
戒
を
復
活
さ
せ
る
、
ま
た
は
こ
う
し

た
祕
密
傳
戒
を
適
法
と
認
め
る
、
と
い
う
龍
門
金
蓋
山
祖
師
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
嘉
慶
期
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
十
方
叢
林
つ
ま
り
公
的
道
觀
に
お
け
る
傳
戒
と
は
對
照
的
に
、
金
蓋
山
龍
門
支
派
で
は
、『
醫
世

說
述
』
の
流
傳
の
お
蔭
で
、
無
上
大
戒
、
つ
ま
り
天
仙
大
戒
の
眞
傳
を
護
持
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
鷄
足
道
者
に
龍

門
派
の
天
仙
大
戒
の
眞
傳
を
授
け
る
代
わ
り
に
、
閔
一
得
が
陀
羅
尼
に
基
づ
い
た
密
敎
の
斗
法
を
傳
授
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
『
醫
世

說
述
』
の
お
陰
で
あ
っ
た
。
閔
一
得
と
傳
說
的
人
物
で
あ
る
鷄
足
道
者
と
の
閒
で
行
わ
れ
た
こ
う
し
た
互
惠
的
な
交
換
の
中
に
こ
そ
、

い
わ
ゆ
る
道
敎
と
密
敎
の
交
涉
の
結
果
と
し
て
の
、
龍
門
西
竺
心
宗
設
立
と
刷
新
さ
れ
た
龍
門
派
「
天
仙
大
戒
」
の
背
景
が
見
出
せ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
龍
門
西
竺
心
宗
は
、
こ
の
二
つ
の
宗
敎
の
當
時
の
交
流
の
證
で
あ
り
、「
淸
代
道
敎

と
密
敎
」
の
象
徵
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
樣
々
な
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
麥
谷
邦
夫
敎
授
及
び
船
山
徹
氏
に
對
し
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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　　淸代道敎と密敎

注

（
１
）
多
く
の
硏
究
は
、
滿
州
族
は
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
忠
誠
を
勝
ち
取
る
た
め
に

そ
の
信
仰
を
擁
護
し
た
の
で
あ
る
と
强
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ム
・
タ
ッ
ク
・
シ
ン
（K

am
Tak

S
ing,“M

anchu-T
ibetan

R
elations

in
the

E
arly

S
eventeenth

C
entury:

A
R

eappraisal”,P
h.

D
.diss.,H

arvard
U

niversity,1994

）
に
よ
れ
ば
、
滿
州
族
は
融
合
的
、
統
合

的
な
信
仰
形
態
を
有
し
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
に
加
え
、
彼
ら
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
道
敎
、
中
國
佛
敎
に
も
從
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

の
佛
敎
信
仰
は
篤
く
、
そ
れ
は
大
乘
經
典
の
滿
州
語
翻
譯
事
業
や
、
彼
ら
の
言
說
の
中
にS

ubh̄asitaratnanidhiの
よ
う
な
經
典
か
ら
の
引

用
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
灌
頂
や
密
敎
儀
禮
を
グ
ル
た
ち
か
ら
受
け
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
證
明
さ
れ
る
。
滿
州
族
が
ダ
ラ

イ
ラ
マ
を
通
じ
て
モ
ン
ゴ
ル
族
に
影
響
を
與
え
る
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
を
利
用
し
た
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ラ
マ
た
ち
の
社
會
を

長
く
分
割
し
て
い
た
派
閥
爭
い
に
勝
利
し
た
ゲ
ル
ク
派
が
登
場
す
る
一
六
四
五
年
以
前
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

文
末
參
考
文
獻
の
「
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
と
淸
代
宮
廷
」
の
項
を
參
照
さ
れ
た
し
。

（
２
）
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
は
元
代
か
ら
宮
廷
へ
の
影
響
を
與
え
始
め
た
。
以
下
を
參
照
さ
れ
た
し
。H

erbert
F

ranke,C
hina

under
M

ongolR
ule,

A
ldershot,

H
am

pshire:
B

rookfield,
1994;

H
erbert

F
ranke,

C
hinesischer

und
tibetischer

B
uddhism

us
im

C
hina

der
Yuanzeit:

dreiS
tudien,M

ünchen:
K

om
m

ission
fur

Z
entral-asiatische

S
tudien,B

ayerische
A

kadem
ie

der
W

issenschaften,1996;Luciano

P
etech, C

entralT
ibet

and
the

M
ongols:

the
Yuan-S

a-skya
period

of
T

ibetan
H

istory
,

R
om

a:
Istituto

Italiano
per

ilM
edio

ed

E
strem

o
O

riente,
1990.法

尊
「
元
明
閒
與
中
國
有
關
之
西
藏
佛
敎
」（
張
曼
濤
編
『
漢
藏
佛
敎
關
係
硏
究
』、
大
乘
文
化
出
版
、
一
九
七

九
年
）、
七
九
―
八
九
頁
。
朱
寶
唐
「
元
明
時
期
西
藏
政
敎
之
硏
究
」（
張
曼
濤
編
、
前
揭
書
所
收
）、
九
一
―
一
四
五
頁
。E

lliotS
perling,

“E
arly

M
ing

P
olicy

tow
ard

T
ibet:

A
n

E
xam

ination
of

the
P

roposition
that

the
early

M
ing

E
m

perors
adopted

a
‘D

ivide
and

R
ule’P

olicy
tow

ard
T

ibet(C
hina)”,P

h.
D

.diss.,Indiana
U

niversity,1983.龍池
淸
「
明
代
北
京
に
お
け
る
喇
嘛
敎
團
」（『
佛
敎
硏

究
』
第
四
册
六
號
、
一
九
四
一
年
）
六
五
―
七
六
頁
及
びW

ang
X

iangyun,“T
ibetan

B
uddhism

atthe
C

ourtofQ
ing:

T
he

Life
and

W
ork

oflC
ang

skya
R

olpa’irdo
rje”,P

h.
D

.diss.,H
arvard

U
niversity,1995,pp.

103-108.

ま
た
、
以
下
も
參
照
さ
れ
た
し
。
元

代
の
チ
ベ
ッ
ト
僧
の
イ
メ
ー
ジ
に
關
し
て
。
沈
衞
榮
「
神
通
、
妖
術
和
賊
髡
：
論
元
代
文
人
筆
下
的
番
僧
形
象
」（『
漢
學
硏
究
』
第
二
一
卷
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第
二
期
〔
總
第
四
三
號
〕、
二
〇
〇
三
年
）、
二
一
九
―
二
四
七
頁
。
五
臺
山
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
存
在
に
關
し
て
は
、G

ray
T

uttle,

“T
ibetan

B
uddhism

at
R

ibo
rtse

nga
(W

utaishan)
in

M
odern

T
im

es”,
in

E
lliot

S
perling

ed.,
T

ibetan
S

tudies:
P

roceedings
of

the
8th

S
em

inar
ofthe

InternationalA
ssociation

for
T

ibetan
S

tudies
,

B
loom

ington:
Indiana

U
niversity

P
ress（

こ
の
學
會
は
一

九
九
八
年
に
ブ
ル
ー
ミ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
。
記
載
の
論
文
集
は
近
日
刊
行
豫
定
）。

（
３
）
チ
ャ
ン
キ
ャ
・
ロ
ル
ペ
・
ド
ル
ジ
ェ
（lC

ang
skya

R
olpa’irdo

rje

）
は
、
ア
ム
ド
に
起
源
を
持
つ
チ
ャ
ン
キ
ャ
の
轉
生
系
譜
に
お
い
て

二
代
目
の
人
物
で
あ
る
。W

ang
X

iangyun

前
揭
論
文
及
び
同
氏“T

he
Q

ing
court’s

T
ibetC

onnection:
Lcang

skya
R

olpa’irdo
rje

and
the

Q
ianlong

E
m

peror”,Harvard
JournalofA

siatic
S

tudies60.1
(2000),pp.

125-163.

（
４
）
陳
銘
珪
『
長
春
道
敎
源
流
』
卷
六
、
二
八
ｂ
（
胡
道
靜
編
『
藏
外
道
書
』
第
三
一
册
所
收
）。
陳
銘
珪
は
全
眞
道
系
で
、
廣
東
省
羅
浮
山
の
酥

醪
洞
主
で
あ
っ
た
。

（
５
）
世
稱
龍
門
、
臨
濟
半
天
下
、
謂
釋
之
臨
濟
宗
、
道
之
龍
門
派
也
。

（
６
）
こ
の
旅
行
は
、
邱
處
機
の
十
八
人
の
弟
子
の
一
人
で
、
こ
の
旅
行
に
も
同
行
し
た
李
志
常
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
長
春
眞
人
西
遊
記
』（『
正

統
道
藏
』
一
四
二
九
所
收
。
以
下
、
本
論
文
に
お
け
る
『
正
統
道
藏
』
所
收
經
典
番
號
は
、
シ
ッ
ペ
ー
ル
番
號
を
使
用
す
る
）
の
中
で
報
吿
さ

れ
て
い
る
。
以
下
の
文
獻
を
參
照
さ
れ
た
し
。A

rthur
W

aley,T
ravels

ofan
A

lchem
ist:

T
he

Journey
ofthe

TaoistC
h’ang-ch’un

to

the
H

indukush
atthe

S
um

m
ons

ofC
hingiz

K
han
,London:

G
eorge

R
outledge

&
S

ons,Ltd,1931;J.B
oltz,
A

S
urvey

ofTaoist

Literature,
B

erkeley:
Institute

ofE
astA

sian
S

tudies
U

niversity
ofC

alifornia,
1987,

pp.
66-68,

157-59.

ま
た
、
統
治
者
と
の
重

要
な
關
係
の
た
め
に
、『
元
史
』
卷
二
〇
二
に
は
邱
處
機
の
傳
記
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
例
え
ば
次
な
ど
を
參
照
さ
れ
た
し
。Y

ao
Tao-chung,

“Q
uanzhen:

C
om

plete
P

erfection”,
in

Livia
K

ohn,
ed.,
D

aoism
H

andbook,

Leiden:
B

rill,2000,p.
572.

（
８
）
龍
門
派
の
名
前
は
傳
統
的
に
、
陜
西
省
の
西
、
隴
州
に
あ
る
龍
門
山
を
意
味
す
る
。
邱
處
機
は
そ
の
地
に
七
年
隱
遁
し
て
修
練
を
積
ん
だ
。

李
道
謙
『
甘
水
仙
源
錄
』（『
正
統
道
藏
』
九
七
三
所
收
）
を
參
照
の
こ
と
。
ま
た
別
の
說
に
よ
れ
ば
、
龍
門
派
の
名
前
は
陜
西
省
の
華
山
、
更

に
は
四
川
省
の
洞
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
以
下
を
參
照
さ
れ
た
し
。
王
志
忠
「
全
眞
敎
龍
門
派
起
源
論
考
」（『
宗
敎

學
硏
究
』
第
四
期
、
一
九
九
五
年
）
九
―
一
三
頁
。M

onica
E

sposito,“La
P

orte
du

D
ragon-L’

école
Longm

en
du

M
ontJin’gaietses
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pratiques
alchim

iques
d’apr

ès
leD

aozang
xubian(S

uite
au

canon
taoı̈ste

）”,P
h.

D
.diss.,U

niversit́ede
P

aris
V

ll,1993,vol.
1,

pp.
144-154;

“T
he

Longm
en

S
chooland

its
C

ontroversialH
istory

during
the

Q
ing

D
ynasty”,

in
John

Lagerw
ey

ed.,
R

eligion

and
C

hinese
S

ociety,H
ong

K
ong:

E
cole

française
d’E

xtr
êm

e-O
rient

&
C

hinese
U

niversity
of

H
ong

K
ong,

2004,
vol.

2,
pp.

625-633,671-674.

（
９
）
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
閻
永
和
他
編
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
一
二
册
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
『
碧
苑
壇
經
』
は
閔
一
得
編
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
第
一
册
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
私
は
『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
に
所
收
さ
れ
る
一
九
〇
四

年
再
版
を
使
用
し
た
。
ま
た
、『
龍
門
心
法
』
と
い
う
名
で
知
ら
れ
る
『
碧
苑
壇
經
』
の
別
版
が
あ
り
、『
藏
外
道
書
』
第
六
册
に
收
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
別
版
に
は
『
碧
苑
壇
經
』
と
の
異
同
が
あ
り
、
今
後
の
硏
究
と
し
て
價
値
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
碧
苑
壇
經
』

は
、
一
六
六
三
年
、
南
京
の
碧
苑
で
王
崑
陽
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
授
戒
の
時
の
講
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
槪
要
に
つ

い
て
は
、M

onica
E

sposito,“Longm
en

Taoism
in

Q
ing

C
hina:

D
octrinalIdealand

LocalR
eality”,

JournalofC
hinese

R
eligions

29
(2001),pp.

192-199

を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）
慧
能
の『
六
祖
壇
經
』に
つ
い
て
の
異
な
っ
た
展
望
及
び
こ
の
經
典
の
影
響
に
つ
い
て
はF

o
K

uang
shan

ed.,The
S

ixth
P

atriarch
P

latform

Sūtra
in

R
eligious

and
C

ulturalP
erspective

,Taichong:
F

o
kuang

shan,1989を
參
照
さ
れ
た
い
。規
範
や
戒
壇
に
對
應
す
る
壇
と
い
う

語
の
意
味
に
關
し
て
はP

aulG
roner,“T

he
O

rdination
R

itualin
the

P
latform

S
ūtra

w
ithin

the
contextofthe

E
astA

sian
B

uddhist

V
inaya

T
radition”,in

F
o

K
uang

shan
ed.,前

揭
論
文
、1989,pp.

220-222

を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）
「
三
壇
大
戒
」
と
い
う
語
は
、（
一
）
沙
彌
戒
（
二
）
比
丘
比
丘
尼
戒
（
三
）
菩
薩
戒
か
ら
な
る
三
つ
の
ス
テ
ー
ジ
或
い
は
行
動
に
よ
っ
て

與
え
ら
れ
る
授
戒
を
意
味
す
る
。K

arlLudw
ig

R
eichelt,T

ruth
and

T
radition

in
C

hinese
B

uddhism,Taipei:
S

M
C

.P
ublishing

Inc.

1990
(1927

1sted.),pp.
229-240お

よ
びH

olm
es

W
elch,T

he
P

ractice
ofC

hinese
B

uddhism,pp.
285-296.

一
つ
の
會
の
中
（one

session

）
こ
の
種
の
授
戒
が
確
立
し
た
正
確
な
時
期
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
明
末
淸
初
の
禪
佛
敎
の
改
革
者
た
ち
の
書
物
の
中
に
、
沙

彌
戒
法
、
比
丘
尼
戒
法
、
菩
薩
戒
法
の
統
合
さ
れ
た
使
用
（
こ
れ
ら
三
つ
で
三
壇
戒
義
と
呼
ば
れ
る
）
の
跡
が
見
出
せ
る
（
長
谷
部
幽
溪

『
明
淸
佛
敎
敎
團
史
硏
究
』、
同
朋
舍
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
五
四
―
一
七
三
頁
參
照
）。
い
わ
ゆ
る
「
三
壇
戒
會
」
は
、
恐
ら
く
隱
元
隆

琦
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
に
よ
っ
て
中
國
か
ら
請
來
、
な
い
し
紹
介
さ
れ
、
明
の
末
期
に
、
日
本
の
黃
檗
の
禪
師
に
よ
っ
て
宇
治
の
萬
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福
寺
で
執
り
行
わ
れ
た
（
長
谷
部
幽
溪
『
明
淸
佛
敎
團
史
硏
究
』、
一
六
七
―
一
六
八
頁
お
よ
びH

elen
B

aroni,O
baku

Z
en,H

onolulu:

U
niversity

ofH
aw

ai’iP
ress,2000,pp.

94-98參
照
）。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
敎
が
こ
の
種
の
佛
敎
の
授
戒
儀
禮
を
取
り
入
れ
た
の
も
、

恐
ら
く
は
同
時
期
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
小
柳
司
氣
太
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
〇
）
に
よ
っ
て
漢
文
で
記
さ
れ
た
白
雲
觀
の

專
門
書
で
あ
る
『
白
雲
觀
志
』（
東
方
文
化
學
院
東
京
硏
究
所
、
一
九
三
四
年
、
七
〇
―
七
三
頁
）
お
よ
び
吉
岡
義
豐
（『
道
敎
の
實
態
』、
朋

友
書
店
、
一
九
七
五
年
、
四
〇
二
―
四
〇
五
頁
）
は
、
こ
う
し
た
「
三
壇
戒
會
」
が
、
淸
代
お
よ
び
中
華
民
國
期
に
、
北
京
の
白
雲
觀
に
お

い
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
小
柳
司
氣
太
（
七
一
頁
）
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。「
凡
分
戒
壇
爲
三
期
。
第
一
壇
在

大
殿
之
前
。
宣
示
要
目
。
第
二
壇
爲
密
壇
。
夜
閒
人
靜
時
宣
示
之
。
不
令
外
人
知
。
過
此
壇
後
。
新
戒
方
爲
眞
正
道
士
。
發
給
戒
衣
・
戒

牒
・
錫
鉢
・
規
之
四
種
。
第
三
壇
宣
示
全
眞
大
戒
。
約
一
百
餘
條
（
凡
そ
、
戒
壇
は
三
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
壇
は
大
殿
の
前

に
あ
り
、
要
目
を
宣
示
す
る
。
第
二
壇
は
密
壇
で
あ
り
、
夜
、
人
々
が
靜
か
な
時
に
宣
示
す
る
。
他
の
人
々
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
壇
を
終
え
た
後
、
新
戒
方
を
し
て
眞
正
な
る
道
士
と
な
る
。
戒
衣
、
戒
牒
、
錫
鉢
、
規
之
の
四
種
を
與
え
る
。
第
三
壇
は
全
眞
大
戒
、
約

百
餘
條
を
宣
示
す
る
）」。
道
敎
に
お
け
る
こ
の
種
の
授
戒
の
發
逹
は
複
雜
な
問
題
で
あ
り
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
機
會
を
改
め
て
論
じ
た

い
。
ま
た
、
モ
ニ
カ
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
「
淸
代
に
お
け
る
金
蓋
山
龍
門
派
の
設
立
と
『
金
華
宗
旨
』」（『
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
創
立
七

十
五
周
年
記
念
「
中
國
宗
敎
文
獻
硏
究
國
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
報
吿
集
』、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
九
―
二
七
四
頁
、
特
に
二
六
二
―
二
六
七

頁
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）
『
碧
苑
壇
經
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
一
五
九
―
一
六
二
頁
）
及
び
王
常
月
『
初
眞
戒
律
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
、
三
四
ｂ

―
三
五
ａ
）。
同
書
は
『
藏
外
道
書
』
第
一
二
册
、
一
七
頁
に
も
所
收
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
『
初
眞
戒
律
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
、
三
四
ｂ
―
三
五
ａ
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
一
二
册
所
收
、
一
八
頁
）
の
「
太
上
老
君
所
命

枳
功
歸
根
五
戒
」
の
項
目
に
引
用
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
規
範
に
つ
い
て
は
『
太
上
老
君
戒
經
』（『
正
統
道
藏
』
七
八
四
）
を
參
照
の
こ
と
。

こ
れ
ら
は
佛
敎
徒
の
不
殺
生
戒
、
不
酤
酒
戒
、
不
妄
語
戒
、
不
偸
盜
戒
、
不
貪
婬
戒
の
五
戒
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。

（
15
）
十
戒
は
『
初
眞
戒
律
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
、
三
四
ｂ
―
三
五
ａ
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
一
二
册
、
一
七
頁
）
の
「
虛
皇
天
尊
所
命

初
眞
十
戒
」（『
正
統
道
藏
』
一
八
〇
所
收
『
虛
皇
天
尊
所
命
初
眞
十
戒
文
』
參
照
）
の
項
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
唐
代
に
は
「
出
家
者
」
の

た
め
の
初
眞
戒
が
形
作
ら
れ
た
。K

ristofer
S

chipper,“TaoistO
rdination

R
anks

in
the

T
unhuang

M
anuscripts”,in

G
ertN

aundorf 322



　　淸代道敎と密敎

etal.
eds.,R

eligion
und

P
hilosophie

in
O

stasien
.

F
estschriftf̈ur

H
ans

S
teininger,Ẅurzburg:

K̈onigshausen
&

N
eum

ann,1985,

p.
130.

（
16
）
こ
れ
ら
女
性
の
た
め
の
女
眞
九
戒
に
つ
い
て
は
、『
初
眞
戒
律
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
、
五
八
ａ
―
ｂ
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
一

二
册
所
收
、
二
九
頁
）
參
照
の
こ
と
。

（
17
）
三
百
箇
條
は
『
中
極
戒
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
四
册
、
六
二
ａ
―
七
九
ｂ
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
一
二
册
、
三
一
―
四
〇
頁
）
に
、「
中

極
上
淸
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
經
」
と
銘
う
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
大
戒
經
」
の
內
容
は
『
上
淸
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
文
』（『
正
統

道
藏
』
一
三
六
四
）
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。K

ristofer
S

chipper

前
揭
論
文
一
三
一
頁
。

（
18
）
こ
れ
ら
の
戒
律
の
詳
細
は
王
崑
陽
の
言
葉
の
中
に
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
柳
守
元
『
三
壇
圓
滿
天
仙
大
戒
略
說
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』

第
二
四
册
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
一
二
册
）
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
閔
智
亭
『
道
敎
儀
範
』（
中
國
道
敎
學
院
、
一
九
九
〇
年
）、
八
六

―
一
一
六
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
白
雲
觀
で
與
え
ら
れ
た
戒
律
の
詳
細
に
關
し
て
は
李
養
正
『
新
編
北
京
白
雲
觀
志
』（
宗
敎
文
化

出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
九
六
―
二
一
八
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）
例
え
ば
、
吉
岡
義
豐
『
永
世
へ
の
願
い
　
道
敎
』（
淡
交
社
、
一
九
七
〇
年
）、
一
九
九
―
二
〇
一
頁
な
ど
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）
『
缽
鑑
』
は
最
近
の
硏
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
誰
も
實
際
に
は
テ
キ
ス
ト
を
所
持
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
文
獻
を

參
照
さ
れ
た
い
。
陳
兵
「
淸
代
全
眞
龍
門
派
的
中
興
」（『
世
界
宗
敎
硏
究
』
第
二
期
、
一
九
八
八
年
）、
八
五
頁
。
森
由
利
亞
「
全
眞
龍
門
派
系
譜

考
」（
道
敎
文
化
硏
究
會
編
『
道
敎
文
化
へ
の
展
望
』、
平
河
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
一
八
九
頁
。「
王
常
月
」（
卿
希
泰
等
編
『
中
國
道
敎
』
第
一

册〔
知
識
出
版
、一
九
九
四
年
〕三
九
三
頁
）、及
び
卿
希
泰
編『
中
國
道
敎
史
』（
四
川
人
民
出
版
、一
九
九
六
年
）、第
四
册
、八
一
頁
。陳
耀
庭

「
全
眞
派
戒
律
」（『
道
敎
文
化
資
料
庫
』、http://w

w
w

.taoism
.org.hk/religious-activites&

rituals/religious-discipline/pg5-2-3.htm）。

陳
耀
庭
敎
授
よ
り
、「『
缽
鑑
』
と
い
う
書
は
、
北
京
白
雲
觀
に
祕
藏
さ
れ
て
い
る
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
が
、
學
術
界
で
は
誰
も
そ
れ
を
見
た

こ
と
が
な
い
」
と
い
う
話
を
伺
っ
た
。

（
21
）
鮑
廷
博
は
新
安
（
安
徽
省
）
の
生
ま
れ
で
字
は
以
文
そ
し
て
通
純
。
浙
江
博
士
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
嘉
慶
期
（
一
七
九
六
―
一
八
二
〇
）

に
郷
試
に
受
か
る
。『
知
不
足
齋
叢
書
』
三
十
卷
（
一
七
七
六
年
）
の
編
者
で
も
あ
る
（N

ancy
Lee

S
w

an,
“P

ao
T

’ing-bo”,
in

A
rthur

H
um

m
el,

ed.,E
m

inentC
hinese

ofthe
C

h’ing
P

eriod
,

Taipei:
C

h’eng
W

en
P

ublishing
C

om
pany,

1975,
pp.

612-13

）。
一
七
九
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二
年
に
金
蓋
山
に
赴
き
、『
金
蓋
心
燈
』
の
編
纂
に
攜
わ
り
、
一
八
一
一
年
に
は
、
閔
一
得
や
そ
の
他
の
龍
門
派
の
師
た
ち
と
共
に
そ
の
修

正
を
行
っ
て
い
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
「
知
不
足
齋
主
人
傳
」（『
金
蓋
心
燈
』
卷
七
、
三
一
ａ
―
三
二
ａ
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
三
一
册
、

三
一
一
―
三
一
二
頁
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
注
釋
者
と
し
て
の
鮑
廷
博
に
よ
れ
ば
、『
金
蓋
心
燈
』
に
含
ま
れ
る
龍
門
派
祖
師
た
ち
の
傳
記

は
以
下
の
文
獻
を
底
本
に
し
て
い
る
。（
一
）
王
常
月
（
？
―
一
六
八
〇
）『
缽
鑑
』、（
二
）
第
八
代
龍
門
律
師
、
呂
雲
隱
（
最
盛
期
一
七
一

〇
）
編
「
道
譜
源
流
圖
」、（
三
）
揚
愼
菴
『
揚
氏
逸
林
』（
こ
の
書
の
大
部
分
は
王
常
月
の
『
缽
鑑
』
に
據
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
）、

（
四
）
第
九
代
龍
門
宗
師
、
范
淸
雲
（
派
名
は
太
淸
。
一
六
〇
六
―
一
七
四
八
？
）『
缽
鑑
續
』（
傳
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
范
淸
雲
は
一
六

六
七
年
に
王
常
月
よ
り
『
缽
鑑
』
五
卷
を
さ
ず
か
り
、
後
に
そ
れ
を
九
卷
に
發
展
さ
せ
た
と
い
う
）、（
五
）
呂
全
陽
『
東
原
語
錄
』。
し
か
し

な
が
ら
、「
道
譜
源
流
圖
」
以
外
の
上
述
の
文
獻
は
『
金
蓋
心
燈
』
に
引
用
さ
れ
る
と
い
う
形
で
の
み
今
日
に
傳
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
獻
を
參
照
さ
れ
た
い
。「
龍
門
正
宗
流
傳
支
派
圖
」（『
金
蓋
心
燈
』
卷
一
、
一
ａ
―
七
ｂ
及
び
『
藏
外
道

書
』
第
三
一
册
、
一
六
六
―
一
六
八
頁
）。『
龍
門
正
宗
覺
雲
本
支
道
統
薪
傳
』（『
藏
外
道
書
』
第
三
一
册
、
四
二
七
―
四
四
六
頁
）。M

onica

E
sposito,“T

he
Longm

en
S

chooland
its

C
ontroversialH

istory”,pp.
622-625.

（
22
）
鮑
錕
は
餘
杭
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
一
八
一
四
年
に
記
さ
れ
た
彼
の
序
（『
金
蓋
心
燈
』
首
卷
一
、
一
ａ
―
二
ｂ
及
び
『
藏
外
道
書
』
第
三
一

册
、
一
五
九
―
一
六
〇
頁
）
を
參
照
の
こ
と
。

（
23
）
こ
の
、
一
八
七
六
年
の
再
版
本
は
、
上
海
圖
書
館
と
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
再
版
本

は
、
杜
潔
祥
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
道
敎
文
獻
』（
丹
靑
圖
書
、
一
九
八
三
年
）
の
第
十
卷
と
第
十
一
卷
、
お
よ
び
『
藏
外
道
書
』
の
第
三

十
一
册
に
も
收
め
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）
『
金
蓋
心
燈
』
の
序
を
參
照
の
こ
と
。

（
25
）
嚴
六
謙
『
道
統
源
流
』（
無
錫
中
華
印
刷
局
、
一
九
二
九
年
）。

（
26
）
金
蓋
山
に
お
け
る
呂
洞
賓
信
仰
に
關
し
て
は
以
下
の
文
獻
を
參
照
さ
れ
た
い
。
森
由
利
亞
「
呂
洞
賓
と
全
眞
敎
―
淸
朝
湖
州
金
蓋
山
の
事

例
を
中
心
に
」（
野
口
鐵
郞
編
『
講
座
道
敎
第
一
卷
―
道
敎
の
神
々
と
經
典
』、
雄
山
閣
、
一
九
九
九
年
）、
二
四
二
―
二
四
七
頁
。M

onica

E
sposito,“La

P
orte

du
D

ragon”,vol.
1,pp.

135-138.

（
27
）
『
金
蓋
心
燈
』
卷
一
、
一
ｂ
、
五
―
七
行
。
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　　淸代道敎と密敎

（
28
）
（
閔
一
得
）
所
居
金
蓋
山
側
、
習
聞
山
爲
回
仙
舊
遊
地
。
因
著
爲
『
心
燈
』
一
書
、
取
釋
氏
「
傳
燈
」
之
義
。
其
書
首
列
道
譜
、
繼
敍
龍
門

宗
派
。

（
29
）
最
初
の
七
祖
は
白
雲
觀
系
列
十
方
派
の
道
觀
及
び
後
續
支
派
に
お
け
る
龍
門
正
宗
の
繼
承
者
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
實
際
、
同
じ
系

譜
は
、
小
柳
司
氣
太
（『
白
雲
觀
志
』、
六
四
―
六
五
頁
）
及
び
、
沈
陽
に
あ
る
別
の
重
要
な
龍
門
派
の
道
觀
で
あ
る
太
淸
宮
に
つ
い
て
の
、

五
十
嵐
賢
隆
に
よ
る
同
樣
の
專
門
書
の
中
に
も
登
場
し
て
い
る
（『
太
淸
宮
志
』、
國
書
刊
行
會
、
一
九
三
八
年
、
六
四
―
六
五
頁
）。
淸
代

以
降
、
最
初
の
龍
門
派
の
七
祖
は
、
白
雲
觀
で
受
戒
し
た
す
べ
て
の
道
士
の
た
め
に
龍
門
正
宗
の
系
譜
を
象
徵
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
系

譜
は
他
の
龍
門
支
派
の
道
觀
に
お
い
て
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

（
30
）
禪
の「
傳
燈
」に
關
す
る
硏
究
は
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。柳
田
聖
山「
燈
史
の
系
譜
」（『
日
本
佛
敎
學
會
年
報
』第
一
九
號
、一
九
五
四
年
）、一

―
四
六
頁
。同
氏
、「
新
續
燈
史
の
系
譜
」（『
禪
學
硏
究
』第
五
九
號
、一
九
七
八
年
）、一
―
三
九
頁
。Helw

ig
S

chm
idt-G

lintzer,D
ie

Identiẗat

der
buddhistischen

S
chulen

und
die

K
om

pilation
buddhistischer

U
niversalgeschichten

in
C

hina
,W

iesbaden:
S

teiner,1982,pp.

26-63;
T

heodore
G

riffith
F

oulk,“T
he

C
han

schooland
its

P
lace

in
the

B
uddhistM

onastic
T

radition”,P
h.

D
.diss.,U

niversity

of
M

ichigan,
1987,

pp.
42-44,

50-52;
D

ale
S

.
W

right,
“Les

r
écits

de
transm

ission
du

bouddhism
e

C
h’an

et
l’historiographie

m
oderne”,C

ahiers
d’E

xtr̂em
e-A

sie7
(1993-94),

pp.
105-114;

A
lbert

W
elter,

“Lineage
and

C
ontext

in
the

P
atriarch’s

H
all

C
ollection

and
the

T
ransm

ission
of

the
Lam

p”,
in

S
teven

H
eine

&
D

ale
S

.
W

right,
eds.,
T

he
Z

en
C

anon,O
xford:

O
xford

U
niversity

P
ress,2004,pp.

137-179.ま
た
、
明
末
淸
初
に
か
け
て
樣
々
な
禪
の
宗
派
が
「
傳
燈
」
の
續
編
を
書
き
始
め
た
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
傳
燈
」
は
彼
等
の
派
閥
に
特
權
を
與
え
る
機
會
を
與
え
た
の
で
あ
る
（
長
谷
部
幽
蹊
『
明
淸
佛
敎
團
史
硏
究
』、

四
三
五
―
五
三
四
頁
を
參
照
）。
よ
っ
て
、
道
敎
の
傳
燈
、
つ
ま
り
『
金
蓋
心
燈
』
も
同
じ
よ
う
な
宗
敎
的
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

（
31
）
以
下
を
參
照
し
た
。
卿
希
泰
編
『
中
國
道
敎
史
』
第
四
册
、
一
一
六
頁
。「
古
書
隱
樓
藏
書
」（『
中
國
道
敎
』
第
二
册
、
一
八
四
頁
）。
後
揭

注
（
36
）
參
照
の
こ
と
。

（
32
）
ま
た
、
最
近
で
は
、
一
九
九
三
年
に
廣
陵
古
籍
か
ら
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
三
十
七
種
の
テ
キ
ス
ト
を
含
む
一
九
〇
四
年
版
は
上
海
圖
書
館

に
所
藏
さ
れ
て
お
り
、『
藏
外
道
書
』
に
よ
る
再
版
本
は
、
こ
の
上
海
圖
書
館
所
藏
本
を
元
に
し
て
い
る
。
私
は
こ
の
上
海
圖
書
館
所
藏
本
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も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
も
か
く
、『
古
書
隱
樓
藏
書
』
の
元
々
の
內
容
を
識
別
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
數
々
の
複
製
版
を
集
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
33
）
『
道
藏
續
編
』（
一
九
八
九
年
）
所
收
の
「
編
輯
說
明
」
及
び
守
一
子
自
身
の
說
明
を
參
照
。

（
34
）
こ
の
本
は
、
上
海
圖
書
館
、
北
京
圖
書
館
及
び
、
パ
リ
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で

は
、
一
九
八
九
年
に
北
京
の
海
洋
出
版
社
か
ら
、
そ
し
て
一
九
九
三
年
に
は
同
じ
く
北
京
の
書
目
文
獻
出
版
社
か
ら
、
再
編
さ
れ
た
縮
小
版

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

（
35
）
『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
所
收
の
一
九
〇
四
年
版
、
一
五
三
―
一
五
五
頁
を
參
照
。『
金
蓋
心
燈
』
と
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
と
の
閒
に
見
ら
れ

る
異
同
は
本
論
中
の
翻
譯
部
に
て
指
摘
す
る
。

（
36
）
こ
の
自
傳
は
『
龍
門
派
丹
法
訣
要
』
に
「
自
述
」
と
し
て
收
め
ら
れ
て
い
る
（
蕭
天
石
編
、『
道
藏
精
華
』
第
一
集
之
八
、
自
由
出
版
、
一
九

八
二
年
）、
二
三
五
―
二
四
〇
頁
。
ま
た
、『
龍
門
派
丹
法
訣
要
』
に
は
、
一
九
一
七
年
出
版
と
考
え
ら
れ
る
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
所
收
さ

れ
る
い
く
つ
か
の
文
獻
か
ら
の
引
用
や
拔
粹
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
卿
希
泰
は
最
終
版
を
一
九
一
六
年
と
し
て
い
る
が
（「
古
書
隱
樓
藏
書
」

〔『
中
國
道
敎
』
第
二
册
、
一
八
四
頁
〕）、『
龍
門
派
丹
法
訣
要
』
の
二
七
一
頁
は
一
九
一
七
年
に
整
理
さ
れ
た
『
淸
規
元
妙
』
へ
の
後
跋
が

存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
後
揭
注
（
59
）
も
參
照
さ
れ
た
し
。

（
37
）
『
藏
外
道
書
』
第
三
一
册
、
四
六
九
―
四
七
一
頁
。
そ
の
ほ
か
の
閔
一
得
の
生
涯
に
關
す
る
情
報
は
、『
金
蓋
心
燈
』
及
び
『
古
書
隱
樓
藏

書
』
に
寄
せ
ら
れ
た
樣
々
な
序
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

（
38
）
晏
端
書
は
翰
林
院
の
一
員
で
あ
り
、
英
傑
修
と
共
に
二
十
四
卷
か
ら
な
る
『
揚
州
府
志
』（
一
八
七
四
年
）
を
編
纂
し
た
。

（
39
）
大
夏
は
閔
一
得
の
父
の
諱
。『
道
統
源
流
』
に
所
收
さ
れ
る
陳
樵
雲
律
師
の
傳
記
的
記
載
（
下
卷
、
一
三
頁
）
を
參
照
の
こ
と
。
そ
こ
で
は
、

陳
は
一
七
八
五
年
に
閔
一
得
の
父
に
會
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
五
十
年
乙
巳
至
餘
杭
、
晤
懶
雲
先
生
之
父
閔
艮
甫
先
生
、
諱
大
夏
、
字

位
思
」。

（
40
）
高
東
離
（
一
六
一
六
―
一
七
六
八
）
に
つ
い
て
は
『
金
蓋
心
燈
』（
卷
二
、
一
三
ａ
）
所
收
の
彼
に
關
す
る
傳
記
を
參
照
。

（
41
）
小
柳
司
氣
太
『
白
雲
觀
志
』、
九
七
頁
。

（
42
）
例
え
ば
、
龍
門
派
に
は
、「
道
德
通
玄
靜
…
…
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
か
ら
始
ま
る
、
二
十
句
百
文
字
か
ら
な
る
詩
が
あ
る
。
最
初
の
人
は
派
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　　淸代道敎と密敎

名
に
道
が
つ
き
、
次
の
人
に
は
德
が
つ
く
、
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
岡
義
豐
『
永
世
へ
の
願
い
　
道
敎
』、
一
九
六
―

一
九
七
頁
（
英
語
譯“TaoistM

onastic
Life”,in

H
olm

es
W

elch
&

A
nna

S
eidel,eds.,

F
acets

ofTaoism,N
ew

H
aven

and
London:

Y
ale

U
niversity

P
ress,1979,p.

231）。

（
43
）
『
金
蓋
心
燈
』
卷
一
所
收
「
龍
門
正
宗
流
傳
支
派
圖
」（
三
ａ
及
び
七
ｂ
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
周
明
陽
（
派
名
は
太
朗
）
の
傳
記
に

關
し
て
は
、『
金
蓋
心
燈
』
卷
三
、
一
二
ｂ
―
一
五
ｂ
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
44
）
范
靑
雲
の
傳
記
に
つ
い
て
は
、『
金
蓋
心
燈
』
卷
三
、
四
五
ａ
―
四
七
ｂ
、
特
に
四
六
ａ
、
及
び
同
書
卷
一
所
收
「
龍
門
正
宗
流
傳
支
派
圖
」

七
ｂ
を
參
照
の
こ
と
。

（
45
）
『
金
蓋
心
燈
』
卷
三
、
四
六
ａ
、
七
行
及
び
同
書
卷
一
所
收
「
龍
門
正
宗
流
傳
支
派
圖
」
七
ｂ
を
參
照
の
こ
と
。

（
46
）
『
金
蓋
心
燈
』
卷
一
所
收
「
道
譜
源
流
圖
」
三
ｂ
。

（
47
）
小
柳
司
氣
太
『
白
雲
觀
志
』、
九
七
頁
參
照
。

（
48
）
聞
雷
「
天
台
桐
伯
宮
興
衰
」（『
中
國
道
敎
』
第
四
號
、
一
九
八
九
年
）、
四
二
―
四
四
頁
、
許
振
宇
「
名
高
い
道
觀
・
桐
伯
宮
」（『
人
民
中
國
』

第
三
號
、
二
〇
〇
二
年
）、
七
八
頁
、
お
よ
び
高
澄
「
天
台
山
道
敎
及
南
宗
祖
庭
桐
柏
宮
」（http://w

w
w

.tongbaigong.org/tbg/n02.htm）

も
參
照
さ
れ
た
し
。

（
49
）
謝
祟
根
の
派
名
、「
祟
」
字
は
、
彼
が
龍
門
派
第
二
十
六
代
に
屬
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
小
柳
司
氣
太
『
白
雲
觀
志
』、
九
七
頁
參
照
。

（
50
）
沈
輕
雲
（
一
七
〇
八
―
一
七
八
六
）
は
龍
門
第
十
一
代
の
師
で
あ
る
。
沈
は
正
一
道
の
傳
統
も
授
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、
閔
一
得
の
主
要
な

師
匠
で
も
あ
っ
た
。『
金
蓋
心
燈
』
卷
四
、
三
一
ａ
―
四
四
ｂ
に
所
收
さ
れ
る
沈
に
つ
い
て
の
傳
記
及
び
同
書
卷
一
所
收
「
龍
門
正
宗
流
傳

支
派
圖
」
三
ｂ
―
四
ａ
を
參
照
の
こ
と
。

（
51
）
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
所
收
さ
れ
る
沈
輕
雲
と
關
係
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。『
瑣
言
續
』『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
功

訣
』『
天
仙
心
傳
』『
天
仙
道
戒
忌
須
知
』『
天
仙
道
程
寶
則
』『
西
王
母
女
修
正
途
十
』『
泥
丸
李
祖
師
女
宗
雙
寶
筏
』。

（
52
）
其
及
門
諸
子
、
皆
桌
犖
一
時
、
先
生
獨
得
其
大
、
常
守
輕
雲
十
義
訓
、
數
十
年
不
敢
不
懈
。

（
53
）
『
金
蓋
心
燈
』
卷
四
、
三
七
ａ
、
四
―
五
行
。

（
54
）
陶
靖
菴
は
龍
門
派
第
八
代
目
に
屬
し
、
龍
門
金
蓋
山
雲
巢
支
派
の
創
始
者
で
あ
っ
た
と
傳
え
て
い
る
。
陶
靖
菴
の
傳
記
に
つ
い
て
は
、『
金
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蓋
心
燈
』
卷
二
、
九
ａ
―
二
二
ａ
を
參
照
さ
れ
た
い
。
陶
靖
菴
の
元
で
、
金
蓋
山
と
鷄
足
山
の
龍
門
支
派
、
つ
ま
り
龍
門
西
竺
心
宗
と
の
閒

の
嚴
密
な
關
係
が
構
築
さ
れ
た
。
同
書
卷
一
所
收
「
龍
門
正
宗
流
傳
支
派
圖
」
二
ｂ
―
七
ａ
及
び
「
龍
門
分
派
西
竺
心
宗
流
傳
圖
」
一
ａ
を

參
照
の
こ
と
。

（
55
）
所
著
『
金
蓋
心
燈
』
八
卷
、
沿
流
溯
源
、
發
潛
闡
幽
、
又
『（
古
）
書
隱
樓
藏
書
』
二
十
八
種
及
『
還
源
篇
闡
微
』、
以
儒
釋
之
精
華
、
詮
道

家
之
元
妙
。
言
言
口
訣
、
字
字
心
傳
。
俾
有
志
者
循
序
漸
進
、
自
有
爲
以
造
無
爲
、
不
至
昧
厥
旨
歸
。

（
56
）
『
古
書
隱
樓
藏
書
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
）
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
閔
一
得
の
次
の
よ
う
な
著
作
を
參
照
さ
れ
た
い
。『
尹
眞
人
東
華
正

脈
皇
極
闔
闢
證
道
仙
經
』『
尹
眞
人
廖
陽
殿
問
答
編
』『
泄
天
機
』『
上
品
丹
法
節
次
』『
如
是
我
聞
』『
古
法
養
生
十
三
則
』。

（
57
）
先
生
生
於
乾
隆
戌
寅
十
二
月
初
二
日
、
卒
於
道
光
丙
申
十
一
月
初
十
日
、
住
世
七
十
有
九
年
。

（
58
）
揚
維
崑
は
龍
門
第
十
三
代
に
所
屬
し
、
閔
一
得
の
弟
子
で
あ
る
費
撥
雲
に
師
事
し
た
。『
道
統
源
流
』
下
卷
、
一
五
頁
及
び
一
八
頁
を
參
照
。

（
59
）
こ
の
情
報
と
、
一
九
一
六
年
な
い
し
一
九
一
七
年
版
の
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
所
收
さ
れ
る
閔
一
得
の
自
傳
の
中
で
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ

る
閔
一
得
の
父
の
夢
と
の
比
較
は
興
味
深
い
。
こ
の
自
傳
は
、『
龍
門
派
丹
法
訣
要
』（
蕭
天
石
編
『
道
藏
精
華
』
第
一
集
之
八
、
二
三
五
―

二
三
六
頁
）
に
含
ま
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
父
の
夢
に
よ
れ
ば
、
閔
一
得
は
、
南
宋
期
に
杭
州
の
洞
宵
宮
の
住
持
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る

貝
大
欽
（
號
は
懶
雲
）
の
化
身
と
目
さ
れ
て
い
る
。
貝
懶
雲
と
關
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
閔
一
得
は
足
が
弱
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
、

老
人
の
特
性
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
老
子
は
誕
生
し
た
時
に
高
齡
に
し
て
博
學
で
あ
っ
た
と
い
う
言
い
傳
え
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

（
60
）
生
時
其
父
艮
甫
公
夢
羽
服
者
至
、
自
稱
貝
懶
雲
、
故
又
自
號
懶
雲
子
。
幼
穎
異
。
從
群
兒
戲
、
墮
井
中
、
若
有
掖
之
出
者
。
素
羸
弱
、
謁
東

離
高
子
於
桐
柏
山
、
留
數
載
、
體
始
充
。

（
61
）
『
金
蓋
心
燈
』
卷
一
所
收
「
龍
門
分
派
西
竺
心
宗
流
傳
圖
」
一
ａ
を
參
照
。

（
62
）
金
懷
懷
に
つ
い
て
は
、『
金
蓋
心
燈
』
卷
六
、
九
ａ
―
一
一
ｂ
所
收
の
傳
記
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
63
）
白
馬
李
に
つ
い
て
は
、
前
揭
書
卷
六
、
一
二
ａ
―
一
四
ａ
所
收
の
傳
記
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
64
）
李
蓬
頭
に
つ
い
て
は
、
前
揭
書
卷
六
、
二
三
ａ
―
ｂ
所
收
の
傳
記
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
65
）
龍
門
道
士
に
つ
い
て
は
、
前
揭
書
卷
六
、
二
四
ａ
―
二
五
ａ
所
收
の
傳
記
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
66
）
こ
の
こ
と
は
、『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
收
め
ら
れ
る
『
二
懶
心
話
』
の
中
で
も
同
じ
く
强
調
さ
れ
て
い
る
。『
古
書
隱
樓
藏
書
』
第
八
册
、
三
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五
ａ
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
四
六
七
頁
）。

（
67
）
更
に
、
こ
の
傳
記
の
中
で
、
閔
一
得
は
有
能
な
師
匠
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
門
弟
は
日
に
日
に
增
え
、（
閔
一
得
は
彼
ら
を
）
導
き
、
育
て
、
勵
ま
し
、（
彼
ら
に
）
報
い
、
少
し
の
倦
む
と
こ
ろ
も
な
か
っ
た
。
こ
う

し
て
意
氣
軒
昂
な
も
の
た
ち
も
穩
や
か
に
な
り
世
俗
か
ら
離
れ
て
言
っ
た
」。
ま
た
、
閔
一
得
は
貧
困
に
も
め
げ
ず
高
潔
で
、
精
力
的
な
人

物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
七
十
歲
餘
り
に
し
て
、
勢
力
は
衰
え
ず
、
ま
る
で
四
、
五
十
歲
く
ら
い
の
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
あ
る
冬

に
一
人
の
年
老
い
た
人
と
出
會
っ
た
。
そ
の
人
は
凍
え
て
い
た
の
で
、
彼
は
自
分
の
毛
皮
を
か
け
て
や
っ
た
」。
閔
一
得
の
父
が
見
た
、
閔

一
得
の
誕
生
の
夢
と
、
夢
の
中
で
登
場
し
た
神
仙
に
あ
や
か
っ
た
懶
雲
子
と
い
う
呼
稱
に
ま
つ
わ
る
話
で
は
じ
ま
っ
た
こ
の
二
つ
め
の
傳
記

は
、
閔
一
得
の
父
の
も
う
ひ
と
つ
の
夢
の
話
で
結
ば
れ
て
い
る
。
今
度
の
夢
は
、
父
自
身
の
埋
葬
に
關
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
親
族
た
ち

が
彼
の
父
の
埋
葬
を
數
十
度
も
途
中
で
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
閔
一
得
は
貧
乏
で
あ
っ
た
。
艮
甫
公
が
ま
だ
任
に
つ
い
て
い

た
頃
、
衣
と
冠
で
で
き
た
墓
に
數
世
代
の
人
々
が
お
參
り
に
く
る
夢
を
見
た
。
閔
一
得
は
何
が
（
父
に
）
こ
ん
な
夢
を
見
さ
せ
た
の
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
後
に
、
そ
の
理
由
を
知
る
。
そ
れ
は
父
の
埋
葬
の
夕
べ
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
」。

（
68
）
『
古
書
隱
樓
藏
書
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
一
五
四
頁
）
に
收
め
ら
れ
て
い
る
閔
一
得
の
同
じ
傳
記
に
は
、「
書
隱
樓
藏
書
三
十
餘
種
」

と
あ
る
。

（
69
）
沈
秉
成
は
龍
門
第
十
三
代
に
屬
し
、
費
撥
雲
に
師
事
し
た
。『
道
統
源
流
』
下
卷
、
一
七
―
一
八
頁
に
所
收
さ
れ
る
彼
の
傳
記
的
な
記
述
を

參
照
さ
れ
た
い
。

（
70
）
『
古
書
隱
樓
藏
書
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
一
五
四
頁
）
に
收
め
ら
れ
て
い
る
閔
一
得
の
同
じ
傳
記
に
は
、「
書
隱
樓
藏
書
三
十
餘
種
」

と
あ
る
。

（
71
）
篤
實
純
靜
、
平
易
近
人
、
論
者
以
爲
有
儒
者
氣
象
。
道
光
十
六
年
卒
、
年
七
十
九
。

（
72
）
こ
こ
で
擧
げ
た
二
文
獻
の
外
、『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』
に
も
「
度
師
野
怛
婆
闍
傳
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
短
い
傳
記
が
收
め
ら
れ
て
い
る
（『
藏

外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
三
頁
）。
ま
た
、
鷄
足
道
者
に
關
す
る
言
及
は
『
古
書
隱
樓
藏
書
』
に
收
め
ら
れ
た
樣
々
な
文
獻
の
中
に
も
含

ま
れ
て
い
る
。
個
々
の
文
獻
に
つ
い
て
以
下
の
注
を
參
照
さ
れ
た
し
。

（
73
）
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
に
は
次
の
二
つ
の
序
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。（
一
）
陶
石
庵
（
？
―
一
六
九
二
）
が
一
六
六
四
年
に
寄
せ
た
も
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の
。（
二
）
閔
一
得
が
一
八
二
八
年
に
記
し
た
も
の
。

（
74
）
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
に
所
收
さ
れ
る
『
心
印
集
經
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
靑
尼
は
中
央
に
至
り
、
仲
尼
は
そ
れ
を
持
し
、

牟
尼
は
そ
れ
を
空
に
す
（
靑
尼
致
中
、
仲
尼
時
中
、
牟
尼
空
中
）」
と
。『
道
藏
續
編
』
一
ａ
、
五
―
六
行
。『
古
書
隱
樓
藏
書
』
九
ａ
、
七
―

八
行
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
三
四
八
頁
）。

（
75
）M

onica
E

sposito,“La
P

orte
du

D
ragon”,vol.

1,pp.
246-273.同じ
く“Longm

en
Taoism

”,pp.
213-221.森

由
利
亞
「
呂
洞
賓
と

全
眞
敎
」。
蓋
健
民
「
從
救
世
到
醫
世
」（
郭
武
編
『
道
敎
敎
義
與
現
代
社
會
』、
上
海
古
籍
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
九
四
―
二
〇
九
頁
。

唐
大
潮
『
明
淸
之
道
敎
「
三
敎
合
一
」
思
想
論
』（
中
交
文
化
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）、
六
一
―
六
四
頁
。

（
76
）
雲
南
が
イ
ン
ド
佛
敎
と
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
の
流
傳
の
上
で
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
觀
點
か
ら
の
、
鷄
足
山
と
そ
の
佛
敎
寺
院
に
關
す
る

硏
究
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
楊
學
政
等
編
『
雲
南
宗
敎
史
』（
雲
南
人
民
出
版
、
一
九
九
九
年
）
及
び
鎌
田
茂
雄
「
雲
南
・

鷄
足
山
の
佛
敎
」（『
國
際
佛
敎
大
學
院
大
學
紀
要
』
第
一
號
、
一
九
九
八
年
）
一
―
三
四
頁
。
こ
の
最
後
の
文
獻
に
つ
い
て
ご
指
摘
を
頂
い

た
こ
と
に
對
し
て
、
船
山
徹
氏
に
感
謝
の
辭
を
述
べ
た
い
。
ま
た
、
以
下
も
參
照
さ
れ
た
い
。
淸
代
の
高
奣
映
編
『
鷄
足
山
志
』
十
三
卷

（
雲
南
人
民
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。
こ
の
雲
南
の
鷄
足
山
に
關
す
る
說
明
に
つ
い
て
は
以
下
の
注
（
95
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
77
）
殘
念
な
が
ら
、『
鷄
足
山
志
』
に
擧
げ
ら
れ
る
寺
院
の
中
に
、「
龍
樹
山
房
」
の
名
は
見
え
な
い
。
龍
樹
菩
薩
（N

āḡarjuna

）
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
中
觀
派
の
著
名
な
論
師
で
、
三
世
紀
頃
の
人
で
あ
る
。
後
に
、
七
世
紀
の
同
姓
人
物
・
同
名
異
人
と
混
同
さ
れ
た
。
こ
の

後
代
の
龍
樹
は
、
中
國
及
び
日
本
の
密
敎
傳
統
に
お
い
て
、
大
日
如
來
（
摩
訶
毘
盧
遮
那M

ahāvairocana

）
と
金
剛
手
菩
薩
（Vajrap̄ani

）

に
續
く
第
三
祖
と
さ
れ
る
人
物
で
、
初
め
て
の
人
祖
で
も
あ
る
。
高
公
孫
「
道
家
、
密
宗
與
西
方
祕
學
」（
張
曼
濤
編
『
密
宗
思
想
論
集
』、

大
乘
文
化
出
版
、
一
九
七
九
年
）、
七
―
一
二
頁
。

（
78
）
西
域
は
中
國
の
西
部
を
示
す
。
漢
代
に
は
玉
門
關
よ
り
西
の
地
域
、
現
在
の
新
疆
と
中
央
ア
ジ
ア
の
一
部
を
含
む
陽
關
を
意
味
し
た
。
ま
た
、

一
般
に
西
方
も
意
味
し
、
神
話
の
中
で
は
西
王
母
の
國
土
を
も
意
味
し
た
。
元
代
以
降
、
西
域
と
い
う
言
葉
は
、
チ
ベ
ッ
ト
も
意
味
し
た
。

沈
衞
榮
「
神
通
、
妖
術
和
賊
髡
：
論
元
代
文
人
筆
下
的
番
僧
形
象
」
を
參
照
。

（
79
）
月
支
は
月
氏
と
も
い
い
、
一
般
に
は
ト
カ
ラ
と
中
央
ア
ジ
ア
の
バ
ク
ト
リ
ア
地
域
を
指
し
た
。
主
に
ト
カ
ラ
族
と
ト
カ
ラ
語
圈
を
意
味
す
る

大
月
氏
と
、
羌
族
及
び
甘
肅
省
の
チ
ベ
ッ
ト
族
を
指
す
月
支
或
い
は
小
月
氏
と
を
區
別
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
語
に
關
す
る
說
明
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に
つ
い
て
は
以
下
の
注
（
92
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
80
）
こ
の
呼
稱
に
つ
い
て
は
、
本
論
三
一
一
頁
以
下
を
參
照
の
こ
と
。

（
81
）
仙
姓
黃
名
守
中
、
西
域
月
支
人
、
元
時
進
中
國
、
久
休
鷄
足
、
故
有
是
號
。
順
治
十
六
年
入
京
師
、
求
授
太
上
三
大
戒
於
崑
陽
王
律
師
。
初

無
名
字
、
自
號
野
闥
婆
闍
、
華
言
求
道
士
也
。
律
師
以
其
身
休
中
國
有
年
、
因
命
以
華
人
姓
名
曰
黃
守
中
。
迄
今
闐
人
咸
以
黃
眞
人
呼
之
。

年
已
五
百
有
餘
歲
、
而
貎
若
六
十
許
人
、
雙
眸
炯
炯
、
聲
若
洪
鐘
、
案
頭
無
多
書
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
外
、
惟
『
三
尼
醫
世
說
述
』。

（
82
）
鷄
足
道
者
來
自
月
支
。〈
注
：
鷄
足
、
闐
南
山
名
。
月
支
、
西
方
國
名
、
卽
古
之
氐
國
。
懶
雲
子
謂
闐
南
士
人
相
傳
「
元
初
已
有
此
道
者
、
不

知
其
來
自
何
代
也
」〉
休
於
鷄
足
、
自
稱
野
怛
婆
闍
、
而
無
姓
名
字
號
、
華
言
求
道
士
。
所
精
惟
斗
法
。
順
治
庚
子
〈
注
：
十
六
年
〉、
始
至

京
師
、
觀
光
演
鉢
、
王
崑
陽
祖
贈
姓
曰
黃
、
命
名
守
中
。
且
曰
、「
汝
但
住
世
越
百
三
十
秋
、
大
戒
自
得
」。
遂
促
返
、
仍
持
斗
祕
。〈
注
：
按

『
缽
鑑
』
亦
載
有
鷄
足
道
者
自
稱
野
怛
婆
闍
、
與
上
文
所
記
、
大
略
相
同
〉
精
勤
不
怠
、
管
天
仙
聞
蹟
而
師
之
、
命
名
太
淸
。〈
注
：
管
天
仙

傳
列
次
篇
〉
歲
庚
戌
〈
注
：
乾
隆
五
十
五
年
、
距
順
治
庚
子
正
一
百
三
十
年
〉
余
往
謁
攜
有
大
戒
書
。
道
者
見
而
喜
曰
、「
交
易
之
、〈
注
：

謂
以
其
西
竺
斗
法
傳
懶
雲
子
、
以
易
大
戒
書
也
〉
則
兩
得
也
」。
遂
止
宿
三
月
、
梵
音
得
。
道
者
則
手
錄
大
戒
書
、
懸
崑
陽
王
祖
像
、
泣
拜
而

祝
、
轉
顧
余
曰
、「
西
竺
至
寶
、
汝
已
易
得
、
善
護
正
宗
、
戒
虧
則
力
簿
、
王
祖
靈
在
、
悉
知
悉
見
也
」。
余
亦
泣
拜
而
受
之
。〈
注
：
此
道
者

之
所
以
稱
黃
律
師
也
。
愚
按
懶
雲
得
其
斗
法
、
奉
爲
西
竺
心
宗
、
歸
纂
『
大
梵
先
天
梵
音
斗
咒
』、
凡
十
部
、
計
十
二
卷
、
刊
傳
於
世
。
按
斗

法
所
稱
旗
哆
律
師
、
卽
黃
律
師
也
〉
起
、
促
余
返
。〈
注
：
時
懶
雲
子
服
官
闐
南
、
蓋
仍
返
至
闐
省
也
〉
至
半
途
總
制
富
公
〈
注
：
名
綱
〉、

遣
使
往
迎
、
及
使
返
、
述
子
已
逝
。
余
曰
、「
不
然
」。
子
蓋
行
五
假
法
耳
。
歲
戌
午
〈
注
：
嘉
慶
三
年
〉
果
有
見
子
於
四
川
靑
羊
宮
者
。

（
83
）
氐
人
と
は
、
少
數
民
族
と
と
も
に
、
人
面
魚
身
の
炎
帝
の
子
孫
た
ち
が
住
む
と
い
う
傳
說
の
國
、
氐
人
國
を
指
す
。『
山
海
經
』「
海
內
南

經
」
に
「
氐
人
國
在
建
木
西
。
其
爲
人
、
人
面
而
魚
身
、
無
足
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
語
は
、『
外
國
方
品
』
に
記
さ
れ
る
西
方
の
傳
說
的

な
國
、
野
尼
の
こ
と
も
示
す
。
野
尼
の
向
こ
う
に
は
尼
維
羅
綠
那
と
い
う
傳
說
上
の
國
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
氐
人
と
月
支
た
ち
が
住
ん
で
い

る
と
さ
れ
て
い
る
。Isabelle

R
obinet,“Les

randonnées
extatiques

des
Tao
ı̈stes

dans
les

astres”,
M

onum
enta

S
erica32

(1976),p.
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を
參
照
の
こ
と
。

（
84
）
先
に
引
用
し
た
序
の
中
で
は
、
鷄
足
道
者
は
「
元
の
頃
、
中
國
に
や
っ
て
き
て
…
…
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。『
持

世
陀
羅
尼
經
法
』「
源
流
」
一
二
ａ
、
二
―
三
行
。『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』「
度
師
野
怛
婆
闍
傳
」
一
三
ａ
、
一
行
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
331



五
五
二
―
五
五
三
頁
）。『
持
世
陀
羅
尼
經
注
』
一
ｂ
、
三
行
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
九
頁
）。
鷄
足
道
者
と
元
王
朝
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
は
、
以
下
注
（
100
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
し
か
し
、『
修
眞
辨
難
參
證
』（『
古
書
隱
樓
藏
書
』、
四
六
ａ
、
五
行
、『
藏
外
道
書
』

第
一
〇
册
、
二
四
三
頁
）
で
は
、
鷄
足
道
者
は
宋
代
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
85
）
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
本
論
を
參
照
の
こ
と
。

（
86
）
行
閒
の
注
に
よ
れ
ば
、「
鷄
足
道
者
は
夷
の
地
よ
り
中
國
に
や
っ
て
き
た
。
彼
に
は
法
門
を
開
き
廣
く
宗
派
を
傳
え
る
力
量
が
あ
っ
た
。
一

切
の
時
節
と
緣
を
持
っ
て
い
た
が
故
に
、
崑
陽
は
早
く
か
ら
こ
の
奇
な
る
人
物
を
見
知
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
年
（
一
六
六
〇

年
）
鷄
足
道
者
に
百
三
十
年
の
閒
、
世
に
留
ま
る
こ
と
を
賴
ん
だ
。
彼
な
ら
ば
、
そ
の
百
三
十
年
の
閒
に
多
く
の
法
科
を
傳
え
る
で
あ
ろ
う

か
ら
。（
鷄
足
）
道
者
は
元
來
奇
な
る
人
で
あ
っ
た
。
崑
陽
に
も
ま
た
、
遲
く
と
も
百
三
十
年
の
後
（
一
七
九
〇
年
）
に
、
大
戒
が
自
然
と
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
豫
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」。

（
87
）
行
閒
の
注
に
よ
れ
ば
、「
鷄
足
道
者
は
生
涯
純
粹
で
、
法
力
に
賴
ら
ず
、
神
通
力
を
尊
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
見
え
る
。
彼
自
身
は
、
戒
律

門
の
有
德
者
で
あ
っ
た
」。

（
88
）
行
閒
の
注
に
よ
れ
ば
、「
天
に
あ
る
崑
陽
の
靈
は
、
こ
れ
を
證
明
す
る
た
め
に
自
ず
か
ら
降
り
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
89
）
『
佛
說
陀
羅
尼
經
』
を
流
傳
し
た
伽
陀
正
宗
に
屬
す
る
師
の
呼
び
方
だ
ろ
う
。『
陀
羅
尼
經
法
』「
源
流
」
の
一
二
ａ
、
二
行
（『
藏
外
道
書
』

第
一
〇
册
、
五
五
三
頁
）
を
參
照
。

（
90
）
管
見
で
は
五
假
法
と
い
う
表
現
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
五
法
と
い
う
表
現
と
そ
の
樣
々
な
意
味
に
つ
い
て
は
以
下
を
參
照
さ

れ
た
い
。C

harles
M

uller
ed.,D

igitalD
ictionary

ofB
uddhism,http://w

w
w

.acm
uller.net/ddb/index.htm

l

（
91
）
『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』「
度
師
野
怛
婆
闍
傳
」
の
一
三
ｂ
、
二
行
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
三
頁
）
で
は
、
彼
は
峨
眉
で
目
擊
さ
れ

た
と
な
っ
て
い
る
。

（
92
）
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
月
支
は
紀
元
前
二
世
紀
初
頭
に
は
遊
牧
民
の
主
要
な
部
族
で
あ
っ
た
。
匈
奴
に
破
れ
た
結
果
、
部
族
內
が
分

か
れ
、
大
月
支
或
い
は
大
月
氏
と
し
て
知
ら
れ
る
一
部
の
部
族
は
西
へ
移
動
し
た
。
彼
ら
は
ま
ず
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
あ
た
る
ソ
グ

デ
ィ
ア
ナ
を
、
續
い
て
オ
ク
サ
ス
川
を
越
え
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
に
あ
た
る
バ
ク
ト
リ
ア
を
占
據
し
た
。
一
方
、
殘
り
の
部

族
、
つ
ま
り
小
月
支
或
い
は
小
月
氏
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
匈
奴
に
敗
れ
た
後
甘
肅
省
に
留
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
氐
國
が
述
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べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
史
記
』（
一
二
三
卷
、
標
點
本
三
一
六
一
―
三
一
六
二
頁
）
の
中
で
氐
は
羌
と
連
動
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
實
際
、
漢
代
に
お
い
て
、
氐
族
は
羌
族
と
關
係
し
て
い
た
の
だ
が
、
早
い
時
期
の
文
獻
で
は
言
及
さ
れ
る
こ
と

が
殆
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。E

.G
.P

ulleyblank,“T
he

C
hinese

and
T

heir
N

eighbors
in

P
rehistoric

and
E

arly
H

istoric
T

im
es”,in

D
avid

K
.K

eightley
ed.,T

he
O

rigins
ofC

hinese
C

ivilization,B
erkeley:

U
niversity

ofC
alifornia

P
ress,1983,p.

419.

（
93
）E

.G
.P

ulleyblank

前
揭
論
文
四
五
六
―
四
五
九
頁
。

（
94
）
「
陀
羅
尼
を
音
譯
す
る
代
わ
り
に
意
譯
し
た
の
は
、
竺
法
護
の
特
徵
で
あ
る
」（C

hou
Y

i-liang,“Tantric
B

uddhism
in

C
hina”,Harvard

JournalofA
sian

S
tudies8

(1944-45),p.
242

）。
周
一
良
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
佛
敎
僧
に
よ
る
祈
雨
の
祈
禱
に
關
す
る
最
初
の
言

及
は
、
竺
法
護
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
祈
禱
僧
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
や
っ
て
き
た
涉
公
で
あ
っ
た
。
以
降
、
密
敎
僧
に
は
雨
を
降
ら
せ

る
能
力
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鷄
足
道
者
も
、
祈
雨
の
た
め
の
陀
羅
尼
を
繼
承
し
て
い
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
密
敎
と
道
敎
の
關
係

に
つ
い
て
は
坂
出
祥
伸
「
初
期
密
敎
と
道
敎
の
交
涉
」（
立
川
武
藏
編
『
中
國
密
敎
』
所
收
、
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
竺
法
護
に
關
し
て
は
、
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。A

ntonello
P

alum
bo,“D

harm
araks

. a
and

K
an. t. haka-W

hite
H

orse
M

onasteries

in
E

arly
M

edievalC
hina”,in

G
iovanniVerardiand

S
ilvio

V
ita

eds.,
B

uddhistA
sia1

(K
yoto:

Italian
Institute

ofthe
E

astA
sian

S
tudies,2003),pp.

167-216.ま
た
、
ア
ン
ト
ネ
ロ
・
パ
ル
ン
ボ
氏
に
は
、
月
氏
に
關
す
る
說
明
を
賜
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
感
謝
の
辭
を

述
べ
て
お
き
た
い
。
中
國
に
お
け
る
イ
ン
ド
觀
に
つ
い
て
はM

ichelS
trickm

ann,“India
in

the
C

hinese
Looking-glass”,in

D
eborah

E
.K

lim
burg-S

alter
ed., The

S
ilk

R
oute

and
the

D
iam

ond
P

ath
,Los

A
ngeles:

U
C

LA
A

rtC
ouncil,1982

を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
95
）
長
く
傳
え
ら
れ
て
き
た
佛
敎
說
話
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
佛
敎
生
誕
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
摩
伽
陀
國
に
は
、
漢
譯
で
は
鷄
足
山
と

し
て
知
ら
れ
るK

ukkut. ap̄adagiri

と
い
う
山
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
山
に
は
有
名
な
玄
奘
も
訪
れ
て
お
り
、
彼
は
『
大
唐
西
域

記
』
の
中
で
、
こ
の
山
は
摩
訶
迦
葉
尊
、
つ
ま
り
迦
葉
と
關
係
が
有
る
と
い
う
記
述
を
殘
し
て
い
る
。
鎌
田
茂
雄
「
雲
南
・
鷄
足
山
の
佛

敎
」
二
―
五
頁
及
び
金
文
京
「
敦
煌
出
士
文
書
か
ら
み
た
唐
代
の
賓
頭
盧
信
仰
」（
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
敎
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇

年
、
一
九
五
―
二
一
九
頁
）、
特
に
二
〇
三
―
二
〇
五
頁
を
參
照
。
鷄
足
山
と
摩
訶
迦
葉
尊
の
關
係
に
つ
い
て
は
、『
鷄
足
山
志
』
所
收
「
迦

葉
緣
起
」、
一
六
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
以
下
も
參
照
さ
れ
た
い
。E

tienne
Lam

otte,Le
T

rait́e
de

la
G

rande
Vertu

de
S

agesse
,

Louvain:
U

niversit́e
de

Louvain,1981,p.
192,n.1;

A
nna

S
eidel,“D

en’e傳
衣”,H

ōbōgirin
vol.

8
(2003)

pp.
1172-1178

特
に
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p.1172.

鷄
足
山
と
彌
勒
菩
薩
の
信
仰
の
關
連
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
中
正
「
淸
朝
中
期
に
お
け
る
民
閒
宗
敎
結
社
と
そ
の
千
年
王
國
運
動
へ

の
傾
斜
」（
鈴
木
中
正
編
『
千
年
王
國
的
民
衆
運
動
の
硏
究
』、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
八
二
年
）、
特
に
「
靈
地
鷄
足
山
と
彌
勒
下
生
信

仰
」
の
章
（
二
四
七
―
二
五
六
頁
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
最
後
の
文
獻
に
つ
い
て
ご
指
摘
を
頂
い
た
こ
と
に
し
て
、
金
文
京
敎
授
に
感

謝
の
辭
を
述
べ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
イ
ン
ド
の
鷄
足
山
が
ど
の
よ
う
に
十
四
世
紀
頃
の
中
國
、
雲
南
地
域
に
移
植
さ
れ
た
の
か
に
關
す
る

硏
究
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
參
照
さ
れ
た
い
。
楊
學
政
等
編
『
雲
南
宗
敎
史
』、
一
〇
一
―
一
〇
五
頁
及
び
王
邦
維“M

ahākā́syapa
and

K
ukkut. ap̄adagiri:

F
rom

M
agadha

to
Yunnan”.こ

の
論
文
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
學
に
て
二
〇
〇
三
年
一
二
月

五
日
―
七
日
に
開
催
さ
れ
た“C

rossing
the

B
orders

ofC
hina:

A
C

onference
on

C
ross-C

ulturalInteractions
in

H
onor

ofP
rofessor

V
ictor

H
.M

air”
學
會
で
發
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
を
ご
敎
示
く
だ
さ
っ
た
船
山
氏
と
、
引
用
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
王
邦

維
敎
授
に
感
謝
の
辭
を
述
べ
た
い
。

（
96
）
興
味
深
い
こ
と
に
、
雲
南
の
鷄
足
山
の
寺
院
の
中
に
、「
傳
衣
寺
」
と
い
う
名
の
寺
が
あ
る
。
こ
の
傳
衣
寺
は
、
李
元
陽
に
よ
っ
て
嘉
靖
年

閒
（
一
五
二
二
―
一
五
六
六
）
の
初
め
に
建
立
さ
れ
た
。『
鷄
足
山
志
』
二
三
〇
頁
を
參
照
。
鎌
田
茂
雄
（「
雲
南
・
鷄
足
山
の
佛
敎
」
一
五

頁
）
は
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る
。「
禪
宗
で
派
は
師
か
ら
弟
子
に
法
を
繼
承
す
る
時
、
衣
鉢
を
相
傳
す
る
が
、
そ
れ
が
傳
衣
寺
の
名
の

起
り
で
あ
る
。
ま
た
迦
葉
尊
者
が
守
衣
入
定
し
、
彌
勒
の
下
生
を
待
っ
た
所
に
ち
な
ん
で
傳
衣
寺
と
稱
し
た
」。
傳
衣
と
禪
佛
敎
の
關
係
に

つ
い
て
は
、A

.S
eidel,“D

en’e

傳
衣”,p.

1177
と
、H

.W
elch,T

he
P

ractice
ofC

hinese
B

uddhism,pp.
156-157,290

を
參
照
。

（
97
）
「
再
生
」
と
い
う
槪
念
と
禪
に
お
け
る
そ
の
役
割
に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
ウ
ル
ス
・
ア
ッ
プ
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。
こ
れ
は
、
近
日
刊

行
豫
定
の
彼
の
著
書
の
主
題
で
も
あ
る
。

（
98
）
楊
學
政
等
編
『
雲
南
宗
敎
史
』、
三
―
二
五
頁
及
び
二
四
三
―
三
二
八
頁
。
こ
の
中
國
西
南
部
へ
の
密
敎
の
流
傳
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と

そ
の
使
用
が
流
傳
し
て
き
た
こ
と
と
關
わ
っ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
リ
ー
ベ
ン
タ
ー
ル
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
刻
ま
れ
た
碑
文
を
出

版
し
て
い
る
が
、
碑
文
に
は
主
に
陀
羅
尼
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
九
世
紀
、
十
世
紀
頃
の
こ
の
中
國
西
南
部
に
お
け
る
密
敎
の
浸

透
を
證
左
す
る
も
の
で
あ
る
。W

alter
Liebenthal,“S

anskritInscriptions
from

Yunnan
I(and

the
D

ates
ofF

oundation
ofthe

M
ain

P
agodas

in
that

P
rovince)”, Monum

enta
S

erica12
(1947),

pp.
1-40.

同“Inscriptions
from

Yunnan
II”,S

ino-Indian
S

tudies5

(1955),pp.
1-23.
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（
99
）
現
在
チ
ベ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、「
政
治
的
」
及
び
「
民
族
學
的
」
チ
ベ
ッ
ト
と
い
う
、
二
つ
の
大
き
な
地
政
學
的
區
分
を
識
別

し
た
結
果
で
あ
る
。
政
治
的
チ
ベ
ッ
ト
は
ダ
ラ
イ
ラ
マ
に
統
治
さ
れ
る
國
家
組
織
を
意
味
し
、
今
日
の
チ
ベ
ッ
ト
自
治
區
（TA

R

）
に
相

當
す
る
。
民
族
學
的
チ
ベ
ッ
ト
は
、
今
日
の
靑
海
、
四
川
、
雲
南
省
に
位
置
す
る
ア
ム
ド
、
カ
ー
ム
の
チ
ベ
ッ
ト
族
の
エ
リ
ア
を
意
味
す

る
。M

elvyn
C

.G
oldstein,“Introduction”,in

M
.C

.G
oldstein

&
M

.K
apstein

eds.,
B

uddhism
in

C
ontem

porary
T

ibet
,B

erkeley:

U
niversity

ofC
alifornia

P
ress,1998,p.

4を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
100
）
金
文
京
敎
授
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
鷄
足
道
者
が
元
代
に
中
國
に
來
た
と
い
う
こ
と
へ
の
言
及
は
、
モ
ン
ゴ
ル
族
に
よ
る
漸
進
的
な
雲
南

地
域
支
配
に
も
關
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
鷄
足
山
の
あ
る
雲
南
が
中
國
の
領
土
に
な
っ
た
の
は
、
一
二
五
二
年
か
ら
一
二
五
六
年
に
か
け

て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
フ
ビ
ラ
イ
（
忽
必
烈
）
が
こ
の
地
域
に
遠
征
し
、
大
理
國
を
征
服
し
た
こ
と
に
由
來
す
る
。
こ
の
遠
征
の
實
質
的
遂
行
者

は
モ
ン
ゴ
ル
人
の
將
軍
、
兀
良
合
臺
（
ウ
リ
ャ
ン
ハ
タ
イ
）
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
以
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遠
征
に
も
參
加
し
て
お
り
、
そ
の

配
下
に
は
い
わ
ゆ
る
色
目
人
、
特
に
コ
ー
カ
サ
ス
一
帶
の
キ
プ
チ
ャ
ク
、
オ
セ
ッ
ト
人
な
ど
の
部
隊
が
い
た
。
詳
し
く
は
韓
儒
林
編
『
元
代

史
』（
人
民
出
版
、
一
九
八
六
年
）
第
二
章
「
蒙
古
的
征
服
戰
爭
」
第
四
節
三
「
忽
必
烈
滅
大
理
」（
一
八
三
―
一
八
五
頁
）
參
照
。
鷄
足
道

者
が
元
代
に
西
方
か
ら
來
た
と
い
う
傳
說
の
背
景
に
は
、
以
上
の
事
實
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
詳
細
な
ご
指
摘
を
頂
い
た
金
文
京
敎
授
に

感
謝
の
辭
を
述
べ
た
い
。

（
101
）
上
注
（
83
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
102
）
バ
ラ
モ
ン
敎
と
密
敎
に
つ
い
て
楊
學
政
等
編
『
雲
南
宗
敎
史
』、
四
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
。
婆
伽
梵
、
簿
伽
梵
等
はbhagav̄an

或
はbhagavat

と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
音
譯
で
あ
る
。『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』「
度
師
野
怛
婆
闍
傳
」
一
三
ａ
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
三
頁
）

に
は
、
野
怛
婆
闍
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
師
號
野
怛
婆
闍
、
西
域
月
支
人
。
元
初
入
鷄
足
、
休
于
優
缽
羅
舍
、
精
硏

密
部
、
簿
伽
梵
敎
外
別
傳
、
妙
月
宗
祖
百
葉
孫
、
群
稱
野
怛
婆
闍
（
師
は
野
怛
婆
闍
と
號
し
、
西
域
の
月
支
の
人
で
あ
る
。
元
の
初
め
に
鷄

足
山
に
入
り
、
優
缽
羅
（utpala

）
舍
に
留
ま
り
、
密
敎
部
を
注
意
深
く
硏
修
し
、
簿
伽
梵
の
敎
外
別
傳
を
（
授
か
っ
た
）、
妙
月
宗
祖
の
百

葉
の
孫
で
あ
り
、
皆
は
野
怛
婆
闍
と
呼
ん
だ
）」。

（
103
）
も
と
も
と
イ
ン
ド
で
は
ア
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
（
阿
闍
梨
）
は
樣
々
な
文
脈
で
師
匠
、
敎
師
、
先
生
を
意
味
し
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
佛
敎
で
は
重

視
さ
れ
た
。
阿
闍
梨
は
卓
越
し
た
僧
で
あ
り
、
彼
の
弟
子
た
ち
を
道
德
的
品
行
に
お
い
て
導
き
、
模
範
を
示
す
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
阿
闍
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梨
に
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。（
一
）
新
戒
者
た
ち
に
授
戒
儀
禮
を
行
う
出
家
阿
闍
梨
。（
二
）
修
行
や
素
行
の
模
範
者
で

あ
る
敎
師
阿
闍
梨
。（
三
）
受
戒
者
た
ち
に
儀
禮
を
敎
授
す
る
羯
磨
阿
闍
梨
。（
四
）
經
典
を
傳
え
る
授
經
阿
闍
梨
。（
五
）
新
た
に
度
せ
ら

れ
た
比
丘
が
、
そ
の
監
督
を
受
け
る
先
輩
比
丘
で
あ
る
依
止
阿
闍
梨
。“A

jari

阿
闍
梨”,

H
ōbōgirin

法
寶
義
林,vol.

1
(1981),pp.

17-18
及
び
楊
學
政
等
編
『
雲
南
宗
敎
史
』、
七
―
八
頁
を
參
考
。
鷄
足
道
者
の
傳
記
に
お
い
て
は
、「
度
師
」
或
い
は
「
旗
哆
律
師
」
と
い
う
入
門

式
（
授
戒
式
）
の
指
導
者
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
役
割
は
出
家
阿
闍
梨
及
び
羯
磨
阿
闍
梨
に
相
當
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
乘

戒
と
大
乘
戒
を
含
む
佛
敎
の
授
戒
に
お
け
る
阿
闍
梨
の
役
割
に
つ
い
て
は
、P

aulG
roner,S

aich̄o,T
he

E
stablishm

entofthe
Japanese

TendaiS
chool,H

onolulu:
U

niversity
ofH

aw
ai’iP

ress,
2000,

pp.
138-144な

ど
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
鷄
足
道
者
と
い
わ
ゆ

る
阿
吒
力
密
敎
の
關
連
も
參
照
に
値
す
る
。
上
揭
注
（
98
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
104
）
鷄
足
道
者
は
斗
法
の
專
門
家
で
あ
り
、
ま
た
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
の
受
領
者
で
あ
る
。
以
下
の
本
論
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
105
）
沈
衞
榮
「
神
通
、
妖
術
和
賊
髡
：
論
元
代
文
人
筆
下
的
番
僧
形
象
」
を
參
照
。

（
106
）
更
に
、
玄
奘
は
、
イ
ン
ド
の
「
鷄
足
山
」
を
巡
禮
し
た
中
國
人
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
の
翻
譯
者
で
も
あ
る
。

（
107
）
こ
の
斗
法
の
傳
統
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
轉
寫
さ
れ
た
、
マ
ン
ト
ラ
の
諷
誦
に
基
づ
い
た
禮
拜
式
（liturgy

）
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
い

る
。
斗
法
は
陀
羅
尼
の
呪
術
作
用
に
注
目
し
た
も
の
で
、
儀
禮
に
重
き
を
お
い
て
い
る
。『
古
書
隱
樓
藏
書
』
第
九
册
及
び
第
一
一
册
（『
藏

外
道
書
』
第
一
〇
册
）
を
參
照
の
こ
と
。

（
108
）
前
田
惠
學
氏
（『
原
始
佛
敎
聖
典
の
成
立
史
硏
究
』、
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
六
四
年
、
三
一
九
―
三
二
〇
頁
）
の
以
下
の
說
明
を
參
照
。「gāth̄a

は
句
を
結
び
韻
律
し
た
文
學
的
約
束
に
も
と
づ
く
作
品
を
呼
ぶ
術
語
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
漢
譯
で
は
音
寫
し
て
伽
陀
・
伽
他
・
偈
・
偈
經

の
語
が
用
い
ら
れ
、
譯
し
て
頌
・
頌
經
・
諷
頌
・
造
頌
・
詩
歌
經
・
詩
偈
・
頌
詩
經
、
等
の
譯
語
が
み
ら
れ
る
」。

（
109
）
以
下
を
參
照
の
こ
と
。D

avid
M

.F
arquhar,“E

m
peror

as
B

odhisattva
in

the
G

overnance
ofthe

C
h’ing

E
m

pire”,
H

arvard
Journal

ofA
siatic

S
tudies38.1

(1978),pp.
23-24.寫

眞
複
製
版
に
つ
い
て
はLokesh

C
handra

ed.,SanskritTexts
from

the
Im

perialP
alace

at
P

eking
in

the
M

anchurian,
C

hinese,
M

ongolian
and

T
ibetan

scripts
,

S
atapitaka

S
eries,

Vol.
71,

N
ew

D
elhi:

International

A
cadem

y
ofIndian

C
ulture,1966.

（
110
）
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。C

hou
Y

i-liang,“Tantric
B

uddhism
in

C
hina”,pp.

242-243.坂
出
祥
伸
、「
初
期
密
敎
と
道
敎
の
交
涉
」、
一
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　　淸代道敎と密敎

五
三
―
一
六
九
頁
。M

ichelS
trickm

ann,M
antra

etm
andarins,P

aris:
G

allim
ard,1996.

（
111
）
賴
富
本
宏
「
中
國
密
敎
の
流
れ
」（
立
川
武
藏
編
『
中
國
密
敎
』、
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）、
一
五
―
三
九
頁
。
同
「
中
國
密
敎
の
思
想
的
特

質
」（
前
傾
書
所
收
）、
一
一
三
―
一
四
〇
頁
、
特
に
一
三
七
―
一
三
九
頁
。
坂
出
祥
伸
前
揭
論
文
、
一
五
三
―
一
六
九
頁
。InagakiH

isao,

K
ūkai’s

P
rinciple

ofA
ttaining

B
uddhahood

w
ith

the
P

resentB
ody
,K

yoto:
R

yukoku
U

niversity,1975.

（
112
）C

hou
Y

i-Liang,“Tantric
B

uddhism
in

C
hina”所

載
の
不
空
（A

m
oghavajra,

七
〇
五
―
七
七
四
）
の
傳
記
（
二
八
四
―
三
〇
七
頁
）

を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
113
）
『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』「
源
流
」
一
一
ａ
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
二
頁
）
の
伽
陀
正
宗
に
つ
い
て
の
敍
述
に
は
、
妙
月
は
次
の
よ
う

に
億
單
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
伽
陀
正
宗
啓
自
先
天
簿
伽
梵
應
運
、
付
授
勇
精
進
如
來
。
如
來
以
是
咒
力
獲
證
先
在
世
釋
迦
文
佛
、
佛
又
應

運
付
授
妙
月
長
者
、
長
者
深
信
受
持
廣
爲
他
說
利
樂
、
度
諸
有
情
、
是
爲
正
宗
二
代
」。
こ
の
他
の
妙
月
に
關
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
『
持
世

陀
羅
尼
經
注
』
一
ｂ
―
二
ｂ
及
び
五
ａ
―
ｂ
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
九
―
五
六
〇
頁
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』

「
度
師
野
怛
婆
闍
傳
」
一
三
ａ
（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
三
頁
）
に
は
、
妙
月
と
鷄
足
道
者
の
關
連
が
次
の
よ
う
に
億
單
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。「（
野
怛
婆
闍
）
精
硏
密
部
、
簿
伽
梵
敎
外
別
傳
、
妙
月
宗
祖
百
葉
孫
、
群
稱
野
怛
婆
闍
」。
上
揭
注
（
102
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
114
）
殘
念
な
が
ら
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
と
『
持
世
陀
羅
尼
經
法
』
の
中
に
は
、
妙
月
と
『
超
時
輪
タ
ン
ト
ラ
』
と
の
關
連
に
つ
い
て
の
記
述
は

み
ら
れ
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
か
ら
、
シ
ャ
ン
バ
ラ
に
關
連
し
た
ス
チ
ャ
ン
ド
ラ
の
名
前
は
、
中
國
人
に
よ
っ
て
「
月
善
」
と
記
述
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
ダ
ワ
・
サ
ン
ポ
（Z

la
ba

bzang
po

）
の
逐
語
譯
で
あ
る
。G

ray
T

uttle,“S
ham

bhala:
T

he
P

olitics
of

M
essianic

T
ibetan

B
uddhism

in
M

odern
C

hina”,in
M

onica
E

sposito
ed.,
Im

ages
ofT

ibetin
the

19th
and

20th
centuries

,P
aris:

E
cole

française
d’E

xtrêm
e-O

rient,forthcom
ing

を
參
照
。『
超
時
輪
タ
ン
ト
ラ
』に
つ
い
て
は
以
下
を
參
照
さ
れ
た
い
。Jeffrey

H
opkins,

T
he

K
alachakra

Tantra:
R

ite
ofInitiation

forthe
S

tage
ofG

eneration
,London:

W
isdom

P
ublications,1985.田

中
公
明
『
超
密
敎

時
輪
タ
ン
ト
ラ
』（
東
方
出
版
、
一
九
九
四
年
）。E

dw
in

B
ernbaum

,The
W

ay
to

S
ham

bhala,B
oston

&
London:

S
ham

bhala,2001

及
び
近
日
刊
行
豫
定
の
以
下
の
文
獻
も
參
考
に
さ
れ
た
い
。Leonard

van
der

K
uijp,

“T
he

M
ongolIm

perialF
am

ily
in

Yuan
C

hina

and
M

ongolia
as

P
atrons

ofthe
P

rinting
ofT

ibetan
K

ālacakra
Texts”,

in
M

atthew
K

apstein
ed.,

B
uddhism

B
etw

een
T

ibetand

C
hina.

出
版
前
の
原
稿
を
贈
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ヴ
ァ
ン
・
デ
ル
・
コ
イ
プ
敎
授
に
謝
辭
を
表
し
た
い
。
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（
115
）
乾
隆
帝
は
ロ
ル
ペ
ド
ル
ジ
ェ
に
つ
い
て
チ
ベ
ッ
ト
語
を
學
び
、
灌
頂
を
授
か
っ
た
。
一
方
で
、
佛
敎
で
言
う
「
轉
輪
王
（cakravartin

）」
と

し
て
目
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
た
。
以
下
を
參
照
の
こ
と
。D

avid
M

.
F

arquhar,
“E

m
peror

as
B

odhisattva
in

the
G

overnance

of
the

C
h’ing

em
pire”;

W
ang

X
iangyun,

“T
he

Q
ing

C
ourt’s

T
ibet

C
onnection:

Lcang
skya

R
olpa’irdo

rje
and

the
Q

ianlong

E
m

peror”.

（
116
）
轉
輪
王
の
灌
頂
と
禪
宗
の
傳
衣
、
そ
し
て
道
敎
の
授
籙
傳
度
儀
式
と
の
關
係
に
つ
い
て
はA

.S
eidel,“D

en’e

傳
衣”,pp.

1176-1177

を

參
照
。
ま
た
、『
佛
說
持
世
陀
羅
尼
經
』
と
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說
述
』
が
互
い
に
關
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
經
典
が
關
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
實
際
、
樣
々
な
部
分
で
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
閔
眞
仙
（
つ
ま
り
閔
一

得
）
に
よ
る
『
持
世
陀
羅
尼
經
法
規
則
小
序
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五
五
〇
頁
）
や
同
じ
く
閔
一
得
に
よ
る
『
呂
祖
師
三
尼
醫
世
說

述
序
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
三
四
四
―
三
四
六
頁
）
な
ど
を
參
照
さ
れ
た
い
。『
持
世
陀
羅
尼
經
注
』（『
藏
外
道
書
』
第
一
〇
册
、
五

七
七
頁
）
の
最
後
で
、
閔
一
得
は
こ
の
二
つ
の
經
典
は
正
宗
の
成
果
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
「
持
世
」
の
た
め
の
敎
え
で
あ
る
と
强
調
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
の
注
釋
書
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。「
醫
世
の
大
道
で
は
、
持
世
こ
そ
が
醫
世
で
あ
る
（
醫

世
之
大
道
、
醫
世
卽
持
世
也
）」。

（
117
）
「
正
統
五
年
（
一
四
四
〇
）
建
造
玉
皇
閣
、
長
春
殿
、
及
道
舍
鉢
堂
…
…
今
上
重
玉
皇
殿
…
…
竝
及
缽
堂
…
…
」（
小
柳
司
氣
太
『
白
雲
觀

志
』
一
四
一
―
一
四
二
頁
參
照
）。
全
眞
敎
の
坐
鉢
法
と
關
係
す
る
「
鉢
堂
」
の
他
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
森
由
利
亞
「
全
眞
坐
鉢
―
元
明

期
の
全
眞
敎
儀
禮
を
中
心
に
」（
福
井
文
雅
編
『
東
方
學
の
新
視
點
』、
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
四
五
七
―
四
九
七
頁
）
を
參
照
。

（
118
）H

olm
es

W
elch,T

he
P

ractice
ofC

hinese
B

uddhism,C
am

bridge,M
ass.:

H
arvard

U
niversity,1967,p.

287を
參
照
さ
れ
た
い
。
こ

こ
で
ウ
ェ
ル
チ
は
、
傳
戒
の
修
行
は
、
總
體
と
し
て
は
「
受
戒
者
た
ち
の
堂
（
新
戒
堂
）」
と
し
て
知
ら
れ
る
建
物
に
お
け
る
ク
ラ
ス
分
け

（
分
堂
）
か
ら
始
ま
る
と
說
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
言
葉
は
、
修
行
の
期
閒
と
場
所
の
雙
方
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
期

閒
と
し
て
は
、
傳
戒
の
最
終
日
ま
で
續
け
ら
れ
る
。
場
所
と
し
て
は
、
堂
口
（
と
呼
ば
れ
る
各
ク
ラ
ス
の
參
加
者
た
ち
）
が
集
う
そ
れ
ぞ
れ

の
堂
を
意
味
し
て
い
る
。
…
…
一
つ
の
堂
、
つ
ま
り
一
つ
の
ク
ラ
ス
は
、
六
十
か
ら
七
十
人
く
ら
い
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
堂
の
中
は
、
兩

脇
に
單
（
僧
た
ち
が
眠
る
場
所
）
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
禪
堂
の
よ
う
に
し
つ
ら
え
て
あ
る
」
と
い
う
。

（
119
）
以
下
の
中
國
語
の
「
五
開
演
缽
堂
」
と
い
う
表
現
も
參
照
さ
れ
た
い
。
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（
120
）
こ
れ
は
、
初
眞
戒
、
中
極
戒
そ
し
て
天
仙
大
戒
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
こ
の
三
種
類
の
戒
律
、
全
て
授
か
っ
た
人
だ
け
が
、
他
人
に
戒
を

授
け
る
地
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
二
九
二
頁
以
下
及
び
モ
ニ
カ
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
「
淸
代
に
お
け
る
金
蓋
山
龍
門
派
の

設
立
と
『
金
華
宗
旨
』」
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
121
）
以
下
の
中
國
語
の
「
傳
戒
衣
缽
」
と
い
う
表
現
と
下
揭
注
（
124
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
122
）
禪
に
お
い
て
衣
鉢
を
傳
え
る
意
義
に
つ
い
て
は
、A

nna
S

eidel,“D
en’e

傳
衣”,pp.

1171-1178

を
參
照
。
道
敎
で
鉢
を
傳
え
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
陳
耀
庭
「
全
眞
派
戒
律
」（『
道
敎
文
化
資
料
庫
』）
を
參
照
。
ま
た
、
道
敎
に
お
け
る
「
鉢
」
の
意
義
は
內
丹
法
に
も
關

係
す
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
森
由
利
亞
「
明
代
全
眞
道
與
坐
缽
―
以
坐
缽
和
內
丹
的
關
係
爲
中
心
」（
盧
國
龍
編
『
全
眞
弘
道
集
』、
靑

松
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
六
―
一
四
二
頁
）
を
參
照
。

（
123
）
森
由
利
亞
「
呂
洞
賓
と
全
眞
敎
」、
二
五
五
―
二
五
八
頁
を
參
照
。

（
124
）
「
傳
戒
衣
鉢
」
と
い
う
表
現
は
、
完
全
な
傳
戒
、
つ
ま
り
百
日
圓
滿
三
壇
大
戒
に
關
連
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
禪
で
は
、
傳
衣
鉢
、
或

い
は
よ
り
億
單
な
傳
衣
と
い
う
表
現
が
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
傳
法
を
意
味
す
る
。「
禪
に
お
い
て
、
目
に
見
え
る
サ
イ
ン
と
し
て
、
ま
た
傳

法
の
保
證
（
信
）
と
し
て
、
衣
鉢
が
傳
授
さ
れ
た
。
…
…
傳
衣
と
い
う
行
爲
は
敎
義
の
全
て
を
弟
子
に
傳
え
た
こ
と
を
象
徵
し
、
ま
た
證
明

す
る
の
で
あ
る
」（A

nna
S

eidel,“D
en’e

傳
衣”,p.

1171

）。

（
125
）
（
王
崑
陽
）
律
祖
於
順
治
康
熙
閒
五
開
演
缽
堂
、
付
授
太
上
三
大
戒
弟
子
三
千
餘
人
。
傳
戒
衣
缽
、
有
『
呂
祖
醫
世
說
述
』、
則
得
受
者
有
三

千
餘
部
。
豈
非
眞
道
之
大
行
乎
。
況
律
祖
戒
堂
、
開
在
京
邸
白
雲
觀
。
爾
時
佛
道
兩
宗
傳
戒
、
非
奉
旨
不
得
私
開
。
其
所
傳
、
有
律
、
有
書
、

有
手
卷
。

（
126
）
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
二
册
に
所
收
さ
れ
て
い
る
が
、
原
刻
本
で
は
な
い
。
卿
希
泰
『
中
國
道
敎
史
』
第
四
册
、
一
九

三
―
九
四
頁
參
照
。

（
127
）
テ
キ
ス
ト
は
、
ふ
さ
わ
し
い
後
繼
者
が
い
な
い
場
合
に
は
所
藏
の
文
獻
を
焚
い
て
し
ま
っ
た
と
說
明
し
て
い
る
。
森
由
利
亞
「
呂
洞
賓
と
全

眞
敎
」、
二
五
六
頁
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
128
）
律
祖
三
傳
而
道
遂
絕
。
今
嘉
慶
閒
所
開
演
缽
、
邱
祖
戒
本
失
傳
。
近
所
傳
訪
諸
『
淨
明
宗
敎
錄
』、
與
邱
祖
所
傳
、
小
同
而
大
異
也
。
我
山
先

輩
、
亦
守
戒
焚
之
。
書
則
錄
本
倖
存
、
而
卷
律
亡
矣
。
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（
129
）
こ
の
問
題
に
關
し
て
は
、
モ
ニ
カ
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
「
淸
代
に
お
け
る
金
蓋
山
龍
門
派
の
設
立
と
金
華
宗
旨
」
參
照
。

（
130
）P

aulG
roner,S

aich̄o,pp.
49-50,213-246

を
參
照
。
中
國
の
禪
匠
た
ち
は
受
菩
薩
戒
を
僧
た
ち
聖
職
者
に
授
け
る
と
共
に
、
禪
宗
と
の

緣
を
象
徵
す
る
も
の
と
し
て
人
々
に
も
授
け
た
。G

.F
oulk,“T

he
C

h’an
S

chool”,pp.
78-87を

參
照
。
道
敎
で
は
、
天
仙
大
戒
は
全
眞

敎
屬
龍
門
派
と
の
緣
を
象
徵
す
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
柳
司
氣
太
（『
白
雲
觀
志
』、
七
一
頁
）
と
吉
岡
義
豐
（『
道
敎
の

實
態
』、
四
〇
四
頁
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
天
仙
大
戒
は
白
雲
觀
に
お
い
て
「
全
眞
大
戒
」
と
い
う
名
で
傳
え
ら
れ
て
い
た
。
上
揭
注
（
12
）
も

參
照
さ
れ
た
い
。

【
そ
の
他
參
考
文
獻
】

〈
チ
ベ
ッ
ト
佛
敎
と
淸
朝
宮
廷
〉

洪
滌
塵
「
淸
時
對
西
藏
的
政
敎
策
略
」(
張
曼
濤
編
『
漢
藏
佛
敎
關
係
硏
究
』、
一
四
六
―
一
七
二
頁
所
收)

臺
北
：
大
乘
文
化
出
版
、
一
九
七
九
年
。

周
叔
迦(

一
八
九
九
―
一
九
七
〇)

『
淸
代
佛
敎
史
料
輯
稿
』、
臺
北
：
新
文
豐
出
版
、
二
〇
〇
〇
年(

特
に
九
一
―
一
〇
四
、
三
〇
三
―
三
八
〇
頁)

。

平
野
聰
『
淸
帝
國
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
』、
名
古
屋
：
名
古
屋
大
學
出
版
、
二
〇
〇
四
年
。

於
本
原
『
淸
王
朝
的
宗
敎
政
策
』、
北
京
：
社
會
科
學
院
、
一
九
九
九
年
（
特
に
一
一
七
―
一
四
八
頁
）。

B
erger,P

atricia.
“P

reserving
the

N
ation:

T
he

P
oliticalU

ses
ofTantric

A
rtin

C
hina”.

In
M

arsha
W

eidner
ed.,

Latter
D

ays
ofthe

Law
:

Im
ages

ofC
hinese

B
uddhism ,850-1850,pp.

89-123.
H

onolulu:
U

niversity
ofH

aw
aiiP

ress,1994.

.
E

m
pire

ofE
m

ptiness:
B

uddhistA
rtand

P
oliticalA

uthority
in

Q
ing

C
hina
.

H
onolulu:

U
niversity

ofH
aw

aiiP
ress,2003.

B
londeau,A

nne-M
arie

&
K

atia
B

uffetrille
eds. Le

T
ibetest-ilchinois.

P
aris:

A
lbin

M
ichel,2002

(especially
pp.

17-132).

C
harleux,Isabelle.

“Les
‘lam

as’vus
de

C
hine:

fascination
etrepulsion”.

E
xtrêm

e-O
rientE

xtr̂em
e-O

ccident24
(2002):

pp.
133-151.

C
hayetA

nne.Les
Tem

ples
de

Jeholetleurs
m

od
èles

tib́etains.
P

aris:
E

ditions
recherche

sur
les

civilisations,1985.

D
iC

osm
o,N

icola
&

D
alizhabu

B
ao.M

anchu-M
ongolrelations

on
the

eve
of

the
Q

ing
C

onquest:
a

docum
entary

history
.

Leiden:
B

rill,2003.
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Jagou,F
abienne.Le

9e
P

anchen
Lam

a:
enjeu

des
relations

sino-tibetaines
.

P
aris:

E
cole

française
d’E

xtr
êm

e-O
rient,2004.

H
enss,M

ichael.
“T

he
B

odhisattva-E
m

peror:
T

ibeto-C
hinese

portraits
ofS

acred
and

S
ecular

R
ule

in
the

Q
ing

D
ynasty,P

art1”.
O

ri-
entalA

rt47.3
(2001):

pp.
2-16.

.
“T

he
B

odhisattva-E
m

peror:
T

ibeto-C
hinese

P
ortraits

of
S

acred
and

S
ecular

R
ule

in
the

Q
ing

D
ynasty,

P
art

2”.
O

riental
A

rt
47.5

(2001):
pp.

71-83.

K
olm

as,Josef.T
ibetand

Im
perialC

hina.
A

S
urvey

ofS
ino-T

ibetan
R

elations
up

to
the

E
nd

ofthe
M

anchu
D

ynasty
in

1912
.

C
anberra:

A
ustralian

N
ationalU

niversity,1967
(especially,pp.

33-67).

Lessing,F
erdinand,D

.(in
collaboration

w
ith

G
osta

M
ontell).

Yung-ho-kung:
an

Iconography
of

the
Lam

aist
C

athedral
in

P
eking

w
ith

N
otes

on
Lam

aistM
ythology

and
C

ult
.

S
tockholm

:
[s.n.],1942.

P
etech,Luciano.C

hina
and

T
ibetin

the
E

arly
18th

C
entury

.
Leiden:

B
rill,1972

(1sted.
1950).

R
ockhill,W

.W
.

“T
he

D
alaiLam

as
of

Lhasa
and

their
R

elations
w

ith
the

M
anchu

E
m

perors
of

C
hina

1644-1908”.
T

’oung
P

ao2.11
(1910):

pp.
1-104.

S
chulem

ann,G̈unther. D
ie

G
eschichte

der
D

alai-Lam
as
.

Leipzig:
O

tto
H

arrassow
itz,1958.

T
ucci,G

iuseppe.T
ibetan

P
ainted

S
crolls.K

yoto:
R

insen
B

ook,1980
(1sted.

1949;especially
pp.

65-80).

Z
ahiruddin

A
hm

ad.S
ino-T

ibetan
R

elations
in

the
S

eventeenth
C

entury
.

R
om

a:
Instituto

italiano
per

ilM
edio

ed
E

strem
o

O
riente,

1970.

〈
中
國
に
お
け
る
密
敎
〉
と
〈
密
敎
と
道
敎
の
關
係
〉

長
部
和
雄
『
唐
代
密
敎
史
雜
考
』、
神
戶
：
神
戶
商
科
大
學
經
濟
硏
究
所
、
一
九
七
一
年
。

『
唐
・
宋
密
敎
史
論
考
』、
神
戶
：
神
戶
女
子
大
學
東
西
文
化
硏
究
所
、
一
九
八
二
年

高
公
孫
「
道
家
、
密
宗
與
西
方
祕
學
」（
張
曼
濤
編
『
密
宗
思
想
論
集
』、
一
―
三
六
頁
所
收
）
臺
北
：
大
乘
文
化
、
一
九
七
九
年
。

蕭
登
福
『
道
敎
與
密
宗
』、
臺
北
：
新
文
豐
出
版
、
一
九
九
三
年
。

『
道
敎
術
儀
與
密
敎
典
籍
』、
臺
北
：
新
文
豐
出
版
、
一
九
九
四
年
。
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立
川
武
藏
、
賴
富
本
宏
編
『
中
國
密
敎
』、
東
京
：
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
。

栂
尾
祥
雲
『
祕
密
佛
敎
史
』、
高
野
山
：
密
敎
文
化
硏
究
所
、
一
九
三
五
年
。

『
祕
密
事
相
の
硏
究
』、
高
野
山
：
密
敎
文
化
硏
究
所
、
一
九
三
五
年
。

張
曼
濤
編
『
密
宗
敎
史
』、
臺
北
：
大
乘
文
化
出
版
、
一
九
七
九
年
。

松
長
有
慶
『
密
敎
、
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
の
傳
承
』、
東
京
：
中
央
呼
公
論
、
一
九
八
九
年
。

『
密
敎
』、
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。

賴
富
本
宏
「
中
國
密
敎
の
思
想
的
特
質
」（
立
川
武
藏
、
賴
富
本
宏
編
『
中
國
密
敎
』、
一
一
三
―
一
四
〇
頁
所
收
）
東
京
：
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
。

吉
岡
義
豐
「
中
國
に
お
け
る
密
敎
信
仰
」（
吉
岡
義
豐
編
『
道
敎
と
佛
敎
』
第
一
册
、
三
六
九
―
四
六
八
頁
所
收
）
東
京
：
日
本
學
術
振
興
會
、
一

九
五
九
年
。

呂
建
福
『
中
國
密
敎
史
』、
北
京
：
中
國
社
會
科
學
出
版
、
一
九
九
五
年
。

O
rzech,C

harles.
“S

eeing
C

hen-yen
B

uddhism
:

T
raditional

S
cholarship

and
the

Vajray
āna

in
C

hina”.
H

istory
of

R
eligions29.2

(1989):
pp.

87-114.

S
harf,R

obert.
“O

n
E

soteric
B

uddhism
in

C
hina”.

In
R

obertS
harf,
C

om
ing

to
term

s
w

ith
C

hinese
B

uddhism,pp.
263-278.

H
onolulu:

U
niversity

ofH
aw

aiiP
ress,2001.
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道
敎
の
功
德
儀
禮
の
科
儀
に
つ
い
て

臺
南
巿
の
一
朝
宿
啓
の
功
德
儀
禮
を
例
と
し
て

　

山
　
田
　
　
明
　
廣
　
　

　　　　
　
　
序
言

　　
臺
灣
、
特
に
臺
灣
南
部
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
、
人
が
死
去
し
た
際
に
行
わ
れ
る
「
功
德
」、「
さ做
功
德
」、「
做
司
公
」
な
ど
と

稱
さ
れ
る
死
者
の
追
善
供
養
の
た
め
の
儀
禮
が
、
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
儀
禮
は
、
道
敎
式
あ
る
い
は
佛
敎
式
で
行
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
家
禮
を
土
臺
と
し
儒
敎
的
な
一
連
の
喪
葬
儀
禮
の
一
部
を
占
め
る
も
の
で
も
あ
る（

１
）。

そ
し
て
、
現
在
で

は
、「
做
旬
」
あ
る
い
は
「
做
七
」
と
も
呼
ば
れ
る
死
後
七
日
ご
と
の
供
養（

２
）の

う
ち
の
尾
旬
（
七
七
）
と
し
て
、
安
葬
（
埋
葬
）
の
前
後

に
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
最
も
多
く（

３
）な

っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
よ
り
、
臺
南
地
區
を
中
心
に
、
こ
の
功
德
儀
禮
を
含
む
道
敎
儀
禮
の
調
査
・
硏
究
を
行
っ

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
樣
々
な
規
模
、
種
類
の
功
德
儀
禮
を
調
査
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
規
模
の
比
較
的
大
き
な
も
の
と
し
て
、
343



一
朝
宿
啓
と
呼
ば
れ
る
功
德
儀
禮
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
だ
い
た
い
一
日
半
か
け
て
行
わ
れ
る
儀
禮
で
あ
る
が（

４
）、

こ
の
一
朝
宿
啓
あ
る

い
は
そ
れ
以
上
の
規
模
の
も
の
は
、
以
前
は
非
常
に
お
金
が
か
か
り
、
經
濟
的
に
裕
福
な
者
し
か
行
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

一
朝
宿
啓
の
功
德
儀
禮
だ
け
に
限
っ
て
言
う
と
、
現
在
で
は
億
略
化
さ
れ
て
、
臺
南
巿
、
臺
南
縣
南
部
、
高
雄
縣
な
ど
で
は
比
較
的

多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

５
）。

　
筆
者
は
、
こ
の
一
朝
宿
啓
の
功
德
儀
禮
を
こ
れ
ま
で
に
三
例
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
例
（
高
雄
縣
永
安

郷
維
新
村
の
例
）
に
つ
い
て
は
、
半
日
し
か
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
殘
り
の
二
例
（
臺
南
巿
北
區
國
華
街
お
よ
び

臺
南
巿
安
南
區
大
安
街
の
例
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
全
日
程
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
事
例

を
中
心
と
し
て
、
道
敎
の
功
德
儀
禮
、
特
に
そ
の
科
儀
の
內
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　　
　
　
一
　
臺
南
地
域
に
お
け
る
一
朝
宿
啓
の
功
德
儀
禮
の
事
例

　　
ま
ず
、
筆
者
が
調
査
し
た
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
資
料
を
提
示
し
た
い
。

Ａ
、
臺
南
巿
北
區
國
華
街
の
事
例

實
施
日
：
二
〇
〇
四
年
一
月
十
一
日
、
十
二
日
（
農
曆
癸
未
年
十
二
月
廿
、
廿
一
日
）

榜
文
上
の
名
稱
：
無
上
十
廻
拔
度
超
昇
齋
（
表
題
）
、
無
上
十
廻
拔
度
大
齋
功
德
二
晝
夜
（
本
文
）

意
文
上
の
名
稱
：
無
上
十
廻
拔
度
塡
庫
功
德
（
表
題
）
、
無
上
十
廻
拔
度
淨
齋
功
果
二
晝
夜
（
本
文
）

救
濟
の
對
象
：
正
薦
一
名
（
女
性
）
、
付
薦
な
し

道
壇
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
像
：
佛
祖
（
臺
南
巿
安
南
區
保
山
宮
）
、
三
太
子
爺
（
喪
宅
）

主
持
道
長
：
陳
榮
盛
道
長
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

※
道
壇
圖
お
よ
び
儀
禮
の
程
序
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
に
つ
い
て
は
、
三
四
七
頁
圖
一
お
よ
び
三
四
八
頁
表
參
照
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
資
料
に
關
し
て
若
干
の
說
明
を
加
え
る
と
、
ま
ず
、
臺
灣
で
宗
敎
行
事
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

農
曆
（
舊
曆
）
を
用
い
て
實
施
日
な
ど
が
表
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
新
曆
も
合
わ
せ
て
表
示
し
た
。
次
に
、
儀
禮
の
名
稱
で
あ
る
が
、

一
朝
宿
啓
と
い
う
の
は
、
繼
續
時
閒
を
機
軸
と
し
た
名
稱
で
、
一
般
に
民
閒
で
用
い
ら
れ
る
呼
稱
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
道
士
が
儀

禮
で
使
用
す
る
文
書（

６
）に

お
い
て
使
用
さ
れ
る
名
稱
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
文
書
に
よ
り
、
あ
る
い
は
同
じ
文
書
で
も
書
か
れ

る
場
所
に
よ
っ
て
異
な
り
、
一
定
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
榜
文
お
よ
び
意
文
上
に
使
用
さ
れ
て
い
る
名
稱
を
そ
の
書
か
れ
て
あ
る

場
所
ご
と
に
提
示
し
て
あ
る
。
次
に
救
濟
の
對
象
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
正
薦
と
は
主
な
救
濟
の
對
象
で
、
普
通
は
一
連
の
喪
葬
儀

禮
を
行
っ
て
新
た
に
葬
ら
れ
ん
と
す
る
者
が
こ
れ
に
當
た
る
。
付
薦
と
は
、
正
薦
の
一
族
の
う
ち
、
正
薦
以
前
に
死
亡
し
た
者
で
、
ま

だ
功
德
儀
禮
が
行
わ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
改
め
て
行
う
な
ど
の
理
由
で
正
薦
と
同
時
に
救
濟
さ
れ
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後

に
道
壇
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
像
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
功
德
儀
禮
を
行
う
場
合
、
遺
族
た
ち
は
、
普
段
か
ら
信
仰
し
て
い
る
神
の
力

を
借
り
る
た
め
、
そ
の
神
像
を
近
く
の
廟
や
自
宅
か
ら
迎
え
て
來
て
、
儀
禮
が
行
わ
れ
て
い
る
閒
、
道
壇
の
三
淸
側
に
祀
る
の
が
慣

習
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
廟
と
自
宅
の
兩
方
か
ら
一
體
ず
つ
神
像
が
迎
え
ら
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
次
に
、
も
う
一

つ
の
事
例
に
關
す
る
資
料
を
提
示
し
た
い
。

Ｂ
、
臺
南
巿
安
南
區
大
安
街
の
事
例

實
施
日
：
二
〇
〇
四
年
八
月
十
一
日
、
十
二
日
（
農
曆
甲
申
年
六
月
廿
六
日
、
廿
七
日
）

榜
文
上
の
名
稱
：
無
上
十
廻
拔
度
超
昇
齋
（
表
題
）
、
無
上
十
廻
拔
度
大
齋
功
德
二
晝
夜
（
本
文
）

意
文
上
の
名
稱
：
無
上
十
廻
拔
度
功
果
超
昇
齋
（
表
題
）
、
無
上
十
廻
拔
度
淨
齋
功
果
二
天
（
本
文
）

救
濟
の
對
象
：
正
薦
一
名
（
女
性
）
、
付
薦
五
名
（
男
性
三
名
、
女
性
二
名
）

道
壇
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
像
：
保
正
大
帝
（
臺
南
巿
安
南
區
朝
皇
宮
）
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主
持
道
長
：
洪
漢
從
道
長

儀
禮
の
程
序
：
（
１
）
起
鼓
（
２
）
引
魂
（
３
）
發
表
（
４
）
啓
白
・
詣
靈
說
法
（
５
）
開
冥
路
（
５
）
放
赦
（
７
）
打
城
（
８
）
分

燈
棬
簾
・
詣
靈
說
法
（
９
）
道
場
科
儀
・
詣
靈
說
法
（
10
）
十
王
寶
懺
一
卷
―
十
卷
・
迎
仙
弄
鶴
（
11
）
午
供
・
詣
靈
獻
⻝
（
12
）

合
符
童
子
（
13
）
救
苦
寶
卷
（
14
）
普
度
（
15
）
龍
鳳
放
赦
（
放
龍
鳳
）（
16
）
藥
王
寶
懺
（
17
）
沐
浴
（
18
）
解
結
（
19
）
拜
水

懺
・
詣
靈
弄
花
（
20
）
過
橋
（
21
）
塡
庫
・
十
月
懷
胎

※
道
壇
圖
に
つ
い
て
は
三
四
七
頁
圖
二
參
照
。

　
こ
こ
で
、
事
例
Ａ
と
事
例
Ｂ
を
比
較
し
て
み
る
と
、
比
較
的
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、
ま
ず
、
道
壇
正
面
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
神

畫
が
擧
げ
ら
れ
る
。
事
例
Ｂ
で
は
、
事
例
Ａ
に
加
え
て
さ
ら
に
右
に
東
極
靑
宮
（
救
苦
天
尊
）
、
左
に
九
天
神
宮
（
普
化
天
尊
）
が
掛

け
ら
れ
て
、
合
計
七
枚
の
神
畫
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
道
壇
の
神
畫
に
關
し
て
は
、
事
例
Ａ
、
事
例
Ｂ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
ほ

か
、
三
淸
と
そ
の
右
に
救
苦
天
尊
、
左
に
普
化
天
尊
を
掛
け
、
玉
皇
大
帝
と
紫
微
大
帝
は
掛
け
な
い
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
次

に
道
壇
の
兩
脇
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
十
王
圖
に
つ
い
て（

７
）、

事
例
Ａ
と
事
例
Ｂ
を
比
較
す
る
と
、
第
八
殿
の
冥
官
と
第
九
殿
の
冥
官
と

が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
事
例
Ａ
で
は
、
第
八
殿
が
平
等
王
、
第
九
殿
が
都
巿
王
で
あ
る
の
に
對
し
、
事
例
Ｂ
で
は
、
第
八

殿
が
都
巿
王
、
第
九
殿
が
平
等
王
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
儀
禮
の
程
序
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
引
魂
の
有
無
、
放
赦
が
一
種
類

行
わ
れ
て
い
る
か
二
種
類
行
わ
れ
て
い
る
か
な
ど
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
第
二
節
で
述
べ
る
こ
と

に
す
る
。
そ
の
他
、
意
文
上
に
お
け
る
儀
禮
の
名
稱
の
違
い
、
付
薦
の
有
無
、
な
ど
と
い
っ
た
違
い
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
、
相
互
の
儀
禮
の
內
容
を
大
き
く
隔
て
る
ほ
ど
の
違
い
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

元始
道德 靈寶

紫微 玉皇

第十殿轉輪王 三淸側 第一殿秦廣王
洞案

第九殿都巿王 第二殿楚江王

第八殿平等王 第三殿宋帝王

第七殿泰山王 第四殿五官王

第六殿卞城王 第五殿閻羅王

三界

§̈ ¥¦土地公 §̈ ¥¦山神

圖一　道壇圖（事例Ａ）

元始
道德 靈寶

紫微 玉皇
普化 救苦

三淸側
第六殿卞城王 洞案 第五殿閻羅王

第七殿泰山王 第四殿五官王

第八殿都巿王 第三殿宋帝王

第九殿平等王 第二殿楚江王

第十殿轉輪王 第一殿秦廣王

三界

§̈ ¥¦土地公 §̈ ¥¦山神

圖二　道壇圖（事例Ｂ）
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科儀名稱 使用された科儀書 時閒
二十日
(1)起鼓 使用せず 12：55―13：00

(2)發表 『無上拔度發奏科儀』 13：16―13：54

(3)啓白・詣靈說法 『無上拔度啓白科儀』 13：54―15：01

(4)開冥路 『無上拔度冥路科儀』 15：18―15：51

(5)十王寶懺一～二卷・迎仙弄
鶴

『太上靈寶冥王拔罪寶懺』一～
二卷

16：11―17：04

(6)放赦 『放赦吿符科』 17：16―18：09

(7)打城 使用せず 19：15―20：36

(8)分燈棬簾・詣靈說法 『靈寶分燈棬簾鳴金戛玉科儀』 21：13―21：59

二十一日
(9)道場科儀・詣靈說法 『無上九幽拔度道場科儀』 8：20―9：28

(10)十王寶懺三～八卷・迎仙
弄鶴

『太上靈寶冥王拔罪寶懺』三～
八卷

9：47―11：10

(11)午供・詣靈獻⻝ 使用せず 11：28―12：24

(12)十王寶懺九～十卷・迎仙
弄鶴

『太上靈寶冥王拔罪寶懺』九～
十卷

14：05―14：36

(13)合符童子 『無上九幽合符童子科儀』 14：43―15：35

(14)普度 使用せず 15：43―16：00

(15)救苦寶卷・詣靈說法 『太上同玄救苦寶卷下』 16：01―16：55

(16)藥王寶懺 『太上靈寶藥王寶懺全卷』 17：01―17：52

(17)沐浴 『太上招魂沐浴科儀』 18：16―18：27

(18)解結 『無上九幽解結釋罪科範』 19：20―19：54

(19)拜水懺・詣靈弄花 『太上慈悲拔罪寶懺』上・中・下 19：57―20：37

(20)謝壇 使用せず 20：38―20：41

(21)塡庫・十月懷胎 『無上拔度塡庫科儀』・『十月懷
胎』

21：09―22：00

(22)過橋 使用せず 22：03―22：05

表　臺南巿北區國華街四段一朝宿啓功德科儀程序
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

　
　
　
二
　
一
朝
宿
啓
の
功
德
儀
禮
の
科
儀

　　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
、
主
と
し
て
事
例
Ａ
に
お
け
る
儀
禮
の
程
序
に
從
っ
て
、
科
儀
の
內
容
を
一
つ
一
つ
見
て
い
き
た
い
。
科
儀

の
內
容
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
は
、
極
力
一
般
化
し
て
述
べ
る
よ
う
努
め
た
が
、
困
難
な
場
合
に
は
、
主
と
し
て
事
例
Ａ
に
據
っ
た
。

　
（
１
）
起
鼓

　
當
日
の
當
番
の
神
で
あ
る
直
日
功
曹
使
者
や
地
區
の
土
地
公
を
呼
び
出
す
た
め
の
儀
式
。
銅
鑼
や
太
鼓
、
ス
オ
ナ
ァ

嗩
吶
（
吹
仔
：
チ
ャ
ル
メ

ラ
の
よ
う
な
樂
器
）
な
ど
の
樂
器
に
よ
る
短
時
閒
の
演
奏
。
通
常
、
儀
禮
開
始
の
前
に
樂
師
と
道
士
二
、
三
人
で
行
わ
れ
る
。
大
規
模

な
儀
禮
の
場
合
は
、
時
刻
が
選
ば
れ
、
時
に
は
樂
器
に
よ
る
演
奏
の
前
に
道
長
に
よ
る
意
文
の
朗
讀
が
行
わ
れ
た
り
も
す
る
。
筆
者

は
以
前
、
臺
南
縣
佳
里
鎭
に
お
い
て
「
無
上
黃
籙
拔
度
大
齋
功
德
二
晝
夜
」
と
「
黃
籙
大
祥
拔
度
淨
齋
功
德
二
旦
夕（

８
）」

を
同
時
に
行
っ

た
儀
禮
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
樂
器
の
演
奏
の
前
に
道
長
に
よ
る
意
文
の
朗
讀
が
行
わ
れ
た
。

　
（
２
）
引
魂
　

　
こ
の
儀
式
は
、
事
例
Ａ
に
お
い
て
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
事
例
Ｂ
に
お
い
て
は
行
わ
れ
た
の
で
說
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
儀
式
は
文
字
通
り
、
亡
魂
を
呼
び
出
す
儀
式
で
、
普
通
、
對
象
と
な
る
亡
魂
と
か
か
わ
り
の
深
い
場
所
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

場
所
の
あ
る
方
向
に
向
か
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
儀
式
は
、
救
濟
の
對
象
が
正
薦
の
み
で
あ
る
場
合
（
事
例
Ａ
）
に
は
行
う
必
要
は
な

く
、
救
濟
の
對
象
に
正
薦
よ
り
以
前
に
亡
く
な
っ
た
付
薦
も
含
む
場
合
、
あ
る
い
は
正
薦
の
み
で
も
亡
く
な
っ
て
長
い
年
月
が
經
っ

て
い
る
場
合
な
ど
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
儀
式
の
主
な
內
容
は
、
ま
ず
、
魂
身
（
儀
禮
執
行
中
、
亡
者
の
代
わ
り
を
す
る
こ

し
糊
紙
製
の
人
形
）
の

開
光（

９
）を

行
い
、
そ
れ
か
ら
、
ど
う
は
ん

道
旛
を（

10
）振

る
こ
と
に
よ
り
亡
魂
を
招
い
て
魂
身
に
入
れ
、
ポ
エ筶
を
用
い
て
招
魂
の
成
否
を
確
か
め
、
成
功

が
確
か
め
ら
れ
た
ら
、
魂
身
を
靈
堂
に
安
置
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
事
例
Ｂ
に
お
い
て
は
、
こ
の
儀
式
を
行
う
に

際
し
魂
身
の
開
光
は
行
わ
れ
ず
、
後
に
行
わ
れ
た
開
冥
路
の
儀
式
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
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（
３
）
發
表
　

　
官
將
た
ち
に
表
文
や
奏
文
を
天
界
へ
と
屆
け
さ
せ
て
、
儀
式
の
開
始
を
神
に
通
知
す
る
儀
式
。
始
め
道
壇
の
三
界
側
で
外
向
き
に
、

終
了
少
し
前
に
三
淸
側
に
移
動
し
て
內
向
き
に
行
わ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
道
長
が
高
功（

11
）を

務
め
、
高
功
は
こ
う
い

絳
衣
を（

12
）、

そ
の
他
の
儀

式
に
參
加
し
て
い
る
道
士
は
道
袍
を
着
る
。
筆
者
が
調
査
し
え
た
範
圍
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
儀
式
は
、
多
く
の
場
合
、
儀
禮

全
體
の
規
模
の
大
小
に
應
じ
て
、『
無
上
拔
度
發
奏
科
儀
』
あ
る
い
は
そ
れ
を
億
略
化
し
た
『
無
上
金
書
拔
度
發
表
科
儀
』
と
い
う
科

儀
書
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る（

13
）。

事
例
Ａ
に
お
い
て
は
、『
無
上
拔
度
發
奏
科
儀
』
が
使
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
構
成
は
、
淨
壇
（
道

壇
を
淸
め
る
）
↓
召
將
（
使
い
と
な
る
官
將
た
ち
を
召
喚
す
る
）
↓
獻
酒
（
呼
び
出
し
た
官
將
た
ち
に
酒
を
獻
ず
る
）
↓
遣
將
（
官
將
た
ち
に
文

書
を
天
界
へ
と
屆
け
さ
せ
る
）
と
な
る（

14
）。

天
界
へ
と
送
る
表
文
や
奏
文
は（

15
）、

こ
の
儀
式
用
に
特
別
に
用
意
さ
れ
、
獻
酒
の
際
に
一
部
が

讀
誦
さ
れ
た
後
、
遣
將
を
行
う
際
に
齋
主
あ
る
い
は
補
助
の
道
士
・
樂
師
に
よ
っ
て
燒
か
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
表
文
や
奏
文
が

官
將
た
ち
の
手
に
渡
り
、
天
界
へ
と
送
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
４
）
啓
白
・
詣
靈
說
法

　
神
々
の
名
前
を
呼
び
香
を
捧
げ
る
こ
と
で
、
三
淸
を
始
め
と
す
る
神
々
を
高
位
か
ら
低
位
の
順
に
招
い
て
く
る
儀
式
。「
請
神
」
と

も
稱
さ
れ
る
。
道
壇
の
三
淸
側
で
內
向
き
に
行
わ
れ
る
。
前
述
の
「
發
表
」
終
了
後
に
休
憩
を
挾
ま
ず
に
續
け
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
儀
式
に
參
加
し
て
い
る
道
士
の
服
裝
も
「
發
表
」
の
時
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
に
お
い
て
は
、
神
々
に
香
を
捧
げ
る
こ
と

が
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
お
り
、
神
々
の
名
前
を
呼
ぶ
と
同
時
に
こ
の
神
々
に
香
を
捧
げ
る
こ
と
に
も
神
を
招
く
力
が
あ
る

と
さ
れ
、
儀
式
中
、
數
回
繰
り
返
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
淺
野
春
二
氏
に
よ
れ
ば
、「
香
か
ら
立
ち
上
る
煙
は
神
に
神
を
祭
る
者
の
誠

意
を
屆
け
、
神
を
招
い
て
く
る
。
ま
た
同
時
に
香
の
良
い
香
り
が
神
を
引
き
寄
せ
る
力
を
發
揮
す
る
」、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

16
）。

こ
の

啓
白
が
終
わ
る
と
、
續
い
て
靈
堂
へ
と
移
動
し
、「
げ
い
れ
い
せ
つ
ぽ
う

詣
靈
說
法
」
が
行
わ
れ
る
。「
詣
靈
說
法
」
は
、
神
々
に
對
し
て
で
は
な
く
、
靈

堂
で
亡
魂
に
對
し
て
行
わ
れ
る
儀
式
で
、
亡
魂
を
招
き
、
遺
族
と
亡
魂
を
會
わ
せ
る
と
い
う
意
義
を
持
つ
。「
啓
白
」
に
お
け
る
詣
靈
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說
法
で
は
、
道
旛
を
振
り
引
魂
し
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
、
遺
族
に
よ
る
亡
魂
へ
の
奠
酒
（
獻
酒
）
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
時
、
遺
族

は
、
杯
に
酒
を
注
ぎ
、
兩
手
で
捧
げ
拜
し
、
地
面
の
上
に
置
か
れ
た
器
に
移
す
、
と
い
う
動
作
を
三
回
繰
り
返
す
。
こ
れ
を
孝
男
↓

孝
女
と
い
う
順
に
行
っ
て
い
く
。
詣
靈
說
法
が
終
わ
る
と
、
道
士
た
ち
は
道
壇
に
戾
り
、
退
場
の
動
作（

17
）を

行
い
、
儀
式
が
終
了
す
る
。

遺
族
た
ち
は
道
壇
へ
と
は
移
動
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
靈
堂
に
殘
っ
て
紙
錢
を
燒
く
。

　
（
５
）
開
冥
路
（
開
魂
路
）

　
儀
式
を
行
う
壇
に
亡
魂
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
、
冥
界
に
通
じ
る
道
を
開
通
さ
せ
る
儀
禮
。
道
壇
の
三
淸
側
、
お
よ
び
道
壇
中
央
に

特
別
に
設
け
ら
れ
た
卓
上
で
行
わ
れ
る
。
儀
禮
が
始
ま
る
直
前
に
、
嗩
吶
を
吹
く
樂
師
に
導
か
れ
て
、
遺
族
た
ち
が
靈
堂
か
ら
道
旛
、

靈
爐
（
香
爐
）
、
七
魄
燈
、
魂
身
な
ど
を
持
っ
て
道
壇
へ
と
移
動
し
て
く
る
。
そ
の
際
、
魂
身
は
一
番
後
ろ
に
位
置
し
、
遺
族
の
さ
し

た
黑
い
傘
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
移
動
し
終
わ
る
と
、
七
魄
燈
と
魂
身
は
道
壇
中
央
に
設
け
ら
れ
た
卓
上
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
よ
り

儀
式
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
ま
か
な
構
成
は
、
ま
ず
、
魂
身
の
開
光
が
行
わ
れ
、
次
に
、
道
士
一
人
が
道
旛
を
手
に

持
ち
玉
淸
か
ら
順
に
三
淸
そ
れ
ぞ
れ
に
向
か
っ
て
禮
拜
を
し
、
そ
れ
か
ら
、
紙
錢
花
（
金
古
紙
と
い
う
黃
色
い
長
方
形
の
紙
三
枚
を
指
先

に
卷
く
よ
う
に
し
て
圓
錐
狀
に
丸
め
た
も
の
）
に
火
を
つ
け
て
魂
身
に
向
け
て
振
り
、
亡
魂
を
冥
界
か
ら
天
界
へ
と
導
く
動
作
を
行
う
。

續
い
て
、
卓
上
の
魂
身
を
前
に
傾
け
て
三
淸
に
對
し
て
禮
拜
さ
せ
、
今
度
は
魂
身
全
て
を
手
で
持
ち
道
壇
の
三
淸
側
へ
と
進
み
、
舞

い
な
が
ら
魂
身
を
前
に
傾
け
て
三
淸
そ
れ
ぞ
れ
に
對
し
て
禮
拜
さ
せ
て
い
く
。
魂
身
を
卓
上
に
戾
す
と
、「
亡
過
牒
」
と
い
う
牒
文
を

讀
誦
し
、
讀
み
終
わ
る
と
そ
の
場
で
燒
く
。
そ
し
て
、
最
後
に
ま
た
卓
上
の
魂
身
を
前
に
傾
け
て
三
淸
に
對
し
て
禮
拜
さ
せ
懺
悔
さ

せ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
る
。
道
壇
で
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
遺
族
た
ち
は
魂
身
を
靈
堂
へ
と
戾
す
。
そ
の
際
に
も
壇
へ
移
動
し
て

來
た
時
と
同
樣
に
魂
身
の
た
め
に
黑
い
傘
を
さ
し
、
そ
の
中
に
入
れ
る
。
最
後
に
遺
族
た
ち
が
靈
堂
に
て
紙
錢
を
燒
く
。

　
（
６
）
十
王
寶
懺
・
迎
仙
弄
鶴

　
道
士
が
『
十
王
寶
懺
』
を
讀
誦
し
て
懺
悔
す
る（

18
）こ

と
で
功
德
を
積
み
、
そ
れ
を
え
こ
う

回
向
し
さ
ら
に
牒
文
を
發
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
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亡
魂
の
あ
ら
ゆ
る
罪
を
消
滅
さ
せ
、
亡
魂
を
地
獄
か
ら
救
濟
す
る
儀
式
。
こ
の
『
十
王
寶
懺
』
は
全
十
卷
あ
り
、
第
一
卷
は
秦
廣
王
、

第
二
卷
は
楚
江
王
、
と
い
う
ふ
う
に
、
各
卷
に
は
、
第
一
殿
か
ら
第
十
殿
に
所
屬
す
る
冥
官
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
る
。
始
め
、
道
壇
の

三
淸
側
で
內
向
き
に
道
士
一
人
が
『
十
王
寶
懺
』
を
讀
誦
し
、
讀
み
終
わ
る
と
、
さ
ら
に
別
の
道
士
二
人
が
加
わ
り
、「
仙
鶴
符
命（

19
）」

を
讀
む
。
そ
の
後
、
靈
堂
へ
移
動
し
、
ま
ず
、「
冥
王
懺
牒
」
と
い
う
牒
文
を
讀
み
、
讀
み
終
わ
る
と
、
中
心
と
な
る
道
士
が
仙
鶴
符

命
を
手
に
持
ち
な
が
ら
歌
い
つ
つ
舞
う
。
こ
れ
を
「
弄
鶴
」
と
言
う
。
こ
の
「
弄
鶴
」
の
際
に
、
遺
族
の
う
ち
の
一
人
な
い
し
二
人

に
よ
り
さ
き
ほ
ど
靈
堂
に
て
讀
み
終
わ
っ
た
「
冥
王
懺
牒
」
が
燒
か
れ
る
。
迎
仙
弄
鶴
が
終
わ
る
と
、
道
壇
に
戾
り
第
一
卷
目
の
儀

式
が
終
了
す
る
。
續
い
て
、
第
二
卷
目
の
儀
式
が
開
始
さ
れ
、
同
時
に
、
第
一
卷
目
の
儀
式
で
使
用
し
た
「
仙
鶴
符
命
」
お
よ
び
そ

れ
に
付
隨
せ
ら
れ
て
い
る
「
仙
官
關
」
が
道
壇
の
外
に
て
燒
か
れ
る
。
第
二
卷
以
降
に
つ
い
て
は
、
一
卷
と
同
樣
に
行
わ
れ
る
。
た

だ
し
、
時
閒
の
關
係
上
、
第
一
卷
を
讀
み
終
え
て
靈
堂
に
て
迎
仙
弄
鶴
を
行
っ
て
い
る
時
に
、
別
の
道
士
が
第
二
卷
を
讀
み
、
迎
仙

弄
鶴
を
終
え
て
道
壇
へ
と
歸
っ
て
く
る
と
す
ぐ
に
第
二
卷
目
の
迎
仙
弄
鶴
へ
と
移
れ
る
よ
う
に
し
た
り
、
さ
ら
に
は
、
魂
身
な
ど
を

あ
ら
か
じ
め
道
壇
へ
と
移
動
さ
せ
て
お
い
て
、
靈
堂
で
は
な
く
道
壇
に
て
迎
仙
弄
鶴
を
行
う
場
合
も
あ
る
。

　
（
７
）
放
赦

　
金
馬
驛
吏
大
將
軍
（
赦
官
）
に
三
天
赦
書
を
持
た
せ
て
鄷
都
九
幽
府
地
獄
ま
で
屆
け
さ
せ
、
亡
魂
の
罪
を
許
し
地
獄
か
ら
解
放
す
る

よ
う
命
じ
る
儀
式
。
道
壇
の
外
や
靈
堂
前
な
ど
比
較
的
廣
い
場
所
に
こ
の
儀
式
專
用
の
卓
を
設
け
て
行
う
。
卓
上
に
は
、
糊
紙
製
の

赦
官
と
金
馬
（
赦
馬
）
の
人
形
及
び
、
赦
官
に
對
す
る
關
文（

20
）（「

赦
關
」）
、
赦
書
、
法
器
な
ど
が
用
意
さ
れ
る
。
儀
式
開
始
前
、
遺
族

た
ち
は
、
開
冥
路
の
儀
式
の
時
と
同
樣
に
嗩
吶
を
吹
く
樂
師
に
導
か
れ
て
、
靈
堂
か
ら
道
旛
、
靈
爐
、
魂
身
を
儀
式
專
用
の
宅
と
は

別
に
設
け
ら
れ
た
遺
族
用
（
魂
身
用
）
の
卓
上
ま
で
運
ん
で
き
て
、
魂
身
と
靈
爐
を
そ
の
卓
上
に
置
く
。
魂
身
な
ど
を
運
ん
で
く
る

際
、
こ
れ
も
開
冥
路
の
儀
式
と
同
樣
、
遺
族
の
う
ち
一
人
な
い
し
二
人
が
魂
身
の
た
め
に
傘
を
さ
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
放
赦
の
儀

式
の
場
合
、
運
び
終
わ
っ
た
後
も
こ
の
傘
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
儀
式
を
行
っ
て
い
る
閒
中
ず
っ
と
魂
身
の
た
め
に
さ
さ
れ
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る
。
ま
た
、
更
に
、
遺
族
の
う
ち
の
別
の
者
（
大
抵
は
一
人
）
が
、
儀
式
を
行
っ
て
い
る
閒
中
、
道
旛
を
地
面
に
立
て
て
持
つ
。
そ
の
他

の
者
は
、
卓
の
周
り
に
集
ま
り
、
地
面
あ
る
い
は
椅
子
に
座
っ
て
儀
式
を
見
る
。
こ
の
儀
式
は
大
き
く
分
け
る
と
三
つ
の
部
分
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る（

21
）。

第
一
部
は
、
道
士
た
ち
が
道
袍
を
纏
い
、
儀
式
用
の
卓
の
周
り
に
設
置
さ
れ
た
椅
子
に
登
っ
て
行
う
儀
式
で
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
儀
式
に
關
す
る
神
々
の
名
を
唱
え
て
迎
え
る
、
神
々
に
對
し
三
獻
酒
を
行
う
、
符
命
な
ど
を
讀
誦
し
燒
く
、
な
ど

と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
る
。
續
い
て
第
二
部
で
は
、
ま
ず
、
儀
式
用
の
卓
と
遺
族
用
の
卓
と
の
閒
で
、
手
に
し
よ
べ
い

黍
米
（
ほ
つ
す

拂
子
）
を
持
っ

た
高
功
と
赦
官
の
人
形
を
持
っ
た
道
士
（
多
く
の
場
合
、
都
講
）
と
の
拜
を
主
と
し
た
や
り
取
り
が
繰
り
廣
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
赦
官
の
到
着
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
高
功
が
、
椅
子
に
登
っ
て
魂
身
の
あ
る
方
に
向
き
、
赦
書
を
讀
み
、
讀
み
終
え
る

と
、
魂
身
側
に
廣
げ
て
示
す
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
別
の
道
士
（
多
く
の
場
合
、
副
講
）
が
海
靑
を
着
て
現
れ
、
先
ほ
ど
高
功
が
登
っ

て
い
た
椅
子
に
登
っ
て
「
赦
關
」
を
讀
む
。
第
三
部
で
は
、
ま
ず
、
高
功
以
外
の
道
士
は
皆
、
海
靑
を
着
て
現
れ
、
赦
官
に
酒
を
飮

ま
せ
た
り
、
赦
馬
に
草
を
⻝
べ
さ
せ
た
り
す
る
。
そ
の
後
、
道
士
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
赦
官
、
赦
馬
、
赦
書
、
赦
關
を
手
に
持
ち
、

全
員
で
儀
式
の
場
を
ぐ
る
ぐ
る
走
り
回
っ
た
り
、
飛
び
跳
ね
た
り
し
、
時
に
は
、
倒
立
や
後
方
宙
返
り
な
ど
の
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な

技
を
披
露
し
た
り
し
て
、
見
る
者
を
樂
し
ま
せ
て
く
れ
る（

22
）。

こ
れ
は
、
赦
官
と
赦
馬
が
地
獄
へ
と
向
か
っ
て
行
っ
て
い
る
樣
子
を
表

し
て
い
る
と
い
う
。
最
後
に
、
赦
官
を
赦
馬
に
ま
た
が
ら
せ
、
赦
書
を
持
た
せ
て
燒
く
。
こ
う
し
て
儀
禮
が
終
了
す
る
の
で
あ
る
が
、

事
例
Ｂ
に
お
い
て
は
、
第
一
日
目
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
の
「
放
赦
」
以
外
に
、
第
二
日
目
に
、
別
の
放
赦
（「
龍
鳳
放
赦
」
又
は
「
放
龍

鳳
」）
も
行
わ
れ
た（

23
）。

筆
者
は
、
こ
の
放
赦
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
一
例
を
調
査
し
得
た
の
み
で
、
硏
究
が
ほ
と
ん
ど
行
き
屆

い
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
し
い
こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
事
例
Ｂ
に
お
い
て
は
、
赦
官
、
赦
馬
の
代
わ
り
に
龍
の
繪
と
鳳

凰
の
繪
を
竹
ひ
ご
で
補
强
し
た
も
の
を
用
い
、
赦
書
、
赦
關
な
ど
は
特
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
長
椅
子
を

用
い
て
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
こ
と
を
行
っ
て
も
い
た
。
儀
式
が
行
わ
れ
る
場
所
お
よ
び
卓
の
設
置
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
第
一
日
目

に
お
こ
な
わ
れ
た
放
赦
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
血
湖
の
功
德
（
お
產
で
な
く
な
っ
た
女
性
の
た
め
に
行
う
功
德
）
の
際
に
も
、
353



金
馬
が
鐵
馬
に
變
わ
る
な
ど
と
い
っ
た
特
別
な
放
赦
が
行
わ
れ
る（

24
）。

　
（
８
）
打
城

　
道
士
が
實
力
行
使
で
地
獄
の
城
門（

25
）を

破
っ
て
亡
魂
を
地
獄
よ
り
開
放
す
る
儀
禮
。
普
通
、
放
赦
の
時
と
同
樣
、
靈
堂
の
前
、
あ
る

い
は
道
壇
の
外
な
ど
に
特
別
に
卓
が
設
け
ら
れ
て
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
全
面
的
に
事
例
Ａ
の
打
城
に
沿
っ
て
說
明
す
る
こ
と
に

す
る
。
ま
ず
、
靈
堂
前
に
特
別
に
卓
を
設
け
、
そ
の
上
に
魂
身
、
太
乙
救
苦
天
尊
に
對
す
る
表
文
（「
救
苦
獻
狀
」）
、
三
牲
、
法
器
な

ど
を
準
備
す
る
。
次
に
、
靈
堂
を
背
に
し
て
卓
の
後
ろ
側
に
糊
紙
製
の
枉
死
城
を
置
く
。
枉
死
城
の
上
部
に
は
、
紙
で
で
き
た
觀
音

と
打
城
の
時
の
み
用
い
る
亡
者
の
魂
身
（
亡
者
像
又
は
替
身
）
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
こ
の
儀
式
を
主
持
し
た
の
は
陳
榮
盛
道

長
で
あ
る
が
、
陳
道
長
は
黃
色
の
海
靑
を
身
に
付
け
、
ま
ず
、
糊
紙
製
の
枉
死
城
の
開
光
を
行
っ
た
。
次
に
、
神
々
の
名
前
を
呼
び
、

獻
香
・
獻
酒
を
行
い
、
意
文
を
讀
む
。
こ
の
閒
、
途
中
何
度
か
龍
角
を
吹
く
。
こ
の
後
、
陳
道
長
は
、「
救
苦
妙
行
眞
人
」
と
な
っ
て

地
獄
へ
赴
き
、
地
獄
の
入
り
口
で
あ
る
「
鬼
門
關
」
に
至
っ
て
、
門
番
の
冥
官
と
問
答
す
る
樣
子
を
演
じ
始
め
る
。
こ
こ
で
の
問
答

は
、
陳
道
長
と
樂
師
と
の
對
話
と
い
う
形
で
、
閩
南
語
の
白
話
を
交
え
て
行
わ
れ
た（

26
）。

問
答
し
て
も
冥
官
は
門
を
開
け
よ
う
と
し
な

い
の
で
、
最
後
に
「
徐
甲
眞
人
」
と
な
っ
て
（
實
際
の
儀
式
に
お
い
て
は
、
頭
に
赤
い
鉢
卷
を
し
、
海
靑
の
下
半
身
の
前
の
部
分
を
ま
く
っ
て
後

ろ
へ
と
移
動
さ
せ
て
結
び
）
、「
寶
革
」
（「つ
う
て
ん
ほ
う
げ
き

通
天
寶
戟
」）
を
用
い
、
實
力
行
使
で
地
獄
の
城
門
を
破
る（

27
）（

實
際
の
儀
式
に
お
い
て
は
、
寶
革

を
用
い
て
枉
死
城
の
前
面
を
突
き
破
る
）
。
そ
し
て
、
城
門
が
破
ら
れ
る
と
、
齋
主
（
遺
族
の
長
男
）
が
、
筶
を
投
げ
て
死
者
が
救
い
出
さ

れ
た
か
ど
う
か
確
か
め
る
。
こ
の
陳
道
長
が
「
徐
甲
眞
人
」
と
な
っ
て
か
ら
齋
主
が
筶
を
投
げ
て
確
認
が
終
わ
る
ま
で
の
閒
、
遺
族

た
ち
は
、
枉
死
城
を
取
り
圍
み
、
搖
ら
し
な
が
ら
、
閩
南
語
で
「
阿
媽
、
出
城
喔
。
得
功
德
、
領
庫
錢
」
（
發
音
：
「A

-m
à,chhut-sîa

ok.T
ik

kong-tek,nía
kh̀o-cĥı n

」
譯
：
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
城
か
ら
出
て
き
て
。
功
德
を
得
て
、
庫
錢
を
受
け
取
っ
て
」）
と（

28
）ず

っ
と
言
い
續
け

て
い
た
。
筶
に
よ
る
確
認
が
終
わ
る
と
、
陳
道
長
は
孝
男
の
背
中
に
打
城
用
の
魂
身
を
ひ
も
で
し
ば
り
つ
け
て
背
負
わ
せ
、
遺
族
た

ち
全
員
を
靈
堂
の
中
へ
と
入
っ
て
行
か
せ
る
。
遺
族
た
ち
は
靈
堂
の
扉
を
閉
め
切
り
、
打
城
用
の
魂
身
に
衣
服
を
着
さ
せ
、
紙
錢
と
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と
も
に
燒
く
。
こ
の
時
、
遺
族
以
外
の
者
に
見
ら
れ
て
は
亡
魂
が
恥
ず
か
し
が
る
と
い
う
こ
と
で
扉
を
閉
め
切
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

遺
族
た
ち
が
靈
堂
に
て
打
城
用
の
魂
身
な
ど
を
燒
い
て
い
る
閒
、
外
で
は
、
別
の
道
士
が
ま
ず
、
爆
竹
の
つ
い
た
ホ
ウ
キ
（
掃
箒
）
を

用
意
し
、
先
に
そ
の
爆
竹
を
鳴
ら
し
、
續
い
て
門
の
壞
さ
れ
た
枉
死
城
の
周
り
を
こ
の
掃
箒
で
數
回
た
た
い
た
後
、
枉
死
城
を
叩
き

壞
す
。
そ
し
て
、
次
に
、
ゴ
ザ
（
蓆
）
を
卷
い
て
棒
狀
に
し
、
兩
端
に
紙
錢
花
を
つ
け
た
も
の
を
用
意
し
、
こ
の
蓆
の
紙
錢
花
の
部
分

に
火
を
つ
け
て
、
體
の
前
で
圓
を
描
く
よ
う
に
し
て
回
し
、
そ
れ
か
ら
掃
箒
と
同
樣
に
枉
死
城
を
叩
き
壞
す
。
最
後
に
、
壞
し
た
枉

死
城
を
道
壇
の
外
で
燒
く
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
例
Ａ
と
事
例
Ｂ
の
兩
方
の
事
例
の
打
城
に
お
い
て
、
途
中
よ
り
、
手
轎
（
小
さ
な
椅
子
の
よ
う
な
も
の
。
巫
覡
法

器
の
一
種
で
、「
神
の
小
椅
子
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
扶
乩
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
る
。
普
通
大
人
二
人
で
持
つ
）
の
儀
式
へ
の
參
入
が
あ
っ
た
。
た

だ
し
、
彼
ら
は
、
枉
死
城
を
打
ち
破
る
に
際
し
て
は
、
直
接
働
き
か
け
る
こ
と
は
な
く
、
儀
式
を
行
っ
て
い
る
最
中
は
枉
死
城
の
周
り

で
た
だ
手
轎
を
ゆ
す
っ
て
い
た
だ
け
で
、
彼
ら
が
活
躍
し
た
の
は
む
し
ろ
儀
式
終
了
後
に
行
わ
れ
た
亡
魂
の
狀
態
や
意
見
を
詳
し
く

問
い
た
だ
す
「
問
神
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
一
方
、
本
稿
で
は
事
例
と
し
て
詳
し
く
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
筆
者
が
、
高
雄
縣

か
て
い

茄
忌
郷
で
調
査
し
た
在
腹
一
朝
の
功
德（

29
）に

お
け
る
打
城
、
臺
南
縣
歸
仁
郷
で
調
査
し
た
く
う
か
く

空
壳
一
朝
の
功
德
に
お
け
る
打
城
で
は
、
神

轎（
30
）（

二
本
の
竿
を
渡
し
て
そ
の
上
に
椅
子
を
取
り
付
け
た
神
の
乘
る
神
輿
の
よ
う
な
も
の
。
時
に
神
像
を
載
せ
る
場
合
も
あ
る
。
普
通
大
人
四
人
で

持
つ
）
に
よ
る
儀
式
へ
の
介
入
が
あ
り
、
彼
ら
は
、
道
士
が
ま
ず
寶
革
で
枉
死
城
を
突
き
破
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
閒
、
長
時
閒
に
な

る
場
合
に
は
一
時
閒
以
上
、
枉
死
城
の
周
り
を
行
っ
た
り
來
た
り
し
、
最
後
に
は
神
轎
の
端
で
枉
死
城
を
壞
す
。
時
に
は
、
道
士
が
城

を
突
き
破
る
こ
と
な
く
直
接
枉
死
城
を
壞
す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
時
、
死
者
が
救
い
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
確
か
め
る
方
法
と
し
て
は
、

筶
は
行
わ
ず
、
一
度
枉
死
城
を
壞
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
死
者
が
救
い
出
さ
れ
た
と
見
な
す
か
、
あ
る
い
は
道
士
が
神
轎
に
問
い
、

そ
の
後
の
神
轎
の
反
應
で
判
斷
す
る
か
で
あ
り
、
後
者
の
方
法
を
用
い
た
場
合
、
救
い
出
さ
れ
る
ま
で
神
轎
は
何
度
も
枉
死
城
を
壞

し
に
行
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
が
臺
南
縣
新
化
鎭
で
調
査
し
た
午
夜
の
功
德
（
半
日
の
功
德
）
の
事
例
で
は
、
タ
ン
キ
ー

童
乩
が
血
湖
の
打
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城
で
あ
る
血
揮
（
無
上
血
湖
飛
輪
轉
揮
科
儀
）
に
參
入
し
て
き
た
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
童
乩
は
、
手
轎
と
同
樣
、
地
獄
の
城
門
を
打
ち

破
る
の
に
は
直
接
は
關
與
せ
ず
、
ま
た
、
死
者
が
救
い
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
確
か
め
る
の
も
、
遺
族
が
筶
を
用
い
て
確
か
め
た
。

　
以
上
か
ら
、
打
城
の
儀
式
に
お
け
る
地
獄
の
城
門
を
破
り
死
者
を
地
獄
か
ら
救
い
出
し
て
く
る
方
法
に
關
し
て
、
臺
南
お
よ
び
そ

の
周
邊
地
域
に
限
っ
て
言
う
と
、
臺
南
北
部
地
域
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
、
道
士
が
城
を
破
り
筶
に
て
成
否
を
確
認
す
る
と
い
う

方
法
が
取
ら
れ
、
臺
南
南
部
お
よ
び
高
雄
縣
の
臺
南
よ
り
の
地
域
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
、
神
轎
を
用
い
て
死
者
を
救
い
出
す
と

い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る（

31
）。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
こ
う
い
っ
た
地
域
の
習
俗
の
み
な
ら
ず
、
手
轎
や
神
轎

を
派
遣
し
て
く
る
廟
、
す
な
わ
ち
、
死
者
の
遺
族
が
日
常
的
に
信
仰
し
て
い
る
神
が
祭
祀
さ
れ
て
い
る
廟
な
ど
の
方
針
を
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
筆
者
が
か
つ
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
際
に
、
打
城
の
み
撮

影
禁
止
に
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
打
城
の
儀
式
に
お
い
て
死
者
が
な
か
な
か
救
い
出
せ
な
か
っ
た
場
合
、
し
ば
し
ば
遺
族
の
中
に
泣
き

出
す
者
が
現
れ
た
り
し
た
が
、
こ
れ
よ
り
、
民
閒
に
お
い
て
は
、
こ
の
打
城
と
い
う
儀
式
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
打
城
の
際
に
特
別
に
手
轎
、
神
轎
あ
る
い
は
童
乩
と
い
っ
た
、
死
者
の
遺
族
が
日
常
的
に
信
仰
し
て
い

る
神
の
憑
依
す
る
靈
媒
を
招
き
、
確
實
に
儀
式
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
す
る
習
俗
が
現
在
で
も
殘
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
、
農

村
や
沿
海
地
域
な
ど
で
は
、
天
壽
を
全
う
し
て
亡
く
な
り
、「
打
城
」
を
行
う
必
要
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
血
盆
城
」
と
い
う

地
獄
の
城
を
特
別
に
設
け
て
「
打
城
」
を
行
う
と
い
っ
た
習
俗
が
あ
る
（
詳
し
く
は
、
注
（
25
）
參
照
）
こ
と
か
ら
も
そ
う
言
い
う
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
（
９
）
分
燈
棬
簾
・
詣
靈
說
法

　
淨
穢
・
建
壇
の
た
め
の
儀
式
で
、
正
式
名
稱
は
「
分
燈
捲
簾
鳴
金ゆ
う
ぎ
よ
く

戛
玉
」。「
分
燈
」
と
「
捲
簾
」
と
「
鳴
金
戛
玉
」
の
部
分
に
分
か

れ
、
ま
ず
、「
分
燈
」
の
部
分
で
は
、
壇
の
燈
を
一
旦
全
て
消
し
、
壇
の
外
で
起
こ
し
た
火
を
た
い
ま
つ

松
明
に
移
し
て
持
ち
込
み
、『
老
子
道

德
經
』
の
「
一
は
二
を
生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
萬
物
を
生
ず
」
に
從
っ
て
、
壇
內
各
所
に
あ
る
燈
一
つ
一
つ
に
點
燈
し
て
い
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き
、
光
明
の
世
界
を
再
生
さ
せ
る
。
次
に
、「
捲
簾
」
で
は
、
準
備
の
段
階
で
手
前
に
簾
が
掛
か
っ
て
い
る
「
闕
」
と
書
か
れ
た
掛
け

軸
を
壇
の
三
淸
側
の
中
央
に
吊
る
し
て
置
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
簾
を
卷
き
上
げ
、
神
々
と
對
面
し
て
、
開
壇
す
る
こ
と
を
吿
げ
る
。

「
闕
」
と
は
神
々
の
宮
殿
の
門
を
表
し
、
こ
れ
を
通
し
て
天
界
の
神
々
に
謁
見
す
る
の
で
あ
る
。「
鳴
金
戛
玉
」
で
は
、
て
ん
け
い

天
磬
と
地
鐘

を
鳴
ら
し
て
陰
陽
の
音
を
壇
に
響
か
せ
る
。
天
磬
と
は
洞
案
上
の
鐘
の
こ
と
で
あ
り
、
地
鐘
と
は
樂
師
が
使
用
す
る
銅
鑼
の
一
つ
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
壇
の
三
淸
側
に
て
內
向
き
に
行
う
。
こ
の
後
、
再
び
松
明
に
火
を
つ
け
、
道
士
そ
れ
ぞ
れ
が
手
に
し

て
靈
堂
へ
移
動
し
、
詣
靈
說
法
を
行
う
。
靈
堂
で
は
、
道
士
た
ち
は
、
松
明
を
手
に
し
な
が
ら
歌
い
、
順
番
に
位
置
を
變
え
な
が
ら

靈
堂
の
亡
魂
を
拜
し
て
い
く
。
終
了
後
、
道
壇
に
戾
り
、
退
場
の
動
作
を
行
う
。

　
（
10
）
道
場
科
儀
（
道
場
進
茶
）
・
詣
靈
說
法

　
六
朝
時
代
以
來
の
黃
籙
齋
を
中
心
と
す
る
靈
寶
齋
の
中
核
「
行
道
」
科
儀
の
系
譜
に
連
な
る
儀
式
で
、
儀
禮
全
體
の
中
核
と
も
な

る
儀
式
。
主
に
、
道
壇
の
三
淸
側
に
て
內
向
き
に
行
わ
れ
、
道
敎
の
神
々
に
謁
見
す
る
儀
式
で
あ
る
た
め
、
儀
式
に
參
加
す
る
道
士

は
、
皆
、し
ゃ
く笏を
持
つ
。
儀
式
に
は
樣
々
な
內
容
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
儀
式
に
お
い
て
最
も
重
要
な
の
は
、「
三
捻
上
香
」
お
よ
び

「
三
進
茶
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
事
例
Ａ
に
從
い
、
こ
の
二
つ
の
部
分
に
つ
い
て
說
明
す
る
。
ま
ず
、
高
功
が
線
香
を
捧
げ

持
っ
て
三
淸
前
ま
で
進
み
拜
し
て
、
最
初
に
玉
淸
宮
（
元
始
天
尊
）
に
獻
じ
る
。
こ
の
時
、
引
班
を
從
え
る
。
次
に
、
洞
案
に
戾
っ
て

呪
言
を
唱
え
、
首
體
投
地
（
俯
伏
）
す
る
。
こ
の
時
、
自
分
の
使
者
を
呼
び
出
し
、
三
淸
境
ま
で
行
か
せ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
齋
主

に
盆
に
載
せ
た
四
果
茶（

32
）を

持
た
せ
、
參
加
し
て
い
る
道
士
全
員
で
退
場
の
動
作
の
よ
う
な
所
作
を
行
っ
た
後
、
高
功
は
ま
た
、
再
び

三
淸
前
ま
で
進
む
。
次
に
齋
主
は
、
別
の
道
士
に
導
か
れ
て
洞
案
の
前
ま
で
進
み
、
跪
座
し
て
盆
に
載
せ
た
四
果
茶
を
捧
げ
て
拜
す
。

續
い
て
、
引
班
が
齋
主
か
ら
盆
を
受
け
取
り
、
高
功
の
所
ま
で
進
み
、
高
功
に
四
果
茶
を
渡
す
。
高
功
は
笏
を
橫
た
え
て
持
ち
、
そ

の
上
に
四
果
茶
を
載
せ
て
拜
す
（
四
果
茶
の
數
が
多
い
場
合
は
、
笏
に
載
せ
ず
、
盆
に
載
せ
た
ま
ま
拜
す
る
場
合
も
あ
る
）
。
そ
の
後
、
四
果

茶
を
引
班
に
渡
し
、
引
班
は
神
前
（
こ
の
場
合
は
元
始
天
尊
の
前
）
に
供
え
る
。
そ
し
て
、
洞
案
に
戾
っ
て
、「
三
天
讚
」、「
三
啓
頌
」、
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「
三
道
讚
」
を
唱
え
る
。
こ
の
上
香
と
獻
茶
を
、
玉
淸
宮
（
元
始
天
尊
）
↓
上
淸
宮
（
靈
寶
天
尊
）
↓
大
淸
宮
以
下
（
道
德
天
尊
以
下
）
の

順
に
三
度
繰
り
返
し
行
う
。
た
だ
し
、
時
閒
の
關
係
上
、
一
度
に
元
始
天
尊
以
下
の
神
々
に
上
香
・
進
茶
を
行
う
場
合
も
あ
る
。
道

壇
で
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
靈
堂
に
移
動
し
、
詣
靈
說
法
が
行
わ
れ
る
。
詣
靈
說
法
終
了
後
、
再
び
道
壇
へ
と
戾
り
退
場
の
動
作
を

行
い
終
了
す
る
。

　
（
11
）
午
供
（
中
午
獻
供
）
・
詣
靈
獻
⻝

　
晝
頃
（
午
の
刻
）
に
、
神
々
に
對
し
て
供
物
を
供
え
る
儀
式
。
ま
ず
、
壇
の
三
淸
側
に
て
內
向
き
に
行
う
。
道
壇
で
の
儀
式
の
際
に

は
、
高
功
が
「
香
」
を
、
都
講
が
「
花
」
を
、
副
講
が
「
燈
」
（
ろ
う
そ
く
に
火
を
と
も
し
た
も
の
）
を
、
引
班
が
「
果
」
を
、
侍
香
が

「
茶
」
を
、
都
講
が
「
酒
」
を
、
副
講
が
「
⻝
」
（
炊
い
た
米
、
饅
頭
な
ど
）
を
、
引
班
が
「
水
」
を
、
最
後
に
高
功
が
「
寶
」
（
遺
族
が
持

參
し
た
貴
金
屬
類
、
儀
式
終
了
後
返
還
さ
れ
る
）
を
供
物
と
し
て
、
順
に
手
に
持
っ
て
舞
う
。
そ
の
後
、
靈
堂
に
移
動
し
、
詣
靈
獻
⻝
を

行
う
。
靈
堂
に
は
、
五
牲
と
菜
飯
が
卓
上
に
供
え
ら
れ
て
い
る
が
、
事
例
Ａ
に
お
い
て
は
、
菜
飯
の
種
類
は
計
十
種
で
あ
っ
た（

33
）。

靈

堂
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
供
物
全
て
を
遺
族
一
人
一
人
が
一
つ
一
つ
順
番
に
持
ち
、
立
っ
た
ま
ま
捧
げ
る
よ
う
に
し
て
拜
し
、
ま

た
卓
上
に
戾
し
て
い
く
。
續
い
て
、
高
功
が
、
淨
水
を
撒
い
て
淨
壇
し
た
後
、
飯
の
入
っ
た
碗
を
取
り
、
そ
の
上
に
箸
で
「
萬
品
一

祭
」
と
書
く
。
こ
れ
を
「
化
⻝
」
と
い
う
。
そ
の
後
、
飯
を
數
粒
箸
で
取
り
、
魂
身
や
靈
牌
に
向
け
て
投
げ
る
。
そ
し
て
、
箸
を
飯
に

插
し
、
袖
で
覆
っ
て
捧
げ
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
呪
言
を
唱
え
、
今
度
は
、
花
を
二
輪
取
り
、
兩
手
に
持
っ
て
舞
う
。

こ
れ
は
、
高
功
↓
都
講
↓
副
講
↓
引
班
↓
侍
香
の
順
に
行
わ
れ
る
。
詣
靈
獻
⻝
後
、
壇
に
戾
り
、
退
場
の
動
作
を
行
っ
て
儀
禮
が
終

了
す
る
。
儀
式
終
了
後
、
靈
堂
及
び
壇
の
外
に
て
紙
錢
を
燒
く
。

　
（
12
）
合
符
童
子

　
十
二
人
の
童
子
を
十
二
の
地
獄
に
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
し
て（

34
）赦

罪
さ
せ
、
亡
魂
を
解
放
す
る
儀
式
。
二
種
の
割
符
（「
地
獄
符
」
と
「
童

子
符
」）
を
合
わ
せ
て
證
明
と
す
る
の
で
、「
合
符
」
と
い
う
。「
地
獄
符
」
は
す
で
に
「
發
表
」
の
際
に
燒
か
れ
、
十
二
地
獄
に
送
ら
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

れ
て
お
り
、
こ
の
儀
式
で
は
、
童
子
に
も
う
一
方
の
「
童
子
符
」
を
持
た
せ
て
地
獄
に
送
ら
せ
る
（
實
際
に
は
、
遺
族
に
童
子
の
人
形
と

と
も
に
符
を
燒
か
せ
る
。
普
通
は
、
子
供
の
遺
族
の
み
儀
式
に
參
加
す
る
）
。
二
種
の
割
符
そ
れ
ぞ
れ
の
中
央
に
は
、
符
の
半
分
が
書
か
れ

て
お
り
、
二
つ
合
わ
せ
る
と
一
つ
の
符
に
な
る
が
、
右
半
分
が
「
地
獄
符
」
で
、
左
半
分
が
「
童
子
符
」
と
な
る
。
事
例
Ａ
に
お
い

て
は
、
ま
ず
、
壇
の
三
界
側
で
外
向
き
に
科
儀
書
が
し
ば
ら
く
讀
ま
れ
、
そ
の
後
、
道
士
が
付
き
添
っ
て
、
遺
族
が
童
子
の
人
形
と

「
童
子
符
」
の
書
か
れ
た
牒
文
を
靈
堂
ま
で
持
っ
て
行
き
、
靈
堂
で
そ
れ
ら
を
燒
く
と
い
う
こ
と
を
十
二
回
繰
り
返
す
。
そ
れ
が
終
わ

る
と
、
道
士
た
ち
は
靈
堂
前
に
移
動
し
、
歌
を
歌
っ
て
舞
う
。
そ
の
後
、
壇
に
戾
り
、
退
場
の
動
作
を
行
っ
て
儀
禮
が
終
了
す
る
。

　
（
13
）
普
度

　
周
邊
の
孤
魂
滯
魄
（
身
寄
り
の
な
い
鬼
）
に
對
し
て
說
法
し
、
施
⻝
を
す
る
た
め
の
儀
式
。
佛
敎
で
言
う
施
餓
鬼
。
特
別
に
壇
が
設
け

ら
れ
、
そ
の
前
に
、
多
く
の
⻝
物
が
竝
べ
ら
れ
る
。
功
德
と
い
っ
た
家
庭
レ
ベ
ル
の
儀
式
に
お
い
て
行
わ
れ
る
普
度
は
、
醮
や
中
元

の
際
に
行
わ
れ
る
普
度
と
比
べ
る
と
小
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
「
觀
音
山
」
（
普
陀
山
）
や
「
翰
林
所
」、「
男
堂
」、「
女

室
」
は
使
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
儀
式
自
體
も
比
較
的
億
單
で
短
時
閒
で
終
わ
る
。
た
だ
し
、
臺
南
縣
佳
里
鎭
に
お
い
て
調
査
し
た

「
黃
籙
齋
」
と
「
大
祥
」
を
兼
ね
て
行
っ
た
儀
禮
に
お
い
て
は
、
家
庭
レ
ベ
ル
の
儀
禮
と
は
言
え
、「
觀
音
山
」
や
「
翰
林
所
」、「
男

堂
」、「
女
室
」
が
使
用
さ
れ
た
他
、
儀
式
自
體
の
規
模
も
醮
や
中
元
の
際
に
行
わ
れ
る
普
度
と
變
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
事
例

Ａ
に
お
け
る
普
度
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
始
め
普
度
用
に
設
け
ら
れ
た
壇
の
前
で
し
ば
ら
く
歌
を
歌
い
、
そ
の
後
、
道
士
の
う
ち
の

一
人
が
供
物
を
淸
め
て
回
る
「
巡
筵
淨
孤
」
を
行
う
。
そ
し
て
、
高
功
が
說
法
を
行
う
。
儀
式
が
終
了
す
る
と
、
齋
主
が
筶
を
投
げ

て
儀
式
の
成
否
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
、
遺
族
に
よ
っ
て
紙
錢
が
燒
か
れ
た
。

　
（
14
）
救
苦
寶
卷
・
詣
靈
說
法

　
大
淵
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
儀
式
を
行
う
方
法
は
、
靈
堂
前
に
特
別
に
卓
を
設
け
、
道
士
四
人
が
二
人
づ
つ
向
き
合
っ
て
木
魚
に
合

わ
せ
て
救
苦
寶
卷
を
讀
み
、
道
壇
で
は
、
別
の
道
士
が
同
時
に
三
元
寶
懺
を
讀
み
、
三
元
寶
懺
を
讀
み
終
え
る
と
、
こ
の
道
壇
に
い
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た
道
士
は
寶
卷
の
方
へ
合
流
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が（

35
）、

事
例
Ａ
に
お
け
る
救
苦
寶
卷
の
儀
式
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
靈
堂

前
に
設
け
ら
れ
た
卓
前
で
は
、
四
人
の
道
士
が
二
人
づ
つ
靈
堂
を
橫
に
し
て
向
き
合
っ
て
座
っ
て
救
苦
寶
卷
を
讀
ん
で
い
た
以
外
に
、

高
功
が
靈
堂
に
向
か
っ
て
正
面
に
座
っ
て
救
苦
寶
卷
を
讀
ん
だ
り
も
し
て
い
た
。
し
か
し
、
救
苦
寶
卷
の
讀
誦
と
同
時
に
道
壇
で
三

元
寶
懺
が
讀
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
救
苦
寶
卷
は
、
普
通
、
上
・
下
二
卷
に
分
か
れ
、
上
卷
は
頭
旬
あ
る
い

は
三
旬
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
下
卷
は
一
朝
宿
啓
以
上
の
規
模
の
功
德
儀
禮
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
例
Ａ
に
お
け

る
主
持
道
長
で
あ
る
陳
道
長
所
有
の
科
儀
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
救
苦
寶
卷
は
、『
無
上
拔
度
救
苦
寶
卷
上
』
と
『
太
上
洞
玄
救
苦
寶
卷

下
』
と
に
分
か
れ
、
こ
の
時
に
は
、
下
卷
で
あ
る
『
太
上
洞
玄
救
苦
寶
卷
下
』
が
使
用
さ
れ
た
。
寶
卷
を
讀
み
終
え
る
と
、
立
ち
上

が
っ
て
寶
卷
を
懺
盤
の
上
に
置
き
、
齋
主
に
持
た
せ
、
靈
堂
の
中
へ
と
移
動
し
、
齋
主
を
そ
の
後
ろ
に
立
た
せ
て
詣
靈
說
法
を
行
っ

た
。
最
後
に
、
道
壇
に
戾
っ
て
退
場
の
動
作
を
行
い
儀
禮
が
終
了
し
た
。

　
（
15
）
藥
王
寶
懺

　
藥
王
（
神
農
大
帝
）
に
多
く
の
藥
を
試
さ
せ
、
正
し
い
藥
を
見
つ
け
さ
せ
、
そ
の
正
し
い
藥
を
亡
者
に
飮
ま
せ
る
こ
と
で
、
亡
者

の
身
中
の
業
根
お
よ
び
生
前
に
飮
ん
で
い
た
藥
の
毒
氣
を
洗
い
流
す
と
い
う
儀
式
。
こ
こ
で
も
、
主
に
事
例
Ａ
に
從
っ
て
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。
ま
ず
、
道
壇
の
三
淸
側
の
洞
案
の
上
に
藥
王
の
糊
紙
製
の
人
形
、
及
び
神
農
大
帝
に
對
す
る
表
文
（「
神
農
獻
狀
」）
を
置

く
。
次
に
藥
王
に
試
し
て
も
ら
う
藥
と
し
て
、
家
鴨
の
卵
を
複
數
個
（
數
は
決
ま
っ
て
な
い
）
用
意
し
、
藥
名
を
書
い
て
お
く
。
ま
た
、

事
前
に
、
炭
火
と
陶
器
の
藥
罐
を
用
い
て
藥
を
煎
じ
て
お
く
。
道
壇
の
三
界
側
に
別
卓
を
設
け
、
そ
の
上
に
七
魄
燈
と
魂
身
を
置
き
、

遺
族
は
そ
の
後
ろ
に
立
つ
。
儀
式
の
お
お
ま
か
な
流
れ
を
述
べ
る
と
、
ま
ず
、
藥
王
の
人
形
の
開
光
を
行
う
（
た
だ
し
、
事
例
Ａ
に
お

い
て
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
）
。
次
に
し
ば
ら
く
科
儀
書
の
讀
誦
と
な
る
が
、
こ
の
閒
に
意
文
の
朗
讀
を
行
い
、
ま
た
、
高
功
が
金
古
紙

に
火
を
つ
け
て
魂
身
の
所
へ
行
き
、
魂
身
の
前
で
火
の
つ
い
た
金
古
紙
で
圓
を
描
き
、
魂
身
を
火
で
炙
る
よ
う
な
動
作
を
し
た
後
に

金
古
紙
を
床
に
落
と
す
、
と
い
う
動
作
を
四
回
行
う
。
續
い
て
、
煎
じ
て
お
い
た
藥
を
コ
ッ
プ
に
注
ぎ
、
先
に
洞
案
の
上
の
藥
王
に
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

藥
を
飮
ま
せ
、
そ
の
後
、
別
卓
上
の
魂
身
に
三
回
に
分
け
て
藥
を
飮
ま
せ
る
。
こ
れ
を
三
回
行
う
。
こ
の
時
、
時
に
は
魂
身
の
身
體

に
指
や
黃
色
い
紙
で
藥
を
塗
り
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
事
例
Ａ
に
お
い
て
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
度
藥
を
飮
ま
せ
る
た
び
に
、

道
士
た
ち
は
、
洞
案
の
周
り
や
遺
族
の
前
を
圓
を
描
く
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
回
る
。
そ
の
際
、
引
班
は
白
い
生
き
た
鷄
を
、
侍
香
は
生

き
た
家
鴨
を
攜
え
て
い
る
。
三
回
目
が
終
わ
っ
た
時
點
で
、
引
班
が
龍
角
を
吹
き
つ
つ
、
引
班
、
侍
香
が
そ
れ
ぞ
れ
攜
え
て
い
る
動

物
を
振
り
回
し
、
壇
の
外
へ
と
持
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
遺
族
が
魂
身
を
靈
堂
に
戾
し
た
後
に
、
道
士
は
、
掃
箒
や
蓆
を
卷
い
て
棒

狀
に
し
た
も
の
で
地
面
を
た
た
く
こ
と
で
藥
煞
を
拂
い
、
ま
た
、
藥
を
煎
じ
た
陶
器
の
藥
罐
も
地
面
に
た
た
き
付
け
て
割
っ
て
し
ま

う
。
儀
式
終
了
後
、
遺
族
た
ち
は
、
靈
堂
內
に
て
紙
錢
を
燒
く
。

　
（
16
）
沐
浴

　
地
獄
か
ら
救
い
出
し
た
亡
者
の
靈
魂
に
、
髮
と
體
を
洗
わ
せ
着
替
え
さ
せ
る
儀
禮
。
靈
堂
の
中
に
て
行
う
。
蓆
を
卷
い
て
筒
狀
に

し
た
も
の
を
立
て
、
水
を
張
り
一
枚
の
タ
オ
ル
を
入
れ
た
洗
面
器
を
そ
の
中
に
入
れ
、
浴
室
を
作
る
。
そ
し
て
、
道
士
が
、
し
ば
ら

く
科
儀
書
を
讀
ん
で
は
、
そ
の
上
で
線
香
を
用
い
て
空
中
に
文
字
を
書
き
そ
の
中
へ
入
れ
た
り
、
道
旛
の
先
を
そ
の
中
へ
入
れ
た
り

し
て
儀
式
を
行
う
。
儀
式
終
了
後
、
遺
族
の
一
人
が
靈
堂
內
で
亡
者
に
着
せ
る
た
め
の
小
さ
な
衣
服
を
燒
く
。

　
（
17
）
解
結

　
亡
者
の
罪
を
懺
悔
し
て
解
消
し
、
四
十
九
の
「
善
願
」
を
七
回
に
分
け
て
發
し
、
全
て
か
な
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
儀
式
。
壇
の
三

淸
側
の
洞
案
と
中
央
に
特
別
に
設
け
ら
れ
た
卓
を
用
い
る
。
中
央
の
卓
の
三
淸
側
の
方
の
下
に
水
を
張
っ
た
洗
面
器
を
置
く
が
、
こ

れ
は
、「
沐
浴
」
で
使
用
し
た
洗
面
器
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。
ま
ず
、
ざ
い
け
ん

罪
愆
を
述
べ
て
懺
悔
す
る
。
こ
こ
で
、
道
士
は
、
右
手
に
帝

鐘
、
左
手
に
紐
を
か
け
て
、
柔
道
の
敎
育
的
指
導
の
よ
う
な
動
作
を
す
る
。
こ
れ
は
、
罪
を
解
か
す
と
い
う
意
味
を
表
す
。
次
に
、

「
善
願
」
を
發
す
る
。
三
淸
側
で
「
願
」
を
七
つ
唱
え
、
そ
し
て
、
紙
錢
花
に
火
を
つ
け
、
中
央
の
卓
ま
で
來
て
魂
身
に
向
か
っ
て
振

り
、
卓
の
下
に
置
い
て
あ
る
水
を
張
っ
た
洗
面
器
の
中
に
い
れ
る
。
そ
の
後
、
再
び
三
淸
側
に
戾
り
、
今
度
は
花
を
一
輪
用
意
す
る
。
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中
央
の
卓
の
方
へ
再
び
行
き
、
ぐ
る
ぐ
る
縱
に
回
し
て
か
ら
中
央
の
卓
の
下
に
あ
る
洗
面
器
に
入
れ
る
。
こ
れ
を
、
七
回
繰
り
返
す
。

儀
式
終
了
後
、
魂
身
は
遺
族
の
さ
す
傘
の
中
に
入
っ
て
靈
堂
へ
と
戾
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
靈
堂
內
に
て
紙
錢
が
燒
か
れ
る
。

　
（
18
）
拜
水
懺
・
詣
靈
弄
花

　
出
嫁
し
た
娘
が
恩
返
し
の
法
事
と
し
て
行
う
儀
式
で
、
遺
族
の
う
ち
孝
女
、
孝
女
壻
の
み
が
參
加
す
る
。
事
例
Ａ
に
お
い
て
は
孝

女
一
人
の
み
が
參
加
。
以
下
、
事
例
Ａ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
始
め
、
道
士
一
人
が
壇
の
三
淸
側
の
洞
案
に
て
慈
悲
寶
懺
を
讀
み
、
讀
み

終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
別
の
道
士
が
こ
の
孝
女
を
連
れ
て
靈
堂
前
に
移
動
し
、
線
香
を
上
げ
さ
せ
、
三
奠
酒
で
拜
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
牒

文
を
讀
み
、
花
盆
を
持
っ
て
舞
う
。
こ
れ
を
「
詣
靈
弄
花
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
再
び
道
壇
へ
戾
る
。
道
士
と
孝
女
が
靈
堂
で
「
詣

靈
弄
花
」
を
行
っ
て
い
る
閒
も
、
道
壇
內
で
は
慈
悲
寶
懺
が
讀
み
續
け
ら
れ
て
お
り
、
道
士
と
孝
女
が
再
び
戾
っ
て
く
る
こ
ろ
に
は
、

一
つ
の
卷
が
大
體
讀
み
終
わ
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
に
な
る
。
こ
れ
を
、
上
、
中
、
下
卷
と
三
回
繰
り
返
す
。

　
（
19
）
謝
壇

　
壇
に
招
い
た
神
々
を
送
り
返
す
た
め
の
儀
式
。
道
壇
の
三
淸
側
に
て
內
向
き
に
行
う
。
道
士
一
人
が
帝
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
數
分

閒
科
儀
書
を
讀
む
（
ま
た
は
、
呪
言
を
唱
え
る
）
。
こ
の
儀
式
の
後
、
道
壇
の
片
づ
け
が
開
始
さ
れ
る
。

　
（
20
）
塡
庫
・
十
月
懷
胎

　
「
庫
錢
」
と
い
う
紙
錢
を
燒
い
て
亡
者
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
と
き
に
し
た
借
金
を
天
庫
に
返
納
し
、
さ
ら
に
冥
界
で
使
用
す

る
錢
を
送
金
す
る
た
め
の
儀
式
。
事
例
Ａ
に
お
い
て
は
、
喪
宅
か
ら
步
い
て
數
分
に
あ
る
廣
場
で
行
わ
れ
た
。
大
量
の
庫
錢
を
積
み

上
げ
て
點
火
し
、
そ
の
周
り
を
遺
族
が
紐
を
持
っ
て
取
り
圍
む
。
紐
で
作
ら
れ
た
輪
の
外
に
、
卓
を
二
つ
設
け
、
一
方
に
は
紙
で
作
っ

た
庫
官
、
庫
吏
、
庫
夫
と
三
牲
を
置
き
、
も
う
一
方
に
は
、
事
例
Ａ
を
通
し
て
ず
っ
と
道
壇
で
祭
ら
れ
て
い
た
佛
祖
と
三
太
子
爺
を
置

く
。
庫
官
、
庫
吏
、
庫
夫
と
は
庫
錢
を
天
界
に
屆
け
る
役
人
の
こ
と
。
儀
式
で
は
、
ま
ず
、『
無
上
拔
度
塡
庫
科
儀
』
が
讀
ま
れ
、
そ

し
て
、
庫
官
、
庫
吏
、
庫
夫
に
對
す
る
獻
酒
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
牒
文
（「
庫
官
牒
」）
が
讀
ま
れ
、
讀
み
終
わ
る
と
庫
官
、
庫
吏
、
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庫
夫
と
牒
文
と
と
も
に
買
地
券
が
庫
錢
の
火
の
中
に
投
入
さ
れ
る
。
塡
庫
が
終
わ
る
と
、『
十
月
懷
胎
』
が
歌
わ
れ
る
。
こ
の
『
十
月

懷
胎
』
と
は
、
懷
胎
、
出
產
、
乳
哺
を
通
し
て
の
母
親
の
苦
勞
を
中
心
に
子
が
恩
に
報
い
る
べ
き
こ
と
を
說
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
終
わ
る
と
、
遺
族
た
ち
は
先
頭
の
者
が
藥
罐
で
水
を
ま
き
な
が
ら
、
庫
錢
の
火
の
周
り
を
三
回
回
り
、
靈
堂
へ
と
歸
っ
て
い
く
。

　
（
21
）
過
橋

　
亡
者
に
な
い
か
き
よ
う

奈
河
橋
を
渡
ら
せ
天
堂
へ
と
導
く
た
め
の
儀
式
。
靈
堂
の
前
に
、
七
魄
燈
と
紙
製
の
奈
河
橋
を
置
き
、
そ
こ
を
道
旛
を
持
っ

た
道
士
に
先
導
さ
れ
て
遺
族
た
ち
が
三
度
ま
た
い
で
通
る
。
遺
族
た
ち
の
う
ち
、
先
頭
の
者
が
金
童
玉
女
を
、
二
番
目
の
者
が
靈
爐

を
、
三
番
目
の
者
が
魂
身
を
持
つ
。
三
度
わ
た
る
う
ち
、
一
度
目
が
奈
河
橋
を
、
二
度
目
が
金
橋
を
、
三
度
目
が
銀
橋
を
渡
る
と
い

う
說
も
あ
る
。
渡
り
終
わ
る
と
、
魂
身
等
を
靈
堂
へ
と
戾
す
。

　
こ
の
他
、
功
德
儀
禮
を
行
う
前
、
あ
る
い
は
そ
の
途
中
に
お
い
て
す
で
に
安
葬
を
濟
ま
せ
て
い
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の

後
に
、
靈
堂
か
ら
死
者
の
煞
氣
を
拂
う
「
除
靈
」、
亡
者
の
冥
界
に
お
け
る
住
居
で
あ
る
紙
製
の
家
屋
（
紙
厝
）
を
燒
く
「
焚
靈
厝
」、

葬
宅
と
そ
の
周
邊
を
淨
水
で
淸
め
て
ま
わ
る
「
洗
淨
」、
そ
し
て
、
家
庭
で
祀
る
神
像
、
新
し
い
神
主
を
正
廳
の
神
壇
に
安
置
す
る

「
安
神
位
」
が
行
わ
れ
る
が
、
事
例
Ａ
・
Ｂ
と
も
に
功
德
儀
禮
が
行
わ
れ
た
後
に
安
葬
が
行
わ
れ
た
た
め
、
功
德
儀
禮
が
行
わ
れ
た
際

に
は
こ
れ
ら
の
儀
式
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

　　
　
　
三
　
死
者
救
濟
の
構
造

　　
以
上
ま
で
で
、
功
德
儀
禮
の
科
儀
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
ど
の
よ
う
な
働
き
が
あ
る
の
か
、
大
ま

か
に
で
は
あ
る
が
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
全
體
と
し
て
み
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
流
れ
に
な
っ

て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
段
階
を
踏
ん
で
死
者
が
地
獄
か
ら
救
濟
さ
れ
天
堂
へ
と
昇
る
の
か
、
ま
だ
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
。
そ
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こ
で
、
こ
こ
で
は
、
死
者
救
濟
の
構
造
に
つ
い
て
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
シ
ペ
ー
ル
氏
の
四
部
構
成（

36
）を

用
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
シ
ペ
ー
ル
氏
は
、
功
德
儀
禮
の
構
成
を
、
開
始
↓
功
德
↓
煉
度
↓
收
束
の
四
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
今
、
第

二
節
で
取
り
扱
っ
た
科
目
を
こ
の
構
成
に
當
て
は
め
て
み
る
と
、

〈
開
始
〉
―
（
１
）
起
鼓
　
（
２
）
引
魂
　
（
３
）
發
表
　
（
４
）
啓
白
・
詣
靈
說
法
　
（
５
）
開
冥
路

〈
功
德
〉―（
６
）
十
王
寶
懺
・
迎
仙
弄
鶴
　
（
７
）
放
赦
　
（
９
）
分
燈
棬
簾
・
詣
靈
說
法
　
（
10
）
道
場
科
儀
（
道
場
進
茶
）・

　
　
　
　
　
詣
靈
說
法
　
（
11
）
午
供
・
詣
靈
獻
⻝
　
（
12
）
合
符
童
子
　
（
13
）
普
度
　
（
14
）
救
苦
寶
卷
　
（
18
）
拜
水
懺

〈
煉
度
〉
―
（
８
）
打
城
　
（
15
）
藥
王
寶
懺
　
（
16
）
沐
浴
　
（
17
）
解
結
　
（
20
）
塡
庫
・
十
月
懷
胎
　
（
21
）
過
橋

〈
收
束
〉
―
（
19
）
謝
壇
※
・
除
靈
・
焚
靈
厝
・
洗
淨
・
安
神
位

と
な
る
。
こ
の
う
ち
、（
11
）
午
供
、（
15
）
藥
王
寶
懺
に
關
し
て
は
、
シ
ペ
ー
ル
氏
は
四
部
構
成
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
な
い
が
、
四

部
構
成
の
う
ち
の
〈
功
德
〉
を
懺
悔
や
念
經
の
「
功
德
」
に
よ
っ
て
天
界
か
ら
救
濟
の
力
を
引
き
出
す
儀
禮
と
、〈
煉
度
〉
を
煉
金
術

の
技
法
を
用
い
て
死
者
の
身
體
を
象
徵
的
に
回
復
さ
せ
て
救
う（

37
）と

考
え
る
と
、（
11
）
午
供
は
〈
功
德
〉
に
、（
15
）
藥
王
寶
懺
は
〈
煉

度
〉
に
當
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
若
干
順
序
が
入
れ
替
わ
る
も
の
の
、
大
幅
に
お
い
て
は
こ
の
開
始
↓
功
德
↓
煉
度
↓
收
束
に
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
ま
だ
ま
だ
議
論
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　　
　
　
結
語

　　
以
上
、
道
敎
の
功
德
儀
禮
に
つ
い
て
、
臺
南
巿
で
行
わ
れ
た
一
朝
宿
啓
の
功
德
を
例
と
し
て
、
そ
の
科
儀
の
內
容
、
働
き
、
そ
し

て
、
科
儀
を
全
體
と
し
て
み
た
場
合
の
死
者
救
濟
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
Ａ
・
Ｂ
は
、
い
ず
れ
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も
臺
南
巿
で
行
わ
れ
た
功
德
儀
禮
で
あ
り
、
ま
た
、
科
儀
の
說
明
の
部
分
で
は
、
事
例
Ａ
を
中
心
と
し
て
說
明
を
加
え
て
き
た
た
め
、

儀
禮
の
地
域
差
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
殘
念
な
が
ら
あ
ま
り
注
目
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
功
德
儀
禮
の
科
儀
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
幾
つ
か
の
詳
細
な
論
考
が
存
在
し（

38
）、

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
論
に
據
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
さ
ら
に
、
筆
者
が
擧
げ
た
事
例
の

う
ち
、
主
に
依
據
し
た
事
例
で
あ
る
Ａ
の
事
例
は
、
す
で
に
多
く
の
先
學
が
訪
ね
て
お
ら
れ
る
陳
榮
盛
道
長
が
主
持
し
た
儀
禮
で
あ

り
、
結
局
、
本
稿
で
は
、
先
學
の
行
っ
て
き
た
こ
と
を
反
復
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
殘
念
な
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
、
全
て
を
こ
う
し
た
先
學
の
論
に
據
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
筆
者
が
實
際
に
臺
灣
で
調
査
し
て
き
た
こ
と
も
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
中
に
は
ま
た
新
た
な
發
見
、
あ
る
い
は
違
っ
た
論
も
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
功
德
儀
禮
に
つ
い
て
解
決
す
べ
き
問
題
は
、
ま
だ
ま
だ
多
い
。
筆
者
が
最
近
特
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
お
產
で
亡
く
な
っ

た
人
の
た
め
に
行
う
功
德
で
あ
る
血
湖
や
水
死
し
た
場
合
に
行
わ
れ
る
水
揮
科
儀
な
ど
特
殊
な
原
因
で
死
去
し
た
場
合
に
行
わ
れ
る

特
殊
な
科
儀
を
含
む
儀
禮
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
儀
禮
は
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
機
會
が
希
な
だ
け
に
、
こ
の
種
の
儀
禮
に

關
す
る
論
著
、
報
吿
は
多
く
な
い
。
ま
た
、
功
德
儀
禮
全
體
あ
る
い
は
科
儀
一
つ
一
つ
の
思
想
的
背
景
、
お
よ
び
、
本
稿
で
も
少
し

取
り
扱
っ
た
が
、
死
者
救
濟
の
構
造
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
對
し
て
一
つ
一
つ
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
筆
者
が
二
〇
〇
三
年
八
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
二
月
ま
で
の
閒
は
「
交
流
協
會
日
臺
交
流
セ
ン
タ
ー
歷
史
硏
究
者
派
遣
交
流

事
業
」
の
派
遣
硏
究
員
の
身
分
で
、
二
〇
〇
四
年
三
月
以
降
は
、
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
訪
問
學
員
の
身
分
で
、
主
に
臺
南
地
區
に
お

い
て
行
っ
て
き
た
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
麥
谷
邦
夫
先
生
の
三
敎
交
涉
史
の
硏
究
會
に
お
い
て
口

頭
發
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
內
容
に
大
幅
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
麥
谷
先
生
始
め
、
當
日
ご
敎
示
下
さ
っ
た
先
生
方
に
對
し
て
深

く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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注

（
１
）
劉
枝
萬
「
中
國
の
死
喪
儀
禮
に
お
け
る
死
靈
觀
」（『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
族
と
宗
敎
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
二
三
八
―
二
三

九
頁
參
照
。

（
２
）
「
做
旬
」
に
つ
い
て
は
、
徐
福
全
『
臺
灣
民
閒
傳
統
喪
葬
儀
節
硏
究
』（
國
立
臺
灣
師
範
大
學
國
文
硏
究
所
博
士
論
文
、
一
九
八
四
年
）
四
二

九
―
四
五
二
頁
參
照
。

（
３
）
功
德
儀
禮
が
行
わ
れ
る
機
會
に
つ
い
て
は
、
淺
野
春
二
「
臺
灣
南
部
の
道
士
の
行
う
『
功
德
』
に
つ
い
て
―
そ
の
種
類
と
名
稱
を
中
心
と
し

て
」（『
國
學
院
雜
誌
』
九
〇
―
一
二
、
一
九
八
九
年
）
六
二
頁
お
よ
び
同
「
臺
南
地
區
の
做
功
德
地
域
的
差
異
お
よ
び
道
士
團
の
構
成
に
つ

い
て
」（『
儀
禮
文
化
』
一
七
、
一
九
九
二
年
）
六
九
頁
參
照
。

（
４
）
功
德
の
種
類
と
名
稱
に
關
し
て
は
、
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
八
九
年
お
よ
び
同
一
九
九
二
年
參
照
。

（
５
）
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
八
九
年
六
二
―
六
三
頁
。

（
６
）
道
士
が
儀
禮
に
お
い
て
使
用
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
大
淵
忍
爾
篇
『
中
國
人
の
宗
敎
儀
禮
・
佛
敎
・
道
敎
・
民
閒
信
仰
』（
福
武
書
店
、
一

九
八
三
年
）
二
一
三
―
二
一
五
頁
參
照
。

（
７
）
十
王
に
つ
い
て
は
、
松
本
浩
一
「
道
敎
と
地
獄
」（
櫻
井
德
太
郞
編
『
佛
敎
民
俗
學
體
系
三
　
聖
地
と
他
界
觀
』、
名
著
出
版
、
一
九
八
七

年
）、
お
よ
び
田
中
文
雄
「
道
敎
の
『
十
王
經
』
と
そ
の
儀
禮
」（
福
井
文
雅
編
『
東
方
學
の
新
視
點
』、
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が

參
考
と
な
る
。

（
８
）
「
黃
籙
齋
」
と
三
回
忌
の
儀
禮
で
あ
る
「
大
祥
」
を
兼
ね
て
行
っ
た
儀
禮
の
こ
と
。「
黃
籙
齋
」
と
い
う
名
稱
は
、
家
庭
レ
ベ
ル
で
行
う
死
者

儀
禮
の
場
合
、
一
般
に
三
日
閒
以
上
の
規
模
の
も
の
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
（
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
八
九
年
八
〇
頁
）、

こ
の
臺
南
縣
佳
里
鎭
の
事
例
で
は
、
三
日
閒
か
け
て
行
う
內
容
を
二
日
閒
で
行
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
意
味
で
「
黃
籙
齋
」
と
名
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
本
文
中
の
儀
式
の
名
稱
（「
無
上
黃
籙
拔
度
大
齋
功
德
二
晝
夜
」
と
「
黃
籙
大
祥
拔
度
淨
齋
功
德

二
旦
夕
」）
は
、
當
日
使
用
さ
れ
た
榜
文
上
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
も
の
を
採
用
し
た
。

（
９
）
新
し
く
作
っ
た
神
像
や
魂
身
な
ど
に
魂
を
吹
き
込
む
た
め
、
鷄
の
と
さ
か
を
切
っ
て
採
集
し
た
血
を
筆
に
つ
け
て
、
神
像
や
魂
身
の
目
を
始
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

め
と
す
る
樣
々
な
部
分
に
點
を
打
っ
て
い
く
儀
式
。
詳
し
く
は
、
淺
野
春
二
『
飛
翔
天
界
　
道
士
の
技
法
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年
）
七
五

―
七
六
頁
參
照
。

（
10
）
功
德
儀
禮
を
行
っ
て
い
る
閒
、
亡
魂
を
呼
び
寄
せ
る
の
に
幾
度
も
使
用
さ
れ
る
旗
。「
靈
旛
」「
招
魂
旛
」
な
ど
と
も
稱
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、

前
注
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
七
七
―
七
八
頁
參
照
。

（
11
）
儀
式
に
お
け
る
道
士
の
役
割
を
表
す
名
稱
の
一
つ
。「
高
功
」
は
、
儀
式
を
中
心
に
な
っ
て
行
う
道
士
の
こ
と
で
、
主
要
な
科
儀
に
お
い
て

は
道
長
が
務
め
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
必
ず
し
も
道
長
が
務
め
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
役
割
と
し
て
、「
都
講
」「
副
講
」「
引
班
」

「
侍
香
（
直
香
）」
が
あ
り
、「
都
講
」
は
儀
禮
全
體
の
調
整
に
當
た
り
、「
副
講
」
は
疏
文
の
管
理
、「
引
班
」
は
道
士
團
の
先
導
役
お
よ
び
齋

主
の
世
話
役
、「
侍
香
」
は
香
や
燈
の
管
理
に
當
た
る
。
ま
た
、
儀
式
を
行
う
際
に
は
、
役
割
に
應
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
位
置
が
決
ま
っ
て

お
り
、「
高
功
」
は
眞
ん
中
に
、「
都
講
」
は
そ
の
左
隣
に
、「
副
講
」
は
右
隣
に
、「
引
班
」
は
「
都
講
」
の
左
隣
に
、「
侍
香
」
は
「
副
講
」

の
右
隣
に
立
ち
儀
式
を
行
う
。
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
二
〇
〇
―
二
〇
一
頁
參
照
。

（
12
）
道
士
が
儀
式
中
に
身
に
付
け
る
衣
服
の
一
つ
。
道
士
が
儀
式
中
に
身
に
付
け
る
衣
服
に
は
、
大
き
く
分
け
る
と
「
絳
衣
」「
道
袍
」「
海
靑
」

の
三
種
類
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
高
級
の
も
の
が
「
絳
衣
」
で
、
高
功
が
重
要
な
科
儀
を
中
心
に
な
っ
て
行
う
際
に
着
る
全
體
に
刺
繡
の
施
さ

れ
た
き
ら
び
や
か
な
衣
裝
で
あ
る
。
道
士
の
身
に
付
け
る
衣
服
に
つ
い
て
は
、
劉
還
月
『
臺
灣
民
閒
信
仰
小
百
科
』[

靈
媒
卷]

（
協
和
臺
灣

叢
刊
四
三
、
臺
原
出
版
、
一
九
九
四
年
）
四
九
―
五
二
頁
、
お
よ
び
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
二
一
〇
―
二
一
一
頁
參
照
。

（
13
）
こ
こ
に
擧
げ
た
二
つ
の
科
儀
書
の
內
容
に
つ
い
て
は
、
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
四
七
六
―
四
八
三
頁
參
照
。

（
14
）
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
一
〇
九
頁
。
ま
た
、
祈
安
淸
醮
等
大
規
模
な
醮
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
玉
壇
行
事
」
を
含
ん
だ
「
發
表
」

は
、「
玉
壇
科
儀
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
構
成
は
、
さ
ら
に
複
雜
に
な
り
、
淨
壇
↓
啓
師
聖
↓
召
將
↓
宣
讀
符
命
↓
獻
酒
↓
遣
將
↓
謝
師

聖
と
な
る
。
丸
山
宏
「
玉
壇
發
表
科
儀
考
」（『
東
方
宗
敎
』
第
七
七
號
、
一
九
九
一
年
）
參
照
。

（
15
）
功
德
儀
禮
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
、
神
々
や
鬼
、
亡
魂
に
あ
て
る
表
文
や
奏
文
、
牒
文
と
い
っ
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
丸
山
宏
「
臺
南
道
敎

の
功
德
文
檢
に
つ
い
て
」（『
東
北
ア
ジ
ア
硏
究
』
第
四
號
、
二
〇
〇
〇
年
ａ
）
お
よ
び
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
六
五
〇
―
六
七
七

頁
に
詳
し
い
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
こ
う
い
っ
た
文
書
の
名
稱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
丸
山
宏
二
〇
〇
〇
年
ａ
に
據
っ
た
。

（
16
）
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
一
三
〇
頁
。
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（
17
）
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
八
八
頁
參
照
。

（
18
）
懺
悔
す
る
內
容
は
、
道
士
あ
る
い
は
亡
魂
と
い
っ
た
個
々
人
の
罪
で
は
な
く
、
世
の
ど
の
よ
う
な
人
々
も
犯
す
で
あ
ろ
う
罪
で
あ
り
、
こ
こ

で
は
、
道
士
が
寶
懺
の
中
に
あ
る
決
ま
っ
た
文
を
讀
む
と
い
う
形
に
な
る
。
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
一
四
九
―
一
五
三
頁
參
照
。

（
19
）
「
仙
鶴
符
命
」
と
は
、
主
行
科
事
（
儀
禮
を
受
け
持
っ
た
道
士
）
が
天
師
の
命
を
受
け
て
出
す
符
命
（
符
に
文
章
が
付
い
た
も
の
）
で
、
東

方
以
下
十
方
無
極
世
界
の
冥
官
に
亡
魂
の
拔
出
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。『
十
王
寶
懺
』
の
卷
數
と
同
樣
、
全
部
で
十
眞
符
あ
り
、
本
來
は
、

鶴
に
乘
っ
た
仙
人
（
十
仙
人
）
の
姿
を
紙
な
ど
で
作
り
、
そ
れ
に
、
こ
の
符
命
と
「
仙
官
關
」
と
い
う
關
文
を
貼
り
付
け
た
も
の
を
使
用
す

る
が
、
事
例
Ａ
に
お
い
て
は
、
鶴
の
み
に
符
命
と
關
文
を
貼
り
付
け
た
も
の
が
使
用
さ
れ
、
事
例
Ｂ
に
お
い
て
は
、
仙
人
が
鳳
凰
な
ど
の
傳

說
的
な
動
物
に
乘
っ
た
繪
を
竹
ひ
ご
で
補
强
し
た
も
の
に
符
命
と
關
文
を
貼
り
付
け
た
も
の
が
使
用
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、『
十
王
寶
懺
』

の
各
卷
に
對
應
す
る
仙
鶴
符
命
の
名
と
方
向
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
符
命
の
名
は
い
ず
れ
も
「
靈
寶
無
量
度
人
某
某
眞
符
」
と
な
る
の

で
、「
某
某
」
の
部
分
の
み
示
す
）。

　
　
卷
一
―
拔
度
―
東
方

　
　
卷
二
―
超
度
―
東
南
方

　
　
卷
三
―
飛
度
―
南
方

　
　
卷
四
―
昇
度
―
西
南
方

　
　
卷
五
―
濟
度
―
西
方

　
　
卷
六
―
保
度
―
西
北
方

　
　
卷
七
―
開
度
―
北
方

　
　
卷
八
―
煉
度
―
東
北
方

　
　
卷
九
―
遷
度
―
上
方

　
　
卷
十
―
拯
度
―
下
方

以
上
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
注
（
９
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
五
七
八
―
五
七
九
頁
參
照
。

（
20
）
こ
の
文
書
の
名
稱
に
つ
い
て
は
、
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
六
五
六
頁
に
據
っ
た
。
注
（
14
）
丸
山
宏
二
〇
〇
〇
年
ａ
八
四
頁
で
は
、
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

「
地
道
關
文
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）
淺
野
春
二
は
「
放
赦
」
の
儀
式
を
二
部
に
分
け
、
前
半
を
「
赦
書
」
の
發
行
を
中
心
と
し
た
儀
式
、
後
半
を
赦
官
、
赦
馬
の
地
獄
へ
の
旅
を

表
現
す
る
儀
式
、
と
す
る
。
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
二
〇
四
―
二
〇
七
參
照
。

（
22
）
「
放
赦
」
や
醮
に
お
け
る
「
斬
命
魔
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
演
技
が
し
ば
し
ば
主
に
若
手
の
道
士
に
よ
っ
て
演
じ

ら
れ
る
が
、
筆
者
が
あ
る
道
士
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
在
は
そ
う
で
も
な
い
が
、
以
前
は
、
道
士
が
行
う
べ
き
重
要
な
こ
と
と

し
て
こ
の
よ
う
な
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
技
を
練
習
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
、
こ
う
い
っ
た
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
な
演
技
を
行
う
か
ど
う

か
は
道
長
の
方
針
に
よ
る
。

（
23
）
淺
野
春
二
は
こ
れ
ら
二
種
を
「
三
天
放
赦
」
と
「
九
龍
放
赦
」
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
儀
式
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
赦
書
の
違
い

（「
三
天
赦
書
」
と
「
九
龍
赦
書
」）
に
よ
る
分
類
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
八
九
年
七
九
頁
。

（
24
）
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
四
九
六
―
五
〇
一
參
照
。

（
25
）
亡
魂
が
入
る
と
さ
れ
る
地
獄
の
城
に
は
、
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
二
一
七
頁
お
よ
び
五
〇
二
頁
に
よ
れ
ば
、
若
死
、
自
殺
、
事
故

死
な
ど
の
場
合
に
入
る
「
枉
死
城
」、
お
產
で
死
去
し
た
女
性
が
入
る
「
血
湖
城
」、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
入
る
「
血
盆
城
」
の
三
種
が
あ
り
、

天
壽
を
全
う
し
て
死
去
し
た
場
合
に
は
城
に
は
入
ら
ず
、
打
城
を
行
わ
な
く
て
も
い
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
臺
南
縣
在
住
の
あ
る
道

士
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
、「
盆
城
」
と
い
う
の
が
あ
り
、「
盆
城
」
は
若
死
、
自
殺
、
事
故
な
ど
以
外
の
原
因
で
死
去

し
た

•　男
•　性
が
入
り
、
そ
し
て
、「
血
盆
城
」
は
、
若
死
、
自
殺
、
事
故
、
お
產
な
ど
以
外
の
原
因
で
死
去
し
た

•　女
•　性
が
入
り
、
女
性
に
は
生
理

が
あ
る
の
で
「
血
」
の
「
盆
城
」
に
入
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
「
打
城
」
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
。
ま
た
、
臺
南
巿
在
住
の
あ
る
道
士
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
若
死
、
自
殺
、
事
故
死
な
ど
の
場
合
は
「
枉
死
城
」、
女
性
が
お
產
で
死

去
し
た
場
合
は
「
血
湖
獄
」、
男
女
を
問
わ
ず
水
死
し
た
場
合
に
は
「
水
牢
獄
」
へ
行
き
、
天
壽
を
全
う
し
て
死
去
し
た
場
合
に
は
、
本
來
は

「
打
城
」
を
行
う
必
要
は
な
い
が
、
農
村
や
沿
海
地
域
な
ど
で
は
、
特
別
に
「
血
盆
城
」
を
設
け
て
「
打
城
」
の
儀
禮
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
26
）
こ
こ
で
の
や
り
取
り
の
內
容
に
つ
い
て
は
、
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
五
〇
四
―
五
〇
九
頁
、
お
よ
び
丸
山
宏
「
道
敎
儀
禮
の
言
語

と
民
族
」（
田
中
純
男
編
『
死
後
の
世
界
―
イ
ン
ド
・
中
國
・
日
本
の
冥
界
信
仰
』、
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
ｂ
）
一
九
一
―
一
九
二
參
照
。

（
27
）
道
士
が
「
救
苦
妙
行
眞
人
」
と
な
っ
て
地
獄
へ
赴
き
、「
徐
甲
眞
人
」
と
な
っ
て
地
獄
の
城
門
を
破
る
ま
で
の
樣
子
に
つ
い
て
は
、
注
（
９
）
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淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
二
〇
八
―
二
一
〇
頁
參
照
。

（
28
）
閩
南
語
發
音
の
表
記
つ
い
て
は
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
敎
會
ロ
ー
マ
字
を
使
用
し
た
。

（
29
）
「
在
腹
一
朝
」
と
は
二
十
四
時
閒
以
上
繼
續
し
て
行
う
功
德
儀
禮
の
こ
と
で
、「
空
壳
一
朝
」
は
當
日
朝
開
始
し
て
夕
方
あ
る
い
は
夜
中
ま

で
繼
續
し
て
行
う
功
德
儀
禮
の
こ
と
。
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
八
九
年
お
よ
び
同
一
九
九
二
年
參
照
。

（
30
）
前
述
の
「
手
轎
」
お
よ
び
こ
こ
の
「
神
轎
」
に
關
し
て
は
、
劉
還
月
『
臺
灣
民
閒
信
仰
小
百
科
』〔
迎
神
卷
〕（
協
和
臺
灣
叢
刊
四
一
、
臺
原

出
版
、
一
九
九
四
年
）
二
三
九
―
二
四
一
頁
參
照
。

（
31
）
臺
南
地
區
に
お
け
る
打
城
儀
式
の
南
北
差
に
關
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
九
二
年
一
〇
三
頁

參
照
。

（
32
）
「
四
果
茶
」
と
は
、「
福
肉
」（
干
し
た
龍
眼
の
果
肉
）、「
冬
瓜
」（
冬
瓜
を
砂
糖
で
煮
詰
め
た
も
の
）、「
紅
棗
」（
干
し
た
紅
棗
）、「
桔
餠
」

（
蜜
柑
を
砂
糖
で
煮
詰
め
た
も
の
）
に
氷
砂
糖
を
加
え
て
湯
を
注
い
だ
も
の
。
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
一
九
五
頁
參
照
。

（
33
）
菜
飯
の
う
ち
、
菜
は
、
本
來
十
二
碗
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
一
四
五
頁
參
照
。

（
34
）
十
二
地
獄
と
十
二
童
子
の
對
應
關
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
東
方
風
雷
地
獄
―
寶
光
童
子
　
・
東
南
方
銅
柱
地
獄
―
仙
卿
童
子

・
南
方
火
翳
地
獄
―
金
光
童
子
　
・
西
南
方
屠
割
地
獄
―
紫
虛
童
子

・
西
方
金
剛
地
獄
―
眞
定
童
子
　
・
西
北
方
火
車
地
獄
―
上
智
童
子

・
北
方
冥
冷
地
獄
―
開
明
童
子
　
・
東
北
方
か
く
と
う

鑊
湯
地
獄
―
惠
日
童
子

・
上
方
火
坑
地
獄
―
玉
仙
童
子
　
・
下
方
糞
穢
地
獄
―
法
雲
童
子

・
中
央
普
掠
地
獄
―
妙
首
童
子
　
・
總
獄
無
礀
地
獄
―
本
初
童
子

（
35
）
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
、
五
九
九
―
六
〇
〇
頁
。

（
36
）K

ristofer
S

chipper
“M

u-Lien
P

lays
in

Taoist
LiturgicalC

ontext”
in

Johnson
D

avid
ed.

“R
itualO

pera
O

peratic
R

itual”
U

niv.

ofC
alifornia

P
ublication

ofthe
C

hinese
P

opular
C

ulture
P

roject1,1989.
一
二
八
―
一
三
三
頁
。

（
37
）
注
（
９
）
淺
野
春
二
二
〇
〇
三
年
五
二
頁
。
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　　道敎の功德儀禮の科儀について

（
38
）
注
（
３
）
淺
野
春
二
一
九
九
二
年
、
注
（
９
）
同
二
〇
〇
三
年
、
注
（
６
）
大
淵
忍
爾
一
九
八
三
年
、
田
仲
一
成
「
中
國
葬
送
追
薦
儀
禮

と
演
劇
の
關
係
―
超
度
功
德
の
演
劇
的
構
造
と
そ
の
展
開
―
」（『
學
習
院
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所
調
査
硏
究
報
吿
』
第
三
一
號
、
一
九
九
〇

年
）、
丸
山
宏
「
臺
灣
南
部
の
功
德
に
つ
い
て
―
道
敎
儀
禮
史
か
ら
の
觀
察
」（
野
口
鐵
郞
編
『
中
國
史
に
お
け
る
敎
と
國
家
―
筑
波
大
學
創

立
二
〇
周
年
記
念
東
洋
史
論
集
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
多
く
の
部
分
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
先

學
の
著
書
を
非
常
に
參
考
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
先
學
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

【
引
用
文
獻
】

淺
野
春
二
「
臺
灣
南
部
の
道
士
の
行
う
『
功
德
』
に
つ
い
て
―
そ
の
種
類
と
名
稱
を
中
心
と
し
て
」（『
國
學
院
雜
誌
』
九
〇
―
一
二
、
國
學
院
大

學
、
一
九
八
九
年
）

淺
野
春
二
「
臺
南
地
區
の
做
功
德
地
域
的
差
異
お
よ
び
道
士
團
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
儀
禮
文
化
』
一
七
、
儀
禮
文
化
學
會
、
一
九
九
二
年
）

淺
野
春
二
『
飛
翔
天
界
　
道
士
の
技
法
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年

大
淵
忍
爾
篇
『
中
國
人
の
宗
敎
儀
禮
・
佛
敎
・
道
敎
・
民
閒
信
仰
』
福
武
書
店
、
一
九
八
三
年

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
シ
ペ
ー
ル
（S

chipper,K
ristofer）

′Mu-Lien
P

lays
in

TaoistLiturgicalC
ontext

′

in
Johnson

D
avid

ed.“R
itualO

pera
O

peratic
R

itual”U
niv.

ofC
alifornia

P
ublication

ofthe
C

hinese
P

opular
C

ulture
P

roject1,1989.

徐
福
全
『
臺
灣
民
閒
傳
統
喪
葬
儀
節
硏
究
』
國
立
臺
灣
師
範
大
學
國
文
硏
究
所
博
士
論
文
、
一
九
八
四
年

田
仲
一
成
「
中
國
葬
送
追
薦
儀
禮
と
演
劇
の
關
係
―
超
度
功
德
の
演
劇
的
構
造
と
そ
の
展
開
―
」（『
學
習
院
大
學
東
洋
文
化
硏
究
所
調
査
硏
究
報

吿
』
第
三
一
號
、
一
九
九
〇
年
）

田
中
文
雄
「
道
敎
の
『
十
王
經
』
と
そ
の
儀
禮
」（
福
井
文
雅
編
『
東
方
學
の
新
視
點
』
五
曜
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）

丸
山
宏
「
玉
壇
發
表
科
儀
考
」（『
東
方
宗
敎
』
第
七
七
號
、
一
九
九
一
年
）

丸
山
宏
「
臺
灣
南
部
の
功
德
に
つ
い
て
―
道
敎
儀
禮
史
か
ら
の
觀
察
」（
野
口
鐵
郞
編
『
中
國
史
に
お
け
る
敎
と
國
家
―
筑
波
大
學
創
立
二
〇
周
年
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記
念
東
洋
史
論
集
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）

丸
山
宏
「
臺
南
道
敎
の
功
德
文
檢
に
つ
い
て
」（『
東
北
ア
ジ
ア
硏
究
』
第
四
號
、
二
〇
〇
〇
年
ａ
）

丸
山
宏
「
道
敎
儀
禮
の
言
語
と
民
族
」（
田
中
純
男
編
『
死
後
の
世
界
―
イ
ン
ド
・
中
國
・
日
本
の
冥
界
信
仰
』
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
ｂ
）

松
本
浩
一
「
道
敎
と
地
獄
」（
櫻
井
德
太
郞
編
『
佛
敎
民
俗
學
體
系
三
　
聖
地
と
他
界
觀
』
名
著
出
版
、
一
九
八
七
年
）

劉
還
月
『
臺
灣
民
閒
信
仰
小
百
科
』〔
迎
神
卷
〕（
協
和
臺
灣
叢
刊
四
一
、
臺
原
出
版
、
一
九
九
四
年
）

劉
還
月
『
臺
灣
民
閒
信
仰
小
百
科
』〔
靈
媒
卷
〕（
協
和
臺
灣
叢
刊
四
三
、
臺
原
出
版
、
一
九
九
四
年
）

劉
枝
萬
「
中
國
の
死
喪
儀
禮
に
お
け
る
死
靈
觀
」（『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
族
と
宗
敎
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
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聖
者
觀
の
二
系
統

六
朝
隋
唐
佛
敎
史
鳥
瞰
の
一
試
論

　

船
　
山
　
　
徹
　
　

　　　　
　
　
一
　
問
題
の
所
在

　　
佛
敎
の
聖
者
觀
を
檢
證
す
る
試
み
と
し
て
、
筆
者
は
少
し
以
前
に
、
龍
樹
・
無
著
・
世
親
と
い
う
イ
ン
ド
大
乘
佛
敎
の
學
派
の
祖
師

た
ち
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
い
か
な
る
宗
敎
的
境
地
に
ま
で
到
逹
し
た
と
さ
れ
た
か
、
そ
の
傳
承
を
調
べ
て
み
た
こ
と
が
あ
る（

１
）。

調
査

結
果
は
、
少
な
く
と
も
私
個
人
に
と
っ
て
は
少
々
意
外
で
あ
り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
通
常
我
々
は
、
あ
る
い

は
佛
敎
硏
究
者
の
少
な
か
ら
ぬ
一
部
は
、
暗
默
の
う
ち
に
こ
う
考
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か

イ
ン
ド
佛
敎
史
に
名
を
殘
す
よ

う
な
人
々
、
と
り
わ
け
學
派
の
祖
師
と
仰
が
れ
る
人
々
や
偉
大
な
著
作
を
殘
し
た
學
僧
た
ち
は
、
學
派
の
標
榜
す
る
宗
敎
體
系
の
最

高
位
か
、
そ
れ
に
近
い
狀
態
に
ま
で
到
逹
し
た
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
と
。
大
乘
佛
敎
に
卽
し
て
い
え
ば
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
。
大

乘
の
理
想
と
す
る
生
き
方
は
菩
薩
で
あ
り
、
菩
薩
に
は
初
地
か
ら
第
十
地
に
至
る
上
昇
す
る
階
梯
が
あ
る
。
と
り
わ
け
イ
ン
ド
の
初

期
菩
薩
思
想
は
「
誰
で
も
の
菩
薩
」
と
い
う
立
場
を
揭
げ
た
と
言
わ
れ
る（

２
）。

誰
で
も
が
菩
薩
と
な
り
得
、
菩
薩
の
道
に
は
十
地
の
階
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級
が
あ
り
、
龍
樹
と
無
著
が
そ
れ
ぞ
れ
中
觀
と
唯
識
と
い
う
大
乘
二
大
敎
理
體
系
の
基
本
を
創
設
し
た
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
素
朴
な
結
論
と
し
て
、
龍
樹
や
無
著
は
十
地
の
菩
薩
か
、
そ
れ
に
近
い
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
傳
承
は
イ
ン
ド
に
は
見
出
し
が
た
く
、
少
な
く
と
も
主
流
の
傳
承
は

そ
う
で
は
な
か
っ
た
、
と
確
實
に
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
文
獻
か
ら
知
ら
れ
る
傳
承
は
龍
樹
や
無
著
を
む
し
ろ
意
外
な
ほ
ど
低
い
位
置
に
お
く
。
す
な
わ
ち
龍
樹
に
つ
い
て
は
初
地
の
菩
薩

で
あ
っ
た
と
い
う
傳
承
が
廣
く
信
奉
さ
れ
た
。
無
著
に
つ
い
て
は
中
國
で
は
初
地
の
菩
薩
で
あ
っ
た
と
す
る
傳
承
が
七
世
紀
以
降
に

普
及
し
た
。
一
方
イ
ン
ド
で
は
第
三
地
の
菩
薩
で
あ
っ
た
と
す
る
傳
承
が
遲
く
と
も
八
世
紀
初
頭
の
文
獻
に
は
確
認
さ
れ
、
そ
れ
が

相
應
の
影
響
力
を
有
し
た
こ
と
が
檢
證
可
能
で
あ
る
。
世
親
に
つ
い
て
は
イ
ン
ド
の
傳
承
は
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
中
國
で
は

世
親
は
地
前
の
菩
薩
す
な
わ
ち
聖
者
で
は
な
く
凡
夫
で
あ
っ
た
と
い
う
傳
承
が
七
世
紀
中
葉
に
成
立
し
た
。
か
か
る
傳
承
を
知
る
よ

う
に
な
っ
た
當
初
、
正
直
に
吿
白
す
れ
ば
、
あ
の
有
名
な
龍
樹
が
初
地
と
は
い
く
ら
な
ん
で
も
あ
ま
り
に
低
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
も
の
だ
。
こ
れ
で
は
こ
の
世
に
二
地
、
三
地
は
も
ち
ろ
ん
、
十
地
の
菩
薩
な
ど
存
在
し
よ
う
が
な
い
で
は
な
い
か
、
龍
樹

や
無
著
さ
え
初
地
で
あ
れ
ば
、
七
地
や
八
地
な
ど
に
到
逹
し
た
人
閒
な
ど
誰
一
人
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
初
地

と
七
地
や
八
地
、
十
地
等
の
相
違
に
つ
い
て
侃
々
諤
々
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
こ
の
傳
承
は

何
か
ゆ
が
め
ら
れ
た
特
殊
な
傳
承
か
、
民
閒
信
仰
の
類
な
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
思
い
た
く
な
っ
た
。

　
し
か
し
調
査
を
繼
續
す
る
う
ち
に
、
自
ら
の
憶
測
が
文
獻
の
吿
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
明
ら
か

と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
龍
樹
を
初
地
の
菩
薩
と
す
る
傳
承
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
民
衆
の
誤
っ
た
信
仰
な
ど
で
は
な
く
、
チ
ャ
ン
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
や
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
等
が
記
す
學
術
的
傳
承
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
最
後
期
の
學
問
佛
敎
を
代
表
す
る
學

匠
の
一
人
で
あ
る
ラ
ト
ナ
ー
カ
ラ
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
に
も
採
用
さ
れ
た
後
、
チ
ベ
ッ
ト
に
も
傳
え
ら
れ
、
プ
ト
ン
の
佛
敎
史
に
お
け
る

龍
樹
傳
や
、
龍
樹
の
一
著
作
の
チ
ベ
ッ
ト
語
譯
の
跋
文
に
も
初
地
の
菩
薩
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く（

３
）。

と
り
わ
け
チ
ベ
ッ
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ト
語
文
獻
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
憶
測
の
域
を
で
な
い
が
、
イ
ン
ド
人
論
師
名
に‘phags

pa

（ārya

聖
な
る
）
を
冠
す
る
か
ど
う
か

は
決
し
て
情
緖
的
・
恣
意
的
な
敬
稱
の
類
で
は
な
く
、
凡
と
聖
の
區
別
に
關
す
る
確
固
た
る
傳
承
に
も
と
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
管
見
の
限
り
、‘phags

pa

を
冠
す
る
論
師
名
に
は
龍
樹
、
無
著
、（
ア
ー
リ
ヤ
）
ヴ
ィ
ム
ク
テ
ィ
セ
ー
ナ
等
、
數
え
る
ほ
ど
し

か
事
例
が
な
く
、
ど
ん
な
に
有
名
で
あ
っ
て
も
例
え
ば
世
親
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
等
に
そ
れ
を
冠
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。

　
イ
ン
ド
の
傳
承
は
中
國
に
も
傳
え
ら
れ
た
が
、
中
國
の
場
合
に
興
味
深
い
の
は
、
龍
樹
初
地
菩
薩
說
に
矛
盾
と
困
惑
を
覺
え
た
人
々

が
實
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
少
し
詳
し
く
紹
介
し
て
お
こ
う
。
蓋
し
、
龍
樹
は
初
地
の
菩
薩
で
あ
っ
た
と
の
傳
承
を
明
記
す

る
最
初
の
漢
文
佛
典
は
北
魏
・
菩
提
流
支
譯
『
入
楞
伽
經
』
〔
一
六
、
五
六
九
上
〕
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
中
國
佛
敎
界
で
は
、

『
大
智
度
論
』
の
著
者
で
あ
る
龍
樹
は
第
十
地
の
菩
薩
す
な
わ
ち
次
は
佛
陀
と
な
る
を
殘
す
だ
け
の
身
に
違
い
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
信
仰
を
有
し
て
い
た
人
々
が
龍
樹
は
十
地
で
は
な
く
、
初
地
の
菩
薩
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
確
か
な

證
據
と
し
て
『
楞
伽
經
』
の
一
節
を
知
っ
た
と
き
の
驚
き
は
想
像
に
難
く
な
い
。
隋
の
吉
藏
は
こ
の
矛
盾
に
い
ち
は
や
く
氣
づ
い
た

一
人
で
あ
る
が
、『
中
觀
論
疏
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
龍
樹
を
十
地
の
菩
薩
と
み
な
す
僧
叡
や
廬
山
慧
遠
の
說
、
初
地
の
菩
薩
と
す
る

『
楞
伽
經
』
一
節
、
さ
ら
に
は
、
龍
樹
は
衆
生
を
應
接
救
濟
す
べ
く
初
地
に
入
っ
た
が
、
實
は
十
地
の
菩
薩
で
あ
っ
た
と
す
る
姚
道
安

（『
二
敎
論
』
の
作
者
）
の
解
釋
な
ど
を
紹
介
し
な
が
ら
、
吉
藏
自
身
の
見
解
と
し
て
は
「
聖
迹
は
無
方
な
れ
ば
、
高
下
は
未
だ
測
る
べ

か
ら
ず
」
と
、
あ
る
意
味
で
解
決
を
放
棄
す
る
よ
う
な
態
度
を
表
明
し
て
い
る
〔『
中
觀
論
疏
』
卷
一
、
大
正
藏
四
二
、
一
下
〕
。
こ
の
よ

う
に
、
龍
樹
が
初
地
で
は
あ
ま
り
に
低
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
直
感
的
な
疑
問
は
、
中
國
佛
敎
史
に
お
い
て
も
實
例
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
イ
ン
ド
の
大
乘
佛
敎
に
お
い
て
は
聖
者
と
仰
が
れ
る
人
々
も
實
は
敎
理
體
系
の
ト
ッ
プ
に
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
示
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
樣
々
な
方
向
の
問
題
に
展
開
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
龍
樹
や
無
著
す
ら
初
地
の
菩
薩
に
と
ど
ま
っ
た

と
す
れ
ば
、
一
般
の
修
行
者
や
注
釋
家
・
學
僧
な
ど
が
一
體
ど
れ
ほ
ど
の
境
地
に
ま
で
逹
し
得
る
か
は
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
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の
場
合
、
理
論
家
に
よ
る
悟
り
の
記
述
は
自
ら
の
實
體
驗
を
ふ
ま
え
る
も
の
か
、
實
體
驗
な
し
に
も
悟
り
を
正
し
く
說
き
示
す
こ
と

は
可
能
か
と
い
う
素
朴
な
問
い
が
起
こ
り
得
よ
う
。
こ
の
點
に
關
し
て
い
え
ば
、
中
國
に
お
け
る
玄
奘
門
下
の
傳
承
が
、
最
重
要
な

る
祖
師
の
ひ
と
り
で
あ
る
世
親
を
地
前
（
初
地
に
到
逹
す
る
以
前
）
の
菩
薩
で
あ
る
と
し
て
聖
者
と
認
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
極

め
て
興
味
深
い
。
唐
の
慧
沼
は
『
成
唯
識
論
了
義
燈
』
卷
第
一
本
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
觸
れ
て
「
世
親
菩
薩
は
地
前
に
住
す
と
雖

も
、
前
の
四
德
を
具
え
れ
ば
、
亦
た
造
論
に
堪
う
」
〔
四
三
、
六
七
一
中
〕
云
々
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
が
悟
っ
て
い
な
く
て
も

悟
り
の
內
實
や
そ
こ
に
至
る
手
順
を
正
し
く
記
述
す
る
こ
と
が
精
進
と
學
習
に
よ
り
可
能
な
こ
と
を
示
唆
す
る
點
で
注
目
に
値
す
る
。

素
朴
な
疑
問
は
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
ろ
う
。
大
乘
と
小
乘
と
で
は
聖
者
に
質
的
量
的
な
差
は
あ
る
か
。
歷
史
に
は
名
を
と
ど
め
な
く

と
も
隱
棲
者
の
う
ち
に
は
眞
の
聖
者
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
イ
ン
ド
に
は
十
地
の
菩
薩
な
ど
實
は
一
人
も
い
な
か
っ
た

の
か
。
假
に
然
り
と
せ
ば
、
十
地
は
何
の
た
め
の
體
系
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
世
に
お
い
て
佛
に
ま
み見
え
た
と
の
體
驗
や
佛
を
觀
ず
る
修

行
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
り
、
修
行
體
系
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
か
。
抑
も
、
龍
樹
や
無
著
を
初
地
に
置
く

よ
う
な
傳
統
體
系
に
お
い
て
人
が
「
佛
と
成
る
」
こ
と
は
實
現
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
ほ
か
の
聖
者
の
あ
り
方
、
た
と
え
ば

イ
ン
ド
後
期
密
敎
に
お
け
る
シ
ッ
ダ
（
成
就
者
）
や
チ
ベ
ッ
ト
の
活
佛（

４
）と

い
っ
た
聖
な
る
存
在
は
い
か
な
る
意
味
で
の
聖
者
か
等
々
、

素
朴
な
疑
問
と
興
味
は
盡
き
ま
い
。

　
そ
う
し
た
問
題
の
す
べ
て
に
眼
を
向
け
る
こ
と
は
勿
論
本
稿
で
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
中
國
中
世
佛
敎
史
の
文
獻
に
卽
し
て
言
う

な
ら
ば
、
中
國
に
お
い
て
は
、
龍
樹
や
無
著
を
初
地
と
す
る
こ
と
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
嚴
し
い
宗
敎
觀
が
知
ら
れ
普
及
し
た

一
方
で
、
他
方
で
は
、
初
地
よ
り
も
高
い
階
位
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
人
々
の
傳
承
も
ま
た
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
看
過

す
べ
き
で
あ
る
ま
い
。
聖
者
と
稱
さ
れ
る
人
々
の
數
量
に
か
ん
し
て
、
中
國
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
傳
承
の
流
れ
が
あ
り
、
兩
者

は
必
ず
し
も
整
合
的
に
連
攜
せ
ぬ
ま
ま
、
佛
敎
史
の
全
體
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
六
朝
か
ら
唐
初
に
い
た
る
佛
敎
史
を
俯
瞰
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
聖
者
觀
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
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い（
５
）。

與
え
ら
れ
た
紙
幅
の
都
合
上
、
一
次
資
料
へ
の
言
及
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
多
く
の
場
合
、
原
文
と
翻
譯
を
省
略
せ
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
を
豫
め
諒
解
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　　
　
　
二
　
佛
敎
に
お
け
る
聖
者
と
は

豫
備
的
考
察

　　
最
初
に
、
筆
者
の
關
心
の
所
在
を
明
か
す
た
め
、
佛
敎
に
お
け
る
聖
者
と
は
何
か
に
つ
い
て
言
わ
ず
も
が
な
の
少
々
槪
說
然
と
し

た
確
認
か
ら
始
め
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

　
聖
と
い
う
文
字
の
本
來
的
意
味
や
變
遷
に
つ
い
て
今
は
ふ
れ
る
餘
裕
を
も
た
な
い
が（

６
）、

儒
敎
に
お
い
て
は
聖
人
と
は
堯
、
舜
や
周

公
旦
、
孔
子
で
あ
っ
て
、
孔
子
の
弟
子
た
ち
は
一
般
に
聖
人
と
は
見
な
さ
れ
ぬ
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
こ
れ
と
の
關
わ
り
で
、
佛

敎
に
つ
い
て
も
聖
者
を
釋
迦
牟
尼
に
限
定
し
て
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
時
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
理
解
は
聖

者
と
し
て
の
菩
薩
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
點
で
適
切
と
は
言
い
難
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
佛
敎
の
聖
人
を
釋
尊
に
限
定
す
る
こ
と

は
定
義
と
し
て
狹
す
ぎ
る
。
大
聖
た
る
釋
尊
を
頂
點
と
し
て
、
そ
の
下
に
も
聖
者
と
見
な
す
べ
き
存
在
が
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
對
極
に
あ
る
考
え
方
と
し
て
、
出
家
僧
を
ひ
と
し
な
み
に
聖
者
と
み
な
す
よ
う
な
論
も
時
に
は
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し

こ
れ
ま
た
不
適
切
で
あ
る
。
た
し
か
に
僧
侶
に
も
聖
者
は
い
た
と
歷
史
的
に
見
な
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
の
僧
侶
が
聖
者
で
あ
る
わ
け

で
は
な
い（

７
）。

文
獻
に
卽
し
た
表
現
を
す
る
な
ら
ば
、
僧
に
は
凡
僧
と
聖
僧
の
二
種
が
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
僧
侶
で
あ
れ
ば
み

な
聖
者
で
あ
る
と
す
る
規
定
は
定
義
と
し
て
廣
す
ぎ
る
。

　
第
三
に
、
佛
敎
を
大
乘
と
聲
聞
乘
（
い
わ
ゆ
る
小
乘
）
に
區
分
し
た
と
き
、
大
乘
の
聖
者
と
は
菩
薩
の
こ
と
で
あ
り
、
菩
薩
と
は
聖

者
で
あ
る
、
と
解
し
て
爲
さ
れ
る
論
も
時
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
も
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ち
ょ
う

ど
僧
に
凡
僧
と
聖
僧
が
い
た
の
と
同
樣
に
、
菩
薩
に
も
凡
夫
と
し
て
の
菩
薩
と
聖
者
と
し
て
の
菩
薩
が
い
た
。
文
獻
に
卽
し
て
言
え
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ば
、
聖
者
と
し
て
の
菩
薩
は
、「
入
地
菩
薩
」「
登
地
菩
薩
」
（bhūm

ipravis. t. o
bodhisattvah.

す
で
に
地
に
入
っ
た
菩
薩
）
等
と
限
定
的
に

表
現
さ
れ
る
。
地
と
は
こ
こ
で
初
地
以
上
の
段
階
を
指
し
て
い
る
。
一
般
に
イ
ン
ド
の
瑜
伽
行
唯
識
派
の
標
準
的
な
修
行
論
に
よ
れ

ば
、
四
念
處
と
呼
ば
れ
る
段
階
の
後
、
四
善
根
と
呼
ば
れ
る
煖
・
頂
・
忍
・
世
第
一
法
の
四
段
階
を
順
次
登
り
、
そ
し
て
世
第
一
法

の
直
後
に
無
漏
の
智
慧
が
生
じ
る
と
、
そ
の
瞬
閒
に
修
行
者
は
初
地
に
入
る
と
さ
れ
る
。
初
地
以
上
が
聖
者
な
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
聲
聞
乘
の
聖
者
に
つ
い
て
は
、
阿
羅
漢
と
い
う
語
を
用
い
て
、
あ
た
か
も
阿
羅
漢
の
み
が
聲
聞
乘
の
聖
者
で
あ
る
か
の
ご

と
く
に
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
聲
聞
乘
に
お
け
る
階
位
の
最
も
標
準
的
な
體
系
で
あ
る
說
一
切

有
部
說
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
瑜
伽
行
派
と
同
じ
く
（
と
い
う
よ
り
も
有
部
の
方
が
元
な
の
で
あ
る
が
）
四
念
處
の
後
、
煖
・
頂
・
忍
・

世
第
一
法
を
修
め
た
後
、
見
道
に
入
る
と
き
聖
者
と
な
る
。
そ
れ
以
降
の
修
行
順
序
は
「
四
向
四
果
」
と
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

見
道
位
と
し
て
の
「
預
流
向
」
か
ら
、
修
道
位
と
し
て
の
「
預
流
果
」
（
＝
初
果
＝
須
陀
洹
果
）
へ
、
そ
し
て
「
一
來
向
」、「
一
來
果
」

（
二
果
＝
斯
陀
含
果
）
、「
不
還
向
」、「
不
還
果
」
（
＝
三
果
＝
阿
那
含
果
）
へ
と
進
み
、「
阿
羅
漢
向
」
を
經
て
最
終
的
に
「
阿
羅
漢
果
」

と
い
う
最
高
位
に
到
逹
す
る（

８
）。

以
上
の
う
ち
凡
か
ら
聖
へ
の
轉
換
點
と
な
る
の
は
入
見
道
で
あ
る
か
ら
、
聖
者
と
は
初
果
か
ら
阿
羅

漢
果
ま
で
の
四
種
の
果
の
い
ず
れ
か
を
體
得
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
四
種
の
考
え
方
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
適
切
性
を
缺
く
所
以
を
億
單
に
說
明
し
た
。
要
す
る
に
、
佛
敎
に
お
け
る
聖
性
と
は

何
か
、
聖
者
と
は
何
か
と
い
え
ば
、「
聖
」
は
「
俗
」
な
い
し
「
凡
」
の
對
義
的
槪
念
で
あ
り
、「
聖
者
」「
聖
人
」
は
「
凡
夫
」
の

對
義
語
で
あ
る
。
で
は
聖
者
と
凡
夫
の
境
界
線
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
大
乘
佛
敎
に
よ
れ
ば
一
般
に
初
地
以
上
を
聖
者

入
地
菩
薩
、
登
地
菩
薩

と
し
、
聲
聞
乘
で
は
見
道
以
上
を
聖
者
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
聖
者

性
の
頂
點
に
位
置
す
る
の
が
佛
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
大
聖
」
と
稱
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
凡
夫
か
ら
聖
者
へ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
修

行
體
系
を
構
成
し
て
い
る
點
に
も
佛
敎
の
聖
者
觀
の
特
徵
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
話
的
世
界
や
神
々
の
世
界
に
限
定
し

て
聖
者
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
聖
者
は
、
人
が
そ
れ
に
な
り
得
る
と
こ
ろ
の
理
想
的
人
閒
像
を
も
示
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（

９
）。
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　　聖者觀の二系統

そ
し
て
修
行
の
枠
組
み
が
聞
・
思
・
修
の
三
慧
を
順
に
經
て
無
學
へ
と
至
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
佛
敎
が
修

行
に
よ
る
聖
へ
の
轉
入
の
可
能
性
を
標
榜
す
る
こ
と
は
、
道
敎
に
お
け
る
「
神
仙
學
ん
で
得
べ
し
」
の
是
非
論
（『
抱
朴
子
』
辨
問
篇
、

對
俗
篇
）
や
、
儒
敎
に
お
け
る
「
聖
人
學
ん
で
至
る
べ
し
」
の
論（

10
）

佛
敎
や
道
敎
の
そ
れ
よ
り
數
世
紀
後
の
論
で
あ
る
が

と
あ

わ
せ
て
、
最
終
的
に
は
漢
文
化
全
體
の
流
れ
の
中
で
理
解
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う（

11
）。

　
凡
聖
の
相
違
に
關
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
葬
法
に
も
顯
著
で
あ
る
。『
高
僧
傳
』
卷
三
・
智
嚴
傳
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
で
は
凡
夫
と

聖
者
と
で
は
火
葬
の
場
所
が
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
〔
五
〇
、
三
三
九
下
〕
。
同
卷
十
一
・
普
恆
傳
に
よ
れ
ば
、
宋
の
昇
明
三
年
（
四
七

九
）
に
七
十
八
歲
で
卒
し
た
普
恆
は
、
手
の
三
指
を
曲
げ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
生
前
は
黑
か
っ
た
體
が
、
亡
く
な
る
と
眞
っ
白
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
悟
り
を
得
た
人
に
對
す
る
方
法
を
も
っ
て
彼
は
荼
毘
に
付
さ
れ
た
と
い
う
〔
五
〇
、
三
九
九
中
〕
。
手
の
三
指
を

曲
げ
る
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
聲
聞
系
修
行
論
に
お
け
る
第
三
不
還
果
に
到
逹
し
た
こ
と
の
象
徵
表
現
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
譯
語
と
し
て
の
「
聖
」

　　
「
聖
」
の
譯
語
と
し
て
の
意
義
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。「
聖
」
と
譯
さ
れ
る
梵
語
の
代
表
はārya

（
聖
な
る
、
尊
き
、
高
貴
な
）
で

あ
る
。
同
じ
意
味
を
表
わ
す
別
な
表
現
と
し
て
は
、「
出
世
閒
」
と
譯
さ
れ
るlokottara

又
はalaukika

（
世
俗
よ
り
上
位
の
／
非
世
俗

的
）
や
、「
上
人
」
と
譯
さ
れ
るuttaram

anus. ya

（
上
位
の
／
す
ぐ
れ
た
人
閒
）
、
牟
尼
と
音
譯
さ
れ
るm

uni

等
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
、

satpurus. a

（
正
し
い
、
眞
實
の
男
）
も
文
脈
に
よ
っ
て
は
聖
者
を
意
味
し
得
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
對
す
る
漢
譯
の
定
譯
表
現
は
な
い
ご

と
く
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
譯
語
と
し
て
の
「
賢
聖
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
、
賢
者
と
聖
者
を
意
味
す
る
が
、
西
晉
・
竺
法

護
譯
『
正
法
華
經
』
に
お
い
て
は
「
賢
聖
」
は
槪
ねārya

（
聖
）
の
譯
か
、
も
し
く
はsubhadraka

（
す
ぐ
れ
て
賢
き
者
）
等
の
譯
の
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よ
う
で
あ
っ
て
、「
賢
」
と
「
聖
」
を
併
記
し
た
り
嚴
密
に
區
別
し
た
り
す
る
よ
う
な
用
例
は
む
し
ろ
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る（

12
）。

ち

な
み
に
「
賢
」
の
み
を
單
獨
で
用
い
る
例
と
し
て
「
賢
者
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
經
に
お
い
て
はāyus. m

at

（
長
老
、
具
壽
）
の
譯

で
あ
る
。
一
般
に
はbhadra

（
賢
き
者
）
の
譯
で
も
あ
り
得
る
。
又
こ
れ
と
は
別
に
、
漢
譯
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
修
道
論
で
は
「
賢
聖
」
と

い
う
表
現
を
用
い
、
賢
者
を
三
段
階
に
わ
け
て
「
三
賢
」
と
し
た
り
、
聖
者
の
四
位
と
あ
わ
せ
て
「
七
賢
聖
」
と
表
現
す
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
イ
ン
ド
語
原
典
に
は
「
賢
」
に
直
接
對
應
す
る
語
は
な
い
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
か
か
る
「
賢

聖
」
の
初
出
は
、
東
晉
の
僧
伽
提
婆
が
慧
遠
ら
と
共
に
譯
し
た
『
阿
毘
曇
心
論
』
賢
聖
品
（
三
九
一
年
譯
出
）
で
あ
る
と
さ
れ
る（

13
）。

以

上
よ
り
、
定
型
表
現
「
賢
聖
」
に
お
け
る
「
賢
」
の
槪
念
は
、
イ
ン
ド
に
は
明
確
な
根
據
や
對
應
を
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
中
國
の
聖
者
觀
を
檢
討
す
る
際
に
は
儒
敎
の
「
聖
人
」
の
み
な
ら
ず
、
道
敎
の
「
仙
人
」
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、「
仙
」

は
佛
典
で
も
譯
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
譯
語
「
仙
」
に
對
應
す
る
梵
語
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
詩
節
を
神
々
よ
り
聽
き
受

け
た
聖
仙
な
ど
を
指
すr. s. i

で
あ
る
場
合
や
そ
の
他
が
あ
る
。

　　
　
　
四
　
聖
者
を
め
ぐ
る
自
稱
と
他
稱
の
問
題

　　
次
に
、
い
か
な
る
條
件
を
み
た
せ
ば
人
は
聖
者
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
、
誰
が
聖
者
と
認
定
す
る
の
か
と
い
う
點
を
考
え
て
み
よ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
我
は
聖
者
な
り
と
自
ら
稱
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
周
圍
が
そ
の
よ
う
に
認
め
た
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
た

だ
し
そ
の
認
定
過
程
は
不
明
な
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
以
降
の
キ
リ
ス
ト
敎
カ

ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
聖
者
號
を
與
え
る
制
度
と
し
て
列
聖
（canonization

）
が
嚴
密
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
中
世
の
中
國
佛
敎

に
は
そ
の
よ
う
な
制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た（

14
）。

ま
た
、
聖
者
と
認
定
さ
れ
る
の
が
い
つ
か
、
生
前
か
死
後
か
に
關
し
て
い
え
ば
、
カ

ト
リ
ッ
ク
で
は
生
前
の
聖
者
は
認
め
ら
れ
ず
、
聖
者
は
必
ず
そ
の
死
後
に
聖
者
と
認
定
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
が
、
中
國
佛
敎
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の
場
合
に
は
、
生
前
か
ら
聖
者
と
認
め
ら
れ
た
場
合
も
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
自
稱
に
よ
る
聖
者

そ
の
最
初
期
の
事
例
は
釋

尊
で
あ
る
が

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
等
と
は
大
き
く
異
な
る
點
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
、
歷
史
的
に
見

て
、
自
稱
が
僞
の
聖
者

聖
者
の
詐
稱

を
生
む
溫
床
と
も
な
り
得
た
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。

　
僧
侶
の
人
と
な
り
や
行
動
の
秀
逸
さ
故
に
周
圍
の
人
々
が
聖
者
と
み
な
し
た
話
は
多
い
。
た
と
え
ば
『
高
僧
傳
』
卷
一
・
曇
摩
耶

舍
傳
の
「
常
に
神
明
と
交
接
す
る
も
俯
し
て
は
曚
俗
と
同
じ
。
迹
は
未
だ
彰
ら
か
な
ら
ず
と
雖
も
、
時
人
は
咸
な
已
に
聖
果
に
の
ぼ階
れ

り
と
お
も謂
う
」
〔
五
〇
、
三
二
九
下
〕
。
こ
れ
と
同
樣
に
周
圍
の
人
々
が
「
聖
」
と
判
斷
し
た
話
は
枚
擧
に
い
と
ま
な
く
、『
高
僧
傳
』
卷

二
・
弗
若
多
羅
傳
〔
五
〇
、
三
三
三
上
〕
、
佛
駄
跋
陀
羅
傳
〔
三
三
四
下
〕
、
曇
無
讖
傳
〔
三
三
六
上
〕
、
卷
三
・
曇
無
竭
傳
〔
三
三
八

下
〕
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
六
・
佛
陀
禪
師
傳
〔
五
五
一
上
〕
、
卷
八
・
法
瑗
傳
〔
三
七
六
下
〕
、
卷
十
・
慧
安
傳
〔
三
九
三
下
〕
、
卷
十

一
・
玄
高
傳
〔
三
九
八
上
中
〕
、『
比
丘
尼
傳
』
卷
二
・
靜
稱
傳
〔
九
四
〇
上
〕
、『
太
平
廣
記
』
卷
一
百
五
・
唐
臨
安
陳
哲
條
そ
の
他
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
當
該
人
物
が
聖
者
と
見
な
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
多
く
の
場
合
、
竝
々
な
ら
ぬ
禪
定
を
發
揮

し
た
こ
と
や
、
一
種
の
超
常
現
象
を
現
わ
し
た
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
一
方
、
自
ら
を
聖
者
で
あ
る
と
自
覺
し
た
例
を
『
高
僧
傳
』
に
求
め
る
と
、
ま
ず
卷
三
に
、
遺
言
偈
を
作
っ
て
自
ら
の
生
涯
を
振

り
返
り
、「
摩
羅
婆
國
界
に
て
、
始
め
て
初
聖
果
を
得
、
阿
蘭
若
の
山
寺
に
て
、
迹
を
か
く遁
し
て
遠
離
を
修
む
。
後
、
師
子
國
の
劫
波
利

と
名
づ
く
る
村
に
お
い
て
、
進
ん
で
二
果

是
に
斯
陀
含
と
名
づ
く

を
修
得
す
」
と
記
し
た
求
那
跋
摩
が
い
る
〔
五
〇
、
三
四

二
上
中
〕
。
卷
十
・
保
誌
（
寶
誌
）
傳
に
は
、
保
誌
が
臨
終
に
あ
た
り
、
自
ら
に
つ
い
て
「
菩
薩
將
に
去
ら
ん
と
す
」
と
言
い
、「
未
だ

旬
日
に
及
ば
ず
し
て
無
疾
に
し
て
終
わ
る
。
屍
骸
は
香
わ
し
く
軟
ら
か
な
り
。
形
貎
は
煕
悅
す
る
が
ご
と
し
」
〔
五
〇
、
三
九
四
下
〕

と
あ
る
の
も
、
自
ら
を
聖
者
の
菩
薩
と
稱
し
た
も
の
と
解
釋
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
唐
・
樓
穎
撰
『
善
慧
大
師
錄
』
卷
一
に
よ
れ
ば
、

善
慧
大
士
傅
翕
（
四
九
七
―
五
六
九
）
は
、
嘗
つ
て
弟
子
に
、
首
楞
嚴
三
昧
や
無
漏
智
を
得
た
と
自
ら
語
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ

を
受
け
て
、
弟
子
た
ち
は
皆
、
首
楞
嚴
三
昧
は
十
地
の
菩
薩
の
み
に
可
能
な
三
昧
で
あ
る
か
ら
、
師
は
十
地
の
菩
薩
に
ち
が
い
な
い
、
381



と
判
斷
し
た
と
い
う
〔
續
藏
一
、
二
、
二
五
、
一
、
一
葉
ａ
〕
。
ま
た
さ
ら
に
、
梁
の
道
士
陶
弘
景
は
、
夢
に
お
け
る
佛
の
授
記
を
機
緣

と
し
て
自
ら
が
七
地
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
自
覺
し
た
と
い
う
（『
梁
書
』
卷
五
一
・
陶
弘
景
傳
、『
文
苑
英
華
』
卷
八
七
三
・
梁
蕭
綸
『
隱
居

貞
白
先
生
陶
君
碑（
15
）』）
。

　
こ
の
よ
う
に
佛
敎
に
お
け
る
聖
者
に
は
、
周
圍
の
判
斷
風
評
に
よ
る
場
合
と
自
稱
に
よ
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、

い
つ
も
必
ず
自
他
の
判
斷
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
人
の
意
識
と
周
圍
の
判
斷
が
ず
れ
る
場
合
も
あ
り
得
た
。
自
ら
は
凡
夫
の

自
覺
を
有
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
周
圍
に
聖
者
と
目
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
七
の
僧
崖
を
擧
げ
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
僧
崖
は
捨
身
を
行
な
っ
た
人
物（

16
）と

し
て
知
ら
れ
る
。
彼
は
自
ら
を
凡
夫
と
す
る
意
識
か
ら
、「
我
は
是
れ
凡
夫
な
り
。
誓

い
て
地
獄
に
入
り
、
苦
を
衆
生
と
代
わ
り
、
願
わ
く
は
佛
と
成
ら
し
め
ん
こ
と
を
」
と
の
意
圖
で
捨
身
を
實
施
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

周
圍
の
者
た
ち
か
ら
は
「
聖
人
」
と
見
な
さ
れ
た
〔
五
〇
、
六
七
九
中
下
〕
。

　
こ
れ
と
は
逆
に
、
自
ら
恣
意
的
に
聖
者
を
名
の
る
と
き
、
そ
こ
に
は
僞
聖
者
が
出
現
す
る（

17
）。

そ
の
典
型
と
し
て
は
、『
魏
書
』
卷

九
・
肅
宗
紀
第
九
お
よ
び
『
魏
書
』
卷
十
九
上
・
京
兆
王
傳
に
み
え
る
沙
門
法
慶
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
北
魏
の
延
昌

四
年
（
五
一
五
）
に
冀
州
に
お
い
て
民
衆
を
集
め
て
反
亂
を
お
こ
し
、
自
ら
大
乘
と
稱
し
て
人
々
を
誑
か
し
、
一
人
を
殺
せ
ば
初
地
の

菩
薩
で
あ
り
、
十
人
殺
害
す
れ
ば
十
地
菩
薩
で
あ
る
と
稱
し
た
。
ま
た
狂
藥
を
合
し
て
人
々
に
飮
ま
せ
肉
親
す
ら
識
別
で
き
な
い
よ

う
に
さ
せ
た
上
で
殺
人
機
械
と
化
せ
し
め
た
。
暴
徒
は
さ
ら
に
寺
舍
を
破
壞
し
、
僧
尼
を
斬
戮
し
、
經
典
や
佛
像
に
火
を
付
け
て
、

新
佛
が
世
に
出
現
し
、
舊
魔
を
除
去
す
る
の
だ
と
言
い
、
狼
藉
の
限
り
を
盡
く
し
世
を
混
亂
に
陷
れ
た
。
ま
た
、『
出
三
藏
記
集
』
卷

五
〔
五
五
、
四
〇
中
〕
や
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
十
一
〔
四
九
、
九
五
上
〕
に
よ
れ
ば
、
梁
天
監
九
年
（
五
一
〇
）
、
郢
州
の
沙
門
釋
妙
光
は

「
薩
婆
若
陀
眷
屬
莊
嚴
經
一
卷
」
な
る
も
の
を
捏
造
し
、
立
派
な
僧
侶
の
ふ
り
を
し
て
諸
の
尼
や
女
性
を
誑
か
し
た
。
そ
の
結
果
、
人

は
み
な
彼
を
「
聖
道
」
（
聖
な
る
道
人
）
と
呼
ん
で
崇
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、『
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
僧
璩
傳
に
は
、
沙

門
僧
定
な
る
者
が
自
ら
不
還
果
（
第
三
果
）
を
證
得
し
た
と
言
っ
て
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
〔
五
〇
、
四
〇
一
上
中
〕
。
こ
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の
よ
う
に
自
稱
の
聖
者
に
は
、
確
か
に
純
正
な
る
自
稱
聖
者
の
實
在
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
僞
の
聖
者
を
生
み
出
す
背
景
と
な
り

得
る
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。
自
稱
と
僞
宗
敎
家
の
問
題
は
恐
ら
く
そ
の
ま
ま
現
代
に
も
當
て
は
ま
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
中
國
佛
敎
史
に
お
け
る
聖
者
の
認
定
過
程
に
は
不
明
な
點
が
多
い
こ
と
と
關
連
し
て
、
高
僧
の
傳
に
は
「
聖
人
」「
聖

僧
」「
聖
沙
彌
」
等
の
語
が
、
特
に
明
確
に
規
定
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
單
な
る
僧
侶
へ
の
敬
稱
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
の

あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
『
高
僧
傳
』
卷
五
・
道
安
傳
に
、「（
道
）
安
は
先
に
羅
什
の
西
國
に
在
る
を
聞
き
、
共

に
講
析
せ
ん
こ
と
を
思
い
、
每
に
（
苻
）
堅
に
勸
め
て
之
を
取
ら
し
め
ん
と
す
。
什
も
亦
た
遠
く
よ
り
安
の
風
を
聞
き
、
是
れ
東
方

の
聖
人
な
り
と
謂
い
、
恆
に
遙
か
よ
り
之
に
禮
す
」
〔
五
〇
、
三
五
四
上
〕
と
あ
る
の
は
、
聖
人
性
の
根
據
を
明
示
せ
ぬ
ま
ま
に
尊
敬

の
對
象
を
聖
人
と
み
な
し
た
例
で
あ
る
。
類
似
の
事
例
は
『
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
普
恆
傳
〔
五
〇
、
三
九
九
中
〕
、『
比
丘
尼
傳
』
卷

一
・
道
容
傳
〔
九
三
六
中
〕
、『
法
苑
珠
林
』
卷
四
十
二
引
『
冥
祥
記
』
晉
尼
竺
道
容
條
〔
五
三
、
六
一
六
中
〕
、『
續
高
僧
傳
』
卷
八
・

法
上
傳
〔
五
〇
、
四
八
五
上
〕
、『
同
』
卷
二
十
一
・
慧
光
傳
〔
六
〇
七
中
〕
等
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
僧
侶
へ
の

尊
敬
を
こ
め
た
第
二
人
稱
と
し
て
、
會
話
表
現
の
な
か
で
相
手
の
僧
侶
を
「
上
人
」「
上
聖
」
等
と
呼
ぶ
例
は
、『
高
僧
傳
』
卷
七
・

道
溫
傳
〔
五
〇
、
三
七
二
下
〕
や
『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
九
・
明
逹
傳
〔
六
九
一
下
〕
等
に
指
摘
で
き
る
。

　　
　
　
五
　
億
單
容
易
な
る
聖
者
化

そ
の
說
話
的
性
格

　　
佛
敎
文
獻
に
は
、
あ
る
人
物
を
稱
揚
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
聖
者
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
安
直
な
形
で
記
す
も
の
が

あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
話
は
し
ば
し
ば
僧
傳
の
類
に
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
說
話
的
性
格
と
大
き
く
關
與
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、『
高
僧
傳
』
卷
一
・
鳩
摩
羅
什
傳
に
よ
れ
ば
、
篤
信
の
佛
敎
信
者
で
あ
っ
た
羅
什
の
母
は
出
家
を
夫
に
願
い
出
た
が
ど
う

し
て
も
許
さ
れ
ず
、
後
に
再
び
强
く
出
家
を
望
ん
だ
結
果
、
若
し
落
髮
せ
ざ
れ
ば
飮
⻝
を
咽
ま
ず
と
誓
い
を
立
て
た
。
六
日
目
の
夜
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に
な
り
氣
力
が
盡
き
果
て
た
の
を
み
た
夫
は
、
も
は
や
こ
の
ま
ま
で
は
明
旦
ま
で
も
つ
ま
い
と
懼
れ
、
遂
に
出
家
を
許
し
た
。
そ
し

て
翌
日
に
は
受
戒
し
て
禪
法
に
勵
ん
だ
結
果
、
初
果
を
學
得
し
た
と
い
う
〔
五
〇
、
三
三
〇
中
〕
。
同
じ
羅
什
傳
は
、
ア
ク
シ
ャ
ヤ
マ

テ
ィ
と
い
う
名
の
王
女
が
尼
と
な
り
、
經
典
を
博
搜
勉
學
し
て
禪
定
を
極
め
、
二
果
を
證
し
た
こ
と
を
も
記
す
〔
五
〇
、
三
三
一
上
〕
。

　
さ
ら
に
『
名
僧
傳
抄
』
の
引
く
『
名
僧
傳
』
卷
二
十
五
の
法
惠
傳
な
ら
び
に
『
比
丘
尼
傳
』
卷
四
の
馮
尼
傳
に
よ
れ
ば
、
法
惠
な

る
法
師
は
龜
玆
國
金
花
寺
を
訪
れ
た
と
き
、
客
人
へ
の
歡
待
と
し
て
葡
萄
酒
一
斗
五
升
を
勸
め
ら
れ
た
。
求
法
の
身
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
一
端
は
拒
ん
だ
が
、
結
局
は
意
を
受
け
て
飮
ん
だ
と
こ
ろ
、
大
い
に
惡
醉
い
し
た
。
そ
の
後
、「
法
惠
は
酒
よ
り
醒
め
、
自
ら

戒
を
犯
せ
し
こ
と
を
知
り
、
追
っ
て
大
い
に
慚
愧
し
、
自
ら
其
の
身
を
槌
ち
て
、
所
行
を
悔
責
し
、
自
ら
命
を
害
せ
ん
と
欲
す
。
此

の
思
惟
に
因
り
て
、
第
三
果
を
得
」
た
と
い
う
〔
五
〇
、
九
四
六
中
〕
。
龜
玆
の
一
帶
で
僧
侶
が
ワ
イ
ン
を
飮
ん
で
い
た
ら
し
い
こ
と

に
も
大
い
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
醉
い
の
反
省
を
機
緣
と
し
て
阿
羅
漢
果
直
前
の
三
果
に
ま
で
逹
し
た
と
い
う
の
は
、
說
話
的

に
は
面
白
い
が
、
修
行
の
階
梯
か
ら
す
れ
ば
荒
唐
無
稽
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

　
『
法
苑
珠
林
』
卷
二
十
の
引
く
『
冥
祥
記
』
に
よ
れ
ば
、
宋
の
沙
門
の
釋
慧
全
は
、
涼
州
の
禪
師
と
し
て
門
徒
五
百
人
を
敎
え
て
い

た
が
、
そ
の
中
に
ひ
と
り
、
性
格
の
い
さ
さ
か
麁
暴
な
る
弟
子
が
お
り
、
自
ら
「
三
道
果
」
す
な
わ
ち
三
果
を
得
た
と
言
っ
た
。
慧
全

は
普
段
の
行
な
い
か
ら
相
手
に
し
な
か
っ
た
が
、
實
は
後
に
そ
の
弟
子
が
超
常
現
象
を
示
し
て
み
せ
た
と
い
う
〔
五
三
、
四
二
九
上
〕
。

　
さ
ら
に
、『
太
平
廣
記
』
卷
九
十
一
お
よ
び
『
南
嶽
總
勝
集
』
卷
下
〔
五
一
、
一
〇
八
一
下
〕
に
も
聖
者
の
位
を
め
ぐ
る
不
思
議
な
話

が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
の
則
天
武
后
の
と
き
、
徐
敬
業
な
る
人
物
が
揚
州
に
て
反
亂
し
、
則
天
は
こ
れ
を
討
っ
た
た
め
、
軍
は
敗

れ
て
遁
走
し
た
。
敬
業
は
以
前
よ
り
子
供
を
一
人
養
育
し
て
い
て
、
そ
の
容
貎
が
自
分
と
よ
く
似
て
い
た
た
め
、
か
わ
い
が
っ
て
い

た
。
敬
業
が
破
れ
た
と
き
、
そ
の
子
供
も
捕
ま
え
ら
れ
、
則
天
の
軍
の
者
た
ち
は
子
供
を
斬
殺
し
た
。
そ
の
と
き
彼
を
敬
業
と
勘
違
い

し
た
。
敬
業
じ
し
ん
は
仲
閒
數
十
人
と
共
に
大
孤
山
に
隱
れ
て
剃
髮
し
僧
形
と
な
っ
た
。
話
か
わ
っ
て
天
寶
の
初
年
（
七
四
二
）
、
九

十
歲
を
超
え
た
住
括
と
い
う
名
の
老
僧
が
弟
子
と
共
に
南
嶽
衡
山
の
寺
に
趣
き
、
一
ヶ
月
ほ
ど
滯
在
し
た
後
、
あ
る
時
と
つ
ぜ
ん
諸
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僧
を
集
め
て
、
殺
人
の
罪
を
懺
悔
し
始
め
た
。
老
僧
は
、「
汝
ら
は
徐
敬
業
な
る
者
の
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
。
そ
れ
は
私
だ
。

わ
が
兵
は
敗
れ
て
、
大
孤
山
に
入
り
、
そ
こ
で
修
行
に
勵
ん
だ
の
だ
。
い
ま
私
は
死
に
ゆ
く
。
だ
か
ら
こ
の
寺
に
來
て
、
世
の
中
の
者

た
ち
に
、
わ
た
し
が
四
果
を
證
得
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
の
だ
」
と
い
い
、
自
ら
の
死
期
を
示
し
、
そ
の
通
り
に
卒
し
、
衡
山
に
葬

ら
れ
た
と
い
う
。
な
お
『
太
平
廣
記
』
は
そ
の
末
尾
に
出
典
と
し
て
「
紀
聞
に
出
づ
」
と
い
う
が
、
典
據
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
話
は
い
ず
れ
も
說
話
と
し
て
は
面
白
い
が
、
現
實
味
の
乏
し
い
、
怪
し
げ
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
い
ず
れ

も
が
三
果
、
四
果
（
阿
羅
漢
果
）
等
と
聲
聞
乘
系
統
の
修
行
體
系
に
沿
っ
た
聖
者
表
現
を
と
る
こ
と
に
は
留
意
し
た
い
。
一
般
に
、
大

乘
の
徒
た
る
こ
と
を
自
認
す
る
中
國
の
佛
敎
者
た
ち
が
何
故
に
聲
聞
乘
つ
ま
り
小
乘
の
體
系
を
用
い
る
の
か
、
そ
こ
に
は
何
か
特
別

の
ニ
ュ
ア
ン
ス

あ
た
か
も
聖
者
表
現
と
し
て
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
重
視
す
る
あ
ま
り
現
實
性
に
關
心
が
向
か
な
い
よ
う
な

が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
本
節
の
最
後
に
、
も
う
ひ
と
つ
、
戒
律
を
め
ぐ
っ
て
大
乘
と
小
乘
の
聖
者
の
相
違
を
中
世
中
國
の
佛
敎
徒
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
か
を
端
的
に
傳
え
る
說
話
を
紹
介
し
よ
う
。
大
藏
經
中
に
は
見
い
だ
せ
な
い
話
な
の
で
あ
る
が
、『
太
平
廣
記
』
卷
九
十
一
・
法

琳
の
條
に
次
の
よ
う
な
實
に
面
白
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。

唐
の
武
德
中
（
六
一
八
―
六
二
六
）
、
終
南
山
の
（
道
）
宣
律
師
は
戒
律
を
修
持
し
、
感
ず
ら
く

天
人
韋
將
軍
等
十
二
人
、

天
よ
り
降
り
て
、
旁
ら
に
衞
護
を
加
う
。
內
に
南
天
王
子
張
璵
あ
り
、
常
に
律
師
に
侍
る
。
時
に
法
琳
道
人
は
酒
を
飮
み
肉
を

⻝
ら
い
、
交
遊
を
擇
ば
ず
、
妻
子
を
も有
つ
に
至
る
。（
道
宣
）
律
師
は
城
內
に
在
り
、
法
琳
の
之
を
よ過
ぎ
る
も
、
律
師
は
こ
れ焉
に
禮

せ
ず
。
天
王
子
、
律
師
に
謂
い
て
曰
わ
く
、「
自
ら
何
如
な
る
人
と
お

も
以
爲
う
や
」
と
。
律
師
曰
わ
く
、「
吾
れ
は
頗
る
聖
な
り
」。

王
子
曰
わ
く
。「
師
は
未
だ
聖
な
ら
ず
。
四
果
（
＝
阿
羅
漢
果
）
の
人
な
る
の
み
。
法
琳
道
人
は
卽
ち
是
れ
聖
人
な
り
」
と
。
律
師

曰
わ
く
、「
彼
の
破
戒
す
る
こ
と
此
の
如
し
。
安
ん
ぞ
聖
た
る
を
得
ん
か
」
と
。
王
子
曰
わ
く
、「
彼
の
菩
薩
の
地
位
は
師
の
知

る
所
に
非
ず
。
然
れ
ば
彼
の
更
め
て
來
た
れ
ば
、
師
は
其
れ
善
く
之
を
待
せ
よ
」
と
。
律
師
は
乃
ち
觀
を
改
む
。
後
、
法
琳
醉
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い
、
に
わ猝
か
に
律
師
に
い
た造
り
、
直
か
に
其
の
牀
に
坐
り
、
牀
下
に
吐
く
。
臭
穢
甚
だ
し
と
雖
ど
も
、
律
師
は
敢
え
て
之
を
い
と嫌
わ
ず
。

因
り
て
手
を
以
て
造
功
德
錢
を
攫
み
、
之
が
袖
中
に
納
れ
て
徑
ち
に
去
り
、
便
ち
も
つ將
て
酒
を
か沽
い
肉
を
か巿
う
。
錢
盡
き
れ
ば
復

た
取
ら
ん
と
す
。
律
師
は
見
れ
ば
卽
ち
之
に
與
う
。
後
、
唐
の
高
祖
、
道
士
の
言
を
納
れ
、
將
に
佛
法
を
滅
す
る
に
、
法
琳
は

諸
の
道
士
と
論
を
競
い
、
道
士
は
慙
じ
服
し
、
又
た
高
祖
の
龍
顏
を
犯
し
、
固
よ
り
佛
法
と
爭
う
も
、
佛
法
の
全
き
を
得
る
は
、

琳
の
力
な
り
。
佛
經
護
法
の
菩
薩
と
は
其
れ
琳
の
謂
な
ら
ん
か
〈
感
通
記
に
出
づ
〉
。

あ
く
ま
で
架
空
の
感
應
話
で
あ
り
、
敢
え
て
現
實
性
を
云
々
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
が
、
戒
律
を
守
ろ
う
と
す
る
道
宣
を
「
未
だ
聖

な
ら
ざ
る
四
果
の
人
に
す
ぎ
ぬ
」
と
小
乘
系
の
聖
者
表
現
を
も
っ
て
斷
ず
る
一
方
で
、
破
戒
の
限
り
を
盡
く
し
な
が
ら
も
護
法
に
つ

と
め
た
法
琳
の
方
こ
そ
は
眞
實
の
聖
者
で
あ
る
と
言
わ
ん
と
す
る
點
に
は
、
興
味
の
つ
き
ぬ
面
白
さ
が
あ
る
。

　　
　
　
六
　
多
數
の
聖
者
と
稀
少
な
る
聖
者
と

　　
前
節
に
み
た
說
話
的
性
格
の
濃
厚
な
聖
者
譚
は
、
比
較
的
多
數
の
聖
者
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
と
の
前
提
を
暗
に
認
め
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
世
に
聖
者
な
ど
い
る
筈
は
な
い
と
い
う
信
念
の
も
と
に
は
、
第
三
果
や
阿
羅
漢
果
を
悟
っ
た
こ
と
な
ど
、
た
と
え
お
話

し
と
し
て
も
成
り
立
ち
よ
う
が
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
〈
比
較
的
多
數
の
聖
者
を
認
め
る
流
れ
〉
は
、
中
國
宗
敎
文
化
に
お
い

て
は
佛
敎
以
外
に
も
類
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
廣
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
晉
の
葛
洪
『
神
仙
傳
』
卷
五
の
陰

長
生
傳
に
、「
古
よ
り
得
仙
者
は
多
し
。
論
を
盡
く
す
べ
か
ら
ず
。
但
だ
漢
興
よ
り
已
來
、
得
仙
者
は
四
十
五
人
な
り
、
余
を
連
ね
れ

ば
（
四
十
）
六
た
り
。
二
十
人
は
尸
解
し
、
餘
の
者
は
白
日
昇
天
す
」
と
あ
る
が
ご
と
き
、
多
數
の
「
得
仙
者
」
（
仙
人
と
な
っ
た
者
）

を
認
め
る
傾
向
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
た
萬
人
周
知
で
あ
る
が
、『
世
說
新
語
』
文
學
篇
の
梁
・
劉
孝
標
注
に
「
劉
子
政
の
『
列
仙
傳
』

に
曰
く
」
と
し
て
、「
百
家
の
中
を
歷
觀
し
、
以
て
相
い
檢
驗
す
る
に
、
得
仙
者
は
百
四
十
六
人
、
其
の
七
十
四
人
は
已
に
佛
經
に
在
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り
」
云
々
と
佛
敎
と
の
關
連
を
示
す
の
は
、
直
後
の
時
代
に
は
後
人
の
插
入
句
と
し
て
否
定
さ
れ
た
（『
顏
氏
家
訓
』
書
證
篇
）
と
は
い

え
、
佛
敎
の
聖
者
と
道
敎
の
仙
人
が
パ
ラ
レ
ル
な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
吿
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
儒
の
流
れ
に
お
い
て
治
世
の
聖
人
と
し
て
皇
帝
を
聖
人
と
す
る
「
聖
王
」
の
槪
念
が
成
立
し
た
の
と
同
樣
に
、
佛
敎
に
お

い
て
は
北
魏
で
皇
帝
卽
如
來
論
が
成
立
し
た
。『
魏
書
』
釋
老
志
に
は
、
太
祖
道
武
帝
を
「
當
今
の
如
來
」
と
し
て
禮
す
べ
し
と
の
沙

門
法
果
の
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、〈
多
數
の
聖
者
を
認
め
る
流
れ
〉
に
屬
す
る
資
料
を
槪
觀
し
て
き
た
が
、
一
方
、
中
國
宗
敎
文
化
に
お
い
て
は
〈
聖
者
を
極

め
て
稀
少
で
あ
る
と
す
る
流
れ
〉
も
同
時
竝
行
的
に
存
在
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
考
察
視
點
を
想
定
可
能
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
儒
敎
の
聖
人
不
在
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
よ
く
知
ら
れ
た
『
孟
子
』
盡
心
下
の
一
節
、「
孟
子
曰
く
。
堯
舜
よ
り
湯
に
至

る
ま
で
は
五
百
有
餘
歲
な
り
。
…
…
湯
よ
り
文
王
に
至
る
ま
で
は
五
百
有
餘
歲
な
り
。
…
…
文
王
よ
り
孔
子
に
至
る
ま
で
は
五
百
有

餘
歲
な
り
。
…
…
孔
子
よ
りこ
の
か來た
今
に
至
る
ま
で
は
百
有
餘
歲
な
り
。
聖
人
の
世
を
去
る
こ
と
此
の
若
く
其
れ
未
だ
遠
か
ら
ざ
る
な

り
。
聖
人
の
居
に
近
き
こ
と
此
の
若
く
其
れ
甚
だ
し
き
な
り
。
然
り
而
う
し
て
た
も有
つ
こ
と
無
く
ん
ば
、
則
ち
亦
た
有
つ
こ
と
無
か
ら

ん
」
と
い
う
言
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
う
け
た
韓
愈
『
原
道
』
の
言
、
す
な
わ
ち
「
曰
わ
く
。
斯
の
道
は
何
の
道
ぞ
や
。
曰
わ

く
。
斯
れ
吾
が
謂
う
所
の
道
な
り
。
さ
き向
に
謂
う
所
の
老
と
佛
の
道
に
は
非
ざ
る
な
り
。
堯
は
是
を
以
て
之
を
舜
に
傳
え
、
舜
は
是
を

以
て
之
を
禹
に
傳
え
、
禹
は
是
を
以
て
之
を
湯
に
傳
え
、
湯
は
是
を
以
て
之
を
文
武
周
公
に
傳
え
、
文
武
周
公
は
之
を
孔
子
に
傳
え
、

孔
子
は
之
を
孟
軻
に
傳
え
、
軻
の
死
す
る
や
、
其
の
傳
う
る
こ
と
を
得
ず
」
は
、
過
去
の
五
百
餘
年
を
單
位
と
す
る
聖
人
の
輩
出
が

孔
子
を
も
っ
て
終
わ
り
、
更
に
そ
れ
を
傳
え
よ
う
と
し
た
孟
子
以
降
は
聖
者
の
傳
統
が
斷
絕
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　
こ
れ
と
同
樣
の
、
五
百
年
な
い
し
千
年
を
單
位
と
し
て
聖
人
が
輩
出
し
た
こ
と
を
說
く
文
獻
と
し
て
は
、
ほ
か
に
儒
敎
で
は
『
孟

子
』
公
孫
丑
上
の
「
五
百
年
に
必
ず
王
者
の
興
る
有
り
」
が
、
道
敎
系
の
發
想
と
し
て
は
『
廣
弘
明
集
』
卷
九
の
北
周
の
し
ん
ら
ん

甄
鸞
『
笑

道
論
』
の
、「
文
始
傳
を
案
ず
る
に
云
わ
く
。
五
百
年
に
一
賢
あ
り
、
千
年
に
一
聖
あ
り
と
」
〔
五
二
、
一
四
六
上
〕
と
い
う
一
節
が
あ
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る（
18
）。『

文
始
傳
』
な
る
も
の
の
實
態
は
不
明
な
が
ら
も
、
道
敎
系
の
少
な
く
と
も
一
部
に
、
五
百
年
千
年
單
位
の
聖
者
出
現
を
是
認
す

る
說
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
。

　
以
上
、
儒
敎
と
道
敎
に
つ
い
て
瞥
見
を
試
み
た
が
、
同
じ
よ
う
な
傾
向
の
考
え
方
は
佛
敎
自
體
の
中
に
も
認
め
ら
れ
ぬ
わ
け
で
は

な
い
。
部
派
佛
敎
の
一
世
界
一
佛
說
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
乘
の
十
方
諸
佛
說
と
對
立
す
る
こ
の
考
え
方
は
、
聲
聞
乘
が
佛
で
は
な
く

阿
羅
漢
を
修
行
目
標
と
し
た
こ
と
と
も
密
接
に
關
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
端
的
に
は
、『
中
阿
含
經
』
卷
四
十
七
の
『
多
界
經
』
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
世
に
轉
輪
王
は
一
人
で
あ
っ
て
二
人
は
同
時
に
あ
り
得
な
い
の
と
同
樣
に
、
如
來
も
一
世
界

に
は
一
人
で
あ
っ
て
二
人
は
同
時
に
あ
り
得
な
い
と
說
か
れ
て
い
る
〔
一
、
七
二
二
下
〕
。
ほ
ぼ
同
じ
文
言
は
玄
奘
譯
『
阿
毘
逹
磨
法

蘊
足
論
』
卷
十
に
も
み
え
る
か
ら
〔
二
六
、
五
〇
二
中
〕
、
一
世
界
（
す
な
わ
ち
一
つ
の
三
千
大
千
世
界
）
に
存
在
す
る
佛
の
數
は
た
だ
一

人
と
い
う
說
は
、
部
派
佛
敎
の
主
勢
力
た
る
說
一
切
有
部
に
ま
で
保
持
さ
れ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
說
に
立
つ
限

り
、
人
閒
は
こ
の
世
で
自
ら
佛
と
成
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
本
稿
冒
頭
に
ふ
れ
た
龍
樹
や
無
著
を
初
地
の
菩
薩
と
す
る
よ
う
な
大
乘
の
聖
者
觀
も
、
恐
ら
く
は
上
述
の
ご
と
き
聖
者
の

數
を
稀
少
と
す
る
流
れ
に
連
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　　
　
　
七
　
修
行
階
位
說
の
成
立
と
解
釋
の
諸
相

そ
の
槪
要

　　
六
朝
時
代
、
と
り
わ
け
東
晉
か
ら
劉
宋
の
初
め
頃
ま
で
の
佛
敎
に
お
い
て
聖
人
論
と
い
え
ば
、
謝
靈
運
『
辯
宗
論
』
や
宗
炳
『
明

佛
論
』
等
に
典
型
的
な
、
成
佛
の
理
を
め
ぐ
る
論
と
し
て
大
い
に
流
行
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
佛
敎
の
聖
人
と
は
實
質
的
に
ほ
ぼ
佛

に
限
定
し
た
上
で
聖
人
論
が
立
て
ら
れ
た
。
か
か
る
五
世
紀
前
半
頃
ま
で
の
南
朝
佛
敎
の
議
論
と
、
後
續
す
る
時
代
の
凡
聖
理
論
を

比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
大
き
な
隔
絕
が
あ
る
。
謝
靈
運
ら
の
論
が
淸
談
や
玄
學
の
傳
統
を
背
景
と
し
て
、
悟
り
の
理
論
の
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整
合
性
と
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
の
に
對
し
て
、
そ
の
直
後
か
ら
隋
唐
に
至
る
論
は
、
實
踐
的
修
行
の
理
論
體

系
と
の
か
か
わ
り
で
な
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
聖
と
は
も
は
や
佛
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
凡
聖
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
な
段
階
が

定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
五
世
紀
末
の
南
齊
頃
に
成
立
し
た
疑
經
『
菩
薩
瓔
珞
本
業
經（

19
）』

で
あ
っ
た
。

　
同
經
に
お
い
て
、
菩
薩
の
階
位
は
、
最
初
の
「
十
信
位
」
と
い
う
準
備
段
階
を
經
た
後
、
十
住
位
・
十
行
位
・
十
迴
向
位
と
い
う

所
謂
「
三
十
心
」
を
段
階
的
に
上
昇
し
、
そ
の
後
、
十
地
の
初
地
に
入
り
、
次
い
で
初
地
か
ら
第
十
地
ま
で
の
「
十
地
」
と
、
さ
ら

に
無
垢
地
、
妙
覺
地
の
い
わ
ゆ
る
「
後
二
地
」
へ
と
い
う
四
十
二
賢
聖
門
の
體
系
（「
十
信
位
」
を
あ
わ
せ
る
と
都
合
五
十
二
位
の
體
系
）

と
し
て
成
立
し
、
大
い
な
る
普
及
を
遂
げ
た
。
か
か
る
中
國
佛
敎
獨
自
の
行
位
體
系
と
共
に
、
鳩
摩
羅
什
譯
『
成
實
論
』
卷
十
五
〔
三

二
、
三
六
二
上
〕
等
に
も
と
づ
い
て
凡
夫
位
を
外
凡
夫
と
內
凡
夫
と
に
區
分
す
る
說
も
確
立
し
た
。
そ
し
て
初
發
心
か
ら
十
信
位
の
終

了
ま
で
を
「
外
凡
夫
」
と
し
、
そ
れ
に
續
く
十
住
・
十
行
・
十
迴
向
の
い
わ
ゆ
る
三
十
心
位
を
「
內
凡
夫
」
（「
賢
」
に
相
當
）
と
し
、

か
か
る
「
凡
」
の
諸
階
級
の
後
の
初
地
以
上
を
「
聖
」
と
み
な
す
體
系
が
成
立
し
た
。
あ
わ
せ
て
曇
無
讖
譯
『
大
般
涅
槃
經
』
の
經

文
解
釋
を
通
じ
て
、
四
善
根
位
や
四
向
四
果
な
ど
の
聲
聞
系
の
修
行
階
位
と
の
對
應
づ
け
も
圖
ら
れ
た（

20
）。

そ
の
場
合
、
大
乘
の
初
地

は
聲
聞
乘
の
見
道
に
相
當
す
る
と
し
て
、
大
乘
で
は
初
地
以
上
の
者
が
、
聲
聞
乘
で
は
見
道
以
上
の
者
が
聖
者
と
見
な
さ
れ
た
。

　
南
朝
の
行
位
說
は
直
後
に
北
朝
の
い
わ
ゆ
る
地
論
宗
の
敎
理
學
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
南
朝
說
と
、
六
世
紀
初
頭
の
北

魏
に
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
イ
ン
ド
瑜
伽
行
唯
識
派
の
經
典
の
翻
譯
と
解
釋
と
に
よ
っ
て
、
敎
理
學
が
急
速
に
展
開
し
た
。
彼
ら
は

「
別
敎
」「
通
敎
」「
通
宗
敎
」
と
い
う
新
た
な
分
類
視
點
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
精
緻
に
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
更
に
繁
雜

な
る
體
系
化
を
推
し
進
め
た（

21
）。

天
台
智
顗
ら
の
行
位
說
は
そ
れ
ら
地
論
宗
の
學
說
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
が
先
行
硏
究
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
凡
と
聖
の
境
界
線
を
初
地
と
す
る
說
は
南
朝
よ
り
隋
唐
に
至
る
敎
理
學
に
一
般
に
妥
當
す
る
標
準
的
理
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
對

す
る
異
說
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
天
台
系
敎
理
學
が
、
い
わ
ゆ
る
四
敎
中
、
大
乘
專
門
の
行
位
を
別
敎
と
圓
敎
に
大
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別
す
る
う
ち
の
、
圓
敎
に
お
け
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
台
系
の
一
般
的
解
釋
で
は
、
別
敎
に
お
い
て
は
十
迴
向
の
終
了
ま
で

を
凡
夫
と
す
る
の
に
對
し
て
、
圓
敎
に
お
い
て
は
十
信
位
の
最
終
段
階
ま
で
が
凡
夫
で
あ
り
、
十
住
・
十
行
・
十
迴
向
に
あ
る
者
は

す
べ
て
聖
人
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
說
の
根
據
が
嚴
密
に
い
ず
れ
の
經
典
に
求
め
ら
れ
た
か
は
筆
者
に
は
定
か
で
な
い
の
で
あ

る
が
、
た
だ
一
つ
、
陳
の
眞
諦
（
四
九
九
―
五
六
九
）
の
も
た
ら
し
た
學
說（

22
）が

や
は
り
同
樣
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
卷
三
〔
三
一
、
一
七
四
下
〕
や
同
卷
四
〔
三
一
、
一
七
七
下
〕
に
は
、
初
發
心
よ
り
十

信
位
ま
で
を
凡
夫
、
十
解
（
十
住
に
當
た
る
眞
諦
特
有
の
表
現
）
以
上
を
聖
人
と
す
る
說
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
說
が
眞
諦
自
身
の

見
解
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
唐
・
圓
測
『
仁
王
疏
』
卷
上
本
〔
三
三
、
三
六
九
上
〕
や
同
卷
中
本
〔
三
三
、
三
八
六
下
〕
に
引
用
さ
れ
る

眞
諦
の
言
葉
か
ら
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
天
台
智
顗
の
圓
敎
說
に
お
け
る
凡
聖
の
境
界
線
と
同
樣
の
說
を
先
行
す

る
時
代
の
文
獻
に
求
め
る
と
き
、
眞
諦
說
の
影
響
の
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
唐
の
玄
奘
譯
諸
經
論
の
成
立
を
契
機
に
、
佛
敎
の
敎
理
解
釋
は
、
用
語
法
と
意
味
づ
け
の
雙
方
に
お
い
て
、
玄

奘
の
も
た
ら
し
た
瑜
伽
行
唯
識
派
の
敎
理
體
系
と
譯
語
に
よ
っ
て
塗
り
替
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
凡
聖
の
理
論
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
の

で
は
あ
る
が
、
玄
奘
門
下
の
學
僧
た
ち
は
中
國
成
立
の
疑
經
に
も
と
づ
く
從
來
の
敎
理
體
系
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
唯
識
の
新
理
論
の
用
語
を
補
足
的
に
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
十
信
・
十
住
・

十
行
・
十
迴
向
な
ど
の
中
國
成
立
の
術
語
が
、
玄
奘
の
新
譯
と
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺
よ
り
直
輸
入
さ
れ
た
新
知
見
を
も
っ
て
し
て
も
拒

否
で
き
な
い
程
ま
で
に
、
當
時
の
佛
敎
敎
理
學
の
根
底
に
旣
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
如
實
に
示
し
て
い
る
。
玄
奘
以
降
の
學
僧
た

ち
の
說
は
、
窺
基
『
成
唯
識
論
述
記
』
卷
九
末
〔
四
三
、
五
五
六
中
下
〕
、
同
『
金
剛
般
若
論
會
釋
』
卷
中
〔
四
〇
、
七
六
〇
上
、
七
六
二

中
、
七
六
三
上
〕
、
定
賓
（
八
世
紀
初
）
『
四
分
律
疏
飾
宗
義
記
』
卷
七
本
〔
續
藏
一
、
六
六
、
二
、
二
一
〇
葉
ａ
〕
、
澄
觀
（
七
三
八
―
八

三
九
）
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
疏
』
卷
二
十
六
〔
三
五
、
六
九
七
中
〕
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
複
雜
煩
瑣
な
體
系
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
押
さ
え
て
お
く
な
ら
ば
、
次
の
二
點
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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　　聖者觀の二系統

　
第
一
に
、
玄
奘
以
降
の
標
準
的
行
位
說
は
、
初
發
心
よ
り
十
信
の
最
終
段
階
ま
で
を
外
凡
夫
と
し
、
十
住
・
十
行
・
十
迴
向
の
段
階

を
內
凡
夫
と
し
、
初
地
以
上
を
聖
人
と
す
る
點
に
お
い
て
南
朝
以
來
の
傳
統
說
を
踏
襲
す
る
の
で
あ
る
が
、
相
違
點
と
し
て
は
、
十

迴
向
の
う
ち
、
第
十
迴
向
を
第
十
迴
向
と
四
善
根
位
の
二
よ
り
成
る
も
の
と
し
、
第
十
迴
向
か
ら
煖
・
頂
・
忍
・
世
第
一
法
の
四
段

階
に
入
り
、
世
第
一
法
の
後
に
初
地
に
入
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
初
地
直
前
の
段
階
に
つ
い
て
、
中
國
の
傳
統
說
と
イ
ン
ド
の
傳
統

說
を
折
衷
す
る
の
で
あ
る
。

　
玄
奘
門
下
の
新
見
解
は
、
唯
識
學
に
お
い
て
五
道
な
い
し
五
位
と
通
稱
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
修
行
の
出
發
點
か
ら
最
終
段
階
ま
で

を
五
つ
に
大
別
す
る
說
を
導
入
し
、
そ
れ
を
中
國
の
傳
統
說
と
對
應
づ
け
た
點
に
も
認
め
ら
れ
る
。
玄
奘
の
譯
語
に
よ
れ
ば
五
道
と

は
す
な
わ
ち
資
糧
位
（
順
解
脫
分
）
・
加
行
位
（
順
決
擇
分
）
・
通
逹
位
・
修
習
位
・
究
竟
位
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
資
糧
位
は
初
發

心
か
ら
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
迴
向
に
相
當
し
、
加
行
位
は
第
十
迴
向
の
最
終
段
階
で
あ
る
煖
・
頂
・
忍
・
世
第
一
法
の
四
段
階

に
相
當
し
、
通
逹
位
は
見
道
お
よ
び
初
地
に
相
當
し
、
修
習
位
は
修
道
お
よ
び
初
地
以
上
に
相
當
し
、
究
竟
位
は
正
等
菩
提
に
相
當

す
る
と
さ
れ
る
。
凡
聖
の
區
分
に
つ
い
て
は
、
資
糧
・
加
行
の
二
位
を
凡
夫
位
と
し
、
通
逹
・
修
習
・
究
竟
の
三
位
を
聖
者
位
と
す

る
。
加
え
て
更
に
、
か
か
る
五
位
の
修
行
が
、
無
限
と
い
っ
て
よ
い
程
の
時
閒
を
か
け
て
な
さ
れ
る
と
說
か
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し

て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
資
糧
・
加
行
の
二
位
を
第
一
阿
僧
祇
劫
の
修
行
と
し
、
通
逹
位
と
修
習
位
の
七
地
ま
で
を
第
二
阿
僧
祇
劫

の
、
八
地
以
降
を
第
三
阿
僧
祇
劫
の
修
行
で
あ
る
と
す
る
。

　
以
上
本
節
に
述
べ
た
事
柄
に
つ
い
て
一
々
の
文
獻
の
字
句
に
卽
し
た
檢
證
を
行
な
う
餘
裕
の
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
が
、
諸
學

說
比
較
の
便
の
た
め
一
覽
表
と
す
る
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
次
頁
に
示
し
た
圖
表
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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六朝隋唐の
標準

　
　眞諦

　
天台系の標準 玄奘以降の

標準

　別敎　 　圓敎　

　初發心
五品

外 凡 外 弟子位 外
外凡夫

凡 凡 凡
　十信　　第一
　　　　　〜 內凡夫
　　　　　第十 夫 夫 夫 夫

　十住　　第一
　（十解）〜 　 內
　習種性　第十 內 內

凡
　十行　　第一 聖 聖
　　　　　〜
　性種性　第十 夫

凡 凡
　十迴向　第一
　　　　　〜 第十迴向：
　道種性　第十

?

第十迴向
煖　　　
頂　　　

夫 夫 忍　　　
世第一法

　十地　　第一
　　　　　〜 聖 人 聖 人 聖
　聖種性　第十

　後二地　無垢地 人 人 人
　　　　　妙覺地
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　　聖者觀の二系統

　
　
　
八
　
道
敎
に
取
り
込
ま
れ
た
行
位
說

　　
六
朝
後
期
よ
り
隋
唐
に
至
る
佛
敎
の
修
行
階
位
說
の
一
部
は
道
敎
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

　
第
一
に
、
修
行
の
階
位
を
十
項
目
單
位
に
分
類
す
る
表
現
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
廣
弘
明
集
』
卷
九
の
甄
鸞
『
笑
道
論
』
に

引
か
れ
る
『
度
王
品
』
の
一
節
は
仙
人
の
階
級
に
「
十
仙
」
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
甄
鸞
は
そ
れ
を
大
乘
佛
敎
の
十
地
思
想
か
ら

剽
竊
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
ず
る
〔
五
二
、
一
五
一
上
〕
。
そ
の
正
確
な
翻
譯
は
「「
笑
道
論
」
譯
注（

23
）」

を
參
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
ほ

か
、
法
琳
『
辯
正
論
』
卷
八
に
引
く
『
本
相
經
』
に
、「
又
た
十
行
・
十
迴
向
・
十
住
を
改
め
て
、
十
仙
・
十
勝
・
十
住
處
と
爲
す
」

云
々
〔
五
二
、
五
四
三
中
〕
と
あ
る
の
も
十
項
目
を
單
位
と
す
る
表
現
の
典
型
で
あ
る
。
十
行
・
十
迴
向
・
十
住
が
疑
經
『
菩
薩
瓔
珞

本
業
經
』
の
說
で
あ
る
こ
と
は
前
節
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
佛
敎
か
ら
道
敎
へ
の
影
響
の
第
二
は
、
修
行
段
階
を
大
き
く
五
位
に
區
分
す
る
說
で
あ
る
。
こ
の
說
は
隋
代
の
敎
理
書
『
玄
門
大

義
』
を
唐
高
宗
時
代
の
道
士
孟
安
排
が
抄
錄
し
た
と
さ
れ
る
『
道
敎
義
樞
』
卷
一
・
位
業
義
第
四
の
一
節
に
み
ら
れ
る
。
原
文
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

證
仙
品
者
、
始
自
發
心
、
終
乎
極
道
。
大
有
五
位
。
一
者
發
心
、
二
者
伏
道
、
三
者
知
眞
、
四
者
出
離
、
五
者
無
上
道
。
均
此
五

心
、
總
有
四
位
。
前
之
二
心
、
是
十
轉
位
。
第
三
一
心
、
是
九
宮
位
。
第
四
一
心
、
是
三
淸
位
。
第
五
一
心
、
是
極
果
位
。
前
四

是
因
、
後
一
是
果
。
初
之
二
心
有
十
轉
者
。
發
心
一
位
、
卽
爲
一
轉
。
伏
道
之
中
、
凡
有
九
轉
。
…
…（

24
）

す
な
わ
ち
發
心
―
伏
道
心
―
知
眞
心
―
出
離
心
―
無
上
道
心
の
五
位
で
あ
る
が
、
同
卷
三
・
道
意
義
第
九
の
五
位
說
も
基
本
的
に
同

じ
で
あ
る
。
五
位
を
立
て
る
見
解
は
唐
の
成
玄
英
『
老
子
義
疏
』
の
二
十
七
章
「
善
結
無
繩
約
而
不
可
解
」
に
對
す
る
疏
に
も
認
め

ら
れ
る
。

上
士
逹
人
、
先
物
後
己
、
發
大
弘
願
、
化
度
衆
生
、
誓
心
堅
固
、
結
契
無
爽
、
旣
非
世
之
繩
索
約
束
、
故
「
不
可
解
」
也
。
然
誓
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心
多
端
、
要
不
過
五
。
一
者
發
心
、
二
者
伏
心
、
三
者
知
眞
心
、
四
者
出
離
心
、
五
者
無
上
心
。
第
一
發
心
者
、
謂
發
自
然
道

意
、
入
於
法
門
也
。
第
二
伏
心
者
、
謂
伏
諸
障
惑
也
。
就
伏
心
、
有
武
文
尸
三
解（

25
）、

解
有
三
品
、
總
成
九
品
、
通
前
發
心
、
爲

十
轉
行
也
。
第
三
知
眞
心
者
有
九
品
、
卽
生
彼
九
宮
也
。
第
四
出
離
心
者
有
三
品
、
卽
生
彼
三
淸
、
所
謂
仙
・
眞
・
聖
也
。
第

五
無
上
心
者
、
謂
直
登
道
果
、
乃
至
大
羅
也
。「
善
結
」
者
結
此
第
三
、
明
降
迹
慈
救
、
應
物
無
遺
。

道
敎
硏
究
の
側
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
如
く
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
道
敎
說
に
は
も
と
づ
く
佛
典
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
大
智
度

論
』
卷
五
十
三
の
次
の
一
節
が
そ
れ
で
あ
る
。

復
有
五
種
菩
提
。
一
者
名
發
心
菩
提
、
於
無
量
生
死
中
發
心
、
爲
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
故
、
名
爲
菩
提
。
此
因
中
說
果
。
二

者
名
伏
心
菩
提
、
折
諸
煩
惱
、
降
伏
其
心
、
行
諸
般
若
波
羅
蜜
。
三
者
名
明
心
菩
提
、
觀
察
三
世
諸
法
、
本
末
總
相
別
相
分
別

籌
量
、
得
諸
法
實
相
、
畢
竟
淸
淨
、
所
謂
般
若
波
羅
蜜
相
。
四
者
名
出
到
菩
提
、
於
般
若
波
羅
蜜
中
、
得
方
便
力
故
、
亦
不
著

般
若
波
羅
蜜
、
滅
一
切
煩
惱
、
見
一
切
十
方
諸
佛
、
得
無
生
法
忍
、
出
三
界
到
薩
婆
若
。
五
者
名
無
上
菩
提
、
坐
道
場
、
斷
煩

惱
習
、
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
如
是
等
五
菩
提
義
。
〔
二
五
、
四
三
八
上
〕

こ
こ
に
は
發
心
―
伏
心
―
明
心
―
出
到
―
無
上
の
五
段
階
が
五
種
の
菩
提
と
し
て
說
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
唯
識
五
道
（
前

節
參
照
）
と
も
關
連
す
る
が
、
上
述
の
道
敎
二
文
獻
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
は
、
用
語
法
か
ら
み
て
、『
大
智
度
論
』
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
十
項
目
を
單
位
と
す
る
分
類
法
と
五
位
說
は
、
別
々
に
道
敎
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
兩
者
に
は
何
か
關
係
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
者
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
六
朝
末
期
か
ら
隋
唐
に
か
か
る
時
代
に
は
、

佛
敎
で
は
五
位
と
三
十
心
の
對
應
關
係
に
關
す
る
敎
理
學
が
展
開
し
た
か
ら
で
あ
る
。
紙
幅
の
制
約
と
繁
雜
さ
の
回
避
の
た
め
考
證

は
割
愛
す
る
が
、
五
位
と
三
十
心
を
對
應
づ
け
る
文
獻
に
は
、
淨
影
寺
慧
遠
（
五
二
三
―
五
九
二
）
『
維
摩
義
記
』
卷
二
末
〔
三
八
、
四

六
一
中
〕
、
同
『
大
乘
義
章
』
卷
十
二
・
五
種
菩
提
義
中
の
三
義
分
別
〔
四
四
、
七
〇
二
下
〕
、
智
者
大
師
說
・
灌
頂
記
『
摩
訶
止
觀
』
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　　聖者觀の二系統

卷
一
下
〔
四
六
、
一
〇
下
―
一
一
上
〕
そ
の
他
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
、
道
敎
（
道
敎
義
樞
・
成
玄
英
老
子
義
疏
）
、
大
智
度
論
、

淨
影
寺
慧
遠
、
智
顗
の
各
說
を
一
覽
表
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

道
敎
說

大
智
度
論

淨
影
寺
慧
遠

天
台
智
顗

一

發
心

發
心

發
心
＝
善
趣

發
心
＝
十
住

二

伏
心

伏
心

伏
心
＝
伏
忍
位

伏
心
＝
十
行

三

知
眞
心

明
心

明
心
＝
初
地
―
六
地

明
心
＝
十
迴
向

四

出
離
心

出
到

出
到
＝
七
地
以
上

出
到
＝
十
地

五

無
上
心

無
上

無
上
＝
佛
地

無
上
＝
佛
地

こ
の
よ
う
に
五
位
と
十
項
目
分
類
の
對
應
化
が
隋
頃
に
佛
敎
側
で
な
さ
れ
た
以
上
、
道
敎
に
お
け
る
十
仙
等
の
說
と
發
心
以
下
の
五

位
の
說
も
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
別
個
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
相
互
に
關
連
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　　
　
　
九
　
敎
理
と
信
仰
の
は
ざ
ま
で

　　
第
四
節
「
聖
者
を
め
ぐ
る
自
稱
と
他
稱
の
問
題
」
に
お
い
て
、
周
圍
か
ら
は
聖
者
と
目
さ
れ
た
高
僧
の
僧
崖
が
凡
夫
の
自
覺
を
有

し
て
い
た
例
を
み
た
。
そ
れ
と
同
類
の
事
柄
で
あ
る
が
、
一
般
に
、
眞
摯
な
る
修
行
者
ほ
ど
、
自
ら
の
境
地
を
低
い
と
こ
ろ
に
置
く

傾
向
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
有
名
な
南
嶽
慧
思
（
五
一
五
―
五
七
七
）
の
自
覺
は
、
修
行
階
位
の
理
論

が
絡
む
も
の
と
し
て
甚
だ
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷
十
七
・
慧
思
傳
に
よ
れ
ば
、
慧
思
は
あ
る
と
き
弟
子
の
智
顗
よ
り
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「
師
の
位
は
卽
ち
是
れ
十
地
な
ら
ん
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
憶
測
す
る
に
そ
れ
は
、
師
慧
思
の
す
ぐ
れ
た
生
き
方
へ
の
尊
敬

か
ら
出
た
、
若
き
弟
子
の
率
直
な
想
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
對
す
る
慧
思
の
返
答
は
、「
非
な
り
。
吾
れ
は
是
れ
十
信
鐵

輪
位
な
る
の
み
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
〔
五
〇
、
五
六
三
中
〕
。
慧
思
が
自
覺
し
た
十
信
鐵
輪
王
と
い
う
階
位
は
、
天
台
系
の
敎
理

學
で
は
圓
敎
の
內
凡
夫
位
に
あ
た
る
。
要
す
る
に
、
慧
思
は
自
ら
を
十
地
の
菩
薩
ど
こ
ろ
か
未
だ
聖
者
の
片
隅
に
も
入
っ
て
い
な
い
、

修
行
中
の
身
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

　
で
は
、
慧
思
の
敎
え
を
承
け
た
智
顗
（
五
三
八
―
五
九
七
）
の
場
合
に
は
、
到
逹
し
た
階
位
の
自
覺
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

と
言
え
ば
、
こ
れ
ま
た
周
知
の
よ
う
に（

26
）、

智
顗
は
五
品
弟
子
位
の
自
覺
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
灌
頂
『
隋
天
台
智
者
大
師
別
傳
』

〔
五
〇
、
一
九
六
中
〕
、『
國
淸
百
錄
』
卷
三
・
王
遣
使
入
天
台
建
功
德
願
文
〔
四
六
、
八
一
一
中
〕
、
同
卷
四
・
天
台
國
淸
寺
智
者
禪
師
碑

文
〔
四
六
、
八
一
八
中
〕
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
七
・
智
顗
傳
〔
五
〇
、
五
六
七
中
〕
等
よ
り
知
ら
れ
る
。
五
品
と
は
隨
喜
・
讀
誦
・
說
法
・

兼
行
六
度
・
正
行
六
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
天
台
敎
理
學
で
は
圓
敎
の
外
凡
夫
位
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
は
、
智
顗
が
自
ら
を
外
凡
夫

と
し
て
、
內
凡
夫
の
自
覺
を
有
し
た
師
匠
よ
り
も
更
に
一
段
低
い
位
置
に
お
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
天
台
系
祖
師

の
自
覺
は
、
本
稿
の
主
張
す
る
聖
者
觀
の
二
系
統
と
の
關
連
で
い
え
ば
、〈
聖
者
を
稀
少
と
す
る
流
れ
〉
に
屬
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
別
の
事
例
と
し
て
、
玄
奘
の
場
合
に
も
億
單
に
ふ
れ
て
お
こ
う（

27
）。『

續
高
僧
傳
』
卷
四
・
玄
奘
傳
に
よ
れ
ば
、
玄
奘
は
か
ね

て
よ
り
阿
彌
陀
信
仰
で
は
な
く
、
彌
勒
の
い
ま
す
ト
ゥ
シ
タ
天
（
兜
率
天
、
覩
史
多
天
）
に
往
生
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
西
域
歷

遊
に
よ
り
瑜
伽
行
唯
識
派
の
祖
師
で
あ
る
無
著
・
世
親
兄
弟
も
ま
た
ト
ゥ
シ
タ
天
に
轉
生
し
た
と
の
傳
承
を
知
っ
て
か
ら
は
、
益
々

熱
烈
な
彌
勒
信
仰
者
と
な
っ
た
如
く
で
あ
る
〔
五
〇
、
四
五
八
上
〕
。
そ
の
詳
細
は
、『
法
苑
珠
林
』
卷
十
六
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
。

玄
奘
法
師
云
わ
く
。
西
方
の
道
・
俗
は
竝
び
に
彌
勒
の
業
を
作
す
。
同
じ
く
欲
界
な
る
が
爲
に
、
其
（
＝
彌
勒
）
の
行
は
成
し
易

け
れ
ば
、
大
小
乘
の
師
は
皆
な
此
の
法
を
許
す
。
彌
陀
の
淨
土
は
、
恐
ら
く
は
凡
鄙
の
穢
も
て
修
行
の
成
し
難
き
こ
と
、
舊
き
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經
論
の
如
く
、
十
地
已
上
の
菩
薩
に
し
て
分
に
隨
い
て
報
佛
の
淨
土
を
見
る
の
み
。
新
論
の
意
に
依
れ
ば
、
三
地
の
菩
薩
に
し

て
始
め
て
報
佛
の
淨
土
を
見
る
を
得
べ
し
。
豈
に
下
品
の
凡
夫
の
卽
ち
往
生
す
る
を
得
る
を
容
れ
ん
や
。
此
れ
は
是
れ
別
時
意

な
れ
ば
、
未
だ
定
む
る
を
爲
す
べ
か
ら
ず
。
所
以
に
西
方
の
大
乘
は
（
彌
陀
の
淨
土
を
）
許
し
、
小
乘
は
許
さ
ず
。
故
に
法
師

は
一
生
已
來
、
常
に
彌
勒
の
業
を
作
し
、
命
終
わ
る
の
時
に
臨
み
て
、
上
生
し
て
彌
勒
佛
に
ま
み見
え
ん
こ
と
を
發
願
し
、
大
衆
に

請
い
て
同
時
に
偈
を
說
き
て
云
わ
く
。
南
無
彌
勒
如
來
應
正
等
覺
、
願
わ
く
は
含
識
と
と
も
に
、
速
や
か
に
慈
顏
を
奉
ぜ
ん
こ

と
を
。
南
無
彌
勒
如
來
の
居
る
所
の
內
衆
、
願
わ
く
は
命
を
捨
て
已
れ
ば
、
必
ず
其
の
中
に
生
ま
れ
ん
こ
と
を
。
〔
五
三
、
四
〇

六
上
〕
（『
諸
經
要
集
』
卷
一
〔
五
四
、
六
下
―
七
上
〕
も
同
文
）

「
舊
き
經
論
」
と
は
玄
奘
以
前
の
譯
を
指
し
、
そ
こ
で
は
十
地
の
菩
薩
し
か
阿
彌
陀
淨
土
を
目
の
當
た
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
さ
れ
て
い
た
が
、「
新
論
」
す
な
わ
ち
玄
奘
が
譯
し
た
新
た
な
論

こ
れ
は
具
體
的
に
は
玄
奘
譯
『
瑜
伽
師
地
論
』
卷
七
十
九
・

攝
決
擇
分
中
菩
薩
地
之
八
〔
三
〇
、
七
三
六
下
〕
を
指
し
て
い
る

に
よ
れ
ば
、
十
地
に
到
逹
せ
ず
と
も
三
地
に
到
逹
す
れ
ば
可
能

で
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
假
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
事
は
全
く
容
易
で
な
い
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
旣
に

繰
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、
同
じ
玄
奘
が
イ
ン
ド
か
ら
も
た
ら
し
た
傳
承
で
は
、
祖
師
の
無
著
す
ら
初
地
に
と
ど
ま
り
、
弟
の
世

親
に
い
た
っ
て
は
初
地
に
は
い
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
後
續
の
信
奉
者
た
ち
が
同
じ
境
地
ま

で
到
逹
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
絕
望
的
と
思
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
玄
奘
は
阿
彌
陀
信
仰
で
は
な
く
、

欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
三
界
の
う
ち
最
も
下
に
あ
る
欲
界
の
六
天
の
一
つ
で
あ
る
ト
ゥ
シ
タ
天
へ
の
轉
生
と
い
う
、
現
實
性
の
よ

り
高
い
、
可
能
な
往
生
を
希
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、『
瑜
伽
師
地
論
』
の
說
く
「
三
地
菩
薩
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
樣
々
な
議
論
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
付

言
し
て
お
こ
う
。
懷
感
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
卷
二
〔
四
七
、
三
八
下
〕
は
『
瑜
伽
論
』
の
當
該
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
信
憑
性
自
體
に
疑
念
を

表
明
す
る
が
、
玄
奘
の
流
れ
を
く
む
解
釋
家
た
ち
の
多
く
は
、『
瑜
伽
論
』
の
說
を
通
常
の
十
地
說
と
は
異
な
る
體
系
を
示
す
も
の
と
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考
え
て
、『
瑜
伽
論
』
の
三
地
は
常
說
の
初
地
に
相
當
す
る
と
解
釋
す
る
。
そ
の
詳
細
は
、
新
羅
・
元
曉
（
六
一
七
―
六
八
六
）
の
『
兩

卷
無
量
壽
經
宗
要
』
〔
三
〇
、
五
六
五
上
〕
、
法
藏
（
六
四
三
―
七
一
二
）
の
『
華
嚴
經
探
玄
記
』
卷
三
〔
三
五
、
一
五
八
下
〕
、
新
羅
・
遁

倫
『
瑜
伽
論
記
』
に
み
え
る
神
泰
の
說
〔
四
二
、
七
九
〇
下
〕
等
よ
り
知
ら
れ
る
。

　　
　
　
十
　
臨
終
に
お
け
る
聖
の
現
前

「
異
香
、
室
に
滿
つ
」

　　
以
上
、
慧
思
と
智
顗
、
お
よ
び
玄
奘
に
つ
い
て
、
敎
理
學
の
傳
統
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
人
が
こ
の
現
世
に
お
い
て
七
地
や
八
地
、

十
地
と
い
っ
た
高
い
境
地
に
至
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
み
た
。
か
か
る
眞
摯
な
る
修
行
者
や
敎
理
學
者
に
よ
る
〈
聖

者
を
稀
少
と
す
る
流
れ
〉
に
お
い
て
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
到
逹
階
位
が
全
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
世
で
い
か
な
る
境
地
に

ま
で
到
逹
し
た
か
は
、
來
世
、
來
々
世
に
い
か
な
る
生
を
迎
え
る
か
を
見
据
え
た
、
極
め
て
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
輪
迴
說

劫

（
カ
ル
パ
、
阿
僧
祇
劫
）
に
わ
た
る
菩
薩
の
修
行
を
豫
定
す
る
體
系

に
お
い
て
こ
そ
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
無
限
に
も
等
し
い
時
閒
に
わ
た
る
修
行
の
理
論
に
立
つ
と
き
、
現
世
に
お
い
て
修
行
を
積
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
悟
り

の
自
覺
や
體
驗
を
も
し
も
て
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
人
は
絕
望
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
來
世
へ
の
確
か
な
期
待
は
も
て
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
周
圍
の
人
々
に
そ
の
よ
う
に
信
ぜ
ら
れ
な
が
ら
葬
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
、
臨
終
の
と
き
「
頂
暖
」
す
な
わ
ち
頭
頂
が
最
後
ま
で
冷
た
く
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
記
錄
が
時
々
僧
傳
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
本
人
が
生
前
、
自
ら
の
宗
敎
的
境
地
を
口
に
出
し
て
語
ら

ず
と
も
、
臨
終
の
姿
が
そ
れ
を
如
實
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
定
型
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
は
『
續

高
僧
傳
』
卷
七
・
慧
勇
傳
〔
五
〇
、
四
七
八
中
〕
、
寶
瓊
傳
〔
五
〇
、
四
七
九
上
〕
、
卷
八
・
淨
影
寺
慧
遠
傳
〔
五
〇
、
四
九
二
上
〕
、
卷

十
・
智
聚
傳
〔
五
〇
、
五
〇
三
中
〕
、
卷
十
七
・
慧
思
傳
〔
五
〇
、
五
六
三
下
〕
、
卷
二
十
・
靜
琳
傳
〔
五
〇
、
五
九
〇
下
〕
、
卷
二
十
二
・
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慧
滿
傳
〔
五
〇
、
六
一
八
下
〕
、
卷
三
十
・
眞
觀
傳
〔
五
〇
、
七
〇
三
上
〕
、
灌
頂
『
隋
天
台
智
者
大
師
別
傳
』
〔
五
〇
、
一
九
六
中
〕
等

が
あ
る
。
玄
奘
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
言
わ
れ
る
〔『
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
』
卷
十
、
大
正
藏
五
〇
、
二
七
七
中
〕
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
佛
敎

と
り
わ
け
ア
ビ
ダ
ル
マ
敎
理
學
に
そ
の
根
據
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
前
秦
・
僧
伽
跋
澄
譯
『
毗
婆
沙
論
』
卷
十
四
〔
二
八
、
五
一

九
上
〕
、
北
涼
・
浮
陀
跋
摩
・
道
泰
等
譯
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
卷
三
十
六
〔
二
八
、
二
六
六
上
〕
、
玄
奘
譯
『
阿
毘
逹
磨
大
毘
婆
沙

論
』
卷
六
十
九
〔
二
七
、
三
五
九
中
〕
、
玄
奘
譯
『
阿
毘
逹
磨
俱
舍
論
』
卷
十
〔
二
九
、
五
六
中
〕
等
に
よ
れ
ば
、
死
に
臨
ん
で
識
が
足

先
か
ら
拔
け
る
場
合
に
は
惡
趣
に
生
ま
れ
、
臍
か
ら
拔
け
る
場
合
に
は
人
に
生
ま
れ
る
と
い
う
。
識
が
頭
か
ら
拔
け
る

そ
の
た

め
頭
が
最
後
ま
で
冷
た
く
な
ら
ず
に
溫
度
を
保
つ

場
合
に
は
天
に
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
心
臟
か
ら
拔
け
る
場
合
に
は
般
涅
槃
す

る
。
以
上
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
頭
と
心
臟
の
意
味
づ
け
を
逆
轉
さ
せ
る
解
釋
も
あ
る（

28
）。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
中
國
の
僧
傳
に
お
い

て
「
頂
暖
」
は
來
世
の
往
生
を
暗
示
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
智
儼
（
六
〇
二
―
六
六
八
）
の
『
華
嚴
經
內
章
門
等

雜
孔
目
章
』
卷
四
・
壽
命
品
內
明
往
生
義
に
、「
臨
終
の
時
に
頭
頂
の
暖
か
き
者
は
、
あ
き驗
ら
か
に
往
生
を
得
る
な
り
」
〔
四
五
、
五
七
七

上
〕
と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
次
に
、
臨
終
の
際
、
僧
侶
が
「
手
屈
〜
指
」
等
と
、
手
の
指
を
何
本
か
曲
げ
て
い
た
こ
と
を
記
す
表
現
も
散
見
さ
れ
る（

29
）。

そ
の
際
、

曲
げ
た
指
の
本
數
が
最
終
的
に
彼
の
到
逹
し
た
修
行
の
階
位
を
示
し
て
い
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
た
だ
し
階
位
は
大
乘
佛
敎
の
十
地
で

は
な
く
、『
宋
高
僧
傳
』
卷
二
十
九
に
「
凡
そ
諸
の
入
滅
に
其
の
指
を
擧
ぐ
る
者
は
、
蓋
し
其
の
得
し
四
沙
門
果
の
數
を
示
す
な
り
」

〔
五
〇
、
八
九
一
中
下
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
初
果
か
ら
阿
羅
漢
果
に
い
た
る
聲
聞
乘
系
の
階
位
を
示
す
と
考
え
ら
れ
た
。
事
例
と
し
て

は
、『
高
僧
傳
』
卷
十
一
・
普
恆
傳
〔
五
〇
、
三
九
九
中
〕
『
續
高
僧
傳
』
卷
七
・
慧
布
傳
〔
五
〇
、
四
八
一
上
〕
、
卷
十
六
・
道
珍
傳

〔
五
〇
、
五
五
一
上
〕
、
卷
十
九
・
普
明
傳
〔
五
〇
、
五
八
六
中
〕
、
卷
二
十
五
・
慧
峯
傳
〔
五
〇
、
六
五
一
下
〕
、
卷
二
十
八
・
志
湛
傳

〔
五
〇
、
六
八
六
上
〕
、『
名
僧
傳
抄
』
引
『
名
僧
傳
』
卷
二
十
五
・
法
惠
傳
そ
の
他
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
指
を
曲
げ
る

（「
屈
」「
握
」）
の
で
は
な
く
、
伸
ば
す
（「
舒
」）
こ
と
で
同
じ
事
柄
を
象
徵
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
表
現
形
式
が
時
に
「
頂
暖
」
と
共
に
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用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、『
續
高
僧
傳
』
卷
七
・
寶
瓊
傳
の
、「
奄
と
し
て
無
常
に
至
る
。
頂
の
暖
き
こ
と
信
宿
、
手
に
三
指
を
屈
す
」

〔
五
〇
、
四
七
九
上
〕
等
よ
り
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
・
慧
曠
傳
に
よ
れ
ば
、
慧
曠
は
隋
の
大
業
九
年
（
六
一
三
）
に
八

十
歲
で
逝
去
し
た
が
、
そ
の
時
の
樣
子
は
、「
頂
の
煖
き
こ
と
ひ

さ
淹
時
し
く
、
手
に
二
指
を
屈
す
。
斯
れ
又
た
上
生
得
道
のあ
か
し符な
り
」
と

い
わ
れ
る
。
か
く
僧
傳
に
は
臨
終
の
姿
が
到
逹
階
位
や
來
世
の
樣
を
吿
げ
る
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
さ
き
に
第
五
節
「
億
單
安
易
な

る
聖
者
化

そ
の
說
話
的
性
格
」
の
項
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
乘
佛
敎
徒
た
る
漢
人
僧
侶
が
小
乘
系
の
修
行
結
果
を
示
す
點
に

は
象
徵
的
な
意
味
合
い
が
濃
厚
で
あ
っ
て
、
現
實
性
と
い
う
點
か
ら
は
少
々
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
來
世
の
行
き
先
を
象
徵
す
る
こ
れ
ら
の
表
現
と
な
ら
ん
で
、
是
非
と
も
注
目
し
た
い
點
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
周
圍
の
尊

敬
を
あ
つ
め
る
僧
侶
が
逝
去
す
る
に
當
た
っ
て
、「
異
香
」
す
な
わ
ち
素
晴
ら
し
い
香
り
が
た
ち
こ
め
た
と
い
う
表
現
が
時
に
な
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
點
に
特
別
な
意
義
を
見
よ
う
と
す
る
先
行
硏
究
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
聖
者
性
を
檢
討
す
る

と
き
に
是
非
と
も
留
意
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
『
高
僧
傳
』
卷
三
・
求
那
跋
摩
傳
に
よ
れ
ば
、
彼
は
二
果
の
證

得
を
自
覺
し
た
僧
侶
で
あ
っ
た
が
、「
旣
に
終
わ
る
の
後
に
も
卽
ち
繩
床
に
扶
坐
し
て
顏
貎
は
異
な
ら
ざ
る
こ
と
、
定
に
入
る
が
若
き

に
似
た
り
。
道
俗
の
赴
く
者
千
有
餘
人
あ
り
、
竝
び
に
異
香
の
芬
烈
た
る
を
か聞
ぐ
」
〔
五
〇
、
三
四
一
中
〕
と
あ
る
。
同
樣
に
『
續
高

僧
傳
』
卷
十
三
・
慧
因
傳
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

（
慧
）
因
は
定
・
慧
と
も兩
に
明
る
く
、
空
・
有
を
兼
ね
て
照
ら
す
。
法
を
四
代
に
弘
め
、
常
に
一
乘
を
顯
わ
す
。
而
る
に
物
情
と

競
う
こ
と
莫
く
、
喜
怒
の
色
無
し
。
故
に
其
のお
し
え道に
遊
ぶ
者
は
其
の
位
を
測
る
莫
し
。
貞
觀
元
年
（
六
二
七
）
二
月
十
二
日
を
以

て
大
莊
嚴
寺
に
卒
す
。
春
秋
八
十
有
九
。
未
だ
終
わ
ら
ざ
る
の
初
夜
、
弟
子
の
法
仁
に
吿
げ
て
曰
わ
く
、「お
の
お各の
法
の
如
く
に
住

し
、
善
く
三
業
を
修
め
よ
。
一
生
を
し
て
空
し
く
過
ご
さ
し
む
る
無
か
れ
。
當
に
佛
語
に
順
う
べ
し
。
服
を
變
え
哀
し
み
を
揚
ぐ

る
勿
れ
。
吾
が
喪
後
の
事
に
隨
う
は
不
可
な
り
」
と
。
乃
ち
整
容
は
常
の
如
く
、
思
を
潛
め
て
定
に
入
り
、
後
夜
分
に
於
い
て

正
坐
し
て
終
わ
る
。
皆
な
異
香
の
室
に
滿
つ
る
を
か聞
ぐ
。
遂
に
坐
を
南
山
の
至
相
寺
に
遷
す
。
時
に
轅
に
攀
じ
轂
を
扶
け
、
道
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俗
千
餘
、
城
南
に
送
り
至
る
に
、
又
た
天
樂
の
空
に
鳴
る
を
聞
く
。
弟
子
等
は
爲
にチ
ヤ
イ
ト
ヤ

支
提
の
塼
塔
を
建
て
、
銘
を
勒
し
て
封
樹

す
。
蘭
陵
の
蕭
鈞
製
文
す
。
〔
五
〇
、
五
二
二
中
〕

こ
こ
に
は
、
尊
敬
を
一
身
に
あ
つ
め
た
僧
に
つ
い
て
、
生
前
に
は
周
圍
の
弟
子
た
ち
も
「
莫
測
其
位
」

そ
の
悟
り
の
境
地
が
誰

に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と

と
、
逝
去
の
際
に
「
異
香
滿
室
」

す
ば
ら
し
い
芳
香
に
滿
た
さ
れ
た
こ
と

と
、「
天
樂
鳴

空
」

不
思
議
な
音
樂
が
上
空
に
鳴
り
響
い
た
こ
と

と
が
語
ら
れ
る
。
沒
後
に
塔
を
立
て
た
こ
と
は
、
慧
因
が
聖
者
と
し
て

扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
話
の
流
れ
の
な
か
で
、
生
前
は
到
逹
階
位
不
明
で
あ
っ
た
慧
因
が
聖
者
と
認
定
さ
れ

る
に
い
た
っ
た
契
機
こ
そ
、「
異
香
滿
室
」
と
「
天
樂
鳴
空
」
と
い
う
超
常
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
臨
終
時
に
「
異
香
」
が
言
及
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
當
該
人
物
の
聖
者
性
を
も
象
徵
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
續
高
僧
傳
』
卷

十
六
・
法
聰
傳
に
、
彼
が
「
無
疾
に
し
て
化
す
。
端
坐
す
る
こ
と
生
き
る
が
如
く
、
形
は
柔
ら
か
く
頂
は
暖
か
く
、
手
に
二
指
を
屈

し
、
異
香
竭
き
ず
。
年
、
九
十
二
」
〔
五
〇
、
五
五
六
腳
注
〕
と
あ
る
の
も
、
臨
終
に
あ
た
っ
て
の
「
異
香
」
の
特
殊
な
意
義
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
異
香
」
が
周
圍
に
た
ち
こ
め
た
こ
と
を
記
す
僧
傳
と
し
て
は
、
ほ
か
に
『
續
高
僧
傳
』
卷
十
六
・
慧
意
傳
〔
五

〇
、
五
六
〇
中
〕
、
卷
十
九
・
灌
頂
傳
〔
五
〇
、
五
八
五
上
〕
、
卷
二
十
五
・
明
濬
傳
〔
五
〇
、
六
六
五
中
下
〕
、
卷
二
十
五
・
智
曠
傳
〔
五

〇
、
六
五
九
上
〕
等
が
あ
る
。
で
は
、「
異
香
」
の
發
生
は
、
具
體
的
に
は
如
何
な
る
事
態
の
成
立
を
象
徵
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
答
え
を
示
唆
す
る
話
と
し
て
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
九
・
法
喜
傳
を
み
て
み
よ
う
。

（
貞
觀
）
六
年
春
、
は
じ創
め
て
微
か
な
疾
に
染
ま
り
、
自
ら
久
し
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
强
い
て
醫
療
を
加
え
ん
と
す
る
も
、
終
に

進
ん
で
服
す
る
こ
と
無
し
。
十
月
十
二
日
に
至
り
、
乃
ち
門
人
に
吿
ぐ
ら
く
、「
無
常
至
れ
り
。
囂
擾
を
事
と
す
る
勿
れ
。
當
に

默
然
と
し
て
靜
慮
し
、
吾
を
津
と
し
て
識
を
去
ら
し
む
べ
し
。
異
人
を
し
て
輒
り
に
房
に
入
ら
し
む
る
勿
れ
」
と
。
時
時
唱
吿

す
ら
く
、「
三
界
は
虛
妄
に
し
て
、
但
だ
是
れ
一
心
な
る
の
み
」
と
。
大
衆
は
忽
ち
林
北
に
音
樂
車
振
の
聲
有
る
を
聞
く
。
因
り

て
以
て
之
に
吿
ぐ
る
に
、（
法
）
喜
曰
わ
く
、「
世
閒
の
果
報
は
久
し
く
已
に
之
を
捨
つ
。
如
何
ぞ
更
に
樂
處
に
生
ぜ
ん
。
終
に
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是
れ
纏
累
な
る
の
み
」
と
。
乃
ち
又
た
定
に
入
る
に
、
須
臾
に
し
て
聲
は
止
み
、
香
り
至
り
て
充
滿
す
。
五
更
の
初
め
に
逹
せ

し
と
き
、
端
坐
し
て
卒
す
。
春
秋
六
十
有
一
。
形
色
は
鮮
潔
に
し
て
、
常
の
如
く
に
定
に
在
り
。
〔
五
〇
、
五
八
七
下
〕

こ
こ
に
は
、
法
喜
の
臨
終
の
直
前
に
不
思
議
な
樂
隊
が
迎
え
に
や
っ
て
き
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
結
果
、
香
り
が
滿
ち
滿
ち

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
で
香
り
は
、
音
樂
車
振
の
聲
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
境
遇
に
法
喜
が
召
さ
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
異
香
の
象
徵
す
る
も
の
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
も
う
ひ
と
つ
、『
續
高
僧
傳
』
卷
二
十
・
道
昂
傳
の
例
を
み
て
お
こ
う
。

常
に
安
養
（
＝
極
樂
）
に
生
ま
れ
ん
こ
と
を
願
い
、
接
を
履
み
務
め
を
成
す
。
故
に
道
は
漳
河
に
さ
か扇
ん
に
し
て
咸
な
惠
澤
を
蒙

る
。
後
ち
自
ら
命
の
極
ま
る
を
知
り
、あ
ら
か
じ
預
め
有
緣
の
も
の
に
吿
げ
ら
く
、「
八
月
の
初
に
至
れ
ば
、
當
に
來
た
り
て
別
る
る
を

取
る
べ
し
」
と
。
時
に
未
だ
其
の
言
を
測
ら
ざ
る
な
り
。
期
日
旣
に
臨
む
も
、
一
と
し
て
患
ら
う
所
な
し
。
齋
時
至
る
やい
ま
だ
し
未
や

を
問
い
、
景
、
昆
吾
に
や
ど次
れ
ば
、
卽
ち
高
座
に
昇
る
。
身
は
奇
相
を
含
み
、
爐
は
異
香
を
發
す
。
四
衆
を
援
引
し
て
、
菩
薩
戒

を
受
け
し
む
。
詞
理
は
切
要
に
し
て
、
聽
者
は
心
を
寒
く
す
。
時
に
七
衆
圍
遶
し
、
遺
味
を
飡
承
す
。（
道
）
昂
、
目
を
擧
げ
高

く
視
れ
ば
、
乃
ち
天
衆
の
繽
紛
と
し
て
、
絃
管
の
繁
會
す
る
を
見
る
。
中
に
淸
音
の
遠
く
よ
り
あ
き亮
ら
か
な
る
有
り
、
衆
に
吿
げ

て
曰
わ
く
、「
ト
ウ
シ
タ

兜
率
陀
天
の
樂
音
、
下
り
迎
う
る
な
り
」
と
。
昂
曰
わ
く
、「
天
道
は
乃
ち
生
死
の
根
本
な
れ
ば
、
由
來
願
に
非

ず
。
常
に
心
を
淨
土
を
祈
る
に
、
如
何
ん
ぞ
此
の
誠
、
從
り
て
遂
げ
ざ
る
や
」
と
。
言
い
訖
れ
ば
便
ち
天
樂
の
上
騰
し
、
須
臾
に

し
て
還
た
滅
す
る
を
覩
る
。
便
ち
西
方
の
香
花
伎
樂
の
充
塞
す
る
こ
と
團
雲
の
飛
涌
し
て
來
る
が
如
き
を
見
る
。
頂
上
を
旋
環

し
、
衆
を
擧
げ
て
皆
な
見
る
。
昂
曰
わ
く
、「
大
衆
よ
お
さ
ら
ば

好
住
。
今
ま
西
方
の
靈
相
來
迎
す
。
事
須
ら
く
往
く
を
願
う
べ
し
」
と
。

言
い
訖
り
て
、
但
だ
見
れ
ば
香
爐
手
よ
り
墜
ち
、
便
ち
高
座
に
於
い
て
端
坐
し
て
終
わ
る
。
報
應
寺
の
中
に
卒
す
。
春
秋
六
十

有
九
。
卽
ち
貞
觀
七
年
（
六
三
三
）
八
月
な
り
。
道
俗
崩
慟
し
、
觀
る
者
は
山
の
如
し
。
接
捧
し
將
に
殯
衫
せ
ん
と
す
る
に
、
足

下
に
「
普
光
堂
」
等
の
文
字
の
生
ず
る
有
り
。
道
、
靈
章
に
會
し
、
行
、
隣
聖
に
か
な符
う
に
非
ざ
る
よ自
り
は
、
何
ぞ
能
く
か
く斯
の
ご

と
き
嘉
應
を
現
わ
さ
ん
哉
。
〔
五
〇
、
五
八
八
中
〕
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こ
の
話
で
は
、
正
午
と
い
う
太
陽
の
正
中
す
る
特
殊
な
宗
敎
的
時
閒
に（

30
）、「

異
香
」
が
香
爐
よ
り
發
せ
ら
れ
、
そ
の
後
、
ト
ゥ
シ
タ
天

か
ら
の
來
迎
が
あ
り
、
道
昂
が
、
た
と
い
ト
ゥ
シ
タ
天
と
て
天
に
轉
生
す
る
こ
と
は
輪
迴
か
ら
の
解
脫
で
は
な
い
と
來
迎
を
拒
否
し

た
結
果
、
次
い
で
西
方
か
ら
の
來
迎
が
あ
り
、
道
昂
が
そ
れ
を
受
け
て
卒
し
た
こ
と

阿
彌
陀
淨
土
へ
の
往
生

が
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
「
異
香
」
が
聖
な
る
菩
薩
衆
の
來
迎
應
現
の
象
徵
な
の
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
ち
な
み
に
「
普
光
堂
」
は
、

佛
の
說
法
場
と
し
て
『
華
嚴
經
』『
菩
薩
瓔
珞
本
業
經
』
に
說
か
れ
る
「
普
光
法
堂
」
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
以
上
の
具
體
例
を
示
す
こ
と
は
差
し
控
え
る
が
、
以
上
の
例
か
ら
も
旣
に
あ
る
程
度
判
る
よ
う
に
、
不
可
思
議
な
る
現
象
を

象
徵
す
る
も
の
を
五
感
の
う
ち
の
嗅
覺
に
よ
っ
て
表
現
す
る
場
合
に
は
「
異
香
」
（「
天
香
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
が
、
聽
覺
に

よ
る
場
合
に
は
「（
空
中
よ
り
響
く
）
音
樂
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
視
覺
に
よ
る
も
の
と
し
て
「
神
光
」
な
い
し
「
異
光
」

に
言
及
す
る
文
獻
も
あ
る
が
、
味
覺
と
觸
覺
に
つ
い
て
は
、
對
應
す
る
實
例
を
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
味

覺
や
觸
覺
に
よ
っ
て
は
、
不
可
思
議
な
る
超
常
現
象
の
話
が
ス
ト
ー
リ
ー
的
に
面
白
い
形
で
成
り
立
ち
に
く
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
と
く
に
「
異
香
」
に
つ
い
て
用
例
を
さ
ら
に
網
羅
的
に
檢
討
し
て
み
る
と
、「
異
香
」
が
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
る
文
脈

は
お
よ
そ
三
種
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
上
述
の
ご
と
き
臨
終
と
、
佛
舍
利
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
話
、
そ
し
て
佛
菩
薩
の
應

現
な
ど
の
感
應
ば
な
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
に
共
通
す
る
點
は
何
か
と
い
え
ば
、
聖
な
る
存
在
と
の
遭
遇
な
い
し
接
觸
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
よ
っ
て
聖
な
る
空
閒
が
現
前
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
臨
終
に
お
け
る
「
異
香
」
も
、
聖
な
る
存
在
が
そ
こ
に
到

來
し
た
こ
と
（
來
迎
等
）
の
象
徵
か
、
死
に
ゆ
く
當
事
者
じ
し
ん
の
聖
性
の
象
徵
と
考
え
ら
れ
る
。「
異
香
」
に
言
及
す
る
話
の
中
に

は
、
話
の
先
行
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
當
該
僧
侶
の
到
逹
し
た
境
地
が
い
か
ば
か
り
か
は
周
圍
の
者
た
ち
に
測
り
か
ね
た
こ
と
を
記

す
も
の
が
時
に
あ
る
こ
と
も
甚
だ
興
味
深
い
。
そ
う
し
た
場
合
、
生
前
の
狀
態
か
ら
は
聖
僧
か
凡
僧
か
、
周
圍
の
人
々
に
と
っ
て
は

必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
僧
侶
が
、
い
よ
い
よ
今
生
よ
り
去
る
に
當
た
っ
て
、
自
ら
の
聖
性
を
人
々
に
さ
り
げ
な
く
、
し
か
し

鮮
明
に
あ
り
あ
り
と
知
ら
し
め
た
も
の
、
そ
れ
が
「
異
香
」
な
の
で
あ
っ
た
。
輪
迴
轉
生
の
中
で
のカ
ル
パ劫に
わ
た
る
修
行
を
說
く
佛
敎
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に
お
い
て
、
現
世
で
の
到
逹
點
そ
れ
自
體
は
最
終
的
な
答
え
で
は
あ
り
得
な
い
。
現
世
か
ら
來
世
へ
の
轉
換
點
に
お
け
る
聖
な
る
世

界
へ
の
飛
躍
。「
異
香
」
は
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
效
果
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　　
　
　
ま
と
め

　　
六
朝
隋
唐
の
聖
者
觀
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
系
統
が
あ
り
、
兩
者
は
必
ず
し
も
整
合
的
に
連
關
し
な
い
ま
ま
、
同
時
竝
行
的
に
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
系
統
の
一
つ
は
比
較
的
多
數
の
聖
者
を
認
め
る
流
れ
で
あ
り
、
こ
の
系
統
に
は
、
あ
る
種
說
話
的
な
傳

の
類
や
類
型
化
さ
れ
た
偉
人
傳
が
含
ま
れ
る
。
中
國
佛
敎
は
基
本
的
に
大
乘
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
初
果
、
阿
羅
漢

果
等
の
小
乘
行
位
に
よ
っ
て
聖
者
性
が
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
み
ず
か
ら
を
聖
者
で
あ
る
と
稱
し
て
民
衆
を
た
ぶ
ら
か
す

僞
聖
者
の
出
現
す
る
背
景
も
、
多
數
の
聖
者
を
認
め
る
流
れ
の
內
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
う
一
つ
の
系
統
は
、
眞
に
聖
者
と
呼
ぶ
に
値
す
る
存
在
は
極
め
て
稀
少
で
あ
る
と
す
る
流
れ
で
あ
り
、
こ
の
系
統
は
學
派
の
祖

師
た
ち
の
最
終
行
位
に
關
す
る
傳
承
に
と
り
わ
け
顯
著
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
は
眞
摯
な
る
修
行
者
の
系
譜
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。

　
後
者
の
傳
統
は
、
人
は
ど
ん
な
に
眞
劍
に
修
行
し
て
も
、
こ
の
世
で
悟
る
こ
と
、
佛
陀
と
同
じ
境
地
に
至
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困

難
な
こ
と
を
含
意
し
、
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
六
朝
隋
唐
の
佛
敎
者
た
ち
の
と
っ
た
態
度
は
絕
望
で
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
、
自
ら
の
修
行
を
來
世
に
持
ち
越
し
て
さ
ら
に
向
上
さ
せ
、
よ
り
好
ま
し
い
狀
態
に
自
ら
の
生
を
轉
換
せ
し
め
る
こ
と
、
そ
れ
を

希
求
し
期
待
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
臨
終
に
お
け
る
暗
示
的
諸
表
現
、
と
り
わ
け
聖
な
る
空
閒
の
現
出
を
象
徵
す
る
「
異
香
」
は

そ
の
こ
と
を
婉
曲
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
聖
者
觀
の
二
系
統
と
の
つ
な
が
り
か
ら
い
え
ば
、
聖
者
傳
に
お
け
る

「
異
香
」
へ
の
言
及
は
、
本
來
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
聖
者
觀
を
橋
渡
し
す
る
た
め
の
舞
臺
裝
置
と
し
て
の
效
果
を
も
有
し
た
の
で
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は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
本
文
お
よ
び
注
に
お
い
て
〔
　
〕
で
示
し
た
數
字
は
、
續
藏
と
明
記
し
た
も
の
以
外
、
す
べ
て
大
正
新
脩
大
藏
經
の
卷
と
頁
を
示
す
。

注

（
１
）
拙
稿
「
龍
樹
、
無
著
、
世
親
の
到
逹
し
た
階
位
に
關
す
る
諸
傳
承
」（『
東
方
學
』
一
〇
五
、
二
〇
〇
三
年
）。「
五
六
世
紀
の
佛
敎
に
お
け
る

破
戒
と
異
端
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』、
二
〇
〇
二
年
、
道
氣
社
）
特
に
五
〇
―
五
六
頁
。「
聖
者
の
數
」（『
人
文
』、
二

〇
〇
二
年
）。

（
２
）
「
誰
で
も
の
菩
薩
」
に
つ
い
て
は
、
靜
谷
正
雄
『
初
期
大
乘
佛
敎
の
成
立
過
程
』（
百
華
苑
、
一
九
七
四
年
）
二
三
八
―
二
四
六
頁
、
梶
山
雄

一
『「
さ
と
り
」
と
「
迴
向
」』（
人
文
書
院
、
一
九
九
七
年
）
一
五
三
頁
（
講
談
社
現
代
新
書
版
一
三
五
頁
）、
參
照
。

（
３
）
拙
稿
「
龍
樹
、
無
著
、
世
親
の
到
逹
し
た
階
位
に
關
す
る
諸
傳
承
」、
一
三
三
―
一
三
二
頁
。

（
４
）
數
多
の
先
行
硏
究
の
う
ち
、
硏
究
領
域
と
對
象
文
獻
の
相
違
を
超
え
て
本
稿
の
問
題
設
定
と
連
攜
し
得
る
要
素
を
も
つ
硏
究
と
し
て
、
シ
ッ

ダ
に
つ
い
て
は
特
に
次
を
參
照
。
奧
山
直
司
「
あ
る
聖
者
の
傳
說
―
ア
ド
ヴ
ァ
ヤ
ヴ
ァ
ジ
ラ
傳
《A

m
anasikare

Y
ath̄ásrutakram

a

》
に
み

え
る
修
行
者
像
」（『
東
北
大
學
印
度
學
講
座
六
十
五
周
年
記
念
論
集
、
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
人
閒
觀
』、
平
樂
寺
書
店
、
一
九
九
一
年
）。

活
佛
に
あ
た
る
チ
ベ
ッ
ト
語
と
思
想
史
的
文
化
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
を
參
照
。
山
口
瑞
鳳
「「
活
佛
」
に
つ
い
て
」（『
佛
の
硏
究
―

玉
城
康
四
郞
博
士
還
曆
記
念
論
集
』、
一
九
七
七
年
）。

（
５
）
本
稿
に
お
い
て
禪
佛
敎
に
お
け
る
聖
者
觀
に
は
ま
っ
た
く
觸
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
豫
め
斷
わ
っ
て
お
き
た
い
。
凡
聖
問
題
と
敎
理

學
と
の
對
比
に
お
い
て
禪
が
い
か
な
る
位
置
づ
け
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
こ
の
上
な
く
興
味
深
い
が
、
殘
念
な
が
ら
、
筆
者
の
能
く
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
關
連
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
さ
れ
た
い
。
風
閒
敏
夫
「
最
後
の
佛
言
と
南
宗
禪
―
傳
心
法
要
の
硏
究
」（『
佛

敎
學
』
一
七
、
一
九
八
四
年
）。
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（
６
）
顧
頡
剛
「
″聖″

″賢″

觀
念
和
字
義
的
演
變
」（『
中
國
哲
學
』
第
一
輯
、
生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
七
九
年
）。
吉
川
忠
夫
「
眞

人
と
聖
人
」（『
岩
波
講
座
・
東
洋
思
想
第
十
四
卷
、
中
國
宗
敎
思
想
２
』、
一
九
九
〇
年
）。
吉
川
忠
夫
「
社
會
と
思
想
」（『
魏
晉
南
北
朝
時

代
史
の
基
本
問
題
』、
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）。
本
田
濟
「
聖
人
」（
同
『
東
洋
思
想
硏
究
』、
創
文
社
、
一
九
八
七
年
）。

（
７
）
た
だ
し
イ
ン
ド
佛
敎
の
場
合
、
敎
團
な
い
し
部
派
に
言
及
す
る
と
き
に
は
、
例
え
ば

āryam
ah̄as̄aṅghika

（
聖
な
る
大
衆
部
）
の
よ
う
に

「
聖
」
を
冠
す
る
こ
と
が
、
碑
文
資
料
等
に
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。

（
８
）
說
一
切
有
部
の
修
行
體
系
の
槪
說
と
し
て
次
を
參
照
。
櫻
部
建
・
上
山
春
平
『
存
在
の
分
析
〈
ア
ビ
ダ
ル
マ
〉』（
角
川
文
庫
版
）
一
一
四
―

一
五
六
頁
（
櫻
部
建
執
筆
）。

（
９
）
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
レ
イ
氏
の
近
著
は
イ
ン
ド
の
聖
者
觀
硏
究
と
し
て
一
定
の
高
い
評
價
を
受
け
て
い
る
。R

eginald
A

.R
ay,B

uddhistS
aints

in
India:

A
S

tudy
in

B
uddhistValues

&
O

rientations
,O

xford
U

niversity
P

ress,1994.筆
者
も
本
著
を
評
價
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な

い
が
、
し
か
し
、
氏
が
佛
敎
一
般
の
聖
者
の
四
類
型
と
し
て
、
佛
陀
・
獨
覺
・
阿
羅
漢
・
菩
薩
を
、
無
條
件
と
も
思
え
る
ほ
ど
安
直
に
揭
げ

る
こ
と
に
は
躊
躇
い
を
覺
え
る
。
本
稿
で
論
ず
る
よ
う
に
聲
聞
乘
の
聖
者
と
し
て
阿
羅
漢
の
み
を
揭
げ
る
の
は
聖
者
の
定
義
と
し
て
狹
す
ぎ

る
。
ま
た
、
菩
薩
を
無
條
件
に
聖
者
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
紀
元
後
數
世
紀
の
狀
況
を
考
慮
す
れ
ば
問
題
が
あ
り
す
ぎ
る
。
こ

れ
は
氏
の
扱
う
資
料
が
主
に
經
典
と
論
書
で
あ
っ
て
歷
史
的
現
實
性
へ
の
目
配
り
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
と
、
中
後
期
唯
識
派
の
十

分
に
發
逹
し
た
修
行
理
論
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
に
原
因
の
一
端
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
10
）
島
田
虔
次
『
朱
子
學
と
陽
明
學
』（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）
三
三
―
三
五
頁
。
吾
妻
重
二
「
道
學
の
聖
人
槪
念
―
そ
の
歷
史
的
位
相
」

（『
關
西
大
學
文
學
部
論
集
』
五
〇
―
二
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
11
）
荒
牧
典
俊
「
南
朝
前
半
期
に
お
け
る
敎
相
判
釋
の
成
立
に
つ
い
て
」（
福
永
光
司
編
『
中
國
中
世
の
宗
敎
と
文
化
』、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏

究
所
、
一
九
八
二
年
）
二
四
四
頁
注
三
。

（
12
）
辛
嶋
靜
志
『A

G
lossary

ofD
harm

araks
. a’s

T
ranslation

ofthe
Lotus

S
utra正

法
華
經
詞
典
』、（
創
價
大
學
國
際
佛
敎
學
高
等
硏
究
所
、

一
九
九
八
年
）
二
九
七
―
八
頁
。

（
13
）
櫻
部
建
・
小
谷
信
千
代
『
俱
舍
論
の
原
典
解
明
―
賢
聖
品
』（
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
）
緖
言
ⅱ
―
ⅳ
頁
。

（
14
）
筆
者
は
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
つ
い
て
は
何
ら
專
門
的
知
識
を
も
た
な
い
が
、
佐
藤
次
高
『
聖
者
イ
ブ
ラ
ヒ
ー
ム
傳
說
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
一
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年
）
二
頁
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
列
聖
に
類
す
る
よ
う
な
制
度
は
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歷
史
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
ご
と
く
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
場
合
、「
聖
者
を
認
定
す
る
權
威
者
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
が
特
徵
で
あ
る
。
誰
が
聖
者
で
あ
る
か
は
集
團
や
個
々
人
に

よ
っ
て
獨
自
に
、
し
か
も
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
定
め
ら
れ
た
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
あ
る
程
度
ま
で
中
國
中
世
佛
敎
史
に
お
け
る
聖

者
の
性
格
と
も
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
佛
敎
の
場
合
に
は
、
修
行
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
自
ら
が
佛
に
近
づ
く
と
い
う
構
造
の
も
と

に
、
聖
者
の
定
義
と
修
行
論
と
の
閒
に
强
い
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
に
一
つ
の
大
き
な
特
徵
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
陶
弘
景
七
地
菩
薩
說
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
陶
弘
景
と
佛
敎
の
戒
律
」（
吉
川
忠
夫
編
『
六
朝
道
敎
の
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）、

參
照
。

（
16
）
拙
稿
「
捨
身
の
思
想
―
六
朝
佛
敎
史
の
一
斷
面
」（『
東
方
學
報
』
京
都
七
四
册
、
二
〇
〇
二
年
）、
三
三
八
頁
、
參
照
。

（
17
）
六
朝
期
の
僞
聖
者
に
關
す
る
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
塚
本
善
隆
「
北
魏
の
佛
敎
匪
」（『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
二
卷
』、
大
東
出
版
社
、
一

九
七
四
年
。
原
載
『
支
那
佛
敎
史
學
』
三
―
二
、
一
九
三
九
年
）。
砂
山
稔
「
江
左
妖
僧
攷
―
南
朝
に
お
け
る
佛
敎
徒
の
反
亂
に
つ
い
て
」

（『
東
方
宗
敎
』
四
六
、
一
九
七
五
年
）。
前
揭
拙
稿
「
五
六
世
紀
の
佛
敎
に
お
け
る
破
戒
と
異
端
」。

（
18
）
「
六
朝
・
隋
唐
時
代
の
道
佛
論
爭
」
硏
究
班
編
「「
笑
道
論
」
譯
注
」（『
東
方
學
報
』
京
都
六
〇
、
一
九
八
八
年
）、
五
〇
〇
頁
、
參
照
。

（
19
）
『
菩
薩
瓔
珞
本
業
經
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
疑
經
『
梵
網
經
』
成
立
の
諸
問
題
」（『
佛
敎
史
學
硏
究
』
三
九
―
一
、
一
九
九
六
年
）

六
七
―
七
〇
頁
と
そ
こ
に
引
く
佐
藤
哲
英
氏
、
望
月
信
亨
氏
ほ
か
の
先
行
硏
究
を
參
照
。

（
20
）
拙
稿
「
地
論
宗
と
南
朝
敎
學
」（
荒
牧
典
俊
編
『
北
朝
隋
唐
中
國
佛
敎
思
想
史
』、
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
二
―
四
七
頁
、
參
照
。

（
21
）
地
論
宗
の
行
位
說
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
靑
木
隆
「
敦
煌
出
土
地
論
宗
文
獻
『
法
界
圖
』
に
つ
い
て
―
資
料
の
紹
介
と
翻
刻
」（『
東
洋
の

思
想
と
宗
敎
』
一
三
、
一
九
九
六
年
）。
石
井
公
成
『
華
嚴
思
想
の
硏
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
二
三
―
七
八
頁
。

（
22
）
修
行
階
位
說
に
お
け
る
眞
諦
說
の
意
義
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
水
野
弘
元
「
五
十
二
位
等
の
菩
薩
階
位
說
」（『
佛
敎
學
』
一
八
、
一
九
八

四
年
）。
眞
諦
譯
『
攝
大
乘
論
釋
』
に
、
十
信
等
の
中
國
佛
敎
特
有
の
術
語
が
み
え
る
點
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
稿
も
あ
わ
せ
て
參
照
さ
れ
た

い
。「「
漢
譯
」
と
「
中
國
撰
述
」
の
閒
―
漢
文
佛
典
に
特
有
な
形
態
を
め
ぐ
っ
て
」（『
佛
敎
史
學
硏
究
』
四
五
―
一
、
二
〇
〇
二
年
）
二
二
頁
。

（
23
）
前
揭
「「
笑
道
論
」
譯
注
」
五
一
五
―
六
頁
、
參
照
。

（
24
）
『
道
敎
義
樞
』
の
硏
究
と
し
て
、
麥
谷
邦
夫
「
南
北
朝
隋
唐
初
道
敎
敎
義
學
管
窺
―
以
《
道
敎
義
樞
》
爲
綫
索
」（
辛
冠
潔
等
編
《
日
本
學
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者
論
中
國
哲
學
史
》、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
お
よ
び
、
同
「
唐
代
老
子
注
釋
學
と
佛
敎
」（
荒
牧
典
俊
編
『
北
朝
隋
唐
中
國
佛
敎
思
想

史
』、
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
參
照
。
本
文
に
揭
げ
た
原
文
は
、
王
宗
昱
『《
道
敎
義
樞
》
硏
究
』（
道
家
文
化
硏
究
叢
書
）、
上
海
文
化
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
に
よ
る
。

（
25
）
「
就
伏
心
、
有
武
文
尸
三
解
」
の
部
分
は
、
砂
山
稔
『
隋
唐
道
敎
思
想
史
硏
究
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
六
五
頁
の
說
に
從
う
。

ち
な
み
に
蒙
文
通
（『
道
書
輯
校
十
種
』、
蒙
文
通
集
第
六
卷
、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
一
年
、
四
三
〇
頁
）
は
「
就
伏
心
、
有
文
尸
三
解
」
に

作
る
。
さ
ら
に
、『
道
敎
義
樞
』
位
業
義
に
、「
伏
道
之
中
有
九
轉
者
、
凡
三
種
解
、
解
各
三
轉
、
合
成
九
轉
。
三
種
解
者
、
一
曰
武
解
、
二

曰
文
解
、
三
曰
尸
解
」
と
あ
る
の
も
參
照
。

（
26
）
佐
藤
哲
英
「
天
台
大
師
に
お
け
る
圓
敎
行
位
の
形
成
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
一
〇
―
二
、
一
九
六
二
年
）。

（
27
）
玄
奘
の
彌
勒
信
仰
に
關
す
る
近
年
の
硏
究
と
し
て
、
劉
長
東
『
晉
唐
彌
陀
淨
土
信
仰
硏
究
』、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
三
〇
―
五
頁
、

參
照
。

（
28
）
臨
終
に
お
け
る
「
頂
暖
」
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
次
を
參
照
。
坂
本
幸
男
「
佛
敎
に
お
け
る
死
の
意
義
」（『
坂
本
幸
男
論
文
集
第
一
、

阿
毘
逹
磨
の
硏
究
』、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
三
一
九
―
二
〇
頁
。
岡
本
天
晴
「
僧
傳
に
み
え
る
臨
終
の
前
後
」（『
日
本
佛
敎
學
會

年
報
』
四
六
、
一
九
八
〇
年
）
四
五
一
―
二
頁
。

（
29
）
屈
指
に
つ
い
て
は
岡
本
前
揭
論
文
四
五
二
頁
に
億
單
な
言
及
が
あ
る
。
拙
稿
「
五
六
世
紀
の
佛
敎
に
お
け
る
破
戒
と
異
端
」
五
二
頁
も
參
照
。

（
30
）
正
午
の
も
つ
宗
敎
的
意
義
に
つ
い
て
は
次
を
參
照
。
吉
川
忠
夫
「
日
中
無
影
―
尸
解
仙
考
」（
同
編
『
中
國
古
道
敎
史
硏
究
』、
同
朋
社
、
一

九
九
二
年
）。
道
昂
傳
は
一
七
八
頁
に
言
及
さ
れ
る
。
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『
究
竟
大
悲
經
』
に
お
け
る
衆
生
觀
と
太
極
　

池
　
平
　
　
紀
　
子
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
『
く
き
よ
う
だ
い
ひ
き
よ
う

究
竟
大
悲
經
』
は
隋
か
ら
唐
初
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
中
國
撰
述
經
典
（
い
わ
ゆ
る
疑
經
・
僞
經
）
の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
の
內
容
は
他
の
多
く
の
中
國
撰
述
經
典
と
や
や
性
格
を
異
に
す
る
。
違
い
は
、
他
の
多
く
が
現
世
利
益
的
な
實
踐
を
目
的
と
し
て

作
成
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
本
經
は
實
踐
よ
り
も
む
し
ろ
理
論
を
深
く
掘
り
下
げ
て
い
る
點
に
あ
る
。
中
國
撰
述
で
あ
る
た
め

作
者
は
不
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
匿
名
性
を
利
用
し
て
か
、
本
經
は
融
通
無
碍
に
中
國
の
傳
統
思
想
を
援
用
し
て
お
り
、
特
に
理
論
の

か
な
め
に
『
易
』
の
「
太
極
」
の
槪
念
を
用
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
當
時
の
中
國
に
お
け
る
佛
敎
理
論
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
か
ら
大
き

く
方
向
性
を
變
え
て
、
獨
自
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　
す
で
に
先
學
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

１
）、『

究
竟
大
悲
經
』
は
悟
り
の
理
論
に
關
し
て
は
、『
華
嚴
經
』
や
『
大
乘
起
信
論
』
な
ど

の
唯
心
論
の
影
響
を
强
く
受
け
て
い
る
。
し
か
し
本
經
は
、
そ
の
唯
心
論
を
用
い
つ
つ
も
、「
心
」
を
す
な
わ
ち
「
太
極
」
で
あ
る
と

定
義
す
る
こ
と
で
、
本
體
で
あ
る
「
太
極
」
が
不
生
不
滅
の
「
眞
」
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
作
用
の
結
果
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
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「
身
體
性
」
も
ま
た
不
生
不
滅
の
「
眞
」
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
衆
生
の
身
の
ま
ま
の
解
脫
と
い
う
こ
と
を
說
く
の
で
あ
る
。
こ

の
兩
者
の
違
い
は
、『
大
乘
起
信
論
』
な
ど
が
、
悟
り
の
た
め
に
「
妄
心
」
を
滅
す
る
修
行
を
重
視
す
る
の
に
對
し
て
、『
究
竟
大
悲

經
』
が
修
行
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
つ
ま
り
『
究
竟
大
悲
經
』
は
唯
心
論
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
そ
の
範
疇
に
留
ま
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
頓
悟
に
關
し
て
は
、
禪
思
想
と
の
關
連
が
先
學
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ま
で
は
、「
心
」
に

つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
て
も
「
太
極
」
に
つ
い
て
は
中
國
思
想
の
影
響
と
さ
れ
る
以
外
、
そ
の
意
義
は
あ
ま
り
檢
證
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
筆
者
は
『
究
竟
大
悲
經
』
の
獨
自
の
悟
り
の
理
論
を
導
い
た
槪
念
は
「
心
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
太
極
」
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
テ
キ
ス
ト
に
關
し
て
は
、
本
稿
で
は
大
正
藏
本
の
『
究
竟
大
悲
經
』
を
底
本
と
す
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
寫
本
が
あ
り
、
ペ

リ
オ
文
書
の
中
に
は
、
大
正
藏
本
に
は
揭
載
さ
れ
て
い
な
い
第
一
卷
の
殘
闕
部
分
も
存
在
す
る
の
で
、
第
一
節
で
は
ま
ず
こ
の
テ
キ

ス
ト
に
つ
い
て
考
證
す
る
。

　　
　
　
一
　
『
究
竟
大
悲
經
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

　　
『
究
竟
大
悲
經
』
（
大
正
藏
八
五
、
一
三
六
八
ｂ
）
は
、
歷
代
の
衆
經
目
錄
の
中
で
は
、
唐
の
麟
德
元
年
（
六
六
四
）
完
成
の
『
大
唐

內
典
錄
』
卷
十
「
歷
代
所
出
疑
僞
經
論
錄
第
八
」
に
そ
の
名
が
初
出
す
る
。
こ
の
『
大
唐
內
典
錄
』
に
は
「
究
竟
大
悲
經
三
卷
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
成
立
の
『
開
元
釋
敎
錄
』
卷
十
八
「
別
錄
中
僞
妄
亂
眞
錄
第
七
」
に
は
「
究
竟
大
悲

經
四
卷
」
と
あ
り
、
そ
の
割
注
に
「
或
い
は
三
卷
、
亦
た
八
卷
と
云
う
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
三
卷
本
・
四
卷
本
・
八
卷
本
の
テ

キ
ス
ト
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
卷
八
十
五
「
疑
似
部
全
」
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
ス
タ
イ
ン
文
書
二
種
と
石
山
寺
藏
古
寫
本
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　　『究竟大悲經』における衆生觀と太極

と
を
輯
佚
し
た
、
い
わ
ば
寄
せ
集
め
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
卷
本
の
體
裁
を
採
っ
て
い
る
が
、
第
一
卷
を
完
全
に
缺
い
て

い
て
第
二
卷
よ
り
始
ま
っ
て
お
り
、
更
に
第
二
卷
と
第
三
卷
に
つ
い
て
は
共
に
冒
頭
を
缺
く
。
こ
の
第
二
卷
は
ス
タ
イ
ン
二
二
二
四

（
大
正
藏
八
五
、
一
三
六
八
ｂ
二
四
―
一
三
七
二
ｂ
三
、
以
下
大
正
藏
の
卷
數
は
省
略
）
で
あ
り
、
第
三
卷
は
同
ス
タ
イ
ン
二
四
九
九
（
一
三

七
二
ｂ
八
―
一
三
七
六
ｂ
二
九
）
で
あ
る
。
共
に
卷
末
の
尾
題
に
よ
り
、
兩
本
と
も
四
卷
本
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

第
四
卷
は
石
山
寺
藏
古
寫
本
（
一
三
七
六
ｃ
三
―
一
三
八
〇
ｂ
一
四
）
で
あ
る（

２
）。

　
た
だ
し
、
本
經
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
三
種
以
外
に
も
多
數
存
在
し
て
お
り
、
旣
に
中
嶋
隆
藏
氏
に
よ
っ
て
、
北
八
二
三
五
（
一
三
六

八
ｂ
二
四
―
一
三
七
四
ａ
一
三
に
該
當
）
お
よ
び
ス
タ
イ
ン
六
九
六
二
（
一
三
七
四
ｂ
六
―
一
三
八
〇
ｂ
一
四
に
該
當
）
が
共
に
三
卷
本
の
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、
兩
本
の
狀
況
か
ら
、
四
卷
本
が
一
―
四
品
・
五
―
八
品
・
九
―
十
二
品
・
十
三
―
十
六
品
と
分
卷
さ
れ
て
い

る
の
に
對
し
て
、
三
卷
本
は
一
―
四
品
・
五
―
十
品
・
十
一
―
十
六
品
と
分
卷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

３
）。

更
に

中
嶋
氏
は
、
そ
の
三
卷
本
の
第
二
卷
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
北
八
二
三
五
、
お
よ
び
四
卷
本
の
第
二
卷
を
ほ
ぼ
完
全
に
殘
す
北
八
二
三
六

（
一
三
六
八
ｂ
二
四
―
一
三
七
二
ｂ
三
に
該
當
）
の
兩
本
に
基
づ
い
て
、
大
正
藏
本
が
缺
く
第
二
卷
冒
頭
の
第
五
品
、
第
三
卷
冒
頭
の
第

九
品
の
缺
落
部
分
を
補
充
さ
れ
、
そ
の
上
で
本
經
の
所
論
に
つ
い
て
詳
し
く
檢
討
さ
れ
て
い
る（

４
）。

　
加
え
て
、
新
た
に
檢
討
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
が
一
種
あ
る
。
ス
タ
イ
ン
四
八
七
が
そ
れ
で
、『
敦
煌
寶
藏
』
が
付
し
た
題
に
は
「
究
竟

大
悲
經
卷
第
一
（
擬
）」
と
あ
る
。「（
擬
）」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
七
百
字
足
ら
ず
の
殘
闕
テ
キ
ス
ト
は
表
題
・
尾
題
・
品
名
等
を
一
切

缺
き
、
且
つ
第
二
卷
か
ら
最
後
ま
で
の
閒
に
は
こ
こ
に
該
當
す
る
部
分
は
な
く
、
更
に
他
に
第
一
卷
の
テ
キ
ス
ト
も
殘
っ
て
い
な
い

な
ど
、
こ
れ
が
本
經
の
第
一
卷
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す
る
書
誌
上
の
手
掛
か
り
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
、『
敦
煌

寶
藏
』
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
本
經
の
第
一
卷
で
あ
ろ
う
と
見
な
す
根
據
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
手
掛
か
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
こ
の
ス
タ
イ
ン
四
八
七
の
內
容
に
第
二
卷
以
降
と
の
連
續
性
や
共
通
點
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
見
て
み
る
と
、
確
か
に
こ
れ

を
第
一
卷
と
認
め
得
る
い
く
つ
も
の
證
據
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
以
下
に
こ
の
ス
タ
イ
ン
四
八
七
の
敦
煌
寫
本
を
飜
刻
し
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た
上
で（

５
）、

こ
れ
を
『
究
竟
大
悲
經
』
の
第
一
卷
と
確
定
し
得
る
根
據
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
き
た
い
。
各
行
に
は
便
宜
的
に
通
し
番

號
を
付
し
た
。

　
　
　
○
飜
刻

１
　
　
　
　
…
…
說
謗
毀
者
衆

２３
　
（
天
眞
菩

*1薩
）
摩
訶
薩
復
白
佛
言
世
尊
一
切
諸
（
衆

４
　

*2生
）
□
來
三
界
周
旋
六
道
受
無
量
苦
豈
可
皆
由

５
　
謗
毀
此
法
如
招
墮
落
如
佛
所
言
契
要
法
者
猶

６
　
自
未
說
未
說
未
聞
如
何
衆
生
受
苦
萬
端
彌
輪

７
　
六
道
以
此
驗
之
不
聞
法
者
亦
當
受
苦
惱
受
苦

８
　
惱
者
何
必
皆
是
謗
深
法
人
如
聞
世
尊
昔
日
所

９
　
說
言
道
謗
法
之
人
緣
謗
法
力
故
受
苦
畢
了
生

10
　
生
奉
佛
猶
有
出
期
無
謗
墮
落
無
有
出
期
由
謗

11
　
法
力
故
得
作
遠
因
可
似
無
因
引
世
尊
昔
日
說

12
　
語
以
證
於
今
慈
悲
爲
說
廣
大
利
益
無
量
無
邊

13
　
唯
願
世
尊
開
演
解
說

14
　
爾
時
佛
吿
天
眞
菩
薩
摩
訶
薩
曰
汝
之
所
問
今

15
　
爲
汝
說

16
　
天
眞
菩
薩
摩
訶
薩
白
佛
言
世
尊
許
爲
此
會
衆
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17
　
及
未
來
世
一
切
諸
衆
生
說
契
要
法
門
甚
生
歡

18
　
喜
踊
躍
無
量
菀
轉
哮
吼
以
偈
如
發
大
願

19
　
願
令
大
師
說
微
密
　
　
　
遍
滿
十
方
一
切
利

20
　
流
注
識
海
心
性
中
　
　
　
自
然
歸
伏
無
違
逆

21
　
唯
願
大
師
說
契
要
　
　
　
今
衆
恭
敬
叉
手
跪

22
　
法
音
玄
注
心
海
中
　
　
　
消
伏
三
毒
滅
謗
毀

23
　
願
眞
法
音
遍
十
方
　
　
　
招
誘
衆
生
坐
道
場

24
　
消
融
鼓
蕩
滅
三
毒
　
　
　
究
竟
受
敎
最
爲
良

25
　
願
衆
聞
法
生
歡
喜
　
　
　
融
練
堅
鑛
出
眞
金

26
　
三
毒
五
蓋
自
然
爛
　
　
　
無
遠
無
近
聞
法
音

27
　
佛
吿
天
眞
菩
薩
摩
訶
薩
曰
汝
及
大
衆
澄
神
眞

28
　
境
更
莫
外
緣
吾
今
爲
汝
分
明
解
說

29
　
汝
問
上
盡
諸
佛
下
盡
蜫
蟻
於
中
一
切
衆
生
周

30
　
法
性
等
眞
如
者
以
眞
一
故
一
切
形
質
苦
樂
果

31
　
報
皆
是
一
故
以
是
一
故
一
切
皆
一
一
切
皆
一

32
　
故
一
切
一
一
一
切
以
然
者
以
眞
如
法
性
不
生

33
　
不
滅
故
眞
如
法
性
不
生
不
滅
一
切
形
質
苦
樂

34
　
種
種
果
報
皆
悉
不
生
不
滅

35
　
天
眞
菩
薩
摩
訶
薩
復
白
佛
言
世
尊
一
切
衆
生

413



36
　
身
內
眞
如
法
性
可
得
言
不
生
不
滅
地
水
火
風

37
　
色
受
想
行
識
皆
因
緣
和
合
如
生
何
得
如
言
不

38
　
生
不
滅

39
　
佛
吿
天
眞
菩
薩
摩
訶
薩
曰
汝
言
地
水
火
風
色

40
　
受
想
行
識
是
生
滅
者
爲
先
有
竟
生
爲
先
無

41
　
竟
生
若
有
先
有
有
已
有
不
生
若
無
先
無
無
已

42
　
無
不
生
已
生
中
無
生
未
生
中
無
生
已
生
未
生
中

43
　
復
無
生
已
生
中
無
生
未
生
中
無
生
復
不
得
半
生

44
　
半
不
生
故
地
水
火
風
色
受
想
行
識
皆
不
生
故

45
　
雖
生
不
生
終
日
生
如
未
曾
生
雖
滅
不
滅
終

46
　
（
日
滅
如

*3未
）
曾
滅
譬
如
人
行
以
去
爲
首
推
尋
其

47
　
去
去
中
無
去
未
去
中
無
去
已
去
未
去
中
無
去

48
　
去
亦
無
去
未
去
無
去
故

　
　
　
　
*1
　
文
脈
に
よ
り
「
天
眞
菩
薩
」
の
四
字
を
補
っ
た
。

　
　
　
　
*2
　
文
脈
に
よ
り
「
衆
生
」
の
二
字
を
補
っ
た
。

　
　
　
　
*3
　
文
脈
に
よ
り
「
日
滅
如
未
」
の
四
字
を
補
っ
た
。

　
で
は
、
こ
の
ス
タ
イ
ン
四
八
七
と
第
二
卷
以
降
の
『
究
竟
大
悲
經
』
と
の
共
通
點
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
、
ス
タ
イ
ン
四
八
七

が
「
佛
」
と
「
天
眞
菩
薩
」
と
い
う
名
の
菩
薩
と
の
問
答
で
あ
る
點
が
擧
げ
ら
れ
る
。
本
經
に
登
場
す
る
各
菩
薩
の
名
稱
の
特
徵
は
、

そ
の
名
が
本
經
の
主
題
と
何
ら
か
の
關
連
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
「
無
礙
菩
薩
」
の
「
無
礙
」
は
、「
無
礙
の
神
性
、
も
つ已
て
母
と
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爲
す
」
（
一
三
六
九
ｃ
九
）
、「
體
大
寂
に
融
す
れ
ば
、
相
は
卽
ち
無
礙
」
（
一
三
七
五
ｂ
八
）
、「
ア
ー
ラ
ヤ

阿
梨
耶
龍
は
無
礙
の
力
も
て
／
四
大

五
陰
の
空
に
遊
ぶ
」
（
一
三
七
二
ｃ
二
五
）
な
ど
、
衆
生
の
認
識
作
用
の
自
在
性
を
表
す
重
要
な
語
彙
と
な
っ
て
お
り
、「
混
融
菩
薩
」

の
「
混
融
」
も
、「
眞
照
は
眞
を
照
し
大
寂
に
混
融
す
」
（
一
三
六
九
ｃ
二
三
）
や
「
す
べ
か
ら

要
須
く
是
非
を
雙
泯
し
得
失
を
混
融
す
べ
し
」

（
一
三
七
九
ｃ
二
四
）
な
ど
、
相
對
性
を
超
越
し
た
境
地
に
融
解
す
る
さ
ま
を
表
す
語
彙
と
し
て
頻
出
す
る
。
そ
し
て
「
天
眞
菩
薩
」
は

第
十
品
に
も
登
場
す
る
菩
薩
で
、「
天
眞
」
の
語
は
「
天
眞
の
妙
性
を
法
身
と
爲
す
」
（
一
三
七
〇
ａ
二
三
）
、「
無
邊
の
法
藏
と
は
唯

だ
一
切
衆
生
の
心
性
の
天
眞
是
れ
の
み
」
（
一
三
七
五
ａ
一
七
）
な
ど
と
あ
り
、
中
嶋
氏
が
特
に
こ
の
語
に
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

６
）、

本
經
を
特
徵
づ
け
る
語
彙
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
名
は
管
見
の
限
り
本
經
以
外
の
佛
典
に
は
見
ら
れ
な
い
名
で
も
あ
る
。

　
次
に
內
容
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
ス
タ
イ
ン
四
八
七
の
半
ば
で
天
眞
菩
薩
に
よ
っ
て
誦
さ
れ
る
偈
が
、
第
二
卷
以
降
で
佛
が
說
く

敎
義
の
主
旨
を
要
約
し
て
述
べ
て
い
る
點
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
第
二
十
行
の
「
識
海
心
性
中
に
流
注
し
／
自
然
に
歸
伏
し
違
逆

す
る
無
か
ら
ん
こ
と
を
」
や
第
二
十
二
行
の
「
法
音
の
心
海
の
中
に
玄
注
し
／
三
毒
を
消
伏
し
謗
毀
を
滅
せ
ん
こ
と
を
」
な
ど
に
現

れ
る
「
識
海
心
性
」
や
「
心
海
」
な
ど
は
、
衆
生
の
認
識
作
用
が
收
束
す
る
場
と
し
て
、
第
三
卷
「
一
切
賢
聖
心
海
發
作
扭
捩
渾
合

品
第
九
」
に
お
い
て
、「
心
性
本
際
の
海
藏
」
（
一
三
七
二
ｂ
一
〇
）
、「
方
便
は
心
海
に
湧
き
」
（
一
三
七
二
ｃ
一
八
）
、「
上
は
諸
佛
に

い
た盡
り
、
下
は
識
海
に
盡
る
ま
で
、
皆
な
心
心
に
從
り
て
有
り
」
（
一
三
七
三
ａ
九
）
な
ど
と
說
か
れ
る
「
心
性
」「
海
藏
」「
心
海
」「
識

海
」
を
述
べ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
ま
た
例
え
ば
、
衆
生
の
「
三
毒
（
貪
瞋
癡
）
」
の
煩
惱
に
つ
い
て
、『
究
竟
大
悲
經
』
は
獨
特
の
解
釋
を
し
て
お
り
、「
貪
」
と
は

「
佛
聖
の
果
を
貪
る
」
こ
と
、「
瞋
」
と
は
「
凡
を
棄
て
惡
を
憎
む
」
こ
と
、「
癡
」
と
は
「
佛
凡
の
殊
な
る
無
く
、
性
相
の
通
照
す
る

を
知
ら
ざ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
心
に
こ
の
三
毒
が
あ
る
の
は
乳
蜜
中
に
毒
を
入
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
も
し
「
是
非

を
銷
融
」
す
れ
ば
「
毒
乳
相
い
和
す
」
と
す
る
（
一
三
七
二
ａ
二
四
）
。
そ
し
て
、
ス
タ
イ
ン
四
八
七
の
偈
に
「
消
融
し
鼓
蕩
し
て
三

毒
を
滅
す
」
（
第
二
四
行
）
と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
要
約
し
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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更
に
ま
た
、
偈
に
「
堅
鑛
を
融
鍊
し
て
眞
金
を
出
し
」
（
第
二
五
行
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
二
卷
「
對
治
服
藥
治
病
品
第
七
」
に

お
い
て
「
一
切
衆
生
の
身
內
の
慧
命
・
法
身
・
佛
性
・
眞
金
」
（
一
三
七
〇
ｃ
二
）
と
、
衆
生
の
身
內
に
あ
る
佛
性
を
「
眞
金
」
と
表

現
し
、
そ
れ
を
顯
現
さ
せ
る
た
め
の
方
法
を
「
堅
鑛
を
蕩
除
す
る
」
（
一
三
七
一
ａ
一
六
）
と
表
現
し
て
い
る
の
と
一
致
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
登
場
者
の
一
致
、
內
容
お
よ
び
語
彙
の
一
致
、
更
に
は
、「
上
盡
諸
佛
、
下
盡
蜫
蟻
、
於
中
一
切
衆
生
、
周
法
性

等
眞
如
者
、
以
眞
一
故
」
（
第
二
九
行
）
と
「
上
盡
龍
象
、
下
盡
蜫
蟻
、
於
中
一
切
衆
生
、
敬
之
如
佛
、
…
…
」
（
一
三
七
〇
ｃ
一
二
）

と
の
よ
う
な
修
辭
上
の
類
似
な
ど
に
鑑
み
て
、
こ
の
ス
タ
イ
ン
四
八
七
が
『
究
竟
大
悲
經
』
の
佚
文
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
閒
違
い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
ス
タ
イ
ン
四
八
七
が
本
經
の
第
一
卷
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
ス
タ
イ
ン
四
八
七

以
外
の
諸
寫
本
を
全
て
組
み
合
わ
せ
る
と
、
第
二
卷
か
ら
最
後
ま
で
は
一
應
完
全
な
形
に
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸
寫
本
の
中

に
は
重
複
す
る
所
も
多
い
が
、
全
て
こ
の
復
元
さ
れ
た
も
の
の
一
部
に
合
致
し
、
大
き
な
異
同
も
な
い
。
つ
ま
り
ス
タ
イ
ン
四
八
七

の
文
書
は
『
究
竟
大
悲
經
』
の
經
文
と
見
な
せ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
第
二
卷
以
降
の
復
元
さ
れ
た
經
文
の
中
に
は
相
當
す
る
箇
所
が

な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
ス
タ
イ
ン
四
八
七
が
殘
る
第
一
卷
の
經
文
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
內
容
の
連
續
性
と
い
う
點
か
ら
見
て
み
る
と
、
北
八
二
三
六
に
よ
れ
ば
、
第
二
卷
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
無
碍
菩
薩
の
質
問

よ
り
始
ま
っ
て
い
る
。

復
た
次
に
、
無
碍
菩
薩
摩
訶
薩
、
復
た
佛
に
白
し
て
言
う
「
世
尊
、
佛
の
說
く
所
の
如
く
、
一
切
衆
生
の
有
す
る
所
の
身
相
は

皆
な
悉
く
無
生
な
れ
ば
、
無
生
の
若
き
を
、
唯
だ
願
わ
く
ば
分
別
し
解
說
せ
ん
こ
と
を
」
と
。
（
中
嶋
氏
飜
刻
）

　
つ
ま
り
、
直
前
の
第
一
卷
の
末
尾
で
佛
が
提
出
し
た
「
一
切
衆
生
の
身
相
は
悉
く
無
生
（
無
滅
）
で
あ
る
」
と
の
テ
ー
ゼ
を
受
け

て
、
無
碍
菩
薩
は
「
無
生
」
の
意
味
の
解
釋
を
こ
こ
で
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
ス
タ
イ
ン
四
八
七
を
見
る
と
、
第
三
十
二
行
か
ら
第
三
十
四
行
に
か
け
て
佛
は
一
切
衆
生
の
「
眞
如
の
法
性
」
が
「
不
生
不
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滅
」
で
あ
る
以
上
、
衆
生
の
「
一
切
の
形
質
、
苦
樂
の
種
種
の
果
報
」
も
ま
た
「
皆
な
悉
く
不
生
不
滅
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
無

碍
菩
薩
は
こ
の
言
に
對
し
て
、「
眞
如
の
法
性
」
が
「
不
生
不
滅
」
な
の
は
と
も
か
く
、
な
ぜ
因
緣
の
和
合
に
よ
っ
て
生
起
す
る
「
地

水
火
風
（
四
大
）
」「
色
受
想
行
識
（
五
陰
）
」
ま
で
も
「
不
生
不
滅
」
だ
と
言
え
る
の
か
と
問
い
、
佛
は
そ
れ
を
受
け
て
「
四
大
」

「
五
陰
」
が
「
不
生
不
滅
」
で
あ
る
理
由
を
說
く
。
そ
し
て
こ
の
說
明
を
も
っ
て
ス
タ
イ
ン
四
八
七
は
終
わ
っ
て
い
る
。「
四
大
」「
五

陰
」
と
は
因
緣
に
よ
っ
て
衆
生
の
身
體
、
す
な
わ
ち
「
一
切
の
形
質
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
第
二
卷
冒
頭
に

い
う
一
切
衆
生
の
「
身
相
」
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
一
切
衆
生
の
身
相
は
悉
く
無
生
（
無
滅
）
で
あ
る
」
と
の
テ
ー
ゼ
は
ま
さ

に
ス
タ
イ
ン
四
八
七
に
お
い
て
提
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
第
二
卷
の
冒
頭
に
繫
が
る
第
一
卷
の
卷
末
に
近
い
部
分
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
二
　
『
究
竟
大
悲
經
』
の
衆
生
觀

　　
　
　
○
身
內
の
父
母

　
『
究
竟
大
悲
經
』
が
考
え
る
「
衆
生
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。「
顯
一
切
衆
生
身
內
有
佛
父
母
品
第
六
」
（
一
三
六
九
ｂ
二
四
）

で
は
、
こ
の
品
題
に
擧
げ
る
「
一
切
衆
生
の
身
內
に
は
佛
と
し
て
の
父
母
が
有
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
次
の
よ
う
に
解
釋
す
る
。

a
一
切
衆
生
の
身
內
の
佛
父
母
と
は
、
太
陽
の
眞
極
も
つ已
て
父
と
爲
し
、
無
礙
の
神
性
已
て
母
と
爲
す
。
寂
照
已
て
父
と
爲
し
、

寂
を
照
す
る
を
已
て
母
と
爲
す
。
天
眞
已
て
父
と
爲
し
、
靈（

７
）宅

已
て
母
と
爲
す
。
此
の
如
く
父
母
は
應
佛
・
緣
佛
・
報
佛
を

出
生
す
。
（
一
三
六
九
ｃ
八
）

b
太
陽
の
眞
極
と
は
、
衆
生
の
根
本
、
善
惡
の
玄
元
。（
無
礙
の
神
性
と
は
、
□
□
□
□（

８
）、）

群
識
の
靈
宅
。
法
界
は
混
沌
と
し
、

降
注
し
て
下
に
歸
す
、
之
に
名
づ
け
て
父
と
爲
し
、
無
遍
に
感
應
し
、
感
に
由
り
て
影
現
わ
る
、
之
を
稱
し
て
母
と
爲
す
。
此
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に
從
り
父
母
は
應
佛
・
緣
佛
・
報
佛
を
出
生
す
。
（
一
三
六
九
ｃ
一
八
）

　
こ
の
よ
う
に
本
經
は
衆
生
の
存
在
を
、「
父
」
な
る
「
太
陽
の
眞
極
（
大
い
な
る
陽
の
眞
な
る
極
み
）
」
と
「
母
」
な
る
「
無
礙
の
神

性
（
自
在
無
碍
な
る
神
妙
な
性
）
」
と
を
體
內
に
有
し
た
も
の
と
捉
え
る（

９
）。

　
こ
の
「
父
」
な
る
「
太
陽
の
眞
極
」
は
、
ａ
で
は
「
寂
照
（
寂
然
た
る
輝
き
）
」「
天
眞
（
本
來
的
に
眞
な
る
も
の
）
」
と
表
現
さ
れ
、

ｂ
で
は
「
衆
生
の
根
本
」「
善
惡
の
玄
元
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
の
存
在
の
根
源
は
こ
の
「
太
陽
の
眞
極
」
に
あ
り
、

衆
生
が
持
つ
眞
性
も
衆
生
が
受
け
る
善
惡
の
業
も
全
て
こ
れ
を
根
源
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、「
母
」
な
る
「
無
礙
の
神
性
」
は
、
ａ
で
は
「
照
寂
（
寂
た
る
輝
き
を
照
射
す
る
も
の
）
」「
靈
宅
」
、
ｂ
で
は
「
群
識
の
靈
宅

（
樣
々
な
認
識
作
用
の
靈
妙
な
住
ま
い
）
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
對
外
的
な
作
用
を
司
る
の
が
こ
の
「
無
碍
の
神
性
」
な
の
で
あ

る
。
そ
の
役
割
は
、「
父
」
な
る
「
太
陽
の
眞
極
」
が
存
在
の
根
源
と
し
て
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、「
無
遍
に
感
應
し
、
感
に
由
り
て

影
現
わ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
存
在
の
根
源
の
寂
た
る
輝
き
を
外
界
か
ら
の
刺
激
に
應
じ
て
發
揮
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
衆
生
の
身
內
の
「
父
」「
母
」
は
、
ま
ず
第
一
に
、
明
亮
で
靜
的
な
本
體
と
動
的
な
作
用
と
い
う
體
用
關
係
で
捉
え
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
衆
生
の
身
內
の
父
母
が
本
來
的
に
眞
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
子
供
も
ま
た
眞
で
あ
り
、
つ
ま

り
は
「
佛
」
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
導
く
。
本
經
は
、
こ
の
眞
な
る
父
母
の
子
を
「
衆
生
」
で
あ
る
と
す
る
と
同
時
に
、
衆
生
の

求
め
に
應
じ
て
現
れ
る
「
佛
の
三
身
（
應
佛
・
緣
佛
・
報
佛
）
」
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
體
い
か
に
し
て
、
同
じ
父
母
の
子
が
、
迷

い
求
め
る
者
と
し
て
の
「
衆
生
」
と
悟
り
求
め
ら
れ
る
者
と
し
て
の
「
佛
」
と
に
分
か
た
れ
る
の
か
。
本
經
が
考
え
る
「
衆
生
」
觀

を
別
の
觀
點
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
○
經
卷
と
し
て
の
身
體

　
『
究
竟
大
悲
經
』
は
ま
た
、
全
て
の
衆
生
の
身
は
「
經
卷
」
「
法
聚
」
で
あ
る
と
す
る
。
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　　『究竟大悲經』における衆生觀と太極

一
切
衆
生
の
身
は
如
實
に
名
づ
け
て
經
卷
と
爲
し
、
亦
た
法
聚
と
名
づ
く
。
（
一
三
七
五
ｃ
四
）

　
こ
こ
に
い
う
「
經
卷
」
と
は
、
別
の
箇
所
で
「
文
字
經
敎（

10
）」

と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
の
身
體
が
「
眞
理
を
あ

や
文
字
と

し
て
具
現
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
「
法
聚
」
と
は
、
一
般
に
「
法
（
眞
理
）
を
集
め
た
も
の
」
と
い
う
意

味
で
の
「
經
藏
」
の
別
稱
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
經
卷
」
に
せ
よ
「
法
聚
」
に
せ
よ
こ
れ
ら
は
共
に
衆
生
の
身
體
が
眞
理
そ
の
も
の
で

あ
り
、
厭
離
さ
れ
る
べ
き
對
象
で
は
な
い
こ
と
を
根
據
に
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
例
も
同
樣
で
あ
る
。

（
普
泯
菩
薩
）
佛
の
說
く
所
を
聞
き
て
豁
然
と
し
て
意
解
し
、
卽
ち
身
上
に
於
い
て
了
了
と
し
て
分
明
に
十
二
部
經
を
見
る
。
…
…

金
紙
に
銀
字
の
通
天
の
卷
軸
、
皮
を
以
て
紙
と
爲
し
、
骨
を
以
て
筆
と
爲
し
、
淸
脈
を
以
て
水
と
爲
し
、
髓
を
以
て
墨
と
爲
し
、

自
性
の
理
を
以
て
之
に
書
し
て
錯
謬
無
し
。
（
一
三
七
五
ｂ
一
七
）

　
そ
も
そ
も
衆
生
の
衆
生
た
る
所
以
は
、
鑑
照
菩
薩
が
佛
の
言
葉
に
反
駁
し
て
「
若
し
理
に
違
い
て
我
見
し
、
顚
倒
し
錯
用
す
る
有

れ
ば
、
卽
ち
法
藏
に
非
ず
、
亦
た
經
卷
に
非
ず
」
（
一
三
七
五
ｂ
五
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
が
我
見
（
實
體
的
自
我
を
認
め
る

考
え
）
や
顚
倒
の
見
を
持
っ
て
迷
妄
の
淵
に
沈
ん
で
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
一
體
、
そ
の
よ
う
な
衆
生
を
何
故
「
經
卷
」「
法
聚
」

と
見
な
し
得
る
の
か
。
佛
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

體
解
し
究
竟
す
れ
ば
名
づ
け
て
經
卷
と
爲
し
、
亦
た
法
藏
と
名
づ
く
。
迷
惑
す
れ
ば
名
を
立
て
、
名
づ
け
て
衆
生
と
爲
す
。
亦

た
生
死
と
名
づ
け
、
亦
た
苦
聚
と
名
づ
く
。
亦
た
顚
倒
と
名
づ
け
、
亦
た
外
求
と
名
づ
く
。
…
…
自
身
の
上
に
無
量
の
法
聚
十

二
部
經
有
る
を
識
ら
ず
、
遂
に
便
ち
外
向
し
て
善
知
識
に
求
む
る
を
、
名
づ
け
て
衆
生
と
爲
す
。
法
を
將
て
法
を
逐
い
、
旣
に

善
知
識
に
遇
え
ば
、
已
に
善
知
識
、
爲
め
に
其
れ
法
を
說
き
、
眞
法
處
を
敎
え
て
之
に
語
り
て
曰
く
「
若
し
法
を
求
め
ん
と
欲

す
れ
ば
、
先
ず
當
に
自
ら
に
求
む
べ
し
。
若
し
自
ら
に
求
む
れ
ば
、
淨
佛
知
見
し
、
廣
く
三
藏
を
開
く
」
と
。
（
一
三
七
五
ｃ
六
）

　
確
か
に
衆
生
は
顚
倒
し
迷
い
惑
え
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
顚
倒
は
衆
生
が
「
法
（
眞
理
）
」
を
知
ら
な
い
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
己
が
「
法
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
れ
を
外
に
求
め
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
つ
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ま
り
、
衆
生
は
「
法
」
の
身
で
も
っ
て
外
に
「
法
」
を
逐
う
と
い
う
過
ち
を
犯
し
て
い
る
が
、
內
に
「
法
」
を
求
め
れ
ば
、「
衆
生
の

身
」
は
そ
れ
自
身
が
「
經
卷
」
「
法
聚
」
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
卷
の
冒
頭
に
あ
る
佛
の
言
葉
「
若
し
自
身

に
逹
せ
ば
、
卽
ち
佛
身
に
逹
す
。
自
身
を
究
竟
す
る
を
佛
身
を
究
竟
す
る
と
名
づ
く
」
（
中
嶋
氏
飜
刻
）
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
考
え
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
、
先
に
確
認
し
た
、
身
內
の
父
母
か
ら
生
ま
れ
た
「
衆
生
」
と
「
佛
」
と
は
、
本
質
的
に
同
じ
く

「
佛
」
で
あ
り
、
た
だ
自
己
が
「
佛
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
外
求
し
て
い
る
と
い
う
一
點
に
お
い
て
分
か
た
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
衆
生
」
と
「
佛
」
と
の
本
質
的
な
同
一
性
と
い
う
點
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
の
認
識
自
體

は
、
隋
・
唐
初
期
の
佛
敎
界
に
お
い
て
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
。
四
十
卷
本
『
大
般
涅
槃
經
』
の
招
來
と
共
に
中
國
に
廣
ま
っ

た
「
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
」
の
思
想
は
も
と
よ
り
、
六
朝
時
代
の
形
神
論
爭
を
通
じ
て
徐
々
に
佛
敎
側
に
釀
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、

輪
廻
の
主
體
と
し
て
の
「
神
」
は
實
は
悟
り
の
當
體
す
な
わ
ち
佛
と
し
て
の
當
體
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
し（

11
）、

梁
武

帝
『
立
神
明
成
佛
義
』
や
郗
超
『
法
奉
要
』、
智
顗
の
諸
論
、
あ
る
い
は
『
大
乘
起
信
論
』
や
『
占
察
經
』
等
の
疑
僞
經
典
で
展
開
さ
れ

た
「
心
」
の
理
論
に
お
い
て
も
や
は
り
、
虛
妄
な
る
認
識
作
用
を
滅
し
去
っ
た
「
心
」
と
「
佛
」
と
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た（

12
）。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、『
究
竟
大
悲
經
』
の
衆
生
觀
に
見
ら
れ
る
特
殊
性
は
、
本
經
が
「
衆
生
の
身
」
が
意
味
す
る
「
身
體
性
」
を
否

定
せ
ず
、
む
し
ろ
眞
理
の
顯
現
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
す
る
點
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
諸
經
論
が
、
衆
生
の
本
質
と
し
て
の
「
神
」

あ
る
い
は
「
心
」
と
佛
の
本
質
と
の
同
一
性
の
み
に
注
目
し
、「
身
體
性
」
を
「
妄
心
」
の
は
た
ら
き
に
起
因
す
る
滅
卻
す
べ
き
虛
妄

の
現
象
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
て
き
た
の
に
對
し
、
本
經
は
む
し
ろ
「
身
體
性
」
を
本
體
で
あ
る
「
心
」
の
顯
現
、
す
な
わ
ち
「
法
」

の
顯
現
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
○
三
寶
の
藏
と
し
て
の
衆
生

　
先
の
引
用
で
は
、
自
身
に
法
を
求
め
れ
ば
「
三
藏
」
が
開
か
れ
る
と
あ
っ
た
が
、
一
般
に
「
經
律
論
」
の
三
種
の
佛
典
を
意
味
す
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　　『究竟大悲經』における衆生觀と太極

る
「
三
藏
」
を
、
本
經
は
「
三
寶
（
佛
法
僧
）
」
を
身
內
に
藏
し
た
衆
生
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
說
明
で
は
、
身
內
の

父
母
の
「
體
用
」
關
係
と
關
わ
る
、「
隱
顯
」
の
關
係
が
述
べ
ら
れ
る
。

a
其
の
一
切
衆
生
の
身
內
の
佛
藏
を
論
ず
れ
ば
、
自
性
淸
淨
に
し
て
天
眞
な
る
法
佛
の
、
隱
れ
て
四
大
・
五
陰
・
三
毒
の
羅
刹

の
文
字
の
藏
中
に
在
る
を
以
て
、
是
の
故
に
四
大
・
五
陰
・
三
毒
の
羅
刹
の
文
字
に
名
づ
け
、
名
を
佛
藏
と
爲
す
。
故
に
知

れ
り
、
隱
に
は
法
佛
の
沖
寂
と
爲
し
、
顯
に
は
應
佛
の
妙
用
と
爲
す
と
。
妙
用
は
殊
に
能
く
物
の
障
蓋
を
開
く
。
（
一
三
七
五

ｃ
二
八
）

b
法
藏
と
は
、
眞
處
動
か
ず
、
諸
根
を
圓
照
し
、
眞
にの
っ
と軌り
て
用
を
有
す
、
之
を
稱
し
て
法
と
爲
す
。
法
は
諸
根
の
塵
門
、
外

用
の
文
字
の
內
に
在
り
。
故
に
知
れ
り
、
諸
根
の
塵
門
、
名
敎
の
文
字
を
以
て
法
藏
と
爲
す
と
。
何
を
以
て
の
故
に
。
文
を

尋
ね
て
理
を
證
し
、
理
を
會
せ
ば
文
を
捨
つ
れ
ば
な
り
。
隱
に
は
法
藏
と
爲
し
、
顯
に
は
理
用
と
名
づ
く
。
隱
に
は
惑
障
と

爲
し
、
顯
に
は
大
慧
と
爲
す
。
（
一
三
七
六
ａ
四
）

c
僧
藏
と
は
、
地
水
火
風
、
色
受
想
行
識
、
陰
陽
和
合
し
神
性
住
持
す
る
を
名
づ
け
て
僧
藏
と
爲
す
。
神
性
は
染
ま
る
無
く
、
恆

に
九
流
に
和
す
。
七
十
萬
脈
を
調
暢
し
開
通
し
て
擁
を
去
り
隱
れ
て
藏
中
に
在
り
。
隱
に
は
常
和
と
爲
し
、
顯
に
は
無
諍
と

爲
す
。
隱
に
は
性
に
順
い
て
流
る
る
と
爲
し
、
顯
に
は
任
縱
に
塵
に
從
う
と
爲
す
。
（
一
三
七
六
ａ
八
）

　
ま
ず
衆
生
が
「
佛
藏
」
で
あ
る
と
は
、「
四
大
」「
五
陰
」
「
三
毒
（
貪
瞋
癡
）
」
よ
り
成
り
「
羅
刹
（rāks. asa

惡
鬼
）
」
の
姿
を
持

つ
衆
生
の
內
に
も
自
性
淸
淨
に
し
て
天
眞
な
る
佛
と
し
て
の
本
性
が
隱
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
佛

藏
」
と
は
い
わ
ゆ
る
「
佛
性
」
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
佛
性
」
が
外
に
顯
現
す
れ
ば
、
萬
物
の
惑
蒙
を
啓
く
「
應
佛
の
妙

用
」
が
發
揮
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。

　
次
に
衆
生
が
「
法
藏
」
で
あ
る
と
は
、
衆
生
が
不
動
の
「
眞
處
」
に
基
づ
い
て
、
自
身
に
內
藏
す
る
「
諸
根
（
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
認

識
機
能
）
」
を
完
全
に
作
用
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
れ
が
隱
藏
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
「
惑
障
」
で
あ
る
が
、
顯
現
さ
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れ
た
と
き
に
は
「
大
慧
」
と
な
る
と
さ
れ
る
。

　
最
後
に
衆
生
が
「
僧
藏
」
で
あ
る
と
は
、「
四
大
」
「
五
陰
」
「
陰
陽
」
が
和
合
し
て
そ
れ
が
「
神
性
」
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
も
そ
も
「
和
合
衆
」
を
意
味
す
る
「
僧
（sam. gha

）
」
を
、
本
經
は
そ
の
「
和
合
」
と
い
う
側

面
に
注
目
し
、
衆
生
の
身
體
が
諸
要
素
の
因
緣
に
よ
る
和
合
で
あ
る
點
を
捉
え
て
「
僧
藏
」
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
究
竟
大
悲
經
』
は
こ
の
よ
う
に
衆
生
を
「
佛
性
」
「
認
識
機
能
」「
身
體
性
」
と
い
う
三
要
素
か
ら
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
隱
藏
さ
れ

た
狀
態
と
顯
現
し
た
狀
態
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
顯
現
し
た
狀
態
と
は
、
大
慧
を
發
揮
し
自
在
に
萬
物
に
應
じ
る
と
い
う
佛
と
し

て
の
あ
り
方
で
あ
り
、
隱
藏
さ
れ
た
狀
態
と
は
身
體
は
個
人
の
自
然
に
隨
う
に
留
ま
り
、
智
慧
は
惑
蒙
に
覆
わ
れ
、
佛
性
も
寂
と
し

て
未
發
の
ま
ま
と
い
う
衆
生
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
三
藏
が
顯
現
さ
れ
る
か
否
か
は
、
や
は
り
そ
の
衆
生
が
自
己
の
內
な

る
佛
を
知
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
隱
藏
さ
れ
た
狀
態
で
も
、
身
體
性
を
含
め
こ
れ
ら
の
要
素
は
遠
離

す
べ
き
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
ｃ
の
衆
生
の
身
體
性
、
つ
ま
り
一
般
的
に
は
假
に
緣
起
し
た
不
眞
な
る
も
の
と
さ
れ
る
身
體
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

肯
定
的
に
捉
え
る
理
由
を
本
經
は
以
下
の
よ
う
に
說
明
す
る
。

貪
欲
・
恚
・
癡
は
解
脫
の
用
、
陰
陽
交
遊
す
る
を
神
道
と
名
づ
く
。
一
切
の
身
相
は
性
に
隨
い
て
流
れ
、
六
識
及
び
佛
は
和
し

て
同
ず
る
無
し
。
無
碍
に
心
性
の
王
を
發
作
し
、
七
十
萬
脈
を
道
場
と
作
し
、
四
大
五
陰
を
法
幢
と
爲
す
。
擧
動
は
妙
寂
に
し

て
恆
に
淸
涼
。
（
卷
二
卷
首
、
中
嶋
氏
飜
刻
）

　
本
經
が
身
體
の
構
成
要
素
と
し
て
佛
敎
に
お
け
る
「
四
大
」「
五
陰
」
と
中
國
思
想
に
お
け
る
「
陰
陽
」
と
を
混
淆
し
て
用
い
て
い

る
の
は
先
の
ｃ
で
も
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
經
は
本
來
佛
敎
的
に
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
四
大
」「
五
陰
」
に
よ
る
身
體
の
緣
起

に
對
し
て
中
國
の
「
陰
陽
」
思
想
を
介
在
さ
せ
、
こ
れ
を
陰
陽
の
神
妙
な
る
交
わ
り
で
あ
る
と
し
て
そ
の
價
値
を
百
八
十
度
轉
換
す

る
の
で
あ
る
。
人
の
あ
ら
ゆ
る
「
身
相
」
、
す
な
わ
ち
「
貪
恚
癡
」
の
三
毒
の
煩
惱
、「
七
十
萬
脈
」「
四
大
五
陰
」
よ
り
な
る
肉
體
、
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　　『究竟大悲經』における衆生觀と太極

「
擧
動
」
の
行
爲
と
い
っ
た
身
體
性
は
、
す
べ
て
陰
陽
の
神
妙
な
は
た
ら
き
に
隨
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は

そ
の
陰
陽
の
神
妙
な
は
た
ら
き
を
「
心
性
」
の
「
發
作
」
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
人
は
「
心
性
」
を
全
て
の
は
た
ら
き
の
本
體
と

し
、
そ
こ
か
ら
無
礙
に
發
揮
さ
れ
る
作
用
に
隨
っ
て
そ
の
身
體
性
を
顯
現
さ
せ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
は
、

た
と
え
現
れ
て
き
た
の
が
「
慧
」
で
あ
ろ
う
と
「
癡
」
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
が
自
己
の
「
性
」
に
隨
っ
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
一
點
に

お
い
て
「
眞
」
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
い
、
と
い
う
考
え
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
引
用
は
、
次
に
擧
げ
る
、
第
一
卷
の
卷
末
で
提
出
さ
れ
た
、「
衆
生
の
一
切
の
形
質
も
苦
樂
と
い
っ
た
果
報
も
す
べ

て
不
生
不
滅
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
解
釋
で
あ
っ
た
。

上
は
諸
佛
に
い
た盡
り
下
は
蜫
蟻
に
盡
る
ま
で
、
中
の
一
切
衆
生
に
於
い
て
、
周
く
法
性
は
眞
如
に
等
し
と
は
、
眞
一
を
以
て
の
故

に
。
一
切
の
形
質
、
苦
樂
の
果
報
は
皆
な
是
れ
一
な
る
が
故
に
。
是
の
一
を
以
て
の
故
に
、
一
切
は
皆
な
一
。
一
切
は
皆
な
一

な
る
が
故
に
、
一
切
は
一
、
一
は
一
切
。
然
る
（
所
）
以
は
、
眞
如
の
法
性
は
不
生
不
滅
な
る
を
以
て
の
故
に
。
眞
如
の
法
性

は
不
生
不
滅
な
れ
ば
、
一
切
の
形
質
、
苦
樂
の
種
種
の
果
報
も
皆
な
悉
く
不
生
不
滅
。
（
第
二
九
行
）

　
こ
こ
で
、
先
に
「
心
性
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
身
相
の
本
體
が
、「
眞
如
の
法
性
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
衆
生
の
內

な
る
「
眞
如
の
法
性
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
佛
性
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
、
衆
生
の
本
體
が
不

生
不
滅
の
「
眞
」
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
衆
生
の
「
身
相
」
も
ま
た
不
生
不
滅
の
「
眞
」
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
本
經

を
特
徵
づ
け
る
考
え
方
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、「
佛
性
」
と
い
う
本
體
が
不
生
不
滅
だ
と
い
う
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
身
相
」
も
ま
た
不
生
不
滅
だ
と
い
う

の
は
想
像
し
難
い
こ
と
で
は
あ
る
。
衆
生
の
「
身
相
」
は
そ
の
有
限
性
に
よ
っ
て
特
徵
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
本

經
は
第
一
卷
で
、
次
の
よ
う
に
『
中
論
』
の
「
空
」
を
證
明
す
る
論
理
を
用
い
て
、
逆
に
「
不
生
不
滅
」
を
證
明
す
る
の
で
あ
る
。

汝
、
地
水
火
風
、
色
受
想
行
識
は
是
れ
生
滅
と
言
え
ば
、
爲
た
有
に
先
ん
じ
て
竟
に
生
ず
る
や
、
爲
た
無
に
先
ん
じ
て
竟
に
生
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ず
る
や
。
若
し
有
の
有
に
先
ん
じ
て
有
れ
ば
、
已
に
有
は
生
ぜ
ず
。
若
し
無
の
無
に
先
ん
じ
て
無
な
れ
ば
、
已
に
無
は
生
ぜ
ず
。

已
生
中
に
生
ず
る
無
く
、
未
生
中
に
生
ず
る
無
く
、
已
生
未
生
中
に
も
復
た
生
ず
る
無
し
。
已
生
中
に
生
ず
る
無
く
、
未
生
中

に
生
ず
る
無
く
、
復
た
半
ば
生
じ
半
ば
生
ぜ
ざ
る
も
得
ざ
る
が
故
に
、
地
水
火
風
、
色
受
想
行
識
は
皆
な
不
生
。
故
に
生
ず
る

と
雖
も
生
ぜ
ず
、
終
日
生
ず
る
こ
と
未
だ
曾
て
生
ぜ
ざ
る
が
如
し
。
滅
す
る
と
雖
も
滅
せ
ず
。
終
（
日
滅
す
る
こ
と
未
だ
）
曾

て
滅
せ
ざ
る
が
（
如
し
）。
譬
う
れ
ば
人
の
行
く
に
去
を
以
て
首
と
爲
す
が
如
し
。
其
の
去
を
推
尋
す
れ
ば
、
去
中
に
去
無
く
、

未
去
中
に
去
無
く
、
已
去
未
去
中
に
去
無
し
。
去
も
亦
た
去
・
未
去
・
無
去
無
き
が
故
に
。
（
第
三
九
行
）

　
こ
の
よ
う
に
『
究
竟
大
悲
經
』
は
身
體
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
、
過
去
・
現
在
・
未
來
い
ず
れ
の
時
點
に
お
い
て
も
「
生
ず
る
」

こ
と
が
あ
り
得
ず
ま
た
「
滅
す
る
」
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
を
根
據
に
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
が
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
證
明
す

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、『
中
論
』
に
お
い
て

・
此
の
生
若
し
未
だ
生
ぜ
ざ
れ
ば
／
云
何
が
能
く
自
か
ら
生
ぜ
ん
／
若
し
生
の
已
に
自
か
ら
生
ず
れ
ば
／
生
已
に
何
ぞ
生
ず
る

を
用
い
ん
／
…
…
若
し
く
は
已
生
、
若
し
く
は
未
生
、
是
の
二
俱
に
生
ぜ
ざ
る
が
故
に
無
生
。
（
大
正
藏
三
〇
、
一
〇
ａ
一
二
）

・
已
に
去
れ
ば
去
る
こ
と
有
る
無
く
／
未
だ
去
ら
ざ
れ
ば
亦
た
去
る
こ
と
無
し
／
已
去
・
未
去
を
離
れ
て
／
去
る
時
も
亦
た
去

る
こ
と
無
し
（
大
正
藏
三
〇
、
三
ｃ
八
）

と
、
萬
物
の
不
生
不
滅
を
證
明
す
る
そ
の
方
法
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
萬
物
の
「
空
」
を
說
く
『
中
論
』
が
こ
こ

で
萬
物
の
不
生
不
滅
を
證
明
す
る
意
義
は
、「
萬
物
は
生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
く
た
だ
十
二
因
緣
に
隨
っ
て
緣
起
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
」
こ
と
を
論
證
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
本
經
の
よ
う
に
「
不
生
不
滅
で
あ
る
か
ら
眞
で
あ
る
」
こ
と
を

論
證
す
る
こ
と
に
は
な
い
。

　
で
は
、『
究
竟
大
悲
經
』
が
こ
の
よ
う
な
特
異
な
證
明
を
し
て
ま
で
衆
生
の
身
體
性
を
肯
定
し
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
明
ら
か
に
身
體
の
實
在
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
當
時
の
中
國
の
佛
敎
界
に
お
い
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て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
全
て
を
「
心
」
に
收
束
さ
せ
る
「
唯
心
論
」
と
い
う
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
も
一
線
を
畫
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
體
こ
の
よ
う
な
發
想
は
ど
こ
か
ら
來
て
い
る
の
か
。
思
う
に
、
こ
の
點
は
、
本
節
の
初
め
に
確
認
し
た
、
本
經
が
衆
生
の
身
內
の

「
父
母
」
を
「
體
用
」
關
係
で
捉
え
る
點
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
ら
は
共
に
『
究
竟
大
悲
經
』
に
見
ら
れ
る
「
太
極
」
の
思
想
に
遡
る
こ

と
が
で
き
る
。

　　
　
　
三
　
『
究
竟
大
悲
經
』
に
お
け
る
太
極

　　
「
法
藏
」
に
つ
い
て
解
釋
す
る
前
節
の
ｂ
に
お
い
て
、「
法
藏
」
と
は
不
動
の
「
眞
處
」
に
基
づ
い
て
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
「
諸
根
」

を
完
全
に
作
用
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
本
質
が
隱
藏
さ
れ
て
い
る
時
に
は
「
惑
障
」
と
し
て
は
た
ら
く
が
、
顯
現
さ
れ
て
い
る

時
に
は
「
大
慧
」
と
し
て
は
た
ら
く
と
さ
れ
た
。
こ
の
「
諸
根
」
に
つ
い
て
、『
究
竟
大
悲
經
』
は
次
の
よ
う
に
も
說
く
。

文
字
は
卽
ち
解
脫
の
用
と
は
、
諸
根
は
眞
照
し（

13
）、

眞
照
は
圓
寂
す
。
寂
照
寂
を
照
ら
せ
ば
、
塵
に
同
ず
る
も
染
ま
る
無
し
。
名

づ
け
て
文
字
は
卽
ち
解
脫
の
用
と
爲
す
。
（
一
三
七
四
ｃ
四
）

　
難
解
な
文
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
諸
根
」
は
「
眞
照
（
眞
の
輝
き
を
照
射
）
」
す
る
が
、「
眞
照
」
は
本
來
的
に
「
圓
寂
」
し
て
お

り
、
そ
の
「
寂
照
（
圓
寂
し
た
輝
き
）
」
を
外
に
顯
現
さ
せ
照
射
（「
照
寂
」）
し
て
も
、
塵
垢
に
染
ま
る
こ
と
な
く
は
た
ら
く
の
だ
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
法
藏
」
と
は
こ
こ
に
い
う
「
寂
照
」
に
基
づ
い
て
「
照
寂
」
す
る
作
用
と
同
じ
槪
念
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
寂
照
」「
照
寂
」
の
語
は
、
第
一
節
で
「
衆
生
の
身
內
の
父
（
寂
照
）
母
（
照
寂
）
」
の
あ
り
方
と
し
て
旣
出
の

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
父
母
」
の
關
係
が
體
用
の
關
係
に
あ
る
こ
と
も
旣
に
確
認
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
身
內
の
「
母
」
こ

そ
が
身
內
の
三
藏
中
の
「
法
藏
」
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
は
「
父
」
な
る
本
體
に
基
づ
い
て
「
諸
根
」
を
外
的
に
は
た
ら
か
せ
る
作
用

を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
逆
に
、
こ
の
「
母
」
な
る
作
用
が
基
づ
く
「
父
」
な
る
本
體
と
は
、「
法
藏
」
に
い
う
と
こ
ろ
の
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「
眞
處
」
す
な
わ
ち
「
佛
藏
」
に
比
定
さ
れ
る
「
眞
如
の
法
性
（
佛
性
）
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
佛
性
が
「
心
」
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
思
う
に
、
そ
も
そ
も
本
經
が
衆
生
の
身
體
性
を
肯
定
的
に
捉
え
る
に
至
っ
た
そ
の
根
據
の
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
理
論
の
中
に
體
用
の

考
え
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
い
ま
ひ
と
つ
に
は
本
體
と
し
て
の
「
父
」「
太
陽
の
眞
極
」
「
心
」
「
佛
藏
」
「
眞
如
の
法
性

（
佛
性
）
」
に
對
す
る
絕
對
的
な
肯
定
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
文
は
、
そ
の
本
體
を
「
太
極
」
と
呼
び
、
そ
の
超
越
性
を
說
く
と

こ
ろ
で
あ
る
。

體
融
す
れ
ば
相
沒
し
、
寂
照
は
寂
を
照
す
。
寂
照
と
は
諸
根
の
用
、
寂
を
照
す
と
は
太
極
を
用
す
る
な
り
。
太
極
は
無
極
、
安
ぞ

同
ず
可
き
を
得
ん
。
同
ず
る
無
く
極
ま
る
無
け
れ
ば
、
言
像
說
名
よ
り
絕
す
。
之
に
名
づ
け
て
理
と
爲
す
。
萬
相
沒
せ
ず
、
六

識
染
塵
し
緣
風
飄
動
し
、
外
の
牽
く
所
と
爲
る
。
之
に
名
づ
け
て
表
と
爲
す
。
（
一
三
七
七
ｃ
二
四
）

　
こ
こ
は
佛
が
「
眞
と
僞
」「
正
と
邪
」「
內
道
と
外
道
」「
理
（
裏（
14
））
と
表
」
と
は
何
か
を
解
釋
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
文
は
「
理

（
裏
）
と
表
」
の
違
い
を
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
眞
と
僞
」
や
「
理
と
表
」
の
對
應
は
全
て
、
佛
と
し
て
の
あ
り
方
と
衆
生

と
し
て
の
あ
り
方
と
の
對
應
と
見
て
よ
い
。
そ
し
て
佛
と
し
て
の
あ
り
方
と
は
、「
體
」
が
融
解
し
「
相
」
が
沒
し
た
狀
態
な
の
だ
と

い
う
。「
體
」
が
融
解
す
る
と
は
、「
體
大
寂
に
融
す
れ
ば
相
は
卽
ち
無
礙
」
（
一
三
七
五
ｂ
八
）
と
あ
る
の
を
參
考
に
す
れ
ば
、
身
內

（
小
宇
宙
）
の
本
體
で
あ
る
「
寂
照
」
が
大
宇
宙
の
本
體
（「
大
寂
」）
と
完
全
に
一
體
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
ま
た
、「
相
」
が

沒
す
る
と
い
う
こ
と
も
「
相
」
が
無
礙
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
は
同
じ
で
、
衆
生
の
「
身
相
」
に
あ
る
よ
う
な
限
定
性
が
取
り

拂
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
「
寂
照
は
寂
を
照
す
」
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
先
に
見
て
き
た
よ

う
に
衆
生
の
身
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
そ
の
本
來
の
作
用
が
「
隱
藏
」
さ
れ
ず
「
顯
現
」
し
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
寂
を
照
す
る
」
と
は
「
太
極
」
を
作
用
さ
せ
る
こ
と
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
本
經

は
こ
こ
で
衆
生
の
本
體
で
あ
る
「
寂
照
」
「
太
陽
の
眞
極
」
を
「
太
極
」
と
呼
び
、「
照
寂
」
と
い
う
作
用
は
こ
の
「
太
極
」
を
作
用
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さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
經
の
い
う
「
太
極
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
本
經
は
「
太
極
」
を
「
無
極
」
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
「
太
極
」
に
は
限
定
的

な
極
限
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
い
か
よ
う
に
も
極
ま
り
得
な
い
」
と
い
う
點
に
お
い
て
全
て
に
拔
き
ん
で
て
極
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。「
太
極
」
は
そ
の
あ
り
方
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
限
定
性
を
越
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
太
極
」
は
「
諸
相
」
を
生
み

作
用
さ
せ
る
本
體
で
あ
り
な
が
ら
「
言
像
說
名
」
と
い
っ
た
限
定
的
な
諸
相
に
同
じ
て
染
ま
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
、
そ
れ
が

「
理
（
裏
）
」
な
の
だ
と
い
う（

15
）。

　
と
す
れ
ば
、
本
經
に
い
う
「
太
極
」
が
、
二
儀
を
生
じ
四
象
を
生
じ
形
而
下
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
生
じ
さ
せ
る
萬
物
の
根
源
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
限
定
性
を
越
え
た
混
沌
た
る
『
易
』
の
「
太
極（

16
）」

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
衆
生
の
本
體
が
こ
の
「
太
極
」
で
あ
り
、
そ
の
「
太
極
」
か
ら
の
作
用
が
「
母
」
な
る
「
無
礙
の
神
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
「
無
礙
の
神
性
」
も
や
は
り
「
陰
陽
不
測
」
な
る
『
易
』
の
「
神
」
に
重
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
豫
想
さ
れ
る
の
で
あ
る（

17
）。

　
次
に
擧
げ
る
の
は
、『
究
竟
大
悲
經
』
の
も
う
一
つ
の
「
太
極
」
の
用
例
で
あ
る
。

天
眞
菩
薩
摩
訶
薩
佛
に
白
し
て
言
う
「
世
尊
、
一
切
衆
聖
、
皆
な
情
に
順
ず
る
の
法
を
說
か
ざ
る
莫
し
。
何
の
故
に
今
日
、
世

尊
の
說
く
所
の
法
は
皆
な
是
れ
情
に
違
う
。
…
…
若
し
善
を
貪
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
惡
を
息
む
こ
と
無
し
。
若
し
惡
を
息
む
こ
と

無
け
れ
ば
、
以
て
眞
に
歸
す
る
無
し
。
此
を
以
て
之
を
く
ら類
ぶ
れ
ば
、
云
何
が
今
日
、
如
來
說
き
て
言
う
『
非
を
泯
ぼ
し
是
を
喪

え
ば
、
福
禍
同
じ
く
流
る
。
同
じ
く
流
る
れ
ば
眞
に
歸
す
。
眞
に
歸
せ
ば
太
極
と
な
る
。
太
極
の
理
は
本
よ
り
是
非
無
し
。
是

非
旣
に
喪
わ
る
れ
ば
、
一
切
混
融
す
。
混
融
の
中
に
は
則
ち
凡
無
く
佛
無
し
。
何
ぞ
敎
爲
を
用
い
ん
』
と
」。
（
一
三
七
三
ｂ
一
）

　
こ
れ
は
天
眞
菩
薩
が
佛
に
對
し
て
「
衆
生
の
情
に
隨
え
ば
、
善
を
求
め
惡
を
止
め
て
眞
に
歸
す
る
よ
う
に
導
く
べ
き
で
あ
る
の
に
、

い
ま
如
來
は
な
ぜ
是
非
・
禍
福
を
無
く
す
こ
と
で
眞
に
歸
す
る
と
說
く
の
か
」
と
問
う
場
面
で
あ
る
。
天
眞
菩
薩
が
引
く
佛
の
言
に
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出
る
の
が
や
は
り
「
太
極
」
の
語
で
あ
り
、
こ
の
「
太
極
」
も
衆
生
が
歸
す
べ
き
「
眞
」
な
る
本
體
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、
こ

こ
で
特
に
焦
點
を
當
て
ら
れ
る
「
太
極
」
の
特
徵
は
「
相
對
性
の
消
失
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
太
極
」
に
お
い
て
は
旣
に
「
是
非
」

と
い
う
價
値
的
相
對
性
は
失
わ
れ
、
全
て
が
混
沌
と
し
て
融
解
し
、「
凡
」
も
「
佛
」
も
な
い
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
本
經
は
、『
易
』
の
「
太
極
」
が
持
つ
、
兩
儀
の
相
對
性
を
生
じ
る
以
前
の
混
沌
た
る
萬
物
の
根
源
と
い
う
要
素
、
更
に
韓

康
伯
注
に
「
太
極
と
は
、
無
稱
の
稱
、
得
て
名
づ
く
可
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
な
、
本
來
的
に
名
づ
け
よ
う
の
な
い
無
限
定
性
と
い

う
要
素
を
假
借
し
て
、
衆
生
の
本
體
を
「
太
極
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
『
呂
氏
春
秋
』
は
繫
辭
傳
と
同
じ
く
萬
物
の
生
成
を
論
じ
て
「
太
一
は
兩
儀
を
生
じ
、
兩
儀
は
陰
陽

を
出
す
」
と
い
い
、
ま
た
繫
辭
傳
の
「
是
の
故
に
易
に
太
極
有
り
、
是
れ
兩
儀
を
生
ず
」
に
對
す
る
孔
穎
逹
の
疏
で
も
、「
太
極
は
天

地
未
分
の
前
を
謂
う
。
元
氣
混
じ
て
一
と
爲
る
、
卽
ち
是
れ
太
初
太
一
也
」
と
、
萬
物
が
天
地
に
分
か
れ
る
前
の
最
初
期
の
段
階
と

い
う
意
味
で
「
太
極
」
を
「
太
初
」
と
呼
び
、
元
氣
が
混
沌
と
し
て
一
の
狀
態
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
太
一
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

本
經
に
お
い
て
も
「
太
極
」
と
同
義
で
「
太
一
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る（

18
）。

a
體
大
寂
に
融
す
れ
ば
相
は
卽
ち
無
礙
。
混
沌
た
る
天
眞
、
名
づ
け
て
太
一
と
爲
す
。
攝
す
れ
ば
法
藏
と
爲
し
、
顯
す
れ
ば
文

字
と
爲
す
。
攝
す
れ
ば
則
ち
空
に
歸
し
影
を
沒
す
。
顯
す
れ
ば
則
ち
身
相
俱
に
現
は
る
。
身
に
對
し
て
經
と
名
づ
く
。
隱
覆

す
れ
ば
藏
と
名
づ
く
。
形
を
改
め
質
を
換
え
る
は
正
に
是
れ
太
一
洪
源
の
神
變
自
在
な
れ
ば
な
り
。
是
の
故
に
、
經
敎
文
字

は
乃
ち
是
れ
生
・
滅
・
苦
・
空
の
攝
む
る
所
。
文
字
は
卽
ち
解
脫
の
用
と
言
う
は
、
是
れ
敎
門
の
中
の
苦
・
空
の
解
脫
に
し

て
、
是
れ
太
一
洪
源
の
神
變
の
解
脫
に
非
ず
。
（
一
三
七
五
ｂ
八
）

b
寂
藏
に
混
融
す
れ
ば
、
太
一
の
理
收
ま
る
。
寂
光
は
內
に
朗
ら
か
に
し
て
、
理
は
圓
か
に
外
す
る
無
し
。
之
に
目
し
て
內
道

と
爲
す
。
心
起
こ
り
毒
生
ず
れ
ば
百
念
煙
張
し
、
千
是
萬
非
交
ご
も
集
ま
り
て
懷
に
在
り
。
之
に
名
づ
け
て
外
道
と
爲
す
。

（
一
三
七
七
ｃ
二
一
）
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ａ
で
は
「
大
寂
」
を
「
混
沌
未
分
の
一
な
る
天
眞
（
生
來
の
眞（
19
））
」
と
い
う
意
味
で
「
太
一
」
と
呼
び
、
ｂ
で
は
本
體
か
ら
の
作
用

を
「
太
一
の
理
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
ａ
で
は
、「
形
質
」
が
「
改
換
」
で
き
る
理
由
と
し
て
、「
太
一
洪
源
（
大
い
な
る
一
、
大
い
な
る

源
）
」
が
變
化
自
在
で
あ
る
こ
と
を
擧
げ
て
い
る
。
實
は
本
經
の
最
終
卷
「
流
通
品
第
十
六
」
に
は
『
究
竟
大
悲
經
』
の
別
名
と
し
て

『
究
竟
大
悲
哀
戀
改
換
經
』
の
名
が
擧
げ
ら
れ
、「
改
換
」
の
名
の
由
來
を
佛
は
「
凡
を
改
め
聖
に
入
り
」「
雜
形
質
を
轉
じ
て
理
の
無

形
な
る
に
轉
じ
る
」
こ
と
だ
と
說
明
し
て
い
る（

20
）。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
「
形
質
」
を
「
改
換
」
す
る
と
い
う
の
も
、
衆
生
か
ら
佛
へ
の

轉
換
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
相
」
の
轉
換
は
む
ろ
ん
身
內
の
作
用
の
結
果
な
の
で
あ
る
が
、
本
經
は
「
凡
」
か
ら
「
聖
」
へ

の
作
用
の
變
化
が
可
能
な
の
は
、
そ
の
本
體
で
あ
る
「
太
一
洪
源
」
自
身
が
變
化
自
在
な
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
ら
だ
と
見
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
た
「
太
一
」
の
性
格
は
、
先
に
見
た
「
太
極
」
の
性
格
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、「
太
極
」
の
混
沌
未
分

の
一
な
る
あ
り
方
と
い
う
側
面
か
ら
こ
れ
を
「
太
一
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
總
じ
て
『
究
竟
大
悲
經
』
の
衆
生
觀
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
衆
生
の
身
は
本
體
と
作
用
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
本
體
が

「
眞
」
で
あ
る
以
上
作
用
も
ま
た
「
眞
」
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
身
相
」
も
ま
た
「
眞
」
で
あ
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
理
論
が
、
本
體
と
し
て
の
「
太
極
」
の
眞
實
性
と
作
用
と
し
て
の
「
神
」
の
眞
實
性
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
身
相
」
の
眞
實
性
が
疑
わ
れ
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
中
國
傳
統
思
想
の
存
在
論
に
お
い
て
萬
事

萬
象
の
眞
實
性
が
疑
わ
れ
な
い
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
四
　
太
極
と
悟
り

　　
以
上
の
よ
う
に
『
究
竟
大
悲
經
』
の
衆
生
觀
を
槪
觀
し
て
き
て
、
衆
生
の
本
體
で
あ
る
「
太
極
」
と
そ
こ
か
ら
の
作
用
で
あ
る
「
諸

根
」、
そ
の
結
果
現
れ
る
「
身
相
」
と
い
う
構
圖
を
確
認
し
た
上
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
『
大
乘
起
信
論
』
の
「
體
」「
用
」
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「
相
」
の
構
圖
で
あ
る（

21
）。『

大
乘
起
信
論
』
は
「
心
」
を
本
體
と
見
な
し
、
そ
の
「
心
」
か
ら
の
作
用
の
結
果
現
れ
た
の
が
「
相
」
で
あ

る
と
捉
え
る
。

是
の
心
の
眞
如
の
相
は
卽
ち
摩
訶
衍
の
體
を
示
す
が
故
に
。
是
の
心
の
生
滅
の
因
緣
の
相
は
、
能
く
摩
訶
衍
の
自
體
と
相
と
用

と
を
示
す
が
故
に
。
（
大
正
藏
三
二
、
五
七
五
ｃ
二
三
）

　
「
摩
訶
衍
」
は
「
大
乘
」
の
音
寫
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
衆
生
の
「
心
」
か
ら
現
れ
た
生
滅
の
因
緣
の
「
相
」
の
內
に
「
大
乘
（『
起

信
論
』
で
は
「
衆
生
の
心
」
を
指
す
）
の
本
體
」
と
「
相
」
と
「
用
」
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
あ
る
。『
起
信
論
』
の
唯
心
論
は
當
時

の
ひ
と
つ
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
り
、『
究
竟
大
悲
經
』
で
も
「
體
」
は
「
心
」
に
比
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
影
響
は
見
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
共
通
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
か
ら
進
む
方
向
は
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
り
、
最
終
的
に
は
正
反
對
と
も
言
え
る
結
論
が
導
か
れ
る

の
で
あ
る
。

　
『
起
信
論
』
で
は
、
諸
相
と
は
「
心
」
よ
り
生
じ
た
「
妄
念
」
が
引
き
起
こ
し
た
虛
妄
の
境
界
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、「
妄
念
」

を
止
め
る
こ
と
が
解
脫
へ
の
方
法
で
あ
る
と
し
て
、「
止
觀
行
」
の
實
踐
を
重
視
す
る（

22
）。

一
方
、
本
經
は
、
自
在
無
碍
で
眞
な
る
「
太

極
」
か
ら
の
作
用
は
や
は
り
自
在
無
碍
で
眞
な
る
「
照
寂
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
結
果
現
れ
た
外
在
の
事
象
に
は
善
惡
・
是
非
・
淨

穢
な
ど
の
價
値
的
差
違
は
な
く
、
存
在
も
そ
れ
自
體
の
あ
り
方
が
旣
に
「
解
脫
の
用
」
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
衆
生
は
そ
の
よ
う

な
「
四
大
」
の
あ
り
方
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
あ
り
方
に
「
順
う
」
こ
と
こ
そ
が
「
病
」
か
ら
の
「
解

脫
」
だ
と
說
く
の
で
あ
る
。

（「
地
大
」
の
病
に
つ
い
て
）
世
閒
の
大
地
は
、
四
種
の
重
擔
を
荷
負
す
。
一
は
諸
山
、
二
は
江
河
、
三
者
は
草
木
、
四
は
衆
生
。

淨
穢
載
せ
て
億
擇
に
無
心
。
是
れ
地
の
功
能
と
名
づ
く
。
外
地
是
の
如
け
れ
ば
、
內
地
も
亦
た
然
り
。
病
の
本
と
は
、
銷
融
せ

ず
地
の
用
に
乖
く
を
謂
う
。
用
地
に
同
ず
れ
ば
、
卽
ち
病
は
解
脫
す
。
…
…
世
閒
の
地
は
順
な
れ
ば
便
ち
果
實
を
增
長
す
る
も
、

頭
を
以
て
之
に
觸
れ
れ
ば
命
を
喪
い
身
を
損
し
苦
を
受
く
る
こ
と
萬
端
。
（
一
三
六
八
ｂ
二
六
／
ｃ
二
八
）
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「
水
大
」「
火
大
」「
風
大
」
に
つ
い
て
も
同
樣
の
解
釋
が
續
く
。
外
在
の
世
界
を
構
成
す
る
「
四
大
」
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
淨
も
穢

も
分
別
す
る
こ
と
な
く
、
自
然
に
萬
物
を
押
し
流
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
中
國
の
自
然
觀
に
照
ら
せ
ば
當
然
の
發
想
で
あ
る
。
そ
し
て

萬
物
中
の
一
物
た
る
人
閒
の
體
內
に
は
、
大
宇
宙
に
對
應
す
る
小
宇
宙
と
し
て
の
「
內
」
な
る
「
四
大
」
が
あ
り
、
そ
の
「
內
」
な

る
「
四
大
」
の
自
然
な
る
趨
勢
に
順
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
病
」
か
ら
の
「
解
脫
」
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
今
、
こ
の
イ
ン
ド
の
世
界
觀
に
お
け
る
世
界
の
構
成
要
素
「
四
大
」
を
、
中
國
の
世
界
觀
に
お
け
る
「
陰
陽
」
や
「
五
行
」
に
、

「
解
脫
」
を
中
國
思
想
に
お
け
る
「
道
の
體
得
」
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
本
經
の
考
え
方
が
中
國
の
傳
統
思
想
の
埒
を
一
步
も
出
て

い
な
い
こ
と
に
氣
付
く
。

　
無
論
、
今
見
て
き
た
考
え
方
は
、
身
內
の
本
體
で
あ
る
「
太
極
」
の
考
え
方
に
直
結
す
る
。
本
經
に
い
う
「
太
極
」
は
い
か
な
る

相
對
性
も
い
か
な
る
限
定
性
も
持
た
な
い
混
沌
で
あ
っ
た
。「
太
極
」
が
そ
の
眞
な
る
輝
き
を
外
的
に
照
射
す
る
と
き
、
そ
こ
に
現
れ

る
「
相
」
も
ま
た
眞
な
る
輝
き
を
有
す
る
。
こ
れ
が
身
體
の
「
四
大
」
で
あ
る
。
そ
の
「
四
大
」
の
上
に
は
更
に
淨
穢
や
癡
慧
な
ど

樣
々
に
分
別
さ
れ
た
諸
相
が
現
れ
る
が
、「
四
大
」
自
身
は
決
し
て
そ
れ
に
染
ま
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
「
身
相
」
が
貪
瞋
癡
を
顯

し
て
も
、
そ
れ
は
「
四
大
」
が
貪
瞋
癡
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
衆
生
が
こ
の
よ
う
な
「
四
大
」「
太
極
」
の
あ
り
方

に
則
ろ
う
と
す
る
と
き
、
行
う
べ
き
は
あ
ら
ゆ
る
分
別
を
止
め
て
身
相
が
現
す
所
に
順
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
か
し
ら
に
勸
善
懲
惡
を

行
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
經
は
次
の
よ
う
に
、
分
別
に
と
ら
わ
れ
小
乘
的
な
佛
道
修
行
に
執
着
す
る
佛
敎
者
を
嚴
し
く
批
判
す
る
。

但
だ
彼
の
出
家
在
家
の
人
は
、
如
來
の
幽
誘
の
敎
法
に
依
り
て
便
ち
如
來
の
靈
誘
の
敎
法
を
受
持
し
、
持
戒
し
坐
禪
し
功
德
を

念
定
す
。
枯
に
偏
じ
淨
に
著
し
、
封
執
し
鏗
然
と
し
て
肯
え
て
捨
離
せ
ず
。
…
…
若
し
執
を
改
め
ざ
れ
ば
、
凡
夫
の
煩
惱
を
具

足
せ
る
衆
生
に
如
か
ず
。
（
一
三
七
九
ｃ
四
）

　
如
來
の
方
便
に
過
ぎ
な
い
敎
法
に
執
着
す
る
在
家
出
家
の
者
よ
り
、
煩
惱
を
具
え
た
衆
生
の
方
が
ま
し
だ
と
い
う
。
そ
し
て
更
に

は
、
む
し
ろ
こ
の
煩
惱
に
順
う
衆
生
こ
そ
が
佛
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
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衆
生
旣
に
性
を
照
せ
ば
、
煩
惱
を
以
て
性
と
爲
す
。
若
し
人
の
煩
惱
を
斷
ず
れ
ば
、
是
れ
卽
ち
名
づ
け
て
殺
佛
と
爲
す
。
煩
惱

の
斷
ず
可
き
が
若
き
は
、
必
ず
是
の
處
有
る
無
し
。
是
れ
煩
惱
を
斷
じ
て
道
を
修
む
る
者
は
卽
ち
是
れ
殺
佛
、
亦
た
是
れ
苦
聚
。

此
を
以
て
證
知
す
、
煩
惱
は
卽
ち
金
剛
。
金
剛
の
體
、
何
ぞ
須
く
斷
壞
す
べ
け
ん
。
是
れ
衆
生
と
法
と
一
如
無
二
、
煩
惱
と
性

と
天
眞
に
し
て
殊
な
ら
ず
と
爲
す
。
（
一
三
七
六
ａ
二
七
）

　
衆
生
の
身
に
現
れ
る
相
が
「
煩
惱
」
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
「
煩
惱
」
こ
そ
が
順
う
べ
き
「
自
性
」
で
あ
り
、「
煩
惱
」
の
相
が

現
れ
た
衆
生
で
あ
れ
「
金
剛
」
の
相
が
現
れ
た
佛
で
あ
れ
、「
體
」
が
同
一
で
あ
る
以
上
、
そ
の
自
性
た
る
「
煩
惱
」
を
斷
じ
る
者
は

「
佛
を
殺
す
」
者
だ
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
、
身
體
性
を
も
含
め
た
自
己
に
對
す
る
徹
底
的
な
肯
定
は
、
中
國
思
想
に
お
い
て
は
當
然
肯
定
さ
れ
る
べ
き
生
の
全

う
で
あ
る
。
中
で
も
、
天
人
相
關
思
想
を
前
提
と
し
て
大
宇
宙
の
自
然
に
對
應
し
た
身
內
の
小
宇
宙
の
自
然
に
順
う
こ
と
が
解
脫
で

あ
る
と
說
く
あ
た
り
は
、『
究
竟
大
悲
經
』
の
考
え
る
悟
り
の
思
想
が
、
限
り
な
く
老
子
的
な
無
爲
の
思
想
、
莊
子
的
な
自
然
觀
に
接

近
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
佛
敎
東
遷
の
當
初
、
佛
敎
の
「
空
」
を
解
す
る
の
に
老
子
の
「
無
爲
」

を
援
用
し
た
よ
う
な
格
義
佛
敎
的
な
も
の
へ
の
後
退
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
次
世
代
の
中
國
佛
敎
へ
の
嚆
矢
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
こ
れ
ま
で
、
本
經
の
中
國
思
想
史
上
の
位
置
と
し
て
は
南
宗
禪
思
想
に
つ
な
が
る
初
期
禪
思
想
と
の
關
連
が
指
摘
さ
れ（

23
）、

思
想
の

特
徵
と
し
て
は
そ
の
唯
心
論
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
經
の
存
在
論
が
『
大
乘
起
信
論
』
的
な
唯
心
論
に
基
づ

き
つ
つ
も
、
解
脫
論
に
お
い
て
正
反
對
の
方
向
に
向
か
っ
た
轉
換
點
に
多
く
の
中
國
傳
統
思
想
の
影
響
、
特
に
「
太
極
」
の
思
想
が
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あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
中
國
撰
述
經
典
が
、
中
國
佛
敎
內
部
に
釀
成
し
つ
つ
あ
っ
た
思
潮

に
新
た
な
流
れ
の
道
筋
を
開
い
た
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
思
想
史
上
に
お
け
る
意
義
は
決
し
て
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

注

（
１
）
『
究
竟
大
悲
經
』
に
關
す
る
先
行
硏
究
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
矢
吹
慶
輝
『
鳴
沙
餘
韻
解
說
篇
』
第
二
部
「
疑
僞
佛
典
及
び
敦

煌
出
土
疑
僞
古
佛
典
に
就
い
て
」
後
編
一
六
「
究
竟
大
悲
經
」（
岩
波
書
店
、
一
九
三
三
年
）、
鎌
田
茂
雄
「
究
竟
大
悲
經
に
つ
い
て
」（『
印

度
學
佛
敎
學
硏
究
』
第
一
二
卷
第
二
號
、
一
九
六
四
年
、
後
『
中
國
佛
敎
思
想
史
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
六
八
年
に
所
收
）、
木
村
淸
孝

『
初
期
中
國
華
嚴
思
想
の
硏
究
』
第
五
章
「
僞
經
と
『
華
嚴
經
』」
第
三
節
「『
究
竟
大
悲
經
』」（
春
秋
社
、
一
九
七
七
年
）、（
ａ
）
中
嶋
隆

藏
「
自
身
を
究
竟
す
る
は
佛
身
を
究
竟
す
る
な
り
―『
究
竟
大
悲
經
』
失
題
第
五
品
に
つ
い
て
―
」（『
東
洋
文
化
』
六
六
、
一
九
八
五
年
）、

（
ｂ
）
中
嶋
隆
藏
「
天
眞
佛
の
思
想
と
そ
の
周
邊
―『
究
竟
大
悲
經
』
を
中
心
に
―
」（『
集
刊
東
洋
學
』
第
五
四
號
、
一
九
八
五
年
）、（
ｃ
）

中
嶋
隆
藏
「
修
道
作
佛
は
皆
な
是
れ
繼
縛
な
り
―
『
究
竟
大
悲
經
』
の
解
脫
觀
―
」（『
禪
學
硏
究
』
第
六
六
號
、
一
九
八
七
年
）、
柴
田
泰

「『
究
竟
大
悲
經
』
と
「
臥
輪
禪
師
偈
」―
疑
經
と
讚
偈
（
二
）―
」（『
札
幌
大
谷
短
期
大
學
紀
要
』
第
一
四
・
一
五
合
併
號
、
一
九
八
一
年
）、

吉
田
豐
「
ソ
グ
ド
語
の
『
究
竟
大
悲
經
』
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
硏
究
』
二
七
、
一
九
八
四
年
）。

（
２
）
前
揭
中
嶋
（
ａ
）
論
文
、
注
（
１
）
參
照
。『
昭
和
法
寶
總
目
錄
』
第
三
卷
「
續
大
正
新
脩
大
藏
經
勘
同
目
錄
」。

（
３
）
前
揭
中
嶋
（
ａ
）
論
文
參
照
。

（
４
）
中
嶋
氏
が
指
摘
さ
れ
た
諸
テ
キ
ス
ト
以
外
に
も
、
四
卷
本
の
第
二
卷
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ス
タ
イ
ン
四
三
五
二
（
一
三
六
九
ａ
一
―
一
三
七

二
ｂ
三
に
該
當
）、
北
八
二
三
七
（
一
三
七
一
ｃ
一
〇
―
一
三
七
二
ｂ
三
に
該
當
）、『
鳴
沙
餘
韻
』
Ｌ
―
八
〇
二
六
七
―
八
〇
（
一
三
七
二

ａ
四
―
一
三
七
二
ｂ
三
に
該
當
）
が
、
第
三
卷
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
ス
タ
イ
ン
一
二
六
三
（
一
三
七
四
ａ
一
四
―
一
三
七
四
ｃ
四
／
一
三
七

四
ｃ
二
七
―
一
三
七
五
ａ
二
七
に
該
當
）、
ス
タ
イ
ン
六
九
三
二
（
一
三
七
五
ａ
二
八
―
一
三
七
六
ｂ
二
九
に
該
當
）
が
、
第
四
卷
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
ス
タ
イ
ン
二
九
六
七
（
一
三
七
六
ｃ
六
―
一
三
八
〇
ｂ
一
四
に
該
當
）
が
存
在
し
、
大
正
藏
本
と
の
校
勘
が
可
能
で
あ
る
。
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（
５
）
ス
タ
イ
ン
四
八
七
の
翻
刻
に
當
た
り
、『
敦
煌
寶
藏
』
で
不
鮮
明
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
が
所
藏
す
る
英
國
博

物
館
藏
敦
煌
寫
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閱
覽
し
、
補
っ
た
。

（
６
）
前
揭
中
嶋
（
ｂ
）
論
文
參
照
。

（
７
）
大
正
藏
は
「
零
」
字
に
作
る
が
、
底
本
の
寫
本
は
「
靈
」
字
に
作
る
。
飜
刻
の
誤
り
で
あ
る
。

（
８
）
諸
本
と
も
異
同
は
な
い
が
、
こ
こ
は
「
太
陽
の
眞
極
」
と
「
無
礙
の
神
性
」
を
對
比
し
て
說
明
す
べ
き
箇
所
で
あ
り
、「
靈
宅
」
の
語
は
「
靈

宅
已
爲
母
」
（
一
三
六
九
ｃ
一
〇
）
と
あ
っ
た
よ
う
に
「
母
」
な
る
「
無
礙
の
神
性
」
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
お
そ
ら
く
「
無

礙
神
性
者
、
□
□
□
□
、
群
識
靈
宅
」
と
あ
っ
た
最
初
の
九
文
字
が
佚
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（
９
）
六
朝
か
ら
隋
初
唐
期
の
道
敎
に
お
い
て
、
實
際
の
父
母
と
は
別
に
「
眞
父
母
」
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦

夫
「
眞
父
母
考
」（『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』、
道
氣
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
參
照
。

（
10
）
「
是
以
、
愚
人
名
身
心
爲
生
滅
穢
惡
、
不
名
文
字
經
敎
、
以
爲
生
滅
穢
惡
。
豈
不
違
理
太
甚
」（
一
三
七
五
ａ
二
一
）。

（
11
）
拙
稿
「
形
神
論
の
中
國
佛
敎
的
展
開
に
つ
い
て
―
東
晉
・
劉
宋
期
に
お
け
る
在
俗
佛
敎
者
の
形
神
論
―
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
五
〇
集
、

一
九
九
八
年
）
參
照
。

（
12
）
拙
稿
「『
占
察
善
惡
業
報
經
』
の
成
立
と
傳
播
に
つ
い
て
」（
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
敎
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
參
照
。

（
13
）
原
文
は
「
諸
根
眞
照
眞
照
眞
照
圓
寂
」
と
あ
る
が
文
意
が
通
じ
な
い
。「
眞
照
」
の
二
字
は
衍
字
か
。

（
14
）
次
項
參
照
。

（
15
）
こ
こ
に
い
う
「
理
」
と
は
、「
そ
と表
」
の
對
槪
念
で
あ
り
、
こ
の
直
後
に
「
是
の
法
を
說
く
の
時
、
無
量
の
大
衆
は
邪
正
・
眞
僞
・
內
外
・
表

裏
に
於
い
て
一
時
に
醒
悟
し
、
永
く
惑
誑
を
離
る
」（
一
三
七
八
ａ
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
う
ち裏
」
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の

「
理
」
を
單
に
「
內
」
の
意
味
に
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
「
太
極
」
の
あ
り
方
を
表
す
「
理
」
は
「
太
極
之
理
、
本
無
是
非
」（
一

三
七
三
ｂ
八
）、「
混
融
寂
藏
、
太
一
理
收
」（
一
三
七
七
ｃ
二
二
）、「
祕
密
圓
敎
是
非
雙
泯
之
理
」（
一
三
七
九
ｃ
七
）
と
あ
る
よ
う
な
理
法

と
し
て
の
「
理
」
の
槪
念
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
『
易
』
繫
辭
上
傳
「
是
故
易
有
太
極
、
是
生
兩
儀
。
兩
儀
生
四
象
、
四
象
生
八
卦
。
八
卦
定
吉
凶
、
吉
凶
生
大
業
」。

（
17
）
劉
宋
鄭
道
子
『
神
不
滅
論
』
で
は
、
人
閒
の
存
在
を
支
え
る
「
形
」
と
「
神
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
太
極
」
と
「
神
明
」
と
い
う
本
源
を
持
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　　『究竟大悲經』における衆生觀と太極

ち
、
こ
の
兩
者
が
は
た
ら
き
あ
う
こ
と
で
人
閒
は
個
と
し
て
の
生
を
營
む
、
と
考
え
ら
れ
、「
形
」
と
「
神
」
と
の
自
然
な
る
は
た
ら
き
の

先
に
悟
り
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
鄭
道
子
の
神
不
滅
論
は
、「
神
」
の
不
滅
と
と
も
に
「
形
」
の
不
滅
を
說
く
點
に
特
異
性
が
見
ら
れ
、

そ
の
特
異
性
は
や
は
り
『
易
』
の
「
太
極
」
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
。『
究
竟
大
悲
經
』
が
こ
の
鄭
道
子
の
『
神
不
滅
論
』
と
の
直
接
的
な
關

わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
經
と
同
樣
の
發
想
が
六
朝
期
の
形
神
論
爭
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
點
で
あ
ろ
う
。
前
揭
注
（
11
）
拙
稿
參
照
。

（
18
）
た
だ
し
、
孔
穎
逹
が
『
五
經
正
義
』
を
上
梓
し
た
の
は
唐
の
太
宗
の
貞
觀
十
一
年
（
六
三
七
）
で
あ
り
、
高
宗
の
麟
德
元
年
（
六
六
四
）
に

撰
集
さ
れ
た
『
大
唐
內
典
錄
』
に
載
る
『
究
竟
大
悲
經
』
の
成
立
と
の
先
後
關
係
は
に
わ
か
に
は
判
斷
で
き
な
い
。

（
19
）
前
揭
中
嶋
（
ｂ
）
論
文
參
照
。

（
20
）
「
方
便
菩
薩
摩
訶
薩
復
白
佛
言
『
世
尊
、
云
何
名
爲
改
換
經
。
願
大
慈
尊
顯
示
說
之
』。
佛
吿
方
便
菩
薩
摩
訶
薩
曰
『
改
者
、
改
凡
入
聖
、
改

愚
入
慧
、
改
闇
入
明
、
改
生
死
入
涅
槃
、
名
之
爲
改
。
換
者
、
轉
苦
以
爲
樂
、
轉
雜
形
質
歸
理
無
形
、
名
之
爲
換
。
故
名
改
換
』」
（
一
三
八

〇
ａ
二
六
）
。

（
21
）
本
經
に
い
う
「
心
」
と
「
心
用
」
の
關
係
と
『
起
信
論
』
の
體
相
用
の
類
似
に
關
し
て
は
、
旣
に
鎌
田
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
前
揭
鎌
田
論
文

參
照
。

（
22
）
「
三
界
虛
僞
、
唯
心
所
作
。
離
心
則
無
六
塵
境
界
。
此
義
云
何
。
以
一
切
法
皆
從
心
起
妄
念
而
生
。
…
…
當
知
、
世
閒
一
切
境
界
、
皆
依
衆

生
無
明
妄
心
而
得
住
持
。
是
故
、
一
切
法
、
如
鏡
中
像
無
體
可
得
、
唯
心
虛
妄
、
以
心
生
則
種
種
法
生
、
心
滅
則
種
種
法
滅
故
」（
大
正
藏
三

二
、
五
七
七
ｂ
一
六
）、「
修
行
有
五
門
、
能
成
此
信
。
云
何
爲
五
。
一
者
施
門
、
二
者
戒
門
、
三
者
忍
門
、
四
者
進
門
、
五
者
止
觀
門
」（
大

正
藏
三
二
、
五
八
一
ｃ
一
四
）
等
。

（
23
）
後
世
、『
究
竟
大
悲
經
』
の
經
文
を
引
用
す
る
文
獻
と
し
て
、
田
中
良
昭
氏
は
敦
煌
文
書
ペ
リ
オ
二
一
九
二
の
『
法
句
經
疏
』
第
十
一
品
を

（『
敦
煌
禪
宗
文
獻
の
硏
究
』、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）、
柴
田
泰
氏
は
ス
タ
イ
ン
六
六
三
一
背
面
と
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
五
（
大
正
藏

五
一
、
二
四
五
ｂ
六
）
に
引
く
「
臥
輪
禪
師
偈
」
を
（
前
揭
柴
田
氏
論
文
參
＊照
）、
柳
田
聖
山
氏
は
ス
タ
イ
ン
一
四
九
四
の
『
臥
輪
禪
師
看
心

法
』、『
楞
伽
師
資
記
』（
大
正
藏
八
五
、
一
二
八
四
ａ
九
）、『
淨
土
五
會
念
佛
誦
經
觀
行
儀
』
を
（『
初
期
禪
宗
史
書
の
硏
究
』、
法
藏
館
、
一

九
六
七
年
）、
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
注
釋
者
不
祥
の
『
維
摩
經
疏
』
卷
六
（
大
正
藏
八
五
、
四
二
〇
ｃ
一
七
）、
ス
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タ
イ
ン
九
八
五
北
宗
系
禪
家
語
錄
の
『
大
乘
要
語
』、『
宗
鏡
錄
』
卷
七
十
八
（
大
正
藏
四
八
、
八
四
八
ａ
二
一
）
な
ど
に
も
引
用
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
經
を
引
く
も
の
に
は
北
宗
禪
の
系
統
の
も
の
も
多
く
、
南
宗
禪
と
の
關
わ
り
の
み
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

＊
柴
田
氏
に
よ
れ
ば
、
本
經
中
の
偈
と
共
通
す
る
臥
輪
禪
師
の
偈
に
關
し
て
は
、
本
經
先
行
と
臥
輪
偈
先
行
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
。

436



　　　
『
劉
子
』
と
劉
晝
　

龜
　
田
　
　
勝
　
見
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
以
前
、『
劉
子
』
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（

１
）。

そ
こ
で
は
、『
劉
子
』
の
著
述
內
容
を
篇
次
に
從
っ
て
追
う
こ
と
に

よ
り
、
著
者
の
著
述
心
理
を
ト
レ
ー
ス
で
き
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
心
理
變
遷
か
ら
著
者
を
北
齊
の
劉
晝
に
比
定
す
る
こ
と
が
妥
當

だ
と
述
べ
た
。

　
劉
晝
が
歷
史
に
名
を
殘
し
て
い
る
の
は
、
正
史
の
儒
林
傳
に
本
傳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
佛
敎
側
の
護
敎
書
『
廣
弘

明
集
』
に
批
判
對
象
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
の
彼
は
、
佛
敎
を
社
會
に
害
を
ま
き
ち
ら
す
邪
敎
と
見
な

し
て
攻
擊
を
加
え
て
い
る
。
資
料
的
な
制
約
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
佛
敎
を
批
判
す
る
人
閒
と
し
て
の
劉
晝
と
『
劉
子
』
の
作
者
と

し
て
の
劉
晝
と
は
、
必
ず
し
も
一
個
の
人
物
の
思
想
と
し
て
連
關
性
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、『
劉
子
』
と
い
う
書
物
の
內
容
面
か
ら
そ
の
著
述
姿
勢
に
關
す
る
特
徵
を
見
出
し
、
著
者
の
置
か
れ
て
い
る
物
理
的
あ
る
い
は
心

理
的
狀
況
を
把
握
し
、
そ
れ
が
佛
敎
批
判
と
ど
う
關
連
し
て
い
る
か
、
そ
の
關
係
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
で
も
見
て
い
く
作
業
を
試
み
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て
み
た
い
。

　　
　
　
一
　
『
劉
子
』
の
構
成
と
そ
の
特
徵

　　
今
か
ら
『
劉
子
』
の
篇
次
に
基
づ
い
て
そ
の
內
容
的
特
徵
か
ら
分
類
し
て
い
く
作
業
を
行
う
。
そ
の
際
、
書
物
全
體
に
お
け
る
篇

の
位
置
を
理
解
す
る
一
助
と
し
て
、
少
々
煩
雜
で
は
あ
る
が
篇
名
の
後
ろ
に
通
し
番
號
を
付
加
す
る
こ
と
と
す
る（

２
）。

　
中
國
に
限
る
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
あ
る
程
度
幅
の
廣
い
複
數
の
分
野
に
わ
た
る
內
容
を
一
册
の
書
物
と
し
て
ま
と
め
た

場
合
、
そ
こ
に
は
內
容
的
に
一
定
の
秩
序
が
必
要
と
な
る
。
各
章
・
篇
は
互
い
の
關
連
性
の
如
何
に
よ
っ
て
ま
と
ま
り
合
い
、
ま
た

分
け
隔
て
ら
れ
る
。
一
人
の
人
物
が
自
ら
の
思
う
が
ま
ま
に
書
き
つ
づ
っ
た
書
物
の
場
合
も
、
複
數
の
異
な
る
主
題
を
論
じ
る
場
合

に
は
、
そ
の
文
章
の
配
置
や
順
序
に
は
多
少
な
り
と
も
一
定
の
理
由
が
存
在
す
る
。
前
稿
で
も
こ
の
點
に
注
目
し
て
『
劉
子
』
を
見

て
い
っ
た
の
だ
が
、
今
回
は
そ
の
構
成
が
あ
る
書
物
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
點
に
ま
ず
着
目
す
る
。
そ

の
「
あ
る
書
物
」
と
は
、
晉
の
葛
洪
が
著
し
た
『
抱
朴
子
』
外
篇
で
あ
る
。
以
下
の
檢
討
の
た
め
に
、
こ
こ
で
『
劉
子
』
と
『
抱
朴

子
』
外
篇
の
篇
次
を
引
い
て
お
く
。

　『
劉
子
』

　
卷
一
　
淸
神
章
一

防
慾
章
二

去
情
章
三

韜
光
章
四

崇
學
章
五

專
務
章
六

　
卷
二
　
辨
樂
章
七

履
信
章
八

思
順
章
九

愼
獨
章
十

貴
農
章
十
一

　
卷
三
　
愛
民
章
十
二

從
化
章
十
三

法
術
章
十
四

賞
罰
章
十
五

審
名
章
十
六

　
卷
四
　
鄙
名
章
十
七

知
人
章
十
八

薦
賢
章
十
九

因
顯
章
二
十
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　　『劉子』と劉晝

　
卷
五
　
託
附
章
二
十
一

心
隱
章
二
十
二

通
塞
章
二
十
三

遇
不
遇
章
二
十
四

命
相
章
二
十
五

　
卷
六
　
妄
瑕
章
二
十
六

適
才
章
二
十
七

文
武
章
二
十
八

均
任
章
二
十
九

愼
言
章
三
十

　
卷
七
　
貴
言
章
三
十
一

傷
讒
章
三
十
二

愼
隟
章
三
十
三

誡
盈
章
三
十
四

明
謙
章
三
十
五

大
質
章
三
十
六

　
卷
八
　
辨
施
章
三
十
七

和
性
章
三
十
八

殊
好
章
三
十
九

兵
術
章
四
十

閱
武
章
四
十
一

明
權
章
四
十
二

　
卷
九
　
貴
速
章
四
十
三

觀
量
章
四
十
四

隨
時
章
四
十
五

風
俗
章
四
十
六

利
害
章
四
十
七

禍
福
章
四
十
八

　

貪
愛
章
四
十
九

類
感
章
五
十

　
卷
十
　
正
賞
章
五
十
一

激
通
章
五
十
二

惜
時
章
五
十
三

言
苑
章
五
十
四

九
流
章
五
十
五

　『
抱
朴
子
』
外
篇

　
嘉
遯
卷
一

逸
民
卷
二

勗
學
卷
三

崇
敎
卷
四

君
道
卷
五

　
臣
節
卷
六

良
則
卷
七

時
難
卷
八

官
理
卷
九

務
正
卷
十

　
貴
賢
卷
十
一

任
能
卷
卷
十
二

欽
士
卷
十
三

用
刑
卷
十
四

審
擧
卷
十
五

　
交
際
卷
十
六

備
闕
卷
十
七

擢
才
卷
十
八

任
命
卷
十
九

名
實
卷
二
十

　
淸
鑒
卷
二
十
一

行
品
卷
二
十
二

弭
訟
卷
二
十
三

酒
誡
卷
二
十
四

疾
謬
卷
二
十
五

　
譏
惑
卷
二
十
六

刺
驕
卷
二
十
七

百
里
卷
二
十
八

接
疏
卷
二
十
九

鈞
世
卷
三
十

　
省
煩
卷
三
十
一

尙
博
卷
三
十
二

漢
過
卷
三
十
三

吳
失
卷
三
十
四

守
塉
卷
三
十
五

　
安
貧
卷
三
十
六

仁
明
卷
三
十
七

博
喩
卷
三
十
八

廣
譬
卷
三
十
九

辭
義
卷
四
十

　
循
本
卷
四
十
一

應
嘲
卷
四
十
二

喩
蔽
卷
四
十
三

百
家
卷
四
十
四

文
行
卷
四
十
五

　
正
郭
卷
四
十
六

彈
禰
卷
四
十
七

詰
鮑
卷
四
十
八

知
止
（
窮
逹
・
重
言
）
卷
四
十
九

自
敍
卷
五
十
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（
１
）
隱
逸
思
想
と
『
抱
朴
子
』
外
篇

　
『
劉
子
』
の
冒
頭
四
章
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。
億
單
に
そ
の
內
容
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
、
淸
神
章
一
は
內
容
的
に
三
分
で
き
る
。
第
一
段
で
は
、
人
の
生
を
神
↓
心
↓
形
の
方
向
で
捉
え
、
神
の
「
恬
和
」
を
實
現

す
る
こ
と
で
心
に
淸
靜
を
實
現
し
、
ひ
い
て
は
肉
體
の
累
患
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
を
語
る
。
つ
い
で
第
二
段
で
は
、
外
界
か
ら
の

刺
激
に
よ
っ
て
神
の
淸
靜
さ
が
亂
さ
れ
、
累
患
も
生
じ
る
た
め
、
外
界
か
ら
の
刺
激
を
な
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
說
く
。
第
三
段
で

は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
感
覺
器
官
か
ら
侵
入
し
て
く
る
外
物
の
刺
激
は
精
神
や
五
臟
の
動
搖
を
招
き
や
す
く
、
そ
こ
か
ら

「
德
を
敗
り
生
を
傷
な
ふ
」
事
態
を
引
き
起
こ
す
た
め
、
性
を
全
う
し
道
に
至
る
た
め
に
は
外
界
の
刺
激
を
な
く
す
べ
し
、
と
說
く
。

第
三
段
は
自
己
の
人
格
的
完
成
と
い
う
目
的
を
正
面
に
揭
げ
て
は
い
る
が
、
實
際
に
は
前
段
と
同
樣
「
生
を
傷
な
ふ
」
禍
の
脅
威
に

意
識
が
向
い
て
い
る
。

　
防
慾
章
二
は
、
章
名
の
と
お
り
、
欲
の
發
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
で
、
性
情
の
動
搖
を
防
ぐ
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う

「
防
ぐ
」
と
は
、
欲
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
で
は
な
く
、
抑
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
性
情
の
動
搖
が
激
し
く
な
っ
て
か
ら
で
は
、

そ
の
禍
害
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
が
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
。

　
去
情
章
三
で
は
、
情
の
存
在
が
人
の
怨
恨
を
引
き
起
こ
す
元
凶
と
見
な
さ
れ
、
智
と
情
を
捨
て
去
っ
て
眞
を
全
う
し
萬
物
に
接
す

る
聖
人
の
あ
り
方
が
理
想
視
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
三
章
は
、
神
・
心
・
形
と
性
情
の
あ
り
方
を
語
っ
て
は
い
る
が
、
最
終
的
に
は
、

是
を
以
て
聖
人
は
智
を
棄
て
て
以
て
眞
を
全
う
し
、
情
を
遣
り
て
以
て
物
に
接
す
れ
ば
、
名
の
尸
と
な
ら
ず
、
謀
の
府
と
な
ら

ず
、
混
然
と
し
て
際
無
く
、
而
し
て
俗
に
能
く
累
あ
る
こ
と
莫
し
。
（
去
情
）

な
ど
と
あ
る
通
り
、
自
ら
に
お
よ
ぶ
禍
害
を
い
か
に
し
て
未
然
に
防
ぐ
か
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
承
け
て
韜
光
章
四
で

は
、
禍
害
を
招
く
も
う
一
つ
の
要
因
、
卽
ち
世
に
才
を
現
す
こ
と
を
忌
避
す
る
。
こ
の
四
つ
の
章
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
行
動
を
あ
る

狀
態
に
保
つ
こ
と
で
、
身
に
降
り
か
か
る
災
い
を
最
小
限
に
抑
え
る
方
法
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
禍
害
の
到
來
を
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減
ら
す
た
め
に
外
界
の
刺
激
を
減
ら
す
こ
と
は
、
結
局
俗
界
に
生
活
し
續
け
る
こ
と
を
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
暗
に
意

味
す
る
。
自
ら
の
跡
を
隱
し
て
才
を
露
わ
に
し
な
い
と
い
う
行
動
も
、
い
わ
ば
官
界
で
活
躍
す
る
こ
と
を
實
質
的
に
拒
否
し
て
い
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
章
に
お
け
る
議
論
は
必
然
的
に
隱
逸
を
指
向
す
る
。

　
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
『
抱
朴
子
』
外
篇
で
あ
る
。『
抱
朴
子
』
外
篇
は
神
仙
思
想
を
專
ら
扱
う
內
篇
と
異
な
り
、
雜
家
的
な
議
論

を
集
め
て
世
事
の
諸
問
題
を
論
じ
て
い
る
が（

３
）、

そ
の
冒
頭
が
嘉
遯
・
逸
民
兩
篇
で
、
隱
逸
を
贊
美
す
る
內
容
と
な
っ
て
い
る
。
先
學
の

指
摘
が
あ
る
通
り
、『
劉
子
』
は
漢
代
以
前
の
文
獻
、
中
で
も
『
淮
南
子
』
か
ら
の
影
響
が
相
當
に
强
い
。
し
か
し
、
書
物
の
構
成
と
し

て
の
類
似
點
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
抱
朴
子
』
外
篇
（
以
下
、『
抱
朴
子
』
と
略
す
）
と
の
關
係
を
も
考
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
抱
朴
子
』
で
は
、
隱
逸
と
い
う
生
き
方
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
意
義
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
も
の
を
擧
げ
る
と
、
一

つ
は
官
位
の
世
界
か
ら
脫
卻
す
る
こ
と
に
よ
り
精
神
を
解
放
さ
れ
た
眞
實
世
界
に
遊
ぶ
樂
し
み
を
得
る
こ
と
、
一
つ
は
俗
世
で
生
き

る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
樣
々
な
禍
害
か
ら
身
を
避
け
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
禮
敎
世
界
の
外
に
身
を
置
き
つ
つ
世
を
敎
化
し
て
い

く
存
在
と
し
て
貢
獻
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
俗
世
の
し
が
ら
み
を
嫌
惡
し
道
家
、
特
に
『
莊
子
』
的
な
理
想
人
に
憧
れ
る
感
情
が
あ

る
一
方
で
、
人
閒
社
會
に
對
す
る
關
係
性
を
絕
え
ず
意
識
し
よ
う
と
す
る
儒
家
的
責
任
感
を
失
わ
な
い
隱
逸
論
と
言
え
よ
う（

４
）。

一
方

の
『
劉
子
』
で
も
、
心
身
を
淸
淨
に
保
つ
こ
と
に
よ
り
人
格
を
完
成
さ
せ
て
い
く
道
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
隱
逸
の
目
指
す
到

逹
點
は
、『
抱
朴
子
』
の
よ
う
な
『
莊
子
』
的
逍
遙
遊
の
世
界
で
は
な
い
。『
抱
朴
子
』
は
、
單
に
災
い
や
憂
い
の
な
い
喜
び
だ
け
で

は
な
く
、
天
地
の
閒
に
お
け
る
自
然
の
造
化
の
營
み
な
ど
と
い
っ
た
積
極
的
な
樂
し
み
を
も
得
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
對
し
て
『
劉

子
』
の
場
合
は
、
心
身
の
修
行
と
隱
逸
に
よ
っ
て
自
ら
の
眞
正
な
る
本
性
を
獲
得
で
き
て
も
、
心
身
兩
面
の
災
禍
・
累
患
が
存
在
し

な
い
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
積
極
的
な
喜
び
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
俗
世
と
い
う
現
實
か
ら
逃
避
す
る
だ
け
の
消
極
行
動
と
し

て
隱
逸
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
同
じ
隱
逸
を
扱
っ
て
い
て
も
、『
劉
子
』
は
『
抱
朴
子
』
に
比
べ
る
と
道
家
的
要
素
が
薄

い
。
こ
れ
は
や
は
り
著
者
の
劉
晝
と
葛
洪
の
思
想
的
立
場
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
書
物
の
性
格
全
體
を
印
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象
づ
け
る
意
味
を
も
つ
冒
頭
の
議
論
と
し
て
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
議
論
を
置
く
點
は
、
兩
者
の
著
述
意
圖
に
何
ら
か
の
共
通
點
が
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
以
下
の
考
察
か
ら
も
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。

　
　
（
２
）『
抱
朴
子
』
と
の
類
似
例

　
續
け
て
兩
書
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
こ
う
。『
劉
子
』
の
第
五
・
第
六
は
崇
學
章
と
專
務
章
で
あ
る
。
前
者
は
學
習
の
積
み
重
ね

が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ
、
後
者
は
精
神
を
集
中
し
て
學
問
に
臨
ま
ね
ば
大
成
し
な
い
と
說
く
。
つ
ま
り
は
學
問
奬
勵
が
主
題
の
篇
で

あ
る
。
こ
の
後
音
樂
論
を
展
開
す
る
辨
樂
章
七
、
人
格
完
成
の
た
め
に
は
「
信
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
說
く
履
信
章
八
、「
逆
」
を

行
っ
て
も
失
敗
を
招
く
だ
け
な
の
で
、
萬
事
「
順
」
に
基
づ
い
て
事
を
行
う
べ
し
と
す
る
思
順
章
九
、
他
者
の
目
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
常
に
善
を
保
つ
べ
き
と
す
る
愼
獨
章
十
と
續
く
。
こ
れ
ら
四
篇
は
人
格
完
成
の
た
め
に
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
修
養
德
目
を
論

じ
て
い
る
の
で
、
學
問
を
論
じ
た
前
の
二
章
と
同
一
の
主
題
に
基
づ
い
た
議
論
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
て
、『
抱
朴
子
』

逸
民
篇
に
續
く
の
は
勗
學
・
崇
敎
と
い
う
、
や
は
り
學
問
奬
勵
を
主
題
と
し
た
二
篇
で
あ
る
。

　
『
劉
子
』
は
續
い
て
貴
農
章
十
一
、
愛
民
章
十
二
、
從
化
章
十
三
を
連
ね
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
國
家
を
支
え
る
農
業
と
紡
織
を
盛
ん

と
す
る
た
め
に
不
必
要
な
裝
飾
を
抑
制
し
徭
役
を
輕
減
す
べ
き
こ
と
、
國
の
寶
で
あ
る
民
の
負
擔
を
減
ら
し
て
農
事
に
支
障
な
く
い

そ
し
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
君
主
の
嗜
好
に
よ
っ
て
民
情
が
決
定
す
る
た
め
、
君
主
は
自
ら
の
あ
り
方
に
注
意
を
拂
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
說
く
。
一
見
し
て
統
治
者
の
心
得
を
說
い
た
內
容
で
あ
る
。
續
く
法
術
章
十
四
、
賞
罰
章
十
五
は
、
正
し
く
法
術
を
扱
い

公
明
正
大
な
基
準
を
適
用
し
て
賞
罰
を
執
り
行
う
必
要
性
を
說
い
て
お
り
、
や
は
り
統
治
理
論
の
一
環
で
あ
る
。『
抱
朴
子
』
は
崇
敎

篇
の
後
に
君
主
の
德
を
論
じ
る
君
道
篇
、
才
に
應
じ
た
仕
官
を
任
用
す
べ
き
と
す
る
臣
節
篇
、
君
主
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
論
じ
る

良
則
篇
、
忠
言
を
聞
き
入
れ
る
理
想
的
な
君
主
を
待
望
す
る
時
難
篇
な
ど
が
續
い
て
お
り
、
こ
れ
も
君
主
の
心
構
え
を
說
い
た
內
容

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
數
篇
お
い
て
刑
德
併
用
の
必
要
性
を
說
く
用
刑
篇
と
審
擧
篇
が
續
き
、
政
治
的
手
法
に
お
い
て
、
法
家

的
な
統
治
術
を
不
可
缺
の
も
の
と
す
る
點
で
も
一
致
し
て
い
る（

５
）。
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『
劉
子
』
の
審
名
章
十
六
と
鄙
名
章
十
七
で
は
名
と
實
の
一
致
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
兩
章
は
、
統
治
者
側
の
要
諦
を
說
く
前

の
數
章
か
ら
派
生
し
た
議
論
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
後
に
續
く
人
材
登
用
論
の
呼
び
水
と
い
う
位
置
づ
け
も
可
能
で
あ
る
。『
抱

朴
子
』
の
場
合
、
同
じ
主
題
を
扱
う
名
實
篇
が
人
材
登
用
を
扱
う
諸
篇
の
中
に
位
置
す
る
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を
示
唆
し
ま
い
か
。

　
『
劉
子
』
は
知
人
章
十
八
・
薦
賢
章
十
九
・
因
顯
章
二
十
・
託
附
章
二
十
一
・
心
隱
章
二
十
二
に
お
い
て
、
有
能
な
人
材
を
的
確
に

見
拔
く
目
の
必
要
性
と
、
自
ら
の
才
を
有
效
に
活
用
し
て
も
ら
う
必
要
性
と
を
說
く
。
こ
れ
も
『
抱
朴
子
』
で
は
備
闕
・
擢
才
・
淸

鑒
・
行
品
の
諸
篇
で
說
か
れ
る
。
な
お
、
備
闕
篇
の
前
に
交
際
篇
が
あ
り
、
擢
才
篇
の
後
に
任
命
篇
と
名
實
篇
が
は
さ
ま
る
が
、
良

友
と
の
交
際
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
記
す
交
際
篇
は
や
は
り
人
才
の
活
用
に
關
わ
る
議
論
で
あ
る
。
た
だ
同
時
に
、『
劉
子
』
貴
言
章

三
十
一
は
他
人
の
善
言
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
自
ら
を
正
す
こ
と
の
必
要
性
を
說
く
議
論
で
あ
り
、
こ
れ
と
も
重
な
る
面
が
あ
る
。

　
任
命
篇
は
命
定
論
を
扱
う
篇
だ
が
、
前
後
の
篇
な
ど
と
の
關
係
か
ら
考
え
て
も
、
才
を
活
用
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
身
の
處
し
方

を
扱
っ
て
い
る
と
解
釋
可
能
で
あ
る
。『
劉
子
』
で
は
通
塞
章
二
十
三
・
遇
不
遇
章
二
十
四
・
命
相
章
二
十
五
の
三
篇
が
對
應
し
て
い

る
。
妄
瑕
章
二
十
六
も
、
他
者
の
誹
謗
中
傷
と
い
う
、
才
の
良
し
惡
し
と
は
別
の
次
元
の
問
題
が
自
ら
の
人
材
活
用
を
妨
げ
る
こ
と

を
嘆
く
內
容
で
あ
り
、
そ
の
後
に
は
ま
た
人
材
の
活
用
の
要
諦
を
說
く
適
才
章
二
十
七
・
文
武
章
二
十
八
・
均
任
章
二
十
九
と
續
く
。

　
『
劉
子
』
と
『
抱
朴
子
』
兩
者
と
も
前
半
部
分
ま
で
の
構
成
を
比
較
し
な
が
ら
追
っ
て
き
た
が
、
主
題
の
變
遷
が
ほ
と
ん
ど
一
致

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
に
限
っ
て
言
え
ば
、『
劉
子
』
は
『
抱
朴
子
』
の
篇
次
を
明
ら
か
に
參
考

と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
補
足
す
る
な
ら
ば
、『
劉
子
』
の
著
者
が
『
抱
朴
子
』
を
目
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
疑
い
が
な
い
。
た
と
え
ば
殊
好
章
三
十
九

に
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

軒
皇
は
嫫
母
の
希
貎
を
愛
し
て
、
落
慕
の
麗
容
を
易
へ
ず
。
陳
侯
は
敦
洽
の
醜
狀
を
悅
び
て
、
陽
文
の
婉
姿
を
貿
は
ず
。
炮
羔

煎
鴻
、
臛
蠵
臑
熊
は
、
衆
口
の
嗛
む
所
な
る
も
、
文
王
は
菖
蒲
の
葅
を
嗜
み
、
龍
肝
の
味
に
易
へ
ず
。
陽
春
白
雪
、
噭
楚
採
菱
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は
、
衆
耳
の
樂
し
む
所
な
る
も
、
而
る
に
漢
の
順
帝
は
山
鳥
の
音
を
聽
き
て
、
絲
竹
の
響
き
に
勝
れ
り
と
云
ふ
。
魏
の
文
侯
は

槌
鑿
の
聲
を
好
み
、
金
石
の
和
を
貴
ば
ず
。
鬱
金
玄
憺
、
春
蘭
秋
蕙
は
、
衆
鼻
の
芳
し
と
す
る
所
な
る
も
、
海
人
は
至
臭
の
夫

を
悅
び
て
、
芳
馨
の
氣
を
愛
さ
ず
。

こ
こ
で
擧
げ
ら
れ
る
人
物
の
逸
話
の
多
く
は
『
抱
朴
子
』
內
篇
の
辨
問
篇
に
登
場
し
て
く
る
。
例
え
ば
黃
帝
と
陳
侯
の
話
は
辨
問
篇

に
「
人
情
と
し
て
紅
顏
豔
姿
、
輕
體
柔
身
を
愛
せ
ざ
る
は
莫
し
。
而
る
に
黃
帝
は
篤
醜
の
嫫
母
を
逑
と
し
、
陳
侯
は
憎
む
可
き
の
敦

洽
を
憐
れ
む
」
と
あ
る
し
、
續
く
文
王
の
話
は
「
周
文
は
不
美
の
薹
葅
を
嗜
み
、
以
て
太
牢
の
滋
味
に
易
へ
ず
」
に
、
魏
の
文
侯
の

話
は
「
魏
明
は
椎
鑿
の
聲
を
好
み
、
以
て
絲
竹
の
和
音
に
易
へ
ず
」
に
、
海
人
の
話
は
「
故
に
流
黃
鬱
金
、
芝
蘭
蘇
合
、
玄
膽
素
膠
、

江
離
揭
車
、
春
蕙
秋
蘭
は
、
價
　
瓊
瑤
に
同
じ
き
も
、
而
る
に
海
上
の
女
は
、
酷
臭
の
夫
を
逐
ひ
、
之
に
膸
ひ
て
止
ま
ず
」
に
そ
れ

ぞ
れ
對
應
す
る
文
が
あ
る
。
細
か
い
點
で
相
違
は
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
ま
と
ま
っ
て
對
應
箇
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
劉
子
』
が

こ
の
辨
問
篇
の
文
章
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と
見
て
閒
違
い
な
い
。
こ
の
箇
所
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
こ
の
他
に
も
、

水
の
性
は
宜
し
く
冷
た
か
る
べ
く
し
て
、
而
る
に
華
陽
の
溫
泉
有
る
に
、
猶
ほ
水
は
冷
た
し
と
曰
ふ
は
、
冷
た
き
者
多
け
れ
ば

な
り
。
火
の
性
は
宜
し
く
熱
か
る
べ
く
し
て
、
而
る
に
蕭
丘
の
寒
炎
有
る
に
、
猶
ほ
火
は
熱
し
と
曰
ふ
は
、
熱
き
者
多
け
れ
ば

な
り
。
（
從
化
）

と
い
う
『
劉
子
』
の
文
は
『
抱
朴
子
』
內
篇
・
論
仙
篇
の

水
の
性
は
純
冷
な
る
も
、
而
る
に
溫
谷
の
湯
泉
有
り
。
火
の
體
は
宜
し
く
熾
ん
な
る
も
、
而
る
に
蕭
丘
の
寒
焰
有
り
。

が
出
典
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
抱
朴
子
』、
特
に
內
篇
は
『
劉
子
』
著
述
の
際
に
參
考
と
さ
れ
た
形
跡
が
明
瞭
で
あ
る
。
こ

れ
に
對
し
て
、
外
篇
か
ら
の
出
典
と
い
う
も
の
は
內
篇
ほ
ど
目
立
た
な
い
。
言
苑
章
五
十
四
に
、

牧
圉
に
謂
ふ
に
桀
、
紂
を
以
て
す
れ
ば
、
艴
然
と
し
て
怒
る
。
王
侯
を
比
し
て
夷
、
齊
と
爲
せ
ば
、
怡
然
と
し
て
喜
ぶ
。

と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
莊
子
』
盜
跖
篇
な
ど
の
文
章
が
も
と
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
前
半
は
『
抱
朴
子
』
外
篇
の
逸
民
篇
に
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桀
、
紂
は
帝
王
に
し
て
、
仲
尼
は
陪
臣
な
り
、
今
桀
、
紂
に
比
せ
ら
る
れ
ば
、
則
ち
怒
ら
ざ
る
は
莫
し
。
仲
尼
に
擬
せ
ら
る
れ

ば
、
則
ち
悅
ば
ざ
る
は
莫
し
。

と
い
う
文
と
最
も
對
應
す
る
。

　
　
（
３
）『
抱
朴
子
』
と
の
相
違
點

　
こ
こ
ま
で
、『
劉
子
』
の
篇
次
と
構
成
に
お
け
る
、『
抱
朴
子
』
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
き
た
が
、『
劉
子
』
後
半
は
『
抱
朴
子
』

の
そ
れ
と
對
應
し
な
い
。
そ
の
相
違
點
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　
『
抱
朴
子
』
は
、
全
五
十
（
窮
逹
・
重
言
兩
篇
を
獨
立
し
た
も
の
と
見
な
せ
ば
全
五
十
二
）
篇
の
ほ
ぼ
中
閒
、
二
十
三
番
目
の
弭
訟
篇
か

ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
一
般
論
的
な
話
題
に
加
え
て
や
や
具
體
的
な
社
會
事
象
に
つ
い
て
の
言
及
が
登
場
し
て
く
る
。
弭
訟
篇
は
訴
訟

の
多
い
世
に
つ
い
て
の
議
論
、
次
の
酒
誡
篇
は
酒
の
害
惡
に
つ
い
て
、
百
里
篇
は
地
方
官
の
質
に
つ
い
て
論
じ
、
鈞
世
篇
で
は
文
學

の
尙
古
趣
味
を
、
尙
博
篇
で
は
學
問
に
お
け
る
尙
古
主
義
を
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
漢
過
・
吳
失
篇
に
お
い
て
は
、
後
漢
と

三
國
吳
の
二
王
朝
の
盛
衰
と
そ
の
滅
亡
に
關
す
る
評
論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、『
劉
子
』
で
は
具
體
的
な
時
事
批
評
に
關

す
る
議
論
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
議
論
は
何
ら
か
の
時
事
的
關
心
を
基
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
明
確
に
批
評
對
象
を

定
め
た
議
論
と
い
う
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
『
抱
朴
子
』
で
は
、
篇
が
進
む
に
つ
れ
て
個
別
の
人
物
や
事
象
に
つ
い
て
の
批
評
が
始
ま
る
。
ま
ず
は
應
嘲
篇
で
著
者
の
葛

洪
自
身
へ
の
嘲
笑
に
對
す
る
見
解
を
示
し
、
續
く
喩
蔽
篇
で
は
後
漢
の
王
充
を
贊
美
す
る
。
正
郭
篇
で
は
世
に
は
び
こ
る
え
せ
隱
者

を
批
判
し
、
彈
禰
篇
で
は
禰
衡
の
小
人
ぶ
り
を
攻
擊
し
、
詰
鮑
篇
で
は
老
莊
の
道
を
誤
っ
た
者
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
明
確
に
自
ら

が
贊
同
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
對
象
を
擧
げ
る
こ
の
態
度
は
、『
劉
子
』
に
は
皆
無
で
あ
る
。『
劉
子
』
に
登
場
す
る
固
有
名
詞
は
、

す
べ
て
理
論
を
補
强
す
る
た
め
の
例
證
と
し
て
擧
げ
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
當
然
な
が
ら
そ
の
人
物
や
事
象
そ
の
も
の
を
直

接
贊
美
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
目
的
を
有
し
て
は
い
な
い
。
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で
は
『
劉
子
』
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
時
俗
に
對
す
る
個
別
的
か
つ
具
體
的
な
言
及
が
明
瞭
に
現
れ
な
い
か
わ
り
に
、
後
半
に
ど

の
よ
う
な
內
容
が
續
く
の
だ
ろ
う
か
。
愼
言
章
三
十
か
ら
傷
讒
章
三
十
二
の
三
章
は
、
自
ら
の
不
用
意
な
發
言
や
他
者
の
善
言
・
讒

言
が
及
ぼ
す
禍
福
へ
の
意
識
を
喚
起
し
て
お
り
、
內
容
的
に
は
先
の
妄
瑕
章
二
十
六
と
通
じ
る
點
が
あ
る
。
愼
隟
章
三
十
三
か
ら
明

謙
章
三
十
五
の
三
章
と
貴
速
章
四
十
三
・
觀
量
章
四
十
四
の
二
章
、
利
害
章
四
十
七
か
ら
貪
愛
章
四
十
九
の
三
章
、
お
よ
び
激
通
章

五
十
二
・
惜
時
章
五
十
三
の
計
十
章
は
、
災
禍
を
豫
防
し
身
の
安
心
を
得
る
た
め
の
個
人
的
な
修
養
法
を
說
く
。
こ
れ
ら
は
、
言
葉

を
も
含
め
た
自
ら
の
行
動
一
般
に
關
し
て
、
愼
重
か
つ
迅
速
に
身
を
處
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
點
で
、
前
の
三
章
を
う
け
て
展
開

さ
れ
た
議
論
と
言
え
る
。
大
質
章
三
十
六
か
ら
殊
好
章
三
十
九
ま
で
は
、
素
質
と
才
に
關
す
る
議
論
を
展
開
し
、
人
の
才
の
多
樣
さ

と
そ
の
淵
源
、
お
よ
び
理
想
的
な
人
物
像
を
語
る
。
自
ら
の
才
を
磨
く
た
め
の
參
考
で
も
あ
り
、
人
材
を
發
見
拔
擢
す
る
際
の
目
安

を
提
示
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
兵
術
章
四
十
か
ら
明
權
章
四
十
二
ま
で
は
統
治
者
の
留
意
す
べ
き
軍
事
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て

論
じ
て
お
り
、
國
策
の
如
何
を
論
じ
た
貴
農
・
愛
民
・
從
化
・
法
術
・
賞
罰
章
な
ど
と
同
じ
類
型
に
屬
す
る
。
隨
時
章
四
十
五
・
風

俗
章
四
十
六
・
正
章
章
五
十
一
は
時
俗
に
關
す
る
議
論
だ
が
、
正
賞
章
が
『
抱
朴
子
』
の
鈞
世
・
尙
博
兩
篇
と
同
樣
の
尙
古
主
義
批

判
を
主
題
に
し
て
い
る
以
外
は
、
具
體
的
に
當
時
の
社
會
狀
況
を
反
映
し
た
議
論
と
は
言
い
難
い
。『
劉
子
』
で
殘
る
は
二
章
だ
が
、

言
苑
章
五
十
四
は
『
抱
朴
子
』
博
喩
・
廣
譬
兩
篇
に
類
似
し
た
短
文
集
で
、
儒
道
二
家
の
思
想
に
由
來
す
る
箴
言
を
小
規
模
に
連
ね

て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
九
流
章
五
十
五
は
儒
道
を
は
じ
め
と
す
る
九
流
百
家
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
二
章
は
『
劉
子
』

中
に
お
い
て
や
や
異
質
の
篇
と
見
な
し
、
こ
こ
で
は
議
論
の
對
象
と
し
な
い
。

　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、『
劉
子
』
後
半
は
、
扱
う
主
題
に
新
た
な
も
の
も
見
受
け
ら
れ
こ
そ
す
る
が
、
前
半
の
話
題
の
延
長
と
し

て
一
般
論
を
語
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
五
十
五
と
い
う
章
の
數
か
ら
い
え
ば
『
抱
朴
子
』
に
も
匹
敵
す
る
規
模
の
『
劉
子
』

だ
が
、
首
尾
一
貫
し
て
一
般
論
に
終
始
し
て
お
り
、
一
つ
の
主
題
に
は
比
較
的
多
樣
な
視
點
か
ら
各
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
が
、
似

た
よ
う
な
話
題
を
細
か
く
章
分
け
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
內
容
の
多
樣
性
と
い
う
面
で
は
『
抱
朴
子
』
に
比
べ
る
と
そ
の
幅
が
狹
い
。
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（
４
）
構
成
上
の
問
題
點

　
前
節
で
見
た
よ
う
に
、『
劉
子
』
の
前
半
は
『
抱
朴
子
』
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
の

に
、
後
半
は
大
き
く
相
違
し
て
い
た
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
狀
況
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
點
に
つ
い
て
、
本
節
で
考

察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
『
抱
朴
子
』
に
あ
っ
て
『
劉
子
』
に
な
い
話
題
と
は
、
特
定
の
明
確
な
對
象
に
對
す
る
批
評
、
す
な
わ
ち
個
別
論
で
あ
る
。
な
ぜ

『
劉
子
』
は
總
論
・
一
般
論
に
の
み
終
始
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
推
測
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
い

く
つ
か
考
え
ら
れ
る
も
の
を
擧
げ
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
個
別
論
に
對
し
て
の
執
筆
意
欲
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
個
別

論
は
別
の
書
物
で
す
で
に
論
じ
盡
く
し
て
い
た
。
第
三
に
、
個
別
論
を
論
じ
た
部
分
は
か
つ
て
『
劉
子
』
に
存
在
し
た
が
、
現
行
本

で
は
逸
し
て
い
る
。
第
四
に
、『
劉
子
』
は
未
完
の
書
物
で
、
個
別
論
は
現
行
本
の
內
容
を
書
き
終
え
た
後
に
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
、

な
ど
で
あ
る
。

　
ど
の
可
能
性
が
最
も
高
い
か
を
考
え
る
た
め
の
參
考
に
な
る
資
料
と
し
て
は
、『
北
史
』
卷
八
十
一
儒
林
傳
上
に
あ
る
本
傳
の
記
述

が
擧
げ
ら
れ
る
。

孝
昭
卽
位
し
、
好
み
て
直
言
を
受
く
。
晝
之
を
聞
き
、
喜
び
て
曰
く
、「
董
仲
舒
、
公
孫
弘
も
以
て
出
づ
可
し
」
と
。
乃
ち
步
き

て
晉
陽
に
詣
り
て
上
書
す
る
も
、
言
亦
た
切
直
に
し
て
、
多
く
世
の
要
む
る
に
非
ず
、
終
に
收
采
せ
ら
れ
ず
。
上
る
所
の
書
を

編
錄
し
て
帝
道
と
爲
す
。
河
淸
中
、
又
た
金
箱
璧
言
を
著
す
、
蓋
し
以
て
機
政
の
不
良
を
指
す
。

北
齊
の
孝
昭
帝
は
在
位
期
閒
が
一
年
に
も
滿
た
な
い
。
そ
の
時
劉
晝
は
帝
が
自
ら
を
拔
擢
し
て
く
れ
る
と
信
じ
、
己
の
信
ず
る
と
こ

ろ
を
上
奏
し
た
。
し
か
し
彼
の
上
書
は
直
截
過
ぎ
て
敬
遠
さ
れ
た
よ
う
で
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
直
截
な
上
書
の
內
容
を
ま

と
め
た
の
が
『
帝
道
』
と
い
う
書
物
だ
と
い
う
。
ま
た
、
次
の
武
成
帝
の
治
世
に
あ
た
る
河
淸
年
閒
（
五
六
二
―
五
六
五
）
に
は
、
當
時

の
政
情
に
關
す
る
問
題
點
に
つ
い
て
論
じ
た
『
金
箱
璧
言
』
な
る
書
物
も
著
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
時
事
的
な

447



問
題
に
對
し
て
眞
っ
向
か
ら
取
り
組
む
意
欲
が
劉
晝
に
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
時

俗
を
論
じ
る
書
物
と
し
て
『
劉
子
』
と
は
別
に
二
つ
の
著
作
が
存
在
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
先
に
擧
げ
た
可
能
性
の
う
ち
、
第
二
の
も

の
が
最
も
理
由
と
し
て
妥
當
性
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、『
劉
子
』
は
個
別
問
題
に
立
ち
入
ら
ず
一
般
論
を
扱
う
こ
と
に
專

念
し
た
書
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
劉
子
』
と
い
う
書
物
が
劉
晝
の
生
涯
の
中
で
ど
の
時
點
で
、
ま
た
ど
れ
く
ら
い
の
期
閒
を
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
か
、
現
存
す
る

資
料
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、『
劉
子
』
が
執
筆
當
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
方
針
だ
っ
た
と
い
う
他
に
、
以
下
の
よ
う
な
推

測
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
劉
子
』
執
筆
開
始
時
點
で
は
、『
抱
朴
子
』
の
よ
う
に
一
般
論
・
個
別
論
を
も
網
羅
し
た
總
合
的
な
書

物
に
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
孝
昭
帝
代
に
お
け
る
上
書
不
採
用
や
仕
官
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
な
ど
の
經
驗
を
通
じ
、
當
初
の
豫
定
に

反
し
て
別
途
に
書
物
を
著
す
狀
況
が
出
現
し
た
た
め
、『
劉
子
』
に
關
し
て
は
途
中
か
ら
一
般
論
の
み
を
扱
う
書
物
に
方
針
變
更
し

た
、
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。『
劉
子
』
前
半
が
『
抱
朴
子
』
の
構
成
を
ト
レ
ー
ス
し
つ
つ
、
後
半
で
そ
れ
が
崩
れ
て
い
る
狀
況
は
、

こ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
劉
子
』
は
劉
晝
の
著
作
の
中
で
一
般
論
を
扱
う
書
物
と
し
て
、『
帝
道
』
や
『
金
箱

璧
言
』、
さ
ら
に
は
本
傳
に
記
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
書
物
『
高
才
不
遇
傳（

６
）』

な
ど
と
は
、
扱
う
分
野
を
異
に
し
て
棲
み
分
け
の
行

わ
れ
た
書
物
だ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　　
　
　
二
　
『
劉
子
』
上
に
見
ら
れ
る
時
俗
へ
の
ま
な
ざ
し

　　
以
上
の
推
察
が
正
し
い
な
ら
ば
、
劉
晝
の
時
俗
に
對
す
る
具
體
的
な
見
方
と
い
う
も
の
は
、『
劉
子
』
に
は
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
お

ら
ず
、
今
は
亡
び
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
の
著
作
に
表
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、『
劉
子
』
と
い
う
書
物

が
ど
の
よ
う
な
社
會
狀
況
、
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
基
に
著
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
瞭
で
、
著
者
の
時
代
や
地
域
を
特
定
し
に
く
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い
と
い
う
狀
況
を
出
來
さ
せ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
唐
代
に
は
『
劉
子
』
の
著
者
が
誰
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
り
、
後
世
の
諸
說
紛
々

た
る
事
態
を
招
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
逆
に
『
劉
子
』
が
北
齊
の
劉
晝
の
著
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
考
え
れ
ば
、『
劉
子
』
に
記
さ
れ
て
い
る
一

般
論
的
主
張
の
中
に
、
彼
の
置
か
れ
た
時
代
狀
況
と
、
著
述
中
に
お
け
る
心
理
變
遷
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
そ
の
こ
と
を
檢
討
す
る
。

　
　
（
１
）
身
の
保
全

　
先
に
や
や
詳
述
し
た
『
劉
子
』
の
隱
逸
論
で
見
た
よ
う
に
、『
劉
子
』
冒
頭
の
四
章
で
は
身
の
危
險
を
回
避
す
る
た
め
に
保
つ
べ
き

生
活
態
度
を
論
じ
て
い
る
。
他
に
も
、『
劉
子
』
で
は
身
の
安
全
を
保
つ
こ
と
に
對
す
る
關
心
が
强
く
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
愼
言

章
三
十
で
は
、

口
舌
は
、
患
禍
の
官
に
し
て
、
亡
滅
の
府
な
り
。

明
者
は
言
を
愼
む
が
故
に
失
言
無
く
、
闇
者
は
言
を
輕
が
ろ
し
く
す
る
が
故
に
身
害
滅
を
致
す
。

な
ど
、
失
言
に
よ
る
災
禍
の
到
來
に
敏
感
で
あ
る
。
ま
た
、
愼
隟
章
三
十
三
で
は
、
身
に
降
り
か
か
る
禍
害
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は

不
可
能
だ
と
し
た
上
で
、

故
に
峭
坂
を
登
り
て
跌
墜
せ
ざ
る
者
は
、
大
を
愼
め
ば
な
り
。
阜
垤
を
跨
ぎ
て
好
く
顚
蹷
す
る
者
は
、
小
を
輕
ん
ず
れ
ば
な
り
。

苟
し
く
も
其
の
步
み
を
愼
め
ば
、
險
を
履
む
と
雖
も
能
く
安
ん
じ
、
其
の
足
を
輕
易
す
れ
ば
、
夷
路
と
雖
も
亦
た
躓
く
。
智
者

は
、
輕
小
の
害
を
爲
す
を
識
る
が
故
に
微
細
の
危
患
を
愼
み
、
每
に
輕
微
を
畏
れ
、
懍
懍
焉
と
し
て
朽
索
の
六
馬
を
馭
す
る
が

若
き
な
り
。

と
述
べ
、
避
け
ら
れ
ぬ
禍
を
最
小
限
で
濟
む
よ
う
努
力
す
れ
ば
そ
の
成
果
が
得
ら
れ
、
ひ
い
て
は
福
を
呼
び
込
む
こ
と
も
可
能
と
說

く
。
利
害
章
四
十
七
・
禍
福
章
四
十
八
・
貪
愛
章
四
十
九
の
三
章
は
、
ま
さ
に
禍
福
に
關
す
る
議
論
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
目
先
の
小
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さ
な
利
や
福
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
將
來
の
大
き
な
禍
を
呼
び
込
む
こ
と
を
語
る
。
そ
の
上
で
、

是
を
以
て
智
者
は
利
を
見
て
難
を
思
い
、
闇
者
は
利
を
見
て
患
を
忘
る
。
難
を
思
へ
ば
難
至
ら
ず
、
患
を
忘
る
れ
ば
患
反
っ
て

生
ず
。
（
利
害
）

是
を
以
て
君
子
は
祥
至
る
も
深
喜
せ
ず
、
逾
よ
敬
愼
し
て
以
て
身
を
儉
し
、
妖
見
は
る
る
も
戚
と
爲
さ
ず
、
逾
よ
德
を
修
め
て

以
て
務
め
と
爲
す
。
故
に
慶
を
神
祇
に
招
き
、
灾
消
え
て
福
降
る
。
（
禍
福
）

是
を
以
て
逹
人
は
禍
福
の
機
を
覩
、
成
敗
の
原
を
鑒
み
、
苟
得
を
以
て
自
ら
を
傷
つ
け
ず
、
過
吝
を
以
て
自
ら
を
害
せ
ず
。

（
貪
愛
）

な
ど
と
、
冷
靜
愼
重
に
對
處
す
る
こ
と
で
、
禍
を
減
ら
し
福
を
增
す
こ
と
が
可
能
だ
と
繰
り
返
し
說
く
。
こ
れ
ら
に
見
え
る
身
の
保

全
を
圖
る
思
想
に
は
、
自
ず
か
ら
道
家
的
色
彩
が
現
れ
て
く
る
が
、『
易
』
に
見
え
る
陰
陽
交
替
理
論
か
ら
導
く
こ
と
の
で
き
る
考
え

方
で
も
あ
り
、
儒
家
的
態
度
と
し
て
許
容
さ
れ
る
餘
地
も
十
分
に
あ
る
。

　
言
苑
章
五
十
四
に
見
え
る
以
下
の
文
章
な
ど
は
、
世
俗
的
な
才
や
智
を
災
禍
の
元
と
見
な
し
否
定
視
す
る
ま
で
に
至
っ
て
お
り
、

完
全
に
道
家
思
想
と
一
致
す
る
。

山
玉
を
抱
へ
れ
ば
則
ち
之
を
鑿
ち
、
江
珠
を
懷
け
ば
則
ち
之
を
竭
き
、
豹
文
を
佩
す
れ
ば
則
ち
之
を
剝
ぎ
、
人
智
を
含
め
ば
則

ち
之
を
嫉
む
。
智
能
く
人
を
知
れ
ど
も
自
ら
を
知
る
能
は
ず
、
神
能
く
物
を
衞
れ
ど
も
自
ら
を
衞
る
能
は
ず
。
故
に
神
龜
は
智

を
以
て
灼
か
れ
、
靈
蛇
は
神
を
以
て
曝
さ
る
。
孰
れ
か
不
智
の
智
た
り
、
不
神
の
神
た
る
を
知
ら
ん
や（

７
）。

　
彼
が
活
動
し
た
時
期
は
、
上
書
を
行
っ
た
孝
昭
帝
の
短
い
治
世
の
前
後
に
、
文
宣
帝
と
武
成
帝
と
い
う
有
名
な
暴
君
の
時
代
が
あ

り
、
數
々
の
人
士
が
皇
帝
の
刃
に
か
か
っ
て
殺
さ
れ
て
い
る
。
賞
罰
章
十
五
に
は
、
賞
罰
の
公
明
正
大
を
求
め
る
議
論
と
し
て
次
の

よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

是
を
以
て
明
主
の
賞
罰
は
、
己
が
爲
め
に
非
ず
、
國
が
爲
め
を
以
て
す
。
己
に
適
ふ
も
國
に
功
無
き
者
は
賞
を
加
へ
ず
、
己
に
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逆
ら
ふ
も
國
に
便
あ
る
者
は
、
罰
を
施
さ
ず
。
罰
は
必
ず
過
有
る
に
施
し
、
賞
は
必
ず
功
有
る
に
加
ふ
。

君
主
の
機
嫌
に
沿
う
か
否
か
で
賞
罰
が
決
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
今
さ
ら
な
が
ら
に
强
調
す
る
議
論
だ
が
、
こ
れ
も
や
は

り
公
明
正
大
さ
を
缺
く
賞
罰
が
目
に
付
い
た
當
時
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
時
代
で
は
、
皇
帝
權
力
に
接
近
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
、
防
衞
本
能
に
似
た
心
情
が
當
時
の
人
士
に
强
く
表
れ
た

と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い（

８
）。

し
か
し
彼
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
心
配
を
す
る
以
前
に
、
北
齊
の
官
界
で
活
躍
す
る
機
會
を
與

え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
隱
逸
論
に
見
出
さ
れ
る
身
の
保
全
へ
の
意
識
は
、
官
界
に
身
を
置
く
人
士
の
切
實
な
危
機
意
識

の
直
接
的
反
映
で
は
な
く
、
時
代
に
蔓
延
す
る
他
者
の
危
機
意
識
を
く
み
取
り
つ
つ
、『
抱
朴
子
』
の
著
者
葛
洪
と
同
樣
、
高
い
官
位

に
就
く
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
の
現
狀
を
直
視
で
き
な
い
心
理
の
合
理
化
作
用
が
形
成
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
自
ら
に
せ
ま
る
危
險
や
災
禍
は
、
仕
官
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
到
來
す
る
も
の
で
あ
る
。『
劉
子
』
冒
頭
で

問
題
と
す
る
脅
威
は
ま
だ
本
人
に
實
感
の
な
い
も
の
だ
ろ
う
が
、
章
も
進
ん
で
『
劉
子
』
後
半
に
至
っ
て
展
開
す
る
上
記
の
言
葉
は
、

他
者
の
讒
言
や
自
ら
の
失
言
な
ど
、
よ
り
現
實
的
・
俗
世
的
な
災
禍
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
不
遇
と
讒
言

　
劉
晝
の
場
合
、
彼
に
と
っ
て
現
實
的
か
つ
身
に
迫
る
禍
は
、
自
分
で
は
大
い
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
そ
の
才
能
を
認
め
て
く
れ
ず
、

「
不
當
に
」
自
ら
の
仕
官
を
妨
げ
る
人
々
の
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
『
北
史
』
本
傳
に
よ
れ
ば
、
劉
晝
は
文
學
關
係
の
素
養
が
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
が
、
一
念
發
起
し
て
『
六
合
賦
』
を
創
作
し
、
自
分
で

も
そ
の
出
來
に
滿
足
し
た
ら
し
く
、
當
時
の
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
魏
收
・
邢
子
才
（
邢
卲
）
と
い
う
二
人
の
有
力
人
士
に
見
せ
る
。

曾
つ
て
賦
を
以
て
魏
收
に
呈
す
る
も
拜
せ
ず
。
收
之
を
忿
り
、
謂
ひ
て
曰
く
「
賦
六
合
と
名
づ
く
る
に
、
已
に
是
れ
太
だ
愚
か

に
し
て
、
文
も
又
た
六
合
よ
り
愚
か
な
り
。
君
の
四
體
も
又
た
文
よ
り
甚
だ
し
」
と
。
晝
忿
ら
ず
、
又
た
以
て
邢
子
才
に
示
す
。

子
才
曰
く
「
君
の
此
の
賦
は
、
正
に
疥
駱
駝
の
、
伏
し
て
幾
媚
無
き
に
似
る
」
と
。
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魏
・
邢
兩
者
と
も
彼
の
文
章
を
全
く
評
價
せ
ず
、
强
烈
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
後
十
年
、
劉
晝
は
仕
官
を
試
み
る
も
果
た
せ

ぬ
こ
と
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は
、
當
時
の
名
望
あ
る
人
士
か
ら
評
價
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
經
歷
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
當
時
の
北
齊
王
朝
で
は
、
官
僚
選
出
に
際
し
て
、
勳
貴
の
み
な
ら
ず
寒
門
出
身
者
も
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
、
決

し
て
劉
晝
の
よ
う
な
無
名
の
知
識
人
の
仕
官
す
る
道
が
絕
た
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い（

９
）。

劉
晝
と
し
て
は
、
自
ら
の
人
生
を
妨
げ
た

大
き
な
要
因
と
し
て
、
他
者
の
嚴
し
い
評
價
を
大
き
く
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
自
他
雙
方
の
發
す

る
言
葉
が
持
つ
影
響
力
の
大
き
さ
へ
の
關
心
の
高
さ
が
、
妄
瑕
章
二
十
六
、
愼
言
章
三
十
、
貴
言
第
三
十
一
、
傷
讒
章
三
十
二
の
各

章
と
し
て
『
劉
子
』
に
表
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
上
記
の
四
章
の
位
置
で
あ
る
。
先
に
見
た
と
お
り
、
人
材
に
つ
い
て
論
じ
た
鈞
任
章
二
十
九
あ
た
り

ま
で
の
『
劉
子
』
は
、『
抱
朴
子
』
の
構
成
と
か
な
り
の
一
致
點
を
見
出
せ
た
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
は
徐
々
に
『
抱
朴
子
』
と
袂

を
分
か
つ
。
こ
の
分
岐
點
と
も
言
え
る
付
近
に
こ
れ
ら
四
章
が
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ
て
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で

の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
著
者
劉
晝
の
著
述
環
境
や
心
境
が
變
化
し
た
重
要
な
地
點
に
四
章
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

も
、
前
を
見
れ
ば
人
の
力
の
及
び
得
な
い
運
命
を
論
ず
る
數
章
が
竝
び
、
後
ろ
を
見
れ
ば
身
に
降
り
か
か
る
禍
へ
の
對
處
に
つ
い
て

論
じ
る
數
章
が
竝
ぶ
。『
抱
朴
子
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
な
ぞ
る
方
針
を
變
更
す
る
に
至
っ
た
原
因
が
、
こ
こ
に
透
け
て
見
え
て
い
る

と
考
え
る
の
は
亂
暴
な
推
測
だ
ろ
う
か
。

　
　
（
３
）
人
材
拔
擢
に
つ
い
て

　
順
番
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
前
段
で
述
べ
た
諸
章
の
前
に
は
、
人
材
に
關
し
て
用
い
る
側
と
用
い
ら
れ
る
側
雙
方
か
ら
の

議
論
が
存
在
す
る
。
知
人
章
十
八
か
ら
心
隱
章
二
十
二
の
五
章
は
、
賢
才
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
有
能
な
人
士
を

拔
擢
す
る
た
め
に
は
、
拔
擢
す
る
側
に
人
を
見
拔
く
才
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
才
を
持
つ
人
を
、
劉
晝
は
知
人
章
に
お
い
て

「
明
哲
之
相
士
」
と
呼
ぶ
。
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故
に
明
哲
の
相
士
は
、
之
を
未
聞
に
聽
き
、
之
を
未
形
に
察
し
、
而
し
て
其
の
神
智
を
監
て
、
其
の
才
能
を
識
る
、
人
を
知
る

と
謂
ふ
可
し
。
若
し
功
成
り
事
遂
げ
、
然
る
後
に
之
を
知
る
者
は
、
何
ぞ
耳
の
雷
霆
を
聞
き
て
而
し
て
聰
爲
り
と
稱
し
、
目
の

日
月
を
見
て
而
し
て
之
を
明
と
謂
ふ
に
異
な
ら
ん
や
。

才
を
見
拔
く
人
物
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
才
能
が
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
段
階
で
見
拔
く
も
の
で
あ
り
、
目
に
見
え
た
形
で
そ
の
才
能

を
發
揮
し
た
人
物
の
才
を
云
々
す
る
の
は
、
明
哲
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
。
薦
賢
章
十
九
で
は
、
才
を
見
出
す
人
物

を
こ
そ
賢
者
と
見
な
す
べ
し
と
す
る
孔
子
の
言
葉
に
基
づ
き（

10
）、

有
用
な
人
材
を
見
出
し
推
薦
す
る
こ
と
が
奬
勵
さ
れ
る
世
に
す
べ
き

こ
と
を
訴
え
る
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
や
は
り
い
ま
だ
仕
官
を
成
し
遂
げ
て
い
な
い
自
ら
の
仕
官
熱
の
表
れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
當
時
の
人
材
登
用

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
不
滿
を
表
し
て
い
る
。
當
時
の
官
僚
登
用
の
實
態
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
實
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
著

者
た
る
劉
晝
に
と
っ
て
は
登
用
の
現
實
が
不
公
平
に
見
え
て
い
た
、
と
い
う
心
的
事
實
が
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
あ
た
り
の
議
論
は
、『
劉
子
』
內
で
は
い
ま
だ
『
抱
朴
子
』
の
構
成
に
沿
っ
た
流
れ
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
先
の
推
論
が

誤
り
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
の
劉
晝
は
、
現
實
社
會
の
不
條
理
に
苦
鬪
し
な
が
ら
も
い
ま
だ
挫
折
を
味
わ
う
前
の
意
欲
に
あ
ふ

れ
た
段
階
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
（
４
）
奢
侈
と
徭
役
忌
避

　
劉
晝
が
政
治
的
意
欲
に
あ
ふ
れ
た
段
階
の
議
論
に
見
え
る
、
當
時
の
現
實
に
相
應
し
た
議
論
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
見
て
い
こ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
貴
農
章
十
一
よ
り
賞
罰
章
十
五
ま
で
の
五
章
は
、
治
者
の
要
道
を
說
く
政
治
論
と
言
え
る
。
貴
農
章
は
國
の
安

定
の
た
め
に
衣
⻝
の
充
實
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
衣
⻝
の
充
實
の
た
め
に
は
農
業
と
紡
織
を
奬
勵
せ
ね
ば
な
ら
な

い
の
だ
が
、

是
を
以
て
雕
文
刻
鏤
は
農
事
を
瑕
つ
け
、
錦
繡
纂
組
は
女
工
を
害
す
。
農
事
瑕
つ
く
れ
ば
則
ち
飢
の
本
な
り
、
女
工
害
さ
る
れ
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ば
則
ち
寒
の
源
な
り
。
飢
寒
竝
び
至
り
、
而
し
て
人
の
盜
を
爲
す
を
禁
ぜ
ん
と
欲
す
る
も
、
是
れ
火
を
揚
げ
て
而
し
て
其
の
炎

無
き
を
欲
し
、
水
を
撓
し
て
而
し
て
其
の
靜
か
な
る
を
望
む
が
ご
と
く
、
得
可
か
ら
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
建
築
や
衣
裳
に
對
し
て
華
美
な
裝
飾
を
施
す
こ
と
が
社
會
の
擾
亂
を
引
き
起
こ
す
と
す
る
。
國
家
の
安
定
の
基
礎

と
な
る
衣
⻝
の
充
實
を
妨
げ
る
要
素
は
他
に
も
あ
る
。
農
業
人
口
の
相
對
的
な
不
足
だ
。

穀
の
積
ま
ざ
る
所
以
は
、
游
⻝
に
在
る
者
多
く
し
て
農
人
少
な
き
が
故
な
り
。

古
の
堯
舜
の
世
で
は
長
年
に
わ
た
る
洪
水
や
日
照
り
が
起
き
て
も
飢
饉
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
前
で
指
摘
し
た
上
で
こ
の
よ
う

に
語
る
點
か
ら
、
當
時
の
飢
饉
の
多
さ
を
目
の
當
た
り
に
し
て
の
言
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
實
際
に
北

齊
代
に
お
け
る
史
書
の
記
錄
だ
け
を
見
て
も
、
度
重
な
る
飢
饉
が
起
き
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
の
章
の
結
論
部
分
に
は
過
多
な
徭
役

も
農
耕
紡
織
を
妨
げ
る
一
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

是
を
以
て
先
王
は
敬
み
て
民
に
時
を
授
け
、
勸
め
て
農
桑
を
課
し
、
游
⻝
の
人
を
省
き
、
徭
役
の
費
を
減
ず
れ
ば
、
則
ち
倉
廩

充
實
し
て
、
頌
聲
作
れ
り
。
戎
馬
の
興
、
水
旱
の
沴
有
る
と
雖
も
、
國
未
だ
嘗
て
憂
ひ
有
ら
ず
、
民
も
終
に
害
無
し
。

　
愛
民
章
十
二
も
、
國
の
寶
で
あ
る
民
を
苦
し
め
る
こ
と
は
國
を
損
な
う
こ
と
と
見
な
し
、
民
の
負
擔
を
減
ら
し
て
農
事
に
支
障
が

な
い
よ
う
な
政
策
を
執
り
行
う
べ
き
と
す
る
。

是
の
故
に
善
く
理
を
爲
す
者
は
、
必
ず
仁
愛
を
以
て
本
と
爲
し
、
苛
酷
を
以
て
先
と
爲
さ
ず
。
刑
罰
を
寛
宥
し
て
以
て
民
の
命

を
全
う
し
、
徭
役
を
省
徹
し
て
以
て
民
の
力
を
休
め
、
賦
斂
を
輕
約
し
て
人
の
財
を
匱
し
う
せ
ず
、
農
時
を
奪
は
ず
し
て
以
て

民
の
用
に
足
ら
し
む
れ
ば
、
則
ち
家
は
給
し
國
は
富
み
、
而
し
て
太
平
致
す
可
し
。

苛
斂
誅
求
を
行
わ
ず
農
事
に
い
そ
し
む
こ
と
が
で
き
る
狀
況
を
作
っ
て
や
る
こ
と
が
爲
政
者
の
義
務
で
あ
る
、
と
の
論
は
、
つ
ま
り

は
民
が
そ
の
よ
う
な
悲
慘
な
狀
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
の
發
話
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
貴
農
章
や
愛
民
章
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
內
容
は
、
現
實
に
劉
晝
が
目
の
當
た
り
に
し
た
狀
況
の
投
影
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で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
建
築
衣
裳
に
對
す
る
華
美
さ
の
追
求
、
農
業
紡
織
に
攜
わ
ら
な
い
者
の
增
加
、

徭
役
負
擔
の
大
き
さ
な
ど
で
あ
る
。
皇
族
や
名
門
貴
族
の
贅
澤
な
暮
ら
し
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
議
論
の
對
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
想
起
す
べ
き
は
、
北
魏
以
來
の
佛
敎
隆
盛
と
盛
ん
な
佛
寺
建
築
で
あ
る
。
王
朝
が
北
魏
か
ら
東
魏
、

北
齊
と
變
遷
し
、
そ
の
閒
に
洛
陽
は
戰
亂
で
荒
廢
し
都
が
鄴
へ
と
遷
さ
れ
る
が
、
遷
都
を
實
行
し
た
高
氏
一
族
自
體
が
佛
敎
の
信
奉

者
だ
っ
た
た
め
、
新
都
も
舊
都
以
上
に
佛
敎
が
榮
え
る
こ
と
と
な
り
、
佛
寺
建
築
が
次
々
と
行
わ
れ
た
。
北
齊
代
は
儒
學
官
僚
の
李

範
や
張
賓
な
ど
が
出
家
す
る
な
ど
、
佛
敎
熱
が
最
高
潮
に
逹
し
、
頽
廢
へ
と
向
か
っ
た
時
期
で
あ
る（

11
）。『

劉
子
』
が
暗
に
批
判
し
て
い

る
對
象
に
こ
う
し
た
佛
敎
熱
が
含
ま
れ
る
と
見
な
す
こ
と
に
、
無
理
は
な
い
。

　　
　
　
三
　
佛
敎
批
判
者
と
し
て
の
劉
晝
の
姿

　　
以
上
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
、『
劉
子
』
と
い
う
書
物
の
特
徵
お
よ
び
時
代
と
の
つ
な
が
り
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
把
握
で
き
た
。

最
後
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
佛
敎
側
の
資
料
に
殘
る
劉
晝
の
佛
敎
批
判
の
內
容
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
ま
ず
は
『
廣
弘
明
集
』
卷
六
に
引
か
れ
て
い
る
劉
晝
の
上
奏
文
を
見
て
み
よ
う
。
卷
六
の
辯
惑
篇
「
列
代
王
臣
滯
惑
解
」
は
、
唐

の
傅
奕
が
撰
し
た
『
高
識
傳
』
に
つ
い
て
、『
廣
弘
明
集
』
の
撰
者
た
る
唐
の
道
宣
が
そ
の
內
容
お
よ
び
傅
奕
の
編
纂
姿
勢
に
關
す
る

辛
辣
な
批
判
を
加
え
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
引
か
れ
る
劉
晝
の
上
奏
文
は
い
わ
ば
引
用
の
引
用
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
加
筆

修
正
な
ど
と
い
っ
た
內
容
上
の
問
題
も
は
ら
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
他
に
引
用
す
る
文
獻
も
な
い
の
で
、
こ
れ
に
依
據
す
る

よ
り
他
な
い
。
劉
晝
に
關
す
る
部
分
全
體
を
、
以
下
に
引
く
。

劉
晝
は
渤
海
の
人
。
才
術
は
自
給
す
る
能
は
ず
、
齊
之
を
仕
へ
し
め
ず
、
高
才
不
遇
傳
を
著
し
て
以
て
自
況
せ
り
。
上
書
し
て

言
へ
ら
く
、「
佛
法
は
詭
誑
に
し
て
、
避
役
す
る
者
は
以
て
林
藪
と
爲
る
」。
又
た
淫
蕩
を
詆
訶
す
、「
尼
有
り
優
婆
夷
有
り
、
實
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は
是
れ
僧
の
妻
妾
に
し
て
、
胎
を
損
し
子
を
殺
す
こ
と
其
の
狀
言
ひ
難
し
。
今
僧
尼
二
百
許
萬
、
幷
び
に
俗
女
向
に
四
百
餘
萬

有
り
、
六
月
に
一
た
び
胎
を
損
す
れ
ば
、
是
の
如
く
し
て
則
ち
年
に
二
百
萬
戶
を
族
せ
り
。
此
を
驗
す
れ
ば
佛
は
是
れ
疫
胎
の

鬼
に
し
て
、
全
く
聖
人
の
言
に
非
ず（

12
）。

道
士
は
老
莊
の
本
に
非
ず
、
佛
の
邪
說
を
籍
り
て
其
の
配
坐
を
爲
す
の
み
」。

こ
こ
で
の
劉
晝
の
主
張
は
、
第
一
に
僧
尼
が
兵
役
を
逃
れ
て
い
る
點
、
第
二
に
僧
尼
の
墮
胎
が
目
に
餘
る
ほ
ど
の
樣
で
人
口
の
增
加
を

妨
げ
て
い
る
點
、
第
三
に
道
敎
も
佛
敎
と
同
樣
の
邪
宗
で
あ
る
、
と
い
う
三
點
で
あ
る
。
彼
の
生
き
た
北
齊
代
の
み
な
ら
ず
、
北
魏
・

東
魏
時
代
の
北
朝
地
域
で
は
、
佛
敎
が
盛
ん
に
信
仰
さ
れ
た
と
同
時
に
、
そ
の
社
會
問
題
化
し
た
點
を
批
判
す
る
人
士
が
幾
人
も
現

れ
て
い
る
。『
廣
弘
明
集
』
卷
六
お
よ
び
卷
七
に
引
か
れ
た
傅
奕
の
『
高
識
傳
』
に
載
る
二
十
五
人
中
、
こ
の
時
代
・
地
域
に
關
係
す

る
佛
敎
批
判
者
は
、
北
魏
の
太
武
帝
を
除
け
ば
八
人
も
い
る（

13
）。

そ
の
八
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
劉
晝
と
同
じ
く
佛
敎
の
引
き
起
こ
し
た

社
會
問
題
を
危
惧
す
る
批
判
で
あ
り
、
敎
理
面
に
關
す
る
批
判
は
少
な
い（

14
）。

た
と
え
ば
北
魏
の
張
普
濟
の
場
合
は
孝
明
帝
が
佛
敎
に

傾
倒
し
す
ぎ
て
朝
政
を
顧
み
な
い
事
態
を
問
題
視
し
て
い
る
。
同
じ
く
北
魏
の
李
瑒
の
上
言
も
、
佛
敎
信
仰
に
よ
っ
て
祖
靈
祭
祀
を

絕
や
す
不
孝
を
犯
す
點
を
批
判
の
中
心
と
し
て
い
る
。
北
魏
か
ら
北
齊
に
か
け
て
活
動
し
た
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
著
者
楊
衒
之
の
上

書
で
も
、
佛
門
に
入
っ
て
い
る
者
の
中
に
兵
役
や
勤
勞
逃
れ
を
目
的
と
し
た
輩
が
多
數
い
る
點
や
、
佛
敎
者
が
上
下
關
係
に
基
づ
く

禮
を
無
視
し
た
態
度
を
取
る
點
を
批
判
し
て
お
り
、『
廣
弘
明
集
』
の
撰
者
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
に
「
衒
之
此
奏
、
大
同
劉
晝
之
詞
」
と

記
し
て
い
る
。
李
公
諸
や
盧
思
道
も
、
國
家
の
財
貨
や
人
的
資
源
を
浪
費
し
、
禮
秩
序
を
亂
す
點
を
問
題
視
す
る
點
は
同
樣
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
佛
敎
批
判
は
、
佛
敎
を
敵
視
す
る
人
物
の
み
な
ら
ず
、
佛
敎
の
一
部
に
存
在
す
る
腐
敗
墮
落
狀
況
を
憂
慮
す
る
佛
敎

信
者
か
ら
出
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
批
判
と
い
う
の
は
、
敎
理
上
の
批
判
で
は
な
く
、
國
家
運

營
上
の
社
會
現
象
的
批
判
で
あ
る
と
い
う
點
が
重
要
で
あ
る
。
佛
敎
を
敵
視
す
る
に
し
ろ
尊
崇
の
念
か
ら
刷
新
し
よ
う
と
す
る
に
し

ろ
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
經
世
濟
民
を
主
眼
と
す
る
態
度
か
ら
生
じ
て
い
る
わ
け
で
、
確
か
に
佛
敎
側
か
ら
す
れ
ば
取
る
に
足
り
な

い
批
判
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
佛
敎
を
好
む
天
子
に
向
か
っ
て
敢
え
て
も
の
申
そ
う
と
す
る
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
熱
情
は
竝
々
な
ら
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ぬ
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
劉
晝
の
話
に
戾
る
が
、
彼
は
佛
敎
を
「
疫
胎
之
鬼
」
と
表
現
す
る
ほ
ど
の
過
激
さ
で
攻
擊
す
る
。
同
時
に
道
敎
に
對
し
て

も
好
意
的
で
は
な
く
、
老
莊
と
は
か
け
離
れ
た
邪
敎
と
見
な
し
て
い
る
。
彼
が
所
謂
老
莊
の
思
想
ま
で
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
、

『
劉
子
』
中
に
は
道
家
の
書
物
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
九
流
章
五
十
五
で
は
、
道
家
思
想
を
儒
家
思
想
と
竝
ん
で
重
要
な
も
の
と
見
な

し
て
も
い
る
點
か
ら
も
分
か
る
。
し
か
し
、
彼
の
思
想
的
本
分
が
天
下
國
家
を
憂
え
る
儒
家
に
あ
る
點
に
疑
い
は
な
い
。『
北
史
』
や

『
北
齊
書
』
卷
四
十
四
儒
林
傳
の
本
傳
に
よ
れ
ば
、
劉
晝
は
複
數
の
權
威
あ
る
儒
者
た
ち
か
ら
『
服
氏
春
秋
』
や
三
禮
を
學
ん
で
お

り（
15
）、

そ
の
よ
う
な
生
い
立
ち
か
ら
考
え
て
も
、
上
書
に
お
け
る
儒
者
的
な
視
點
か
ら
の
發
言
は
頷
け
る
。

　
さ
ら
に
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、『
劉
子
』
に
お
け
る
統
治
論
で
は
、
農
業
な
ど
の
生
產
活
動
に
從
事
し
な
い
者
の
存
在
を
憂
え
て

お
り
、
國
家
の
安
定
と
繁
榮
に
と
っ
て
の
民
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
當
然
な
が
ら
上
書
の
內
容
は

本
來
、『
廣
弘
明
集
』
の
引
用
に
あ
る
よ
り
も
量
が
多
か
っ
た
は
ず
で
、
傅
奕
な
い
し
は
道
宣
に
と
っ
て
關
心
が
高
く
か
つ
刺
激
的
な

部
分
だ
け
が
抽
出
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
上
書
の
全
容
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
社
會
問
題
に
つ
い
て

も
語
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
上
記
の
よ
う
な
佛
敎
批
判
が
出
て
き
て
も
一
向
に
不
思
議
で
は
な
い
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
劉
晝
の
上
書
に
お
け
る
態
度
の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
佛
敎
批
判
は
、『
劉
子
』
に
は
全
く
な
い
。
そ
れ
故
、
一
見
こ
の
上
書
と

『
劉
子
』
と
の
閒
に
は
關
連
性
を
見
出
し
が
た
い
。
し
か
し
先
の
考
察
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
あ
る
意
味
當
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
。

な
ぜ
な
ら
『
劉
子
』
は
一
般
論
に
終
始
し
た
書
物
で
あ
る
。
當
時
の
佛
敎
流
行
を
批
判
す
る
主
張
は
、
い
わ
ば
時
俗
批
判
の
部
類
に

は
い
る
。
そ
の
よ
う
な
話
題
を
擔
當
す
る
の
は
、
現
在
見
る
こ
と
の
出
來
な
い
『
金
箱
璧
言
』
で
あ
ろ
う
。
上
書
そ
の
も
の
を
記
錄
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し
て
お
く
な
ら
ば
、『
帝
道
』
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
ま
た
、『
劉
子
』
の
構
成
が
、
前
半
ま
で
『
抱
朴
子
』
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
お
き
な
が
ら
後
半
は
そ
れ
を
捨
て
去
っ
て
い
る
と
い
う

現
象
は
、
そ
の
境
目
あ
た
り
の
執
筆
時
期
に
大
き
な
狀
況
變
化
が
起
き
た
か
ら
だ
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
そ
の
狀
況
變
化
に
は
、
自
ら

の
順
調
な
仕
官
の
道
を
阻
ん
だ
他
者
の
嚴
し
い
評
價
に
對
す
る
劉
晝
の
挫
折
感
な
り
苦
惱
な
り
が
大
い
に
關
係
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
も
述
べ
た
。
本
來
で
あ
れ
ば
、『
抱
朴
子
』
と
同
樣
具
體
的
な
事
例
を
交
え
た
社
會
的
議
論
の
展
開
が
期
待
さ
れ
た
『
劉
子
』

後
半
は
、
身
に
ふ
り
か
か
る
災
禍
や
不
遇
な
ど
へ
の
個
人
的
な
對
處
を
問
題
と
す
る
、
對
社
會
的
積
極
性
に
缺
け
た
議
論
を
色
濃
く

交
え
た
一
般
論
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
狀
況
變
化
が
起
き
た
時
期
で
あ
る
が
、
劉
晝
の
積
極
的
な
政
治
參
加
意
欲
が
見
受
け
ら
れ
る
孝
昭
帝
代
以
後
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
武
成
帝
の
河
淸
年
閒
に
お
け
る
『
金
箱
璧
言
』
の
著
述
は
、
そ
の
意
欲
が
そ
が
れ
、
世
に
訴
え
る
だ
け
の
氣
力
が
失
せ
た

か
ら
こ
そ
の
こ
と
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
彼
の
政
治
能
力
が
本
當
に
活
用
す
る
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
探
り
よ
う

が
な
い
が
、
文
學
方
面
に
お
け
る
有
力
人
士
か
ら
の
嚴
し
い
評
價
は
、
多
少
な
り
と
も
仕
官
の
道
を
妨
げ
た
ろ
う
。
徐
々
に
苦
澁
の

念
は
高
ま
り
、
好
機
到
來
と
見
て
實
行
し
た
上
書
だ
っ
た
が
、
激
烈
な
佛
敎
批
判
を
含
ん
で
い
た
こ
と
も
災
い
し
た
と
思
わ
れ
、
採

用
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。『
抱
朴
子
』
の
構
成
を
眞
似
て
書
き
始
め
た
『
劉
子
』
も
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
方
針
を
變
え
る
。

自
ら
を
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
人
士
た
ち
や
世
閒
に
對
す
る
、
や
や
被
害
妄
想
的
な
怨
み
や
、
つ
い
に
世
に
浮
上
し
得
な
か
っ
た
自

ら
の
人
生
へ
の
諦
念
を
交
え
て
執
筆
は
續
き
、
全
五
十
五
章
の
書
物（

16
）は

死
ま
で
の
短
い
閒
に
書
き
上
げ
ら
れ
た（

17
）、

と
い
う
推
測
が
成

り
立
つ
。

　
少
な
い
資
料
を
も
と
と
し
て
、
推
測
に
推
測
を
上
乘
せ
し
た
結
果
で
あ
る
の
で
い
さ
さ
か
心
許
な
い
が
、
佛
敎
批
判
を
も
交
え
た

劉
晝
の
思
想
と
人
生
の
全
體
像
を
把
握
す
る
た
め
の
作
業
と
し
て
は
、
多
少
な
り
と
も
眞
實
に
近
づ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
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　　『劉子』と劉晝

注

（
１
）
「
劉
子
小
考
」（『
宮
澤
正
順
博
士
古
稀
記
念
東
洋
―
比
較
文
化
論
集
―
』、
靑
史
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
六
一
五
頁
―
六
二
八
頁
）。

（
２
）
『
劉
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
傅
亞
庶
『
劉
子
校
釋
』（
新
編
諸
子
集
成
第
一
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
九
八
年
）
を
用
い
る
。
他
、
江
建
俊
『
新

編
劉
子
新
論
』（
中
華
叢
書
・
新
編
諸
子
叢
書
、
臺
灣
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
お
よ
び
王
叔
岷
『
劉
子
集
證
』（
中
央
硏
究
院
歷
史
語

言
硏
究
所
專
刊
之
四
十
四
、
一
九
六
一
年
）
を
も
併
せ
參
照
し
て
い
る
。

（
３
）
『
抱
朴
子
』
外
篇
お
よ
び
內
篇
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
葛
洪
に
お
け
る
運
命
の
問
題
」（『
中
國
思
想
史
硏
究
』
一
七
、
一
九
九
四

年
）
お
よ
び
「
葛
洪
に
お
け
る
「
明
」」（『
東
方
宗
敎
』
九
六
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
て
論
じ
た
。

（
４
）
葛
洪
の
隱
逸
思
想
に
關
し
て
は
、
下
見
隆
雄
「
葛
洪
の
逸
民
」（『
哲
學
』
一
八
、
廣
島
哲
學
會
、
一
九
六
六
年
）
お
よ
び
同
氏
「『
抱
朴
子
』

に
お
け
る
逸
民
と
仙
人
」（『
東
方
宗
敎
』
二
九
、
一
九
六
七
年
）、
神
樂
岡
昌
俊
『
中
國
に
お
け
る
隱
逸
思
想
の
硏
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一

九
九
三
年
）
第
五
章
「『
抱
朴
子
』
の
隱
逸
思
想
」
な
ど
を
參
照
。

（
５
）
無
論
、
漢
代
以
來
、
儒
敎
に
基
づ
く
統
治
理
念
に
は
法
家
思
想
が
實
質
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
正
面
か
ら
法
治
の
必
要
性
を
强

調
す
る
と
な
る
と
、『
抱
朴
子
』
と
『
劉
子
』
と
が
そ
の
强
調
の
程
度
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
６
）
『
北
史
』
本
傳
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
晝
求
秀
才
、
十
年
不
得
、
發
奮
撰
高
才
不
遇
傳
。」
と
あ
る
。
こ
の
書
は
『
北
齊
書
』
本
傳
に
も
見
え

て
い
る
が
、
現
在
は
逸
し
て
傳
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
に
『
後
漢
書
』
三
五
鄭
玄
傳
注
に
引
か
れ
る
一
條
が
殘
る
の
み
で
あ
る
。

（
７
）
「
神
龜
以
智
見
灼
」
と
い
う
句
は
、『
劉
子
』
韜
光
章
四
に
も
「
龜
以
智
見
害
」
と
し
て
見
ら
れ
る
。『
莊
子
』
外
物
篇
の
「
仲
尼
曰
、
神
龜

能
見
夢
於
元
君
、
而
不
能
避
余
且
之
網
。
知
能
七
十
二
鑽
而
無
遺
筴
、
不
能
避
刳
腸
之
患
。
如
是
、
則
知
有
所
困
、
神
有
所
不
及
也
」
と
い

う
文
が
出
典
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
孰
知
不
智
爲
智
、
不
神
爲
神
乎
」
の
句
は
、
や
は
り
『
莊
子
』
知
北
遊
篇
の
「
孰
知
不
知
之
知
」
や
『
淮

南
子
』
道
應
篇
の
「
然
則
不
知
乃
知
邪
。
知
乃
不
知
邪
。
孰
知
知
之
爲
弗
知
、
弗
知
之
爲
知
邪
」
な
ど
が
出
典
で
あ
る
。

（
８
）
南
北
朝
時
代
の
知
識
人
た
ち
が
政
治
へ
の
關
心
を
薄
め
、
文
藝
な
ど
の
分
野
へ
傾
倒
す
る
傾
向
が
生
じ
た
一
因
と
し
て
、
皇
帝
權
力
に
近
づ

く
こ
と
へ
の
警
戒
心
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
森
三
樹
三
郞
『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』（
同
朋
舍
、
一
九
八
六
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
９
）
北
齊
代
の
人
材
登
用
に
關
す
る
狀
況
に
關
し
て
は
、
宮
崎
巿
定
「
中
國
の
官
吏
登
用
法
」
三
、
任
子
と
科
擧
（『
宮
崎
巿
定
全
集
』
七
、
六
朝
）
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お
よ
び
谷
川
道
雄
『
增
補
隋
唐
帝
國
形
成
史
論
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
）
第
Ⅲ
編
第
二
章
「
北
齊
政
治
史
と
漢
人
貴
族
」
を
參
照
。

（
10
）
『
說
苑
』
臣
述
篇
で
は
、
子
貢
が
孔
子
に
賢
者
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
孔
子
が
「
汝
聞
進
賢
爲
賢
耶
、
用
力
爲
賢
耶
」
と
問
い
返
し
、

前
者
が
本
當
の
賢
者
で
あ
る
こ
と
を
說
明
す
る
。『
孔
子
家
語
』
賢
君
篇
や
『
韓
子
外
傳
』
卷
七
な
ど
に
も
同
趣
旨
の
話
が
あ
る
。

（
11
）
北
魏
か
ら
北
齊
に
か
け
て
の
佛
敎
熱
と
そ
の
推
移
に
關
し
て
は
、
宮
川
尙
志
『
六
朝
史
硏
究
宗
敎
篇
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
六
四
年
）
第
十

一
章
「
六
朝
時
代
士
大
夫
の
佛
敎
信
仰
」、
塚
本
善
隆
『
魏
書
釋
老
志
』
解
說
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
五
一
五
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
12
）
「
聖
人
の
言
に
非
ず
」
の
原
文
に
關
し
て
、
大
正
藏
で
は
「
非
聖
人
亦
言
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
宋
元
明
本
及
び
宮
內
省
本
な
ど
に
從
っ
て

「
亦
」
を
「
之
」
に
改
め
る
。

（
13
）
十
五
番
目
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
荀
濟
も
北
齊
に
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
彼
は
梁
か
ら
亡
命
し
て
來
た
人
物
で
、
そ
の
主
要
な
活
動
の
場
は
南

朝
で
あ
る
。
佛
敎
批
判
も
梁
の
武
帝
と
關
連
す
る
事
例
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
除
外
し
て
い
る
。

（
14
）
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
傅
奕
の
編
纂
態
度
が
そ
う
な
さ
し
め
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
15
）
劉
晝
本
傳
に
は
、
李
寶
鼎
（
李
鉉
）
か
ら
三
禮
を
、
馬
敬
德
か
ら
『
服
氏
春
秋
』
を
學
ん
で
い
る
。
李
寶
鼎
・
馬
敬
德
兩
者
と
も
、
劉
晝
と

同
じ
『
北
齊
書
』
お
よ
び
『
北
史
』
の
儒
林
傳
に
傳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）
『
抱
朴
子
』
五
十
篇
を
モ
チ
ー
フ
と
書
き
始
め
た
『
劉
子
』
は
、
當
初
か
ら
そ
の
篇
數
を
も
そ
れ
に
合
わ
せ
る
べ
く
書
か
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
注
を
著
し
た
袁
孝
政
の
序
が
「
其
の
五
十
五
篇
は
五
行
生
成
の
數
を
取
る
」
と
解
釋
す
る
よ
う
に
、
五
十
五
と
い
う

數
字
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
17
）
『
北
齊
書
』
本
傳
に
よ
れ
ば
、
劉
晝
は
五
十
二
才
で
死
去
し
て
い
る
。
江
建
俊
（
注
（
２
）
參
照
）
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
孝
昭
帝
の
在
位
し

た
太
寧
元
年
（
五
六
一
）
は
、
四
十
六
才
前
後
で
あ
る
。
こ
れ
に
從
え
ば
、
上
書
か
ら
死
ま
で
の
閒
は
約
六
年
と
な
る
。
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唐
代
士
人
の
儒
佛
論
に
關
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
一
の
思
考
と
辨
別
・
排
斥
の
思
考

　

藤
　
井
　
　
京
　
美
　
　

　　　　
　
　
序

　　
唐
は
思
想
面
に
お
い
て
、
先
立
つ
六
朝
・
隋
の
流
れ
を
承
け
繼
い
だ
。
儒
敎
の
不
振
は
つ
づ
き
、
佛
敎
・
道
敎
は
隆
盛
を
見
る
。

な
か
で
も
佛
敎
は
唐
に
至
っ
て
全
盛
を
迎
え
る
。

　
唐
の
士
人
の
文
章
を
繙
く
と
、
そ
こ
に
は
佛
寺
佛
像
の
記
、
出
家
者
の
碑
銘
な
ど
、
釋
氏
を
讚
え
る
文
が
夥
し
く
見
出
さ
れ
る
。

佛
敎
全
盛
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
僧
侶
と
の
交
流
を
述
べ
る
文
も
あ
る
。
佛
敎
を
批
判
す
る
語
も
あ
る
。
中
唐
の
人
、

韓
愈
の
有
名
な
排
佛
論
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
儒
佛
道
三
敎
の
一
致
を
言
う
文
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
內
容
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
唐
人
の
思
想
は
佛
敎
と
の
關
係
を
拔
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
唐
の
士
人
た
ち
の
文
章
に
含
ま
れ
る
、
儒
敎
と
佛
敎
と
の
閒
の
交
涉
に
か
か
わ
る
論
を
取
り
上
げ
て
眺
め
る

461



と
、
唐
代
全
體
を
通
じ
て
、
二
度
に
わ
た
っ
て
大
き
く
變
化
し
て
い
る
。
は
じ
め
の
變
化
は
、
唐
初
の
沙
門
不
拜
君
親
の
論
（
出
家
は

君
王
・
父
母
に
對
し
て
拜
禮
を
行
う
べ
き
か
否
か
を
め
ぐ
る
論
爭
）
を
期
と
し
て
現
れ
、
あ
と
の
變
化
は
韓
愈
の
排
佛
論
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
小
論
で
は
、
こ
の
二
つ
の
論
お
よ
び
二
論
を
め
ぐ
る
變
化
に
焦
點
を
あ
て
て
、
唐
代
の
士
人
の
儒
佛
論
を
考
察
し
、
こ
れ

ら
の
論
の
底
邊
に
流
れ
る
士
人
た
ち
の
思
考
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　　
　
　
一
　
沙
門
不
拜
君
親
の
論

出
家
は
君
王
・
父
母
に
對
し
て
拜
禮
を
行
う
べ
き
か
否
か

　　
唐
代
に
お
け
る
佛
敎
論
爭
で
は
、
中
唐
の
韓
愈
の
排
佛
論
、
次
い
で
唐
初
の
傅
奕
の
排
佛
論
が
名
高
い
。
本
節
で
と
り
あ
げ
る
高

宗
朝
の
沙
門
不
拜
君
親
の
論
は
、
僧
侶
の
禮
敬
問
題
を
め
ぐ
る
論
爭
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
排
佛
論
と
同
じ
く
、
唐
代
の
思
想
史
に

お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
こ
の
論
爭
は
、
東
晉
以
來
幾
度
か
起
こ
っ
た
沙
門
不
拜
王
者
の
論
（
出
家
は
王
者
を
拜
す
べ
き
か
否
か

を
め
ぐ
る
論
爭
）
を
繼
承
し
て
お
り
、
か
か
る
論
爭
の
頂
點
を
成
す
。
か
つ
、
唐
代
の
思
想
の
特
色
と
さ
れ
る
「
三
敎
一
致
」
の
思
考

を
促
し
た
要
因
の
一
部
分
が
、
こ
こ
に
胚
胎
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
唐
王
朝
成
立
か
ら
閒
も
な
い
武
德
四
年
（
六
二
一
）
、
傅
奕
は
「
請
廢
佛
法
表
」
（『
全
唐
文
』
卷
一
三
三
）
を
高
祖
に
奉
っ
た
。
さ
ら

に
武
德
七
年
（
六
二
四
）
に
上
疏
し
て
、
佛
敎
を
除
く
こ
と
を
再
び
請
う
た
。
高
祖
は
廢
佛
を
羣
臣
に
諮
っ
た
が
、
傅
奕
に
贊
成
す
る

者
は
少
な
か
っ
た
。
佛
敎
の
弊
害
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
帝
は
、
武
德
九
年
（
六
二
六
）
傅
奕
の
論
を
是
と
し
て
廢
佛
の
詔
を
下
し

た
が
、
ま
も
な
く
太
宗
に
讓
位
し
た
た
め
、
結
局
こ
れ
は
沙
汰
止
み
に
な
っ
た（

１
）。

沙
門
不
拜
君
親
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
傅
奕
の
排
佛

論
の
三
十
數
年
後
に
起
こ
る
。
ま
ず
、
そ
の
經
過
を
槪
觀
す
る（

２
）。

　
顯
慶
二
年
（
六
五
七
）
、
高
宗
は
詔
を
發
し
、
僧
尼
が
父
母
を
拜
さ
ず
、
か
え
っ
て
父
母
の
拜
禮
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
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こ
れ
を
禁
じ
た
。

釋
典
沖
虛
、
有
無
兼
謝
、
正
覺
凝
寂
、
彼
我
俱
忘
、
豈
自
尊
崇
、
然
後
爲
法
、
聖
人
之
心
、
主
於
慈
孝
、
父
子
君
臣
之
際
、
長
幼

仁
義
之
序
、
與
夫
周
孔
之
敎
、
異
轍
同
歸
、
棄
禮
悖
德
、
朕
所
不
取
、
僧
尼
之
徒
、
自
云
離
俗
、
先
自
尊
高
、
父
母
之
親
、
人
倫

以
極
、
整
容
端
坐
、
受
其
禮
拜
、
自
餘
尊
屬
、
莫
不
皆
然
、
有
傷
名
敎（

３
）、

實
斁
彝
典
、
自
今
已
後
、
僧
尼
不
得
受
父
母
及
尊
者

禮
拜
、
所
司
明
爲
法
制
、
卽
宜
禁
斷
、
（『
唐
會
要
』
卷
四
七
、
議
釋
敎
上
）

　
右
の
詔
は
次
に
揭
げ
る
敕
の
伏
線
を
な
す
。
文
中
の
「
異
轍
同
歸
」
は
、『
易
』
繫
辭
下
の
「
子
曰
、
天
下
何
思
何
慮
、
天
下
同
歸

而
殊
塗
、
一
致
而
百
慮
」
（
以
下
、「
殊
塗
一
致
」
の
句
と
稱
す
）
に
も
と
づ
く
。
こ
の
句
を
ふ
ま
え
た
表
現
は
、
唐
代
の
儒
佛
論
お
よ
び

儒
佛
道
三
敎
論
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
現
れ
る
。

　
龍
朔
二
年
（
六
六
二
）
四
月
、
高
宗
は
、
僧
侶
・
道
士
も
禮
に
從
っ
て
君
王
・
父
母
に
拜
せ
し
め
ん
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
敕
を
下

し
た
。
沙
門
不
拜
君
親
の
論
議
は
こ
の
敕
令
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

君
臣
之
義
、
在
三
之
訓
爲
重
、
愛
敬
之
道
、
凡
百
之
行
攸
先
、
然
釋
老
二
門
、
雖
理
絕
常
境
、
恭
孝
之
躅
、
事
叶
儒
津
、
遂
於

尊
極
之
地
、
不
行
跪
拜
之
禮
、
因
循
自
久
、
迄
乎
玆
辰
、
宋
朝
暫
革
此
風
、
少
選
還
遵
舊
貫（

４
）、

朕
稟
天
經
以
揚
孝
、
資
地
義
而

宣
禮
、
奬
以
名
敎
、
被
玆
眞
俗
、
而
瀨
郷
之
基
、
克
成
天
構
、
連
河
之
化
、
付
以
國
王（

５
）、

裁
制
之
由
、
諒
歸
斯
矣
、
今
欲
令
道

士
女
冠
僧
尼
、
於
君
皇
后
及
皇
太
子
其
父
母
所
致
拜
、
或
恐
爽
其
恆
情
、
宜
付
有
司
、
詳
議
奏
聞
、
（『
廣
弘
明
集
』
卷
二
五
、「
今

上
制
沙
門
等
致
拜
君
親
敕
一
首
」）

　
「
在
三
之
訓
」
と
は
、「
人
の
生
存
は
父
・
母
・
君
の
惠
み
に
よ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
は
こ
の
最
高
の
恩
德
に
報
い
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
い
う
敎
え
で
あ
る
。
右
の
敕
か
ら
は
、
儒
敎
を
中
心
に
三
敎
を
統
合
し
、
王
權
の
も
と
に
收
め
よ
う
と
す
る
帝
側
の
意
圖
が
窺
え

よ
う
。

　
敕
が
發
令
さ
れ
る
と
、
僧
侶
た
ち
は
激
し
い
反
對
運
動
を
展
開
し
た
。
翌
五
月
、
中
臺
都
堂
に
文
武
百
官
・
州
縣
官
等
が
集
め
ら
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れ
、
君
親
を
拜
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
論
議
し
た（

６
）。

彼
ら
は
、
佛
敎
を
重
ん
じ
る
側
は
敕
の
旨
に
反
對
、
儒
敎
を
重
ん
じ
る
側
は

贊
成
、
と
贊
否
兩
論
に
分
か
れ
て
論
爭
を
展
開
し
た
。

　
出
家
は
王
者
を
拜
す
べ
き
か
否
か
の
論
議
は
、
す
で
に
東
晉
の
咸
康
六
年
（
三
四
〇
）
に
、
庾
冰
と
何
充
と
の
閒
で
鬪
わ
さ
れ
た
の

を
は
じ
め
、
主
に
南
朝
に
お
い
て
幾
度
か
發
生
し
て
お
り
、
こ
と
に
、
東
晉
の
元
興
年
閒
（
四
〇
二
―
四
〇
四
）
に
お
け
る
、
桓
玄
と

廬
山
の
慧
遠
と
の
閒
の
論
難
は
名
高
い
。
慧
遠
は
そ
の
論
難
に
お
い
て
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
を
著
し
、
出
家
し
て
佛
弟
子
と
な
っ

た
者
は
世
俗
を
超
え
た
「
方
外
の
賓
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
王
者
の
順
化
に
從
わ
ず
、
禮
の
規
範
に
も
縛
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
ま

た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
濁
世
・
重
劫
よ
り
衆
生
を
救
濟
で
き
る
と
論
じ
た
。

凡
在
出
家
、
皆
遯
世
以
求
其
志
、
變
俗
以
逹
其
道
、
變
俗
則
服
章
不
得
與
世
典
同
禮
、
遯
世
則
宜
高
尙
其
跡
、
夫
然
、
故
能
拯

溺
俗
於
沈
流
、
拔
幽
根
於
重
劫
、
（『
弘
明
集
』
卷
五
、「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
出
家
二
）

　
佛
敎
は
外
來
の
思
想
で
あ
り
、
出
家
を
說
く
。
こ
の
敎
え
が
中
國
に
定
着
す
る
過
程
に
お
い
て
、
禹
域
の
固
有
思
想
で
あ
り
、
國

家
・
社
會
・
人
倫
の
規
範
で
あ
る
禮
敎
と
の
對
立
が
起
こ
る
の
は
避
け
が
た
い
。
慧
遠
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
圖
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
び
の
高
宗
の
敕
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
論
爭
は
、
君
王
だ
け
で
な
く
父
母
に
對
す
る
拜
禮
の
當
否
を
も
含
む
が
、
從
來
の

不
拜
王
者
の
論
爭
と
同
じ
く
、
尊
極
に
對
す
る
禮
敬
を
め
ぐ
っ
て
爲
さ
れ
、
根
底
に
は
佛
法
と
禮
敎
の
對
立
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
。
不

拜
君
親
の
論
は
、
不
拜
王
者
の
論
と
同
質
で
あ
り
、
こ
れ
を
繼
承
す
る
と
み
て
よ
い（

７
）。

　
さ
て
、
五
月
の
中
臺
都
堂
に
お
け
る
論
議
に
參
加
し
た
文
武
百
官
・
州
縣
官
は
一
千
餘
名
に
の
ぼ
る（

８
）。

論
議
は
紛
糾
し
た
。
ま
ず
、

佛
敎
を
重
ん
ず
る
側
の
論
を
み
る
。
彼
ら
は
、
前
述
の
廬
山
の
慧
遠
の
考
え
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
、
反
對
論
を
展
開
し
た
。
數
例
を
擧

げ
る
。
文
頭
に
論
者
の
名
を
記
す
（
白
の
圈
點
は
、「
殊
塗
一
致
」
の
句
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
を
裏
返
し
た
語
で
あ
る
）
。

（
王
千
石
）
域
內
之
法
、
○與
○老
○釋
○殊
○制
、
方
外
之
軌
、
○共
○堯
○孔
○異
○轍
、
筌
蹄
不
能
喩
、
性
相
兩
亡
、
小
大
所
不
拘
、
天
地
齊
一
、

不
以
色
養
爲
孝
、
不
以
棄
親
爲
疑
、
（『
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
』
卷
四
、
聖
朝
議
不
拜
篇
二
下
）
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（
謝
壽
）
竊
尋
敎
有
外
敎
內
敎
之
別
、
人
有
在
家
出
家
之
異
、
在
家
則
依
乎
外
敎
、
服
先
王
之
法
服
、
順
先
王
之
法
言
、
上
有

敬
親
事
君
之
禮
、
下
有
妻
子
官
榮
之
戀
、
此
則
恭
孝
之
躅
、
理
叶
儒
津
、
出
家
則
依
乎
內
敎
、
服
諸
佛
之
法
服
、
行
諸
佛
之
法

行
、
上
捨
君
親
愛
敬
之
重
、
下
割
妻
子
官
榮
之
戀
、
以
禮
誦
之
善
、
自
資
父
母
、
行
道
之
福
、
以
報
國
恩
、
（
同
上
）

（
王
玄
策
）
臣
聞
、
百
王
布
軌
、
但
禮
制
於
寰
中
、
大
覺
垂
敎
、
乃
津
梁
於
域
外
、
莫
不
資
眞
人
以
易
俗
、
賴
高
僧
而
移
風
、
遂

得
謐
四
海
之
波
濤
、
脫
三
界
之
塵
累
、
故
漢
帝
不
屈
於
河
上
、
輪
王
遍
禮
於
沙
彌
、
此
則
○道
○俗
○殊
○塗
、
○豈
○得
○內
○外
○同
○貫
、
…
…

袈
裟
異
華
俗
之
服
、
髠
削
非
章
甫
之
儀
、
崇
禮
則
福
生
、
卑
之
則
罪
積
、
共
知
拜
君
無
益
於
國
、
拜
父
不
利
於
親
、
（
同
上
）
　

（
王
思
）
竊
以
瀨
郷
垂
範
、
實
東
國
之
至
人
、
祇
園
演
法
、
乃
西
方
之
上
聖
、
皆
能
割
慈
忍
愛
、
絕
塵
離
俗
、
禮
者
忠
信
之
薄
、

超
道
德
而
上
馳
、
色
爲
眞
相
之
空
、
遺
形
骸
而
幽
賾
、
故
前
王
待
之
方
外
、
後
帝
許
以
不
臣
、
…
…
且
復
緇
衣
非
揖
拜
之
徒
、
黃

冠
異
折
旋
之
侶
、
…
…
若
浮
沈
類
俗
、
俯
仰
隨
時
、
恐
鷲
嶺
之
業
將
虧
、
茨
山
之
風
行
替
、
變
道
從
儒
、
未
見
其
可
、
（
同
上
）

　
「
域
內
」「
方
外
」、
或
い
は
「
外
敎
」「
內
敎
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
、
辨
別
の
論
理
を
展
開
し
、
高
宗
の
敕
に
あ
る
三
敎
の
統
合

を
拒
む
。

　
一
方
、
儒
敎
を
重
ん
ず
る
側
は
、
僧
侶
・
道
士
も
禮
に
從
っ
て
君
親
を
拜
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
、
高
宗
に
贊
成
し
た
。
彼
ら

の
多
く
は
帝
の
意
に
沿
い
、「
殊
塗
一
致
」
の
句
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
三
敎
の
統
合
を
唱
え
て
論
を
進
め
た
（
以
下
、「
殊
塗
一
致
」
の
句
を

ふ
ま
え
た
語
に
は
、
黑
の
圈
點
を
附
す
）
。

（
韋
懷
敬
）
竊
以
三
敎
五
儀
、
咸
窮
叡
想
、

•　殊
•　塗
•　一
•　致
、
必
俟
尊
嚴
、
釋
老
戒
時
、
尊
崇
是
務
、
周
孔
訓
俗
、
嚴
敬
爲
先
、
遂
使

緇
衣
之
酋
、
抽
簪
奉
敎
、
靑
襟
之
伍
、
映
雪
傳
芳
、
爲
百
代
之
楷
模
、
作
千
齡
之
准
的
、
（『
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
』
卷
五
、
聖
朝

議
拜
篇
三
上
）

（
韓
處
玄
）
禮
無
不
敬
、
名
敎
是
先
、
君
父
同
資
、
彝
倫
所
尙
、
況
眞
人
善
下
、
妙
在
和
光
、
菩
薩
不
輕
、
義
摧
我
慢
、
斯
則

•　舛

•　慮
•　齊
•　致
、

•　分
•　派
•　共
•　源
、
所
以
綱
紀
百
王
、
財
成
萬
品
者
也
、
（
同
上
）
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（
李
行
敏
）
竊
以
釋
老
兩
敎
、

•　語
•　迹
•　雖
•　殊
、
恭
順
之
理
、

•　雅
•　同
•　儒
•　轍
、
豈
有
尊
極
之
處
、
抗
揖
等
於
平
交
、
（
同
上
）

（
斛
斯
敬
則
）
竊
以

•　三
•　敎
•　殊
•　塗
、
俱
極
尊
崇
之
道
、

•　五
•　儀
•　齊
•　致
、
寔
隆
嚴
敬
之
規
、
而
釋
老
二
門
、
本
求
虛
寂
、
周
孔
兩
法
、
歸

於
敎
義
、
若
乃
君
臣
之
禮
、
固
無
易
於
緇
黃
、
父
子
之
容
、
豈
有
隔
於
賢
智
、
（
同
上
）

（
張
約
）
釋
敎
開
俗
、
儒
風
範
化
、

•　卽
•　途
•　雖
•　言
•　異
•　軫
、

•　證
•　理
•　誠
•　則
•　同
•　歸
、
…
…
忠
爲
令
德
、
孝
實
天
經
、
惟
君
惟
父
、
同
取
其

敬
、
借
使
行
超
物
表
、
道
備
人
師
、
豈
可
長
撎
於
顧
復
之
親
、
抗
手
於
宸
扆
之
貴
、
（
同
上
）

（
豆
盧
暕
）
竊
以
釋
門
垂
範
、
義
在
沖
虛
、
道
家
立
言
、
理
歸
損
挹
、
豈
自
矜
尙
、
然
後
爲
高
、
若
乃
君
臣
父
子
之
儀
、
尊
卑
貴

賤
之
序
、
與
夫
儒
敎
、

•　分
•　路
•　同
•　趨
、
但
緇
服
黃
冠
、
未
通
正
法
、
眞
言
淨
戒
、
莫
能
堅
受
、
惟
憑
衣
鉢
、
以
自
尊
崇
、
…
…
尊

嚴
之
極
、
本
屬
君
親
、
資
敬
所
歸
、
道
俗
何
別
、
（
同
上
）

　
論
爭
を
經
て
、
六
月
に
高
宗
は
先
の
敕
を
撤
回
し
て
改
め
て
詔
を
下
し
、
父
母
に
對
し
て
は
拜
禮
を
お
こ
な
い
、
君
に
對
し
て
は

拜
せ
ず
と
も
よ
い
、
と
折
衷
案
と
も
い
え
る
結
論
を
出
し
た（

９
）。

し
か
し
、
僧
侶
た
ち
の
反
對
に
遭
っ
て
、
父
母
に
對
す
る
拜
も
結
局

は
無
效
に
歸
し
た（

10
）。

　
唐
の
士
人
の
儒
佛
論
に
お
い
て
、
こ
の
論
爭
は
一
つ
の
期
を
劃
す
。
こ
の
後
、
儒
佛
二
敎
の
交
涉
に
關
わ
る
論
か
ら
は
、
辨
別
と

排
斥
の
思
考
は
退
い
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
、
次
の
二
點
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
第
一
に
、
六
朝
以
來
幾
度
か
發
生
し
た
、
尊
極
に
對
す
る
不
拜
を
め
ぐ
る
論
爭
は
、
こ
の
龍
朔
の
不
拜
君
親
の
論
（
以
下
、
龍
朔
の

論
爭
と
稱
す
）
に
お
い
て
頂
點
を
成
し
、
そ
の
後
は
し
ぼ
む
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
士
人
の
文
章
か
ら
は
、
佛
法
と
王
法
を
辨
別
し
て
、

王
者
に
對
し
て
釋
氏
の
獨
立
を
宣
べ
る
論
も
姿
を
消
す
。
こ
の
辨
別
・
獨
立
の
論
は
、
從
來
か
か
る
論
爭
に
お
い
て
、
僧
侶
や
在
家

の
奉
佛
の
徒
が
し
ば
し
ば
提
出
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
佛
敎
批
判
が
龍
朔
の
論
爭
の
以
前
と
以
後
で
樣
相
を
變
え
る
。
以
後
の
批
判
で
は
佛
敎
の
弊
害
を
指
彈
し
て
も
、
佛
敎

そ
の
も
の
は
排
斥
し
な
い
。
す
な
わ
ち
排
佛
論
は
熄
む
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
唐
初
の
傅
奕
の
排
佛
論
と
、
則
天
武
后
朝
の
白
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司
馬
坂
大
佛
造
營
に
反
對
す
る
狄
仁
傑
の
諫
言
と
を
比
較
す
る
と
明
確
に
な
る
。

　
傅
奕
・
狄
仁
傑
二
者
の
論
は
、
龍
朔
の
論
爭
の
前
後
に
、
廟
堂
に
お
い
て
爲
さ
れ
た
重
要
な
佛
敎
批
判
で
あ
る
。
龍
朔
の
論
爭
に

對
し
、
傅
奕
の
論
は
先
立
つ
こ
と
三
十
數
年
、
狄
仁
傑
の
論
は
遲
れ
る
こ
と
三
十
數
年
で
あ
り（

11
）、

時
閒
的
隔
た
り
は
ほ
ぼ
等
し
い
。

傅
・
狄
兩
者
は
と
も
に
佛
敎
の
も
た
ら
す
弊
害
を
數
え
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
內
容
は
お
お
む
ね
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佛

寺
佛
像
造
營
に
要
す
る
莫
大
な
費
用
、
そ
の
お
り
の
勞
役
に
驅
り
出
さ
れ
る
民
の
苦
、
僧
侶
ど
も
が
稅
金
や
賦
役
を
逃
れ
て
遊
惰
に

日
々
を
送
り
、
國
富
を
蠶
⻝
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
ら
が
破
戒
し
、
因
果
や
地
獄
の
說
を
述
べ
立
て
て
、
骨
肉
を
離
閒
さ
せ
、
良

民
か
ら
布
施
を
卷
き
上
げ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
君
主
が
佛
敎
に
傾
倒
す
る
こ
と
は
、
國
益
と
な
ら
ず
に
亡
國
に
導

く
と
論
じ
、
梁
の
武
帝
ら
を
例
と
し
て
擧
げ
る
點
も
同
じ
で
あ
る
（
な
お
、
唐
末
に
至
る
ま
で
、
佛
敎
批
判
の
內
容
は
こ
の
傅
・
狄
兩
論
の

範
圍
を
大
き
く
は
出
な
い
）
。

　
右
の
內
容
に
基
づ
い
て
、
傅
奕
は
當
時
の
帝
、
高
祖
に
廢
佛
を
請
う
た
。
と
こ
ろ
が
狄
仁
傑
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
か
か
る
弊
害

は
か
え
っ
て
如
來
の
慈
悲
の
敎
え
に
も
と
る
と
述
べ
た
。

臣
今
思
惟
、
兼
採
衆
議
、
咸
以
爲
如
來
設
敎
、
以
慈
悲
爲
主
、
下
濟
群
品
、
應
是
本
心
、
豈
欲
勞
人
、
以
存
虛
飾
、
（『
舊
唐
書
』

卷
八
九
）

　
こ
れ
以
後
、
佛
敎
に
關
す
る
諫
言
は
狄
仁
傑
の
論
を
踏
襲
し
、
唐
末
に
至
る
。
政
治
家
た
ち
は
、
現
實
面
に
お
け
る
佛
敎
の
弊
害

を
匡
す
た
め
の
諫
言
は
爲
し
て
も
、
佛
敎
そ
の
も
の
は
排
斥
し
な
い（

12
）。

ま
た
、
廟
堂
以
外
で
爲
さ
れ
た
論
議
に
お
い
て
も
、
や
は
り

士
人
た
ち
は
排
佛
を
口
に
し
な
い（

13
）。

排
佛
論
が
再
び
起
こ
る
た
め
に
は
、
中
唐
の
韓
愈
の
出
現
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
（
韓
愈
に
つ

い
て
は
第
二
節
で
述
べ
る
）
。

　
辨
別
と
排
斥
の
思
考
の
後
退
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
、
主
に
唐
王
朝
の
宗
敎
政
策
と
、
こ
の
政
策
に
對
し
、
士
人
た
ち
が
沿
う
態

度
を
取
っ
た
こ
と
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。
廢
佛
を
斷
行
し
た
武
宗
な
ど
の
例
外
は
あ
る
が
、
太
宗
以
後
、
唐
王
室
は
お
お
む
ね
佛
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敎
・
道
敎
を
保
護
し
利
用
す
る
政
策
を
推
し
進
め
た
。
儒
敎
は
國
家
の
維
持
成
立
に
缺
か
せ
な
い
が
、
六
朝
以
來
衰
退
し
て
き
た
こ

の
敎
え
だ
け
で
は
、
人
心
を
集
め
る
こ
と
は
難
か
し
く
、
佛
敎
・
道
敎
を
取
り
込
む
こ
と
が
政
治
上
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
上

記
の
宗
敎
政
策
の
も
と
、
佛
敎
と
國
家
の
結
び
つ
き
は
深
ま
っ
て
ゆ
く
。
か
か
る
佛
敎
と
國
家
の
結
び
つ
き
は
唐
代
に
始
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
旣
に
隋
に
も
あ
り
、
遡
っ
て
北
朝
の
王
朝
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
が
、
唐
に
入
っ
て
か
ら
顯
著
に
な
る
。
こ
の
時
代
、

諸
州
に
は
官
立
の
佛
寺
が
建
て
ら
れ
る
。
宮
中
に
は
內
道
場
が
設
け
ら
れ
る
。
禁
中
に
迎
え
ら
れ
る
僧
侶
も
多
い
。
そ
の
中
に
は
神

秀
や
不
空
三
藏
の
よ
う
に
、
帝
王
の
尊
崇
を
受
け
、
國
師
の
待
遇
を
受
け
る
者
も
あ
る
。
高
僧
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
王
者
や
官
僚
・

士
人
の
尊
敬
を
集
め
る
。
釋
氏
は
鎭
護
國
家
の
役
割
を
擔
う
。
そ
の
一
面
、
寺
院
・
僧
尼
は
次
第
に
國
家
の
管
理
の
も
と
に
置
か
れ

て
ゆ
く
。
例
え
ば
、
僧
尼
を
統
べ
る
僧
官
は
、
か
つ
て
獨
立
機
關
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
が
、
唐
に
な
る
と
、
俗
官
に
隸
屬

し
そ
の
權
限
は
縮
小
さ
れ
る
。
僧
尼
の
犯
罪
も
、
從
來
は
僧
官
の
も
と
で
內
律
（
僧
尼
に
適
用
す
る
特
殊
な
法
律
）
に
よ
っ
て
處
罰
さ
れ

た
が
、
唐
で
は
俗
人
と
同
じ
く
一
般
の
法
律
に
よ
っ
て
處
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

14
）。

高
僧
で
あ
ろ
う
と
無
名
の
僧
で
あ
ろ
う
と
、
出

家
は
世
俗
を
超
え
た
「
方
外
」
の
身
で
は
な
く
な
る
。
國
家
と
融
け
合
う
よ
う
に
深
く
結
び
つ
い
て
ゆ
く
過
程
に
あ
っ
て
、
佛
敎
は

隆
盛
を
誇
る
が
、
同
時
に
國
家
・
王
法
に
對
す
る
獨
立
性
を
失
っ
て
ゆ
く
。

　
士
人
の
う
ち
、
佛
敎
を
重
ん
ず
る
者
は
、
釋
氏
に
隆
盛
を
も
た
ら
す
右
の
政
策
に
呼
應
し
た
。
奉
佛
の
文
（
寺
院
・
佛
像
・
僧
侶
の

碑
・
銘
・
讚
・
記
な
ど
）
で
、
王
者
と
佛
敎
の
結
び
つ
き
を
言
う
こ
と
ば
が
增
し
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
示
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
文
中

で
、
た
と
え
高
僧
た
ち
が
帝
王
の
尊
崇
を
受
け
、
國
師
の
待
遇
を
受
け
た
こ
と
を
記
そ
う
と
も
、
か
か
る
こ
と
ば
は
、
一
面
か
ら
見

れ
ば
、
佛
敎
に
對
す
る
王
者
の
庇
護
と
利
用
と
を
示
し
て
お
り
、
王
者
に
對
す
る
釋
氏
の
超
越
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

　
尊
極
に
對
す
る
不
拜
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
根
底
に
お
い
て
、「
佛
敎
は
、
國
家
と
禮
敎
の
規
範
か
ら
獨
立
し
た
存
在
で
あ
る
か
否

か
」
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
前
段
に
述
べ
た
情
況
に
あ
っ
て
、
こ
の
問
い
は
意
義
を
失
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
尊
極
に
對
す
る
不

拜
を
め
ぐ
る
論
議
は
消
滅
に
向
か
う
。
龍
朔
の
論
爭
は
、
消
滅
に
向
か
う
過
程
の
中
に
あ
っ
て
、
士
人
た
ち
が
王
法
と
佛
法
を
辨
別
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し
、
王
者
に
對
し
て
獨
立
を
宣
べ
る
最
後
の
機
會
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

15
）。

　
儒
敎
を
重
ん
ず
る
者
た
ち
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
ず
、
王
室
と
佛
敎
の
結
び
つ
き
に
對
し
て
は
、
不
滿
で
あ
っ
て
も
妥
協
せ
ざ
る

を
得
な
い
の
が
實
情
で
あ
っ
た
ろ
う
。
加
え
て
、
龍
朔
二
年
四
月
の
敕
で
高
宗
は
儒
を
中
心
と
す
る
三
敎
の
統
合
を
揭
げ
た
が
、
翌

五
月
の
論
爭
で
、
彼
ら
が
帝
に
贊
成
し
た
と
き
に
用
い
た
論
法
が
、
そ
の
後
の
儒
佛
二
敎
の
交
涉
に
關
わ
る
言
論
に
影
響
を
も
た
ら

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
敎
を
重
ん
ず
る
者
た
ち
は
、
尊
極
に
對
し
て
拜
禮
す
べ
し
と
論
じ
た
と
き
、
高
宗
の
論
旨
に
沿
っ
て
、
三

敎
の
一
致
を
唱
え
つ
つ
、
儒
を
三
敎
の
基
底
に
据
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
か
か
る
論
は
、
佛
敎
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
彼
ら
は

佛
敎
に
對
す
る
排
斥
の
思
考
を
、
自
ら
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
高
宗
の
敕
は
解
消
さ
れ
た
た
め
、
儒
敎
を
三
敎
の
中
心
に
据
え

よ
う
と
す
る
目
論
見
は
雲
散
霧
消
し
た
が
、
彼
ら
が
拜
禮
に
つ
い
て
三
敎
の
一
致
を
唱
え
た
事
實
は
殘
る
。
こ
う
し
た
情
況
と
前
述

の
王
室
と
佛
敎
の
結
び
つ
き
と
が
相
俟
っ
て
、
以
後
、
儒
敎
を
重
ん
ず
る
者
の
中
に
、
た
と
え
佛
敎
排
斥
を
欲
す
る
者
が
い
よ
う
と

も
、
口
に
出
し
て
は
言
い
に
く
い
雰
圍
氣
が
釀
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
龍
朔
の
論
爭
の
後
、
儒
佛
に
關
わ
る
論
に
お
い
て
は
、
王
者
と
佛
敎
の
結
び
つ
き
を
言
う
論
に
加
え
て
、
唐
代
の
特
色

と
さ
れ
る
、
三
敎
の
合
一
の
考
え
を
述
べ
る
論
が
增
す
。
合
一
の
考
え
と
は
、「
三
敎
が
互
い
に
意
義
を
も
っ
て
存
在
し
、
究
極
に
お

い
て
は
一
致
す
る
、
あ
る
い
は
合
わ
せ
て
一
體
を
成
す
」
と
す
る
考
え
を
言
う
。
三
敎
合
一
の
考
え
を
促
し
た
要
因
と
し
て
は
、
王

朝
の
宗
敎
政
策
、
佛
敎
の
全
盛
、
士
人
と
僧
侶
と
の
交
流
、
禪
宗
の
成
立
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
爲
さ
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、

思
考
の
面
に
お
け
る
次
の
二
點
を
揭
げ
る
。

　
一
つ
は
前
段
で
述
べ
て
き
た
、
辨
別
と
排
斥
の
思
考
の
後
退
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
の
ず
か
ら
合
一
の
思
考
を
促
す
。
も
う
一
つ
は
、

『
易
』
の
「
殊
塗
一
致
」
の
句
で
あ
る
。
古
く
か
ら
中
國
人
に
好
ま
れ
、
人
口
に
膾
炙
し
て
き
た
こ
の
こ
と
ば
は
、
龍
朔
の
論
爭
で
多

用
さ
れ
て
以
降
、
唐
人
に
お
い
て
、
宗
敎
に
關
す
る
思
考
の
底
邊
に
刷
り
込
ま
れ
た
感
が
あ
る
。
以
後
、
三
敎
合
一
の
考
え
が
展
開

さ
れ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
こ
の
句
を
ふ
ま
え
た
語
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
思
考
を
規
定
し
た
お
も
む
き
が
あ
る
の
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は
否
め
な
い
。
例
え
ば
文
宗
の
大
和
元
年
（
八
二
七
）
、
白
居
易
は
麟
德
殿
の
內
道
場
で
催
さ
れ
た
三
敎
談
論
に
、
儒
者
の
代
表
と
し

て
參
加
し
た
が
、
こ
の
と
き
の
問
答
で
彼
は
言
う
、

夫
儒
門
釋
敎
、
雖
名
數
則
有
異
同
、
約
義
立
宗
、
彼
此
亦
無
差
別
、
所
謂

•　同
•　出
•　而
•　異
•　名
、

•　殊
•　途
•　而
•　同
•　歸
•　者
•　也
、
（『
白
居
易
集
』
卷

六
八
、「
三
敎
論
衡
」）

　
注
意
を
要
す
る
の
は
、
儒
釋
二
敎
の
交
涉
に
關
わ
る
文
章
の
う
ち
で
、
合
一
の
論
を
展
開
す
る
の
は
、
多
く
奉
佛
の
文
に
お
い
て

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る（

16
）。

佛
敎
を
重
ん
ず
る
者
た
ち
は
、
龍
朔
の
論
爭
の
時
と
は
異
な
り
、
も
は
や
三
敎
の
統
合
の
論
を
拒
否
し
な

い
。
佛
敎
が
國
家
權
力
と
結
び
つ
い
て
隆
盛
を
誇
る
に
つ
れ
、
儒
敎
が
三
敎
の
中
心
に
座
る
可
能
性
は
乏
し
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

佛
敎
を
首
座
に
据
え
る
論
な
ら
ば
、
六
朝
以
來
多
々
存
在
し
、
こ
れ
を
繼
承
し
て
三
敎
の
統
合
に
適
用
す
れ
ば
よ
い
。
一
方
、
六
朝

以
來
衰
退
に
あ
っ
た
儒
敎
は
、
唐
に
お
い
て
も
ふ
る
わ
な
い
。
人
々
の
心
に
も
浸
透
せ
ず
、
佛
敎
に
匹
敵
し
う
る
內
容
も
具
え
て
い

な
い
。
龍
朔
の
論
爭
で
儒
敎
側
は
、
王
權
に
依
據
し
て
儒
を
三
敎
の
首
に
据
え
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
目
論
見
は
潰
え
た
。
實
際
に

合
一
を
指
向
し
て
儒
佛
を
論
ず
れ
ば
、
儒
敎
と
佛
敎
を
具
體
的
に
比
較
檢
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
情
況
の
中
で
は
、
こ
れ

は
儒
敎
に
不
利
に
働
く
。
そ
れ
ゆ
え
合
一
の
論
は
、
多
く
奉
佛
の
文
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
儒
敎
を
重
ん
ず
る
文
に

は
現
れ
な
い（

17
）。「

殊
塗
一
致
」
の
句
を
ふ
ま
え
た
語
も
、
儒
敎
側
の
論
に
多
々
現
れ
た
龍
朔
の
論
爭
の
時
と
比
べ
る
と
、
い
わ
ば
ね
じ

れ
現
象
を
起
こ
し
て
、
奉
佛
の
文
に
の
み
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
以
下
、
奉
佛
の
文
に
見
ら
れ
る
合
一
の
論
を
揭
げ
る
。
文
頭
に
論
者
の
名
を
記
す
。

　
生
死
・
性
命
に
言
及
す
る
論
。
儒
敎
は
個
人
の
幸
福
に
無
關
心
で
あ
り
、
ま
た
敎
え
の
及
ぶ
範
圍
は
現
世
に
限
ら
れ
る
。
佛
の
慈

悲
と
、
未
來
現
在
過
去
を
統
べ
る
敎
え
に
は
及
ば
な
い
。

（
陳
詡
）
西
方
敎
行
于
中
國
、
以
彼
之
六
度
、
視
我
之
五
常
、
遏
惡
遷
善
、

•　殊
•　途
•　同
•　轍
、
唯
禪
那
一
宗
、
度
越
生
死
、
大
智
慧
者

方
得
之
、
（『
全
唐
文
』
卷
四
四
六
、「
唐
洪
州
百
丈
山
故
懷
海
禪
師
塔
銘
」。
元
和
一
三
年
、
八
一
八
の
作
）
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（
劉
禹
錫
）
素
王
立
中
樞
之
敎
、
懋
建
大
中
、
慈
氏
起
西
方
之
敎
、
習
登
正
覺
、
至
哉
、
乾
坤
定
位
、
有
聖
人
之
道
參
行
其
中
、

亦
猶

•　水
•　火
•　異
•　氣
、

•　成
•　味
•　也
•　同
•　德
、

•　輪
•　轅
•　異
•　象
、

•　致
•　遠
•　也
•　同
•　功
、
然
則
儒
以
中
道
御
羣
生
、
罕
言
性
命
、
故
世
衰
而
寖
息
、
佛
以

大
悲
救
諸
苦
、
廣
啓
因
業
、
故
劫
濁
而
益
尊
、
（『
劉
禹
錫
集
箋
證
』
卷
四
、「
袁
州
萍
郷
縣
楊
岐
山
故
廣
禪
師
碑
」）

　
帝
王
と
佛
敎
の
結
び
つ
き
を
示
す
論
。
帝
王
は
禮
敎
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
國
家
・
世
俗
の
主
で
あ
る
。
次
に
揭
げ
る
二
文
の

う
ち
、
前
者
は
帝
王
と
佛
と
を
一
體
視
し（

18
）、

後
者
は
帝
王
と
佛
敎
の
統
べ
る
領
域
を
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
、
合
わ
せ
て
國
や
世
を
順
化

護
持
す
る
と
述
べ
る
。
帝
王
と
佛
の
合
一
の
論
は
、
本
來
は
儒
家
の
領
分
で
あ
っ
た
は
ず
の
治
國
平
天
下
を
、
佛
敎
が
帝
と
と
も
に

擔
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

（
李
子
卿
）
中
國
之
至
聖
兮
、
西
方
之
大
仙
、
疑
旒
（
凝
旒
）
爲
出
代
之
日
、
立
極
是
分
身
之
年
、
不
然
者
、
何
以
垂
其
拱
而
鏡

淸
四
海
、
建
其
像
而
燭
耀
三
天
、
故
知
有
相
無
相
而
雙
合
、
前
聖
後
聖
而
兩
全
、
（『
文
苑
英
華
』
卷
一
二
五
、「
興
唐
寺
聖
容
瑞
光

賦（
19
）」。
李
子
卿
は
大
曆
の
進
士
）

（
黃
滔
）
夫
帝
王
之
道
理
世
也
、
釋
氏
之
敎
化
人
也
、
理
世
之
與
化
人
、
蓋

•　殊
•　路
•　而
•　同
•　歸
、
（『
唐
黃
御
史
文
集
』
卷
五
、「
丈
六
金

身
碑
」。
黃
滔
は
唐
末
の
人
）

　
一
個
人
の
中
で
儒
佛
を
と
り
い
れ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
定
め
た
論
。
肝
心
の
內
面
を
佛
に
委
ね
、
外
側
を
儒
敎
で
飾
る
、
い

わ
ば
「
內
佛
外
儒
」
で
あ
る
。
心
の
敎
え
と
し
て
は
、
儒
敎
は
佛
敎
の
敵
で
は
な
い
。

（
白
居
易
）
外
以
儒
行
修
其
身
、
中
以
釋
敎
治
其
心
、
（『
白
居
易
集
』
卷
七
一
、「
醉
吟
先
生
墓
誌
銘
幷
序
」）

　
右
は
白
居
易
が
生
前
に
自
ら
の
た
め
に
撰
し
た
墓
誌
銘
中
の
句
で
あ
る
。
彼
は
深
く
佛
敎
に
歸
依
し
て
い
た
。
彼
が
「
同
出
而
異

名
、
殊
途
而
同
歸
者
也
」
の
こ
と
ば
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
旣
に
揭
げ
た
「
三
敎
論
衡
」
に
見
え
る
。

　
三
敎
合
一
の
思
考
を
も
っ
て
、
儒
佛
を
竝
べ
合
わ
せ
て
論
ず
れ
ば
、
佛
敎
の
優
勢
と
儒
敎
の
劣
勢
は
歷
然
と
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、

治
國
に
關
す
る
論
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
儒
敎
は
佛
敎
に
浸
⻝
さ
れ
か
ね
な
い（

20
）。
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な
お
、
會
昌
二
年
（
八
四
二
）
か
ら
同
五
年
（
八
四
五
）
に
か
け
て
、
武
宗
皇
帝
は
、
道
士
趙
歸
眞
・
劉
玄
靖
ら
の
指
嗾
も
あ
っ
て
、

廢
佛
を
斷
行
す
る
（『
舊
唐
書
』
卷
一
八
上
）
。
し
か
し
會
昌
六
年
（
八
二
六
）
に
武
宗
は
崩
御
、
宣
宗
が
卽
位
し
、
ま
も
な
く
新
帝
は
復

佛
の
敕
を
發
す
（
同
上
卷
一
八
下
）
。
以
後
、
唐
人
の
文
章
に
は
、
寺
社
・
佛
像
の
復
興
修
復
を
喜
ぶ
記
述
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

そ
の
一
つ
、
邵
朗
（
唐
末
懿
宗
の
時
の
人
）
の
文
を
揭
げ
る
。
儒
佛
道
三
敎
を
含
め
た
歷
史
觀
が
示
さ
れ
て
い
る
。

蓋
聞
三
皇
之
時
、
人
本
敦
朴
、
各
守
性
命
、
…
…
降
及
唐
虞
之
代
、
嗜
慾
猶
淳
、
家
給
人
足
、
…
…
殷
周
已
還
、
戰
國
萌
動
、
弦

弧
掞
矢
、
鍊
甲
鑄
兵
、
乃
有
强
凌
弱
、
衆
暴
寡
、
由
是
爭
鬪
之
患
生
、
殺
伐
之
禍
興
矣
、
雖
老
子
垂
淸
淨
之
化
、
仲
尼
用
禮
樂

之
敎
、
莫
能
救
也
、
…
…
惟
佛
世
尊
、
於
是
標
六
度
之
寶
訓
、
轉
無
上
之
法
輪
、
作
迷
途
之
指
南
、
爲
黑
夜
之
明
炬
、
…
…
當

武
宗
皇
帝
御
宇
之
五
年
、
…
…
初
下
明
詔
、
沙
汰
僧
尼
、
尋
降
敕
旨
、
毀
廢
寺
宇
、
…
…
洎
宣
宗
皇
帝
卽
統
祚
六
年
、
以

•　三
•　敎

•　竝
•　行
、

•　殊
•　途
•　一
•　致
、
有
裨
大
化
、
幽
贊
王
猷
、
重
降
德
音
、
再
許
置
寺
、
（『
全
唐
文
』
卷
八
〇
六
、「
兜
率
寺
記
」）

　
宣
宗
の
三
敎
一
致
の
政
策
を
喜
び
つ
つ
、
邵
氏
は
そ
の
歷
史
觀
に
お
い
て
、
佛
の
救
濟
の
功
德
を
最
大
と
す
る
。

　
　

　
　
　
二
　
韓
愈

　　
こ
の
節
で
は
韓
愈
の
排
佛
論
と
三
敎
合
一
の
考
え
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
、
韓
愈
は
時
の
憲
宗
皇
帝
に
「
論
佛
骨
表
」
（『
昌
黎
先
生
文
集
』
卷
三
九
）
を
奉
り
、
帝
が
佛
舍
利
を
禁

中
に
迎
え
い
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
反
對
し
、
佛
骨
を
水
火
に
投
じ
て
迷
信
の
根
源
を
絕
つ
べ
し
と
論
じ
た
。
帝
は
こ
れ
に
激
怒
し
、

韓
愈
は
潮
州
刺
史
に
左
遷
さ
れ
た
。
韓
愈
の
佛
敎
排
斥
の
論
は
、
他
に
も
「
原
道
」
（
同
上
卷
一
一
）
「
答
張
籍
書
」
（
同
上
卷
一
四
）

「
上
宰
相
書
」
（
同
上
卷
一
六
）
そ
の
他
の
諸
篇
に
見
え
、
こ
れ
ら
の
論
中
で
彼
は
、
先
王
の
道
と
佛
老
の
敎
え
を
峻
別
し
て
、
後
者
老

佛
二
敎
を
排
斥
し
て
い
る
。
當
時
、
佛
敎
・
道
敎
は
隆
盛
を
き
わ
め
、
士
人
た
ち
も
當
然
の
如
く
佛
老
に
な
じ
ん
で
い
た
。
彼
ら
に
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お
い
て
、
三
敎
一
致
の
考
え
方
は
ご
く
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
て
、
韓
愈
の
排
佛
論
は
異
樣
で
あ
り
、
大
き
な

反
響
を
呼
ん
だ
。

　
韓
愈
の
論
を
從
來
の
排
佛
論
と
比
較
し
た
場
合
、
內
容
に
お
い
て
は
特
に
目
新
し
い
點
は
無
い
。
こ
れ
に
關
し
て
は
、
す
で
に
森

三
樹
三
郞
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
森
氏
は
「
韓
退
之
の
議
論
の
內
容
そ
の
も
の
は
、
六
朝
い
ら
い
數
多
く
見
ら
れ
る
排
佛
論
か
ら
一
步

も
出
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
比
べ
て
粗
雜
で
さ
え
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

21
）。

　
で
は
、
韓
愈
の
排
佛
論
の
特
徵
は
何
か
。
そ
れ
は
論
の
立
て
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
韓
愈
は
排
佛
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
孟
子
が
楊
朱
・
墨
翟
を
排
擊
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
例

え
ば
、
元
和
十
五
年
（
八
二
〇
）
に
著
し
た
「
與
孟
尙
書
書
」
（
同
上
卷
一
八
）
に
お
い
て
、
彼
は
佛
敎
を
排
斥
す
る
理
由
を
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

且
愈
不
助
釋
氏
而
排
之
者
、
其
亦
有
說
、
孟
子
云
、
今
天
下
不
之
楊
則
之
墨
、
楊
墨
交
亂
、
而
聖
賢
之
道
不
明
、
則
三
綱
淪
而

九
法
斁
、
禮
樂
崩
而
夷
狄
橫
、
幾
何
其
不
爲
禽
獸
也
、
故
曰
、
能
言
距
楊
墨
者
、
皆
聖
人
之
徒
也
、
揚
子
雲
（
揚
雄
）
云
、
古
者

楊
墨
塞
路
、
孟
子
辭
而
闢
之
廓
如
也
、
夫
楊
墨
行
、
正
道
廢
、
且
將
數
百
年
、
以
至
於
秦
、

　
つ
づ
い
て
、
秦
の
焚
書
坑
儒
に
言
及
し
、
漢
に
な
っ
て
先
王
の
道
を
修
復
す
る
動
き
が
あ
っ
た
が
、
本
來
の
面
目
を
回
復
す
る
に

は
遙
か
に
及
ば
な
か
っ
た
と
論
ず
る
。
さ
ら
に
こ
と
ば
を
續
け
て
言
う
、

二
帝
三
王
羣
聖
人
之
道
、
於
是
大
壞
、
後
之
學
者
、
無
所
尋
逐
、
以
至
於
今
、
泯
泯
也
、
其
禍
出
於
楊
墨
肆
行
而
莫
之
禁
故
也
、

孟
子
雖
賢
聖
、
不
得
位
、
空
言
無
施
、
雖
切
何
補
、
然
賴
其
言
、
而
今
學
者
尙
知
宗
孔
氏
、
崇
仁
義
、
貴
王
賤
霸
而
已
、
釋
老

之
害
、
過
於
楊
墨
、
韓
愈
之
賢
、
不
及
孟
子
、
孟
子
不
能
救
之
於
未
亡
之
前
、
而
韓
愈
乃
欲
全
之
於
已
壞
之
後
、
嗚
呼
、
其
亦

不
量
其
力
、
且
見
其
身
之
危
、
莫
之
救
以
死
也
、
雖
然
、
使
其
道
由
愈
而
粗
傳
、
雖
滅
死
、
萬
萬
無
恨
、

　
韓
愈
は
佛
老
を
排
斥
す
る
自
ら
を
、
か
つ
て
楊
墨
を
排
斥
し
た
孟
子
に
な
ぞ
ら
え
る
。
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中
國
人
は
し
ば
し
ば
歷
史
を
振
り
返
り
、
そ
れ
に
鑑
み
る
。
文
章
や
議
論
の
展
開
の
お
い
て
は
、
過
去
の
事
柄
を
援
用
し
て
主
張

を
補
强
す
る
。
あ
る
い
は
、
わ
が
身
や
他
者
を
、
過
去
の
人
物
に
上
に
二
重
寫
し
に
し
て
語
る
。
か
か
る
手
法
は
、
人
々
が
常
々
用
い

る
手
段
で
あ
り
、
か
つ
效
果
あ
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
愈
が
こ
こ
で
孟
子
・
楊
墨
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
い
か
に
も
唐
突
で

あ
っ
た
。
孟
子
も
楊
朱
・
墨
翟
も
當
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
さ
ほ
ど
興
味
を
惹
か
ぬ
、
印
象
の
薄
い
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
唐
人
は
、
思
想
面
に
お
い
て
は
、
關
心
を
も
っ
ぱ
ら
儒
佛
道
三
敎
に
向
け
た
。
百
家
に
對
し
て
は
、
彼
ら
は
道
家
を
除
い
て
、
殆

ど
關
心
を
示
さ
な
い（

22
）。

韓
愈
以
前
に
お
い
て
は
、
楊
墨
は
無
論
の
こ
と
、
孟
子
に
對
す
る
關
心
も
、
墨
子
に
對
す
る
そ
れ
に
劣
ら
ず

低
い
。
安
史
の
亂
以
降
、
孟
子
へ
の
關
心
が
や
や
高
ま
り
を
示
す
が
、
微
々
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
後
世
に
こ
そ
孟
子
は
孔
子
に

亞
ぐ
聖
人
と
さ
れ
る
が
、
唐
代
に
お
い
て
、
人
々
が
明
確
に
孟
子
に
注
意
を
む
け
る
の
は
、
韓
愈
以
後
で
あ
る（

23
）。

　
そ
も
そ
も
百
家
の
書
は
、
唐
の
士
人
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
肝
要
な
「
六
經
」
を
修
め
て
か
ら
、
そ
の
傍
ら
に
敎
養
と
し
て
學
ぶ
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
百
家
の
思
想
や
人
物
に
は
關
心
を
拂
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
文
章
を
綴
る
際
の
資
と
し
た
。
諸
子
の
書
か
ら
語
句
を

拔
き
出
し
て
文
章
表
現
に
利
用
し
、
或
い
は
百
氏
に
ま
つ
わ
る
插
話
を
典
故
と
し
て
用
い
た
。
孟
子
・
墨
翟
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
獨

夫
」「
亂
臣
賊
子
」
の
語
や
、「
孟
母
」「
墨
守
」「
墨
突
不
得
黔
」
な
ど
の
故
事
を
利
用
す
る
表
現
が
こ
れ
に
當
た
る
。
楊
朱
に
つ
い

て
は
、
稀
に
「
多
岐
亡
羊
」
の
故
事
を
用
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
韓
愈
ま
で
の
唐
人
の
う
ち
、
楊
朱
・
墨
翟
を
批
判
す
る
者
は

お
ら
ず
、
孟
子
が
楊
墨
を
異
端
と
し
て
斥
け
た
こ
と
を
振
り
返
る
者
も
無
か
っ
た
。

　
ま
た
楊
朱
・
墨
翟
は
、
前
漢
に
儒
敎
が
國
敎
と
し
て
の
地
位
を
得
た
と
き
に
、
他
の
百
家
と
と
も
に
異
端
と
さ
れ
退
け
ら
れ
た
が
、

韓
愈
ま
で
の
唐
人
に
と
っ
て
、
楊
墨
は
絕
學
で
あ
る
こ
と
に
變
わ
り
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
異
端
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
文
章

に
は
、
楊
墨
を
異
端
視
し
た
こ
と
ば
は
み
ら
れ
な
い（

24
）。

楊
墨
像
に
お
い
て
は
、
漢
唐
の
閒
に
不
連
續
な
面
が
あ
る
。
前
漢
に
異
端
と

し
て
排
斥
さ
れ
た
こ
と
と
、
韓
愈
の
楊
墨
排
擊
と
は
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
い（

25
）。

　
さ
ら
に
、
墨
子
に
つ
い
て
は
、
韓
愈
以
前
の
唐
人
は
、
彼
を
異
端
視
し
て
い
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
關
心
こ
そ
薄
か
っ
た
と
は
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い
え
、
こ
の
古
人
に
對
し
て
儒
佛
道
三
敎
の
う
ち
儒
家
に
近
い
人
物
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
い
た
（
楊
朱
に
つ
い
て
は
、
唐
人
は
無
關
心

で
あ
る（
26
））
。
以
下
、
こ
の
點
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く
。

　
墨
子
が
儒
家
に
近
く
位
置
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
奉
佛
者
あ
る
い
は
道
敎
の
徒
の
觀
點
が
働
い
て
い
る
。
彼
ら

は
自
ら
の
奉
じ
る
敎
え
を
稱
揚
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
孔
子
と
墨
子
、
ま
た
は
儒
家
と
墨
家
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
論
じ
た
。
た
と

え
ば
、
李
師
政
（
貞
觀
の
官
人
）
は
「
內
德
論
」
通
命
二
（『
全
唐
文
』
卷
一
五
七
）
で
、「
若
夫
虞
夏
商
周
之
典
、
黃
老
孔
墨
之
言
、
道

唯
施
於
一
生
、
言
罔
及
於
三
世
」
と
述
べ
る
。
ま
た
李
嶠
（
中
宗
の
時
、
中
書
令
）
は
「
宣
州
大
雲
寺
碑
」
（『
文
苑
英
華
』
卷
八
五
五
）

に
お
い
て
、「
或
稱
唐
虞
、
神
祇
之
奧
主
也
、
其
在
孔
墨
、
道
術
之
明
師
也
、
然
其
經
略
所
制
、
僅
行
於
冠
帶
之
郷
、
名
敎
所
談
、
不

出
於
乾
坤
之
位
」
と
堯
舜
孔
墨
の
限
界
を
示
し
、
以
下
、
佛
の
廣
大
無
邊
の
德
を
稱
揚
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
佛
敎
が
他
敎
に
拔
き
ん

出
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
道
敎
の
徒
で
は
李
湜
（
開
元
の
人
）
が
「
唐
江
州
沖
陽
觀
碑
」
（『
文
苑
英
華
』
卷

八
四
九
）
で
、
道
敎
を
讚
え
て
「
何
賢
儒
墨
」
と
言
い
、
王
適
（
則
天
武
后
の
頃
の
人
）
は
道
士
潘
師
正
に
つ
い
て
、「
見
黃
老
之
旨
、

薄
儒
墨
之
言
」
（『
金
石
萃
編
』
卷
六
二
、「
潘
尊
師
碣
」）
と
述
べ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
に
佛
ま
た
は
老
に
傾
倒
す
る
論
で
は
、
孔
墨
ま
た
は
儒
墨
を
ま
と
め
て
低
く
見
る
。
か
か
る
論
以
外
で
は
、
多
く
は
墨

子
を
儒
家
に
近
い
德
を
持
つ
者
と
し
て
意
識
し
、
或
い
は
賢
人
で
あ
る
と
評
價
す
る
。
以
下
に
列
擧
す
る
。

　
ま
ず
、
唐
初
に
お
い
て
排
佛
論
を
展
開
し
た
傅
奕
が
、
そ
の
論
中
に
お
い
て
墨
子
を
肯
定
的
に
見
て
い
る
。
彼
は
、
佛
敎
傳
來
以

前
に
存
在
し
た
善
治
の
世
の
あ
り
さ
ま
を
讚
え
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
、

孝
子
承
家
、
忠
臣
滿
國
、
…
…
豈
非
曾
參
閔
子
之
友
、
庠
序
成
林
、
墨
翟
耿
恭
之
儔
、
相
來
羽
翊
、
（『
全
唐
文
』
卷
一
三
三
、「
請

廢
佛
法
表
」）

　
孝
の
代
表
と
し
て
曾
參
・
閔
子
騫
を
擧
げ
、
忠
武
の
代
表
と
し
て
墨
子
と
耿
恭
（
後
漢
の
人
。
匈
奴
と
戰
っ
て
勳
功
あ
り
）
を
擧
げ
て

い
る
。
ま
た
、
高
宗
・
則
天
武
后
朝
の
人
陳
子
昂
は
、
墓
誌
銘
に
お
い
て
、
故
人
高
府
君
が
墨
子
の
節
儉
を
稱
え
た
こ
と
を
記
す
。
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〔
高
府
君
〕
以
爲
桓
魋
石
椁
、
非
則
於
禮
經
、
墨
翟
桐
棺
、
寔
宜
於
聖
典
、
遺
令
薄
葬
、
務
取
隨
時
、
（『
陳
伯
玉
集
』
卷
六
、「
故

宣
議
郞
騎
都
尉
行
曹
州
離
狐
縣
丞
高
府
君
墓
誌
銘
」）

　
高
宗
の
時
、
中
書
令
で
あ
っ
た
薛
元
超
は
、
次
の
よ
う
に
皇
太
子
を
諫
め
、
儒
墨
に
則
る
よ
う
に
と
言
上
す
る
。

便
僻
取
容
者
踈
之
、
正
直
不
撓
者
親
之
、
棄
不
急
之
務
而
省
遊
娛
、
絕
無
益
之
慾
而
敦
節
儉
、
以
儒
墨
爲
城
池
、
翺
翔
其
際
、
以

禮
義
爲
干
櫓
、
棲
息
其
閒
、
（『
文
苑
英
華
』
卷
六
二
七
、「
諫
皇
太
子
牋
」）

　
梁
朱
賓
は
、
垂
拱
四
年
（
六
八
八
）
に
撰
し
た
墓
誌
銘
の
中
で
、
墨
子
と
儒
家
の
聖
賢
と
を
竝
べ
用
い
て
故
人
を
稱
え
る
。

君
承
積
善
之
餘
祉
、
挺
生
人
之
上
姿
、
因
心
而
好
孔
墨
、
抗
跡
而
齊
曾
閔
、
（『
古
誌
石
華
』
卷
七
、「
大
唐
故
朝
議
郞
行
澤
王
府
主
簿

上
柱
國
梁
府
君
幷
夫
人
唐
氏
墓
誌
銘
」）

　
李
白
は
豪
俊
と
さ
れ
る
者
た
ち
が
自
己
評
價
す
る
あ
り
さ
ま
を
次
の
如
く
表
現
す
る
。

自
謂
德
參
夷
顏
（
伯
夷
・
顏
淵
）
、
才
亞
孔
墨
、
（『
李
太
白
文
集
』
卷
二
七
、「
送
戴
十
五
歸
衡
嶽
序
」）

　
德
宗
朝
の
名
臣
陸
贄
は
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

人
之
才
行
、
自
昔
罕
全
、
苟
有
所
長
、
必
有
所
短
、
若
錄
長
補
短
、
則
天
下
無
不
用
之
人
、
責
短
舍
長
、
則
天
下
無
不
棄
之
士
、

加
以
情
有
憎
愛
、
趣
有
異
同
、
假
使
聖
如
伊
周
、
賢
如
楊
墨（

27
）、

求
諸
物
議
、
孰
免
譏
嫌
、
（『
唐
陸
宣
公
集
』
卷
一
七
、「
請
許
臺
省

長
官
擧
薦
屬
吏
狀
」）

　
他
に
も
令
狐
德
棻
等
撰
『
周
書
』
（
貞
觀
年
閒
に
成
立
）
の
孝
義
傳
（
卷
四
六
）
の
序
で
は
、「
孔
墨
荀
孟
、
稟
聖
賢
之
資
、
弘
正
道
以

勵
其
俗
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
柳
幷
（
代
宗
・
德
宗
の
頃
の
人
）
は
、『
意
林
』
（
唐
・
馬
總
編
）
に
序
文
を
附
し
て
「
墨
翟
大
賢
、
…
…

名
亞
孔
聖
」
と
言
う
。

　
上
述
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
、
韓
愈
は
、
孟
子
が
楊
墨
を
排
擊
し
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
釋
老
二
敎
を
排
斥
し
た
の
で

あ
る
。
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と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
韓
愈
は
楊
墨
を
異
端
と
し
て
排
擊
し
た
が
、
彼
自
身
あ
る
時
點
ま
で
は
墨
子
を
賢
人
と

見
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

愈
曰
、
自
古
聖
人
賢
士
、
皆
非
有
求
於
聞
用
也
、
閔
其
時
之
不
平
、
人
之
不
乂
、
得
其
道
、
不
敢
獨
善
其
身
、
而
必
以
兼
濟
天

下
也
、
孜
孜
矻
矻
、
死
而
後
已
、
故
禹
過
家
門
不
入
、
孔
席
不
暇
暖
、
而
墨
突
不
得
黔
、
彼
二
聖
一
賢
者
、
豈
不
知
自
安
佚
之

爲
樂
哉
、
誠
畏
天
命
而
悲
人
窮
也
、
（『
昌
黎
先
生
文
集
』
卷
一
四
、「
爭
臣
論
」
）

　
右
文
中
で
は
韓
愈
は
儒
家
の
聖
人
禹
・
孔
子
と
墨
子
と
を
あ
わ
せ
て
「
二
聖
一
賢
」
と
稱
し
、
肯
定
的
に
見
て
い
る
。
從
來
の
面

を
引
き
繼
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
韓
愈
は
「
讀
墨
子
」
（
同
上
卷
一
一
）
で
次
の
如
く
論
ず
る
。

儒
譏
墨
以
上
同
兼
愛
上
賢
明
鬼
、
而
孔
子
畏
大
人
、
居
是
邦
、
不
非
其
大
夫
、
春
秋
譏
專
臣
、
不
上
同
哉
、
孔
子
泛
愛
親
仁
、
以

博
施
濟
衆
爲
聖
、
不
兼
愛
哉
、
孔
子
賢
賢
、
以
四
科
進
襃
弟
子
、
疾
歿
世
而
名
不
稱
、
不
上
賢
哉
、
孔
子
祭
如
在
、
譏
祭
如
不
祭

者
、
曰
、
我
祭
則
受
福
、
不
明
鬼
哉
、
儒
墨
同
是
堯
舜
、
同
非
桀
紂
、
同
修
身
正
心
以
治
天
下
國
家
、
奚
不
相
悅
如
是
哉
、
余

以
爲
辯
生
於
末
學
、
各
務
售
其
師
之
說
、
非
二
師
之
道
本
然
也
、
孔
子
必
用
墨
子
、
墨
子
必
用
孔
子
、
不
相
用
、
不
足
爲
孔
墨
、

　
唐
に
お
い
て
、
墨
子
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
論
は
、
右
の
韓
愈
の
文
章
以
前
は
稀
で
あ
る
。
百
家
に
對
す
る
關
心
の
薄
い
中
、
彼

は
墨
子
に
つ
い
て
積
極
的
に
關
心
を
示
し
た
。
し
か
も
こ
こ
で
は
孔
子
と
墨
子
を
「
一
致
」
の
方
向
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る（

28
）。

　
「
讀
墨
子
」
の
制
作
年
月
は
不
明
で
あ
る
が
、
墨
子
を
賢
と
す
る
「
爭
臣
論
」
は
貞
元
八
年
（
七
九
二
）
の
作
で
あ
る（

29
）。

こ
の
年
、

韓
愈
は
進
士
科
に
及
第
し
て
い
る
。
楊
墨
釋
老
を
排
斥
し
た
作
品
の
う
ち
、
制
作
年
月
が
最
も
早
い
「
上
宰
相
書
」
は
、
三
年
後
の

貞
元
十
一
年
（
七
九
五
）
の
作
で
あ
る
。
こ
の
三
年
閒
に
、
韓
愈
は
博
學
宏
詞
科
に
三
度
つ
づ
け
て
落
第
し
て
い
る
。
こ
の
閒
に
墨
子

に
對
す
る
姿
勢
は
百
八
十
度
變
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
韓
愈
は
僧
侶
の
頽
廢
や
崇
佛
の
風
潮
が
も
た
ら
す
弊
害
を
論
じ
て
、
過
激
な
ほ
ど
に
佛
敎
を
排
斥
し
た
け
れ
ど
も
、
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佛
敎
の
內
容
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
て
檢
討
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
彼
の
文
集
中
、
佛
敎
の
內
容
に
涉
る
論
は
見
ら
れ
な
い
）
。
か
つ
、

彼
は
佛
の
敎
え
に
つ
い
て
他
者
と
討
論
す
る
こ
と
も
拒
否
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
柳
宗
元
と
の
交
流
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

　
貞
元
十
九
年
（
八
〇
三
）
、
柳
宗
元
は
僧
侶
文
暢
師
を
韓
愈
に
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
師
の
た
め
に
文
章
を
綴
る
こ
と
を
彼
に
依
賴
し

た（
30
）。

柳
宗
元
は
師
を
「
上
人
之
往
也
、
將
統
合
儒
釋
、
宣
滌
疑
滯
」
と
高
く
評
價
し
て
い
た（

31
）。

韓
愈
は
依
賴
に
應
じ
た
が
、
そ
の
文

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
佛
の
敎
え
に
つ
い
て
師
と
討
論
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。

夫
文
暢
浮
屠
也
、
如
欲
聞
浮
屠
之
說
、
當
自
就
其
師
而
問
之
、
何
故
謁
吾
徒
而
來
請
也
、
彼
見
吾
君
臣
父
子
之
懿
、
文
物
事
爲

之
盛
、
其
心
有
慕
焉
、
拘
其
法
（
佛
法
を
指
す
）
而
未
能
入
、
故
樂
聞
其
說
而
請
之
、
如
吾
徒
者
、
宜
當
吿
之
以
二
帝
三
王
之
道
、

日
月
星
辰
之
行
、
天
地
之
所
以
著
、
鬼
神
之
所
以
幽
、
人
物
之
所
以
蕃
、
江
河
之
所
以
流
、
而
語
之
不
當
又
爲
浮
屠
之
說
而
瀆

吿
之
也
、
（『
昌
黎
先
生
文
集
』
卷
二
〇
、「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」）

　
柳
宗
元
は
當
時
に
お
い
て
は
ご
く
一
般
的
で
あ
っ
た
三
敎
一
致
の
考
え
の
持
主
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
送
元
十
八
山
人
南
遊
序
」（『
柳

河
東
集
』
卷
二
五
）
に
お
い
て
、「
余
觀
老
子
、
亦
孔
氏
之
異
流
也
」
と
言
う
。
ま
た
、
元
十
八
山
人
に
つ
い
て
、
諸
子
の
說
や
釋
氏
の

敎
え
を
統
合
し
要
約
し
て
、
孔
子
の
敎
え
と
合
致
さ
せ
た
と
述
べ
、
評
價
し
て
い
る
。
宗
元
は
「
送
僧
浩
初
序
」
（
同
上
卷
二
五
。
柳

宗
元
晚
年
の
柳
州
刺
史
時
代（
32
）の
作
）
の
中
で
、
韓
愈
が
佛
敎
の
內
容
を
檢
討
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
批
判
を
加
え
た
。

儒
者
韓
退
之
與
余
善
、
嘗
病
余
嗜
浮
圖
言
、
訾
余
與
浮
圖
遊
、
近
隴
西
李
生
礎
（
李
礎
）
自
東
都
來
、
退
之
又
寓
書
罪
余
、
且

曰
、
見
送
元
生
序（

33
）、

不
斥
浮
圖
、
浮
圖
誠
有
不
可
斥
者
、
往
往
與
易
論
語
合
、
誠
樂
之
、
其
於
性
情
奭
然
、
不
與
孔
子
異
道
、

退
之
好
儒
、
未
能
過
揚
子
（
揚
雄
）
、
揚
子
之
書
、
於
莊
墨
申
韓
、
皆
有
取
焉
、
浮
圖
者
、
反
不
及
莊
墨
申
韓
之
怪
僻
險
賊
耶
、

　
佛
敎
に
つ
い
て
、『
易
』『
論
語
』
と
往
々
に
し
て
合
致
し
、
性
情
に
つ
い
て
は
孔
子
の
敎
え
と
異
な
ら
な
い
と
論
じ
、
か
つ
漢
の

大
儒
揚
雄
を
援
用
し
て
、
自
ら
の
主
張
を
補
强
し
て
い
る
。
つ
づ
い
て
宗
元
は
、
韓
愈
が
提
出
し
た
排
佛
の
論
據
を
具
體
的
に
取
り

上
げ
て
、
反
駁
を
加
え
る
（
左
の
文
中
の
「
以
其
夷
也
」「
髠
而
緇
、
…
…
而
活
於
人
」
が
韓
愈
の
排
佛
の
論
據
で
あ
る
）
。
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曰
、
以
其
夷
也
、
果
不
信
道
而
斥
焉
以
夷
、
則
將
友
惡
來
盜
跖
、
而
賤
季
札
由
余
乎
、
非
所
謂
去
名
求
實
者
矣
、
吾
之
所
取
者
、

與
易
論
語
合
、
雖
聖
人
復
生
、
不
可
得
而
斥
也
、
退
之
所
罪
者
、
其
跡
也
、
曰
、
髠
而
緇
、
無
夫
婦
父
子
、
不
爲
耕
農
蠶
桑
而

活
於
人
、
若
是
、
雖
吾
亦
不
樂
也
、
退
之
忿
其
外
而
遺
其
中
、
是
知
石
而
不
知
韞
玉
也
、
吾
之
所
以
嗜
浮
圖
之
言
以
此
、
…
…

李
生
礎
與
浩
初
又
善
、
今
之
往
也
、
以
吾
言
示
之
、
因
北
人
寓
退
之
視
何
如
也
、

　
柳
宗
元
は
、
佛
敎
か
ら
取
り
入
れ
る
べ
き
所
は
取
り
入
れ
れ
ば
よ
い
、
何
故
に
佛
敎
の
內
容
を
檢
討
せ
ず
に
む
や
み
に
排
斥
す
る

の
か
、
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
韓
愈
は
柳
宗
元
の
論
旨
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
韓
愈
自
身
、「
讀
墨
子
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
孔
子
と
墨

子
の
「
一
致
」
を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
柳
宗
元
の
批
判
を
受
け
容
れ
な
い
。
ま
た
、
韓
愈
の
作
品

中
、
何
故
に
佛
敎
排
斥
の
論
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
、
說
得
力
の
あ
る
理
由
を
提
出
し
た
文
章
も
見
當
た
ら
な
い
。

　
先
に
揭
げ
た
「
與
孟
尙
書
書
」
は
、
柳
宗
元
の
死
（
元
和
十
四
年
、
八
一
九
）
の
翌
年
の
作
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
韓
愈
は
、「
且
愈

不
助
釋
氏
而
排
之
者
、
其
亦
有
說
云
々
」
と
、
排
佛
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
內
容
の
大
半
は
、
先
王
の
道
が
壞
れ
た
因

を
楊
墨
に
歸
す
る
こ
と
、
お
よ
び
孟
子
を
「
楊
墨
を
排
擊
し
、
先
王
の
道
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
敎
え
を
傳
え
た
」
と
稱
揚
す
る

こ
と
に
占
め
ら
れ
て
お
り
、
結
び
の
部
分
で
「
孟
子
が
揚
墨
を
排
斥
し
た
よ
う
に
、
私
も
力
を
盡
く
し
て
佛
敎
を
排
斥
し
、
先
王
の

道
を
明
ら
か
に
し
て
、
後
世
に
傳
え
る
の
だ
」
と
宣
言
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
同
じ
文
中
で
、
漢
の
大
儒
揚
雄
の
こ
と
ば
を

引
用
し
て
排
斥
の
正
當
を
言
う
が
、
前
揭
の
柳
宗
元
の
「
送
僧
浩
初
序
」
で
も
揚
雄
を
引
用
し
つ
つ
、
韓
愈
と
は
反
對
に
合
一
の
論

を
補
强
し
て
い
る
た
め
、
說
得
力
は
無
い
。
他
の
排
佛
論
の
作
品
に
お
い
て
も
、
韓
愈
が
排
斥
の
論
據
と
し
て
揭
げ
る
の
は
、
孟
子

以
外
は
無
い
。
韓
愈
の
排
斥
の
論
の
正
當
性
を
保
證
す
る
の
は
、
孟
子
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
孟
子
そ
の
人
は
、
當
時
は
ま
だ
依
據

す
べ
き
聖
賢
と
し
て
廣
く
認
知
さ
れ
て
は
い
な
い
。
孟
子
が
孔
子
に
亞
ぐ
聖
人
と
さ
れ
る
の
は
、
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
韓

愈
の
論
は
、
同
時
代
人
に
對
し
て
は
、
說
得
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
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し
か
し
、
韓
愈
が
も
し
柳
宗
元
の
批
判
を
容
れ
て
、
佛
敎
の
內
容
を
檢
討
し
て
儒
敎
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
儒
敎
は

不
利
に
陷
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
不
振
に
あ
っ
た
儒
敎
は
、
佛
敎
に
對
抗
し
う
る
內
容
を
具
え
て
お
ら
ず
、
二

敎
を
對
照
し
檢
討
す
る
と
、
儒
敎
の
劣
勢
と
佛
敎
の
優
勢
は
露
わ
に
な
り
、
さ
ら
に
は
儒
敎
は
佛
敎
に
浸
⻝
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
韓
愈
は
、
か
か
る
二
敎
の
情
況
を
、
當
時
多
く
爲
さ
れ
た
合
一
の
論
の
中
に
看
取
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、

佛
敎
の
內
容
を
取
り
上
げ
て
檢
討
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
か
つ
、
嘗
て
自
ら
も
「
讀
墨
子
」
で
用
い
た
、
合
一
の
論
の
立
て
方
を
放

棄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
對
し
て
、
韓
愈
が
用
い
た
、
佛
老
を
「
異
端
」
楊
墨
に
重
ね
合
わ
せ
て
排
斥
す
る
論
の
立
て
方
は
、
佛
敎
と
の
比
較
檢
討

を
經
る
前
に
、
ま
ず
前
提
と
し
て
儒
敎
の
正
統
性
を
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
み
れ
ば
、
柳
宗
元
は
、
何
故
に
排
斥
の
論
を
展
開
す
る
の
か
と
韓
愈
に
問
い
質
し
は
し
て
も
、
何
故
に
宗
元
自
身
が
「
一

致
」
に
向
か
う
論
を
取
る
の
か
、
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
檢
討
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
疑
問
す
ら
感
じ
て
い
な
い
。「
三
敎
一
致
」

が
あ
ま
り
に
も
當
然
で
あ
っ
た
た
め
に
、
か
か
る
疑
問
は
意
識
に
上
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
彼
ば

か
り
で
は
な
く
同
時
代
の
他
の
士
人
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

　
唐
の
士
人
の
儒
佛
論
に
あ
っ
て
は
、
龍
朔
二
年
の
沙
門
不
拜
君
親
の
論
以
降
、
論
の
立
て
方
に
お
い
て
、
辨
別
と
排
斥
の
思
考
は

消
え
て
ゆ
く
。
や
が
て
「
三
敎
一
致
」
を
指
向
す
る
論
が
增
え
て
ゆ
く
。
こ
の
合
一
の
論
は
、
多
樣
性
を
含
み
得
る
、
統
合
に
向
か

う
論
で
あ
る
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
歸
着
點
が
「
三
敎
一
致
」
の
範
圍
內
に
收
ま
る
た
め
、
士
人
た
ち
の
幾
多
の
論
は
、
一

見
ど
れ
ほ
ど
多
彩
に
見
え
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
新
し
い
動
き
は
生
ま
れ
な
い
。
韓
愈
は
こ
の
情
況
に
お
い
て
、「
異
端
」
楊
墨
を
用

い
、
こ
れ
に
佛
老
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
儒
か
ら
切
り
離
し
て
斥
け
た
。
そ
し
て
、
自
ら
の
論
の
正
當
性
を
古
人
孟
子
に
求
め
、
同
時

代
の
人
々
の
膏
肓
に
入
っ
て
い
た
合
一
の
思
考
に
對
抗
し
た
。
こ
こ
に
辨
別
と
排
斥
の
思
考
は
よ
う
や
く
復
活
す
る
。

　
當
時
に
お
い
て
、
韓
愈
の
排
佛
論
は
、
彼
が
朝
廷
の
高
官
で
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
文
章
家
と
し
て
名
聲
が
高
か
っ
た
こ
と
と
相
俟
っ
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て
反
響
を
卷
き
起
こ
し
た
が
、
佛
敎
隆
盛
の
大
勢
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
以
後
、
排
佛
を
主
張
す
る
者
は
韓

愈
の
論
の
立
て
方
を
承
け
繼
い
で
、
佛
敎
を
排
斥
し
て
ゆ
く（

34
）。

六
朝
以
來
の
數
多
の
排
佛
論
は
次
第
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、

韓
愈
の
排
佛
論
が
繼
承
さ
れ
る
過
程
で
、
か
つ
て
唐
人
の
腦
裏
に
お
い
て
異
端
で
は
な
か
っ
た
楊
朱
・
墨
翟
は
、
異
端
の
代
表
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
宋
代
に
遷
り
、
士
人
た
ち
は
儒
學
の
復
興
を
目
指
す
。
彼
ら
が
先
立
つ
唐
代
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
旣
に
合
一
に
向
か

う
思
考
も
辨
別
・
排
斥
の
思
考
も
、
と
も
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
宋
人
は
、
韓
愈
の
排
佛
論
の
功
績
を
讚
え
、
か
つ
そ
の
論
の
立
て

方
を
採
っ
て
、
異
端
者
楊
墨
に
重
ね
合
わ
せ
て
佛
敎
を
排
斥
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
彼
ら
は
中
華
の
地
に
お
け
る
儒
敎
の
正
統
性
を
、

佛
敎
と
の
比
較
檢
討
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
す
こ
と
な
し
に
確
保
す
る
。
か
く
て
立
腳
點
を
確
保
し
た
上
で
、
彼
ら
は
、
こ
ん
ど
は

さ
ら
に
合
一
の
思
考
も
辨
別
・
排
斥
の
思
考
も
と
も
に
用
い
て
、
新
し
い
思
想
を
構
築
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
機
會
が
あ

れ
ば
、
詳
し
く
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

注

（
１
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
、
卷
七
九
、
お
よ
び
『
唐
會
要
』
卷
四
七
。

（
２
）
沙
門
不
拜
王
者
の
論
・
沙
門
不
拜
君
親
の
論
に
つ
い
て
は
、
高
雄
義
堅
「
中
國
佛
敎
と
中
世
の
國
家
意
識
」（『
中
國
佛
敎
史
論
』、
平
樂
寺

書
店
、
一
九
五
二
年
）、
お
よ
び
礪
波
護
『
隋
唐
の
佛
敎
と
國
家
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
年
）
參
照
。
こ
と
に
後
者
は
、
唐
代
に
お
け

る
僧
尼
の
禮
敬
問
題
に
つ
い
て
、
先
行
す
る
論
考
を
比
較
檢
討
し
た
上
で
、
史
料
を
精
確
に
批
判
し
つ
つ
、
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
。

（
３
）
『
唐
會
要
』
で
は
「
有
傷

•　敎
•　名
」
に
作
る
が
、『
唐
大
詔
令
集
』
卷
一
一
三
お
よ
び
『
全
唐
文
』
卷
一
二
に
據
っ
て
「

•　名
•　敎
」
に
改
め
た
。

（
４
）
「
宋
朝
暫
革
此
風
、
少
選
還
遵
舊
貫
」
は
、
劉
宋
の
大
明
六
年
（
四
六
二
）
に
、
孝
武
帝
が
出
家
に
對
し
、
人
主
を
拜
す
る
こ
と
を
命
じ
た

481



こ
と
、
お
よ
び
前
廢
帝
の
景
和
年
閒
（
四
六
五
）
に
こ
の
制
を
廢
し
、
舊
慣
に
戾
し
た
こ
と
を
指
す
（『
梁
高
僧
傳
』
卷
八
、
齊
上
定
林
寺
釋

僧
遠
の
條
、
お
よ
び
『
宋
書
』
卷
六
・
卷
九
七
）。

（
５
）
橫
超
慧
日
氏
は
、
す
で
に
隋
の
文
帝
の
時
に
、
佛
者
に
よ
っ
て
、
佛
法
が
國
王
に
付
囑
さ
れ
る
こ
と
の
理
論
付
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
唐
の
太
宗
も
『
遺
敎
經
』
を
天
下
に
頒
布
し
て
、
佛
法
を
國
王
に
付
囑
し
護
持
せ
し
め
る
た
め
の
據
り
ど
こ
ろ
に
し
よ
う

と
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
（「
支
那
佛
敎
に
於
け
る
國
家
意
識
」（『
東
方
學
報
』
東
京
第
一
一
册
之
三
、
一
九
四
〇
年
）。

（
６
）
こ
の
た
び
の
論
爭
、
お
よ
び
僧
侶
の
反
對
運
動
や
抗
議
に
つ
い
て
の
記
錄
は
、『
廣
弘
明
集
』
卷
二
五
、
お
よ
び
『
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
』

卷
三
・
四
・
五
・
六
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
上
揭
高
雄
論
文
參
照
。

（
８
）
『
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
』
卷
三
。
ま
た
同
上
卷
六
に
は
、
百
官
の
う
ち
、
僧
尼
不
拜
君
親
を
主
張
し
た
者
は
五
三
九
人
、
僧
尼
拜
君
親
を

主
張
し
た
者
は
三
五
四
人
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

（
９
）
「
今
上
停
沙
門
拜
君
詔
一
首
」（『
廣
弘
明
集
』
卷
二
五
）、
お
よ
び
『
舊
唐
書
』
卷
四
。
な
お
こ
の
詔
に
お
い
て
も
、「
若
夫
華
裔
列
聖
、
異

軫
而
齊
驅
、
中
外
裁
風
、
百
慮
而
同
致
」
と
、「
殊
塗
一
致
」
の
句
を
ふ
ま
え
た
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
七
、「
唐
京
師
大
莊
嚴
寺
威
秀
傳
」
に
、「
時
大
帝
至
六
月
、
敕
不
拜
君
而
拜
父
母
、
尋
亦
廢
止
」
と
あ
る
。

（
11
）
松
本
文
三
郞
「
則
天
武
后
の
白
司
馬
坂
大
像
に
就
い
て
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
五
册
、
一
九
三
四
年
）
で
は
、
狄
仁
傑
の
上
奏
の
年
に
關

し
て
、
聖
曆
元
年
（
六
九
八
）
と
久
視
元
年
（
七
〇
〇
）
の
二
種
の
記
述
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
12
）
狄
仁
傑
の
論
を
踏
襲
し
た
諫
言
の
う
ち
、
主
な
論
者
名
と
收
錄
個
所
を
擧
げ
る
。
李
嶠
（『
舊
唐
書
』
卷
九
四
）・
姚
崇
（
同
上
卷
九
六
）・
張

廷
珪
（
同
上
卷
一
〇
一
）・
辛
替
否
（
同
上
卷
一
〇
一
）・
彭
偃
（
同
上
卷
一
二
七
）・
李
蔚
（
同
上
卷
一
七
八
）
な
ど
。

（
13
）
中
唐
以
後
、
韓
愈
と
そ
れ
に
つ
づ
く
者
た
ち
が
排
佛
論
を
立
て
た
が
、
時
代
の
主
た
る
論
調
と
は
な
ら
ず
、
佛
敎
隆
盛
の
大
勢
を
動
か
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
（
第
二
節
參
照
）
。
ま
た
廟
堂
に
お
け
る
諫
言
も
、
韓
愈
の
あ
と
は
、
そ
の
門
人
の
李
翺
の
論
な
ど
、
一
、
二
篇
を
數

え
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
14
）
佛
敎
と
國
家
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
、
上
揭
高
雄
論
文
參
照
。
ま
た
高
雄
論
文
で
は
、
王
者
に
對
し
て
沙
門
が
「
臣
」
と
稱
す
る
の
も
、

唐
に
始
ま
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
事
例
は
、
肅
宗
の
上
元
元
年
（
七
六
〇
）
の
令
韜
（
六
祖
慧
能
の
弟
子
）
の
上
表
に
見
ら
れ
、
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そ
れ
以
後
、
一
般
の
慣
例
に
な
っ
た
と
言
う
。

（
15
）
上
揭
礪
波
論
文
で
は
、
玄
宗
は
、
僧
尼
に
對
し
て
、
開
元
二
年
（
七
一
四
）
に
拜
父
母
を
命
ず
る
敕
を
出
し
、
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）

に
は
拜
君
を
命
ず
る
詔
を
下
し
た
が
、
肅
宗
の
上
元
二
年
（
七
六
一
）
に
拜
君
は
撤
回
さ
れ
、
以
後
、
宋
・
金
ま
で
僧
侶
の
不
拜
君
の
傳
統

は
う
け
つ
が
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
開
元
年
閒
の
拜
父
母
・
拜
君
に
對
し
、
佛
敎
敎
團
が
何
ら
抵
抗
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
開
元
の
拜
父
母
・
拜
君
に
つ
い
て
は
、
士
人
た
ち
の
文
章
に
お
い
て
も
、
論
議
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
龍
朔
の
論
爭
が
終

わ
っ
て
か
ら
の
ち
は
、
沙
門
不
拜
君
親
の
問
題
に
對
し
て
、
士
人
た
ち
は
關
心
そ
の
も
の
を
失
っ
て
い
る
。

（
16
）
合
一
の
論
の
中
に
は
、
三
敎
を
等
し
く
扱
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
李
去
泰
「
資
州
刺
史
叱
干
公
三
敎
道
場
文
」（『
金
石
萃
編
』
卷

九
六
。
大
曆
六
年
、
七
七
一
の
作
）
な
ど
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
は
少
な
い
。
合
一
の
論
の
大
半
は
奉
佛
の
文
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。

（
17
）
わ
ず
か
に
以
下
に
擧
げ
る
試
驗
の
答
案
な
ど
に
お
い
て
、
三
敎
比
較
の
上
で
、
爲
政
に
お
い
て
は
儒
敎
に
長
が
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

合
一
の
論
は
爲
し
て
い
な
い
。「
賢
良
方
正
策
七
道
」（『
文
苑
英
華
』
卷
四
八
三
）
に
見
え
る
孫
逖
・
李
玄
成
・
沈
諒
の
論
。
こ
の
三
者
の
論

は
、
開
元
二
年
に
行
わ
れ
た
同
一
試
驗
の
答
案
で
あ
る
。
ま
た
、
白
居
易
は
受
驗
勉
强
中
の
模
擬
答
案
に
お
い
て
、
三
敎
比
較
の
上
、
儒
敎

を
首
と
す
る
論
を
爲
し
て
い
る
（『
白
居
易
集
』
卷
六
五
、「
策
林
」
六
十
七
議
釋
敎
）。

（
18
）
皇
帝
が
如
來
の
分
身
で
あ
る
と
す
る
思
想
は
、
す
で
に
北
朝
の
佛
敎
に
見
ら
れ
る
（
前
揭
橫
超
慧
日
論
文
で
は
、
北
朝
佛
敎
の
特
徵
の
一
つ

と
し
て
、
皇
帝
卽
如
來
の
思
想
を
擧
げ
て
い
る
）。
唐
で
は
こ
こ
に
合
一
の
思
考
が
絡
ん
で
く
る
。

（
19
）
『
文
苑
英
華
』
で
は
「
瑞

•　元
賦
」
に
作
る
が
、『
全
唐
文
』
卷
四
五
四
に
據
っ
て
「

•　光
」
に
改
め
た
。

（
20
）
儒
敎
に
對
す
る
佛
敎
の
浸
⻝
は
、
孝
道
に
關
し
て
も
見
ら
れ
る
。
佛
の
力
は
明
幽
兩
界
に
及
び
、
旣
定
の
罪
福
因
果
を
も
左
右
し
う
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
六
朝
よ
り
、
冥
福
を
佛
に
祈
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
唐
に
な
る
と
、
こ
の
考
え
が
ま
す
ま
す
廣
ま
る
。
そ
の
中
に
は
、

佛
に
先
孝
先
妣
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
は
最
大
の
孝
で
あ
り
、
儒
敎
の
哀
禮
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
す
る
論
も
あ
る
。
例
え
ば
、
德
宗
の

頃
の
人
穆
員
は
、「
儒
之
執
喪
也
、
極
其
哀
止
於
毀
、
其
於
旣
往
也
、
則
無
及
焉
、
西
方
聖
人
以
大
慈
大
悲
爲
功
、
追
護
往
生
爲
誓
」（『
文
苑

英
華
』
卷
八
一
八
、「
繡
西
方
大
慈
大
悲
阿
彌
陀
佛
記
」）
と
述
べ
る
。
禮
敎
の
最
高
德
目
で
あ
る
孝
が
、
本
來
は
出
家
の
敎
え
で
あ
る
佛
敎

に
吸
收
さ
れ
て
ゆ
く
さ
ま
が
看
て
取
れ
る
。

（
21
）
森
三
樹
三
郞
（『
中
國
思
想
史
』
下
、
第
三
文
明
社
、
一
九
七
八
年
）。
ま
た
筧
文
生
氏
は
、
韓
愈
の
「
論
佛
骨
表
」
は
傅
奕
の
排
佛
論
を
ほ
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ぼ
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
筧
文
生
『
唐
宋
八
家
文
』、
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
）。

（
22
）
三
敎
の
一
角
を
占
め
る
道
敎
は
老
子
を
祖
神
と
す
る
た
め
、
百
家
の
う
ち
、
道
家
の
人
物
は
別
格
と
な
る
。
さ
ら
に
唐
に
は
い
る
と
、
王
室

李
氏
は
老
子
を
遠
祖
と
し
、
玄
元
皇
帝
の
號
を
奉
っ
て
、
よ
り
一
層
の
尊
崇
を
加
え
た
。

（
23
）
後
世
、
孟
子
は
孔
子
に
亞
ぐ
聖
人
と
さ
れ
、「
孔
孟
」
の
竝
稱
を
は
じ
め
、
孟
子
と
孔
子
を
直
接
結
び
つ
け
る
こ
と
が
當
然
と
な
る
が
、
韓

愈
以
前
の
唐
人
に
は
か
か
る
傾
向
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
先
王
や
孔
子
の
系
譜
論
的
な
論
は
し
ば
し
ば
爲
す
が
、
そ
こ
で
取
り
上

げ
る
の
は
多
く
四
科
・
十
哲
を
は
じ
め
と
す
る
孔
門
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
孟
子
は
わ
ず
か
に
文
章
の
系
譜
を
論
ず
る
と
き
に
言
及
さ
れ
て

お
り
、
思
想
に
關
す
る
論
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
乏
し
い
。
孔
子
と
じ
か
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
無
い
。
こ
の
傾
向
が
變
化
を

見
せ
る
の
は
安
史
の
亂
以
後
で
あ
る
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
孟
子
に
對
す
る
關
心
の
高
ま
り
の
兆
候
は
、
肅
宗
・
代
宗
に
仕
え
た
楊
綰
の
上

疏
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
彼
は
「
論
語
孝
經
聖
人
深
旨
、
孟
子
儒
門
之
逹
者
」
と
述
べ
、
こ
の
三
つ
を
兼
習
し
て
一
經
と
爲
し
、
試
驗
の

科
目
に
加
え
よ
と
主
張
し
て
い
る
（『
全
唐
文
』
卷
三
三
一
、「
上
貢
擧
條
目
疏
」）。

（
24
）
儒
家
と
墨
家
は
鬼
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
對
立
す
る
が
、
唐
人
の
文
章
に
お
い
て
、
墨
子
と
鬼
道
の
關
わ
り
に
觸
れ
た
も
の
は
乏
し
い
。
わ
ず

か
に
李
邕
「
諫
鄭
普
思
以
方
技
得
幸
疏
」（『
李
北
海
集
』
卷
二
）
に
み
ら
れ
る
が
、
墨
子
そ
の
人
に
對
す
る
批
判
は
無
い
。
他
に
盧
藏
用

「
陳
子
昂
別
傳
」（『
文
苑
英
華
』
卷
七
九
三
）
な
ど
に
「
墨
翟
祕
書
」
の
語
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

（
25
）
六
朝
期
に
お
い
て
も
、
墨
子
は
異
端
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
は
い
な
い
。
か
え
っ
て
孔
子
と
竝
べ
て
賢
人
と
す
る
論
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば

「
孔
墨
不
能
免
世
之
謗
己
、
況
不
及
孔
墨
者
乎
」（『
晉
書
』
卷
四
一
、
劉
寔
「
崇
讓
論
」）、「
夫
靑
蠅
不
能
穢
垂
棘
、
邪
論
不
能
惑
孔
墨
」（『
文

選
』
卷
五
一
、
王
襃
「
四
子
講
德
論
」）、「
聞
孔
墨
之
挺
生
、
謂
英
睿
擅
奇
響
」（『
文
選
』
卷
五
四
、
劉
峻
「
辯
命
論
」）
な
ど
。

（
26
）
次
注
參
照
。

（
27
）
韓
愈
以
前
に
お
い
て
は
、
文
章
中
の
「
楊
墨
」
の
用
例
は
、
陸
贄
の
文
の
他
に
二
、
三
例
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
邪
說
異
端
の
徒
と
し
て
用
い

て
は
い
な
い
。
ま
た
、
楊
朱
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
「
楊
墨
」
の
語
と
、
稀
に
「
多
岐
亡
羊
」
の
典
故
が
用
い
ら
れ
て
い
る
以
外
は
、
殆

ど
文
章
に
現
れ
な
い
。
楊
朱
は
全
く
關
心
を
拂
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

（
28
）
『
朱
子
語
類
』
卷
一
三
七
に
、
韓
愈
の
楊
墨
排
擊
と
「
讀
墨
子
」
と
の
閒
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
問
答
が
あ
る
。
朱
子
は
、「
韓
愈
は
文
章
を
ま

ず
第
一
に
し
、
究
理
を
第
二
に
し
た
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
」
と
答
え
て
い
る
。
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（
29
）
韓
愈
の
文
章
の
制
作
年
月
は
、
淸
水
茂
譯
『
韓
愈
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）
卷
末
附
の
年
表
に
據
る
。
な
お
、
韓
愈
の
佛
敎
批
判
が
始

ま
る
の
は
、「
上
宰
相
書
」
が
著
さ
れ
た
貞
元
十
一
年
以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
實
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
時
點
か
は
確
定
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
墨
子
に
對
す
る
考
え
の
變
化
や
、
合
一
の
思
考
か
ら
排
斥
の
思
考
へ
の
轉
換
か
ら
考
え
て
、
彼
の
排
佛
の
考
え
は
、
こ

の
貞
元
八
年
か
ら
貞
元
十
一
年
ま
で
の
三
年
閒
の
う
ち
に
始
ま
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
30
）
こ
の
と
き
に
韓
愈
が
撰
し
た
文
（「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」）
の
末
尾
に
「
余
旣
重
柳
（
柳
宗
元
）
請
、
又
嘉
浮
屠
能
喜
文
辭
、
於
是
乎
言
」
と

あ
る
。

（
31
）
「
送
文
暢
上
人
登
五
臺
遂
遊
河
朔
序
」（『
柳
河
東
集
』
卷
二
五
）。

（
32
）
元
和
十
年
（
八
一
五
）
か
ら
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
の
柳
宗
元
の
死
ま
で
。
な
お
、
こ
の
制
作
年
月
は
舊
注
に
據
る
。
筧
文
生
氏
は
、
こ

の
序
文
を
元
和
五
年
（
八
一
〇
、
柳
宗
元
が
永
州
司
馬
に
貶
さ
れ
て
い
た
時
代
）
の
作
と
す
る
（
上
揭
筧
文
生
『
唐
宋
八
家
文
』
參
照
）。

（
33
）
前
揭
「
送
元
十
八
山
人
南
遊
序
」
を
指
す
。

（
34
）
韓
愈
を
繼
承
す
る
排
佛
論
と
し
て
は
、
劉
蛻
「
移
史
館
書
」（『
劉
蛻
集
』
卷
五
）、
皮
日
休
「
原
化
」（『
皮
子
文
藪
』
卷
三
）、
杜
牧
「
書
處

州
韓
吏
部
孔
子
廟
碑
陰
」（『
樊
川
文
集
』
卷
六
）
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。
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愈
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序

　　
韓
愈
（
七
六
八
―
八
二
四
）
は
激
し
い
排
佛
思
想
を
抱
く
思
想
家
で
あ
っ
た
。
ま
た
師
弟
關
係
に
關
し
て
、
彼
は
獨
特
の
持
論
を
張
っ

た
。
こ
の
二
つ
は
、
と
も
に
思
想
史
家
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
兩
者
が
儒
學
復
興
と
い
う
一
つ
の
理
想
か
ら
展
開
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
盡
く
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（

１
）。

韓
愈
の
排
佛
思
想
と
師
弟
論
と
を
別
々
に

論
じ
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
圖
は
見
え
難
い
。

　
本
稿
で
は
、
排
佛
思
想
と
師
弟
論
と
を
併
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
韓
愈
の
意
圖
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
な

が
ら
、
韓
愈
の
主
張
を
丁
寧
に
追
う
だ
け
で
は
、
そ
の
主
張
の
裏
に
あ
る
彼
の
意
圖
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
彼
が
故
意
に

極
端
な
主
張
を
な
し
て
、
自
己
の
說
を
增
幅
さ
せ
る
戰
略
を
と
る
思
想
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
韓
愈
硏
究
の
多
く
は
、

韓
愈
の
言
い
分
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
す
ぎ
て
き
た
よ
う
に
私
は
感
じ
る
。
例
え
ば
あ
る
文
學
硏
究
者
は
、
韓
愈
の
文
學
を
「
不
平

の
文
學
」「
愁
思
の
美
學
」
で
あ
る
と
見
な
し
て
そ
の
完
成
に
至
る
過
程
を
論
じ
る（

２
）。

こ
れ
は
確
か
に
韓
愈
の
聲
に
靜
か
に
耳
を
傾
け
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る
實
直
な
硏
究
で
あ
る
。
し
か
し
文
學
硏
究
を
離
れ
、
思
想
史
上
に
お
け
る
彼
の
位
置
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
「
不
平
」
そ

う
で
「
愁
思
」
を
帶
び
た
表
情
の
下
、
韓
愈
が
何
を
思
考
し
て
い
る
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
が
當
然
必
要
で
あ
る
。

　
韓
愈
が
そ
の
師
道
論
に
よ
っ
て
「
狂
名
」
を
得
た
と
い
う
柳
宗
元
（
七
七
三
―
八
一
九
）
の
指
摘
、
あ
る
い
は
韓
愈
は
「
多
く
駁
雜

無
實
の
說
を
尙
ぶ
」
と
す
る
門
人
、
張
籍
（
七
六
六
―
八
三
〇
）
の
批
判
に
よ
っ
て
如
實
に
知
ら
れ
る
と
お
り
、
韓
愈
は
異
常
な
ほ
ど

奇
拔
な
表
現
を
な
し
た
人
で
あ
っ
た
。
あ
る
思
想
家
の
思
想
の
構
造
を
探
る
こ
と
は
思
想
硏
究
に
お
い
て
も
ち
ろ
ん
重
要
で
は
あ
る

が
、
過
激
で
論
爭
的
な
文
章
を
多
く
遺
し
た
韓
愈
の
場
合
、
同
時
代
の
中
に
そ
の
思
想
を
位
置
づ
け
る
手
順
を
省
い
て
は
、
そ
の
特

異
性
を
十
分
に
意
識
し
得
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
し
て
や
、
韓
愈
の
過
激
な
表
現
を
常
識
的
な
も
の
と
了
解
し
た
上
で
そ
の
思

想
を
抽
出
し
、
唐
代
の
代
表
的
な
思
想
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
弊
害
は
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
本
稿
に
お
い
て
は
韓
愈
の
異
常
性
を
特
に
强
調
し
て
述
べ
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
韓
愈
の
思
想
は
そ
の
同
時
代

の
思
想
的
狀
況
の
中
で
相
對
的
に
說
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
韓
愈
思
想
の
中
で
、
排
佛
思
想
と
師
道
論
と
は
と

も
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
し
か
も
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
彼
の
儒
敎
復
興
の
主
張
と
關
連
さ
せ
て

論
じ
た
い
。

　　
　
　
一
　
韓
愈
の
排
佛
論

　　
韓
愈
の
排
佛
論
と
し
て
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
、
ま
た
當
時
に
お
い
て
も
最
も
影
響
の
大
き
か
っ
た
も
の
は
、
元
和
十
四
年
（
八
一

九
）
正
月
に
、
鳳
翔
の
法
門
寺
よ
り
禁
中
に
佛
陀
の
指
の
骨
と
稱
す
る
も
の
を
迎
え
入
れ
た
行
事
に
際
し
、
憲
宗
（
在
位
八
〇
五
―
八

二
〇
）
に
奉
ら
れ
た
上
疏
「
論
佛
骨
表
」
（『
韓
昌
黎
集
』
卷
三
九
）
で
あ
る
。
韓
愈
、
五
十
二
歲
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
舊

唐
書
』
卷
一
百
六
十
、
本
傳
に
「
愈
、
素
よ
り
佛
を
喜
ば
ず
、
上
疏
し
て
諫
め
て
曰
く
」
と
あ
る
前
書
き
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
韓
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愈
の
排
佛
思
想
は
か
ね
て
よ
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
二
十
八
歲
の
作
、「
上
宰
相
書
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

今
人
生
有
り
て
二
十
八
年
な
り
、
名
は
農
工
商
賈
の
版
に
著
わ
れ
ず
。
其
の
業
は
則
ち
書
を
讀
み
文
を
著
わ
す
な
り
、
堯
舜
の

道
を
歌
頌
し
、
雞
鳴
に
起
き
、
孜
孜
と
し
て
、
亦
た
利
を
爲
さ
ず
。
其
の
讀
む
所
は
皆
な
聖
人
の
書
な
り
、
楊
墨
釋
老
の
學
、
其

の
心
に
入
る
所
無
し
。
其
の
著
わ
す
所
は
皆
な
六
經
の
旨
を
約
し
て
文
を
成
す
。
邪
を
抑
え
正
に
與
し
、
時
俗
の
惑
う
所
を
辨

じ
、
窮
に
居
り
約
を
守
る
。
亦
た
時
に
感
激
怨
懟
奇
怪
の
辭
有
り
て
、
以
て
天
下
に
知
ら
る
る
を
求
む
る
も
、
亦
た
敎
化
に
悖

ら
ず
、
妖
淫
諛
佞
譸
張
の
說
、
其
の
中
よ
り
出
ず
る
所
無
し（

３
）。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
六
、『
校
注
』
一
五
五
頁
）

こ
こ
で
は
「
與
正
」、
す
な
わ
ち
儒
敎
復
興
の
意
圖
と
、「
抑
邪
」、
す
な
わ
ち
儒
敎
以
外
の
學
問
・
宗
敎
の
排
除
の
意
圖
と
を
、
す
で

に
明
確
に
讀
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
與
正
」
に
關
し
て
は
、
こ
れ
が
韓
愈
・
柳
宗
元
以
前
に
存
在
し
て
い
た
、
古
文
運
動
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
陳
弱

水
氏
に
よ
る
硏
究
論
文
「
論
中
唐
古
文
運
動
的
一
個
社
會
文
化
背
景
」
が
論
じ
て
い
る
。
韓
愈
の
儒
敎
尊
重
は
、
唐
代
の
北
方
士
人

が
傳
統
的
に
養
っ
て
き
た
浮
華
を
嫌
う
價
値
觀
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
韓
愈
の
創
造
し
た
潮
流
で
は
な
い（

４
）。

な
お
、「
唐

代
古
文
運
動
」
と
い
う
名
稱
及
び
槪
念
を
認
め
な
い
硏
究
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
確
か
な
實
體
を
も
つ
槪
念
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

陳
氏
が
上
記
論
文
中
に
て
十
分
に
論
じ
て
い
る
。

　
ま
た
林
田
愼
之
助
氏
も
、
人
閒
關
係
か
ら
說
明
し
て
、
古
文
運
動
と
呼
ば
れ
る
文
學
活
動
は
、
元
德
秀
を
祖
と
す
る
、
李
華
・
蕭

穎
士
・
蘇
源
明
ら
以
下
の
文
學
集
團
が
實
質
を
擔
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
相
互
に
强
固
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
韓

愈
・
柳
宗
元
の
文
學
も
こ
の
よ
う
な
人
脈
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る（

５
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
與
正
」
と
は
韓
愈
が
新
た
に
揭
げ
た
主
張
で
は
な
い
。
一
方
の
「
抑
邪
」
は
ど
う
か
。
先
ほ
ど
の
「
上
宰
相
書
」

で
は
、「
邪
」
に
當
た
る
も
の
と
し
て
「
楊
墨
釋
老
の
學
」
が
見
え
る
。「
楊
墨
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
孟
子
』
の
言
辭
の
引
用
で
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あ
る
か
ら
、「
釋
老
」
こ
そ
が
、
若
い
頃
以
來
、
韓
愈
の
狙
い
定
め
た
對
抗
の
對
象
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る（

６
）。

韓
愈
の
よ
う

な
、
釋
老
を
排
除
す
る
思
想
は
、
先
輩
の
古
文
家
た
ち
に
は
う
か
が
い
得
な
い
。

　
韓
愈
自
身
が
文
學
の
傳
統
を
記
し
た
際
に
、「
釋
」
に
親
し
ん
だ
先
人
を
そ
の
系
譜
か
ら
外
し
た
と
い
う
事
實
は
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
。「
送
孟
東
野
序
」
は
、「
大
凡
物
其
の
平
を
得
ず
ん
ば
則
ち
鳴
る
」、「
其
の
人
に
お
け
る
や
亦
た
然
り
、
人
の
聲
の
精
な
る
者
は

言
と
爲
り
、
文
辭
の
言
に
お
け
る
や
、
又
た
其
の
精
な
り
、
尤
も
其
の
善
く
鳴
る
者
を
擇
び
て
之
に
假
り
て
鳴
る
」
と
始
ま
る
、
孟

郊
に
宛
て
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
上
古
か
ら
、
周
秦
漢
を
經
て
唐
代
に
及
ぶ
歷
代
の
「
鳴
」
る
者
た
ち
を
記
す
。
そ
の

唐
代
文
學
を
記
述
し
た
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

唐
の
天
下
を
有
す
る
や
、
陳
子
昂
・
蘇
源
明
・
元
結
・
李
白
・
杜
甫
・
李
觀
は
、
皆
な
其
の
能
く
す
る
所
を
も
っ
て
鳴
る
。
其

の
存
し
て
下
に
在
る
者
、
孟
郊
東
野
は
、
始
め
て
其
の
詩
を
も
っ
て
鳴
る
。
其
の
高
な
る
は
魏
晉
を
ぬ出
き
懈
ら
ず
し
て
古
に
及

び
、
其
の
他
は
漢
氏
に
浸
淫
す
。
吾
に
從
い
て
遊
ぶ
者
、
李
翺
・
張
籍
は
、
其
の
尤
た
り
。
三
子
者
の
鳴
る
は
、ま
こ
と信に
善
き
か

な（
７
）。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
九
）

同
時
代
の
孟
郊
・
李
翺
・
張
籍
以
外
で
は
、
唐
人
と
し
て
陳
子
昂
・
蘇
源
明
・
元
結
・
李
白
・
杜
甫
・
李
觀
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
林
田
愼
之
助
氏
は
「
も
っ
と
も
傑
出
し
た
古
文
家
で
あ
る
李
華
・
蕭
穎
士
・
獨
孤
及
・
梁
肅
の
存
在
は
韓
愈
の
唐
代

文
學
評
價
の
視
野
か
ら
完
全
に
切
り
落
と
さ
れ
て
」
い
る
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
黃
雲
眉
氏
の
『
韓
愈
柳
宗
元
文
學
評
價
』
（
山
東
人
民

出
版
社
、
一
九
五
七
年
）
に
よ
り
つ
つ
、
李
華
以
下
が
無
視
さ
れ
た
の
は
彼
ら
が
佛
敎
信
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る（

８
）。

こ
れ
は
銳
い
洞
察
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
文
學
集
團
と
し
て
の
唐
代
古
文
家
た
ち
は
排
佛
思
想
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
韓
愈
が
排
佛
を
聲
高
に

主
張
し
、
さ
ら
に
文
學
者
を
「
善
く
鳴
る
者
」
と
し
て
列
擧
し
た
中
に
、
古
文
家
と
し
て
陳
子
昂
・
蘇
源
明
・
元
結
・
李
觀
を
竝
べ
、

李
華
ら
を
省
い
た
の
は
、
明
ら
か
に
戰
略
的
な
選
擇
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、「
與
正
」
は
唐
代
古
文
家
の
傳
統
で
あ
り
、「
抑
邪
」
は
韓
愈
自
身
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
再
度
、「
上
宰
相
書
」
の
「
楊
墨
釋
老
の
學
」
排
斥
、
特
に
「
楊
墨
」
が
何
故
持
ち
出
さ
れ
た
の
か
を
再
び
問
題
と
し
た
い
。

「
與
孟
尙
書
書
」
は
佛
骨
事
件
の
處
斷
が
下
さ
れ
た
翌
年
、
元
和
十
五
年
、
韓
愈
五
十
三
歲
の
時
、
孟
億
に
宛
て
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
り
、
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
孟
億
に
對
し
て
自
己
の
立
場
を
述
べ
て
い
る
。
韓
愈
が
潮
州
に
赴
任
し
、
佛
敎
を
信
じ
始
め
た
と
い
う
噂

を
否
定
し
て
「
何
ぞ
聖
人
の
道
を
去
り
、
先
王
の
法
を
捨
て
、
而
し
て
夷
狄
の
敎
に
從
い
、
も
っ
て
福
利
を
求
む
る
こ
と
有
ら
ん
や
」

と
い
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

且
つ
愈
の
釋
氏
を
助
け
ず
し
て
こ
れ
を
排
す
る
者
に
、
其
れ
亦
た
說
有
り
。
孟
子
云
う
「
今
天
下
楊
に
之
か
ず
ん
ば
則
ち
墨
に

之
く
」
と
。
楊
墨
交
ご
も
亂
れ
、
而
し
て
聖
賢
の
道
明
ら
か
な
ら
ず
、
則
ち
三
綱
淪
れ
て
九
法
や
ぶ斁
れ
、
禮
樂
崩
れ
て
夷
狄ほ
し
い
ま
ま
橫
に

す
。
幾
何
ぞ
其
れ
禽
獸
と
爲
ら
ざ
ら
ん
や
。
故
に
曰
く
「
能
く
言
い
て
楊
墨
を
距
む
者
は
、
皆
な
聖
人
の
徒
な
り
」
と
。
揚
子
雲

云
く
「
古
者
楊
墨
路
に
み塞
ち
、
孟
子
辭
し
て
こ
れ
を
闢
く
こ
と
、
廓
如
た
り
」
と
。
夫
れ
楊
墨
行
わ
れ
、
正
道
廢
し
、
且
ま
さ將
に
數

百
年
な
ら
ん
と
し
、
も
っ
て
秦
に
至
り
、
卒
か
に
先
王
の
法
を
滅
し
、
其
の
經
を
燒
除
し
、
學
士
を
坑
殺
し
、
天
下
遂
に
大
い
に

亂
る
。
秦
の
滅
す
る
に
及
び
、
漢
興
り
て
且
に
百
年
な
ら
ん
と
し
、
尙
お
未
だ
先
王
の
道
を
脩
明
す
る
を
知
ら
ず
。
…
…
。
後
の

學
者
、
尋
逐
す
る
所
無
く
、
も
っ
て
今
に
至
る
も
泯
泯
た
り
。
其
の
禍
楊
墨ほ
し
い
ま
ま
肆
に
行
い
て
こ
れ
を
禁
ず
る
こ
と
莫
き
が
故
に
出

ず
る
な
り
。
孟
子
賢
聖
な
り
と
雖
も
、
位
を
得
ず
、
空
言
施
す
無
く
、
切
な
り
と
雖
も
何
ぞ
補
わ
ん（

９
）。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
八
）

韓
愈
は
儒
敎
以
外
の
敎
え
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
體
を
否
定
し
て
お
り
、
楊
朱
・
墨
翟
の
徒
の
氾
濫
を
孟
子
が
防
ぎ
き
れ
な
か
っ

た
こ
と
が
、
正
し
い
道
の
衰
微
の
原
因
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
硬
直
し
た
表
現
も
ま
た
、
韓
愈
の
戰
略
で
あ
ろ
う
と
は

思
う
が
、
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、
佛
敎
を
楊
墨
に
な
ぞ
ら
え
て
發
想
す
る
こ
と
自
體
が
異
樣
で
あ
る
。
唐
代
に
お
い
て
佛
敎
を
批
判

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
佛
敎
隆
盛
の
原
因
と
そ
の
問
題
點
を
見
据
え
て
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
韓
愈
は
佛
敎
を
冷
靜
に
と
ら

491



え
よ
う
と
し
な
い
。「
論
佛
骨
表
」
に
お
い
て
も
、「
夫
れ
佛
は
本
と
夷
狄
の
人
、
中
國
と
言
語
は
通
ぜ
ず
、
衣
服
は
製
を
殊
に
し
、
口

は
先
王
の
法
言
を
言
わ
ず
、
身
は
先
王
の
法
服
を
服
せ
ず
、
君
臣
の
義
、
父
子
の
情
を
知
ら
ず
」
と
い
う
紋
切
り
型
の
「
夷
狄
」
像

を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
、
排
佛
論
と
し
て
新
た
な
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
韓
愈
の
排
佛
思
想
に
對
す
る
柳
宗
元
の
意
見
を
見
て
お
こ
う
。「
送
僧
浩
初
序
」
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

儒
者
韓
退
之
予
と
善
し
、
つ
ね嘗
に
予
の
浮
屠
の
言
を
嗜
む
を
病
み
、
予
の
浮
屠
と
游
ぶ
を
そ
し訾
る
。
…
…
。
浮
屠
に
誠
に
斥
く
べ
か

ら
ざ
る
者
有
り
、
往
往
に
し
て
『
易
』『
論
語
』
と
合
す
。
誠
に
こ
れ
を
樂
し
ま
ば
、
其
の
性
情
に
お
け
る
や
奭
然
と
し
て
孔
子

と
道
を
異
に
せ
ず
。
退
之
の
儒
を
好
む
こ
と
、
未
だ
能
く
楊
子
を
過
ぎ
ず
。
楊
子
の
書
、
莊
墨
申
韓
に
お
け
る
や
、
皆
な
焉
に

取
る
有
り
。
浮
屠
な
る
者
は
、
反
っ
て
莊
墨
申
韓
の
怪
僻
險
賊
に
及
ば
ざ
ら
ん
や
。
曰
く
「
其
の
夷
た
る
を
も
っ
て
な
り
」
と
。

果
し
て
道
を
信
せ
ず
し
て
焉
を
斥
く
る
に
夷
を
も
っ
て
せ
ば
、
則
ち
將
に
惡
來
・
盜
跖
を
友
と
し
、
季
札
・
由
余
を
賤
し
ま
ん

か
。
所
謂
名
を
去
り
て
實
を
求
む
る
者
に
は
あ
ら
ず
。
吾
の
取
る
所
の
者
は
、『
易
』『
論
語
』
と
合
す
。
聖
人
復
た
生
ず
と
雖

も
、
得
て
斥
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
退
之
の
罪
と
す
る
所
の
者
は
、
其
の
跡
な
り
。
曰
く
「
髡
し
て
緇
し
、
夫
婦
父
子
無
し
。
耕

農
蠶
桑
を
爲
さ
ず
し
て
人
に
活
か
さ
る
」
と
。
是
の
若
き
は
、
吾
と
雖
も
亦
た
樂
ま
ざ
る
な
り
。
退
之
其
の
外
に
忿
り
て
其
の

中
を
わ
す遺
る
、
是
れ
石
を
知
り
て
玉
を
韞
む
を
知
ら
ざ
る
な
り（

10
）。

（『
柳
宗
元
集
』
卷
二
五
）

佛
敎
が
「『
易
』『
論
語
』
と
合
す
」「
孔
子
と
道
を
異
に
せ
ず
」
と
い
う
の
は
、
反
論
と
し
て
は
如
何
に
も
弱
い
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、

儒
敎
は
そ
れ
自
體
の
力
に
よ
っ
て
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
佛
敎
を
排
す
る
こ
と
に
よ
る
不
都
合
は
少
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
柳
宗
元
は
「
浮
屠
な
る
者
は
、
反
っ
て
莊
墨
申
韓
の
怪
僻
險
賊
に
及
ば
ざ
ら
ん
や
」
と
い
っ
て
佛
敎
に
先
秦
諸
子
以
上

の
評
價
を
與
え
、
し
か
も
「
聖
人
復
た
生
ず
と
雖
も
、
得
て
斥
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
っ
て
排
斥
を
拒
否
す
る
態
度
は
、
據
る

と
こ
ろ
が
明
確
で
な
い
憾
み
は
あ
る
が
、
佛
敎
固
有
の
價
値
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
少
な
く
と
も
「
夷
」
で
あ
る

か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
排
斥
す
る
韓
愈
の
表
面
的
（「
外
」）
な
理
解
を
退
け
る
に
は
足
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
古
文
家
、
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劉
禹
錫
が
佛
敎
を
信
じ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
當
時
の
古
文
運
動
の
中
で
排
佛
が
彼
ら
の
合
意
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
は
、
見
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
、
韓
愈
が
古
文
運
動
の
儒
敎
尊
重
の
文
脈
に
據
り
つ
つ
も
、
儒
敎
以
外
の
諸
思
想
に
排
斥
的
な
態
度
を
新
た
に
形
成
し
た
が
、

そ
の
排
斥
は
古
文
家
の
中
で
も
結
局
は
佛
敎
を
表
面
的
に
把
握
す
る
に
過
ぎ
ず
、
古
文
家
の
代
表
的
な
見
解
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

論
じ
た
。
こ
の
韓
愈
が
「
師
」
た
る
こ
と
を
求
め
た
と
い
う
の
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
傳
統
的
な
古
文
家
の
價
値
觀
の

ひ
と
つ
で
あ
る
、
儒
敎
尊
重
を
唱
え
る
だ
け
で
は
、
韓
愈
は
立
腳
點
を
形
成
し
得
な
い
。
彼
が
求
め
た
の
は
、
佛
敎
排
斥
に
よ
る
儒

敎
復
興
を
「
弟
子
」
と
と
も
に
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
ひ
と
ま
ず
豫
想
し
て
お
こ
う
。

　　
　
　
二
　
韓
愈
の
師
道
論
と
「
韓
門
弟
子
」

　　
『
新
唐
書
』
韓
愈
傳
は
、
韓
愈
の
弟
子
、「
韓
門
弟
子
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

愈
性
は
明
銳
に
し
て
、
詭
隨
せ
ず
。
人
と
交
わ
り
て
、
終
始
少
し
く
も
變
ら
ず
。
後
の
進
士
を
成
就
せ
し
め
、
往
往
に
し
て
名

を
知
ら
る
。
愈
の
指
授
を
經
た
る
は
、
皆
な
「
韓
門
弟
子
」
と
稱
し
、
愈
官
あ
ら顯
わ
れ
、
稍
や
謝
遣
す
。
…
…
。
其
の
「
原
道
」

「
原
性
」「
師
說
」
等
數
十
篇
、
皆
な
奧
衍
閎
深
に
し
て
、
孟
軻
・
楊
雄
と
相
い
表
裏
し
て
六
經
を
佐
佑
す
と
云
う
。
它
文
の
端

を
造
り
辭
を
置
く
に
至
り
て
も
、
要
は
前
人
を
襲
蹈
せ
ざ
る
と
爲
す
者
な
り
。
然
れ
ど
も
惟
だ
愈
の
み
こ
れ
を
爲
し
、
沛
然
と

し
て
餘
有
る
が
若
し
、
其
の
徒
李
翺
・
李
漢
・
皇
甫
湜
從
い
て
こ
れ
に
效
う
に
至
り
て
は
、
つ
い遽
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
こ
と
甚

し
。
愈
に
從
い
て
游
ぶ
者
、
孟
郊
・
張
籍
の
若
き
は
、
亦
た
皆
な
お
の自
ず
か
ら
時
に
名
あ
り（

11
）。

（『
新
唐
書
』
卷
一
七
六
、
韓
愈
傳
）

さ
ら
に
附
傳
と
し
て
、
孟
郊
・
張
籍
・
皇
甫
湜
の
三
人
を
立
て
た
後
、「
時
に
又
た
賈
島
・
劉
叉
有
り
、
皆
な
韓
門
弟
子
な
り
」
と
結

ん
で
い
る（

12
）。
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一
方
、『
舊
唐
書
』
本
傳
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

愈
性
は
弘
通
に
し
て
、
人
と
交
わ
り
て
、
榮
悴
か
わ易
ら
ず
。
少
時
、
洛
陽
の
人
孟
郊
・
東
郡
の
人
張
籍
と
友
善
た
り
。
二
人
名
位
未

だ
振
わ
ず
、
愈
寒
暑
を
避
け
ず
、
公
卿
の
閒
に
稱
薦
し
、
而
し
て
籍
終
に
科
第
を
成
し
、
祿
仕
に
榮
え
あ
り
。
後
貴
に
通
ず
と

雖
も
、
每
に
退
公
の
隙
に
、
則
ち
相
い
與
に
談
讌
し
、
文
を
論
じ
詩
を
賦
し
、
平
昔
の
如
し
。
而
し
て
諸
も
ろ
の
權
門
豪
士
を

觀
る
に
、
僕
隸
の
如
く
、
瞪
然
と
し
て
顧
り
み
ず
。
而
し
て
頗
る
能
く
後
進
を
誘
厲
し
、
こ
れ
に
館
す
る
者
十
六
七
に
て
、
晨

炊
給
せ
ず
と
雖
も
、
怡
然
と
し
て
意
に
介
せ
ず
。
大
抵
名
敎
を
興
起
し
仁
義
を
弘
奬
す
る
を
も
っ
て
事
と
爲
す
。
凡
そ
內
外
及

び
友
朋
の
孤
女
を
嫁
す
る
こ
と
、
十
人
に
ち
か僅
し（

13
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
一
六
〇
、
韓
愈
傳
）

こ
ち
ら
に
は
「
韓
門
弟
子
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、
後
進
の
指
導
に
つ
い
て
は
よ
り
詳
し
い
記
述
が
あ
り
、
特
に
「
凡
そ
內
外
及
び

友
朋
の
孤
女
を
嫁
す
る
こ
と
、
十
人
に
僅
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
韓
愈
が
後
進
と
の
關
係
を
、
婚
姻
關
係
を
通
じ
て
も
作
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
韓
愈
の
も
と
で
學
ん
だ
張
徹
に
、
從
兄
弟
の
娘
を
嫁
が
せ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
具
體
的
な
一
例
で
あ
る
。

張
君
名
は
徹
、
字
某
。
…
…
。
妻
韓
氏
、
禮
部
郞
中
某
の
孫
、
汾
州
開
封
尉
某
の
女
な
り
。
余
に
お
い
て
は
叔
父
孫
女
爲
り
。
君

嘗
て
余
に
從
い
て
學
び
、
諸
生
よ
り
選
び
て
嫁
し
て
こ
れ
に
與
う
。
孝
順
祗
修
、
羣
女
其
の
爲
す
所
に
效
う（

14
）。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷

三
四
「
幽
州
節
度
判
官
贈
給
事
中
淸
河
張
君
墓
誌
銘
」）

　
史
書
に
見
え
る
韓
愈
の
後
進
指
導
が
上
記
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
、
韓
愈
は
文
集
の
中
で
示
す
師
道
論
は
如
何
な
る
も
の
か
。
彼

が
「
師
道
」
を
宣
揚
し
よ
う
と
し
た
有
名
な
「
師
說
」
は
、
韓
愈
三
十
五
歲
の
時（

15
）、

ま
だ
十
七
歲
で
あ
っ
た
李
蟠
に
向
け
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う（

16
）。

　
古
の
學
者
に
必
ず
師
有
り
。
師
な
る
者
は
、
道
を
傳
え
業
を
授
け
惑
を
解
く
所
以
な
り
。
人
は
生
れ
な
が
ら
に
こ
れ
を
知
る

者
に
あ
ら
ず
、
孰
か
能
く
惑
い
無
か
ら
ん
。
惑
い
て
師
に
從
わ
ず
、
其
の
惑
い
爲
る
や
、
終
に
解
け
ざ
ら
ん
。
吾
が
前
に
生
ま

れ
、
其
の
道
を
聞
く
や
固
よ
り
吾
に
先
ん
ず
れ
ば
、
吾
從
い
て
こ
れ
を
師
と
せ
ん
。
吾
が
後
に
生
ま
れ
、
其
の
道
を
聞
く
や
吾
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に
先
ん
ず
れ
ば
、
吾
從
い
て
こ
れ
を
師
と
せ
ん
。
吾
は
道
を
師
と
す
る
な
り
。
夫
れ
庸
ん
ぞ
其
の
年
の
吾
よ
り
先
後
に
生
ま
る

る
を
知
ら
ん
や
。
是
の
故
に
貴
と
無
く
賤
と
無
く
、
長
と
無
く
少
と
無
く
、
道
の
存
す
る
所
は
、
師
の
存
す
る
所
な
り
。

　
嗟
乎
、
師
道
の
傳
わ
ら
ざ
る
や
久
し
き
か
な
。
人
の
惑
い
無
き
を
欲
す
る
や
難
き
か
な
。
古
の
聖
人
、
其
の
人
に
す出
ぐ
る
や

遠
き
か
な
、
猶
お
且
つ
師
に
從
い
て
焉
に
問
う
。
今
の
衆
人
、
其
の
聖
人
に
お
と下
る
や
亦
た
遠
き
か
な
、
而
る
に
師
に
學
ぶ
を
恥

ず
。
是
の
故
に
聖
益
ま
す
聖
た
り
、
愚
益
ま
す
愚
た
り
。
聖
人
の
聖
爲
る
所
以
、
愚
人
の
愚
爲
た
る
所
以
は
、
其
れ
皆
な
此
に

出
ず
る
か
。

　
其
の
子
を
愛
し
、
師
を
擇
び
て
こ
れ
に
敎
う
。
其
の
身
に
お
け
る
や
、
則
ち
焉
を
師
と
す
る
を
恥
ず
、
惑
え
り
。
彼
の
童
子

の
師
、
こ
れ
に
書
を
授
け
て
其
の
句
讀
を
習
わ
し
む
る
者
な
り
、
我
が
所
謂
其
の
道
を
傳
え
其
の
惑
い
を
解
く
者
に
は
あ
ら
ざ

る
な
り
。
句
讀
こ
れ
知
ら
ず
、
惑
い
こ
れ
解
け
ず
、
或
い
は
焉
を
師
と
し
、
或
い
は
焉
を
せ
ず
。
小
學
し
て
大
遺
す
、
吾
未
だ

其
の
明
を
見
ざ
る
な
り
。
巫
醫
樂
師
百
工
の
人
、
相
い
師
と
す
る
を
恥
じ
ず
。
士
大
夫
の
族
、
師
と
曰
い
弟
子
と
曰
い
云
う
者

は
、
則
ち
羣
聚
し
て
こ
れ
を
笑
う
。
こ
れ
に
問
え
ば
則
ち
曰
く
「
彼
と
彼
と
は
年
相
い
し若
く
な
り
、
道
相
い
似
た
る
な
り
。
位

卑
し
か
ら
ば
則
ち
羞
ず
る
に
足
り
、
官
盛
ん
な
ら
ば
則
ち
諛
に
近
し
」。
嗚
呼
、
師
道
こ
れ
復
た
知
る
べ
か
ら
ざ
る
か
な
。
巫
醫

樂
師
百
工
の
人
、
君
子
は
齒
せ
ず
、
今
其
の
智
乃
ち
反
っ
て
及
ぶ
能
わ
ず
。
其
れ
怪
し
む
べ
き
か
。
聖
人
に
常
師
無
し
、
孔
子
・

郯
子
・
萇
宏
・
師
襄
・
老
聃
を
師
と
す
。
郯
子
の
徒
、
其
の
賢
な
る
こ
と
孔
子
に
及
ば
ず
。
孔
子
曰
く
「
三
人
行
か
ば
、
必
ず

我
が
師
有
り
」。
是
の
故
に
弟
子
必
ず
し
も
師
に
し如
か
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
、
師
必
ず
し
も
弟
子
よ
り
も
賢
な
ら
ず
。
道
を
聞
く
に

先
後
有
り
、
業
を
術
と
す
る
に
專
攻
有
り
、
是
の
如
き
の
み（

17
）。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
二
）

こ
こ
に
は
高
ら
か
に
「
師
道
」
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
後
に
引
く
柳
宗
元
の
手
紙
類
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
決
し
て
一
般

論
な
の
で
は
な
く
、
韓
愈
自
身
が
士
大
夫
の
「
師
」
と
な
る
と
い
う
宣
言
で
あ
る（

18
）。

韓
愈
と
關
わ
り
を
持
た
な
い
士
人
た
ち
が
、
互

い
に
師
弟
と
な
る
こ
と
を
一
般
的
に
勸
め
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
韓
愈
自
身
が
誰
か
に
師
事
し
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
中
に

495



見
え
る
「
士
大
夫
の
族
、
師
と
曰
い
弟
子
と
曰
い
云
う
者
は
、
則
ち
羣
聚
し
て
こ
れ
を
笑
う
」
と
い
う
言
辭
は
、
自
己
に
對
す
る
嘲

笑
を
あ
ら
か
じ
め
防
ご
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
韓
愈
は
た
だ
李
蟠
に
と
っ
て
の
師
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な

く
、
多
く
の
人
々
の
師
と
な
っ
た
。
當
然
の
ご
と
く
、「
吾
が
前
に
生
ま
れ
、
其
の
道
を
聞
く
や
固
よ
り
吾
に
先
ん
ず
れ
ば
、
吾
從
い

て
こ
れ
を
師
と
せ
ん
。
吾
が
後
に
生
ま
れ
、
其
の
道
を
聞
く
や
吾
に
先
ん
ず
れ
ば
、
吾
從
い
て
こ
れ
を
師
と
せ
ん
」、
ま
た
「
長
と
無

く
少
と
無
く
」
と
い
う
言
葉
も
、
私
の
先
に
生
ま
れ
た
者
も
後
に
生
ま
れ
た
者
も
、
何
れ
も
道
の
先
覺
者
た
る
私
に
師
事
し
て
は
ば

か
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
呼
び
か
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
韓
愈
に
は
自
分
よ
り
も
年
長
の
弟
子
が
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
師
道
」
は
、
儒
敎
の
正
統
的
な
師
承
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
韓
愈
の
考
え
た
儒
敎
の
正
統
に
つ
い
て
は
、

末
岡
實
氏
「
唐
代
「
道
統
說
」
小
考
」
が
論
じ
て
い
る（

19
）。

韓
愈
三
十
六
歲
の
作
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
（『
韓
昌
黎
集
』
卷
二
〇
）
、
三
十

八
歲
の
作
と
氏
が
推
定
す
る
「
原
道
」
（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
一
）
、
及
び
「
送
王
秀
才
序
」
（『
韓
昌
黎
集
』
卷
二
一
。
王
塤
を
送
っ
た
序
）

を
檢
討
し
、
韓
愈
道
統
說
の
形
成
過
程
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
道
統
說
形
成
の
理
由
に
つ
き
、「
韓
愈
に
道
統
が
說
か
れ
る
に
至
っ

た
第
一
の
理
由
は
、
と
く
に
佛
敎
に
對
し
、
儒
敎
の
優
位
性
、
正
統
性
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
第
二
の
理
由
は
、
孟
子
の
顯
揚
に

あ
る
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
排
佛
と
道
統
說
と
の
關
連
に
言
及
し
た
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
「
送
浮
屠
文
暢
師
序
」
か
ら

は
、
堯
―
舜
―
禹
―
湯
―
文
・
武
―
周
公
・
孔
子
と
い
う
道
統
が
、「
原
道
」
か
ら
は
堯
―
舜
―
禹
―
湯
―
文
・
武
・
周
公
―
孔
子
―

孟
軻
と
い
う
道
統
が
抽
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
末
岡
氏
の
所
論
を
ふ
ま
え
、
道
統
說
と
韓
愈
自
身
と
の
關
わ
り
を
考
え
た
い
。
さ
ら
に
そ
の
孟
子
を
韓
愈
自
身
へ
と
繫
ぐ

思
考
は
、「
與
孟
尙
書
書
」
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る（

20
）。

こ
の
手
紙
に
は
、
漢
代
以
來
の
儒
敎
の
衰
微
と
そ
の
復
興
の
可
能
性
を
次

の
よ
う
に
い
う
。

漢
氏
以
來
、
羣
儒
區
區
と
し
て
修
補
し
、
百
孔
千
瘡
、
亂
に
隨
い
失
に
隨
い
、
其
の
危
き
こ
と
一
髮
に
て
千
鈞
を
引
く
が
如
く
、

綿
綿
延
延
と
し
て
、よ
う
や寖く
も
っ
て
微
滅
せ
り
。
是
の
時
に
お
け
る
や
、
釋
老
を
其
の
閒
に
倡
え
、
天
下
の
衆
を
鼓
し
て
こ
れ
に
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從
わ
し
む
。
嗚
呼
、
其
れ
亦
た
不
仁
な
る
こ
と
甚
し
き
か
な
。
釋
老
の
害
、
楊
墨
に
過
ぎ
た
り
。
韓
愈
の
賢
、
孟
子
に
及
ば
ず
。

孟
子
未
だ
亡
び
ざ
る
の
前
に
こ
れ
を
救
う
こ
と
能
わ
ず
、
而
し
て
韓
愈
乃
ち
已
に
壞
れ
た
る
の
後
に
こ
れ
を
全
く
せ
ん
と
欲
す
。

嗚
呼
、
其
れ
亦
た
其
の
力
を
量
ら
ず
、
且
つ
其
の
身
の
危
き
見
て
、
こ
れ
を
救
う
こ
と
莫
く
も
っ
て
死
せ
ん
や
。
然
り
と
雖
も
、

其
の
道
を
し
て
愈
に
由
り
て
ほ麤
ぼ
傳
え
し
め
ば
、
滅
死
す
と
雖
も
萬
萬
恨
む
こ
と
無
し
。
天
地
鬼
神
、
こ
れ
に
臨
ん
で
上
に
在

り
、
こ
れ
を
質
す
に
旁
ら
に
在
り
、
又
た
安
ん
ぞ
一
た
び
摧
折
せ
ら
る
る
に
因
り
て
、み
ず
か自ら
其
の
道
をそ
こ
な毀い
、
も
っ
て
邪
に
從

う
を
得
ん
や（

21
）。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
八
）

前
述
の
如
く
、
こ
の
手
紙
は
佛
骨
事
件
の
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
又
た
安
ん
ぞ
一
た
び
摧
折
せ
ら
る
る
に
因
り
て
、
自

ら
其
の
道
を
毀
い
、
も
っ
て
邪
に
從
う
を
得
ん
や
」
と
い
う
の
は
、
佛
敎
に
は
決
し
て
從
わ
な
い
と
い
う
宣
言
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
注

目
す
べ
き
は
、「
其
の
道
を
し
て
愈
に
由
り
て
麤
ぼ
傳
え
し
む
」
と
い
う
目
標
の
下
、
孟
子
と
韓
愈
自
身
と
を
直
に
對
面
さ
せ
て
、
儒

敎
の
復
興
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
韓
愈
の
道
統
論
と
師
道
論
と
は
合
流
し
一
致
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
久
し
い
閒
衰
亡
の
危
機
に
あ
っ
た
古
の
聖
賢
の
道
を
、
韓
愈
が
受
け
と
め
て
か
ろ
う
じ
て
後
進
に
傳
え
る
こ
と
に
よ

り
、
儒
敎
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
構
想
で
あ
る
。

　
韓
愈
の
獨
特
な
師
道
論
は
、
友
人
の
柳
宗
元
に
も
影
響
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
柳
宗
元
の
文
集
に
收
め
る
手
紙
、「
答
韋
中
立

論
師
道
書
」、「
答
嚴
厚
輿
論
師
道
書
」、「
報
袁
君
陳
秀
才
避
師
名
書
」、「
答
貢
士
蕭
纂
欲
相
師
書
」、「
答
韋
珩
示
韓
愈
相
推
以
文
墨

事
書
」
（
以
上
、
す
べ
て
『
柳
宗
元
集
』
卷
三
四
）
は
、
い
ず
れ
も
師
た
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
柳
宗
元
の
反
應
を
傳
え
る
。
さ
ら
に
、

こ
れ
に
關
し
て
書
か
れ
た
「
師
友
箴
」
（『
柳
宗
元
集
』
卷
一
九
）
を
併
せ
讀
め
ば
、
ほ
ぼ
そ
の
全
貎
を
う
か
が
い
得
る
。

　
「
答
韋
珩
示
韓
愈
相
推
以
文
墨
事
書
」
に
は
「
足
下
封
示
す
る
所
の
退
之
の
書
、
云
わ
く
僕
を
推
避
す
る
に
文
墨
の
事
を
も
っ
て

せ
ん
と
欲
し
、
且
に
以
っ
て
足
下
を
勵
ま
さ
ん
と
す
。
退
之
の
才
の
若
き
は
、
僕
を
過
ぐ
る
こ
と
數
等
な
り
、
尙
お
宜
し
く
僕
を
推

避
す
べ
か
ら
ず
、
其
の
實
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
知
る
べ
き
な
り
、
固
よ
り
相
い
假
借
し
て
こ
の
辭
を
爲
す
の
み
」
と
あ
り
、
韋
珩
と
い
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う
人
物
は
、
韓
愈
の
も
と
を
訪
れ
た
も
の
の
、
柳
宗
元
に
つ
い
て
「
文
墨
」
を
習
う
よ
う
に
敎
示
さ
れ
、
手
紙
を
送
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、「
師
」「
弟
子
」
の
文
字
が
見
え
な
い
が
、
韓
愈
の
勸
め
に
よ
り
柳
宗
元
の
弟
子
と
な
ろ
う
と
し
た
ら
し
い
。

　
韋
中
立
・
嚴
厚
輿
・
袁
君
陳
・
蕭
纂
ら
が
、
韓
愈
の
紹
介
あ
る
い
は
示
唆
を
受
け
て
柳
宗
元
に
入
門
を
申
し
込
ん
だ
の
か
否
か
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
ら
の
就
學
熱
が
、
韓
愈
の
刺
激
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
「
答
韋
中

立
論
師
道
書
」
と
「
師
友
箴
」
と
を
見
て
、
柳
宗
元
の
意
の
あ
る
所
を
う
か
が
い
た
い（

22
）。「

答
韋
中
立
論
師
道
書
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
い
う
。

書
をか
た
じ
け
な
辱
く
し
「
欲
相
師
」
と
云
う
。
僕
道
は
篤
か
ら
ず
、
業
は
甚
だ
淺
近
な
り
、
其
の
う
ち中
を
環
顧
す
る
に
、
未
だ
師
と
す
べ

き
者
を
見
ず
。
嘗
て
言
論
を
好
み
て
文
章
を
爲
す
と
雖
も
、
甚
だみ
ず
か自ら
是
と
せ
ざ
る
な
り
。
お
も意
わ
ず
吾
子
京
師
よ
り
蠻
夷
の
閒

に
來
り
て
、
乃
ち
幸
い
に
取
ら
る
。
僕
自
ら
卜
う
に
、
固
よ
り
取
る
無
し
。
假
に
も令
し
取
る
有
る
と
も
、
亦
た
敢
え
て
人
の
師

爲
ら
ず
。
衆
人
の
師
爲
る
す
ら
且
つ
敢
え
て
せ
ず
、
況
ん
や
敢
え
て
吾
子
の
師
爲
ら
ん
や
。
孟
子
稱
す
ら
く
「
人
の
患
は
人
の

師
爲
る
を
好
む
に
在
り
」
と
。
魏
晉
氏
よ
り
以
下
、
人
益
ま
す
師
に
事
え
ず
。
今
の
世
、
師
有
る
を
聞
か
ず
、
有
ら
ば
輒
ち
こ

れ
を
譁
笑
し
て
も
っ
て
狂
人
と
爲
す
。
獨
り
韓
愈
奮
い
て
流
俗
を
顧
り
み
ず
、
笑
侮
を
犯
し
、
後
學
を
收
召
し
、「
師
說
」
を
作

り
、
因
り
て
抗
顏
し
て
師
と
爲
り
、
世
果
し
て
羣
怪
し
聚
罵
し
、
指
目
し
牽
引
し
、
增
與
し
て
言
辭
を
爲
す
。
愈
是
を
も
っ
て

狂
名
を
得
た
り（

23
）。

（『
柳
宗
元
集
』
卷
三
四
）

　
こ
こ
に
は
、
韓
愈
と
そ
の
「
師
說
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。「
答
嚴
厚
輿
論
師
道
書
」
に
も
「
僕
才
能
と
勇
敢
と
は
韓
退
之
に
如
か
ず
、

故
に
又
た
人
の
師
爲
ら
ず
。
人
の
見
る
所
、
同
異
有
り
、
吾
子
韓
を
も
っ
て
我
を
責
む
る
無
か
れ
」
と
あ
り
、
柳
宗
元
ら
を
め
ぐ
る

師
道
論
が
、
韓
愈
の
起
こ
し
た
師
道
論
の
波
紋
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
何
れ
の
手
紙
に
お
い
て
も
韓
愈
へ
の
言
及

は
諧
謔
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
線
を
畫
す
柳
宗
元
の
立
場
を
看
取
で
き
る
。

　
一
方
の
「
師
友
箴
」
は
「
今
の
世
、
人
の
師
爲
る
者
は
衆
こ
れ
を
笑
い
、
世
を
擧
げ
て
師
せ
ず
、
故
に
道
益
ま
す
離
る
。
人
の
友
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爲
る
者
は
、
道
を
も
っ
て
せ
ず
し
て
利
を
も
っ
て
す
、
世
を
擧
げ
て
友
無
し
、
故
に
道
益
ま
す
す
た棄
る
。
嗚
呼
、
生
是
に
お
い
て
病
み
、

歌
い
て
も
っ
て
箴
と
爲
す
。
旣
に
も
っ
て
己
を
儆
し
め
、
又
た
も
っ
て
人
を
誡
し
む
」
と
い
う
序
を
も
つ
箴
で
あ
る
。

師
せ
ず
し
て
こ
れ
を
如
何
せ
ん
、
吾
何
を
も
っ
て
成
ら
ん
。
友
と
せ
ず
し
て
こ
れ
を
如
何
せ
ん
、
吾
何
を
も
っ
て
增
さ
ん
。
吾

師
に
從
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
從
う
べ
き
者
は
誰
ぞ
や
。
借
り
に
從
う
べ
き
有
れ
ど
も
、
世
を
擧
げ
て
こ
れ
を
笑
わ
ん
。
吾
友

を
取
ら
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
誰
か
取
る
べ
き
者
ぞ
。
借
り
に
取
る
べ
き
有
れ
ど
も
、
中
道
に
し
て
或
い
は
捨
て
ら
れ
ん
。
仲
尼

生
ぜ
ず
、
牙
や
久
し
く
死
す
。
二
人
お
こ作
す
べ
き
も
、
吾
の
似
ざ
る
を
懼
る
。
可
師
と
す
べ
き
に
中
た
り
、
友
と
す
べ
き
に
恥
た

り
、
是
の
二
物
を
謹
し
み
、
も
っ
て
爾
後
を
お
そ惕
る
。
道
か苟
り
に
在
ら
ば
、
傭
丐
と
い
え
ど
も
偶
爲
ら
ん
。
道
の
こ
れ
に
反
せ
ば
、

公
侯
と
い
え
ど
も
も
っ
て
走
る
。
內
は
諸
を
古
に
考
え
、
外
は
諸
を
物
に
考
う
れ
ば
、
師
か
友
か
、
敬
爾
と
し
てゆ
る
が
せ
忽
な
ら
ず（

24
）。

（『
柳
宗
元
集
』
卷
一
九
）

こ
の
「
師
友
箴
」
か
ら
は
、
入
門
希
望
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
辭
退
の
手
紙
と
は
違
う
も
の
を
讀
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
柳
宗
元

は
序
で
「
今
の
世
、
人
の
師
爲
る
者
は
衆
こ
れ
を
笑
い
、
世
を
擧
げ
て
師
せ
ず
、
故
に
道
益
ま
す
離
る
」
と
い
っ
て
、
師
の
必
要
を

說
く
。
箴
も
「
師
せ
ず
し
て
こ
れ
を
如
何
せ
ん
、
吾
何
を
も
っ
て
成
ら
ん
」
と
說
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
柳
宗
元
は

韓
愈
と
の
接
近
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
韓
愈
が
自
分
の
師
を
ま
っ
た
く
求
め
な
い
の
に
反
し
、
柳
宗
元
は
自
分
の
師
を
求
め
る
姿
勢

を
見
せ
、
弟
子
を
求
め
る
樣
子
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
韓
柳
の
分
岐
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　　
　
　
三
　
唐
代
に
お
け
る
「
師
」

　　
韓
愈
の
師
道
論
が
如
何
な
る
特
徵
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
廣
く
唐
代
に
お
け
る
「
師
」
の
あ
り

方
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
唐
律
の
中
で
、「
師
」
に
關
す
る
三
條
を
擧
げ
、
ひ
と
ま
ず
の
見
通
し
を
得
て
お
く
。
ま
ず
、
名
例
律
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に
「
十
惡
」
の
一
つ
と
し
て
、「
不
義
」
が
竝
べ
ら
れ
る
。
律
と
そ
の
注
を
示
そ
う
。

九
に
曰
く
「
不
義
」。〔
注
〕
本
屬
の
府
主
・
刺
史
・
縣
令
・
見
受
業
師
を
殺
す
、
吏
卒
本
部
の
五
品
以
上
の
官
長
を
殺
す
、
及

び
夫
の
喪
を
聞
き
て
匿
し
て
哀
を
擧
げ
ず
、
若
し
く
は
樂
を
作
し
、
服
を
釋
き
て
吉
に
從
う
、
及
び
改
嫁
す
る
を
謂
う（

25
）。

（『
唐

律
疏
議
』
卷
一
、
名
例
律
、
六
）

こ
こ
に
「
見
受
業
師
」
と
い
う
の
は
、
現
に
業
を
受
け
て
い
る
師
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
疏
議
は
「「
見

受
業
師
」
と
は
、
儒
業
に
伏
膺
し
、
私
學
者
に
あ
ら
ざ
る
を
謂
う
」
と
い
う
、
興
味
深
い
注
を
加
え
る
が
、
こ
れ
は
下
に
引
く
鬥
訟

律
の
注
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
立
の
學
校
に
お
け
る
儒
敎
の
師
が
、
律
に
よ
り
特
別
な
扱
い
を
受
け
た
こ
と
が
分

か
る
。
な
お
公
立
の
學
校
の
師
弟
關
係
は
後
に
述
べ
る
。

　
「
見
受
業
師
」
は
、
さ
ら
に
鬥
訟
律
に
も
見
え
る
。

諸
そ
妻
の
前
夫
の
子
を
毆
傷
す
る
者
は
、
凡
人
よ
り
一
等
を
減
ず
。
同
居
す
る
者
は
、
又
た
一
等
を
減
ず
。
死
せ
ば
、
絞
。
繼
父

を
毆
傷
す
る
者
は
、
緦
麻
の
尊
と
同
じ
。
同
居
す
る
者
は
、
一
等
を
加
う
。
卽
し
見
受
業
師
を
毆
傷
せ
ば
、
凡
人
に
二
等
を
加

う
。
死
せ
ば
、
各
お
の
斬
。〔
注
〕
儒
業
に
伏
膺
し
、
私
學
者
に
あ
ら
ざ
る
を
謂
う（

26
）。

（『
唐
律
疏
議
』
卷
二
三
、
鬥
訟
律
、
三
三
三
）

律
に
對
し
、
疏
議
は
「
禮
に
云
う
「
凡
そ
敎
學
の
道
、
師
をた
っ
と嚴ぶ
を
難
と
爲
す
。
師
嚴
け
れ
ば
道
尊
く
、
方
め
て
學
を
敬
ま
う
を
知

る
」
と
。
如
し
親
し
く
儒
敎
を
承
く
る
こ
と
有
ら
ば
、
伏
膺
し
函
丈
す
べ
し
、
而
る
に
師
を
毆
る
者
は
、
凡
人
に
二
等
を
加
う
」
と

說
明
を
加
え
、
注
に
對
し
て
も
「
儒
業
と
は
、
經
業
を
謂
う
。
私
學
者
に
あ
ら
ず
と
は
、
弘
文
・
國
子
・
州
縣
等
の
學
を
謂
う
。
私

學
者
と
は
、
卽
ち
禮
に
云
う
「
家
に
塾
有
り
、
遂
に
序
有
り
」
（『
禮
記
』
學
記
）
の
類
な
り
」
と
解
釋
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
唐
代
に

お
い
て
も
私
學
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
れ
ら
は
お
お
よ
そ
は
未
成
年
者
を
敎
え
る
學
校
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う（

27
）。

　
以
上
は
、「
儒
業
」「
經
業
」、
す
な
わ
ち
儒
學
の
「
師
」
に
つ
い
て
の
律
で
あ
っ
た
が
、
名
例
律
に
は
道
敎
・
佛
敎
の
「
師
」
が
見

え
る
。
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諸
そ
道
士
・
女
官
を
稱
す
る
者
は
、
僧
・
尼
と
同
じ
。
も若
し
其
の
師
に
お
け
る
や
、
伯
叔
父
母
と
同
じ
。
其
の
弟
子
に
お
け
る

や
、
兄
弟
の
子
と
同
じ（

28
）。

（『
唐
律
疏
議
』
卷
六
、
名
例
律
、
五
七
）

こ
れ
に
對
し
、
疏
議
は
「
師
と
は
、
觀
寺
の
內
に
お
い
て
、
經
敎
を
親
し
く
承
け
、
合
に
師
主
と
爲
す
べ
き
者
を
謂
う
」
と
し
、
さ

ら
に
律
の
「
其
の
弟
子
に
お
け
る
や
、
兄
弟
の
子
と
同
じ
」
を
解
し
て
「
上
文
に
て
解
す
る
所
の
師
主
、
其
の
弟
子
を
犯
す
有
ら
ば
、

俗
人
の
兄
弟
の
子
の
法
と
同
じ
き
を
謂
う
」
と
い
う
。
こ
の
條
文
か
ら
、
道
士
・
女
官
・
僧
・
尼
た
ち
は
、
儒
敎
の
師
と
違
う
法
的

な
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
は
、
道
觀
や
佛
寺
に
お
い
て
は
擬
似
的
な
家
族
關
係（

29
）、

オ
ジ
・
オ
バ
と
オ
イ
・
メ

イ
に
擬
せ
ら
れ
る
關
係
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
佛
敎
・
道
敎
に
お
け
る
師
弟
關
係
と
、
公
立
學
校
に
お
け
る
師

弟
關
係
と
が
、
そ
も
そ
も
異
な
っ
て
い
る
社
會
狀
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
こ
に
韓
愈
の
師
道
論
が
生
ず
る
契
機
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
以
上
、
唐
律
に
お
け
る
「
師
」
の
位
置
を
見
た
が
、
こ
こ
で
視
點
を
變
え
て
、
師
弟
關
係
を
表
す
語
が
唐
代
に
お
い
て
如
何
に
用
い

ら
れ
た
か
を
考
察
し
た
い
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
韓
愈
の
師
道
論
に
お
い
て
、
師
弟
關
係
は
「
師
」
と
「
弟
子
」
の
關
係
と
し
て

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
り
師
弟
關
係
を
論
じ
た
柳
宗
元
も
、
同
じ
語
を
用
い
て
議
論
を
進
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で

は
唐
代
に
お
け
る
「
師
」「
弟
子
」
の
關
わ
り
を
檢
討
す
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
る
が
、「
弟
子
」
關
係
に
疑
似
し
た
も
の
と
し
て
、「
門

人
」「
門
生
」
と
よ
ば
れ
る
人
閒
關
係
の
あ
り
方
が
、
唐
代
に
お
い
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
ま
ず
補
い
た
い
。

　
礪
波
護
氏
は
「
中
世
貴
族
制
の
崩
壞
と
辟
召
制
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
牛
李
の
黨
爭
と
藩
鎭
に
よ
る
辟
召
の
關
係
を
論
じ
ら

れ
た（

30
）。

す
な
わ
ち
、
牛
僧
孺
黨
と
李
德
裕
黨
の
對
立
は
、
か
つ
て
陳
寅
恪
に
よ
り
進
士
派
の
新
興
階
級
と
明
經
派
の
山
東
貴
族
の
對

立
と
し
て
描
か
れ
た
が
、
兩
黨
を
構
成
す
る
人
物
を
檢
討
し
て
そ
の
論
旨
の
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
和
平

論
を
持
し
た
牛
黨
と
主
戰
論
を
持
し
た
李
黨
と
の
對
立
を
軸
に
、
兩
黨
が
進
士
・
非
進
士
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
材
を
辟
召
に
よ
っ

て
獲
得
し
て
藩
鎭
に
お
い
て
活
用
し
、
四
十
年
に
も
亘
っ
て
對
立
を
續
け
た
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
「
辟
召
制
に
お
け
る
被
辟
召
者
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が
「
故
吏
」
な
の
で
あ
り
、
廣
く
門
生
故
吏
と
も
呼
ん
だ
」
と
い
う
。
一
言
述
べ
て
お
く
と
、
兩
『
唐
書
』
の
中
で
、
故
吏
を
指
し
て

「
門
人
」
と
呼
ん
だ
例
は
多
く
は
な
い
が
存
在
す
る（

31
）。

　
ま
た
礪
波
氏
は
『
舊
唐
書
』
卷
一
七
六
、
楊
嗣
復
傳
に
「
嗣
復
と
牛
僧
孺
・
李
宗
閔
と
は
、
皆
な
權
德
輿
の
貢
擧
門
生
た
り
、
情

義
相
得
た
り
、
進
退
取
捨
、
多
く
こ
れ
と
同
じ
く
す
」
と
あ
る
の
を
擧
げ
、「
門
生
に
は
貢
擧
門
生
を
指
す
場
合
も
勿
論
あ
っ
た
」
と

付
け
加
え
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
元
琇
が
「
同
門
生
の
白
居
易
と
友
善
た
り
」
（『
舊
唐
書
』
卷
一
六
六
、
元
琇
傳
）
と
い
う
の

も
、
む
ろ
ん
こ
の
意
味
で
あ
る
。
な
お
兩
『
唐
書
』
を
見
る
限
り
、「
貢
擧
門
生
」
の
意
味
で
「
門
人
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

　
「
門
人
」「
門
生
」
の
內
實
は
、
お
お
む
ね
以
上
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
る
が
、
い
ま
少
し
「
門
人
」
の
語
に
執
着
す
る
と
、
辟
召
と

貢
擧
に
關
わ
ら
な
い
も
の
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
、「
門
人
」
が
私
諡
を
贈
る
例
が
多
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

「
門
人
薛
收
等
相
い
與
に
議
し
て
諡
し
て
文
中
子
と
曰
う
」。
（
王
通
。『
舊
唐
書
』
卷
一
九
〇
上
、
文
苑
上
、
王
勃
傳
）

「
門
人
相
い
與
に
諡
し
て
文
行
先
生
と
爲
す
」。
（
元
德
秀
。『
舊
唐
書
』
卷
一
九
〇
下
、
文
苑
下
、
元
德
秀
傳
）

「
門
人
謚
し
て
貞
文
孝
父
と
曰
う
」。
（
崔
良
佐
。『
新
唐
書
』
卷
五
八
、
藝
文
志
二
）

「
門
人
私
に
謚
し
て
太
先
生
と
曰
う
」。
（
元
結
。『
新
唐
書
』
卷
一
四
三
、
元
結
傳
）

「
門
人
質
の
聖
人
の
書
に
能
文
た
り
、
後
世
に
通
ぜ
ん
こ
と
を
以
て
、
私
に
共
に
謚
し
て
文
通
先
生
と
曰
う
」。
（
陸
質
。『
新
唐

書
』
卷
一
六
八
、
陸
質
傳
）

「
門
人
共
に
謚
し
て
文
元
先
生
と
曰
う
」。
（『
新
唐
書
』
卷
二
〇
二
、
文
藝
中
、
蕭
穎
士
）

こ
れ
ら
の
例
の
う
ち
、『
舊
唐
書
』
文
苑
傳
、
ま
た
『
新
唐
書
』
文
藝
か
ら
の
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
私
的
な
學
問
傳
授
の
中
で
師

弟
關
係
を
形
成
し
、
敎
育
を
受
け
た
側
が
「
門
人
」
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
辟
召
の
關
係
に
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あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
以
外
に
も
、
私
的
な
敎
育
を
受
け
た
「
門
人
」
の
例
と
し
て
、
王
質
と
い
う
人
が
「
壽
春
に
寓
居

し
、
躬
ら
耕
し
て
以
て
母
を
養
い
、
專
ら
講
學
を
以
て
事
と
爲
し
、
門
人
の
業
を
受
く
る
者
、
大
い
に
其
の
門
に
集
う
」
（『
舊
唐
書
』

卷
一
六
三
、
王
質
傳
）
と
い
う
の
が
知
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、『
舊
唐
書
』
尹
知
章
傳
に
次
の
よ
う
に
い
う
「
門
人
」
が
私
的
な
學
生
を
指
す
の
か
、
公
的
な
學
生
を
指
す
の
か
は
自
明

で
は
な
い
。

俄
か
に
國
子
博
士
に
轉
ず
。
後
祕
書
監
馬
懷
素
奏
し
て
知
章
を
引
き
て
祕
書
省
に
就
き
て
學
者
と
與
に
經
史
を
刊
定
せ
し
む
。

知
章
吏
職
に
居
り
と
雖
も
、
家
に
歸
ら
ば
則
ち
講
授
し
て
輟
ま
ず
、
尤
も
『
易
』
及
び
『
莊
』『
老
』
玄
言
の
學
に
明
る
く
、
遠

近
咸
な
來
り
て
業
を
受
く
。
其
れ
貧
匱
な
る
者
有
ら
ば
、
知
章
其
の
家
財
を
盡
く
し
て
以
て
之
に
衣
⻝
せ
し
む
。
…
…
。
開
元

六
年
卒
す
、
時
年
五
十
有
餘
。
注
す
る
所
の
『
孝
經
』『
老
子
』『
莊
子
』『
韓
子
』『
管
子
』『
鬼
谷
子
』、
頗
る
時
に
行
わ
る
。
門

人
孫
季
良
等
碑
を
東
都
國
子
監
の
門
外
に
立
て
、
以
て
其
の
德
を
頌
す
。
（『
舊
唐
書
』
卷
一
八
九
下
、
儒
學
下
、
尹
知
章
傳
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
尹
知
章
は
も
と
國
子
博
士
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
祕
書
省
に
移
っ
た
。
こ
れ
は
敎
育
職
の
立
場
で
は
な
か
っ
た
が
、
家

に
歸
れ
ば
講
學
し
、
遠
近
を
問
わ
ず
多
く
の
者
が
學
を
受
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
彼
は
私
的
な
講
學
を
行
っ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
死
後
、「
門
人
」
が
「
東
都
國
子
監
の
門
外
に
」
立
碑
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
國
子
博
士
で
あ
っ
た
と
き
に
尹
知
章

が
授
業
し
た
學
生
が
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、「
門
人
」
の
「
門
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
私
的
な
家
の
門
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
ら
、
こ
の
「
門
人
」
は
單
に
博
士
時
代
の
敎
え
子
を
い
う
の
で
は
な
い
と
理
解
し
た
い（

32
）。

　
な
お
『
新
唐
書
』
卷
二
百
、
儒
學
下
、
尹
愔
に
見
え
る
「
嘗
て
學
を
國
子
博
士
王
道
珪
に
受
く
る
に
、
之
を
稱
え
て
曰
く
「
吾
が

門
に
人
多
き
も
、
尹
子
は
測
り
が
た叵
し
」」
と
い
う
の
は
、
國
子
監
に
お
け
る
師
弟
關
係
に
お
い
て
、「
門
」
の
語
を
用
い
た
も
の
で
あ

る
が
、
や
や
奇
異
で
あ
り
、
通
例
と
は
し
が
た
い
。

　
以
上
の
諸
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
代
に
お
い
て
弟
子
を
指
す
言
葉
と
し
て
の
「
門
人
」
は
、
ご
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
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ら
し
く
は
な
い
。
そ
の
中
で
、
古
文
家
た
ち
と
、
さ
ら
に
ま
た
新
し
い
春
秋
學
を
創
始
し
た
啖
助
の
門
下
と
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。

　
い
ま
い
う
古
文
家
と
は
、
元
德
秀
・
蕭
穎
士
・
元
結
の
こ
と
で
あ
る（

33
）。「

門
人
」
を
と
る
こ
と
は
、
古
文
家
の
傳
統
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
年
少
時
代
の
韓
愈
が
そ
の
謦
咳
に
接
し
た
と
い
う
、
古
文
家
の
獨
孤
及
が
「
後
進
を
鑒
拔
す

る
を
喜
び
、
梁
肅
・
高
參
・
崔
元
翰
・
陳
京
・
唐
次
・
齊
抗
の
如
き
は
皆
な
こ
れ
に
師
事
す
」
と
い
う
の
も（

34
）、

同
じ
文
脈
で
考
え
る

べ
き
事
象
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
啖
助
門
下
を
見
て
お
こ
う
。『
新
唐
書
』
卷
二
百
、
儒
學
傳
下
、
啖
助
傳
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

助
の
門
人
趙
匡
・
陸
質
は
、
其
の
高
第
な
り
。
助
卒
す
、
年
四
十
七
。
質
　
其
の
子
の
異
棋
と
與
に
助
の
爲
す
所
の
『
春
秋
集

註
總
例
』
を
錄
し
、
匡
に
請
い
て
損
益
し
、
質
は
之
を
纂
會
し
、『
纂
例
』
と
號
す
。
匡
な
る
者
は
、
字
伯
循
、
河
東
の
人
、
洋

州
刺
史
を
歷
し
、
質
の
稱
し
て
趙
夫
子
と
爲
す
所
の
者
な
り
。

特
に
、
陸
質
が
趙
匡
を
「
趙
夫
子
」
と
稱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
一
派
に
お
い
て
は
か
な
り
特
殊
な
師
弟
觀
が
形
成
さ
れ

て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
陸
質
に
も
死
後
に
「
門
人
」
か
ら
「
文
通
先
生
」
な
る
諡
が
贈
ら
れ
た
こ
と
は
旣
に
ふ
れ
た
。

　
竇
群
と
い
う
人
も
「『
春
秋
』
を
啖
助
の
門
人
盧
庇
な
る
者
に
學
ぶ
」
と
い
う
し（

35
）、

そ
の
竇
群
も
韋
夏
卿
を
「
門
人
」
と
し
た
と
い

う（
36
）。

こ
の
よ
う
に
、
啖
助
の
門
下
に
お
い
て
は
、「
門
人
」
の
語
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
な
お
一
言
す
る
と
、
以
上
の
よ

う
な
學
術
の
授
受
に
關
わ
っ
て
「
門
生
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
例
は
兩
『
唐
書
』
中
に
は
見
當
た
ら
な
い
。

　
先
に
、『
新
唐
書
』
尹
知
章
傳
に
「
弟
子
」「
門
人
」
兩
樣
の
語
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
少
し
ば
か
り
指
摘
し
た
が
、
唐
代
に
お
い

て
兩
者
に
は
如
何
な
る
使
い
分
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
般
的
に
漢
語
の
中
で
は
「
弟
子
」「
門
人
」
と
も
廣
義
の
弟
子
を
指
す（

37
）。

し
か
し
、
歐
陽
脩
な
ど
は
「
其
れ
親
し
く
授
業
し
た
る

者
を
弟
子
と
な
し
、
轉
じ
て
相
い
傳
授
す
る
者
を
門
生
と
な
す
」
（『
集
古
錄
跋
尾
』「
後
漢
孔
宙
碑
陰
題
名
」）
と
言
っ
て
區
別
し
て
い

る
。
孔
宙
碑
の
碑
陰
に
「
門
生
」「
門
童
」「
故
吏
」「
弟
子
」
を
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
竝
べ
て
い
る
こ
と
を
說
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

504



　　韓愈の排佛論と師道論

孔
宙
と
門
生
故
吏
が
單
な
る
講
學
上
の
師
弟
關
係
に
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ぬ
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
從
い
が
た
い
。
惠
棟
も
お
そ

ら
く
は
歐
陽
脩
を
承
け
て
「
古
人
親
し
く
業
を
受
く
る
者
を
弟
子
と
稱
し
、
轉
じ
て
相
い
授
く
る
者
を
門
人
と
稱
す
」
と
い
う
が
、
こ

れ
も
十
分
な
根
據
を
持
つ
區
別
で
あ
る
と
は
思
え
な
い（

38
）。

　
唐
代
に
お
け
る
「
弟
子
」「
門
人
」
の
使
い
分
け
を
い
う
と
す
る
と
、
一
つ
の
大
き
な
差
は
、
官
制
に
お
い
て
博
士
・
學
士
の
も
と

で
學
ぶ
學
習
者
を
「
諸
生
」
（「
學
生
」
と
も
、
ま
た
は
單
に
「
生
」
と
も
）
と
い
う
が
、
こ
の
「
諸
生
」
が
「
弟
子
」
と
も
呼
ば
れ
る
一

方
、「
門
人
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
央
政
府
に
は
、
國
子
監
の
國
子
博
士
・
太
學
博
士
・
四
門
博
士
・
律
學
博
士
が

お
り
、
ま
た
太
常
寺
に
も
博
士
が
い
た
。
こ
れ
ら
博
士
の
下
で
そ
れ
ぞ
れ
「
諸
生
」「
弟
子
」
が
學
ん
で
い
た（

39
）。

ま
た
東
宮
の
崇
文
館

に
は
學
士
が
い
て
、「
諸
生
」
を
敎
授
し
て
お
り（

40
）、

門
下
省
に
屬
す
る
弘
文
館
に
も
學
士
を
置
き
、
學
生
の
定
員
を
持
ち（

41
）、

宗
正
寺
の

崇
玄
館
（
崇
玄
學
）
に
も
學
生
が
い
た（

42
）。

　
四
門
博
士
で
あ
っ
た
士
匄
と
い
う
人
は
、
任
期
が
過
ぎ
て
も
「
諸
生
」
に
懇
願
さ
れ
て
十
九
年
も
官
に
と
ど
ま
っ
て
在
任
中
に
亡

く
な
り
、「
弟
子
共
に
こ
れ
を
葬
る
」
（『
新
唐
書
』
卷
二
〇
〇
、
儒
學
下
、
啖
助
傳
）
と
い
う
。

　
も
う
一
點
、「
弟
子
」「
門
人
」
の
違
い
を
擧
げ
る
と
、「
弟
子
」
は
敎
師
に
對
す
る
際
、
一
人
稱
代
名
詞
に
代
用
で
き
る
が
、「
門

人
」
は
そ
う
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
韓
愈
「
進
學
解
」
（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
二
）
は
「
國
子
先
生
、
晨
に
太
學
に
入
り
、
諸
生
を
招
き

て
館
下
に
立
ち
て
こ
れ
に
誨
え
て
曰
く
」
と
始
ま
る
諧
謔
に
富
む
作
で
あ
り
、
こ
の
中
で
も
「
諸
生
」
は
「
國
子
先
生
」
に
答
え
て

「
弟
子
先
生
に
事
え
て
こ
こ
に
お
い
て
年
有
り
」
と
い
っ
て
い
る
。

　
佛
敎
と
道
敎
に
お
い
て
も
、
古
く
か
ら
「
師
」「
弟
子
」
の
語
は
用
い
ら
れ
、
唐
代
に
お
い
て
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
が
、
殘
念
な

が
ら
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
じ
る
餘
裕
が
な
い
。
一
つ
だ
け
、
韓
愈
の
師
道
論
に
關
わ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
韓
愈
の
弟
子
、

沈
亞
之
（
生
卒
年
未
詳
）
の
言
葉
を
見
て
お
き
た
い
。「
送
洪
遜
師
序
」
（『
沈
下
賢
集
』
卷
九
）
に
「
佛
中
國
に
行
わ
れ
て
よ
り
已
來
、

國
人
緇
衣
の
學
を
爲
す
こ
と
、
多
く
幾
ん
ど
儒
に
等
し
。
然
れ
ど
も
其
の
師
弟
子
の
禮
、
傳
え
て
嚴
專
爲
り
、
今
世
に
到
り
て
、
則
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ち
儒
道
少
し
く
衰
え
、
こ
れ
と
等
し
き
こ
と
能
わ
ず
。
其
の
流
に
お
け
る
や
、
亦
た
派
別
有
り
。
こ
れ
が
師
爲
た
る
者
、
其
の
性
の

高
下
を
量
り
て
說
を
授
く
る
有
り
」
と
い
う
。
古
文
家
た
ち
が
「
門
人
」
を
迎
え
る
習
慣
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、

韓
愈
が
聲
高
に
强
調
し
た
獨
特
な
師
道
論
は
、
佛
敎
の
觸
發
を
受
け
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。
沈
亞
之
の
言
は
そ
れ
を
示
す
か
の
如

く
で
あ
る
。
た
だ
、
韓
愈
の
師
弟
觀
と
、
同
時
代
の
佛
敎
の
「
法
臘
」
の
考
え
方
が
ど
の
よ
う
に
關
係
し
て
い
る
の
か
等
の
問
題
は
、

今
後
の
課
題
と
し
て
遺
し
た
い
。

　　
　
　
四
　
韓
愈
の
弟
子
の
排
佛
論

　　
韓
愈
は
弟
子
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
を
な
そ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
以
前
の
古
文
家
た
ち
、
元
德
秀
・
李
華
・
蕭
穎
士
・

蘇
源
明
・
賈
至
・
元
結
・
獨
孤
及
・
柳
識
・
皇
甫
冉
ら
に
な
い
も
の
で
、
韓
愈
自
身
の
使
命
感
を
か
き
立
て
た
も
の
と
い
え
ば
、「
抑

邪
」、
老
釋
排
斥
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
韓
愈
が
「
師
」
と
し
て
弟
子
た
ち
に
傳
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
老
釋
排
斥
に
よ
る
儒
敎
復

興
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
末
岡
實
氏
は
、
道
統
說
と
韓
愈
門
下
と
の
關
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
佛
老
に
對
す
る
排
斥
態
度
の
濃
淡
の
差
が
、
道
の
正
統

性
の
問
題
に
對
す
る
意
識
の
差
と
な
っ
て
表
れ
た
の
で
あ
る
。
古
文
運
動
と
道
統
說
と
が
深
く
關
わ
る
と
は
い
え
、
張
籍
が
要
請
し
、

李
翺
に
も
說
か
れ
た
通
り
、
道
統
の
問
題
は
、
韓
愈
や
そ
の
門
下
の
閒
に
重
視
さ
れ
、
議
論
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
得

よ
う
」。
こ
こ
で
は
佛
老
排
斥
と
道
統
說
と
が
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
韓
愈
と
そ
の
門
下
に
お
い
て
上
古

の
聖
人
か
ら
孟
子
に
至
る
道
統
說
が
議
論
さ
れ
た
の
み
で
な
く
、
彼
ら
も
そ
の
道
を
傳
え
、「
邪
」
を
退
け
る
主
體
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
弟
子
に
「
抑
邪
」
を
期
待
す
る
「
師
」、
韓
愈
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
に
對
す
る
弟
子
た
ち
の
答
え
を
見
た
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い
。
ま
ず
、
韓
愈
が
弟
子
の
中
で
最
も
重
要
な
二
人
と
見
た
李
翺
と
張
籍
。

近
ご
ろ
李
翺
は
僕
に
從
い
て
文
を
學
び
、
頗
る
得
る
所
有
り
。
然
れ
ど
も
其
の
人
家
貧
し
く
し
て
事
多
く
、
未
だ
能
く
其
の
業

を
卒
え
ず
。
張
籍
な
る
者
有
り
、
年
翺
よ
り
も
長
じ
た
り
、
亦
た
僕
に
學
ぶ
。
其
の
文
は
翺
と
相
い
上
下
す
。
一
二
年
こ
れ
を

業
と
せ
ば
、
至
る
に
庶
ち
か幾
か
ら
ん
。
然
れ
ど
も
其
の
俗
尙
を
棄
つ
る
を
あ
わ閔
れ
み
寂
寞
の
道
に
從
い
、
こ
れ
を
も
っ
て
名
を
時
に

爭
う（

43
）、〔

未
だ
果
し
て
能
く
叛
去
せ
ざ
る
か
を
知
ら
ず（

44
）〕。

（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
七
「
與
馮
宿
論
文
書
」）

　
李
翺
（
七
七
二
―
八
四
一
）
は
、
韓
愈
よ
り
も
四
歲
年
少
で
あ
り
、「
復
性
書
」
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
「
復
性
書
」
に
、

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

於
戲
、
性
命
の
書
存
す
と
雖
も
、
學
者
能
く
明
ら
か
な
る
莫
し
。
是
の
故
に
皆
な
莊
列
老
釋
に
入
り
て
、
知
ら
ざ
る
者
は
「
夫
子

の
徒
、
も
っ
て
性
命
の
道
を
窮
む
る
に
足
ら
ず
」
と
謂
う
。
こ
れ
を
信
ず
る
者
皆
な
是
な
り（

45
）。（『

李
文
公
集
』
卷
二
「
復
性
書
上
」
）

こ
こ
で
李
翺
は
「
中
庸
」
を
宣
揚
し
、「
莊
列
老
釋
」
の
手
か
ら
儒
敎
へ
と
「
性
命
之
道
」
を
取
り
戾
す
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。「
復

性
書
」
に
佛
敎
思
想
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
す
で
に
老
釋
排
斥
の
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
「
去
佛
齋
論
」
は
、
楊
垂
が
『
喪
儀
』
を
撰
ん
だ
時
、「
七
七
齋
は
、
其
の
日
を
も
っ
て
卒
者
の
衣
服
を
佛
寺
に
送
り
、
も
っ

て
追
福
を
申
ぶ
」
と
書
い
た
の
を
、
聖
人
の
道
に
反
す
る
と
し
て
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

佛
法
の
言
う
所
の
者
は
、
列
禦
寇
・
莊
周
の
言
う
所
詳
ら
か
な
り
。
其
の
餘
は
則
ち
皆
な
戎
狄
の
道
な
り
。
佛
を
し
て
中
國
に

生
ま
れ
し
む
れ
ば
、
則
ち
其
の
爲
作
す
る
や
必
ず
是
に
異
な
ら
ん
。
況
ん
や
中
國
の
人
を
驅
り
て
、
其
の
術
を
擧
行
せ
し
め
ん

や
。
…
…
。
向
も使
し
天
下
の
人
を
し
て
、
力
足
り
て
身
毒
國
の
術
を
盡
修
せ
し
む
る
も
、
六
七
十
歲
の
後
、
百
年
を
享
く
る
者
と

雖
も
亦
た
盡
き
ん
。
…
…
。
夫
れ
天
下
を
し
て
擧
げ
て
こ
れ
を
行
わ
し
む
べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
則
ち
聖
人
の
道
に
あ
ら
ざ
る
な

り
。
…
…
。
こ
れ
に
惑
う
者
は
其
の
敎
に
溺
れ
、
こ
れ
を
排
す
る
者
は
其
の
心
を
知
ら
ず
。
辨
じ
て
當
た
る
と
雖
も
、
其
の
徒

を
し
て
譁
す
る
無
か
ら
し
め
勸
め
て
來
た
ら
し
む
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
、
故
に
其
の
術
を
し
て
彼
の
若
く
さ
か熾
ん
な
ら
し
む
る
な
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り
。
位
有
る
者
は
吾
が
說
を
信
じ
て
こ
れ
を
誘
う
。
其
れ
君
子
は
理
を
も
っ
て
服
す
べ
き
も
、
其
れ
小
人
は
令
を
も
っ
て
禁
ず

べ
し
。
其
れ
俗
の
化
す
る
や
難
か
ら
ず
。
…
…
。
人
の
牀
に
襲
ぬ
る
は
、
禮
を
失
す
る
の
細
た
る
者
な
る
も
、
猶
お
不
可
な
り
。

況
ん
や
身
毒
國
の
術
を
擧
げ
、
聖
人
の
禮
を
亂
し
、
も
っ
て
後
に
傳
う
る
を
欲
す
る
を
や（

46
）。

（『
李
文
公
集
』
卷
四
「
去
佛
齋
論
」）

こ
こ
で
「
佛
法
の
言
う
所
の
者
は
、
列
禦
寇
・
莊
周
の
言
う
所
詳
ら
か
な
り
」
と
い
っ
て
は
い
る
が
、
李
翺
が
佛
敎
思
想
を
理
解
し
て

い
た
こ
と
は
閒
違
い
な
い（

47
）。

し
か
し
彼
の
論
點
は
思
想
を
す
り
拔
け
、
佛
敎
に
ま
つ
わ
る
イ
ン
ド
の
習
俗
へ
と
移
さ
れ
て
い
る
。
イ

ン
ド
の
習
俗
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
「
聖
人
の
禮
」
を
守
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る（

48
）。

ま
た
「
辨
じ
て
當
た
る
と

雖
も
、
其
の
徒
を
し
て
譁
す
る
無
か
ら
し
め
勸
め
て
來
た
ら
し
む
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
（〔
佛
敎
批
判
者
が
〕
是
非
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、

そ
の
批
判
が
當
た
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
佛
敎
徒
に
騷
ぎ
を
や
め
さ
せ
て
儒
敎
に
赴
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
」
と
い
う
冷
靜
な
認
識
は
韓

愈
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
、
こ
こ
に
も
李
翺
の
排
佛
の
特
徵
を
見
い
だ
し
得
る
。

　
張
籍
（
七
六
六
―
八
三
〇
）
は
、
韓
愈
よ
り
も
二
歲
ほ
ど
年
長
の
弟
子
で
あ
る
。
韓
愈
が
年
長
の
人
を
も
弟
子
に
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
師
說
」
を
見
た
際
に
述
べ
た
。
そ
の
張
籍
が
「
上
韓
昌
黎
書
」
に
て
述
べ
る
佛
敎
觀
と
道
統
說
は
、
韓

愈
の
そ
れ
と
ま
さ
に
一
致
し
て
い
る
。

宣
尼
沒
す
る
の
後
、
楊
朱
・
墨
翟
、
恢
詭
異
說
し
、
人
聽
を
干
惑
す
。
孟
子
書
を
作
り
て
こ
れ
を
正
す
。
聖
人
の
道
、
復
た
世

に
存
す
。
秦
氏
學
を
滅
し
、
漢
重
ん
ず
る
に
黃
老
の
術
を
も
っ
て
し
て
人
に
敎
え
、
人
を
し
てよ
う
や寖く
惑
わ
し
む
。
揚
雄
『
法
言
』

を
作
り
こ
れ
を
辯
じ
、
聖
人
の
道
猶
お
明
ら
か
な
り
。
漢
の
衰
末
に
及
び
、
西
域
浮
屠
の
法
、
中
國
に
入
る
。
中
國
の
人
、
世
世

譯
し
て
こ
れ
を
廣
め
、
黃
老
の
術
、
相
い
沿
い
て
熾
ん
な
り
。
天
下
の
善
く
言
う
者
、
唯
だ
二
者
の
み
。
…
…
。
揚
子
雲
『
法

言
』
を
作
り
て
よ
り
、
今
に
至
る
ま
で
千
載
に
近
き
も
、
聖
人
の
道
を
言
う
者
有
る
莫
し
。
こ
れ
を
言
う
者
は
惟
だ
執
事
の
み（

49
）。

（『
全
唐
文
』
卷
六
八
四
）

ほ
と
ん
ど
韓
愈
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
手
紙
を
書
い
た
後
、
張
籍
は
第
二
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の
手
紙
「
上
韓
昌
黎
第
二
書
」
（『
全
唐
文
』
卷
六
八
四
）
を
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
韓
愈
の
論
調
を
な
ぞ
る
に
と
ど
ま
る
。

　
そ
の
他
の
弟
子
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
排
佛
思
想
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
甫
湜
（
七
七
六
？
―
八
三
五
？
）
は
、
孫
生

の
書
い
た
排
佛
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
贊
辭
を
送
っ
て
い
る
。

浮
屠
の
法
、
中
國
に
入
り
て
六
百
年
、
天
下
と
も胥
に
化
す
。
其
の
崇
奉
す
る
所
、
乃
ち
公
卿
大
夫
な
り
。
野
益
ま
す
荒
れ
、
人
益
ま

す
饑
え
、
敎
え
益
ま
す
す
た頽
る
。
天
下
將
に
蕪
れ
な
ん
と
し
、
始
め
て
渾
然
と
し
て
自
ら
上
下
す
。
こ
れ
に
安
ん
ず
る
こ
と
性
命

の
若
し
、
固
よ
り
然
る
な
り
。
孫
生
天
與
の
覺
あ
り
、
獨
り
厚
夜
に
曉
然
た
り
、
大
醉
に
聰
然
た
り
。
發
憤
し
書
を
著
し
、
攻

め
て
こ
れ
を
指
斥
す
。
其
の
詞
く
わ委
し
く
備
わ
り
、
痛
く
肝
血
に
入
る
。
乃
ち
力
の
足
ら
ざ
る
を
忘
れ
、
死
を
も
っ
て
斷
と
爲
し
、

萬
一
に
主
を
悟
し
人
を
救
わ
ん
こ
と
を
こ
い
ね
が

庶
幾
う
者
な
り
。
嗚
呼
、
古
人
を
得
ず
し
て
こ
れ
と
與
に
せ
ん
と
せ
ば
、
必
ず
や
生
か（

50
）。

（『
皇
甫
持
正
文
集
』
卷
二
「
送
孫
生
序
」）

佛
法
が
中
國
に
入
っ
て
以
來
、「
野
益
ま
す
荒
れ
、
人
益
ま
す
饑
え
、
敎
え
益
ま
す
頽
る
」
と
い
う
の
は
、
韓
愈
と
同
等
の
認
識
で
あ

る
。
孫
生
の
排
佛
論
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
皇
甫
湜
が
孫
生
か
ら
そ
の
書
を
示
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な

共
感
に
滿
ち
た
文
を
綴
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
皇
甫
湜
が
排
佛
側
の
人
士
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
、
同
じ
皇
甫
湜
の
「
送
億
師
序
」
か
ら
は
、
彼
の
別
の
一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

師
　
佛
の
名
あ
り
と
雖
も
、
其
の
行
い
を
儒
と
す
。
其
の
衣
服
を
夷
狄
と
す
と
雖
も
、
其
の
心
を
仁
義
と
す
。
未
だ
士
に
齒
せ

ず
と
雖
も
、
鳳
麟
と
類
た
り
。
猶
お
朝
冠
を
冠
し
て
朝
服
を
服
し
、
或
い
は
淫
怪
の
說
に
溺
れ
、
も
っ
て
彝
倫
を
や
ぶ斁
る
者
に
ま
さ愈

ら
ず
や
。
嗚
呼
、
師
吾
獨
り
賢
と
な
す
な
り
。
刑
部
侍
郞
昌
黎
韓
愈
旣
に
潮
に
貶
せ
ら
れ
、
浮
屠
の
徒
、
讙
快
し
て
も
っ
て
う抃

つ
。
師
獨
り
憤
起
し
て
余
を
訪
ね
、
序
を
求
め
て
行
き
も
っ
て
潮
に
適
く
に
資
せ
ん
と
す
。
…
…
。
嗚
呼
、
悲
し
き
か
な
吾
が

絆
、
師
に
侶
し
て
も
っ
て
馳
せ
る
を
得
ず（

51
）。

（『
皇
甫
持
正
文
集
』
卷
二
）

「
佛
の
名
あ
り
と
雖
も
、
其
の
行
い
を
儒
と
す
」
と
い
う
の
は
、
實
質
を
見
れ
ば
僧
侶
も
一
槪
に
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
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と
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
柳
宗
元
の
「
退
之
其
の
外
に
忿
り
て
其
の
中
を
遺
る
」
（「
送
僧
浩
初
序
」）
と
い
う
批
判
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
こ
こ
で
は
、
韓
愈
の
强
硬
な
排
佛
論
は
登
場
の
餘
地
が
あ
る
ま
い（

52
）。

　
ま
た
、
沈
亞
之
（
生
卒
年
未
詳
）
が
元
和
四
年
（
八
〇
九
）
に
撰
ん
だ
「
移
佛
記
」
は
、
杭
州
の
報
恩
寺
に
佛
像
を
持
ち
歸
る
行
事
が

あ
っ
た
時
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

西
域
の
佛
敎
有
る
や
、
東
域
の
中
に
つ
た流
わ
る
者
は
、
其
の
敎
え
像
法
な
り
。
其
の
法
は
名
づ
け
て
佛
と
曰
い
、
自
ら
稱
し
て
天

人
の
師
と
曰
い
、
又
た
世
尊
と
曰
い
、
其
の
言
を
出
だ
す
を
亦
た
經
と
曰
う
。
其
の
經
の
說
を
驗
す
る
に
、
佛
世
を
去
り
て
後
、

其
の
形
を
模
し
て
、
其
の
眞
を
ま像
ね
、
衆
と
與
に
こ
れ
を
瞻
仰
す
。
故
に
法
の
像
と
言
う
、
斯
に
由
る
な
り
。
…
…
。
又
た
說

き
て
已
來
の
生
、
來
生
の
後
有
り
。
福
を
爲
さ
ば
則
ち
福
應
じ
、
禍
を
爲
さ
ば
則
ち
禍
應
ず
。
因
緣
化
し
て
設
け
ら
る
、
其
の

旨
或
い
は
是
に
由
る
。
域
を
擧
げ
て
大
い
に
敬
い
、
天
子
よ
り
庶
人
に
逹
す
る
ま
で
、
一
え
に
信
ず
。
…
…
。
嗟
乎
、
忠
信
仁

誼
、
信
を
人
に
の舒
べ
ざ
る
こ
と
久
し
き
か
な
。
而
し
て
皆
な
已
生
來
生
の
後
、
因
緣
禍
福
の
說
を
も
っ
て
化
行
す
。
今
予
長
老

の
予
に
請
い
て
移
佛
の
由
を
記
す
に
因
り
て
、
遂
に
道
敎
の
所
以
を
得
た
り
。
お
も意
う
は
羣
生
を
し
て
其
の
機
に
隨
い
て
も
っ
て

こ
れ
を
悟
ら
し
め
ん
と
欲
す（

53
）。

（『
沈
下
賢
集
』
卷
六
「
移
佛
記
」）

「
嗟
乎
、
忠
信
仁
誼
、
信
を
人
に
舒
べ
ざ
る
こ
と
久
し
き
か
な
」「
意
う
は
羣
生
を
し
て
其
の
機
に
隨
い
て
も
っ
て
こ
れ
を
悟
ら
し
め

ん
と
欲
す
」
と
い
う
部
分
は
韓
愈
の
排
佛
と
步
調
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
移
佛
記
」
全
體
を
見
れ
ば
、
佛
敎
を
槪

觀
し
平
易
に
述
べ
た
感
が
あ
り
、
排
佛
思
想
が
强
く
主
張
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
沈
亞
之
は
、「
靈
光
寺
僧
靈
佑
塔
銘
」

（『
沈
下
賢
集
』
卷
一
一
）
も
記
し
、
そ
の
中
で
光
範
と
い
う
僧
侶
の
傳
記
を
丁
寧
に
記
し
て
い
る（

54
）。

こ
こ
に
は
、
排
佛
思
想
が
ほ
と
ん

ど
見
え
な
い
。

　
終
い
に
賈
島
（
七
七
九
―
八
四
三
）
に
觸
れ
た
い
。
賈
島
が
、
も
と
無
本
と
い
う
名
の
僧
侶
で
、
還
俗
後
に
韓
愈
の
弟
子
と
な
っ
た
こ

と
は
有
名
で
あ
る
が
、
彼
は
排
佛
思
想
と
如
何
に
接
し
た
の
か
。
そ
れ
を
明
確
に
傳
え
る
史
料
は
な
い
が
、「
贈
智
朗
禪
師
」
詩
（『
賈
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浪
仙
長
江
集
』
卷
一
）
か
ら
そ
の
一
端
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
人
は
分
明
に
見
わ
れ
、
玉
兔
は
潭
底
に
し
ず沒
む
。

上
人
光
慘
た
る
貎
、
古
來
峭
發
た
る
を
恨
む
。

涕
し
て
孔
顏
の
廟
を
辭
し
、
笑
い
て
禪
寂
の
室
を
訪
ぬ
。

步
き
て
靑
山
の
影
に
隨
い
、
坐
し
て
白
塔
の
骨
に
學
ぶ
。

聽
を
解
す
る
に
琴
を
弄
す
る
こ
と
無
し
、
禮
せ
ず
と
も
身
佛
有
り
。

問
わ
ん
と
欲
す
、
師
何
く
に
之
か
ん
と
す
る
か
、
忽
ち
我
と
相
い
別
か
る
。

つ
い率
に
賦
し
て
遠
言
を
贈
る
、
言
「
子
曰
」
に
あ
ら
ざ
る
を
慚
ず（

55
）。

「
笑
い
て
禪
寂
の
室
を
訪
ぬ
」
と
い
う
の
は
、
一
度
は
離
れ
た
佛
敎
に
あ
ら
た
め
て
接
す
る
、
僞
ら
ざ
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。「
言
子
曰

に
あ
ら
ざ
る
を
慚
ず
」
と
い
っ
た
時
、
彼
の
腦
裏
に
は
韓
愈
の
姿
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
、
賈
島
が
排
佛
の
言
辭
を

吐
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
韓
愈
の
弟
子
の
排
佛
論
を
總
じ
て
い
え
ば
、
李
翺
に
「
辨
じ
て
當
た
る
と
雖
も
、
其
の
徒
を
し
て
譁
す
る
無
か
ら
し
め
勸
め
て
來

た
ら
し
む
る
能
わ
ざ
る
者
な
り
」
と
い
う
冷
靜
な
現
狀
把
握
が
見
ら
れ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
韓
愈
流
の
排
佛
を
繰
り

返
す
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
往
々
に
し
て
そ
の
排
佛
も
搖
る
ぎ
を
見
せ
、
不
徹
底
に
終
わ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　　
　
　
小
結

　　
唐
代
古
文
運
動
は
、
も
と
も
と
儒
敎
擁
護
の
立
場
を
鮮
明
に
と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
運
動
が
、
主
に
美
文
に
耽
っ
て

浮
薄
に
流
れ
る
こ
と
を
嫌
う
、
北
方
士
族
の
質
實
な
傳
統
を
受
け
繼
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
陳
弱
水
氏
ら
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の
先
行
硏
究
の
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
韓
愈
よ
り
も
前
の
世
代
の
古
文
家
た
ち
に
は
、
排
佛
に
よ
っ
て
儒
敎
が
復
興
す
る
と

い
う
構
想
は
抱
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
韓
愈
の
新
し
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
排
佛
に
よ
る
儒
敎
復
興
の
構
想
こ
そ
が
、
他
の

古
文
家
に
は
な
い
、
韓
愈
の
思
想
の
根
幹
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
唐
代
の
思
想
狀
況
を
考
え
て
み
れ
ば
、
佛
敎
が
夷
狄
の
宗
敎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
す
だ
け
の
排
佛
思
想
が
受
け

入
れ
ら
れ
る
餘
地
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
韓
愈
が
考
え
た
の
は
、
儒
敎
の
道
統
を
認
識
し
、
そ
れ
を
自
分
自
身
が
後

世
に
傳
え
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
書
物
を
著
す
こ
と
に
よ
り
、
後
世
の
賢
者
を
ま
つ
と
い
う
方
向
に
は
向
か
わ

ず
、
直
接
に
韓
愈
自
身
が
後
進
を
敎
育
し
、
自
分
の
手
に
よ
り
道
の
系
譜
を
繫
ご
う
と
す
る
と
い
う
、
當
時
に
お
い
て
は
か
な
り
奇

拔
な
手
段
が
選
ば
れ
た
。
こ
れ
が
「
師
說
」
に
代
表
さ
れ
る
韓
愈
の
師
道
論
で
あ
り
、
そ
の
敎
育
に
お
い
て
は
、
上
記
の
强
烈
な
排

佛
思
想
が
鼓
吹
さ
れ
た
。「
門
人
」
を
集
め
て
道
を
傳
え
る
と
い
う
習
慣
そ
の
も
の
は
古
文
家
た
ち
に
す
で
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

排
佛
思
想
と
師
道
論
の
結
合
に
よ
っ
て
こ
そ
、
古
文
家
た
ち
の
中
に
お
い
て
韓
愈
が
異
彩
を
放
ち
得
た
と
も
い
え
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
韓
愈
自
身
が
儒
敎
復
興
の
理
想
を
共
有
で
き
る
弟
子
を
多
く
獲
得
し
、
彼
ら
と
と
も
に
排
佛
運
動
を
お
こ
な
っ
て
儒

敎
の
榮
光
を
と
り
も
ど
す
手
が
か
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
の
目
標
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
弟
子
た
ち
の

排
佛
論
を
檢
討
す
る
と
、
こ
の
目
標
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
張
籍
は
韓
愈
同
樣
の
强
烈
か

つ
素
朴
な
排
外
思
想
を
見
せ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
韓
愈
の
模
倣
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
甫
湜
や
沈
亞
之
に
い
た
っ
て
は
、

排
佛
論
が
決
定
的
に
弱
め
ら
れ
て
お
り
、
韓
愈
の
意
圖
は
す
で
に
內
部
か
ら
崩
れ
だ
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
李
翺
は
佛
敎

が
中
國
に
持
ち
込
ん
だ
習
俗
の
み
を
問
題
と
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
と
て
も
、
た
と
え
ば
六
朝
で
問
題
と
な
っ
た
不
敬
王
者
論
の

よ
う
な
、
佛
敎
の
根
本
を
搖
る
が
す
議
論
と
な
り
得
た
と
は
思
え
な
い
。

　
さ
ら
に
そ
の
後
の
世
代
を
見
る
な
ら
ば
、
武
宗
期
か
ら
僖
宗
期
頃
に
文
筆
活
動
を
行
っ
た
孫
樵
が
「
與
王
霖
秀
才
書
」
（『
全
唐
文
』

卷
七
九
四
）
に
記
す
「
樵
嘗
て
文
を
爲
す
の
眞
訣
を
來
無
擇
に
得
た
り
、
來
無
擇
は
こ
れ
を
皇
甫
持
正
に
得
た
り
、
皇
甫
持
正
は
こ
れ
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を
韓
吏
部
退
之
に
得
た
り
」
と
い
う
の
を
見
て
も
、
か
つ
て
韓
愈
の
も
っ
て
い
た
勢
い
は
ま
っ
た
く
傳
わ
っ
て
こ
な
い
。
む
ろ
ん
思

想
史
上
に
お
け
る
韓
愈
の
役
割
は
師
道
論
と
排
佛
論
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
韓
愈
の
構
想
は
、
多

く
の
反
響
と
波
紋
を
與
え
た
に
せ
よ
、
唐
代
思
想
史
に
お
い
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
異
端
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
末
岡
實
「
唐
代
「
道
統
說
」
小
考
―
韓
愈
を
中
心
と
し
て
」（『
北
海
道
大
學
文
學
部
紀
要
』
三
六
―
一
、
一
九
八
七
年
）
は
、
韓
愈
に
お
け

る
唐
代
道
統
說
と
佛
老
排
擊
と
の
關
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
師
弟
關
係
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
林
田
愼
之
助
「
韓
愈
に
お
け
る
發
憤
著
書
の
說
」（『
文
學
硏
究
』（
九
州
大
學
文
學
部
）
第
七
〇
輯
、
一
九
七
三
年
）。

（
３
）
今
有
人
生
二
十
八
年
矣
、
名
不
著
於
農
工
商
賈
之
版
。
其
業
則
讀
書
著
文
、
歌
頌
堯
舜
之
道
、
雞
鳴
而
起
、
孜
孜
焉
、
亦
不
爲
利
。
其
所
讀

皆
聖
人
之
書
、
楊
墨
釋
老
之
學
、
無
所
入
於
其
心
。
其
所
著
皆
約
六
經
之
旨
而
成
文
。
抑
邪
與
正
、
辨
時
俗
之
所
惑
、
居
窮
守
約
。
亦
時
有

感
激
怨
懟
奇
怪
之
辭
、
以
求
知
於
天
下
。
亦
不
悖
於
敎
化
、
妖
淫
諛
佞
譸
張
之
說
、
無
所
出
於
其
中
。

（
４
）
陳
弱
水
「
論
中
唐
古
文
運
動
的
一
個
社
會
文
化
背
景
」（『
鄭
欽
仁
敎
授
榮
退
紀
念
論
文
集
』、
稻
郷
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
５
）
林
田
愼
之
助
「
唐
代
古
文
運
動
の
形
成
過
程
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
二
九
集
、
一
九
七
七
年
）。

（
６
）
「
送
王
秀
才
序
」（『
韓
昌
黎
集
』
卷
二
一
。
太
原
の
王
塤
に
宛
て
た
序
）
に
「
道
於
楊
墨
老
莊
佛
之
學
、
而
欲
之
聖
人
之
道
」
と
い
う
な
ど
、

修
飾
と
し
て
「
楊
墨
」
が
釋
老
に
加
え
ら
れ
る
例
が
多
い
。

（
７
）
唐
之
有
天
下
、
陳
子
昂
・
蘇
源
明
・
元
結
・
李
白
・
杜
甫
・
李
觀
、
皆
以
其
所
能
鳴
。
其
存
而
在
下
者
、
孟
郊
東
野
、
始
以
其
詩
鳴
。
其
高

出
魏
晉
不
懈
而
及
於
古
、
其
他
浸
淫
乎
漢
氏
矣
。
從
吾
遊
者
李
翺
・
張
籍
、
其
尤
也
。
三
子
者
之
鳴
、
信
善
矣
。（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
九
）

（
８
）
前
揭
、
林
田
氏
「
韓
愈
に
お
け
る
發
憤
著
書
の
說
」。

（
９
）
且
愈
不
助
釋
氏
而
排
之
者
、
其
亦
有
說
。
孟
子
云
「
今
天
下
不
之
楊
則
之
墨
」（『
孟
子
』
滕
文
公
下
）。
楊
墨
交
亂
、
而
聖
賢
之
道
不
明
、
則
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三
綱
淪
而
九
法
斁
、
禮
樂
崩
而
夷
狄
橫
。
幾
何
其
不
爲
禽
獸
也
。
故
曰
「
能
言
距
楊
墨
者
、
皆
聖
人
之
徒
也
」（『
孟
子
』
滕
文
公
下
）。
揚
子

雲
云
「
古
者
楊
墨
塞
路
、
孟
子
辭
而
闢
之
、
廓
如
也
」（『
法
言
』
吾
子
）。
夫
楊
墨
行
、
正
道
廢
、
且
將
數
百
年
、
以
至
於
秦
、
卒
滅
先
王
之

法
、
燒
除
其
經
、
坑
殺
學
士
、
天
下
遂
大
亂
。
及
秦
滅
、
漢
興
且
百
年
、
尙
未
知
脩
明
先
王
之
道
。
…
…
。
後
之
學
者
、
無
所
尋
逐
、
以
至

於
今
泯
泯
也
。
其
禍
出
於
楊
墨
肆
行
而
莫
之
禁
故
也
。
孟
子
雖
賢
聖
、
不
得
位
、
空
言
無
施
、
雖
切
何
補
。

（
10
）
儒
者
韓
退
之
與
予
善
、
嘗
病
予
嗜
浮
屠
言
、
訾
予
與
浮
屠
游
。
…
…
。
浮
屠
誠
有
不
可
斥
者
、
往
往
與
『
易
』『
論
語
』
合
。
誠
樂
之
、
其
於

性
情
奭
然
不
與
孔
子
異
道
。
退
之
好
儒
、
未
能
過
楊
子
。
楊
子
之
書
、
於
莊
墨
申
韓
、
皆
有
取
焉
。
浮
屠
者
、
反
不
及
莊
墨
申
韓
之
怪
僻
險

賊
耶
。
曰
「
以
其
夷
也
」。
果
不
信
道
而
斥
焉
以
夷
、
則
將
友
惡
來
・
盜
跖
、
而
賤
季
札
・
由
余
乎
。
非
所
謂
去
名
求
實
者
矣
。
吾
之
所
取

者
、
與
『
易
』『
論
語
』
合
。
雖
聖
人
復
生
、
不
可
得
而
斥
也
。
退
之
所
罪
者
、
其
跡
也
。
曰
「
髡
而
緇
、
無
夫
婦
父
子
。
不
爲
耕
農
蠶
桑
而

活
乎
人
」。
若
是
、
雖
吾
亦
不
樂
也
。
退
之
忿
其
外
而
遺
其
中
、
是
知
石
而
不
知
韞
玉
也
。

（
11
）
愈
性
明
銳
、
不
詭
隨
。
與
人
交
、
終
始
不
少
變
。
成
就
後
進
士
、
往
往
知
名
。
經
愈
指
授
、
皆
稱
「
韓
門
弟
子
」、
愈
官
顯
、
稍
謝
遣
。
…
…
。

其
「
原
道
」「
原
性
」「
師
說
」
等
數
十
篇
、
皆
奧
衍
閎
深
、
與
孟
軻
、
楊
雄
相
表
裏
而
佐
佑
六
經
云
。
至
它
文
造
端
置
辭
、
要
爲
不
襲
蹈
前

人
者
。
然
惟
愈
爲
之
、
沛
然
若
有
餘
、
至
其
徒
李
翺
・
李
漢
・
皇
甫
湜
從
而
效
之
、
遽
不
及
遠
甚
。
從
愈
游
者
、
若
孟
郊
・
張
籍
、
亦
皆
自

名
於
時
。

（
12
）
「
韓
門
弟
子
」
は
『
唐
國
史
補
』
卷
下
に
「
韓
愈
引
致
後
進
、
爲
求
科
第
、
多
有
投
書
請
益
者
、
時
人
謂
之
韓
門
弟
子
」
と
あ
る
の
に
據
る

語
で
あ
る
。

（
13
）
愈
性
弘
通
、
與
人
交
、
榮
悴
不
易
。
少
時
與
洛
陽
人
孟
郊
・
東
郡
人
張
籍
友
善
。
二
人
名
位
未
振
、
愈
不
避
寒
暑
、
稱
薦
於
公
卿
閒
、
而
籍
終

成
科
第
、
榮
於
祿
仕
。
後
雖
通
貴
、
每
退
公
之
隙
、
則
相
與
談
讌
、
論
文
賦
詩
、
如
平
昔
焉
。
而
觀
諸
權
門
豪
士
、
如
僕
隸
焉
、
瞪
然
不
顧
。

而
頗
能
誘
厲
後
進
、
館
之
者
十
六
七
、
雖
晨
炊
不
給
、
怡
然
不
介
意
。
大
抵
以
興
起
名
敎
弘
奬
仁
義
爲
事
。
凡
嫁
內
外
及
友
朋
孤
女
僅
十
人
。

（
14
）
張
君
名
徹
、
字
某
。
…
…
。
妻
韓
氏
、
禮
部
郞
中
某
（
韓
雲
卿
）
之
孫
、
汾
州
開
封
尉
某
之
女
。
於
余
爲
叔
父
孫
女
。
君
嘗
從
余
學
、
選
於

諸
生
而
嫁
與
之
。
孝
順
祗
修
、
羣
女
效
其
所
爲
。

（
15
）
方
成
珪
『
昌
黎
先
生
詩
文
年
譜
』（『
韓
愈
年
譜
』、
中
華
書
局
、
一
九
九
一
年
、
所
收
）
に
よ
る
。

（
16
）
「
進
士
策
問
」
其
十
二
（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
四
）
に
も
、「
師
說
」
と
ほ
と
ん
ど
同
樣
の
設
問
が
見
え
る
。「
問
古
之
學
者
必
有
師
、
所
以
通
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其
業
、
成
就
其
道
德
者
也
。
由
漢
氏
已
來
、
師
道
日
微
、
然
猶
時
有
授
經
傳
業
者
。
及
于
今
、
則
無
聞
矣
。
德
行
若
顏
回
、
言
語
若
子
貢
、

政
事
若
子
路
、
文
學
若
子
游
、
猶
且
有
師
。
非
獨
如
此
、
雖
孔
子
亦
有
師
問
禮
於
老
聃
、
問
樂
於
萇
弘
是
也
。
今
之
人
不
及
孔
子
・
顏
回
遠

矣
、
而
且
無
師
。
然
其
不
聞
有
業
不
通
而
道
德
不
成
者
、
何
也
」。
併
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
古
之
學
者
必
有
師
。
師
者
所
以
傳
道
授
業
解
惑
也
。
人
非
生
而
知
之
者
、
孰
能
無
惑
。
惑
而
不
從
師
、
其
爲
惑
也
、
終
不
解
矣
。
生
乎
吾
前
、

其
聞
道
也
固
先
乎
吾
、
吾
從
而
師
之
。
生
乎
吾
後
、
其
聞
道
也
亦
先
乎
吾
、
吾
從
而
師
之
。
吾
師
道
也
。
夫
庸
知
其
年
之
先
後
生
於
吾
乎
。

是
故
無
貴
無
賤
、
無
長
無
少
、
道
之
所
存
、
師
之
所
存
也
。
嗟
乎
、
師
道
之
不
傳
也
久
矣
。
欲
人
之
無
惑
也
難
矣
。
古
之
聖
人
、
其
出
人
也

遠
矣
、
猶
且
從
師
而
問
焉
。
今
之
衆
人
、
其
下
聖
人
也
亦
遠
矣
、
而
恥
學
於
師
。
是
故
聖
益
聖
、
愚
益
愚
。
聖
人
之
所
以
爲
聖
、
愚
人
之
所

以
爲
愚
、
其
皆
出
於
此
乎
。
愛
其
子
、
擇
師
而
敎
之
。
於
其
身
也
、
則
恥
師
焉
、
惑
矣
。
彼
童
子
之
師
、
授
之
書
而
習
其
句
讀
者
、
非
我

所
謂
傳
其
道
解
其
惑
者
也
。
句
讀
之
不
知
、
惑
之
不
解
、
或
師
焉
、
或
不
焉
。
小
學
而
大
遺
、
吾
未
見
其
明
也
。
巫
醫
樂
師
百
工
之
人
、
不

恥
相
師
。
士
大
夫
之
族
、
曰
師
曰
弟
子
云
者
、
則
羣
聚
而
笑
之
。
問
之
則
曰
「
彼
與
彼
年
相
若
也
、
道
相
似
也
。
位
卑
則
足
羞
、
官
盛
則
近

諛
」。
嗚
呼
、
師
道
之
不
復
可
知
矣
。
巫
醫
樂
師
百
工
之
人
、
君
子
不
齒
、
今
其
智
乃
反
不
能
及
。
其
可
怪
也
歟
。
聖
人
無
常
師
、
孔
子
師
郯

子
・
萇
宏
・
師
襄
・
老
聃
。
郯
子
之
徒
、
其
賢
不
及
孔
子
。
孔
子
曰
「
三
人
行
、
必
有
我
師
」。
是
故
弟
子
不
必
不
如
師
、
師
不
必
賢
於
弟

子
。
聞
道
有
先
後
、
術
業
有
專
攻
、
如
是
而
已
。

（
18
）
柳
宗
元
「
答
韋
中
立
論
師
道
書
」（『
柳
宗
元
集
』
卷
三
四
）
に
「
獨
り
韓
愈
奮
い
て
流
俗
を
顧
り
み
ず
、
笑
侮
を
犯
し
、
後
學
を
收
召
し
、

「
師
說
」
を
作
り
、
因
り
て
抗
顏
し
て
師
と
爲
る
」
と
い
う
通
り
で
あ
る
。

（
19
）
前
揭
、
注
（
１
）
論
文
。
な
お
、
か
つ
て
陳
寅
恪
は
、
韓
愈
の
道
統
說
が
佛
敎
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。「
退
之

の
道
統
の
說
、
表
面
上
は
『
孟
子
』
卒
章
の
言
に
由
り
て
啓
發
せ
ら
る
る
所
な
り
と
雖
も
、
實
際
上
は
乃
ち
禪
宗
の
敎
外
別
傳
の
說
に
因
り

て
造
成
す
る
所
な
り
」
と
。「
論
韓
愈
」（『
金
明
館
叢
稿
初
編
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
20
）
皮
日
休
の
「
請
韓
文
公
配
饗
太
學
書
」（『
皮
子
文
藪
』
卷
九
）
は
、「
夫
れ
孟
子
・
荀
卿
は
、
孔
道
を
翼
傳
し
、
も
っ
て
文
中
子
に
至
る
。
文

中
子
の
末
、
降
り
て
貞
觀
開
元
に
及
び
、
其
の
傳
う
る
者
は
醨
た
り
、
其
の
繼
ぐ
者
は
淺
た
り
。
…
…
。
文
中
の
道
、
百
世
を
へ
だ曠
て
て
室
授

を
得
た
る
者
は
、
惟
だ
昌
黎
文
公
の
み
」
と
い
っ
て
、
孟
子
・
荀
子
・
王
通
・
韓
愈
の
系
譜
を
い
う
が
、
韓
愈
も
す
で
に
儒
敎
の
正
統
の
中

に
自
己
を
位
置
づ
け
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
21
）
漢
氏
以
來
、
羣
儒
區
區
修
補
、
百
孔
千
瘡
、
隨
亂
隨
失
、
其
危
如
一
髮
引
千
鈞
、
綿
綿
延
延
、
寖
以
微
滅
。
於
是
時
也
、
而
倡
釋
老
於
其
閒
、

鼓
天
下
之
衆
而
從
之
。
嗚
呼
、
其
亦
不
仁
甚
矣
。
釋
老
之
害
、
過
於
楊
墨
。
韓
愈
之
賢
、
不
及
孟
子
。
孟
子
不
能
救
之
於
未
亡
之
前
、
而
韓

愈
乃
欲
全
之
於
已
壞
之
後
。
嗚
呼
、
其
亦
不
量
其
力
、
且
見
其
身
之
危
、
莫
之
救
以
死
也
。
雖
然
、
使
其
道
由
愈
而
麤
傳
、
雖
滅
死
萬
萬
無

恨
。
天
地
鬼
神
、
臨
之
在
上
、
質
之
在
旁
、
又
安
得
因
一
摧
折
、
自
毀
其
道
、
以
從
於
邪
也
。

（
22
）
「
答
嚴
厚
輿
論
師
道
書
」（『
柳
宗
元
集
』
卷
三
四
）
に
「
生
の
書
を
得
る
に
、
師
爲
る
の
說
を
言
い
、
僕
の
作
る
所
の
「
師
友
箴
」
と
「
答

韋
中
立
書
」
と
を
怪
し
む
。
僕
の
師
爲
ら
ざ
る
の
志
を
變
え
、
己
を
屈
し
て
弟
子
爲
ら
ん
と
欲
す
。
凡
そ
僕
の
爲
す
所
の
二
文
、
其
れ
卒
い

に
果
し
て
異
な
ら
ず
。
…
…
。
實
の
要
は
、
二
文
中
皆
な
是
な
り
。
吾
子
其
れ
詳
ら
か
に
こ
れ
を
讀
み
、
僕
の
見
解
こ
れ
を
出
で
ず
」
と
あ

り
、
柳
宗
元
の
「
師
」
に
關
す
る
說
が
「
師
友
箴
」
と
「
答
韋
中
立
書
」
と
に
盡
き
る
と
い
う
。

（
23
）
辱
書
云
「
欲
相
師
」。
僕
道
不
篤
、
業
甚
淺
近
、
環
顧
其
中
、
未
見
可
師
者
。
雖
嘗
好
言
論
爲
文
章
、
甚
不
自
是
也
。
不
意
吾
子
自
京
師
來
蠻

夷
閒
、
乃
幸
見
取
。
僕
自
卜
、
固
無
取
。
假
令
有
取
、
亦
不
敢
爲
人
師
。
爲
衆
人
師
且
不
敢
、
況
敢
爲
吾
子
師
乎
。
孟
子
稱
「
人
之
患
在
好

爲
人
師
」（
離
婁
上
）。
由
魏
晉
氏
以
下
、
人
益
不
事
師
。
今
之
世
不
聞
有
師
、
有
輒
譁
笑
之
以
爲
狂
人
。
獨
韓
愈
奮
不
顧
流
俗
、
犯
笑
侮
、

收
召
後
學
、
作
「
師
說
」、
因
抗
顏
而
爲
師
、
世
果
羣
怪
聚
罵
、
指
目
牽
引
、
而
增
與
爲
言
辭
。
愈
以
是
得
狂
名
。

（
24
）
不
師
如
之
何
、
吾
何
以
成
。
不
友
如
之
何
、
吾
何
以
增
。
吾
欲
從
師
、
可
從
者
誰
。
借
有
可
從
、
擧
世
笑
之
。
吾
欲
取
友
、
誰
可
取
者
。
借

有
可
取
、
中
道
或
捨
。
仲
尼
不
生
、
牙
也
久
死
。
二
人
可
作
、
懼
吾
不
似
。
中
焉
可
師
、
恥
焉
可
友
、
謹
是
二
物
、
用
惕
爾
後
。
道
苟
在
焉
、

傭
丐
爲
偶
。
道
之
反
是
、
公
侯
以
走
。
內
考
諸
古
、
外
考
諸
物
、
師
乎
友
乎
、
敬
爾
不
忽
。

（
25
）
九
曰
「
不
義
」。〔
注
〕
謂
殺
本
屬
府
主
、
刺
史
、
縣
令
、
見
受
業
師
、
吏
卒
殺
本
部
五
品
以
上
官
長
、
及
聞
夫
喪
匿
不
擧
哀
、
若
作
樂
、
釋

服
從
吉
及
改
嫁
。

（
26
）
諸
毆
傷
妻
前
夫
之
子
者
、
減
凡
人
一
等
。
同
居
者
、
又
減
一
等
。
死
者
、
絞
。
毆
傷
繼
父
者
、
與
緦
麻
尊
同
。
同
居
者
、
加
一
等
。
卽
毆
傷

見
受
業
師
、
加
凡
人
二
等
。
死
者
、
各
斬
。〔
注
〕
謂
伏
膺
儒
業
、
而
非
私
學
者
。

（
27
）
唐
代
の
私
學
に
關
し
て
は
、
高
明
士
「
唐
代
私
學
的
發
展
」（『
文
史
哲
學
報
』
二
〇
期
、
一
九
七
一
年
）
が
た
い
へ
ん
詳
し
い
。

（
28
）
諸
稱
道
士
・
女
官
者
、
僧
・
尼
同
。
若
於
其
師
、
與
伯
叔
父
母
同
。
其
於
弟
子
、
與
兄
弟
之
子
同
。

（
29
）
韓
愈
の
弟
子
の
沈
亞
之
が
「
釋
家
の
法
、
弟
子
を
も
っ
て
師
を
嗣
ぐ
こ
と
子
の
ご
と由
し
。
其
の
死
に
事
え
葬
を
送
る
や
、
禮
は
父
母
の
如
し
」
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（『
沈
下
賢
集
』
卷
一
一
「
靈
光
寺
僧
靈
佑
塔
銘
」）
と
い
う
の
は
、
唐
代
人
の
證
言
と
し
て
參
考
に
な
る
。

（
30
）
礪
波
護
『
唐
代
政
治
社
會
史
硏
究
』（
同
朋
舍
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
第
Ｉ
部
第
二
章
。

（
31
）
例
え
ば
元
琇
は
劉
晏
の
「
故
吏
」（『
舊
唐
書
』
卷
一
二
三
、
劉
晏
傳
）
で
あ
る
と
も
、「
門
人
」（『
舊
唐
書
』
卷
一
四
六
、
盧
徵
傳
）
で
あ
る

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
32
）
な
お
『
新
唐
書
』
卷
一
九
九
、
儒
學
中
、
尹
知
章
傳
に
「
弟
子
貧
者
、
賙
給
之
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
私
的
な
學
生
を
「
弟
子
」、
公
的

な
學
生
を
「
門
人
」
と
書
き
分
け
て
い
る
と
見
る
の
は
短
絡
で
あ
ろ
う
。

（
33
）
前
揭
、
注
（
５
）
林
田
氏
論
文
參
照
。

（
34
）
『
新
唐
書
』
卷
一
六
二
、
獨
孤
及
傳
。

（
35
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
五
五
、
竇
群
傳
。

（
36
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
六
五
、
韋
夏
卿
傳
。

（
37
）
『
禮
記
』
檀
弓
下
「
子
思
廟
に
哭
す
、
門
人
至
る
」
の
鄭
玄
注
に
「
門
人
は
、
弟
子
な
り
」
と
い
う
。

（
38
）
江
藩
『
國
朝
漢
學
師
承
記
』
卷
二
に
引
く
惠
棟
の
語
。『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
く
、
參
よ
、
吾
が
道
は
一
以
て
之
を
貫
く
、
と
。
曾
子
曰
く
、

唯
、
と
。
子
出
づ
。
門
人
問
い
て
曰
く
、
何
の
謂
い
ぞ
や
、
と
。
曾
子
曰
く
、
夫
子
の
道
は
、
忠
恕
の
み
、
と
」
の
「
門
人
」
が
、
曾
參
の

弟
子
を
指
す
こ
と
等
が
示
唆
を
與
え
た
可
能
性
は
あ
る
。

（
39
）
『
新
唐
書
』
卷
四
四
、
選
擧
志
上
に
「
凡
そ
博
士
・
助
敎
は
、
經
を
分
ち
て
諸
生
に
授
く
」
と
い
う
。

（
40
）
『
舊
唐
書
』
卷
四
四
、
職
官
志
三
。

（
41
）
『
舊
唐
書
』
卷
四
三
、
職
官
志
二
、
門
下
省
に
「
弘
文
館
、
學
士
。
學
生
三
十
人
」
と
い
う
。

（
42
）
『
新
唐
書
』
卷
四
八
、
百
官
志
三
、
宗
正
寺
に
「
崇
玄
署
、
…
…
、
崇
玄
學
博
士
一
人
、
學
生
百
人
」
と
い
う
。

（
43
）
朱
子
考
異
に
「
此
の
下
に
或
い
は
「
未
知
果
能
不
叛
去
乎
」
八
字
有
り
。
又
た
或
い
は
疑
う
ら
く
此
句
の
上
に
「
然
」
字
有
り
、
意
承
く
る

所
無
し
、
恐
ら
く
は
增
多
す
る
所
の
八
字
、
當
に
「
然
」
字
の
上
に
在
る
べ
き
か
、
未
だ
是
否
を
知
ら
ず
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、「
於
時

也
」
の
下
に
こ
の
八
字
を
補
っ
て
訓
讀
し
た
。
な
お
「
與
孟
尙
書
書
」（『
韓
昌
黎
集
』
卷
一
八
）
に
も
「
籍
・
湜
が
輩
、
屢
し
ば
指
敎
す
と

雖
も
、
果
し
て
能
く
叛
去
せ
ざ
る
か
否
か
を
知
ら
ず
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
張
籍
と
皇
甫
湜
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
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（
44
）
近
李
翺
從
僕
學
文
、
頗
有
所
得
。
然
其
人
家
貧
多
事
、
未
能
卒
其
業
。
有
張
籍
者
、
年
長
於
翺
、
而
亦
學
於
僕
。
其
文
與
翺
相
上
下
。
一
二

年
業
之
、
庶
幾
乎
至
也
。
然
閔
其
棄
俗
尙
而
從
於
寂
寞
之
道
、
以
之
爭
名
於
時
也
。

（
45
）
於
戲
、
性
命
之
書
雖
存
、
學
者
莫
能
明
。
是
故
皆
入
於
莊
列
老
釋
、
不
知
者
謂
「
夫
子
之
徒
、
不
足
以
窮
性
命
之
道
」。
信
之
者
皆
是
也
。

（
46
）
佛
法
之
所
言
者
、
列
禦
寇
・
莊
周
所
言
詳
矣
。
其
餘
則
皆
戎
狄
之
道
也
。
使
佛
生
於
中
國
、
則
其
爲
作
也
必
異
於
是
。
況
驅
中
國
之
人
、
擧

行
其
術
也
。
…
…
。
向
使
天
下
之
人
、
力
足
盡
修
身
毒
國
之
術
、
六
七
十
歲
之
後
、
雖
享
百
年
者
亦
盡
矣
。
…
…
。
夫
不
可
使
天
下
擧
而
行

之
者
、
則
非
聖
人
之
道
也
。
…
…
。
惑
之
者
溺
於
其
敎
、
而
排
之
者
不
知
其
心
。
雖
辨
而
當
、
不
能
使
其
徒
無
譁
而
勸
來
者
、
故
使
其
術
若

彼
之
熾
也
。
有
位
者
信
吾
說
而
誘
之
。
其
君
子
可
以
理
服
、
其
小
人
可
以
令
禁
。
其
俗
之
化
也
弗
難
矣
。
…
…
。
人
之
襲
於
牀
、
失
禮
之
細

者
也
、
猶
不
可
。
況
擧
身
毒
國
之
術
、
亂
聖
人
之
禮
、
而
欲
以
傳
於
後
乎
。

（
47
）
『
朱
子
語
類
』
卷
一
三
七
に
「
浩
曰
く
「
唐
時
、
是
れ
李
翺
最
も
道
理
を
識
る
こ
と
莫
き
や
否
や
」。
曰
く
「
也
た
只
だ
是
れ
佛
中
よ
り
來
た

る
の
み
」。
浩
曰
く
「
か
れ渠
に
「
去
佛
齋
文
」
有
り
、
佛
をし
り
ぞ闢く
る
こ
と
甚
だ
堅
し
」。
曰
く
「
只
だ
是
れ
粗
迹
の
み
。
道
理
を
說
く
に
至
り
て

は
、
卻
っ
て
佛
に
に類
る
」」
と
朱
子
が
答
え
て
い
る
の
は
的
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
48
）
皇
甫
湜
の
「
韓
愈
神
道
碑
」
に
「
遺
命
、「
喪
葬
無
不
如
禮
。
俗
習
夷
狄
、
盡
寫
浮
圖
、
日
以
七
數
之
。
及
拘
陰
陽
、
所
謂
吉
凶
、
一
無
汚

我
」」
と
あ
る
（『
皇
甫
持
正
文
集
』
卷
六
）。
佛
敎
式
の
葬
儀
を
拒
否
す
る
の
は
、
韓
愈
の
平
素
の
主
張
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
49
）
宣
尼
沒
後
、
楊
朱
墨
翟
、
恢
詭
異
說
、
干
惑
人
聽
。
孟
子
作
書
而
正
之
。
聖
人
之
道
、
復
存
於
世
。
秦
氏
滅
學
、
漢
重
以
黃
老
之
術
敎
人
、

使
人
寖
惑
。
揚
雄
作
『
法
言
』
而
辯
之
、
聖
人
之
道
猶
明
。
及
漢
衰
末
、
西
域
浮
屠
之
法
、
入
於
中
國
。
中
國
之
人
、
世
世
譯
而
廣
之
、
黃

老
之
術
、
相
沿
而
熾
。
天
下
之
言
善
者
、
唯
二
者
而
已
矣
。
…
…
。
自
揚
子
雲
作
『
法
言
』、
至
今
近
千
載
、
莫
有
言
聖
人
之
道
者
。
言
之
者

惟
執
事
焉
耳
。

（
50
）
浮
屠
之
法
、
入
中
國
六
百
年
、
天
下
胥
而
化
。
其
所
崇
奉
、
乃
公
卿
大
夫
。
野
益
荒
、
人
益
饑
、
敎
益
頽
。
天
下
將
蕪
、
而
始
渾
然
自
上
下
。

安
之
若
性
命
、
固
然
也
。
孫
生
天
與
之
覺
、
獨
曉
然
於
厚
夜
、
聰
然
於
大
醉
。
發
憤
著
書
、
攻
而
指
斥
之
。
其
詞
委
備
、
痛
入
肝
血
。
乃
忘

力
之
不
足
、
以
死
爲
斷
、
庶
幾
萬
一
悟
主
救
人
者
。
嗚
呼
、
不
得
古
人
而
與
之
、
必
也
生
乎
。

（
51
）
師
雖
佛
名
、
而
儒
其
行
。
雖
夷
狄
其
衣
服
、
而
仁
義
其
心
。
雖
未
齒
於
士
、
與
鳳
麟
類
矣
。
不
猶
愈
於
冠
朝
冠
、
服
朝
服
、
或
溺
於
淫
怪
之

說
、
以
斁
彝
倫
者
耶
。
嗚
呼
、
師
吾
獨
賢
也
。
刑
部
侍
郞
昌
黎
韓
愈
旣
貶
於
潮
、
浮
屠
之
徒
、
讙
快
以
抃
。
師
獨
憤
起
訪
余
、
求
序
行
以
資
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適
潮
。
…
…
。
嗚
呼
、
悲
夫
吾
絆
、
不
得
侶
師
以
馳
。

（
52
）
韓
愈
は
「
論
佛
骨
表
」
に
お
い
て
佛
敎
徒
を
「
夫
佛
本
夷
狄
之
人
、
與
中
國
言
語
不
通
、
衣
服
殊
製
。
口
不
言
先
王
之
法
言
、
身
不
服
先
王

之
法
服
。
不
知
君
臣
之
義
、
父
子
之
情
」
と
の
み
い
っ
て
切
り
捨
て
た
。

（
53
）
西
域
之
有
佛
敎
、
流
於
東
域
中
者
、
其
敎
像
法
。
其
法
者
名
曰
佛
、
自
稱
曰
天
人
師
、
又
曰
世
尊
。
出
其
言
亦
曰
經
。
驗
其
經
之
說
、
佛
去

世
而
後
、
模
其
形
焉
、
像
其
眞
、
與
衆
瞻
仰
之
。
故
法
之
言
像
、
由
斯
也
。
…
…
。
又
說
有
已
來
之
生
、
來
生
之
後
。
爲
福
則
福
應
、
爲
禍

則
禍
應
。
因
緣
化
而
設
、
其
旨
或
由
是
。
擧
域
大
敬
、
自
天
子
逹
於
庶
人
、
一
信
。
…
…
。
嗟
乎
、
忠
信
仁
誼
不
舒
信
於
人
久
矣
。
而
皆
以

已
生
來
生
之
後
、
因
緣
禍
福
之
說
化
行
焉
。
今
予
因
長
老
請
予
記
移
佛
之
由
、
遂
得
道
敎
之
所
以
。
意
者
欲
使
羣
生
隨
其
機
以
悟
之
。

（
54
）
題
中
の
靈
佑
は
光
範
の
師
と
し
て
見
え
る
の
み
で
、
塔
銘
中
に
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
い
。

（
55
）
上
人
分
明
見
、
玉
兔
潭
底
沒
。
上
人
光
慘
貎
、
古
來
恨
峭
發
。
涕
辭
孔
顏
廟
、
笑
訪
禪
寂
室
。
步
隨
靑
山
影
、
坐
學
白
塔
骨
。
解
聽
無
弄
琴
、

不
禮
有
身
佛
。
欲
問
師
何
之
、
忽
與
我
相
別
。
率
賦
贈
遠
言
、
言
慚
非
子
曰
。
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道
佛
宗
敎
者
の
出
生
の
不
思
議

あ
る
い
は
神
話
と
傳
記

　

佐
　
野
　
　
誠
　
子
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
上
淸
派
道
敎
の
重
要
人
物
で
あ
る
陶
弘
景
の
出
生
は
正
史
『
梁
書
』「
處
士
傳
・
陶
弘
景
傳
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

陶
弘
景
、
字
は
通
明
、
丹
陽
は
秣
陵
の
人
で
あ
る
。
は
じ
め
、
母
親
は
靑
い
龍
が
自
分
の
懷
か
ら
出
、
ま
た
二
人
の
天
人
が
香

爐
を
持
っ
て
自
分
の
處
に
來
る
と
い
う
夢
を
見
た
。
そ
の
時
に
は
旣
に
妊
娠
し
て
お
り
、
陶
弘
景
を
生
ん
だ
。
陶
弘
景
は
幼
い

と
き
か
ら
特
異
な
能
力
を
發
揮
し
、
十
歲
で
葛
洪
の
『
神
仙
傳
』
を
讀
み
、
晝
夜
と
な
く
精
讀
し
て
、
養
生
の
志
を
抱
き
、
人

に
「
靑
い
雲
を
仰
ぎ
見
、
白
い
太
陽
を
眺
め
て
も
、
そ
こ
が
遠
い
と
こ
ろ
だ
と
は
思
わ
な
い
」
と
語
っ
た
。
成
長
し
て
身
の
丈

は
七
尺
四
寸
、
才
氣
煥
發
、
眉
目
秀
麗
、
痩
せ
形
で
長
い
耳
を
し
て
い
た
。
多
く
の
書
物
を
讀
破
し
て
お
り
、
琴
や
碁
が
上
手

く
、
草
書
、
隸
書
に
巧
み
だ
っ
た（

１
）。

陶
弘
景
の
母
親
は
妊
娠
時
に
不
思
議
な
夢
を
み
た
。
こ
の
夢
は
陶
弘
景
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
何
か
し
ら
特
別
な
存
在
で
あ
っ
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た
こ
と
を
示
す
た
め
の
插
話
だ
ろ
う
。
そ
し
て
實
際
、
幼
少
か
ら
秀
で
た
能
力
を
發
揮
し
た
こ
と
が
引
き
續
き
描
寫
さ
れ
て
い
る
。

　
中
國
で
は
古
代
よ
り
神
や
帝
王
に
關
す
る
妊
娠
時
の
不
思
議
な
出
來
事
や
出
生
の
異
常
が
傳
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
話
は
「
感

生
帝
說
話
」
と
呼
ば
れ
、
旣
に
硏
究
も
な
さ
れ
て
い
る（

２
）。

こ
の
よ
う
な
感
生
帝
說
話
は
古
代
に
限
ら
ず
、
漢
代
、
そ
し
て
後
々
の
皇

帝
に
對
し
て
も
語
ら
れ
續
け
た
。
一
方
、
陶
弘
景
は
確
か
に
上
淸
派
敎
團
の
中
で
は
重
要
な
人
物
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
上
の
支
配

者
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
陶
弘
景
以
前
の
道
敎
に
關
わ
る
人
物
、
つ
ま
り
『
列
仙
傳
』『
神
仙
傳
』
な
ど
に
記
錄
さ
れ
る
仙
人
た
ち
の

傳
記
を
紐
解
い
て
も
、
陶
弘
景
の
よ
う
な
出
生
に
ま
つ
わ
る
話
は
基
本
的
に
出
て
こ
な
い
。

　
ほ
ぼ
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
例
外
は
道
敎
の
敎
祖
と
し
て
最
重
要
視
さ
れ
る
老
子
に
つ
い
て
で
あ
る
。
老
子
に
つ
い
て
は
『
老
子
』

や
『
莊
子
』
の
中
で
老
子
の
出
生
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
し
、『
史
記
』
の
傳
に
お
い
て
も
出
生
に
關
す
る
不
思
議
な
話
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
後
漢
末
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
老
子
の
神
格
化
の
過
程
の
中
で
、
樣
々
な
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思

議
な
で
き
ご
と
や
身
體
的
な
特
徵
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
は
當
時
流
入
し
て
き
た
佛
陀
が
母
親
の
左
腋
か
ら
生
ま
れ
た
と

い
う
出
生
祥
瑞
を
模
し
て
、
母
親
の
右
腋
か
ら
生
ま
れ
た
と
の
傳
承
が
作
ら
れ
た（

３
）。

老
子
に
は
こ
の
よ
う
な
天
地
の
創
造
者
と
し
て

の
神
格
が
付
加
さ
れ
た
が
、
陶
弘
景
は
そ
の
よ
う
な
神
格
を
有
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
宗
敎
的
な
道
理
か
ら
す
れ
ば
、
陶

弘
景
に
こ
の
よ
う
な
出
生
に
ま
つ
わ
る
祥
瑞
は
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
實
際
に
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ

は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
實
は
こ
の
よ
う
な
宗
敎
者
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
現
象
の
例
は
劉
宋
以
降
に
顯
著
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
興
味

深
い
こ
と
に
、
道
敎
者
に
限
ら
ず
、
佛
僧
に
つ
い
て
も
同
樣
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
本
論
文
で
は
陶
弘
景
の
出
生
の
話
を
出
發
點
に
、

南
朝
時
代
に
お
い
て
宗
敎
者
に
出
生
の
不
思
議
が
記
錄
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
考
察
を
加
え
、
ま
た
更
に
は
、
當
時
の

人
物
傳
が
記
錄
さ
れ
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

522



　　道佛宗敎者の出生の不思議

　
　
　
一
　
陶
弘
景
の
出
生

　　
『
梁
書
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
陶
弘
景
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
話
は
ど
こ
か
ら
取
材
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
殘
さ
れ
て
い
る
陶

弘
景
に
關
す
る
傳
記
記
錄
の
う
ち
、
陶
弘
景
の
甥
で
あ
る
陶
翊
が
記
し
た
「
華
陽
隱
居
先
生
本
起
錄
」
（『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
〇
七
所
收
、

以
下
「
本
起
錄
」
と
略
）
に
早
く
も
出
生
に
ま
つ
わ
る
話
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
。

（
陶
弘
景
の
）
母
親
は
東
海
地
方
の
郝
夫
人
で
あ
り
、
諱
を
智
湛
と
言
っ
た
。
佛
法
を
篤
く
信
仰
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
と
う
と

う
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
先
に
（
陶
弘
景
の
父
で
あ
る
）
貞
寶
が
家
族
を
引
き
連
れ
、
蕭
思
話
に
從
っ
て
郢
州
へ
行
っ

た
。
孝
建
二
年
（
劉
宋
・
武
帝
、
四
五
五
）
に
蕭
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
年
の
九
月
、
母
親
は
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
に
氣
が
つ
い

た
。
そ
し
て
一
匹
の
小
さ
な
靑
い
龍
が
體
か
ら
出
て
、
眞
っ
直
ぐ
東
へ
と
向
か
い
天
に
昇
る
夢
を
見
た
。
龍
の
姿
は
認
め
ら
れ

た
が
、
尾
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
夢
か
ら
覺
め
て
、
こ
っ
そ
り
と
比
丘
尼
に
「
私
め
は
必
ず
男
兒
を
出
產
し
ま
す
。
そ
の
子
は
非

凡
な
人
物
で
し
ょ
う
。
で
も
子
孫
を
殘
さ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
。
尼
が
理
由
を
尋
ね
る
と
、
夢
の
內
容
を
語
っ

た
。
尼
は
「
出
家
す
る
の
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
す
る
と
「
そ
の
通
り
で
す
。
そ
れ
こ
そ
私
の
望
む
と
こ
ろ
で
す
」
と
答
え
た
。

そ
の
時
母
親
は
二
十
五
歲
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
の
冬
、
更
に
蕭
の
配
下
で
あ
っ
た
部
隊
に
從
っ
て
都
へ
戾
り
、
東
府
の
射
堂
の
前

に
あ
る
參
佐
の
役
所
に
住
ん
だ
。
孝
建
三
年
（
四
五
六
）
太
歲
丙
申
四
月
三
十
日
甲
戌
夜
半
に
陶
弘
景
先
生
は
生
ま
れ
た
の
だ
。

こ
の
年
は
閏
の
三
月
が
あ
り
、
翌
日
一
日
が
ち
ょ
う
ど
夏
至
に
あ
た
っ
て
い
た
。
母
親
は
沐
浴
を
し
た
後
、
床
上
げ
を
し
た
が
、

少
し
も
體
の
不
調
は
な
か
っ
た（

４
）。

こ
の
記
錄
は
「
本
起
錄
」
冒
頭
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
永
明
十
年
（
齊
・
武
帝
、
四
九
二
）
謝
瀹
が
「
陶
先
生
小
傳
」
を
記
し
た
も
の
の
、

非
常
に
億
略
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
新
た
に
記
錄
を
殘
そ
う
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
本
紀
錄
」
が
書
か
れ
た

年
、
陶
弘
景
は
官
を
辭
し
、
句
容
の
茅
山
に
隱
棲
し
た
。
こ
の
時
陶
弘
景
は
三
十
七
歲
。
つ
ま
り
、
隱
棲
す
る
前
の
傳
記
記
錄
の
時
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點
で
陶
弘
景
に
は
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
話
が
傳
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
實
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
謝
瀹
の
「
小
傳
」
も

現
存
し
、『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
〇
七
に
收
め
ら
れ
る
が
、
陶
弘
景
の
出
生
の
不
思
議
に
つ
い
て
は
記
錄
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
「
本
起
錄
」
と
前
揭
の
『
梁
書
』
の
傳
を
比
較
し
た
と
き
、
最
大
の
違
い
は
、「
本
起
錄
」
に
お
い
て
は
母
親
が
佛
敎
徒
で

あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。『
梁
書
』
の
傳
は
母
親
の
信
仰
の
事
實
や
母
親
が
尼
に
語
っ
た
く
だ
り
が
省

か
れ
、
逆
に
夢
に
香
爐
を
持
っ
た
天
人
が
降
り
て
き
た
と
の
記
錄
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
陶
弘
景
の
他
の
傳
記
資
料
で
出
生
時
の
不

思
議
を
記
錄
し
て
い
る
も
の
を
調
べ
る
と
、『
梁
書
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
南
史
』「
隱
逸
傳
」
で
は
、
冒
頭
部
に
香
爐
を

も
っ
た
天
人
の
こ
と
を
記
し
、
傳
末
で
靑
龍
の
夢
と
、
子
孫
を
殘
さ
な
い
と
の
豫
想
を
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
初
唐
の
文
人
李
渤
の

「
梁
茅
山
貞
白
先
生
傳
」
（『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
〇
七
所
收
）
で
は
、
母
親
が
太
陽
の
精
が
懷
に
あ
り
、
香
爐
を
持
っ
た
天
人
が
降
臨
し
た

夢
を
見
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
『
太
平
廣
記
』
卷
十
五
に
引
用
さ
れ
る
「
眞
白
先
生（

５
）」

は
、『
梁
書
』
の
記
述
に
近
く
、
靑
龍
と
香
爐
を

持
っ
た
天
人
と
が
出
て
く
る
が
、『
梁
書
』
に
は
見
ら
れ
な
い
部
分
と
し
て
母
親
が
左
右
の
人
物
に
夢
の
內
容
と
子
孫
が
殘
ら
な
い
可

能
性
を
語
っ
た
と
の
く
だ
り
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
後
世
の
傳
記
資
料
で
は
母
親
が
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
母
親
が
靑
龍
の
夢
を
見
た
こ
と
が
、
削
除
、
あ
る
い
は

改
變
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　
上
淸
派
の
祖
と
し
て
の
陶
弘
景
の
母
親
が
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
と
い
う
事
實
が
、
陶
弘
景
に
相
應
し
く
な
い
と
、
後
世
削
除
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
實
際
、
陶
弘
景
の
各
種
傳
記
で
十
歲
に
し
て
『
神
仙
傳
』
を
讀
み
神
仙

世
界
に
あ
こ
が
れ
を
懷
い
た
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
麥
谷
邦
夫
氏
は
「
本
起
錄
」
が
全
く
そ
の
こ
と
に
觸
れ
て
い
な
い
た
め
、
死
後

の
潤
色
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る（

６
）。

　
靑
龍
の
夢
の
話
が
な
ぜ
陶
弘
景
の
傳
記
か
ら
消
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
夢
の
中
の
龍
は
東
方
に
登
っ
て
い
く
。
色

が
靑
と
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
四
方
と
の
對
應
で
出
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
靑
龍
は
道
敎
の
經
典
に
も
し
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　　道佛宗敎者の出生の不思議

ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ま
た
靑
龍
が
仙
人
の
乘
り
物
と
し
て
描
寫
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り（

７
）、

佛
敎
徒
で
あ
る
母
親
の
夢
と
し
て
東
方
や

靑
が
出
て
く
る
方
が
卻
っ
て
相
應
し
か
ら
ぬ
題
材
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
さ
え
持
つ
。

　
ま
た
、
香
爐
は
陶
弘
景
の
撰
で
あ
る
『
登
眞
隱
訣
』
に
お
い
て
「
入
靜
」
の
儀
式
を
行
う
時
に
用
い
る
道
具
で
あ
る（

８
）。

ち
な
み
に
、

同
じ
よ
う
な
香
爐
の
夢
が
『
佛
祖
歷
代
通
載
』
卷
九
に
あ
る
梁
元
帝
蕭
繹
の
項
の
注
に
見
ら
れ
る
が（

９
）、

香
爐
を
持
っ
て
い
た
の
は
僧

侶
と
さ
れ
、
蕭
繹
の
佛
敎
信
仰
と
關
連
づ
け
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

　
陶
弘
景
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
龍
や
香
爐
の
本
當
に
意
味
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
こ
れ
以
上
探
求
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
と

り
あ
え
ず
、
陶
弘
景
の
出
生
に
關
わ
る
話
は
、
陶
弘
景
の
存
命
中
か
ら
語
ら
れ
は
じ
め
、
死
後
よ
り
道
敎
色
の
强
い
も
の
へ
と
改
變

さ
れ
て
い
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
陶
弘
景
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
は
夢
の
中
に
現
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
上
淸
派
は
夢
を
通
じ
て
神
仙
と
交
流
し
た
。
陶
弘

景
の
母
親
に
限
ら
ず
、
陶
弘
景
も
夢
の
內
容
に
は
深
い
注
意
を
拂
っ
て
お
り
、『
夢
記
』
と
い
う
書
物
を
著
し
て
い
る
し
、
ま
た
陶

弘
景
自
身
も
夢
の
中
で
佛
か
ら
菩
提
の
懸
記
を
授
り
、
勝
力
菩
薩
と
名
付
け
ら
れ
る
體
驗
を
し
て
い
る（

10
）。

こ
の
陶
弘
景
本
人
の
重
要

な
夢
の
體
驗
が
佛
敎
と
關
連
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
の
だ
が
、
佛
敎
と
の
關
係
は
次
節
で
檢
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
他
の
上
淸

派
關
係
者
の
傳
記
記
錄
に
見
え
る
夢
の
話
を
檢
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
陶
弘
景
よ
り
も
靈
感
に
優
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
弟
子
の
周

子
良
が
見
た
夢
の
記
錄

『
周
氏
冥
通
記
』
に
收
め
ら
れ
る
周
子
良
の
傳
記
で
も
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
夢
の
話
が
傳
え
ら

れ
る
。母

親
の
永
嘉
出
身
の
徐
淨
光
は
、
懷
妊
し
て
五
箇
月
の
時
、
仙
室
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
聖
者
が
一
齊
に
起
ち
上
が
り
、
四
方
か
ら

や
っ
て
き
て
自
分
の
體
の
ま
わ
り
を
巡
る
夢
を
見
た
。
こ
う
し
て
、
建
武
四
年
（
四
九
七
）
丁
丑
の
歲
、
正
月
二
日
の
人
定
の
刻

に
餘
姚
の
明
星
里
に
生
ま
れ
た（

11
）。

周
子
良
の
出
生
に
關
し
て
は
他
に
史
料
が
な
く
、
文
獻
閒
の
記
述
の
違
い
に
よ
る
比
較
檢
討
は
で
き
な
い
。
一
番
重
要
な
の
は
、
こ
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の
周
子
良
の
傳
が
陶
弘
景
の
手
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
陶
弘
景
は
お
そ
ら
く
、
自
分
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思

議
を
周
圍
の
人
閒
に
話
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
陶
翊
が
「
本
起
錄
」
を
記
す
に
あ
た
り
、
母
親
の
夢
の
記
錄
が
さ
れ
た
。
か
た
や
、
周

子
良
は
幼
く
し
て
兩
親
と
別
れ
て
お
り
、
叔
母
で
あ
る
徐
寶
光
の
も
と
で
育
て
ら
れ
、
十
二
歲
で
陶
弘
景
と
出
會
う
。
夢
の
話
は
周

子
良
の
母
親
が
徐
寶
光
に
語
り
、
更
に
周
子
良
本
人
に
傳
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
不
思
議
は
陶
弘
景
も
知
る
と
こ

ろ
と
な
っ
た
。
陶
弘
景
は
自
分
よ
り
も
靈
感
に
優
れ
た
弟
子
で
あ
り
、
ま
た
自
分
よ
り
も
先
に
仙
界
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
周
子

良
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
を
記
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
陶
弘
景
の
繼
承
者
で
あ
る
と
さ
れ
る
王
遠
知
の
傳
記
に
お
い
て
も
、
母
親
は
不
思
議
な
夢
を
見
て
い
る
。『
舊
唐
書
』「
隱
逸
傳
・

王
遠
知
傳
」
に
見
ら
れ
る
。

道
士
の
王
遠
知
は
、
琅
邪
の
人
で
あ
る
。
祖
先
で
あ
る
景
賢
は
梁
の
時
代
江
州
刺
史
を
勤
め
た
。
父
親
の
曇
選
は
、
陳
の
揚
州
刺

史
で
あ
っ
た
。
遠
知
の
母
は
梁
の
時
代
駕
部
郞
中
を
勤
め
た
丁
超
の
娘
で
あ
る
。
晝
寢
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
夢
に
鳳
凰
が
出

て
き
て
、
體
を
取
り
卷
き
、
そ
の
後
妊
娠
し
た
。
ま
た
腹
の
中
で
啼
く
聲
が
す
る
の
を
聞
い
た
。
僧
侶
の
寶
誌
は
曇
選
に
、
子

供
は
必
ず
や
神
仙
世
界
を
つ
か
さ
ど
る
人
物
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
っ
た（

12
）。

生
ま
れ
た
子
供
の
未
來
を
占
う
の
が
僧
侶
で
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
、
陶
弘
景
の
傳
記
と
の
類
似
を
多
く
感
じ
さ
せ
る
話
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
こ
こ
に
登
場
す
る
僧
侶
の
寶
誌
は
『
南
史
』「
隱
逸
傳
」
に
傳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
僧
侶
で
あ
る
。
宋
の
泰
始
年
閒
に
は
旣
に

活
躍
し
て
お
り
、
鍾
山
と
都
を
往
復
す
る
生
活
の
中
で
、
樣
々
な
不
思
議
な
こ
と
を
行
っ
た
り
、
豫
言
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
寶
誌

の
記
錄
の
中
に
も
人
物
の
未
來
を
豫
言
す
る
も
の
が
あ
る（

13
）。

更
に
王
遠
知
の
血
筋
が
名
門
貴
族
で
あ
る
琅
邪
の
王
氏
の
流
れ
に
屬
す

る
と
す
る
な
ど
、
血
筋
の
良
さ
を
强
調
し
よ
う
と
す
る
點
も
陶
弘
景
の
「
本
起
錄
」
と
共
通
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
王
遠
知
は
李
渤
の
「
梁
茅
山
貞
白
先
生
傳
」
の
末
尾
に
「
弟
子
數
十
人
、
唯
王
遠
知
、
陸
逸
沖
稱
上
足
焉
」
と
書
か
れ

て
は
い
る
が
、
實
際
王
遠
知
が
陶
弘
景
に
直
接
師
事
し
た
譯
で
は
な
く
、
王
遠
知
が
寂
れ
て
い
た
茅
山
を
復
興
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
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陶
弘
景
の
後
繼
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（

14
）。

そ
の
根
據
と
し
て
は
、
王
遠
知
が
百
二
十

六
歲
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
非
現
實
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
早
期
に
書
か
れ
た
王
遠
知
の
業
績
を
記
す

江
旻
「
唐
國
師
昇
眞
先
生
王
法
主
眞
人
立
觀
碑
」
（『
茅
山
志
』
卷
二
十
二
所
收
）
に
陶
弘
景
と
の
關
わ
り
が
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
江
旻
の
碑
文
に
母
親
の
夢
の
話
が
な
け
れ
ば
、
夢
は
後
世
の
人
に
よ
り
王
遠
知
が
陶
弘
景
の

弟
子
で
あ
る
こ
と
を
强
調
す
る
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
が
、
實
際
は
江
旻
の
碑
文
に
お
い
て
も

旣
に
母
親
の
夢
に
關
わ
る
話
は
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
、
王
遠
知
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
夢
の
話
は
、
と
り
た
て
て
陶
弘
景
を

意
識
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
陶
弘
景
と
王
遠
知
と
の
關
係
を
考
え
な
く
て
も
、
道
敎
者
の
傳
記
に
お
い

て
、
當
時
こ
の
よ
う
な
出
生
に
ま
つ
わ
る
奇
蹟
を
語
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
事
實
、
王
遠
知
の
後
、
唐
代
に
お
け
る
道
士
の
傳
記
に
は
出
生
の
不
思
議
に
關
す
る
話
が
徐
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え

ば
唐
代
玄
宗
の
時
代
に
活
躍
し
た
葉
法
善
の
傳
記
で
は
出
生
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
葉
法
善
は
正
史
に
も
傳
が
立
て
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
ち
ら
に
は
出
生
に
關
し
て
は
記
錄
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、『
太
平
廣
記
』
卷
二
十
六
に
見
ら
れ
る
出
典
を
『
集
異
記
』

及
び
『
仙
傳
拾
遺
』
と
す
る
文
章
に
よ
る
。

葉
法
善
は
字
を
道
元
と
い
う
。
一
族
の
も
と
も
と
の
出
身
は
南
陽
の
葉
邑
で
あ
り
、
現
在
は
處
州
松
陽
縣
に
住
ん
で
い
る
。
四

代
に
渡
っ
て
道
を
修
め
て
お
り
、
代
々
、
陰
功
密
行
や
劾
召
の
術
に
よ
っ
て
人
助
け
を
し
て
い
た
。
母
親
の
劉
氏
は
晝
寢
を
し

て
い
る
と
き
、
流
れ
星
が
口
に
入
っ
て
く
る
夢
を
見
た
。
飮
み
込
む
と
妊
娠
し
、
十
五
箇
月
後
に
生
ま
れ
た（

15
）。

更
に
後
代
の
記
錄
で
は
『
無
上
祕
要
』
な
ど
の
道
敎
經
典
に
出
て
く
る
神
々
の
祥
瑞
が
語
ら
れ
た
り（

16
）、

過
去
の
記
錄
に
出
て
く
る
神

仙
に
つ
い
て
も
新
た
な
出
生
の
祥
瑞
が
付
加
さ
れ
た
り
し
て
い
る（

17
）。

文
獻
に
殘
さ
れ
た
記
錄
か
ら
考
え
れ
ば
、
陶
弘
景
以
降
道
敎
者

に
關
す
る
出
生
の
不
思
議
が
記
錄
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
代
の
道
敎
者
も
同
種
の
記
錄
を
あ
る
程
度
積
極
的
に
殘
し
、
ま
た
、
古

い
神
仙
の
神
祕
性
を
高
め
る
た
め
に
も
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
陶
弘
景
の
出
生
に
ま
つ
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わ
る
不
思
議
は
、
道
敎
者
に
お
け
る
先
驅
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
陶
弘
景
以
前
の
神
仙
や
道
敎
者
に
ま
つ
わ
る
傳
記
に
お
い
て
は
、
陶
弘
景
の
よ
う
な
母
親
の
夢
な
ど
出
生
に

ま
つ
わ
る
不
思
議
な
話
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
や
は
り
道
敎
者
の
傳
記
に
お
け
る
こ
の
種
の
話
は
、
陶
弘
景
を
創
始
と

し
て
、
後
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
結
論
で
き
よ
う
。
た
だ
、
陶
弘
景
以
前
の
記
錄
に
例
外
と
し
て
骨
相
に
關
わ
る
記
述
が
一
例
の
み
見

ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。『
神
仙
傳
』
卷
二
の
王
遠
傳
の
中
に
見
ら
れ
る
蔡
經
と
い
う
人
物
に
關
す
る
部
分

で
あ
る
。

蔡
經
は
、
普
通
の
民
で
あ
っ
た
が
、
骨
相
が
仙
人
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
方
平
（
王
遠
の
字
）
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い

た
の
で
、
蔡
の
家
へ
行
っ
た
の
で
あ
る
。
經
に
「
お
前
は
昇
仙
で
き
る
運
命
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
お
前
を
仙
界
の
官
僚
に

取
り
立
て
よ
う
と
こ
こ
に
來
た
の
だ
。
し
か
し
お
前
は
あ
ま
り
道
を
知
ら
ず
、
ま
た
氣
が
少
な
く
て
、
肉
が
多
い
か
ら
天
に
昇

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
尸
解
を
す
る
べ
き
な
の
だ
が
、
そ
れ
も
犬
の
穴
を
く
ぐ
り
拔
け
る
よ
う
に
（
難
し
い
）」
と
言
っ

た
。
そ
う
し
て
（
尸
解
の
た
め
の
）
要
點
を
吿
げ
、
蔡
經
を
殘
し
て
立
ち
去
っ
た（

18
）。

骨
相
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仙
人
と
な
る
運
命
が
骨
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
葛
洪
『
抱
朴
子
』
に
議
論
が
見
ら

れ
る
。
葛
洪
は
仙
人
に
な
れ
る
運
命
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
の
運
命
は
先
天
的
な
要
素
を
持
つ
と
說
く
。
ま
た
『
眞
誥
』
に
お

い
て
も
仙
人
に
な
る
豫
定
の
人
物
の
名
簿

仙
籍
の
存
在
が
い
わ
れ
、
卷
五
で
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
骨
錄
が
あ
れ
ば
昇
仙
が

容
易
に
な
る
こ
と
を
說
明
す
る
し（

19
）、

そ
の
他
早
期
道
敎
經
典
に
お
い
て
旣
に
先
天
的
資
質
と
し
て
の
骨
の
槪
念
が
存
在
し
て
い
た
と

い
う
。
ま
た
陶
弘
景
の
傳
記
史
料
で
も
司
馬
子
微
「
茅
山
貞
白
先
生
碑
陰
記
」
（『
茅
山
志
』
卷
二
二
所
攸
）
で
は
「
蓋
特
稟
靈
氣
、
胎

息
見
龍
昇
之
夢
、
卓
秀
神
儀
、
骨
錄
表
鶴
仙
之
狀
」
と
陶
弘
景
の
骨
相
が
特
別
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

　
こ
の
よ
う
に
仙
人
に
な
る
運
命
の
象
徵
と
し
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
特
別
な
骨
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
出
生
時
に
母
親
が
不

思
議
な
夢
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
の
骨
相
は
努
力
に
よ
っ
て
得
た
も
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の
で
は
な
い
。
ま
た
夢
も
努
力
し
て
見
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
他
力
本
願
的
に
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

實
際
、
當
時
の
文
人
逹
な
ど
は
文
才
さ
え
も
夢
に
よ
っ
て
與
え
ら
れ
た
り
失
わ
れ
た
り
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た（

20
）。

ま
た
龜
田
勝

見
氏
は
仙
骨
に
關
し
て
、『
抱
朴
子
』
に
見
ら
れ
る
思
想
と
『
眞
誥
』
の
思
想
を
比
較
し
、
兩
者
と
も
「
神
仙
可
學
」
を
基
本
的
に
唱

え
な
が
ら
も
、
な
ぜ
、
才
や
骨
相
と
い
っ
た
先
天
的
要
因
で
、
ま
た
仙
籍
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
で
神
仙
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
を
い

い
續
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
對
し
、「
超
人
的
な
努
力
を
す
る
精
神
力
の
な
い
人
々
に
對
し
て
、
昇
仙
の
道
を
開
き
、
仙
道
へ
の
意

欲
を
增
進
す
る
目
的
で
受
け
繼
が
れ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
結
論
し
て
い
る（

21
）。

し
か
し
、
葛
氏
道
に
し
ろ
、
上
淸
派
に
し
ろ
一

般
に
敎
え
を
廣
め
よ
う
と
い
う
意
志
は
希
薄
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
信
仰
を
同
じ
く
す
る
一
族
や
グ
ル
ー
プ
の
中
の
み
で

繼
承
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
集
團
の
中
に
お
い
て
は
、
骨
相
に
惠
ま
れ
れ
ば
、
昇
仙
に
必
要
な
精
神
力
が

不
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
說
く
こ
と
は
あ
ま
り
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
仙
人
に
な
る
運
命
と
は
、
自
分
た
ち
が
特
別
な
存
在
で

あ
る
と
い
う
確
信
を
持
つ
た
め
の
論
法
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
夢
も
自
分

た
ち
が
特
別
な
運
命
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
と
し
た
い
た
め
の
記
錄
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
陶
弘
景
ら
は
寒
門
の
出
身
で
あ
り
、
現
世
に
お
い
て
の
出
世
は
望
め
な
か
っ
た
。『
眞
誥
』
な
ど
に
お
け
る
仙
官
の
登
用
と
い
う
記

述
は
、
寒
門
出
身
者
の
想
像
力
が
產
み
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う（

22
）。

彼
ら
は
當
時
の
門
閥
制
度
を
恨
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か

し
彼
ら
は
身
分
制
度
の
存
在
自
體
を
破
壞
し
よ
う
と
い
う
心
情
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
求
め
た
の
は
社
會
制
度
の
平
等
を
實
現
し
、

實
力
に
よ
る
出
世
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
こ
そ
が
實
は
優
位
で
あ
る
と
い
う
優
越
感
で
あ
っ
た
。
現
實
に
は
望

め
な
い
官
界
に
お
け
る
榮
逹
で
は
な
く
、
神
仙
と
な
る
運
命
に
惠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
た
ち
が
特
別
な
存
在
で
あ
る

と
い
う
心
理
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
門
閥
貴
族
逹
よ
り
も
優
位
に
立
ち
た
い
と
い
う
想
像
力
が
『
眞
誥
』
な
ど
の
神

仙
逹
と
の
交
感
體
驗
を
生
じ
さ
せ
、
仙
籍
や
骨
相
と
い
う
槪
念
を
『
抱
朴
子
』
か
ら
受
け
繼
ぎ
、『
眞
誥
』
に
お
い
て
降
臨
す
る
神
々

に
語
ら
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
流
れ
を
受
け
て
出
生
に
關
す
る
不
思
議
な
話
も
記
錄
が
さ
れ
た
の
だ
。
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二
　
僧
傳
と
の
影
響
關
係

　　
當
時
の
道
敎
、
佛
敎
そ
し
て
儒
敎
が
密
接
な
關
わ
り
あ
い
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
僧
傳
と
仙
傳
の
閒
に
も
、
そ
の
人
生
の
記
述

に
は
影
響
關
係
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
吉
川
忠
夫
氏
は
「
日
中
無
影

尸
解
仙
考

」
に
お
い
て
、
太
陽
が
中
天
に
か
か
る
と

き
に
死
去
す
る
と
い
う
記
述
は
仙
傳
に
ま
ず
見
ら
れ
、
そ
の
後
僧
傳
に
影
響
が
及
ん
だ
と
す
る（

23
）。

　
仙
人
や
僧
侶
が
死
去
す
る
際
の
描
寫
に
共
通
點
が
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
、
道
敎
者
（
神
仙
で
は
な
い
）
と
僧
侶
の
生
誕
に
關
し
て
も

共
通
點

す
な
わ
ち
生
誕
時
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
話
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

釋
慧
約
、
字
は
德
素
、
姓
は
婁
。
東
陽
烏
場
の
人
で
あ
る
。
祖
先
は
東
南
の
名
門
を
代
々
繼
い
で
き
た
。
あ
る
占
い
師
が
墓
を
占

い
、
後
に
苦
行
を
し
て
道
を
得
る
も
の
が
一
族
か
ら
出
、
帝
王
の
師
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
。
母
親
の
劉
氏
は
、
背
の
高
い

人
が
金
の
像
を
捧
げ
持
っ
て
お
り
、
そ
の
像
を
呑
ま
せ
ら
れ
る
と
い
う
夢
を
見
た
。
ま
た
紫
の
光
が
現
わ
れ
か
ら
だ
を
と
り
ま

く
夢
も
見
た
。
そ
う
し
て
妊
娠
し
、
そ
の
後
は
氣
持
ち
が
さ
っ
ぱ
り
し
て
、
思
考
が
明
晰
に
な
っ
た
。
慧
約
が
生
ま
れ
た
日
に

は
、
光
が
體
に
滿
ち
あ
ふ
れ
て
、
白
く
輝
く
雪
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
ち
な
ん
で
靈
粲
と
名
付
け
た
。
ま
た
そ
の
生

ま
れ
の
た
め
に
、
非
常
に
落
ち
着
い
た
性
格
で
、
遊
び
を
す
る
よ
う
な
年
齡
に
な
っ
た
と
き
に
は
旣
に
普
通
の
子
供
と
は
違
っ

て
い
た
、
砂
遊
び
を
し
て
は
佛
塔
を
造
り
、
石
を
積
み
上
げ
て
は
高
座
を
作
っ
て
い
た
。
七
歲
で
道
を
求
め
佛
門
に
入
っ
た
。

（『
續
高
僧
傳
』
第
六
「
梁
國
師
草
堂
寺
智
者
釋
慧
約
傳（
24
）」）

こ
の
よ
う
に
僧
侶
の
傳
記
に
お
い
て
も
不
思
議
な
夢
を
見
た
り
、
出
生
時
に
光
や
香
り
が
立
ち
こ
め
た
と
い
う
記
述
が
よ
く
見
ら
れ

る
。
僧
侶
の
傳
記
集
は
『
高
僧
傳
』『
續
高
僧
傳
』『
宋
高
僧
傳
』
と
時
代
每
に
作
ら
れ
て
い
く
。
興
味
深
い
こ
と
に
現
存
最
古
で
あ

る
『
高
僧
傳
』
に
記
錄
さ
れ
る
晉
・
劉
宋
時
代
の
僧
侶
に
關
し
て
は
、
出
生
の
祥
瑞
が
記
錄
さ
れ
る
例
は
僅
か
三
例
に
留
ま
る
。
と

こ
ろ
が
梁
代
を
中
心
と
し
て
劉
宋
か
ら
唐
初
の
僧
侶
の
傳
記
を
集
め
た
『
續
高
僧
傳
』
で
は
二
十
例
以
上
を
數
え
る
。
更
に
『
宋
高
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僧
傳
』
で
も
こ
の
種
の
出
生
の
祥
瑞
の
例
は
多
數
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
ち
な
み
に
前
述
の
日
中
入
寂
の
記
述
で
あ
れ
ば
『
高
僧

傳
』
か
ら
旣
に
多
く
見
ら
れ
、『
續
高
僧
傳
』
で
は
一
層
多
く
な
る
と
い
う（

25
）。

僧
侶
を
一
種
神
聖
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
風
潮
は
時
代

が
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
盛
ん
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
入
寂
は
生
き
て
き
た
總
括
と
し
て
發
生
す
る
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
、
立
派
な
生
涯
を
步
ん
だ
僧
侶
で
あ
る
證
と
し
て
記
錄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
出
生
時
に
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
と

い
う
の
は
、
本
人
の
努
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
僧
傳
の
全
體
的
な
傾
向
と
し
て
、
後
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
僧
侶
の
聖
性
を
强

調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
傳
記
記
錄
に
不
思
議
な
出
來
事
が
多
く
記
さ
れ
、
そ
れ
が
入
寂
の
時
の
み
な
ら
ず
、
出
生
時
に
ま
で
擴

大
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
ば
そ
れ
で
充
分
な
說
明
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
出
生
時
の
不
思
議
な
話
が

『
高
僧
傳
』
と
『
續
高
僧
傳
』
と
の
閒
で
量
的
に
大
き
な
差
が
あ
る
理
由
を
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
は
じ
め
に
『
高
僧
傳
』
に
見
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
詳
し
く
檢
討
し
て
み
よ
う
。
一
つ
目
は
、『
高
僧
傳
』
卷
二
の
「
晉
長
安
鳩
摩
羅

什
傳
」
で
あ
る
。
母
親
は
熱
心
な
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
。

龜
兹
國
の
王
に
は
妹
が
い
た
。
年
は
や
っ
と
二
十
歲
、
非
常
に
賢
く
、
一
度
目
に
し
た
も
の
は
す
ぐ
覺
え
、
一
度
耳
に
し
た
も

の
は
す
ぐ
暗
唱
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
體
に
は
赤
い
あ
ざ
が
あ
り
、
賢
い
子
を
產
む
だ
ろ
う
と
世
閒
で
言
わ
れ
て
い
た
。

色
々
な
國
か
ら
娶
り
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
っ
た
が
、
嫁
ご
う
と
し
な
か
っ
た
。
鳩
摩
羅
什
の
父
で
あ
る
摩
炎
と
出
逢
い
、
結

婚
し
た
い
と
思
い
、
迫
っ
て
妻
に
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
う
し
て
鳩
摩
羅
什
を
妊
娠
し
た
。
鳩
摩
羅
什
が
ま
だ
胎
內
に
い
る
と
き
、

母
親
は
靈
感
を
授
っ
た
よ
う
な
氣
が
し
て
、
い
つ
も
の
倍
の
能
力
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
雀
梨
大
寺
は
德
の
高
い
僧
が
多
く
、

ま
た
道
を
體
得
し
た
僧
が
い
る
と
聞
く
と
、
た
だ
ち
に
王
族
の
女
性
や
德
行
の
尼
と
と
も
に
每
日
供
え
物
を
し
て
、
齋
を
設
け
、

說
法
を
聞
か
せ
て
貰
っ
た
。
す
る
と
鳩
摩
羅
什
の
母
は
突
然
天
竺
語
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
、
難
し
い
問
答
で
も
必
ず
素
晴
ら

し
い
解
答
を
し
た
。
皆
は
感
嘆
し
た
。
羅
漢
の
逹
磨
瞿
沙
が
「
こ
れ
は
賢
い
子
供
を
宿
し
て
い
る
に
違
い
な
い
」
と
言
い
、
彼

女
の
た
め
に
舍
利
弗
が
胎
內
に
い
た
と
き
の
徵
證
を
話
し
て
聞
か
せ
た（
26
）。
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鳩
摩
羅
什
は
西
域
は
龜
兹
國
の
王
族
で
あ
り
、
中
國
に
來
て
譯
經
に
從
事
し
た
。
中
國
に
お
け
る
初
期
の
布
敎
者
を
代
表
す
る
一
人

で
あ
る
。『
佛
祖
統
記
』
な
ど
の
書
を
紐
解
け
ば
、
佛
敎
が
中
國
に
流
傳
し
て
く
る
ま
で
の
時
代
に
お
け
る
西
域
の
高
僧
に
關
す
る
傳

記
に
、
こ
の
よ
う
な
出
生
の
話
が
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
地
域
を
中
國
に
限
ら
な
け
れ
ば
こ
の
種
の
出
生
に
ま
つ
わ
る

話
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
だ
。

　
あ
と
の
二
例
は
中
國
に
お
い
て
の
話
で
あ
り
、
卷
十
一
に
見
ら
れ
る
「
宋
僞
魏
平
城
釋
玄
高
傳
」
を
取
り
上
げ
る
。

釋
玄
高
は
、
姓
は
魏
で
あ
り
、
本
名
を
靈
育
と
い
っ
た
。
馮
翊
の
萬
年
の
人
で
あ
る
。
母
親
の
寇
氏
は
も
と
も
と
は
邪
敎
を
信

じ
て
い
た
。
魏
氏
に
嫁
い
で
ま
ず
女
子
を
妊
娠
し
た
。
す
な
わ
ち
、
高
の
長
姉
で
あ
る
。
長
女
は
生
ま
れ
て
か
ら
す
ぐ
佛
敎
を

信
仰
し
、
母
の
た
め
に
祈
っ
た
。
家
族
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
祈
り
、
佛
法
を
大
い
に
奉
っ
た
。
母
親
は
僞
秦
の
弘
始
三
年
（
四

〇
一
）
、
夢
に
梵
僧
が
部
屋
中
に
花
び
ら
を
撒
き
散
ら
す
の
を
見
た
。
目
覺
め
る
と
、
妊
娠
し
て
お
り
、
四
年
（
四
〇
二
）
の
四

月
八
日
に
男
子
を
出
產
し
た
。
家
の
中
は
突
然
不
思
議
な
香
り
が
漂
い
、
光
が
部
屋
を
照
ら
し
、
朝
に
な
り
よ
う
や
く
消
え
た
。

母
親
は
息
子
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
瑞
兆
だ
と
思
い
。
靈
育
と
名
付
け
た（

27
）。

鳩
摩
羅
什
の
場
合
、
妊
娠
す
る
母
親
が
佛
敎
を
信
じ
て
い
た
。
ま
た
玄
高
の
話
で
も
母
親
は
信
仰
を
改
め
佛
敎
に
轉
じ
た
と
考
え
る

べ
き
だ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
例
で
あ
る
卷
六
「
宋
吳
虎
丘
山
釋
曇
諦
傳
」
で
も
、
母
親
で
あ
る
黃
氏
の
夢
に
僧
侶
が
現
わ
れ
、
拂
子

と
文
鎭
を
與
え
て
い
る
。
つ
ま
り
夢
を
見
る
た
め
に
は
、
も
と
も
と
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
が
條
件
に
な
る
。
そ
も
そ
も
陶
弘

景
の
母
親
は
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
。
本
來
の
記
錄
で
は
不
思
議
な
夢
に
つ
い
て
尼
に
語
っ
た
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
は
前
述
の
通
り
で

あ
る
。
陶
弘
景
の
母
親
の
夢
語
り
は
本
來
佛
敎
信
仰
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
出
產
時
に
不
思
議
な
香
り
が
漂
う
、
あ
る
い
は
光
が
射
す
と
い
っ
た
奇
蹟
は
超
常
現
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
夢
で
あ

れ
ば
、
不
思
議
な
夢
を
み
る
こ
と
は
何
ら
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
な
い
。
母
親
の
信
仰
心
の
篤
さ
が
樣
々
な
豫
兆
の
夢
を
見
さ
せ
、

誕
生
に
神
祕
性
を
付
け
加
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
夢
の
話
は
直
接
子
供
に
、
ま
た
一
族
の
中
で
語
ら
れ
た
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の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
南
一
郞
氏
は
佛
敎
志
怪
に
お
い
て
、
家
族
閒
で
の
話
の
繼
承
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
士
大
夫
の

佛
敎
信
仰
に
お
け
る
母
親
に
よ
る
家
庭
內
で
の
影
響
が
强
か
っ
た
た
め
と
說
く（

28
）。

母
親
の
信
仰
が
夢
を
み
さ
せ
、
ま
た
そ
の
夢
の
話

が
子
供
を
佛
門
に
向
か
わ
せ
る
動
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
す
る
と
、『
高
僧
傳
』
と
『
續
高
僧
傳
』
に
お
け
る
出
生
の
不
思
議
の
話
の
量
的
な
差
に
關
し
て
も
一
つ
の
假
說
が
立
て
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
中
國
に
お
い
て
佛
敎
信
仰
が
普
及
し
、
と
り
わ
け
家
庭
內
で
の
女
性
の
佛
敎
信
者
が
增
加
し
た
。
そ
の
結

果
、
妊
娠
時
の
夢
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
劉
宋
か
ら
唐
代
に
か
け
て
の
『
續
高
僧
傳
』
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
僧
侶
の
生
き

た
時
代
だ
っ
た
と
。

　
『
續
高
僧
傳
』
の
僧
侶
の
活
躍
よ
り
も
少
し
前
の
時
代
、
劉
宋
、
齊
代
に
は
『
冥
祥
記
』
等
多
く
の
應
驗
記
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
應
驗
記
で
は
、
成
人
し
た
人
物
が
佛
の
加
護
に
よ
る
神
祕
體
驗
を
經
て
佛
門
に
入
っ
た
話
が
多
く
記
錄
さ
れ
る（

29
）。

こ
れ
は
家

庭
で
は
本
來
佛
敎
を
信
仰
し
て
お
ら
ず
、
成
人
し
た
後
に
僧
侶
な
ど
外
部
か
ら
の
影
響
に
よ
り
、
信
仰
に
目
覺
め
、
佛
門
に
入
っ
た

こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
應
驗
記
は
梁
代
に
な
る
と
王
曼
穎
『
補
續
冥
祥
記
』
と
著
者
不
祥
の
『
祥
異
記
』
の
み
に
な

り
一
時
的
に
減
少
す
る
。
こ
れ
は
梁
代
に
お
い
て
人
が
佛
門
に
入
る
動
機
は
、
成
人
後
の
應
驗
よ
り
も
、
幼
少
期
か
ら
佛
敎
に
親
し

む
環
境
に
よ
る
出
家
の
方
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
殘
念
な
が
ら
『
高
僧
傳
』
に
お
い
て
も

『
續
高
僧
傳
』
に
お
い
て
も
、
僧
侶
の
出
身
家
庭
に
つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
ず
、
ど
の
よ
う
な
身
分
、
家
庭
環
境
で
あ
っ
た
か
を
分
析
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、『
續
高
僧
傳
』
卷
十
一
「
唐
京

師
延
興
寺
釋
吉
藏
傳
」
に
は
「
歷
世
奉
佛
門
無
兩
事
、
父
後
出
家
名
爲
道
諒
」
と
あ
る
。
ま
た
子
寶
を
授
り
た
い
と
佛
に
祈
り
を
捧

げ
た
結
果
不
思
議
な
夢
を
見
た
と
い
う
話
も
存
在
す
る（

30
）。

　
僧
傳
に
見
え
る
、
幼
く
し
て
出
家
し
た
と
い
う
例
の
場
合
、
兩
親
を
亡
く
し
た
と
の
說
明
が
あ
る
時
に
は
、
信
仰
と
は
關
係
な
く
、

⻝
べ
て
い
く
手
段
と
し
て
の
出
家
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
家
族
が
存
在
し
な
が
ら
、
幼
く
し
て
出
家
を
し
た
と
い
う
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例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
こ
の
場
合
、
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
る
家
庭
に
育
た
な
け
れ
ば
、
子
供
が
自
發
的
に
佛
門
を
志
し
た
り

は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
家
庭
が
存
在
し
、
幼
く
し
て
佛
門
に
入
っ
て
い
る
僧
侶
は
も
と
も
と
佛
敎
の
信
仰
の
篤
い
家
庭

に
生
ま
れ
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
出
生
の
不
思
議
が
記
さ
れ
て
い
る
僧
侶
は
梁
代
以
前
に
お
い
て
は
、
南
方
の
出
身
者
が

大
半
を
占
め
る
。
南
方
で
は
周
知
の
よ
う
に
貴
族
や
士
大
夫
に
よ
る
佛
敎
信
仰
が
盛
ん
だ
っ
た
。
先
に
例
示
し
た
慧
約
も
冠
族
（
名

門
）
の
出
身
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
他
に
も
出
生
の
不
思
議
が
記
さ
れ
る
僧
侶
に
關
し
て
は
、
そ
の
出
自
が
有
力
な
一
族
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
こ
と
が
比
較
的
多
い
。
こ
れ
は
南
朝
の
貴
族
の
佛
敎
信
仰
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
魏

晉
南
北
朝
に
お
い
て
、
道
敎
や
佛
敎
は
、
個
人
や
家
族
を
單
位
と
し
て
信
仰
す
る
宗
敎
と
し
て
の
制
度
を
整
え
て
い
っ
た
。
家
族
に

お
け
る
信
仰
と
い
う
形
態
が
定
着
す
る
中
で
、
篤
信
者
で
あ
る
母
親
が
自
分
が
見
た
不
思
議
な
夢
と
妊
娠
を
結
び
つ
け
て
考
え
、
子

の
出
生
を
特
別
な
も
の
と
し
て
、
子
に
語
り
か
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
敎
の
信
仰
形
態
の
變
化
と
、
宗
敎
者
の
出
生
が
語

ら
れ
た
こ
と
の
閒
に
は
密
接
な
影
響
關
係
が
あ
る
の
だ
。

　
本
節
で
取
り
上
げ
た
『
高
僧
傳
』
に
見
ら
れ
る
例
で
は
、
鳩
摩
羅
什
が
三
五
〇
年
頃
の
生
ま
れ
と
さ
れ
、
玄
高
は
、
引
用
文
に
あ

る
よ
う
に
弘
始
四
年
（
四
〇
二
）
生
ま
れ
で
あ
る
。
ま
た
曇
諦
は
、『
高
僧
傳
』
の
記
述
に
從
え
ば
、
劉
宋
の
元
嘉
年
閒
（
四
二
四
―
四

五
三
）
末
に
六
十
餘
歲
で
死
去
し
た
と
あ
る
の
で
、
四
世
紀
末
の
生
ま
れ
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
晉
の
丘
道
護
が
書
い
た
「
道
士

支
曇
諦
誄
」
（『
廣
弘
明
集
』
卷
二
三
）
に
據
れ
ば
、
晉
の
義
熙
七
年
（
四
一
一
）
に
六
十
五
歲
で
身
罷
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
逆

算
す
れ
ば
三
四
七
年
生
ま
れ
と
な
り
、
鳩
摩
羅
什
と
ほ
ぼ
同
年
代
に
當
た
る（

31
）。

曇
諦
は
先
祖
が
西
域
の
康
居
出
身
で
あ
る
こ
と
も
注

目
さ
れ
る
。
康
居
は
現
在
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
區
の
邊
り
に
あ
っ
た
王
國
で
、
こ
の
國
を
出
身
と
す
る
僧
侶
は
多
く
、
皆
康
姓
を

名
乘
る
。
こ
れ
は
、
曇
諦
の
一
族
が
佛
敎
徒
で
あ
っ
た
可
能
性
を
保
證
し
て
く
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
、
陶
弘
景
は
孝
建
三
年
（
四
五
六
）
の
生
ま
れ
で
あ
り
、『
高
僧
傳
』
の
僧
侶
逹
よ
り
も
後
に
生
を
受
け
て
い
る
。
夢
の
語

り
は
最
初
西
方
か
ら
來
た
僧
侶
の
話
に
影
響
を
受
け
、
佛
敎
徒
の
側
か
ら
起
こ
り
、
陶
弘
景
の
母
の
存
在
を
通
じ
て
道
敎
徒
に
も
廣
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が
っ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
緯
書
の
影
響

　　
僧
傳
に
お
け
る
出
生
の
祥
瑞
が
『
續
高
僧
傳
』
に
多
く
見
ら
れ
、『
高
僧
傳
』
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
理
由
を
別
の
角
度
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

　
そ
も
そ
も
神
話
傳
說
上
の
人
物
に
ま
つ
わ
る
異
常
出
生
の
話
は
元
來
、
神
話
と
し
て
傳
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば

『
史
記
』「
周
本
紀
」
の
后
稷
の
話
な
ど
に
そ
の
痕
跡
は
見
ら
れ
る
。
漢
代
に
入
り
讖
緯
の
學
問
が
隆
盛
す
る
に
及
び
、
漢
代
の
王
朝

が
五
行
說
で
い
う
火
の
德
に
屬
す
る
こ
と
を
强
調
す
る
た
め
、
歷
代
の
神
話
傳
說
化
し
た
王
者
の
出
生
に
つ
い
て
、
五
行
の
循
環
に

則
っ
た
出
生
の
不
思
議
が
語
ら
れ
、
更
に
漢
代
の
帝
王
に
つ
い
て
も
同
樣
の
話
が
付
加
さ
れ
た（

32
）。

こ
れ
は
神
の
繼
承
關
係
が
現
今
の

帝
王
に
も
續
く
こ
と
を
證
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
、
新
し
い
神
話
の
創
造
作
業
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
神
祕
化
の
作
業
は
後
の
皇
帝
、
權
力
者
に
對
し
て
も
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
王
嘉
『
拾
遺
記
』
に
は
吳
の
孫
堅
に
關
わ

る
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

孫
堅
の
母
が
堅
を
妊
娠
し
た
と
き
、
こ
ん
な
夢
を
見
た
。
腸
が
出
て
腰
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
り
、
童
女
が
母
親
を
背
負
っ
て
吳
の

閶
門
の
外
に
行
く
。
ま
た
芳
わ
し
い
茅
の
莖
を
母
に
與
え
て
、
童
女
が
「
こ
れ
は
吉
兆
で
す
。
か
な
ら
ず
才
能
が
あ
り
雄
々
し
い

子
供
が
生
ま
れ
ま
す
。
今
母
上
に
差
し
上
げ
た
の
は
土
で
す
、
王
は
楚
の
地
に
お
い
て
天
下
の
三
分
の
一
を
支
え
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
た
だ
し
、
百
年
の
う
ち
に
不
思
議
な
寶
は
他
人
に
授
け
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
こ
の
言
葉
が
終
わ
っ

た
と
こ
ろ
で
目
が
覺
め
た
。
太
陽
が
昇
っ
て
か
ら
占
っ
て
貰
う
と
、
占
い
師
は
「
童
女
が
母
親
を
背
負
っ
て
、
閶
門
を
め
ぐ
る

と
い
う
の
は
、
太
白
の
精
が
感
應
變
化
し
て
夢
に
現
わ
れ
た
の
で
す
」
と
言
っ
た
。
帝
王
が
興
る
時
に
は
、
必
ず
神
の
奇
跡
が
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自
然
と
現
わ
れ
る
。
白
い
氣
と
は
、
金
色
で
あ
る
。
吳
が
滅
び
、
晉
が
王
位
を
奪
っ
た
の
が
夢
の
證
で
あ
る（

33
）。

「
白
氣
者
、
金
色
」
な
ど
と
、
解
釋
部
分
に
お
い
て
も
讖
緯
思
想
が
伺
え
、
緯
書
に
お
け
る
五
行
の
循
環
と
王
朝
交
代
の
學
說
が
受

け
繼
が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
な
出
生
の
祥
瑞
は
支
配
者
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
後
漢
末
に
な
る
と
、
一
般
の
人
物
で
さ
え
、
貴
い
運

命
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
吉
祥
が
現
わ
れ
る
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
王
充
の
『
論
衡
』
卷
二
「
吉
驗
篇
」
に
次
の
よ
う

に
い
う
。

人
が
貴
い
運
命
を
天
か
ら
受
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
め
で
た
い
徵
が
地
上
に
現
わ
れ
る
。
地
上
に
現
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
天

命
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
吉
兆
の
現
れ
方
は
一
つ
で
は
な
い
、
人
物
で
あ
っ
た
り
、
吉
祥
物
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
光
や
氣
で
あ
っ

た
り
す
る（

34
）。

そ
し
て
、
王
充
は
引
き
續
き
、
黃
帝
以
下
歷
代
の
王
者
の
出
生
の
祥
瑞
を
例
示
し
て
ゆ
き
、
最
後
に
同
時
代
の
例
を
二
つ
と
り
あ
げ

る
。
一
人
は
虞
子
大
と
い
い
、
母
親
は
夢
に
一
匹
の
絹
が
空
に
登
っ
て
い
く
の
を
見
た
と
あ
る
。
こ
の
虞
子
大
は
司
徒
公
に
出
世
し

た
と
い
う（

35
）。

こ
の
虞
子
大
は
『
後
漢
書
』
に
も
傳
が
見
ら
れ
る
人
物
だ
が
、
も
う
一
人
の
廣
文
伯
は
史
書
に
記
錄
が
見
ら
れ
な
い
よ

う
な
、
太
守
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
の
小
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
出
來
事
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
は
な
い
、
し
か
し
結
果
は
地
上
の
支
配
者
と
な
る
こ
と
か
ら
、
官

僚
と
し
て
の
出
世
に
ま
で
矮
小
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
出
生
の
不
思
議
を
語
る
こ
と
は
後
漢
末
の
時
點
で
旣
に
か
な
り

大
衆
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
話
は
志
怪
に
も
取
ら
れ
、
そ
の
登
場
人
物
は
一
般
人
で
あ
る
こ
と
も
閒
々

あ
る（

36
）。

　
そ
も
そ
も
神
話
時
代
に
お
け
る
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
は
、
全
て
が
祥
瑞
の
し
る
し
と
捉
え
ら
れ
た
譯
で
は
な
か
っ
た
。
例
え

ば
『
史
記
』「
周
本
紀
」
に
見
ら
れ
る
后
稷
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
話
で
は
、
巨
人
の
足
跡
を
踏
ん
だ
後
、
妊
娠
、
出
產
し
た
母
親
は
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子
供
を
不
祥
だ
と
し
て
、
一
度
捨
て
て
し
ま
う（

37
）。

元
來
、
特
別
な
人
閒

神
と
し
て
生
を
受
け
る
時
の
異
常
は
、
恐
怖
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
神
聖
か
つ
特
別
な
能
力
を
持
つ
人
物
に
對
す
る
畏
れ
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
緯
書
に
お
い
て

は
、
純
粹
に
天
命
を
受
け
た
證
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
は
、
一
般
人
に
さ
え
同
樣
の
モ
チ
ー
フ
が
繼
承
さ
れ
た
。
讖

緯
思
想
に
よ
る
利
用
の
段
階
で
、
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
出
來
事
か
ら
恐
怖
の
要
素
は
は
ぎ
取
ら
れ
、
純
粹
に
吉
兆
と
し
て
妊

娠
、
出
產
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
時
點
で
、
出
生
に
關
す
る
不
思
議
の
古
代
神
話
的
な
意
義
は
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
古
代
に
お
け
る
神
は
、
天
地
の
創
造
や
、
國
家
の
形
成
を
司
り
、
惠
み
と
共
に
恐
怖
を
も
與
え
る

存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
佛
敎
や
道
敎
に
お
け
る
神
は
純
粹
な
崇
拜
の
對
象
で
あ
り
、
そ
の
生
ま
れ
も
生
涯
も
美
し
い
も
の
で
あ

れ
ば
事
足
り
た
。
ま
た
同
時
に
後
漢
末
頃
か
ら
一
般
人
に
對
し
て
さ
え
出
生
の
不
思
議
が
記
錄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
風
潮
の
中
、
神
で
は
な
い
宗
敎
者
に
も
同
種
の
出
生
の
不
思
議
が
記
錄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
魏
晉
南
北
朝
時

代
に
は
、
聖
者
の
出
生
を
語
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
話
の
內
容
か
ら
原
始
的
な
宗
敎
上
の
意
義
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
た
だ

宗
敎
者
の
聖
性
を
强
調
す
る
た
め
の
插
話
に
墮
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　　
　
　
四
　
宗
敎
者
の
傳
記

神
話
で
は
な
く

　　
後
漢
末
か
ら
魏
晉
南
北
朝
に
か
け
多
く
の
テ
ー
マ
別
傳
記
集

雜
傳
書
が
編
ま
れ
た（

38
）。

も
ち
ろ
ん
單
行
の
雜
傳
書
が
編
ま
れ
る

以
前
に
も
『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
に
お
い
て
、
酷
吏
、
逸
民
な
ど
の
主
題
を
設
け
て
複
數
人
の
傳
記
が
ま
と
め
て
記
錄
さ
れ
る
こ
と

は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
王
朝
史
の
一
部
と
し
て
で
は
な
い
雜
傳
書
は
、
よ
り
自
由
に
個
々
人
が
生
き
た
證
を
殘
せ
る
手
段
と
な
っ
た
。

　
『
隋
志
』
史
部
雜
傳
類
に
收
め
ら
れ
る
書
物
に
は
佛
敎
關
係
と
し
て
『
名
僧
傳
』『
高
僧
傳
』『
集
僧
傳
』
な
ど
の
傳
記
集
が
あ
り
、

道
敎
關
係
で
は
『
神
仙
傳
』『
集
仙
傳
』『
洞
仙
傳
』
な
ど
の
名
前
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
傳
記
集
の
他
『
法
顯
傳
』『
漢
武
內
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傳
』『
王
喬
傳
』
と
い
っ
た
個
人
の
傳
記
も
著
錄
さ
れ
て
い
る
。
數
え
る
と
佛
敎
關
係
の
書
籍
が
十
二
種
（
佛
敎
志
怪
を
除
く
）
、
道
敎

關
係
の
書
籍
が
二
十
七
種
見
ら
れ
る
。
全
體
の
收
錄
數
が
二
百
七
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
か
な
り
の
分
量
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
伺
え
る
。
つ
ま
り
佛
敎
徒
も
道
敎
徒
も
積
極
的
に
雜
傳
書
を
編
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
後
漢
以
前
に
は
佛
敎
は
流
入
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
道
敎
も
神
仙
思
想
は
存
在
し
て
い
て
も
王
者
の
た
め
の
特
別
な

思
想
で
あ
っ
た
。
宗
敎
と
い
う
も
の
は
存
在
し
た
が
、
信
仰
の
形
態
は
國
家
單
位
で
、
あ
る
い
は
社
の
よ
う
に
地
域
單
位
で
信
仰
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
對
し
、
一
般
の
人
々
が
個
々
人
や
家
族
と
い
う
單
位
で
信
仰
可
能
な
の
が
、
佛
敎
や
道
敎
で
あ
る
。
こ
の
兩
者
と
も
ま
ず

は
、
一
番
の
信
仰
の
對
象
で
あ
る
佛
陀
や
老
子
に
關
す
る
出
生
の
神
聖
さ
を
示
す
話
が
喧
傳
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
神
で
は
な
い
、
修

行
者
、
傳
道
者
の
立
場
に
あ
る
僧
侶
や
道
敎
者
逹
の
傳
記
に
も
同
種
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宗

敎
者
の
傳
記
に
關
し
て
は
、
そ
れ
以
前
に
同
種
の
記
錄
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
も
あ
る
し
、『
高
僧
傳
』
と
『
續
高
僧
傳
』
と
の
違

い
か
ら
分
か
っ
た
よ
う
に
、
宗
敎
を
取
り
卷
く
環
境
の
變
化
も
看
過
で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
『
神
仙
傳
』『
列
仙
傳
』
に
は
神
仙
が
死
後
廟
に
ま
つ
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。
彼
ら
仙
人
逹
の
行
狀
は

祠
廟
に
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巫
覡
が
語
り
繼
い
で
い
き
、
人
々
の
記
憶
に
留
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う（

39
）。

そ
の
時
語
ら
れ
た
の

は
、
神
仙
と
し
て
の
特
別
な
業
績
で
あ
り
、
神
仙
の
生
い
立
ち
や
若
い
頃
の
こ
と
は
傳
わ
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
彼

ら
の
傳
記
に
は
前
述
の
通
り
出
生
や
血
筋
に
ま
つ
わ
る
情
報
は
ま
ず
書
か
れ
な
い
。
同
じ
神
仙
、
道
敎
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
質

的
變
化
が
存
在
し
、
そ
の
變
化
が
傳
記
の
記
述
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
。

　
出
生
の
不
思
議
が
母
親
の
信
仰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
夢
で
あ
り
、
そ
れ
は
信
仰
を
共
に
す
る
一
族
の
閒
で
語
ら
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
の
推
測
を
本
論
で
提
示
し
た
。
つ
ま
り
、
劉
宋
以
降
に
お
け
る
宗
敎
者
の
事
績
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
巫
覡
に

よ
る
祠
廟
祭
祀
で
は
な
く
、
家
族
に
よ
る
傳
承
、
同
じ
宗
派
に
屬
す
る
人
々
の
閒
で
の
傳
承
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
死
去
（
仙
去
）
の
み
な
ら
ず
、
出
生
時
に
ま
つ
わ
る
傳
承
も
保
存
さ
れ
や
す
か
っ
た
。
陶
弘
景
の
記
錄
が
甥
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
の
が
好
例
で
あ
る
。

　
宗
敎
と
い
う
も
の
は
、
神
が
頂
點
に
位
置
し
、
そ
の
傳
道
者
が
複
數
い
て
、
更
に
多
數
の
信
者
が
存
在
す
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
。

そ
の
時
、
信
者
が
最
も
身
近
に
接
す
る
の
は
傳
道
者
、
あ
る
い
は
宗
敎
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
神
の
代
理
と
し
て
容
易
に
聖
性
を
帶
び
る
。

そ
の
聖
性
は
勿
論
頂
點
に
い
る
神
と
は
別
種
の
も
の
の
筈
だ
が
、
出
生
の
不
思
議
な
ど
は
同
種
の
モ
チ
ー
フ
で
語
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
史
書
に
は
酷
吏
と
い
っ
た
い
わ
ば
否
定
的
な
視
點
か
ら
編
ま
れ
た
人
物
記
錄
も
殘
さ
れ
た
。
し
か
し
雜
傳
書
に
お
け
る
テ
ー
マ
設

定
は
、
怪
異
に
遭
遇
し
た
人
物
の
記
錄
と
で
も
い
え
そ
う
な
志
怪
書
の
類
を
除
け
ば
、
孝
子
や
隱
逸
な
ど
全
て
人
々
か
ら
敬
意
を
拂

わ
れ
る
種
類
の
人
物
逹
の
記
錄
で
あ
る
。
僧
傳
や
仙
傳
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
は
勿
論
信
仰
の
色
合
い
も
殘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
信
仰
の
質
は
中
國
古
代
の
神
々
へ
の
信
仰
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
宗
敎
者
の
事
績
は
神
話
で
は
な
く
傳
記
な

の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
傳
記
集
が
雨
後
の
筍
の
如
く
編
ま
れ
、
雜
傳
書
と
い
う
分
類
が
成
立
す
る
ま
で
に
な
っ
た
背
景
の
一
つ
に

は
、
南
朝
期
の
宗
敎
の
變
質
と
古
代
的
な
神
話
の
終
焉
が
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

注

（
１
）
「
陶
弘
景
字
通
明
、
丹
陽
秣
陵
人
也
。
初
、
母
夢
靑
龍
自
懷
而
出
、
幷
見
兩
天
人
手
執
香
爐
來
至
其
所
。
已
而
有
娠
、
遂
產
弘
景
。
幼
有
異

操
、
年
十
歲
、
得
葛
洪
『
神
仙
傳
』、
晝
夜
硏
尋
、
便
有
養
生
之
志
。
謂
人
曰
『
仰
靑
雲
、
睹
白
日
、
不
覺
爲
遠
矣
』。
及
長
、
身
長
七
尺
四

寸
、
神
儀
明
秀
、
朗
目
疏
眉
、
細
形
長
耳
。
讀
書
萬
餘
卷
。
善
琴
棊
、
工
草
隸
」。

（
２
）
例
え
ば
出
石
誠
彥
「
上
代
支
那
の
異
常
出
生
說
話
に
つ
い
て
」
及
び
「
支
那
の
帝
王
說
話
に
た
い
す
る
一
考
察
」（
共
に
『
支
那
神
話
傳
說

の
硏
究
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
、
新
版
一
九
七
三
年
）。

（
３
）
ア
ン
ナ
・
ザ
イ
デ
ル
「
漢
代
に
お
け
る
老
子
の
神
格
化
に
つ
い
て
」（
吉
岡
義
豐
、
Ｍ
・
ス
ワ
ミ
エ
編
『
道
敎
硏
究
　
第
三
册
』、
豐
島
書
房
、
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一
九
六
八
年
）、
楠
山
春
樹
『
老
子
傳
說
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
九
年
）、
原
田
二
郞
「
老
子
の
神
格
化
と
太
上
老
君
」（『
講
座
　
道
敎

第
一
卷
　
道
敎
の
神
々
と
經
典
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
參
照
。

（
４
）
「
母
東
海
郝
夫
人
諱
智
湛
。
精
心
佛
法
、
及
終
有
異
焉
。
先
是
貞
寶
攜
家
隨
蕭
之
郢
州
。
孝
建
二
年
蕭
亡
。
其
年
九
月
、
母
覺
有
娠
、
仍
夢

見
一
小
靑
龍
忽
從
身
中
出
、
直
東
向
而
昇
天
。
遂
視
之
、
不
見
尾
。
旣
覺
、
密
語
比
丘
尼
云
『
弟
子
必
當
生
男
兒
。
應
出
非
凡
人
。
而
恐
無

後
』。
尼
問
其
故
。
以
所
夢
答
。
尼
云
『
將
出
家
』。
又
答
『
審
爾
。
亦
是
所
願
』。
時
年
二
十
五
。
其
冬
仍
隨
蕭
部
伍
還
都
、
住
東
府
射
堂
前

參
佐
廨
中
。
以
孝
建
三
年
太
歲
丙
申
四
月
三
十
日
甲
戌
夜
半
、
先
生
誕
焉
。
是
年
乃
閏
三
月
、
明
日
朔
旦
便
是
夏
至
。
母
卽
沐
浴
而
起
、
了

無
餘
患
」。

（
５
）
出
典
は
『
神
仙
感
遇
傳
』
と
さ
れ
る
が
、『
道
藏
』
に
收
め
ら
れ
る
『
神
仙
感
遇
傳
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
『
太
平
廣
記
』
明
鈔
本
は
出

典
を
『
神
仙
拾
遺
』
と
す
る
。

（
６
）
麥
谷
邦
夫
「
陶
弘
景
年
譜
考
略
（
上
）」（『
東
方
宗
敎
』
四
七
、
一
九
七
六
年
）
三
九
頁
參
照
。

（
７
）
桓
君
山
（
桓
譚
）「
仙
賦
」（『
藝
文
類
聚
』
卷
七
八
所
攸
）「
夫
王
喬
赤
松
、
呼
則
出
故
、
翕
則
納
新
。
夭
矯
經
引
、
積
氣
關
元
。
精
神
周
洽
、

鬲
塞
流
通
。
乘
凌
虛
無
、
洞
逹
幽
明
。
諸
物
皆
見
、
玉
女
在
旁
。
仙
道
旣
成
、
神
靈
攸
迎
。
乃
驂
駕
靑
龍
、
赤
騰
爲
歷
…
…
」。

（
８
）
『
登
眞
隱
訣
』
卷
下
「
初
入
靜
戶
之
時
、
當
目
視
香
爐
…
…
」。

（
９
）
「
壬
申
元
帝
繹
改
承
聖
。（
注
：
字
世
誠
、
小
字
七
符
、
武
帝
第
七
子
。
初
父
夢
僧
眇
一
目
執
香
爐
云
、
托
生
王
宮
。
已
而
母
夢
月
墜
懷
中
、

後
生
帝
也
。
首
封
湘
東
王
…
…
）」。
た
だ
し
、
こ
の
話
は
『
梁
書
』
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
10
）
『
梁
書
』
卷
五
一
「
處
士
傳
・
陶
弘
景
傳
」「
曾
夢
佛
授
其
菩
提
記
、
名
爲
勝
力
菩
薩
」。
こ
の
體
驗
の
詳
し
い
分
析
に
船
山
徹
「
陶
弘
景
と

佛
敎
の
戒
律
」（
吉
川
忠
夫
編
『
六
朝
道
敎
の
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。

（
11
）
「
母
永
嘉
徐
淨
光
懷
娠
五
月
、
夢
一
切
仙
室
中
聖
皆
起
行
、
四
面
來
繞
己
身
。
乃
以
建
武
四
年
丁
丑
歲
正
月
二
日
人
定
時
生
於
餘
姚
明
星

里
」。
譯
は
『
周
氏
冥
通
記
硏
究
（
譯
注
篇
）』（
麥
谷
邦
夫
、
吉
川
忠
夫
編
、
道
氣
社
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。

（
12
）
「
道
士
王
遠
知
、
琅
邪
人
也
。
祖
景
賢
、
梁
江
州
刺
史
。
父
曇
選
、
陳
揚
州
刺
史
。
遠
知
母
、
梁
駕
部
郞
中
丁
超
女
也
。
嘗
晝
寢
、
夢
靈
鳳

集
其
身
、
因
而
有
娠
、
又
聞
腹
中
啼
聲
、
沙
門
寶
誌
謂
曇
選
曰
『
生
子
當
爲
神
仙
之
宗
伯
也
』」。

（
13
）
『
南
史
』
卷
六
二
「
徐
陵
傳
」「（
徐
）
陵
字
孝
穆
。
母
臧
氏
、
嘗
夢
五
色
雲
化
爲
鳳
、
集
左
肩
上
、
已
而
誕
陵
。
年
數
歲
、
家
人
攜
以
候
沙
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門
釋
寶
誌
、
寶
誌
摩
其
頂
曰
『
天
上
石
麒
麟
也
』。
光
宅
寺
慧
雲
法
師
每
嗟
陵
早
就
、
謂
之
顏
回
」。

（
14
）
前
田
繁
樹
「
所
謂
「
茅
山
派
道
敎
」
に
關
す
る
諸
問
題
」（『
中
國
―
社
會
と
文
化
』
二
、
一
九
八
七
年
）、
吉
川
忠
夫
「
王
遠
知
傳
」（『
東
方

學
報
』
京
都
六
二
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
參
照
。

（
15
）
「
葉
法
善
字
道
元
。
本
出
南
陽
葉
邑
、
今
居
處
州
松
陽
縣
。
四
代
修
道
、
皆
以
陰
功
密
行
及
劾
召
之
術
救
物
濟
人
。
母
劉
因
晝
寢
、
夢
流
星

入
口
。
呑
之
乃
孕
、
十
五
月
而
生
」。

（
16
）
例
え
ば
『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
〇
一
に
記
さ
れ
る
仙
人
の
「
紀
」
に
は
出
生
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
話
が
多
く
見
ら
れ
る
。

（
17
）
例
え
ば
元
代
に
編
ま
れ
た
ら
し
い
『
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑑
』
で
は
尹
喜
、
周
亮
、
蘇
耽
、
許
遜
な
ど
の
古
い
神
仙
に
つ
い
て
も
出
生
に
ま
つ

わ
る
不
思
議
な
話
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）
「
蔡
經
者
、
小
民
耳
。
而
骨
相
當
得
仙
人
、
方
平
知
之
、
故
往
其
家
。
謂
經
曰
『
汝
生
命
應
得
度
世
、
故
來
取
汝
補
官
僚
。
然
汝
少
不
知
道
、

今
氣
少
肉
多
、
不
得
上
天
去
。
當
作
尸
解
、
如
從
狗
竇
中
過
耳
』。
吿
以
要
言
、
乃
委
經
去
」。

（
19
）
『
眞
誥
』
卷
五
「
君
曰
『
人
生
有
骨
錄
、
必
有
篤
志
、
道
使
之
然
』」。

（
20
）
小
南
一
郞
「
六
朝
文
人
た
ち
の
夢
」（『
未
明
』
七
、
一
九
八
八
年
）
參
照
。

（
21
）
龜
田
勝
見
「『
眞
誥
』
に
お
け
る
人
の
行
爲
と
資
質
に
つ
い
て
」（
吉
川
忠
夫
編
『
六
朝
道
敎
の
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）
一
六
五
頁

參
照
。

（
22
）
都
築
晶
子
「
南
人
寒
門
・
寒
人
の
宗
敎
的
想
像
力
に
つ
い
て
―
『
眞
誥
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
東
洋
史
硏
究
』
四
七
―
二
、
一
九
八
八
年
）

參
照
。

（
23
）
吉
川
忠
夫
「
日
中
無
影
―
尸
解
仙
考
―
」（
吉
川
忠
夫
編
『
中
國
古
道
敎
史
硏
究
』、
同
朋
舍
出
版
、
一
九
九
二
年
）。

（
24
）
「
釋
慧
約
、
字
德
素
、
姓
婁
。
東
陽
烏
場
人
也
。
祖
世
蟬
聯
東
南
冠
族
。
有
占
其
塋
墓
者
云
、
後
世
當
有
苦
行
得
道
者
爲
帝
王
師
焉
。
母
劉

氏
夢
、
長
人
擎
金
像
令
呑
之
、
又
見
紫
光
繞
身
。
因
而
有
孕
、
便
覺
精
神
爽
發
思
理
明
悟
。
及
載
誕
之
日
、
光
香
充
滿
身
白
如
雪
。
時
俗
因

名
爲
靈
粲
、
故
風
鑒
貞
億
、
神
志
凝
靜
、
撫
塵
之
歲
有
異
凡
童
。
惟
聚
沙
爲
佛
塔
、
疊
石
爲
高
座
。
七
歲
便
求
入
學
」。

（
25
）
前
揭
吉
川
忠
夫
「
日
中
無
影
」
一
七
七
頁
參
照
。

（
26
）
「（
龜
兹
）
王
有
妹
、
年
始
二
十
、
識
悟
明
敏
、
過
目
則
能
、
一
聞
則
誦
。
且
體
有
赤
黶
、
法
生
智
子
。
諸
國
娉
之
、
竝
不
肯
行
。
及
見
摩
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炎
、
心
欲
當
之
、
乃
逼
以
妻
焉
、
旣
而
懷
什
。
什
在
胎
時
、
其
母
自
覺
神
悟
超
解
、
有
倍
常
日
。
聞
雀
梨
大
寺
名
德
旣
多
、
又
有
得
道
之
僧
、

卽
與
王
族
貴
女
、
德
行
諸
尼
、
彌
日
設
供
、
請
齋
聽
法
。
什
母
忽
自
通
天
竺
語
、
難
問
之
辭
、
必
窮
淵
致
、
衆
咸
歎
之
。
有
羅
漢
逹
磨
瞿
沙

曰
『
此
必
懷
智
子
』。
爲
說
舍
利
弗
在
胎
之
證
」。

（
27
）
「
釋
玄
高
、
姓
魏
、
本
名
靈
育
、
馮
翊
萬
年
人
也
。
母
寇
氏
、
本
信
外
道
。
始
適
魏
氏
、
首
孕
一
女
、
卽
高
之
長
姉
。
生
便
信
佛
、
乃
爲
母

祈
願
、
願
門
無
異
見
、
得
奉
大
法
。
母
以
僞
秦
弘
始
三
年
、
夢
見
梵
僧
散
華
滿
室
、
覺
便
懷
胎
、
至
四
年
四
月
八
日
生
男
。
家
內
忽
有
異
香
、

及
光
明
照
壁
、
迄
旦
乃
息
。
母
以
兒
生
瑞
兆
、
因
名
靈
育
」。

（
28
）
小
南
一
郞
「
六
朝
隋
唐
小
說
史
の
展
開
と
佛
敎
信
仰
」（
福
永
光
司
編
『
中
國
中
世
の
宗
敎
と
文
化
』、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
一
九

八
二
年
）
四
三
三
頁
參
照
。

（
29
）
佛
敎
の
應
驗
記
に
關
し
て
は
前
揭
小
南
一
郞
「
六
朝
隋
唐
小
說
史
の
展
開
と
佛
敎
信
仰
」
參
照
。

（
30
）
卷
十
六
「
隋
京
師
眞
寂
寺
釋
信
行
傳
」、
卷
二
十
「
京
師
西
明
寺
釋
靜
之
傳
」
な
ど
。

（
31
）
一
般
に
は
、『
隋
志
』
に
著
錄
さ
れ
る
曇
諦
の
文
集
が
、
慧
遠
よ
り
前
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、『
高
僧
傳
』
の
記
述
を
誤
り
と
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
高
僧
傳
』
本
文
の
み
で
は
、
傳
記
內
容
に
矛
盾
が
生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
晉
人
と
斷
定
し
て
し
ま
う
の
に

も
躊
躇
を
覺
え
る
。

（
32
）
安
居
香
山
「
感
生
帝
說
の
展
開
と
緯
書
思
想
」（『
緯
書
の
展
開
と
そ
の
成
立
』、
國
書
刊
行
會
、
一
九
七
九
年
）
で
は
歷
代
の
帝
王
の
出
生

が
五
行
の
配
列
に
合
わ
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
33
）
「
孫
堅
母
妊
堅
之
時
、
夢
腸
出
繞
腰
、
有
一
童
女
負
之
繞
吳
閶
門
外
、
又
授
以
芳
茅
一
莖
。
童
女
語
曰
『
此
善
祥
也
、
必
生
才
雄
之
子
。
今

賜
母
以
土
、
王
於
翼
軫
之
地
、
鼎
足
於
天
下
。
百
年
中
應
以
異
寶
授
於
人
也
』。
語
畢
而
覺
、
日
起
筮
之
。
筮
者
曰
『
所
夢
童
女
負
母
繞
閶

門
、
是
太
白
之
精
、
感
化
來
夢
』。
夫
帝
王
之
興
、
必
有
神
跡
自
表
、
白
氣
者
、
金
色
。
及
吳
滅
而
晉
踐
祚
、
夢
之
徵
焉
」。

一
部
の
文
字
を
齊
治
平
の
校
訂
（『
拾
異
記
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
っ
て
改
め
た
。

（
34
）
「
凡
人
稟
貴
命
於
天
、
必
有
吉
驗
見
於
地
。
見
於
地
、
故
有
天
命
也
。
驗
見
非
一
、
或
以
人
物
、
或
以
禎
祥
、
或
以
光
氣
」。

（
35
）
「
虞
子
大
、
陳
留
東
莞
人
也
。
生
時
以
夜
、
適
免
母
身
、
母
見
其
上
若
一
疋
練
狀
、
經
上
天
。
明
以
問
人
、
人
皆
曰
吉
。
貴
氣
與
天
通
、
長

大
仕
宦
、
位
至
司
徒
公
」。
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　　道佛宗敎者の出生の不思議

（
36
）
『
搜
神
後
記
』
卷
三
「
程
鹹
」
な
ど
。

（
37
）
『
史
記
』
卷
四
「
周
本
紀
」「
周
后
稷
名
弃
、
其
母
有
邰
氏
女
、
曰
姜
源
。
姜
源
爲
帝
嚳
元
妃
。
姜
源
出
野
、
見
巨
人
蹟
、
心
欣
然
說
、
欲
踐

之
。
踐
之
而
身
動
、
如
孕
者
。
居
期
而
生
子
。
以
爲
不
祥
、
弃
之
隘
巷
。
馬
牛
過
者
、
皆
辟
不
踐
、
徙
置
之
林
中
、
適
會
山
林
多
人
。
遷
之

而
棄
渠
中
冰
上
。
飛
鳥
以
其
翼
、
覆
薦
之
。
姜
源
以
爲
神
、
遂
收
養
長
之
。
初
欲
弃
之
、
因
名
曰
弃
」。

（
38
）
雜
傳
書
に
つ
い
て
は
佐
野
誠
子
「
雜
傳
書
と
し
て
の
志
怪
書
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
五
四
、
二
〇
〇
二
年
）
參
照
。

（
39
）
小
南
一
郞
「「
神
仙
傳
」―
新
し
い
神
仙
思
想
」（『
中
國
の
神
話
と
物
語
り
』
第
三
章
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
で
は
、
神
仙
の
傳
承
が

神
仙
の
祠
廟
に
い
る
巫
覡
逹
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
を
提
示
し
て
い
る
。
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敦
煌
の
孝
子
傳
　

小
　
南
　
　
一
　
郞
　
　

　　　　
　
　
一
　
宗
密
の
孝
論

　　
六
朝
隋
唐
時
期
に
お
け
る
目
連
傳
承
の
展
開
過
程
を
追
求
す
る
と
い
う
作
業
の
一
環
と
し
て
、
そ
の
制
作
時
期
が
推
定
で
き
る
と

い
う
點
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
、
唐
のし
ゆ
う
み
つ

宗
密
の
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
を
詳
し
く
讀
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇
―
八
四
一
）

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
華
嚴
宗
の
五
祖
に
列
せ
ら
れ
、
多
く
の
經
典
解
釋
や
理
論
書
を
著
わ
し
た
、
當
時
の
代
表
的
な
佛
敎
思
想

家
で
あ
っ
た（

１
）。

そ
の
宗
密
が
著
わ
し
た
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
は
、
目
連
の
物
語
り
の
時
代
的
な
展
開
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
時
閒
的

な
定
點
を
與
え
る
點
で
貴
重
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
大
き
く
は
、
佛
敎
が
、
中
國
古
來
の
孝
の
觀
念
に
ど
の
よ
う
に
對
處
し
た

の
か
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
際
に
も
、
重
要
な
資
料
と
な
る
だ
ろ
う
。
具
體
的
に
言
え
ば
、
こ
の
疏
に
表
明
さ
れ
て
い
る
宗
密
の

孝
に
對
す
る
考
え
方
は
、
魏
晉
南
北
朝
以
來
、
佛
敎
者
た
ち
が
取
っ
て
來
た
、
佛
敎
に
は
獨
自
の
孝
の
あ
り
方
が
あ
る
の
だ
と
す
る

主
張
と
は
異
な
り
、
儒
敎
的
な
孝
と
佛
敎
的
な
孝
と
を
折
衷
す
る
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
單
に
宗
密
個
人
が
孝
と

い
う
觀
念
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
異
文
化
圈
に
起
源
し
た
佛
敎
と
い
う
宗
敎
が
、
中
國
文
化
の
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中
へ
浸
透
す
る
に
際
し
て
、
中
國
固
有
の
價
値
觀
念
に
ど
の
よ
う
に
相
い
對
し
た
の
か
を
示
す
貴
重
な
一
齣
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
の
中
か
ら
、
孝
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
、
宗
密
の
特
徵
的
な
發
言
の
い
く
つ
か
を
擧
げ
て
み
よ
う（

２
）。

　
世
界
の
始
ま
り
の
混
沌
の
時
期
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
天
と
地
と
の
全
體
に
廣
が
り
、
人
閒
と
神
々
と
を
通
じ
、
身
分

の
高
下
に
關
係
な
く
、
儒
者
も
佛
敎
徒
も
、
と
も
に
貴
ぶ
の
が
、
孝
道
な
の
で
あ
る
。
…
…
大
孝
な
る
釋
迦
牟
尼
は
、
い
く
劫

に
も
わ
た
っ
て
親
の
恩
を
報
じ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
因
を
積
み
、
正
覺
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
釋
迦
は
、
親
の
恩
に
報
じ
る
と
い
う
因
を
、
い
く
劫
に
も
わ
た
っ
て
積
ん
で
來
た
が
ゆ
え
に
、
悟
り
が
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
す
な

わ
ち
、
佛
陀
の
悟
り
は
、
親
へ
の
報
恩
と
い
う
行
爲
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
逹
成
さ
れ
た
の
だ
と
、
宗
密
は
言
う
。
そ
れ
ゆ

え
、「
大
孝
の
釋
迦
」
と
、
大
孝
の
二
字
を
冠
し
て
佛
陀
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
も
云
っ
て
い
る
。

　
悉
逹
太
子
は
、
王
位
を
繼
が
ず
、
親
を
棄
て
國
を
離
れ
た
が
、
そ
の
本
來
の
意
圖
は
、
修
行
を
し
て
道
を
得
、
父
母
の
恩
に

報
じ
る
た
め
な
の
で
あ
っ
た
。

　
佛
陀
の
出
家
は
、
親
に
背
く
も
の
で
は
な
く
、
眞
の
意
味
で
兩
親
の
恩
に
報
ず
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
說
明
す
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
も
云
っ
て
い
る
。

　
佛
敎
經
典
は
理
知
的
な
眞
理
を
解
明
し
、
律
典
は
戒
律
の
本
質
を
解
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
戒
に
關
わ
る
一
萬
も
の
行
爲
が

あ
る
中
で
、
孝
が
そ
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
佛
敎
的
な
戒
行
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
孝
だ
と
言
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
戒
と
孝
と
を
一
つ
の
も
の
だ
と
す

る
觀
念
は
、
他
に
も
見
え
、
た
と
え
ば
、
羅
什
譯
だ
と
題
さ
れ
て
い
る
「
梵
網
經
」
卷
下
で
は
、
釋
迦
牟
尼
が
菩
提
樹
下
で
悟
り
を

開
い
た
と
き
、
は
じ
め
て
菩
薩
は
ら
だ
い
も
く
し
や

波
羅
提
木
叉
（
菩
薩
戒
）
を
結
集
し
、
父
母
・
師
僧
・
三
寶
に
孝
順
た
れ
と
定
め
て
、「
孝
順
は
至
道

の
法
で
あ
り
、
孝
を
戒
と
名
づ
け
、
ま
た
制
止
と
名
づ
け
た
」
と
云
っ
て
い
る（

３
）。

ち
な
み
に
、
現
存
の
「
梵
網
經
」
は
、
僞
經
（
中
國

撰
述
の
佛
典
）
の
一
種
に
數
え
ら
れ
て
い
る
。
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　　敦煌の孝子傳

　
宗
密
が
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
の
前
半
部
分
で
行
な
っ
て
い
る
議
論
の
中
心
は
、
儒
敎
的
な
孝
と
佛
敎
的
な
孝
と
の
關
係
の
檢
討
に
あ
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
か
れ
は
、
儒
敎
的
な
孝
と
佛
敎
的
な
孝
と
の
閒
に
あ
る
差
異
も
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
儒
敎
で

は
祖
先
祭
祀
の
際
に
犧
牲
の
動
物
を
用
い
る
が
、
佛
敎
で
は
そ
う
し
た
殺
生
は
し
な
い
と
言
う
。
し
か
し
、
宗
密
が
こ
の
疏
の
中
で

特
に
强
調
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
儒
敎
的
な
孝
と
佛
敎
的
な
孝
と
が
決
し
て
異
質
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
兩

者
の
差
異
は
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
宗
密
は
、
兩
親
に
對
す
る
生
前
お
よ
び
沒
後
の
供
養
や
、
そ
う
し
た
供
養
が
も
た
ら
す
罪
福
に
つ
い
て
、
釋
敎
と
儒
敎
と
の
閒
で

本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
言
う
。「
盂
蘭
盆
經
」
が
說
く
こ
と
の
中
心
は
、
孝
順
・
設
供
・
拔
苦
・
報
恩
の
四
點
に
あ
る
と
し
、
こ

れ
ら
四
つ
の
要
素
に
關
連
づ
け
て
、
中
國
的
な
孝
と
佛
敎
者
の
孝
と
の
閒
の
關
係
を
次
の
よ
う
に
說
明
す
る
の
で
あ
る
。
孝
順
で
は

あ
っ
た
が
親
の
た
め
に
供
養
を
設
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
が
、
中
國
の
孝
子
で
あ
る
董
黯
や
王
祥
た
ち
で
あ
り
、
孝
順
で
あ
り

な
が
ら
も
親
の
拔
苦
（
死
後
の
救
濟
）
を
計
ら
な
か
っ
た
の
が
董
永
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
佛
敎
の
盂
蘭
盆
會
の
儀
式
（
そ
の
背
後
に

あ
っ
た
目
連
の
佛
敎
的
な
孝
行
）
は
、
孝
順
・
設
供
・
拔
苦
・
報
恩
の
四
つ
の
要
素
を
す
べ
て
兼
ね
備
え
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
同
樣
の
こ
と
を
、「
盂
蘭
盆
經
」
の
「
欲
度
父
母
報
乳
哺
之
恩
」
の
句
を
解
釋
し
た
中
で
も
云
っ
て
い
る（

４
）。

　
恩
に
輕
重
の
區
別
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
現
在
の
一
生
の
父
母
の
恩
が
も
っ
と
も
重
く
、
そ
れ
以
外
は
だ
ん
だ
ん
輕
く
な
っ

て
﹇
七
生
の
父
母
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
﹈。
報
（
報
恩
）
に
分
（
一
部
）
と
全
（
全
體
）
と
の
區
別
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
一

生
の
父
母
を
供
養
す
る
の
が
分
で
あ
り
、
多
生
の
父
母
ま
で
を
も
悟
り
へ
と
導
く
の
が
全
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
經
に
は
「
左

の
肩
に
父
を
擔
い
、
右
の
肩
に
母
を
擔
っ
て
、
大
地
の
隅
々
ま
で
經
巡
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
恩
を
報
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
生
で
父
母
の
恩
に
報
い
る
こ
と
は
分
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
孟
宗
・
董

黯
・
董
永
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
孝
養
を
盡
く
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宗
密
は
、
佛
敎
的
な
孝
こ
そ
が
完
全
な
か
た
ち
で
の
孝
だ
と
强
調
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、
中
國
の
傳
統
的
な
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孝
子
た
ち
を
も
、
そ
の
體
系
の
な
か
に
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
世
俗
內
的
な
孝
と
出
世
閒
的
な
孝
と
は
次
元
が
異
な
っ
て
お
り
、

出
世
閒
を
基
本
と
す
る
佛
敎
の
孝
は
超
越
的
で
あ
り
本
質
的
な
も
の
だ
と
主
張
を
し
て
き
た
、
魏
晉
南
北
朝
以
來
の
佛
敎
者
た
ち
の

議
論
と
は
、
そ
の
基
本
的
な
立
場
が
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
二
　
沙
門
不
敬
王
者
論

　　
中
國
の
傳
統
社
會
を
支
え
た
、
も
っ
と
も
基
礎
的
で
重
要
な
道
德
律
の
一
つ
が
孝
で
あ
っ
た
。
支
配
者
た
ち
も
、
孝
の
原
理
で
も
っ

て
天
下
を
治
め
る
（
孝
經
孝
治
章
）
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
國
に
お
い
て
も
、
忠
と
孝
と
の
矛
盾
と
い
っ
た
問
題
が
取
り
上
げ

ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
兩
者
が
矛
盾
す
る
と
き
、
た
め
ら
わ
ず
孝
の
方
を
取
る
と
い
う
の
が
、
中
國
に
お
け
る
正
統
的
な
出

處
判
斷
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
忠
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
孝
な
ら
ず
と
い
っ
た
立
場
に
立
た
さ
れ
た
と
き
、
た
と
え
親
の
方
に
非
が

あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
も
、
そ
の
ま
ま
官
位
に
留
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
士
大
夫
階
層
の
輿
論
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ

た
。
不
孝
だ
と
い
う
評
判
は
、
他
に
い
か
な
る
功
績
や
善
行
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
物
の
社
會
的
な
存
在
を
否
定
す
る
も
の

と
な
っ
た
の
で
あ
る（

５
）。

　
そ
う
し
た
孝
を
基
盤
と
す
る
中
國
社
會
の
中
に
、
佛
敎
が
、
異
質
な
文
化
傳
統
を
持
っ
て
參
入
し
て
來
た
。
僧
侶
た
ち
は
、
家
を

出
て
、
サ
ン
ガ
に
身
を
置
き
、
親
の
孝
養
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
剃
髮
す
る
な
ど
、
身
體
髮
膚
を
傷
つ
け
て
い
る
。
少

な
く
と
も
外
形
的
に
見
れ
ば
、
孝
の
精
神
に
ま
っ
こ
う
か
ら
逆
ら
う
よ
う
な
生
き
方
を
選
擇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
當
然
の
こ
と
と

し
て
、
そ
う
し
た
僧
侶
た
ち
の
所
行
に
對
し
て
孝
に
背
く
も
の
だ
と
い
う
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
佛
敎
が
中
國
の

社
會
に
根
を
下
ろ
す
た
め
に
は
、
こ
の
孝
の
問
題
に
ど
う
對
處
す
る
か
が
、
避
け
て
通
れ
ぬ
關
門
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
正
確
な
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
き
わ
め
て
早
い
時
期
の
佛
敎
理
論
書
と
し
て
「
牟
子
理
惑
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論
」
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
、
孝
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
な
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

６
）。

　
質
問
を
し
て
云
っ
た
、「
孝
經
に
は
、
身
體
髮
膚
は
父
母
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
と
あ

り
、
そ
う
し
ん

曾
參
は
、
死
に
臨
ん
で
、
自
分
の
手
足
を
廣
げ
て
、
損
傷
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
さ
せ
た
の
で
し
た
。
し
か
る
に
、
沙

門
た
ち
は
頭
髮
を
剃
り
落
と
し
て
お
り
、
な
ん
と
聖
人
の
言
葉
に
背
き
、
孝
子
の
道
に
違
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
な
た

は
、
是
と
非
と
分
析
し
、
も
の
ご
と
の
曲
直
を
判
別
す
る
こ
と
を
好
ん
で
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
僧
侶
た
ち
の
こ
う
し
た
行
な

い
を
、
か
え
っ
て
正
し
い
と
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。

　
ぼ
う
し

牟
子
が
答
え
て
云
っ
た
、「
聖
人
賢
者
を
誹
謗
す
る
の
は
不
仁
で
あ
り
、
判
斷
が
公
平
で
な
い
の
は
知
惠
を
缺
く
か
ら
だ
。
不

仁
で
あ
り
知
惠
も
缺
い
て
い
た
の
で
は
、
ど
う
し
て
﹇
自
分
の
主
張
を
通
じ
て
﹈
德
の
根
本
を
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
德
の
根
本
を
確
か
な
も
の
に
で
き
ぬ
よ
う
な
者
は
、
偏
屈
な
頑
固
者
の
仲
閒
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
口
先

ば
か
り
の
議
論
で
は
だ
め
な
の
だ
。
…
…
孝
經
に
、
先
王
た
ち
は
至
德
に
し
て
道
の
本
質
を
把
握
し
て
い
た
と
云
っ
て
い
る
が
、

そ
の
先
王
の
一
人
、
吳
の
泰
伯
は
髮
を
切
り
、
膚
に
刺
靑
を
し
て
、
す
す
ん
で
吳
越
の
風
俗
に
同
化
を
し
、
身
體
髮
膚
を
損
傷

し
な
い
と
い
う
道
理
に
背
い
て
い
た
。
し
か
し
、
孔
子
は
、
か
れ
を
稱
讚
し
て
、
至
德
を
備
え
た
人
物
だ
と
言
っ
て
よ
い
と
評

價
さ
れ
、
斷
髮
し
た
と
い
う
こ
と
で
非
難
を
し
た
り
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
觀
れ
ば
、
大
き
な
德
を
も
っ
て

行
動
し
て
お
る
か
ぎ
り
、
小
さ
な
問
題
點
は
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
い
の
だ
。
沙
門
は
、
家
も
財
產
も
讓
り
、
妻
子
ま
で
棄
て

て
、
音
樂
は
聽
か
ず
、
美
し
い
彩
り
に
も
眼
を
向
け
な
い
。
自
己
否
定
の
極
致
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
。

　
こ
こ
で
も
、
僧
侶
た
ち
の
剃
髮
と
出
家
と
い
う
二
つ
の
行
動
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
剃
髮
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
行
動
よ
り
も
、

そ
の
背
後
に
あ
っ
た
精
神
の
あ
り
方
を
見
る
べ
き
だ
と
い
う
內
容
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
出
家
と
い
う
行
動
に
つ
い
て
は
、

十
全
な
說
明
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
あ
る
い
は
、
張
融
に
假
託
し
て
、
道
敎
徒
が
佛
敎
を
攻
擊
し
た
も
の
だ
と
い
う
「
三
破
論
」
に
お
い
て
も
、
剃
髮
の
問
題
が
取
り
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上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に（

７
）、

　
子
供
が
先
に
出
家
を
し
、
母
が
あ
と
か
ら
尼
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
母
が
わ
が
子
に
敬
禮
を
し
て
い
る
。
禮
の
精
神
に
外
れ

る
こ
と
、
甚
だ
し
い
。

と
云
っ
て
、
佛
敎
的
な
法
臘
の
秩
序
が
、
家
族
關
係
を
基
礎
に
し
た
禮
制
度
を
破
壞
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
、
佛
敎
を
、「
國
に
入

れ
ば
國
を
破
り
、
家
に
入
れ
ば
家
を
破
り
、
身
に
入
れ
ば
身
を
破
る
」
も
の
だ
と
き
め
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
六
朝
期
か
ら
隋
唐
時
期
に
盛
ん
に
鬪
わ
さ
れ
た
沙
門
不
敬
王
者
論
も
、
そ
の
背
後
に
孝
の
問
題
を
祕
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

單
に
俗
的
な
權
力
者
た
ち
が
佛
敎
者
た
ち
を
お
の
れ
の
權
力
の
も
と
に
跪
か
せ
よ
う
と
企
圖
し
た
だ
け
な
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題

が
、
人
々
の
共
通
の
關
心
事
と
し
て
、
い
く
ど
も
蒸
し
返
さ
れ
た
り
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
孝
の
原
則
に
關
わ
れ
ば
こ
そ
、
時

代
を
越
え
て
、
佛
敎
者
た
ち
の
、
王
者
に
對
す
る
關
係
の
持
ち
方
が
問
い
續
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
佛
敎
が
、
特
殊
な
集
團
の
人
々
の
信
仰
と
い
う
範
圍
を
越
え
て
、
多
く
の
知
識
人
た
ち
の
心
を
も
捉
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
東

晉
時
期
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
本
當
の
意
味
で
、
佛
敎
が
中
國
社
會
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
沙
門
が
王
者
に
敬
を
致
す
べ
き
か
ど
う
か
の
議
論
が
起
っ
た
の
は
、
こ
の
問
題
が
、
佛
敎
の
導
入

が
中
國
文
化
へ
與
え
た
衝
擊
を
も
っ
と
も
よ
く
象
徵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
唐
の
釋
彥
悰
が
集
め
た
資
料
集
、「
集

沙
門
不
應
拜
俗
等
事
」
を
參
照
し
つ
つ
、
こ
の
議
論
の
歷
史
を
億
略
に
述
べ
て
み
よ
う（

８
）。

　
王
導
は
東
晉
王
朝
創
建
の
功
臣
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
王
導
の
あ
と
を
襲
っ
て
宰
相
と
な
っ
た
の
が
庾
氷
で
あ
っ
て
、
こ
の
庾
氷
が
、

文
獻
資
料
に
遺
る
か
ぎ
り
初
め
て
、
沙
門
も
王
者
に
敬
を
致
す
べ
き
だ
（
僧
侶
は
、
王
の
前
に
出
た
と
き
に
は
跪
拜
を
す
べ
き
だ
）
と
の
主

張
を
表
明
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
見
が
成
帝
の
詔
と
い
う
か
た
ち
で
發
布
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
對
し
て
は
、
何
充
ら
權
臣

か
ら
の
反
論
が
あ
っ
て
、
ほ
ど
な
く
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
。

　
引
き
續
い
て
、
東
晉
の
末
年
に
は
、
權
力
者
の
桓
玄
が
み
ず
か
ら
の
權
勢
を
誇
ろ
う
と
し
、
沙
門
た
ち
は
、
王
者
か
ら
恩
惠
を
受
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け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
當
然
、
王
者
を
敬
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
を
蒸
し
返
し
た
。
こ
の
議
論
は
、
最
初
は
桓
玄
と
桓
謙
や
王
謐
ら

の
閒
で
、
書
億
を
遣
り
取
り
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
、
廬
山
の
慧
遠
を
も
ま
き
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
慧
遠
は
、
桓
玄
が
送
っ
て
來
た
質
問
に
答
え
て
書
い
た
書
億
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る（

９
）。

　
も
の
ご
と
の
根
本
を
推
測
し
、
そ
の
根
源
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
者
は
天
地
か
ら
氣
を
受
け
、
父
母
か
ら
身
體
を
授

か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
者
た
ち
に
と
っ
て
、
子
々
孫
々
へ
と
生
命
を
つ
な
い
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
道
理

は
絕
對
的
な
も
の
で
あ
り
、
日
々
の
生
活
を
保
持
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
原
則
は
重
大
な
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
さ

れ
ば
こ
そ
﹇
そ
う
し
た
者
た
ち
は
、
日
常
生
活
を
保
持
し
、
子
孫
を
遺
す
た
め
に
、
王
者
か
ら
﹈
そ
の
恩
德
を
受
け
な
が
ら
禮
を

忘
れ
た
り
、
そ
の
恩
惠
に
與
り
な
が
ら
敬
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。
こ
れ
が
、
あ
な
た
さ
ま
が
、
王

者
を
敬
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
根
據
で
あ
り
、
わ
た
し
も
そ
の
ご
意
見
に
反
對
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
佛
陀
の
敎
え
に
關
し
て
、
そ
の
原
則
を
考
え
、
沙
門
の
道
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
檢
討
い
た
し
ま
す
と
、
そ
う
し
た
道

理
は
通
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
佛
陀
の
經
典
が
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
佛
敎
信
者
は
、
大
き
く
二

種
類
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
在
俗
の
ま
ま
敎
え
を
廣
め
る
者
た
ち
で
あ
り
、
二
番
目
は
、
出
家
し
て
道
を
修
す
る
者

た
ち
で
す
。

　
在
俗
の
者
た
ち
が
、
支
配
者
に
禮
を
捧
げ
、
親
を
尊
ん
で
敬
す
る
こ
と
な
ど
、
忠
と
孝
と
に
の
っ
と
る
べ
き
こ
と
は
、
經
文

に
表
明
さ
れ
、
父
と
師
と
主
君
と
を
尊
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
神
聖
な
經
典
に
大
書
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
王
者
の
制
度
が
命
ず
る

と
こ
ろ
と
符
合
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
割
り
符
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
で
す
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
さ
ま

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
完
全
に
正
し
く
、
異
義
を
挾
む
餘
地
は
、
道
理
か
ら
言
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
出
家
者
の
方
は
と
言
え
ば
、
か
れ
ら
は
現
實
世
界
の
外
に
本
籍
を
も
っ
て
い
る
客
人
な
の
で
あ
り
、
現
世
と
は
異
な
る
原
理

で
行
動
し
て
お
り
ま
す
。
か
れ
ら
が
敎
え
る
の
は
、
憂
い
ご
と
が
あ
る
の
は
身
體
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
逹
觀
し
て
、
身
體
を
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忘
卻
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憂
い
を
な
く
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
り
し
て
輪
廻
を
重
ね
る
の
は
、
造
化

者
の
化
育
の
作
用
を
被
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
知
っ
て
、
化
育
の
力
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
根
源
的
原
理
を
探
す
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

根
源
を
探
し
て
、
化
育
の
力
を
借
り
な
い
が
た
め
に
、
萬
物
を
活
動
さ
せ
て
い
る
力
を
重
要
だ
と
は
考
え
ず
、
憂
い
を
遮
斷
し

て
、
身
體
を
元
手
だ
と
せ
ぬ
が
た
め
に
、
日
常
生
活
を
充
實
さ
せ
る
こ
と
な
ど
は
尊
ぶ
に
足
ら
ぬ
と
す
る
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
道
理
は
現
世
の
道
理
と
背
馳
し
、
こ
う
し
た
生
き
方
は
世
俗
の
生
き
方
に
背
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
家
者

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
者
た
ち
は
、
み
な
、
俗
世
を
離
れ
て
生
活
を
し
、
そ
の
志
す
と
こ
ろ
の
實
現
を
目
指
す
の
で
あ
り
、
俗
世

の
習
わ
し
に
背
い
て
、
そ
の
道
を
實
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
俗
世
の
服
飾
と
同
じ
く
な
い
が
た
め
、
俗
世
の
典

禮
を
そ
の
ま
ま
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
俗
世
の
外
で
生
活
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
動
は
高
い
理
想
に
從
っ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
こ
そ
、
溺
れ
た
人
々
を
水
底
か
ら
救
い
出
し
、
劫
を
經
て
も
浮
か
ば
れ
な
か
っ

た
罪
の
根
っ
こ
を
拔
き
去
っ
て
、
遠
く
三
乘
の
渡
し
場
へ
と
導
い
て
ゆ
き
、
天
上
の
存
在
と
な
る
べ
き
道
を
廣
く
開
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
家
庭
的
に
は
、
親
子
の
關
係
の
重
大
さ
に
背
き
な
が
ら
も
、
孝
の
本
質
に
違
う
こ
と
な
く
、
世

閒
的
に
は
、
主
君
に
恭
し
く
仕
え
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
敬
の
本
質
か
ら
外
れ
て
は
お
ら
ぬ
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
者
た
ち
は
、
出
家
の
際
に
み
ず
か
ら
誓
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
生
涯
を
か
け
て
そ
の
志
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す

る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
一
人
の
者
が
そ
の
德
を
完
全
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
道
は
そ
の
一
族
全
體
に
及

ぼ
さ
れ
、
そ
の
恩
澤
は
天
下
全
體
を
う
る
お
す
の
で
す
。
そ
う
し
た
者
た
ち
は
、
王
侯
の
位
に
は
昇
っ
て
お
ら
ぬ
と
は
い
え
、
天

下
統
治
の
根
本
に
合
致
し
て
、
人
閒
全
體
を
庇
護
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
慧
遠
は
、
こ
う
し
た
議
論
を
再
構
成
し
て
、「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
「
論
」
の
序
の
中
で
大
き
な
危
惧
を

表
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
庾
冰
や
桓
玄
な
ど
の
權
力
者
た
ち
が
、
佛
法
を
世
俗
の
禮
法
の
一
部
分
に
組
み
こ
も
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
、「
千
載
の
否
運
」
で
あ
り
、「
大
法
が
ま
さ
に
淪
ま
ん
と
す
る
」
事
態
だ
と
、
慧
遠
は
受
け
と
っ
て
い
た
。
佛
法
が
、
王
權
と
は
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獨
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
具
體
的
な
か
た
ち
で
確
認
す
る
た
め
に
も
、
沙
門
た
ち
が
王
者
に
敬
禮
を
し
な
い
と
い
う
原
則
は
、
慧

遠
に
と
っ
て
、
け
っ
し
て
讓
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
方
向
か
ら
分
析
が
加
え
ら
れ
て
來
た
。
わ
た
し
が
こ
こ
で
特
に
强
調

し
た
い
の
は
、
慧
遠
の
議
論
の
中
に
お
い
て
も
、
內
に
は
親
へ
の
孝
、
外
に
向
か
っ
て
は
主
君
へ
の
敬
と
、
孝
と
敬
と
の
兩
者
が
一

體
の
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
一
人
の
佛
敎
者
が
道
を
逹
成
す
る
と
き
、
六
親
が
救
わ
れ
、
萬
民
も
恩
惠
を
受

け
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
家
族
內
で
の
孝
の
實
踐
と
政
治
敎
化
上
の
效
用
と
が
不
可
分
な
も
の
と
し
て
竝
擧
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
沙
門
が
王
者
に
敬
を
致
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
、
そ
の
背
後
に
、
沙
門
は
父
母
に
孝
を
盡
く
さ
な
く
て
よ
い
の

か
と
い
う
論
難
を
も
祕
め
て
い
た
。
慧
遠
は
、
そ
れ
に
對
し
て
、
表
面
的
に
は
孝
を
盡
く
さ
ぬ
よ
う
に
見
え
て
も
、
悟
り
を
開
い
た

出
家
者
は
、
肉
親
た
ち
を
輪
廻
か
ら
解
脫
さ
せ
、
さ
ら
に
、
人
閒
世
界
の
す
べ
て
の
者
た
ち
が
そ
の
恩
惠
を
受
け
る
と
い
う
か
た
ち

で
、
よ
り
本
質
的
な
孝
を
實
踐
し
、
政
治
敎
化
に
も
貢
獻
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
以
後
も
、
沙
門
は
王
者
を
拜
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
、
權
力
者
側
か
ら
い
く
ど
も
提
出
さ
れ
、
そ
の
た
び
ご
と
に
佛
敎
者

側
か
ら
反
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
事
態
は
、
隋
唐
時
代
に
ま
で
引
き
繼
が
れ
て
い
っ
た
。
議
論
は
な
ん
ど
も
繰
り
返
さ
れ

た
が
、
そ
の
主
張
點
や
論
理
の
內
容
に
、
ほ
と
ん
ど
新
し
い
も
の
が
付
け
加
え
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
そ
う
し

た
中
で
の
變
化
と
し
て
、
唐
代
に
な
る
と
、
支
配
者
側
は
、
王
者
へ
の
敬
禮
は
盡
く
さ
な
く
と
も
よ
い
か
ら
、
せ
め
て
父
母
へ
の
敬

だ
け
は
缺
い
て
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
貞
觀
政
要
卷
七
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る（

10
）。

　
貞
觀
五
年
（
六
三
一
）
の
こ
と
、
唐
の
太
宗
、
李
世
民
は
、
侍
臣
た
ち
に
む
か
っ
て
云
っ
た
、「
佛
陀
や
道
（
太
上
老
君
）
が
敎

え
を
定
め
た
の
は
、
元
來
、
善
事
を
行
な
う
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
さ
か
僧
尼
や
道
士
た
ち
に
、
妄
り
に
み
ず
か
ら
を
尊
し
と
し

て
、
平
然
と
父
母
の
拜
禮
を
受
け
さ
せ
た
り
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。﹇
出
家
者
が
、
息
子
で
あ
り
な
が
ら
、
父
母
の
拜
を
受
け

553



た
り
す
る
の
は
﹈
風
俗
を
こ
わ
し
、
禮
の
根
本
を
亂
す
も
の
で
、
す
ぐ
さ
ま
禁
斷
す
べ
き
だ
」
と
。
そ
こ
で
、
出
家
者
は
父
母

を
拜
す
べ
き
だ
と
の
令
が
出
さ
れ
た
。

　
唐
の
高
宗
の
李
治
も
、
同
樣
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
全
唐
文
卷
十
二
に
收
め
る
、
高
宗
の
詔
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
）。

　
佛
典
の
說
く
と
こ
ろ
は
、
現
實
世
界
を
超
越
し
た
も
の
で
、
有
と
無
と
を
と
も
に
棄
て
去
り
、
釋
迦
の
悟
り
は
、
全
て
の
執

着
か
ら
離
れ
た
も
の
で
、
他
人
と
自
己
と
の
區
別
を
忘
卻
す
る
。﹇
そ
の
敎
え
を
奉
じ
る
者
が
﹈
自
分
が
尊
ば
れ
ね
ば
、
敎
え
が

成
り
立
た
な
い
な
ど
と
考
え
る
は
ず
が
あ
る
ま
い
。
釋
尊
の
心
は
、
慈
し
み
と
孝
と
を
尊
ぶ
も
の
で
、
父
と
子
、
君
と
臣
と
の

關
係
、
長
幼
、
仁
義
の
序
列
に
つ
い
て
は
、
周
公
や
孔
子
の
敎
え
と
、
經
路
は
異
な
る
に
し
て
も
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
一
な

の
で
あ
る
。﹇
そ
の
敎
え
を
奉
じ
る
者
た
ち
が
﹈
禮
を
か
え
り
み
ず
、
德
に
背
い
て
い
る
こ
と
に
は
、
全
く
贊
成
で
き
ぬ
。

　
門
下
省
よ
、
中
華
と
邊
域
と
の
聖
人
た
ち
は
、
乘
り
物
は
異
な
る
が
、
同
じ
方
向
へ
疾
走
し
、
中
國
と
異
域
と
の
風
俗
制
度

は
、
樣
々
な
考
え
方
が
あ
る
に
し
ろ
、
同
じ
方
向
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
。
…
…
さ
き
に
、
道
士
、
女
冠
、
僧
、
尼
た
ち
に
、
拜

禮
を
行
な
う
よ
う
に
命
じ
た
が
、
そ
う
し
た
指
示
が
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
に
慣
れ
て
來
た
人
々
の
心
を
驚
か
せ
る
こ
と
を
心

配
し
、
そ
の
よ
う
に
決
定
し
た
理
由
を
よ
り
詳
し
く
說
明
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
關
係
の
役
人
た
ち
か
ら
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
典
據
を
引
き
、
さ
ら
に
情
理
を
あ
わ
せ
述
べ
て
、
變
革
す
べ
き
か
ど
う
か
、
贊
否
兩
論
が
出
さ
れ
て
拮
抗
し
た
。
…
…

こ
こ
で
の
決
定
と
し
て
、
主
君
の
前
で
は
、
敬
禮
を
强
要
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
父
母
に
對
し
て
は
、
慈
し
み
育
て
て
も
ら
っ

た
恩
は
深
く
、
か
ね
て
よ
り
孝
養
を
盡
く
し
て
來
た
の
で
あ
っ
て
、
父
母
以
外
に
敬
禮
を
奉
げ
る
相
手
が
ど
こ
に
お
る
と
い
う

の
か
。
今
よ
り
以
後
、﹇
僧
侶
た
ち
も
﹈
父
母
に
對
し
て
は
、
跪
拜
の
禮
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
關
係
の
役
所
に
命
じ
て
、
こ

の
命
令
を
實
行
さ
せ
る
よ
う
に
。

　
こ
こ
で
、
唐
の
高
宗
が
提
出
し
た
議
論
も
、
そ
の
元
來
な
意
圖
は
、
沙
門
た
ち
を
王
權
の
も
と
に
跪
拜
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
提
議
に
對
し
て
は
、
贊
否
兩
論
が
あ
っ
て
、
拮
抗
し
た
と
あ
る
。
こ
の
詔
が
主
君
側
の
視
點
か
ら
書
か
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れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
實
際
に
は
、
高
宗
の
提
議
に
對
し
て
、
宮
廷
の
臣
下
た
ち
の
多
く
が
反
對
を
表
明
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
終
的
に
は
、
主
君
に
對
し
て
は
、
必
ず
し
も
拜
禮
を
す
る
必
要
は
な
い
、
た
だ
、
父
母
に
對
し
て
だ
け
は
、
跪
拜
を
せ
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
、
高
宗
の
讓
步
で
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
經
緯
か
ら
も
、
沙
門
不
敬
王
者
論
の
背
後
に
、

實
は
孝
の
問
題
が
潛
ん
で
お
り
、
王
者
の
側
が
自
分
へ
の
敬
を
求
め
る
重
要
な
根
據
と
し
て
、
親
へ
孝
を
奉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
理
念
を
强
調
し
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
宋
代
以
後
も
、
沙
門
と
孝
と
の
關
係
は
問
い
續
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
皇
帝
權
の
性
格
が
大
き
く
變
化
し
て
、
沙
門
不
敬
王

者
論
が
政
治
的
問
題
に
は
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
沙
門
と
孝
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
緊
張
を
は
ら
ん
だ
問
題
と
し
て
は

取
り
擧
げ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
や
は
り
、
中
國
に
お
い
て
、
政
治
と
宗
敎
と
が
拮
抗
す
る
時
代
は
唐
代
で

終
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
孝
の
問
題
も
、
別
の
觀
點
か
ら
あ
つ
か
わ
れ
る
べ
き
時
代
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
付
言
を
す
れ
ば
、
佛
敎
者
個
人
に
と
っ
て
、
孝
の
問
題
は
、
單
に
王
權
と
の
關
係
の
持
ち
方
だ
け
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な

か
っ
た
。
親
へ
の
孝
養
を
振
り
捨
て
、
肉
親
と
の
恩
愛
を
切
り
捨
て
て
出
家
を
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
決
心
に
も
と
づ
く

選
擇
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
當
時
の
門
閥
社
會
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
で
あ
ろ
う
、
家
と
個
人
と
の
關
係

の
中
で
の
、
個
人
の
自
主
的
な
選
擇
の
重
さ
に
つ
い
て
は
、
高
僧
傳
な
ど
に
收
め
ら
れ
た
僧
傳
の
端
々
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
で

は
、
天
台
大
師
ち

ぎ
智
顗
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
智
者
大
師
が
佛
敎
に
心
を
引
か
れ
た
の
は
、
幼
い
日
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
出

家
の
決
心
が
付
い
た
の
は
、
兩
親
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
で
あ
っ
た
。
灌
頂
が
記
し
た
そ
の
傳
記
に
は
、
次
の
よ
う
に
云
う（

12
）。

　
そ
の
後
、
兩
親
が
死
去
す
る
と
、
深
く
悲
し
み
苦
し
ん
だ
。
喪
が
開
け
る
と
、
兄
に
向
か
っ
て
出
家
を
し
た
い
と
申
し
出
た
。

兄
が
云
っ
た
、「
天
が
我
が
兩
親
を
奪
っ
た
う
え
に
、
お
ま
え
は
重
ね
て
私
の
心
を
切
り
裂
こ
う
と
す
る
。
親
を
な
く
し
た
う
え

に
、
お
ま
え
と
離
れ
離
れ
に
な
る
な
ど
、
ど
う
し
て
堪
え
ら
れ
よ
う
」
と
。
跪
い
て
答
え
て
云
っ
た
、「
む
か
し
、
江
陵
政
權
の

も
と
に
あ
っ
た
百
萬
の
人
々
は
、
一
朝
に
し
て
奴
隸
の
身
分
に
墜
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
わ
た
し
は
、
仕
事
の
た
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め
に
各
地
を
轉
々
と
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
人
閒
關
係
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
お
り
ま
す
。
親
の
恩
德
に
報
じ
る
た
め
に
は
、
佛
道
を
修
行
す
る
こ
と
が
ま
ず
第
一
に
す
べ
き
こ
と
で
す
。
肉
親
が
た
く
さ

ん
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
、
何
の
役
に
立
ち
ま
し
ょ
う
。
こ
の
決
心
は
、
肌
に
刻
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
心
が
變
わ
る
こ
と
は

こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
」
と
。

　
智
顗
が
出
家
を
決
心
し
た
の
は
、
江
陵
政
權
が
あ
っ
け
な
く
崩
壞
し
、
多
數
の
人
々
が
塗
炭
の
苦
し
み
を
受
け
る
と
い
う
事
件
を

彼
自
身
も
經
驗
し
た
こ
と
が
、
一
つ
の
理
由
と
な
っ
て
い
た
。
現
實
世
界
の
苛
酷
さ
や
は
か
な
さ
に
對
す
る
切
實
な
認
識
が
、
出
家

を
決
心
す
る
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
一
族
の
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
住
み
、
祖
先
の
祭
祀
を
守
っ
て
ゆ

く
と
い
う
や
り
か
た
で
は
、
兩
親
の
靈
魂
が
本
當
に
は
救
わ
れ
な
い
と
認
識
し
た
こ
と
に
も
、
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
。
從
來
の
、
祖

先
祭
祀
を
か
な
め
に
結
合
し
て
い
る
、
血
緣
集
團
に
基
礎
を
置
い
た
孝
と
は
異
な
る
、
よ
り
廣
い
視
點
か
ら
す
る
、
新
し
い
孝
の
あ

り
か
た
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
　
　
三
　
父
母
恩
重
經

　　
宗
密
は
、「
盂
蘭
盆
經
疏
」
に
お
い
て
、
孝
と
い
う
行
爲
は
儒
敎
と
釋
敎
と
の
二
敎
が
と
も
に
重
ん
じ
る
と
こ
ろ
だ
と
言
い
、
ま
た
、

佛
敎
的
視
點
か
ら
す
れ
ば
完
全
な
孝
と
は
言
え
ぬ
と
し
な
が
ら
も
、
親
の
恩
に
報
い
た
者
と
し
て
、
中
國
古
來
の
孝
子
た
ち
の
名
前

を
も
、
そ
の
例
に
擧
げ
て
い
る
。
か
れ
は
、
佛
敎
的
な
孝
と
中
國
の
傳
統
的
な
孝
と
の
閒
に
本
質
的
な
斷
絕
が
存
在
し
な
い
と
い
う

基
本
姿
勢
で
も
っ
て
、
佛
弟
子
で
あ
る
目
連
の
孝
行
を
記
し
た
「
盂
蘭
盆
經
」
を
解
說
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
密
の
考

え
は
、
慧
遠
た
ち
が
、
沙
門
不
敬
王
者
論
と
し
て
展
開
し
て
來
た
、
佛
敎
者
の
孝
は
、
世
俗
の
孝
と
は
次
元
を
異
に
し
て
お
り
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
孝
に
背
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
よ
り
高
い
質
の
孝
を
實
行
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
主
張
か
ら
は
、
大
き
く
後
退
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し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
佛
敎
者
の
行
な
う
孝
も
、
む
し
ろ
外
見
的
に
は
、
中
國
古
來
の
孝
子
た
ち
が
行
な
っ
て
き
た
と
こ

ろ
と
、
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
な
い
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
佛
敎
的
な
孝
の
觀
念
の
變
質
の
背
後
に
は
、
時
代
と
社
會
と
の
變
化
が
あ
り
、
佛
敎
者
た
ち
が
、
正
面
か
ら
王
權
と

對
峙
し
よ
う
と
す
る
氣
槪
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
情
況
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
支
配
者
た
ち
は
、
孝
と

忠
と
を
不
可
分
の
も
の
と
し
て
考
え
た
が
り
、
孝
に
併
せ
て
忠
も
押
し
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
宗
密
の

思
想
の
折
衷
主
義
的
な
傾
向
も
、
こ
う
し
た
言
說
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い（

13
）。

し
か
し
、
よ
り
大
き
く
は
、
宗
密
と

い
う
個
人
を
越
え
て
、「
盂
蘭
盆
經
疏
」
が
形
成
さ
れ
た
場
の
性
格
が
、
か
れ
の
こ
う
し
た
議
論
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
宗
密
の
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
か
れ
が
故
郷
に
歸
り
、
盂
蘭
盆
會
の
時
期
に
合
わ
せ
て
行
な
っ
た
「
盂
蘭
盆

經
」
に
つ
い
て
の
講
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
義
を
聽
い
た
人
々
は
、
道
俗
・
長
幼
を
あ
げ
て
、
そ
の
講
義
の
內
容
を
、
新
し
い
「
疏
」

に
ま
と
め
て
ほ
し
い
と
請
う
た
。
郷
里
の
人
々
の
篤
い
氣
持
ち
に
背
き
が
た
く
、
こ
の
「
疏
」
を
編
ん
だ
の
だ
と
、
宗
密
自
身
が
「
盂

蘭
盆
經
疏
」
の
最
初
の
部
分
で
說
明
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
疏
」
は
、
俗
人
た
ち
を
主
た
る
聽
衆
と
し
た
、
俗
講
形
式

に
よ
る
經
典
講
義
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
宗
密
も
、
佛
敎
敎
團
內
部
の
人
々
、
あ
る
い
は
儒
者
た
ち
と
の
議
論
の
場
で
あ
れ
ば
、
儒
敎
と
釋
敎
と
の
閒
に
大
き
な
差
を
認
め

な
い
、
上
述
の
よ
う
な
基
調
で
は
、
孝
に
つ
い
て
論
じ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
か
れ
の
「
原
人
論
」
は
、
儒
敎

や
道
敎
と
對
比
し
つ
つ
、
大
乘
佛
敎
の
、
兩
者
に
は
な
い
優
越
性
を
强
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
盂
蘭
盆
經
疏
」
に
見
え
る
よ
う
な

性
格
の
孝
が
說
か
れ
た
に
つ
い
て
は
、
宗
密
個
人
の
信
仰
の
特
質
に
關
わ
る
部
分
が
あ
る
に
し
て
も
、
よ
り
大
き
く
は
、
俗
人
向
け

の
經
典
講
義
と
い
う
場
自
體
が
、
儒
敎
と
釋
敎
と
の
閒
に
本
質
的
な
區
別
を
設
け
な
い
孝
の
觀
念
を
傳
承
し
て
お
り
、
宗
密
の
講
義

の
內
容
も
、
そ
う
し
た
場
の
特
質
の
影
響
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
南
北
朝
末
期
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
の
時
期
に
、
在
家
の
佛
敎
信
者
た
ち
の
閒
で
育
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
、
孝
を
主
題
と
す
る
僞
經
（
中
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國
撰
述
經
典
）
の
代
表
作
品
が
「
父
母
恩
重
經
」
で
あ
る
。
こ
の
經
典
が
、
た
と
え
あ
る
時
期
に
、
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ

げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
信
仰
傳
承
を
基
礎
に
し
て
行
な
わ
れ
た
編
纂
作
業
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
の
先
立
つ
傳
承
の
中
核
と
な
っ
た
の
は
、
僧
侶
た
ち
が
行
な
う
、
民
衆
向
け
の
布
敎
で
あ
り
、
そ
の
布
敎
は
俗
講
の
か
た
ち

を
取
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
れ
も
著
名
な
僞
經
の
一
つ
で
あ
る
、
北
魏
時
期
に
編
ま
れ
た
「
だ
い
い

提
謂
は

り
波
利
經
」
に
は
、
中
國
古
來
の
道
德
觀
念
が
そ
の
ま
ま
持

ち
込
ま
れ
て
い
る（

14
）。

　
提
謂
長
者
が
云
っ
た
、「
申
し
譯
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
五
道
輪
廻
の
原
因
と
な
る
行
な
い
に
つ
い
て
、
ご
說
明
く
だ
さ
い
」。

佛
陀
が
云
っ
た
、「
五
戒
を
守
る
の
が
、
來
世
で
人
に
生
ま
れ
變
わ
る
た
め
の
行
な
い
だ
。
十
善
を
行
な
え
ば
、
天
上
に
生
ま
れ

變
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
借
金
を
返
さ
ず
、
借
り
た
も
の
も
返
さ
ず
、
い
と
お
し
み
を
缺
き
、
無
道
を
爲
す
と
、
畜
生
・
奴
婢

に
生
ま
れ
變
わ
る
。
が
め
つ
い
性
格
で
布
施
を
嫌
が
る
者
は
、
生
ま
れ
か
わ
っ
て
餓
鬼
と
な
る
。
佛
陀
の
存
在
を
信
じ
ず
、
佛

法
の
存
在
も
信
じ
ず
…
…
善
を
な
せ
ば
福
を
得
る
こ
と
を
信
じ
ず
、
惡
を
な
せ
ば
罪
を
得
る
こ
と
も
信
じ
ず
、
聖
道
を
誹
謗
し
、

賢
者
を
妬
み
、
能
力
あ
る
者
を
憎
み
、
殺
人
・
盜
み
・
色
事
・
詐
欺
を
行
な
い
、
噓
を
つ
き
、
惡
口
を
言
い
、
酒
に
醉
っ
て
む

ち
ゃ
く
ち
ゃ
を
し
、
父
母
に
は
不
孝
、
臣
下
と
し
て
は
不
忠
、
父
と
し
て
は
仁
を
缺
き
、
母
と
し
て
は
恩
愛
を
缺
き
、
主
君
と

し
て
は
不
公
平
、
臣
下
と
し
て
は
從
順
で
な
く
、
弟
と
し
て
は
恭
を
缺
き
、
兄
と
し
て
は
敬
を
缺
き
、
妻
と
し
て
は
禮
を
缺
き
、

夫
と
し
て
は
明
察
を
缺
き
、
奴
婢
と
し
て
は
役
に
立
た
な
い
。
こ
う
し
た
者
た
ち
は
、
死
ね
ば
地
獄
に
墜
ち
る
。
師
や
父
に
對

し
て
孝
を
盡
く
さ
ぬ
者
は
、
け
っ
し
て
赦
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
が
五
道
輪
廻
の
原
因
と
な
る
行
な
い
な
の
だ
」。

　
「
戒
を
守
る
た
め
に
は
、
忠
と
孝
と
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
忠
と
孝
と
を
實
行
せ
ぬ
者
は
、
戒
を
守
っ
て
お
ら
ぬ

と
判
斷
さ
れ
る
。
戒
を
守
ら
ぬ
者
は
、
そ
の
罪
と
し
て
五
刑
に
あ
て
ら
れ
る
。
ま
ず
忠
と
孝
と
を
實
行
で
き
て
は
じ
め
て
、
五

戒
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
忠
と
孝
と
を
實
行
で
き
ぬ
者
は
、
け
っ
き
ょ
く
五
戒
も
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
忠
で
不
義
で
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不
孝
で
不
至
の
も
の
は
、
佛
弟
子
で
は
な
い
の
だ
」。

　
こ
の
一
段
の
文
章
が
說
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
善
行
を
す
れ
ば
、
次
の
生
で
、
人
・
天
に
生
ま
れ
變
わ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

惡
事
を
す
れ
ば
、
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
の
惡
道
へ
行
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
來
世
觀
で
は
、
悟
り
を
開
い
て
、

輪
廻
を
脫
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
考
慮
の
外
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
、
善
行
と
惡
行
と
の
判
別
は
、
中
國
古
來
の

道
德
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
惡
を
爲
し
た
人
々
が
死
後
に
行
く
三
つ
の
惡
道
の
う
ち
で
も
、
中
國

古
來
の
道
德
律
に
違
反
し
た
人
々
は
み
な
地
獄
に
墜
ち
る
と
さ
れ
て
い
て
、
地
獄
が
、
や
た
ら
と
た
く
さ
ん
の
惡
人
を
引
き
受
け
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
佛
敎
の
五
道
（
六
道
）
輪
廻
の
觀
念
を
基
礎
に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
中
國
的
な
道
德
律
を

そ
の
ま
ま
結
合
し
た
た
め
に
、
餓
鬼
道
や
畜
生
道
へ
の
輪
廻
よ
り
も
、
中
國
人
に
も
理
解
し
易
か
っ
た
地
獄
が
多
く
の
惡
人
を
引
き

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
だ
と
說
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
佛
敎
獨
自
の
善
惡
の
觀
念
と
中
國
の
傳
統
的

な
倫
理
觀
念
と
が
全
く
の
同
一
平
面
で
接
合
さ
れ
た
、
典
型
的
な
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
提
謂
波
利
經
」
は
、
北
魏
、
太
武
帝
の
廢
佛
の
あ
と
、
佛
敎
を
再
興
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
國
家
佛
敎
（
伽
藍

佛
敎
）
で
は
な
く
、
新
し
く
民
衆
層
へ
佛
敎
の
浸
透
を
計
ろ
う
と
す
る
中
で
形
成
さ
れ
た
、
中
國
撰
述
の
佛
敎
經
典
で
あ
っ
た（

15
）。

こ

う
し
た
經
典
を
た
ず
さ
え
て
庶
民
の
中
に
入
っ
て
行
く
遊
行
の
僧
た
ち
が
お
り
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
核
と
な
っ
た
の
は
、
義
邑
・

法
社
な
ど
と
呼
ば
れ
る
地
緣
關
係
を
中
心
と
し
た
民
衆
た
ち
の
信
仰
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
の
民
衆
的
な
宗
敎
活
動
の
中
心
は
、
み
な

が
集
ま
っ
て
行
な
う
六
齋
な
ど
の
齋
の
行
事
で
あ
り
、
そ
う
し
た
齋
の
場
で
は
、
齋
講
と
呼
ば
れ
る
經
典
の
講
義
が
行
な
わ
れ
て
い

た
。
僞
經
類
の
中
に
は
、
特
定
の
人
物
が
、
た
と
え
ば
道
敎
と
の
對
抗
意
識
か
ら
、
創
作
し
た
と
い
っ
た
經
典
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
國
の
中
世
時
期
後
半
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
な
働
き
を
し
た
、
僞
經
の
形
成
と
展
開
と
の
場
は
、
こ
う
し
た
民
衆
的
な

齋
の
儀
禮
と
そ
れ
に
と
も
な
う
經
典
講
義
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
場
で
は
、
高
度
に
思
辯
的
な
佛
敎
獨
自
の
論
理
よ
り
も
、
民
衆
た
ち
の
生
活
感
情
に
卽
し
た
信
仰
信
條
が
說
か
れ
た
。
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生
活
感
情
に
卽
す
る
と
い
っ
た
特
色
か
ら
も
、
そ
う
し
た
場
で
は
、
祖
先
た
ち
の
靈
魂
の
救
濟
の
た
め
に
現
世
の
者
た
ち
が
行
な
う

供
養
が
、
大
き
な
關
心
事
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
齋
講
の
場
で
は
、
祖
先
供
養
と
結
び
つ
け
て
、
孝
に
つ
い
て
の
講
說
が
し
ば
し

ば
行
な
わ
れ
、
孝
を
中
心
に
据
え
た
僞
經
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
內
容
が
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
父
母
恩
重
經
」
も
ま
た
、

そ
う
し
た
場
で
育
ま
れ
た
經
典
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
た
だ
、「
父
母
恩
重
經
」
が
形
成
さ
れ
た
時
代
や
そ
の
社
會
的
な
背
景
に
つ
い
て
、
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
經
錄
の
中
で
、
こ
の
經
典
の
名
が
見
え
る
の
は
、「
大
周
刊
定
衆
經
目
錄
」
が
最
初
で
、
そ
の
卷
十
五
の
僞
經
目
錄
の
中
に
、「
父

母
恩
重
經
一
卷
」
と
い
う
著
錄
が
あ
っ
て
、
唐
代
の
早
い
時
期
に
、
一
卷
本
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

　
續
い
て
「
開
元
釋
敎
錄
」
卷
十
八
に
も
、

　
父
母
恩
重
經
一
卷
（
經
引
丁
蘭
董
黯
郭
巨
等
、
故
知
人
造
、
三
紙
）

と
あ
っ
て
、
三
紙
か
ら
な
る
一
卷
本
が
著
錄
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
注
記
に
お
い
て
、「
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
丁
蘭
・
董
黯
・
郭
巨

な
ど
の
中
國
の
代
表
的
な
孝
子
の
物
語
り
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
經
典
が
中
國
人
の
撰
述
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」

と
說
明
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
時
代
が
下
り
、
中
唐
時
期
の
「
貞
元
新
定
釋
敎
目
錄
」
卷
二
十
八
に
も
、
一
卷
本
の
「
父
母
恩
重
經
」
が
著
錄
さ
れ
、
そ

の
注
記
は
同
樣
に
、「
經
引
丁
蘭
董
黯
郭
巨
等
、
故
知
人
造
、
十
紙
」
と
云
っ
て
お
り
、
三
紙
が
十
紙
に
變
わ
っ
て
い
る
以
外
は
、
開

元
の
目
錄
の
注
記
と
同
じ
で
あ
る
。
注
記
に
見
え
る
紙
數
の
差
異
か
ら
、
開
元
目
錄
か
ら
貞
元
目
錄
ま
で
の
數
十
年
の
閒
に
、「
父
母

恩
重
經
」
の
大
き
さ
が
三
倍
以
上
に
膨
れ
上
が
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
む
し
ろ
、
單
に
三
紙
と
十
紙
と
の
ど
ち
ら
か
の
數
字

が
閒
違
っ
た
だ
け
で
、
同
じ
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
貞
元
目
錄
」
に
は
、
古
い
經
錄
を

そ
の
ま
ま
寫
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
部
分
が
し
ば
し
ば
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
敦
煌
で
發
見
さ
れ
た
寫
本
の
中
に
は
、
六
十
種
ほ
ど
の
「
父
母
恩
重
經
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
、
ス
タ
イ
ン
番
號
一
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四
九
の
寫
本
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
內
の
五
分
の
一
ほ
ど
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
中
國
の
孝
子
故
事
が
付
い
て
い
る
。
孝
子
故
事
が
付

い
て
い
る
テ
キ
ス
ト
も
、
他
の
部
分
は
、
付
か
な
い
も
の
（
大
正
藏
卷
八
五
が
採
用
し
た
「
父
母
恩
重
經
」
と
同
じ
系
統
の
テ
キ
ス
ト
）
と
、

基
本
的
に
同
一
の
本
文
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
半
部
分
に
、
丁
蘭
・
董
黯
・
郭
巨
・
閃
子
（
睒
子
）
の
故
事
が
插
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う

點
だ
け
に
違
い
が
あ
る
。
そ
の
孝
子
の
故
事
も
、
イ
ン
ド
傳
來
の
閃
子
の
物
語
り
は
、
少
し
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
丁
蘭
・
董

黯
・
郭
巨
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
四
字
句
を
二
つ
重
ね
た
だ
け
で
描
寫
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
さ
さ
か
讀
み
に
く
い
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
段
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

16
）。

　
む
か
し
、
丁
蘭
が
母
親
の
木
像
を
大
切
に
す
る
と
、
川
靈
（
？
）
が
感
應
し
、
孝
順
な
る
董
黯
は
、﹇
生
義
之
？
﹈
恩
德
に
報

じ
、
郭
巨
が
至
孝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
が
か
れ
に
黃
金
を
賜
っ
た
。
迦
夷
國
の
王
は
、
山
に
入
っ
て
狩
獵
を
し
、
弓
を
引
き

絞
っ
て
鹿
を
射
た
と
こ
ろ
、
誤
っ
て
閃
子
の
胸
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
父
母
二
人
は
、
天
を
仰
い
で
嘆
息
し
た
。
か
れ
が
至
孝

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
天
人
た
ち
が
藥
を
持
っ
て
降
っ
て
き
て
、
傷
に
塗
り
、
閃
子
は
生
き
返
り
、
父
母
の
目
も
な
お
り
、
太

陽
や
月
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
慈
で
あ
り
不
孝
で
あ
れ
ば
、
天
は
感
應
す
る
こ
と
が
な
い
の
が
鐵
則
で
あ

り
、﹇
孝
順
で
あ
れ
ば
こ
そ
﹈
孝
子
の
閃
子
は
よ
み
が
え
り
、
父
母
も
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
孝
順
で
あ
る
こ

と
は
、
人
の
す
べ
て
の
行
な
い
の
根
本
で
あ
り
、
げ
て
ん

外
典
に
も
佛
典
に
も
、
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
經
錄
に
見
え
る
、
最
初
期
の
「
父
母
恩
重
經
」
が
、
そ
の
中
に
中
國
の
孝
子
物
語
り
に
言
及
す
る
部
分
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
實

は
、
こ
の
經
典
の
形
成
基
盤
を
考
え
る
に
際
し
て
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
與
え
る
で
あ
ろ
う
。
佛
と
そ
の
弟
子
と
の
對
話
の
中
に
中
國

の
孝
子
の
こ
と
が
出
現
し
て
も
大
き
な
違
和
感
を
覺
え
な
い
よ
う
な
人
々
の
閒
で
、
こ
の
經
典
は
育
ま
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
僞
經
な
ど
と
い
う
觀
念
で
も
っ
て
佛
典
に
區
別
を
付
け
よ
う
と
す
る
者
た
ち
と
は
、
信
仰
の
形
態
や
質
を
ま
っ

た
く
異
に
す
る
人
々
の
閒
に
基
礎
を
置
い
て
、
こ
の
經
典
の
早
い
段
階
の
本
文
は
、
傳
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
孝
子
物
語
り
付
き
の
「
父
母
恩
重
經
」
に
對
し
て
は
、
當
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
佛
陀
が
說
い
た
經
典
の
中
に
中
國
の
孝
子
の
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名
が
見
え
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
意
見
が
出
て
來
た
で
あ
ろ
う
。「
開
元
釋
敎
錄
」
も
、
そ
の
點
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト

は
中
國
人
が
撰
述
し
た
も
の
だ
と
判
斷
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
非
難
を
避
け
る
た
め
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
本
文
の
中

に
中
國
の
孝
子
へ
の
言
及
を
含
ん
だ
テ
キ
ス
ト
は
、
だ
ん
だ
ん
と
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。
敦
煌
遺
書
の
中
で
は
、
孝
子
故
事
の
付
か

な
い
系
統
の
「
父
母
恩
重
經
」
の
寫
本
の
方
が
、
全
體
の
五
分
の
四
ま
で
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
印
象
め
い
た
も
の
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
父
母
恩
重
經
」
の
本
文
の
展
開
を
、
孝
子
故
事
付
き
の
も

の
か
ら
孝
子
故
事
を
除
い
た
も
の
へ
と
一
方
向
的
に
變
化
し
た
と
す
る
從
來
の
通
說
に
は
、
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
も
っ

と
も
古
い
段
階
の
、
原
初
の
「
父
母
恩
重
經
」
に
は
孝
子
故
事
の
部
分
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
時
期
に
、
孝
子
へ
の
言
及

が
付
加
さ
れ
た
。
し
か
し
、
孝
子
故
事
の
付
い
た
本
文
が
流
行
し
た
の
も
長
い
期
閒
で
は
な
く
、
元
來
の
テ
キ
ス
ト
が
再
び
主
流
と

な
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
孝
子
故
事
の
部
分
が
、
元
來
の
「
父
母
恩
重
經
」
へ
、
あ
と
か
ら
付
加
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
判

斷
す
る
の
は
、
前
後
の
本
文
と
孝
子
へ
の
言
及
と
の
閒
の
接
合
が
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
部
分
に
孝
子
故
事
が
插
入
さ
れ
る

べ
き
必
然
性
が
十
分
に
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
孝
子
故
事
の
一
段
は
、
單
に
覺
え
書
の
よ
う
な
メ
モ
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
文
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
唐
代
の
前
半
期
に
は
、
孝
子
故
事
が
付
い
た

「
父
母
恩
重
經
」
と
付
か
な
い
も
の
と
が
竝
行
し
て
存
在
し
て
お
り
、
孝
子
故
事
の
付
か
な
い
「
父
母
恩
重
經
」
の
方
が
、
實
は
、
本

來
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、「
父
母
恩
重
經
」
の
內
容
を
億
略
化
し
て
、
そ
の
筋
書
き
だ
け
を
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
あ
る
と
き
、
佛
陀
は
、
王
舍
城
の
ぎ
じ
や
く
つ
せ
ん

耆
闍
崛
山
に
お
い
て
、
菩
薩
ほ
か
、
多
く
の
人
々
に
向
か
っ
て
說
法
を
し
た
。
人
は
み
な
、

父
母
に
苦
勞
を
か
け
て
、
誕
生
し
、
養
育
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
母
の
恩
は
天
の
よ
う
に
果
て
し
な
い
も
の
な
の
だ
、
と
。
こ
の

佛
陀
の
言
葉
に
對
し
て
、
阿
難
が
、
そ
の
恩
に
ど
の
よ
う
に
報
じ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
、
と
尋
ね
た
。
佛
陀
は
、
阿
難
に
答

え
て
、
そ
の
恩
に
報
じ
る
た
め
に
は
、
父
母
の
た
め
に
福
を
作
り
、
經
典
を
書
寫
し
、
七
月
十
五
日
に
は
、
盂
蘭
盆
と
呼
ば
れ
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る
佛
盤
を
準
備
し
て
、
佛
陀
と
僧
侶
た
ち
と
に
獻
ず
れ
ば
、
そ
の
莫
大
な
果
に
よ
っ
て
、
恩
に
報
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る

い
は
、
こ
の
「
父
母
恩
重
經
」
を
書
寫
し
て
世
閒
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
父
母
の
恩
に
報
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
、
と
敎
え
た
。

　
佛
陀
は
、
言
葉
を
繼
い
で
、
母
親
が
い
か
に
心
を
こ
め
て
わ
が
子
の
養
育
に
あ
た
る
か
を
、
具
體
的
に
描
寫
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
し
て
養
育
さ
れ
た
子
供
も
、
成
人
し
て
し
ま
う
と
、
親
の
こ
と
は
ま
っ
た
く
心
に
懸
け
な
く
な
る
。
年
を
取
っ
た

親
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
孝
な
子
供
が
う
ま
れ
た
の
か
と
嘆
息
し
て
も
せ
ん
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
、
と
。

　
佛
陀
が
阿
難
に
吿
げ
て
云
う
。
善
男
善
女
た
ち
が
、「
父
母
恩
重
大
乘
摩
訶
般
若
波
羅
密
經
」
の
一
句
一
偈
で
も
、
父
母
の
た

め
に
受
持
し
、
讀
誦
し
、
書
寫
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
五
逆
の
罪
は
消
え
、
す
み
や
か
に
解
脫
を
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
佛

陀
が
、
こ
の
經
典
を
「
父
母
恩
重
經
」
と
名
づ
け
る
と
云
い
、
帝
釋
・
梵
天
以
下
、
說
法
を
聽
い
て
い
た
人
々
は
、
み
な
歡
喜

し
て
、
そ
の
敎
え
を
實
行
に
う
つ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
に
要
約
し
て
示
し
た
「
父
母
恩
重
經
」
の
內
容
の
中
で
も
、
七
月
十
五
日
に
盂
蘭
盆
を
供
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
母
の
無

限
に
大
き
い
恩
に
報
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徵
が
あ
り
、
の
ち
に
述
べ
る
、
も
う
一
種
の
父
母
恩
重
經
の

方
が
盂
蘭
盆
の
行
事
に
ま
っ
た
く
言
及
し
な
い
の
と
は
對
照
的
で
あ
る
。
父
母
の
恩
に
報
じ
る
手
段
と
し
て
、
第
一
に
盂
蘭
盆
儀
禮

を
擧
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
經
典
と
「
盂
蘭
盆
經
」
と
は
、
そ
の
成
立
基
盤
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
。
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
「
父
母
恩
重
經
」
は
、「
盂
蘭
盆
經
」
の
成
立
よ
り
少
し
後
れ
た
時
期
に
、
類
似
し
た
環
境
の
中
で
、
形
成
さ

れ
、
傳
承
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
だ
、「
盂
蘭
盆
經
」
に
比
べ
て
も
顯
著
で
あ
る
、「
父
母
恩
重
經
」
獨
自
の
重
要
な
特
徵
と
し
て
、
そ
の
描
寫
が
、
卑
近
で
あ
り
、

日
常
生
活
に
卽
し
た
具
體
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば（

17
）、

　
母
親
は
、
赤
ち
ゃ
ん
を
養
育
し
て
、
子
供
が
幼
兒
用
ベ
ッ
ト
を
離
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
閒
に
、
十
本
の
指
の
爪
の
閒
に
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挾
ま
っ
た
、
子
供
の
排
泄
物
を
⻝
べ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
量
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
八
石
四
斗
に
の
ぼ
る
に
違
い
な
い
。

母
の
恩
を
計
っ
て
み
る
に
、
天
の
よ
う
に
無
限
大
で
あ
る
。

と
い
っ
た
、
誇
張
を
含
み
つ
つ
も
具
體
的
、
卽
物
的
な
描
寫
が
そ
れ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
年
を
取
っ
た
兩
親
の
悲
し
み
を
、
次

の
よ
う
に
、
具
體
的
に
、
こ
ま
ご
ま
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
他
に
類
例
の
少
な
い
も
の
で
あ
る（

18
）。

　
息
子
が
成
人
を
し
て
、
妻
を
求
め
、
他
人
の
む
す
め
を
娶
っ
た
あ
と
は
、
父
母
は
だ
ん
だ
ん
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
息
子
夫
婦
は
私
室
で
樂
し
げ
に
語
り
合
っ
て
は
い
て
も
、
父
母
が
年
を
取
っ
て
氣
力
も
衰
え
て
い
る
の
に
、
一
日
中
、
父

母
の
も
と
に
ご
機
嫌
う
か
が
い
に
來
る
こ
と
も
な
い
。
あ
る
い
は
父
や
母
が
連
れ
合
い
を
失
い
、
獨
り
ぼ
っ
ち
で
生
活
を
す
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
あ
た
か
も
客
と
し
て
他
人
の
家
に
寄
宿
し
て
い
る
よ
う
。
恩
愛
な
ど
絕
え
て
な
く
、
保
護
も
與
え
て
も
ら
え

な
い
。
寒
さ
に
震
え
、
不
幸
に
苦
し
ん
で
、
そ
う
し
た
生
活
は
、
と
て
も
堪
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
年
を
取
り
身
體
も
衰

え
て
、
蚤
虱
に
苦
し
め
ら
れ
、
一
晚
中
、
眠
る
こ
と
が
で
き
ず
、
長
く
嘆
息
し
て
、
前
生
に
い
か
な
る
罪
を
犯
し
た
の
だ
ろ
う

か
、
こ
ん
な
不
孝
な
子
が
生
ま
れ
る
と
は
、
と
な
げ
く
ば
か
り
。

　
こ
の
よ
う
な
日
常
生
活
に
卽
し
た
嘆
き
の
言
葉
に
深
く
心
を
搖
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
人
々
の
閒
で
、
こ
の
經
典
は
、
育
ま
れ
、
廣

が
っ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
上
述
の
よ
う
に
、「
父
母
恩
重
經
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
孝
子
故
事
へ
言
及
す
る
も
の
と
、
そ
の
部
分
の
な
い
も
の
と
の
二
つ
の

も
の
が
、
唐
代
に
は
存
在
し
て
い
た
。
宗
密
が
見
て
い
た
「
父
母
恩
重
經
」
は
、
も
し
か
し
た
ら
孝
子
へ
の
言
及
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
の

方
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
小
論
の
最
初
に
も
擧
げ
た
よ
う
に
、「
盂
蘭
盆
經
疏
」
の
中
で
、
中
國
の
孝
子
の
例
と
し
て
、

董
黯
・
王
祥
・
董
永
な
ど
、「
開
元
釋
敎
錄
」
の
注
記
と
も
重
な
る
孝
子
の
名
を
擧
げ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
推
測
を
よ
ぶ
。
と

り
わ
け
董
黯
の
孝
子
譚
は
、
陽
明
・
船
橋
本
以
外
の
古
い
孝
子
傳
類
に
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
中
國
の
孝
子
故

事
へ
の
言
及
の
な
い
テ
キ
ス
ト
も
ま
た
、
そ
う
し
た
孝
子
物
語
り
と
一
體
に
な
っ
て
傳
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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宗
密
の
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
卷
下
が
引
用
す
る
い
く
段
か
の
「
父
母
恩
重
經
」
の
文
章
と
、
敦
煌
本
「
父
母
恩
重
經
」
の
本
文
と
の

閒
に
は
、
文
字
の
異
同
も
多
く
は
な
い
。
し
か
も
宗
密
は
、
こ
の
「
父
母
恩
重
經
」
に
相
當
に
肩
入
れ
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

か
れ
は
、「
盂
蘭
盆
經
疏
」
の
中
に
、「
父
母
恩
重
經
」
の
主
要
部
分
を
拔
粹
し
て
引
用
し
て
お
り
、「
恩
重
經
」
本
文
の
最
後
の
「
帝

釋
・
梵
王
・
諸
天
・
人
民
な
ど
、
そ
の
說
法
の
場
に
集
ま
っ
た
す
べ
て
の
者
た
ち
は
、
こ
の
經
典
を
聞
い
て
歡
喜
し
、
菩
提
心
を
發

し
て
、
そ
の
慟
哭
は
大
地
を
搖
る
が
し
、
流
す
淚
は
雨
の
降
る
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
一
段
を
引
い
た
あ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な

評
語
を
付
け
て
い
る
の
で
あ
る（

19
）。

　
細
か
く
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
經
典
（
父
母
恩
重
經
）
の
言
葉
に
は
思
い
當
た
る
こ
と
ば
か
り
だ
。
こ
う
し
た
不

孝
な
息
子
を
持
た
ぬ
母
親
や
、
こ
の
よ
う
な
行
な
い
を
せ
ぬ
息
子
は
、
百
人
の
中
に
一
人
も
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
衆
生
た

ち
が
、
無
始
（
世
界
の
始
ま
り
の
と
き
）
以
來
、
む
み
よ
う

無
明
の
中
に
あ
っ
て
、
妄
執
に
迷
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
根
本
が

轉
倒
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
枝
葉
と
な
る
個
々
の
行
動
が
す
べ
て
閒
違
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
禍
い
多
き
凡
愚

た
ち
は
、
い
か
に
し
て
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
宗
密
自
身
も
、「
父
母
恩
重
經
」
の
後
半
部
分
に
見
え
る
、
年
老
い
た
兩
親
た
ち
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
、
不
孝
な
息
子
た
ち
の
具

體
的
な
行
動
の
描
寫
に
、
心
を
大
き
く
搖
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ま
た
、「
父
母
恩
重
經
」
が
、
主
と
し
て
低
い
身

分
の
人
々
に
向
か
っ
て
說
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
說
明
し
て
い
る（

20
）。

　
尋
ね
て
云
う
、「
詳
し
く
見
て
み
る
に
、
こ
の
經
典
の
文
章
は
分
か
り
や
す
く
素
朴
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
貧
賤
な
人
々
に
向

か
っ
て
戒
め
を
說
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
」
と
。
答
え
て
云
っ
た
、「
身
分
の
あ
る
者
は
自
然
と
孝
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
も
っ
ぱ
ら
身
分
の
低
い
者
た
ち
に
戒
め
を
與
え
た
の
だ
。
加
え
て
、
身
分
の
あ
る
者
た
ち
は
、
た
と
え
極
貧
の
中
に
あ
っ

て
も
、
他
人
に
雇
わ
れ
、
臼
を
回
し
米
を
舂
く
な
ど
し
て
、
父
母
の
孝
養
に
盡
く
す
こ
と
を
嫌
が
ら
な
い
（
？
）
。
身
分
の
低
い

者
た
ち
に
向
か
っ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
苦
し
い
環
境
の
中
で
勤
め
る
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
孝
養
の
た
め
の
苦
勞
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を
顯
彰
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」。

　
宗
密
の
言
う
よ
う
に
、
身
分
の
あ
る
者
は
敎
え
な
く
と
も
孝
順
で
あ
り
、
身
分
の
低
い
者
に
は
戒
め
を
與
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
經
典
が
、
一
般
の
民
衆
た
ち
を
主
た
る
聞
き
手
と
し
て
說
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
唐
代
の
後
半
期
に
は
、
上
述
の
も
の
と
は
別
の
內
容
の
「
父
母
恩
重
經
」
が
存
在
し
て
い
た（

21
）。

そ
の
こ
と
は
、『
敦
煌
變
文
集
』
な

ど
が
「
父
母
恩
重
經
講
經
文
」
と
い
う
假
題
で
呼
ん
で
い
る
、
敦
煌
發
見
の
講
經
文
形
式
に
よ
る
文
書
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
講

經
文
が
講
義
の
對
象
と
し
て
い
る
の
が
、
上
述
の
「
父
母
恩
重
經
」
と
は
異
な
る
本
文
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る（

22
）。

あ

る
い
は
ま
た
、
同
じ
く
敦
煌
遺
書
の
う
ち
、「
盂
蘭
盆
經
講
經
文
」
（
臺
北
、
中
央
圖
書
館
藏
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
書
も
、
そ
の
最
後

に
「
父
母
恩
重
經
」
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
句
も
、
上
述
の
「
父
母
恩
重
經
」
に
は
見
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
張
涌
泉
は
、「
敦
煌
本
《
佛
說
父
母
恩
重
經
》
硏
究
」
の
論
文
に
お
い
て
、
敦
煌
で
發
見
さ
れ
た
數
十
件
の
「
父
母
恩
重
經
」
を
、

甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
四
種
類
に
區
分
し
て
整
理
を
し
て
い
る（

23
）。

た
だ
、
張
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
甲
・
乙
・
丙
の
三
種
は
基

本
的
に
同
種
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
乙
本
を
中
心
に
し
て
言
え
ば
、
甲
本
は
、
そ
れ
に
孝
子
故
事
へ
の
言
及
が
つ
い
た
も
の
（
前
に
見

た
、
開
元
目
錄
な
ど
が
收
錄
す
る
、
丁
蘭
・
董
黯
な
ど
の
名
が
見
え
る
も
の
）
、
丙
本
は
、
乙
本
の
末
尾
の
部
分
に
い
さ
さ
か
文
字
の
異
同

が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
丁
本
の
本
文
は
、
甲
・
乙
・
丙
の
三
本
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
注
目
す
べ
き

は
、「
父
母
恩
重
經
講
經
文
」
が
講
義
の
テ
キ
ス
ト
に
し
、「
盂
蘭
盆
經
講
經
文
」
が
「
父
母
恩
重
經
」
に
云
う
と
し
て
引
用
し
て
い

る
の
は
、
明
ら
か
に
丁
本
系
統
の
本
文
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
と
も
に
「
父
母
恩
重
經
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
が
ら
、
唐
末
・
五
代
の
頃
に
は
、
系
統
が
異
な
る
二
種
類
の
テ
キ
ス
ト

が
存
在
し
た
。
以
下
の
議
論
の
便
宜
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
の
內
容
の
特
徵
を
取
り
上
げ
て
、
張
涌
泉
の
區
分
で
、
甲
・

乙
・
丙
本
に
分
割
さ
れ
て
い
る
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
ま
と
め
て
、
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
と
呼
び
、
丁
本
を
、
十
恩
德
系
父
母
恩
重

經
と
呼
び
た
い
と
思
う
。
前
に
檢
討
し
た
、
孝
子
故
事
付
き
の
父
母
恩
重
經
は
、
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
の
亞
種
と
し
て
位
置
づ
け
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　　敦煌の孝子傳

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
の
內
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
要
約
し
て
、
前
に
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
の
內
容

を
億
單
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
あ
る
と
き
、
佛
陀
は
、
多
く
の
比
丘
・
菩
薩
た
ち
と
と
も
に
、
王
捨
城
の
伊
沙
崛
山
（
王
舍
城
の
耆
闍
崛
山
）
中
に
あ
っ
た
。
そ

の
場
で
、
阿
難
が
、
父
母
の
恩
德
に
つ
い
て
、
如
來
に
尋
ね
た
。
そ
れ
に
對
し
、
如
來
は
、
父
母
に
は
十
種
の
恩
德
が
あ
る
と

答
え
、
そ
の
十
の
項
目
を
列
擧
し
た
。

　
佛
陀
が
阿
難
に
言
う
に
は
、
衆
生
た
ち
は
父
母
の
大
恩
德
を
忘
れ
て
、
不
孝
不
義
を
重
ね
て
い
る
。
母
親
は
、
子
供
を
身
ご

も
っ
て
十
ヶ
月
、
樣
々
な
苦
し
み
を
嘗
め
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
の
養
育
の
た
め
に
心
を
盡
く
す
。
と
こ
ろ
が
成
人
し
た

子
供
た
ち
は
、
親
に
背
き
、
か
え
っ
て
親
を
邪
險
に
あ
つ
か
う
。
親
の
言
う
こ
と
を
聽
か
ず
、
家
を
離
れ
て
、
他
郷
で
孤
獨
に

死
に
、
孝
行
で
あ
っ
た
む
す
め
も
、
他
家
に
嫁
ぐ
と
、
嫁
ぎ
先
と
は
仲
良
く
す
る
が
、
實
の
父
母
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
し

ま
う
。
父
母
の
恩
德
は
無
限
に
大
き
く
、
不
孝
と
い
う
惡
行
も
ま
た
、
そ
の
全
て
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
ほ
ど
無
數
な
の

だ
と
、
佛
陀
は
語
る
。

　
こ
れ
を
聽
い
た
人
々
は
、
大
地
に
身
を
投
じ
て
、
我
々
は
罪
深
い
者
だ
と
言
う
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
父
母
の
深

い
恩
に
報
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
と
尋
ね
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
如
來
は
、
い
か
な
る
苦
勞
を
し
て
も
、
父
母
の

恩
に
は
報
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
吿
げ
る
。

　
人
々
は
、
父
母
の
恩
に
報
ぜ
ん
が
た
め
に
、
父
母
の
た
め
に
懺
悔
を
し
、
父
母
の
た
め
に
こ
の
經
を
讀
み
、
父
母
の
た
め
に

布
施
を
す
る
な
ら
ば
い
か
が
で
し
ょ
う
と
尋
ね
る
。
そ
れ
が
で
き
る
者
は
、
孝
子
と
呼
ば
れ
、
も
し
そ
れ
を
せ
ぬ
者
は
「
地
獄

人
」
な
の
で
し
ょ
う
と
言
う
。

　
そ
こ
で
佛
陀
は
、
阿
難
に
對
し
、
不
孝
の
者
が
墜
ち
る
阿
鼻
地
獄
と
、
そ
こ
か
ら
更
に
遍
歷
す
る
十
八
地
獄
に
つ
い
て
語
っ
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た
。
そ
れ
を
聽
い
て
、
阿
難
と
大
衆
た
ち
と
は
、
け
っ
し
て
聖
な
る
敎
え
に
背
く
こ
と
は
し
ま
せ
ん
と
の
誓
い
を
述
べ
る
。

　
佛
陀
は
、
こ
の
經
を
「
父
母
恩
重
經
」
と
名
づ
け
る
と
吿
げ
、
人
々
は
歡
喜
し
、
信
受
し
て
そ
れ
を
守
り
行
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
以
上
に
要
約
し
た
、
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
の
內
容
は
、
雜
多
な
も
の
で
、
い
さ
さ
か
統
一
性
を
缺
い
て
い
る
。
盂
蘭
盆
系
父
母

恩
重
經
に
な
か
っ
た
要
素
と
し
て
、
父
母
の
十
恩
と
不
孝
者
が
墜
ち
る
十
八
（
阿
鼻
と
合
わ
せ
れ
ば
十
九
）
地
獄
へ
の
言
及
が
、
十
恩

德
系
父
母
恩
重
經
に
は
加
わ
っ
て
い
る
。
表
現
も
、
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
に
あ
っ
た
、
日
常
生
活
に
卽
し
た
具
體
性
が
い
さ
さ
か

希
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
父
母
の
恩
に
報
い
る
こ
と
の
困
難
さ
を
譬
喩
し
て
佛
陀
が
述
べ
る（

24
）、

　
お
ま
え
た
ち
は
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
あ
る
人
が
左
の
肩
に
父
を
擔
い
、
右
の
肩
に
母
を
擔
っ
て
、
皮
が
破
れ
て
骨
が
む
き
出

し
に
な
り
、
骨
に
穴
が
あ
い
て
髓
が
出
る
ま
で
、
須
彌
山
の
周
り
を
回
り
續
け
、
百
千
の
劫
を
經
て
、
流
血
が
膝
を
沒
す
る
ま

で
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
父
母
の
深
い
恩
に
は
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
。
あ
る
人
が
、
飢
饉
の
劫
に
遭
遇
し
て
、
父

母
に
⻝
べ
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
全
身
か
ら
肉
塊
を
切
り
取
り
、
身
體
を
ず
た
ず
た
に
す
る
こ
と
が
、
百
千
の
劫
に
わ
た
っ
た

と
し
て
も
、
父
母
の
深
い
恩
に
は
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
。
…
…

と
い
っ
た
表
現
は
、
十
分
に
は
洗
練
さ
れ
て
お
ら
ぬ
、
粗
野
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
獨
自
の
迫
力
を
持
っ
て
い
る
。

　
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
に
比
べ
る
と
き
、
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
は
、
こ
と
が
ら
の
列
擧
を
好
み
、
饒
舌
で
は
あ
る
が
、
切
迫
性

を
い
さ
さ
か
缺
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、「
父
母
恩
重
經
講
經
文
」
や
「
盂
蘭
盆
經
講
經
文
」
が
使
用
し
て
い
る
の
は
、

十
恩
德
系
の
父
母
恩
重
經
で
あ
り
、
宋
代
以
後
の
近
世
社
會
、
あ
る
い
は
朝
鮮
や
日
本
な
ど
外
國
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
父
母
恩
重
經

の
テ
キ
ス
ト
に
も
、
こ
の
系
統
の
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ペ
リ
オ
三
九
一
九
の
寫
本
に
は
、
ま
ず
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
が
、
續
け
て
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經

が
、
い
ず
れ
も
「
父
母
恩
重
經
」
と
い
う
名
前
で
、
同
筆
で
書
寫
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
實
は
、
當
時
、
こ
れ
ら
二
系
統
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の
父
母
恩
重
經
が
、
同
名
の
ま
ま
、
竝
行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
證
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
關
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、

前
に
、
宗
密
が
「
盂
蘭
盆
經
疏
」
の
中
に
、
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
同
時
に
、
か
れ
は
十

恩
德
系
の
父
母
恩
重
經
も
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
小
論
の
最
初
に
、「
盂
蘭
盆
經

疏
」
の
中
に
、
經
に
曰
く
と
し
て
、「
左
の
肩
に
父
を
擔
い
、
右
の
肩
に
母
を
擔
っ
て
、
大
地
の
隅
々
ま
で
經
巡
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
恩
を
報
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た（

25
）。

こ
の
一
段
の
文
章
は
、
上
に
引
い
た
、
十

恩
德
系
父
母
恩
重
經
の
文
句
に
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
密
が
引
用
し
て
い
る
「
經
」
が
、
父
母
恩
重
經
で

は
な
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
佛
敎
的
孝
經
典
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が（

26
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
唐
代
の
後
半
期
に
は
、
二
つ
の
系
統
の
父
母
恩
重
經
が
、
併
存
し
て
お
り
、
兩
者
は
、
排
他
的
な
關
係
に
あ
る
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
、
同
名
の
、
二
つ
の
系
統
の
父
母
恩
重
經
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
、
た
が
い
に
ど

の
よ
う
な
關
係
に
あ
っ
た
の
か
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
二
つ
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
の
閒
に
は
重
な
る
文
句
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ

の
數
は
多
く
な
い
。
小
川
貫
弌
「
大
報
父
母
恩
重
經
の
變
文
と
變
相
」
の
論
文
は
、
二
つ
の
系
統
の
父
母
恩
重
經
の
共
通
の
來
源
と

し
て
「
孝
子
報
恩
經
」
を
想
定
し
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
環
境
の
中
で
、
別
々
の
要
素
を
取
り
こ
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
內
容

を
持
っ
た
二
つ
の
父
母
恩
重
經
が
發
逹
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る（

27
）。

こ
う
し
た
想
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
詳
細
な
本
文
比
較
と

當
時
の
社
會
的
な
環
境
の
檢
討
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
先
に
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
が
成
立
し
、
そ
れ
よ
り
い
さ
さ
か
遲
れ
て
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
が
出
現
し

た
の
だ
と
考
え
て
お
き
た
い
。
最
初
の
父
母
恩
重
經
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
秋
月
觀
暎
敎
授
は
、
佛
敎
的
な
孝
の
獨
自
性
が
强
調

さ
れ
て
い
た
、
初
期
の
佛
敎
的
孝
經
典
よ
り
時
代
が
く
だ
り
、
そ
う
し
た
獨
自
性
が
主
張
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
を
想
定
し
て
い
る
。

具
體
的
に
は
、
唐
の
玄
宗
が
孝
の
精
神
を
振
興
し
よ
う
と
し
た
開
元
・
天
寶
時
期
に
、
道
敎
の
「
太
上
老
君
說
報
父
母
恩
重
經
」
よ

り
も
遲
れ
て
、
成
立
し
た
の
だ
と
想
定
す
る
の
で
あ
る（

28
）。
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こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
初
期
の
佛
敎
的
孝
經
典
の
一
つ
、「
佛
說
孝
子
經
」
（
大
正
藏
一
六
）
の
、
世
俗
的
な
孝
を
否
定
し
、

佛
敎
的
な
孝
の
あ
り
か
た
を
强
調
し
て
い
る
中
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
が
、
世
俗
的
な
孝
と
佛
敎
的
な
孝
と
を
區
別
し
な
い
父
母
恩

重
經
（
特
に
十
恩
德
系
の
恩
重
經
）
に
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
秋
月
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
佛
敎
者
た
ち
が
、
佛

敎
的
な
孝
の
獨
自
性
を
强
調
し
な
く
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
父
母
恩
重
經
は
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
時
期
に
つ
い

て
、
わ
た
し
は
、
む
し
ろ
、
秋
月
氏
が
否
定
し
た
、
北
周
武
帝
の
廢
佛
政
策
と
の
關
連
を
重
視
し
た
い
と
思
う
。
武
帝
が
「
父
母
恩

重
」
を
言
い
た
て
て
沙
門
た
ち
を
非
難
し
た
（
廣
弘
明
集
卷
一
〇
）
こ
と
へ
の
反
論
と
し
て
、
こ
の
經
典
の
も
っ
と
も
基
礎
に
な
る
部

分
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
え
る
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
前
に
も
見
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
、
す
で
に
「
提
謂

波
利
經
」
な
ど
の
僞
經
が
作
ら
れ
、
民
衆
た
ち
を
敎
化
の
中
心
對
象
と
し
た
布
敎
活
動
の
中
で
は
、
中
國
の
傳
統
的
な
價
値
觀
を
そ

の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
佛
敎
敎
理
が
說
か
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
が
、
民
衆
的
な
齋
會
で
の
講
經
儀
禮
と
密
接
に
關
係
す
る
經
典
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、
十
恩
德
系
父
母

恩
重
經
は
、
よ
り
藝
能
性
を
强
く
し
た
場
と
結
び
つ
い
た
經
典
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
の
は
、

十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
が
講
經
文
の
基
礎
と
な
っ
た
俗
講
儀
式
な
ど
と
密
接
に
關
係
す
る
ほ
か
に
、
十
恩
德
と
關
連
し
て
、
孝
を
强

調
す
る
、
い
く
つ
も
の
歌
謠
形
態
の
藝
能
が
發
逹
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
表
の
一
つ
、
父
母
恩
重
讚
（
ス
タ
イ
ン
二
二
〇
四
）

の
一
部
分
を
、
次
に
擧
げ
て
み
よ
う
。

父
母
恩
重
十
種
緣
、
第
一
懷
溽
受
苦
難
、
不
知
是
男
及
是
女
、
慈
悲
恩
愛
與
天
連

父
母
の
恩
の
重
き
こ
と
に
關
連
し
て
、
十
種
の
緣
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
身
ご
も
っ
た
と
き
、
母
親
が
苦
難
を
忍
ぶ
こ
と
で
、

ま
だ
男
の
子
と
も
女
の
子
と
も
知
ら
れ
ぬ
の
に
、
そ
の
子
に
注
ぐ
慈
悲
と
恩
愛
と
は
天
ほ
ど
も
大
き
い
。

第
二
臨
產
是
心
酸
、
命
如
草
上
霜
珠
懸
、
兩
人
爭
命
各
怕
死
、
恐
怕
無
常
落
九
泉

第
二
は
、
出
產
に
際
し
て
の
心
配
ご
と
で
、
生
命
は
草
の
上
に
露
ほ
ど
は
か
な
く
、
母
子
の
命
は
危
機
に
瀕
し
て
、
そ
の
ま
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ま
死
亡
し
て
黃
泉
の
國
に
行
く
の
で
は
な
い
か
と
心
を
お
の
の
か
せ
る
。

第
三
母
子
是
安
然
、
承
望
孝
順
養
殘
年
、
親
情
遠
近
皆
歡
喜
、
渾
家
懷
抱
競
來
看

第
三
は
、
母
子
と
も
に
つ
つ
が
な
く
出
產
が
す
む
と
、
子
供
が
孝
行
な
性
格
に
育
っ
て
老
後
が
托
せ
る
よ
う
に
と
願
う
。
親

し
い
者
や
關
係
者
た
ち
は
み
な
喜
び
、
家
中
が
子
供
を
抱
い
て
、
き
そ
っ
て
そ
の
顏
を
の
ぞ
き
こ
む
。

第
四
血
入
腹
中
煎
、
一
日
二
升
不
屢
喰
、
一
年
計
乳
七
石
二
、
母
身
不
覺
自
焦
乾

第
四
は
、
母
親
の
血
が
體
內
で
熱
せ
ら
れ
、
一
日
に
二
升
の
乳
と
な
っ
て
も
十
分
に
は
子
供
に
飮
ま
せ
ら
れ
な
い
。
一
年
で

あ
わ
せ
て
七
石
二
斗
の
乳
を
子
に
與
え
、
母
親
の
身
體
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
憔
悴
し
て
し
ま
う
。

第
五
漸
漸
長
成
人
、
愁
飢
愁
渴
又
愁
寒
、
乾
處
常
迴
兒
女
臥
、
濕
處
母
身
自
家
眠

第
五
は
、
子
供
が
だ
ん
だ
ん
成
長
す
る
と
、
子
供
が
お
腹
が
す
い
た
り
寒
が
っ
た
り
せ
ぬ
か
と
心
配
を
す
る
。
乾
い
た
場
所

を
選
ん
で
子
供
を
寢
か
せ
、
母
親
自
身
は
濕
っ
た
と
こ
ろ
に
寢
る
。

…
…

燒
香
禮
拜
歸
佛
道
、
願
値
彌
勒
下
生
年
、
各
自
虔
心
禮
賢
聖
、
此
是
行
孝
本
根
原

燒
香
し
禮
拜
し
て
佛
道
に
歸
依
し
、
彌
勒
菩
薩
が
降
臨
さ
れ
る
時
に
め
ぐ
り
合
い
た
い
と
願
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
心
か
ら

聖
賢
を
禮
拜
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
孝
を
實
行
す
る
根
本
な
の
で
す
。

　
こ
の
讚
の
最
後
の
部
分
は
、
唱
導
者
が
聽
衆
に
向
か
っ
て
話
す
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
、
七
言
四
句
を
單
位
と
す
る
（
四
句
の

う
ち
、
初
句
・
第
二
句
・
第
四
句
で
韻
を
ふ
む
）
一
種
の
數
え
歌
が
、
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
と
密
接
な
關
連
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
同
じ
形
態
の
七
言
句
は
、
十
王
經
な
ど
に
も
讚
と
し
て
見
え
、
法
照
の
五
會
念
佛
と
の
關
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

29
）。

唐
代

後
半
期
に
、
こ
う
し
た
形
態
の
韻
文
が
、
民
衆
的
な
佛
敎
儀
禮
の
場
で
廣
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
ス
タ
イ
ン
二
二
〇
四
の
寫
本
が
、
董
永
變
文
・
太
子
讚
・
十
無
常
・
父
母
恩
重
讚
・
十
勸
鉢
禪
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關
の
、
五
つ
の
作
品
を
一
つ
に
併
せ
て
書
寫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
董
永
の
孝
行
を
說
く
董
永
變
文
以
下
の
作
品
は
、
け
っ
し
て

偶
然
に
こ
の
寫
本
に
集
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
は
孝
を
說
く
佛
敎
唱
導
と
關
わ
っ
て
、
意
圖
的
に
、
ま
と
め
て
書
寫
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
講
經
や
歌
讚
を
ふ
く
め
て
、
佛
敎
的
な
唱
導
の
場
で
は
、
儒
・
佛
・
道
の
三
敎
を
折
衷
し
て
あ
つ
か
う
傾
向
が
顯
著
で
あ
っ
た
。
特

に
孝
の
觀
念
に
つ
い
て
、
三
敎
と
も
に
そ
れ
を
推
奬
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
故
圓
鑒
大
師
二
十
四

孝
押
座
文
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る（

30
）。

　
佛
さ
ま
の
尊
い
身
分
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
本
は
、
か
ね
て
孝
順
を
行
な
わ
れ
て
來
た
か
ら

な
の
だ
。
孝
道
の
善
に
は
限
り
が
無
い
こ
と
を
知
る
よ
う
に
と
、
三
敎
の
す
べ
て
が
廣
く
稱
揚
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
も
し
兩

親
に
孝
養
を
盡
く
せ
ば
、
千
佛
を
身
近
に
招
い
て
、
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
。

　
孝
を
稱
揚
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
が
、
歌
謠
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。「
皇
帝
感
　
新
集
孝
經
十
八
章
」
に

は
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

31
）。

　
歷
代
以
來
、
こ
ん
な
立
派
な
皇
帝
は
い
ま
だ
か
っ
て
な
か
っ
た
。
三
敎
・
內
外
の
す
べ
て
の
經
典
を
稱
揚
さ
れ
た
。
ま
ず
孝

經
に
注
を
し
て
天
下
に
敎
え
、
さ
ら
に
老
子
と
金
剛
經
と
に
注
を
加
え
ら
れ
た
の
だ
。

　
こ
の
小
論
の
最
初
に
言
及
し
た
、
圭
峰
宗
密
が
、
釋
敎
の
孝
と
儒
敎
の
孝
と
に
は
本
質
的
な
區
別
が
な
い
と
表
明
し
た
の
も
、
一

方
で
は
、
こ
う
し
た
三
敎
合
一
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
乘
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
し
か
し
、
唱
導
文
藝
の
中
で
稱
揚
さ
れ
る
孝
は
、
元
來
の
儒
敎
的
な
孝
そ
の
ま
ま
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
二
種
の
父
母
恩
重
經
が
說
く
孝
の
觀
念
に
は
、
共
通
す
る
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
父
母
恩
重
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
具
體

的
に
說
か
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
母
親
の
恩
の
大
き
さ
な
の
で
あ
る
。
盂
蘭
盆
系
父
母
恩
重
經
で
は
、
佛
陀
自
身
の
言
葉
と
し
て（

32
）、

　
母
の
恩
を
論
ず
れ
ば
、
昊
天
の
ご
と
く
極
ま
り
な
く
、
嗚
呼
、
慈
母
よ
、
い
か
に
し
て
報
ず
べ
け
ん
や
。
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と
云
っ
て
お
り
、
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
が
列
擧
す
る
父
母
の
十
種
の
恩
德
も
、

一
者
、
懷
擔
守
護
恩
　
二
者
、
臨
產
受
苦
恩
　
三
者
、
生
子
忘
憂
恩
　
四
者
、
咽
苦
吐
甘
恩
、
五
者
、
迴
乾
就
濕
恩

六
者
、
洗
濯
不
淨
恩
　
七
者
、
乳
哺
養
育
恩
　
八
者
、
遠
行
憶
念
恩
　
九
者
、
爲
造
惡
業
恩
　
十
者
、
究
竟
憐
愍
恩

と
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
母
親
の
恩
な
の
で
あ
る
。

　
十
恩
德
系
父
母
恩
重
經
で
は
、
續
け
て
、
佛
陀
が
阿
難
に
說
い
て
聽
か
せ
て
い
る（

33
）。

　
母
親
が
懷
妊
を
し
て
、
十
ヶ
月
の
閒
、
す
べ
て
の
行
動
が
不
安
で
、
重
い
も
の
を
手
に
持
つ
か
の
よ
う
、
飮
⻝
も
喉
を
通
ら

ず
、
長
患
い
の
病
人
の
よ
う
で
あ
る
。
月
が
滿
ち
て
子
供
が
生
ま
れ
る
時
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
苦
痛
を
受
け
、
心
が
搖
れ
動
き
、

命
を
失
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
を
す
る
。﹇
實
際
に
生
ま
れ
る
時
に
は
﹈
あ
た
か
も
豚
や
羊
を
殺
し
た
か
の
よ
う
に
、
床
い
っ

ぱ
い
に
血
が
流
れ
る
。﹇
母
親
が
﹈
こ
ん
な
風
な
苦
し
み
を
受
け
て
、
こ
の
身
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。﹇
母
親
は
﹈
不

味
い
も
の
を
み
ず
か
ら
⻝
べ
、
美
味
し
い
も
の
は
子
供
に
⻝
べ
さ
せ
、
懷
に
い
だ
い
て
大
切
に
養
育
す
る
。
汚
れ
物
を
洗
濯
し

て
、
苦
勞
を
厭
わ
ず
、
暑
さ
を
忍
び
、
寒
さ
に
堪
え
て
、
辛
苦
を
辭
さ
な
い
。
乾
い
た
場
所
に
子
供
を
寢
か
せ
、
母
親
は
濕
っ

た
と
こ
ろ
で
眠
る
。
子
供
は
、
三
年
閒
、
母
親
の
白
血
（
乳
）
を
飮
ん
で
成
長
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
佛
陀
が
說
く
の
も
、
も
っ
ぱ
ら
母
親
の
恩
德
で
あ
り
、
そ
の
恩
德
の
深
さ
を
思
っ
て
、
聽
い
て
い
た
大
衆
た
ち
は
、
悶
絕

し
て
大
地
に
倒
れ
伏
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
目
連
の
、
母
へ
の
報
恩
を
語
る
「
盂
蘭
盆
經
」
な
ど
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
僞
經
が
說
く
孝
は
、
父
權
的
な
傾
向
が
强
い
、
中
國
古
來

の
孝
の
觀
念
そ
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
民
衆
の
日
常
生
活
に
卽
し
た
、
民
衆
的
な
孝
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
こ
う
し

た
、
な
に
よ
り
も
母
親
を
重
ん
じ
る
孝
の
觀
念
が
、
ど
こ
に
起
源
し
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
育
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
殘
念
な
が

ら
ま
だ
具
體
的
に
そ
れ
を
述
べ
る
た
め
の
準
備
が
な
い
。
あ
る
い
は
、
父
を
殺
す
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
母
親
は
け
っ
し
て
殺

し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
「
觀
無
量
壽
經
」
が
編
纂
さ
れ
た
地
域
の
問
題
な
ど
と
も
關
連
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
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こ
で
は
、
中
國
の
佛
敎
が
、
儒
敎
的
な
孝
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
い
さ
さ
か
性
質
を
異
に
す
る
民
衆
的
な
孝

の
觀
念
を
取
り
こ
ん
で
、
民
衆
生
活
の
中
へ
浸
透
し
よ
う
と
圖
っ
て
い
た
こ
と
を
强
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う（

34
）。

　　
　
　
四
　
敦
煌
の
孝
子
傳

　　
王
重
民
ら
が
編
纂
し
た
『
敦
煌
變
文
集
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
「
孝
子
傳
」
は
、
敦
煌
發
見
の
ペ
リ
オ
本
三
種
と
ス
タ
イ
ン
本
二

種
と
の
、
五
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
、
校
定
を
加
え
て
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
數
え
方
に
も
よ
る

だ
ろ
う
が
、
あ
わ
せ
て
三
十
一
條
の
故
事
が
列
擧
さ
れ
て
い
る
。
元
來
の
五
種
の
寫
本
に
は
、
い
ず
れ
も
原
來
の
書
名
を
記
し
た
標

題
は
見
え
な
い
。
校
定
本
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
、
ペ
リ
オ
二
六
二
一
の
寫
本
は
、
類
書
の
た
ぐ
い
の
一
部
分
で
あ
り
、
ま
た
、
三

十
一
條
の
中
に
は
、
孝
子
故
事
と
直
接
に
は
關
係
し
な
い
內
容
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
五
種
の
寫
本
を
孝

子
傳
と
い
う
名
前
で
一
つ
に
ま
と
め
て
し
ま
っ
て
良
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
遺
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
排
印
本

が
、
敦
煌
に
お
け
る
孝
子
說
話
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
有
用
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
こ

れ
を
敦
煌
本
孝
子
傳
と
呼
び
、
こ
の
資
料
を
通
し
て
、
敦
煌
に
お
け
る
孝
子
故
事
の
語
ら
れ
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
敦
煌
本
孝
子
傳
は
、
そ
こ
に
集
め
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
條
の
構
成
や
表
現
形
態
の
閒
に
差
異
が
大
き
く
、
三
十
一
條
の
內
部
を
い

く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
區
分
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
區
分
に
つ
い
て
は
、
一
條
の
構
成
や
文
體
な
ど
、
設
定
す
る
視
點
の
違
い
に

よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
區
分
け
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
內
で
も
、
も
っ
と
も
大
き
な
區
分
の
指
標
と
な
る
の
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
故
事
の
最
後
に
七
言
四
句
を
基
本
形
態
と
す
る
詩
が
付
い
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
指
標
で
あ
る
。
七
言
詩
が
付
か
ぬ
條

に
は
、
そ
の
故
事
の
出
典
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
詩
が
付
く
條
に
は
、
出
典
の
注
記
が
な
い
と
い
う
特
徵
も
そ
れ
に
付
隨
し

て
い
る
。
こ
の
指
標
に
よ
っ
て
、「
孝
子
傳
」
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
故
事
群
を
、
大
き
く
二
つ
に
區
分
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。
そ
れ
ら
を
、
曲
金
良
「
敦
煌
寫
本
《
孝
子
傳
》
及
其
相
關
問
題
」
が
論
ず
る
と
こ
ろ
に
從
っ
て
、
詩
が
付
か
ぬ
も
の
を
孝
子

傳
Ａ
種
、
詩
の
付
く
も
の
を
孝
子
傳
Ｂ
種
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う（

35
）。

こ
う
し
た
差
異
は
、
個
々
の
寫
本
の
中
に
竝
存
す
る
の
で
は
な

く
、
寫
本
群
の
系
統
の
違
い
に
由
來
し
て
い
る
。『
敦
煌
變
文
集
』
が
一
つ
に
ま
と
め
て
し
ま
っ
た
、
五
つ
の
寫
本
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、

ど
ち
ら
の
區
分
に
屬
し
て
い
る
の
か
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

孝
子
傳
Ａ
種
：
ペ
リ
オ
番
號
二
六
二
一
、
ス
タ
イ
ン
番
號
五
七
七
六

孝
子
傳
Ｂ
種
：
ス
タ
イ
ン
番
號
三
八
九
、
ペ
リ
オ
番
號
三
五
三
六
・
三
六
八
〇

　
こ
れ
ら
兩
系
統
の
孝
子
傳
は
、
形
態
の
面
で
も
、
表
現
の
點
で
も
、
相
互
の
閒
に
相
當
に
顯
著
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
敦

煌
本
孝
子
傳
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
二
種
類
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
校
定
本
を
作
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
二
種
の
孝
子
傳
は
、
形
態
的
に
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
內
容
に
も
大
き
な
差
異
が
あ
っ
た
。
一
人
の
孝
子
に
つ
い
て
、

Ａ
種
と
Ｂ
種
と
の
雙
方
の
記
述
が
遺
る
も
の
と
し
て
、
舜
子
・
郭
巨
・
王
襃
を
主
人
公
と
す
る
、
三
つ
の
條
が
あ
る
。
比
較
的
に
短

く
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
襃
の
場
合
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
Ａ
種
孝
子
傳
の
王
襃
の
條
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

36
）。

　
王
襃
は
、
字
を
元
緯
と
い
い
、
王
脩
の
孫
で
あ
る
。
魏
の
高
貴
卿
公
の
時
代
の
こ
と
、
司
馬
文
王
が
大
將
軍
と
な
る
と
、
王

襃
の
父
の
王
儀
は
、
大
將
軍
司
馬
に
任
ぜ
ら
れ
、
文
王
に
殺
害
さ
れ
た
。
王
襃
は
、
父
を
葬
る
と
、
墓
前
に
假
小
屋
を
建
て
て

喪
に
服
し
た
。
假
小
屋
の
前
に
柏
の
樹
が
あ
っ
た
が
、
王
襃
が
こ
ぼ
す
淚
の
降
り
懸
か
っ
た
樹
は
、
枯
れ
か
か
っ
た
よ
う
な
色

に
變
り
、
他
の
樹
と
は
っ
き
り
區
別
さ
れ
た
。
晉
の
王
室
が
新
し
い
王
朝
を
開
い
た
あ
と
も
、
王
襃
の
悲
し
み
は
は
れ
る
こ
と

が
な
く
、
一
生
涯
、
西
に
向
い
て
坐
る
こ
と
な
く
、
晉
に
臣
服
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
晉
の
初
年
の
人
で
あ
る
。
晉
陽
春
秋

記
（
晉
陽
秋
）
に
出
典
が
あ
る
。

　
こ
の
條
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
晉
王
朝
が
魏
か
ら
王
權
を
簒
奪
し
た
際
に
示
さ
れ
た
、
王
襃
の
節
義
あ
る
生
き
方
で
あ
っ
た
。

か
れ
は
、
孝
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
、
權
力
者
へ
の
抵
抗
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
Ｂ
種
の
孝
子
傳
が
描
く
王
襃
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の
行
動
の
中
心
は
い
さ
さ
か
異
な
る（

37
）。

　
王
襃
は
、
魏
郡
の
人
で
あ
る
。
母
親
に
孝
養
を
盡
く
し
た
。
母
が
亡
く
な
る
と
、
日
夜
、
墓
前
で
過
ご
し
た
。
墓
の
か
た
わ

ら
に
は
松
柏
の
樹
が
あ
っ
た
が
、
王
襃
が
、
墓
に
向
か
っ
て
哭
す
る
と
き
、
そ
の
樹
は
色
を
變
じ
、
普
段
よ
り
も
枯
れ
か
か
っ

た
よ
う
に
な
っ
た
。
母
親
は
、
生
前
、
雷
を
怖
が
っ
て
い
た
。
王
襃
は
、
雷
が
鳴
る
の
を
聞
く
と
、
す
ぐ
さ
ま
墓
の
と
こ
ろ
へ

驅
け
付
け
、
吿
げ
て
云
っ
た
、「
王
褒
が
こ
こ
に
お
り
ま
す
。
ど
う
か
、
お
か
あ
さ
ん
、
怖
が
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
。

　
詩
に
云
う
、「
王
襃
の
母
親
は
雷
鳴
を
怖
が
り
、
春
の
季
節
に
は
心
が
安
ら
が
な
か
っ
た
。
壽
命
を
お
え
て
死
ん
だ
あ
と
に

も
、
墓
を
護
り
、
お
っ
か
さ
ん
が
怖
が
ら
ぬ
よ
う
に
と
心
配
し
た
の
で
あ
っ
た
」
と
。

　
上
に
擧
げ
た
兩
條
は
、
筋
書
き
に
は
共
通
し
た
要
素
を
留
め
な
が
ら
も
、
記
述
さ
れ
る
孝
行
の
質
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
Ａ

種
の
故
事
に
あ
っ
た
合
理
性
（
淚
が
か
か
っ
て
樹
が
變
色
し
た
）
が
失
わ
れ
、
Ｂ
種
の
語
り
で
は
、
樹
木
も
王
襃
の
心
に
感
動
し
て
色
を

變
じ
た
と
さ
れ
る
な
ど
、
孝
感
の
神
祕
性
が
强
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
王
襃
の
孝
が
父
親
に
奉
げ
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
母
親
へ
の

孝
に
變
化
し
て
い
る
の
は
、
前
述
の
、
民
閒
的
な
孝
の
觀
念
の
中
で
の
母
親
の
重
視
に
關
わ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　
舜
子
（
帝
舜
）
の
、
後
母
に
よ
る
繼
子
い
じ
め
を
中
心
と
す
る
物
語
り
は
、
筋
書
き
だ
け
か
ら
言
え
ば
、
Ａ
種
の
も
の
と
Ｂ
種
の
も

の
と
の
閒
に
大
き
な
違
い
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
孝
子
傳
の
性
格
と
も
關
連
し
て
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、『
敦
煌
變
文
集
』
の
校

定
者
の
王
慶
菽
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ｂ
種
の
舜
子
物
語
り
の
最
後
に
付
け
ら
れ
た
七
言
の
詩
が
、「
舜
子
至
孝
變
文
」
に
も
そ

の
ま
ま
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
敦
煌
本
孝
子
傳
と
重
な
る
內
容
を
持
つ
、
孝
子
の
物
語
り
を
主
題
と
す
る
變
文
作

品
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
、「
董
永
變
文
」
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
殘
念
な
が
ら
、
孝
子
傳
の
董
永
の
條
は
Ａ
種
に
屬
し
て
、
詩

が
付
い
て
は
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
中
國
の
孝
子
物
語
り
に
は
、
舜
の
場
合
と
同
樣
に
、
後
母
に
よ
る
繼
子
い
じ
め
と
い
う
筋
書
き

の
も
の
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
屈
折
し
た
か
た
ち
で
母
子
の
親
密
な
關
係
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　
敦
煌
本
孝
子
傳
に
集
め
ら
れ
て
い
る
孝
子
た
ち
の
物
語
り
は
、
敦
煌
の
民
閒
文
藝
の
語
り
手
に
も
聽
き
手
た
ち
に
も
周
知
の
も
の
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　　敦煌の孝子傳

で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
そ
の
一
部
分
を
引
用
し
た
が
、「
故
圓
鑒
大
師
二
十
四
孝
押
座
文
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る（

38
）。

　
佛
さ
ま
の
尊
い
身
分
は
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
根
本
は
、
か
ね
て
孝
順
を
行
な
わ
れ
て
來
た
こ

と
に
あ
る
の
だ
。
孝
道
の
善
に
は
限
り
が
無
い
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
と
、
三
敎
の
す
べ
て
が
廣
く
稱
揚
し
て
い
る
。
も
し
兩
親

に
孝
養
を
盡
く
す
な
ら
ば
、
千
佛
を
身
近
に
招
い
て
、
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
。
目
連
は
母
の
靑
提
夫
人
を
救
い
、
佛
陀
は
父
親

で
あ
る
淨
飯
王
の
柩
を
み
ず
か
ら
擔
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
萬
代
に
わ
た
っ
て
歷
史
書
は
舜
王
の
讚
歌
を
記
し
、
千
年
に
わ
た
っ

て
人
々
は
口
々
に
王
祥
を
譽
め
稱
え
て
來
た
。
烏
で
さ
え
、
年
老
い
た
親
を
養
う
よ
う
に
、
恩
に
感
謝
す
る
氣
持
ち
を
懷
き
、

鴻
雁
は
、
や
っ
と
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
も
、
親
へ
の
孝
心
を
行
動
に
あ
ら
わ
す
。
郭
巨
は
、
親
の
た
め
で
あ
れ
ば
、

わ
が
子
を
生
き
埋
め
に
す
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
ず
、
老
萊
子
は
、
親
を
喜
ば
せ
る
た
め
、
飾
り
の
付
い
た
幼
兒
の
衣
服
を
着
た

の
で
あ
っ
た
。
孝
子
の
篤
い
心
を
、
で
た
ら
め
な
生
き
方
を
し
て
い
る
者
が
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
、
天
を
欺
き
輕
ん
じ
た
り
す

る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。
雪
中
で
淚
を
流
し
て
タ
ケ
ノ
コ
を
生
や
し
た
孟
宗
は
と
り
わ
け
有
名
で
あ
り
、
王
祥
が
氷
の
上
に

伏
す
と
、
氷
の
下
か
ら
魚
が
飛
び
出
し
て
來
た
が
、
そ
の
理
由
は
計
り
が
た
い
。
…
…

　
あ
る
い
は
ま
た
、「
目
連
緣
起
」
に
も
、
中
國
の
孝
子
た
ち
の
名
前
が
列
擧
さ
れ
て
い
る（

39
）。

　
在
席
の
皆
さ
ま
に
お
勸
め
い
た
し
ま
す
、
目
連
に
倣
っ
て
、
孝
行
に
勤
め
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
ご
兩
親
が
お
家
に
健
在
で
あ
れ

ば
、
な
に
よ
り
も
美
味
し
い
も
の
を
さ
し
上
げ
て
く
だ
さ
い
。
父
母
が
お
亡
く
な
り
の
際
に
は
、
齋
を
修
し
佛
法
を
聽
聞
し
て
、

ご
恩
に
報
い
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。
愚
か
者
た
ち
の
よ
う
に
、
親
の
恩
德
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
家
畜
・
禽
獸
の

た
ぐ
い
で
す
ら
、
乳
哺
の
恩
を
忘
れ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
や
人
の
子
と
し
て
、
孝
順
で
な
く
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　
た
と
え
ば
董
永
は
、
わ
が
身
を
賣
っ
て
、
そ
の
錢
で
父
母
を
葬
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
孝
感
に
よ
り
、
織
女
が
妻
と
な
り
ま
し

た
。
郭
巨
は
、
母
を
養
う
た
め
、
わ
が
子
を
生
き
埋
め
に
し
た
と
こ
ろ
、
天
が
黃
金
五
百
斤
を
賜
り
ま
し
た
。
孟
宗
が
竹
林
で
泣

く
と
、
冬
に
タ
ケ
ノ
コ
が
生
え
ま
し
た
。
王
祥
が
氷
の
上
に
寢
る
と
、
溪
に
張
っ
た
氷
の
下
か
ら
鯉
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。
烏
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が
年
取
っ
た
親
鳥
を
養
う
こ
と
は
、
多
く
の
書
物
が
傳
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
羊
の
子
は
、
親
の
乳
を
飮
む
と
き
、
か
た
じ
け

な
さ
に
跪
く
の
だ
と
、
昔
か
ら
言
わ
れ
て
來
ま
し
た
。

　
こ
こ
ま
で
目
連
の
お
話
し
を
講
じ
て
來
ま
し
た
が
、
か
れ
は
イ
ン
ド
の
悟
り
を
開
い
た
僧
で
あ
り
、
そ
の
母
は
靑
提
と
い
う

名
で
、
多
く
の
罪
を
造
っ
た
が
た
め
、
死
ん
だ
あ
と
に
は
地
獄
へ
墜
ち
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
說
經
を
お
聽
き
の
皆
さ
ま
が
た

に
は
、
何
よ
り
も
お
布
施
が
大
切
で
す
。
た
め
ら
っ
た
り
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
今
日
の
お
話
し
は
こ
こ
ま
で
で
す
、
明

朝
も
早
く
來
ら
れ
て
、
大
切
な
お
經
の
お
話
し
を
聽
か
れ
ま
す
よ
う
に
。

　
目
連
救
母
の
物
語
り
も
、
こ
う
し
た
孝
子
故
事
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
語
り
を
聽
く
聽
衆
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
こ
に

列
擧
さ
れ
て
い
る
孝
子
た
ち
に
つ
い
て
の
孝
行
物
語
り
は
、
い
ず
れ
も
周
知
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
宗
密
が
「
盂
蘭
盆
經
」
を
講
義
す
る
に
際
し
て
、
中
國
の
孝
子
た
ち
の
名
を
例
に
擧
げ
、「
父
母
恩
重
經
」
の
本
文
に
も
、
中
國
の

孝
子
た
ち
に
言
及
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
民
衆
に
向
か
っ
て
孝
を
說
く
こ
と
を
中
心
と
す
る
佛
典

の
講
義
と
孝
子
た
ち
の
故
事
の
傳
承
と
は
、
不
可
分
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
場
で
語
ら
れ
る
故
事
が
一
つ
に
ま
と
め
ら

れ
、
特
に
二
十
四
孝
と
い
っ
た
か
た
ち
で
結
集
さ
れ
た
背
後
に
は
、
佛
敎
經
典
の
講
義
か
ら
發
逹
し
た
、
講
經
文
や
變
文
の
語
り
手

た
ち
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
前
に
も
見
た
よ
う
に
、
孝
子
傳
Ｂ
種
の
舜
子
傳
の
最
後
に
付
け
ら
れ
た
二
首
の
七
言
詩
が
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
「
舜
子
至
孝

變
文
」
の
最
後
に
も
使
わ
れ
て
い
た
。「
舜
子
變
」
の
中
に
は
、
個
別
の
語
句
に
も
、
孝
子
傳
Ｂ
種
と
、
表
現
が
重
な
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
現
象
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
敦
煌
本
孝
子
傳
Ａ
種
は
、
魏
晉
南
北
朝
時
代
以
來
、
多
數
作
ら
れ
て
來
た
、
傳
統
的
な
孝
子
傳
を
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
傳
統
的
な
孝
子
故
事
が
、
敦
煌
の
宗
敎
的
藝
能
者
た
ち
に
承
け
入
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
新
し
い
視
點
を
加
味
し
て
、

孝
子
傳
Ｂ
種
へ
と
編
集
し
な
お
さ
れ
た
。
Ａ
種
の
孝
子
傳
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
士
大
夫
階
層
の
孝
の
論
理
を
留
め
て
い
る
の
に
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　　敦煌の孝子傳

對
し
て
、
Ｂ
種
孝
子
傳
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
は
、
民
衆
層
が
懷
く
孝
の
觀
念
な
の
で
あ
っ
た
。
父
親
へ
の
孝
が
母
親
へ
の
孝
へ

と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
民
衆
層
の
孝
觀
念
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
前
に
推
測
し
た
。

　
Ｂ
種
の
孝
子
傳
は
、
そ
れ
を
讀
ん
で
孝
子
の
故
事
を
知
る
た
め
の
書
物
で
あ
る
よ
り
も
、
俗
講
や
民
衆
藝
能
の
演
者
た
ち
が
公
演

の
基
礎
と
し
て
用
い
る
、
一
種
の
種
本
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
Ｂ
種
の
孝
子
傳
に
見
え
る
個
々
の
孝
子
た
ち
の
故
事

を
骨
組
み
に
し
、
オ
ー
ラ
ル
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
技
法
に
よ
っ
て
、
語
り
手
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
孝
子
に
つ
い
て
の
變
文
を
演
じ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
舜
子
變
」
に
は
、
繰
り
返
し
の
表
現
が
多
く
、
そ
う
し
た
フ
ォ
ミ
ュ
ラ
ー
（
定
型
句
）
を

活
用
し
て
、
敍
事
詩
の
技
法
で
作
品
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
中
國
の
孝
子
を
主
人
公
と
し
た
變
文
作
品
は
、「
舜
子
變
」
と
「
董
永
變
文
」
と
の
二
種
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、「
故
圓
鑒
大
師
二
十
四
孝
押
座
文
」
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
二
十
四
孝
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に

つ
い
て
、
變
文
作
品
を
形
成
す
る
た
め
の
準
備
が
整
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
圓
鑒
大
師
の
押
座
文
も
、
そ
れ
ら

す
べ
て
の
孝
子
變
文
口
演
の
冒
頭
で
唱
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
圖
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら

の
作
品
の
中
で
强
調
さ
れ
る
孝
は
、
儒
敎
的
な
孝
で
は
な
く
、
ま
た
元
來
の
佛
敎
的
な
孝
で
も
な
く
、
民
衆
層
の
日
常
生
活
に
卽
し

た
孝
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
理
知
的
な
孝
と
い
う
よ
り
、
父
母
恩
重
經
に
お
い
て
、
釋
尊
が
父
母
の
深
恩
を
語
る
の
を
聽
き
、

人
々
が
慟
哭
し
、
五
體
を
地
に
投
じ
て
信
受
す
る
こ
と
に
象
徵
さ
れ
る
よ
う
な
質
の
孝
な
の
で
あ
っ
た
。

注

（
１
）
鎌
田
茂
雄
『
中
國
華
嚴
思
想
史
の
硏
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
五
年
）
第
七
章
を
參
照
。

（
２
）
宗
密
、
佛
說
盂
蘭
盆
經
疏
上
（
大
正
三
九
、
五
〇
五
ａ
ｂ
）
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始
於
混
沌
、
塞
乎
天
地
、
通
人
神
、
貫
貴
賤
、
儒
釋
皆
宗
之
、
其
唯
孝
道
矣
…
…
大
孝
釋
迦
尊
、
累
劫
報
親
恩
、
積
因
成
正
覺

悉
逹
太
子
、
不
紹
王
位
、
棄
親
去
國
、
本
爲
修
行
得
道
、
報
父
母
恩

經
詮
理
智
、
律
詮
戒
行
、
戒
雖
萬
行
、
以
孝
爲
宗

　
ち
な
み
に
、
宗
密
の
孝
思
想
に
つ
い
て
は
、
岡
部
和
雄
「
宗
密
に
お
け
る
孝
論
の
展
開
と
そ
の
方
法
」（
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
一
五
卷
二

號
、
一
九
六
七
年
）、
松
村
巧
「
盂
蘭
盆
と
中
元
」（『
唐
代
の
宗
敎
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
３
）
梵
網
經
卷
下
、
菩
薩
心
地
品
下
（
大
正
藏
二
四
、
一
〇
〇
四
ａ
）

孝
順
至
道
之
法
、
孝
名
爲
戒
、
亦
名
制
止

（
４
）
盂
蘭
盆
經
疏
（
大
正
藏
三
九
、
五
〇
八
ａ
）

恩
有
輕
重
者
、
此
生
父
母
最
重
、
餘
漸
輕
也
、
報
有
分
全
者
、
侍
養
一
生
爲
分
、
度
脫
多
生
爲
全
、
故
經
云
、
左
肩
擔
父
、
右
肩
擔
母
、
偏

行
大
地
、
亦
不
能
報
恩
、
故
知
此
生
所
報
爲
分
、
設
同
孟
宗
・
董
黯
・
董
永
之
類
、
亦
爲
分
也

（
５
）
唐
長
孺
「
魏
晉
南
北
朝
的
君
父
先
後
論
」（『
魏
晉
南
北
朝
史
論
拾
遺
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
を
參
照
。

（
６
）
牟
子
理
惑
論
（
弘
明
集
卷
一
、
大
正
藏
五
二
、
二
ｃ
）

問
曰
、
孝
經
言
、
身
體
髮
膚
受
之
父
母
、
不
敢
毀
傷
、
曾
子
臨
沒
、
啓
予
手
、
啓
予
足
、
今
沙
門
剃
頭
、
何
其
違
聖
人
之
語
、
不
合
孝
子
之

道
也
、
吾
子
常
好
論
是
非
、
平
曲
直
、
而
反
善
之
乎
、
牟
子
曰
、
夫
訕
聖
賢
不
仁
、
平
不
中
、
不
智
也
、
不
仁
不
智
、
何
以
樹
德
、
德
將
不

樹
、
頑
嚚
之
儔
也
、
論
何
容
易
乎
…
…
孝
經
曰
、
先
王
有
至
德
要
道
、
而
泰
伯
祝
髮
文
身
、
自
從
吳
越
之
俗
、
違
於
身
體
髮
膚
之
義
、
然
孔

子
稱
之
、
其
可
謂
至
德
矣
、
仲
尼
不
以
其
祝
髮
毀
之
也
、
由
是
觀
之
、
苟
有
大
德
、
不
拘
於
小
、
沙
門
捐
家
財
、
棄
妻
子
、
不
聽
音
視
色
、

可
謂
讓
之
至
也

（
７
）
三
破
論
（
弘
明
集
卷
八
、
大
正
藏
五
二
、
五
二
ａ
）

論
云
、
子
先
出
家
、
母
後
作
尼
、
則
敬
其
子
、
失
禮
之
甚

（
８
）
彥
悰
「
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
」（
大
正
藏
五
二
、
四
四
二
ａ
以
下
）

　
な
お
、
孝
の
觀
念
を
め
ぐ
る
儒
佛
二
敎
の
葛
藤
に
つ
い
て
は
、
道
端
良
秀
氏
に
、
一
連
の
論
考
が
あ
る
。「
中
國
佛
敎
と
儒
敎
倫
理
孝
と

の
交
涉
」（
中
國
佛
敎
史
全
集
九
）、「
中
國
佛
敎
と
儒
敎
の
祖
先
崇
拜
」（
中
國
佛
敎
史
全
集
一
〇
）
な
ど
。
ま
た
、
敦
煌
文
書
中
の
、
孝
に
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關
わ
る
文
藝
作
品
に
つ
い
て
は
、
鄭
阿
財
『
敦
煌
孝
道
文
學
硏
究
』（
石
門
圖
書
公
司
、
一
九
八
二
年
）
に
詳
し
い
檢
討
が
あ
る
。

（
９
）
集
沙
門
不
應
拜
俗
等
事
卷
二
（
大
正
藏
五
二
、
四
四
八
ａ
）

若
推
其
本
、
以
尋
其
源
、
咸
稟
氣
於
兩
儀
、
受
形
於
父
母
、
則
以
生
生
通
運
之
道
爲
弘
、
資
存
日
用
之
理
爲
大
、
故
不
宜
受
其
德
而
遺
其
禮
、

霑
其
惠
而
廢
其
敬
、
此
檀
越
立
意
之
所
據
、
貧
道
亦
不
異
於
高
懷
、
求
之
佛
敎
、
以
尋
沙
門
之
道
、
理
則
不
然
、
何
者
、
佛
經
所
明
、
凡
有

二
科
、
一
者
處
俗
弘
敎
、
二
者
出
家
修
道
、
處
俗
則
奉
上
之
禮
、
尊
親
之
敬
、
忠
孝
之
義
、
表
於
經
文
、
在
三
之
訓
、
彰
乎
聖
典
、
斯
與
王

制
同
命
、
有
若
符
契
、
此
一
條
全
是
檀
越
所
明
、
理
不
容
異
也
、
出
家
則
是
方
外
之
賓
、
迹
絕
於
物
、
其
爲
敎
也
、
逹
患
累
緣
於
有
身
、
不

存
身
以
息
患
、
知
生
生
由
於
稟
化
、
不
順
化
以
求
宗
、
求
宗
不
由
於
順
化
、
故
不
重
運
通
之
資
、
息
患
不
由
於
存
身
、
故
不
貴
厚
生
之
益
、

此
理
之
與
世
乖
、
道
之
與
俗
反
者
也
、
是
故
凡
在
出
家
、
皆
隱
居
以
求
其
志
、
變
俗
以
逹
其
道
、
變
俗
服
章
、
不
得
與
世
典
同
禮
、
隱
居
則

宜
高
尙
其
迹
、
夫
然
故
、
能
拯
溺
族
於
沈
流
、
拔
幽
根
於
重
劫
、
遠
通
三
乘
之
津
、
廣
開
天
人
之
道
、
是
故
內
乖
天
屬
之
重
而
不
違
其
孝
、

外
闕
奉
主
之
恭
而
不
失
其
敬
、
若
斯
人
者
、
自
誓
始
於
落
簪
、
立
志
成
於
暮
歲
、
如
令
一
夫
全
德
、
則
道
洽
六
親
、
澤
流
天
下
、
雖
不
處
王

侯
之
位
、
固
已
協
契
皇
極
、
大
庇
生
民
矣

（
10
）
貞
觀
政
要
卷
七
、
論
禮
樂
二
十
九

貞
觀
五
年
、
太
宗
謂
侍
臣
曰
、
佛
道
設
敎
、
本
行
善
事
、
豈
遣
僧
尼
道
士
等
、
妄
自
尊
崇
、
坐
受
父
母
之
拜
、
損
害
風
俗
、
悖
亂
禮
經
、
宜

卽
禁
斷
、
仍
令
致
拜
于
父
母

（
11
）
高
宗
李
治
詔
（
全
唐
文
一
二
）

釋
典
沖
虛
、
有
無
兼
謝
、
正
覺
凝
寂
、
彼
我
俱
忘
、
豈
自
尊
崇
、
然
後
爲
法
、
聖
人
之
心
、
主
於
慈
孝
、
父
子
君
臣
之
際
、
長
幼
仁
義
之
序
、

與
夫
周
公
孔
子
之
敎
、
異
轍
同
歸
、
棄
禮
悖
德
、
深
所
不
取

東
臺
、
若
夫
華
裔
列
聖
、
異
軫
而
齊
驅
、
中
外
裁
風
、
百
慮
而
同
致
…
…
前
欲
令
道
士
女
冠
僧
尼
等
致
拜
、
將
恐
振
駭
恆
心
、
爰
俾
詳
定
、

有
司
咸
引
典
據
、
兼
陳
情
理
、
沿
革
二
塗
、
紛
綸
相
半
…
…
今
於
君
處
勿
須
致
拜
、
其
父
母
之
所
、
慈
育
彌
深
、
祇
伏
斯
曠
、
更
將
安
設
、

自
今
已
後
、
卽
宜
跪
拜
、
主
者
施
行

　
ち
な
み
に
、
舊
唐
書
高
宗
本
紀
に
は
、「
龍
朔
二
年
（
六
六
二
）
六
月
、
初
令
道
士
女
冠
僧
尼
等
、
竝
盡
致
拜
其
父
母
」
と
記
さ
れ
、
初
令

と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
う
し
た
命
令
が
、
以
後
、
い
く
度
も
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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（
12
）
隋
天
台
智
者
大
師
別
傳
、
灌
頂
（
大
正
藏
五
〇
、
一
九
一
ｂ
）

後
遭
二
親
殄
喪
、
丁
艱
荼
毒
、
逮
于
服
訖
、
從
兄
求
去
、
兄
曰
、
天
已
喪
我
親
、
汝
重
割
我
心
、
旣
孤
更
離
、
安
可
忍
乎
、
跪
而
對
曰
、
昔
梁

荊
百
萬
、
一
朝
僕
妾
、
于
時
久
役
江
湖
之
心
、
不
能
復
處
碨
磊
之
內
、
欲
報
恩
酬
德
、
當
謀
道
爲
先
、
唐
聚
何
益
、
銘
肌
刻
骨
、
意
不
可
移

（
13
）
董
群
『
融
合
的
佛
敎
―
圭
峰
宗
密
的
佛
學
思
想
硏
究
』（
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
參
照
。

（
14
）
提
謂
波
利
經
（
ペ
リ
オ
三
七
三
二
）

長
者
曰
、
願
勞
神
說
五
道
行
、
佛
言
、
持
五
戒
爲
人
行
、
行
十
善
、
得
生
天
、
負
責
不
償
、
借
貸
不
歸
、
□
愛
無
道
、
作
畜
生
奴
婢
、
慳
貪

不
肯
布
施
、
則
作
餓
鬼
、
不
信
有
佛
、
不
信
有
法
…
…
不
信
作
善
得
福
、
不
信
作
惡
得
罪
、
誹
謗
聖
道
、
妬
賢
疾
能
、
殺
盜
婬
欺
、
妄
言
兩

舌
、
惡
口
呪
詛
、
飮
酒
醉
亂
、
不
孝
父
母
、
爲
臣
不
忠
、
爲
父
不
仁
、
爲
母
不
慈
、
爲
君
不
平
、
爲
臣
不
順
、
爲
弟
不
恭
、
爲
兄
不
敬
、
爲

婦
不
禮
、
爲
夫
不
賢
、
奴
婢
不
良
、
死
入
地
獄
、
不
孝
師
父
、
其
罪
不
請
、
是
爲
五
道
行

持
戒
當
行
忠
孝
、
不
行
忠
孝
者
爲
不
持
戒
、
不
持
戒
者
罪
屬
五
刑
…
…
先
能
行
忠
孝
、
乃
能
持
五
戒
、
不
能
行
忠
孝
者
終
不
能
持
五
戒
、
不

忠
不
義
、
不
孝
不
至
、
非
佛
弟
子

（
15
）
塚
本
善
隆
「
中
國
の
在
家
佛
敎
特
に
庶
民
佛
敎
の
一
經
典
―
提
謂
波
利
經
の
歷
史
」（
塚
本
善
隆
著
作
集
第
二
卷
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七

四
年
）
を
參
照
。

（
16
）
父
母
恩
重
經
（
ス
タ
イ
ン
二
二
六
九
）

昔
丁
蘭
木
母
、
川
靈
感
應
、
孝
順
董
□
（
黯
）、
生
義
之
報
德
、
郭
巨
至
孝
、
天
賜
黃
金
、
迦
夷
國
王
、
入
山
射
□
（
獵
）、
挽
弓
射
鹿
、
悟

（
誤
）
傷
閃
匈
（
胸
）、
二
父
母
仰
天
悲
嘆
、
由
是
至
孝
、
諸
天
下
藥
塗
瘡
、
閃
子
還
活
、
父
母
眼
開
、
明
睹
日
月
、
不
慈
不
孝
、
天
﹇
無
﹈

感
應
、
閃
子
更
正
、
父
母
開
目
、
人
之
孝
順
、
百
行
爲
本
、
外
書
內
經
、
明
文
成
記

　
敦
煌
本
父
母
恩
重
經
に
つ
い
て
は
、
張
涌
泉
「
敦
煌
本
《
父
母
恩
重
經
》
硏
究
」（
文
史
四
九
輯
、
一
九
九
九
年
第
四
輯
）
の
中
で
詳
細
な

校
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
井
慧
譽
「『
父
母
恩
重
經
』
の
『
古
本
』
校
異
」（
二
松
學
舍
大
學
論
集
四
〇
號
、
一
九
九
七
年
）
の

テ
キ
ス
ト
異
同
表
も
參
照
。

　
ち
な
み
に
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
日
本
で
は
、
禿
氏
祐
祥
「
父
母
恩
重
經
の
異
本
に
就
て
」（
宗
敎
硏
究
新
五
卷
四
號
、
一
九
二
八
年
）
の

論
文
以
來
、
孝
子
傳
の
付
い
た
父
母
恩
重
經
（
禿
氏
の
い
う
丁
蘭
本
）
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
定
說
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

582



　　敦煌の孝子傳

で
、
最
近
で
も
、
そ
う
し
た
解
說
を
見
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。

（
17
）
佛
說
父
母
恩
重
經

慈
母
養
兒
、
去
離
蘭
車
、
十
指
甲
中
、
⻝
兒
不
淨
、
應
各
有
八
斛
四
斗
、
論
母
之
恩
、
昊
天
罔
極

（
18
）
佛
說
父
母
恩
重
經

橫
簪
上
頭
、
旣
索
妻
婦
、
得
他
子
女
、
父
母
轉
疏
、
私
房
屋
室
、
共
相
語
樂
、
父
母
年
高
、
氣
力
衰
老
、
終
朝
至
暮
、
不
來
借
問
、
或
復
父

孤
母
寡
、
獨
守
空
房
、
猶
如
客
人
、
寄
止
他
舍
、
常
無
恩
愛
、
復
無
濡
被
、
寒
苦
辛
厄
、
難
遭
之
甚
、
年
老
色
衰
、
多
饒
幾
虱
、
宿
夜
不
臥
、

長
吟
嘆
息
、
何
罪
宿
衍
、
生
此
不
孝
之
子

（
19
）
盂
蘭
盆
經
疏
卷
下
（
大
正
藏
三
九
、
五
〇
八
ｂ
）

評
曰
、
細
思
其
事
、
誠
哉
是
言
、
或
有
母
不
如
此
、
兒
不
如
彼
者
、
百
中
無
一
也
、
良
謠
衆
生
、
無
始
無
明
、
迷
眞
執
妄
、
旣
根
本
轉
倒
故
、

枝
末
一
一
皆
然
、
禍
哉
凡
愚
、
云
何
可
度

（
20
）
盂
蘭
盆
經
疏
卷
下
（
大
正
藏
三
九
、
五
〇
八
ｃ
）

問
、
詳
此
經
文
淺
朴
、
偏
誡
貧
賤
之
流
、
何
也
、
答
、
君
子
自
孝
故
、
偏
誡
小
人
、
又
君
子
有
簞
瓢
之
貧
、
何
妨
碓
磨
碓
等
事
、
又
偏
敍
艱

勤
之
語
、
始
彰
鞠
養
之
勞
耳

（
21
）
小
川
貫
弌
「
大
報
父
母
恩
重
經
の
變
文
と
變
相
」（
佛
敎
文
化
史
硏
究
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
三
年
）
を
參
照
。

（
22
）
父
母
恩
重
經
講
經
文
に
つ
い
て
は
、
ペ
リ
オ
二
四
一
八
の
寫
本
に
よ
る
校
定
本
お
よ
び
原
本
の
寫
眞
版
が
、
潘
重
規
「
從
敦
煌
遺
書
看
佛
敎

提
倡
孝
道
」（
華
岡
文
科
學
報
第
一
二
期
、
一
九
八
〇
年
）
の
論
文
に
附
錄
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
注
（
15
）
張
涌
泉
、
文
史
四
九
輯
、
一
九
九
九
年
第
四
輯

（
24
）
父
母
恩
重
經
（
ペ
リ
オ
三
九
一
九
）

汝
等
當
知
、
假
使
有
人
左
肩
擔
父
、
右
肩
擔
母
、
皮
穿
至
骨
、
骨
穴
徹
髓
、
繞
須
彌
山
、
經
百
千
劫
、
流
血
沒
膝
、
由
不
能
報
父
母
深
恩
、

假
使
有
人
曹
（
遭
）
飢
饉
劫
、
爲
於
父
母
、
盡
以
其
身
、
欒
割
碎
壞
、
經
百
千
劫
、
由
不
能
報
父
母
深
恩
…
…

（
25
）
注
（
４
）
盂
蘭
盆
經
疏

（
26
）
佛
說
孝
子
經
、
佛
說
父
母
恩
難
報
經
な
ど
に
も
、
父
母
を
兩
肩
に
背
負
っ
て
恩
に
報
じ
る
と
い
う
表
現
が
見
え
て
い
る
。
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（
27
）
注
（
20
）
小
川
貫
弌

（
28
）
秋
月
觀
暎
「
道
敎
と
佛
敎
の
父
母
恩
重
經
―
兩
經
の
成
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
宗
敎
硏
究
一
八
七
、
一
九
六
六
年
）。
こ
の
秋
月
論
文
に
對

し
て
は
、
謝
明
玲
「
佛
說
父
母
恩
重
經
と
太
上
老
君
說
報
父
母
恩
重
經
と
の
關
係
に
つ
い
て
」（
東
洋
大
學
大
學
院
紀
要
〔
文
學
硏
究
科
〕
二

一
集
、
一
九
八
四
年
）
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

（
29
）
小
南
一
郞
「
十
王
經
を
め
ぐ
る
信
仰
と
儀
禮
―
生
七
齋
か
ら
七
七
齋
へ
」（
唐
代
の
宗
敎
、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
參
照
。

（
30
）
故
圓
鑒
大
師
二
十
四
孝
押
座
文
（
敦
煌
變
文
集
卷
七
）

佛
身
尊
貴
因
何
得
、
根
本
曾
行
孝
順
來
、
須
知
孝
道
善
無
疆
、
三
敎
之
中
廣
讚
揚
、
若
向
二
親
能
孝
順
、
便
招
千
佛
護
行
藏
　

（
31
）
皇
帝
感
　
新
集
孝
經
十
八
章
（
任
半
塘
『
敦
煌
歌
辭
總
編
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）

歷
代
以
來
無
此
帝
、
三
敎
內
外
總
宣
揚
、
先
注
孝
經
敎
天
下
、
又
注
老
子
及
金
剛

　
ち
な
み
に
、
ペ
リ
オ
二
七
二
一
の
寫
本
に
は
、
正
面
に
「
開
元
皇
帝
讚
金
剛
經
」
と
「
新
集
孝
經
皇
帝
感
」
と
が
、
背
面
に
「
舜
子
至
孝

變
文
一
卷
」
が
書
寫
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）
父
母
恩
重
經

計
論
母
恩
、
昊
天
罔
極
、
嗚
呼
慈
母
、
云
何
可
報

（
33
）
父
母
恩
重
經
（
ペ
リ
オ
三
九
一
九
）

懷
子
十
月
之
中
、
起
坐
不
安
、
如
擧
重
擔
、
飮
⻝
不
下
、
如
長
病
人
、
月
歲
生
時
、
受
諸
苦
痛
、
須
臾
好
惡
、
恐
畏
無
常
、
如
殺
豬
羊
、
血

流
遍
地
、
受
如
是
苦
、
生
得
此
身
、
咽
苦
吐
甘
、
抱
持
養
育
、
洗
濯
不
淨
、
無
憚
劬
勞
、
忍
熱
忍
寒
、
不
辭
辛
苦
、
乾
處
兒
臥
、
濕
處
母
眠
、

三
年
諸
中
、
飮
母
白
血

（
34
）
中
國
中
世
時
期
の
母
子
關
係
を
考
察
し
た
論
考
と
し
て
、
鄭
雅
如
『
情
感
與
制
度
：
魏
晉
時
代
的
母
子
關
係
』（
國
立
臺
灣
大
學
文
史
叢
刊
、

二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

（
35
）
曲
金
良
「
敦
煌
寫
本
《
孝
子
傳
》
及
其
相
關
問
題
」（
文
史
四
九
輯
、
一
九
八
八
年
）。
な
お
、
敦
煌
本
孝
子
傳
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
寫
本

が
二
種
類
の
も
の
に
區
分
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
橋
稔
「
敦
煌
出
土
『
孝
子
傳
』
零
本
に
つ
い
て
」（
東
大
中
哲
文
學
會
報
、
第
一

〇
號
、
一
九
八
五
年
）
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
三
慶
「《
敦
煌
變
文
集
》
中
的
〈
孝
子
傳
〉
新
探
」（
敦
煌
學
一
四
輯
、
一
九
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　　敦煌の孝子傳

八
九
年
）
も
參
照
。

（
36
）
敦
煌
本
孝
子
傳
（
ス
タ
イ
ン
五
七
七
六
）

王
襃
、
字
元
偉
、
脩
之
孫
也
、
魏
高
貴
郷
公
時
、
司
馬
文
王
爲
將
軍
、
改
父
儀
爲
大
將
軍
司
□
、
爲
文
王
所
害
、
襃
葬
□
父
、
盧
前
有
柏
樹
、

襃
涕
泣
所
著
之
樹
、
樹
色
慘
悴
、
與
餘
樹
不
同
、
及
晉
室
踐
祚
、
襃
痛
不
已
、
命
終
未
常
西
向
坐
、
視
不
臣
於
晉
、
晉
初
人
、
出
晉
陽
春
秋
記

（
37
）
敦
煌
本
孝
子
傳

王
襃
者
、
魏
郡
人
也
、
養
母
至
孝
、
母
後
命
終
、
日
夜
語
（
護
）
墳
、
墳
側
有
松
柏
樹
、
襃
若
向
墳
啼
哭
、
其
樹
爲
之
變
色
、
枯
悴
不
同
常

日
、
母
生
在
之
日
、
常
怕
雷
聲
、
王
襃
每
聞
雷
驚
、
卽
便
奔
赴
墓
所
、
吿
曰
、
襃
今
在
此
、
願
孃
勿
驚
、
詩
曰
、
王
襃
慈
母
怕
雷
驚
、
每
至

春
閒
不
得
寧
、
及
至
百
年
亡
沒
後
、
語
墳
猶
怕
阿
娘
驚

（
38
）
故
圓
鑒
大
師
二
十
四
孝
押
座
文

佛
身
尊
貴
因
何
得
、
根
本
曾
行
孝
順
來
、
須
知
孝
道
善
無
疆
、
三
敎
之
中
廣
讚
揚
、
若
向
二
親
能
孝
順
、
便
招
千
佛
護
行
藏
、
目
連
已
救
靑

提
母
、
我
佛
肩
輿
淨
梵
王
、
萬
代
史
書
歌
舜
王
、
千
年
人
口
讚
王
祥
、
慈
烏
返
哺
猶
懷
感
、
鴻
雁
纔
飛
便
著
行
、
郭
巨
願
埋
親
子
息
、
老
萊

歡
著
綵
衣
裳
、
最
難
誑
惑
謾
衷
懇
、
不
易
欺
輕
對
上
蒼
、
泣
竹
笋
生
名
最
重
、
臥
冰
魚
躍
義
難
量
…
…

（
39
）
目
連
緣
起
（
ペ
リ
オ
二
一
九
三
）

奉
獻
座
下
弟
子
　
孝
順
學
取
目
連
　
二
親
若
也
在
堂
　
甘
旨
切
須
侍
奉
　
父
母
忽
愁
崩
背
　
修
齋
聞
法
酬
恩
　
莫
學
一
輩
愚
人
　
不
報
慈
親

恩
德
　
大
畜
禽
獸
之
類
　
由
懷
乳
哺
之
恩
　
況
爲
人
子
之
身
　
豈
不
行
於
孝
順
　
且
如
董
永
賣
身
、
遷
殯
葬
其
父
母
、
敢
（
感
）
得
織
女
爲

妻
、
郭
巨
爲
母
生
埋
子
、
天
賜
黃
金
五
百
斤
、
孟
宗
泣
竹
、
冬
月
笋
生
、
王
祥
臥
氷
、
寒
溪
魚
躍
、
慈
烏
返
報
（
哺
）、
書
使
（
史
）
皆
傳
、

跪
乳
之
牛
（
羊
）、
從
前
且
說

上
來
講
讚
目
連
因
　
只
是
西
方
羅
漢
僧
　
母
號
靑
提
多
造
罪
　
命
終
之
後
卻
沈
淪
　
奉
勸
聞
經
諸
聽
衆
　
大
須
布
施
莫
因
循
…
…
今
日
爲
君

宣
此
事
　
明
朝
早
來
聽
眞
經
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李
商
隱
を
茅
山
に
導
き
し
者

從
叔
李
褒

　

深
　
澤
　
　
一
　
幸
　
　

　　　　
　
　
一

　　
わ
た
し
は
以
前
、
晚
唐
の
詩
人
李
商
隱
（
八
一
二
―
八
五
八
）
と
道
敎
と
の
關
係
を
、
主
に
陶
弘
景
の
ま
と
め
た
經
典
「
眞
誥
」
に
基

づ
い
て
分
析
し
、
論
文
「
李
商
隱
と
「
眞
誥
」」
（
吉
川
忠
夫
編
『
六
朝
道
敎
の
硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）
を
書
い
た
。
そ
の
中
で
、

商
隱
の
「
鄭
州
に
て
從
叔
の
舍
人
褒
に
獻
ず
」
（「
玉
溪
生
詩
箋
注
」
卷
二
）
の
「
茅
君
は
奕
世
　
仙
曹
貴
く
、
許
掾
は
全
家
　
道
氣
濃

し
」、「
華
陽
の
宋
眞
人
に
贈
り
、
兼
ね
て
淸
都
の
劉
先
生
に
寄
す
」
（「
箋
注
」
卷
六
）
の
「
但
だ
驚
く
茅
と
許
と
は
仙
籍
を
同
じ
う

す
る
を
」
の
詩
句
に
よ
り
、「
李
商
隱
は
「
茅
君
」
と
「
許
掾
」
と
い
う
た
が
い
に
引
き
あ
う
二
つ
の
中
心
を
か
こ
む
橢
圓
と
し
て
、

「
眞
誥
」
の
世
界
を
と
ら
え
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
の
「「
眞
誥
」
の
世
界
」
は
、
陶
弘
景
が
確
立
し

た
上
淸
派
の
信
奉
す
る
茅
山
道
敎
そ
の
も
の
と
言
い
直
し
て
も
よ
い
。
ま
た
、「
道
氣
」
は
、「
眞
誥
」
卷
四
の
「
蕭
條
た
る
斧
子
は
、

心
を
和
し
て
凝
靜
た
り
。
道
氣
は
妙
な
り
と
雖
も
、
之
に
乘
る
も
亦
た
整
う
」、「
雲
笈
七
籤
」
卷
四
十
三
「
存
思
三
洞
法
」
の
「
學
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ぶ
者
は
眞
を
存
し
、
階
漸
に
し
て
昇
進
す
。
進
退
は
形
に
在
り
、
出
入
は
道
に
在
り
。
道
氣
は
玄
妙
に
し
て
、
纖
毫
も
必
ら
ず
應
ず
」

を
參
照
す
れ
ば
、
道
の
氣
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
て
、
さ
き
の
論
文
で
の
わ
た
し
の
考
え
は
今
で
も
變
わ
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら

に
商
隱
の
文
の
な
か
に
こ
の
考
え
を
補
强
す
る
記
述
を
も
見
い
だ
し
た
。
以
下
に
は
、
そ
れ
ら
の
文
を
擧
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、「
滎
陽
公
の
爲
に
長
安
の
楊
郞
中
を
祭
る
文
」
（「
樊
南
文
集
詳
注
」
卷
六
、
大
中
元
年
（
八
四
七
）
九
月
。
な
お
、
こ
の
作
成
時
期

に
つ
い
て
は
、
劉
學
鍇
・
余
恕
誠
「
李
商
隱
文
編
年
校
注
」
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
、
に
よ
っ
た
。
以
下
も
同
じ
い
）
に
は
い
う
、

昔
し
莊
南
華
の
物
故
を
言
う
に
、
則
ち
巨
室
の
歸
人
ふ偃
せ
る
が
若
し
と
曰
う
。
陶
貞
白
の
玄
機
を
語
る
に
、
則
ち
頑
仙
と
い
え

ど
も
才
鬼
に
し如
か
ず
と
曰
う
。

　
「
陶
貞
白
云
々
」
は
、
陶
弘
景
の
「
梁
武
帝
に
與
う
る
書
」
に
「
每
に
お

も
以
爲
え
ら
く
才
鬼
と
な作
る
を
得
ば
、
亦
た
當
に
頑
仙
に
勝

る
べ
し
と
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、「
梓
州
の
道
興
觀
の
碑
銘
」
（「
樊
南
文
集
補
編
」
卷
九
、
大
中
六
か
七
年
（
八
五
二
か
八
五
三
））
に
は
い
う
、

許
長
史
の
全
家
、
皆
な
道
氣
を
推
し
、
茅
東
卿
の
繼
世
、
竝
び
に
靈
風
有
り
。
…
…
聳
闕
を
天
台
に
擬
し
、
重
樓
を
句
曲
に
狀
す
。

　
「
許
長
史
」
は
許
謐
を
い
う
が
、
さ
き
の
詩
の
「
許
掾
は
全
家
　
道
氣
濃
し
」
と
同
樣
、
兄
の
許
邁
、
子
の
許
翽
な
ど
一
族
す
べ

て
を
い
お
う
。「
茅
東
卿
」
は
司
命
眞
君
・
東
嶽
上
卿
に
封
ぜ
ら
れ
た
茅
山
上
淸
派
の
始
祖
た
る
茅
盈
、
つ
ま
り
大
茅
君
だ
が
、
さ
き

の
詩
の
「
茅
君
は
奕
世
　
仙
曹
貴
く
」
と
同
樣
、
中
茅
君
、
小
茅
君
の
弟
二
人
を
含
ん
だ
三
茅
君
を
指
す
だ
ろ
う
。「
重
樓
を
句
曲
に

狀
す
」
は
、
陶
弘
景
が
句
容
の
句
曲
山
に
隱
遁
し
、
三
層
の
樓
を
築
い
た
故
事
。

　
ま
た
、「
道
士
胡
君
の
新
井
の
碣
銘
」
（「
補
編
」
卷
一
〇
、
大
中
七
年
）
に
は
い
う
、

燕
・
齊
の
賓
客
、
楊
・
許
の
師
資
。

　
「
楊
」
は
茅
山
で
神
仙
た
ち
の
お
吿
げ
を
受
け
た
靈
媒
の
楊
羲
、「
許
」
は
楊
羲
が
そ
の
お
吿
げ
を
授
け
た
許
謐
・
許
翽
父
子
で

あ
る
。
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　　李商隱を茅山に導きし者

　
ま
た
、「
擧
人
の
爲
に
翰
林
の
蕭
侍
郞
にた
て
ま上つ
る
啓
」
（「
詳
注
」
卷
四
、
大
中
八
年
（
八
五
四
）
初
冬
）
に
は
い
う
、

某
聞
け
り
、
師
曠
の
琴
は
、
之
を
鼓
せ
ざ
れ
ば
則
ち
以
っ
て
玄
鶴
を
召
す
無
く
、
楊
羲
の
石
は
、
之
を
用
い
ざ
れ
ば
卽
ち
以
っ

て
應
龍
を
聘
す
る
無
し
。

　
「
楊
羲
の
石
云
々
」
は
、
唐
の
薛
瑩
の
「
龍
女
傳
」
に
、
梁
武
帝
の
命
を
受
け
た
杰
公
の
言
葉
と
し
て
「
汝
の
此
の
石
は
能
く
風
雨

を
制
徵
し
、
戎
虜
の
龍
を
召
す
も
、
海
王
珠
藏
の
龍
を
制
す
る
能
わ
ず
。
昔
し
桐
柏
眞
人
は
楊
羲
・
許
謐
・
茅
容
に
龍
に
乘
る
を
敎

え
、
各
お
の
に
制
龍
石
一
片
を
贈
る
。
今
も
亦
た
應
に
在
る
べ
し
」
と
あ
り
、
武
帝
が
茅
山
に
隱
居
す
る
陶
弘
景
に
そ
の
石
を
求
め

た
と
こ
ろ
、
石
二
片
を
得
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
商
隱
の
詩
集
に
も
ま
だ
茅
山
と
か
ら
む
詩
句
が
あ
っ
た
。「
令
狐
郞
中
の
寄
せ
ら
る
る
に
酬
ゆ
」
（「
箋
注
」
卷
三
）
に
は

句
曲
聞
仙
訣
　
句
曲
に
仙
訣
を
聞
き

臨
川
得
佛
經
　
臨
川
に
佛
經
を
得
た
り

と
あ
る
。「
句
曲
」
は
、
も
ち
ろ
ん
華
陽
隱
居
た
る
陶
弘
景
の
住
ま
う
句
曲
山
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
主
に
茅
・
許
を
取
り
卷
く
茅
山
の
道
敎
世
界
を
敍
述
し
た
商
隱
の
文
の
補
足
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
た
し
は
さ
き
の
論

文
で
は
、
商
隱
以
外
で
少
し
後
に
同
樣
の
世
界
を
う
た
っ
た
詩
人
と
し
て
、
皮
日
休
（
八
三
四
？
―
八
八
三
？
）
の
「
潤
卿
博
士
に
寄

す
」
詩
の
「
塵
外
の
郷
人
は
許
掾
と
爲
り
、
山
中
の
地
主
は
是
れ
茅
君
」
の
二
句
を
引
い
て
お
い
た
が
、
や
は
り
い
さ
さ
か
の
補
足

を
し
た
い
。
ま
ず
唐
末
か
ら
南
唐
に
か
け
て
の
詩
人
李
中
（
九
二
六
？
―
？
）
の
「
茅
山
に
遊
ぶ
」
二
首
の
そ
の
二
に
は
い
う
、

茅
許
仙
踪
在
　
茅
・
許
　
仙
踪
在
り

煙
霞
一
境
淸
　
煙
霞
　
一
境
淸
し

　
ま
た
、
南
唐
か
ら
北
宋
に
か
け
て
の
「
說
文
」
硏
究
で
著
名
な
徐
鉉
（
九
一
六
―
九
九
一
）
は
「
茅
山
に
宿
し
、
舍
弟
に
寄
す
」
詩
に

茅
許
稟
靈
氣
　
茅
・
許
は
靈
氣
を
稟
け
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一
家
同
上
賓
　
一
家
は
上
賓
に
同
じ
い

と
い
い
、「
奚
道
士
に
贈
る
」
詩
に

他
日
飆
輪
謁
茅
許
　
他
日
　
飆
輪
も
て
茅
・
許
に
謁
し

願
同
鷄
犬
去
相
隨
　
願
わ
く
は
鷄
犬
と
同
に
去
り
て
相
い
隨
わ
ん

と
い
い
、
さ
ら
に
そ
の
文
「
洪
州
奉
新
縣
の
重
建
せ
る
闓
業
觀
の
碑
銘
」
に
は

故
に
眞
君
は
張
・
邴
の
祿
を
辭
し
、
茅
・
許
の
風
を
追
う
。

と
い
う
。
商
隱
以
後
に
お
い
て
は
、
徐
鉉
は
注
意
す
べ
き
人
物
だ
ろ
う
。

　　
　
　
二

　　
さ
て
、
商
隱
の
內
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
「
茅
君
」
と
「
許
掾
」
を
中
心
と
す
る
茅
山
道
敎
を
再
檢
討
す
る
な
か
で
、
わ
た
し
が
改
め

て
氣
づ
い
た
の
は
、
商
隱
の
道
敎
理
解
に
と
っ
て
の
從
叔
李
褒
の
重
要
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
さ
き
に
一
部
を
引

い
た
「
鄭
州
に
て
從
叔
の
舍
人
褒
に
獻
ず
」
る
詩
を
一
首
全
體
擧
げ
る
こ
と
に
す
る
。

蓬
島
煙
霞
閬
苑
鐘
　
蓬
島
の
煙
霞
　
閬
苑
の
鐘

三
官
箋
奏
附
金
龍
　
三
官
の
箋
奏
　
金
龍
に
附
す

茅
君
奕
世
仙
曹
貴
　
茅
君
は
奕
世
　
仙
曹
貴
く

許
掾
全
家
道
氣
濃
　
許
掾
は
全
家
　
道
氣
濃
し

絳
億
尙
參
黃
紙
案
　
絳
億
　
尙
お
參
ず
　
黃
紙
の
案

丹
爐
猶
用
紫
泥
封
　
丹
爐
　
猶
お
用
う
　
紫
泥
の
封

590



　　李商隱を茅山に導きし者

不
知
他
日
華
陽
洞
　
知
ら
ず
　
他
日
　
華
陽
洞

許
上
經
樓
第
幾
重
　
經
樓
の
第
幾
重
に
上
る
を
許
さ
る
る
か
を

　
こ
の
詩
の
解
釋
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
論
文
で
詳
し
い
譯
注
を
ほ
ど
こ
し
て
お
い
た
の
で
、
そ
れ
を
參
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
こ
で
わ
た
し
は
「
詩
全
體
は
、
か
な
り
深
く
道
敎
に
傾
倒
し
て
い
た
ら
し
い
從
叔
の
中
書
舍
人
た
る
李
褒
の
さ
ま
を
、
陶
弘
景
も

含
ん
だ
「
眞
誥
」
の
世
界
に
な
ぞ
ら
え
て
う
た
っ
て
い
る
」
と
こ
の
詩
を
槪
括
し
た
が
、
や
や
不
充
分
だ
っ
た
。
た
し
か
に
商
隱
の

作
詩
の
態
度
は
こ
の
槪
括
の
と
お
り
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
見
方
を
變
え
れ
ば
、
こ
の
從
叔
李
褒
の
信
仰
し
て
い
た
道
敎
が
茅
・
許
に

始
ま
り
陶
弘
景
が
確
立
し
た
上
淸
派
茅
山
道
敎
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
商
隱
が

二
十
歲
ぐ
ら
い
の
若
い
こ
ろ
に
、
茅
山
道
敎
の
聖
地
で
あ
る
王
屋
山
の
支
峰
玉
陽
山
の
道
觀
に
入
り
、
道
士
修
行
し
た
ら
し
い
こ
と

と
、
大
い
に
關
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
若
い
商
隱
が
本
格
的
に
茅
山
道
敎
に
參
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
從
叔
が
親
戚

と
し
て
近
く
か
ら
有
力
な
手
引
き
を
し
た
の
で
な
い
か
、
も
し
く
は
、
商
隱
が
こ
の
從
叔
の
信
仰
生
活
に
接
し
て
大
き
な
影
響
を
受

け
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
を
檢
證
す
る
た
め
に
、
以
下
は
ま
ず
李
褒
と
い
う
人
物
の
經
歷
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
李
商
隱
は
、
懷
州
河
內
の
人
で
、
唐
の
宗
室
に
あ
た
り
、「
新
唐
書
・
宰
相
世
系
表
二
上
」
を
參
考
す
れ
ば
、
西
涼
の
興
聖
皇
帝
李

暠
の
第
八
子
李
翻
か
ら
は
じ
ま
る
姑
臧
大
房
の
下
の
、
翻
の
孫
で
西
魏
の
滎
陽
太
守
・
姑
臧
穆
侯
た
る
李
承
を
始
祖
と
す
る
姑
臧
房

の
李
氏
に
屬
す
る
。
そ
し
て
李
褒
は
、
商
隱
が
「
絳
郡
公
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
絳
郡
房
に
屬
し
、
世
代
的

に
は
商
隱
の
父
李
嗣
と
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
新
唐
書
・
宗
室
世
系
表
上
」
に
は
「
翻
の
孫
は
三
人
、
丞
（
承
か
）
と
曰

い
、
姑
臧
房
の
始
祖
也
。
茂
と
曰
い
、
敦
煌
房
の
始
祖
也
。
沖
と
曰
い
、
僕
射
房
の
始
祖
也
。
曾
孫
は
成
禮
と
曰
い
、
絳
郡
房
の
始

祖
也
」
と
あ
り
、
絳
郡
房
と
姑
臧
房
と
は
き
わ
め
て
近
い
關
係
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
れ
は
商
隱
の
從
叔
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

後
述
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
始
祖
は
山
東
の
東
莞
に
い
た
よ
う
だ
が
、
後
に
京
兆
に
遷
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
の

商
隱
の
代
筆
文
に
よ
れ
ば
、
李
褒
は
貞
元
十
二
年
（
七
九
六
）
ご
ろ
の
生
ま
れ
で
あ
る
。

591



　
さ
て
、
こ
の
李
褒
の
名
前
が
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
文
獻
は
、
中
唐
の
沈
亞
之
（
七
八
一
―
八
三
二
）
の
「
故
の
平
盧
軍
の
節
士
を
旌

す
」
（「
沈
下
賢
文
集
」
卷
三
）
で
あ
る
。
元
和
年
閒
に
淮
西
の
吳
元
濟
、
平
盧
の
李
師
道
、
成
德
の
王
承
宗
が
謀
叛
し
た
い
わ
ゆ
る
淮

西
の
亂
の
な
か
で
節
義
に
殉
じ
た
郭
昈
・
郭
航
を
顯
彰
し
た
こ
の
文
章
の
終
わ
り
に
い
う
、

十
四
年
、
余
は
李
褒
・
劉
濛
と
與
に
白
馬
津
に
宿
し
、
俱
に
之
を
郭
記
室
に
聞
く
。
明
日
、
皆
な
濟
北
に
ゆ如
く
。
濟
北
の
人
は

こ
と
ご盡と
く
能
く
昈
の
節
を
言
う
。
故
に
つ悉
く
す
に
論
著
を
以
っ
て
し
、
ま
さ將
に
史
氏
に
請
わ
ん
と
す
と
云
う
。

　
「
白
馬
津
」
は
、
い
ま
の
河
南
省
滑
縣
、「
濟
北
」
は
、
い
ま
の
山
東
省
平
陰
縣
あ
た
り
。
と
す
れ
ば
、
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
、

二
十
四
歲
の
若
い
李
褒
は
藩
鎭
の
幕
府
を
渡
り
步
い
て
い
た
沈
亞
之
や
劉
濛
と
と
も
に
河
南
・
山
東
の
境
界
あ
た
り
を
旅
行
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ぎ
は
、
中
唐
の
白
居
易
（
七
七
二
―
八
四
六
）
の
「
柳
經
・
李
褒
竝
び
に
泗
州
判
官
た
り
し
制
」
（「
白
氏
長
慶
集
」
卷
三
四
）
を
あ

げ
よ
う
。

敕
す
ら
く
、
徵
事
郞
・
前
河
南
府
河
南
縣
尉
の
柳
經
、
儒
林
郞
・
試
太
子
通
事
舍
人
の
李
褒
等
、
淮
に
瀕
す
る
列
城
は
、
泗
州

を
要
と
爲
す
。
轉
輸
の
路
を
控
え
、
式
遏
の
師
を
屯
す
。
故
に
府
に
は
寮
有
り
、
軍
に
は
倅
有
り
。
選
擇
補
署
、
朝
庭
に
聞
す

る
を
得
た
り
。
し
か而
し
て
經
等
は
皆
な
長
ず
る
所
有
り
、
宜
し
く
是
の
選
に
當
た
る
べ
し
。
守
臣
置
奏
し
、
因
り
て
之
を
可
と
す
。

仍
り
て
秩
命
を
加
え
、
用
っ
て
優
寵
を
示
す
。
…
…
褒
は
、
太
常
寺
協
律
郞
を
試
ろ
み
し
め
、
武
寧
軍
節
度
泗
州
兵
馬
留
後
判

官
に
あ充
つ
可
く
、
仍
り
て
名
銜
を
改
め
、
散
官
・
勳
は
故
の
如
し
。

　
こ
の
制
、
つ
ま
り
任
命
書
は
、
同
卷
「
中
書
制
誥
四
」
に
收
錄
さ
れ
た
他
の
制
を
參
照
す
る
と
、
白
居
易
が
主
客
郞
中
・
知
制
誥

の
任
に
あ
っ
た
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
の
作
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
年
に
二
十
六
歲
の
李
褒
は
儒
林
郞
・
試
太
子
通
事
舍
人

か
ら
試
太
常
寺
協
律
郞
の
位
階
で
泗
州
の
兵
馬
留
後
判
官
に
移
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ぎ
の
記
述
は
、
そ
れ
か
ら
十
五
年
ほ
ど
後
の
こ
と
に
な
る
。「
新
唐
書
・
李
讓
夷
傳
」
に
は
、
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　　李商隱を茅山に導きし者

開
成
の
初
め
、
起
居
舍
人
李
褒
免
ぜ
ら
る
。
文
宗
は
李
石
に
謂
い
て
曰
わ
く
、
…
…
、
乃
ち
讓
夷
を
用
い
る
に
決
し
、
中
書
舍

人
に
進
む
。

と
億
單
に
述
べ
る
と
こ
ろ
、「
舊
唐
書
・
李
讓
夷
傳
」
で
は
や
や
詳
し
く
、

開
成
元
年
、
本
官
を
以
っ
て
兼
ね
て
起
居
舍
人
の
事
を
知
す
。
時
に
起
居
舍
人
李
褒
は
痼
疾
有
り
、
官
を
罷
め
ん
こ
と
を
請
う
。

と
あ
っ
て
、
開
成
元
年
（
八
三
六
）
、
四
十
一
歲
の
李
褒
は
病
氣
に
よ
り
起
居
舍
人
の
任
を
罷
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
つ
ぎ
の
資
料
は
、
丁
居
晦
の
「
重
修
承
旨
學
士
壁
記
」
（「
翰
苑
群
書
」
卷
上
）
で
あ
り
、「
開
成
後
十
四
人
」
の
項
に
は
、
ま
た
官

職
に
復
歸
し
た
李
褒
を
記
錄
し
て
い
る
。

李
褒
、
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
三
月
二
十
日
、
考
功
員
外
郞
・
集
賢
院
直
學
士
よ自
り
（
翰
林
學
士
に
）
充
て
ら
る
。
其
の
年
六
月
、

庫
部
郞
中
・
知
制
誥
に
轉
ず
。
十
二
月
十
二
日
、
緋
を
賜
わ
る
。
會
昌
元
年
（
八
四
一
）
五
月
、
中
書
舍
人
を
拜
す
。
十
二
月
、

承
旨
を
加
え
ら
る
。
六
日
、
紫
を
賜
わ
る
。
二
年
（
八
四
二
）
五
月
十
九
日
、
出
で
て
本
官
（
中
書
舍
人
）
を
守
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
李
褒
が
庫
部
郞
中
・
知
制
誥
の
任
に
あ
っ
た
時
に
書
き
上
げ
た
墓
誌
が
殘
っ
て
い
る
。「
翰
林
學
士
・
朝
議
郞
・
守

尙
書
庫
部
郞
中
・
知
制
誥
・
上
柱
國
た
る
臣
李
褒
　
敕
を
奉
じ
て
撰
す
」
と
い
う
前
書
き
を
付
け
た
「
大
唐
の
故
の
安
王
の
墓
誌
」

（「
隋
唐
五
代
墓
誌
彙
編
・
陝
西
卷
」
第
二
册
、「
全
唐
文
新
編
」
卷
七
五
九
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
安
王
は
穆
宗
皇
帝
の
第
四
子
で
、
開
成
五

年
四
月
二
十
二
日
に
二
十
八
歲
の
若
さ
で
亡
く
な
り
、
八
月
二
十
九
日
に
京
兆
府
萬
年
縣
崇
道
郷
の
原
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
墓
誌
は
、

埋
葬
か
ら
ま
も
な
く
書
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
李
褒
は
四
十
六
歲
か
ら
四
十
七
歲
に
か
け
て
中
書
舍
人
の
任
に
あ
っ
た
時
、
當
時
は
祕
書
少
監
だ
っ
た
詩
人
の
姚
合
（
七
七

九
？
―
八
四
六
？
）
と
詩
の
や
り
と
り
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
李
褒
の
詩
は
殘
念
な
が
ら
殘
っ
て
い
な
い
が
、
姚
合
の
詩
集
に
は
「
李

十
二
舍
人
の
冬
至
日
に
和
す
」「
李
十
二
舍
人
・
裴
四
二
舍
人
の
兩
閣
老
に
和
し
、
白
少
傅
の
寄
せ
ら
る
る
に
酬
ゆ
」「
李
十
二
舍
人
の

直
日
に
朝
を
放
た
れ
雪
に
對
す
に
和
す
」
（
い
ず
れ
も
「
全
唐
詩
」
卷
五
〇
一
）
と
題
す
る
和
詩
三
首
が
あ
る
。
近
人
岑
仲
勉
氏
の
「
唐
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人
行
第
錄
」
（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）
は
、
こ
の
三
首
に
つ
き
、
商
隱
の
「
鄭
州
の
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
」
か
ら
「
李
十
二
舍
人
」

を
李
褒
と
決
定
し
た
う
え
で
、
か
れ
が
會
昌
元
年
五
月
か
ら
二
年
五
月
ま
で
中
書
舍
人
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
、「
白
少
傅
」
白
居
易

が
大
和
九
年
十
月
か
ら
會
昌
元
年
ま
で
太
子
少
傅
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
補
足
す
る
。「
裴
四
」
に
つ
い
て
は
、「
考
を
待
つ
」
と
い

う
が
、
さ
き
の
「
重
修
承
旨
學
士
壁
記
」
の
李
褒
の
少
し
前
に
「
裴
素
、
開
成
…
…
四
年
七
月
十
三
日
、
知
制
誥
を
加
え
ら
れ
、
五

年
…
…
六
月
、
中
書
舍
人
に
遷
る
」
と
あ
る
の
で
、
裴
素
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
當
時
の
李
褒
の
あ
り
さ
ま
を
う
か
が
う
た
め
に
、
上
記
の
三
首
で
は
な
く
、
姚
合
が
「
十
二
」
の
な
い
「
李
舍
人
」
に
和

し
た
詩
「
李
舍
人
の
秋
日
疾
に
臥
し
懷
い
を
言
う
に
和
す
」
（「
全
唐
詩
」
卷
五
〇
一
）
を
あ
げ
た
い
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
の
詩
集
で

李
舍
人
に
か
ら
む
の
は
こ
の
一
首
の
み
で
、
李
十
二
舍
人
の
諸
作
と
同
卷
中
に
あ
り
、
し
か
も
李
舍
人
自
身
の
詩
は
「
秋
日
、
疾
に

臥
し
て
懷
い
を
言
う
」
と
題
し
、「
痼
疾
有
り
」
の
李
褒
の
日
常
生
活
を
う
た
っ
た
と
お
ぼ
し
い
の
で
、
こ
の
「
李
舍
人
」
を
李
褒
と

み
な
す
か
ら
で
あ
る
。

閑
臥
襟
情
遠
　
閑
臥
　
襟
情
遠
く

西
風
菊
漸
芳
　
西
風
　
菊
漸
や
く
芳
ば
し

虛
窗
通
曉
景
　
虛
窗
　
曉
景
に
通
じ

珍
簞
卷
秋
光
　
珍
簞
　
秋
光
を
卷
く

果
墜
靑
莎
徑
　
果
は
墜
つ
　
靑
莎
の
徑

塵
離
綠
蘚
牆
　
塵
は
離
る
　
綠
蘚
の
牆

藥
匳
開
靜
室
　
藥
匳
は
靜
室
に
開
き

書
閣
出
叢
篁
　
書
閣
は
叢
篁
に
出
づ

對
酒
吟
難
盡
　
酒
に
對
し
て
吟
は
つ盡
く
し
難
く
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思
山
夢
稍
長
　
山
を
思
い
て
夢
は
や稍
や
長
し

王
言
生
彩
筆
　
王
言
は
彩
筆
を
生
じ

朝
服
惹
爐
香
　
朝
服
は
爐
香
を
惹
く

松
影
幽
連
砌
　
松
影
は
幽
に
し
て
み
ぎ砌
り
に
連
な
り

蟲
聲
冷
到
牀
　
蟲
聲
は
冷
た
く
し
て
牀
に
到
る

詩
成
誰
敢
和
　
詩
成
る
も
誰
か
敢
え
て
和
さ
ん

淸
思
若
懷
霜
　
淸
思
は
霜
を
懷
く
が
若
し

　
李
褒
の
俗
塵
を
離
れ
た
淸
ら
か
な
生
活
が
う
か
が
え
る
が
、
と
く
に
「
藥
匳
は
靜
室
に
開
き
」
道
敎
の
瞑
想
に
ふ
け
る
部
屋
で
藥

箱
を
開
け
る
の
句
は
か
れ
と
道
敎
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
先
の
「
鄭
州
に
て
從
叔
の
舍
人
褒
に
獻
ず
」
る

詩
が
、
詩
中
に
鄭
州
刺
史
を
う
か
が
わ
せ
る
詩
句
が
全
く
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
祖
父
か
ら
三
代
に
わ
た
る
家
居
の
地
で
墓
地
も
あ

る
鄭
州
に
た
ま
た
ま
滯
在
し
た
商
隱
が
都
長
安
で
ま
さ
に
中
書
舍
人
を
つ
と
め
る
李
褒
に
獻
じ
こ
と
ほ
い
だ
詩
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

時
期
の
從
叔
を
う
た
っ
た
も
の
と
な
る
。

　
さ
て
、
さ
き
に
「
重
修
承
旨
學
士
壁
記
」
を
補
足
し
て
、
會
昌
二
年
五
月
十
九
日
に
李
褒
が
中
央
を
出
て
絳
州
刺
史
と
な
っ
た
と
述

べ
た
が
、
こ
れ
は
後
述
の
資
料
に
よ
る
。
そ
し
て
、
會
昌
三
年
（
八
四
三
）
か
四
年
（
八
四
四
）
、
か
れ
は
鄭
州
刺
史
に
轉
じ
た
よ
う

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
會
昌
四
年
に
は
確
か
に
鄭
州
刺
史
だ
っ
た
こ
と
は
、
か
れ
の
手
に
な
る
墓
誌
銘
か
ら
わ
か
る
。「
朝
散
大
夫
・

使
持
節
鄭
州
諸
軍
事
・
守
鄭
州
刺
史
・
上
柱
國
・
賜
紫
金
魚
袋
の
李
褒
撰
す
」
と
い
う
前
書
き
の
あ
る
「
唐
の
故
の
綿
州
刺
史
た
る

江
夏
の
李
公
の
墓
誌
銘
幷
び
に
序
」
（
周
紹
良
編
「
唐
代
墓
誌
彙
編
」
會
昌
〇
四
〇
）
で
あ
る
。
死
亡
し
た
李
正
卿
は
、「
文
選
」
注
の
李

善
が
曾
祖
父
、
北
海
太
守
李
邕
が
祖
父
と
い
う
名
門
の
御
曹
子
で
、
會
昌
四
年
四
月
十
一
日
に
綿
州
で
亡
く
な
り
、
十
二
月
十
九
日

嗣
子
李
潛
に
よ
っ
て
河
南
縣
金
谷
原
の
夫
人
の
墓
に
葬
ら
れ
た
。
そ
ん
な
人
物
の
墓
誌
銘
を
な
ぜ
書
く
こ
と
に
な
っ
た
か
、
そ
の
い
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き
さ
つ
を
墓
誌
の
は
じ
め
に
述
べ
る
、

有
唐
會
昌
四
年
四
月
十
一
日
、
左
綿
守
の
李
公
は
位
に
歿
せ
り
。
其
の
孤
の
潛
は
公
の
理
行
を
狀
し
、
銘
を
褒
に
請
う
。
褒
は

公
と
實
は
姻
舊
に
し
て
、
以
っ
て
固
陋
を
忘
る
る
を
得
た
り
。

　
つ
ま
り
息
子
の
李
潛
が
わ
ざ
わ
ざ
李
褒
の
と
こ
ろ
ま
で
父
李
正
卿
の
行
狀
を
持
っ
て
行
き
、
墓
誌
銘
を
書
い
て
く
だ
さ
い
と
賴
ん

だ
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
き
っ
と
褒
が
い
う
ご
と
く
、
正
卿
と
褒
と
が
「
姻
舊
」
緣
組
み
に
よ
る
親
戚
で
昔
な
じ
み
だ
か
ら
だ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
墓
誌
銘
も
、
埋
葬
後
ま
も
な
く
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
李
褒
に
墓
誌
銘
を
依
賴
し
た
李
潛
が
、
會
昌
四
年
十
二
月
十
九
日
、
つ
ま
り
埋
葬
の
當
日
、
み
ず
か
ら
恩
を

受
け
た
父
李
正
卿
へ
の
感
謝
を
つ
づ
っ
た
文
章
も
殘
っ
て
い
る
。「
尊
勝
經
幢
後
記
」
（「
唐
文
續
拾
」
卷
五
、「
全
唐
文
新
編
」
卷
七
六

〇
）
が
そ
れ
で
、
最
後
に
は
「
唐
會
昌
四
年
歲
次
甲
子
十
二
月
己
卯
朔
十
九
日
丁
酉
、
孤
子
李
潛
　
泣
血
長
號
し
て
書
す
」
と
あ
り
、

中
ご
ろ
に
は

先
君
の
志
行
盛
業
、
先
妣
の
懿
德
門
風
の
若
き
は
、
つ
ぶ具
さ
に
鄭
州
刺
史
李
公
褒
の
撰
す
る
所
の
石
誌
に
在
り
。
今
は
敢
え
て
荒

穢
な
る
鄙
語
を
以
っ
て
、
上
つ
か
た
先
德
を
け
が黷
さ
ず
。

と
、
李
褒
の
墓
誌
銘
に
言
及
す
る
。

　
さ
ら
に
、
鄭
州
刺
史
の
李
褒
に
つ
い
て
は
、
面
白
い
資
料
が
あ
る
。
わ
が
入
唐
僧
た
る
圓
仁
の
「
入
唐
求
法
巡
禮
行
記
」
卷
四
、
會

昌
五
年
（
八
四
五
）
六
月
の
日
記
に
は
い
う
、

九
日
、
鄭
州
に
到
る
。
刺
史
李
舍
人
（
褒
）
の
處
に
は
、
楊
（
敬
之
）
卿
の
書
有
り
。
任
判
官
の
處
に
も
亦
た
楊
卿
の
書
有
り
。
書

を
も將
っ
て
州
に
入
り
、
刺
史
及
び
判
官
に
ま
み見
ゆ
る
に
、
竝
び
に
は
な已
は
だ
安
存
す
る
こ
と
慇
懃
な
り
。
…
…
刺
史
（
李
褒
）
は
兩
疋

の
絹
を
施
さ
る
る
に
、
諸
人
皆
な
云
う
、「
此
處
は
是
れ
兩
京
の
大
路
な
れ
ば
、
乞
客
は
浩
汗
に
し
て
、
行
人
の
事
は
辯
ぜ
ず
。

も若
し
是
れ
大
官
に
あ
ら
ず
、
是
れ
尋
常
衣
冠
の
酢
太
の
來
た
る
な
ら
ば
、
極
め
て
是
れ
慇
懃
な
る
者
に
て
も
、
卽
ち
一
疋
兩
疋
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を
得
る
の
み
。
和
上
が
兩
疋
を
得
た
る
は
、
是
れ
刺
史
の
慇
重
な
る
こ
と
深
き
也
」
と
。

　
五
十
歲
の
李
褒
は
遠
來
の
圓
仁
に
た
い
し
て
、
慇
懃
に
も
て
な
し
た
う
え
、
絹
二
疋
と
い
う
き
わ
め
て
手
厚
い
お
布
施
を
し
た
の

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
圓
仁
も
き
っ
と
感
激
し
た
だ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
は
、
す
こ
し
疑
念
の
あ
る
資
料
を
あ
げ
る
。
か
な
り
後
の
昭
宗
（
在
位
八
八
九
―
九
〇
四
）
の
知
制
誥
だ
っ
た
錢
珝
の
「
李
褒

に
刺
史
を
授
け
る
等
の
制
」
（「
文
苑
英
華
」
卷
四
一
一
、「
全
唐
文
」
卷
八
三
二
）
で
あ
る
。

敕
す
ら
く
、
李
褒
等
、
一
郡
の
疾
苦
を
醫
や
す
は
、
旣
に
良
能
に
か藉
り
、
四
方
の
滯
冤
を
理
む
る
は
、
必
ら
ず
明
愼
に
と資
る
。

二
者
は
人
を
生
む
の
本
也
。
深
く
執
事
に
詔
げ
、
其
の
選
求
を
精
し
く
せ
し
む
。
お
も以
え
ら
く
な
ん爾
じ
褒
・（
韋
）
瞳
お
よ洎
び
（
崔
）
荊

は
、
或
い
は
淸
識
雅
裁
、
時
の
雋
才
た爲
り
。
或
い
は
操
を
檢
し
身
を
修
め
、
累
ね
て
繩
準
に
居
る
。
至
る
所
必
ら
ず
其
の
風
範

を
留
め
、
官
に
當
た
り
て
は
克
く
霜
標
に
勵
む
。
…
…
虢
は
巴
梁
を
略
し
、
地
は
淸
ら
に
俗
は
富
み
、
刑
曹
粉
署
、
務
め
は
劇

し
く
望
は
高
し
。
往
き
て
分
憂
に
そ副
い
、
勉
め
て
思
い
伏
し
て
お
も念
え
。
褒
は
虢
州
刺
史
と
す
可
く
、
韋
瞳
・
崔
荊
は
竝
び
に
刑

部
員
外
郞
と
す
可
く
、（
鄭
）
承
休
は
果
州
刺
史
と
す
可
し
。

　
淸
の
趙
鉞
・
勞
格
の
「
郞
官
石
柱
題
名
考
」
卷
十
「
考
外
」
の
李
褒
の
條
で
は
、
こ
の
制
を
引
き
、「
案
ず
る
に
、
錢
珝
は
、
昭
宗

の
時
の
知
制
誥
に
し
て
、
時
代
合
わ
ず
。
錢
珝
の
二
字
、
疑
う
ら
く
は
標
題
の
誤
り
な
ら
ん
」
と
コ
メ
ン
ト
す
る
。
た
し
か
に
會
昌

年
閒
の
制
と
し
て
見
た
場
合
、
李
褒
以
外
の
三
人
の
當
時
の
年
齡
・
官
職
は
妥
當
で
、
作
者
は
誤
り
だ
が
制
そ
の
も
の
は
眞
實
と
考

え
た
い
。
と
す
れ
ば
、
李
褒
は
虢
州
刺
史
の
任
に
つ
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
な
ら
會
昌
六
年
（
八
四
六
）
冬
か
ら
の
ち
、
大
中
元

年
ご
ろ
し
か
あ
る
ま
い
。

　
つ
ぎ
は
、「
會
稽
掇
英
總
集
」
卷
十
八
「
唐
太
守
題
名
記
」
（「
嘉
泰
會
稽
志
」
卷
二
に
も
節
略
し
た
記
述
あ
り
）
に
い
う
、

李
褒
、
大
中
三
年
（
八
四
九
）
、
前
の
禮
部
侍
郞
自
り
禮
部
尙
書
に
除
せ
ら
れ
て
（
浙
東
觀
察
使
を
）
授
け
ら
る
。
六
年
（
八
五

二
）
八
月
、
追
っ
て
闕
に
赴
く
。

597



　
李
褒
が
禮
部
か
ら
會
稽
、
つ
ま
り
越
州
（
い
ま
の
浙
江
省
紹
興
巿
）
を
本
據
と
す
る
浙
東
觀
察
使
に
轉
出
し
た
の
が
大
中
三
年
、
か

れ
五
十
四
歲
、
の
何
月
か
は
不
明
だ
が
、
か
れ
が
ま
だ
都
で
禮
部
侍
郞
の
任
に
あ
っ
た
時
に
科
擧
の
責
任
者
と
し
て
賦
題
を
出
し
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
傳
わ
っ
て
い
る
。「
唐
語
林
」
卷
七
に
は
い
う
、

大
中
三
年
、
李
褒
侍
郞
は
知
擧
た
り
て
、「
堯
の
仁
は
天
の
如
し
の
賦
」
を
試
む
。
宿
州
の
李
使
君
の
弟
瀆
は
題
を
識
ら
ず
、
同

鋪
の
も
の
に
訊
ぬ
る
に
、
或
も
の
曰
わ
く
、「「
堯
の
天
の
如
き
」
に
止
ま
る
の
み耳
」
と
。
瀆
は
悟
ら
ず
、
乃
ち
句
を
爲
し
て
「
雲
は

攢
む
八
彩
の
眉
、
電
は
閃
め
く
重
瞳
の
目
」
と
曰
う
。
賦
成
り
て
將
に
寫
さ
ん
と
す
る
に
、
字
數
足
ら
ざ
る
を
以
っ
て
、
憂
う

る
こ
と
は
な甚
は
だ
し
。
同
輩
之
を
あ
ざ紿
む
い
て
曰
わ
く
、「
但
だ
一
聯
の
下
に
一
の
「
者
也
」
を
添
う
れ
ば
、
當
に
足
る
べ
し
」
と
。

褒
は
之
を
覽
て
大
笑
す
。

　
ま
た
、
や
は
り
禮
部
侍
郞
だ
っ
た
時
の
李
褒
に
對
し
て
、
晚
唐
を
代
表
す
る
詩
人
で
、
同
じ
く
中
央
で
尙
書
司
勳
員
外
郞
・
史
館

修
撰
の
任
に
あ
っ
た
杜
牧
（
八
〇
三
―
八
五
二
）
が
律
詩
を
獻
上
し
て
い
る
。「
李
侍
郞
は
陽
羡
里
に
於
い
て
、
泉
石
を
富
有
す
。お
の
れ牧も

亦
た
陽
羡
に
於
い
て
ほ粗
ぼ
薄
產
有
り
。
舊
を
敍
し
懷
い
を
述
べ
、
因
り
て
長
句
四
韻
を
獻
ず
」
（「
樊
川
詩
集
」
卷
二
）
と
題
す
る
が
、

「
陽
羡
」
は
い
ま
の
江
蘇
省
宜
興
縣
の
南
に
あ
た
り
、
茅
山
の
東
南
に
位
置
す
る
。
李
褒
は
こ
こ
に
お
そ
ら
く
會
昌
六
年
か
ら
「
泉
石
」

を
配
し
た
別
莊
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
を
あ
げ
よ
う
。

冥
鴻
不
下
非
無
意
　
冥
鴻
の
下
ら
ざ
る
は
意
無
き
に
非
ず

塞
馬
歸
來
是
偶
然
　
塞
馬
の
歸
り
來
た
る
は
是
れ
偶
然

紫
綬
公
卿
今
放
曠
　
紫
綬
の
公
卿
　
今
は
放
曠

白
頭
郞
吏
尙
留
連
　
白
頭
の
郞
吏
　
尙
お
留
連

終
南
山
下
抛
泉
洞
　
終
南
山
下
　
泉
洞
をな
げ
う抛ち

陽
羡
谿
中
買
釣
船
　
陽
羡
谿
中
　
釣
船
を
買
う
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欲
與
明
公
操
杖
履
　
明
公
と
と
も與
に
杖
履
を
と操
ら
ん
と
欲
す

願
聞
休
去
是
何
年
　
願
わ
く
は
聞
か
ん
　
休
去
せ
ら
る
る
は
是
れ
い
ず何
れ
の
年
な
る
か

　
第
一
・
二
句
、「
冥
鴻
」
大
空
高
く
飛
翔
す
る
お
お
と
り
が
地
上
に
「
下
」
り
て
こ
な
い
の
は
「
意
」
思
う
と
こ
ろ
が
「
無
」
い
わ

け
で
は
「
非
」
な
い
。「
塞
」
と
り
で
か
ら
逃
亡
し
た
「
馬
」
が
「
歸
來
」
し
た
の
は
「
是
」
れ
「
偶
然
」
に
す
ぎ
な
い
。
本
來
「
冥

鴻
」
の
ご
と
く
「
塞
馬
」
の
ご
と
く
世
俗
を
離
れ
て
い
る
あ
な
た
が
官
に
就
い
て
い
る
の
は
單
な
る
偶
然
。
第
三
・
四
句
、「
紫
綬
」

を
賜
っ
た
「
公
卿
」
禮
部
侍
郞
た
る
あ
な
た
は
、「
今
」
は
す
っ
か
り
「
放
曠
」
心
が
自
由
で
官
職
な
ど
に
執
着
し
な
い
。
そ
れ
に
ひ

き
か
え
「
白
頭
」
の
「
郞
吏
」
下
級
の
尙
書
司
勳
員
外
郞
に
す
ぎ
な
い
お
の
れ
は
、「
尙
」
な
お
も
官
に
こ
だ
わ
り
「
留
連
」
ぐ
ず
ぐ

ず
し
て
い
る
。
第
五
・
六
句
、
あ
な
た
は
都
長
安
の
膝
元
た
る
「
終
南
山
」
の
「
下
」
ふ
も
と
の
「
泉
洞
」
別
莊
を
「
抛
」
賣
り
拂

い
、
も
し
く
は
抵
當
に
し
て
金
を
借
り
、「
陽
羡
谿
」
の
「
中
」
の
別
莊
で
「
釣
船
」
な
ど
「
買
」
っ
て
樂
し
ん
で
お
ら
れ
る
。
第
七
・

八
句
、
わ
た
し
も
早
く
隱
居
し
て
、「
明
公
」
り
っ
ぱ
な
あ
な
と
い
っ
し
ょ
に
「
杖
履
」
老
人
の
つ
え
と
は
き
も
の
を
「
操
」
も
ち
は

き
し
て
す
ご
し
た
く
「
欲
」
お
も
い
ま
す
。「
願
聞
」
お
聞
き
し
た
い
、「
休
去
」
退
職
さ
れ
る
の
は
い
っ
た
い
「
何
年
」
い
つ
の
年
で

し
ょ
う
か
。
當
時
の
李
褒
の
優
雅
な
境
遇
と
、
世
俗
を
離
れ
た
心
境
が
う
か
が
え
る
。

　
さ
て
、
大
中
三
年
か
ら
大
中
六
年
八
月
ま
で
浙
東
觀
察
使
の
任
に
あ
っ
た
李
褒
に
つ
い
て
は
、
晚
唐
の
范
攄
の
「
雲
溪
友
議
」
卷

六
に
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
る
（「
太
平
廣
記
」
卷
二
二
三
「
婁
千
寶
」
に
も
節
略
し
た
ほ
ぼ
同
文
あ
り
）
。
そ
の
條
を
引
こ
う
。

浙
東
の
李
尙
書
褒
は
、
婺
女
（
い
ま
の
浙
江
省
金
華
縣
）
の
二
人
に
異
術
有
り
、
婁
千
寶
・
呂
元
芳
と
曰
う
を
聞
き
、
使
い
を
發
し

て
之
を
召
す
。
旣
に
到
る
に
、
李
公
は
便
ち
從
事
の
家
に
止
ま
ら
し
む
。
從
事
は
問
い
て
曰
わ
く
、「
府
主
は
八
座
（
左
右
僕
射
・

六
尙
書
、
こ
こ
は
禮
部
尙
書
）
な
る
に
、
更
に
何
れ
の
官
に
な作
る
か
」
と
。
元
芳
對
え
て
曰
わ
く
、「
適
た
ま
尙
書
に
見
ゆ
る
に
、

但
だ
前
の
浙
東
觀
察
使
の
み
。
恐
ら
く
は
別
拜
無
か
ら
ん
」
と
。
千
寶
の
述
ぶ
る
所
も
亦
た
し爾
か
り
。
從
事
は
默
然
と
し
て
問

う
を
罷
む
。（
二
人
が
）
再
た
び
李
公
に
見
ゆ
る
に
及
び
て
、
公
曰
わ
く
、「
僕
は
他
日
い

か
如
何
ん
ぞ
」
と
。
二
人
曰
わ
く
、「（
こ
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こ
越
州
は
）
稽
山
は
翠
を
そ
ば竦
だ
て
、
湖
柳
は
陰
を
垂
る
。
尙
書
は
畫
鷁
千
艘
、
正
に
遊
觀
す
る
に
堪
う
。
昔
人
の
い
わ
ゆ

所
謂
る
、
人

の
一
世
を
生
く
る
は
、
輕
塵
の
草
に
つ著
く
が
若
し
、
に
し
て
、
何
ん
ぞ
異
日
の
榮
悴
を
論
ぜ
ん
や
。
榮
悴
は
定
ま
り
し
分
に
し

て
、
敢
え
て
面
陳
す
る
こ
と
莫
し
」
と
。
因
り
て
幕
下
の
諸
公
を
問
う
に
、
元
芳
曰
わ
く
、「
…
…
團
練
の
李
判
官
服
古
は
、
此

れ
よ自
り
大
醉
す
る
こ
と
數
場
を
過
ぎ
ず
、
何
ん
ぞ
官
を
論
ぜ
ん
。
…
…
」
二
術
士
の
言
う
所
は
、
み咸
な
之
を
信
ぜ
ず
、
以
っ
て

證
す
る
無
し
。
是
の
後
、
李
服
古
は
五
日
を
過
ぎ
ず
し
て
逝
く
。
誠
に
大
醉
す
る
こ
と
數
場
を
過
ぎ
ざ
る
也
。
李
尙
書
及
び
諸

從
事
は
、
其
の
說
く
所
を
驗
し
、
之
を
敬
う
こ
と
神
の
如
し
。
時
に
羅
郞
中
紹
權
は
明
州
に
赴
任
し
、
竇
弘
餘
少
卿
は
台
州
に

赴
く
。
李
公
は
席
上
に
於
い
て
「
台
・
明
の
二
使
君
は
如
何
ん
」
と
問
う
に
、
千
寶
曰
わ
く
、「
竇
使
君
は
必
ら
ず
當
に
再
び
望

海
亭
に
醉
う
べ
し
。
羅
使
君
は
此
こ
よ
り
去
ら
ば
、
便
ち
應
に
道
を
四
明
山
に
求
め
、
塵
世
に
遊
ば
ざ
る
べ
し
」
と
。
竇
少
卿

は
郡
を
罷
め
、
再
び
府
庭
に
ゆ之
く
。
是
れ
重
ね
て
醉
う
也
。
羅
郞
中
は
海
島
に
遷
る
。
故
に
道
を
學
ぶ
を
以
っ
て
名
と
爲
す
も
、

其
の
還
ら
ざ
る
を
知
る
也
。
李
尙
書
は
義
興
に
歸
り
、
未
ま
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
薨
變
す
。
是
れ
他
拜
無
き
也
。

　
婁
千
寶
・
呂
元
芳
と
い
う
二
人
の
術
士
、
あ
る
い
は
山
人
の
「
異
術
」
人
の
未
來
を
豫
知
す
る
異
能
に
た
い
し
て
、
李
褒
が
な
み

な
み
な
ら
ぬ
興
味
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
か
れ
の
道
敎
に
た
い
す
る
傾
倒
を
裏
付
け
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
引
用
の
最
後
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
の
ち
李
褒
は
越
州
で
の
任
を
辭
し
、
入
朝
し
て
宣
宗
に
謁
見
し
た
の
ち
、
お
そ
ら
く
す
ぐ
別
莊
を
構
え
て

い
た
「
義
興
」
陽
羡
の
地
に
歸
隱
し
、
ま
も
な
く
死
去
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
、
道
敎
と
の
關
わ
り
を
明
ら
か
に
示
す
資
料
と
し
て
、
廣
成
先
生
杜
光
庭
が
庚
辰
の
年
（
九
二
〇
）
お
の
れ

の
師
の
顯
彰
の
た
め
に
撰
し
た
「
洞
玄
靈
寶
三
師
記
」
（「
道
藏
」
洞
眞
部
譜
錄
類
）
が
あ
る
。
そ
の
三
師
の
一
人
た
る
應
夷
節
（
八
一

〇
―
八
九
四
）
の
條
、
こ
れ
は
杜
の
道
弟
の
陸
甚
夷
の
文
章
を
使
う
よ
う
だ
が
、
に
は
、
李
褒
が
應
君
の
た
め
に
道
元
院
の
額
を
奏
請

し
て
や
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
う
、

度
師
・
天
台
山
道
元
院
・
上
淸
大
洞
道
元
先
生
に
し
て
紫
を
賜
り
し
應
君
、
諱
は
夷
節
、
字
は
適
中
、
…
…
三
十
有
二
、
上
淸
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大
洞
廻
車
畢
道
、
紫
文
素
帶
、
藉
地
騰
天
の
符
を
受
く
。
…
…
上
淸
大
法
を
以
っ
て
句
曲
の
陶
眞
人
自
り
昇
玄
王
眞
人
に
傳
え
、

王
は
體
玄
潘
眞
人
に
傳
え
、
潘
は
貞
一
司
馬
眞
人
に
傳
え
、
司
馬
は
南
嶽
の
薛
天
師
季
昌
に
傳
え
、
薛
は
衡
山
の
田
先
生
良
逸

に
傳
え
、
田
は
天
台
棲
瑤
の
馮
徵
君
惟
良
に
傳
え
、
馮
は
先
生
に
傳
う
。
…
…
玉
霄
（
觀
）
の
葉
君
含
象
（
葉
藏
質
）
、
仙
都

（
觀
）
の
劉
君
處
靜
は
、
皆
な
同
學
也
。
會
昌
三
年
、（
先
生
は
）
桐
柏
觀
の
西
南
た
る
翠
屛
巖
に
棲
ま
い
て
、
別
に
淨
壇
を
建

て
、
心
を
冥
に
し
旨
を
祕
し
、
茅
を
剪
り
水
を
度
り
、
厥
の
居
る
と
こ攸
ろ
を
冀
が
う
。
越
州
觀
察
使
の
李
公
褒
は
遠
く
貞
䂓
を
慕

い
、
風
に
順
じ
て
翹
請
し
、
院
額
を
置
か
ん
こ
と
を
奏
す
る
に
、
敕
旨
に
よ
り
道
元
を
以
っ
て
名
と
爲
す
。

　
上
記
の
引
用
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
李
褒
の
慕
っ
た
應
夷
節
が
上
淸
派
茅
山
道
敎
の
法
統
の
繼
承
者
で
あ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
應
夷
節
傳
」
の
內
容
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、
の
ち
の
「
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑑
」
（「
道
藏
」
洞
眞
部
記
傳
類
）

卷
四
十
「
應
夷
節
」
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
記
述
が
や
や
相
違
す
る
。
い
ま
參
考
の
た
め
に
、
李
褒
の
か
ら
む
部
分
を
あ
げ
る
。

唐
の
武
宗
の
會
昌
中
、
天
台
桐
柏
觀
の
西
南
に
就
き
て
、
別
に
淨
壇
を
建
て
以
っ
て
居
る
。
觀
察
使
李
褒
は
、
ま閒
ま
來
た
り
て
道

を
問
い
、
因
り
て
院
額
を
奏
請
す
。
因
り
て
詔
り
し
道
元
を
以
っ
て
名
と
爲
さ
し
む
。
拾
遺
の
張
穎
（
仁
穎
か
）
は
記
を
撰
す
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
や
は
り
李
褒
の
奏
請
を
や
や
異
な
る
角
度
か
ら
述
べ
た
資
料
が
あ
る
。「
嘉
定
赤
城
志
」
卷
三
十
「
宮
觀
」
の
「
天

台
」
の
條
に
は
い
う
、

昭
慶
院
は
（
天
台
）
縣
の
西
北
二
十
五
里
に
在
り
。
舊
く
は
佛
窟
と
名
づ
く
。
唐
の
大
中
六
年
（
八
五
二
）
に
建
つ
。
蓋
し
僧
の

遺
則
が
庵
を
卓
せ
し
の
地
な
ら
ん
。
唐
の
會
昌
中
に
廢
せ
ら
れ
し
後
、
道
士
の
劉
處
靜
が
復
た
聖
祖
殿
を
創
る
。
越
州
刺
史
の

李
褒
が
奏
聞
し
、
號
を
導
元
と
賜
う
。〈
張
仁
穎
は
之
が
記
を
爲
す
〉
國
朝
の
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
、
今
額
に
改
む
。
中

に
は
七
星
閣
有
り
、
唐
の
咸
通
中
の
物
也
。

　
「
三
師
記
」「
體
道
通
鑑
」
で
は
應
夷
節
の
淨
壇
に
た
い
し
て
、
こ
ち
ら
「
赤
城
志
」
で
は
應
の
「
同
學
」
も
し
く
は
「
林
泉
の
友
」

だ
っ
た
劉
處
靜
（
？
―
八
七
三
）
が
大
中
六
年
に
再
建
し
た
「
聖
祖
」
太
上
老
君
た
る
老
子
を
祀
る
「
殿
」
に
た
い
し
て
奏
聞
し
て
お
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り
、
賜
っ
た
號
も
「
道
元
」「
導
元
」
と
少
し
異
な
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
天
台
縣
で
の
同
一
事
を
指
す
だ
ろ
う
。
晚
唐
の
張
仁
穎
の

「
記
」
が
も
し
傳
わ
っ
て
い
る
な
ら
、
眞
相
は
よ
り
明
ら
か
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
時
期
の
李
褒
が
き
わ
め
て
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
じ
つ
は
會
昌
の
廢
佛
で
荒
廢
し
き
っ
た
寺
院
の
復
興
で
あ
る
。

鄭
州
刺
史
時
代
の
圓
仁
に
た
い
す
る
手
厚
い
お
布
施
か
ら
考
え
れ
ば
、
か
れ
は
佛
敎
に
た
い
し
て
も
、
も
と
も
と
好
意
的
だ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
以
下
に
か
れ
の
活
動
を
述
べ
る
。
ま
ず
淸
の
陸
增
祥
の
「
八
瓊
室
金
石
補
正
」
卷
七
十
三
に
收
め
る
「
五
大
夫
新
橋
記
」

は
、
佛
敎
信
者
の
募
金
で
架
け
ら
れ
た
新
橋
の
由
來
を
余
球
が
述
べ
周
援
が
書
し
た
文
を
會
昌
三
年
九
月
「
幢
」
石
柱
に
刻
し
、
上

虞
縣
の
五
夫
橋
の
南
に
立
て
た
が
、
廢
佛
で
毀
さ
れ
、
の
ち
大
中
四
年
（
八
五
〇
）
七
月
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
後
記
を
付
す

が
、
盡
力
し
た
人
名
の
な
か
に
「
廉
使
李
」
と
あ
り
、
陸
增
祥
は
「
後
記
は
大
中
四
年
に
在
れ
ば
、
廉
使
は
乃
ち
李
褒
也
」
と
い
う
。

　
ま
た
、「
嘉
泰
會
稽
志
」
卷
七
「
寺
院
」
の
「
會
稽
縣
」
の
條
に
は
い
う
、

稱
心
資
德
寺
は
（
會
稽
）
縣
の
東
北
四
十
五
里
に
在
り
。
梁
の
大
同
三
年
に
建
つ
。
會
昌
中
に
廢
せ
ら
る
。
大
中
五
年
（
八
五

一
）
、
觀
察
使
李
褒
が
奏
し
、
重
建
せ
ら
る
。

　
ま
た
、
咸
通
三
年
正
月
二
十
五
日
に
衢
州
刺
史
の
趙
璘
が
書
い
た
「
戒
珠
寺
に
書
す
」
（「
全
唐
文
」
卷
七
九
一
）
に
は
い
う
、

浙
東
觀
察
は
、
句
踐
の
故
城
を
治
と
す
。
其
の
東
北
二
里
に
山
有
り
て
蕺
と
曰
う
。
…
…
構
う
る
所
は
華
壯
敞
絜
、
郛
內
に
甲

た
り
。
所
謂
る
昌
安
寺
な
る
者
。
…
…
會
昌
廢
佛
の
數
に
値
う
。
獻
文
皇
帝
は
天
下
に
君
た
り
て
、
大
中
の
初
め
、
復
た
郡
府

の
寺
宇
を
量
立
す
る
を
許
さ
れ
て
、
越
州
は
其
の
五
を
得
、
昌
安
は
詔
中
に
在
り
。
六
年
（
八
五
二
）
六
月
、
又
た
別
に
戒
珠
を

以
っ
て
名
と
爲
す
。
觀
察
使
尙
書
た
る
李
公
褒
は
、
實
に
其
の
事
を
司
ど
る
。

　
ま
た
、「
嘉
泰
會
稽
志
」
卷
七
「
寺
院
」
の
「
會
稽
縣
」
の
條
に
は
い
う
、

淳
化
寺
は
（
會
稽
）
縣
の
南
三
十
里
に
在
り
。
中
書
令
の
王
子
敬
（
東
晉
の
王
獻
之
）
の
居
り
し
所
也
。
義
煕
三
年
（
四
〇
七
）
五

色
の
祥
雲
の
あ
ら見
わ
る
る
有
り
。
安
帝
は
詔
り
し
て
雲
門
寺
を
建
て
し
む
。
會
昌
に
毀
廢
せ
ら
る
。
大
中
六
年
、
觀
察
使
李
褒
が
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奏
し
て
再
建
せ
ら
れ
、
大
中
拯
迷
寺
と
號
す
。
淳
化
五
年
（
九
九
四
）
十
一
月
、
今
額
に
改
む
。
寺
に
は
彌
陀
道
場
有
り
、
杭
僧

の
元
照
（
錢
塘
靈
芝
寺
の
湛
然
元
照
）
が
額
を
書
す
。
門
外
に
は
橋
亭
有
り
、
麗
句
亭
と
名
づ
け
、
唐
以
來
の
名
士
の
詩
を
刻
す

る
こ
と
最
も
多
し
。
先
の
唐
時
、
雲
門
は
止
だ
此
の
一
寺
有
る
の
み
な
る
に
、
今
は
裂
き
て
四
と
爲
す
。
雍
煕
な
る
者
は
懺
堂

也
。
顯
聖
な
る
者
は
看
經
院
也
。
壽
聖
な
る
者
は
老
宿
の
棲
む
所
の
庵
也
。

　
こ
の
淳
化
寺
、
つ
ま
り
唐
の
雲
門
寺
、
宋
の
雍
煕
寺
に
か
ら
む
李
褒
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
も
う
一
つ
あ
る
。
同
じ
く
卷
十
八
「
拾
遺
」

に
は
い
う
、

辯
才
香
閣
は
、
唐
の
李
褒
が
雲
門
の
香
閣
院
に
題
し
て
「
香
閣
は
塵
無
し
雪
後
の
天
」
と
云
う
。
齊
祖
之
（
北
宋
は
じ
め
の
齊
唐
、

字
は
祖
之
、
山
陰
つ
ま
り
當
地
の
人
。「
寶
慶
會
稽
續
志
」
卷
五
に
よ
れ
ば
、
文
集
「
少
微
集
」
三
十
卷
が
あ
っ
た
）
の
「
雍
煕
寺
の
記
」

に
は
「
普
公
（
不
詳
。
あ
る
い
は
梅
堯
臣
の
皇
祐
五
年
（
一
〇
五
二
）
の
詩
「
普
公
の
東
園
を
賦
す
十
題
に
和
す
」
に
い
う
普
公
か
）
は
辯

才
香
閣
に
歸
老
す
」
と
云
う
。
香
閣
は
卽
ち
雍
煕
の
上
方
な
り
。

　
こ
こ
で
引
か
れ
た
李
褒
の
句
は
、
じ
つ
は
七
言
絕
句
の
第
一
句
で
あ
り
、
そ
の
詩
は
「
雲
門
の
香
閣
院
に
宿
す
」
と
題
し
て
、「
會
稽

掇
英
總
集
」
卷
六
「
雲
門
寺
律
詩
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
李
褒
の
詩
と
し
て
は
現
存
す
る
唯
一
の
作
と
い
え
る
そ
れ
を
あ
げ
れ
ば
、

香
閣
無
塵
雪
後
天
　
香
閣
は
塵
無
し
　
雪
後
の
天

石
盆
如
月
貯
寒
泉
　
石
盆
は
月
の
如
く
　
寒
泉
を
貯
う

高
僧
洗
足
南
軒
罷
　
高
僧
は
足
を
南
軒
に
洗
う
こ
と
罷
め

還
枕
蒲
團
就
日
眠
　
還
た
蒲
團
に
枕
し
日
に
就
き
て
眠
る

　
こ
の
詩
は
、
あ
る
冬
の
日
、
雲
門
寺
の
香
閣
院
に
宿
泊
し
た
李
褒
が
翌
日
目
に
し
た
光
景
を
う
た
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
第
一
・
二

句
、「
雪
」
が
ふ
っ
た
「
後
」
の
晴
れ
わ
た
っ
た
靑
「
天
」
の
も
と
、
こ
こ
「
香
閣
」
院
は
「
塵
」
ひ
と
つ
「
無
」
く
澄
み
き
っ
て
い

る
。
中
庭
の
「
石
」
の
「
盆
」
鉢
に
は
「
泉
」
か
ら
引
い
た
「
寒
」
ざ
む
し
た
水
が
「
貯
」
え
ら
れ
て
「
月
」
の
「
如
」
く
白
じ
ら
と
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ひ
か
っ
て
い
る
。
第
三
・
四
句
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
「
南
」
の
「
軒
」
の
き
の
下
で
「
足
」
を
「
洗
」
っ
て
い
た
「
高
僧
」
は
、
そ
れ
を

「
罷
」
め
、「
還
」
た
「
蒲
團
」
座
禪
な
ど
に
用
い
る
が
ま
の
葉
で
編
ん
だ
丸
い
敷
物
を
「
枕
」
に
し
て
「
日
」
あ
た
り
の
よ
い
と
こ
ろ

に
「
就
」
い
て
氣
持
よ
さ
そ
う
に
「
眠
」
っ
て
い
る
。
全
體
は
、
ま
る
で
「
淸
峭
幽
折
」
と
稱
さ
れ
た
友
人
姚
合
の
よ
う
な
筆
致
で
、

淸
閑
き
わ
ま
る
香
閣
院
の
情
況
を
描
い
て
い
る
。

　
ま
た
、
大
中
年
閒
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
年
月
を
特
定
で
き
な
い
記
述
も
あ
る
。「
嘉
泰
會
稽
志
」
卷
七
「
寺
院
」
の
「
山
陰

縣
」
の
條
に
は
い
う
、

大
慶
尼
寺
は
府
城
の
南
三
里
三
百
步
に
在
り
、
山
陰
に
隸
す
。
西
晉
の
永
康
元
年
（
三
〇
〇
）
、
諸
葛
姥
有
り
て
日
び
錢
を
井
中

に
投
ず
。
一
日
、
錢
は
井
外
に
溢
る
。
遂
に
靈
寶
寺
を
置
く
。
會
昌
に
毀
廢
せ
ら
る
。
大
中
元
（
六
？
）
年
、
觀
察
使
李
褒
が
重

建
し
、
今
額
に
改
む
。

　
ま
た
、
同
じ
く
卷
十
六
「
碑
刻
」
に
は
い
う
、

李
褒
に
賜
い
て
大
中
禹
跡
寺
と
改
む
る
敕
は
、
歲
月
無
し
。
當
に
是
れ
大
中
年
閒
な
る
べ
し
。
碑
は
本
寺
に
在
り
。

　
「
本
寺
」
大
中
禹
跡
寺
の
敕
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
卷
七
「
寺
院
」
の
「
府
城
」
の
條
に
、「
大
中
禹
跡
寺
は
府
の
東
南
四
里
二
百

二
十
六
步
に
在
り
。
晉
の
義
煕
十
二
年
、
驃
騎
の
郭
將
軍
は
宅
を
捨
て
寺
を
置
き
、
覺
嗣
と
名
づ
く
。
唐
の
會
昌
五
年
、
例
に
よ
り

て
廢
せ
ら
る
。
大
中
五
年
、
僧
の
居
玄
は
闕
に
詣
り
、
僧
の
契
眞
に
請
い
て
此
の
寺
を
復
興
せ
し
め
、
幷
せ
て
禪
院
を
北
廡
に
置
か

し
む
。
詔
り
し
て
名
を
大
中
禹
跡
と
賜
う
」
と
あ
る
。

　
さ
て
、
大
中
六
年
、
か
れ
五
十
七
歲
の
、
八
月
に
浙
東
觀
察
使
の
任
を
辭
し
、「
追
っ
て
闕
に
赴
く
」
長
安
に
も
ど
っ
て
天
子
に
謁

見
し
た
あ
と
の
李
褒
に
つ
い
て
は
、「
唐
語
林
」
卷
四
の
一
條
が
述
べ
る
。

李
尙
書
褒
は
、
晚
年
は
道
を
修
め
、
陽
羡
の
川
石
山
の
後
に
居
る
。
長
子
の
召
は
吳
興
を
お
さ爲
め
、
次
子
の
昭
は
常
州
を
爲
め
、
當

時
は
之
を
榮
え
と
す
。
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こ
の
記
述
は
、
先
の
「
雲
溪
友
議
」
の
「
李
尙
書
は
義
興
に
歸
り
、
未
ま
だ
幾
ば
く
な
ら
ず
し
て
薨
變
す
」
と
ぴ
っ
た
り
合
う
。
李

褒
は
陽
羡
の
別
莊
に
落
ち
着
い
た
の
ち
、
ま
も
な
く
死
去
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
れ
の
長
男
李
召
は
吳
興
郡
、
つ
ま
り
湖
州

（
い
ま
の
浙
江
省
湖
州
巿
）
の
刺
史
と
な
り
、
次
男
李
昭
は
常
州
（
い
ま
の
江
蘇
省
常
州
巿
）
刺
史
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
李
召
に
つ
い
て
は
、「
嘉
泰
吳
興
志
」
卷
十
四
「
郡
守
題
名
」
に
「
李
超
、
咸
通
十
一
年
（
八
七
〇
）
八
月
、
楚
州
都
團
練
使
自
り

（
湖
州
刺
史
を
）
授
か
り
、
諫
議
大
夫
に
除
せ
ら
る
」
と
あ
り
、
北
宋
の
錢
易
の
「
南
部
新
書
」
己
に
「
咸
通
末
、
…
…
時
に
湖
州
牧

の
李
超
・
趙
蒙
は
相
い
次
ぎ
、
俱
に
狀
元
た
り
」
と
あ
っ
て
、
李
「
超
」
と
す
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。

　
李
昭
に
つ
い
て
は
、
五
代
の
孫
光
憲
の
「
北
夢
瑣
言
」
卷
五
「
張
浚
・
樂
朋
龜
は
田
軍
容
に
中
外
事
を
與
う
」
（「
太
平
廣
記
」
卷
二

三
九
「
樂
朋
龜
」
に
も
ほ
ぼ
同
文
あ
り
）
に
「
樂
公
は
進
士
に
擧
げ
ら
れ
、
初
め
て
啓
事
を
陳
べ
、
李
昭
侍
郞
に
謁
す
」
と
あ
り
、
僖
宗

朝
の
侍
郞
を
つ
と
め
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
實
を
裏
付
け
る
の
は
、「
舊
五
代
史
・
李
懌
傳
」
つ
ま
り
李
褒
の
孫
た
る
李
懌
（
八
七
六
？
―
九
四
六
）
の
傳
で

あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
い
う
、

李
懌
は
、
京
兆
の
人
也
。
祖
の
褒
は
、
唐
の
黔
南
觀
察
使
。
父
の
昭
は
、
戶
部
尙
書
。

　
こ
こ
で
李
褒
を
黔
南
觀
察
使
と
い
う
の
は
、「
他
拜
無
き
」
こ
と
か
ら
み
て
、
浙
東
觀
察
使
の
誤
り
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

李
褒
が
「
京
兆
」
を
本
貫
と
す
る
こ
と
も
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。

　　
　
　
三

　　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
い
よ
い
よ
李
商
隱
と
李
褒
と
の
、
つ
ま
り
遠
緣
の
甥
と
叔
父
と
の
關
係
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
し

か
し
不
思
議
な
こ
と
に
、
か
れ
ら
の
交
流
を
示
す
資
料
は
、
會
昌
四
年
（
八
四
四
）
八
月
劉
稹
の
亂
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら
會
昌
六
年
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（
八
四
六
）
冬
ま
で
、
李
褒
四
十
九
歲
か
ら
五
十
一
歲
、
商
隱
三
十
三
歲
か
ら
三
十
五
歲
ま
で
の
三
年
閒
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
ず
、

か
れ
ら
の
氣
の
お
け
な
い
閒
柄
を
示
す
も
の
と
し
て
、
商
隱
は
こ
の
從
叔
の
た
め
に
四
篇
の
「
啓
」
上
申
書
を
代
筆
し
て
や
っ
て
い

る
。
知
制
誥
す
ら
務
め
、
さ
き
の
二
篇
の
自
筆
の
墓
誌
で
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
こ
の
種
の
文
書
を
書
く
こ
と
で
は
相
當
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
逹
し
て
い
た
李
褒
が
代
筆
を
委
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
甥
の
文
才
に
た
い
す
る
評
價
と
信
賴
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
の

主
旨
は
す
べ
て
、
病
氣
が
ち
で
職
務
に
堪
え
な
い
李
褒
の
、
な
ん
と
か
劇
し
い
鄭
州
刺
史
の
任
を
辭
し
、
吳
楚
地
方
の
閑
職
に
轉
じ

た
い
と
い
う
意
向
を
相
手
に
傳
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
宰
相
の
李
德
裕
に
あ
て
た
「
舍
人
絳
郡
公
の
爲
に
李
相
公
にた
て
ま上つ
る
啓
」
（「
詳

注
」
卷
三
、
會
昌
四
年
八
月
中
旬
）
に
は
い
う
、

某
伏
し
て
思
え
ら
く
、
宦
牒
に
隨
い
て
自
り
、
遽
か
に
恩
榮
を
忝
な
く
し
、
位
は
圭
符
に
至
り
、
寵
は
金
紫
に
當
た
る
。
或
い
は

筋
骸
に
苦
し
み
無
く
、
心
志
に
餘
り
有
ら
ば
、
卽
ち
あ豈
に
熊
軾
にう
ず
く
ま
踞
り
以
っ
て
勞
を
吿
げ
、
隼
旟
を
指
し
て
疾
い
と
て
辭
す
を

願
わ
ん
や
。
直
だ
攝
生
は
妙
す
く寡
な
く
、
舊
恙
は
い
え痊
る
無
く
、
あ

る
儻
或
い
は
形
言
も
て
、
淸
聽
を
け
が塵
さ
ん
こ
と
を
お
そ懼
る
る
を
以
っ
て

の
み
。
朝
昏
の
候
を
改
め
、
霧
露
の
威
を
潛
む
る
每
に
、
則
ち
或
い
は
俗
を
問
う
に
違
い
有
り
、
公
に
在
り
て
廢
す
る
こ
と
多

き
に
至
る
。
坐
し
て
は
尸
祿
を
爲
し
、
行
き
て
は
媿
顏
有
り
。
而
し
て
又
た
明
盛
の
時
を
貪
ぼ
り
、
婚
嫁
の
累
ら
い
有
り
。
未

ま
だ
敢
え
て
止
足
を
高
論
し
、
直
ち
に
退
休
を
乞
う
を
せ
ず
。
是
こ
を
以
っ
て
み
だ輒
り
に
精
誠
を
疏
し
、
上
つ
か
た
陶
冶
を
お
か干
す
。

　
以
上
の
ご
と
く
、
今
の
任
務
に
堪
え
ら
れ
ぬ
と
い
う
內
心
の
苦
衷
を
つ
づ
っ
た
の
ち
、

も如
し
深
情
を
曲
鑑
し
、
猥
り
に
志
願
に
從
い
、
之
を
他
所
に
置
き
、
以
っ
て
其
の
愚
を
遂
ぐ
る
を
蒙
む
ら
ば
、
則
ち
吳
楚
の
列

城
、
江
關
の
別
郡
、
隣
佐
に
居
る
と
雖
も
、
亦
た
緝
綏
に
委
ぬ
。
病
躬
を
安
ん
ず
る
を
獲
れ
ば
、
豈
に
敢
え
て
地
を
擇
ば
ん
や
。

猶
お
ね
が希
う
鉛
鈍
を
磨
淬
し
、
疲
羸
を
撫
養
し
、
積
む
に
歲
時
を
以
っ
て
し
、
少
し
く
塵
露
をお
ぎ
な裨わ
ん
こ
と
を
。
伏
し
て
惟
う
試

ろ
み
に
恩
照
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。
圍
は
減
り
帶
は
緩
み
、
髮
は
稀
に
弁
は
傾
く
。
窅
然
と
し
て
風
に
向
か
い
、
目
は
極
ま
り

心
は
往
く
。
下
情
は
攀
戀
感
激
惶
懼
の
至
り
に
た任
う
る
無
し
。
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と
「
吳
楚
」「
江
關
」
へ
の
轉
任
を
懇
願
し
て
結
ぶ
。

　
つ
ぎ
は
、
宰
相
の
李
紳
に
あ
て
た
「
絳
郡
公
の
爲
に
史
館
の
李
相
公
に
上
つ
る
啓
」
（「
詳
注
」
卷
三
、
會
昌
四
年
八
月
至
十
一
月
閒
）

で
あ
る
。
そ
の
中
段
で
は
、

某
は
早
年
に
病
い
を
被
り
、
晚
歲
に
深
き
を
加
え
、
衣
袴
は
潔
淸
に
取
る
無
く
、
べ
ん
じ
ょ

藩
溷
は
動
も
す
れ
ば
景
刻
も
と
ど淹
ま
る
。
己
れ

に
し
た徇
が
わ
ば
則
ち
坐
し
て
物
務
に
墮
ち
、
官
を
つ
と業
む
れ
ば
則
ち
立
ち
ど
こ
ろ
に
蕭
衰
を
致
す
。
俱
に
公
私
に
な濟
さ
ん
と
欲
す
る

も
、
實
に
憂
い
を
寤
寐
に
加
う
。
い
わ矧
ん
や
玆
の
仍
歲
、
適
た
ま
外
虞
有
り
。
降
卒
征
人
、
旬
時
に
併
集
し
、
飛
芻
輓
粟
、
星
火

を
期
と
爲
す
。
此
の
疚
心
を
以
っ
て
、
い
よ彌
い
よ
舊
恙
を
深
く
す
。

と
鄭
州
の
緊
迫
し
た
狀
況
を
述
べ
た
の
ち
、「
江
湖
」
へ
の
轉
任
を
懇
願
し
て
結
ぶ
。

　
つ
ぎ
は
、
宰
相
の
崔
鉉
に
あ
て
た
「
絳
郡
公
の
爲
に
崔
相
公
に
上
つ
る
啓
」
（「
詳
注
」
卷
三
、
會
昌
五
年
春
）
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で

は
「
某
は
本
も
と
洛
下
（
洛
陽
の
こ
と
）
の
諸
生
、
東
莞
（
山
東
省
諸
城
縣
の
西
あ
た
り
）
の
舊
族
に
し
て
、
ほ麤
ぼ
科
第
に
沾
い
、
い
さ薄
さ

か
藝
文
に
涉
り
、
謬
り
て
時
の
來
た
る
に
藉
り
、
因
り
て
福
過
を
成
す
。
靑
縑
赤
管
は
、
已
に
淸
華
を
忝
く
し
、
黃
紙
紫
泥
は
、
仍

り
て
宥
密
に
參
ず
」
と
お
の
れ
李
褒
の
こ
れ
ま
で
の
經
歷
を
述
べ
、
そ
の
中
段
で
は
、

某
の
若
き
者
は
實
に
何
の
能
有
り
て
か
、
出
牧
を
み
だ叨
り
に
す
可
け
ん
や
。
絳
田
（
絳
州
）
は
已
に
厥
の
任
に
非
ず
、
滎
波
（
鄭
州
）

は
う
た轉
た
其
の
材
に
過
ぐ
。
閒
歲
已
來
、
政
を
爲
す
は
易
き
に
非
ず
、
南
遷
の
降
虜
有
り
、
西
出
の
成
師
有
り
。
資
屝
の
供
す
る

所
、
餼
牽
の
備
え
は
、
未
ま
だ
嘗
つ
て
造
次
に
せ
ず
、
敢
え
て
躬
親
を
怠
ら
ん
や
。
今
梟
獐
は
埽
除
せ
ら
れ
、
馬
牛
は
歸
放
す
。

將
に
坐
し
て
富
庶
に
い
た臻
ら
使
め
ん
と
す
れ
ば
、
必
ら
ず
先
に
才
能
を
用
い
得
べ
し
。
此
の
地
（
鄭
州
の
こ
と
）
は
名
は
六
雄
に
高

く
、
實
に
東
道
を
控
え
、
憂
い
を
分
か
つ
の
寄
、
昔
自
り
榮
と
爲
す
。
況
ん
や
疎
蕪
に
在
り
、
敢
え
て
涯
分
を
忘
れ
ん
や
。
但
だ

輶
軒
は
あ
つ坌
ま
り
至
り
、
賦
貢
は
川
の
ご
と
流
る
る
を
以
っ
て
、
惟
だ
に
撫
字
の
難
の
み
に
非
ず
、
兼
ね
て
送
迎
の
遽
有
り
。
舊

痾
は
甚
だ
し
き
を
加
え
、
朽
質
は
堪
え
難
し
。
故
を
假
る
は
稍
や
頻
り
に
し
て
、
曠
廢
を
懼
れ
と
爲
す
。
又
た
宦
遊
旣
に
久
し
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く
、
故
里
は
さ違
る
こ
と
多
き
を
以
っ
て
、
陶
令
の
ご
と
田
園
は
將
に
あ蕪
れ
ん
と
し
、
向
平
の
ご
と
婚
嫁
は
未
ま
だ
お
わ畢
ら
ず
。
顧

り
み
れ
ば
惟
れ
羈
絆
あ
り
、
未
ま
だ
歸
休
す
可
か
ら
ず
。

と
述
べ
た
の
ち
、「
吳
楚
の
閒
」
へ
の
轉
任
を
懇
願
し
て
結
ぶ
。

　
つ
ぎ
は
、
宰
相
の
李
回
に
あ
て
た
「
絳
郡
公
の
爲
に
李
相
公
に
上
つ
る
啓
」
（「
詳
注
」
卷
三
、
會
昌
五
年
五
月
下
旬
或
い
は
稍
や
後
）

で
あ
る
。
ま
ず
冒
頭
で
、

某
は
わ
か少
く
し
て
羈
絏
に
悲
し
み
、
師
友
の
親
規
を
承
け
ず
。
晚
く
し
て
文
章
を
學
び
、
麤
ぼ
郷
曲
の
名
譽
を
致
す
。
謬
り
て
官

秩
を
け
が汙
し
、
遂
に
華
纓
を
あ彯
ぐ
。
蘭
を
淸
曹
に
握
り
、
草
を
禁
掖
に
視
る
。
貪
叨
も
て
き
わ極
み
を
過
ぎ
、
憂
責
も
て
や
す寧
き
に
非
ず
。

つ
と蚤
に
寒
暑
の
侵
す
所
と
爲
り
、
頗
る
肺
腸
の
疾
に
染
ま
る
。
自
頃
、
慶
雲
蔭
を
結
び
、
宸
極
心
を
繫
ぐ
を
以
っ
て
、
當
に
望
に
就

き
以
っ
て
誠
を
推
す
べ
き
も
、
煎
調
に
於
い
て
裕
す
く寡
な
し
。
前
歲
、
伏
し
て
使
に
任
ぜ
ら
る
る
を
蒙
む
り
、
遠
き
を
承
明
に
奉

ず
。
朝
廷
が
問
罪
の
師
を
興
し
、
原
野
に
宿
兵
の
餽
有
る
に
値
い
て
、
絳
城
（
絳
州
）
は
甚
は
だ
苦
し
く
、
鄭
馹
（
鄭
州
）
は
完

き
に
非
ず
。
之
に
加
う
る
に
降
虜
の
郷
に
移
る
を
以
っ
て
し
、
之
に
仍
る
に
貴
臣
の
命
を
銜
む
を
以
っ
て
す
。
飛
輓
の
外
、
將

迎
は
實
に
繁
し
。
旁
ら
に
廟
謀
を
奉
じ
、
上
つ
か
た
詔
旨
に
遵
う
。
動
き
て
は
調
發
繁
く
、
居
り
て
は
撫
安
に
勞
す
。
疾
を
抱

き
以
っ
て
臨
み
、
日
を
爲
す
こ
と
斯
れ
久
し
。

と
、
こ
れ
ま
で
の
經
歷
や
現
狀
の
苦
し
さ
を
述
べ
、
終
わ
り
の
一
段
で
は
、

且
つ
某
は
運
は
昌
期
に
あ偶
い
、
年
初
に
命
を
知
る
。
豈
に
劇
郡
に
臨
む
を
願
い
、
稍
や
榮
途
を
冀
う
こ
と
せ
ざ
ら
ん
や
。
但
だ
力

に
任
え
ざ
る
所
有
り
、
心
に
逮
ば
ざ
る
所
有
る
を
以
っ
て
、
勉
强
せ
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
實
に
傾
敗
せ
ん
か
と
憂
う
。
彼
の
吳
楚

は
偏
郷
に
し
て
、
舟
車
の
要
路
に
非
ず
。
永
く
こ
こ言
に
凋
瘵
す
れ
ば
、
亦
た
緝
綏
に
藉
ら
ん
。
も儻
し
特
に
優
容
を
降
さ
れ
、
遙
か
に

擬
議
を
聞
か
る
れ
ば
、
則
ち
朽
質
は
報
恩
の
所
有
り
、
羸
軀
は
曠
位
の
譏
り
を
收
め
ん
。
宿
疢
も
或
い
は
い痊
え
、
劇
し
き
を
理

む
る
も
未
ま
だ
晚
か
ら
ず
。
伏
し
て
惟
う
試
ろ
み
に
裁
度
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。
風
に
む劾
か
い
懇
を
披
き
、
義
に
服
し
詞
を
陳
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ぶ
。
台
耀
を
仰
ぎ
以
っ
て
輝
き
を
瞻
、
洪
鈞
を
望
み
て
惠
み
を
ま佇
つ
。
尊
聽
を
干
冒
し
、
伏
し
て
兢
惕
を
積
む
。
謹
ん
で
啓
す
。

と
、
や
は
り
吳
楚
へ
の
轉
出
を
求
め
て
結
ぶ
。
こ
こ
で
「
年
初
」
會
昌
五
年
の
初
め
に
「
知
命
」
孔
子
の
「
五
十
に
し
て
天
命
を
知

る
」
に
基
づ
く
五
十
歲
、
と
い
う
か
ら
に
は
、
李
褒
の
生
年
は
德
宗
の
貞
元
十
二
年
に
な
る
。

　
さ
て
、
つ
ぎ
は
や
は
り
商
隱
の
代
筆
に
な
る
二
篇
の
「
文
」
を
檢
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
檢
校
兵
部
尙
書
の
任
に
あ
り
會
昌
五
年
ご

ろ
死
去
し
た
王
彥
威
の
靈
柩
が
、
汴
州
か
ら
長
安
付
近
の
墓
地
に
運
ば
れ
る
途
中
、
鄭
州
に
立
ち
寄
っ
た
の
を
悼
ん
だ
「
絳
郡
公
の

爲
に
宣
武
の
王
尙
書
を
祭
る
文
」
（「
詳
注
」
卷
六
、
會
昌
五
年
）
は
、
そ
の
終
わ
り
に
、

某
は
顧
を
獲
る
こ
と
尤
も
深
く
、
知
を
蒙
む
る
こ
と
甚
は
だ
早
し
。
公
は
昔
し
茅
を
分
か
ち
、
愚
は
草
を
視
る
に
當
た
る
。
劉

向
が
論
思
の
時
に
於
い
て
、
孟
舒
が
長
者
の
號
を
贊
ず
。
玆
こ
に
出
守
す
る
に
及
び
て
、
實
に
親
隣
に
介
す
。
お
た
よ
り

音
徽
は
好
し
み

を
繼
ぎ
、
寤
寐
に
仁
に
依
る
。
常
に
期
す
異
日
に
は
、
克
く
淸
塵
を
奉
ぜ
ん
と
。
何
ん
ぞ
お
も言
わ
ん
永
慟
す
る
こ
と
の
、
此
の
嘉

辰
に
屬
さ
ん
と
は
。
哀
を
訃
ぐ
る
は
昨
の
如
く
、
歸
轍
の
遵
う
と
こ攸
ろ
な
り
。

と
、
李
褒
が
か
つ
て
王
彥
威
の
恩
顧
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
、
鄭
州
刺
史
に
な
っ
て
か
ら
は
隣
り
同
士
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
回
想
す
る
。

　
つ
ぎ
は
、
鄭
州
刺
史
の
大
事
な
つ
と
め
と
し
て
旱
魃
の
時
期
に
郊
外
で
雨
乞
い
の
祈
禱
を
す
る
と
き
の
祝
詞
「
舍
人
絳
郡
公
鄭
州

の
爲
に
雨
を
い
の禱
る
文
」
（「
詳
注
」
卷
五
、
會
昌
五
年
春
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
李
褒
の
茅
山
道
敎
と
の
關
わ
り
を
知
る
う
え
で
も
、
商

隱
の
道
敎
の
素
養
を
知
る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
、
全
文
を
あ
げ
る
。

年
月
日
、
鄭
州
刺
史
李
某
は
、
謹
ん
で
茅
山
道
士
の
馮
角
に
請
い
て
、
水
府
の
眞
官
に
禱
請
せ
し
む
。
伏
し
て
以
え
ら
く
、
旱

魃
は
虐
を
爲
し
、
應
龍
は
興
こ
ら
ず
、
杲
日
に
詩
人
に
於
い
て
く
る困
し
み
、
密
雲
に
易
象
に
於
い
て
苦
し
む
。
生
物
は
斯
れ
つ
か瘁
れ
、

民
⻝
は
か
た艱
き
攸
ろ
な
り
。
某
は
此
の
憂
い
を
分
か
つ
を
叨
り
に
し
な
が
ら
、
俯
し
て
政
無
き
を
慙
ぢ
、
爰
に
眞
侶
を
求
め
、
虔

し
ん
で
陰
靈
に
禱
る
。
哺
を
減
ら
し
て
勤
め
を
表
わ
し
、
帷
を
か
か褰
げ
て
と
が咎
め
を
引
か
ん
。
伏
し
て
乞
う
ら
く
、
下
つ
か
た
滎
・

播
を
通
じ
、
上
つ
か
た
天
潢
を
導
き
、
合
し
て
膏
澤
の
原
と
爲
し
、
用
っ
て
蘊
隆
の
患
を
息
め
ん
こ
と
を
。
其
の
效
信
に
於
い
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て
、
敢
え
て
或
い
は
逡
巡
せ
ん
や
。
暴
露
し
て
詞
に
託
し
、
焦
勞
し
て
慮
を
結
ぶ
。
泉
閒
に
氣
を
う
か候
が
い
、
樹
杪
に
風
を
占
な

う
。
惟
だ
玉
女
の
披
衣
を
望
む
の
み
、
敢
え
て
商
羊
の
鼓
舞
をお
ど
ろ駭か
さ
ん
や
。
竊
か
に
希
う
玄
感
も
て
、
丹
誠
を
聽
察
せ
ら
れ

ん
こ
と
を
。

　
鄭
州
の
よ
う
な
地
方
で
の
「
雨
を
禱
る
」
儀
禮
に
つ
い
て
は
、「
大
唐
六
典
」
卷
四
に
「
も若
し
州
縣
な
ら
ば
、
則
ち
先
に
社
稷
及
び

境
內
の
山
川
に
祈
る
」
と
あ
る
。
た
と
え
ば
長
慶
三
年
（
八
二
三
）
の
旱
魃
の
と
き
杭
州
刺
史
だ
っ
た
白
居
易
は
「
仇
王
神
に
禱
る
文
」

「
皐
亭
神
に
祈
る
文
」「
龍
を
祭
る
文
」
（
い
ず
れ
も
「
白
氏
長
慶
集
」
卷
二
三
）
を
作
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
に
祈
り
、
會
昌
三
年
の
旱
魃

で
黃
州
刺
史
だ
っ
た
杜
牧
は
「
城
隍
神
を
祭
り
雨
を
祈
る
文
」
（「
樊
川
文
集
」
卷
一
四
）
を
作
り
雨
乞
い
し
た
。
ま
た
や
は
り
長
慶
三

年
、
櫟
陽
尉
だ
っ
た
沈
亞
之
は
「
雨
を
祈
る
文
、
漢
の
武
帝
を
詞
る
」
（「
沈
下
賢
文
集
」
卷
一
二
）
を
作
っ
た
が
、「
乾
肉
淸
醪
を
用
っ

て
漢
武
皇
帝
神
の
祠
下
に
祀
り
、
巫
人
に
因
り
以
っ
て
其
の
祝
語
を
逹
す
」
と
あ
り
、「
巫
人
」
に
祈
禱
を
依
賴
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
、「
樊
南
文
集
詳
注
」
卷
五
「
祝
文
」
に
は
、
商
隱
の
手
に
な
る
雨
乞
い
の
祈
禱
文
が
李
褒
の
た
め
の
代
筆
文
も
含
め
て
二

十
一
篇
收
め
ら
れ
、「
安
平
公
兗
州
の
爲
に
城
隍
神
を
祭
る
文
」「
懷
州
の
李
使
君
の
爲
に
城
隍
神
を
祭
る
文
」「
中
丞
滎
陽
公
桂
州
の

爲
に
城
隍
神
に
む
く賽
い
る
文
」
と
い
っ
た
刺
史
の
た
め
の
代
筆
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
商
隱
の
他
の
祈
禱
文
と
比
較
す
る
と
、
李
褒
の
た
め
の
代
筆
は
き
わ
め
て
特
異
で
あ
る
。
か
れ
が
雨
乞
い
の
祈
禱
を
依

賴
し
た
の
が
沈
亞
之
の
よ
う
な
一
般
の
「
巫
人
」
で
な
く
馮
角
と
い
う
「
茅
山
道
士
」
で
あ
る
こ
と
、
祈
禱
し
た
神
が
「
城
隍
神
」
の

よ
う
な
土
着
の
民
俗
的
な
神
で
な
く
「
水
府
」
の
「
眞
官
」
と
い
う
上
淸
派
の
神
靈
ラ
ン
ク
に
定
め
ら
れ
た
神
仙
の
官
で
あ
る
こ
と

は
、
李
褒
の
上
淸
派
へ
の
信
仰
を
何
よ
り
如
實
に
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
水
府
」
は
、
商
隱
は
「
北
源
神
に
賽
い
る
文
」
（「
詳
注
」

卷
五
）
で
も
「
聊
か
信
を
㵎
毛
に
の申
べ
、
靈
を
水
府
に
通
ぜ
ん
こ
と
を
こ
い庶
ね
が
う
」
と
使
い
、
そ
の
注
に
「
晉
書
・
天
文
志
」
の
「
井

の
西
南
四
星
は
水
府
と
曰
い
、
水
を
主
ど
る
の
官
也
。
而
し
て
凡
そ
河
海
江
湖
は
皆
な
水
府
と
曰
う
」
を
引
く
。「
眞
官
」
は
、
神
仙

で
官
職
に
就
い
て
い
る
者
で
、「
眞
誥
」
卷
九
に
「
眞
官
曰
わ
く
、
起
居
を
聞
か
ん
と
欲
す
れ
ば
、
金
も
て
盟
書
を
爲
せ
」
と
あ
る
。
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で
は
、
こ
の
時
の
「
茅
山
道
士
」
の
祈
禱
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
元
の
陶
宗
儀
の
「
南
村
輟
耕
錄
」
卷
四
「
禱
雨
」
に
は

「
往
往
に
し
て
蒙
古
人
の
雨
を
禱
る
者
は
、
方
士
の
若
く
然
る
に
非
ざ
る
を
見
る
。
印
令
・
旗
劍
・
符
圖
・
氣
訣
の
類
い
に
至
り
て

は
、
一
も
用
い
る
所
無
し
。
惟
だ
淨
水
一
盆
を
取
り
、
石
子
數
枚
を
ひ
た浸
す
の

み
而
已
」
と
あ
り
、
逆
に
道
士
は
印
令
な
ど
を
使
用
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
靈
驗
を
知
る
た
め
に
、
杜
光
庭
の
「
道
敎
靈
驗
記
」
の
「
范
希
越
が
天
蓬
印
も
て
雨
を
祈
り
し
驗
」
（「
雲

笈
七
籤
」
卷
一
二
〇
）
を
あ
げ
よ
う
。

范
希
越
は
、
成
都
の
人
也
。
北
帝
修
奉
の
術
を
事
と
し
、
天
蓬
印
を
ほ雕
り
以
っ
て
之
を
行
な
い
、
祭
醮
は
嚴
潔
に
し
て
、
常
法

を
逾
ゆ
。
廣
明
庚
子
の
歲
（
八
八
〇
）
、
三
月
は
雨
ふ
ら
ず
、
五
月
は
望
を
こ愈
え
、
人
心
は
燋
然
た
り
、
穀
稼
は
將
に
廢
さ
れ
ん

と
す
。（
范
は
）
萬
歲
池
に
於
い
て
神
印
を
試
行
し
、
生
靈
の
爲
に
雨
を
祈
ら
ん
こ
と
を
願
い
、
是
こ
に
於
い
て
至
眞
觀
に
詣
り

齋
を
致
す
。
是
の
日
庚
辰
、
戌
時
を
以
っ
て
印
を
池
中
に
投
ず
れ
ば
、
陰
風
遽
か
に
起
こ
り
、
雲
物
あ
ま周
ね
く
布
く
。
亥
時
に
は

大
雨
ふ
り
曉
に
逹
す
。
辰
に
及
び
て
、
大
雷
迅
電
、
驚
震
す
る
こ
と
數
四
、
巳
に
至
り
て
少
し
く
は霽
れ
、
乃
ち
府
に
歸
る
を
得

た
り
。
昇
遷
橋
の
水
は
、
漸
や
く
馬
腹
に
及
び
、
城
を
羅
る
四
江
は
、
岸
に
平
ら
に
し
て
流
れ
溢
る
。
螟
蝗
の
屬
は
、
淹
漬
し

て
皆
な
死
し
、
是
れ
自
り
年
有
り
。

　
ま
た
、
か
れ
ら
茅
山
の
道
士
特
有
の
氣
分
を
知
る
た
め
に
、
徐
鉉
の
ま
と
め
た
「
稽
神
錄
」
の
「
茅
山
道
士
」
（「
太
平
廣
記
」
卷
八

五
）
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

茅
山
道
士
の
陳
某
は
壬
子
の
歲
に
海
陵
（
い
ま
の
江
蘇
省
泰
州
巿
）
に
遊
び
、
逆
旅
に
宿
る
。
雪
の
ふ雨
る
こ
と
方
に
甚
は
だ
し
。
同

宿
す
る
者
有
り
、
身
に
單
葛
を
き衣
る
の
み
。（
陳
某
は
）
與
に
同
寢
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
垢
弊
を
嫌
い
、
乃
ち
曰
わ
く
、「
雪

の
寒
き
こ
と
此
く
の
如
し
、
何
を
以
っ
て
か
夜
を
過
ご
す
」
と
。（
同
宿
者
は
）
答
え
て
曰
わ
く
、「
君
は
但
だ
臥
せ
よ
。
以
っ

て
憂
う
る
こ
と
無
か
れ
」
と
。
旣
に
皆
な
就
寢
す
れ
ば
、
陳
は
竊
か
に
之
を
視
る
に
、（
同
宿
者
が
）
懷
中
よ
り
三
角
の
碎
瓦
數

片
を
出
だ
し
、
鐵
條
も
て
之
を
貫
ぬ
き
、
燈
上
に
燒
く
を
見
る
。
俄
か
に
し
て
火
は
さ
か熾
ん
に
、
一
室
皆
な
暖
か
な
り
。
陳
は
衣

611



被
を
去
り
て
、
乃
ち
寢
る
を
得
た
り
。（
同
宿
者
は
）
未
ま
だ
明
け
ず
し
て
行
き
、
竟
に
復
た
あ見
わ
ざ
る
也
。

　
ま
た
、「
玉
女
」
は
、「
眞
誥
」
卷
九
に
「
其
の
夕
、
經
を
衞
る
玉
童
・
玉
女
は
、
太
極
典
禁
眞
人
を
ひ
き將
い
て
空
中
よ
り
來
た
り
て

子
を
察
す
る
也
」、「
玄
感
」
は
、
同
じ
く
卷
四
に
「
妙
象
の
外
に
玄
感
し
、
和
聲
　
自
の
ず
と
相
い
招
く
」
と
あ
る
。

　　
　
　
四

　　
こ
こ
か
ら
は
、
商
隱
が
鄭
州
刺
史
の
李
褒
に
出
し
た
會
昌
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
十
一
篇
の
「
狀
」
手
紙
を
檢
討
す
る
。
こ
の

こ
ろ
商
隱
は
、
鄭
州
か
ら
洛
陽
へ
長
安
へ
と
移
動
し
た
。
ま
ず
は
じ
め
は
鄭
州
で
出
し
た
「
鄭
州
の
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
一
」
（「
補

篇
」
卷
六
、
會
昌
五
年
春
）
で
あ
る
。

伏
し
て
榮
示
を
奉
つ
り
、
伏
し
て
麥
粥
・
餠
・
啖
と
う餳
・
酒
等
を
賜
及
さ
る
る
を
蒙
む
り
、
謹
ん
で
依
り
て
捧
領
し
お
わ訖
れ
り
。
某
は

慶
耀
の
辰
に
、
早
く
も
抽
擢
を
蒙
む
り
、
孤
殘
の
後
も
、
仍
り
て
庇
庥
を
被
む
る
。
芟
薙
の
時
に
於
い
て
、
累
ね
て
珍
精
の
賜
も

の
を
受
く
る
を
獲
た
り
。
恩
は
上
客
に
同
じ
く
、
禮
は
編
氓
に
異
な
る
。
桑
梓
は
光
有
り
、
里
閭
は
敬
を
加
う
。
米
を
負
う
の

養
い
は
、
終
身
に
及
ぶ
無
し
と
雖
も
、
粟
を
人
に
求
む
る
は
、
幸
い
に
往
聖
に
慙
ぢ
ず
。
下
情
は
感
恩
隕
涕
の
至
り
に
任
え
ず
。

　
商
隱
が
李
褒
か
ら
賜
わ
っ
た
「
む
き
が
ゆ

麥
粥
」「
あ
め餳
」
な
ど
は
、
暮
春
の
寒
⻝
・
淸
明
の
節
句
に
⻝
べ
る
も
の
で
、
南
朝
梁
の
宗
懍
の
「
荊

楚
歲
時
記
」
二
月
に
「
冬
節
を
去
る
こ
と
一
百
五
日
、
卽
ち
疾
風
甚
雨
有
り
、
之
を
寒
⻝
と
謂
う
。
火
を
禁
ず
る
こ
と
三
日
、
餳
・

麥
粥
を
造
る
」
と
あ
り
、「
新
唐
書
・
禮
樂
志
四
」
に
「
天
寶
二
年
、
…
…
又
た
常
に
寒
⻝
を
以
っ
て
餳
・
粥
・
鷄
毬
・
雷
車
を
薦
む
」

と
あ
り
、
北
宋
の
龐
元
英
の
「
文
昌
雜
錄
」
卷
三
に
「
唐
の
歲
時
の
節
物
は
、
…
…
寒
⻝
に
は
則
ち
假
花
・
鷄
毬
・
え鏤
り
し
た
ま
ご

鷄
子
・

（
介
）
子
推
の
蒸
餠
・
餳
・
粥
有
り
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
白
居
易
は
寒
⻝
の
會
で
の
「
擧
之
僕
射
に
贈
る
」
詩
に
「
鷄
毬
餳
粥
　
屢

し
ば
筵
を
開
き
、
談
笑
謳
吟
　
管
絃
は
閒
な
り
」
と
う
た
い
、「
淸
明
の
日
、
韋
侍
御
の
虔
州
に
貶
せ
ら
る
る
を
送
る
」
詩
に
「
餳
を
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留
め
て
冷
粥
に
和
し
、
火
を
出
だ
し
て
新
茶
を
煮
る
」
と
う
た
う
。「
芟
薙
」
は
、
墓
地
の
雜
草
を
刈
る
こ
と
で
、
淸
明
節
の
墓
掃
除

を
い
う
。「
桑
梓
」「
里
閭
」
は
、
故
郷
や
そ
こ
の
人
び
と
を
い
い
、
か
れ
が
墓
參
り
に
歸
っ
て
き
た
鄭
州
を
示
す
。
な
お
、
商
隱
家

は
祖
父
の
李
俌
か
ら
は
じ
ま
っ
て
祖
母
、
父
の
李
嗣
な
ど
の
墓
が
、
す
べ
て
鄭
州
の
西
隣
り
の
滎
陽
の
壇
山
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
李

褒
か
ら
早
く
に
は
「
抽
擢
」
引
き
た
て
を
、
母
の
死
後
に
は
「
庇
庥
」
庇
護
を
受
け
た
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
取
り
上
げ
る
の
は
洛
陽
か
ら
の
、
じ
つ
は
本
來
十
二
叔
の
李
褒
に
あ
て
た
も
の
で
な
く
、
い
ま
中
書
舍
人
の
任
に
あ
る
べ

つ
の
叔
父
二
十
三
叔
「
李
舍
人
」
に
あ
て
た
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
一
」
（「
補
篇
」
卷
六
、
會
昌
五
年
五
六
月
閒
）
で
あ
る
。
こ
の
李
舍

人
は
、
岑
仲
勉
氏
の
「
翰
學
壁
記
注
補
」
な
ど
に
よ
れ
ば
、
順
宗
の
刑
部
侍
郞
だ
っ
た
李
建
の
子
で
中
書
舍
人
を
つ
と
め
た
李
訥
で

あ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
三
國
魏
の
李
潛
（
發
と
も
い
う
）
を
始
祖
と
す
る
趙
郡
の
申
公
房
に
屬
す
る
。
そ
の
前
半
に
は
い
う
、

不
審
な
り
、
近
日
は
尊
體
如
何
ん
。
伏
し
て
計
る
に
調
護
を
失
せ
ら
れ
ざ
ら
ん
。
去
冬
、
二
十
八
叔
の
軒
騎
を
拜
迎
せ
し
は
、
已

に
從
者
に
託
し
附
狀
も
てお
う
か
が
い

起
居
せ
し
む
。
二
十
三
叔
が
闕
に
歸
す
る
の
時
に
及
び
て
、わ
た
く
し
某
は
適
た
ま
私
故
有
り
て
、
他
縣
に
淹

留
し
、
淸
光
を
拜
す
る
を
阻
ま
る
。
春
自
り
は
又
た
鄭
州
李
舍
人
に
邀
留
せ
ら
れ
、
比
月
に
し
て
は
じ方
め
て
洛
下
に
還
れ
り
。
此

れ
を
以
っ
て
久
し
く
附
狀
の
、
用
っ
て
下
情
を
抒
ぶ
る
を
か闕
く
。

　
こ
の
「
春
」
淸
明
ご
ろ
か
ら
の
ま
た
の
鄭
州
逗
留
は
、「
鄭
州
李
舍
人
」
鄭
州
刺
史
李
褒
に
「
邀
留
」
招
か
れ
引
き
留
め
ら
れ
た
も

の
で
、「
比
月
」
一
月
ぐ
ら
い
し
て
、
や
っ
と
「
洛
下
」
洛
陽
に
歸
っ
て
き
た
と
述
べ
る
。
な
お
、「
二
十
八
叔
」
は
、
岑
氏
の
「
唐
人

行
第
錄
」
に
よ
れ
ば
、
李
建
の
三
子
の
う
ち
、
李
訥
の
弟
の
李
恪
か
李
朴
の
ど
ち
ら
か
だ
と
い
う
。

　
つ
ぎ
は
、
や
は
り
洛
陽
か
ら
と
思
わ
れ
る
「
鄭
州
の
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
二
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
五
年
七
月
十
五
中
元
節
よ
り
稍
や

後
）
だ
が
、
こ
れ
は
道
敎
の
詞
語
に
滿
ち
て
お
り
、
李
褒
と
道
敎
と
の
關
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
手
紙
で
あ
る
。

伏
し
て
承
ま
わ
る
に
中
元
に
は
、
進
み
て
治
籙
を
受
け
、
兼
ね
て
妙
齋
を
建
て
ら
れ
し
と
。
十
二
叔
は
潤
い
を
靈
津
に
叶
え
、
華

を
霄
極
に
凝
ら
す
。
旣
に
理
を
多
能
の
聖
に
窮
め
、
復
た
神
を
衆
妙
の
門
に
い
た格
す
。
固
よ
り
紫
億
の
題
名
、
黃
寧
の
虛
位
を
以
っ
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て
、
合
わ
せ
て
上
治
を
兼
ね
、
も式
っ
て
高
眞
を
統
ぶ
。
況
ん
や
齋
直
に
是
れ
因
り
、
符
圖
を
載
ち
演
じ
、
地
官
に
敕
し
て
善
を

く
ら校
べ
、
天
衆
を
合
し
以
っ
て
虔
し
み
を
し
め標
す
を
や
。
湯
谷
に
經
を
傳
う
る
は
、
當
に
昔
日
に
同
じ
か
る
べ
く
、
騫
林
に
合
唱
す

る
は
、
復
た
今
時
に
現
わ
る
。
ま
こ信
と
に
九
館
の
靈
遊
に
し
て
、
實
に
三
淸
の
盛
會
な
り
。わ
た
く
し
某
は
常
に
元
慶
に
よ憑
り
、
屬
た
ま
嘉

招
に
預
か
る
。
今
は者
遐
か
に
雲
裝
を
啓
き
、
且
つ
塵
累
に
ま
つ縈
わ
ら
れ
て
、
鶴
嶺
に
觀
光
し
、
鹿
堂
に
贊
禮
す
る
を
獲
ず
。
空
し

く
有
待
の
詩
を
吟
じ
、
徒
ら
に
非
才
の
恨
み
鬱
た
り
。
伏
し
て
惟
う
亦
た
鑑
察
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。

　
李
褒
の
建
て
た
「
中
元
」
の
「
妙
齋
」
に
つ
い
て
は
、「
初
學
記
」
卷
四
「
七
月
十
五
日
」
の
條
に
「
道
經
」
を
引
い
て
「
七
月
十

五
日
、
中
元
の
日
、
地
官
は
校
勾
し
て
、
衆
人
を
搜
選
し
、
善
惡
を
分
別
す
。
諸
天
の
聖
衆
は
、
普
ね
く
宮
中
に
詣
る
。
劫
數
を
億

定
し
、
人
鬼
は
傳
錄
す
。
餓
鬼
囚
徒
は
、
一
時
に
俱
に
集
ま
る
。
其
の
日
を
以
っ
て
玄
都
大
獻
を
玉
京
山
に
な作
し
、
諸
も
ろ
の
花
果
、

世
閒
の
あ
ら
ゆ

所
有
る
奇
異
物
を
採
り
、
玩
弄
服
飾
、
幡
幢
寶
蓋
、
莊
嚴
供
養
の
具
、
淸
膳
飮
⻝
、
百
味
芬
芳
は
、
諸
も
ろ
の
衆
聖
お

よ
及
與
び
道

士
に
獻
ず
。
其
の
日
の
夜
に
於
い
て
是
の
經
を
講
誦
し
、
十
方
の
大
聖
は
、
齊
し
く
靈
篇
を
詠
ず
。
囚
徒
餓
鬼
は
、
當
時
に
解
脫
す
。

一
切
は
俱
に
飽
滿
し
、
衆
苦
よ
り
免
れ
、
人
中
に
還
る
を
得
た
り
。
若
し
斯
く
の
如
き
に
非
ず
ん
ば
、
拔
贖
す
可
き
に
難
し
」
と
あ

り
、「
大
唐
六
典
」
卷
四
に
は
「
齋
に
七
名
有
り
。
其
の
一
は
金
籙
大
齋
と
曰
う
。
其
の
二
は
黃
籙
齋
と
曰
う
。
其
の
三
は
明
眞
齋
と

曰
う
。
其
の
四
は
三
元
齋
と
曰
う
。
其
の
五
は
八
節
齋
と
曰
う
。
其
の
六
は
塗
炭
齋
と
曰
う
。
其
の
七
は
自
然
齋
と
曰
う
」
と
あ
り
、

「
三
元
齋
」
に
注
し
て
「
正
月
十
五
日
、
天
官
を
上
元
と
爲
す
。
七
月
十
五
日
、
地
官
を
中
元
と
爲
す
。
十
月
十
五
日
、
水
官
を
下
元

と
爲
す
。
皆
な
法
身
も
て
自
か
ら
愆
罪
を
く懺
ゆ
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
商
隱
は
「
中
元
に
作
る
」
（「
箋
注
」
卷
六
）
詩
に
お
い
て
も

「
絳
節
飄
颻
と
し
て
宮
國
よ
り
來
た
り
、
中
元
に
朝
拜
し
て
上
淸
よ
り
迴
る
」
と
う
た
う
。

　
ま
た
、
李
褒
の
受
け
た
「
治
籙
」
祕
傳
書
に
つ
い
て
は
、「
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
」
（「
道
藏
」
正
一
部
）
卷
四
に
「
凡
そ
未
ま
だ
籙

を
受
け
ざ
る
も
、
乃
ち
經
を
受
け
、
戒
を
習
い
德
を
建
つ
る
を
得
た
り
。
も如
し
修
行
し
て
、
自
か
ら
道
眞
を
得
、
籙
を
受
く
る
を
假

ら
ず
と
說
く
も
、
未
ま
だ
全
く
六
道
に
怯
え
る
能
わ
ず
。
須
べ
か
ら
く
階
に
緣
り
て
進
む
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
宜
し
く
治
籙
を
受
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く
べ
し
。
籙
生
道
民
は
、
必
ら
ず
應
に
租
を
送
る
べ
し
。
租
を
送
ら
ざ
る
者
は
、
治
籙
を
得
ず
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、
狀
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
道
敎
語
に
つ
い
て
は
、
淸
の
錢
振
倫
・
振
常
が
主
に
「
雲
笈
七
籤
」
に
よ
り
つ
つ
詳
し
く
注
し
て

お
り
、
參
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
商
隱
の
茅
山
道
敎
へ
の
傾
倒
を
明
ら
か
に
示
す
と
と
も
に
、
相
手
李
褒
の
茅
山
へ
の
信
仰
を
も

配
慮
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
、
そ
し
て
錢
振
倫
ら
が
お
そ
ら
く
考
慮
し
な
か
っ
た
ろ
う
「
眞
誥
」
の
語
彙
を
調
べ
る
こ
と
に

す
る
。「
靈
津
」
は
、「
眞
誥
」
卷
四
に
「
靈
津
は
ほ
し肆
い
ま
ま
に
顯
わ
れ
、
衆
眞
は
つ
ら羅
な
り
て
吟
ず
」、
ま
た
「
神
玉
は
靈
津
に
曜
き
、

七
元
は
神
扉
に
煥
た
り
」
と
あ
る
。「
黃
寧
」
は
、
同
じ
く
卷
十
八
に
「
長
谷
黃
寧
」
と
あ
る
。「
高
眞
」
は
、
同
じ
く
卷
一
に
「
今
北

に
反
る
者
は
、
當
に
是
れ
高
眞
に
側
近
せ
る
を
以
っ
て
の
故
な
る
べ
き
也
」、
卷
四
に
「
高
眞
は
九
曜
を
廻
り
、
洞
觀
し
て
均
し
く
明

を
潛
む
」
な
ど
と
あ
る
。「
湯
谷
」
は
、
卷
九
に
「
東
北
を
看
れ
ば
、
則
ち
湯
谷
建
木
郷
有
り
て
、
又
た
方
諸
を
去
る
こ
と
十
萬
里
」

と
あ
る
。「
三
淸
」
は
、
卷
四
に
「
龍
に
策
し
て
上
つ
か
た
に
い
た造
り
、
煙
に
三
淸
に
て
浮
か
ぶ
」
と
あ
る
。「
有
待
」
は
、
卷
三
に
「
我

れ
は
有
待
の
爲
に
來
た
る
、
故
に
乃
ち
滄
浪
を
越
ゆ
」、
ま
た
「
有
待
は
徘
徊
し
て
み眄
る
も
、
無
待
は
故
よ
り
當
に
淨
な
る
べ
し
」
と

あ
る
。

　
つ
ぎ
は
、「
鄭
州
の
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
三
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
五
年
秋
）
を
あ
げ
る
。

昨
は者
、
旬
を
累
ね
て
座
下
に
陪
侍
し
、
賚
賜
は
稠
疊
、
宴
樂
は
頻
仍
た
り
。
曾
參
の
ご
と
四
科
に
列
せ
ざ
る
を
、
昔
し
嘗
つ
て

恨
み
と
爲
す
と
雖
も
、
徐
稚
の
ご
と
再
た
び
上
榻
に
升
る
を
、
今
實
に
榮
と
爲
す
。
光
塵
に
庥
蔭
せ
ら
れ
、
誠
抱
は
激
切
た
り
。

門
館
を
劾
望
し
、
下
情
に
任
え
ず
。
伏
し
て
惟
う
特
に
恩
亮
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。

　
「
賚
賜
」
い
た
だ
き
物
は
ぎ
っ
し
り
、「
宴
樂
」
も
て
な
し
の
宴
會
は
連
日
、
と
の
べ
て
、
暮
春
の
こ
ろ
一
月
ば
か
り
鄭
州
に
滯
在

し
た
お
り
の
李
褒
か
ら
受
け
た
最
上
級
の
も
て
な
し
に
、
感
謝
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
は
、
や
は
り
洛
陽
か
ら
の
「
鄭
州
の
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
四
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
五
年
秋
）
だ
が
、
以
下
「
李
舍
人
に
上

つ
る
狀
二
」「
三
」
と
つ
づ
く
三
篇
の
狀
は
す
べ
て
、
李
褒
が
鄭
州
の
紫
極
宮
で
行
っ
た
齋
醮
に
か
ら
む
も
の
で
、
注
目
す
べ
き
で
あ
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る
。
さ
て
、「
狀
四
」
の
前
半
に
は
い
う
、

陳
尊
師
が
至
り
、
伏
し
て
承
た
ま
わ
れ
ば
紫
極
宮
中
に
て
、
大
い
に
法
衆
を
ま
ね延
き
、
治
職
を
遷
受
さ
れ
、
眞
階
を
加
領
さ
れ
、
景

氣
は
晏
淸
に
、
章
辭
は
御
徹
す
と
。
此
れ
は
固
よ
り
誠
が
無
始
に
通
じ
、
跡
が
自
然
に
か
な契
い
し
な
り
。
然
ら
ず
ん
ば者
、
又
た
安

く
ん
ぞ
能
く
憧
憧
た
る
四
逹
の
衢
に
於
い
て
、
眇
眇
た
る
三
淸
の
事
を
建
て
ん
や
。

　
消
息
を
も
た
ら
し
た
「
陳
尊
師
」
は
不
明
だ
が
、「
尊
師
」
の
位
は
煉
師
と
同
等
ら
し
く
、
盛
唐
の
王
昌
齡
の
「
武
陵
開
元
觀
の
黃

煉
師
の
院
」
詩
に
「
松
閒
の
白
髮
　
黃
尊
師
、
童
子
　
燒
香
禹
步
の
時
」
と
あ
り
、「
雲
笈
七
籤
」
卷
一
一
六
「
南
溟
夫
人
」
に
「
少

頃
に
し
て
、
南
溟
夫
人
は
玉
虛
尊
師
と
約
す
。
子
は
求
め
て
之
に
請
う
可
き
也
」
と
あ
る
。「
紫
極
宮
」
は
、
諸
州
に
置
か
れ
た
老
子

を
祀
る
廟
で
、
唐
の
封
演
の
「
封
氏
聞
見
記
」
卷
一
「
道
敎
」
（「
舊
唐
書
・
玄
宗
紀
下
」
天
寶
二
年
三
月
、「
唐
會
要
」
卷
五
〇
「
尊
崇
道

敎
」、「
通
典
」
卷
五
三
「
老
君
祠
」
に
も
同
樣
の
記
事
あ
り
）
に
「（
玄
宗
の
開
元
）
二
十
九
年
、
兩
京
及
び
諸
州
に
各
お
の
玄
元
皇
帝
廟

を
置
き
、
京
師
は
玄
元
宮
と
號
し
、
諸
州
は
紫
極
宮
と
號
す
」
と
あ
り
、
宋
の
程
大
昌
の
「
雍
錄
」
卷
四
「
太
淸
宮
」
（
卷
一
〇
「
太

淸
宮
・
太
微
宮
・
紫
極
宮
」
は
よ
り
詳
し
い
）
に
は
「
開
元
二
十
九
年
、
兩
京
及
び
諸
州
に
詔
り
し
て
各
お
の
玄
元
皇
帝
廟
一
所
を
置
か

し
め
、
後
に
（
西
京
を
）
改
め
て
太
淸
宮
と
爲
し
、
東
都
を
紫
微
宮
（
太
微
宮
）
と
爲
し
、
諸
州
を
各
お
の
紫
極
宮
と
爲
す
。
太
淸

（
宮
）
は
白
石
を
以
っ
て
玄
元
皇
帝
の
眞
像
と
爲
し
、
袞
冕
の
服
、
扆
に
當
た
り
て
南
向
す
。
玄
宗
・
肅
宗
の
眞
容
は
立
ち
て
左
右
に

侍
り
、
則
ち
皆
な
朱
衣
の
朝
服
な
り
。
張
巡
が
兵
を
起
こ
す
や
、
吏
を
率
い
て
玄
元
皇
帝
祠
に
哭
せ
し
は者
、
凡
そ
郡
は
皆
な
紫
極
宮

有
り
し
ゆ
え
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
盛
唐
の
詩
人
李
白
は
長
安
の
紫
極
宮
で
賀
知
章
と
出
會
い
、
齊
州
の
紫
極
宮
で
北
海
の
高
天
師

か
ら
道
籙
を
授
け
ら
れ
、「
尋
陽
の
紫
極
宮
に
て
秋
に
感
じ
て
作
る
」
と
題
す
る
詩
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
杜
光
庭
の
集
め
た
「
道
敎
靈
驗
記
」
か
ら
諸
州
の
刺
史
が
紫
極
宮
で
法
事
を
行
っ
た
記
述
を
あ
げ
て
み
る
と
、「
崔
公
輔
が

寶
經
を
取
り
て
還
さ
ざ
り
し
驗
」
（「
雲
笈
七
籤
」
卷
一
一
九
）
に
は
、
開
成
年
閒
に
雅
州
刺
史
だ
っ
た
崔
が
懺
悔
の
た
め
「
成
都
及
び

雅
州
の
紫
極
宮
、
忠
州
の
仙
都
山
の
三
處
に
於
い
て
黃
籙
道
場
齋
を
修
む
」
と
あ
り
、「
崔
玄
亮
が
黃
籙
齋
を
修
め
し
驗
」
（
同
じ
く
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卷
一
二
一
）
に
は
、
寶
曆
二
年
に
湖
州
刺
史
だ
っ
た
崔
が
「
紫
極
宮
に
於
い
て
黃
籙
道
場
を
修
む
る
や
、
鶴
三
百
六
十
五
隻
の
壇
所
に

翔
集
す
る
有
り
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、「
眞
誥
」
と
の
關
わ
り
で
は
、「
眞
階
」
は
、
卷
十
九
に
「
又
た
先
生
の
事
跡
は
、
未
ま
だ
眞
階
に
近
か
ら
ず
、
尙
お
宜
し

く
預
か
り
て
此
の
部
に
在
る
べ
か
ら
ず
」、「
自
然
」
は
、
卷
六
に
「
故
に
自
然
の
表
は
、
則
ち
之
を
存
し
て
論
ぜ
ず
」
と
あ
る
。

　
さ
て
、
つ
ぎ
は
、
商
隱
が
お
の
れ
の
現
狀
を
述
べ
た
「
狀
四
」
の
後
半
を
あ
げ
よ
う
。

某
は
良
緣
つ
と夙
に
薄
く
、
俗
累
多
く
縈
わ
り
、
夏
秋
以
來
、
疾
苦
相
い
繼
げ
り
。
仰
ぎ
て
道
會
を
瞻
る
に
、
初
心
に
へ
だ閒
つ
る
有
り
。

悔
責
の
來
た
る
や
、
夙
宵
斯
れ
積
む
。
然
れ
ど
も
但
だ
恩
憐
の
至
る
所
を
望
み
、
濟
度
の
因
に
乘
じ
、
異
時
に
於
い
て
、
必
ら

ず
奧
を
睹
る
を
獲
ん
こ
と
を
期
す
る
を
お
も以
え
ば
、
則
ち
燕
の
昭
（
王
）
の
ご
と
靈
氣
に
乏
し
と
雖
も
、
陶
君
の
ご
と
亦
た
頑
仙

を
ね覬
が
う
な
り
。
伏
し
て
惟
う
照
察
さ
れ
ん
こ
と
を
。
某
は
十
月
初
め
に
始
め
て
西
上
（
長
安
に
上
京
）
す
る
を
議
し
、
續
い
て

家
僮
に
勒
し
て
狀
をも
た
ら齎し
起
居
せ
し
む
。
諸
も
ろ
は
後
幅
に
具
し
て
は
か諮
ら
ん
。
謹
ん
で
狀
す
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
燕
昭
云
々
」「
陶
君
云
々
」
の
對
句
で
、「
靈
氣
」
は
「
眞
誥
」
卷
六
に
「
靈
氣
は
將
に
子
の
遠
く
樂
し

む
を
愍
れ
ま
ん
と
し
、
山
神
は
將
に
子
の
化
に
向
う
を
欣
こ
ば
ん
と
す
」、
卷
十
に
「
人
の
室
宇
に
臥
せ
ば
、
當
に
潔
盛
な
ら
し
む
べ

し
。
き
よ盛
け
れ
ば
則
ち
靈
氣
を
受
け
、
き
よ盛
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
故
氣
を
受
く
」
と
あ
り
、「
頑
仙
」
は
先
に
も
あ
げ
た
ご
と
く
、
陶
弘
景
の

梁
武
帝
へ
の
手
紙
に
も
と
づ
く
。

　
つ
ぎ
も
、
紫
極
宮
に
か
ら
む
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
二
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
五
年
秋
）
で
あ
る
。

前
に
は者
伏
し
て
指
命
を
奉
ず
る
に
、
紫
極
宮
の
功
績
を
選
紀
せ
し
め
ら
る
。
某
は
京
洛
に
還
り
て
自
り
、
常
に
憂
煎
を
抱
き
、

骨
肉
の
閒
、
病
恙
相
い
繼
ぐ
。
章
詞
は
立
つ
と
雖
も
、
點
竄
は
未
ま
だ
工
み
な
ら
ず
。
已
に
鄙
陋
の
憂
を
懷
き
、
復
た
淹
延
の

罪
有
り
。
更
に
旬
日
に
し
て
始
め
て
寄
せ
上
つ
る
を
獲
ん
。
伏
し
て
惟
う
寛
察
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

　
前
に
李
褒
の
「
指
命
」
を
受
け
て
、「
紫
極
宮
」
で
李
褒
が
行
っ
た
齋
醮
の
「
功
績
」
立
派
な
成
果
を
銘
文
に
し
た
た
め
る
よ
う
依
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賴
さ
れ
た
商
隱
は
、
洛
陽
に
も
ど
っ
て
か
ら
、
あ
い
に
く
肉
親
の
病
氣
や
ら
何
や
ら
が
つ
づ
き
、「
章
詞
」
文
章
は
一
應
で
き
ま
し
た

が
、「
點
竄
」
推
敲
を
ま
だ
し
て
お
り
ま
せ
ん
、
も
う
「
旬
日
」
十
日
ほ
ど
し
た
ら
お
送
り
で
き
ま
す
、
と
「
淹
延
」
遲
延
の
罪
を
辯

解
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
つ
ぎ
の
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
三
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
五
年
秋
）
に
は
い
う
、

紫
極
に
銘
を
刊
す
る
は
、
ま
さ合
に
才
彥
に
歸
す
べ
き
に
、
猥
り
に
荒
薄
（
の
わ
た
し
）
を
あ
わ存
れ
む
は
、
蓋
し
恩
私
に
出
で
し
な
ら

ん
。
牽
疆
し
以
っ
て
成
す
も
、
尤
累
は
少
な
き
に
非
ず
。
遠
く
寵
奬
を
蒙
む
り
、
厚
く
縑
繒
を
賜
わ
る
。
已
に
指
揮
の
有
れ
ば
、

卽
ち
鐫
紀
せ
よ
と
命
ぜ
り
。
文
詞
の
得
る
所
、
妙
は
幼
婦
の
碑
に
非
ず
、
惠
賚
は
涯
を
こ踰
え
、
數
は
賁
園
の
帛
に
過
ぐ
。
下
情

は
捧
受
戴
荷
の
至
り
に
任
え
ず
。

　
商
隱
は
な
ん
と
か
「
牽
疆
」
無
理
や
り
に
紫
極
宮
の
「
銘
」
を
「
成
」
書
き
上
げ
て
、「
縑
繒
」
絹
織
物
な
ど
の
「
寵
奬
」
褒
美
の

品
じ
な
を
た
っ
ぷ
り
頂
戴
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
は
、
す
こ
し
後
、
お
の
れ
の
長
安
へ
の
今
月
二
十
一
日
の
出
發
を
吿
げ
、
お
そ
ら
く
鄭
州
に
の
こ
る
弟
李
羲
叟
の
科
擧
受
驗

へ
の
援
助
を
求
め
る
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
四
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
五
年
十
月
二
十
一
日
前
）
を
あ
げ
る
。

ち
か
ご
ろ

比
者
伏
し
て
承
ま
わ
る
に
、
尊
體
は
小
し
く
不
安
有
り
し
も
、
今
は
已
に
平
退
せ
ら
れ
し
と
。
下
情
は
欣
抃
に
任
え
ず
。
時
は

嚴
冽
に
向
え
ば
、
伏
し
て
惟
う
特
に
頤
攝
を
加
え
ら
れ
ん
こ
と
を
。
某
は
已
に
此
の
月
二
十
一
日
を
取
り
て
京
に
赴
く
に
決
せ

り
。
東
の
か
た
門
牆
（
鄭
州
の
李
褒
の
屋
敷
）
を
望
め
ば
、
恩
顧
に
違
遠
す
る
も
、
誠
を
寄
せ
款
を
誓
う
は
、
實
に
朝
暾
を
貫
く
。

伏
し
て
計
る
に
亦
た
識
察
を
賜
わ
ら
ん
。
舍
弟
の
羲
叟
は
、
苦
心
し
て
文
を
爲
す
に
、
十
二
叔
は
憫
れ
む
に
弟
兄
の
孤
介
に
し

て
と
も徒
が
ら
無
く
、
辛
勤
し
て
己
れ
に
求
む
る
を
以
っ
て
す
。
唯
だ
當
に
明
に
は
日
月
に
祈
り
、
幽
に
は
鬼
神
に
禱
る
べ
し
。
願

わ
く
は
手
足
の
閒
を
し
て
、
早
く
陶
鈞
の
賜
も
の
を
奉
ぜ
し
め
ん
こ
と
を
。
下
情
は
倚
望
感
激
隕
涕
の
至
り
に
任
え
ず
。

　
つ
ぎ
は
、
年
が
明
け
て
長
安
か
ら
の
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
五
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
六
年
二
月
）
で
あ
る
。
そ
の
中
段
を
あ
げ
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よ
う
。今

春
華
は
以
っ
てあ
た
た煦か
く
、
時
服
は
初
め
て
成
り
、
竹
洞
松
岡
、
蘭
塘
蕙
苑
、
星
を
聚
め
て
會
を
占
い
、
月
を
望
み
て
吟
を
の舒

ぶ
。
羊
侃
の
賓
に
接
す
る
や
、
其
の
醒
醉
を
共
に
し
、
謝
安
の
諸
子
は
、
例
と
し
て
風
流
有
り
。
名
敎
の
閒
に
優
遊
し
、
希
夷
の

道
を
保
泰
す
。
伏
し
て
思
う
遇
を
受
く
る
は
、
素
よ
り
諸
生
に
異
な
れ
り
。
去
歲
は
遊
に
陪
し
、
頗
る
樽
俎
に
淹
ま
る
に
、
今

は
玆
こ
に
奉
に
違
い
、
實
に
山
川
に
閒
て
ら
る
。
曲
水
の
冰
は
開
き
、
章
臺
の
柳
は
動
く
。
子
牟
の
ご
と
豈
に
魏
闕
を
忘
れ
ん

や
、
嚴
助
の
ご
と
蓋
し
承
明
を
厭
い
し
な
ら
ん
。
恩
憐
を
仰
望
す
れ
ば
、
豈
に
攀
戀
に
任
え
ん
や
。

　
「
名
敎
の
閒
」「
希
夷
の
道
」
の
對
句
は
、
儒
敎
的
な
世
閒
と
つ
き
あ
い
な
が
ら
も
、
道
敎
的
な
境
地
を
保
つ
と
い
う
こ
と
で
、
商

隱
の
處
世
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
さ
に
李
褒
の
處
世
だ
っ
た
。

　
つ
ぎ
は
、
す
で
に
祕
書
省
正
字
に
復
歸
し
て
い
た
商
隱
が
長
安
か
ら
出
し
た
、
き
わ
め
て
重
要
な
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
六
」（「
補

編
」
卷
六
、
會
昌
六
年
夏
）
で
あ
る
。
そ
の
前
半
は
、
ま
ず
李
褒
か
ら
鄭
州
刺
史
を
辭
し
洛
陽
に
轉
居
し
た
と
い
う
通
知
を
受
け
た
こ

と
を
述
べ
た
後
、
杜
牧
が
さ
き
の
詩
で
「
終
南
山
下
に
泉
洞
を
抛
ち
、
陽
羡
谿
中
に
釣
船
を
買
う
」
と
う
た
う
ご
と
く
、
李
褒
が
お

の
れ
の
原
籍
で
あ
る
京
兆
の
終
南
山
の
ふ
も
と
の
舊
宅
を
抵
當
に
金
を
借
り
、
隱
居
用
に
陽
羡
の
別
莊
を
買
い
入
れ
た
と
い
う
消
息

を
、
同
僚
た
る
協
律
郞
の
崔
芻
言
か
ら
知
ら
さ
れ
た
商
隱
の
、
叔
父
さ
ん
の
隱
居
は
時
期
尙
早
で
思
い
と
ど
ま
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

希
望
を
述
べ
る
。

伏
し
て
承
ま
わ
る
に
、
つ尋
い
で
東
洛
（
洛
陽
）
に
到
ら
れ
し
と
。
不
審
な
り
、
尊
體
は
何
如
ん
。
伏
し
て
計
る
に
調
護
を
失
せ

ら
れ
ざ
ら
ん
。
近
ご
ろ
數
し
ば
崔
芻
言
協
律
に
あ見
い
、
伏
し
て
承
ま
わ
る
已
に
江
南
の
隱
居
を
卜
さ
れ
、
轉
じ
て
都
下
の
舊
宅

を
貼
せ
ら
れ
し
と
。
道
心
歸
意
は
、
昔
賢
を
も
貫
動
せ
り
。
然
れ
ど
も
外
は
安
危
の
注
す
る
所
を
以
っ
て
、
內
は
婚
嫁
の
累
を

以
っ
て
、
竊
か
に
惟
う
時
論
の
、
或
い
は
心
期
を
阻
ま
ん
か
と
。
況
ん
や
古
し
え
の
貞
棲
は
、
固
よ
り
肥
遁
有
り
。
衣
⻝
は
外

に
求
め
ず
、
藥
物
は
自
の
ず
と
其
の
資
有
ら
ば
、
乃
ち
塵
閒
を
謝
絕
し
、
事
表
に
棲
遲
す
可
し
。
あ
る儻
い
は
猶
お
未
ま
だ
な
れ
ば
、
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或
い
は
修
存
を
た
わ撓
め
ん
。
若
し
更
に
歲
華
を
駐
め
、
稍
や
俸
入
に
優
に
し
て
、
向
平
の
ご
と
家
事
の
累
無
く
、
葛
洪
の
ご
と
丹

火
の
も
と須
め
有
り
、
然
る
後
に
衣
を
拂
い
て
心
を
求
め
、
疏
を
抗
げ
て
罷
む
を
乞
い
、
東
都
に
帳
飮
し
て
、
疏
傅
の
こ
こ云
に
歸
る
を

見
、
勾
曲
に
樓
居
し
て
、
陶
公
の
返
ら
ざ
る
を
樂
し
む
な
ら
ば
、
亦
た
以
っ
て
紫
籍
を
光
昭
し
、
玄
門
を
振
動
し
、
孤
風
を
留

め
以
っ
て
人
を
動
か
し
、
雅
裁
を
垂
れ
以
っ
て
俗
を
鎭
む
可
し
。
德
を
飮
み
義
に
歸
す
の
士
の
、
望
む
所
は
玆
こ
に
在
り
。
伏

し
て
惟
う
更
に
裁
度
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。

　
「
勾
曲
に
樓
居
し
て
云
々
」
は
、
も
ち
ろ
ん
陶
弘
景
が
上
表
し
て
祿
を
辭
し
、
句
容
の
勾
曲
山
に
隱
居
し
、
三
層
の
樓
を
築
い
た

故
事
で
、「
道
心
歸
意
」
を
も
つ
李
褒
を
た
と
え
る
。
ま
た
、「
眞
誥
」
の
語
彙
を
見
る
と
、「
修
存
」
存
思
を
實
修
す
る
は
、
卷
九
に

「
此
れ
は
二
十
四
神
經
中
の
修
存
の
意
を
諮
る
に
答
え
し
に
て
、
亦
た
是
れ
祕
訣
な
り
」、「
玄
門
」
は
、
卷
二
に
「
西
北
は
天
地
の
爽

た爲
り
て
、
內
照
の
玄
門
也
」
と
あ
る
。

　
つ
ぎ
は
「
狀
六
」
の
後
半
を
あ
げ
る
が
、
こ
こ
で
商
隱
は
お
の
れ
の
道
敎
へ
の
飽
く
な
き
希
求
を
、
道
敎
語
を
驅
使
し
て
表
現
し

て
い
る
。

某
は
識
は
蒙
騃
な
り
と
雖
も
、
業
は
玄
虛
を
繼
ぐ
。
一
官
一
名
は
、
祇
だ
戮
笑
を
添
え
、
片
辭
隻
韻
は
、
寒
饑
を
救
う
無
し
。
實

に
浮
泛
の
中
に
於
い
て
、
早
に
潛
藏
の
願
い
有
り
。
異
時
に
は
仰
ぎ
て
仙
裝
に
陪
し
、
歸
り
て
玄
遊
に
從
わ
ん
。
庶
わ
く
は
或

い
は
楊
・
許
の
靈
文
を
收
め
て
、「
眞
誥
」
を
纂
成
し
、
烏
・
張
の
藥
法
を
按
じ
て
、
い
さ薄
さ
か
流
年
を
駐
め
ん
こ
と
を
。
丹
赤
の

誠
は
、
造
次
に
も
是
こ
に
於
い
て
す
。
其
の
他
は
竝
び
に
羲
叟
を
し
て
口
啓
せ
し
め
、
敢
え
て
繁
く
諮
具
す
る
有
ら
ず
。

　
特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
眞
誥
」
を
編
纂
し
て
茅
山
道
敎
を
確
立
し
た
か
の
陶
弘
景
の
ご
と
く
、「
楊
」
楊
羲
「
許
」
許
謐
・
許
翽

ら
の
「
靈
文
」
を
收
集
し
て
、
お
の
れ
の
新
し
い
「
眞
誥
」
を
「
纂
成
」
編
纂
完
成
し
た
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
、
商
隱
の
上
淸

派
茅
山
道
敎
へ
の
傾
倒
を
餘
す
こ
と
な
く
示
し
て
い
る
。

　
最
後
は
、
半
年
ほ
ど
後
の
「
李
舍
人
に
上
つ
る
狀
七
」
（「
補
編
」
卷
六
、
會
昌
六
年
冬
）
で
あ
る
。
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不
審
な
り
、
今
に
至
る
ま來
で
尊
體
は
何
如
ん
。
伏
し
て
お
も以
う
今
年
の
冽
寒
は
、
常
歲
に
竝
ば
ず
。
伏
し
て
惟
う
善
く
攝
護
を
加

え
ら
れ
ん
こ
と
を
。
下
情
の
望
む
所
な
り
。
十
七
郞
（
李
褒
の
息
子
か
）
は
文
華
質
氣
は
、
輩
流
を
掩
軫
し
、
便
ち
當
に
一
た
び

鳴
か
ば
、
以
っ
て
衆
望
に
赴
く
べ
し
。
舍
弟
（
羲
叟
）
は
介
特
に
し
て
退
く
を
好
み
、
龍
鍾
に
し
て
徒
す
く寡
な
き
も
、
疆
宗
（
李
褒

を
い
う
）
に
依
る
を
獲
て
、
頓
に
榮
路
を
見
る
。
忻
慰
の
至
り
な
る
も
、
遠
く
し
て
諮
陳
し
難
し
。
伏
し
て
計
る
に
亦
た
鑑
察
を

賜
ら
ん
。

　
李
褒
が
弟
の
科
擧
受
驗
の
手
助
け
を
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
お
禮
を
述
べ
た
の
ち
、
李
褒
の
樣
子
を
思
い
や
る
。

十
二
叔
は
伊
洛
（
洛
陽
）
に
淹
留
さ
れ
、
已
に
炎
涼
變
わ
れ
り
。
龍
は
か
く蟄
れ
て
神
を
存
し
、
鳳
は
翔
け
て
德
を
覽
、
賢
人
の
事
術

は
、
益
ま
す
以
っ
て
彰
明
た
り
。（
弟
が
）
忝
く
も
生
徒
に
預
か
り
、
敢
え
て
用
っ
て
賀
を
爲
さ
ん
。

　
終
わ
り
に
は
、
お
の
れ
の
現
狀
を
述
べ
て
結
ぶ
。

某
は
官
に
書
閣
に
つ
な羈
が
れ
、
業
は
京
都
に
貧
し
。
徒
ら
に
拜
し
て
は
門
闌
遠
く
、
恩
敎
を
奉
ず
る
に
違
う
を
成
し
て
、
東
望
し

て
戀
を
結
び
、
夙
宵
寧
き
に
匪
ず
。
來
歲
に
至
ら
ば
、
專
ら
假
を
求
め
未
ま
だ
の
閒
（
お
別
れ
し
て
か
ら
後
の
御
樣
子
）
を
起

居
せ
ん
と
欲
す
。
伏
し
て
惟
う
特
に
榮
晦
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。
謹
ん
で
狀
す
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
一
應
結
論
を
出
し
て
み
る
と
、
さ
き
に
擧
げ
た
商
隱
の
李
褒
の
た
め
代
筆
し
た
文
章
に
よ
れ
ば
、
こ
の
甥
と
從
叔

は
お
そ
ら
く
文
章
能
力
に
お
い
て
、
ま
た
茅
山
道
敎
へ
の
眞
摯
な
信
仰
に
お
い
て
、
た
が
い
に
尊
敬
し
あ
い
、
評
價
し
あ
っ
て
い
た

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
示
し
た
李
褒
あ
て
の
商
隱
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
中
元
齋
、
紫
極
宮
で
の
法
事
、

「
眞
誥
」
の
再
編
纂
な
ど
の
記
述
を
通
し
て
、
こ
の
二
人
の
道
敎
を
仲
立
ち
に
し
た
交
流
は
き
わ
め
て
濃
厚
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
、

明
白
に
見
て
と
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
二
人
を
め
ぐ
る
狀
況
を
考
え
る
と
、
若
い
こ
ろ
の
商
隱
が
茅
山
道
敎
に
參
入
す
る
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
從
叔
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
理
な
空
想
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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蘇
東
坡
の
信
仰
　

宇
　
佐
　
美
　
　
文
　
理
　
　

　　　　
　
　
は
し
が
き

　　
蘇
東
坡
は
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
た
、
と
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
信
仰
と
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
か
。
わ
れ
わ
れ
が
現
代
に
お
い
て
考
え
る
、「
信
仰
」
や
、「
佛
敎
を
信
じ
る
こ
と
」
と
比
べ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
の
か
。

　
端
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
現
代
の
我
々
は
、
い
わ
ゆ
る
「
宗
敎
」
と
い
う
枠
組
み
を
考
え
る
の
に
慣
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
「
信

仰
」
と
い
う
こ
と
ば
を
「
宗
敎
」
と
の
關
連
で
考
え
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
蘇
東
坡
の
佛
敎
と
の
か
か
わ
り
か

た
は
、
そ
う
い
う
枠
組
み
で
果
た
し
て
考
え
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
　
淨
土
の
問
題

　　
蘇
東
坡
の
佛
敎
に
對
す
る
態
度
と
な
る
と
、
淨
土
と
禪
と
が
ま
ず
問
題
に
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
淨
土
の
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
淨
土
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
亡
妻
や
亡
母
の
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
う
視
點
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
先
學
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。「
阿
彌
陀
佛
頌
」
は
、
父
母
の
た
め
と
あ
り
、「
阿
彌
陀
佛
贊
」
は
、
亡
妻
王
氏
の
た
め
、
と
は
っ

き
り
書
い
て
お
り
、
潘
桂
明
氏
『
中
國
居
士
佛
敎
史
』
は
、
こ
の
二
つ
の
文
章
を
取
り
上
げ
て
、
東
坡
自
身
は
淨
土
信
仰
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
と
說
く（

１
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
東
坡
の
淨
土
信
仰
を
說
こ
う
と
す
る
側
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
大
き
な
證
左
と
な
っ
て
い
る
。

紹
聖
二
年
、
蘇
軾
　
惠
州
に
謫
せ
ら
れ
…
…
南
行
の
日
、
阿
彌
陀
佛
一
軸
を
攜
ふ
。
人
其
の
故
を
問
ふ
。
答
へ
て
曰
く
、
此
れ

軾
西
方
に
往
生
す
る
の
公
據
な
り
。
（『
佛
祖
統
紀
』
卷
四
六
、
大
正
藏
四
九
、
四
一
八
ａ
）

　
こ
れ
を
認
め
る
と
す
る
と
、
東
坡
は
自
ら
の
淨
土
往
生
の
た
め
の
お
墨
付
き
と
し
て
、
阿
彌
陀
の
畫
軸
を
一
幅
攜
行
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
れ
ば
、
蘇
東
坡
の
淨
土
信
仰
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
蘇
東
坡
の
文
集
に
は
、
彼
の
發
言
を
確
認
で
き
る
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
話
は
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
殘
っ
て
お
り
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が（

２
）、

後
世
の
創
作
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
い
さ
さ
か
拂
拭
し
が
た
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
他
の
淨
土
に
か
か
わ
る
蘇
東
坡
の
文
章
を
見
て
み
る
に
、

右
伏
し
て
以
へ
ら
く
、
瑞
乙
來
翔
し
て
、
共
に
生
商
の
兆
し
を
紀
し
、
羣
龍
下
集
し
て
、
適
に
浴
佛
の
辰
に
同
じ
。
爰
に
勝
因

を
崇
く
し
、
以
て
多
祉
を
薦
む
。
伏
し
て
願
は
く
は
皇
帝
陛
下
、
民
の
極
を
立
て
、
天
に
先
ん
じ
て
違
は
ず
、
福
は
南
山
の
騫

け
ざ
る
が
如
く
、
壽
は
西
方
の
無
量
に
等
し
く
、
海
宇
を
寧
集
し
、
永
く
神
天
を
庇
ら
ん
こ
と
を
。
（
興
龍
節
功
德
疏
文
、『
後
集
』
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卷
一
三
）

　
こ
の
興
龍
節
（
哲
宗
誕
節
）
の
東
坡
の
疏
文
に
は
、
は
っ
き
り
淨
土
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
じ
時
に
他
の
人
々
が

作
っ
た
疏
文
を
見
て
も
同
樣
で
あ
る
。
こ
れ
は
太
皇
太
后
の
淨
土
信
仰
の
影
響
（
太
皇
太
后
の
誕
節
の
疏
文
も
同
樣
な
の
で
、
多
分
そ
う

な
の
だ
ろ
う
）
で
あ
ろ
う
。
亡
妻
の
た
め
の
淨
土
の
イ
メ
ー
ジ
の
文
章
も
、
こ
れ
と
同
樣
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ

ら
に
、
親
族
の
中
で
も
、
佛
敎
に
か
か
わ
る
の
は
亡
妻
や
亡
母
だ
け
で
は
な
い
。

佛
弟
子
蘇
籥
と
其
の
妹
德
孫
、
病
久
し
く
し
て
愈
え
ず
、
其
の
父
の
過
、
母
范
氏
、
藥
師
琉
璃
光
佛
に
供
養
祈
禱
し
、
遂
に
痊
損

を
獲
た
り
。
其
の
大
父
軾
、
特
に
爲
に
尊
像
を
造
畫
し
、
敬
拜
稽
首
し
、
之
が
贊
を
爲
し
て
曰
く
、
我
が
佛
出
現
せ
る
時
、
衆

生
に
病
惱
無
し
。
世
界
は
悉
く
琉
璃
、
大
地
は
皆
な
藥
草
。
我
れ
今
衆
穉
孺
、
佛
を
仰
ぐ
こ
と
翁
媼
の
如
し
。
面
頤
は
旣
に
圓

平
、
風
末
も
亦
た
除
掃
せ
ら
る
。
弟
子
籥
と
德
と
、
前
世
衲
衣
の
老
、
世
尊
の
像
を
敬
造
し
、
壽
命
佛
に
仗
り
て
保
た
れ
ん
。

（
藥
師
琉
璃
光
佛
贊
、『
後
集
』
卷
二
〇
）

　
こ
れ
も
、
藥
師
佛
に
祈
っ
た
主
體
は
蘇
過
の
妻
范
氏
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
范
氏
の
要
請
に
よ
り
、
東
坡
が
贊
を
作
っ
て

奉
納
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
有
名
な
蘇
迨
の
話
に
つ
い
て
も
、
そ
の
背
後
に
彼
の
ま
わ
り
の
女
性
逹
の
影
響

を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

３
）。

　

予
が
兄
子
瞻
の
中
子
迨
生
れ
て
三
年
、
行
く
能
は
ず
。
師
に
請
ひ
て
爲
に
落
髮
磨
頂
し
之
を
祝
る
に
、
數
日
な
ら
ず
し
て
能
く

行
く
こ
と
他
兒
の
如
し
。
（
龍
井
辯
才
法
師
塔
碑
、『
欒
城
後
集
』
卷
二
四
）

頭
を
そ
る
か
た
ち
の
儀
式
を
し
て
辯
才
法
師
に
撫
で
て
も
ら
っ
た
ら
步
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る（

４
）。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
自
身
が
淨
土
信
仰
を
持
っ
た
か
ど
う
か
は
、
に
わ
か
に
結
論
を
出
し
が
た
い
。
そ
れ
に
答
え
る
に
は
、「
で

は
、
そ
こ
で
「
信
仰
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
問
題
と
し
て
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
、
少
し
視
點
を
變
え
て
考
え
て
み
よ
う
。
彼
自
身
が
信
仰
を
必
要
と
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
苦
」
の
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問
題
を
考
え
る
。

畫
船
俯
明
鏡
　
　
畫
船
　
明
鏡
に
俯
し

笑
問
汝
爲
誰
　
　
笑
ひ
て
問
ふ
　
汝
は
誰
爲
る
か
と

忽
然
生
鱗
甲
　
　
忽
然
　
鱗
甲
を
生
じ

亂
我
鬚
與
眉
　
　
我
が
鬚
と
眉
と
を
亂
れ
し
む

散
爲
百
東
坡
　
　
散
じ
て
百
東
坡
と
爲
り

頃
刻
復
在
玆
　
　
頃
刻
復
た
玆
に
在
り

此
豈
水
薄
相
　
　
此
れ
豈
に
水
の
薄
相
に
し
て

與
我
相
娛
嬉
　
　
我
と
相
娛
嬉
せ
る
か

聲
色
與
臭
味
　
　
聲
色
と
臭
味
と

顚
倒
眩
小
兒
　
　
顚
倒
し
て
小
兒
を
眩
ま
し
む

等
是
兒
戲
物
　
　
等
し
く
是
れ
兒
戲
の
物

水
中
少
磷
緇
　
　
水
中
　
磷
緇
少
な
し
　

（
泛
潁
、『
合
註（
５
）』
卷
三
四
）

　
こ
の
詩
が
典
型
的
に
示
す
と
思
う
の
だ
が
、
東
坡
の
詩
に
お
い
て
は
、
佛
敎
は
「
苦
」
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
現
れ
出
て
く
る
。
東

坡
が
佛
敎
に
安
心
を
求
め
た
、
と
い
う
の
は
、
旣
に
竺
沙
雅
章
氏
が
明
快
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る（

６
）。

こ
こ
で
も
こ
の
詩
は
禪
に

典
據
を
も
と
め
つ
つ
詠
わ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
川
に
映
っ
た
自
ら
の
影
を
見
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
東
坡
の
心
は
安
心

を
保
つ
。
つ
ま
り
、
彼
の
詩
は
、
安
心
か
ら
入
っ
て
、
安
心
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
安
心
を
求
め
て
入
っ
て
い
き
、
安
心
を
得

て
出
て
く
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
彼
の
安
心
は
、
禪
の
安
心
と
と
も
に
あ
る
、
と
で
も
い
え
よ
う
か
。
禪
に
安
心
を
求
め
る
の
で
は
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な
く
、
禪
に
安
心
を
見
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
詩
は
彼
の
安
心
の
場
な
の
で
あ
る
。

　
佛
敎
が
「
苦
」
を
大
き
な
前
提
と
し
て
持
つ
こ
と
、
東
坡
も
無
論
知
っ
て
い
る
。
以
下
は
、
朱
壽
昌
が
、
七
歲
で
母
を
亡
く
し
、
そ

の
後
四
十
餘
年
た
っ
た
後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
佛
敎
と
苦
惱
と
の
關
係
を
、
自
ら
示
す
。

我
れ
世
閒
の
諸
の
道
を
得
る
者
を
觀
る
に
、
多
く
苦
惱
に
因
る
。
苦
惱
の
極
ま
り
て
、
吿
訴
す
る
所
無
け
れ
ば
、
則
ち
父
母
を

呼
び
、
父
母
聞
か
ず
ん
ば
、
仰
ぎ
て
天
を
呼
び
、
天
救
う
能
は
ず
ん
ば
、
則
ち
當
に
佛
世
尊
に
歸
命
す
べ
し
。
（
朱
壽
昌
梁
武
懺

贊
偈
、『
前
集
』
卷
四
〇
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
自
身
に
と
っ
て
は
、
そ
の
構
造
は
必
要
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
少
な
く
と
も
詩
を
讀
ん
で
み
る
限

り
、「〈
苦
〉
か
ら
〈
佛
敎
〉
へ
」
と
い
う
發
想
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
も
う
一
點
、
彼
の
詩
の
中
に
は
、
前
世
の
こ
と
を
說
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
來
世
で

畜
生
道
に
落
ち
る
な
ど
の
こ
と
は
一
切
顏
を
出
さ
な
い
。
佛
敎
傳
來
時
に
人
々
を
恐
怖
に
陷
れ
た
と
さ
れ
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼

に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
言
う
と
、
地
獄
に
つ
い
て
は
、

我
聞
く
、
吳
道
子
初
め
酆
都
變
を
作
る
に
、
都
人
罪
業
を
懼
れ
、
兩
月
屠
宰
を
罷
む
と
。
此
の
畫
　
實
相
無
し
。
筆
墨
假
り
て

合
成
す
。
譬
う
れ
ば
⻝
を
說
き
て
飽
か
し
む
る
が
如
く
、
何
に
從
り
て
怖
汗
を
生
ぜ
ん
。
乃
ち
知
る
、
法
界
性
は
一
切
惟
れ
心

造
。
若
し
人
此
の
言
を
了
せ
ば
、
地
獄
自
か
ら
破
碎
せ
ん（

７
）。

（
地
獄
變
相
偈
、『
前
集
』
卷
四
〇
）

　
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
「
苦
」
や
「
來
世
の
恐
怖
」
が
な
い
と
こ
ろ
に
佛
敎
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
は
拂
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
東
坡
は
佛
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

往
時
陳
述
古
禪
を
論
ず
る
を
好
み
、
自
ら
以
て
至
れ
り
と
爲
し
、
僕
の
言
ふ
所
を
鄙
し
み
て
淺
陋
と
爲
す
。
僕
嘗
て
述
古
に
語
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ぐ
る
ら
く
、
公
の
談
ず
る
所
、
こ
れ
を
飮
⻝
に
譬
ふ
れ
ば
、
龍
肉
な
り
。
僕
の
學
ぶ
所
は
、
猪
肉
な
り
。
猪
と
龍
と
、
則
ち
閒
有

り
。
然
れ
ど
も
公
の
終
日
龍
肉
を
說
く
こ
と
、
僕
の
猪
肉
を
⻝
ら
ふ
こ
と
實
に
美
く
し
て
眞
に
飽
く
に
如
か
ざ
る
な
り
。
知
ら

ず
、
君
の
佛
書
に
得
る
所
の
者
、
果
た
し
て
何
た
る
か
を
。
生
死
を
出
で
三
乘
を
超
え
ん
が
爲
に
、
遂
に
佛
と
作
る
か
、
抑
そ

も
尙
ほ
僕
輩
と
與
に
俯
仰
す
る
か
。
佛
老
を
學
ぶ
者
は
、
本
よ
り
靜
に
し
て
逹
な
る
を
期
す
。
靜
は
懶
に
似
た
り
。
逹
は
放
に

似
た
り
。
學
ぶ
者
、
或
い
は
未
だ
其
の
期
す
る
所
に
至
ら
ず
し
て
、
先
に
其
の
似
た
る
所
を
得
る
は
、
害
無
し
と
爲
さ
ず
。
僕

常
に
此
を
以
て
自
ら
疑
ふ
。
故
に
亦
た
以
て
獻
を
爲
す（

８
）。

（
答
畢
仲
擧
書
、『
前
集
』
卷
三
〇
）

　
そ
し
て
、
杭
州
以
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
東
坡
が
僧
侶
に
近
づ
い
た
基
本
的
な
心
情
は（

９
）、

以
下
の
よ
う
な
所
に
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。余

　
錢
塘
に
通
守
た
り
し
時
、
海
月
大
師
惠
辯
な
る
者
實
に
此
の
位
に
在
り
。
神
宇
澄
穆
、
慍
喜
を
見
ず
し
て
、
緇
素
は
悅
服

せ
り
。
予
固
よ
り
之
に
從
ひ
て
游
ぶ
を
喜
ぶ
。
時
に
東
南
事
多
く
、
吏
治
暇
少
な
し
。
而
る
に
余
方
め
て
年
壯
氣
盛
、
厥
官
に

安
ん
ぜ
ず
、
每
に
往
き
て
師
に
見
へ
、
淸
坐
相
對
し
、
時
に
一
言
を
聞
け
ば
、
則
ち
百
憂
冰
解
し
、
形
神
俱
に
泰
ん
ず
。
因
り

て
悟
る
、
莊
周
言
ふ
所
の
東
郭
順
子
の
人
と
爲
り
、
人
貎
に
し
て
天
虛
、
緣
に
し
て
眞
を
葆
ち
、
淸
に
し
て
物
を
容
れ
、
物
　

道
無
け
れ
ば
、
容
を
正
し
て
以
て
之
を
悟
ら
し
め（

10
）、

人
の
意
を
し
て
消
え
し
む
、
蓋
し
師
の
謂
ひ
な
る
か
。
（
辯
公
眞
贊
、『
後

集
』
卷
二
〇
）

衰
疾
無
狀
、
衆
の
鄙
遠
す
る
所
な
る
も
、
禪
師
は
超
然
絕
俗
、
乃
ち
肯
て
惠
顧
せ
ら
る
。
此
の
意
の
厚
き
、
如
何
ぞ
忘
る
べ
け

ん
。
山
に
還
り
て
以
來
、
道
體
は
何
如
。
相
見
ゆ
る
こ
と
杳
と
し
て
未
だ
期
有
ら
ず
、
日
び
深
く
馳
仰
す
。
寒
凝
な
れ
ば
、
衆

の
爲
に
自
重
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
（
與
大
別
才
老
其
三
、『
續
集
』
卷
六
）

　
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
言
を
き
け
ば
「
百
憂
冰
解
、
形
神
俱
泰
」
す
る
よ
う
な
、「
超
然
絕
俗
」
な
る
存
在
を
求
め
て
、

蘇
東
坡
は
彼
ら
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。
佛
敎
の
敎
理
は
關
係
な
い
、
と
は
言
う
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
大
き
な
問
題
と
し
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て
、
蘇
東
坡
の
禪
師
へ
の
接
近
は
、
彼
ら
が
禪
師
だ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
再
び
、
阿
彌
陀
の
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
東
坡
は
、
阿
彌
陀
に
つ
い
て
、「
信
仰
あ
る
も
の
」
に
對
し
て
の
み
救

い
の
手
を
さ
し
の
べ
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
蘇
東
坡
は
、
以
下
の
よ
う
に
觀
音
の
「
力
」
に
つ
い
て
語
っ
た
り
、

觀
音
經
に
云
ふ（

11
）、

呪
咀
諸
毒
藥
、
身
を
害
せ
ん
と
欲
す
る
所
の
者
、
彼
の
觀
音
の
力
を
念
ず
れ
ば
、
還
つ
て
本
人
に
著
は
る
と
。

東
坡
居
士
曰
く
、
觀
音
は
慈
悲
な
る
者
な
り
。
今
人
呪
咀
に
遭
ひ
、
觀
音
の
力
を
念
じ
て
還
つ
て
本
人
に
著
は
れ
し
む
る
は
、
則

ち
豈
に
觀
音
の
心
な
ら
ん
や
。
今
之
を
改
め
て
曰
く
、
呪
咀
諸
毒
藥
、
身
を
害
せ
ん
と
欲
す
る
所
の
者
、
彼
の
觀
音
の
力
を
念

ず
れ
ば
、
兩
家
總
べ
て
事
沒
し
と
。
（『
東
坡
志
林
』
卷
二
）

あ
る
い
は
、
成
都
の
大
悲
閣
に
關
し
て
、

千
手
の
出
で
、
千
目
の
運
り
、
未
だ
見
る
を
得
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
理
は
則
ち
具
は
れ
り
。
彼
の
佛
菩
薩
も
亦
た
然

り
。
一
身
は
二
佛
と
成
ら
ず
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
一
佛
能
く
河
沙
の
諸
國
を
變
ず
。
他
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
觸
れ
て
亂
れ
ず
、

至
れ
ば
能
く
應
ず
。
理
必
ず
至
る
有
り
。
而
る
に
何
ぞ
獨
り
大
悲
を
疑
は
ん
や
。
（
成
都
大
悲
閣
記
、『
文
略
』
五
四
）

と
、
大
悲
を
う
た
が
う
の
か
、
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
發
言
を
以
て
、
東
坡
の
信
仰
を
見
る
と
い
う
考
え
も
出
來
よ
う
。
し
か

し
、
そ
も
そ
も
「
理
有
必
至
」
で
あ
っ
て
、
不
思
議
と
考
え
る
方
が
ど
う
か
し
て
い
る
の
だ
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
つ
ま
り
、「
世
界
全
體
」
に
對
す
る
信
賴
の
如
き
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
超
越
者
が
、「
信
仰
」
に
よ
っ
て
、

そ
の
超
越
的
能
力
を
確
た
る
も
の
に
す
る
の
と
は
違
い
、
こ
こ
で
は
、
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
て
く
れ
る
存
在
は
、
信
仰
を
待
た
ず

と
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
對
す
る
「
感
謝
」
の
念
は
强
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
望
む
」
と
い
う
力
に
つ
い

て
は
、
我
々
が
考
え
る
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
「
超
越
者
の
問

題
」
の
項
で
考
え
る
こ
と
と
す
る（

12
）。
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二
　
信
不
及
の
問
題
　
安
心
、
そ
し
て
禪

　　
信
と
知
は
實
は
分
け
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
敎
に
お
い
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
構
造
、
卽
ち
、
信
仰
に

よ
っ
て
、
知
が
擴
大
す
る
、
あ
る
い
は
、
通
常
は
知
る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
構
造
を

考
え
た
と
き
、
實
に
東
坡
に
は
そ
の
よ
う
な
構
造
は
、
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
考
え
て
み
る
べ
き
は
、
禪
師
逹
の
言
う
「
信
不
及
」
で
あ
る
。

　
こ
の
「
信
不
及
」
は
、
た
と
え
ば
臨
濟
の
言
葉
、

如
今
得
ざ
る
の
病
は
何
處
に
在
る
。病
は
不
自
信
の
處
に
在
り
。自
信
不
及
な
ら
ば
卽
便
ち
忙
忙
と
し
て
一
切
境
に
徇
ふ（
脫
？（

13
））。

大
德
、
若
し
能
く
念
念
馳
求
の
心
を
歇
得
せ
ば
、
便
ち
祖
師
と
別
た
ず
。
汝
、
祖
師
を
識
ら
ん
と
欲
す
る
や
。
卽
ち
汝
目
前
の

法
を
聽
く
も
の
是
な
り
。
學
人
、
信
不
及
に
し
て
便
ち
外
に
向
か
ひ
て
馳
求
す
。
得
る
者
は
只
だ
是
れ
文
字
學
。
他
の
祖
師
と

大
き
く
遠
ざ
か
り
て
在
り
。
錯
つ
莫
か
れ
大
德
。
（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
八
）

　
こ
れ
は
黃
檗
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

若
し
決
定
し
て
此
れ
是
れ
佛
な
る
を
信
ぜ
ず
、
著
相
修
行
せ
ん
と
欲
し
、
以
て
功
用
を
求
む
れ
ば
、
皆
な
是
れ
妄
想
、
道
と
相

乖
る
。
（『
傳
心
法
要
』
）

逹
摩
此
の
土
に
來
た
り
、
梁
魏
二
國
に
至
る
に
、
祇
だ
可
大
師
一
人
有
り
て
、
密
か
に
自
心
を
信
じ
、
言
下
に
便
ち
會
す
、
卽

心
是
れ
佛
、
身
心
俱
に
無
し
と
。
是
れ
大
道
と
名
づ
く
。
大
道
は
本
來
平
等
、
所
以
に
深
く
含
生
同
一
眞
性
と
信
ず
。
心
性
不

異
、
卽
性
卽
心
、
心
は
性
を
異
に
せ
ず
、
之
を
名
づ
け
て
相
と
爲
す
。
（『
宛
陵
錄（
14
）』）

　
こ
こ
に
禪
の
突
破
が
あ
る
。
こ
の
自
ら
の
心
こ
そ
が
佛
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
、
知
る
こ
と
は
た
や
す
い
。
が
、
信
じ
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
が
、
禪
の
突
破
で
あ
る
。
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信
じ
る
こ
と
が
新
た
な
知
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
信
が
知
を
確
實
な
も
の
に
す
る
、
あ
る
い
は
知
を
信
に
轉
換
す
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
禪
は
、
單
純
に
命
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
命
題
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
が
故
に
、
確
信
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

　
禪
は
、
知
と
信
の
違
い
に
氣
が
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
信
が
單
な
る
知
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
信
不
及
、
す
な
わ
ち
そ

こ
に
「
及
ば
な
い
」
と
い
う
閒
隙
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
實
に
信
不
及
は
、
信
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
信
じ
る
か
、
信
じ

な
い
か
、
と
い
う
單
な
る
二
つ
の
樣
相
に
分
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
禪
に
お
い
て
、
信
を
こ
の
確
信
の
意

で
考
え
る
と
き
、
さ
て
、
蘇
東
坡
に
は
そ
の
突
破
を
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
そ
れ
を
明
確
に
示
す
發
言
に
は
出

會
え
な
い
。
彼
は
禪
に
安
心
を
見
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
旣
に
自
ら
に
備
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
考
え
て
み
る
べ
き

こ
と
は
、
彼
が
そ
の
禪
に
見
出
し
た
も
の
を
、
詩
の
中
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
詩
作
と
淸
淨

　　
こ
の
章
で
は
、「
淸
淨
」
を
中
心
に
考
察
を
す
す
め
る
。
信
仰
の
問
題
を
、
蘇
東
坡
の
詩
作
と
佛
敎
と
の
關
係
か
ら
考
え
て
み
よ
う

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
蘇
東
坡
の
持
っ
て
い
る
僧
侶
の
淸
淨
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
詩
を
ま
ず
擧
げ
よ
う
。

欲
尋
遺
跡
强
沾
裳
　
　
遺
跡
を
尋
ね
强
ひ
て
裳
を
沾
ら
さ
ん
と
欲
す

本
自
無
生
可
得
亡
　
　
本
自
ら
生
無
け
れ
ば
亡
ぶ
を
得
べ
け
ん
や

今
夜
生
公
講
堂
月
　
　
今
夜
生
公
講
堂
の
月

滿
庭
依
舊
冷
如
霜
　
　
滿
庭
舊
に
依
り
て
冷
た
き
こ
と
霜
の
如
し
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（
弔
天
竺
海
月
辨
師
三
首
其
一
、『
合
註
』
卷
一
〇
）

　
「
冷
如
霜
」
は
そ
の
ま
ま
禪
師
の
淸
淨
な
る
姿
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
ら
の
詩
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
例

え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
擧
げ
て
お
く
。

我
詩
雖
云
拙
　
　
我
詩
は
拙
と
云
ふ
と
雖
も

心
平
聲
韻
和
　
　
心
は
平
ら
か
に
聲
韻
は
和
せ
り

年
來
煩
惱
盡
　
　
年
來
煩
惱
盡
き

古
井
無
由
波
　
　
古
井
　
波
だ
つ
に
由
無
し

（
出
都
來
陳
所
乘
船
上
有
題
小
詩
八
首
不
知
何
人
有
感
于
余
心
者
聊
爲
和
之
其
八
、『
合
註
』
卷
六
）

　
さ
て
、
東
坡
は
佛
敎
に
淸
淨
を
求
め
た
。
こ
の
東
坡
が
佛
敎
に
淸
淨
を
見
る
こ
と
は
、
有
名
な
黃
州
安
國
寺
記
な
ど
に
明
確
に
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
黃
州
安
國
寺
記
は
、
先
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
東
坡
の
佛
敎
と
の
關
わ
り
に

つ
い
て
、
確
か
に
一
つ
の
基
準
點
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う（

15
）。

是
に
於
い
て
喟
然
と
し
て
歎
じ
て
曰
く
、
道
は
以
て
氣
を
御
す
る
に
足
ら
ず
、
性
は
以
て
習
ひ
に
勝
つ
に
足
ら
ず
、
其
の
本
を

鋤
せ
ず
し
て
其
の
末
を
耘
ぎ
れ
ば
、
今
之
を
改
む
と
雖
も
、
後
必
ず
復
た
作
ら
ん
。
盍
ぞ
佛
僧
に
歸
誠
し
て
、
一
た
び
之
を
洗

ふ
を
求
め
ざ
る
…
…
一
二
日
を
閒
て
て
輒
ち
往
き
、
香
を
焚
き
て
默
坐
し
、
深
く
自
ら
省
察
す
れ
ば
、
則
ち
物
我
相
忘
れ
、
身

心
皆
な
空
な
り
。
罪
垢
の
從
り
て
生
ず
る
所
を
求
む
る
も
、
得
べ
か
ら
ず
。
一
念
淸
淨
、
染
汙
自
ら
落
ち
、
表
裏
翛
然
、
附
麗

す
る
所
無
し
。
私
竊
に
之
を
樂
し
み
、
旦
に
往
き
て
暮
に
還
る
こ
と
、
五
年
此
に
於
て
す
。
（
黃
州
安
國
寺
記
、『
前
集
』
卷
三
三
）

　
「
道
」
や
「
性
」
が
、
儒
あ
る
い
は
道
の
こ
と
を
さ
し
、
そ
れ
ら
二
敎
で
は
だ
め
だ
か
ら
、
佛
に
歸
す
べ
し
、
と
讀
む
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
東
坡
が
望
ん
だ
の
は
「
求
一
洗
之
」
な
の
で
あ
り
、「
歸
誠
佛
僧
」
は
、
一
つ
の
手
段
に

過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
實
に
こ
の
「
一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
が
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
唯
一
の
手
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段
」
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
信
仰
と
の
接
點
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
し
ば
し
ば
持
つ
特
徵
、「
他
の
手
段

を
捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く（

16
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
蘇
東
坡
に
と
っ
て
は
「
一
念
淸
淨
」
が
目
的
な
の
で
あ
り
、「
淸
詩
」
を
讀
ん
で
も
「
淸
」
は
獲
得
で
き
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
禪
に
あ
く
ま
で
も
「
安
心
」
を
見
た
こ
と
と
も
無
論
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
。
慧
可
は
、
悟
り
を
も
と
め
ん
が
た

め
に
、
安
心
を
求
め
、
心
を
も
っ
て
こ
い
と
い
わ
れ
た（

17
）。

し
か
し
な
が
ら
、
東
坡
は
旣
に
安
心
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
安
心
が
徹
底
し
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
は
當
然
あ
る
と
し
て
も
。

　
さ
て
、「
信
不
及
」
に
對
し
て
、
東
坡
に
は
「
詩
作
」
が
あ
る
。
例
え
ば
禪
の
敎
え
、
た
と
え
ば
鏡
に
は
塵
な
ど
つ
い
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
言
葉
で
知
る
こ
と
は
何
の
苦
勞
も
な
い
こ
と
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
が
「
信
不
及
」
で
あ
る
が
故
に
、
禪
者
は
例
え
ば

座
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
心
を
持
っ
て
こ
い
」
と
い
わ
れ
れ
ば
、
東
坡
は
「
詩
」
を
讀
む
。
詩
は
東
坡
に
と
っ
て
、
彼
の
生

き
生
き
と
し
た
あ
り
よ
う
、
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
禪
家
は
そ
れ
を
否
定
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
東
坡
は
樂
觀

的
に
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
一
心
不
生
」
も
、、「
一
念
不
起
」
も
、
東
坡
に
は
か
か
わ
ら
ぬ
こ
と
。
ひ
た
す

ら
心
を
起
こ
し
て
、
東
坡
は
詩
を
作
り
續
け
る
。
妄
心
が
な
い
、
妄
心
が
起
こ
ら
な
い
な
ど
と
、
東
坡
は
考
え
ま
い
。
妄
心
で
あ
ふ

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
東
坡
は
そ
の
妄
心
を
詩
に
讀
み
續
け
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
、
東
坡
が
ひ
と
つ
だ
け
限
定
的
に
目

指
す
の
は
、「
淸
詩
」
で
あ
る
。

論
畫
以
形
似
　
　
畫
を
論
ず
る
に
形
似
を
以
て
す
る
は

見
與
兒
童
鄰
　
　
見
　
兒
童
と
鄰
す

賦
詩
必
此
詩
　
　
詩
を
賦
す
る
に
必
ず
此
の
詩
を
も
つ
て
す
る
は

定
知
非
詩
人
　
　
定
め
て
知
る
　
詩
人
に
非
ざ
る
を

詩
畫
本
一
律
　
　
詩
畫
は
本
一
律
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天
工
與
淸
新
　
　
天
工
と
淸
新
と

邊
鸞
雀
寫
生
　
　
邊
鸞
の
雀
は
生
を
寫
し

趙
昌
花
傳
神
　
　
趙
昌
の
花
は
神
を
傳
ふ

如
何
此
兩
幅
　
　
如
何
ぞ
此
の
兩
幅

疎
澹
含
精
匀
　
　
疎
澹
精
匀
を
含
む

誰
言
一
點
紅
　
　
誰
か
言
は
ん
一
點
の
紅

解
寄
無
邊
春
　
　
解
く
無
邊
の
春
を
寄
す
る
を

（
書
鄢
陵
王
主
簿
所
畫
折
枝
二
首
其
一
、『
合
註
』
卷
二
九
）

東
坡
が
僧
侶
と
相
對
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
淸
」
な
る
あ
り
方
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
に
引
か
れ
て
い
っ
た
の
と
同
樣
に
、
彼
の
詩
は
、

自
ら
が
淸
淨
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
讀
む
も
の
に
「
淸
」
を
與
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ（

18
）。

　
も
ち
ろ
ん
、
單
純
に
蘇
東
坡
が
自
身
を
淸
淨
な
存
在
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

斜
日
照
孤
隙
　
　
斜
日
　
孤
隙
を
照
ら
し

始
知
空
有
塵
　
　
始
め
て
知
る
空
に
塵
有
る
を

微
風
動
衆
竅
　
　
微
風
　
衆
竅
を
動
か
す

誰
信
我
忘
身
　
　
誰
か
信
ぜ
ん
我
れ
身
を
忘
る
る
と

（
和
陶
雜
詩
十
一
首
其
一
、『
合
註
』
卷
四
三
）

　
塵
は
自
ら
の
塵
で
あ
ろ
う
。
自
ら
が
本
當
に
淸
淨
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
反
省
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局

彼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
詩
に
お
い
て
も
、
そ
し
て
繪
畫
に
お
い
て
も
、「
淸
」
な
る
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
白
居
易
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
以
下
の
詩
に
お
い
て
、
蘇
東
坡
は
人
閒
の
淸
、
世
界
の
淸
を
か
た
り
、
自
身
と
世
界
雙
方
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が
持
つ
淸
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
詩
の
中
に
作
り
上
げ
る
。「
淸
」
に
よ
っ
て
自
他
の
對
立
が
解
消
し
て
い
る
な
ど
と
は
、
こ
こ
で
は
言
う

ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
身
を
表
現
し
、
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
を
「
藝
術
」
に
求
め
る
と
假
に
す
る
な
ら
ば
、
蘇
東
坡
に
と
っ

て
は
、
こ
の
詩
が
代
表
的
に
示
す
よ
う
に
、
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
淸
」
な
る
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。

嶠
南
瘴
癘
地
　
　
嶠
南
は
瘴
癘
の
地
な
る
も

有
此
江
月
寒
　
　
此
の
江
月
の
寒
き
有
り

乃
知
天
壤
閒
　
　
乃
ち
知
る
天
壤
の
閒

何
人
不
淸
安
　
　
何
れ
の
人
か
淸
安
な
ら
ざ
ら
ん

牀
頭
有
白
酒
　
　
牀
頭
に
白
酒
有
り

盎
若
白
露
漙
　
　
盎
と
し
て
白
露
の
漙
た
る
が
若
し

獨
醉
還
獨
醒
　
　
獨
り
醉
ひ
還
た
獨
り
醒
む

夜
氣
淸
漫
漫（

19
）　

　
夜
氣
は
淸
と
し
て
漫
漫

（
藤
州
江
上
夜
起
對
月
贈
邵
道
士
、『
合
註
』
卷
四
四
）

　
詩
人
、
あ
る
い
は
表
現
者
が
自
ら
の
淸
新
を
表
現
す
る
と
い
う
話
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
詩
が
參
考
に
な
ろ
う
。

與
可
畫
竹
時
　
　
與
可
竹
を
畫
く
時

見
竹
不
見
人
　
　
竹
を
見
て
人
を
見
ず

豈
獨
不
見
人
　
　
豈
に
獨
り
人
を
見
ざ
る
の
み
な
ら
ん
や

嗒
然
遺
其
身
　
　
嗒
然
と
し
て
其
の
身
を
遺
る

其
身
與
竹
化
　
　
其
の
身
は
竹
と
化
し

無
窮
出
淸
新
　
　
無
窮
に
淸
新
を
出
す
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莊
周
世
無
有
　
　
莊
周
世
に
有
る
無
し

誰
知
此
疑
神
　
　
誰
か
此
の
疑
神
を
知
ら
ん

（
書
晁
補
之
所
藏
文
與
可
墨
竹
三
首
其
一
、『
合
註
』
卷
二
九
）

　
淸
新
な
る
身
の
あ
り
方
を
、
淸
新
な
る
竹
に
化
し
て
う
つ
し
だ
す
。
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
繪
畫
制
作
者
の
人
と
な
り
が
畫
面
に

現
れ
る
と
い
う
北
宋
期
の
畫
論
の
典
型
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
の
詩
で
あ
る
が
、
蘇
東
坡
は
、
詩
を
作
る
こ
と
が
、
二
つ
の
意
味
で
自
分
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
自

覺
し
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
端
的
に
、
自
ら
を
獄
に
つ
な
が
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
白
居
易
か
ら
つ
な

が
る
「
詩
酒
の
汚
れ
」
と
い
う
、
妄
言
綺
語
の
問
題
で
あ
る（

20
）。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
ほ
ど
、
東
坡
は
し
ば
し
ば
「
詩
酒
」
を
詩
に
登
場
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
以

下
の
よ
う
に
、
詩
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
世
の
人
が
、
色
々
と
大
事
に
す
る
も
の
を
喜
捨
す
る
の
を
見
る
が
、
自
分

に
は
何
も
な
い
。
だ
が
、
自
分
に
は
、
捨
つ
べ
き
も
の
と
し
て
、
唯
一
「
詩
文
」
が
あ
る
。
こ
の
偈
を
最
後
に
、
こ
の
業
を
捨
て
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

時
に
見
聞
す
る
者
、
皆
な
爭
ひ
て
捨
施
し
、
富
め
る
者
は
財
を
出
だ
し
、
壯
な
る
者
は
力
を
出
だ
し
、
巧
な
る
者
は
技
を
出
だ

す
。
皆
な
愛
す
る
所
及
び
諸
の
結
習
を
捨
て
て
佛
事
を
作
し
、
煩
惱
濁
惡
の
苦
海
を
脫
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
一
居
士
有
り
。
其

の
先
は
蜀
の
人
…
…
…
…
乃
ち
毫
髮
の
捨
つ
べ
き
有
る
無
き
に
至
れ
ば
、
私
か
に
自
ら
念
言
す
ら
く
、
我
今
惟
有
る
は
、
無
始

よ
り
已
來
の
結
習
口
業
、
妄
言
綺
語
、
古
今
を
論
說
し
、
成
敗
を
是
非
す
る
の
み
。
是
の
業
を
以
て
の
故
に
、
出
だ
す
所
の
言

語
、
猶
ほ
鐘
磬
の
如
く
、
黼
黻
文
章
、
耳
目
を
悅
可
す
る
も
、
人
の
博
を
善
く
し
て
、
日
に
勝
ち
日
に
負
く
る
に
、
自
ら
是
れ

巧
と
云
ふ
も
、
是
の
業
を
知
ら
ざ
る
が
如
し
。
今
此
の
業
を
捨
て
ん
と
し
、
寶
藏
偈
を
作
る
。
願
は
く
は
我
れ
今
世
是
の
偈
を

作
り
已
め
ば
、
盡
く
未
來
世
永
く
諸
業
客
塵
妄
想
及
び
諸
理
障
を
斷
じ
、
一
切
世
閒
、
取
る
無
く
捨
つ
る
無
く
、
憎
無
く
愛
無
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く
、
可
無
く
不
可
無
か
ら
ん
こ
と
を
。
（
勝
相
院
藏
經
記
、『
續
集
』
一
二
）

こ
れ
に
は
旣
に
先
蹤
が
あ
る
。
そ
れ
は
白
居
易
で
あ
る
。

漸
伏
酒
魔
休
放
醉
　
　
漸
く
酒
魔
を
伏
し
放
醉
を
休
む
も

猶
殘
口
業
未
抛
詩
　
　
猶
ほ
口
業
を
殘
し
未
だ
詩
を
抛
た
ず

（
寄
題
廬
山
舊
草
堂
兼
呈
二
林
寺
道
侶
、『
白
氏
文
集
』
卷
六
八
）

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
詩
を
作
り
續
け
る
。
實
に
こ
の
問
題
は
、
先
に
も
觸
れ
た
、
信
仰
に
於
け
る
「
捨
て
る
も
の
」
の
問
題

と
か
か
わ
る
。
し
ば
し
ば
信
仰
は
あ
る
も
の
を
「
捨
て
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
に
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
禪
家
が
「
父
母
未
生
」
と
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
個
人
の
あ
り
よ
う
を
、
徹
底
的
に
否
定
し
、
か

つ
徹
底
的
に
肯
定
す
る
の
と
同
樣
に
、
東
坡
は
、
否
定
さ
る
べ
き
「
詩
酒
の
汚
れ
」
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
說
的
に
は
な
る

の
だ
が
、
自
ら
の
淸
淨
な
あ
り
よ
う
を
詩
の
中
に
再
生
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
本
章
の
ま
と
め
に
か
え
て
、
有
名
な
上
淸
儲
祥
宮
碑
（『
後
集
』
卷
一
五
）
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
要
す
る
に
儒
道
一
致
を
說
く
文
章
で

は
あ
る
が
、「
淸
淨
」
に
注
意
を
し
よ
う
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
の
發
想
全
體
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

臣
謹
し
み
て
按
ず
る
に
、
道
家
者
の
流
、
本
と
黃
帝
老
子
に
出
づ
。
其
の
道
の
淸
淨
無
爲
を
以
て
宗
と
爲
し
、
虛
明
應
物
を
以

て
用
と
爲
し
、
慈
儉
不
爭
を
以
て
行
と
爲
す
は
、
周
易
の
何
思
何
慮
、
論
語
の
仁
者
靜
壽
の
說
に
合
す
る
こ
と
是
の
如
き
の
み
。

　　
　
　
四
　
超
越
者
、
そ
し
て
自
然

　　
小
川
環
樹
氏
は
、
蘇
東
坡
と
自
然
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
明
快
に
語
っ
て
お
ら
れ
る（

21
）。

自
然
が
人
閒
に
好
意
を
も
っ
て
い
る
と
の
表
明
は
宋
詩
の
ほ
う
に
多
い
。
宋
詩
は
一
般
に
唐
詩
よ
り
も
明
朗
な
印
象
を
あ
た
え
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る
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
詩
人
た
ち
が
幸
福
を
基
調
と
し
た
人
生
觀
を
も
っ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

明
朗
な
人
生
觀
、
人
生
は
幸
福
に
み
ち
て
い
る
と
い
う
思
想
に
最
も
よ
く
適
合
し
た
輕
快
な
ス
タ
イ
ル
を
代
表
す
る
詩
人
は
蘇

東
坡
で
あ
る
が
…
…
（
以
下
略
）

そ
し
て
小
川
氏
は
東
坡
の
例
と
し
て
次
の
詩
を
擧
げ
て
以
下
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
る
。

東
風
知
我
欲
山
行
　
東
風
は
我
が
山
行
せ
ん
と
欲
す
る
を
知
り
て

吹
斷
簷
閒
積
雨
聲
　
吹
斷
す
簷
閒
の
積
雨
の
聲
を

（「
新
城
道
中
二
首
」
の
一
）

私
が
山
あ
る
き
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
の
か
、
東
風
は
連
日
降
り
つ
づ
い
た
の
き
ば
の
雨
だ
れ
の
音
を
吹
き

は
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
場
合
に
「
我
が
山
行
せ
ん
と
欲
し
」
て
い
る
の
を
「
知
る
」
主
體
は
東
風
で
あ
り
、
そ
の
東
風
が

「
簷
閒
積
雨
の
聲
」
を
「
吹
斷
し
」
て
く
れ
た
の
だ
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
自
然
」
は
人
閒
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
蘇
東
坡
の
場
合
に
は
、
實
に
「
神
」
な
る
存
在
に
も
、
彼

は
同
じ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

是
時
江
月
初
生
魄
　
　
是
の
時
江
月
初
め
て
魄
を
生
じ

二
更
月
落
天
深
黑
　
　
二
更
月
落
ち
て
天
は
深
黑

江
心
似
有
炬
火
明
　
　
江
心
　
炬
火
の
明
有
る
に
似
た
り

飛
焰
照
山
棲
鳥
驚
　
　
飛
焰
　
山
を
照
ら
し
棲
鳥
驚
く

悵
然
歸
臥
心
莫
識
　
　
悵
然
と
歸
臥
し
心
に
識
る
莫
し

非
鬼
非
人
竟
何
物
　
　
鬼
に
非
ず
人
に
非
ず
竟
に
何
物
ぞ

江
山
如
此
不
歸
山
　
　
江
山
　
此
く
の
如
き
も
山
に
歸
ら
ざ
れ
ば
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江
神
見
怪
驚
我
頑
　
　
江
神
　
怪
を
見
し
て
我
が
頑
を
驚
か
す

我
謝
江
神
豈
得
已
　
　
我
　
江
神
に
謝
す
　
豈
に
已
む
を
得
ん

有
田
不
歸
如
江
水
　
　
田
有
り
て
歸
ら
ざ
ら
ん
　
江
水
の
如
し（

22
）

（
遊
金
山
寺
、『
合
註
』
卷
七
）

　
歸
郷
を
勸
め
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
、
江
神
が
登
場
し
て
い
る
。
お
よ
そ
自
然
に
し
て
も
、
神
的
な
も
の
に
し
て
も
、
彼
に
と
っ

て
は
、
い
つ
で
も
人
閒
に
や
さ
し
い
存
在
で
あ
り
、
祈
ら
な
い
と
守
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
き

ち
ん
と
守
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
り
、
供
物
を
さ
さ
げ
る
の
は
、
そ
れ
に
對
す
る
感
謝
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
供
物
を
捧

げ
る
か
ら
守
っ
て
く
れ
」
と
同
じ
だ
と
考
え
る
こ
と
も
出
來
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
蘇
東
坡
の
場
合
、
そ
の
論
理
が
優
先
し
な
い
の

で
は
、
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
觀
音
や
藥
師
と
い
う
存
在
も
、
そ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
、
手
順
と
し
て
、
供
物
が
あ
り
、
祈
禱
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
お
こ
な
う
心
情
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ

が
「
信
仰
」
と
よ
ぶ
も
の
と
は
、
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
有
名
な
「
泗
州
僧
伽
塔
」
の
詩
を
擧
げ
て
お
こ
う
。

我
昔
南
行
舟
繫
汴
　
　
我
昔
南
行
し
て
舟
　
汴
に
繫
ぐ
に

逆
風
三
日
沙
吹
面
　
　
逆
風
三
日
　
沙
　
面
を
吹
く

舟
人
共
勸
禱
靈
塔
　
　
舟
人
共
に
勸
む
靈
塔
に
禱
れ
と

香
火
未
收
旗
腳
轉
　
　
香
火
未
だ
收
ら
ざ
る
に
旗
腳
轉
ず

回
頭
頃
刻
失
長
橋
　
　
頭
を
回
ら
せ
ば
頃
刻
に
し
て
長
橋
を
失
ひ

卻
到
龜
山
未
朝
飯
　
　
卻
つ
て
龜
山
に
到
る
に
未
だ
朝
飯
な
ら
ず

至
人
無
心
何
厚
薄
　
　
至
人
は
無
心
　
何
の
厚
薄
あ
ら
ん

我
自
懷
私
欣
所
便
　
　
我
自
ら
私
を
懷
き
て
便
と
す
る
所
を
欣
ぶ
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耕
田
欲
雨
刈
欲
晴
　
　
田
を
耕
せ
ば
雨
を
欲
し
刈
れ
ば
晴
れ
を
欲
す

去
得
順
風
來
者
怨
　
　
去
く
に
順
風
を
得
れ
ば
來
た
る
者
は
怨
む

若
使
人
人
禱
輒
遂
　
　
若
し
人
人
を
し
て
禱
る
に
輒
ち
遂
ぐ
れ
ば

造
物
應
須
日
千
變
　
　
造
物
應
に
須
く
日
に
千
變
す
べ
し

我
今
身
世
兩
悠
悠
　
　
我
今
身
世
兩
つ
な
が
ら
悠
悠

去
無
所
逐
來
無
戀
　
　
去
く
に
逐
ふ
所
無
く
來
る
に
戀
ふ
る
無
し

得
行
固
願
留
不
惡
　
　
行
く
を
得
る
は
固
よ
り
願
ふ
も
　
留
ま
る
も
惡
し
か
ら
ず

每
到
有
求
神
亦
倦
　
　
到
る
每
に
求
む
る
有
れ
ば
神
も
亦
た
倦
ま
ん

退
之
舊
云
三
百
尺
　
　
退
之
舊
と
云
ふ
三
百
尺
と

澄
觀
所
營
今
已
換
　
　
澄
觀
營
む
所
　
今
已
に
換
へ
た
り

不
嫌
俗
士
汙
丹
梯
　
　
嫌
は
ず
俗
士
丹
梯
を
汙
す
を

一
看
雲
山
遶
淮
甸
　
　
一
た
び
看
ん
　
雲
山
淮
甸
を
遶
る
を

（『
合
註
』
卷
一
八
）

　
い
わ
ゆ
る
超
越
的
な
も
の
に
對
す
る
彼
ら
の
態
度
が
、
宋
代
に
特
有
な
、
合
理
的
な
發
想
で
あ
る
と
い
う
面
は
確
か
に
あ
ろ
う
。

東
坡
の
こ
の
詩
は
そ
れ
を
よ
く
示
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
彼
が
超
越
的
な
も
の
を
信
じ
な
い
、
あ
る
い
は
信
仰
し
な
い
理

由
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
確
か
に
超
越
的
な
も
の
を
敢
え
て
信
じ
な
い
東
坡
の
心
性
を
考
察
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
合
理
的
發

想
」
を
擧
げ
る
こ
と
も
出
來
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
肯
定
も
せ
ず
、
否
定
も
せ
ず
、
生
き
て
い
く
の
だ
。「
神
さ
ま
も
お
こ

ま
り
だ
ろ
う
」
と
は
い
う
も
の
の
、「
だ
か
ら
こ
ん
な
も
の
は
意
味
が
な
い
」
と
は
い
わ
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
祈
禱
は
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う
い
う
い
わ
ば
「
さ
め
た
」
發
想
は
、
以
下
の
詩
が
よ
く
示
す
。
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東
風
陌
上
驚
微
塵
　
　
東
風
陌
上
　
微
塵
に
驚
き

遊
人
初
樂
歲
華
新
　
　
遊
人
初
め
て
歲
華
の
新
し
き
を
樂
し
む

…
…

何
人
聚
衆
稱
道
人
　
　
何
人
か
衆
を
聚
め
て
道
人
と
稱
し

遮
道
賣
符
色
怒
嗔
　
　
道
を
遮
り
て
符
を
賣
ら
ん
と
し
色
は
怒
嗔
す

宜
蠶
使
汝
繭
如
甕
　
　
蠶
に
宜
し
く
汝
の
繭
を
し
て
甕
の
如
く
な
ら
し
め

宜
畜
使
汝
羊
如
麕
　
　
畜
に
宜
し
く
汝
の
羊
を
し
て
麕
の
如
く
な
ら
し
む
と

路
人
未
必
信
此
語
　
　
路
人
未
だ
必
ず
し
も
此
の
語
を
信
ぜ
ざ
る
も

强
爲
買
服
禳
新
春
　
　
强
ひ
て
爲
に
買
ひ
服
し
　
新
春
を
禳
ふ

道
人
得
錢
徑
沽
酒
　
　
道
人
錢
を
得
て
徑
に
酒
を
沽
い

醉
倒
自
謂
吾
符
神
　
　
醉
ひ
倒
れ
て
自
ら
謂
ふ
　
吾
が
符
は
神
あ
り
と

（
和
子
由
踏
靑
、『
合
註
』
卷
四
）

そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
天
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
接
し
方
を
示
す
も
の
が
あ
る
。

上
天
不
難
知
　
　
上
天
は
知
り
難
か
ら
ず

好
惡
與
我
一
　
　
好
惡
　
我
と
一
た
り

方
其
未
定
閒
　
　
其
の
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
の
閒
に
方
り
て
は

人
力
破
陰
隲
　
　
人
力
　
陰
隲
を
破
る
も

小
忍
待
其
定
　
　
小
し
く
忍
び
て
其
の
定
ま
る
を
待
て
ば

報
應
眞
可
必
　
　
報
應
　
眞
に
必
す
べ
し
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（
子
由
生
日
、『
合
註
』
卷
四
二
）

上
天
に
對
す
る
信
賴
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
超
越
的
で
あ
り
つ
つ
も
、
あ
る
意
味
で
人
閒
の
考
え
て
い
る
こ
と

か
ら
は
ず
れ
な
い
と
い
う
、
人
閒
の
認
識
の
世
界
か
ら
隔
絕
し
て
い
な
い
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
、
後
者
の
部
分
を
持
つ

が
故
に
こ
そ
、
そ
れ
は
信
賴
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
人
閒
を
信
賴
す
る
が
故
に
、
そ
の
人
閒
世
界
と
隔
絕
す
る
こ
と
の
な
い

「
超
越
界
」
を
も
信
賴
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
敎
に
は
超
越
世
界
を
信
賴
す
る
た
め
の
保
證
と
し
て
「
信
仰
」

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
東
坡
の
場
合
に
は
、
非
常
に
逆
說
的
な
が
ら
、
超
越
世
界
の
持
つ
「
非
超
越
性
」
が
、
そ
の
信
賴
の
保
證
と
な

る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
か
み
さ
ま

超
越
者
の
如
き
存
在
の
あ
り
よ
う
を
示
す
詩
を
擧
げ
よ
う
。

湖
上
棠
陰
手
自
栽
　
　
湖
上
の
棠
陰
　
手
自
か
ら
栽
え

問
公
更
得
幾
回
來
　
　
公
に
問
ふ
　
更
に
幾
回
來
る
を
得
ん

水
仙
亦
恐
公
歸
去
　
　
水
仙
亦
た
恐
る
公
の
歸
去
す
る
を

故
遣
雙
蓮
一
夜
開
　
　
故
に
雙
蓮
を
し
て
一
夜
に
開
か
し
む

（
沈
諫
議
召
遊
湖
不
赴
明
日
得
雙
蓮
於
北
山
下
作
一
絕
持
獻
沈
旣
見
和
又
別
作
一
首
因
用
其
韻
其
一
、『
合
註
』

卷
八
）

　
水
仙
王
の
廟
の
か
み
さ
ま
が
、
花
を
咲
か
せ
る
。
そ
こ
に
は
自
在
な
る
か
み
さ
ま
の
姿
が
あ
る
。
そ
の
自
在
と
は
、
決
し
て
超
越

的
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。「
常
識
的
な
自
在
」
あ
る
い
は
、「
日
常
的
な
自
在
」
と
で
も
言
え
よ
う
か
。

　
蘇
東
坡
は
、
要
す
る
に
、
人
閒
と
し
て
の
限
定
を
超
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

23
）。
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　　蘇東坡の信仰

　
　
　
お
わ
り
に

　　
翻
っ
て
考
え
る
に
、
で
は
、
も
し
東
坡
が
佛
敎
を
信
じ
て
い
た
と
し
た
ら
、
以
下
の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
朝
雲
の
死
に
臨
ん
で
、
い

か
な
る
態
度
を
と
り
、
い
か
な
る
詩
を
詠
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
も
そ
も
詩
人
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
詩
を
詠
め
ば

よ
い
の
か
。

　
彼
は
夜
な
夜
な
塔
に
向
か
っ
て
禮
拜
す
る
。
そ
れ
は
「
事
實
」
と
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
信
仰
」
と
呼
ば
な
い
の
な
ら

ば
、
何
を
信
仰
と
呼
べ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
當
然
わ
い
て
こ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
や
は
り
氣
に
な
る
の
は
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
こ
の
東
坡
の
行
爲
に
よ
っ
て
、
東
坡
は
何
を
望
ん
で
い
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
父
母
や
亡
妻
の
「
信
仰
」
に
從
っ
て
、
佛
像
を
作
っ
た
り
す
る
の
は
、
い
わ
ば
死
に
ゆ
く
彼
ら
の
願
い

を
か
な
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
詩
も
そ
れ
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
や
は
り
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
詩
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
は
違
う
何
か
が
あ
る
。
單
純
な
こ
と
な
の
だ
が
、
こ

こ
に
は
蘇
東
坡
の
悲
し
み
が
あ
る
。

　
詩
人
蘇
東
坡
は
、
自
身
の
安
心
か
ら
詩
に
入
り
、
安
心
を
以
て
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
安
心
は
、
自
ら
の
存
在
に
對
す
る

安
心
で
あ
る
。
他
の
存
在
に
對
す
る
感
情
、
た
と
え
ば
他
の
存
在
を
失
っ
た
悲
し
み
と
い
う
感
情
に
對
し
て
は
、
そ
の
安
心
の
效
力

は
、
殘
念
な
が
ら
、
な
い
。
從
っ
て
、
そ
こ
に
再
び
詩
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
救
わ
れ
る
べ
き
は
、
朝
雲
で
も
な
く
、
蘇
東
坡
で
も
な

く
、
蘇
東
坡
の
朝
雲
に
對
す
る
「
こ
こ
ろ
」
な
の
だ
。
あ
と
は
朝
雲
の
爲
に
禮
拜
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
構
造
の

中
の
「
爲
に
」
と
は
、
朝
雲
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
た
存
在
が
朝
雲
を
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
賴
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に

蘇
東
坡
の
信
仰
は
介
在
し
な
い
。
蘇
東
坡
の
こ
の
詩
は
、
あ
く
ま
で
も
「
蘇
東
坡
の
悲
し
み
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
蘇

東
坡
の
悲
し
み
を
救
う
た
め
の
詩
な
の
で
あ
る
。
逹
磨
に
は
「
悲
し
い
と
思
っ
て
い
る
心
を
持
っ
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
る
や
も
し
れ
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な
い
。
そ
れ
に
對
し
て
蘇
東
坡
は
、
慧
可
と
は
違
い
、「
詩
酒
」
に
汚
れ
た
自
ら
の
心
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

彼
の
詩
な
の
で
あ
る
。

紹
聖
元
年
十
一
月
、
戲
れ
に
朝
雲
詩
を
作
り
、
三
年
七
月
五
日
、
朝
雲
病
に
て
惠
州
に
亡
く
な
り
、
之
を
栖
禪
寺
松
林
中
に
葬

る
。
東
南
は
大
聖
塔
に
直
た
る
。
予
旣
に
其
の
墓
に
銘
し
、
且
つ
前
詩
に
和
し
、
以
て
自
ら
解
く
。
朝
雲
始
め
字
を
識
ら
ず
。
晚

に
忽
ち
書
を
學
び
、
粗
ぼ
楷
法
有
り
。
蓋
し
嘗
て
泗
上
比
丘
尼
義
冲
に
從
ひ
て
佛
を
學
び
、
亦
た
略
ぼ
大
義
を
聞
け
り
。
且
に

死
な
ん
と
す
る
に
、
金
剛
經
四
句
偈
を
誦
し
て
絕
え
た
り
。

苗
而
不
秀
豈
其
天
　
　
苗
に
し
て
秀
で
ざ
る
こ
と
　
豈
に
其
れ
天
な
ら
ん

不
使
童
烏
與
我
玄
　
　
童
烏
を
し
て
我
が
玄
に
與
ら
し
め
ず

駐
景
恨
無
千
歲
藥
　
　
景
を
駐
む
る
に
恨
む
ら
く
は
千
歲
の
藥
無
く

贈
行
惟
有
小
乘
禪
　
　
行
く
に
贈
る
に
惟
だ
小
乘
禪
有
る
の
み

傷
心
一
念
償
前
債
　
　
傷
心
一
念
　
前
債
を
償
ひ

彈
指
三
生
斷
後
緣
　
　
彈
指
三
生
　
後
緣
を
斷
つ

歸
臥
竹
根
無
遠
近
　
　
竹
根
に
歸
臥
す
る
に
遠
近
無
し

夜
燈
勤
禮
塔
中
仙
　
　
夜
燈
勤
め
て
禮
す
塔
中
の
仙

（
悼
朝
雲
、『
合
註
』
四
〇
）

　
わ
れ
わ
れ
は
、「
知
」
と
い
う
あ
り
か
た
と
「
信
」
と
い
う
あ
り
か
た
を
區
別
す
る
よ
う
に
、
頭
の
構
造
が
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
ら
の
發
言
の
或
る
部
分
に
つ
い
て
、「
信
仰
」
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
判
斷
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
果
た
し
て
そ
う
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
分
け
ね
ば
納
得
で
き
な
い

よ
う
な
、
つ
ま
り
信
仰
と
解
釋
す
る
以
外
に
理
解
不
可
能
な
も
の
を
、
彼
ら
は
特
に
そ
れ
を
分
け
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
同
じ
よ
う
に
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接
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
の
宗
敎
學
、
あ
る
い
は
傳
統
的
な
神
學
の
イ
メ
ー
ジ
に
染
ま
っ
て
い

て
、
そ
こ
を
分
け
な
い
と
氣
持
ち
が
惡
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
「
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
信
仰
し
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
と
問
題
に
す
る
方
が
よ
ほ
ど
氣
持
ち
が
惡
い
」
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
自
覺
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の

か
。
そ
し
て
、
蘇
東
坡
は
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
る
、
と
、
氣
輕
に
發
言
す
る
こ
と
は
、
そ
の
無
自
覺
な
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
た
ま
ま
、

中
國
の
文
學
者
や
思
想
家
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
が
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
中
國
居
士
佛
敎
史
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
下
卷
第
七
章
第
三
節
、
五
二
八
頁
。
な
お
、
文
中
に
『
前
集
』『
後
集
』

『
續
集
』
と
あ
る
の
は
所
謂
東
坡
七
集
、『
文
略
』
は
『
經
進
東
坡
文
集
事
略
』、『
合
註
』
は
『
蘇
文
忠
詩
合
註
』
を
指
す
。

（
２
）
『
冷
齋
夜
話
』
で
は
、

哲
宗
問
右
璫
陳
衍
、
蘇
軾
襯
朝
章
者
何
衣
、
衍
對
曰
、
是
道
衣
、
哲
宗
笑
之
、
及
謫
英
州
、
雲
居
佛
印
遣
書
追
至
南
昌
、
東
坡
不
復
答
書
、

引
紙
大
書
曰
、
戒
和
尙
又
錯
脫
也
、
後
七
年
、
復
官
、
歸
自
海
南
、
監
玉
局
觀
、
作
偈
戲
答
僧
曰
、
惡
業
相
纏
册
八
年
、
常
行
八
棒
十
三
禪
、

卻
着
衲
衣
歸
玉
局
、
自
疑
身
是
五
通
仙
（『
冷
齋
夜
話
』
卷
七
）

と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
東
坡
の
重
ね
着
の
話
は
、『
雲
臥
紀
譚
』
で
は
、
衲
衣
で
佛
印
と
話
を
し
て
い
る
と
き
に
お
客
が
來
て
、

さ
っ
と
公
服
を
重
ね
る
と
、
佛
印
が
「
外
護
」
は
必
要
だ
と
言
う
、
と
い
う
と
ん
ち
話
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
。
さ
ら
に
、

宋
蘇
軾
、
號
東
坡
、
官
翰
林
學
士
、
南
遷
日
、
畫
彌
陀
像
一
軸
、
行
且
佩
帶
、
人
問
之
、
答
曰
、
此
軾
生
西
方
公
據
也
、
母
夫
人
程
氏
歿
、

以
簪
珥
遺
貲
、
命
工
胡
錫
、
繪
彌
陀
像
、
以
薦
往
生
。
贊
曰
。
老
泉
爲
薦
先
亡
、
曾
於
極
樂
院
、
造
六
菩
薩
像
、
而
子
由
往
來
法
門
亦
甚
密

迩
、
蓋
蘇
氏
之
歸
心
三
寶
素
矣
。
世
有
刻
西
方
公
據
者
、
增
以
俚
語
謂
出
自
坡
公
、
此
誣
也
、
具
眼
者
勿
因
僞
而
併
棄
其
眞
（『
往
生
集
』
卷

二
、
大
正
藏
五
一
、
一
四
一
ａ
）
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は
、「
西
方
公
據
」
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
、「
世
有
刻
西
方
公
據
者
」
と
、
な
に
や
ら
印
佛
の
よ
う
な
も
の
ら
し
き

も
の
を
民
閒
で
作
っ
て
賣
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
話
が
相
當
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
３
）
た
だ
、
佛
敎
信
仰
で
知
ら
れ
る
蘇
洵
夫
妻
と
、
さ
ら
に
は
蘇
轍
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
身
の
信
仰
に
つ
い
て
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
點
が
あ
る
。

東
坡
は
紹
聖
元
年
二
月
二
十
日
、
蘇
轍
の
誕
生
日
に
「
檀
香
觀
音
像
」
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
（『
合
註
』
卷
三
七
、
子
由
生
日
子
由
生

日
以
檀
香
觀
音
像
及
新
合
印
香
銀
篆
盤
爲
壽
）。
ま
た
、
以
下
の
蘇
轍
の
記
事
は
、
竺
沙
雅
章
氏
に
指
摘
の
あ
る
も
の
で
あ
る
（『
宋
元
佛
敎

文
化
史
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
七
章
「
北
宋
士
大
夫
の
徙
居
と
買
田
」
五
〇
九
頁
）。

旌
善
廣
福
禪
院
者
、
先
公
文
安
府
君
贈
司
徒
墳
側
精
舍
也
…
…
五
年
（
元
祐
六
年
）
而
至
尙
書
右
丞
、
與
聞
國
政
、
以
故
事
得
於
墳
側
建
刹

度
僧
、
以
薦
先
福
（
蘇
轍
「
墳
院
記
」、『
三
集
』
卷
一
〇
、
政
和
二
年
）

そ
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
文
章
も
、
蘇
洵
夫
妻
と
蘇
轍
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
の
信
仰
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

與
辯
才
禪
師
（
續
集
卷
六
）

某
捨
絹
一
百
疋
、
奉
爲
先
君
霸
州
文
安
縣
主
簿
累
贈
中
大
夫
、
先
妣
武
昌
郡
太
君
程
氏
、
造
地
藏
菩
薩
一
尊
幷
座
、
及
侍
者
二
人
、
菩
薩
身

之
大
小
如
中
形
人
、
所
費
盡
以
此
絹
而
已
、
若
錢
少
卽
省
縷
刻
之
工
可
也
、
乞
爲
指
揮
選
匠
便
造
、
造
成
示
及
、
專
求
便
船
迎
取
、
欲
京
師

寺
中
供
養
也
蜀
金
水
張
氏
（
筆
者
注
：
益
州
名
畫
錄
：
張
玄
者
、
億
州
金
水
石
城
山
人
也
。
攻
畫
人
物
、
尤
善
羅
漢
…
…
時
呼
玄
爲
張
羅
漢
）

畫
十
八
大
阿
羅
漢
、
軾
謫
居
儋
耳
、
得
之
民
閒
、
海
南
荒
陋
、
不
類
人
世
、
此
畫
何
自
至
哉
、
久
逃
空
谷
、
如
見
師
友
、
乃
命
過
、
躬
易
其

裝
標
、
設
燈
塗
香
果
以
禮
之
、
張
氏
以
畫
羅
漢
有
名
、
唐
末
蓋
世
擅
其
藝
、
今
成
都
僧
敏
行
、
其
玄
孫
也
、
梵
相
奇
古
、
學
術
淵
博
、
蜀
人

皆
曰
、
此
羅
漢
化
生
其
家
也
、
軾
外
祖
父
程
公
、
少
時
游
京
師
、
還
、
遇
蜀
亂
、
絕
糧
不
能
歸
、
困
臥
旅
舍
、
有
僧
十
六
人
、
往
見
之
、
曰
、

我
公
之
邑
人
也
、
各
以
錢
二
百
貸
之
、
公
以
是
得
歸
、
竟
不
知
僧
所
在
、
公
曰
、
此
阿
羅
漢
也
、
歲
設
大
供
四
、
公
年
九
十
、
凡
設
二
百
餘

供
、
今
軾
雖
不
親
覩
至
人
、
而
困
厄
九
死
之
餘
、
鳥
言
卉
服
之
閒
、
獲
此
奇
勝
、
豈
非
希
闊
之
遇
也
哉
、
乃
各
卽
其
體
像
、
而
窮
其
思
致
、

以
爲
之
頌

…
…
以
下
、
跋

佛
滅
度
後
、
閻
浮
提
衆
生
、
剛
狠
自
用
、
莫
肯
信
入
、
故
諸
賢
聖
皆
隱
不
現
、
獨
以
像
設
遺
言
、
提
引
未
悟
、
而
峨
眉
五
臺
廬
山
天
台
、
猶

出
光
景
變
異
、
使
人
了
然
見
之
、
軾
家
藏
十
六
羅
漢
像
、
每
設
茶
供
、
則
化
爲
白
乳
、
或
凝
爲
雪
花
桃
李
芍
藥
、
僅
可
指
名
、
或
云
羅
漢
慈
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悲
深
重
、
急
於
接
物
、
故
多
現
神
變
、
儻
其
然
乎
、
今
於
海
南
得
此
十
八
羅
漢
像
、
以
授
子
由
弟
、
使
以
時
修
敬
、
遇
夫
婦
生
日
、
輒
設
供
、

以
祈
年
集
福
、
幷
以
前
所
作
頌
寄
之
、
子
由
以
二
月
二
十
日
生
、
其
婦
德
陽
郡
夫
人
史
氏
以
十
一
月
十
七
日
生
、
是
歲
中
元
日
題

（
４
）
こ
れ
は
、
東
坡
自
身
の
文
章
で
は

某
尙
與
兒
子
竺
僧
名
迨
於
觀
音
前
剃
落
、
權
寄
緇
褐
、
去
歲
明
堂
恩
、
已
奏
授
承
務
郞
、
謹
與
買
得
度
牒
一
道
、
以
贖
此
子
、
今
附
趙
君
齎

納
、
取
老
師
意
、
剃
度
一
人
、
仍
吿
於
觀
音
前
、
略
祝
願
過
、
悚
息
悚
息
（
與
辯
才
禪
師
三
首
其
二
、『
續
集
』
卷
六
）

四
歲
不
知
行
、
抱
負
煩
背
腹
、
師
來
爲
摩
頂
、
起
走
趁
奔
鹿
（
贈
上
天
竺
辯
才
師
、『
合
註
』
卷
七
）

な
ど
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
全
編
は
、

我
性
喜
臨
水
、
得
潁
意
甚
奇
、
到
官
十
日
來
、
九
日
河
之
湄
、
吏
民
笑
相
語
、
使
君
老
而
癡
、
使
君
實
不
癡
、
流
水
有
令
姿
、
遶
郡
十
餘
里
、

不
駛
亦
不
遲
、
上
流
直
而
淸
、
下
流
曲
而
漪
、
畫
船
俯
明
鏡
、
笑
問
汝
爲
誰
、
忽
然
生
鱗
甲
、
亂
我
鬚
與
眉
、
散
爲
百
東
坡
、
頃
刻
復
在
玆
、

此
豈
水
薄
相
、
與
我
相
娛
嬉
、
聲
色
與
臭
味
、
顚
倒
眩
小
兒
、
等
是
兒
戲
物
、
水
中
少
磷
緇
、
趙
陳
兩
歐
陽
、
同
參
天
人
師
、
觀
妙
各
有
得
、

共
賦
泛
潁
詩

（
６
）
「
蘇
軾
と
佛
敎
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
三
六
册
、
一
九
六
四
年
）。

（
７
）
吳
道
玄
の
話
は
、『
唐
朝
名
畫
錄
』
の
記
事
。

吳
生
畫
此
寺
地
獄
變
相
時
、
京
都
屠
沽
漁
罟
之
輩
、
見
之
而
懼
罪
改
業
者
、
往
住
有
之
、
率
皆
修
善

（
８
）
こ
の
手
紙
の
意
味
に
つ
い
て
は
旣
に
竺
沙
雅
章
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
注
（
６
）
前
揭
竺
沙
論
文
參
照
。

（
９
）
後
世
（
建
中
靖
國
元
年
）
に
は
少
し
變
わ
っ
て
い
る
。
儒
佛
一
致
を
說
く
い
く
つ
か
の
文
章
を
引
用
し
て
お
く
。

學
者
以
成
佛
爲
難
乎
、
累
土
畫
沙
童
子
戲
也
、
皆
足
以
成
佛
、
以
爲
易
乎
、
受
記
得
道
、
如
菩
薩
大
弟
子
、
皆
不
任
問
疾
、
是
義
安
在
、
方

其
迷
亂
顚
倒
流
浪
苦
海
之
中
、
一
念
正
眞
、
萬
法
皆
具
、
及
其
勤
苦
功
用
、
爲
山
九
仞
之
後
、
毫
釐
差
失
、
千
刼
不
復
、
嗚
呼
道
固
如
是
也
、

豈
獨
佛
乎
（「
南
華
長
老
題
名
記
」、『
後
集
』
卷
二
〇
）

指
衣
冠
以
命
儒
、
蓋
儒
之
衰
、
認
禪
律
以
爲
佛
、
皆
佛
之
粗
、
本
來
淸
淨
、
何
敎
爲
律
、
一
切
解
脫
、
寧
復
有
禪
、
而
世
之
惑
者
、
禪
律
相

殊
、
儒
佛
相
笑
、
不
有
正
覺
、
誰
開
衆
迷
成
（「
請
通
長
老
疏
」（
七
集
不
載
。『
五
百
家
播
芳
大
全
文
粹
』
卷
七
八
））
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な
お
、
ま
た
、
佛
敎
に
對
す
る
疑
問
な
ど
を
示
す
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
有
名
な
「
中
和
勝
相
院
記
」
を
擧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

佛
之
道
難
成
、
言
之
使
人
悲
酸
愁
苦
、
其
始
學
之
、
皆
入
山
林
、
踐
荊
棘
虵
虺
、
袒
裸
雪
霜
、
或
刲
割
屠
膾
、
燔
燒
烹
煑
、
以
肉
飼
虎
豹
鳥

烏
蚊
蚋
、
無
所
不
至
、
茹
苦
含
辛
、
更
百
千
萬
億
生
而
後
成
、
其
不
能
此
者
、
猶
棄
絕
骨
肉
、
衣
麻
布
、
⻝
山
木
之
實
、
晝
日
力
作
、
以
給

薪
水
糞
除
、
莫
夜
持
膏
火
薰
香
、
事
其
師
如
生
、
務
苦
瘠
其
身
、
自
身
口
意
莫
不
有
禁
、
其
略
十
、
其
詳
無
數
、
終
身
念
之
、
寢
⻝
見
之
、

如
是
僅
可
以
稱
沙
門
比
丘
、
雖
名
爲
不
耕
而
⻝
、
然
其
勞
苦
卑
辱
、
則
過
於
農
工
遠
矣
、
計
其
利
害
、
非
僥
倖
小
民
之
所
樂
、
今
何
其
棄
家

毀
服
、
壞
毛
髮
者
之
多
也
…
…
吾
遊
四
方
、
見
輒
反
覆
折
困
之
、
度
其
所
從
遁
、
而
逆
閉
其
塗
、
往
往
面
頸
發
赤
、
然
業
巳
爲
是
道
、
勢
不

得
以
惡
聲
相
反
、
則
笑
曰
是
外
道
魔
人
也
、
吾
之
於
僧
、
慢
侮
不
信
如
此
、
今
寶
月
太
師
惟
億
、
乃
以
其
所
居
院
之
本
末
、
求
吾
文
爲
記
、

豈
不
謬
哉
、
然
吾
昔
者
始
遊
成
、
見
文
雅
大
師
惟
度
、
器
宇
落
落
可
愛
、
渾
厚
人
也
（
中
和
勝
相
院
記
、『
前
集
』
卷
三
三
）

こ
れ
は
、
前
半
で
、
佛
道
の
修
行
の
成
り
難
き
を
說
き
、
後
段
で
僧
侶
の
い
い
か
げ
ん
さ
を
說
き
、「
吾
之
於
僧
、
慢
悔
不
信
如
此
」
と
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
最
終
的
に
は
惟
億
禪
師
の
人
と
な
り
に
好
意
を
抱
い
て
い
る
こ
と
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

（
10
）
句
讀
は
し
ば
ら
く
郭
象
の
解
釋
に
よ
る
。

（
11
）
觀
世
音
菩
薩
普
門
品
。

（
12
）
以
下
の
文
章
で
は
、「
怪
」
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
や
め
て
お
く
、
と
い
う
の
を
、
僧
侶
に
向
か
っ
て
言
う
と
い
う
發
想
が
注
目
さ
れ
る
。

人
至
辱
書
、
伏
承
法
候
安
裕
、
傾
向
傾
、
向
昨
奉
聞
欲
捨
禪
月
羅
漢
、
非
有
他
也
、
先
君
愛
此
畫
、
私
心
以
爲
捨
施
莫
如
捨
所
甚
愛
、
而
先

君
所
與
厚
善
者
、
莫
如
公
、
又
此
畫
頗
似
靈
異
、
累
有
所
覺
於
夢
寐
、
不
欲
盡
談
、
嫌
涉
怪
爾
、
以
此
益
不
欲
於
俗
家
收
藏
、
意
只
如
此
、

而
來
書
乃
見
疑
、
欲
換
金
（
渡
？
）
水
羅
漢
、
開
書
不
覺
失
笑
、
近
世
士
風
薄
惡
、
動
有
可
疑
、
不
謂
世
外
之
人
猶
復
爾
也
、
請
勿
復
談
此

（
與
大
覺
禪
師
公
、『
續
集
』
卷
四
）

（
13
）
『
景
德
傳
燈
錄
』
は
「
卽
便
忙
忙
徇
一
切
境
脫
大
德
若
能
…
…
」
に
作
る
。「
脫
」
字
は
よ
く
よ
め
な
い
。『
天
聖
廣
燈
錄
』
は
「
卽
便
忙
忙

地
徇
一
切
境
縛
。
被
他
萬
境
迴
換
。
不
得
自
由
。
儞
若
能
歇
得
念
念
馳
求
心
」
と
作
る
。
し
ば
ら
く
注
記
す
る
。

（
14
）
入
矢
義
高
氏
は
前
者
を
「
自
ら
の
心
を
密
か
に
見
い
出
し
て
」
後
者
を
「
深
く
確
信
す
る
」
と
譯
さ
れ
る
（『
傳
心
法
要
・
宛
陵
錄
』、
筑
摩

書
房
、
一
九
七
八
年
）。

（
15
）
た
だ
し
、
そ
れ
が
寺
の
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
や
は
り
値
引
い
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
東
坡
が
佛
敎
に
傾
倒
し
た
と
言
わ
れ
る
黃
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州
期
に
、
道
觀
に
こ
も
っ
た
記
錄
が
あ
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

吾
儕
漸
衰
、
不
可
復
作
少
年
調
度
、
當
速
用
道
書
方
士
之
言
、
厚
自
養
鍊
、
謫
居
無
事
、
頗
窺
其
一
二
、
已
借
得
本
州
大
慶
觀
道
堂
三
閒
、

冬
至
後
、
當
入
此
室
、
四
十
九
日
乃
出
、
自
非
廢
放
、
安
得
就
此
（
答
秦
太
虛
書
、『
前
集
』
卷
三
〇
）

な
お
、
與
王
定
國
其
八
、
與
滕
逹
道
其
二
四
の
二
つ
の
書
億
參
照
。

（
16
）
何
か
を
捨
て
て
、
佛
敎
に
移
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
、
そ
れ
を
捨
て
な
い
と
、
佛
敎
に
入
れ
な
い
か
ら
捨
て
る
の
で
あ
る
。
捨
て
な
い
と

入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
佛
敎
と
、
た
と
え
ば
儒
敎
が
、
相
反
す
る
部
分
が
あ
っ
て
、
そ
の
儒
敎
の
問
題
部
分
を
捨
て
る
こ
と
な
し
に
は

佛
敎
に
入
れ
な
い
か
ら
、
捨
て
る
の
で
あ
る
。
蘇
東
坡
は
、
佛
敎
に
入
る
前
の
世
界
を
捨
て
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
捨
て
な
く
て
も
佛
敎

に
入
る
こ
と
が
出
來
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
捨
て
な
い
と
入
る
こ
と
が
出
來
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
實
際
に
佛
敎
に
入
る
と
き
に
こ
の
「
捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
示
す
例
は
、
た
と
え
ば
『
續
高
僧
傳
』
に

見
え
る
曇
鸞
の
仙
書
の
燒
き
捨
て
や
、
梁
の
武
帝
の
「
捨
道
歸
佛
」
な
ど
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。

卽
以
觀
經
授
之
曰
此
大
仙
方
、
依
之
修
行
當
得
解
脫
生
死
、
鸞
尋
頂
受
、
所
齎
仙
方
竝
火
焚
之
（
大
正
藏
五
〇
、
四
七
〇
ｂ
―
ｃ
）

今
捨
舊
醫
、
歸
凭
正
覺
…
…
至
四
月
十
一
日
、
又
敕
門
下
…
…
朕
捨
邪
外
道
、
以
事
正
內
…
…
宜
反
僞
就
眞
、
捨
邪
入
正
（『
廣
弘
明
集
』
卷

四
捨
事
李
老
道
法
詔
、
大
正
藏
五
二
、
一
一
二
ｂ
―
ｃ
）

こ
の
よ
う
に
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
二
律
背
反
的
な
意
味
を
持
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
東
坡
に
は
捨
て
る
も
の
が
實
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
佛
敎
と
い
う
も
の
は
、
何
か
を
捨
て
て
ま
で
近
寄
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
敢
え
て

言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
詩
と
酒
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
話
で
、
東
坡
は
白
居
易
に
倣
い
、
い
わ
ば
ひ
ら
き
な
お
っ
て
生

き
て
い
く
。

（
17
）
光
曰
。
我
心
未
寧
。
乞
師
與
安
。
師
曰
。
將
心
來
與
汝
安
。
曰
覓
心
了
不
可
得
。
師
曰
。
我
與
汝
安
心
竟
。（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
）

安
心
に
つ
い
て
は
、
旣
に
竺
沙
先
生
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
い
ま
引
く
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
と
も
か
く
、
早
い
段
階
か
ら
そ
う
だ
っ

た
。

因
病
得
閒
殊
不
惡
、
安
心
是
藥
更
無
方
（
病
中
遊
祖
塔
院
、『
合
註
』
卷
一
〇
。
煕
寧
六
年
）

な
お
、
通
常
、
黃
州
期
に
僧
侶
逹
と
の
交
流
に
よ
っ
て
蘇
東
坡
の
佛
敎
へ
の
傾
倒
が
深
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
投
獄
が
大
き
な
轉
機
と
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な
っ
た
こ
と
に
も
、
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。

嗟
我
晚
聞
道
、
款
啓
如
孫
休
、
至
言
難
久
服
、
放
心
不
自
收
、
悟
彼
善
知
識
、
妙
藥
應
所
投
、
納
之
憂
患
場
、
磨
以
百
日
愁
、
冥
頑
雖
難
化
、

鐫
發
亦
巳
周
、
平
時
種
種
心
、
次
第
去
莫
留
（
子
由
自
南
都
來
陳
三
日
而
別
、『
合
註
』
卷
二
〇
）

（
18
）
蘇
東
坡
の
「
淸
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
小
景
畫
小
考
」（
平
成
一
三
年
〜
一
六
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
・
基
盤
硏
究
（
Ａ
）（
１
）「
四
大

（
地
・
水
・
火
・
風
）
の
感
性
論
―
思
想
・
ア
ー
ト
・
自
然
科
學
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
基
盤
硏
究
」（
代
表
者
岩
城
見
一
）
硏
究
報
吿
書
）

參
照
。

（
19
）
全
編
は
以
下
の
如
し
。

江
月
照
我
心
、
江
水
洗
我
肝
、
端
如
徑
寸
珠
、
墮
此
白
玉
盤
、
我
心
本
如
此
、
月
滿
江
不
湍
、
起
舞
者
誰
歟
、
莫
作
三
人
看
、
嶠
南
瘴
癘
地
、

有
此
江
月
寒
、
乃
知
天
壤
閒
、
何
人
不
淸
安
、
牀
頭
有
白
酒
、
盎
若
白
露
漙
、
獨
醉
還
獨
醒
、
夜
氣
淸
漫
漫
、
仍
呼
邵
道
士
、
取
琴
月
下
彈
、

相
將
乘
一
葉
、
夜
下
蒼
梧
灘

（
20
）
こ
の
「
詩
酒
汚
」
は
杜
甫
の
「
久
遭
詩
酒
汚
、
何
事
忝
簪
裾
」（
謁
文
公
上
方
、『
杜
詩
詳
注
』
卷
一
一
）
に
も
と
づ
く
。

（
21
）
「
自
然
は
人
閒
に
好
意
を
持
つ
か
」（『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
三
卷
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
。
原
載
『
無
限
』
第
八
號
、
一
九
六
一
年
）。

（
22
）
公
自
注
：
是
夜
所
見
如
此

（
23
）
超
越
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
補
足
し
て
お
く
。「
乞
賜
光
梵
寺
額
狀
」
で
は
、
し
ば
し
ば
靈
驗
が
あ
る
の
で
敕
額
を
賜
り
た
い
と
す
る

が
、
靈
驗
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
述
べ
ぬ
と
し
て
記
述
は
な
い
。
公
式
の
場
で
は
そ
う
い
う
發
言
が
當
然
出
て
く
る
。
ま
た
、
公
式
の
場

と
來
れ
ば
、
よ
く
あ
る
の
は
あ
ま
ご
い
の
話
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
信
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、

占
雨
又
得
雪
、
龜
寧
欺
我
哉
、
似
知
吾
輩
喜
、
故
及
醉
中
來
（
和
劉
景
文
雪
、『
合
註
』
三
四
）

蘇
東
坡
は
こ
の
よ
う
に
自
在
に
解
釋
し
て
、
自
在
に
生
き
て
い
く
。
ま
た
、

我
欲
乘
飛
車
、
東
訪
赤
城
子
、
蓬
萊
不
可
到
、
弱
水
三
萬
里
、
不
如
金
山
去
、
淸
風
半
帆
耳
、
中
有
妙
高
臺
、
雲
峯
自
孤
起
、
仰
觀
初
無
路
、

誰
信
平
如
砥
、
臺
中
老
比
丘
、
碧
眼
照
窗
几
、
巉
巉
玉
爲
骨
、
凜
凜
霜
入
齒
、
機
鋒
不
可
觸
、
千
偈
如
翻
水
、
何
須
尋
德
雲
、
卽
此
比
丘
是
、

長
生
未
可
學
、
請
學
長
不
死
（
金
山
妙
高
臺
、『
合
註
』
卷
二
六
）

は
、
蓬
萊
な
ど
た
ど
り
つ
け
な
い
の
だ
か
ら
、
金
山
へ
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
佛
敎
の
こ
と
を
讀
ん
だ
詩
だ
か
ら
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
半
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　　蘇東坡の信仰

分
、
本
音
が
半
分
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
長
生
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
蘇
東
坡
は
完
全
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
學
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
學
ん
で
獲
得
で
き
る
、
と
蘇
東
坡
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い

得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
な
お
、『
四
河
入
海
』
天
下
白
は
、
こ
の
仰
ぎ
見
れ
ば
云
々
を
、
禪
道
に
對
す
る
見
方
だ
と
說
く
）。
も
う
一

點
、
な
お
、
こ
の
こ
ろ
に
は
道
敎
の
長
生
へ
の
疑
問
が
大
き
く
あ
っ
て
、
そ
れ
に
對
し
て
、
佛
敎
は
學
ん
で
得
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
彼

に
と
っ
て
合
理
的
な
も
の
を
佛
敎
に
見
い
だ
し
て
、
佛
敎
に
引
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
道
敎
の
い
わ
ば
超
越

的
な
部
分
に
つ
い
て
の
彼
の
疑
問
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
文
章
を
擧
げ
る
こ
と
が
出
來
る
が
、

天
師
化
去
知
何
在
、
玉
印
相
傳
世
共
珍
、
故
國
子
孫
今
尙
死
、
滿
山
秋
葉
豈
能
神
（
過
安
樂
山
、
聞
山
上
木
葉
有
文
、
如
道
士
篆
符
、
云
此

山
乃
張
道
陵
所
寓
二
首
其
一
、『
合
註
』
卷
一
）

海
中
方
士
覓
三
山
、
萬
古
明
知
去
不
還
、
咫
尺
秦
陵
是
商
鑒
、
朝
元
何
必
苦
躋
攀
（
驪
山
三
絕
句
其
三
、『
合
註
』
卷
三
）

も
ち
ろ
ん
、
肯
定
的
な
も
の
も
あ
る
。

神
仙
固
有
之
、
難
在
忘
勢
利
（
巫
山
、『
合
註
』
卷
一
）
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南
宋
に
お
け
る
儒
佛
道
三
敎
合
一
思
想
と
出
版

　
　
　
　
　
　
　
　

王
日
休
「
龍
舒
淨
土
文
」
と
「
速
成
法
」
を
例
と
し
て

　

金
　
　
文
　
京
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
後
漢
時
代
の
佛
敎
傳
來
と
初
期
道
敎
敎
團
の
成
立
以
來
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
つ
づ
く
儒
佛
道
三
敎
の
交
流
お
よ
び
合
一
の
歷
史

に
お
い
て
、
十
二
、
三
世
紀
の
南
宋
時
期
は
大
き
な
轉
換
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
朱
子
學
に
代
表
さ
れ
る
新
儒
敎
の
成

立
、
禪
宗
の
興
隆
お
よ
び
そ
の
敎
・
律
・
淨
土
各
派
と
の
融
合
に
見
ら
れ
る
佛
敎
史
上
の
新
た
な
動
き
、
そ
し
て
全
眞
敎
の
南
北
宗

に
象
徵
さ
れ
る
新
道
敎
運
動
は
、
三
敎
の
交
流
を
一
層
促
進
し
、
こ
の
時
代
以
後
の
中
國
社
會
に
お
け
る
宗
敎
の
あ
り
よ
う
を
大
き

く
規
定
し
た
。

　
從
來
、
こ
の
時
代
の
三
敎
交
流
の
實
態
に
つ
い
て
は
多
く
の
硏
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
當
然
な
が
ら
、
お
も
に
三
敎

そ
れ
ぞ
れ
の
敎
理
、
思
想
上
の
展
開
と
そ
の
關
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
時
代
に
お
け
る
三
敎
の
新
た
な

653



動
き
と
交
流
は
、
た
ん
に
敎
理
、
思
想
上
の
展
開
の
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
よ
り
根
本
的
な
社

會
の
變
化
に
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
で
も
こ
の
時
代
に
、
三
敎
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
宗
敎
、
道
德
が
前
代
に
く
ら
べ
て

よ
り
民
衆
の
中
に
深
く
浸
透
し
、
日
常
の
生
活
に
密
着
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
社
會
に
お
け
る
宗
敎
、
道
德
の
あ
り
方
を
大
き
く
變

え
る
原
動
力
に
な
っ
た
と
思
え
る
。
こ
の
時
代
の
三
敎
が
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
り
廣
範
圍
な
人
々
の
敎
化
と
敎
理
の
普
及
に
努
め
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
宗
敎
、
道
德
の
普
及
と
日
常
化
と
い
う
時
代
の
要
請
が
、
ま
た
三
敎
交
流
の
性
格
に
も
大
き
な

影
響
を
あ
た
え
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
本
論
は
こ
の
よ
う
な
觀
點
か
ら
、
南
宋
初
期
の
人
物
、
王
日
休
の
お
も
に
儒
佛
雙
方
に
か
か
わ
る
著
作
と
活
動
、
と
り
わ
け
彼
と
出

版
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
三
敎
の
普
及
、
日
常
化
と
そ
の
交
流
の
一
側
面
を
述
べ
て
み
た
い
。
王

日
休
は
從
來
、
淨
土
往
生
の
敎
え
を
平
易
に
說
い
た
書
物
、『
龍
舒
淨
土
文
』
（
大
正
藏
一
九
七
〇
番
）
の
著
者
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
知
ら

れ
た
人
物
で
あ
る
。『
龍
舒
淨
土
文
』
は
、
南
宋
時
代
の
淨
土
思
想
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
の

元
明
淸
各
代
か
ら
民
國
期
さ
ら
に
現
代
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
讀
者
を
も
ち
、
ま
た
法
然
が
こ
の
書
物
を
讀
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
日
本
の
淨
土
思
想
に
も
一
定
の
影
響
を
あ
た
え
た
近
世
佛
敎
史
上
の
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
王
日
休
お
よ
び

そ
の
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
つ
い
て
は
、
佛
敎
史
の
立
場
か
ら
こ
れ
ま
で
多
く
の
硏
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
當
然
な
が
ら
す

べ
て
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
み
ら
れ
る
淨
土
思
想
の
特
色
を
論
じ
、
あ
わ
せ
て
そ
の
著
者
と
し
て
の
王
日
休
に
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

１
）。

　
し
か
し
王
日
休
に
は
、『
龍
舒
淨
土
文
』
な
ど
の
佛
敎
方
面
の
著
作
の
ほ
か
に
、
儒
敎
經
典
に
つ
い
て
の
多
く
の
注
釋
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
殘
念
な
が
ら
今
日
す
で
に
散
逸
し
て
い
る
が
、
南
宋
末
の
日
用
類
書
『
事
林
廣
記
』
に
は
、

王
日
休
が
童
蒙
に
對
す
る
儒
敎
敎
育
の
あ
り
方
を
具
體
的
に
說
い
た
『
速
成
法
』
と
い
う
書
物
の
節
略
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
從
來

の
王
日
休
に
つ
い
て
の
硏
究
で
こ
の
『
速
成
法
』
に
言
及
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
だ
が
、『
速
成
法
』
お
よ
び
そ
の
他
の
書
物
に
散
見

さ
れ
る
王
日
休
の
事
跡
か
ら
は
、『
龍
舒
淨
土
文
』
だ
け
で
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
こ
の
人
物
の
儒
佛
雙
方
に
わ
た
る
活
動
を
知
る
こ
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　　南宋における儒佛道三敎合一思想と出版

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
南
宋
以
降
に
お
け
る
近
世
的
知
識
人
の
三
敎
合
一
思
想
と
そ
の
活
動
を
理
解
す
る
上
で

の
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
例
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
　
一
　
王
日
休
の
經
歷

　　
王
日
休
（
一
一
〇
五
―
一
一
七
三
）
の
傳
記
は
、
宋
・
宗
曉
編
『
樂
邦
文
類
』
（
大
正
藏
一
九
六
九
番
）
卷
三
「
大
宋
龍
舒
居
士
王
虛
中

傳
」、
宋
・
志
磐
『
佛
祖
統
紀
』
（
大
正
藏
二
〇
三
五
番
）
卷
二
十
八
「
往
生
公
卿
傳
・
王
日
休
」、
元
・
普
度
『
廬
山
蓮
宗
寶
鑑
』
（
大

正
藏
九
七
三
番
）
卷
四
「
龍
舒
居
士
王
虛
中
」
な
ど
佛
敎
關
係
の
傳
記
集
に
み
え
る
が
、
こ
こ
で
は
南
宋
末
の
人
、
費
袞
『
梁
谿
漫
志
』

（
知
不
足
齋
叢
書
本
）
お
よ
び
周
必
大
『
文
忠
集
』
（
四
庫
全
書
本
）
の
記
事
を
あ
げ
て
お
く
。

王
虛
中
、
名
日
休
、
龍
舒
人
。
早
爲
太
學
諸
生
、
傳
注
經
子
數
十
萬
言
、
然
不
利
於
場
屋
。
晚
以
特
奏
名
廷
試
、
不
用
條
對
式
、

但
如
科
擧
答
策
、
坐
是
竟
不
得
官
。
獨
好
佛
、
著
「
淨
土
文
」、
直
指
西
方
淨
土
、
慧
辯
了
然
、
觀
者
起
敬
。
或
自
立
或
勸
人
、

裒
金
走
建
安
刊
淨
土
文
、
板
踰
二
十
副
。
願
力
洪
深
、
修
行
尤
精
苦
、
諷
誦
禮
拜
、
夜
以
繼
晝
。
館
於
廬
陵
某
通
守
家
。
一
日

謁
通
守
謂
之
曰
、「
某
去
矣
。
以
後
事
累
公
」。
通
守
愕
然
。
虛
中
乃
着
白
衫
、
詣
佛
堂
、
合
掌
念
佛
、
頃
之
立
化
於
植
木
矣
。

傾
城
縱
觀
、
累
日
不
能
遏
。
通
守
亦
明
眼
人
、
乃
命
具
棺
、
指
虛
中
謂
人
曰
、「
先
生
平
時
照
了
諸
妄
、
坐
臥
自
如
、
今
請
先
生

臥
」。
卽
擧
而
入
棺
。
予
舊
見
建
安
陳
應
行
季
陸
道
此
。
後
訪
南
北
山
雲
游
諸
僧
、
欲
問
其
歲
月
幷
通
守
姓
名
、
漫
無
知
者
。
記

其
大
略
如
此
。
（『
梁
谿
漫
志
』
卷
一
〇
「
王
虛
中
」）

龍
舒
王
日
休
、
字
虛
中
。
儒
釋
兼
通
、
嘗
爲
六
經
語
孟
訓
解
、
至
數
十
萬
言
。
尤
篤
信
淨
土
之
說
。
嘗
以
特
奏
名
入
官
、
棄
不

就
。
飄
然
訪
予
于
廬
陵
。
方
爲
學
者
講
易
。
一
夕
厲
聲
云
、
佛
來
佛
來
、
卽
之
逝
矣
、
享
年
六
十
有
九
。
謝
君
承
宗
、
趙
君
公

言
、
曁
好
事
者
持
其
像
示
予
、
乃
爲
之
贊
。
皇
皇
然
而
無
求
、
惕
惕
然
而
無
憂
。
閔
頽
風
之
莫
救
、
攬
衆
善
以
同
流
。
導
之
以
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仁
義
之
原
、
誘
之
以
寂
滅
之
樂
。
世
知
其
有
作
而
莫
識
其
無
爲
。
故
中
道
奄
然
而
示
人
以
覺
。
（『
文
忠
集
』
卷
九
「
王
日
休
贊
」）

　
こ
れ
に
よ
る
と
王
日
休
の
字
は
虛
中
で
、
龍
舒
（
南
宋
の
淮
南
西
路
廬
州
の
舒
城
、
現
在
の
安
徽
省
舒
城
巿
）
の
人
で
あ
る
。「
太
學
の

諸
生
」
と
は
、
王
安
石
の
い
わ
ゆ
る
三
舍
法
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
都
の
官
立
學
校
の
學
生
の
こ
と
で
あ
る
が
、
靖
康
の
亂
（
一
一
二

六
）
に
よ
る
北
宋
の
滅
亡
の
結
果
、
事
實
上
廢
校
と
な
っ
た
太
學
が
、
南
宋
の
行
在
所
で
あ
る
杭
州
に
再
び
設
け
ら
れ
た
の
は
『
宋

史
』
の
「
選
擧
志
三
」
（
卷
一
五
七
）
に
よ
れ
ば
紹
興
十
三
年
（
一
一
四
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
早
く
に
太
學
諸
生
と
な
る
」
と
い
う

『
梁
谿
漫
志
』
の
記
述
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
王
日
休
が
北
宋
時
期
す
で
に
太
學
生
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
が
、
そ
う

で
あ
っ
て
も
彼
は
杭
州
の
太
學
に
再
入
學
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
才
學
に
秀
で
た
彼
は
太
學
の
學
生
當
時
に
六
經
、『
論
語
』、『
孟
子
』
な
ど
經
書
や
子
書
に
多
く
の
注
釋
を
施
し
た
が
、
し
か
し
科

擧
の
試
驗
に
は
合
格
せ
ず
、
晚
年
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
特
奏
名
に
よ
る
廷
試
（
殿
試
）
を
受
驗
す
る
資
格
を
與
え
ら
れ
た
。
特
奏

名
と
は
、
通
常
の
科
擧
試
驗
で
あ
る
正
奏
名
に
對
し
て
、
長
ら
く
試
驗
に
合
格
で
き
な
い
高
齡
者
に
科
擧
の
最
終
段
階
で
あ
る
殿
試

の
受
驗
資
格
を
正
奏
名
と
は
別
途
に
あ
た
え
る
一
種
の
恩
典
で
あ
る
。
特
奏
名
の
受
驗
資
格
は
時
代
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
北
宋

の
仁
宗
の
頃
の
規
定
で
は
、
五
回
以
上
省
試
を
失
敗
し
た
五
十
歲
以
上
の
進
士
受
驗
者
、
六
回
以
上
省
試
に
失
敗
し
た
六
十
歲
以
上

の
諸
科
擧
受
驗
者
お
よ
び
殿
試
を
三
回
以
上
失
敗
し
た
進
士
受
驗
者
と
殿
試
を
五
回
以
上
失
敗
し
た
諸
科
擧
受
驗
者
で
あ
り
、
以
後

は
お
お
む
ね
こ
の
制
度
が
踏
襲
さ
れ
た（

２
）。

王
日
休
は
太
學
の
學
生
で
あ
っ
た
が
、
太
學
生
は
三
舍
の
最
上
級
で
あ
る
上
舍
生
と
な
り
、

か
つ
成
績
が
優
等
で
あ
れ
ば
た
だ
ち
に
仕
官
、
平
等
で
あ
れ
ば
省
試
を
免
除
さ
れ
そ
の
ま
ま
殿
試
を
受
驗
す
る
こ
と
が
で
き
、
合
格

す
れ
ば
進
士
の
資
格
で
仕
官
し
た（

３
）。

し
た
が
っ
て
王
日
休
は
三
回
以
上
殿
試
に
失
敗
し
た
た
め
、
特
奏
名
の
受
驗
資
格
を
あ
た
え
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
王
日
休
は
、『
梁
谿
漫
志
』
に
よ
れ
ば
答
案
の
書
き
方
を
誤
り
、
條
對
式
（
箇
條
書
き
）
に
す
べ
き
と
こ
ろ
を
通
常

の
科
擧
と
同
じ
よ
う
に
書
い
た
た
め
合
格
で
き
ず
、
つ
い
に
任
官
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
奏
名
の
受
驗
科
目
は
、
正
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奏
名
の
殿
試
課
目
が
詩
・
賦
・
論
の
三
題
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、
も
っ
と
も
面
倒
な
賦
を
免
除
さ
れ
、
詩
と
論
の
二
題
で
あ
っ
た（

４
）。

こ
の
う
ち
『
梁
谿
漫
志
』
の
言
う
答
案
の
書
き
方
の
誤
り
は
、
當
然
、
論
（
策
論
）
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
論
の
書
き
方
に
正
奏
名
と

特
奏
名
と
で
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
は
他
に
見
え
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
て
、
論
文
を
構
成
す
る
よ
り
は
箇
條
書
き
の
方
が

億
單
な
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
特
奏
名
に
對
す
る
恩
典
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
王
日
休
は
あ
え
て
そ
の

億
單
な
方
を
取
ら
ず
、
正
奏
名
と
同
じ
方
法
で
論
を
書
い
た
と
み
え
る
。

　
な
お
『
梁
谿
漫
志
』
が
答
案
の
書
き
方
を
誤
っ
た
た
め
不
合
格
と
な
り
仕
官
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
の
に
對
し
て
、『
文
忠
集
』
で

は
「
特
奏
名
を
も
っ
て
官
に
入
る
も
、
棄
て
て
就
か
ず
」
と
、
合
格
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
職
を
棄
て
た
と
述
べ
、
兩
者
の
言
う
と

こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
る
。
周
必
大
（
一
一
二
六
―
一
二
〇
四
）
は
右
の
「
王
日
休
贊
」
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
王
日
休
と
直
接
の
交
際

が
あ
っ
た
が
、『
梁
谿
漫
志
』
の
記
事
は
陳
應
行
な
る
人
物
か
ら
の
傳
聞
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
周
必
大
の
記
述
の
方
が

信
用
が
置
け
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
周
必
大
が
直
接
の
知
人
で
あ
る
王
日
休
の
名
譽
の
た
め
に
筆
を
曲
げ
、
傳
聞

に
よ
る
『
梁
谿
漫
志
』
の
方
が
か
え
っ
て
眞
相
を
傳
え
て
い
る
と
考
え
た
い
。『
梁
谿
漫
志
』
は
そ
の
施
濟
に
よ
る
跋
文
に
よ
れ
ば
、

嘉
泰
元
年
（
一
二
〇
一
）
の
出
版
、
し
か
し
そ
の
成
書
は
、「
予
頃
在
戊
申
之
歲
、
見
其
副
於
都
城
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

遡
っ
て
戊
申
の
歲
、
す
な
わ
ち
淳
熙
十
五
年
（
一
一
八
九
）
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
淳
熙
十
五
年
は
王
日
休
の
死
か
ら
わ
ず

か
十
六
年
後
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
『
梁
谿
漫
志
』
の
冒
頭
に
み
え
る
「
國
史
實
錄
院
牒
」
は
、
著
者
の
費
袞
（
生
沒
年
未
詳
）
を
「
國

子
免
解
費
進
士
」
と
稱
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
地
方
試
で
あ
る
解
試
を
免
除
さ
れ
た
國
子
監
生
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
官
僚
の
子

弟
が
入
學
す
る
國
子
監
は
實
際
に
は
太
學
に
合
併
さ
れ
て
い
た
の
で
、
費
袞
も
ま
た
太
學
生
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
費

袞
が
王
日
休
の
こ
と
を
た
ず
ね
た
陳
應
行
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
淳
熙
二
年
（
一
一
七
五
）
の
特
奏
名
に
よ
る
殿
試
の
狀
元
で
あ
っ

た
。
陳
應
行
は
必
ず
や
王
日
休
の
こ
と
を
直
接
よ
く
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
費
袞
も
ま
た
同
じ
太
學
の
先
輩
と
し
て
特
異
な
經

歷
を
も
つ
王
日
休
に
關
心
を
も
ち
、
彼
の
こ
と
を
陳
應
行
に
尋
ね
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
答
案
の
書
き
方
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に
つ
い
て
の
具
體
的
な
記
述
や
王
日
休
が
官
職
に
つ
い
た
形
跡
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
王
日
休
の
い
わ
ば
保
護
者
の

立
場
に
あ
っ
た
周
必
大
の
發
言
よ
り
は
、
同
じ
特
奏
名
の
受
驗
者
と
し
て
內
部
情
報
に
通
じ
て
い
た
陳
應
行
の
證
言
の
方
が
事
實
を

傳
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
來
の
硏
究
で
は
王
日
休
が
官
途
に
つ
い
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に
述
べ

る
よ
う
に
同
時
代
の
同
名
異
人
の
王
日
休
と
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
王
日
休
の
科
擧
に
お
け
る
不
振
に
は
も
う
ひ
と
つ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
北
宋
後
期
か
ら
南
宋
に
か
け
て
、

科
擧
の
答
案
に
佛
書
や
禪
語
を
引
用
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
た
め
、
こ
れ
に
對
す
る
禁
令
が
た
び
た
び
下
さ
れ
て
い
る
事
實
で
あ
る（

５
）。

こ
の
こ
と
は
當
時
の
士
人
の
閒
に
佛
敎
思
想
、
就
中
禪
が
い
か
に
浸
透
し
て
い
た
か
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
風
潮
は
靖
康
の
亂

の
直
後
、
禁
令
が
一
時
ゆ
る
ん
だ
た
め
、
南
宋
初
期
に
特
に
盛
ん
に
な
っ
た
ら
し
く
、『
建
炎
以
來
繫
年
要
錄
』
に
は
「
紹
興
十
七
年

六
月
戊
申
、
太
學
博
士
王
之
望
面
對
、
論
學
人
程
文
、
或
純
用
本
朝
人
文
籍
數
百
言
、
或
作
歌
誦
及
用
佛
書
全
句
。
舊
式
皆
不
考
、
建

炎
悉
從
刪
去
、
故
多
犯
者
。
望
申
嚴
行
下
」
（
卷
一
五
六
）
と
み
え
る
。
こ
の
建
炎
か
ら
紹
興
に
か
け
て
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
王
日

休
の
靑
年
期
お
よ
び
太
學
時
代
に
當
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
經
典
に
多
數
の
注
釋
を
書
く
ほ
ど

の
博
識
で
あ
っ
た
王
日
休
が
た
び
た
び
科
擧
に
躓
い
た
の
は
、
あ
る
い
は
彼
の
佛
敎
信
仰
が
災
い
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
若
い
頃
か
ら
「
儒
釋
兼
通
」
で
あ
っ
た
彼
の
氣
持
ち
が
佛
敎
に
大
き
く
傾
く
の
は
、
科
擧
の
挫
折
と
無
關
係

で
は
あ
る
ま
い
。
官
途
へ
の
望
み
を
斷
た
れ
、
西
方
淨
土
へ
の
信
仰
を
深
め
た
王
日
休
は
、
そ
の
布
敎
に
努
め
る
一
方
、
み
ず
か
ら

『
淨
土
文
』
す
な
わ
ち
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
著
し
、
寄
付
を
募
っ
て
そ
れ
を
當
時
の
民
閒
出
版
の
中
心
地
で
、
多
く
の
書
坊
が
集
ま
っ

て
い
た
建
安
（
福
建
省
北
部
建
陽
の
古
名
）
に
お
い
て
出
版
し
た
。
そ
の
出
版
は
、
後
述
の
ご
と
く
孝
宗
の
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
で

あ
っ
た
と
思
え
る
。
こ
の
出
版
に
際
し
て
、
張
孝
祥
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
著
名
人
が
序
跋
を
寄
せ
協
力
し
た
こ
と
、
ま
た
後
に

說
く
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
の
後
の
彼
の
足
取
り
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
や
が
て
廬
陵
（
江
南
西
路
の
吉
州
、
現
在
の
江
西
省
吉
安
巿
）
の
周
必
大
の
も
と
を
飄
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然
と
訪
れ
て
『
易
經
』
を
講
じ
、
そ
こ
で
六
十
九
歲
の
生
涯
を
終
え
る
。
沒
年
は
周
必
大
の
「
王
日
休
贊
」
に
は
見
え
な
い
が
、『
龍

舒
淨
土
文
』
卷
十
一
「
廬
陵
李
氏
夢
記
」
お
よ
び
「
旴
江
聶
允
迪
跋
」
に
よ
れ
ば
、
乾
道
九
年
（
一
一
七
三
）
の
正
月
十
一
日
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
生
年
は
北
宋
徽
宗
の
崇
寧
四
年
（
一
一
〇
五
）
と
な
る
。
な
お
『
梁
谿
漫
志
』
が
「
廬
陵
の
某
通
守
の
家
に
館

す
」
と
の
み
述
べ
、
そ
の
名
を
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
某
通
守
（
通
守
は
州
の
副
知
事
で
あ
る
通
判
を
指
す
）
と
は
、「
廬
陵
李
氏
夢

記
」
に
「
謝
君
以
靜
逸
堂
待
之
」
と
あ
る
謝
君
、
す
な
わ
ち
周
必
大
「
王
日
休
贊
」
に
名
の
見
え
る
謝
承
宗
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
王
日
休
が
そ
の
死
に
際
し
て
立
化
、
す
な
わ
ち
立
っ
た
ま
ま
示
寂
す
る
と
い
う
奇
瑞
を
示
し
た
時
、
廬
陵
で
は
「
傾
城
縱
觀
し
て

累
日
遏
む
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
い
う
騷
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
實
は
さ
ら
に
出
版
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
廣
く
喧
傳

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
廬
陵
の
李
彥
弼
は
、
王
日
休
が
死
ん
だ
年
の
四
月
に
病
の
床
で
夢
に
王
日
休
の
姿
を
見
、
そ
の
勸
め
に

よ
っ
て
白
粥
を
⻝
べ
て
全
快
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
李
彥
弼
は
、「
謹
刻
公
像
、
幷
著
感
應
事
跡
、
用
廣
其
傳
」、
つ
ま
り
王
日
休

の
肖
像
と
立
化
の
奇
跡
を
書
い
た
も
の
を
刊
刻
し
て
多
く
の
人
に
配
っ
た
。
こ
れ
が
「
廬
陵
李
氏
夢
記
」
で
あ
り
、
刊
刻
に
際
し
て

は
「
丞
相
周
益
公
贊
」、
す
な
わ
ち
周
必
大
の
「
王
日
休
贊
」
お
よ
び
お
そ
ら
く
は
李
彥
弼
自
身
の
手
に
な
る
贊
で
あ
る
「
晉
軒
李
居

士
贊
」
を
附
載
し
た
。
つ
い
で
そ
の
五
年
後
の
淳
熙
四
年
（
一
一
七
六
）
、
旴
江
（
吉
州
の
西
の
建
昌
軍
南
城
、
現
在
の
江
西
省
南
城
巿
）

の
聶
允
迪
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
兄
が
持
ち
歸
っ
た
廬
陵
の
刻
本
を
さ
ら
に
廣
め
る
た
め
石
に
刻
み
、
そ
れ
を
城
北
の
報
恩
寺
阿
彌
殿

に
安
置
し
、
合
わ
せ
て
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
再
刊
し
た
。
立
化
の
事
實
の
こ
の
よ
う
な
廣
ま
り
が
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
名
を
さ
ら
に

高
か
ら
し
め
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
二
　
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
內
容
上
の
特
色

　　
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
思
想
上
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
す
で
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
億
單
に
そ
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の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
（
１
）
三
敎
合
一
、
禪
淨
兼
修
的
發
想
に
よ
る
論
法

　
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
は
儒
佛
道
の
三
敎
が
同
一
で
あ
る
と
の
趣
旨
の
發
言
が
隨
所
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
卷
一
「
淨
土
起
信
八
」

で
善
惡
の
應
報
を
述
べ
て
、「
書
曰
、
天
道
福
善
禍
淫
。
老
子
曰
、
天
網
恢
恢
疎
而
不
漏
」
と
『
書
經
』、『
老
子
』
を
引
用
し
て
、「
こ

れ
三
敎
み
な
此
の
理
を
言
う
」
と
述
べ
、
卷
九
「
習
慈
說
」
で
、「
觀
世
音
菩
薩
謂
萬
善
皆
生
於
慈
。
老
子
言
三
寶
、
以
慈
爲
首
。
儒

家
言
五
常
、
先
之
以
仁
。
其
意
皆
同
」
と
斷
ず
る
な
ど
、
み
な
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
た
め
全
書
に
佛
典
の
ほ
か
、
孔
子
、
孟
子
、
老

子
、
列
子
な
ど
儒
道
雙
方
か
ら
の
引
用
が
こ
れ
ま
た
隨
所
に
散
見
す
る
。
中
で
も
特
に
儒
敎
と
の
親
近
性
を
强
調
す
る
の
は
、
王
日

休
の
經
歷
か
ら
し
て
當
然
で
あ
っ
て
、
卷
一
「
淨
土
起
信
一
」
で
「
佛
之
所
以
訓
人
者
、
無
非
善
、
與
儒
敎
之
所
以
訓
人
何
以
異
哉
。

唯
其
名
不
同
」
と
述
べ
る
な
ど
儒
佛
の
同
一
を
說
く
箇
所
は
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
卷
九
「
習
說
」
で
は
『
論
語
』
の
冒
頭
「
學
而

時
習
之
、
不
亦
說
乎
」
の
一
句
に
獨
自
の
解
釋
を
示
し
た
上
で
、「
修
西
方
而
進
乎
道
者
、
尤
貴
乎
習
」
と
、
そ
れ
を
淨
土
思
想
に
結

び
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
彼
の
儒
敎
經
典
に
佛
敎
思
想
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
面
か
ら
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
禪
と
淨
土
が
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
兼
修
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
も
王
日
休
が
し
ば
し
ば
强
調
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
卷
二
「
淨
土
總
要
七
」
で
、「
無
爲
楊
傑
次
公
、
少
登
高
科
、
明
禪
門
宗
旨
。
謂
衆
生
根
有
利
鈍
、
卽
其
近
而
易
知

億
而
易
行
、
唯
西
方
淨
土
。
但
一
心
觀
念
、
仗
佛
願
力
、
直
生
安
養
」
と
、
北
宋
の
居
士
佛
敎
者
で
禪
と
淨
土
を
兼
修
し
た
こ
と
で

有
名
な
楊
傑
に
言
及
す
る
の
は
、
實
例
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る（

６
）。

さ
ら
に
禪
淨
融
合
思
想
で
知
ら
れ
る
永
明
延

壽
（
卷
五
「
國
初
永
明
壽
禪
師
」）
や
長
蘆
宗
賾
（
卷
六
「
勸
孝
子
」）
な
ど
に
も
觸
れ
て
お
り
、
王
日
休
が
北
宋
以
來
、
知
識
人
の
閒
に
普

及
し
た
禪
淨
兼
修
の
立
場
を
繼
承
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
楊
傑
は
彼
の
郷
里
に
近
い
廬
州
無
爲
軍
の
出
身
で
あ
り
、

か
つ
科
擧
の
高
位
合
格
者
で
あ
っ
た
點
、
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
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（
２
）
儒
道
に
對
す
る
佛
、
禪
に
對
す
る
淨
土
の
優
位

　
王
日
休
は
三
敎
合
一
、
禪
淨
兼
修
を
說
く
一
方
で
、
ま
た
淨
土
が
儒
道
禪
よ
り
も
優
れ
て
い
る
點
を
强
調
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

ま
ず
儒
敎
に
對
し
て
は
、
卷
一
「
淨
土
起
信
四
」
に
お
い
て
、「
儒
釋
未
嘗
不
同
也
。
其
不
同
者
、
唯
儒
家
止
於
世
閒
法
、
釋
氏
又
有

出
世
閒
法
。
儒
家
止
於
世
閒
法
、
故
獨
言
一
世
而
歸
之
於
天
。
釋
氏
又
有
出
世
閒
法
、
故
知
累
世
而
見
衆
生
業
緣
之
本
末
、
此
其
所

不
同
耳
」
と
、
儒
佛
は
同
一
と
し
な
が
ら
も
、
儒
敎
は
た
だ
世
閒
法
す
な
わ
ち
現
世
の
み
を
問
題
と
す
る
の
に
對
し
て
、
佛
敎
は
出

世
閒
法
す
な
わ
ち
來
世
を
も
包
括
す
る
點
で
、
佛
敎
は
儒
敎
よ
り
勝
る
と
す
る
。

　
次
に
道
敎
、
特
に
そ
の
仙
人
思
想
に
つ
い
て
は
、
卷
一
「
淨
土
起
信
六
」
に
お
い
て
、「
世
人
學
仙
者
、
萬
不
得
一
、
縱
使
得
之
、

亦
不
免
輪
迴
、
爲
著
於
形
神
而
不
能
捨
去
也
。
且
形
神
者
乃
眞
性
中
所
現
之
妄
想
、
非
爲
眞
實
。
故
寒
山
詩
云
、
饒
汝
得
仙
人
、
恰

似
守
屍
鬼
。
非
若
佛
家
之
生
死
自
如
而
無
所
拘
也
。
近
自
數
百
年
來
、
得
仙
唯
鍾
離
呂
公
、
而
學
鍾
離
呂
公
者
豈
止
千
萬
。
自
予
親

知
閒
、
數
亦
不
少
、
終
皆
死
亡
、
埋
于
下
土
。
是
平
生
空
費
心
力
、
終
無
所
益
也
。
欲
求
長
生
、
莫
如
淨
土
。
…
…
況
神
仙
者
、
有
所

得
、
則
甚
祕
而
不
傳
、
以
謂
洩
天
機
而
有
罪
。
佛
法
門
唯
恐
傳
之
不
廣
、
直
欲
度
盡
衆
生
而
後
已
。
是
其
慈
悲
廣
大
、
不
易
測
量
、
非

神
仙
之
可
比
也
」
と
、
神
仙
術
の
虛
妄
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
た
と
え
そ
れ
が
事
實
で
あ
る
と
し
て
も
萬
に
一
つ
も
實
現
す
る
可
能
性

の
な
い
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
神
仙
術
は
そ
の
方
法
を
祕
匿
す
る
が
、
佛
法
は
す
べ
て
の
衆
生
に
公
開
さ
れ
て
い
る
と
、
普
及
度
の

側
面
か
ら
佛
敎
の
優
位
を
說
く
。
こ
の
他
、
卷
六
「
勸
疾
惡
欲
爲
神
者
」
は
、
道
敎
お
よ
び
民
閒
信
仰
に
多
い
怨
靈
神
、
水
神
、
蛇

神
な
ど
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
禪
に
對
す
る
淨
土
の
優
位
を
說
く
王
日
休
の
論
據
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
卷
一
「
淨
土
起
信
五
」
に
お
い
て
、「
世
閒
專
於
參
禪

者
云
、
惟
心
淨
土
、
豈
復
更
有
淨
土
。
自
性
阿
彌
、
不
必
更
見
阿
彌
。
此
言
似
是
而
非
也
。
何
則
、
西
方
淨
土
有
理
有
跡
。
論
其
理
、

則
能
淨
其
心
、
故
一
切
皆
淨
誠
、
爲
惟
心
淨
土
也
。
論
其
跡
、
則
實
有
極
樂
世
界
、
佛
丁
寧
詳
復
言
之
、
豈
妄
語
哉
。
…
…
又
信
有

淨
土
而
泥
唯
心
之
說
、
乃
謂
西
方
不
足
生
者
、
謂
參
禪
悟
性
超
佛
越
祖
、
阿
彌
不
足
見
者
、
皆
失
之
矣
」
と
述
べ
る
よ
う
に
「
惟
心
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淨
土
、
自
性
阿
彌
」
を
唱
え
、
淨
土
と
佛
祖
を
輕
視
す
る
禪
は
、
論
理
的
に
は
優
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
實
際
に
淨
土
が
存

在
す
る
と
い
う
事
實
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
淨
土
實
在
の
立
場
、
も
う
ひ
と
つ
は
卷
七
「
指
迷
歸
要
」
の
冒
頭
に
「
參
禪
者
多
不

信
淨
土
、
以
謂
著
相
。
欲
直
指
人
心
、
見
性
成
佛
。
此
說
甚
善
、
極
不
易
到
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神
仙
の
場
合
と
同
じ
く
實
現
性
が

き
わ
め
て
低
い
と
い
う
效
用
論
の
立
場
で
あ
る
。

　
　
（
３
）
日
用
的
效
用
の
强
調

　
儒
敎
が
現
世
の
み
を
對
象
と
す
る
の
に
對
し
て
、
佛
敎
は
現
世
と
來
世
を
包
括
す
る
と
い
う
先
の
主
張
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
佛
敎

は
來
世
の
み
の
敎
え
で
は
な
く
、
現
世
の
生
活
に
お
い
て
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
は
王
日
休
の
も
っ

と
も
重
要
な
主
張
と
言
っ
て
よ
く
、『
龍
舒
淨
土
文
』
は
開
卷
劈
頭
ま
ず
「
淨
土
之
說
、
多
見
於
日
用
之
閒
。
而
其
餘
功
乃
見
於
身
後
。

不
知
者
止
以
爲
身
後
之
事
而
已
、
殊
不
知
其
大
有
益
於
生
前
也
」
（
卷
一
「
淨
土
起
信
一
」）
と
、
淨
土
の
生
前
に
お
け
る
日
用
的
效
用

を
强
調
し
て
い
る
。
こ
の
點
は
す
で
に
見
た
ご
と
く
、
淨
土
あ
る
い
は
佛
敎
思
想
と
儒
道
と
の
三
敎
合
一
の
根
據
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
點
に
關
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
卷
二
「
淨
土
總
要
六
」
に
お
け
る
淨
土
と
現
世
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。

王
日
休
は
こ
こ
で
ま
ず
淨
土
に
生
ま
れ
た
者
は
「
無
生
の
法
忍
」
を
す
で
に
證
し
て
い
る
の
で
、
以
後
は
長
生
不
老
で
あ
る
と
同
時

に
ま
た
生
死
自
如
で
あ
っ
て
、
輪
廻
世
界
に
あ
っ
て
輪
廻
せ
ず
、
世
閒
に
あ
り
な
が
ら
出
世
閒
と
な
り
、
そ
の
結
果
、「
欲
生
天
上
亦

可
、
欲
生
人
閒
亦
可
、
欲
生
大
富
貴
中
亦
可
、
欲
生
淸
淨
中
亦
可
、
欲
長
生
不
滅
亦
可
、
欲
滅
而
復
生
亦
可
、
隨
意
所
欲
、
無
不
自

在
、
此
所
以
貴
於
修
淨
土
也
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
億
單
に
言
え
ば
、
淨
土
に
生
ま
れ
た
後
に
そ
こ
で
永
住
せ
ず
、
こ

の
世
に
も
ど
っ
て
富
貴
の
身
に
轉
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
淨
土
の
尊
さ
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
に
卷
七
「
指
迷

歸
要
・
靑
草
堂
後
身
曾
魯
公
」
で
、
僧
侶
の
生
ま
れ
替
わ
り
で
あ
る
宰
相
の
曾
魯
公
に
つ
い
て
、
た
と
え
宰
相
と
な
っ
て
も
そ
の
福

は
長
續
き
せ
ず
、
や
が
て
緣
に
し
た
が
っ
て
ま
た
輪
廻
の
中
に
入
り
、
次
は
何
に
轉
生
す
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
一
旦
ま
ず
淨
土
に

生
ま
れ
て
か
ら
こ
の
世
に
も
ど
っ
て
宰
相
と
な
れ
ば
、
來
世
は
た
と
え
宰
相
で
な
く
と
も
富
貴
が
保
證
さ
れ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
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を
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
淨
土
思
想
を
借
り
て
、
中
國
傳
統
の
不
老
長
壽
思
想
を
都
合
よ
く
再
解
釋
し
た
も
の
で
あ
り
、
究
極
の
現

世
重
視
思
想
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
　
（
４
）
萬
民
の
救
濟
と
妥
協
的
方
法

　
こ
の
よ
う
な
現
世
で
の
效
用
を
重
視
す
る
思
想
は
、
一
方
で
は
こ
の
淨
土
の
敎
え
に
よ
っ
て
、
罪
業
の
有
無
、
職
業
の
貴
賤
に
か

か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
閒
が
救
濟
さ
れ
る
と
い
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
點
が
も
っ
と
も
顯
著
な
の
は
卷
六
「
特
爲
勸

諭
」
で
、
そ
こ
で
は
「
勸
公
門
者
」
（
胥
吏
）
、「
勸
醫
者
」、「
勸
僕
妾
」
（
使
用
人
）
、「
勸
農
者
」
（
農
民
）
、「
勸
商
賈
」
（
商
人
）
、

「
勸
工
匠
」
（
工
人
）
、「
勸
漁
者
」
（
漁
民
）
、「
勸
賣
酒
者
」
（
酒
造
業
者
）
、「
勸
開
⻝
店
者
」
（
飮
⻝
店
經
營
者
）
、「
勸
屠
者
」
（
屠

殺
業
者
）
、「
勸
在
風
塵
者
」
（
妓
女
）
、「
勸
軍
中
人
」
（
軍
人
）
な
ど
當
時
の
社
會
の
多
樣
な
職
業
の
人
々
が
、
淨
土
へ
の
信
仰
に

よ
っ
て
み
な
救
濟
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
淨
土
九
品
の
う
ち
中
品
以
上
が
保
證
さ
れ
る
こ
と
が
具
體
的
に
說
か
れ
て
い
る
。

し
か
も
屠
殺
業
者
、
妓
女
、
軍
人
な
ど
罪
業
の
深
い
と
さ
れ
る
職
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
職
業
を
や
め
る
必
要
は
な
く
、
で
き
る
だ

け
罪
業
を
少
な
く
し
、
か
つ
殺
生
や
淫
業
に
よ
る
犧
牲
者
の
極
樂
往
生
を
祈
願
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
便
宜
的
、
妥

協
的
な
方
法
の
提
唱
も
ま
た
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
特
色
で
あ
り
、
そ
れ
は
阿
彌
陀
佛
を
十
回
唱
え
る
十
念
法
門
が
「
早
晨
一
茶
之
頃
」

に
淨
土
を
保
證
す
る
と
い
う
主
張
に
端
的
に
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
王
日
休
が
最
大
の
惡
業
と
み
な
す
肉
⻝
に
つ
い
て
も
、
卷
九
「
⻝
肉
說
」
で
は
、
肉
⻝
の
罪
を
說
い
た
後
、「
如
能
斷
肉
、
固

爲
上
也
。
如
不
能
斷
、
且
⻝
三
淨
肉
而
減
省
⻝
。
若
兼
味
且
去
其
一
、
如
兩
餐
皆
肉
且
一
餐
以
素
」
と
、
も
し
肉
⻝
を
絕
て
な
い
場

合
は
、「
三
淨
肉
」
（
殺
す
を
見
ず
、
殺
す
を
聞
か
ず
、
己
が
爲
に
殺
す
と
疑
わ
ず
の
三
つ
を
指
す
）
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
⻝
べ
、
肉
料
理

が
複
數
あ
る
場
合
は
ひ
と
つ
を
減
ら
し
、
朝
夕
肉
⻝
な
ら
一
⻝
は
精
進
に
す
る
な
ど
、
現
實
に
實
現
可
能
な
方
法
が
具
體
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
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（
５
）
普
及
の
重
視
と
平
易
な
表
現

　
淨
土
思
想
に
よ
る
萬
人
の
救
濟
を
目
指
す
以
上
、
そ
れ
を
出
來
る
だ
け
多
く
の
人
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
は
當
然
で
あ
ろ
う
。

卷
六
「
特
爲
勸
諭
」
の
冒
頭
で
、「
若
不
識
字
者
、
全
賴
慈
仁
君
子
、
發
菩
薩
心
、
爲
彼
解
說
」
と
、
字
が
讀
め
な
い
者
に
は
分
か
り

や
す
く
解
說
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
、
普
及
へ
の
願
望
の
端
的
な
表
れ
で
あ
る
。
こ
の
點
は
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
後
の
刊
行
者
に

も
受
け
つ
が
れ
、
元
代
に
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
再
刊
し
た
呂
元
益
は
、
そ
の
序
文
で
、「
玆
文
如
其
不
用
、
望
轉
施
信
士
、
勿
徒
束
之

高
閣
」
と
、
死
藏
を
切
に
戒
め
て
い
る
。
さ
ら
に
字
を
識
ら
な
い
者
に
說
い
て
聞
か
せ
る
た
め
に
は
、
文
章
自
體
が
平
易
で
あ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
卷
一
冒
頭
に
「
欲
人
人
共
曉
、
故
其
言
直
而
不
文
」
と
あ
る
「
直
」
と
は
口
語
的
と
い
う
意
味
を
含
む
で
あ
ろ
う

が
、『
龍
舒
淨
土
文
』
の
文
章
は
口
語
で
は
な
い
も
の
の
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
文
言
文
で
あ
る
。

　
ま
た
民
閒
の
諺
の
類
を
し
ば
し
ば
用
い
る
の
も
庶
民
を
含
む
多
く
の
人
々
に
理
解
さ
せ
る
と
い
う
目
的
に
副
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
故
云
種
桃
得
桃
、
種
李
得
李
」
（
卷
一
「
淨
土
起
信
」）
、「
所
謂
君
子
贏
得
爲
君
子
、
小
人
枉
了
爲
小
人（

７
）」

（
卷
九
「
爲
君

子
說
」）
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
卑
近
な
喩
え
の
多
用
も
同
じ
目
的
の
た
め
で
、
た
と
え
ば
卷
三
「
普
勸
修
持
五
」
で
は
、

「
譬
如
人
入
大
城
中
、
必
先
覓
安
下
處
、
卻
出
幹
事
、
抵
暮
昏
黑
、
則
有
投
宿
之
地
。
先
覓
安
下
處
者
、
修
淨
土
之
謂
也
。
抵
暮
昏
黑

者
、
大
限
到
來
之
謂
也
。
有
投
宿
之
地
者
、
生
蓮
花
中
不
落
惡
趣
之
謂
也
」
と
、
淨
土
の
修
業
を
宿
屋
の
豫
約
に
喩
え
、
こ
の
後
で

は
春
の
遠
足
の
時
、
雨
具
を
備
え
て
行
く
と
い
う
比
喩
も
使
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
分
か
り
や
す
い
喩
え
で
あ
る
が
、
淨
土

の
修
業
が
宿
屋
の
豫
約
や
傘
の
持
參
程
度
の
用
意
で
で
き
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
安
直
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
６
）
科
擧
の
比
喩

　
卑
近
な
比
喩
の
中
に
科
擧
に
關
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
點
は
、
王
日
休
の
經
歷
を
考
え
る
と
特
に
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
、「
譬
如

人
有
一
官
而
不
受
、
必
欲
修
學
爲
大
魁
、
其
志
固
美
矣
。
然
大
魁
不
可
必
得
、
固
不
若
且
受
其
官
、
一
向
修
學
。
如
得
大
魁
、
則
若

錦
上
添
花
。
若
不
得
之
不
失
其
爲
官
人
。
修
西
方
者
、
且
受
官
之
謂
也
。
一
向
修
學
者
、
兼
以
參
禪
之
謂
也
。
不
得
大
魁
者
、
參
禪
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未
悟
之
謂
也
。
不
失
其
爲
官
人
者
、
直
脫
輪
迴
、
大
受
快
樂
之
謂
也
」
（
卷
七
「
西
方
如
現
受
官
」）
と
、
科
擧
の
高
位
合
格
を
參
禪
に
、

科
擧
に
受
か
る
前
に
と
り
あ
え
ず
低
い
官
職
に
つ
い
て
お
く
こ
と
を
淨
土
の
修
業
に
喩
え
る
の
は
、
禪
は
利
根
の
者
、
淨
土
は
鈍
根

の
者
と
い
う
楊
傑
な
ど
の
禪
淨
兼
修
の
立
場
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
で
は
淨
土
は
ま
る
で
禪
の
目
指
す
境
地

に
到
逹
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
た
め
の
保
險
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
は
科
擧
で
苦
い
經
驗
を
な
め
た
王
日
休
の

實
感
が
こ
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
刊
行
と
影
響

　　
現
行
本
の
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
は
當
時
の
有
名
人
の
序
跋
が
多
數
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
王
日
休
の
交
際
の
廣
さ
を
物
語
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
こ
の
書
物
の
刊
行
の
經
緯
を
知
る
手
が
か
り
で
も
あ
る
。
今
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
刊
行
の
次
第
を
た
ど
っ

て
み
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
序
跋
の
中
で
も
っ
と
も
早
い
の
は
、
臨
濟
宗
楊
岐
派
の
高
僧
で
徑
山
第
十
三
代
住
持
、
默
照
禪
を
批
判
し
看
話
禪
を
提

唱
し
た
こ
と
で
有
名
な
當
時
も
っ
と
も
傑
出
し
た
禪
僧
で
あ
る
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）
の
「
妙
喜
老
人
跋
」
で
あ
り
、
そ

れ
が
書
か
れ
た
の
は
紹
興
三
十
年
（
一
一
六
〇
）
八
月
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
に
『
龍
舒
淨
土
文
』
は
完
成
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
次
は
、
紹
興
二
十
四
年
（
一
一
五
四
）
の
狀
元
、
張
孝
祥
（
一
一
三
二
―
七
〇
）
の
「
龍
舒
淨
土
文
序
」
で（

８
）、

そ
の
日
付
は
、

翌
紹
興
三
十
一
年
（
一
一
六
一
）
十
月
、
文
中
に
「
紹
興
辛
巳
（
三
一
年
）
秋
、
過
家
君
於
宣
城
、
留
兩
月
、
始
見
其
淨
土
文
。
凡
修
習

法
門
與
感
驗
章
著
者
、
具
有
顚
末
。
將
求
信
道
者
鋟
木
傳
焉
。
諉
余
序
其
書
」
と
あ
り
、
王
日
休
が
張
孝
祥
の
父
、
張
祁
を
宣
城
（
安

徽
省
宣
城
巿
）
に
訪
ね
て
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
示
し
、
か
つ
出
版
を
目
的
と
し
て
張
孝
祥
に
序
文
を
依
賴
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
張
孝

祥
の
傳
は
「
宋
史
」
卷
三
八
九
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
年
、
張
孝
祥
は
撫
州
（
江
西
省
臨
川
巿
）
の
知
事
で
あ
っ
た
。
王
日
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休
は
お
そ
ら
く
張
孝
祥
に
會
う
た
め
に
宣
城
か
ら
撫
州
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
次
は
翌
年
の
紹
興
三
十
二
年
閏
四
月
七
日
の
周
葵
（
一
〇
九
八
―
一
一
七
四
）
に
よ
る
跋
で
、
そ
こ
に
は
「
作
淨
土
文
、
精
粗

淺
深
且
有
條
理
、
以
是
印
施
有
緣
、
奔
走
江
浙
諸
郡
、
又
將
親
往
建
安
、
刊
版
於
鬻
書
肆
中
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
龍
舒
淨

土
文
』
は
こ
れ
以
前
す
で
に
刊
行
さ
れ
、
江
浙
閒
の
有
緣
の
人
々
に
無
料
で
配
布
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
大
慧
宗
杲
や
張
孝
祥
お
よ

び
そ
の
父
の
張
祁
に
示
し
た
『
龍
舒
淨
土
文
』
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
刊
本
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
王
日
休
は
そ
れ
に
飽
き
た
ら
ず
、

さ
ら
に
當
時
の
出
版
の
中
心
地
で
あ
る
建
安
に
赴
い
て
、
書
を
鬻
ぐ
肆
す
な
わ
ち
民
閒
の
營
利
出
版
業
者
に
よ
る
出
版
を
圖
っ
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
建
安
で
の
刊
本
は
販
賣
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
營
利
業
者
に
よ
る
大
量

出
版
の
方
が
、
個
人
出
版
に
よ
る
一
部
の
有
緣
者
へ
の
配
布
よ
り
も
、
さ
ら
に
廣
範
圍
に
わ
た
る
流
通
が
見
込
め
た
か
ら
で
あ
っ
た

か
と
思
え
る
。
周
葵
は
宣
和
六
年
（
一
一
二
四
）
進
士
甲
科
に
合
格
し
、
晚
年
は
唯
心
居
士
と
號
し
た
禪
の
信
奉
者
で
あ
る
。
傳
は

「
宋
史
」
卷
三
八
五
に
み
え
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
婺
州
（
浙
江
省
金
華
）
の
知
事
で
あ
っ
た
。
王
日
休
は
撫
州
で
張
孝
祥
の
序
文
を

も
ら
っ
た
後
、
さ
ら
に
そ
の
西
の
婺
州
に
や
っ
て
き
た
の
で
る
。

　
最
後
の
跋
は
同
じ
年
の
六
月
六
日
の
日
付
を
も
つ
劉
章
（
一
一
〇
〇
―
七
九
）
の
「
狀
元
劉
侍
制
跋
」
で
あ
る
。
劉
章
は
張
孝
祥
が
狀

元
に
な
っ
た
九
年
前
、
紹
興
十
五
年
（
一
一
四
五
）
の
狀
元
で
、「
宋
史
」
卷
三
九
〇
の
そ
の
傳
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
は
信
州
（
江
西
省

上
饒
巿
）
の
知
事
で
あ
っ
た
。
信
州
は
撫
州
と
婺
州
の
ち
ょ
う
ど
中
閒
に
位
置
し
、
こ
こ
か
ら
武
夷
山
脈
を
越
え
て
南
下
す
れ
ば
、
福

建
路
の
建
陽
、
す
な
わ
ち
建
安
に
至
る
。
な
お
劉
章
が
こ
の
跋
文
を
書
い
た
五
日
後
の
六
月
十
一
日
、
高
宗
は
皇
太
子
（
孝
宗
）
に
位

を
讓
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
王
日
休
は
紹
興
三
十
一
年
の
秋
か
ら
翌
年
の
夏
に
か
け
て
、
宣
城
、
撫
州
、
婺
州
、
信
州
と
文
字
通

り
江
浙
一
帶
を
奔
走
し
、
自
著
の
出
版
の
た
め
名
士
の
序
文
を
乞
い
な
が
ら
次
第
に
建
安
へ
と
南
下
し
て
行
っ
た
。
劉
章
の
跋
が
そ

の
さ
ま
を
「
汲
汲
於
刊
行
」
と
述
べ
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
ろ
う
。
王
日
休
が
建
安
に
至
っ
た
の
は
紹
興
三
十
二
年
の
秋
ご
ろ
、
そ

の
刊
行
は
お
そ
ら
く
翌
年
の
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
え
る
。
こ
の
時
の
刊
本
は
、
現
行
本
十
二
卷
の
う
ち
前
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の
十
卷
の
み
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
な
お
こ
れ
ら
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
た
め
に
序
跋
を
書
い
た
人
々
に
は
、
當
時
の
著
名
人
ま
た
大
慧
宗
杲
を
除
い
て
は
す
べ
て
科
擧

の
高
位
合
格
者
と
い
う
以
外
に
も
ひ
と
つ
の
共
通
點
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
當
時
の
實
力
者
で
對
金
和
平
策
を
推
進

し
た
宰
相
の
秦
檜
と
不
和
で
あ
っ
た
點
で
あ
る
。
張
孝
祥
は
そ
も
そ
も
高
宗
が
、
科
擧
の
答
案
に
秦
檜
の
語
を
用
い
た
秦
塤
を
抑
え

て
張
孝
祥
を
狀
元
と
し
、
か
つ
父
の
張
祁
が
秦
檜
と
不
仲
な
胡
寅
と
親
し
か
っ
た
た
め
秦
檜
に
憎
ま
れ
、
周
葵
、
劉
章
も
ま
た
秦
檜

に
逆
ら
っ
た
こ
と
、『
宋
史
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
傳
に
見
え
て
い
る
。
ま
た
大
慧
宗
杲
は
僧
侶
な
が
ら
對
金
强
硬
論
者
で
あ
っ
た
。
こ
の

點
は
、
紹
興
二
十
一
年
（
一
一
五
一
）
の
進
士
で
、
の
ち
右
丞
相
に
至
っ
た
周
必
大
に
も
共
通
し
て
い
る
（『
宋
史
』
卷
三
九
一
の
傳
）
。

當
時
の
士
人
の
閒
で
は
政
權
を
壟
斷
す
る
秦
檜
に
對
す
る
反
發
が
强
く
、
秦
檜
の
反
對
者
に
同
情
が
集
ま
り
、
彼
ら
が
名
士
と
し
て

遇
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
王
日
休
が
そ
の
よ
う
な
名
士
に
序
跋
を
依
賴
し
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん

そ
れ
は
王
日
休
自
身
が
秦
檜
に
反
感
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ら
の
名
士
の
序
跋
を
得
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
著
の
評
判
を
高
め
た
い
と
の
計
算
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
王
日
休
の
死
後
に
お
け
る
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
刊
行
に
つ
い
て
も
億
單
に
觸
れ
て
お
き
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
「
旴

江
聶
允
迪
跋
」
に
よ
れ
ば
、
王
日
休
死
後
五
年
の
淳
熙
四
年
（
一
一
七
六
）
、
旴
江
の
聶
允
迪
が
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
再
刊
し
た
が
、

聶
允
迪
は
こ
の
時
、
廬
陵
の
刻
本
に
よ
っ
て
王
日
休
の
肖
像
お
よ
び
周
必
大
の
贊
、「
廬
陵
李
氏
夢
記
」
を
附
載
す
る
と
と
も
に
、
關

連
記
事
を
集
め
て
一
卷
を
增
補
し
た
。『
宋
史
』
卷
二
〇
五
「
藝
文
志
・
子
部
釋
家
類
」
に
「
淨
土
文
十
一
卷
」
と
あ
る
の
は
こ
の
本

を
指
そ
う
。
ま
た
趙
希
弁
『
郡
齋
讀
書
志
附
志
』
の
「
釋
書
類
」
に
「
淨
土
文
一
卷
、
右
王
日
休
所
編（

９
）」

と
あ
る
の
は
「
十
」
の
字
を

脫
し
た
と
思
え
る
。
こ
の
聶
允
迪
刻
本
は
、
そ
の
跋
に
「
今
此
願
施
居
士
所
著
淨
土
文
一
萬
帙
」
と
あ
る
の
を
信
じ
れ
ば
、
一
萬
部

の
刊
行
を
目
指
し
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
數
字
が
當
時
の
出
版
と
し
て
い
か
に
大
き
な
數
で
あ
る
か
は
、
た
と
え
ば
の
ち
元
の
大
德

二
年
（
一
二
九
八
）
に
湖
州
華
嚴
寺
で
刊
行
さ
れ
た
『
圓
悟
禪
師
語
錄
』
の
出
版
部
數
が
千
部
で
あ
っ
た
こ
と
と
較
べ
れ
ば
容
易
に
納
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得
で
き
る
で
あ
ろ
う（

10
）。『

圓
悟
禪
師
語
錄
』
は
、
大
慧
宗
杲
の
師
で
、『
碧
巖
錄
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
圓
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
―

一
一
三
五
）
の
語
錄
で
あ
る
。

　
つ
い
で
元
の
延
祐
三
年
（
一
三
一
六
）
、
呂
元
益
が
再
度
、『
龍
舒
淨
土
文
』
を
刊
行
し
た
。
現
行
本
に
附
す
る
呂
師
說
の
序
に
よ

れ
ば
、
呂
元
益
は
、
南
宋
末
期
に
襄
陽
の
守
將
で
元
に
降
り
、
南
宋
滅
亡
を
決
定
的
と
し
た
呂
文
煥
の
甥
、
元
に
仕
え
て
中
書
左
丞

と
な
っ
た
呂
師
夔
（
一
二
三
〇
―
一
三
〇
一
）
の
子
で
、
呂
師
說
は
呂
師
夔
の
弟
で
あ
る（

11
）。

現
行
本
の
卷
四
に
み
え
る
注
記
に
よ
る
と
、

こ
の
時
の
刊
行
に
際
し
て
、
版
木
を
彫
る
時
に
三
顆
の
舍
利
が
出
現
し
た
と
い
う
。
こ
と
の
信
憑
性
は
さ
て
お
き
、
こ
の
記
事
は
出

版
に
よ
る
書
物
の
流
布
が
、
淨
土
へ
の
功
德
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
話
柄
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
臺
灣
の
國
家
圖
書
館
（
舊
中
央
圖
書
館
）
に
は
、
元
の
至
治
二
年
（
一
三
二
二
）
に
滄
州
老
人
鄭
道
堅
が
重
刊
し
た
『
龍
舒
增

廣
淨
土
文
』
を
、
明
の
賈
福
江
が
覆
刻
し
た
本
が
藏
さ
れ
て
い
る（

12
）。

こ
の
本
は
全
十
三
卷
中
の
卷
十
二
、
十
三
の
二
卷
の
み
を
存
し
、

そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
大
正
藏
本
の
卷
十
一
、
十
二
に
相
當
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
本
の
卷
十
一
も
や
は
り
增
補
部
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
次
の
明
代
に
は
、
大
正
藏
本
に
み
え
る
序
跋
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
八
）
に
、
四
明
（
寧
波
）
の
斷
佛
種
人
な
る

者
が
、
前
記
十
三
卷
本
の
う
ち
卷
十
一
を
削
除
し
て
十
二
卷
と
し
て
刊
行
し
た
。
斷
佛
種
人
の
跋
に
、「
惟
於
第
十
一
續
添
一
卷
、
有

人
疑
非
居
士
本
志
。
…
…
今
雖
刻
板
已
畢
、
亦
乃
銳
意
去
之
」
と
あ
る
。
こ
の
ほ
か
卷
十
一
の
「
旴
江
聶
允
迪
跋
」
に
も
前
記
鄭
道

堅
本
と
く
ら
べ
て
一
部
省
略
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
現
行
本
の
祖
本
で
あ
る
。
つ
い
で
成
化
十
七
年
（
一
四
八
一
）
に
、
や
は
り
寧
波

の
南
溪
秋
月
が
こ
れ
を
重
刊
す
る
。
南
溪
秋
月
の
「
重
刊
龍
舒
淨
土
文
序
」
に
よ
れ
ば
、
十
二
卷
に
校
訂
し
た
の
は
嘉
禾
の
僧
、
巹

點
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
斷
佛
種
人
で
あ
っ
た
か
と
思
え
る
。

　
こ
の
ほ
か
中
國
國
家
圖
書
館
（
舊
北
京
圖
書
館
）
に
は
、
永
樂
十
六
年
（
一
四
一
八
）
宋
福
順
刊
『
龍
舒
增
廣
淨
土
文
』
十
四
卷
、
同

じ
く
刊
年
不
明
の
明
刻
十
四
卷
本
が
藏
さ
れ
て
い
る（

13
）。

こ
の
本
は
四
卷
分
が
增
補
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
內
容
は
未
見
の
た

め
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
明
代
に
な
っ
て
も
『
龍
舒
淨
土
文
』
は
さ
ら
に
增
補
さ
れ
、
版
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。
大
正
藏
の
底
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本
は
、
四
明
の
王
鴻
の
刊
本
を
文
祿
三
年
（
一
五
九
四
）
に
朝
鮮
國
僧
の
託
蓮
が
筆
寫
し
た
も
の
に
も
と
づ
く
明
曆
三
年
（
一
六
五
七
）

刊
本
で
、
お
そ
ら
く
豐
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
際
し
て
、
朝
鮮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
鴻
刊
本
の
年
代
は
明
ら
か
で

な
い
。

　
近
代
に
入
っ
て
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
普
及
に
も
っ
と
も
熱
心
で
あ
っ
た
の
は
、
淸
末
か
ら
民
國
期
に
活
躍
し
た
淨
土
僧
の
印
光
（
一

八
六
一
―
一
九
四
〇
）
で
あ
る
。
印
光
は
陝
西
省
郃
陽
の
人
で
、
光
緖
七
年
（
一
八
八
一
）
に
終
南
山
の
南
五
臺
蓮
花
洞
寺
で
剃
髮
、
そ

の
後
、
湖
北
の
蓮
花
寺
で
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
讀
ん
だ
の
が
契
機
と
な
り
淨
土
信
仰
に
傾
倒
し
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
上
海
を
中

心
に
各
地
の
居
士
と
蓮
社
を
結
成
し
て
活
動
、
弘
一
法
師
や
丁
福
保
な
ど
の
學
者
と
も
交
流
の
あ
っ
た
近
代
の
名
僧
で
あ
る（

14
）。

そ
の

死
後
の
一
九
四
七
年
、
上
海
印
光
紀
念
會
が
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
刊
行
し
て
い
る
（
大
谷
大
學
圖
書
館
に
藏
本
が
あ
る
）
。
そ
し
て
お
そ

ら
く
こ
の
印
光
の
影
響
で
あ
ろ
う
、
現
在
で
も
臺
灣
や
香
港
お
よ
び
海
外
の
華
人
居
住
地
域
で
は
、『
龍
舒
淨
土
文
』
が
刊
行
さ
れ
寺

院
な
ど
で
無
料
で
配
布
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
も
っ
と
も
新
し
い
テ
キ
ス
ト
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
臺
南
の
淨
宗
學
會
刊
行
の
『
龍
舒

增
廣
淨
土
文
』
で
あ
る
と
い
う（

15
）。

　
こ
の
よ
う
に
『
龍
舒
淨
土
文
』
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
中
國
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
み
な
ら
ず
、
旣
述
の
ご
と
く
、

朝
鮮
、
日
本
に
も
そ
の
刊
本
が
傳
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
點
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
日
本
淨
土
宗
の
祖
、
法
然
に
對
す
る

影
響
で
あ
る
。『
龍
舒
淨
土
文
』
卷
一
「
阿
彌
陀
經
脫
文
」
に
、
襄
陽
の
石
刻
阿
彌
陀
經
の
こ
と
が
見
え
る
が
、
佐
藤
成
順
氏
の
硏
究

に
よ
れ
ば
、
こ
の
襄
陽
石
刻
本
は
北
宋
末
の
代
表
的
な
淨
土
僧
で
あ
る
元
照
（
一
〇
四
八
―
一
一
一
六
）
が
、
こ
れ
を
入
手
し
て
杭
州

の
崇
福
寺
の
石
碑
に
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
照
は
さ
ら
に
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
『
阿
彌
陀
經
義
疏
』
を
著
し
た
が
、
法
然
の
『
選

擇
本
願
念
佛
集
』
に
引
用
さ
れ
る
石
刻
阿
彌
陀
經
は
、
元
照
の
著
作
か
ら
で
は
な
く
、
王
日
休
の
『
龍
舒
淨
土
文
』
か
ら
の
引
用
で

あ
る
と
い
う（

16
）。

法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
は
王
日
休
の
ほ
ぼ
一
世
代
後
の
人
で
あ
り
、『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
は
そ
の
晚
年
の
著

作
で
あ
る
か
ら
、『
龍
舒
淨
土
文
』
は
そ
の
最
初
の
刊
行
か
ら
半
世
紀
を
經
ず
し
て
日
本
に
傳
來
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
時
に
傳
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わ
っ
た
本
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
十
六
世
紀
末
、『
龍
舒
淨
土
文
』
は
ふ
た
た
び
朝

鮮
經
由
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
韓
國
で
は
、
ソ
ウ
ル
大
學
校
奎
章
閣
に
、
高
山
雲
門
寺
刊
、
刊
年
不
明
の
『
龍

舒
增
廣
淨
土
文
』
十
二
卷
が
藏
さ
れ
て
お
り
、
朝
鮮
で
の
刊
行
も
確
認
さ
れ
る（

17
）。

　　
　
　
四
　
『
龍
舒
淨
土
文
』
お
よ
び
王
日
休
に
對
す
る
同
時
代
の
評
價

　　
王
日
休
は
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
た
め
に
二
人
の
狀
元
を
含
む
錚
々
た
る
顏
ぶ
れ
の
序
跋
を
そ
ろ
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
子

細
に
讀
ん
で
み
る
と
、
そ
の
內
容
と
王
日
休
の
主
張
と
の
閒
に
は
微
妙
な
相
違
が
あ
る
こ
と
に
氣
が
つ
く
。
ま
ず
張
孝
祥
の
序
は
冒

頭
で
、「
余
嘗
爲
之
言
、
阿
彌
陀
佛
卽
汝
性
是
。
極
樂
國
土
卽
汝
身
是
。
衆
生
背
覺
合
塵
、
淪
於
七
趣
、
立
我
與
佛
天
地
懸
隔
。
佛
爲

是
故
、
慈
悲
方
便
、
開
示
悟
入
。
現
諸
無
量
如
幻
三
昧
、
莊
嚴
其
國
、
備
極
華
好
、
復
以
辯
智
而
爲
演
說
、
令
諸
衆
生
歡
喜
愛
樂
、

於
日
用
中
能
發
一
念
、
念
彼
如
來
、
欲
生
其
國
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
王
日
休
が
批
判
す
る
禪
の
「
惟
心
淨
土
、
自
性
阿
彌
」
と
同

じ
主
張
で
あ
り
、
か
つ
王
日
休
が
實
在
す
る
と
す
る
淨
土
を
佛
に
よ
る
「
慈
悲
方
便
」
と
み
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
は
大
慧

宗
杲
の
跋
で
は
さ
ら
に
鮮
明
で
、「
若
見
自
性
之
阿
彌
、
卽
了
惟
心
之
淨
土
。
未
能
如
是
、
則
虛
中
爲
此
文
、
功
不
唐
捐
」、
つ
ま
り

「
惟
心
淨
土
、
自
性
阿
彌
」
の
境
地
に
逹
し
え
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
王
日
休
の
著
作
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
ほ
と
ん
ど
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
對
す
る
揶
揄
で
あ
ろ
う
。
劉
章
の
跋
が
「
虛
中
將
以
開
悟
下
根
、
泛
爲
是
論
」
と
言
う
の
も
同
じ

こ
と
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
淨
土
は
禪
の
分
か
ら
な
い
下
根
の
者
に
こ
そ
必
要
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
禪
の
分
か
る
者
に
は
淨
土
は
不

用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
張
孝
祥
ら
に
と
っ
て
の
禪
淨
兼
修
は
、
あ
く
ま
で
も
禪
を
主
體
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
王
日
休
は
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
禪
者
の
立
場
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
彼
も
ま
た
一
方
で
は
禪
淨
に
お
け
る
禪
の
優
位
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
禪
の
境
地
は
到
逹
困
難
で
あ
る
と
こ
ろ
に
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淨
土
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
邊
の
王
日
休
の
論
理
は
曖
昧
で
あ
り
、
は
た
し
て
彼
が
本
當
に
淨
土
の
實
在
を
信
じ
て
い

た
の
か
も
疑
え
ば
疑
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
兩
者
の
違
い
は
敎
義
思
想
上
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
力
點
の
置
き
所
の
違
い

で
あ
り
、
結
局
は
兩
者
の
立
場
の
違
い
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
張
孝
祥
ら
の
高
層
知
識
人
官
僚
や
大
慧
宗
杲
の
よ
う
な

禪
宗
の
代
表
者
と
て
も
、
當
時
の
社
會
に
お
い
て
淨
土
思
想
が
も
つ
民
衆
敎
化
の
效
能
と
必
要
性
は
、
お
そ
ら
く
十
分
に
認
識
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
積
極
的
に
主
張
し
、
そ
の
た
め
に
活
動
す
る
よ
う
な
立
場
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

對
し
て
科
擧
に
落
第
し
在
野
の
居
士
と
な
っ
た
王
日
休
は
、
よ
り
自
由
に
活
動
で
き
る
立
場
に
あ
り
、
か
つ
そ
こ
に
自
ら
の
存
在
意

義
を
見
い
だ
す
べ
き
境
遇
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
兩
者
の
閒
に
は
禪
淨
を
め
ぐ
る
一
種
の
分
業
關
係
が
成
立
し
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
張
孝
祥
ら
が
必
ず
し
も
自
分
の
思
想
と
合
致
し
な
い
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
た
め
の
序
跋
を
引
き
受
け
た
の
に

は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
事
情
が
介
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
點
を
考
え
る
う
え
で
さ
ら
に
參
考
と
な
る
の
は
、
王
日
休
よ
り
一
世
代
若
い
朱
子
（
一
一
三
〇
―
一
二
〇
〇
）
の
王
日
休
批
判

で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
（
中
華
書
局
標
點
本
）
に
は
、
王
日
休
に
對
す
る
批
判
が
以
下
の
二
箇
所
に
見
え
る
。

湖
南
學
者
說
仁
、
舊
來
都
是
架
空
說
出
一
片
。
頃
見
王
日
休
解
孟
子
云
、
麒
麟
者
獅
子
也
。
仁
本
是
惻
隱
溫
厚
底
物
事
、
卻
被

他
們
說
得
擡
虛
打
險
、
瞠
眉
弩
眼
、
卻
似
說
麒
麟
做
獅
子
、
有
呑
伏
百
獸
之
狀
。
蓋
自
知
覺
之
說
起
之
。
麒
麟
不
⻝
生
肉
、
不

踐
生
草
、
獅
子
則
百
獸
聞
之
而
腦
裂
。
（
卷
六
「
性
理
三
」）

問
近
世
王
日
休
立
化
、
如
何
。
曰
此
人
極
不
好
、
貪
汚
異
常
。
曰
旣
如
此
、
何
故
立
脫
。
曰
它
平
日
坐
必
向
西
、
心
在
於
此
、
遂

想
而
得
此
、
乃
佛
氏
最
以
爲
下
者
。
程
氏
說
野
狐
精
、
正
是
以
如
此
爲
不
足
貴
。
可
學
（
卷
一
二
六
「
釋
氏
」）

　
最
初
の
條
に
み
え
る
王
日
休
の
孟
子
の
解
釋
が
麒
麟
を
獅
子
と
見
な
す
點
に
對
す
る
非
難
で
あ
る
が
、
佛
敎
で
は
佛
陀
を
百
獸
の

王
で
あ
る
獅
子
に
喩
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
王
日
休
の
說
は
あ
る
い
は
佛
敎
的
解
釋
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
朱
子
は
そ
れ
を

で
た
ら
め
と
し
て
、
獅
子
は
佛
敎
が
禁
じ
る
⻝
肉
の
戒
を
犯
し
て
い
る
點
を
逆
手
に
と
っ
て
切
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
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朱
子
が
王
日
休
を
湖
南
人
の
よ
う
に
言
い
な
す
の
は
、
お
そ
ら
く
勘
違
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
條
は
例
の
王
日
休
の
立
化
の
奇
瑞
が
朱
子
の
耳
に
ま
で
と
ど
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
點
で
興
味
深
い
が
、
し
か
し
朱
子
は

王
日
休
を
「
極
め
て
好
か
ら
ず
、
貪
汚
異
常
」、
つ
ま
り
と
ん
で
も
な
い
惡
人
で
薄
汚
い
奴
と
一
言
の
も
と
に
斬
り
捨
て
て
い
る
。
朱

子
が
理
由
も
な
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
は
ず
は
な
く
、「
貪
汚
」
と
言
う
に
は
そ
れ
な
り
の
根
據
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
朱
子

と
王
日
休
の
接
點
は
、
王
日
休
が
自
著
の
出
版
の
た
め
建
安
を
訪
れ
た
時
を
お
い
て
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
朱
子
は

建
陽
に
住
ん
で
お
り
、
建
陽
の
書
坊
と
は
な
に
か
と
關
係
が
深
か
っ
た
の
で
あ
る
。
王
日
休
が
建
陽
で
出
版
し
た
の
は
、
後
述
の
ご

と
く
『
龍
舒
淨
土
文
』
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
出
版
の
た
め
建
陽
を
訪
れ
た
紹
興

三
十
二
年
、
朱
子
は
科
擧
合
格
後
の
最
初
に
つ
い
た
官
職
で
あ
る
同
安
府
主
簿
の
任
を
五
年
前
に
終
え
て
建
陽
に
歸
っ
て
い
た（

18
）。

ま

さ
か
二
人
が
會
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
こ
の
時
、
朱
子
は
王
日
休
の
出
版
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
情
報
を
耳
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
王
日
休
の
建
陽
に
お
け
る
自
著
の
出
版
活
動
に
、
朱
子
を
し
て
「
貪
汚
異
常
」
と
言
わ
し
め
る
だ
け
の
營
利
的
側
面

が
あ
っ
た
こ
と
を
强
く
示
唆
す
る
。

　
實
際
、
官
途
を
あ
き
ら
め
た
後
の
王
日
休
は
、
信
者
の
喜
捨
か
さ
も
な
く
ば
著
述
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
出
版
に
際
し
て
近
代
的
な
印
稅
の
ご
と
き
も
の
で
は
む
ろ
ん
な
い
に
せ
よ
、
な
ん
ら
か
の
利
益
を
得
た
こ
と
は
大

い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
朱
子
の
目
に
は
「
貪
汚
異
常
」
と
映
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
ず
か
十
八
歲
で

科
擧
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
合
格
し
た
朱
子
に
は
、
長
年
科
擧
で
苦
汁
を
な
め
、
最
後
の
特
奏
名
に
も
失
敗
し
た
王
日
休
の
境
遇
と
複
雜

な
心
境
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
周
知
の
ご
と
く
、
朱
子
は
禪
を
は
じ
め
と
す
る
佛
敎
に
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
大
慧
宗
杲
に
は
例
外
的
に
あ

る
程
度
好
意
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
彼
の
佛
敎
觀
は
大
慧
宗
杲
な
ど
の
禪
僧
や
張
孝
祥
ら
の
高
層
知
識
人
官
僚
と
も
一
部
共

通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思
え
る
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
王
日
休
の
立
化
に
象
徵
さ
れ
る
佛
敎
者
と
し
て
の
あ
り
方
は
、「
佛
氏
も
っ
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と
も
も
っ
て
下
と
な
す
者
」
す
な
わ
ち
下
の
下
と
思
え
た
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
好
學
な
朱
子
に
と
っ
て
、
王
日
休
の
經

典
解
釋
は
氣
に
か
か
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
、「
答
蔡
季
通
」
第
五
（『
朱
文
公
集
』
卷
四
四
）
で
は
、「
古
易
納
上
。
坊
中
更
有
王
日

休
所
刊
、
求
之
未
獲
、
可
訪
問
考
訂
孰
爲
得
失
也
」
と
、
王
日
休
の
『
易
經
』
の
注
釋
に
關
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
王

日
休
に
『
易
經
』
に
つ
い
て
の
著
述
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
や
は
り
建
安
の
書
坊
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
朱
子
の
こ
の
よ
う
な
王
日
休
批
判
は
、
實
は
王
日
休
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
周
必
大
に
も
見
ら
れ
る
。『
文
忠
集
』
卷
十
九

「
跋
歐
陽
邦
基
勸
戒
別
錄
」
は
、
王
日
休
の
『
淨
土
文
』
と
『
居
戒
錄
』
を
愛
讀
す
る
歐
陽
邦
基
な
る
人
物
が
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て

『
勸
戒
別
錄
』、『
鋤
惡
種
德
篇
』、『
勸
修
西
方
淨
業
文
』
な
ど
の
書
物
を
編
集
出
版
し
、
そ
の
序
を
多
忙
な
周
必
大
に
每
年
の
よ
う
に

催
促
し
た
た
め
、
周
必
大
が
い
さ
さ
か
こ
れ
を
も
て
あ
ま
し
た
樣
子
を
記
し
、
暗
に
王
日
休
風
の
人
物
に
對
す
る
批
判
を
込
め
て
い

る
。
實
際
、
彼
の
よ
う
な
高
官
經
驗
者
の
も
と
に
は
こ
の
種
の
依
賴
が
山
ほ
ど
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
無
理
も
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
も
王
日
休
ら
の
出
版
物
が
も
し
營
利
の
手
段
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
傳
統
的
な
價
値
觀
を
遵
奉
す
る
朱
子
や
周
必
大
に
は

到
底
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
に
は
民
衆
敎
化
と
そ
の
た
め
の
通
俗
的
書
物
の
出
版
に
よ
る
普
及
と
い
う
時
代
の

要
請
を
め
ぐ
る
、
科
擧
に
高
位
合
格
し
た
官
僚
知
識
人
と
科
擧
に
失
敗
し
た
在
野
の
下
層
知
識
人
と
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
協
力
關
係

が
如
實
に
現
れ
て
い
よ
う
。
憶
測
を
逞
し
く
す
れ
ば
、『
龍
舒
淨
土
文
』
の
た
め
に
序
跋
を
書
い
た
名
士
た
ち
も
、
內
心
は
朱
子
や
周

必
大
と
同
じ
氣
持
ち
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　　
　
　
五
　
王
日
休
の
そ
の
他
の
著
作

　　
王
日
休
に
は
『
龍
舒
淨
土
文
』
以
外
に
も
多
く
の
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
を
主
題
別
に
紹
介
し
よ
う
。
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（
１
）
儒
敎
經
典
の
注
釋

　
ま
ず
『
宋
史
』
卷
二
〇
二
「
藝
文
志
・
經
部
」
に
、
そ
の
著
と
し
て
「
王
日
休
龍
舒
易
解
」
一
卷
、「
王
日
休
春
秋
孫
復
解
辨
失
」

一
卷
、「
春
秋
公
羊
辨
失
」
一
卷
、「
春
秋
左
氏
辨
失
」
一
卷
、「
春
秋
榖
梁
辨
失
」
一
卷
、「
春
秋
名
義
」
一
卷
が
み
え
、
さ
ら
に
『
玉

海
』
卷
四
十
に
も
「
紹
興
春
秋
明
例
・
素
志
・
書
目
一
卷
。
紹
興
中
舒
州
布
衣
王
日
休
撰
。
凡
十
篇
通
謂
之
明
例
。
又
冠
以
例
要
例

意
例
釋
。
又
有
孫
復
解
三
傳
辨
失
四
卷
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
散
逸
し
て
傳
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
宋
・
黃
倫
『
尙
書
精
義
』

（
四
庫
全
書
本
）
卷
二
十
四
「
周
書
・
泰
誓
上
」、
元
・
陳
師
凱
『
書
蔡
氏
傳
旁
通
』
（
同
右
）
卷
四
下
「
金
縢
」
な
ど
に
は
「
王
日
休

曰
」
と
し
て
そ
の
說
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
書
經
』
の
注
釋
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
旣
述
の
ご
と
く
、

そ
の
孟
子
の
注
に
つ
い
て
は
朱
子
が
論
評
し
て
い
る
。
な
お
王
日
休
よ
り
や
や
後
の
人
、
兪
成
の
『
螢
雪
叢
說
』
（『
說
郛
』
卷
一
五

上
）
に
は
、
卷
上
「
解
書
訣
」、
卷
下
「
解
書
」
に
王
日
休
の
『
書
經
』
に
つ
い
て
の
說
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、『
四
庫
提
要
』
卷
一

二
七
『
螢
雪
叢
說
』
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
兪
成
は
科
擧
を
あ
き
ら
め
て
著
述
に
專
念
し
た
が
、
こ
の
書
の
內
容
は
、「
多
言
揣
摩
科
擧

之
學
、
而
諄
諄
於
假
對
之
法
」
つ
ま
り
科
擧
の
答
案
の
書
き
方
に
重
點
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
點
か
ら
考
え
る
と
、
王
日
休
の
經
典

注
釋
も
あ
る
い
は
科
擧
の
參
考
書
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
（
２
）
佛
敎
關
係
の
著
述

　
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
ほ
か
に
『
佛
說
大
阿
彌
陀
經
』
（
大
正
藏
三
六
四
番
）
が
傳
わ
る
が
、
そ
の
紹
興
三
十
二
年
（
一
一
六
二
）
の
自
序

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
後
漢
の
支
婁
加
讖
譯
『
無
量
淸
淨
平
等
覺
經
』
な
ど
四
種
の
異
譯
を
適
宜
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
龍

舒
淨
土
文
』
卷
八
「
念
佛
風
疾
不
作
」
に
、「
予
近
附
舟
至
鎭
江
、
閘
中
闕
水
不
能
行
、
乃
於
金
山
借
四
經
、
卽
阿
彌
陀
經
也
。
欲
校

勘
刊
板
廣
傳
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
鎭
江
金
山
寺
の
藏
本
を
利
用
し
た
も
の
で
、
や
は
り
出
版
を
計
畫
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
そ
の
完
成
は
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
前
で
あ
ろ
う
が
、
刊
行
は
あ
る
い
は
同
時
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
『
宋
史
』
卷
二
〇
五
「
藝
文
志
・
子
部
釋
類
」
に
、「
淨
土
文
」
十
一
卷
の
ほ
か
、「
王
日
休
金
剛
經
解
」
四
十
二
卷
が
み
え
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る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
南
宋
の
王
炎
『
雙
溪
類
稾
』
（
四
庫
全
書
本
）
卷
二
十
四
「
金
剛
經
」
に
、「
世
所
誦
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
、

皆
鳩
摩
羅
什
所
譯
。
本
語
似
明
白
、
意
或
不
圓
。
偶
得
龍
舒
王
日
休
校
正
六
譯
本
、
其
一
則
羅
什
所
譯
、
次
則
魏
三
藏
留
支
、
陳
三

藏
眞
諦
、
隋
三
藏
笈
多
、
唐
三
藏
玄
奘
、
唐
僧
義
淨
、
是
爲
六
譯
。
日
休
所
譯
、
不
足
以
發
能
仁
之
旨
、
其
校
正
不
可
廢
也
」
と
み

え
、
羅
什
以
下
の
六
つ
の
譯
を
校
訂
し
注
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
書
は
す
で
に
散
逸
し
て
い
る
が
、
朝
鮮
版

の
『
金
剛
經
變
相
』
に
そ
の
逸
文
が
數
條
收
め
ら
れ
て
い
る（

19
）。

　
　
（
３
）
道
敎
關
係
の
著
述

　
晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
卷
九
「
傳
記
類（

20
）」

に
、「
王
氏
神
仙
傳
四
卷
、
右
僞
蜀
杜
光
庭
纂
。
光
庭
集
王
氏
男
眞
女
仙
五
十
五
人

以
諂
王
建
。
其
後
又
有
王
虛
中
續
纂
三
十
人
附
於
後
」
と
あ
り
、
王
虛
中
が
『
王
氏
神
仙
傳
』
の
續
篇
を
編
ん
だ
こ
と
が
知
れ
る
が
、

『
王
氏
神
仙
傳
』
は
現
在
『
說
郛
』
卷
七
に
一
部
を
傳
え
る
の
み
で
、
續
篇
は
散
逸
し
て
お
り
、
こ
の
王
虛
中
が
は
た
し
て
王
日
休
で

あ
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

　
　
（
４
）
通
俗
書

　
前
述
の
周
必
大
「
跋
歐
陽
邦
基
勸
戒
別
錄
」
に
王
日
休
の
著
作
と
し
て
『
居
戒
錄
』
の
名
が
み
え
た
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
通
俗

的
な
道
德
を
平
易
に
說
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
螢
雪
叢
說
』
卷
上
「
事
要
有
分
」
に
王
日
休
の
說
を
、
ま
た
『
善
誘
文
』
（『
說
郛
』

卷
七
三
下
）
に
王
日
休
「
修
爲
果
報
」、「
受
用
隨
分
說
」
を
引
く
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
『
居
戒
錄
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
ほ
か
に
童
蒙
の
敎
育
書
で
あ
る
『
速
成
法
』
が
あ
る
こ
と
は
次
に
述
べ
る
。

　
な
お
『
宋
元
學
案
補
遺
』
卷
四
を
は
じ
め
從
來
の
硏
究
で
は
、『
宋
史
』「
藝
文
志
」
に
王
日
休
の
著
と
し
て
み
え
る
『
養
賢
錄
』

を
、
こ
の
王
日
休
の
著
作
に
含
め
る
が
、
こ
れ
は
『
郡
齋
讀
書
志
附
志
』
の
「
刑
法
類
」
に
、「
養
賢
錄
二
十
二
卷
、
右
王
日
休
所
編

也
。
…
…
日
休
字
作
德
、
釣
臺
人
也（

21
）」

と
あ
る
よ
う
に
、
同
名
異
人
の
王
日
休
の
著
で
あ
る
。
同
じ
く
『
宋
史
』
卷
二
〇
四
「
藝
文

志
」
の
「
王
日
休
九
丘
總
要
三
百
四
十
卷
」
も
や
は
り
釣
臺
の
王
日
休
の
著
で
あ
ろ
う
。
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六
　
『
速
成
法
』
と
『
事
林
廣
記
』

　　
『
龍
舒
淨
土
文
』
お
よ
び
『
佛
說
大
阿
彌
陀
經
』
以
外
の
王
日
休
の
著
作
と
し
て
、
今
日
ま
と
ま
っ
て
殘
っ
て
い
る
も
の
に
『
速

成
法
』
が
あ
る
。
こ
の
書
は
南
宋
末
の
人
、
陳
元
靚
が
編
集
し
た
日
用
類
書
『
事
林
廣
記
』
に
み
え
て
い
る
。『
事
林
廣
記
』
は
、
そ

の
後
、
元
明
代
に
わ
た
っ
て
た
び
た
び
刊
行
さ
れ
た
た
め
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
『
速
成
法
』
を
も
っ
と
も
ま
と

ま
っ
た
形
で
收
め
る
の
は
元
の
泰
定
刊
本
に
も
と
づ
く
日
本
の
元
祿
十
二
年
（
一
六
九
九
）
刊
本
で（

22
）、

そ
の
丁
集
卷
三
「
速
成
門
」
は
、

ま
ず
「
王
日
休
、
字
虛
中
、
龍
舒
也
。
撰
速
成
法
一
卷
、
可
見
先
生
長
者
存
心
、
而
張
憲
武
十
惜
五
戒
尤
爲
諄
諄
之
誨
、
後
學
可
不

勉
乎
」
と
述
べ
、
つ
い
で
『
速
成
法
』
の
本
文
を
引
用
す
る
。
今
そ
の
項
目
の
み
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
い
わ

ゆ
る
「
張
憲
武
十
惜
五
戒
」
は
、
卷
五
「
勸
學
門
」
に
み
え
て
い
る
。

１
「
叉
手
法
」
２
「
着
衣
法
」
３
「
祇
揖
法
」
４
「
入
學
說
」
５
「
小
兒
寫
字
法
」
６
「
小
兒
讀
書
法
」
７
「
小
兒
溫
書
法
」
８

「
記
訓
釋
字
」
９
「
說
書
之
法
」
10
「
說
書
要
法
」
11
「
看
經
子
史
法
」
12
「
又
看
史
書
法
」
13
「
讀
書
作
文
法
」
14
「
改
小
兒
文

字
」
15
「
作
大
經
義
法
」
16
「
作
小
經
義
法
」
17
「
小
經
義
格
式
」
18
「
作
賦
法
」
19
「
作
詩
法
」
20
「
作
論
法
」
21
「
答
策
法
」

（
番
號
は
便
宜
上
つ
け
た
も
の
で
あ
る
）

こ
れ
ら
の
項
目
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
書
は
挨
拶
の
仕
方
、
服
の
着
方
か
ら
は
じ
ま
り
、
字
の
書
き
方
、
讀
書
作
文
法
、
そ

し
て
最
後
は
科
擧
の
課
目
で
あ
る
經
義
、
詩
賦
、
論
策
の
答
案
の
書
き
方
を
子
供
に
敎
え
る
た
め
の
心
得
を
平
易
な
文
章
で
、
具
體

的
に
說
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
體
的
な
懇
切
丁
寧
さ
の
一
例
を
擧
げ
れ
ば
、
14
「
改
小
兒
文
字
」
は
、「
若
改
小
兒
文
字
、
縱
做

得
未
是
、
亦
須
留
少
許
、
不
得
盡
改
。
若
盡
改
、
則
沮
到
其
才
思
、
不
敢
道
也
。
直
待
做
得
十
八
分
是
了
、
方
可
盡
改
作
十
分
。
若

只
隨
它
立
意
而
改
、
亦
是
一
法
」
と
、
子
供
の
文
章
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
全
面
的
に
訂
正
す
れ
ば
か
え
っ
て

子
供
の
才
能
を
殺
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
子
供
の
學
力
の
進
步
に
合
わ
せ
て
徐
々
に
訂
正
す
る
程
度
を
增
や
す
、
ま
た
は
子
供
の
考
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え
に
卽
し
て
訂
正
す
る
必
要
を
說
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
手
の
立
場
に
卽
し
た
現
實
的
な
方
法
の
提
唱
は
、
そ
の
平
易
な
表
現

と
も
ど
も
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
中
に
は
『
龍
舒
淨
土
文
』
と
は
異
な
る
主
張
も
あ
る
。
た
と
え
ば
『
速
成
法
』
の
４
「
入
學
說
」
で
は
、
子
供
は
六
歲
で
學

校
に
入
學
さ
せ
る
べ
き
だ
と
言
う
が
、『
龍
舒
淨
土
文
』
卷
六
「
勸
童
男
」
で
は
、
子
供
は
い
つ
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
し
ゃ
べ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
ま
ず
四
聖
號
十
聲
を
每
日
唱
え
さ
せ
、
六
歲
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
淨
土
眞
言
を
憶
え
さ
せ
て
七
歲
で
學
校

に
入
れ
ろ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
淨
土
の
敎
え
を
す
べ
て
に
優
先
さ
せ
る
王
日
休
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
當
然
で
あ
る
。『
速
成
法
』

が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、『
龍
舒
淨
土
文
』
の
前
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
20
「
作
論
法
」
と
21
「
答
策
法
」
は
、
科
擧
の
論
策
の
書
き
方
を
具
體
的
に
說
い
た
も
の
だ
が
、
う
ち
「
答
策
法
」
で
、

「
且
先
總
其
大
意
作
策
頭
二
百
字
許
、
然
後
入
問
目
、
答
了
問
目
、
次
則
又
爲
之
說
、
以
條
答
之
」
と
、
條
對
式
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
點
は
興
味
深
い
。
前
述
の
ご
と
く
『
梁
谿
漫
志
』
に
よ
れ
ば
、
王
日
休
は
特
奏
名
の
殿
試
に
お
い
て
條
對
式
で
書
く
べ
き
答
案
を

そ
う
し
な
か
っ
た
た
め
に
落
第
し
た
か
ら
で
あ
る
。
科
擧
の
答
案
の
指
南
書
を
書
く
ほ
ど
そ
の
道
に
通
じ
て
い
た
王
日
休
が
そ
の
よ

う
な
失
策
を
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
や
は
り
故
意
に
科
擧
本
來
の
方
法
で
論
を
書
い
て
、
自
分
の
實
力
を
示
そ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
事
林
廣
記
』
は
そ
の
正
式
の
題
を
『
新
編
群
書
類
要
事
林
廣
記
』
と
稱
す
る
よ
う
に
、
日
用
生
活
全
般
に
わ
た
り
必
要
な
知
識

を
多
く
の
書
物
よ
り
拔
粹
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
速
成
法
』
も
ま
た
『
事
林
廣
記
』
が
收
め
る
も
の
に
は
節
略
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
速
成
法
』
と
い
う
書
名
も
ま
た
本
來
の
も
の
で
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
明
一
統
志
』
卷
十
四
「
廬
州
府
」
に
、「
王
日
休
、
特
之
、
舒
人
。
誨
誘
後
學
、
尤
爲
諄
切
、
嘗
撰
速
成
模
楷
一
書
」
と
あ
る
の
に

し
た
が
え
ば
、
正
式
に
は
『
速
成
模
楷
』
と
言
っ
た
ら
し
い
。
明
・
凌
迪
知
『
萬
姓
統
譜
』
卷
四
十
四
「
王
日
休
」
の
項
に
、「
嘗
撰

易
解
、
春
秋
解
、
春
秋
名
義
、
養
賢
錄
、
模
楷
書
、
行
于
世
。
自
敎
小
兒
叉
手
著
衣
祇
揖
入
學
寫
字
讀
書
治
經
閱
史
及
作
文
字
、
皆
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井
井
有
條
、
學
者
依
賴
焉
」
と
あ
り
、
こ
の
書
は
明
代
ま
で
は
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
現
在
で
は
『
事
林
廣
記
』
に
載
せ
る
節

略
本
の
み
が
傳
わ
る
。

　
そ
の
題
の
「
速
成
」
と
い
う
の
は
、
內
容
か
ら
考
え
て
、
要
は
科
擧
合
格
の
た
め
の
速
成
法
な
の
で
あ
る
が
、
一
方
の
『
龍
舒
淨
土

文
』
も
こ
れ
に
倣
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
つ
ま
り
は
淨
土
往
生
の
た
め
の
速
成
法
で
あ
ろ
う
。
儒
佛
と
立
場
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
兩

者
の
發
想
は
共
通
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
『
事
林
廣
記
』
の
編
者
、
陳
元
靚
に
は
こ
の
ほ
か
に
『
歲
時
廣
記
』
の
著
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
朱
子
の
孫
の
朱
鑑
お

よ
び
朱
子
の
友
人
、
劉
崇
之
の
子
で
あ
る
劉
純
の
序
が
附
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
劉
純
の
序
に
は
、「
龜
峰
之
麓
、
梅
谿
之
灣
、
有
隱
君

子
、
廣
寒
之
孫
、
涕
唾
功
名
、
金
玉
篇
籍
」
と
あ
っ
て
、
陳
元
靚
が
科
擧
に
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
り
著
述
業
も
し
く
は
出
版
業
に
轉

じ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
ま
た
こ
こ
に
言
う
「
廣
寒
之
孫
」
と
は
、『
嘉
靖
建
陽
縣
志
』
卷
七
「
墳
墓
」
に
「
廣
寒
先
生
墓
。
在
三

貴
里
水
東
源
。
厥
子
侍
中
陳
遜
、
構
亭
望
之
、
扁
曰
望
考
亭
、
後
以
名
其
地
」
と
あ
る
廣
寒
先
生
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
考
亭
は
言
う

ま
で
も
な
く
朱
子
晚
年
の
居
住
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
朱
子
の
講
學
の
場
で
あ
る
考
亭
書
院
が
あ
っ
た
。
朱
子
の
「
聚
星
落
成
」
詩

（『
朱
文
公
集
』
卷
九
）
は
、
こ
の
考
亭
陳
氏
が
築
い
た
聚
星
亭
の
落
成
を
祝
う
も
の
だ
が
、
そ
の
序
に
「
熹
幸
以
卜
隣
」
と
あ
る
の
に

よ
れ
ば
、
陳
氏
は
朱
子
の
隣
人
で
あ
る
。
考
亭
陳
氏
の
一
人
で
あ
る
陳
元
靚
の
『
歲
時
廣
記
』
に
朱
鑑
が
序
を
書
い
た
の
は
、
い
わ

ば
隣
人
の
誼
か
ら
で
あ
ろ
う
。
陳
氏
一
族
に
は
陳
元
靚
の
ほ
か
に
も
出
版
に
從
事
す
る
者
が
い
た
ら
し
く
、
熊
晦
仲
編
『
新
編
通
用

啓
劄
截
江
網
』
の
前
進
士
陳
元
善
序
に
は
「
潁
川
建
陽
陳
氏
刻
」
と
あ
る
。
こ
の
陳
元
善
は
陳
元
靚
と
同
族
同
輩
で
あ
る
と
思
え
る
。

こ
の
こ
と
は
朱
子
お
よ
び
そ
の
子
孫
の
書
坊
と
の
近
し
い
關
係
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
陳
元
靚
が
『
事
林
廣
記
』
を
編

集
す
る
に
際
し
て
そ
の
材
料
と
な
っ
た
群
書
の
多
く
は
建
陽
で
の
出
版
物
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、『
速
成
法
』
も
ま
た
そ
れ
以
前
す

で
に
建
陽
の
書
坊
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
當
時
、
科
擧
の
た
め
の
參
考
書
が
建
陽
で
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
科
擧
課
目
の
特
に
賦
の
作
り
方
に
つ
い
て
詳
細
に
說
明
し
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た
鄭
起
潛
『
聲
律
關
鍵
』
（『
宛
委
別
藏
』
收
）
の
卷
頭
に
あ
る
淳
祐
元
年
「
尙
書
省
札
子
」
に
、「
建
寧
書
肆
亦
自
板
行
」
と
あ
る
の

に
よ
っ
て
知
れ
る
。
鄭
起
潛
は
ま
ず
吉
州
の
敎
官
で
あ
っ
た
時
に
『
賦
格
』
と
い
う
本
を
刊
行
し
、
そ
れ
を
增
補
し
た
も
の
が
『
聲

律
關
鍵
』
で
、
そ
れ
は
建
寧
書
肆
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
鄭
起
潛
自
身
の
申
請
に
よ
り
國
子
監
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
鄭

起
潛
は
寧
宗
朝
の
進
士
で
、
禮
部
侍
郞
、
權
兵
部
尙
書
な
ど
を
歷
任
し
た
高
官
で
あ
る
が
、
や
は
り
自
著
の
出
版
に
熱
心
で
あ
っ
た

と
み
え
る
。
な
お
彼
は
王
日
休
と
同
じ
く
熱
心
な
佛
敎
信
者
で
、
最
後
は
「
坐
逝
」
し
た
と
傳
え
ら
れ
る（

23
）。

朱
子
は
王
日
休
を
「
貪

汚
」
と
罵
っ
た
が
、
彼
の
周
圍
に
は
營
利
出
版
を
め
ざ
す
似
た
り
よ
っ
た
り
の
人
閒
が
大
勢
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　　
　
　
お
わ
り
に

三
敎
合
一
と
出
版

　　
以
上
、
王
日
休
の
生
涯
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
著
述
と
出
版
に
か
か
わ
る
活
動
を
主
と
し
て
述
べ
た
が
、
彼
の
著
述
活
動
に
顯
著

な
の
は
、『
龍
舒
淨
土
文
』
と
『
速
成
法
』
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
實
現
可
能
な
現
實
的
方
法
を
具
體
的
か
つ
平
易
な
表
現
で
よ
り

多
く
の
人
々
に
傳
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
出
版
そ
れ
も
營
利
出
版
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
む
ろ
ん
彼
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
商
工
業
の
發
逹
に
よ
り
經
濟
的
に
豐
か
に
か
つ
多
樣
化
し
た
社
會

の
中
で
、
そ
れ
以
前
に
は
道
德
宗
敎
あ
る
い
は
知
的
敎
養
と
は
無
緣
で
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
の
多
く
の
人
々
が
知
識
を
求
め
る

よ
う
に
な
り
、
知
識
の
通
俗
化
と
流
通
性
が
必
要
と
な
っ
た
時
代
の
要
請
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
王
日
休
は
道
敎
の
祕
匿
性
に
對
し
て
佛
敎
の
公
開
性
を
そ
の
長
所
と
し
て
擧
げ
て
い
る
が
、
こ
の
公
開

性
の
最
た
る
も
の
が
出
版
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
王
日
休
よ
り
後
の
道
敎
全
眞
敎
南
宗
の
指
導
者
、
白
玉
蟾
（
一
一
九
四

―
一
二
二
九
？
）
は
、
そ
れ
ま
で
お
も
に
口
授
に
よ
る
祕
傳
的
性
格
の
强
か
っ
た
同
敎
團
の
敎
義
を
、
平
易
な
言
葉
で
語
り
、
か
つ
積

極
的
に
出
版
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

24
）、

こ
れ
は
王
日
休
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
佛
敎
側
の
通
俗
的
出
版
活
動
に
刺
激
さ
れ
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た
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
大
局
的
に
み
れ
ば
や
は
り
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
社
會
階
層
の
頂
點
に
立
つ
高
層
知
識
人
や
高
級
官
僚
は
、
た
と
え
時
代
の
要
請
を
認
識
し
た
と
し
て
も
、
立
場
上

ま
た
そ
の
保
守
的
な
思
想
上
、
通
俗
化
の
先
端
に
立
っ
て
活
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
王
日
休
の
よ
う
な
お
も
に
科
擧
に

失
敗
し
た
在
野
の
下
層
知
識
人
が
活
動
す
る
餘
地
が
生
ま
れ
る
。
南
宋
の
時
期
は
、
こ
の
よ
う
な
知
識
人
內
部
の
分
化
が
進
み
、
兩

者
の
拮
抗
的
協
力
關
係
が
生
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
點
を
象
徵
的
に
示
す
ひ
と
つ
の
事
例
が
、
下
層
知
識
人
の
著
述
出
版
に

上
層
知
識
人
が
序
跋
と
い
う
形
で
あ
た
え
る
援
助
で
あ
り
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
序
跋
と
い
う
形
で
下
層
知
識
人
が
上
層
知
識
人
を

利
用
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　
王
日
休
が
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
た
め
に
張
孝
祥
、
劉
章
と
い
う
二
人
の
狀
元
の
序
跋
を
求
め
、
か
つ
「
狀
元
歷
陽
張
孝
祥
序
」
（
張

孝
祥
の
文
集
で
は
當
然
な
が
ら
「
狀
元
」
の
二
字
は
な
い
）
、「
狀
元
劉
待
制
跋
」
と
雙
方
と
も
わ
ざ
わ
ざ
狀
元
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る

の
は
、
彼
も
し
く
は
そ
の
背
後
に
い
た
書
坊
の
營
利
出
版
業
者
が
、
狀
元
の
名
聲
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

南
宋
時
代
の
狀
元
は
一
種
の
ア
イ
ド
ル
、
ス
タ
ー
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
人
が
そ
の
名
聲
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
が（

25
）、

出
版
業
者
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
南
宋
の
出
版
物
に
は
往
々
に
し
て
狀
元
の
名
を
冠
し
た
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
北
宋
以
前
に
は
な
か
っ
た
現
象
で
あ
る
。
そ
の
主
な
も
の
を
擧
げ
れ
ば
、『
張
狀
元
孟
子
傳
』
（
張
九
成
）
、『
王
狀
元

集
百
家
注
分
類
東
坡
先
生
詩
』、『
王
狀
元
集
百
家
注
編
年
杜
陵
詩
史
』
（
王
十
朋
）
、『
標
題
徐
狀
元
補
注
蒙
求
』
（
徐
子
光
）
、『
陸
狀

元
集
百
家
注
資
治
通
鑑
詳
節
』
（
陸
唐
老
）
、『
許
狀
元
節
序
故
事
』
（
許
尙
）
な
ど
が
あ
る
が
、
う
ち
王
狀
元
の
名
を
冠
す
る
も
の
は

僞
託
で
あ
り
、
ま
た
徐
、
陸
、
許
の
三
人
は
お
そ
ら
く
狀
元
で
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
出
版
業
者
の
仕
業
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
に

關
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、『
梁
谿
漫
志
』
の
著
者
、
費
袞
が
王
日
休
に
つ
い
て
尋
ね
た
陳
應
行
で
あ
る
。

　
陳
應
行
は
、
嘉
靖
『
建
寧
府
志
』
卷
十
五
に
、「
淳
熙
二
年
詹
騤
榜
乙
未
、
特
奏
名
陳
應
行
第
一
人
、
建
安
人
」
と
あ
り
、
つ
ま
り

淳
熙
二
年
（
一
一
七
六
）
の
特
奏
名
の
狀
元
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
作
と
し
て
は
、『
讀
史
明
辨
』
二
十
四
卷
、『
讀
史
明
辨
續
集
』
（『
宋
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史
』
卷
二
〇
三
「
藝
文
志
・
史
鈔
類
」）
、『
杜
詩
六
帖
』
（『
直
齋
書
錄
解
題
』
卷
一
四
）
な
ど
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
す
べ
て
傳
わ
ら
な

い
。
た
だ
し
當
時
の
そ
の
他
の
書
物
に
彼
の
名
は
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
ま
ず
『
吟
窗
雜
錄
』
五
十
卷
は
「
狀
元
陳
應
行
編
」
と

題
す
る
が（

26
）、

こ
れ
は
僞
託
で
あ
る
ら
し
い
（
四
庫
提
要
卷
一
九
七
）
。
ま
た
張
孝
祥
の
『
于
湖
詞
』
に
は
卷
首
に
陳
應
行
の
序
を
載
せ

て
い
る
し
（
四
庫
提
要
卷
一
九
八
）
、
程
大
昌
『
禹
貢
論
』
に
も
陳
應
行
の
後
序
が
あ
る
（
四
庫
提
要
卷
一
一
）
。
も
っ
と
も
興
味
深
い

の
は
、
京
都
の
山
科
毘
沙
門
堂
に
傳
わ
る
『
篆
隸
文
體
』
の
末
尾
に
、『
事
林
廣
記
』
の
編
者
、
陳
元
靚
編
集
の
『
博
文
錄
』
卷
一
と

卷
八
の
一
部
を
載
せ
る
中
に
、「
皇
朝
特
奏
名
狀
元
陳
應
行
云
」
と
し
て
彼
の
說
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

27
）。

陳
應
行
は
建
陽
の
人

で
あ
り
、
彼
の
書
物
は
陳
元
靚
の
目
に
と
ま
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
陳
應
行
は
狀
元
と
し
て

多
く
の
書
物
に
序
跋
を
寄
せ
、
あ
る
い
は
僞
託
に
そ
の
名
を
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
彼
自
ら
も
出
版
に
か
か
わ
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
費
袞
が
王
日
休
の
こ
と
を
彼
に
尋
ね
た
の
は
、
彼
が
特
奏
名
で
の
受
驗
と
建
陽
で
の
出
版
と
い
う
二
つ
の
共
通

項
を
王
日
休
と
の
閒
に
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
か
と
思
え
る
。
こ
の
よ
う
な
狀
元
を
は
じ
め
と
す
る
科
擧
の
高
位
合
格
者
と
營
利

出
版
と
の
密
接
な
關
係
は
、
營
利
出
版
の
全
盛
期
で
あ
る
明
代
後
半
に
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が（

28
）、

そ
の
原
型
は
す
で
に
南
宋

時
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
高
層
の
知
識
人
を
も
卷
き
込
ん
だ
形
で
の
出
版
に
よ
る
知
識
の
通
俗
化
、
普
遍
化
が
、
本
來
の
思
想
や
宗
敎
敎
義
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
は
ず
は
な
い
。
こ
の
時
期
に
儒
佛
道
そ
れ
ぞ
れ
に
起
こ
っ
た
新
し
い
改
革
の
動
き
と
そ
れ
に
促
さ
れ
た
三
敎
交

流
の
深
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
敎
理
の
內
在
的
要
因
か
ら
導
か
れ
た
面
も
む
ろ
ん
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
同
時
に
以
上
述
べ
た
よ

う
な
社
會
と
時
代
か
ら
の
外
的
要
請
の
結
果
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
用
生
活
に
必
要
な
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
網
羅
的
に
羅
列
す

る
『
事
林
廣
記
』
に
は
、
儒
敎
類
、
道
敎
類
、
佛
（
禪
）
敎
類
と
三
敎
の
項
目
が
平
等
に
立
て
ら
れ
、
ま
た
佛
敎
類
に
は
「
三
敎
歸
一

圖
」
が
揭
げ
ら
れ
て
、「
有
物
混
成
、
先
天
地
生
」
（
道
敎
）
、「
天
生
烝
民
、
有
物
有
則
」
（
儒
敎
）
、「
圓
覺
眞
如
、
與
生
俱
生
」

（
佛
敎
）
と
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
な
ん
ら
か
の
思
想
的
立
場
の
表
明
で
は
な
く
、
た
だ
日
用
に
必
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要
な
知
識
を
網
羅
す
る
と
い
う
こ
の
書
物
の
編
集
方
針
に
從
っ
た
ま
で
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
問
の
餘
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
王
日
休
お
よ
び
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
つ
い
て
の
從
來
の
硏
究
と
し
て
は
、
望
月
信
亨
『
支
那
淨
土
敎
理
史
』（
法
藏
館
、
一
九
四
二
年
）
第
三

十
章
「
禪
僧
の
淨
土
兼
修
併
に
居
士
の
西
方
歸
向
」
二
「
楊
傑
等
居
士
の
西
方
歸
向
」
に
王
日
休
の
經
歷
と
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
內
容
を
要

約
す
る
の
が
が
も
っ
と
も
早
く
、
か
つ
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
小
笠
原
宣
秀
「
宋
代
の
居
士
王
日
休
と
淨
土
敎
」（『
結
城
敎
授
頌
壽

記
念
佛
敎
思
想
史
論
集
』、
大
藏
出
版
、
一
九
六
四
年
）、
林
田
康
順
「
宋
代
淨
土
敎
者
の
人
閒
觀
―
王
日
休
を
中
心
と
し
て
」（『
佛
敎
文
化

學
紀
要
』
二
、
一
九
九
四
年
）、
林
田
康
順
「
王
日
休
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
硏
究
（
一
）―
王
日
休
の
生
涯
考
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
四

一
―
一
、
一
九
九
六
年
）、「
同
（
二
）」、「
同
（
三
）
―
卷
第
六
「
特
爲
勸
諭
篇
」
の
思
想
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
四
二
―

一
、
一
九
九
七
年
）、
原
田
哲
了
「
い
わ
ゆ
る
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
硏
究
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
五
一
―
一
、
二
〇
〇
二
年
）、
潘
桂
明

『
中
國
居
士
佛
敎
史
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
八
章
第
二
節
「
王
日
休
的
《
龍
舒
淨
土
文
》」
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
荒
木
敏
『
宋
代
科
擧
制
度
硏
究
』（
同
朋
舍
、
一
九
六
九
年
）
第
二
節
「
殿
試
の
試
題
」
一
「
正
奏
名
及
び
特
奏
名
」
參
照
。

（
３
）
宮
崎
巿
定
「
宋
代
の
太
學
生
生
活
」（『
宮
崎
巿
定
全
集
』
卷
十
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
お
よ
び
「『
事
林
廣
記
』
學
校
類
譯
注
（
一
）」

（『
東
方
學
報
』
京
都
第
七
六
册
、
二
〇
〇
四
年
）
參
照
。

（
４
）
注
（
２
）
前
揭
書
第
二
節
三
「
進
士
科
特
奏
名
の
試
題
」
參
照
。

（
５
）
注
（
２
）
前
揭
書
第
六
章
「
北
宋
末
南
宋
初
期
の
科
場
と
佛
敎
」
參
照
。

（
６
）
楊
傑
に
つ
い
て
は
注
（
１
）
前
揭
の
望
月
信
亨
『
支
那
淨
土
敎
理
史
』
お
よ
び
佐
藤
成
順
『
宋
代
佛
敎
の
硏
究
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇

一
年
）
第
三
章
「
宋
代
に
お
け
る
公
卿
の
淨
土
信
仰
者
―
楊
傑
に
つ
い
て
」
を
參
照
。

（
７
）
こ
の
諺
は
、「
君
子
は
君
子
た
る
こ
と
で
得
を
す
る
が
、
小
人
は
た
だ
む
だ
に
小
人
た
る
の
み
」
と
い
う
意
味
で
、『
袁
氏
家
範
』
卷
二
、『
鶴
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林
玉
露
』
卷
八
、『
朱
子
語
類
』
卷
三
四
な
ど
に
見
え
る
當
時
流
行
の
諺
で
あ
っ
た
。

（
８
）
「
龍
舒
淨
土
文
序
」
は
張
孝
祥
の
文
集
『
于
湖
居
士
集
』
卷
十
五
に
も
見
え
、
そ
ち
ら
の
方
が
內
容
が
く
わ
し
い
。

（
９
）
孫
猛
校
證
『
郡
齋
讀
書
志
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
一
六
四
頁
。

（
10
）
『
大
谷
大
學
博
物
館
二
〇
〇
四
年
度
特
別
展
―
京
の
文
化
人
と
そ
の
遺
產
―
神
田
家
の
系
譜
と
藏
書
』
六
〇
頁
參
照
。

（
11
）
呂
師
夔
と
呂
師
說
に
つ
い
て
は
、
王
德
毅
等
編
『
元
人
傳
記
資
料
索
引
』（
新
文
豐
出
版
公
司
、
一
九
七
九
年
）
第
一
册
四
二
四
頁
參
照
。

（
12
）
『
國
立
中
央
圖
書
館
善
本
書
目
』
子
部
・
釋
家
類
。

（
13
）
『
北
京
圖
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
子
部
・
釋
家
類
。
と
こ
ろ
で
京
都
、
建
仁
寺
兩
足
院
所
藏
の
江
戶
期
寫
本
『
佛
語
要
集
』（
京
都
大
學
人
文

科
學
硏
究
所
藏
『
建
仁
寺
兩
足
院
藏
書
目
錄
』
第
三
十
二
番
收
）
に
は
、『
龍
舒
淨
土
文
』
よ
り
計
三
十
條
が
摘
錄
さ
れ
て
お
り
、
本
書
の

日
本
禪
林
へ
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。
な
お
こ
の
『
佛
語
要
集
』
に
引
か
れ
た
『
龍
舒
淨
土
文
』
は
、
そ
の
注
記
か
ら
十
四
卷
本
、
す
な
わ

ち
永
樂
刊
本
の
系
統
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

（
14
）
黃
夏
年
主
編
『
印
光
集
』（
近
現
代
著
名
學
者
佛
學
文
集
、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
參
照
。

（
15
）
現
代
の
臺
灣
な
ど
で
の
『
龍
舒
淨
土
文
』
の
流
行
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カH

obartand
W

m
S

m
ith

C
ollegeの

黃
啓
江
敎
授
の
ご
敎
示

に
よ
る
。
敎
授
は
、
二
〇
〇
四
年
夏
に
招
聘
外
國
人
學
者
と
し
て
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
を
訪
問
さ
れ
た
が
、
筆
者
は
敎
授
と
の
會
話

の
際
、
偶
然
に
敎
授
が
王
日
休
の
硏
究
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
互
い
に
知
見
を
交
換
し
、
敎
授
は
さ
ら
に
筆
者
に
未
發
表
の
論
文
コ

ピ
ー
を
惠
與
さ
れ
た
。
敎
授
の
學
恩
に
對
し
て
、
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
16
）
注
（
６
）
前
揭
『
宋
代
佛
敎
の
硏
究
』
第
八
章
第
四
節
「
經
文
の
注
釋
に
み
る
元
照
淨
土
敎
の
特
質
（
２
）」
三
一
三
頁
參
照
。

（
17
）
『
修
正
版
奎
章
閣
圖
書
韓
國
本
綜
合
目
錄
』
子
部
・
釋
家
類
。

（
18
）
束
景
南
『
朱
子
年
譜
長
篇
』（
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
紹
興
三
十
二
年
の
條
參
照
。

（
19
）
伊
吹
敦
「『
金
剛
經
變
相
』
に
つ
い
て
―
宋
代
佛
敎
の
一
面
を
傳
え
る
特
異
な
文
獻
」（『
東
洋
學
硏
究
』
三
五
、
一
九
九
八
年
）
參
照
。

（
20
）
注
（
９
）
前
揭
書
三
八
九
頁
。

（
21
）
同
右
一
一
二
一
頁
。

（
22
）
『
事
林
廣
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）
に
影
印
本
を
收
め
る
。
ま
た
『
事
林
廣
記
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
同
書
附
錄
の
胡
道
靜
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お
よ
び
森
田
憲
司
論
文
參
照
。

（
23
）
許
結
「
鄭
起
潛
《
聲
律
關
鍵
》
與
宋
代
科
擧
八
韻
律
賦
敍
論
」（『
中
華
文
史
論
叢
』
七
四
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
參
照
。

（
24
）
松
下
道
信
「
白
玉
蟾
と
そ
の
出
版
活
動
―
全
眞
敎
南
宗
に
お
け
る
師
授
意
識
の
克
服
」（『
東
方
宗
敎
』
第
一
〇
四
號
、
二
〇
〇
四
年
）
參
照
。

（
25
）
錢
鍾
書
『
宋
詩
選
注
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
の
「
文
天
祥
」
の
條
（
三
一
一
頁
）。

（
26
）
『
吟
窗
雜
錄
』
の
編
者
と
陳
應
行
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
『
吟
窗
雜
錄
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
附
錄
の
張
伯
偉
「
論
『
吟
窗
雜
錄
』」

を
參
照
。

（
27
）
『
篆
隸
文
體
』（
古
典
保
存
會
影
印
、
昭
和
一
〇
年
）
參
照
。

（
28
）
金
文
京
「
湯
賓
尹
と
明
末
の
商
業
出
版
」（『
中
華
文
人
の
生
活
』、
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）
參
照
。
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內
丹
劇
初
探

蘭
茂
『
性
天
風
月
通
玄
記
』

　

　
　
　
秋
　
岡
　
　
英
　
行
　
　

　　　　
　
　
小
序

　　
道
敎
の
布
敎
に
戲
曲
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
お
り
、『
元
曲
選
』
に
も
多
數
そ
の
よ
う
な
作
品
が
殘
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
で
は
、
道
敎
の
な
か
で
も
と
く
に
內
丹
に
焦
點
を
當
て
た
場
合
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
內
丹
の
用
語
が
作
品
中
の
諸
所
に
見
受
け
ら
れ
る
戲
曲
作
品
は
決
し
て
少
な
く
な
い
よ
う
で
、
そ
の
點
か
ら
見
れ
ば
、
內
丹
と
戲

曲
と
は
非
常
に
深
い
關
わ
り
が
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
た
だ
內
丹
の
用
語
を
使
う
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
理
論
を
も
含
め
て
內
丹
を
題

材
と
し
た
作
品
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る（

１
）。

　
內
丹
の
用
語
や
理
論
を
巧
み
に
織
り
込
ん
だ
文
學
作
品
と
言
え
ば
、
誰
し
も
ま
ず
小
說
『
西
遊
記
』
を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う

が
、
戲
曲
作
品
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
表
題
に
揭
げ
た
『
性
天
風
月
通
玄
記
』
の
名
を
第
一
に
擧
げ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
作
品
は
存
在
自
體
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
內
丹
を
硏
究
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は

685



な
い
か
と
の
豫
想
か
ら
、
そ
の
內
容
の
分
析
と
內
丹
史
上
に
お
け
る
位
置
付
け
を
試
み
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　　
　
　
一
　
蘭
茂
に
つ
い
て

　　
『
性
天
風
月
通
玄
記
』
の
內
容
を
檢
討
す
る
前
に
、
ま
ず
は
作
者
と
さ
れ
る
蘭
茂
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

が
、
殘
念
な
が
ら
『
明
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
基
礎
的
な
史
料
に
は
、「
蘭
茂
」
の
傳
記
は
お
ろ
か
、
そ
の
名
す
ら
見
當
た
ら
な
い
。

た
だ
幸
い
な
こ
と
に
、『
雲
南
叢
書
』
（
趙
藩
輯
）
所
收
の
『
楊
林
两
隱
君
集
』
卷
三
に
は
、
諸
書
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
蘭
茂
の
傳
記

資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
蘭
茂
に
關
す
る
傳
記
資
料
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
こ
に
集
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
盡
く
さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
中
で
時
代
的
に
見
て
最
も
古
い
資
料
と
認
め
ら
れ
る
李
澄
中
の
「
蘭
止
庵
先
生
祠
堂
記
」
を
は
じ
め
に
見

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

庚
午
冬
、
予
れ
滇
南
よ
り
使
い
を
奉
じ
て
回
る
に
、
楊
林
の
遲
家
に
至
り
て
、
其
の
地
に
蘭
先
生
な
る
者
有
る
を
聞
く
。
諱
は

茂
、
字
は
廷
秀
、
號
は
止
庵
、
明
の
洪
武
の
時
の
人
な
り
。
少
く
し
て
大
志
有
る
も
就
か
ず
、
乃
ち
理
道
に
潛
心
し
て
、
經
史

に
淹
通
す
。
凡
そ
黃
冠
緇
流
醫
方
卜
筮
星
曆
風
角
の
書
は
其
の
奧
を
窮
究
せ
ざ
る
な
し
。
郷
里
小
聖
人
と
稱
す
。
…
…
著
わ
す

所
に
元
壺
集
、
鑑
例
折
衷
、
經
史
餘
論
、
安
邊
策
條
、
止
庵
吟
稿
、
聲
律
發
蒙
、
山
堂
雜
稿
等
の
書
有
り
て
世
に
行
わ
る
。
四

方
の
學
者
多
く
之
に
師
事
す
。
年
八
十
に
し
て
家
に
卒
す
。
有
司
狀
を
以
て
聞
し
、
特
に
郷
賢
も
て
孔
子
の
廟
廷
に
從
祀
す
る

を
允
す
。
今
其
の
墓
な
お
存
す
る
も
、
蘭
氏
の
子
孫
衰
微
せ
り
。
余
れ
諸
子
と
其
の
隧
道
を
覓
む
る
も
、
壞
土
傾
圮
し
、
宿
草

榛
莽
あ
り
て
、
墓
碣
の
剝
蝕
す
る
こ
と
半
ば
を
過
ぐ
。
…
…（

２
）

　
冒
頭
の
「
庚
午
冬
」
と
あ
る
の
は
康
煕
二
十
九
年
（
一
六
九
〇
）
の
こ
と
で
、
こ
の
年
李
澄
中
は
雲
南
の
楊
林
を
訪
れ
、
昔
こ
の
地

に
蘭
茂
と
い
う
人
物
が
い
た
こ
と
を
聞
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
記
事
か
ら
知
り
得
る
蘭
茂
に
關
す
る
重
要
事
項
を
ま
と
め
る
と
、
蘭
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　　內丹劇初探

茂
は
字
を
廷
秀
、
號
を
止
庵
と
い
い
、
洪
武
時
代
の
人
で
、
官
途
に
つ
か
ず
に
も
っ
ぱ
ら
理
學
を
修
め
る
か
た
わ
ら
、
道
敎
・
佛
敎
・

醫
學
・
占
い
な
ど
に
も
精
通
し
、
多
數
の
著
書
を
殘
し
て
八
十
歲
で
卒
し
た
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
著
作
に
つ
い
て
は
後

ほ
ど
改
め
て
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
際
立
っ
た
特
徵
も
見
ら
れ
な
い
、
科
擧
に
緣
の
な
か
っ
た
知
識
人

で
あ
っ
て
、
言
う
な
れ
ば
村
一
番
の
イ
ン
テ
リ
と
い
う
位
置
付
け
が
妥
當
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
他
の
傳
記
資
料
を
見
て
も
、
こ
の
「
蘭
止
庵
先
生
祠
堂
記
」
と
比
べ
て
多
少
の
出
入
が
あ
る
程
度
で
あ
る
の
で
、
蘭
茂
の
人
物
像

と
し
て
は
右
に
引
用
し
た
部
分
に
ほ
ぼ
盡
く
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
資
料
に
の
み
見
ら
れ
る
重
要
な
情
報
を
引
用
し
て

補
足
し
て
お
き
た
い
。

蘭
茂
、
字
は
廷
秀
、
號
は
止
庵
、
別
號
は
和
光
道
人
、
嵩
明
州
の
楊
林
の
人
な
り
。
…
…
著
す
所
に
元
壺
集
、
鑑
例
折
衷
、
經

史
餘
論
、
韻
略
易
通
、
止
庵
吟
稿
、
安
邊
策
條
、
聲
律
發
蒙
、
滇
南
本
草
、
性
天
風
月
通
玄
記
の
諸
書
世
に
行
わ
る
。
…
…
洪

武
三
十
年
丁
丑
に
生
ま
れ
、
成
化
十
二
年
丙
申
に
卒
す
、
年
八
十
な
り
。
嵩
明
州
の
郷
賢
祠
に
崇
祀
せ
ら
る（

３
）。

　
右
の
文
は
『
滇
詩
拾
遺
補
』
卷
一
（
李
坤
輯
）
に
收
め
ら
れ
る
蘭
茂
の
傳
記
資
料
の
一
部
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
蘭
茂
が
「
和
光
道
人
」

と
い
う
別
號
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
、
生
卒
年
が
明
示
さ
れ
て
、
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
に
生
ま
れ
、
成
化
十
二
年
（
一
四
七
六
）

に
卒
し
た
と
い
う
こ
と
を
新
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、「
和
光
道
人
」
と
い
う
別
號
は
、
右
の
『
滇
詩
拾
遺
補
』
よ
り
早
く
、

『
滇
詩
拾
遺
』
卷
一
（
陳
榮
昌
輯
）
に
見
え
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　
さ
て
、
蘭
茂
の
傳
記
に
つ
い
て
は
殘
念
な
が
ら
こ
の
程
度
の
こ
と
し
か
知
り
得
な
い
の
で
、
次
に
彼
の
著
作
に
は
何
が
あ
る
の
か

ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
彼
の
著
作
は
多
く
の
書
目
類
に
は
見
ら
れ
ず
、
唯
一
『
四
庫
全
書
總
目
』
卷
四
十
四
、
經
部
、
小
學
類
存
目
二
に
「
韻
略
易
通
二

卷
」
が
著
錄
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
の
で
、
趙
藩
の
『
雲
南
叢
書
』
に
殘
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
先
に
引
用
し
た
傳
記
資
料
の
中
に
見
ら

れ
る
書
名
と
か
ら
確
定
さ
せ
る
ほ
か
な
い
。
ま
ず
は
『
雲
南
叢
書
』
を
ひ
も
解
く
と
、『
韻
略
易
通（

４
）』、『

聲
律
發
蒙
』、『
滇
南
本
草（

５
）』、
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『
醫
門
擥
要
』、『
楊
林
两
隱
君
集
』
の
五
種
の
著
作
が
殘
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
先
の
引
用
文
に
認

め
ら
れ
る
著
書
の
う
ち
、
右
の
五
種
を
除
い
て
列
擧
す
る
と
、『
玄
壺
集（

６
）』

（『
滇
詩
拾
遺
』
所
收
）
、『
鑑
例
折
衷
』
（
佚
）
、『
經
史
餘

論
』
（
佚
）
、『
安
邊
策
條
』
（
佚
）
、『
止
庵
吟
稿
』
（
佚
）
、『
山
堂
雜
稿
』
（
佚
）
、
そ
し
て
本
稿
で
論
じ
る
『
性
天
風
月
通
玄
記
』

が
あ
る
。
見
て
の
通
り
、『
雲
南
叢
書
』
に
殘
さ
れ
て
い
る
も
の
以
外
は
ほ
と
ん
ど
散
佚
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
彼
の
詩
の
一
部
は

『
滇
詩
拾
遺
』、『
滇
詩
拾
遺
補
』、『
滇
南
詩
略
』
（
袁
文
典
編
）
な
ど
に
散
見
す
る
。
詩
文
集
な
ど
が
散
佚
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
の
に

は
、「
蘭
止
庵
先
生
祠
堂
記
」
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
蘭
氏
の
子
孫
が
早
く
に
衰
微
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
大
い
に
關
係
が
あ
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
、
現
存
す
る
著
作
は
音
韻
書
、
啓
蒙
書
、
本
草
書
、
醫
學
書
の
類
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
比
較
的
實
用
性
の
高

い
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
有
益
性
に
よ
っ
て
後
代
ま
で
傳
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　　
　
　
二
　
『
性
天
風
月
通
玄
記
』
に
つ
い
て

　　
蘭
茂
の
傳
記
も
主
要
な
史
料
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、『
性
天
風
月
通
玄
記
』
（
以
下
、『
通
玄
記
』
と
略
稱
す
る
）
も
主
な
書
目
類

に
は
見
當
た
ら
な
い
。『
通
玄
記
』
の
テ
キ
ス
ト
自
身
が
蘭
茂
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
前
節
で
引
用
し
た
『
滇

詩
拾
遺
補
』
や
『
滇
繫
』
卷
七
之
七
（
師
範
輯
）
の
蘭
茂
傳
に
も
『
通
玄
記
』
を
蘭
茂
の
著
作
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
疑
問

を
さ
し
は
さ
む
意
見
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
こ
の
點
に
つ
い
て
ま
ず
檢
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
莊
一
拂
編
著
『
古
典
戲
曲
存
目
彙
考
』
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
淸
の
袁
文
典
が
『
通
玄
記
』
は
僞
託
で
は
な
い
か
と

疑
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

７
）。

そ
こ
で
、
袁
文
典
纂
輯
『
明
滇
南
詩
略
』
卷
一
、
蘭
茂
傳
の
上
欄
に
あ
る
欄
注
を
引
用
し

て
確
認
し
て
お
こ
う
。

又
た
抄
本
の
性
天
風
月
通
玄
記
な
る
南
曲
の
劇
本
有
り
。
此
の
本
は
言
を
金
丹
の
術
に
寓
す
。
疑
う
ら
く
は
こ係
れ
僞
託
な
ら
ん（

８
）。
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右
の
よ
う
に
、
最
も
早
く
僞
託
を
疑
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
袁
文
典
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
の
ほ
か
に
も
『
雲
南
叢
書
』
を

編
ん
だ
趙
藩
も
僞
託
を
疑
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
理
由
に
し
て
『
雲
南
叢
書
』
に
『
通
玄
記
』
を
收
錄
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

９
）。

　
袁
文
典
に
せ
よ
趙
藩
に
せ
よ
、
そ
の
僞
託
を
疑
う
根
據
を
『
通
玄
記
』
の
內
容
が
金
丹
術
の
寓
言
で
あ
る
こ
と
に
置
い
て
い
る
。
前

節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
蘭
茂
は
主
に
理
學
を
修
め
た
人
で
あ
り
、
そ
の
上
「
丹
鼎
の
事
は
殊
に
願
う
所
に
非
ず（

10
）」

と
い
っ
た
金
丹

術
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
文
言
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
金
丹
術
を
說
く
『
通
玄
記
』
を
彼
の
著
作
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ

る
の
も
確
か
な
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
も
前
節
で
確
認
し
た
こ
と
だ
が
、
蘭
茂
は
理
學
を
修
め
る
一
方
で
、
道
敎
や
佛
敎
な

ど
に
も
精
通
し
て
い
た
と
思
し
き
記
述
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
金
丹
術
の
寓
言
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
以
て
『
通
玄
記
』
を

彼
の
著
作
か
ら
除
外
す
る
の
は
い
さ
さ
か
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
事
實
、
蘭
茂
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
者
も

い
る
ほ
ど
で
あ
る（

11
）。『

通
玄
記
』
を
蘭
茂
の
著
作
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
に
せ
よ
、
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
證
據

が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、『
通
玄
記
』
自
身
が
蘭
茂
の
名
を
冠
し
て
傳
わ
っ
て
い
る
以
上
、
今
は
そ
れ
に
從
う
ほ
か
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
續
い
て
『
通
玄
記
』
の
構
成
と
あ
ら
す
じ
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。『
通
玄
記
』
は
全
一
卷
で
二
十
齣
か
ら
な
る

作
品
で
あ
る
が
、
各
齣
に
は
四
字
の
見
出
し
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
見
て
作
品
全
體
の
構
成
を
確
認
し
た
上
で
、

併
せ
て
主
な
登
場
人
物
と
あ
ら
す
じ
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
底
本
に
は
『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
五
集
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
六
年
）
所
收
の
淸
乾
隆
抄
本
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
﹇
性
天
風
月
通
玄
記
目
錄
﹈

　
　
師
徒
傳
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
玄
記
引

　
　
第
一
齣
　
　
副
末
開
場（

12
）　

　
　
　
　
　
第
二
齣
　
　
感
嘆
歸
隱
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第
三
齣
　
　
春
閨
訓
女
　
　
　
　
　
　
第
四
齣
　
　
城
南
遊
玩

　
　
第
五
齣
　
　
買
柴
議
婚
　
　
　
　
　
　
第
六
齣
　
　
降
伏
六
賊

　
　
第
七
齣
　
　
偕
柴
喩
道
　
　
　
　
　
　
第
八
齣
　
　
黃
婆
議
親

　
　
第
九
齣
　
　
六
賊
勸
世
　
　
　
　
　
　
第
十
齣
　
　
問
答
玄
機

　
　
第
十
一
齣
　
復
向
求
婚
　
　
　
　
　
　
第
十
二
齣
　
回
親
不
允

　
　
第
十
三
齣
　
風
月
起
兵
　
　
　
　
　
　
第
十
四
齣
　
興
兵
擒
虎

　
　
第
十
五
齣
　
號
令
一
卒
　
　
　
　
　
　
第
十
六
齣
　
收
伏
白
虎

　
　
第
十
七
齣
　
沽
酒
得
道
　
　
　
　
　
　
第
十
八
齣
　
仙
翁
點
化

　
　
第
十
九
齣
　
操
演
得
道
　
　
　
　
　
　
第
二
十
齣
　
仙
迎
飛
身

　
﹇
主
要
登
場
人
物
﹈

　
　
生
：
風
月
（
姓
風
、
名
月
、
字
子
西
）
↓
修
行
者

　
　
旦
：
王
氏
（
西
山
洞
主
）

　
　
貼
：
王
氏
の
娘
（
姹
女
、
柴
氏
、
柴
兒
、
柴
姐
）

　
　
貼
：
黃
婆

　
　
そ
の
他
：
心
猿
、
意
馬
、
口
外
、
眼
淨
、
耳
末
、
鼻
丑
（
六
賊
）、
八
仙

　
﹇
あ
ら
す
じ
﹈

　
風
月
は
幼
き
よ
り
學
問
を
修
め
て
官
職
を
得
た
が
、
剛
直
で
人
に
お
も
ね
ら
な
い
性
格
で
あ
っ
た
た
め
に
人
の
妬
み
を
買
い
、
職
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を
棄
て
て
隱
居
す
る
。
あ
る
日
、
城
南
に
遊
ん
だ
折
に
、
柴
賣
り
の
娘
（
姹
女
）
と
出
會
い
、
柴
を
賣
り
つ
つ
道
を
說
く
娘
を
見
初
め

た
風
月
は
、
黃
婆
に
仲
人
を
賴
む
。
黃
婆
が
仲
介
を
す
る
閒
に
、
風
月
は
六
賊
を
調
伏
し
て
配
下
に
收
め
る
。

　
風
月
の
依
賴
を
受
け
た
黃
婆
は
、
母
親
で
あ
る
西
山
洞
主
の
王
氏
に
姹
女
と
の
婚
姻
を
求
め
る
が
、
西
山
洞
主
は
そ
れ
を
許
さ
ず
、

風
月
が
自
分
と
戰
っ
て
勝
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
娘
を
娶
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
、
結
果
、
風
月
が
王
氏
と
の
戰
い
に
勝
利
す
る
。
姹

女
を
得
た
風
月
は
、
最
後
に
天
界
の
仙
翁
の
濟
度
を
受
け
、
八
仙
に
迎
え
ら
れ
て
昇
天
す
る
。

　
以
上
が
作
品
の
構
成
、
主
要
登
場
人
物
、
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
確
認
し
た
上
で
、
節
を
改
め
て
本
書
の
內
容
の
檢
討
に

入
り
た
い
と
思
う
。

　　
　
　
三
　
『
性
天
風
月
通
玄
記
』
と
內
丹

　　
本
節
で
は
作
品
の
內
容
を
分
析
し
、ど
の
よ
う
に
し
て
內
丹
說
を
戲
曲
作
品
の
中
に
織
り
込
ん
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

　
　
（
１
）
築
基
煉
己

　
築
基
と
は
基
を
築
く
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
通
り
修
行
の
最
初
に
行
わ
れ
る
過
程
で
あ
る
が
、
具
體
的
內
容
は
何
か
と
言
え
ば
、

『
通
玄
記
』
冒
頭
の
「
師
徒
傳
道
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

欲
修
金
丹
大
道
、
先
要
淸
淨
爲
主
、
淸
其
心
、
淨
其
性
、
定
其
意
、
守
其
神
、
自
然
逹
於
大
道
。
修
行
之
人
、
多
不
能
成
其
道

者
、
皆
因
心
未
澄
、
慾
未
遣
。
若
要
修
成
九
轉
、
先
須
煉
己
持
心
。

金
丹
の
大
道
を
修
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
淸
淨
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
心
を
淸
く
し
、
本
性
を
淨
ら
か
に
し
、
意
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を
定
か
に
し
て
神
を
守
れ
ば
、
自
ず
と
大
道
に
逹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
修
行
者
で
、
金
丹
の
道
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

な
い
者
は
、
み
な
心
が
澄
ま
ず
、
欲
望
を
追
い
遣
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
九
轉
の
丹
を
煉
成
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
先

に
煉
己
持
心
の
修
行
が
必
要
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
築
基
と
は
「
煉
己
持
心
」
の
こ
と
で
あ
り
、
具
體
的
に
言
え
ば
、
心
を
淸
淨
に
し
、
欲
望
を
追
い
拂
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
心
を
淸
淨
に
し
て
欲
望
や
雜
念
を
排
除
す
る
過
程
を
修
行
の
初
期
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
右
の
引
用
か
ら
確
認
で
き
よ
う
。
右
で
見
た
引
用
箇
所
は
、
內
丹
の
經
典
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
寫
し
て
き
た
か
の
よ
う
な

文
章
で
あ
る
が
、『
通
玄
記
』
の
芝
居
の
中
で
は
、
一
體
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　

﹇
生
﹈
昨
日
央
凂
黃
婆
去
說
姹
女
、
也
須
一
個
去
處
築
基
煉
己
。

…
…
（
中
略
）
…
…

但
此
閒
有
六
賊
在
此
打
攪
、
要
將
他
都
降
伏
了
、
方
可
修
爲
。
今
夕
乃
八
月
十
五
日
、
有
六
賊
在
此
賞
月
、
待
我
歌
詠
一
詞
、
誘

他
出
來
、
降
他
則
個
。
童
兒
將
我
寶
劍
過
來
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
衆
﹈
我
們
在
此
賞
月
、
你
到
來
攪
亂
春
風
、
還
要
一
劍
揮
之
。
你
若
三
合
贏
得
過
我
、
我
衆
人
情
愿
皈
依
。
若
是
三
合
贏
不

得
我
、
拏
你
看
門
守
舍
。

﹇
生
﹈
你
這
六
賊
、
多
大
本
事
這
等
無
禮
、
看
吾
擧
手
劍
起
。

﹇
衆
﹈
情
愿
皈
依
。

（
第
六
齣
　
降
伏
六
賊
）

﹇
風
月
﹈
昨
日
は
姹
女
に
話
に
行
っ
て
も
ら
う
よ
う
黃
婆
に
賴
ん
だ
が
、
築
基
煉
己
の
修
行
を
行
う
場
所
が
必
要
だ
。

…
…
（
中
略
）
…
…

こ
こ
は
六
賊
が
騷
い
で
い
る
の
で
、
奴
ら
を
調
伏
し
て
始
め
て
修
行
が
で
き
る
の
だ
。
今
宵
は
八
月
十
五
日
だ
。
六
賊
は
こ
こ
で
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月
を
愛
で
よ
う
か
ら
、
歌
の
ひ
と
つ
も
歌
っ
て
奴
ら
を
誘
い
出
し
、
奴
ら
を
調
伏
す
る
ま
で
だ
。
童
兒
よ
、
我
が
寶
劍
を
持
て
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
六
賊
﹈
我
々
が
月
を
愛
で
て
い
る
と
い
う
の
に
、
お
ま
え
は
の
ど
か
な
雰
圍
氣
を
亂
し
に
來
て
、
劍
を
振
る
わ
ん
と
し
て
い

る
。
お
ま
え
が
も
し
三
合
の
う
ち
に
我
ら
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
々
は
喜
ん
で
歸
依
し
よ
う
。
も
し
三
合
の
う
ち
に
勝

つ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
お
ま
え
を
門
番
に
で
も
し
て
や
ろ
う
。

﹇
風
月
﹈
汝
ら
六
賊
は
如
何
ほ
ど
の
腕
前
を
も
っ
て
か
く
も
無
禮
な
の
か
。
我
が
劍
の
威
力
を
見
よ
。

﹇
六
賊
﹈
喜
ん
で
歸
依
い
た
し
ま
す
。

　
右
は
風
月
が
築
基
煉
己
の
修
行
を
し
よ
う
と
い
う
と
き
、
そ
の
場
に
は
心
猿
以
下
の
六
賊
が
跋
扈
し
て
い
た
の
で
、
六
賊
を
一
劍

の
も
と
に
調
伏
し
た
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
築
基
煉
己
の
過
程
が
六
賊
を
調
伏
す
る
こ
と
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
調
伏
の
對
象
と
な
る
六
賊
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
心
猿
や
意
馬
と
い
っ
た
名
前
か
ら

も
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
だ
が
、『
通
玄
記
』
の
本
文
で
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

﹇
生
﹈
這
兩
日
、
好
叫
我
心
中
焦
燥
、
這
幾
日
、
好
叫
我
語
言
顚
倒
、
每
日
裡
、
噴
涕
連
連
、
卻
原
來
是
六
賊
神
使
作
搬
吵（

13
）、

你
好
聽
着
、
莫
把
我
苦
行
的
工
夫
躭
閣
了
、
你
好
聽
着
、
莫
把
我
鐵
石
的
心
腸
錯
認
了
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
生
﹈
自
從
你
衆
人
皈
依
之
後
、
果
然
心
靜
神
安
、
再
無
半
點
俗
擾
、
偶
然
閒
、
不
覺
神
思
恍
惚
、
所
以
是
你
衆
人
遊
蕩
之
故
。

（
第
十
齣
　
問
答
玄
機
）

﹇
風
月
﹈
こ
の
數
日
、
心
中
苛
々
し
、
言
葉
が
錯
亂
し
、
每
日
く
し
ゃ
み
や
淚
が
止
ま
ら
な
い
の
は
、
な
ん
と
六
賊
が
騷
が
し

く
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
と
は
。
お
ま
え
た
ち
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
私
の
苦
し
い
修
行
を
滯
ら
せ
な
い
で
く
れ
、
我
が
鐵
石
の

ご
と
き
意
志
を
見
損
な
わ
な
い
で
く
れ
。
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…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
風
月
﹈
お
ま
え
た
ち
六
賊
が
歸
依
し
て
か
ら
は
、
果
た
し
て
心
は
靜
か
に
安
ん
じ
て
、
い
さ
さ
か
も
俗
情
に
亂
さ
れ
る
こ
と

も
な
か
っ
た
が
、
偶
然
に
も
、
知
ら
な
い
う
ち
に
氣
持
ち
が
ぼ
ん
や
り
し
て
定
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
お
ま
え
た
ち
六
賊
が

遊
び
ほ
う
け
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
の
だ
。

　
右
は
前
齣
（
第
九
齣
　
六
賊
勸
世
）
に
お
い
て
、
六
賊
が
忠
孝
歌
を
作
り
、
そ
れ
を
歌
っ
て
世
閒
の
人
々
に
忠
孝
を
勸
め
よ
う
と
し

て
街
中
へ
出
か
け
た
こ
と
を
受
け
て
の
風
月
の
發
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
六
賊
が
騷
ぐ
と
修
行

者
で
あ
る
風
月
の
心
の
安
定
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
六
賊
と
は
す
な
わ
ち
人
閒
の
欲
望
や
雜
念
の
象
徵
で
あ
り
、
そ
れ
を
擬

人
化
し
て
登
場
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
六
賊
と
い
う
妖
魔
を
調
伏
し
て
配
下
に
收
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
欲

望
や
雜
念
を
拂
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
內
丹
で
い
う
築
基
煉
己
の
過
程
を
象
徵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
取
坎
塡
離
（
水
火
旣
濟
）

　
「
取
坎
塡
離
」
と
は
、
坎
（
寄
）
の
中
爻
の
陽
で
も
っ
て
離
（
嬉
）
の
中
爻
の
陰
を
補
い
、
純
陽
の
體
（
奇
）
に
煉
り
上
げ
る
こ
と

を
表
し
、
こ
の
と
き
煉
成
さ
れ
る
純
陽
の
體
が
內
丹
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
水
火
旣
濟
」
や
「
心
腎
之
交
」
な
ど
の
語
も
同
樣
の
內

容
を
表
す
術
語
で
あ
る
わ
け
だ
が
、『
通
玄
記
』
で
は
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
「
嬰
兒
姹
女
匹
配
成
親
」
と
い
っ
た
言
葉
で
も
表
さ
れ
て
お

り
、
結
論
を
先
に
言
え
ば
、「
取
坎
塡
離
」
の
過
程
を
男
女
の
結
婚
と
い
う
形
で
象
徵
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
ひ
と
つ
で
も

容
易
に
理
解
で
き
る
。
こ
の
點
を
『
通
玄
記
』
の
本
文
に
卽
し
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
風
月
が
城
南
に
遊
ん
だ
折

に
柴
賣
り
の
娘
を
見
初
め
た
場
面
か
ら
、
次
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。

﹇
柴
﹈
我
這
柴
是
東
方
甲
乙
木
、
燒
起
南
方
丙
丁
火
。
人
來
火
裏
栽
蓮
、
種
出
金
花
谷
朶
。
得
者
長
生
不
老
、
遇
者
收
園
結
菓
。

火
中
一
點
眞
機
、
世
人
都
不
識
我
。

…
…
（
中
略
）
…
…
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　　內丹劇初探

﹇
生
﹈
也
罷
。
我
且
收
下
。
異
日
重
重
奉
酬
。

（
第
四
齣
　
城
南
遊
玩（
14
））

﹇
柴
氏
﹈
私
の
こ
の
柴
は
東
方
甲
乙
の
木
で
、
こ
れ
を
燃
や
せ
ば
南
方
丙
丁
の
火
が
起
き
ま
す
。
人
が
火
中
に
蓮
を
植
え
れ
ば
、

金
花
の
つ
ぼ
み
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
得
た
者
は
長
生
不
老
と
な
り
、
こ
れ
に
出
會
っ
た
者
は
畑
を
手
に
入
れ
果
實
を
實
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
火
中
に
一
點
の
眞
機
が
隱
さ
れ
て
い
る
の
に
、
世
の
人
は
誰
も
私
の
柴
の
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
風
月
﹈
ま
あ
、
よ
か
ろ
う
。
ま
ず
は
受
け
取
っ
て
お
こ
う
。
後
日
十
分
に
お
禮
を
し
よ
う
。

　
右
の
柴
氏
（
柴
賣
り
の
娘
、
姹
女
）
の
歌
は
、
自
分
が
賣
る
柴
に
關
わ
る
道
理
を
風
月
に
語
っ
た
際
の
も
の
で
、
賣
る
賣
ら
な
い
の

押
し
問
答
な
ど
を
經
て
、
結
局
風
月
は
娘
か
ら
「
柴
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

「
柴
」
が
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。「
柴
」
は
も
ち
ろ
ん
木
で
あ
り
、
燃
や
せ
ば
火
が
起
き
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
が
そ

の
ま
ま
五
行
相
生
說
に
當
て
は
ま
る
こ
と
も
ま
た
確
認
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
柴
」
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
の

は
、
木
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
實
は
火
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
火
と
い
う
の

は
五
行
の
配
當
に
よ
れ
ば
、
五
臟
で
は
「
心
」
に
當
た
り
、
八
卦
で
は
「
離
」
に
當
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
風
月

が
手
に
入
れ
た
「
柴
」
は
、「
取
坎
塡
離
」
の
「
離
」、「
水
火
旣
濟
」
の
「
火
」、「
心
腎
之
交
」
の
「
心
」
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
さ
き
ほ
ど
「
取
坎
塡
離
」
が
男
女
の
結
婚
と
い
う
形
で
表
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
昔
の
中
國
で
は
男
女
の
緣
結
び
に
は
仲
人

が
介
在
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、『
通
玄
記
』
に
お
い
て
も
仲
人
が
登
場
し
、
風
月
が
仲
人
に
姹
女
へ
の
仲

介
を
依
賴
す
る
の
で
あ
る
。

﹇
生
﹈
娘
子
言
及
至
此
、
不
敢
不
以
寔
吿
。
我
有
嬰
兒
、
欲
求
姹
女
。
請
娘
子
做
個
黃
婆
、
參
求
同
契
、
與
柴
姐
求
一
個
密
約

佳
期
。
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…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
貼
﹈
我
也
不
要
花
紅
謝
禮
。
凴
着
我
花
言
巧
語
、
說
得
姹
女
兩
相
依
、
嬰
兒
匹
配
偕
連
理
。
那
時
節
、
任
伊
採
取
、
任
伊
採

取
。

（
第
五
齣
　
買
柴
議
婚
）

﹇
風
月
﹈（
黃
婆
に
向
か
っ
て
）
あ
な
た
が
こ
こ
ま
で
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
當
の
こ
と
を
言
わ
な
い
わ
け
に
は
參
り
ま
せ

ん
。
私
に
は
嬰
兒
が
い
て
、
姹
女
を
求
め
て
い
ま
す
。
ど
う
か
あ
な
た
に
は
黃
婆
（
仲
介
者
）
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
同
志
を
探

し
求
め
、
柴
姐
と
婚
期
を
約
し
て
き
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
黃
婆
﹈
お
禮
な
ん
て
要
り
ま
せ
ん
。
美
辭
麗
句
を
竝
べ
て
、
ふ
た
り
相
寄
り
添
う
よ
う
姹
女
を
說
得
し
ま
す
の
で
、
嬰
兒
は

夫
婦
に
お
な
り
な
さ
い
。
そ
の
時
に
は
思
う
ま
ま
に
採
取
な
さ
い
ま
せ
。

　
風
月
が
婚
姻
の
仲
介
を
依
賴
し
た
人
物
は
「
黃
婆
」
と
い
う
名
で
登
場
す
る
が
、
こ
の
「
黃
婆
」
と
い
う
語
は
內
丹
の
用
語
で
あ
っ

て
、
億
單
に
言
え
ば
陰
と
陽
の
媒
介
者
の
役
割
を
擔
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る（

15
）。

そ
し
て
、
五
行
說
に
よ
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、「
黃
婆
」

の
「
黃
」
は
「
土
」
に
配
當
さ
れ
、「
土
」
は
方
位
で
は
「
中
央
」
に
當
た
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
中
央
」
と
い
う
の
も
「
黃
婆
」
の

仲
介
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
ぴ
っ
た
り
符
合
し
て
い
よ
う
。

　
さ
て
、
風
月
が
黃
婆
に
婚
姻
の
仲
介
を
依
賴
し
た
相
手
と
い
う
の
は
、
西
山
洞
主
の
王
氏
と
そ
の
娘
柴
氏
で
あ
る
が
、
こ
の
二
人

は
當
然
な
が
ら
「
取
坎
塡
離
」
の
「
坎
」
の
役
割
を
擔
わ
さ
れ
て
い
る
。
　

﹇
生
喚
猿
﹈
黃
婆
今
日
來
回
話
、
說
西
山
洞
主
倚
白
虎
猖
狂
之
惡
、
要
來
與
我
大
戰
一
場
。
若
我
勝
得
過
他
、
方
將
姹
女
配
與

嬰
兒
、
不
然
敎
我
認
得
他
的
手
段
。
這
等
無
知
。
你
可
替
我
點
起
精
兵
、
以
候
調
遣
、
不
可
遲
違
、
有
悞
大
事
。
…
…

（
第
十
二
齣
　
回
親
不
允
）
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　　內丹劇初探

﹇
風
月
が
心
猿
を
呼
ん
で
﹈
黃
婆
が
今
日
返
事
に
や
っ
て
き
て
、
西
山
洞
主
は
白
虎
の
ご
と
き
狂
暴
さ
を
賴
み
に
、
私
と
一
戰

交
え
る
つ
も
り
で
あ
る
そ
う
だ
。
も
し
私
が
洞
主
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
姹
女
を
嬰
兒
に
娶
わ
せ
、
負
け
れ
ば
洞
主
の
腕
前

を
知
ら
し
め
て
や
る
と
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
こ
れ
ほ
ど
無
知
だ
と
は
。
お
ま
え
は
私
の
た
め
に
精
兵
を
起
こ
し
て
指
令
を
待

て
。
た
め
ら
っ
て
大
事
を
誤
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
。
…
…

　
右
は
黃
婆
が
西
山
洞
主
の
も
と
へ
出
向
い
て
風
月
か
ら
の
婚
姻
の
申
し
込
み
を
吿
げ
、
洞
主
の
返
事
を
風
月
に
傳
え
た
直
後
の
場

面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
西
山
洞
主
が
「
白
虎
」
の
ご
と
き
狂
暴
さ
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
點
で
あ

る
。
西
山
洞
主
を
「
白
虎
」
に
よ
っ
て
表
す
と
い
う
の
は
決
し
て
無
意
味
な
偶
然
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
西
山
洞
主
の
「
西
」

と
「
白
虎
」
は
五
行
の
配
當
に
從
え
ば
、
い
ず
れ
も
「
金
」
に
配
當
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
母
親
で
あ
る
西
山
洞
主
王
氏
が

「
金
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
娘
で
あ
る
柴
氏
（
姹
女
）
は
、
五
行
相
生
說
に
よ
っ
て
當
然
な
が
ら
「
水
」
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
柴
氏
が
「
水
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
五
行
の
配
當
に
よ
っ
て
「
水
」
は
五
臟
で
は
「
腎
」
に
當
た
り
、
八
卦
で
は
「
坎
」

に
當
た
る
こ
と
に
な
っ
て
、
柴
氏
は
「
取
坎
塡
離
」
の
「
坎
」、「
水
火
旣
濟
」
の
「
水
」、「
心
腎
之
交
」
の
「
腎
」
を
象
徵
し
て
い
る

こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
坎
離
」、「
水
火
」、「
心
腎
」
が
登
場
人
物
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
後
、
作
品
は
芝
居
の
山
場
で
あ
る
西
山
洞
主
と

風
月
の
戰
い
の
場
面
（
第
十
三
―
十
五
齣
）
へ
と
進
ん
で
い
き
、
結
果
は
「
生
擒
白
虎
、
大
獲
全
勝
而
還
」
（
第
十
五
齣
　
號
令
士
卒
）

と
あ
る
よ
う
に
風
月
の
勝
利
に
終
わ
り
、
當
初
の
約
束
通
り
柴
氏
と
の
婚
姻
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
風
月
と
柴
氏
が

そ
れ
ぞ
れ
「
離
」
と
「
坎
」
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ふ
た
り
の
婚
姻
が
內
丹
の
「
取
坎
塡
離
」
の
過
程
を
象
徵
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
３
）
逆
則
成
仙

　
「
逆
則
成
仙
」
と
い
う
語
は
內
丹
の
過
程
を
表
す
用
語
で
は
な
い
が
、「
順
則
生
人
」
と
い
う
語
と
對
に
な
っ
て
、
內
丹
の
根
本
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的
な
理
論
を
表
す
言
葉
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
逆
」
と
い
う
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
宇
宙
の
根
源
た
る
道

（
未
分
化
の
「
一
」）
か
ら
分
化
し
て
人
閒
を
は
じ
め
と
す
る
萬
物
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
と
い
う
の
が
「
順
」
で
あ
る
の
に
對
し
て
、

こ
の
言
わ
ば
自
然
の
法
則
と
も
い
う
べ
き
萬
物
生
成
の
ル
ー
ト
を
逆
行
し
て
、
永
遠
不
滅
で
あ
る
根
源
の
道
と
合
一
す
る
こ
と
で
あ

る
。「
逆
」
と
い
う
の
は
理
論
の
み
な
ら
ず
、
內
丹
の
功
法
に
お
い
て
も
現
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
氣
を
督
脈
沿
い
に
逆
行
さ
せ
て
腦

中
の
上
丹
田
ま
で
汲
み
上
げ
る
周
天
功
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
が
、
理
論
と
實
踐
の
雙
方
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
考
え
方
な
の
で
あ

る
。『
通
玄
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
逆
」
と
い
う
も
の
を
大
變
興
味
深
い
方
法
で
表
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
を
取
り
上
げ
て

お
き
た
い
。

﹇
生
﹈
自
從
那
日
擒
了
白
虎
、
必
須
要
去
逆
水
河
邊
、
操
演
風
浪
、
心
猿
意
馬
那
裡
。

﹇
心
﹈
二
人
在
此
。

﹇
生
﹈
你
二
人
隨
我
去
逆
水
河
、
操
演
風
浪
。

﹇
猿
﹈
正
要
請
敎
逆
水
河
。

﹇
生
﹈
且
假
滇
池
之
名
、
以
吿
二
子
。
天
下
之
水
俱
向
東
、
滇
池
之
水
向
西
流
、
故
曰
逆
水
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
猿
﹈
此
乃
無
邊
苦
海
、
何
爲
逆
水
河
邊
。

﹇
生
﹈
這
逆
水
河
、
海
口
直
抵
安
寧
便
是
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
仙
﹈
涉
滇
池
逆
水
河
邊
、
倒（

16
）向

西
流
直
下
螳
川
、
兩
岸
河
車
筒
槽
運
、
逆
上
丹
田
。
…
…

（
第
十
九
齣
　
操
演
得
度
）

﹇
風
月
﹈
あ
の
日
白
虎
を
捕
ら
え
て
か
ら
は
、
逆
水
河
へ
行
っ
て
風
浪
を
操
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
心
猿
、
意
馬
は
何
處
に
。

﹇
心
猿
﹈
我
ら
ふ
た
り
は
こ
こ
に
お
り
ま
す
。
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﹇
風
月
﹈
お
ま
え
た
ち
は
私
に
付
い
て
逆
水
河
に
行
き
、
風
浪
を
操
り
な
さ
い
。

﹇
心
猿
﹈
逆
水
河
に
つ
い
て
お
敎
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

﹇
風
月
﹈
ま
ず
は
滇
池
の
名
を
借
り
て
お
ま
え
た
ち
に
敎
え
て
や
ろ
う
。
天
下
の
川
は
す
べ
て
東
に
向
か
っ
て
流
れ
る
が
、
滇

池
の
川
は
西
に
向
か
っ
て
流
れ
る
。
だ
か
ら
逆
水
と
い
う
の
だ
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
心
猿
﹈
こ
こ
は
無
邊
の
苦
海
で
す
。
逆
水
河
は
ど
れ
で
す
か
。

﹇
風
月
﹈
こ
の
逆
水
河
は
、
海
口
か
ら
ま
っ
す
ぐ
安
寧
に
至
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

…
…
（
中
略
）
…
…

﹇
仙
翁
﹈
滇
池
の
逆
水
河
を
渡
り
、
逆
に
西
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
螳
川
を
下
る
、
兩
岸
の
河
車
は
筒
型
の
槽
で
も
っ
て
運
び
、

丹
田
に
遡
る
。
…
…

　
右
の
引
用
か
ら
、『
通
玄
記
』
で
は
「
逆
」
と
い
う
の
を
「
逆
水
河
」
と
い
う
形
で
說
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る

が
、
さ
ら
に
こ
の
「
逆
水
河
」
を
西
へ
流
れ
る
河
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
實
際
に
雲
南
に
存
在
す
る
河
と
そ
の
流
域
の
地
名
を

使
っ
て
說
明
し
て
い
る
點
に
注
目
し
た
い
。

　
滇
池
が
昆
明
郊
外
の
湖
で
あ
る
こ
と
は
說
明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
逆
水
河
は
滇
池
か
ら
西
へ
向
か
っ
て
流
れ
、
海
口
か
ら

安
寧
へ
と
流
れ
る
河
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
點
を
確
認
す
る
と
、『
雲
南
府
志
』
に
は
「
海
口
。（
昆
陽
）
州
の
北
三
十
五

里
の
海
門
村
に
在
り
。
滇
池
は
此
よ
り
西
の
か
た
流
る
る
こ
と
二
十
里
、
折
れ
て
螳
川
に
入
る（

17
）」

と
あ
り
、「
海
口
」
は
河
の
流
れ
の

出
發
點
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
西
へ
流
れ
る
河
は
「
螳
川
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
螳
川
」
と
い
う
名
は
右
の
『
通
玄

記
』
の
本
文
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
河
は
「
螳
螂
川
」
と
も
呼
ば
れ
る
ら
し
く
、『
滇
繫
』
卷
五
之
一
に
「
螳
螂
川
。

今
の
（
富
民
）
縣
治
の
東
に
在
り
。
源
は
滇
池
よ
り
し
、
縈
り
て
安
寧
州
の
境
に
流
る（

18
）」

と
あ
っ
て
、「
安
寧
」
へ
と
流
れ
る
河
で
あ
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る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
海
口
」「
安
寧
」「
螳
川
」
は
い
ず
れ
も
雲
南
に
實
在
す

る
地
名
で
あ
り
、
そ
の
地
理
的
位
置
關
係
も
實
際
の
も
の
と
符
合
し
て
お
り
、

雲
南
の
地
元
の
人
で
あ
れ
ば
誰
で
も
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。
容
易
に
頭
に
思
い
描
け
る
地
名
を
用
い
て
表
そ
う
と
し
た
の

は
、
本
文
で
「
兩
岸
河
車
筒
槽
運
、
逆
上
丹
田
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
着

眼
す
れ
ば
、「
周
天
功
」
の
過
程
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
右
の

引
用
箇
所
が
作
品
の
終
わ
り
に
近
い
第
十
九
齣
で
あ
る
こ
と
や
、
わ
ざ
わ
ざ

「
安
寧
」
と
い
う
地
名
を
取
り
上
げ
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ

れ
は
や
は
り
逆
流
す
る
河
は
安
寧
へ
至
る
道
で
あ
り
、
神
仙
世
界
へ
と
續
く

道
で
あ
る
こ
と
を
表
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
「
逆
則
成
仙
」

と
い
う
內
丹
の
根
本
理
論
を
說
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
４
）
雙
修
派

　
內
丹
の
分
類
に
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
「
淸
修
派
」
と
「
雙
修
派
」
と
い
う
の
が
あ
る
。「
淸
修
派
」
と
い

う
の
が
自
己
完
結
型
で
、
す
べ
て
の
過
程
が
自
己
一
身
の
內
に
藏
さ
れ
る
氣
の
み
を
用
い
て
丹
を
煉
成
す
る
考
え
方
で
あ
る
の
に
對

し
て
、「
雙
修
派
」
は
「
陰
陽
雙
修
派
」
と
も
稱
さ
れ
、
自
己
の
身
中
に
缺
け
て
し
ま
っ
た
氣
は
他
者
か
ら
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

內
丹
の
修
煉
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
（
女
性
）
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
や
り
方
で
あ
る
。
で
は
『
通
玄
記
』
に
お
け
る
內
丹
は
一
體
ど
ち

ら
に
分
類
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。『
通
玄
記
』
は
戲
曲
の
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
內
丹
の
過
程
を
論
理
的
か
つ
詳
細
に
語
る
も
の
で
は

700



　　內丹劇初探

な
い
の
で
、
そ
の
功
法
の
內
容
か
ら
詳
細
な
檢
討
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
、
た
だ
次
に
引
用
す
る
箇
所
は
ほ
ぼ
決
定
的
な

判
斷
材
料
と
な
り
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　

﹇
生
﹈
房
中
兩
個
、
時
時
守
定
、
胭
花
妓
、
對
景
忘
情
、
神
交
體
隔
、
霜
閒
接
樹
、
取
坎
塡
離
。
…
…
（
第
五
齣
　
買
柴
議
婚
）

﹇
風
月
﹈
閨
房
中
の
ふ
た
り
は
い
つ
も
操
を
守
り
、
着
飾
っ
た
花
の
よ
う
な
妓
女
を
目
の
前
に
し
て
も
情
を
忘
れ
、
し
ん神
は
交
わ
っ

て
も
體
は
隔
て
ら
れ
、
霜
閒
に
接
木
を
し
て
、
坎
よ
り
取
っ
て
離
を
塡
め
る
。
…
…

　
右
の
引
用
に
は
「
神
交
體
隔
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
が
、
實
は
こ
れ
は
「
雙
修
派
」
に
の
み
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、
パ
ー
ト

ナ
ー
か
ら
先
天
の
一
氣
を
補
う
際
の
常
套
句
で
あ
る（

19
）。

し
た
が
っ
て
こ
の
四
字
の
み
を
も
っ
て
、『
通
玄
記
』
に
お
け
る
內
丹
を
「
雙

修
派
」
で
あ
る
と
斷
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
に
こ
の
こ
と
は
『
性
天
風
月
通
玄
記
』
と

い
う
題
目
と
も
決
し
て
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
。「
性
天
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
中
庸
』
の
「
天
命
之
謂
性
」
い
う
語
に
基

づ
く
も
の
で
あ
っ
て
天
性
を
意
味
す
る
。
ま
た
「
風
月
」
と
は
、「
風
月
常
新（

20
）」

の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
男
女
閒
の
情
愛
を
意
味
す

る
。
つ
ま
り
『
性
天
風
月
通
玄
記
』
と
い
う
題
は
、
天
性
と
し
て
有
す
る
男
女
の
情
愛
が
、
玄
な
る
世
界
す
な
わ
ち
神
仙
世
界
に
通
じ

て
い
る
こ
と
、
男
女
の
情
愛
が
內
丹
と
い
う
成
仙
技
法
を
通
し
て
神
仙
世
界
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
表
題
か
ら
言
っ
て
も
、『
通
玄
記
』
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
內
丹
は
「
雙
修
派
」
の
丹
法
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

　　
　
　
結
語

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
『
通
玄
記
』
に
織
り
込
ま
れ
た
內
丹
思
想
を
す
べ
て
解
明
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
槪

要
は
示
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
『
通
玄
記
』
に
見
ら
れ
る
特
徵
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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⑴
登
場
人
物
に
よ
っ
て
內
丹
の
過
程
を
象
徵
さ
せ
る
。

　
⑵
欲
望
や
雜
念
な
ど
を
擬
人
化
す
る
。

　
⑶
身
近
な
地
理
、
地
形
を
用
い
て
內
丹
を
說
明
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
特
徵
は
『
通
玄
記
』
が
戲
曲
作
品
と
い
う
形
式
で
あ
る
こ
と
と
大
い
に
關
わ
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

難
解
な
內
丹
を
可
能
な
限
り
わ
か
り
易
く
說
か
ん
と
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
り
、
わ
か
り
易
さ
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
內
丹
を
わ
か
り
易
く
說
く
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、『
通
玄
記
』
は
戲
曲
を
創
作
す
る

た
め
に
內
丹
を
題
材
と
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
內
丹
を
傳
え
る
た
め
に
戲
曲
と
い
う
形
式
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の

が
妥
當
で
あ
ろ
う
。

　
『
通
玄
記
』
が
當
時
演
じ
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
術
も
な
い
が
、
實
際
に
芝
居
と
し
て
演
じ
ら
れ
た
と
し

た
場
合
、
そ
れ
が
內
丹
を
傳
え
る
媒
體
と
し
て
の
役
割
を
擔
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
觀
衆
は
決
し
て
道
士
で
は
あ
り
え
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
道
士
に
內
丹
を
傳
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
師
か
ら
弟
子
へ
直
接
傳
授
す
る
か
、
あ
る
い
は
『
悟
眞
篇
』
な

ど
の
經
典
や
そ
の
注
釋
を
讀
め
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
芝
居
の
よ
う
な
大
仕
掛
け
を
施
す
必
要
な
ど
な
い
し
、
そ
れ

に
わ
か
り
易
さ
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
追
求
す
る
必
要
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
一
體
ど
の
よ
う
な
人
々
が
『
通
玄
記
』
の
觀
衆
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
芝
居
が
最
も
大
衆
向
け
の
媒
體
の
ひ
と
つ

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
觀
衆
に
は
庶
民
階
層
の
者
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、『
通
玄
記
』
は
內
丹
と
は
全
く

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
關
わ
り
を
持
た
な
か
っ
た
人
々
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
點
は
前

節
の
（
４
）
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
、
世
俗
世
界
に
生
き
る
庶
民
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
男
女
の
情
愛
や
婚
姻
が
神
仙

世
界
へ
通
じ
て
い
る
と
說
く
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
通
玄
記
』
が
庶
民
階
層
に
內
丹
を
傳
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
內
丹
の
布
敎
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
た
な
ら
ば
、
そ
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れ
は
も
は
や
內
丹
が
道
士
の
獨
占
で
は
な
く
な
り
、
內
丹
の
大
衆
化
が
は
じ
ま
っ
た
の
だ
と
評
價
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
正
確
に
は
庶
民
と
は
言
い
難
い
の
で
は
あ
る
が
、
道
士
で
は
な
い
知
識
人
の
中
に
內
丹
に
精
通
し
た
者
、
た
と
え
ば
陸
西
星

な
ど
が
現
わ
れ
た
り（

21
）、

民
閒
宗
敎
の
經
典
で
あ
る
寶
卷
に
も
內
丹
を
說
く
も
の
が
現
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
も（

22
）、

內
丹
の
大
衆
化

と
流
れ
を
同
じ
く
す
る
現
象
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
通
玄
記
』
は
戲
曲
作
品
と
い
う
觀
點
か
ら
評
價
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
優
れ
た
作
品
と
も
思
わ
れ
な
い
し
、
ま
た
さ
ほ
ど

重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
い
う
印
象
も
持
ち
得
な
い
。
だ
が
本
稿
の
よ
う
に
內
丹
の
觀
點
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
內
丹
の
大
衆

化
の
は
じ
ま
り
と
い
う
位
置
付
け
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
評
價
は
大
い
に
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
道
敎
お
よ
び
內
丹
と
戲
曲
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
は
詹
石
窗
著
『
道
敎
與
戲
劇
』（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
李
澄
中
「
蘭
止
庵
先
生
祠
堂
記
」（
李
澄
中
撰
『
民
齋
文
選
』）

庚
午
冬
、
予
自
滇
南
奉
使
回
、
至
楊
林
遲
＊家
、
聞
其
地
有
蘭
先
生
者
。
諱
茂
、
字
廷
秀
、
號
止
庵
、
明
洪
武
時
人
。
少
有
大
志
不
就
、
乃
潛

心
理
道
、
淹
通
經
史
。
凡
黃
冠
緇
流
醫
方
卜
筮
星
曆
風
角
之
書
、
靡
不
窮
究
其
奧
。
郷
里
稱
小
聖
人
。
…
…
所
著
有
元
壺
集
、
鑑
例
折
衷
、

經
史
餘
論
、
安
邊
策
條
、
止
庵
吟
稿
、
聲
律
發
蒙
、
山
堂
雜
稿
等
書
行
於
世
、
四
方
學
者
多
師
事
之
。
年
八
十
卒
於
家
。
有
司
以
狀
聞
、
特

允
郷
賢
從
祀
孔
子
廟
廷
。
今
其
墓
尙
存
、
蘭
氏
子
孫
衰
微
矣
。
余
與
諸
子
覓
其
隧
道
、
壞
土
傾
圮
、
宿
草
榛
莽
、
墓
碣
剝
蝕
過
半
。
…
…

　
＊
底
本
は
「
家
」
を
「
客
」
に
作
る
が
、『
楊
林
两
隱
君
集
』
卷
三
所
收
の
「
蘭
先
生
祠
堂
記
」
等
の
他
の
テ
キ
ス
ト
を
參
照
し
て
改
め
た
。

（
３
）
『
滇
詩
拾
遺
補
』
卷
一
（
李
坤
輯
）

蘭
茂
、
字
廷
秀
、
號
止
庵
、
別
號
和
光
道
人
。
嵩
明
州
楊
林
人
。
…
…
所
著
有
元
壺
集
、
鑑
例
折
衷
、
經
史
餘
論
、
韻
略
易
通
、
止
庵
吟
稿
、

安
邊
策
條
、
聲
律
發
蒙
、
滇
南
本
草
、
性
天
風
月
通
元
記
諸
書
行
世
。
…
…
洪
武
三
十
年
丁
丑
生
、
成
化
十
二
年
丙
申
卒
、
年
八
十
。
崇
祀
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嵩
明
州
郷
賢
祠
。

（
４
）
『
明
淸
等
韻
學
通
論
』（
耿
振
生
著
、
語
文
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
一
九
七
頁
）
に
は
、
明
代
で
最
も
早
い
官
話
系
の
音
韻
書
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
千
葉
德
爾
「
明
代
文
獻
に
現
わ
れ
た
中
國
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
（
二
）」（『
愛
知
大
學
文
學
論
叢
』
第
四
〇
輯
、
一
九
六
九
年
）
參
照
。

（
６
）
引
用
文
は
『
元
壺
集
』
に
作
る
が
、『
滇
詩
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
本
來
は
『
玄
壺
集
』
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
７
）
『
古
典
戲
曲
存
目
彙
考
』
卷
六
、
中
編
雜
劇
三
、
明
代
作
品
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
四
二
二
頁
）
に
「
淸
袁
文
典
於
《
滇
南

詩
略
・
蘭
茂
傳
》
謂
「
疑
係
僞
託
」」
と
あ
る
。

（
８
）
『
明
滇
南
詩
略
』
卷
一
（
袁
文
典
纂
輯
）

又
有
抄
本
性
天
風
月
通
玄
記
南
曲
＊劇
本
。
此
本
寓
言
金
丹
之
術
。
疑
係
僞
託
。

　
＊
底
本
は
「
據
」
に
作
る
が
、「
劇
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
趙
藩
「
明
楊
林
两
隱
君
遺
稿
序
」（『
雲
南
叢
書
』
所
收
『
楊
林
两
隱
君
集
』）

止
庵
尙
有
玄
壺
集
、
性
天
風
月
傳
奇
。
此
則
瞿
曇
禪
偈
、
丹
鼎
寓
言
。
昔
人
疑
爲
假
託
、
過
而
存
之
。
刊
爲
別
集
斯
可
耳
。

（
10
）
蘭
茂
「
成
化
丙
戌
予
年
七
十
歲
近
體
詩
十
首
」
之
八
（『
滇
詩
拾
遺
』
卷
一
）

七
十
衰
翁
两
鬢
絲
、
閒
遊
見
景
卽
成
詩
、
幸
存
酌
酒
看
花
福
、
不
在
腰
鎌
采
蕨
時
、
丹
鼎
事
殊
非
所
願
、
靑
雲
路
好
竟
何
之
、
百
年
行
樂
無

多
日
、
到
此
英
雄
可
三
思
。

（
11
）
呂
薇
芬
・
么
書
儀
「
關
于
《
通
玄
記
》
和
《
傳
奇
八
種
》―《
古
本
戲
曲
叢
刊
》
第
五
輯
編
輯
外
記
」（『
文
學
遺
產
』
一
九
八
五
年
第
二
期
）

參
照
。

（
12
）
二
葉
表
の
「
性
天
風
月
通
玄
記
目
錄
」
で
は
「
第
一
齣
　
副
末
外
場
」
に
作
る
が
、
八
葉
表
の
第
一
齣
で
「
副
末
開
場
」
に
作
る
の
に
從
っ
た
。

（
13
）
底
本
は
「
炒
」
に
作
る
が
、
お
そ
ら
く
は
「
吵
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
14
）
十
一
葉
裏
で
は
「
第
四
齣
　
南
城
遊
玩
」
に
作
る
が
、
本
文
中
に
「
城
南
」
と
あ
り
、
し
か
も
二
葉
表
の
目
錄
で
も
「
城
南
遊
玩
」
に
作
る

の
で
、「
城
南
遊
玩
」
に
統
一
す
る
。

（
15
）
黃
婆
に
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄
「
黃
婆
論
」（『
講
座
道
敎
』
第
三
卷
「
道
敎
の
生
命
觀
と
身
體
論
」、
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
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　　內丹劇初探

し
い
。

（
16
）
底
本
は
「
到
」
字
に
作
る
が
、
お
そ
ら
く
は
「
倒
」
字
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
17
）
『
雲
南
府
志
』
卷
一
、
地
理
三
、
昆
陽
州
（
范
承
勛
等
修
、
康
煕
三
十
五
年
刊
本
）

海
口
。
在
州
北
三
十
五
里
海
門
村
。
滇
池
從
此
西
流
二
十
里
、
折
入
螳
川
。

（
18
）
『
滇
繫
』
卷
五
之
一
、
山
川
、
雲
南
府
、
富
民
縣
（
師
範
輯
）

螳
螂
川
。
在
今
縣
治
東
。
源
自
滇
池
、
縈
流
安
寧
州
境
。

（
19
）
一
例
を
擧
げ
れ
ば
、
孫
汝
忠
『
金
丹
眞
傳
』
築
基
第
一
の
疏
に
、「
補
之
之
時
、
神
交
體
不
交
、
氣
交
形
不
交
。
雖
交
以
不
交
、
卻
將
彼
血
氣

用
法
收
來
、
與
我
精
神
两
相
凑
合
、
而
凝
結
爲
一
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、『
金
丹
眞
傳
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
金
丹
眞
傳
』

の
內
丹
思
想
」（『
東
方
宗
敎
』
第
八
八
號
、
一
九
九
六
年
）
參
照
。

（
20
）
張
泌
『
妝
樓
記
』

開
元
初
、
宮
人
被
進
御
者
、
日
印
選
以
綢
繆
記
印
於
臂
上
、
文
曰
風
月
常
新
、
印
畢
漬
以
桂
紅
膏
、
則
水
洗
色
不
退
。

（
21
）
卿
希
泰
・
唐
大
潮
著
『
道
敎
史
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
三
一
四
―
三
一
五
頁
）
に
お
い
て
、
陸
西
星
は
內
丹
の
民
閒
化

の
現
わ
れ
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）
淺
井
紀
「
寶
卷
流
宗
敎
結
社
と
道
敎
」（『
講
座
道
敎
』
第
五
卷
「
道
敎
と
中
國
社
會
」、
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
參
照
。
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求
子
之
道
と
占
星
術
　

嚴
　
　
善
　
呑
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
「
求
子
之
道
」
と
い
う
言
葉
は
、
馬
王
堆
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
「
胎
產
書
」
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
求
子
之
道
曰
」
か

ら
始
ま
り
、
子
ど
も
を
ほ
し
が
る
夫
婦
が
「
九
宗
之
草
」（
不
詳
）
で
つ
く
ら
れ
た
藥
酒
を
と
も
に
飮
め
ば
懷
妊
で
き
る
と
い
っ
た
よ

う
な
內
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
胎
產
書
」
の
著
者
が
自
ら
考
え
出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
胎
產
書
」
は
前
漢
の

皇
后
呂
雉
（
前
一
八
七
―
一
八
〇
）
以
前
に
抄
寫
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で（

１
）、「

胎
產
書
」
成
立
以
前
に
す
で
に
子
ど
も
を
求
め

る
專
門
の
技
術
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
求
子
は
古
代
の
中
國
社
會
に
お
い
て
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
一
種
の
道
術
、
す

な
わ
ち
生
命
誕
生
に
か
か
わ
る
方
術
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
胎
產
書
」
に
は
男
女
を
孕
み
分
け
た
い
場
合
、
⻝
べ
物
の
選
擇
や
⻝
用
の
方
法
及
び
、
新
生
兒
の
胎
盤
を
埋
め
る
場
所
に
よ
っ

て
、
次
に
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
性
別
が
決
め
ら
れ
る
と
說
か
れ
て
い
る
が
、
男
尊
女
卑
の
よ
う
な
傾
向
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
女
性
の
生
理
が
完
全
に
終
わ
っ
た
日
か
ら
數
え
て
三
日
閒
は
、
受
胎
の
た
め
の
最
適
時
期
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
一
日
目
な
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ら
男
子
、
二
日
目
な
ら
女
子
と
な
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
受
胎
の
た
め
の
最
適
期
閒
は
三
日
閒
か
ら
六
日
閒
に
延

長
さ
れ
、
奇
數
の
日
な
ら
男
子
、
偶
數
の
日
な
ら
女
子
を
懷
妊
す
る
と
い
う
說
に
變
化
し
、『
千
金
要
方
』
や
『
外
臺
祕
要
方
』
な
ど

に
も
受
け
繼
が
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
受
胎
說
は
、
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
綿
々
と
人
々
の
意
識
を
支
配
し
て
き
た
。
日
本

に
傳
わ
っ
て
か
ら
千
年
餘
り
の
後
、
高
井
思
明
は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
婬
事
戒
』
で
初
め
て
こ
の
說
に
對
し

て
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。

　
一
方
、『
漢
書
』
藝
文
志
・
方
伎
略
に
收
錄
さ
れ
た
八
家
の
房
中
術
專
門
書
に
『
三
家
內
房
有
子
方
』
と
い
う
題
名
が
み
え
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
求
子
の
道
術
は
房
中
術
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
古
代
房
中
至
道
を
成
立
さ
せ
る
基
本
要

素
の
一
つ
で
あ
る
「
玉
閉
」
と
い
う
技
術
が
確
立
さ
れ（

２
）、

房
中
術
を
修
得
し
た
男
性
が
性
行
爲
に
お
い
て
自
ら
射
精
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
性
行
爲
を
通
し
て
精
氣
を
體
內
に
蓄
積
し
て
、
確
實
に
元
氣

な
子
ど
も
を
孕
ま
せ
る
目
的
を
逹
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
胎
產
書
」
の
抄
寫
か
ら
『
漢

書
』
の
刊
行
ま
で
の
お
よ
そ
三
百
年
餘
り
の
期
閒
は
、
房
中
術
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
が（

３
）、

求
子
と
い
う
生
命
誕
生
に
か

か
わ
る
道
術
と
、
新
た
に
展
開
し
た
房
中
術
と
が
融
合
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。

　
天
文
や
曆
算
は
國
家
權
力
と
結
び
付
き
、
長
い
閒
國
家
に
獨
占
さ
れ
て
い
た
。
占
星
術
も
公
的
性
質
が
强
い
と
言
わ
れ
る
が
、『
世

本
』
作
篇
の
「
容
成
作
調
曆
」
と
い
う
一
文
に
對
し
て
、『
晉
書
』
律
曆
志
で
は
「（
黃
帝
）
乃
使
羲
和
占
日
、
常
儀
占
月
、
臾
區
占
星

氣
、
伶
倫
造
律
呂
、
大
橈
作
甲
子
、
隸
首
作
算
數
、
容
成
綜
斯
六
術
」
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
容
成
公
は
房
中
術
の
專
門
家
と
し
て

世
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、『
漢
書
』
藝
文
志
・
方
伎
略
に
二
十
六
卷
か
ら
な
る
『
容
成
陰
道
』
が
收
錄
さ
れ
る
外
、
馬

王
堆
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
房
中
養
生
資
料
『
十
問
』
に
「
容
成
之
治
氣
摶
精
之
道
」
（
第
四
問
）
も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
房
中
術
を
行

う
場
合
、「
順
察
天
地
之
道
、
天
氣
月
盡
月
盈
、
故
能
長
生
」
と
月
の
盈
虧
變
化
に
從
う
必
要
性
が
說
か
れ
て
い
る
。

　
房
中
術
に
取
り
込
ま
れ
た
求
子
と
い
う
生
命
誕
生
に
か
か
わ
る
技
術
は
、
さ
ら
に
當
時
流
行
っ
て
い
た
占
星
術
を
も
取
り
入
れ
て
、
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　　求子之道と占星術

子
づ
く
り
を
新
た
な
段
階
に
推
し
進
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
房
中
術
を
用
い
て
己
の
精
氣
を
體
內
に
蓄
積
し
な
が
ら
、

最
適
と
さ
れ
る
受
胎
の
日
、
な
い
し
時
刻
を
選
擇
し
、
確
實
に
射
精
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
未
來
の
運
勢

を
把
握
し
、
家
族
全
員
に
少
し
も
惡
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
し
か
も
本
人
及
び
家
族
に
「
福
、
祿
、
壽
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
漢
五
斗
米
敎
團
で
行
わ
れ
て
い
た
黃
赤
混
氣
房
中
術
は
、
集
團
救
濟
の
た
め
に
天
文
學
の
成
果

を
取
り
入
れ
た
子
づ
く
り
の
一
例
で
も
あ
る（

４
）。

本
論
で
は
漢
か
ら
唐
ま
で
の
古
代
產
科
學
、
道
敎
、
佛
敎
な
ど
に
關
連
す
る
資
料
を

用
い
、
主
に
古
代
の
醫
學
や
房
中
術
の
文
獻
に
含
ま
れ
る
求
子
に
か
か
わ
る
內
容
を
詳
細
に
檢
討
し
、
受
胎
と
占
星
術
と
の
關
連
に

重
點
に
お
き
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
典
籍
に
見
ら
れ
る
多
樣
な
受
胎
と
曆
法
、
月
宿
日
な
ど
と
の
關
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た
い
。

　　
　
　
一
　
占
星
術
に
よ
る
求
子
と
受
胎

　　
『
漢
書
』
藝
文
志
・
數
術
略
で
は
「
天
文
者
、
序
二
十
八
宿
、
步
五
星
日
月
、
以
紀
吉
凶
之
象
、
聖
王
所
以
參
政
也
」
と
述
べ
て
、

日
占
、
月
占
、
五
星
占
、
二
十
八
宿
占
な
ど
が
古
代
天
文
學
の
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て
、
國
家
政
治
、
社
會
生
活
、
個
人
の
運
命

な
ど
に
幅
廣
く
活
用
さ
れ
て
い
た
。
古
代
天
文
學
の
最
大
目
的
は
、
天
體
宇
宙
を
科
學
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
歷
象
日
月

星
辰
、
敬
授
人
時
」
（『
尙
書
』
堯
典
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
樣
々
な
天
體
現
象
の
觀
察
に
よ
っ
て
、
地
上
社
會
に
お
け
る
政
治
、
宗

敎
、
戰
爭
、
農
業
、
經
濟
活
動
な
ど
の
重
要
な
行
事
を
決
め
、
人
事
な
ど
を
管
理
す
る
政
治
手
段
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
天
體
星
宿

の
運
行
に
起
き
る
樣
々
な
現
象
を
察
知
し
、
事
前
に
國
家
政
治
、
社
會
變
化
、
自
然
災
害
な
ど
を
預
測
し
、
關
聯
人
事
の
吉
凶
禍
福

を
判
斷
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
史
記
』
天
官
書
に
示
さ
れ
る
二
十
八
星
宿
と
地
上
の
十
二
州
と
の
配
屬
、
い
わ
ゆ
る
分
野
說
は

そ
の
典
型
的
な
一
例
だ
と
言
え
よ
う
。

　
王
充
は
孔
子
の
高
名
な
弟
子
子
夏
が
提
示
し
た
「
死
生
有
命
、
富
貴
在
天
」
（『
論
語
』
顏
淵
）
と
い
う
定
命
思
想
に
つ
い
て
、
命
義
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篇
で
「
凡
人
受
命
、
在
父
母
施
氣
之
時
、
已
得
吉
凶
矣
」
と
言
い
な
が
ら
、「
至
於
富
貴
、
所
稟
猶
性
、
所
稟
之
氣
、
得
衆
星
之
精
、
衆

星
在
天
、
天
有
其
象
。
…
…
天
有
百
官
、
有
衆
星
。
天
施
氣
、
而
衆
星
布
精
、
天
所
施
氣
、
衆
星
之
氣
在
其
中
。
人
稟
氣
而
生
、
含
氣

而
長
、
得
貴
則
貴
、
得
賤
則
賤
。
貴
或
秩
有
高
下
、
富
或
貲
有
多
少
。
皆
星
位
尊
卑
大
小
之
所
授
也
」
と
解
釋
し
、
星
命
說
に
よ
る

人
の
富
貴
や
貧
賤
を
說
い
て
い
る
。
こ
の
星
命
說
は
葛
洪
に
繼
承
さ
れ
、『
抱
朴
子
』
塞
難
篇
で
は
「
命
之
脩
短
、
實
由
所
値
、
受
氣

結
胎
、
各
有
星
宿
」
と
壽
命
に
つ
い
て
も
星
宿
と
の
關
連
が
說
か
れ
、
さ
ら
に
「
命
屬
生
星
、
則
其
人
必
好
仙
道
、
好
仙
道
者
、
求

之
亦
必
得
之
。
命
屬
死
星
、
則
其
人
亦
不
信
仙
道
、
不
信
仙
道
、
則
亦
不
自
修
其
事
也
」
と
述
べ
て
、
生
星
と
死
星
と
い
う
異
な
る

星
宿
に
支
配
さ
れ
る
運
命
に
よ
っ
て
、
誕
生
し
た
者
が
仙
道
に
對
し
て
好
惡
を
表
す
の
み
で
な
く
、
將
來
仙
道
が
得
ら
れ
る
か
否
か

に
深
く
關
係
す
る
と
說
い
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
具
體
的
な
受
胎
と
星
宿
と
の
關
聯
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
當
た
ら
な
い
。
　

　
一
方
、
王
相
日
も
、
求
子
や
受
胎
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
隋
朝
の
蕭
吉
（
五
三
〇
―
六
一
〇
）
撰
の

『
五
行
大
義
』
卷
二
に
よ
る
と
、
古
代
か
ら
「
五
行
體
休
王
」「
支
干
休
王
」「
八
卦
休
王
」
と
い
っ
た
三
種
類
の
も
の
が
存
在
し
た
と

い
う
。
前
二
者
は
五
行
と
二
天
干
ず
つ
を
王
、
相
、
休
、
囚
、
死
に
對
應
さ
せ
て
、
季
節
や
時
刻
の
陽
氣
變
化
か
ら
人
事
を
說
明
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
八
卦
の
氣
を
王
、
相
、
胎
、
沒
、
死
、
囚
、
廢
、
休
に
對
應
さ
せ
て
人
の
貴
福
凶
禍
を
占
う
も
の
で
あ

る
。『
論
衡
』
難
歲
篇
は
「
天
下
正
道
、
伏
羲
文
王
、
治
世
以
象
、
文
爲
經
所
載
」
と
あ
る
よ
う
に
「
八
卦
休
王
」
と
の
關
連
を
說
く

も
の
で
あ
り
、
王
は
旺
盛
、
相
は
强
壯
、
胎
は
妊
娠
、
沒
は
沒
落
、
死
は
死
亡
、
囚
は
囚
禁
、
廢
は
廢
疾
、
休
は
休
止
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
。

　
『
太
平
經
』
に
「
受
陽
施
多
者
爲
男
、
受
陰
施
多
者
爲
女
、
受
王
相
氣
多
者
爲
尊
貴
則
壽
、
受
休
廢
囚
氣
多
者
數
病
而
早
死
、
又
貧

極
也
。
故
凡
人
生
者
、
在
其
所
象
何
（
五
）
行
之
氣
、
其
命
者
繫
於
六
甲
何
（
五
）
歷
、
以
類
占
之
、
萬
不
失
一
也
」
（
王
明
編
『
太

平
經
合
校
』、
四
二
四
頁
）
と
言
う
の
は
、
人
閒
は
受
胎
の
時
點
に
お
い
て
將
來
の
運
命
が
そ
の
時
刻
の
陽
氣
の
强
弱
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
る
が
、
王
相
の
氣
を
受
け
た
者
は
富
み
、
地
位
、
長
壽
が
得
ら
れ
る
が
、
休
、
廢
、
囚
の
氣
を
受
け
た
者
は
貧
困
、
病
氣
、
短
命
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と
い
っ
た
運
命
を
辿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。『
五
行
大
義
』
卷
五
に
援
引
さ
れ
た
「
文
子
」
に
は
、
世
閒
の
二
十
五
種
類

の
人
閒
に
は
「
其
神
眞
道
至
聖
德
賢
七
者
、
受
王
氣
而
生
也
。
善
中
辯
仁
禮
信
義
智
八
者
、
相
氣
而
生
也
。
士
庶
農
商
工
五
者
、
休

氣
而
生
也
。
衆
小
駑
愚
肉
五
者
、
囚
氣
而
生
也
」
と
あ
り
、
同
じ
く
「
祿
命
訣
」
で
は
、「
王
氣
中
生
者
、
其
人
王
相
宜
爵
祿
。
相
氣

中
生
者
、
其
人
多
官
。
死
氣
中
生
者
、
其
人
多
疾
病
短
命
」
と
い
う
。
さ
ら
に
「
文
子
」
で
は
「
此
二
十
五
等
人
、
內
稟
五
行
之
氣
、

各
有
優
劣
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
王
氣
や
相
氣
な
ど
の
異
な
る
氣
を
受
け
て
受
胎
し
て
も
、
そ
の
胎
兒
が
も
つ
五
行
の
氣

に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
て
き
た
者
に
は
差
異
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
御
女
損
益
篇
」
で
は
王
相
日
に
つ
い
て
は
、「
謂
春
甲
乙
、
夏
丙
丁
、
秋
庚
辛
、
冬
壬
癸
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
房
中
補
益
篇
」

や
『
外
臺
祕
要
方
』
求
子
法
に
も
同
じ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
支
干
五
行
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
天
干
の
場
合
、
甲
乙
は
木
、
丙
丁

は
火
、
庚
辛
は
金
、
壬
癸
は
水
と
な
り
、
地
支
の
場
合
、
寅
卯
は
木
、
丑
未
は
火
、
申
酉
は
金
、
子
亥
は
水
と
な
る
と
い
う
。
王
相

日
は
廣
範
に
わ
た
っ
て
應
用
さ
れ
て
い
た
が
、
神
僊
藥
の
效
果
を
高
め
る
た
め
に
、
製
藥
や
服
用
の
最
良
日
と
し
て
推
薦
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る（

５
）。

し
か
し
な
が
ら
、
年
月
日
を
天
干
及
び
地
支
に
對
應
し
て
表
す
方
法
で
は
、
王
相
日
は
十
日
ご
と
に
二
天
干
、
月
ご
と

に
約
六
日
が
當
た
る
の
で
、「
凡
養
生
、
要
在
於
愛
精
。
若
能
一
月
再
施
精
、
一
歲
二
十
四
氣
施
精
、
皆
得
壽
百
二
十
歲
」
（「
御
女
損

益
篇
」）
と
い
っ
た
主
旨
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
天
干
と
地
支
の
同
じ
五
行
類
別
を
對
應
さ
せ
て
み
れ
ば
、
そ
の
王
相
日
は
春

に
甲
寅
と
乙
卯
、
夏
に
丙
午
と
丁
巳
、
秋
に
庚
申
と
辛
酉
、
冬
に
壬
子
と
癸
亥
と
い
う
よ
う
に
、
三
ヶ
月
に
二
日
し
か
相
當
し
な
い

こ
と
に
な
る
。

　
「
御
女
損
益
篇
」
で
は
每
月
の
二
日
、
三
日
、
五
日
、
九
日
と
二
十
日
は
「
王
相
生
氣
日
」
と
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、『
千
金
翼
方
』

卷
十
二
養
性
篇
で
は
「
凡
月
二
日
、
三
日
、
五
日
、
九
日
、
二
十
日
、
此
生
日
也
。
交
會
令
人
無
疾
」
と
も
說
明
さ
れ
て
い
る
。「
房

中
補
益
篇
」
で
は
「
若
合
春
甲
寅
乙
卯
、
夏
丙
午
丁
巳
、
秋
庚
申
辛
酉
、
冬
壬
子
癸
亥
、
與
此
上
件
月
宿
日
合
者
猶
益
」
と
述
べ
て
、

な
る
べ
く
王
相
日
、
王
相
生
氣
日
及
び
月
宿
日
が
重
な
っ
た
日
を
選
擇
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
健
康
を
守
れ
る
の
み
で
な
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く
、
受
胎
さ
せ
た
子
ど
も
の
將
來
の
運
命
に
も
良
い
影
響
を
與
え
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
本
格
的
な
占
星
術
を
用
い
て
受
胎
日
を
選
擇
す
る
こ
と
を
記
述
す
る
も
の
は
、『
養
性
延
命
錄
』
御
女
損
益
篇
や
『
千
金

要
方
』
房
中
補
益
篇
な
ど
に
見
ら
れ
る
。「
御
女
損
益
篇
」
で
は
「
天
老
曰
」
と
い
う
長
い
條
文
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
似
た

よ
う
な
內
容
は
『
千
金
翼
方
』
養
生
篇
（
卷
十
二
）
に
も
同
じ
く
「
天
老
曰
」
か
ら
始
ま
る
引
用
文
と
し
て
見
ら
れ
る
。『
漢
書
』
藝
文

志
・
方
伎
略
に
收
錄
さ
れ
た
房
中
八
書
に
『
天
老
雜
子
陰
道
』
と
い
う
佚
書
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
が
そ
の
佚
文
か
ど
う
か

現
段
階
で
は
確
認
で
き
な
い
。「
御
女
損
益
篇
」
に
お
い
て
天
老
は
、
人
の
社
會
的
地
位
に
は
尊
、
卑
、
貴
、
賤
と
い
っ
た
よ
う
な
差

異
が
あ
る
が
、
そ
の
違
い
は
受
胎
時
刻
の
八
星
宿
（
室
、
參
、
井
、
鬼
、
柳
、
張
、
心
、
斗
）
の
運
行
位
置
に
密
接
に
關
係
す
る
と
述
べ
、

そ
れ
ら
を
上
、
中
の
上
、
中
及
び
下
（
凡
人
）
と
い
う
四
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
て
い
る
。
具
體
的
に
言
え
ば
、「
合
宿
」
と
「
得
時
」
と

に
完
全
に
合
致
さ
せ
て
受
胎
し
た
場
合
は
上
等
と
な
り
、
合
宿
に
合
わ
な
か
っ
た
が
得
時
に
合
っ
た
場
合
は
中
の
上
と
な
り
、
合
宿

に
合
っ
た
が
得
時
に
合
わ
な
か
っ
た
場
合
は
中
等
と
な
り
、
合
宿
と
得
時
と
に
と
も
に
外
れ
た
場
合
は
下
等
の
凡
人
と
な
る
と
い
う
。

　
合
宿
と
は
、
月
宿
日
に
合
う
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
月
ご
と
に
八
星
宿
が
現
れ
る
日
に
性
交
を
行
っ
て
受
胎
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
合
宿
交
會
者
、
非
生
子
富
貴
、
亦
利
己
身
、
大
吉
之
兆
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
日
に
性
的
交
り
を
行
う
場
合
、
例
え
生
ま
れ

て
く
る
子
ど
も
が
富
み
や
地
位
を
有
す
る
者
に
な
ら
な
く
て
も
、
そ
の
者
自
身
の
身
體
に
は
惡
影
響
を
及
ぼ
す
心
配
は
な
い
と
さ
れ

る
。
ま
た
得
時
と
は
、
選
擇
さ
れ
た
王
相
日
の
夜
半
に
陽
氣
が
再
び
旺
盛
に
な
り
始
め
る
時
刻
を
選
ん
で
性
交
を
行
っ
て
受
胎
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
受
胎
し
て
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
は
、「
有
子
皆
男
、
必
有
壽
賢
明
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
み
な
男
子
と
な
る
と

同
時
に
、
必
ず
長
壽
、
か
つ
賢
明
な
人
に
な
る
と
さ
れ
る
。

　
八
星
宿
に
つ
い
て
は
、『
千
金
翼
方
』
で
は
斗
宿
の
代
わ
り
に
房
宿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
具
體
的
な
月
宿
日
に
つ
い
て
は
、

『
養
性
延
命
錄
』
に
は
未
だ
收
錄
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
千
金
要
方
』
及
び
唐
天
寶
十
一
年
（
七
五
二
）
に
完
成
し
た
『
外
臺
祕
要
方
』

卷
三
十
三
の
求
子
法
に
詳
し
く
收
錄
さ
れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
唐
の
中
期
ま
で
に
は
世
に
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
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う
。
一
年
十
二
ヵ
月
の
合
計
百
十
九
日
の
月
宿
日
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

一
月
は
一
日
、
六
日
、
九
日
、
十
日
、
十
一
日
、
十
二
日
、
十
四
日
、
二
十
日
、
二
十
四
日
と
二
十
九
日

二
月
は
四
日
、
七
日
、
八
日
、
九
日
、
十
日
、
十
二
日
、
十
四
日
、
十
九
日
、
二
十
二
日
と
二
十
七
日

三
月
は
一
日
、
二
日
、
五
日
、
六
日
、
七
日
、
八
日
、
十
日
、
十
七
日
、
二
十
日
と
二
十
五
日

四
月
は
三
日
、
四
日
、
五
日
、
六
日
、
八
日
、
十
日
、
十
五
日
、
二
十
日
、
二
十
二
日
と
二
十
八
日

五
月
は
一
日
、
二
日
、
三
日
、
四
日
、
五
日
、
六
日
、
十
二
日
、
十
五
日
、
二
十
日
、
二
十
五
日
、
二
十
八
日
、
二
十
九
日
と
三

十
日

六
月
は
一
日
、
三
日
、
十
日
、
十
三
日
、
十
八
日
、
二
十
三
日
、
二
十
六
日
、
二
十
七
日
、
二
十
八
日
と
二
十
九
日

七
月
は
一
日
、
八
日
、
十
一
日
、
十
六
日
、
二
十
一
日
、
二
十
四
日
、
二
十
五
日
、
二
十
六
日
、
二
十
七
日
と
二
十
九
日

八
月
は
五
日
、
八
日
、
十
日
、
十
三
日
、
十
八
日
、
二
十
一
日
、
二
十
二
日
、
二
十
三
日
、
二
十
四
日
、
二
十
五
日
と
二
十
六
日

九
月
は
三
日
、
六
日
、
十
一
日
、
十
六
日
、
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
一
日
、
二
十
二
日
と
二
十
四
日

十
月
は
一
日
、
四
日
、
九
日
、
十
日
、
十
四
日
、
十
七
日
、
十
八
日
、
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
二
日
、
二
十
三
日
と
二
十
九
日

十
一
月
は
一
日
、
六
日
、
十
一
日
、
十
四
日
、
十
五
日
と
十
六
日

十
二
月
は
四
日
、
九
日
、
十
二
日
、
十
三
日
、
十
四
日
、
十
五
日
、
十
七
日
と
二
十
四
日

　
そ
れ
で
、
唐
朝
初
期
か
ら
公
布
さ
れ
た
「
戊
寅
曆
」
の
貞
觀
二
年
の
官
曆
に
、
室
、
壁
、
奎
、
婁
、
胃
、
昴
、
畢
、
觜
、
參
、
井
、

鬼
、
柳
、
星
、
張
、
翼
、
軫
、
角
、
亢
、
氐
、
房
、
心
、
尾
、
箕
、
斗
、
牛
、
女
、
虛
、
危
と
い
う
二
十
八
宿
を
順
番
に
入
れ
て
作
成

し
た
曆
に
、
さ
ら
に
上
述
の
月
宿
日
を
書
き
入
れ
る
と
、
七
一
五
頁
の
表
一
の
よ
う
な
も
の
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
年
閒
に

お
い
て
八
星
宿
に
當
た
る
日
は
わ
ず
か
三
十
三
日
と
少
な
く
、
百
十
九
日
の
月
宿
日
に
當
た
る
確
率
が
凡
そ
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
り
、
規
則
性
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
官
曆
の
二
月
一
日
か
ら
奎
宿
よ
り
順
番
に
入
れ
て
作
成
し
た
も
の
に
も
似
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た
よ
う
な
結
果
が
見
ら
れ
た
。
と
い
う
わ
け
で
、
民
閒
で
は
ど
の
よ
う
な
小
曆
（
黃
曆
と
も
俗
稱
さ
れ
る
）
で
こ
れ
ら
の
月
宿
日
を
利

用
し
た
か
を
探
し
出
す
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、
運
命
に
良
い
效
果
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
八
星
宿
が
ど
こ
か
ら
選
ば
れ
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
も
あ
る
。

　　
　
　
二
　
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」

　　
星
宿
や
節
氣
な
ど
を
極
め
て
重
視
す
る
初
期
道
敎
に
お
い
て
は
、
張
道
陵
は
二
十
八
宿
に
二
十
四
節
氣
を
對
應
さ
せ
て
、
蜀
地
を

中
心
に
二
十
四
治
を
つ
く
り
出
し
た
。
後
漢
末
期
に
成
立
し
た
と
言
わ
れ
る
『
太
上
三
五
正
一
盟
威
錄（

６
）』

に
も
二
十
四
治
と
節
氣
と

の
關
係
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
一
方
『
老
君
音
誦
誡
經
』
に
「
吾
本
授
二
十
四
治
、
上
應
二
十
八
宿
、
下
應
陰
陽
二
十
四
氣
、
授
精

進
祭
酒
、
化
領
民
戶
。
道
陵
演
出
道
法
、
初
在
蜀
土
一
州
之
敎
。
…
…
從
今
以
後
、
諸
州
郡
縣
男
女
有
佩
職
錄
者
、
盡
各
詣
師
改
宅

治
氣
。
按
今
新
科
、
但
還
宿
官
稱
治
爲
職
號
。
受
二
十
四
治
中
化
契
令
者
、
發
號
言
補
甲
乙
正
中
官
、
眞
氣
角
宿
、
治
以
亢
宿
氐
宿

房
宿
、
二
十
八
如
法
」
と
あ
る
よ
う
に
、
北
魏
の
寇
謙
之
（
三
六
五
―
四
四
八
）
は
舊
天
師
道
の
改
革
に
取
り
組
み
、
蜀
地
を
中
心
と

し
た
舊
二
十
四
治
に
關
す
る
管
理
シ
ス
テ
ム
を
廢
止
し
、
二
十
八
宿
を
用
い
て
、
角
・
井
・
奎
・
斗
と
い
う
四
宿
を
中
心
と
す
る
新

た
な
治
屬
配
置
を
行
っ
た
。

　
二
十
八
宿
の
由
來
は
古
く
、
一
九
七
七
年
湖
北
省
隋
縣
付
近
で
發
掘
さ
れ
た
戰
國
初
期
の
曾
侯
乙
墓
か
ら
出
土
し
た
漆
箱
の
蓋
に

は
、
大
き
な
「
斗
」
字
を
中
心
に
し
て
白
虎
、
靑
龍
及
び
二
十
八
宿
名
が
そ
の
周
り
に
描
か
れ
て
い
る
。
前
五
世
紀
末
期
の
社
會
に

お
い
て
北
斗
星
を
中
心
と
す
る
二
十
八
宿
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
、
度
數
に
よ
る
二
十
八
宿
の
天
體
位
置
表

示
は
『
史
記
』
天
官
書
や
『
淮
南
子
』
天
文
訓
な
ど
に
初
め
て
現
れ
る
。『
漢
書
』
律
曆
志
に
よ
る
と
、
二
十
八
宿
は
赤
道
を
採
用
し

て
天
體
の
位
置
を
計
算
し
、
宿
度
で
表
示
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
後
漢
永
元
十
五
年
（
一
〇
三
）
七
月
に
敕
命
に
よ
っ
て
黃
道
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表一　唐貞觀二年の曆

表二　道敎的「二十八宿傍通曆」
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銅
儀
が
作
ら
れ
て
、
赤
道
と
な
ら
ん
で
日
や
月
の
運
動
を
黃
道
に
沿
っ
て
觀
測
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
始
め
た
。『
後
漢
書
』
律
曆
志
に

見
え
る
賈
逵
論
曆
の
條
文
に
は
、
二
十
八
宿
の
赤
道
宿
度
と
同
時
に
黃
道
宿
度
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
四
節
氣
に
お
け
る
太

陽
の
位
置
も
示
さ
れ
て
い
る
。
五
斗
米
道
敎
團
の
作
っ
た
二
十
四
治
は
、
明
ら
か
に
當
時
最
新
の
天
文
學
を
取
り
入
れ
、
二
十
八
宿

に
對
應
す
る
二
十
四
節
氣
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
初
期
道
敎
敎
團
で
考
案
さ
れ
た
黃
赤
混
氣
房
中
術
の
背
景

に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
二
十
八
宿
は
傳
統
的
に
東
西
南
北
ご
と
に
靑
龍
七
宿
（
角
、
亢
、
氐
、
房
、
心
、
尾
、
箕
）
、
朱
雀
七
宿
（
井
、
鬼
、
柳
、
星
、
張
、
翼
、

軫
）
、
白
虎
七
宿
（
奎
、
婁
、
胃
、
昴
、
畢
、
觜
、
參
）
、
玄
武
七
宿
（
斗
、
牛
、
女
、
虛
、
危
、
室
、
壁
）
と
い
う
四
つ
の
天
象
グ
ル
ー

プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
寇
謙
之
の
「
眞
氣
角
宿
、
治
以
亢
宿
氐
宿
房
宿
、
二
十
八
如
法
」
に
示
さ
れ
る
の
は
、
代
表
と
さ
れ
た
角
、

井
、
奎
、
斗
と
い
う
四
宿
、
す
な
わ
ち
二
至
（
冬
至
と
夏
至
）
二
分
（
春
分
と
秋
分
）
を
中
心
に
展
開
す
る
二
十
四
節
氣
に
相
當
す
る

二
十
四
治
の
管
理
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
張
道
陵
自
身
の
治
め
た
陽
平
治
は
、
立
春
に
對
應
す
る
二
十
四
治
の
筆
頭
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。『
漢
書
』
天
文
志
に
よ
れ
ば
、
前
漢
の
太
初
曆
に
お
い
て
、
正
月
一
日
は
榮
室
に
、
二
月
一
日
（
春
分
）
は
奎
宿
に
、
五
月
一

日
（
夏
至
）
は
東
井
に
、
八
月
一
日
（
秋
分
）
は
角
宿
に
、
十
一
月
一
日
（
冬
至
）
は
牽
牛
に
當
た
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
漢
武
帝

太
初
元
年
に
方
士
で
あ
っ
た
落
下
閎
ら
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
冬
至
に
當
た
る
牽
牛
の
宿
度
が
正
確
な
度
數
で
は

な
か
っ
た
。
東
晉
の
姜
岌
が
三
四
八
年
頃
「
三
紀
甲
子
元
曆
」
を
制
作
し
た
時
、
冬
至
を
斗
宿
十
七
度
に
計
算
し
直
し
た
が
、
こ
の

デ
ー
タ
は
そ
の
後
の
曆
法
に
お
い
て
も
百
年
餘
り
活
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（

７
）。

　
と
こ
ろ
が
、
寇
謙
之
は
若
い
頃
張
魯
の
術
を
修
め
た
が
、
七
曜
や
周
髀
を
演
算
し
て
も
な
か
な
か
合
わ
な
か
っ
た
た
め
、
成
公
興

と
い
う
大
儒
に
七
年
閒
を
か
け
て
そ
れ
ら
を
學
ん
で
い
た（

８
）。『

魏
書
』
術
藝
傳
・
殷
紹
傳
に
よ
れ
ば
、
成
公
興
は
、
字
は
廣
明
、
自
ら

膠
東
の
人
と
稱
し
、
沙
門
釋
曇
影
や
道
人
法
穆
な
ど
と
親
密
な
關
係
を
も
っ
た
者
で
、『
四
序
堪
輿
』
を
著
し
た
殷
紹
と
會
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
殷
紹
の
師
と
も
言
わ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
釋
曇
影
や
法
穆
ら
は
「
九
章
數
家
雜
要
」
の
み
で
な
く
、
五
臟
六
腑
や
心
髓
血
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脈
の
體
積
測
量
・
計
算
に
か
か
わ
る
醫
學
知
識
、
自
然
や
天
文
に
關
す
る
占
い
、
土
圭
や
周
髀
の
測
量
術
な
ど
の
學
問
に
も
精
通
し

た
と
い
う
。
成
公
興
と
の
關
係
を
通
し
て
、
寇
謙
之
や
殷
紹
な
ど
が
佛
敎
徒
か
ら
傳
授
さ
れ
た
、
當
時
の
イ
ン
ド
の
天
文
學
や
醫
學

な
ど
の
知
識
を
道
敎
改
革
に
役
立
て
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（

９
）。

　
『
道
藏
』
に
は
『
赤
松
子
章
曆
』『
通
占
大
象
歷
星
經
』『
秤
星
靈
臺
祕
要
經
』
な
ど
の
よ
う
な
占
星
術
に
關
連
す
る
經
典
が
納
め

ら
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
二
十
八
宿
を
用
い
て
氣
候
を
占
う
『
北
斗
治
法
武
威
經
』
な
ど
も
あ
る
が
、
二
十
八
宿
、
北
斗
星
及
び

五
星
な
ど
の
精
氣
が
常
に
樣
々
な
人
閒
の
姿
に
化
け
て
世
閒
に
出
入
り
を
し
、
人
々
の
運
勢
と
か
か
わ
る
と
說
く
『
太
上
洞
神
五
星

諸
宿
日
月
混
常
經
』
も
あ
る
。
さ
ら
に
『
金
鎖
流
珠
引
』
卷
二
十
一
で
は
、
二
十
八
宿
を
命
星
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
明
暗
度
な
ど

を
觀
察
し
な
が
ら
、
厄
難
を
拂
う
方
法
な
ど
を
講
じ
る
た
め
、
そ
の
基
本
と
し
て
「
二
十
八
宿
經
旁
通
曆
」
と
い
う
曆
も
收
錄
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
傍
通
曆
は
古
代
イ
ン
ド
の
曆
法
と
同
樣
に
牛
宿
は
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
嚴
密
に
言
え
ば
「
二
十
七
宿

經
傍
通
曆
」
に
な
る
の
で
あ
る
。「
傍
通
曆
」
と
い
う
言
葉
は
、
沈
括
の
『
夢
溪
筆
談
』
卷
十
八
に
「
傍
通
曆
則
縱
橫
誦
之
」
と
言
及

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
衞
朴
と
い
う
盲
人
が
暗
誦
し
た
二
十
八
宿
か
ら
な
る
民
閒
の
小
曆
を
說
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
道
敎
で
は
二
十
八
宿
と
二
十
四
節
氣
と
の
對
應
が
非
常
に
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
て
、
上
述
の
『
漢
書
』
や
『
隋
書
』
な
ど

に
示
さ
れ
た
二
至
や
二
分
、
す
な
わ
ち
二
月
、
五
月
、
八
月
、
十
一
月
及
び
一
月
の
初
日
の
星
宿
を
基
本
デ
ー
タ
に
し
、
一
ヶ
月
三

十
日
と
一
年
十
二
ヶ
月
に
對
應
す
る
民
閒
の
小
曆
の
例
に
倣
い（

10
）、

二
十
八
星
宿
を
順
番
に
書
き
込
む
よ
う
に
對
應
さ
せ
る
と
、
表
二

の
よ
う
な
曆
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
假
に
こ
の
小
曆
を
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
と
稱
す
る
こ
と
に
す
る
。
三
十

日
に
十
二
ヶ
月
を
か
け
る
と
三
百
六
十
日
に
な
る
が
、
餘
っ
た
四
日
（
五
月
の
參
宿
、
七
月
の
軫
宿
、
十
月
の
箕
宿
、
十
二
月
の
危
宿
）
を

足
す
と
、
ち
ょ
う
ど
三
百
六
十
四
日
と
な
り
、
す
な
わ
ち
約
一
年
の
日
數
に
な
る
。
こ
の
表
に
は
井
宿
が
十
三
回
出
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
る
と
、
そ
れ
は
一
月
十
日
、
二
月
八
日
、
三
月
六
日
、
四
月
四
日
、
五
月
一
日
と
二
十
九
日
、
六
月
二
十
七
日
、
七
月
二
十

五
日
、
八
月
二
十
二
日
、
九
月
二
十
日
、
十
月
十
八
日
、
十
一
月
十
五
日
、
十
二
月
十
三
日
に
な
っ
て
い
る
。
よ
り
具
體
的
な
時
刻
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は
計
算
し
て
い
な
い
が
、
日
付
け
だ
け
な
ら
ば
、
道
敎
で
神
仙
と
會
合
す
る
前
に
蘭
の
湯
で
身
體
を
淸
め
る
た
め
に
設
け
た
十
三
回

の
「
沐
浴
日
」
と
一
致
す
る
。

　
北
周
武
帝
（
五
六
一
―
五
七
八
）
が
北
齊
を
平
定
し
た
後
に
編
纂
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る（

11
）道

敎
經
典
『
無
上
祕
要
』
卷
六
十
六
に
引

く
『
洞
玄
眞
一
五
稱
經
』
の
說
く
十
三
回
の
沐
浴
日
は
、
す
べ
て
井
宿
が
現
れ
る
日
と
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
日
付
と
時
刻
が
「
正
月

十
日
人
定
時
、
二
月
八
日
黃
昏
時
、
三
月
六
日
日
入
時
、
四
月
四
日
昳
時
、
五
月
一
日
日
中
時
、
二
十
九
日
巳
時
、
六
月
二
十
七
日
⻝

時
、
七
月
二
十
五
日
早
⻝
時
、
八
月
二
十
二
日
日
出
時
、
九
月
二
十
日
鷄
三
鳴
時
、
十
月
十
八
日
鷄
初
鳴
時
、
十
一
月
十
五
日
過
夜

半
時
、
十
二
月
十
三
日
夜
半
時
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
年
中
の
井
宿
に
占
め
る
十
三
回
の
沐
浴
日
が
完
全
に
合
致
し
た
こ

と
及
び
、
時
刻
ま
で
細
か
く
算
出
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
注
（
10
）
に
擧
げ
た
彝
族
に
殘
る
道
敎
の
歷
史
的
影
響
な
ど
を
考
え
る
と
、

上
に
假
稱
し
た
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
の
よ
う
な
曆
が
道
敎
關
係
者
の
閒
に
廣
く
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
唐

以
前
に
成
立
し
た
道
敎
經
典
『
赤
松
子
章
曆
』
で
は
、
五
臘
日
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
も
關
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
五
臘
日
に
つ
い
て
、
天
臘
は
正
月
一
日
、
地
臘
は
五
月
五
日
、
德
臘
は
七
月
七
日
、
歲
臘
は
十
月
一
日
、
王
臘
は
十
二
月
と

『
赤
松
子
章
曆
』
は
い
う
が
、
王
臘
に
決
め
ら
れ
た
日
は
な
い
の
で
、
調
整
日
と
し
て
使
え
る
可
能
性
が
十
分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
が
民
閒
に
廣
く
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
孫
思
邈
が
唐
朝
初
期
の
有

名
な
道
士
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
を
基
軸
に
し
て
利
用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ

の
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
に
上
述
の
月
宿
日
を
書
き
入
れ
た
も
の
で
は
、
七
一
五
頁
の
表
二
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
八
星
宿
に

當
た
る
日
は
多
く
、
年
閒
の
合
計
は
九
十
六
日
と
な
り
、
そ
れ
が
百
十
九
日
に
當
た
る
確
率
が
約
八
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
逹
す
る
。

月
每
に
三
日
以
上
連
續
し
て
當
た
る
法
則
性
に
類
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
の
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
便
利
、
か
つ
利
用
さ
れ
や

す
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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三
　
佛
典
の
占
星
術
と
傍
通
曆

　　
佛
敎
で
は
密
敎
を
中
心
に
展
開
し
た
占
星
術
で
あ
る
宿
曜
占
法
が
餘
り
に
も
有
名
で
、
今
で
も
日
本
の
社
會
で
人
氣
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
宿
曜
占
法
を
代
表
す
る
佛
典
と
し
て
は
、『
文
殊
師
利
菩
薩
諸
仙
所
說
吉
凶
時
日
善
惡
宿
曜
經
』
が
あ
り
、『
宿
曜
經
』
と

も
略
稱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
唐
の
不
空
三
藏
が
乾
元
二
年
（
七
五
九
）
に
翻
譯
し
、
そ
の
後
瑞
州
の
司
馬
史
瑤
と
俗
人
の
弟
子
楊
景

風
に
よ
っ
て
廣
德
二
年
（
七
六
四
）
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
經
典
は
上
、
下
二
卷
に
分
け
ら
れ
て
、
上
卷
に
は

楊
景
風
の
二
十
八
宿
を
用
い
て
制
作
し
た
「
大
唐
月
建
圖
」
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
が
、
史
瑤
に
よ
っ
て
譯
さ
れ
た
下
卷
で
は
、
古
代

イ
ン
ド
の
二
十
七
宿
に
よ
る
「
宿
曜
傍
通
曆
」
を
作
成
す
る
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徵
と
し
て
は
、
二
十
八
星
宿
か
ら
牛

宿
を
除
い
た
こ
と
と
、
每
月
十
五
日
の
星
宿
を
先
に
決
め
て
、
そ
の
前
半
の
十
五
日
を
白
月
分
と
し
、
後
半
の
十
五
日
を
黑
月
分
と

す
る
作
法
が
あ
る（

12
）。

こ
の
「
宿
曜
傍
通
曆
」
は
、
上
述
の
道
敎
經
典
『
金
鎖
流
珠
引
』
卷
二
十
一
に
い
う
「
上
古
大
眞
太
上
老
君
受

元
始
道
君
之
敎
也
。
文
書
謂
之
二
十
八
宿
經
」
に
示
さ
れ
て
い
る
「
二
十
八
宿
經
傍
通
曆
」、
す
な
わ
ち
「
二
十
七
宿
經
傍
通
曆
」
と

完
全
に
一
致
す
る
。

　
『
金
鎖
流
珠
引
』
で
は
、
そ
の
曆
に
關
す
る
作
法
が
具
體
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
月
、
三
月
、
四
月
、
五
月
、
八
月
、
九
月
、

十
一
月
、
十
二
月
の
三
十
日
の
星
宿
と
、
三
月
、
四
月
、
五
月
、
六
月
、
九
月
、
十
月
、
十
二
月
、
一
月
の
初
日
の
星
宿
と
が
重
複
す

る
よ
う
に
配
當
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
宿
曜
傍
通
曆
」
の
作
法
を
眞
似
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
す
な
わ
ち
、
月
ご

と
に
先
に
決
め
ら
れ
た
十
五
日
の
星
宿
を
中
心
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
白
月
分
（
十
四
日
か
ら
一
日
ま
で
）
と
黑
月
分
（
十
六
日
か
ら
三
十

日
ま
で
）
と
い
う
兩
側
か
ら
、
昴
、
畢
、
觜
、
參
、
井
、
鬼
、
柳
、
星
、
張
、
翼
、
軫
、
角
、
亢
、
氐
、
房
、
心
、
尾
、
箕
、
斗
、
女
、

虛
、
危
、
室
、
壁
、
奎
、
婁
、
胃
と
い
う
イ
ン
ド
式
の
二
十
七
宿
の
配
列
を
用
い
て
配
置
し
て
い
く
が
、
ど
ち
ら
側
か
に
星
宿
の
不

足
が
生
じ
る
場
合
、
白
月
分
の
側
は
最
後
の
胃
宿
か
ら
逆
順
に
、
黑
月
分
の
側
は
先
頭
の
昴
宿
か
ら
正
順
に
星
宿
を
配
當
し
て
ゆ
く
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こ
と
に
よ
っ
て
、
上
記
の
星
宿
の
重
複
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
中
國
民
閒
の
小
曆
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
月
の
初
日
の
決
め

ら
れ
た
星
宿
を
起
點
に
し
て
、
二
十
八
宿
を
順
番
に
配
列
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
金
鎖
流
珠
引
』
の
著

者
は
明
ら
か
に
『
宿
曜
經
』
の
作
法
を
援
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る（

13
）。

こ
の
イ
ン
ド
式
の
二
十
七
宿
の
體
系
は
日
本
の
宣
明
曆
（
八
六
二

―
一
六
八
四
）
に
も
用
い
ら
れ
、
江
戶
時
代
の
貞
享
改
曆
ま
で
使
用
し
續
け
ら
れ
た（

14
）。

　
一
方
、
佛
典
で
は
二
十
八
宿
を
利
用
し
て
災
害
、
氣
候
、
國
家
な
い
し
個
人
の
運
命
な
ど
を
占
う
も
の
は
、『
大
正
新
修
大
藏
經
』

の
中
に
も
幾
つ
か
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
竺
律
炎
及
び
支
謙
に
よ
っ
て
翻
譯
さ
れ
た
『
摩
登
伽
經
』
の
「
說
星
圖
品

第
五
」
に
月
と
と
も
に
運
行
す
る
昴
を
始
め
と
し
て
、
畢
、
觜
、
參
、
井
、
鬼
、
柳
、
星
、
張
、
翼
、
軫
、
角
、
亢
、
氐
、
房
、
心
、

尾
、
箕
、
斗
、
牛
、
女
、
虛
、
危
、
室
、
壁
、
奎
、
婁
、
胃
と
い
っ
た
二
十
八
宿
に
つ
い
て
、
各
星
宿
の
構
成
、
形
狀
、
祭
る
時
の
供

え
物
、
主
宰
す
る
神
、
氏
名
な
ど
が
詳
細
に
說
か
れ
て
い
る
。「
觀
災
祥
品
第
六
」
に
お
い
て
は
、
月
と
星
宿
の
位
置
と
誕
生
者
の
運

勢
、
城
の
建
造
や
繁
榮
、
ま
た
は
月
宿
日
と
誕
生
者
の
運
勢
、
天
候
、
收
穫
、
國
家
の
災
難
吉
凶
な
ど
と
の
關
係
が
詳
し
く
說
か
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
「
明
時
分
別
品
第
七
」
で
は
、
月
宿
日
と
病
氣
や
治
療
、
女
性
の
身
體
に
現
れ
る
黑
痣
と
の
關
連
が
說
明
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
受
胎
者
に
關
す
る
占
星
術
は
み
ら
れ
な
い
。『
高
僧
傳
』
康
僧
會
傳
に
よ
れ
ば
、
支
謙
は
月
支
の
人
で
、
字
は
恭
明
、
後

漢
の
獻
帝
末
期
（
一
九
〇
―
二
二
〇
）
の
頃
、
吳
へ
避
難
し
た
時
期
、
孫
權
に
博
士
に
さ
れ
た
の
を
機
に
佛
典
の
翻
譯
を
行
っ
た
。
竺

律
炎
は
、
同
じ
く
『
高
僧
傳
』
維
祇
難
傳
に
よ
る
と
、
天
竺
の
出
身
で
、
吳
の
黃
武
三
年
（
二
二
四
）
に
維
祇
難
に
誘
わ
れ
て
、
武
昌

で
佛
典
の
翻
譯
を
始
め
た
と
い
う
。

　
西
晉
の
沙
門
竺
法
護
に
よ
っ
て
翻
譯
さ
れ
た
『
舍
頭
諫
太
子
二
十
八
宿
經
』
で
は
、
名
稱
宿
、
長
育
宿
、
鹿
首
宿
、
生
眚
宿
、
增

財
宿
、
熾
盛
宿
、
不
觀
宿
、
土
地
宿
、
前
德
宿
、
北
德
宿
、
象
宿
、
彩
畫
宿
、
善
元
宿
、
善
挌
宿
、
悅
可
宿
、
尊
長
宿
、
根
元
宿
、

前
魚
宿
、
北
魚
宿
、
無
容
宿
、
耳
聰
宿
、
貪
財
宿
、
百
毒
宿
、
前
賢
跡
宿
、
北
賢
跡
宿
、
流
灌
宿
、
馬
師
宿
、
長
息
宿
と
い
っ
た
二

十
八
宿
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
『
摩
登
伽
經
』
に
お
け
る
二
十
八
宿
名
と
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
厥
名
稱
宿
有
六
要
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星
、
其
形
像
加
畫
夜
周
行
。
…
…
以
酪
爲
⻝
、
主
乎
火
天
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
星
宿
に
お
け
る
星
の
數
や
構
成
の
形
狀
、
主
宰

す
る
神
格
、
關
連
す
る
⻝
物
な
ど
を
『
摩
登
伽
經
』
說
星
圖
品
第
五
の
昴
宿
の
形
態
（「
昴
有
六
星
、
形
如
散
花
、
…
…
祭
則
用
酪
、
火
神

主
之
」）
と
較
べ
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
同
じ
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
星
宿
も
す
べ
て
同
樣
の
結
果
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
星

宿
と
誕
生
し
た
者
の
性
格
や
運
勢
、
ま
た
は
天
候
や
災
害
、
農
產
物
の
收
穫
狀
況
、
罹
患
し
や
す
い
病
氣
な
ど
が
詳
細
に
說
明
さ
れ

て
い
る
が
、
受
胎
し
た
時
點
に
關
す
る
占
星
術
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
竺
法
護
は
『
高
僧
傳
』
に
よ
れ
ば
、
月
支

の
出
身
で
、
晉
武
帝
（
二
六
五
―
二
九
〇
）
の
頃
、
長
安
へ
行
く
途
中
、
佛
典
を
收
集
し
翻
譯
を
始
め
た
が
、「
經
法
所
以
廣
流
中
華

者
、
護
之
力
也
」
と
い
う
評
價
を
得
た
人
物
で
も
あ
る
。

　
隋
の
三
藏
那
連
提
耶
舍
に
よ
っ
て
翻
譯
さ
れ
た
『
大
方
等
大
集
經
』
の
卷
四
十
一
―
四
十
二
は
、
二
十
八
宿
の
構
成
、
形
狀
な
ど
を

說
く
「
日
藏
分
中
星
宿
品
第
八
之
一
」
と
、
二
十
八
宿
に
よ
る
占
い
を
說
明
す
る
そ
の
第
八
之
二
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
に

は
占
星
法
を
傳
授
し
た
と
さ
れ
る
、
驢
脣
仙
人
に
關
す
る
奇
妙
な
物
語
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
瞻
波
城
の
三
摩
多
と

い
う
王
の
夫
人
が
驢
馬
と
交
わ
っ
て
出
產
し
た
王
子
は
、
頭
部
が
驢
馬
に
似
て
い
る
た
め
に
棄
て
ら
れ
た
が
、
驢
神
に
拾
わ
れ
て
雪

山
で
育
っ
た
。
や
が
て
、
人
閒
の
顏
に
な
っ
て
き
た
が
、
口
脣
だ
け
が
驢
馬
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
驢
脣
仙
人
と
呼
ば
れ
た
。
長
い
歲

月
を
か
け
て
聖
法
を
學
び
な
が
ら
苦
行
を
も
行
っ
た
上
、
絕
大
な
靈
力
を
得
た
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
新
た
な
占
星
術
を
宣
傳

す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
傳
說
で
あ
ろ
う
。
そ
の
二
で
は
各
星
宿
に
誕
生
し
た
者
の
運
勢
が
詳
し
く
說
か
れ
て
い
る
外
に
、
受
胎
し

た
時
點
の
星
宿
に
關
す
る
運
勢
も
あ
る
程
度
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
佛
典
は
受
胎
し
た
者
を
重
視
す
る
占
星
術
を
初
め
て
述
べ
る

も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
か
ら
室
、
參
、
井
、
鬼
、
柳
、
張
、
心
、
斗
に
か
か
わ
る
內
容
を
選
び
出
し
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

牛
宿
、
奎
宿
、
七
星
宿
日
及
心
宿
日
而
受
胎
者
、
其
人
薄
德
、
常
作
下
事
。

若
以
女
宿
、
婁
宿
、
斗
宿
、
張
宿
等
日
而
入
胎
者
、
爲
惡
不
善
。

井
宿
…
…
其
日
生
人
及
受
胎
者
、
宜
爲
田
作
、
當
得
大
富
。
又
饒
畜
生
象
馬
羊
等
。
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欲
在
室
宿
、
鬼
宿
、
翼
宿
、
婁
宿
、
斗
宿
等
日
受
胎
者
吉
。

心
宿
日
、
奎
宿
、
氐
宿
、
此
三
宿
日
受
胎
者
貧
乏
少
財
物
。
參
宿
、
危
宿
、
畢
宿
等
日
受
胎
者
凶
常
作
惡
事
。
翼
宿
、
胃
宿
、
斗

宿
、
此
三
宿
日
而
受
胎
者
、
作
事
自
在
得
他
人
物
。

婁
宿
、
井
宿
、
此
二
宿
日
受
胎
最
惡
。

井
宿
、
室
宿
二
宿
之
日
、
其
受
胎
者
從
生
至
死
常
宜
作
事
。

張
宿
、
胃
宿
、
箕
宿
之
日
、
受
胎
者
多
有
障
礙
。
房
宿
、
柳
宿
、
奎
宿
等
日
、
入
胎
者
平
無
有
善
惡
。
氐
宿
、
井
宿
、
室
宿
等

日
、
受
胎
亦
惡
離
散
不
合
。

心
宿
之
日
有
入
胎
者
、
無
有
障
礙
。

　
極
め
て
亂
雜
な
表
現
で
、
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
も
多
い
。
井
宿
、
心
宿
に
は
良
い
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
關
連
性
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。『
續
高
僧
傳
』
卷
二
に
よ
る
と
、
那
連
提
耶
舍
は
北
天
竺
の
國
王
に
相
當
す
る
人
物
で
、
北
齊
天
保
七
年
（
五

五
六
）
に
文
宣
帝
に
謁
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
同
時
に
、
佛
典
の
翻
譯
を
要
請
さ
れ
て
、
死
去
ま
で
に
菩
薩
見
實
、
月
藏
、
日
藏
、

法
勝
毘
雲
な
ど
計
十
五
部
八
十
卷
餘
り
の
佛
典
を
翻
譯
し
た
と
い
う
。

　
ま
た
、
西
天
竺
國
の
婆
羅
門
僧
金
俱
叱
に
よ
っ
て
撰
さ
れ
た
『
七
曜
攘
災
訣
』
は
、
唐
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
の
頃
の
著
述
と
さ
れ

て
い
る
が
、
七
曜
曆
に
か
か
わ
る
幾
つ
か
の
現
存
す
る
佛
典
の
な
か
で
、
初
め
て
實
際
の
天
體
と
し
て
日
月
五
星
の
每
日
の
位
置
が

二
十
八
宿
の
い
ず
れ
に
當
た
る
か
を
詳
細
に
計
算
し
、
そ
れ
を
年
ご
と
に
曆
と
し
て
公
表
し
た
も
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

15
）。

イ
ン

ド
の
占
星
術
と
中
國
の
天
文
學
を
結
合
し
た
も
の
で
、
そ
の
な
か
で
中
國
的
要
素
が
多
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る（

16
）。

誕
生
し
た
者
に
關

す
る
運
勢
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
受
胎
し
た
時
點
の
運
勢
を
占
う
內
容
は
な
く
、
卷
上
の
は
じ
め
に
「
與
大
歲
五
行
王
相
合
者
、

必
生
貴
人
、
若
與
月
五
行
合
者
、
亦
生
貴
人
、
若
月
至
休
廢
囚
死
宿
、
所
生
之
處
多
爲
傭
人
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
る
だ
け
で
、
イ

ン
ド
よ
り
も
中
國
の
五
行
王
相
說
か
ら
そ
の
影
響
を
受
け
た
と
言
え
よ
う
。
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一
方
、『
宿
曜
經
』
に
記
さ
れ
て
い
る
「
大
唐
月
建
圖
」
は
、
二
十
八
宿
で
配
列
さ
れ
た
曆
で
あ
る
が
、
上
述
の
「
房
中
補
益
篇
」

の
月
宿
日
を
書
き
入
れ
る
と
、
七
二
四
頁
の
表
三
の
よ
う
に
な
る
。
八
星
宿
に
當
た
る
日
は
少
な
く
、
年
閒
の
合
計
は
わ
ず
か
三
十

九
日
で
あ
っ
た
が
、
百
十
九
日
に
當
た
る
確
率
が
約
三
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
規
則
性
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。「
大
唐
月
建
圖
」
が

月
宿
日
に
使
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
上
述
の
と
お
り
、
隋
唐
の
醫
學
書
に
見
ら
れ
る
八
星
宿
は
佛
典
か
ら

借
用
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
受
胎
時
に
か
か
わ
る
運
勢
の
話
も
佛
典
か
ら
の
影
響
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信

す
る
。

　　
　
　
四
　
『
產
經
』
の
「
堪
餘
經
傍
通
曆
」

　　
『
醫
心
方
』
卷
二
十
四
は
求
子
の
た
め
の
醫
學
的
專
門
篇
で
あ
り
、『
產
經
』
か
ら
多
く
の
內
容
が
援
引
さ
れ
て
い
る
。「
爲
生
子

求
月
宿
法
第
十
三
」
で
は
、「『
產
經
』
云
、『
堪
餘
經
』
曰
、
正
月
朔
一
日
榮
室
、
二
月
朔
一
日
奎
、
三
月
朔
一
日
胃
、
四
月
朔
一
日

畢
、
五
月
朔
一
日
井
、
六
月
朔
一
日
柳
、
七
月
朔
一
日
翼
、
八
月
朔
一
日
角
、
九
月
朔
一
日
氐
、
十
月
朔
一
日
心
、
十
一
月
朔
一
日

斗
、
十
二
月
朔
一
日
女
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
各
從
月
朔
起
數
至
月
盡
三
十
日
止
、
視
其
日
數
則
命
月
宿
、
假
令
正
月
七
日
所
生
人

者
、
正
月
一
日
爲
室
、
二
日
爲
辟
、
三
日
爲
奎
、
四
日
爲
婁
、
五
日
爲
胃
、
六
日
爲
昴
、
七
日
爲
畢
。
正
月
七
日
月
宿
爲
在
畢
星
也
。

又
假
令
六
月
三
日
所
生
兒
者
、
六
月
朔
一
日
爲
柳
、
二
日
爲
星
、
三
日
爲
張
、
張
卽
是
其
宿
也
。
他
皆
倣
此
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
引
用
さ
れ
た
『
堪
餘
經
』
の
內
容
に
よ
っ
て
、
ま
ず
一
年
十
二
ヶ
月
の
每
月
の
初
日
に
室
、
奎
、
胃
、
畢
、
井
、
柳
、
翼
、
角
、
氐
、

心
、
斗
、
女
を
當
て
て
、
次
に
一
月
初
日
か
ら
室
、
壁
、
奎
、
婁
、
胃
、
昴
、
畢
、
觜
、
參
、
井
、
鬼
、
柳
、
星
、
張
、
翼
、
軫
、
角
、

亢
、
氐
、
房
、
心
、
尾
、
箕
、
斗
、
牛
、
女
、
虛
、
危
と
い
う
二
十
八
宿
の
順
で
竝
べ
て
ゆ
く
と
、
七
二
四
頁
の
表
四
の
よ
う
な
二
十

八
宿
に
よ
る
傍
通
曆
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
「
堪
餘
經
傍
通
曆
」
と
假
稱
す
る
。
た
だ
、
四
月
三
十
日
の
後
に
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724



　　求子之道と占星術

參
宿
、
六
月
三
十
日
の
後
ろ
に
張
宿
、
十
月
三
十
日
の
後
に
箕
宿
、
十
二
月
三
十
日
の
後
ろ
に
危
宿
、
合
計
四
つ
の
月
宿
日
が
餘
っ

て
い
る
。
こ
の
四
日
を
た
す
と
三
百
六
十
四
日
と
な
り
、
お
よ
そ
一
年
の
日
數
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
前
の
「
相
子
生
屬
月
宿
法
第
十
一
」
及
び
「
生
子
二
十
八
星
宿
相
法
第
十
二
」
は
、
と
も
に
二
十
八
宿
を
利
用
し
て
誕
生
し

た
日
の
星
宿
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
ど
も
の
將
來
の
運
勢
や
性
格
な
ど
を
占
う
も
の
で
あ
る
。「
生
子
二
十
八
星
宿
相
法
第
十
二
」
は
全

體
が
『
產
經
』
の
引
用
か
ら
な
る
が
、
そ
の
『
產
經
』
も
『
佛
家
大
集
經
』
の
引
用
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
內
容
の
す
べ
て

は
『
大
方
等
大
集
經
』
卷
二
十
「
寶
幢
分
第
九
三
昧
神
足
品
第
四
」
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
『
佛
家
大
集

經
』
は
實
は
曇
無
讖
が
翻
譯
し
た
『
大
方
等
大
集
經
』
を
指
す
も
の
で
あ
る
。『
產
經
』
が
成
書
し
た
年
代
で
は
、
明
ら
か
に
佛
典

『
宿
曜
經
』
に
あ
る
「
宿
曜
傍
通
曆
」
の
よ
う
な
曆
は
未
だ
現
れ
て
い
な
い
。「
爲
生
子
求
月
宿
法
第
十
三
」
で
は
、
こ
の
「
堪
餘
經

傍
通
曆
」
の
作
成
法
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
題
名
か
ら
二
、
三
の
情
報
が
讀
み
取
れ
る
。
ま
ず
、「
子
ど
も
を
生
む
た
め
」
と
述

べ
て
お
り
、
そ
れ
は
誕
生
し
た
者
の
た
め
な
の
か
、
ま
た
は
受
胎
し
た
者
の
た
め
な
の
か
は
判
斷
で
き
な
い
が
、
先
述
の
內
容
を
綜

合
し
て
み
る
と
、
誕
生
し
た
日
の
星
宿
に
よ
っ
て
そ
の
子
ど
も
の
運
勢
な
ど
を
占
う
た
め
に
、『
堪
餘
經
』
か
ら
そ
の
曆
だ
け
を
援
引

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
月
宿
を
求
め
る
方
法
」
と
い
う
が
、
そ
の
「
月
宿
」
は
「
房
中
補
益
篇
」
に
提
唱
さ
れ
る
月
宿
日
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
堪
餘
經
傍
通
曆
」
は
『
產
經
』
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
民
閒
で
活
用
さ
れ
て
い
た
一
種
の

小
曆
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
傍
通
曆
に
「
房
中
補
益
篇
」
の
月
宿
日
を
書
き
入
れ
て
み
る
と
、、
七
二
四
頁
の
表
四
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
八
星
宿
に
當
た
る

日
が
多
く
、
年
閒
の
合
計
は
九
十
一
日
と
な
り
、
百
十
九
日
に
當
た
る
確
率
が
約
七
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
こ
の
確
率
は
四
つ

の
曆
の
中
で
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
に
次
ぐ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
「
堪
餘
經
傍
通
曆
」
と
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」

と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
傍
通
曆
の
構
成
は
よ
く
似
て
い
る
が
、「
堪
餘
經
傍
通
曆
」
で
は
「
七
月
朔
一
日
翼
」
と
記
さ
れ
る

よ
う
に
、
七
月
初
日
が
翼
宿
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
七
月
に
當
た
る
月
宿
日
が
極
端
に
少
な
く
、
そ
の
差
異
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
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か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
七
月
朔
一
日
翼
」
と
い
う
設
定
は
、『
漢
書
』
天
文
志
の
太
初
曆
及
び
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
も
見
ら
れ
る
。

　
『
醫
心
方
』
卷
二
十
四
で
は
、
上
述
の
外
に
『
產
經
』
か
ら
引
用
し
た
誕
生
者
の
た
め
の
年
壽
法
、
六
申
日
法
、
五
行
用
事
法
や

五
行
用
事
日
法
、
推
子
壽
不
壽
法
、
推
子
禍
福
法
、
男
子
及
び
女
子
の
形
色
吉
凶
法
な
ど
の
よ
う
に
多
樣
な
占
術
が
收
錄
さ
れ
て
い

る
が
、
受
胎
日
を
選
ぶ
方
法
及
び
そ
の
選
ば
れ
る
日
の
運
勢
に
か
か
わ
る
も
の
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。『
醫
心
方
』
は
『
千
金
要
方
』

か
ら
最
も
多
く
の
內
容
を
引
用
し
た
と
言
わ
れ
、「
房
內
篇
」
も
「
房
中
補
益
篇
」
か
ら
房
中
術
に
關
す
る
條
文
を
多
數
引
い
て
い
る

が
、
求
子
の
月
宿
日
の
み
は
援
引
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
內
容
を
信
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
房
中
術
に
對
し

て
正
し
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
先
決
だ
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い（

17
）。

　
『
產
經
』
と
い
う
書
名
は
、『
隋
書
』
經
籍
志
・
五
行
類
に
見
ら
れ
る
が
、
著
者
不
明
の
「『
產
經
』
一
卷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
國
見
在
書
目
錄
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
『
產
經
』
は
「
十
二
（
卷
）、
德
貞
常
撰
」
と
あ
る
の
で
、『
隋
書
』
經
籍
志
の
も
の

と
同
じ
か
否
か
判
斷
し
え
な
い
。『
醫
心
方
』
に
引
用
さ
れ
た
『
產
經
』
に
つ
い
て
は
、
西
晉
の
後
、
隋
以
前
の
著
書
と
い
う
考
證
が

あ
る
が（

18
）、『

佛
家
大
集
經
』
は
『
大
方
等
大
集
經
』
と
同
一
の
佛
典
を
確
認
で
き
た
の
で
、『
高
僧
傳
』
曇
無
讖
傳
に
よ
れ
ば
こ
の
佛

典
の
翻
譯
は
、
彼
が
玄
始
三
年
（
四
一
四
）
『
涅
槃
經
』
の
初
分
十
卷
を
譯
し
た
後
で
行
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
經
緯
を
考
え
る

と
、『
產
經
』
の
成
書
の
上
限
は
早
く
と
も
南
北
朝
以
降
に
な
る
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
『
隋
書
』
經
籍
志
・
五
行
類
で
は
、『
堪
輿

經
』
と
い
う
書
名
は
見
ら
れ
な
い
が
、「『
堪
餘
』
四
卷
、『
四
序
堪
餘
』
二
卷
、
殷
紹
撰
」
の
外
に
、「『
堪
餘
曆
』
二
卷
、『
注
堪
餘

曆
』
一
卷
、『
堪
餘
曆
注
』
二
卷
、『
大
小
堪
餘
曆
術
』
一
卷
、『
雜
用
堪
餘
』
一
卷
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
堪
餘
曆
」
が
民
閒
で
活
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、『
日
本
國
見
在
書
目
錄
』
に
は
『
堪
餘
經
』
の
よ
う
な
書
名
は
見
當
た
ら
な
い
。

　
『
漢
書
』
藝
文
志
・
五
行
類
に
あ
る
著
者
不
明
の
「『
堪
輿
金
匱
』
十
四
卷
」
と
い
う
記
述
を
考
え
る
と
、「
堪
輿
」
と
い
う
言
葉

は
『
隋
書
』
經
籍
志
が
成
立
す
る
前
に
廣
く
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
上
述
の
殷
紹
傳
（『
魏
書
』
術
藝

志
）
に
は
「
自
爾
至
今
、
四
十
五
載
、
歷
觀
時
俗
堪
輿
八
會
、
逕
世
已
久
、
傳
寫
謬
誤
。
吉
凶
禁
忌
、
不
能
備
悉
。
…
…
又
史
遷
、
郝
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振
、
中
古
大
儒
、
亦
各
撰
注
、
流
行
於
世
、
配
會
大
小
、
序
述
陰
陽
。
…
…
其
『
四
序
堪
輿
』、
遂
大
行
於
世
」
と
あ
る
よ
う
に
、
當

時
の
書
名
は
『
四
序
堪
餘
』
で
は
な
く
、『
四
序
堪
輿
』
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、『
史
記
』
日
者
列
傳
で
は
、
孝
武
帝
の
時
、
婚
禮
の
日
を
選
ぶ
た
め
に
堪
輿
家
、
五
行
家
、
建
除
家
と
い
っ
た
占
術
に
か
か

わ
る
者
が
集
め
ら
れ
て
議
論
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
堪
輿
は
古
代
の
日
常
生
活
に
お
け
る
占
い
の
流
派
の
一
つ
の
み

な
ら
ず
、
子
孫
の
繁
榮
に
か
か
わ
る
重
要
な
行
事
に
は
缺
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。『
論
衡
』
譏
日
篇
に
「
堪
輿
曆
、

曆
上
諸
神
非
一
、
聖
人
不
言
、
諸
子
不
傳
、
殆
無
其
實
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
漢
初
期
の
社
會
で
は
「
堪
輿
曆
」
が
す
で
に
存
在
し
活

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
神
々
か
ら
な
る
一
種
の
小
曆
と
し
て
人
閒
の
禍
福
を
占
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
神
々
が
何
で
あ
る
か
を
具
體
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
王
充
は
戰
國
時
代
の
諸
子
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
堪
輿

曆
に
對
し
て
は
、
あ
ま
り
當
て
に
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、『
淮
南
子
』
天
文
訓
で
は
「
北
斗
之
神
有
雌
雄
、
十
一
月
始
建
於
子
、
月
從
一
辰
、
雄
左
行
、
雌
行
右
。
五
月
合
午
謀

形
、
十
一
月
合
子
謀
德
、
太
陰
所
居
辰
爲
厭
日
、
厭
日
不
可
以
擧
百
事
。
堪
輿
徐
行
、
雄
以
音
知
雌
、
故
爲
奇
辰
。
…
…
周
六
十
日

凡
八
合
。
合
於
歲
前
則
死
亡
、
合
於
歲
後
則
無
殃
」
と
述
べ
て
お
り
、
堪
輿
は
北
斗
の
神
と
の
關
係
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に

か
か
わ
る
大
小
八
會
と
い
う
緣
日
を
選
ぶ
こ
と
に
も
關
連
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
引
の
殷
紹
の
記
事
に
よ
れ

ば
、
六
朝
時
代
に
お
い
て
す
で
に
「
傳
寫
謬
誤
」
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
欽
定
協
紀
辨
方
書
』
卷
四
に
は
「
今
按
淮

南
子
之
言
大
小
會
旣
爲
凶
日
、
則
所
領
日
當
亦
非
吉
。
然
周
禮
漢
鄭
康
成
注
有
八
會
之
日
、
而
唐
賈
公
彥
謂
堪
輿
大
會
有
八
、
小
會

亦
有
八
。
然
則
大
小
會
之
來
舊
矣
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
本
書
に
は
「『
堪
輿
經
』
曰
」
と
い
う
引
用
例
も
多
く
見
ら
れ
、「
房
中

補
益
篇
」
の
月
宿
日
も
こ
れ
ら
の
『
堪
輿
經
』
と
關
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
上
述
の
よ
う
な
「
傳
寫
謬
誤
」
や
附
會
な
ど
が
多

い
た
め
、
つ
い
に
朝
廷
の
所
有
す
る
厖
大
な
圖
書
資
料
及
び
學
者
を
も
っ
て
し
て
も
解
明
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る（

19
）。
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ま
と
め
に

　　
中
國
に
お
け
る
占
星
術
の
歷
史
は
、『
左
傳
』
や
『
國
語
』
に
見
ら
れ
る
十
二
次
に
よ
る
國
々
の
吉
凶
の
占
斷
の
例
に
遡
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
天
體
位
置
表
示
に
お
い
て
二
十
八
宿
は
十
二
次
よ
り
も
古
く
成
立
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

20
）。

し
か
し
、
天
體

位
置
に
度
數
表
示
の
あ
る
二
十
八
宿
は
『
史
記
』
天
官
書
や
『
淮
南
子
』
天
文
訓
な
ど
が
著
さ
れ
た
漢
武
帝
の
時
代
に
初
め
て
出
現

し
、
そ
れ
と
同
時
に
占
星
術
的
內
容
を
も
っ
た
「
堪
輿
」
と
い
う
專
門
の
職
業
が
盛
ん
に
な
り
、
彼
ら
の
あ
い
だ
で
は
「
堪
輿
曆
」
も

使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
古
い
天
文
知
識
と
戰
國
中
期
に
確
立
さ
れ
た
房
中
至
道
の
技
術
が
總
合
さ
れ
た
結
果
、
占

星
術
に
よ
っ
て
良
い
運
命
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
特
別
な
受
胎
行
爲
が
十
分
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
閒
の
貧
富
貴
賤
と

い
っ
た
運
勢
が
受
胎
し
た
時
點
で
特
定
の
星
の
氣
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
星
命
說
は
、
漢
に
は
す
で
に
存
在
し
た
と
見
ら
れ

る
が
、
受
胎
し
た
時
點
で
の
運
勢
を
占
う
記
述
は
ま
だ
見
當
た
ら
な
い
。

　
『
千
金
要
方
』
な
ど
の
古
代
醫
學
書
に
記
さ
れ
て
い
る
、
受
胎
し
た
時
點
で
良
い
運
勢
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
、
年
閒
約
百
十
九
日

の
月
宿
日
と
八
星
宿
と
の
關
連
性
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
四
つ
の
曆
を
用
い
て
檢
討
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、「
戊
寅
曆
」
及
び
「
大

唐
月
建
圖
」
の
場
合
、
月
宿
日
に
對
し
て
八
星
宿
の
當
た
る
確
率
が
低
く
、
わ
ず
か
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
よ

う
な
曆
が
使
わ
れ
た
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
及
び
『
產
經
』

に
よ
る
「
堪
餘
經
傍
通
曆
」
の
場
合
、
そ
の
當
た
る
確
率
が
非
常
に
高
く
、
と
く
に
前
者
で
は
八
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
逹
し
た
。
こ

れ
ら
を
總
合
的
に
檢
討
し
評
價
し
た
上
で
、
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
が
民
閒
で
廣
泛
に
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
曆
及
び
道
敎
經
典
『
金
鎖
流
珠
引
』
卷
二
十
一
に
記
さ
れ
る
「
二
十
八
宿
經
旁
通
曆
」
卽
ち
「
二
十
七
宿
旁
通

曆
」
は
と
も
に
道
敎
と
か
か
わ
り
を
持
ち
、
道
敎
文
化
の
影
響
を
强
く
受
け
た
中
國
西
南
地
方
の
彝
族
の
閒
で
使
わ
れ
て
い
た
事
實

が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、『
金
鎖
流
珠
引
』
の
「
二
十
八
宿
經
傍
通
曆
」
は
、
佛
典
『
宿
曜
經
』
か
ら
援
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
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　　求子之道と占星術

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
道
敎
的
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
に
『
養
性
延
命
錄
』
御
女
損
益
篇
及
び
『
千
金
翼
方
』
に
强
調
さ
れ
る
「
王
相

生
氣
日
」
を
照
合
し
て
み
る
と
、
冬
の
十
一
月
と
十
二
月
及
び
夏
の
七
月
に
は
無
く
、
五
月
に
四
日
、
殘
り
の
月
に
は
だ
い
た
い
一

日
、
二
日
し
か
當
た
ら
な
い
。
そ
の
選
擇
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
愛
精
益
氣
の
養
生
精
神
と
は
矛
盾
し
な
い
。

　
一
方
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
（
前
三
二
四
〜
三
〇
年
）
の
バ
ビ
ロ
ン
の
占
星
術
は
か
な
り
早
い
時
期
に
發
逹
し
、
紀
元
前
百
年
頃
に
は

個
人
の
受
胎
時
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
粘
土
版
が
確
認
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が（

21
）、

ど
ん
な
根
據
で
受
胎
を
確
認
で
き
る
か
に
は
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
と
と
も
に
バ
ビ
ロ
ン
の
占
星
術
は
古
代
イ
ン
ド
に
傳
來
し
た
た
め
、
佛
典
に
も
一
定
の
影
響

を
與
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
大
正
新
修
大
藏
經
』
所
收
の
二
十
八
宿
と
關
連
あ
る
佛
典
を
檢
討
し
た
と
こ
ろ
、
後

漢
後
期
か
ら
イ
ン
ド
の
占
星
術
は
確
か
に
中
國
に
も
傳
來
し
た
が
、
北
齊
以
前
に
翻
譯
さ
れ
た
佛
典
に
は
受
胎
し
た
時
點
の
運
勢
を

占
う
內
容
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
北
齊
か
ら
隋
に
か
け
て
翻
譯
さ
れ
た
『
大
方
等
大
集
經
』
に
は
、
新
た
に
つ
く

ら
れ
た
驢
仙
傳
說
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
、
二
十
八
宿
に
よ
る
受
胎
し
た
時
點
で
の
運
勢
の
占
い
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
內
容
は
極

め
て
煩
雜
か
つ
難
解
で
、
そ
こ
に
は
『
千
金
要
方
』
な
ど
で
選
ば
れ
た
八
星
宿
と
の
關
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
從
っ
て
、

八
星
宿
及
び
月
宿
日
に
つ
い
て
は
佛
敎
か
ら
の
影
響
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
北
涼
の
曇
無
讖
が
翻
譯
し
た
『
大
方
等
大
集
經
』
の
部
分
に
も
、
誕
生
し
た
子
ど
も
の
未
來
の
運
勢
、
性
格
、
壽
命
な
ど
を
二
十
八

宿
に
よ
っ
て
占
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。『
產
經
』
は
二
十
八
宿
に
よ
る
占
い
に
對
應
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
『
堪
餘
經
』
か
ら

「
堪
餘
曆
」
の
作
法
を
收
錄
し
た
。
王
充
は
星
命
說
を
批
判
す
る
と
き
に
「
堪
餘
曆
」
の
存
在
に
言
及
し
た
。『
淮
南
子
』
天
文
訓
で

は
二
十
八
宿
と
堪
輿
の
「
八
合
」
と
の
關
係
を
論
ず
る
前
文
に
、
一
年
十
二
ヶ
月
ご
と
の
初
日
に
配
置
し
た
星
宿
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
王
引
之
は
そ
の
星
宿
の
配
置
に
對
し
て
異
議
を
唱
え
た（

22
）。

王
氏
の
說
に
よ
れ
ば
、『
產
經
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
「
堪
餘
曆
」
の

作
法
は
、『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
由
來
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
王
充
が
星
命
說
を
批
判
し
た
經
緯
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
八
星
宿
は
や

は
り
中
國
固
有
の
占
星
術
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、『
淮
南
子
』
の
「
八
合
」
と
の
關
係
な
ど
が
今
後
解
明
す
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べ
き
課
題
と
し
て
殘
ろ
う
。

注

（
１
）
馬
繼
興
『
馬
王
堆
古
醫
書
考
釋
』（
湖
南
科
學
技
術
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
九
頁
を
參
照
。

（
２
）
拙
稿
「
馬
王
堆
漢
墓
の
房
中
養
生
の
竹
億
に
つ
い
て
の
硏
究
―
古
代
の
房
中
導
引
を
中
心
に
―
」（『
中
國
出
土
資
料
學
會
』
二
〇
〇
四
年
、

第
八
期
）
を
參
照
。

（
３
）
拙
稿
「
多
御
少
女
の
房
中
術
に
關
す
る
醫
學
的
檢
證
」（『
日
本
醫
史
學
雜
誌
』
第
四
八
卷
第
二
號
、
二
〇
〇
二
年
）
を
參
照
。

（
４
）
拙
稿
「
初
期
道
敎
と
黃
赤
混
氣
房
中
術
」（『
東
方
宗
敎
』
第
九
七
號
、
二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
。

（
５
）
『
太
淸
經
』「
凡
欲
合
服
神
仙
藥
者
、
以
天
淸
無
風
雨
、
欲
得
王
相
日
、
上
下
相
生
日
、
合
之
神
良
」（『
醫
心
方
』
卷
二
）

（
６
）
本
書
は
『
正
一
盟
威
錄
』
の
主
要
部
分
に
屬
す
る
も
の
が
後
漢
の
張
陵
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
、
太
上
に
託
し
た
と
い
う
陳
國
符
の
說
に
從

う
（
朱
越
利
『
道
藏
分
類
題
解
』、
華
夏
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
〇
四
頁
）。

（
７
）
『
隋
書
』
律
曆
志
「
漢
書
武
帝
太
初
元
年
丁
丑
歲
、
落
下
閎
等
定
太
初
曆
冬
至
之
日
、
日
在
牽
牛
初
。
今
以
甲
子
元
曆
術
算
、
卽
得
斗
末
牛

初
矣
。
晉
時
有
姜
岌
、
又
以
月
⻝
驗
於
日
度
、
知
冬
至
之
日
日
在
斗
十
七
度
。
宋
文
帝
元
嘉
十
年
癸
酉
歲
、
何
承
天
考
驗
乾
度
、
亦
知
冬
至

之
日
日
在
斗
十
七
度
。
…
…
唯
晉
及
宋
、
所
在
未
改
、
故
知
其
度
、
理
有
變
差
。
至
今
大
隋
甲
辰
之
歲
、
考
定
曆
數
象
、
以
稽
天
道
」。

（
８
）
『
魏
書
』
釋
老
志
「（
寇
謙
之
）
早
好
仙
道
、
有
絕
俗
之
心
、
少
修
張
魯
之
術
。
…
…
後
謙
之
算
七
曜
有
所
不
了
、
惘
然
自
失
。
…
…
謙
之

曰
、
我
學
算
累
年
、
而
近
算
周
髀
不
合
、
以
此
自
愧
。
…
…
（
成
公
）
興
曰
、
先
生
試
隨
興
語
布
之
、
俄
然
便
決
。
謙
之
歎
伏
、
不
測
興
之

淺
深
、
請
師
事
之
」。

（
９
）
陳
寅
恪
「
崔
浩
與
寇
謙
之
」（『
嶺
南
學
報
』
第
一
一
卷
第
一
期
、
一
九
五
〇
年
）
一
一
九
頁
を
參
照
。

（
10
）
佛
典
『
宿
曜
經
』
に
示
さ
れ
る
「
大
唐
月
建
圖
」、
道
敎
經
典
『
金
鎖
流
珠
引
』
に
示
さ
れ
る
「
二
十
八
宿
經
傍
通
曆
」
な
ど
の
民
閒
の
小
曆

は
、『
金
鎖
流
珠
引
』
に
「
推
一
周
年
一
十
二
月
有
三
十
日
」
と
あ
る
よ
う
に
、
み
な
一
月
三
十
日
と
一
年
十
二
ヶ
月
に
對
應
す
る
も
の
で
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　　求子之道と占星術

あ
る
。
初
期
道
敎
と
雲
南
地
方
の
彝
族
と
の
歷
史
的
關
係
が
以
前
か
ら
硏
究
さ
れ
て
き
て
（
聞
一
多
『
神
僊
考
』、
向
逹
『
南
詔
史
略
論
』、

劉
堯
漢
『
中
國
文
明
源
頭
新
探
（
道
家
與
彝
族
虎
宇
宙
觀
）』、
郭
武
『
道
敎
與
雲
南
文
化
（
道
敎
在
雲
南
的
傳
播
、
演
變
及
影
響
）』）、
密

接
な
關
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
國
天
文
學
史
整
理
硏
究
グ
ル
ー
プ
の
涼
山
の
彝
族
地
方
で
行
っ
た
調
査
で
は
、
彝
族
の
曆
に
は
二

十
八
宿
曆
と
二
十
七
宿
曆
が
あ
り
、
二
十
七
宿
曆
の
場
合
、
月
末
の
星
宿
と
翌
月
の
初
日
の
星
宿
が
重
な
る
現
象
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め

二
つ
の
曆
が
交
互
に
使
用
さ
れ
る
（
鄭
文
光
『
中
國
天
文
學
源
流
』、
萬
卷
樓
圖
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
四
頁
）。
通
常
一
年
十
二
ヶ
月
、

一
月
三
十
日
に
な
っ
て
い
る
が
、
每
月
を
二
分
し
て
、
初
日
か
ら
十
五
日
ま
で
を
明
月
と
稱
し
、
十
六
日
か
ら
月
末
ま
で
を
暗
月
と
稱
す
る

（
陳
遵
嬀
『
中
國
天
文
學
史
（
３
）』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
一
五
一
〇
頁
）。

（
11
）
朱
越
利
『
道
藏
分
類
題
解
』
三
四
九
頁
を
參
照
。

（
12
）
『
宿
曜
經
』
卷
下
「
二
十
七
宿
十
二
宮
圖
。（
小
注
）
唐
用
二
十
八
宿
、
西
國
除
牛
宿
、
以
其
天
主
事
之
故
。
…
…
西
國
皆
以
十
五
日
望
宿
、

爲
一
月
之
名
、
故
二
月
爲
角
月
、
三
月
名
氐
月
、
四
月
名
心
月
、
五
月
名
箕
月
、
六
月
名
女
月
、
七
月
名
室
月
、
八
月
名
婁
月
、
九
月
爲
昴

月
、
十
月
名
觜
月
、
十
一
月
名
鬼
月
、
十
二
月
名
星
月
、
正
月
名
翼
月
。
夫
欲
知
二
十
七
宿
日
者
、
先
須
知
月
望
宿
日
。
欲
數
一
日
至
十
五

巳
前
白
月
日
者
、
卽
從
十
五
日
下
宿
、
逆
數
之
可
知
。
欲
知
十
六
日
巳
後
至
三
十
日
（
黑
月
）、
卽
從
十
五
日
下
宿
、
順
數
卽
得
、
但
依
此
卽

定
。（
小
注
）
如
二
月
十
五
日
是
角
日
、
十
四
日
是
軫
日
、
十
三
日
是
翼
日
。
若
求
十
五
日
已
後
者
、
卽
十
五
日
是
角
日
、
十
六
日
是
亢
日
、

十
七
日
是
氐
日
、
他
皆
倣
此
」（
大
正
藏
、
二
一
、
三
九
四
―
五
頁
）。

（
13
）
こ
の
經
典
の
始
め
に
「
二
十
八
宿
傍
通
曆
」
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
表
に
は
牛
宿
が
除
か
れ
て
二
十
七
宿
し
か
見
え
て
い
な
い
。「
中
華
仙

人
李
淳
風
序
竝
注
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
唐
代
末
期
の
僞
託
の
作
と
推
測
す
る
者
（
祝
亞
平
『
道
家
文
化
と
科
學
』
中
國
科
學
技
術
大
學

出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
三
九
頁
）
も
い
れ
ば
、
宋
元
の
人
に
よ
る
僞
託
の
作
品
と
い
う
者
（
朱
越
利
『
道
藏
分
類
題
解
』
華
夏
出
版
社
、

一
九
九
六
年
、
一
五
一
頁
）
も
い
る
。

（
14
）
渡
邊
敏
夫
『
日
本
の
曆
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
六
年
）
八
二
頁
を
參
照
。

（
15
）
藪
內
　
淸
『
增
補
改
訂
中
國
の
天
文
曆
法
』（
平
凡
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
八
〇
頁
を
參
照
。

（
16
）
矢
野
道
雄
『
密
敎
占
星
術
』（
東
京
美
術
、
一
九
八
六
年
）
一
四
四
―
四
六
頁
を
參
照
。

（
17
）
拙
稿
「『
醫
心
方
』
房
內
篇
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
日
本
醫
史
學
雜
誌
』
第
四
七
卷
第
二
號
、
二
〇
〇
一
年
）
を
參
照
。
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（
18
）
馬
繼
興
「『
醫
心
方
』
中
的
古
醫
學
文
獻
初
探
」（『
日
本
醫
史
學
雜
誌
』
第
三
一
卷
第
三
號
、
一
九
八
五
年
）
を
參
照
。

（
19
）
『
欽
定
協
紀
辨
方
書
』
卷
四
「
今
考
其
旨
日
辰
參
差
不
齊
、
多
寡
不
等
、
無
義
可
尋
、
恐
後
人
之
附
會
歟
。
…
…
又
自
陰
位
以
下
皆
取
月
宿
。

孫
思
邈
房
中
經
載
月
宿
日
是
否
卽
此
、
亦
不
可
考
」。

（
20
）
能
田
忠
亮
『
東
洋
天
文
學
史
論
叢
』（
恆
星
社
、
一
九
九
〇
年
）
四
七
五
頁
を
參
照
。
八
星
宿
の
中
の
室
、
參
、
柳
、
心
、
斗
と
い
う
五
宿
は

『
詩
經
』
か
ら
確
認
で
き
る
。

（
21
）
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ニ
ー
ダ
ム
『
中
國
の
科
學
と
文
明
（
第
三
卷
）』（
東
畑
精
一
ら
監
修
、
吉
川
忠
夫
ら
譯
、
思
索
社
、
一
九
八
三
年
）
三
九
五
頁

を
參
照
。

（
22
）
王
念
孫
『
讀
書
雜
志
』
淮
南
子
・
天
文
「
正
月
建
營
室
、
二
月
建
奎
、
婁
、
三
月
建
胃
、
四
月
建
畢
、
五
月
建
東
井
、
六
月
建
張
、
七
月
建

翼
、
八
月
建
亢
、
九
月
建
房
、
十
月
建
尾
、
十
一
月
建
牽
牛
、
十
二
月
建
虛
。
引
之
曰
、
二
月
建
奎
、
婁
、
備
擧
是
月
日
所
在
之
星
也
。
由

此
推
之
、
則
正
月
當
云
、
建
營
室
、
東
壁
。
三
月
當
云
、
建
胃
、
昴
。
四
月
當
云
、
建
畢
、
觜
嶲
、
參
。
五
月
當
云
、
建
東
井
、
輿
鬼
。
六
月

當
云
、
建
柳
、
七
星
、
張
。
七
月
當
云
、
建
翼
、
軫
。
八
月
當
云
、
建
角
、
亢
、
氐
。
九
月
當
云
、
建
房
、
心
。
十
月
當
云
、
建
尾
、
箕
。
十

一
月
當
云
、
建
斗
、
牽
牛
。
十
二
月
當
云
、
建
須
女
、
虛
、
危
。
…
…
後
人
妄
加
刪
節
、
每
月
但
存
一
星
之
名
、
獨
二
月
建
奎
、
婁
、
尙
仍

其
舊
、
學
者
可
以
考
見
原
文
矣
」。
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靈宅 ................................417, 418
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靈文 .......................................620
靈寶經 ................................48, 68
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勒陽關 ....................................254
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357–360 , 362
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認識機能 .................................224
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能力 ....... 225, 226, 228, 229, 232, 233
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武解 .......................................131
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佛性 ..............152, 416, 420–423, 426
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本然の性 .264, 265, 267, 268, 270, 275,

277, 281
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無礙の神性 .................417, 418, 427
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「無」的な存在 215, 216, 218, 232, 234
無欲觀 .............................130, 158
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最も根源的な存在 ..............219, 220
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龍門五息功 ..............................300
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龍門派 ....................................291
流來 .......................................134
兩半成一 .................................150
臨終 .......................................399
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小曆 ................................714, 717
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心 ..........409, 410, 420, 425, 426, 430
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眞官 .......................................610
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神交體隔 .................................701
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眞如の法性 ...........416, 417, 423, 426
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體用 ..............116, 418, 421, 426, 429
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地仙 ........................................13
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中元 .......................................614
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肘後飛金晶 ..............................254
朝太素 .............................204, 205
頂暖 .......................................398
治籙 .......................................614
定志 ........................................33
定息 .......................................248
傳戒 .......................................292
天界說 ....................................132
轉經 ........................................35
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天眞 ....................414, 415, 417, 418
天仙大戒 .................................293
傳燈 .......................................296
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728
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三敎合一 ..........................469, 572
三淸 345, 346, 350–352, 357, 360–362,
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自然說 ....................................120
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四大 ..............417, 421, 422, 430, 431
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思微定志 .................................147
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寂照 ....................417, 418, 425, 426
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修存 .......................................620
十地 ..........................373, 382, 397
十轉位 ....................................127
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十二願八閒 ..............................196
受戒 .......................................292
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儒敎的な孝 ..............................545
宿曜傍通曆 .......................719, 725
受胎 ................................711, 725
受胎時 ....................................723
受胎者 ....................................720
受胎日 ....................................712
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阿羅漢果 .................................378
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異氣 ........................................57
夷希微 .............................124, 125
異香 .......................................398
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一朝宿啓 ........343–345, 349, 360, 364
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隱顯 .......................................421
因緣說 ....................................120
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有待 .......................................615
盂蘭盆（佛盤） ........................563
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感覺能力 ..........................230, 233
灌頂 .......................................314
感生位 ....................................126
感生帝說話 ..............................522
頑仙 .......................................617
寒門 .......................................529
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客觀的な認識 ...........................230
九宮位 ....................................130
求子 .......................................726
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經卷 ................................418–420
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功德 343–345, 349, 351, 353–355, 359,

363
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呂洞賓 ....................................294
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老子第十四章 ...........................124
婁千寶 ....................................599
盧思道 ....................................456
論衡 .......................................536
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